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19-2-3 航空燃料供給に関する協定書 502 県消防保安課
ｱｲｶﾜ㈱、ｱﾋﾞｴｰｼｮﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ
ｻｰﾋﾞｽ㈱、鈴与商事㈱

19-2-4 船舶による輸送等に関する協定書 503 県危機対策課 静岡県内航海運組合

19-2-5 漁船による緊急輸送活動に関する協定書 505 県水産資源課 市、漁業協同組合

19-2-6 旅客船による災害時の輸送等に関する協定書 508 県危機対策課 静岡県旅客船協会

19-2-7 災害時の輸送等の業務に関する協定 510 県危機対策課 東海汽船㈱、神新汽船㈱

19-2-9
山梨県と静岡県の消防防災ヘリコプターの運航不能期間等に
おける相互応援協定

512 県消防保安課 山梨県

19-2-10
長野県と静岡県の消防防災ヘリコプターの運航不能期間等に
おける相互応援協定

513 県消防保安課 長野県

19-2-11 四県一市航空消防防災相互応援協定 514 県消防保安課

19-2-12 静岡県内航空消防相互応援協定書 515 県消防保安課

19-2-13 災害時等の緊急時における人員派遣に関する協定 517 県消防保安課 静岡エアコミュータ㈱

19-2-14 大規模地震災害時における緊急通行妨害車両等の排除業務に関する協定 518 県危機政策課 静岡県救援レッカー事業協同組合、
静岡県レッカー事業協同組合

19-2-15 大規模地震災害時における緊急通行妨害車両等排除業務に関する細目協定 518 県警察本部 静岡県レッカー事業協同組合

19-2-18 災害時における緊急通行妨害車両等の排除業務に関する協定(JAF) 520 県危機政策課 (社)日本自動車連盟中部本部静
岡支部

19-2-19 災害時における緊急通行妨害車両等排除業務に関する細目覚書（JAF） 520 県警察本部 (社)日本自動車連盟中部本部静
岡支部

19-2-20 大規模地震災害時における緊急通行妨害車両等の排除業務に関する協定（ﾛｰﾀｽ） 521 県危機政策課 全日本ロータス同友会静岡県支部

19-2-21 大規模地震災害時における緊急通行妨害車両等排除業務に関する細目覚書（ﾛｰﾀｽ） 522 県警察本部 全日本ロータス同友会静岡県支部

19-2-22 災害時における救援物資等の緊急輸送に関する協定 523 県危機政策課 赤帽静岡県軽自動車運送協同組合

19-2-23 高速道路休憩施設の防災拠点としての活用に関する基本協定書 524 県危機対策課 中日本エクシス㈱

19-2-24 地理空間情報の活用促進のための協力に関する協定書 534 県土木防災課 国土地理院

19-3-1 災害救助に必要な物資の調達に関する協定 535 県経済産業部総務監､県地
域産業課､県危機政策課

　※12-3-2参照

19-3-2 災害時における応急復旧に必要な資機材の供給に関する協定書 539 県地域産業課 （応急復旧用資機材供給業者）

県水利用課

県水利用課

県水利用課

県危機政策課

県危機政策課

県危機政策課

県水利用課

県ガス協会

県消防保安課、県ガス協会、(一社)日本コミュニティーガス協会

県ガス協会

県林業振興課

県住まいづくり課

県健康福祉部総務課

県道路保全課

自衛隊

自衛隊

自衛隊

県危機政策課

海上保安庁

海上保安庁

海上保安庁

県危機政策課
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19-3-3 災害救助法発動時における学校給食用物資の調達に関する協定書 541 県教育委員会健康体育課 静岡県学校給食会

19-3-4 応急復旧に必要な資機材の供給に関する同意書 542 県林業振興課 静岡県木材協同組合連合会

19-3-5 大規模災害時における救援物資の提供に関する基本協定書 542 県危機政策課 （飲料関係事業者）

19-4-1 災害時において宿泊施設が2次的避難者を収容することに関する協定 543 県危機政策課 （宿泊施設管理者）

19-4-2 災害時における高齢者福祉施設サービス継続のための連携等に関する協定書 544 県福祉指導課 静岡県老人福祉施設協議会

19-5-1 災害時における放送要請に関する協定 546 県危機政策課 （NHK、民放放送業者）

19-5-2 災害時における新聞報道に関する申合せ 546 県危機政策課 （報道機関）

19-5-3 災害時における情報伝達要請に関する協定 547 県障害福祉課 ㈱レスキューナウ・ドット・ネット他

19-5-4 公共土木施設等における被害情報提供に関する地区覚書 548 県土木防災課 静岡南郵便局他

19-5-5 防災への取り組みに関する協定書 549 県危機政策課 Google Ireland Limited

19-6-1 災害時の医療救護活動に関する協定書（労働福祉事業団） 553 県地域医療課 労働福祉事業団

19-6-2 災害時の医療救護活動に関する協定書（(社) 静岡県医師会） 554 県地域医療課 (社) 静岡県医師会

19-6-3 災害時の医療救護活動に関する協定書（(社)静岡県看護協会） 555 県地域医療課 (社)静岡県看護協会

19-6-4 災害時の医療救護活動に関する協定書((社)静岡県歯科医師会) 556 県地域医療課 (社)静岡県歯科医師会

19-6-5 災害時の医療救護活動に関する協定書（公社)静岡県病院協会） 557 県地域医療課 (社)静岡県病院協会

19-6-6 災害時の医療救護活動に関する協定書（(社)静岡県薬剤師会） 558 県地域医療課 (社)静岡県薬剤師会

19-6-7 災害時の医療救護活動に関する協定書（NPO法人日本災害医療支援機構） 559 県地域医療課 NPO法人日本災害医療支援機構

19-6-8 災害時等の航空機による医療搬送等業務の協力に関する協定 560 県地域医療課 (財)日本救急医療財団

19-6-9 静岡ＤＭＡＴの出動に関する協定(静岡DMAT指定病院) 561 県地域医療課 静岡ＤＭＡＴ指定病院

19-6-10 静岡ＤＰＡＴの出動に関する協定書 562 県障害福祉課 静岡県臨床心理士会

19-6-11 災害時における心のケアに関する協定 563 県障害福祉課 静岡県臨床心理士会

19-6-12 災害時における福祉人材の派遣協力等に関する協定 564 県地域福祉課
静岡県災害福祉広域支援
ネットワーク

19-7-1 静岡県・山梨県土木部の災害相互応援に関する確認書 565 県土木防災課 山梨県

19-7-2 静岡県・神奈川県土木部の災害相互応援に関する確認書 566 県土木防災課 神奈川県

19-7-3 中部地方における災害時の相互協力に関する申し合わせ 568 県土木防災課 国、東海四県、長野県、名古屋市

19-7-4 東海四県水道災害相互応援に関する覚書 570 県企業局水道企画課東海四県

19-7-5 神奈川県企業庁と静岡県企業局との災害相互応援に関する覚書 571 県企業局水道企画課神奈川県

19-7-6 東海四県及び名古屋市との工業用水道災害相互応援に関する協定 572 県企業局水道企画課東海四県、名古屋市

19-7-7 関東ブロック下水道事業における災害時支援に関するルール 573 県生活排水課 関東地方知事会他

19-7-8 下水道事業災害時中部ブロック支援に関するルール 578 県生活排水課 中部地方知事会他

19-8-1 災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書 584 県住まいづくり課 (社)プレハブ建築協会

19-8-2 災害時における応急対策業務に関する協定書 585 県土木防災課、県漁港整備課 （建設業協会、建設業者）

19-8-3 災害時における応急対策業務に関する協定書 587 県企業局事業課 （建設業協会）

19-8-4 災害時における応急対策業務に関する協定書 596 県生活排水課 公益社団法人　日本下水道管路管理業協会

19-8-5 災害時における応急対策業務に関する協定書 597 県営繕企画課 静岡県重機建設業工業組合　他

19-8-6 災害時における応急対策業務への協力に関する協定書 598 県土木防災課 (社)静岡県建設業協会

19-8-7 災害時における住宅の早期復興に向けた協力に関する協定書 599 県住まいづくり課 (独)住宅金融支援機構

19-8-8 災害時における測量設計等業務委託に関する協定書 600 県土木防災課 (社)静岡県測量設計業協会

19-8-9 一般廃棄物処理に関する災害時等の相互援助に関する協定 601 県廃棄物リサイクル課 （市町環境衛生施設組合）

19-8-10
静岡県震災復興相談センターにおける相談業務従事者の派遣及び
取扱いに関する協定書（(社)日本損害保険協会、(社)生命保険協
会、県電機商業組合）

602 県県民生活課 (社)日本損害保険協会他

19-8-11 生活福祉資金の貸付けの特例措置に関する協定 604 県地域福祉課 （県内地方銀行）

19-8-12 静岡県防災エキスパートの活用に関する協定書 605 県土木防災課 NPO法人静岡県地域づくり研究会

19-8-13 災害時におけるし尿等の収集運搬に関する協定書 606 県廃棄物リサイクル課 静岡県環境整備事業協同組合他

19-8-14
静岡県震災復興相談センターにおける相談業務従事者の派遣及び
取扱いに関する協定書（県東海地震対策士業連絡会）

606 県県民生活課 静岡県東海地震対策士業連絡会

19-8-15 災害時における家屋被害認定調査に関する基本協定書 607 県危機政策課 静岡県土地家屋調査士会

19-8-16 災害時における地質調査等業務委託に関する協定書 608 県土木防災課 静岡県地質調査業協会会長

19-8-17 災害時における電気設備の応急対策業務に関する協定書 609 県土木防災課 (社)静岡電業協会

19-8-18 災害時における法面応急対策業務に関する協定書 610 県土木防災課 (社）全国特定法面保護協会

19-8-19 災害時における棺及び葬祭用品の供給等の協力に関する協定書 612 県衛生課 （社）全日本冠婚葬祭互助協会

19-8-20 災害時における棺及び葬祭用品の供給等の協力に関する協定書 613 県衛生課 全日本葬祭業協同組合連合会

19-8-21 災害時における棺及び葬祭用品の供給等の協力に関する協定書 616 県衛生課 静岡県農協葬祭事業連絡協議会

19-8-22 災害時における遺体搬送の協力に関する協定書 617 県衛生課 （一社）全国霊柩自動車協会

19-8-23
災害時における遺体の一時保存用ドライアイスの供給の協力
に関する協定書

618 県衛生課
ドライアイスメーカー会
全日本ドライアイスディーラー会

19-8-24 災害又は事故における応急対策業務に関する協定書 621 県土木防災課
（社）日本建設業連合会中部支
部、（社）日本海上起重技術協会
中部支部

19-8-25
災害又は事故における静岡県管理橋梁等の応急対策業務に
関する協定書

622 県土木防災課 （社）日本橋梁建設協会、（社）PC
建設業協会中部支部

19-8-26 災害又は事故における設計等業務委託に関する協定書 623 県土木防災課 （社）静岡県建設コンサルタンツ
協会

19-8-27 災害時における社団法人隊友会静岡県隊友会の協力に関する協定 624 県危機対策課
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19-8-28 災害時における民間賃貸住宅の媒介等に関する協定書 625 県住まいづくり課 (社)静岡県宅地建物取引業協会

19-8-29 災害時における民間賃貸住宅の媒介等に関する協定書 626 県住まいづくり課 (社)全日本不動産協会静岡県本部

19-8-30 大規模災害時における応急仮設住宅の建設への協力について 627 県住まいづくり課 静岡市、浜松市

19-8-31 災害時における木造応急仮設住宅の建設に関する協定書 628 県住まいづくり課 木造応急仮設住宅建設協議会

19-8-32
関東ブロック大規模広域災害時における民間賃貸住宅の被
災者への提供に関する協定

629 県住まいづくり課

全国賃貸住宅経営者協会連会、
東京共同住宅協会、全日本不動
産協会都県本部、宅地建物取引
業協会

19-9-1 大規模地震発生時における警備業務要請等に関する協定 631 県警察本部 (社)静岡県警備業協会

19-9-2 大規模地震発生時における警備業務要請等に関する協定の細目に関する協定 631 県警察本部 (社)静岡県警備業協会

19-9-3 大規模地震発生時の地域安全推進員による地域安全活動に関する協定 632 県警察本部 (社)静岡県防犯協会連合会

19-9-4 地域安全活動強化に関する協定 633 県警察本部 静岡県猟友会

19-10 警察活動に対する法歯学的協力援助に関する覚書 634 県警察本部 静岡県歯科医師会

19-11 ｱﾏﾁｭｱ無線による災害情報の提供(連絡)に関する協定 635 県警察本部
(社)日本アマチュア無線連盟静岡
県支部

19-12 警察の検視活動に対する医学的協力援助に関する覚書 636 県警察本部 静岡県医師会

19-13-1 大規模災害発生時における支援協定 636 県危機情報課 (公財)日本財団

19-13-2
大規模災害発生時における災害ボランティア活動拠点に関す
る覚書【静岡銀行】

639 県危機情報課

19-13-3
大規模災害発生時における災害ボランティア活動拠点に関す
る覚書【静岡県労働金庫】

640 県危機情報課

19-13-4
大規模災害発生時における災害ボランティア活動拠点に関す
る覚書【静岡県信用金庫協会】

641 県危機情報課

◆　20　関係法令及び規約等

20-1-1 災害救助法の適用基準 642

20-1-2 災害救助基準 643

20-2-1 静岡県大規模地震災害対策基金条例 645

20-2-2 地震・津波対策等減災交付金交付要綱 646 県危機政策課

20-2-4 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ「TOUKAI-0(ゼロ)」総合支援事業費補助金交付要綱 649

20-2-5 コミュニティ助成事業実施要綱 655

20-3-1 学校の危機管理マニュアル作成の手引き(災害安全) 657

20-3-2 学校防災推進協力校事業実施要綱 704

20-3-3 静岡県教育委員会危機管理担当者連絡調整会議設置要綱 705

20-4-1 静岡県地震対策推進会議運営要綱 706

20-4-2 静岡県地域防災活動推進委員会設置要綱 708

20-4-3 災害時等における県有施設の使用に関する要領 708

20-5 南海トラフ地震等における航空偵察実施要領 712

20-6-1 全国被災建築物応急危険度判定協議会規約 715
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[資料編Ⅱ]

1－1　防災関係機関 （県危機政策課）　R3.4.1

所　　　　在　　　　地 郵便番号

中央防災会議 03-5253-2111（代） 東京都千代田区永田町１－６－１ 100－8969

3501-5408

　〃（夜間・休日　宿直室） 3501-5695

（指定行政機関）

内閣官房（内閣官房副長官補
　（安全保障・危機管理担当）付）

03-5253-2111（代） 東京都千代田区永田町1－6－1 100－8914

内閣府 03-5253-2111（代） 東京都千代田区永田町1－6－1 100－8914

　〃（大臣官房総務課） 03-6257-1187 東京都千代田区永田町1-6-1 100－8914

　〃（政策統括官付参事官室 総括担当） 03-3501-5408

　〃（     〃　    災害緊急事態対処担当） 3502-6047 　　　　　

　〃（     〃　    地方・訓練担当） 3503-2236 　　　　　

　〃（     〃　    調査・企画担当） 3501-5693 　　　　　

　〃（     〃　    防災計画担当） 3501-6996 　　　　　

　〃（     〃　    普及啓発・連携担当） 3502-6983 　　　　　

　〃（     〃　    事業継続担当） 3503-2231

　〃（     〃　    避難生活担当） 3501-5191

　〃（     〃　    被災者生活再建担当） 3503-9394

　〃（     〃　    復旧・復興担当） 3501-5696

原子力規制委員会 3581-3352(代) 東京都港区六本木1-9-9 106-8450

国家公安委員会 03-3581-0141（代） 東京都千代田区霞ヶ関2－1－2 100－8974

警察庁（警備局警備課） 03-3581-0141（代） 東京都千代田区霞ヶ関2－1－2 100－8974

防衛省 03-3268-3111（代） 東京都新宿区市谷本村町5－1 162－8801

　〃　（運用企画局事態対処課） 5269-3246

金融庁 03-3506-6000（代） 東京都千代田区霞ヶ関3－1－1 100－8967

　〃　（総務企画局総務課） 3506-6026

消費者庁 03-3507-8800(代)
東京都千代田区永田町2-11-1
　山王パークタワー

100-6178

　〃　（総務課） 　

総務省 03-5253-5111（代） 東京都千代田区霞ヶ関2－1－2 100－8926

　〃（官房総務課） 5253-5089 　　　　　

　〃（自治財政局財政課） 5253-5612 　　　　　

消防庁 03-5253-5111（代） 東京都千代田区霞ヶ関2－1－2 100－8927

　〃（防災課） 5253-7525

　〃（防災情報室） 5253-7526

　〃（応急対策室） 5253-7527

　〃（特殊災害室） 5253-7528

法務省 03-3580-4111（代) 東京都千代田区霞ヶ関1－1－1 100－8977

　〃（官房秘書課広報室） 3592－5396

外務省 03-3580-3311（代） 東京都千代田区霞ヶ関2－2－1 100－8919

　〃（官房総務課） 6402-2797

財務省 03-3581-4111(代) 東京都千代田区霞ヶ関3－1－1 100－8940

　〃（参事官室） 3581-7934

　〃（主計局法規課） 3581-3027

文部科学省 03-5253-4111（代） 東京都千代田区丸の内2－5－1 100－8959

　〃（研究開発局地震・防災研究課） 6734-4138

機関名 電話番号
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[資料編Ⅱ]

所　　　　在　　　　地 郵便番号機関名 電話番号

　〃（研究開発局地震・防災研究課 6734-4134

防災科学技術推進室）

　〃（科学技術・学術政策局 6734-4041

　　　　　　　　　　　　防災環境対策室）

　〃（官房文教施設企画部施設企画課） 6734-2523

文化庁（官房政策課） 03-5253-4111（代） 東京都千代田区丸の内2－5－1 100－8959

厚生労働省 03-5253-1111（代） 東京都千代田区霞ヶ関1－2－2 100－8916

　〃（官房総務課） 3595-3037

　〃（社会・援護局保護課災害救助対策室） 3595-2614

農林水産省 03-3502-8111（代） 東京都千代田区霞ヶ関1－2－1 100－8950

　〃（大臣官房文書課災害総合対策室） 3502-6442

経済産業省 03-3501-1511（代） 東京都千代田区霞ヶ関1－3－1 100－8901

　〃（大臣官房総務課） 3501-1327

資源エネルギー庁 03-3501-1511（代） 東京都千代田区霞ヶ関1－3－1 100－8931

　〃（長官官房総合政策課） 3501-2669

原子力規制委員会 03-3581-3352（代） 東京都港区六本木1丁目9番9号 106－8450

　〃（原子力規制庁）

中小企業庁 03-3501-1511（代） 東京都千代田区霞ヶ関1－3－1 100－8912

　〃（事業環境部企画課経営安定対策室） 3501-2698

国土交通省 03-5253-8111（代） 東京都千代田区霞ヶ関2－1－3 100－8918

　〃（大臣官房参事官(運輸安全防災担当)付） 5253-8309 　　　　　

　〃（河川局防災課災害対策室） 5253-8461

国土地理院（企画部企画調整課） 0298-64-1111（代） 茨城県つくば市北郷1 305－0811

気象庁 03-3212-8341（代） 東京都千代田区大手町1－3－4 100－8122

　〃（総務部企画課） 3214-7902

海上保安庁 03-3591-6361（代） 東京都千代田区霞ヶ関2－1－3 100－8918

　〃（警備救難部環境防災課） 3591-9819

環境省 03-3581-3351（代） 東京都千代田区霞ヶ関1－2－2 100－8975

　〃（大臣官房総務課） 3580-1374 　　　
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所　　　　在　　　　地 郵便番号機関名 電話番号

（指定地方行政機関）

警察庁関東管区警察局 048-600-6000
埼玉県さいたま市中央区新都心2－1
　さいたま新都心合同庁舎2号館

330－9726

防衛省南関東防衛局 045-211-7102
神奈川県横浜市中区北仲通5-57
　横浜第二合同庁舎

231－0003

　〃　浜松防衛事務所 053-453-8958 浜松市中区中央1-12-4 浜松合同庁舎 430－0929

　〃　富士防衛事務所 0550-82-1622 御殿場市萩原606 412－0042

総務省東海総合通信局 052-971-9112
愛知県名古屋市東区白壁1－15－1
　名古屋合同庁舎第3号館

461－8795

財務省東海財務局静岡財務事務所 054-251-4321 静岡市葵区追手町9－50 420－8636

厚生労働省東海北陸厚生局 052-971-8831 愛知県名古屋市東区白壁1－15－1 461－0011

名古屋合同庁舎第3号館

厚生労働省静岡労働局 054-254-6311 静岡市葵区追手町9－50 420－8639

農林水産省関東農政局 048-600-0600(代)
埼玉県さいたま市中央区新都心2－1
　さいたま新都心合同庁舎2号館

330－9722

　〃　静岡県拠点 054-246-6212 静岡市葵区東草深町7-18 420－8618

林野庁関東森林管理局 027-210-1150 群馬県前橋市岩神町4－16－25 371－8508

　〃　静岡森林管理署 054-254-3401 静岡市葵区駿府町1－120 420－0856

経済産業省関東経済産業局 048-600-0213
埼玉県さいたま市中央区新都心1－1
　さいたま新都心合同庁舎1号館

330－9715

経済産業省中部経済産業局 052-951-2683 愛知県名古屋市中区三の丸2－5－2 460－8510

経済産業省関東東北産業保安監督部 048-600-0433
埼玉県さいたま市中央区新都心1－1
　さいたま新都心合同庁舎1号館

330－9715

経済産業省中部近畿産業保安監督部 052-951-0558 愛知県名古屋市中区三の丸2－5－2 460－8510

国土交通省中部地方整備局 052-953-8357 愛知県名古屋市中区三の丸2－5－1 460－8514

　〃　清水港湾事務所 054-352-4146 静岡市清水区日の出町7－2 424－0922

　〃　富士砂防事務所 0544-27-5221 富士宮市三園平1100 418－0004

　〃　静岡国道事務所 054-250-8906 静岡市葵区南安倍2－8－1（管理1課） 420－0054

　〃　静岡営繕事務所 054-255-1421 静岡市葵区春日2－4－25 420－0823

　〃　静岡河川事務所 054-273-9160 静岡市葵区田町3－108（地域防災調整官） 420－0068

　〃　沼津河川国道事務所 055-934-2009 沼津市下香貫外原3244－2（調査課） 410－8567

　〃　浜松河川国道事務所 053-466-0111 浜松市中区名塚町266 430－0811

　〃　長島ダム管理所 0547-59-1021 榛原郡川根本町犬間541-3 428－0402

国土交通省関東地方整備局 048-601-3151
埼玉県さいたま市中央区新都心2－1
　さいたま新都心合同庁舎2号館

330－9724

　〃　甲府河川国道事務所 055-252-5491 山梨県甲府市緑が丘1－10－1 400－8578

　〃　富士川砂防事務所 055-252-7108 山梨県甲府市富士見2－12－16 400－0027

国土交通省中部運輸局 052-952-8049 愛知県名古屋市中区三の丸2－2－1 460－8528

　〃　静岡運輸支局 054-261-2939 静岡市駿河区国吉田2－4－25 422－8004

　〃　静岡運輸支局清水庁舎 0543-52-0174
静岡市清水区日の出町9－1
　清水港湾合同庁舎内

424－0922

　〃　静岡運輸支局下田海事事務所 0558-22-0843 下田市3－18－23　下田運輸総合庁舎内 415－0023
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所　　　　在　　　　地 郵便番号機関名 電話番号

国土交通省東京航空局東京空港事務所 03-5757-3020 東京都大田区羽田空港3－3－1 144－0041

　〃  静岡空港出張所 0548-29-2300 牧之原市坂口字高尾山1250-52 421-0411

国土地理院中部地方測量部 052-961-5644 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1名古屋合同庁舎２号館 460-0001

気象庁東京管区気象台 03-3212-8341 東京都千代田区大手町1－3－4 100－8122

気象庁静岡地方気象台 054-286-3411 静岡市駿河区曲金2－1－5 422－8006

海上保安庁第三管区海上保安本部 045-211-1118 神奈川県横浜市中区北仲通5－57 231－0003

　〃　清水海上保安部 054-353-0118 静岡市清水区日の出町9－1 424－0922

　〃　下田海上保安部 0558-25-0118 下田市3－18－23　下田運輸総合庁舎内 415－0023

　〃　御前崎海上保安署 0548-63-4999 御前崎市港6170－2 437-1623

（指定公共機関）

日本郵便株式会社東海支社 052-446-8220 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 469－8797

日本銀行静岡支店 054-273-4100 静岡市葵区金座町26－1 420－0025

日本赤十字社静岡県支部 054-252-8131 静岡市葵区追手町44－17 420－0853

日本放送協会静岡放送局 054-654-4001 静岡市駿河区八幡1-6-1 422-8787

中日本高速道路㈱東京支社 03-5776-5655 東京都港区虎ノ門4-3-1 105－6011

　〃　御殿場保全・サービスセンター 0550-82-4803 御殿場市東田中1140 412－0026

　〃　富士保全・サービスセンター 0545-52-2505 富士市厚原1738-4 419－0201

　〃　静岡保全・サービスセンター 054-286-5181 静岡市駿河区中島235－1 422－8046

　〃　浜松保全・サービスセンター 053-588-5710 浜松市浜北区中瀬6008 434－0012

　〃　名古屋支社 052-222-1319 愛知県名古屋市中区錦2－18－19 460－0003

独立行政法人水資源機構豊川用水総合事業部 0532-54-6501 愛知県豊橋市今橋町8 440－0801

　〃　豊川用水総合事業部 0536-33-0021 愛知県新城市川合字大嶋26 441－1601

(水源管理所)

独立行政法人国立病院機構
　東海北陸グループ

052-968-5171
名古屋市中区三の丸4-1-1
　名古屋医療センター内

460－0001

電源開発㈱水力発電部中部支店 0568-81-2300 愛知県春日井市十三塚町1-43 486－0815

電源開発㈱中部支店佐久間電力所 053-965-0071 浜松市天竜区佐久間町佐久間2690 431－3901

東日本旅客鉄道㈱横浜支社　安全企画室 045-320-2088 神奈川県横浜市西区平沼1－40－26 220－0023

東海旅客鉄道㈱静岡支社 054-284-2319 静岡市葵区黒金町4 420－0851

日本貨物鉄道㈱静岡支社 054-284-2224 静岡市葵区黒金町4 420－0851

東日本電信電話㈱神奈川事業部 045-212-8945
神奈川県横浜市中区山下町198
　NTT横浜ビル3階

231-0023

西日本電信電話㈱静岡支店 054-205-9122 静岡市葵区御幸町4-6 420－0857

日本通運㈱静岡支店 054-254-3344 静岡市葵区御幸町11－30 420－0857

東京電力パワーグリッド㈱静岡総支社 055-915-5474 沼津市大手町3－7－25 410－0801

中部電力㈱静岡支店 054-273-9001 静岡市葵区本通2－4－1 420－0064

中部電力パワーグリッド㈱静岡支社 054-273-9012 静岡市葵区本通2－4－1 420－0064

KDDI㈱中部総支社 052-747-8071
名古屋市西区名駅2-27-8
名古屋プライムセントラルタワー20階

451-8610

㈱ドコモCS東海静岡支店 054-265-7201 静岡市葵区東静岡1-3-43 420-0817
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所　　　　在　　　　地 郵便番号機関名 電話番号

（指定地方公共機関）

大井川土地改良区 0547-37-7151 島田市中央町30番2号 427－0042

磐田用水東部土地改良区 0538-42-3175 袋井市新池3001 437－0043

寺谷用水土地改良区 0538-32-4655 磐田市加茂1 438－0804

浜松土地改良区 053-428-3893 浜松市北区都田町8807-2 431－2102

富士川用排水土地改良区 0545-51-0123 富士市永田町1－100　富士市役所内 417－8601

大井川右岸土地改良区 0537-35-2413 菊川市加茂4905-2 439－0031

韮山土地改良区 055-949-6802
伊豆の国市四日町210-3
韮山農村環境改善センター

410－2123

静岡ガス㈱ 054-284-4141 静岡市駿河区八幡1－5－38 422－8688

下田ガス㈱ 0558-22-1321 下田市中467 415－0016

伊東瓦斯㈱ 0557-37-0061 伊東市湯川543 414－0002

熱海瓦斯㈱ 0557-83-2141 熱海市春日町16－53 413－0005

御殿場ガス㈱ 0550-82-0876 御殿場市川島田600 412－0045

東海ガス㈱ 054-628-7151 焼津市塩津74－3 425－0085

島田瓦斯㈱ 0547-36-3900 島田市横井4－16－32 427－0024

中遠ガス㈱ 0537-23-2211 掛川市中央1－18－1 436－0056

袋井ガス㈱ 0538-42-8410 袋井市高尾1940－1 437－0023

サーラエナジー㈱浜松供給センター 053-462-9322 浜松市東区西塚町200 435－0044

(一社)静岡県ＬＰガス協会 054-255-2451
静岡市葵区本通6－1－10
　静岡県プロパン会館

420－0064

静岡鉄道㈱ 054-254-5114 静岡市葵区鷹匠1－1－1 420－8510

伊豆箱根鉄道㈱ 055-977-1201 三島市大場300 411－8533

伊豆急行㈱ 0557-53-1111 伊東市八幡野1151 413－0292

岳南電車㈱ 0545-53-5114 富士市今泉1－17－39 417－0001

大井川鐵道㈱ 0547-45-4111 島田市金谷1112－2 428－0022

遠州鉄道㈱ 053-454-2211 浜松市中区旭町12－1 430－0927

天竜浜名湖鉄道㈱ 053-925-6125 浜松市天竜区二俣町阿蔵114－2 431－3311

千鳥観光汽船㈱ 0559-43-2221 沼津市内浦三津43－7 410－0223

富士山清水港クルーズ㈱ 054-353-2222
静岡市清水区日の出町10－80
　マリンターミナル３Ｆ

424－0943

一般社団法人　ふじさん駿河湾フェリー 054-340-5223 静岡市清水区日の出町10-80 424－0922

㈱富士急マリンリゾート 0557-81-0541 熱海市和田浜南町6－11 413－0023

㈱伊豆クルーズ 0558-22-1151 下田市外ヶ岡19番 415－0015

堂ヶ島マリン㈱ 0558-52-0613 賀茂郡西伊豆町仁科2060 410－3514

(一社)静岡県トラック協会 054-283-1910 静岡市駿河区池田126－4 422－8510

(一社)静岡県バス協会 054-255-9281 静岡市葵区御幸町11-10 420－0857

商業組合静岡県タクシー協会 054-261-1401 静岡市駿河区国吉田2－4－26 422－8004

静岡放送㈱ 054-284-8950 静岡市駿河区登呂3－1－1 422－8033

㈱テレビ静岡 054-261-6115 静岡市駿河区栗原18－65 422－8525

㈱静岡朝日テレビ 054-251-3301 静岡市葵区東町15 420－8567

㈱静岡第一テレビ 054-283-6515 静岡市駿河区中原563 422－8058

静岡エフエム放送㈱ 053-457-1153 浜松市中区常盤町133－24 430－8575

-5-



[資料編Ⅱ]

所　　　　在　　　　地 郵便番号機関名 電話番号

(一社)静岡県医師会 054-246-6151 静岡市葵区鷹匠3－6－3 420－0839

静岡県道路公社 054-254-3421 静岡市葵区追手町9－18 420－0853

(公社)静岡県看護協会 054-202-1750
静岡市駿河区南町14－25
　エスパティオ3階

422－8067

(一社)静岡県歯科医師会 054-283-2591 静岡市駿河区曲金3－3－10 422－8006

(公社)静岡県病院協会 054-252-6326 静岡市葵区追手町44-1静岡産業経済会館6階 420－0853

(公社)静岡県薬剤師会 054-203-2023 静岡市駿河区馬渕2－16－32 422－8063

(一社)静岡県警備業協会 054-253-3661
静岡市葵区両替町1丁目４番地の１５
　芙蓉ビル４階

420-0032

(一社)静岡県建設業協会 054-255-0234 静岡市葵区御幸町9－9 420－0857

(一社)静岡県栄養士会 054-282-5507
静岡市駿河区八幡１丁目１番４号
東海整備ビル４F

422-8076

（その他の防災関係機関）

陸上自衛隊第1師団司令部 03-3933-1161 東京都練馬区北町4－1－1 189-8523

陸上自衛隊第34普通科連隊 0550-89-1310 御殿場市板妻40－1 412－8634

海上自衛隊横須賀地方総監部防衛部 046-822-3500 神奈川県横須賀市西逸見町1丁目無番地 238－0046

航空自衛隊第１航空団 053-472-1111 浜松市西区西山町無番地 432－8551

静岡県教育委員会 054-221-3677 静岡市葵区追手町9－6 420-8601

静岡県警察本部 054-271-0110 静岡市葵区追手町9－6 420-8610

静岡県市長会 054-202-4343
静岡市駿河区南町14－25
　エスパティオ5階

422－8067

静岡県町村会 054-202-6701
静岡市駿河区南町14－25
　エスパティオ5階

422－8067

太田川原野谷川治水水防組合 0538-44-3166 袋井市新屋1－1－1 437－8666

（財）静岡県消防協会 054-221-2074
静岡市葵区追手町44－1
　静岡県産業経済会館７階

420-0853

静岡県消防長会 054-255-9703
静岡市葵区追手町6－2
　静岡市消防局

420－0853

静岡県重機建設業工業組合 054-647-3231 藤枝市潮105-5 426－0007

東海汽船㈱ 0557-82-2131 熱海市和田浜南町6－11 413－0023

朝日新聞社静岡総局 054-253-2101 静岡市葵区追手町7－2朝日新聞静岡ビル 420-0853

毎日新聞社静岡支局 054-254-2671 静岡市葵区七間町8－20 420－0035

読売新聞社静岡支局 054-252-0171 静岡市葵区追手町9－22読売静岡ビル3F 420－0853

共同通信社静岡支局 054-286-1251 静岡市駿河区登呂3－1－1静岡新聞制作センター5F 422－8033

産経新聞社静岡支局 054-255-5026 静岡市葵区伝馬町9－1河村ビル7階 420－0858

時事通信社静岡総局 054-252-1823 静岡市葵区追手町9－22読売静岡ビル2F 420－0853

静岡新聞社本社 054-284-8930 静岡市駿河区登呂3－1－1 422－8033

中日新聞社静岡総局 054-255-2121
静岡市葵区紺屋町11－17
　桜井・第一共同ビル8階

420-0852

東京新聞社静岡総局 054-255-2121
静岡市葵区紺屋町11－17
　桜井・第一共同ビル8階

420-0852

日本経済新聞社静岡支局 054-253-7191 静岡市葵区西草深町5－18 420－0866

中部経済新聞社三遠支局 0532-54-2668 愛知県豊橋市萱町21佐藤ビル3F 440-0896

日刊工業新聞社静岡支局 054-255-0431 静岡市葵区金座町47-1金座ビル5F 420－0025
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[資料編Ⅱ]

1-2 県・市町
(市 町 、県 危 機 政 策 課 ) R3 .4 .1

市 町 担 当 課 名 連 絡 先 時 間 内 時 間 外 防災行政無線(衛星系 8-)

賀 茂 地 域 局 415-0037
下 田 市 敷 根 765-15

賀茂危機管理庁舎２階
0558(24)2004 (24)2004 5-109-6010

下 田 市 防 災 安 全 課 415-8501 下田市東本郷１-5-18 0558(36)4145 (36)4145 5-233-9000

東 伊 豆 町 防 災 課 413-0411 賀茂郡東伊豆町稲取 3354 0557(95)1103 (95)1100 5-235-9000

河 津 町 防 災 課 413-0595 賀茂郡河津町田中 212-2 0558(34)1112 (34)1111 5-234-9000

南 伊 豆 町 総 務 課 415-0392 賀茂郡南伊豆町下賀茂 315-1 0558(62)6211 (62)1111 5-232-9000

松 崎 町 総 務 課 410-3696 賀茂郡松崎町宮内 301-1 0558(42)3963 (42)1111 5-231-9000

西 伊 豆 町 防 災 課 410-3514 賀茂郡西伊豆町仁科 401-1 0558(52)1965 (52)1111 5-230-9000

東 部 地 域 局 410-0055 沼津市高島本町 1-3 055(920)2180 (920)2180 5-103-6010

沼 津 市 危 機 管 理 課 410-8601 沼津市御幸町 16-1 055(934)4803 (931)2500 5-242-9000

熱 海 市 危 機 管 理 課 413-8550 熱海市中央町 1-1 0557(86)6443 (81)2555 5-237-6020

三 島 市 危 機 管 理 課 411-8666 三島市北田町 4-47 055(983)2650 (975)3111 5-243-9000

富 士 宮 市 危 機 管 理 局 418-8601 富士宮市弓沢町 150 0544(22)1319 (22)1111 5-249-9000

伊 東 市 危 機 対 策 課 414-8555 伊東市大原 2-1-1 0557(32)1362 (36)0111 5-236-9000

富 士 市 防 災 危 機 管 理 課 417-8601 富士市永田町１-100 0545(55)2715 (55)2857 5-248-6020

御 殿 場 市 危 機 管 理 課 412-8601 御殿場市萩原 483 0550(82)4370 (83)1212 5-246-9000

裾 野 市 危 機 管 理 課 410-1192 裾野市佐野 1059 055(995)1817 (992)1111 5-245-9000

伊 豆 の 国 市 危 機 管 理 課 410-2292 伊豆の国市長岡 340-1 055(948)1482 (948)1482 5-239-9000

伊 豆 市 危 機 管 理 課 410-2413 伊豆市小立野 38-2 0558(72)9867 (72)9867 5-238-9000

函 南 町 総 務 課 419-0192 田方郡函南町平井 717-13 055(979)8102 (978)2250 5-240-9000

清 水 町 く ら し 安 全 課 411-8650 駿東郡清水町堂庭 210-1 055(981)8205 (973)1111 5-241-9000

長 泉 町 地 域 防 災 課 411-8668 駿東郡長泉町中土狩 828 055(989)5505 (986)2131 5-244-9000

小 山 町 危 機 管 理 局 410-1321 駿東郡小山町阿多野 130 0550(76)5715 (76)1111 5-247-9000・9001

中 部 地 域 局 426-8664 藤枝市瀬戸新屋 362-1 054(644)9104 (644)9104 5-106-6010

静 岡 市 危 機 管 理 総 室 420-8602 静岡市葵区追手町 5-1 054(221)1012 090(3484)6082 5-250-9000

島 田 市 危 機 管 理 課 427-8501 島田市中央町 1-1 0547(36)7320 (37)5111 5-254-9000

焼 津 市
防 災 計 画 課

地 域 防 災 課
425-0041 焼津市石津 728-2

054(625)0128

054(623)2554
(623)1119 5-251-6020

藤 枝 市
大 規 模 災 害 対 策

課 ・ 地 域 防 災 課
426-8722 藤枝市岡出山１-11-1

054(643)3119

054(643)2110
(623)1119 5-252-9000

牧 之 原 市 危 機 管 理 課 421-0495 牧之原市静波 447-1 0548(23)0056 (23)0001 5-256-9000

吉 田 町 危 機 管 理 課 421-0395 榛原郡吉田町住吉 87
0548(33)2164

0548(33)2134
(33)1111 5-255-9000

川 根 本 町 総 務 課 428-0313 榛原郡川根本町上長尾 627 0547(56)2220 (56)1111 5-253-9000

西 部 地 域 局 438-0086 磐田市見付 3599-4 0538(37)2204 (37)2204 5-107-6010

浜 松 市 危 機 管 理 課 430-8652 浜松市中区元城町 103-2 053(457)2537 (457)2066 5-263-9000

磐 田 市 危 機 管 理 課 438-8650 磐田市国府台 3-1 0538(37)2114 (37)2111 5-262-9000

掛 川 市 危 機 管 理 課 436-8650 掛川市長谷 1-1-1 0537(21)1131 (21)1111 5-259-9000

袋 井 市 危 機 管 理 課 437-0012 袋井市国本 2907 番地 0538(86)3701 (43)2111 5-261-9000

湖 西 市 危 機 管 理 課 431-0492 湖西市吉美 3268 053(576)4538 (576)1111 5-264-9000

御 前 崎 市 危 機 管 理 課 437-1692 御前崎市池新田 5585 0537(85)1119 (85)1119 5-257-9000

菊 川 市 危 機 管 理 課 439-8650 菊川市堀之内 61 0537(35)0923 (35)2111 5-258-9000

森 町 防 災 課 437-0293 周智郡森町森 2101-1 0538(85)6302 (85)2111 5-260-9000
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県 庁 連 絡 先 時 間 内 時 間 外 防災行政無線(衛星系 8-)

静岡県危機管理部

総務課

危機政策課

危機情報課

危機対策課

消防保安課消防行政班

〃 産業保安班

原子力安全対策課

危機対策課防災通信班

420-8601 静岡市葵区追手町 9-6

054(221)2071

2456

3366

2072

2073

2076

2088

2925

(宿直室)

(221)2072

(221)2073

*県庁統制局

5-700-6039

700-6030

*県庁危機管理センター

事案対処班用

700-6105

～6119

6129

～6140
原子力班用

700-6121

～6122
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[資料編Ⅱ]

1-3 報道機関一覧表
（県広聴広報課） R3.4.1

報 道 機 関 名 局 名 電話番号 所 在 地 郵便番号

朝 日 新 聞 社

毎 日 新 聞 社

読 売 新 聞 社

共 同 通 信 社

産 経 新 聞 社

時 事 通 信 社

静 岡 新 聞 社

中 日 新 聞 社

東 京 新 聞 社

日 本 経 済 新 聞 社

中 部 経 済 新 聞 社

日 刊 工 業 新 聞 社

日 本 放 送 協 会

静 岡 放 送

テ レ ビ 静 岡

静 岡 朝 日 テ レ ビ

静 岡 第 一 テ レ ビ

静 岡 エ フ エ ム 放 送

フジサンケイビジネ

スアイ（日本工業新

聞社）

静 岡 総 局

静 岡 支 局

〃

〃

〃

静 岡 総 局

本 社

静 岡 総 局

〃

静 岡 支 局

三 遠 支 局

静 岡 支 局

静 岡 放 送 局

本 社

〃

〃

〃

〃

浜 松 支 局

(054)253－2101

〃 254－2671

〃 252－0171

〃 286－1251

〃 255－5026

〃 252－1823

〃 284－8930

(054)255－2121

〃

(054)253－7191

(0532)54－2668

(054)255－0431

(054)654－4001

〃 284－8950

〃 261－6115

〃 251－3301

〃 283－8131

(053)457－1152

〃 471－7011

静岡市葵区追手町 7－2

朝日新聞静岡ビル

〃 葵区七間町 8－20

〃 葵区追手町 9－22

読売ビル 3F

〃 駿河区登呂３－1－1

静岡新聞制作センター5F

〃 葵区伝馬町 9－1

河村ビル 7 階

〃 葵区追手町 9－22

読売静岡ビ２Ｆ

〃 駿河区登呂 3-1-1

静岡市葵区紺屋町 11-17

桜井・第一共同ビル 8階

〃

静岡市葵区西草深町 5－18

愛知県豊橋市萱町 21

佐藤ビル３F

静岡市葵区金座町 47-1

金座ビル５Ｆ

静岡市駿河区八幡 1-6-1

〃 駿河区登呂３－1－1

〃 駿河区栗原 18－65

〃 葵区東町 15

〃 駿河区中原 563

浜松市中区常盤町 133－24

〃 中区城北 2－14－3

420-0853

420-0035

420-0853

422-8033

420-0858

420-0853

422-8033

420-0852

〃

420-0866

440-0896

420-0025

422-8787

422-8033

422-8525

420-8567

422-8560

430-8575

432-8011
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1-4 自衛隊緊急時連絡先一覧表

（自 衛 隊） R3.4.1

部 隊 名

（駐とん地名等）
時 間 内 時 間 外

電 話 番 号

代 表 番 号
時間内

（内線）

時間外

（内線）

第 3 4 普通科連隊

（ 板 妻 ）
第 ３ 科 長

駐 屯 地

当 直 司 令

0550－89－1310

〈防災行政無線 150-9002〉

235

236

237

301

302

東 部 方 面 総 監 部

（ 朝 霞 ）

防 衛 部 長 又 は

防 衛 課 長
運 用 室 03-3133-1161

2250

2251

2255

2461

(03-392

4-4499）

第 1 師 団 司 令 部

（ 練 馬 ）

第 3 部 長 又 は

第 3 部防衛班長
司 令 部 当 直 長 03－3933－1161～8

230

238

207

228

第 1 2 旅団司令部

（ 相 馬 原 ）
〃 〃 0279-54-2011

230

234

239

208

第 ９ 師団指令部

（ 青 森 ）

第 3 部 防 衛 班

災 害 派 遣 担 当

幹 部

駐 屯 地

当 直 司 令
017-781-0161 6262 6204

第 1 戦 車 大 隊

（ 駒 門 ）
第 ３ 係 主 任 部 隊 当 直 司 令

0550－87－1212

〈防災行政無線 152-9000〉
481 499

第 3 2 普通科連隊

（ 大 宮 ）
第 ３ 科 長

駐 屯 地

当 直 司 令
048-663-4241 437 402

第 １ 空 挺 団

（ 習 志 野 ）
第 ３ 科 長

駐 屯 地

当 直 司 令
047-466-2141

236

218
301

富 士 学 校

（ 富 士 ）

企画室総括班長

又は防衛業計係

長

駐 屯 地

当 直 司 令

0550-75-2311

〈防災行政無線 151-9000〉

2200

2234
2302

海 上 自 衛 隊

横須賀地方総監部

（ 横 須 賀 ）

防 災 総 括 幕 僚

又 は 作 戦 室

オペレーション室

当 直 幕 僚

046－822－3500

〈防災行政無線 156-9001〉

2543

2222

2222

2223

海 上 自 衛 隊

第 4 航 空 群

（ 厚 木 ）

司 令 部

作 戦 室

当 直 室

当 直 幕 僚
0467－78－8611 2245 2245

海 上 自 衛 隊

第 2 1 航 空 群

（ 館 山 ）

司 令 部 〃 0470－22－3191 221
222

223

航 空 自 衛 隊

第１航空団司令部

（ 浜 松 ）

防衛部防衛班長 基 地 当 直 幹 部
053－472－1111

〈防災行政無線 843－9106〉

3230

3232

3224

3225

第 1 1 飛行教育団

（ 静 浜 ）

団 司 令 部

計 画 班 長
基 地 当 直 幹 部

054－622－1234

〈防災行政無線 154-9000〉
231 225

～
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[資料編Ⅱ]

2-1 地質概要 （県 危 機 情 報 課 ）

静岡県には北から南に、領家・三波川・秩父帯、四万十帯、瀬戸川帯および大井川・丹那帯の４褶曲帯が形成時期の順に並

び、これらを南北に横切って、赤石裂線や糸魚川－静岡構造線で代表されるフォッサマグナの断層群がある。さらに、フォッサ

マグナ沿いに富士山や伊豆半島の新しい火山群など地熱活動の盛んな地域をかかえ、日本列島を形づくっている主要な地質

構造要素のほとんどがここに集約されている。

フォッサマグナの断層群中には現在活動中のものもあると考えられ、また海岸沿いの日本平や小笠山丘陵などの新しい隆起

帯は現在も活発に変動していると見られ、これらを含む第四紀の地殻変動は、地震の予知とも関連して大いに注目される。一

方、赤石山地では風化作用と新期の地殻変動によって、大きな山地災害が見られ、国土保全と資源の確保の上で解決すべき

問題をかかえている。

このように静岡県の地質は、現在進行している地質学的諸現象が、実生活にも大きなかかわりを持っている点で、きわめて

重要である。
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[資料編Ⅱ]

2-2 過去の顕著な災害
（県危機情報課・県危機対策課）

1 風 水 害

〔戦後における主な台風及び豪雨による災害〕

昭和 23 年 9 月 16 日 アイオン台風

昭和 27 年 6 月 23 日 ダイナ台風

昭和 28 年 9 月 25 日 台風 13 号

被 害 状 況 気 象 概 況

死 者

負 傷 者

行方不明者

7 人

4 人

1 人

堤 防 66 箇所 マーシャル諸島で発生した台風は発達しな

がら北上し、16 日朝には潮岬沖南方海上に

達し、中心気圧 945hpa を示した。台風はそ

の後進路を北東に変えて伊豆南端をかすめ

て三陸沖に去った。県下は 16 日昼ごろから

夕刻にかけて暴風雨となった。

船

舶

沈 没

破 損

10 隻

59 隻

住 家

全 壊

半 壊

流 失

床上浸水

床下浸水

184 戸

208 戸

119 戸

2,723 戸

7,653 戸

田 流 失

田畑冠水

2ha

265ha

道 路

橋

91 箇所

42 箇所

死 者

負 傷 者

行方不明者

25 人

5 人

20 人

冠

水

田

畑

4,407ha

1,531ha

台風は沖縄の西方海上を北東進し、23 日足

摺岬を通り、東北東に向きを変え 20 時ごろ

紀伊半島南部に上陸し、東海道、関東南部

を通って、銚子沖に去った。県下を通過中の

ころ１時間雨量 20～60 ㎜の強い雨が降り、

大井川中流域、伊豆天城山東海岸にかけて

多く、200 ㎜を越した。最大風速は御前崎

南々西 39.1ｍ/s、石廊崎南西 36.8ｍ/s であ

った。

道 路

橋

堤 防

山(がけ)

崩 れ

鉄 道

153 箇所

133 箇所

106 箇所

163 箇所

74 箇所

住 家

全 壊

半 壊

流 失

床上浸水

床下浸水

20 戸

48 戸

21 戸

2,005 戸

6,433 戸

非 住 家 143 戸 船

舶

沈 没

流 失

破 損

2 隻

42 隻

45 隻
流 埋

田

畑

206ha

51ha

死 者

負 傷 者

1 人

13 人

道 路

橋

堤 防

山(がけ)

崩 れ

鉄 道

24 箇所

97 箇所

97 箇所

25 箇所

9 箇所

台風は 23 日沖大東島の南東にあって中心

気圧915hpa最大風速60ｍ/ｓとなった。台風

の北上にともなって本州の海岸にあった前

線は活発となり各地で雨となった。その後台

風は北上を続け、25 日 15 時に紀伊半島に

上陸。三重、愛知、長野県を通り奥羽地方

へ去った。

住 家

全 壊

半 壊

流 失

床上浸水

床下浸水

37 戸

120 戸

23 戸

1,642 戸

4,954 戸 船

舶

沈 没

破 損

3 隻

46 隻非 住 家 276 戸

流 埋
田

畑

147ha

3ha

通 信

木 材 流 出

391 箇所

434ｍ3

冠 水
田

畑

9,188ha

604ha
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[資料編Ⅱ]

昭和 29 年 9 月 18 日 台風 14 号

昭和 33 年 7 月 23 日 台風 11 号

昭和 33 年 9 月 26 日 （狩野川台風）

死 者

負 傷 者

24 人

32 人
道 路

橋

堤 防

山(がけ)

崩 れ

鉄 道

330 箇所

198 箇所

286 箇所

201 箇所

23 箇所

マリアナ諸島東方洋上に発生した台風は西

に進み次第に北西に転向、17 日には室戸

岬南方 600km の海上に達し、中心気圧

960hpa を示した。その後、北東に向きを変

え紀伊半島の南端をかすめ 18 日 21 時には

御前崎付近に上陸し、駿河湾、伊豆半島を

横切って銚子付近から東方海上に抜けた。

17 日夜半から 18 日午後にかけて風雨が強

まり最大風速は御前崎東南東 22ｍ/s、石

廊崎南々東 19.6ｍ/s を記録し、雨量は山間

部で 300～450mm に達し、河川は増水し

た。

住 家

全 壊

半 壊

流 失

床上浸水

床下浸水

31 戸

90 戸

12 戸

2,670 戸

16,966 戸
船

舶

沈 没

流 失

破 損

20 隻

2 隻

7 隻

非 住 家 658 戸

流 埋
田

畑

138ha

116ha 通 信 施 設

木 材 流 出

106 箇所

95ｍ3

冠 水
田

畑

7,875ha

2,134ha

死 者

負 傷 者

行方不明者

6 人

4 人

3 人

冠

水

田

畑

4,439ha

452ha

台風はトラック島付近に発生し、南大東島

付近を通過し、北東に進路をかえ 23 日 6 時

御前崎付近に上陸、富士山付近から東京

都西部へ抜けた。20 日夜から雨が降り出

し、21 日から 23 日にかけて風雨が強く、雨

量は天城山 564mm、大間川 378mm、大川

355mm に達し、最大風速は石廊崎南 29.8

ｍ/s を観測した。

道 路

橋

山(がけ)

崩 れ

堤 防

鉄 道

船 舶

通信施設

木材流出

141 箇所

42 箇所

98 箇所

39 箇所

3 箇所

1 隻

90 回線

42ｍ3

住 家

全 壊

半 壊

流 失

床上浸水

床下浸水

11 戸

62 戸

16 戸

938 戸

6,131 戸

非 住 家 27 戸

流 埋
田

畑

144ha

5ha

死 者

負 傷 者

行方不明者

701 人

813 人

339 人

道 路

橋

堤 防

山(がけ)

崩 れ

鉄 道

330 箇所

156 箇所

153 箇所

89 箇所

20 箇所

グァム島 付 近 に発 生 した台 風 は次 第

に発 達 し、最 盛 期 には中 心 気 圧

877hpa を示 した。台 風 は沖 縄 の東 南

東 650km 付 近 で進 路 を北 々東 に変

え、26 日 22 時 すぎ伊 豆 南 端 をかすめ

て関 東 に上 陸 し急 速 に衰 弱 した。県 下

は 25 日 昼 ごろから雨 となり 26 日 20 時

から 23 時 ごろにかけ狩 野 川 の上 流 一

帯 にわたり 1 時 間 80～120mm の豪 雨

があり湯 ヶ島 で総 雨 量 753mm に達 し

た。水 位 は狩 野 川 徳 倉 で 26 日 22 時

30 分 に 7.75ｍ、千 歳 橋 で 26 日 22 時

に 10ｍに達 し、支 流 来 光 川 、大 場 川 、

柿 沢 川 とも最 高 水 位 5ｍを越 した。最

大 風 速 は伊 豆 地 方 で 20ｍ/s を越 し、

石 廊 崎 東 37.8ｍ/s、御 前 崎 北 北 東

26.1ｍ/s を観 測 した。海 岸 ではうねり

が高 く、田 子 浦 港 11.6ｍ、御 前 崎 、舞

阪 港 で 7ｍの波 高 を観 測 した。

住 家

全 壊

半 壊

流 失

床上浸水

床下浸水

353 戸

754 戸

722 戸

7,930 戸

8,166 戸
船

舶

沈 没

破 損

2 隻

7 隻

非 住 家 1,030 戸 通信施設

木材流出

2,602 回線

8ｍ3

流 埋
田

畑

782ha

276ha

冠 水 田

畑

1,432ha

265ha
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[資料編Ⅱ]

昭和 34 年 8 月 14 日 台風 7 号

昭和 34 年 9 月 26 日 台風 15 号（伊勢湾台風）

昭和 40 年 9 月 17 日 台風 24 号

死 者

負 傷 者

行方不明者

11 人

399 人

3 人

道 路

橋

堤 防

山(がけ)

崩 れ

鉄 道

250 箇所

113 箇所

129 箇所

242 箇所

7 箇所

前線が本州南岸に停滞し、11 日から 13 日

にかけて時々強い雨が降り大井川中流域

で 250mm 以上、平地で 50～80mm の雨量

があった。一方台風は硫黄島の北方海上

から北に進み、かなり速い速度で伊豆西岸

をかすめ 14 日 6 時過ぎ駿河湾から富士川

河口付近に上陸し、山梨県に抜けた。中心

付近の風は猛烈で最大風速は石廊崎東

48.8ｍ/s、御前崎西 29.6ｍ/s を観測した。

雨は 14 日の明け方にかけて強く降り台風

による雨量は天城山 200mm 安倍川、藁科

川中流、大井川中流域で 300mm を越え特

に梅ヶ島で 470mm を観測した。

住 家

全 壊

半 壊

流 失

床上浸水

床下浸水

629 戸

1,721 戸

21 戸

2,040 戸

4,009 戸
船

舶

沈 没

流 失

破 損

6 隻

2 隻

84 隻非 住 家 6,683 戸

流 埋
田

畑

149ha

70ha

通信施設 7,177 回線

冠 水 田

畑

2,965ha

662ha

死 者

負 傷 者

行方不明者

5 人

56 人

1 人

台風は硫黄島西方海上で第一級の台風に

発生し、北々西から北に進み、26 日 18 時 30

分ごろ紀伊半島南部に上陸した。この時の

中心気圧は 929.5hpa であったが上陸後もあ

まり勢力が衰えず岐阜付近を通り高田の西

方を経て秋田沖に去った。26 日夕刻ごろか

ら風雨が強まり最大風速は御前崎南々西

35.6ｍ/s、石廊崎南西 29.2ｍ/s、浜松南々

西 26.4ｍ/s を観測し、所々に突風があった。

雨は 26 日 16 時から 24 時にかけて強く降り

山岳方面で１時間雨量は 30～35mm に達し

大井川、天竜川中流域で 200～350mm、ま

た台風の最も接近した時刻が満潮時と一致

したため海岸では高潮や高波が起こった。

住 家

全 壊

半 壊

流 失

床上浸水

床下浸水

441 戸

1,635 戸

11 戸

403 戸

1,688 戸

非 住 家 4,192 戸

流 埋
田

畑

52ha

34ha

冠 水 田

畑

1,810ha

1,522ha

死 者

負 傷 者

行方不明者

6 人

7 人

2 人

冠

水

田

畑

578ha

357ha

カロリン諸島に発生した台風は、15 日午後

沖縄の南海上を北東進し、最大風速 55ｍ/

ｓ、500km 以内は 15ｍ/s の暴風となった。台

風は 17 日午後 9 時伊良湖付近を通り長野

県へ進んだ。西部や山間部では特に雨が強

く１時間 30～50mm の強い雨が降り 17 日の

雨量は西部の山間部や大井川上流域で200

～250mm となったが中部から東の平野部で

は 30～50mm 程度であった。最大風速は御

前崎南西 30.3ｍ/s、浜松南東 20.3ｍ/s であ

った。

道 路

堤 防

橋

山(がけ)

崩 れ

鉄 道

146 箇所

16 箇所

34 箇所

130 箇所

9 箇所

住 家

全 壊

半 壊

流 失

床上浸水

床下浸水

23 戸

48 戸

9 戸

453 戸

2,057 戸

非 住 家 378 戸 船

舶

沈 没

流 失

破 損

3 隻

7 隻

41 隻流 埋
田

畑

1ha

3ha
通信施設 3,546 回線
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[資料編Ⅱ]

昭和 41 年 9 月 25 日 台風 26 号

昭和 46 年 8 月 31 日 台風 23 号

昭和 49 年 7 月 7 日～ 8 日 台風 8 号（七夕豪雨）

死 者

負 傷 者

行方不明者

49 人

227 人

7 人

橋

山(がけ)

崩 れ

鉄 道

通信施設

2 箇所

84 箇所

4 箇所

19,048 回線

台風は24日硫黄島の南西海上を北上し、21

時すぎに県下は暴風圏に入った。25 日 0 時

には中心示度 960hpa を示し御前崎の西に

上陸し進路を北々東に変え梅ヶ島付近を通

って本州を横断し、25 日三陸沖へ抜けた。

県下にとっては最も悪いコースでしかも上陸

まで勢力が衰えなかったので御前崎で最大

瞬間風速東北東 50.5ｍ/ｓ、静岡で 40ｍ/ｓ、

三島で南東 42ｍ/ｓを記録した。平野部の静

岡で１時間 66.1mm、御前崎 63.6mm の強い

雨があり天城や山間部で 200～400mm とな

った。

住 家

全 壊

半 壊

流 失

床上浸水

床下浸水

386 戸

1,287 戸

9 戸

163 戸

1,836 戸

船

舶

沈 没

流 失

破 損

13 隻

14 隻

41 隻

非 住 家 3,609 戸

流 埋
田

畑

11.2ha

8.3ha

冠 水
田

畑

5,411.5ha

73ha

道 路

堤 防

38 箇所

12 箇所

死 者

負 傷 者

1 人

8 人

道 路

橋

河 川

崖 崩 れ

通信施設

501 箇所

68 箇所

213 箇所

358 箇所

836 箇所

南鳥島付近に発生した台風は、九州の南海

上で急に発達し、中心気圧は 915hpa となっ

た。台風は九州の大隅半島に上陸した後、

進路を北東に転じ、次第に衰えながら四国

の土佐湾から淡路島付近、志摩半島、静岡

県の南岸を通り房総沖に去った。静岡県南

岸を通過するときは 985hpa となったため、風

による被害は少なかったが、雨は県下全域

に 150mm から 300mm、多い所で 400mm と

なった。そのため被害はほぼ県下全域に発

生した。

住家

全 壊

半 壊

一部破損

床上浸水

床下浸水

15 戸

65 戸

174 戸

1,458 戸

9,446 戸

非 住 家 116 戸

流埋
田

畑

14.5ha

26.5ha

冠水
田

畑

4,836.3ha

767.5ha

死 者

負 傷 者

44 人

241 人

文教施設

道 路

橋

河 川

砂 防

水 道

崖 崩 れ

鉄 道

船 舶

通信施設

72 箇所

3,381 箇所

210 箇所

2,933 箇所

77 箇所

92 箇所

4,299 箇所

7 箇所

12 隻

1,791 回線

沖の鳥島付近の近海で発生した台風 8 号は

次第に北上して 7 月 7 日夕刻ごろには対馬

海峡を通過し、日本海中部に達した。一方

梅雨前線は東海地方西部にあったが、台風

8 号の北東進にあわせ 7 月 7 日夕刻ごろに

は、静岡県の西部県境に達した。県境に達

した梅雨前線の動きは非常に遅く本県を通

過するのに 7～10 時間を要した。その時時

間雨量 50～70mm の強雨が継続し、24 時間

降雨量は 508mm という気象台創設以来の

大記録となり、この大雨で県下各地では、

山・がけ崩れ、河川洪水により冠水などの災

害が続出し、特に静岡、清水を中心に大水

害となった。

住家

全 壊

半 壊

一部破損

床上浸水

床下浸水

241 戸

350 戸

152 戸

26,452 戸

54,092 戸

非 住 家 2,221 戸

流埋
田

畑

845.74ha

515.82ha

冠水 田

畑

8,082.34ha

2,150.74ha
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[資料編Ⅱ]

昭和 50 年 10 月 7 日～ 8 日 低気圧及び前線による大雨

昭和 51 年 7 月 11 日 豪雨

昭和 57 年 7 月 31 日から 8 月 3 日にかけて台風第 10 号と低気圧による大雨と暴風

死 者

負 傷 者

6 人

18 人

道 路

橋

堤 防

崖 崩 れ

船 舶

水道施設

918 箇所

86 箇所

707 箇所

428 箇所

７隻

50 箇所

上海沖から東進してきた低気圧は、7 日に瀬

戸内海西部に達した。この低気圧から東に

のびる温暖前線により静岡県では 7 日の夜

半を中心に沿岸部で強風があった。強風を

もたらした低気圧は、進路を東から北東に変

えて日本海に入り、その後も北東進した。こ

れにより温暖前線は 8 日 6 時には、県の北

方に去り、強雨はおさまったがその後、後続

する寒冷前線が通過するまでは、降雨があ

り 12 時過ぎには県全般に雨がやんだ。しか

し強雨により大きな被害をもたらした。

住家

全 壊

半 壊

一部破損

床上浸水

床下浸水

4 戸

11 戸

49 戸

2,864 戸

16,572 戸

非 住 家 45 戸

流埋
田

畑

52.67ha

23.68ha

冠水
田

畑

4,769.2ha

772.56ha

死 者

負 傷 者

16 人

70 人

文教施設

道 路

橋

河 川

港 湾

砂 防

水 道

崖 崩 れ

船 舶

通信施設

10 箇所

595 箇所

61 箇所

840 箇所

5 箇所

4 箇所

91 箇所

552 箇所

14 隻

3,846 回線

7月 10日黄海にあった低気圧が日本海西部

に入った。

一方、三陸はるか東海上にあった高気圧

(1024hpa)が次第に強まり、本州東海上に根

強く張り出していたため、静岡県西方に位置

していた気圧の谷の東進を遅らせ大雨の原

因となった。

11 日には、梅雨前線が北上し伊豆方面に大

雨を降らせた。総雨量は伊豆半島 400mm～

500mm、県西部 200mm～250mm、山間部

50mm～100mm。

住家

全 壊

半 壊

一部破損

床上浸水

床下浸水

35 戸

40 戸

52 戸

2,342 戸

5,067 戸

流埋
田

畑

117.64ha

85.08ha

冠水
田

畑

3,182.90ha

283.04ha

死 者

行方不明者

負 傷 者

2 人

－人

12 人

文教施設

病 院

道 路

橋りょう

河 川

港 湾

砂 防

水 道

清掃施設

崖 崩 れ

鉄道不通

船舶被害

通信被害

海 岸

(61 校)70 箇所

1 箇所

1,464 箇所

30 箇所

1,738 箇所

4 箇所

69 箇所

177 箇所

4 箇所

1,475 箇所

9 箇所

2 隻

399 回線

2 箇所

7 月 24 日南鳥島付近で発生した台風第

10 号は、大型で並みの勢力(970hpa)を保

ちながら、8 月 2 日 0 時ごろ渥美半島西

部に上陸し中部、北陸地方を横断し 2 日

未明には日本海に達し、台風による雨は

あがった。台風通過後の 8 月 3 日には小

さな低気圧が太平洋沿岸を通過し、2 日

夜半から 3 日夜まで再び大雨となったの

で県下は記録的な豪雨となった。

静岡市井川、梅ヶ島地区では、道路が寸

断され、地区住民、観光客、登山客等が

孤立した。

（降り始めからの総雨量）

梅ヶ島 1056 ミリ 井川 853 ミリ

本川根 742 ミリ 熊 660 ミリ

住家

全 壊

半 壊

一部破損

床上浸水

床下浸水

11 戸

32 戸

604 戸

875 戸

2,607 戸

非 住 家 805 戸

流埋
田

畑

85.4ha

286.4ha

冠水 田

畑

570ha

619ha
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[資料編Ⅱ]

昭和 57 年 9 月 12～13 日 前線と台風 18 号による大雨と暴風

昭和 58 年 9 月 25 日から 29 日にかけての台風第 10 号に伴う静岡県の大雨

平成３年９月 10～11 日 伊豆半島南部の集中豪雨

死 者

行方不明者

負 傷 者

14 人

1 人

45 人

文教施設

病 院

道 路

橋りょう

河 川

港 湾

砂 防

水 道

清掃施設

崖崩れ

鉄道不通

船舶被害

通信被害

海 岸

139 箇所

7 箇所

975 箇所

48 箇所

1,539 箇所

7 箇所

21 箇所

222 箇所

5 箇所

2,939 箇所

6 箇所

5 隻

784 回線

5 箇所

9 月 6 日グァム島付近で発生した台風第 18

号は、大型で並の勢力（968ha）を保ちなが

ら、12 日 18 時に、御前崎西方へ上陸し、東

日本を横断した。

本州南岸沿いに停滞していた前線が、台風

の接近に伴い活発化し 11 日夜半から 12 日

午前にかけて県下に大雨を降らせた。牧ノ

原では 12 日 16 時から 17 時の１時間に 91

ミリの豪雨が降った。

（降り始めからの総雨量）

天城山 676 ミリ 牧ノ原 628 ミリ

掛 川 504 ミリ 御前崎 459 ミリ

住家

全 壊

半 壊

一部破損

床上浸水

床下浸水

51 戸

31 戸

173 戸

6,578 戸

15,328 戸

非 住 家 4,084 戸

流埋
田

畑

163.1ha

204.8ha

冠水 田

畑

5,036.1ha

576.6ha

死 者

負 傷 者

4 人

1 人

文教施設

道 路

橋りょう

河 川

港 湾

砂 防

水 道

崖崩れ

通信被害

7 箇所

215 箇所

12 箇所

95 箇所

1 箇所

1 箇所

10 箇所

39 箇所

127 回線

9 月 20 日グァム島付近で発生した台風第 10

号は、28 日長崎市付近に上陸し、高知県宿

毛市付近で温帯低気圧に弱まった。この低

気圧は、前線を伴ってその後も東進を続け

県下に大雨を降らせた。

水窪ダムでは 1 時間に 94 ミリの豪雨となり、

磐田郡水窪町では町道白倉川線が崩土で

寸断され向島地区が孤立した。

（降り始めからの総雨量）

本川根 346 ミリ 梅ヶ島 321 ミリ

熊 286 ミリ 天城山 282 ミリ

住家

全 壊

一部損壊

床上浸水

床下浸水

3 戸

3 戸

304 戸

1,306 戸

非 住 家 1 戸

流埋
田

畑

0.69ha

0.85ha

冠水
田

畑

263ha

46ha

死 者

負 傷 者

4 人

7 人

台風 15 号が東海上に去った 10 日は、日本海に大陸から移動してきた

高気圧、南東海上には太平洋高気圧があり、これらの高気圧にはさまれ

て関東から東海の南海上は気圧の谷となっていた。この気圧の谷となっ

ていた静岡県の南海上で 15 時に低気圧が発生した。

このため伊豆地方では、日本海に中心をもつ高気圧から流れ込む乾い

た冷たい東風と、太平洋高気圧から流れ込む暖かい湿った南風とが収束

し発達した雨雲の発生しやすい気象状態となっていた。また、9 時から 21

時にかけ上空に寒気が入ったため、大気の状態もやや不安定であった。

特に、伊豆南部は南風のやや強い風が吹き、標高 1200～1400ｍの天

城山地の南斜面に衝突し、地形の効果も加わって雨雲が発達、また、雨

雲を移動させる上空の風も弱かったため停滞し、局地的な大雨となった。

10 日 6 時ごろから伊豆地方で降り始めた雨は、12 時過ぎから強まり夜

半頃までに継続的に降り続き、稲取で22時～23時の1時間に53mm、天城山

では 15 時～18 時に 3 時間で 64mm、20 時～23 時の 3 時間で 73mm を記

録し、降り始めから 11 日 5 時までの総降水量天城山で 252mm、稲取で

131mm となった。

一方、レーダー観測でも伊豆地方には 12 時～17 時、20 時～24 時にか

け雲頂高度 4000～6000ｍの雨雲が停滞していた。

なお、伊豆地方では、8 日～9 日にかけて八丈島の南海上を通過し東海

上に抜けた台風 15 号の影響により、7 日の夜から 9 日の昼頃にかけ、天

城山で 283mm、稲取で 158mm の降水量を記録し、地盤が軟弱な状態で

あった。

（静岡地方気象台 災害時気象速報より抜粋）

住家

全 壊

半 壊

一部破損

床上浸水

床下浸水

27 戸

12 戸

14 戸

164 戸

291 戸

非 住 家 116 戸

流埋
田

畑

25.9ha

20.3ha

冠水
田

畑

35.3ha

ha

道 路

橋りょう

河 川

港 湾

砂 防

崖 崩 れ

鉄道不通

水 道

電 話

電 気

229 箇所

8 箇所

268 箇所

3 箇所

3 箇所

83 箇所

2 箇所

2,101 戸

159 回線

4,600 戸
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[資料編Ⅱ]

平成 16 年 10 月 9 日 台風 22 号による大雨と暴風

平成 22 年 9 月 8 日 台風 9 号による大雨

平成 23 年 9 月 19 日 台風 15 号による大雨

死 者

行方不明者

負 傷 者

5 人

1 人

100 人

文教施設

病 院

道 路

橋りょう

河 川

港 湾

砂 防

水 道

清掃施設

崖崩れ

鉄道不通

船舶被害

電 話

電 気

ガ ス

ブロック塀

86 箇所

1 箇所

1,128 箇所

17 箇所

310 箇所

6 箇所

3 箇所

3,823 箇所

6 箇所

708 箇所

6 箇所

15 隻

2800 回線

135,920 戸

1 戸

8 箇所

10 月 4 日フィリピンの東の海上で発生した

台風第 22 号は、沖の鳥島の南海上で「非常

に強い台風」となり、中心気圧 920ha、最大

風速 50m/s まで発達し、その後も非常に強

い勢力を保ったまま、9 日 16 時に、伊豆半島

へ上陸した。

県内は 9 日午後に暴風域に入り、石廊崎

では最大瞬間風速 67.6m/s の非常に強い風

を観測した。また、台風の北上に伴い東海

地方から関東地方にかけて停滞していた前

線の活動が活発となり、御前崎では 9 日 15

時に１時間 89 ミリの豪雨を記録した。

（降り始めからの総雨量）

御前崎 420.5 ミリ 清水 397 ミリ

（東京管区気象台 平成 16 年 10 月台風

第 22 号に関する気象速報より抜粋）

住家

全 壊

半 壊

一部破損

床上浸水

床下浸水

130 戸

277 戸

3,913 戸

310 戸

1,041 戸

非 住 家 1,343 戸

流埋
田

畑

3.38ha

203.94ha

冠水 田

畑

2.77ha

42.07ha

死 者

行方不明者

負 傷 者

0 人

0 人

1 人

文教施設

道路・橋りょう

河 川

港 湾

砂防・急傾斜

水 道

土砂災害

農地農業用施設

森林

鉄道不通

電 気

10 箇所

36 箇所

91 箇所

2 箇所

20 箇所

1,500 戸

40 箇所

315 箇所

129 箇所

1 箇所

690 戸

9 月 3 日沖ノ鳥島付近で発生した台風 9

号は、6 日には南西諸島から東シナ海を北

上し、対馬海峡から山陰沖を東北東から東

に進み、8 日 11 時に福島県敦賀市付近に上

陸した。上陸時の中心気圧は 1004hPa、中

心付近の最大風速は 18m/s であった。その

後、中部地方を南東に進み、8 日 15 時に静

岡県で熱帯低気圧に変わり、夜、関東の東

海上を抜けた。

県内は、台風の接近で 7 日 18 時頃から雨

が降り出し、8 日 7 時頃から雨雲が発達し、9

時に井川で時間 56.5 ミリ、御殿場で 46 ミリ、

10 時には小山町付近で時間 110 ミリの記録

的な大雨を観測した。この後も東部で猛烈な

雨が降り続き、小山町付近は 16 時にも時間

120 ミリの記録的な大雨を観測した。

（降り始めからの総雨量）

井川 224.5 ミリ 御殿場 218 ミリ

（静岡地方気象台 平成 22 年台風第 9 号

に関する静岡県気象速報より抜粋）
※被害状況は平成 22 年 10 月 8 日 16 時現在

住家

全 壊

大規模半壊

半 壊

一部破損

床上浸水

床下浸水

6 戸

7 戸

18 戸

0 戸

15 戸

115 戸

非 住 家 23 戸

流埋
田

わさび田

8.5ha

2.7ha

冠水 田

畑

171ha

ha

死 者

行方不明者

負 傷 者

3 人

0 人

155 人

文教施設

道路・橋りょう

河 川

港 湾

砂防・急傾斜

水 道

土砂災害

農地農業用施設

森林

鉄道不通

船舶被害

電 話

電 気

ブロック塀

144 箇所

323 箇所

353 箇所

12 箇所

11 箇所

11,391 戸

69 箇所

54 箇所

58 箇所

3 箇所

4 隻

80,002 回線

340,100 戸

16 箇所

9 月 13 日に日本の南で発生した台風 15

号は、16 日から 19 日にかけて南大東島の

近海で停滞した後、19 日に奄美大島近海で

強い勢力、20 日夜遅くには四国沖で非常に

強い勢力となり、強い勢力を維持しながら 21

日 14 時頃に浜松市付近に上陸した。

県内では、19 日 19 時頃から山間部を中

心に雨が降り始め、台風が浜松市付近に上

陸した 21 日 14 時頃を中心に、非常に激しい

雨と強い風に見舞われ、山間部を中心に総

雨量が 400～550 ミリを超える大雨となり、県

内各地で 30ｍ／秒を上回る最大瞬間風速

を観測

住家

全 壊

大規模半壊

半 壊

一部破損

床上浸水

床下浸水

2 戸

戸

8 戸

1,504 戸

34 戸

73 戸

非 住 家 189 戸

流埋
田

畑

3.98ha

4.03ha

冠水 田

畑

1ha

390ha
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[資料編Ⅱ]

平成 25 年 7 月 18 日 西伊豆町における集中豪雨

平成 26 年 10 月 5 日 台風第 18 号による大雨

死 者

行方不明者

負 傷 者

0 人

0 人

0 人

文教施設

道路・橋りょう

河 川

電 気

3 箇所

6 箇所

19 箇所

2300 戸

日本海にある低気圧に向かって、暖かく

湿った空気が流れ込んだ影響で、7 月 17 日

夜から7月18日にかけて大気が非常に不安

定な状況となった。

県内では、17 日夜には中部南を中心に、

18 日未明から朝にかけて伊豆を中心に大雨

となった。稲取で時間雨量 78 ミリ、土肥で時

間雨量 60.5 ミリの非常に激しい雨を観測し

た。中でも西伊豆町宇久須では3時～4時に

かけて時間雨量 98 ミリを観測した。

住家

全 壊

半 壊

一部破損

床上浸水

床下浸水

1 戸

17 戸

7 戸

43 戸

319 戸

非 住 家 50 戸

流埋
田

畑

0ha

1ha

死 者

行方不明者

負 傷 者

0 人

0 人

8 人

台風第 18 号は、9 月 29 日 15 時にトラック諸島近海で発生し、10 月 2

日 09 時にはフィリピンの東で大型で非常に強い台風となった。4 日 09 時

には南大東島の東南東の海上に進み、次第に進路を北に変え、5 日 09時

には屋久島の南南東の海上で大型で強い台風となった。

その後、進路を北から北東に変え四国の南を進み、5 日 21 時には足摺

岬の南の海上、6 日 03 時には潮岬の南南西の海上、6 日 06 時には、尾

鷲市の東南東の海上を北東に進んだ。6 日 08 時過ぎに静岡県浜松市付

近に上陸し、その後、速度を速め 6 日 09 時には静岡市付近を北東に進

み、昼過ぎには関東の東海上に達し、6 日 21 時には日本の東で温帯低気

圧に変わった。

この台風と前線の影響により、静岡県では 5 日未明から雨が降り始

め、5 日夜には雨が強まり 6 日昼前にかけて大雨となった。伊豆、中部で

は降り始めからの降水量が 400 ミリを超え、1 時間に 80 ミリ以上の猛烈な

雨が降った所があった。

また、台風の接近により沿岸部を中心に風が強まり、石廊崎では猛烈

な風を観測した。 海上では 5 日午後から波が高くなり、6 日には石廊崎で

12.8 メートルの猛烈なしけとなった。

（静岡地方気象台 平成 26 年台風第 18 号に関する静岡県気象速報よ

り抜粋）

住家

全 壊

半 壊

一部破損

床上浸水

床下浸水

0 戸

8 戸

26 戸

623 戸

1348 戸

非 住 家 0 戸

流埋
田

畑

0ha

1ha

道路・橋りょう

河 川

港 湾

砂 防

崖くずれ

鉄道不通

被害船舶

水 道

電気

ブロック塀

519 箇所

437 箇所

6 箇所

15 箇所

45 箇所

5 箇所

5 箇所

632 箇所

23890 戸

4 箇所
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[資料編Ⅱ]

平成 27 年 9 月 7 日 台風第 18 号と前線による大雨

平成 29 年 10 月 22 日 台風第 21 号による大雨

平成 30 年 7 月 28 日～7 月 29 日 台風第 12 号による大雨と暴風

死 者

行方不明者

負 傷 者

0 人

0 人

5 人

文教施設

道路・橋りょう

河 川

崖くずれ

電 気

1 箇所

70 箇所

5 箇所

24 箇所

3580 戸

東日本では、太平洋沿岸に停滞する前線の

影響により、大気の状態が不安定となった。 ま

た、台風第 18 号が 9 月 7 日 03 時に日本の南で

発生し、ゆっくりした速さで北北西に進んだ。8 日

03 時に硫黄島の西北西を時速 25 キロで北へ進

み、9 日 01 時に八丈島の西南西に達した。9 日

07 時に豊橋市の南を北北西に進んだ後、10 時

過ぎに愛知県知多半島に上陸した。その後、9

日 11 時に名古屋市付近、13 時に小松市の南南

東を北北西に進んだ後、21 時に日本海中部で

温帯低気圧に変わった。

静岡県では、前線の影響により、6 日朝から

雨となり、その後 9 日は台風の影響により雨が

継続し、大雨となった。伊豆では降り始めからの

降水量が 400 ミリを超え、1 時間に 40 ミリ以上

の激しい雨となった所があった。

（静岡地方気象台 平成 27 年台風第 18 号と

前線による大雨に関する静岡県気象速報より抜

粋）

住家

全 壊

半 壊

一部破損

床上浸水

床下浸水

0 戸

0 戸

1 戸

22 戸

90 戸

非 住 家 0 戸

流埋 田

畑

0.07ha

0ha

死 者

行方不明者

負 傷 者

0 人

0 人

4 人

10 月 16 日 03 時にカロリン諸島で発生した台風第 21 号は、発達し

ながらフィリピンの東海上を北上し、21 日には超大型で非常に強い勢力

となり、22 日にかけて非常に強い勢力を保ったまま、次第に速度を上げ

て日本の南を北上した。台風は、22 日夜遅くには東海道沖を北北東に進

んだ後、23 日 03 時頃に超大型の強い勢力で静岡県御前崎市付近に上

陸した。その後、暴風域を伴ったまま東海地方及び関東地方を北東に進

み、23 日 09 時には福島県沖に抜け、23 日 15 時に北海道の東で温帯

低気圧に変わった。

静岡県では、台風の接近と前線の影響により、21 日未明から雨が降り

始め、台風が通過した 22 日夜遅くから 23 日明け方にかけて非常に激し

い雨となった。特に天城山では、降り始めからの総降水量が 387.0 ミリと

なった。

また、22 日夜遅くから 23 日にかけて非常に強い風となった。台風が上

陸した御前崎では日最低海面気圧が 952.6hPa を観測するなど県内の広

い範囲で気圧が下がった影響で、潮位が平常より上がり、沿岸部で高潮

による浸水被害が発生した所があった。

（静岡地方気象台 平成 29 年台風第 21 号に関する静岡県気象速報よ

り抜粋）

住家

全 壊

半 壊

一部破損

床上浸水

床下浸水

0 戸

0 戸

12 戸

0 戸

60 戸

非 住 家 3 戸

流埋
田

畑

0ha

0ha

道 路

橋りょう

河 川

崖くずれ

鉄道不通

電気

13 箇所

1 箇所

9 箇所

1 箇所

1 箇所

7,200 戸

死 者

行方不明者

負 傷 者

0 人

0 人

9 人

7 月25 日 03 時に日本の南海上で発生した台風第 12 号は、26 日21

時には強い勢力となり 27 日にかけて発達しながら日本の南を北上し、28

日は次第に進路を西よりに変え伊豆諸島付近を北西に進んだ。台風は、
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[資料編Ⅱ]

平成 30 年 9 月 30 日 台風第 24 号による大雨と暴風

令和元年 9 月 8 日 台風第 15 号による大雨と暴風

住家

全 壊

半 壊

一部破損

床上浸水

床下浸水

0 戸

0 戸

36 戸

0 戸

0 戸

暴風域を伴ったまま、強い勢力を維持し東海道沖を西に進み、29 日 01

時頃に三重県伊勢市付近に上陸した。その後、西日本を西に進み、29 日

17 時半頃に福岡県豊前市付近に上陸し、速度を落としながら九州を南西

に進んだ後、九州の西海上を南に進んだ。

静岡県では、台風の接近の影響により、28 日昼過ぎから 29 日未明に

かけて強風が吹き、28 日夜には暴風となった所があった。また、27 日夜

遅くから雨が降り始め、28 日夕方から 29 日未明にかけては激しい雨と

なった所があった。特に伊豆市天城山では、降り始めからの総降水量が

175.5 ミリとなった。

海上では、28 日午後から波やうねりが高くなり、石廊崎では 4 メートル

を超えるしけとなった。

（静岡地方気象台 平成 30 年台風第 12 号に関する静岡県気象速報よ

り抜粋）

非 住 家 6 戸

流埋
田

畑

0ha

0ha

学 校

清掃施設

電気

ブロック塀

7 箇所

2 箇所

17,900 戸

2 箇所

死 者

行方不明者

負 傷 者

0 人

0 人

30 人

9 月 21 日 21 時にマリアナ諸島で発生した台風第 24 号は、フィリピン

の東海上を発達しながら西北西に進み、25 日 00 時には猛烈な台風とな

った。その後、大型で非常に強い台風となり沖縄の南海上を北上し、29

日は進路を東よりに変えて沖縄本島、奄美地方に接近し北東に進んだ。

30 日は、次第に速度を速めながら四国の南海上を北東に進み、暴風域

を伴い非常に強い勢力を維持して 30 日 20 時頃に和歌山県田辺市付近

に上陸した。その後も暴風域を伴ったまま更に速度を速めて東海、関東甲

信、東北地方を北東に進み、10 月 1 日 12 時に日本の東海上で温帯低

気圧に変わった。

静岡県では、台風の接近の影響により、30 日夜から強風となり、夜遅く

から 10 月 1 日未明にかけて広い範囲で暴風となり、猛烈な風を観測した

所があった。台風が東北地方の太平洋側に抜ける 1 日朝まで強風となっ

た。

また、本州の南海上に停滞する前線が北上した影響で、29 日明け方

から断続的に雨となり、台風が接近した 30 日夜から 10 月 1 日未明にか

けては、山地を中心に猛烈な雨となり、降り始めからの総降水量は、静岡

市井川で 315.5 ミリとなった。

海上では、9 月 30 日から 10 月 1 日にかけて波やうねりが高くなり、

石廊崎では 11 メートルを超える猛烈なしけとなった。

（静岡地方気象台 平成 30 年台風第 24 号に関する静岡県気象速報よ

り抜粋）

住家

全 壊

半 壊

一部破損

床上浸水

床下浸水

1 戸

9 戸

2,703 戸

0 戸

0 戸

非 住 家 209 戸

流埋
田

畑

0ha

0ha

学 校

病 院

道 路

橋りょう

河 川

清掃施設

崖くずれ

鉄道不通

水 道

電 気

ブロック塀

221 箇所

2 箇所

608 箇所

1 箇所

16 箇所

12 箇所

6 箇所

1 箇所

2,855 戸

741,701 戸

4 箇所

死 者

行方不明者

負 傷 者

0 人

0 人

13 人

9 月 5 日 15 時頃に南鳥島近海で発生した台風第 15 号は、小笠原近

海を北西に進み、8 日には向きを北よりに変え伊豆諸島北部を北北東に

進んだ。9 日 03 時前に非常に強い勢力で三浦半島付近を通過、9 日 05

時前に強い勢力で千葉市付近に上陸後、関東地方を北東に進んだ。（以

上、速報解析による）

静岡県では、台風の接近の影響により、8 日夕方から強風となり、夜遅

くから 9 日未明にかけて暴風となり、非常に強い風を観測した所があっ

た。台風が茨城県の太平洋側に抜ける 9 日朝まで強風となった。

また、台風の接近に伴い 8 日朝から断続的に雨となり、台風が接近し

た 8 日夜から 9 日未明にかけては、伊豆地方を中心に猛烈な雨となり、

降り始めからの総降水量は、天城山で 440．5 ミリとなった。

海上では、8 日から 9 日にかけて波やうねりが高くなり、石廊崎では 4

メートルを超えるしけとなった。

（静岡地方気象台 令和元年台風第 15 号に関する静岡県気象速報よ

住家

全 壊

半 壊

一部破損

床上浸水

床下浸水

1 戸

57 戸

585 戸

5 戸

4 戸

非 住 家 4 戸

流埋
田

畑

1ha

0ha

冠水
田

畑

27ha

0ha
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[資料編Ⅱ]

令和元年 10 月 12 日 台風第 19 号による大雨と暴風

令和 2 年 7 月 3 日～7 月 12 日 令和 2 年 7 月豪雨

学 校

道 路

橋りょう

河 川

崖くずれ

鉄道不通

水 道

電 気

23 箇所

46 箇所

1 箇所

10 箇所

46 箇所

1 箇所

7,174 戸

48,165 戸

り抜粋）

死 者

行方不明者

負 傷 者

3 人

0 人

7 人

10 月 6 日に南鳥島近海で発生した台風第 19 号は、マリアナ諸島を

西に進みながら、7 日には大型で猛烈な台風となった。小笠原近海を北

北西に進み、12 日には北よりに進路を変えて東海道沖を北北東に進ん

だ。12 日 19 時前に大型で強い勢力で伊豆半島に上陸した後、関東地方

を通過し、13 日未明に東北地方の東海上に抜けた。（以上、速報解析に

よる）。

静岡県では、台風の接近の影響により、11 日夜遅くから強風となり、12

日明け方から夜遅くにかけて暴風となり、非常に強い風を観測した所があ

った。台風が宮城県の太平洋側に抜ける 13 日未明まで強風となった。

また、台風の接近に伴い 11 日朝から断続的に雨となり、台風が接近し

た 12 日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけては、中部、東部及び伊豆地方

で猛烈な雨となった所があり、降り始めからの総降水量は、湯ケ島で

760.0 ミリとなった。

沿岸では、台風の接近に伴って潮位が高くなり、気象庁潮位観測点で

は石廊崎、御前崎、清水港、内浦で過去最高潮位記録を更新し、石廊崎

で最大潮位偏差 224cm を観測した。

海上では、11 日からしけとなり、12 日には石廊崎で 13 メートルを超え

る猛烈なしけとなった。

（静岡地方気象台 令和元年台風第 19 号に関する静岡県気象速報よ

り抜粋）

住家

全 壊

半 壊

一部破損

床上浸水

床下浸水

7 戸

7 戸

480 戸

957 戸

1,378 戸

非 住 家 390 戸

流埋
田

畑

21ha

12ha

冠水
田

畑

158ha

13ha

学 校

病 院

道 路

橋りょう

河 川

港 湾

清掃施設

崖くずれ

鉄道不通

被害船舶

水 道

電 気

68 箇所

1 箇所

791 箇所

6 箇所

167 箇所

11 箇所

1 箇所

616 箇所

2 箇所

36 隻

11,283 戸

42,620 戸

死 者

行方不明者

負 傷 者

1 人

0 人

0 人

7 月 3 日から 12 日にかけて中国大陸から日本のはるか東へのびる

梅雨前線が本州付近に停滞し、この前線上を低気圧が次々と通過した。

このため、南から暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不

安定となり、断続的に大雨となった。

静岡県では、4 日未明から昼前にかけて、6 日夜遅く、9 日明け方か

ら朝、11 日夜遅くから 12 日未明にかけて、中部、西部、東部の山地を中

心に非常に激しい雨となった。降り始め（7 月 3 日 12 時）から降り終わり

（7 月 13 日 00 時）までの総降水量は、川根本町で 842.5 ミリとなった。

なお、7 月 8 日 07 時 40 分頃、浜松市北区新原で突風が発生し、農

業用ハウスの鋼管の変形などの被害があった。このため、静岡地方気象

台では職員を気象庁機動調査班（ JMA Mobile Observation

Team:JMA-MOT）気象庁では令和 2 年 7 月 3 日からの豪雨に対して「令

和 2 年 7 月豪雨」と名称を定めました。

（静岡地方気象台 令和 2 年 7 月 3 日～7 月 12 の大雨に関する静岡県

気象速報より抜粋）

住家

全 壊

半 壊

一部破損

床上浸水

床下浸水

0 戸

0 戸

17 戸

0 戸

0 戸

非 住 家 0 戸

流埋
田

畑

0.05ha

0ha

道 路

河 川

崖くずれ

被害船舶

水 道

電 気

81 箇所

3 箇所

9 箇所

1 隻

171 戸

2,611 戸
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2 火 山

静岡県内の火山活動

（１） 富士山（宝永火山噴火以降）

（２） 伊豆東部火山群

3 その他の災害

(1) 霧による災害も無視できない。特に御前崎付近の海上では、春から夏にかけて20日内外の霧日数があり、船舶が遭難する

ことが多い。

昭和 40 年には、海上事故 154 隻のうち 18 隻が濃霧のため、御前崎沖から伊豆沖にかけて、衝突または座礁となっている。

陸上においても、箱根峠や御殿場付近の霧のため、交通事故が起きているが数は少ない。

(2) 雷による被害は比較的少ない。

雷は、低気圧の前線にともなった界雷と、夏の熱雷がある。界雷は時間的に短いが、熱雷は時間が長く、北部山岳や東部

で落雷による送電事故が多い。また雷雲による降ひょうのため農作物の被害も時々ある。

(3) 霜による害は主として晩霜によっておこる。

霜による被害は、主として茶に多い。年により生長度が異なるため、その被害度も異なるが、南部の茶は被害を受けやす

い。

(4) 山岳遭難

昭和 40 年 1 月 10 日、南アルプス荒川岳(3,146m)付近において東京昭和山岳会員 6 人が表層なだれにより全員死亡し、

国立公園指定まもない南アルプスの警鐘となった。

昭和 47 年 3 月 19 日から 20 日にかけて日本海を通過した低気圧の影響により、富士山では暴風雨となり、大なだれが発

生した。このため登山中の 24 人が疲労による凍死あるいはなだれにより死亡し、春山の恐ろしさを示した遭難事故となった。

(5) 航空機事故

イギリス BOAC 所属ボーイング 707 型旅客機は昭和 41 年 3 月 5 日午後 1 時 58 分羽田空港から香港に向け出発したが、

快晴の富士山上空を有視界飛行中乱気流により空中分解、御殿場市太郎坊付近に墜落、乗客、乗務員あわせて 124 人全

員が死亡した。

番号 西暦年月

（和暦） 火山活動の内容 被害の状況等

1707 年 12 月

（宝永 4 年）

宝永東海地震の 49 日後から 2

週間にわたり爆発的な噴火が起

き、大量の火山灰を噴出した。

小山町須走付近で 2m、神奈川県内で

数十㎝、東京で数㎝の火山灰が積もっ

た。

2000 年 10 月～2001 年 5 月

（平成 12 年～平成 13 年）

2000 年 10 月から 2001 年 5 月に

か け て 、 低 周 波 地 震 が 多 発 し

た。

なし

番号 西暦年月

（和暦） 火山活動の内容 被害の状況等

1989 年 7 月

（平成元年）

伊東市沖合いの手石島付近の

海底で噴火が生じた。

負傷者 22 人
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2-3 最近の東海地域における地殻変動 （県 危 機 情 報 課 ）

静岡県周辺の地震活動 （静岡地方気象台作成）

2020 年 1 月 1 日～12 月 31 日
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各 地 の 震 度

地 名 震度 記 事 地 名 震度 記 事

焼 津

小 川

榛 原

吉 田

岡 田

相 良

浜 岡

島 田

御前崎村

沢 水 加

大 井 川

丸 子

中 泉

掛 川

宇 苅

有 玉

浜 松

舞 阪

大 富

山 崎

入 野

伊 場

西 鴨 江

志 都 呂

大 池

細 江

大 里

小 松

中 瀬

三 ヶ 日

横 内

今 切

三 島

７

６～７

７

６

５～６

７

６～７

６

５－

６

６

６

６

６

６

６

６

６

６

６

７

５－

５－

５－

７

５～６

６？

６～７

５～６

６

７

６

７

民家より寺社の被害多し

計 268 軒、内潰 62、半潰 28

家殆ど倒る（潰 238、半潰 256）

瓦葺全滅

大破 ７、中破 5、小破 13

不残潰る、下町床上浸水、地割噴泥、
出火、死 29

新野村、潰 70、付近で家 10 痛 38

全半潰多し

白羽・地頭方潰なし、地出来る

菊川、全半潰多し

底割れ、噴泥、河原満水

宿内一円破損

潰 38、半潰 59

計1116軒、内潰374、焼失597 死58
土蔵 312 の内 潰 155、焼失 157

潰 7、半潰滅 30（浜松市）

震度５～７

本陣大破、篭旅潰損 11、津波宿囲石
垣打砕

潰 200 戸余、亀裂、噴水

潰家あり（浜名湖畔）

潰 32、残りの過半大破、死１

潰なし

潰 301 戸、死 1

関所の石垣崩れ、潰家 2～3軒

潰あり

計 300 軒内 100 軒損ず、地裂、噴泥
水（浜北市）

半潰 3（浜北市）

転家、屋根庇落あり

民家惣潰

湊 200 間の所 500 間となり杭出づ

計 1074 の内潰 986、土蔵 274 の内潰
233、半潰 25、寺潰 22、地割れ多く３
ヶ所湧熱湯

谷 津

小 嶋

原 川 町

各 和 村

領 家 村

細 田 村

沢 田 村

高御所村

長 谷 村

大 池 村

新 村

下 又 村

上 張 村

仁 藤 村

道 脇 村

増 田 村

馬 喰 村

印 内 村

成 竜 村

宮 脇 村

薗ヶ谷村

池 下 村

牛 頭 村

千 羽 村

本 所 村

伊達方村

須々木村

蛭ケ谷村

徳 村

西 山 村

松 本
（相良）

比木藪下
ケ谷

新 居

６－

５～６

７

７

７

７

６

６

７

７

７

７

７

７

７

７

６

７

６

６～７

６

７

６

７

６

６－

社寺・倉等破損、村内残らず小破

山崩、土蔵半潰、家中長屋大破

家数 潰 焼失 死
48 の内 24、 24、2

10 4

12

60 の内 56 １

20 19 １

1

8

96 91

5 4

7 2

6 5 2

19 13

53 48 4

24 24 1

10 10

37 37

15 14

23 13

30 2

1

18 26

17 4

14 2

大痛 730、中痛 40、小痛 61
海退・落居・相良・平田あり、
瞬時にタオる家アリ

潰 16、小痛 12、残り 46軒痛み

計 18の内、潰 10

潰 6、寺潰 1、半潰 2

計 41の内、潰 23、半潰 18

計 70 の内、潰 14

３日前、１日中沖の西方とどろく。
関所○で潰る。

日
坂

掛
川

袋
井
間
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地 名 震度 記 事 地 名 震度 記 事

駒 場
（掛塚）

宇 久 須

妻 良

木 負

網 代

木 瀬 川

西 船 津

徳 倉

伝 田 橋

伝 法

大 宮 町

本 吉 原

原

青 木

中里～西在

精 進 川

しらとり山

興 津

寺 尾

羽 高

川 根

吉 永
村 田 町

横 須 賀

六 合 村

大 津 村

大 長 村

山 中

熱 海

重 須

修 善 寺

下 田

沼 津

７

５

５

５

５

６

６

６

６～７

５～６

６

５

６

５

５＋

７

６

６

６

５～６

６－

７

６＋

６

６～５

５～６

５＋

５

５

６－

５

６＋

潰 95、他は半潰、残った家は 5%くら
い。天竜河口から30丁奥で波高 14～
15 尺

亀裂

瓦落つ

亀裂

瓦落ちること多し

41軒のうち潰 18、大小破 19

28〃 15

45〃 18 11

34〃 34

258〃 64

240 軒のうち潰 123
神田町で潰れ多し

家数 10軒あり、痛みなし

土蔵の類、大方くずる

貯水池、ひびわれ

地われつよし

潰 170、半潰 106、死 5

崩る

新屋敷～中宿間皆潰

山崩、５尺隆起

大破・潰少し

土蔵・物置・雪隠大つぶれ

100 余軒大小とも潰れ大破、田面に凹
凸

潰 40軒、半潰 15、死 21

倒家 16戸

倒潰 2戸 3棟

数戸倒壊

潰 7～8軒

波除石積破損

伊豆、民家荒増流る。

温泉５日止る。近くに落石
谷の埋没、道損あり

石塔・石灯籠全倒、蔵の鉢巻・土塀く
ずる。

潰45、半潰42、領分村方で潰4939軒、
城の堀の水溢れ石垣しきりに崩る

岩 松 村

浅 間

由 比

さつた峠

蒲 原

清 水

三 保

久 能 山

駿 府

江 尻

河 合

平 野

坂 本

飯 渕

相 川
(下江留川村)

六 合

青 島

藤 枝

金 谷

袋 井

日 坂

６～７

６

６

６？

６

７

６～７

６－

７－

６～７

６～７

６～７

５～６

６？

７

６

６

６

６

７

６？

（富士市）潰 389 戸、半潰 67
地震山出来

大宮町不残大破、本殿ひずみ、舞
台・廻廊

海岸隆起、家屋大方潰る

隆起あり

地割・砂水噴出、潰 3、半潰 35、破
損 36 富士川右岸隆起

潰の上焼失 760 軒、土蔵 170、
人口 2513、内死 56

潰 3、死 7、真崎・八頭新田陥没（浸
水）

石灯籠長屋の不残、御宮宝塔小破、
他の諸室で潰あり

諸門・櫓・土蔵など崩れ多し、浅間
社殆など無事、計 4417 軒のうち
潰 408、半潰 365、破損 3066、井桁
上１尺も泥噴出人口 20541、死
7200、焼失 613

計 830 軒、内潰 120、破損 123、
人口 3602、内死 21

潰 160 軒、半潰 23

家８分通いたみ、山荒れる不明

山崩

潰 9

計 140 軒、内潰 70、半潰 70
地割れ、噴水

潰 18、亀裂噴泥

瓦葺少なからず倒る

宿内計 736、内潰 13、半潰 134、破
損 548、地割れ、噴泥水

本町～河原町 皆潰

不残つぶれ、丸焼け

2/3 破る。旅宿無難

-29-



[資料編Ⅱ]

（やや確度の低いもの）

（以上宇佐美龍夫による）

震度 地 名

５

５～６

６

７

横山、但沼、承元寺、立花、小河内、横砂、尾羽、鳥坂、浅畑、清見寺下、清池、高瀬、中河内（清水市）、
大川村、安東村大岩、長田村、千代田村、（銭座・沓谷・南沼上、北沼上）、美和（足久保口組）、中藁科村、
小坂村大和田新田、石谷、谷田村、草薙村、一里山村（静岡市）、地頭方、落居（相良）、金指、大石村、
大坂村、来福村、坂里村、成行村、岡安村、合戸村、塩原村、朝比奈村、白須賀

麻機村、賎機村諸岡山、大河内村、豊田村、片山村、長崎村、平川村、丹野村、三門村、土方村

柳新田、田中（静岡市）、西奈村、大谷村、千代田村（上足洗、下足洗、川河）、清沢村姉沢山、青木村、
寺田村、下川原新田、中原村、能島村、長崎新田、中之郷村（静岡市）白羽中西、堀ノ内、堀辺、西辺、
福田（相良町）、横砂、倉中瀬、河東村前岡、横地村、高橋村

中嶺田（小笠）、浅羽口
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関
東

地
震

津
波

（
１

９
２

３
年

）

伊
豆

半
島

東
海

岸
の

津
波

の
高

さ

（平
均

海
水

面
上

か
ら

の
高

さ
単

位
：ｍ

）

[注
１

]
安

政
東

海
地

震
（
1
8
5
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年
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入
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け
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津
波

の
高

さ
に

つ
い
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南
伊

豆
町

入
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の
津
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の

高
さ

は
1
3
.2

(1
6
.5

)ｍ
と

近
辺

の
地

区
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ら

べ
て

異
常

に
高

い
。

こ
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は
入

間
の

地
形

と
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波
の

周
期
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あ
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こ
の

現
象

は
地

域
、

条
件

に
よ

る
局

地
的

な
も

の
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考
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て
、

安
政
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海
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4-1　道路災害防除事業実施箇所数
(中部地方整備局) R2.4.1

道路種別 路線名 市町 箇所数 事業概要
三島市 1 法面対策工
掛川市 1 法面対策工
湖西市 1 法面対策工

５２号 富士宮市 2 法面対策工
１３８号 小山町 7 法面対策工
１３９号 静岡市 1 法面対策工
２４６号 小山町 3 法面対策工

合計 5路線 16箇所

（県道路保全課　R3.4.1）
道路種別 路線名 市町 箇所数 事業概要

熱海市 5 法面対策、冠水対策
伊東市 3 法面対策、冠水対策
東伊豆町 4 法面対策
河津町 3 法面対策
下田市 2 法面対策、冠水対策
南伊豆町 1 法面対策
松崎町 3 法面対策
西伊豆町 6 法面対策

１５０号 牧之原市 1 法面対策
３６２号 川根本町 4 法面対策

下田市 2 法面対策
河津町 3 法面対策、冠水対策
伊豆市 1 法面対策
伊豆の国市 2 法面対策、冠水対策
沼津市 1 冠水対策

４６９号 裾野市 3 法面対策、冠水対策
４７３号 島田市 3 法面対策、冠水対策

小計 ７路線 ４７箇所

道路種別 路線名 市町 箇所数 事業概要
熱海函南線 熱海市 2 法面対策
伊東修善寺線 伊東市 2 法面対策
伊東西伊豆線 西伊豆町 4 法面対策
下田石廊松崎線 南伊豆町 1 法面対策

下田市 1 法面対策
松崎町 1 法面対策

修善寺戸田線 沼津市 1 法面対策
沼津土肥線 沼津市 6 法面対策、冠水対策
富士川身延線 富士市 1 法面対策
富士富士宮由比線 富士市 1 法面対策
富士宮芝川線 富士宮市 1 法面対策
焼津藤枝線 焼津市 1 冠水対策
島田川根線 島田市 1 法面対策
川根寸又峡線 川根本町 1 法面対策
藤枝黒俣線 藤枝市 1 法面対策
焼津森線 掛川市 2 法面対策

島田市 1 法面対策
森町 2 法面対策

袋井春野線 森町 1 法面対策
吉田大東線 菊川市 1 冠水対策

掛川市 1 法面対策
森町 1 冠水対策

袋井大須賀線 袋井市 1 冠水対策
小計 ２０路線 ３５箇所

１号

１３５号

１３６号

４１４号

下田松崎線

藤枝天竜線

掛川天竜線

一般国道

一般国道

主要地方道
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道路種別 路線名 市町 箇所数 事業概要
十国峠伊豆山線 熱海市 2 法面対策
伊東川奈八幡野線 伊東市 3 法面対策
南伊豆松崎線 松崎町 1 法面対策
下田南伊豆線 下田市 1 法面対策
波勝崎線 南伊豆町 1 冠水対策
仁科峠宇久須線 西伊豆町 2 法面対策
原木沼津線 清水町 1 法面対策
船原西浦高原線 沼津市 2 法面対策
山中湖小山線 小山町 2 法面対策、冠水対策
上稲子長貫線 富士宮市 1 冠水対策
富士停車場線 富士市 1 冠水対策
富士公園太郎坊線 富士市 1 法面対策
静岡焼津線 焼津市 2 法面対策
伊久美藤枝線 藤枝市 1 法面対策
静岡朝比奈藤枝線 藤枝市 1 法面対策
藤枝静岡線 藤枝市 1 法面対策
接阻峡線 川根本町 1 法面対策
大河内森線 森町 1 法面対策
新所原停車場日の岡線 湖西市 1 冠水対策

小計 １９路線 ２６箇所
合計 ４６路線 １０８箇所

一般県道
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4－2－1　砂防指定地一覧表
（県砂防課）R3.4.1

下田市 30 108.02 

東伊豆町 30 313.35 

河津町 28 97.78 

南伊豆町 18 82.56 

松崎町 20 103.9

西伊豆町 45 146.67 

小計 171 852.28 

熱海市 53 59.92 

伊東市 55 242.48 

小計 108 302.40 

沼津市 48 242.48 

三島市 10 53.19 

御殿場市 19 104.65 

裾野市 30 208.44 

伊豆市 186 1,109.99 

伊豆の国市 13 122.17 

函南町 9 45.27 

清水町 1 0.74 

長泉町 8 42.54 

小山町 58 124.92 

小計 382 2,054.39 

富士宮市 100 1,133.51 

富士市 75 263.25 

小計 175 1,396.76 

静岡市 272 40,439.50 

小計 272 40,439.50 

島田市 67 3,067.07 

焼津市 13 606.58 

藤枝市 61 5,627.82 

川根本町 24 196.69 

牧之原市 38 87.13 

吉田町

小計 203 9,585.29 

御前崎市 13 62.71 

磐田市 6 29.55 

掛川市 53 904.22 

袋井市 16 65.56 

菊川市 3 5.63 

森町 34 148.82 

小計 125 1,216.49 

浜松市(1) 207 1,223.68 

浜松市(2) 53 249.86 

浜松市計 260 1,473.54 

湖西市 7 30.47 

小計 267 1,504.01 

合　　　計 1,703 57,351.12 

※浜松市(1)は浜松土木天竜支局管内、浜松市(2)は浜松土木天竜支局管内以外

土木事務所名 市町名 箇所数 面積(ha)

熱海土木

静岡土木

下田土木

沼津土木

富士土木

島田土木

袋井土木

浜松土木
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4-2-2　地すべり防止区域一覧表
（県砂防課）　R3.4.1

下田市
東伊豆町 1 5.35 1 37.33 2 42.68 
河津町 2 26.75 1 22.51 3 49.26 
南伊豆町 1 19.60 2 38.60 3 58.20 
松崎町 1 70.77 1 70.77 
西伊豆町 1 15.85 1 15.85 

小計 5 122.47 3 61.11 2 53.18 10 236.76 
熱海市
伊東市 1 5.14 1 5.14 
沼津市
三島市
御殿場市
裾野市
伊豆市 1 5.95 1 12.82 1 7.95 3 26.72 
伊豆の国市 1 14.74 1 14.74 
函南町
清水町
長泉町
小山町

小計 2 11.09 1 12.82 2 22.69 5 46.60 
富士宮市
富士市 1 5.93 1 5.93 

小計 1 5.93 1 5.93 
静岡市 7 325.54 8 207.60 8 541.20 23 1074.34 

小計 7 325.54 8 207.60 8 541.20 23 1074.34 
島田市 7 98.20 8 761.23 5 171.49 20 1030.92 
焼津市 1 6.52 1 21.20 2 27.72 
藤枝市 9 119.60 1 13.05 4 114.56 14 247.21 
川根本町 6 316.67 6 316.67 
牧之原市 3 25.60 2 35.00 5 60.60 
吉田町

小計 20 249.92 12 830.48 15 602.72 47 1683.12 
御前崎市 1 10.31 1 10.31 
磐田市
掛川市 8 339.11 2 42.84 4 164.78 14 546.73 
袋井市
菊川市 1 7.69 3 95.40 4 103.09 
森町 2 38.00 5 151.40 7 189.40 

小計 11 384.80 6 148.55 9 316.18 26 849.53 
浜松市(1) 27 714.61 18 608.83 14 423.05 59 1746.49 
浜松市(2) 4 81.04 13 601.90 1 5.08 18 688.02 

浜松市計 31 795.65 31 1210.73 15 428.13 77 2434.51 
湖西市

小計 31 795.65 31 1210.73 15 428.13 77 2434.51 
合　　計 77 1895.40 61 2471.29 51 1964.10 189 6330.79 

※浜松市（１）は浜松土木天竜支局管内、浜松市（２）は浜松土木天竜支局管内以外

国土交通省所管 農村振興局所管 林野庁所管 合計

事務所名 市町名
箇所数

面積
(ha)

箇所数
面積
(ha)

箇所数
面積
(ha)

箇所数
面積
(ha)

富士土木
富士農林

静岡土木
中部農林

浜松土木
西部農林

下田土木
賀茂農林

熱海土木
沼津土木
東部農林

島田土木
志太榛原農林

袋井土木
中遠農林
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4-2-3　急傾斜地崩壊危険区域一覧表
(県砂防課) 　R3.4.1

土木事務所名 市町名 箇所数 面積(ha) 土木事務所名 市町名 箇所数 面積(ha)
下田市 35 22.38 磐田市 9 11.20 
東伊豆町 8 7.39 掛川市 32 29.32 
河津町 13 20.19 袋井市 11 10.41 
南伊豆町 40 34.43 菊川市 36 45.03 
松崎町 30 26.74 御前崎市 18 33.70 
西伊豆町 21 21.34 森町 4 2.90 

小　計 147 132.47 小　計 110 132.56 
熱海市 15 5.50 浜松市(1) 91 113.16 
伊東市 29 15.53 浜松市(2) 70 78.88 

小　計 44 21.03 浜松市計 161 192.04 
沼津市 74 47.56 湖西市 10 8.81 
三島市 19 4.74 小　計 171 200.84 
御殿場市 合　　計 1,293 1,308.55 
裾野市 6 2.43 ※浜松市（１）は浜松土木天竜支局管内、
伊豆市 51 63.63 　 浜松市（２）は浜松土木天竜支局管内以外
伊豆の国市 35 36.05 
函南町 7 3.74 
清水町 1 0.65 
長泉町 3 1.72 
小山町 22 12.12 

小　計 218 172.65 
富士宮市 26 35.44 
富士市 33 17.31 

小　計 59 52.75 
静岡市 327 348.98 

小　計 327 348.98 
島田市 81 85.13 
焼津市 21 25.98 
藤枝市 72 81.60 
川根本町 16 23.44 
牧之原市 25 25.99 
吉田町 2 5.13 

小　計 217 247.27 

熱海土木
浜松土木

富士土木

静岡土木

下田土木 袋井土木

沼津土木

島田土木
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土木 市町名 土木 市町名

下田 下田市 37 ( 2 ) 24.6 ( 2.2 ) 島田 島田市 101 ( 20 ) 106.7 ( 21.6 )

東伊豆町 9 ( 1 ) 7.8 ( 0.4 ) 焼津市 28 ( 7 ) 32.1 ( 6.1 )

河津町 18 ( 5 ) 27.1 ( 6.9 ) 藤枝市 87 ( 15 ) 90.7 ( 9.1 )

南伊豆町 44 ( 4 ) 39.5 ( 5.1 ) 川根本町 16 ( 0 ) 23.4 ( 0.0 )

松崎町 30 ( 0 ) 26.7 ( 0.0 ) 牧之原市 31 ( 6 ) 36.6 ( 10.6 )

西伊豆町 22 ( 1 ) 21.9 ( 0.5 ) 吉田町 3 ( 1 ) 5.2 ( 0.1 )

160 ( 13 ) 147.6 ( 15.1 ) 266 ( 49 ) 294.8 ( 47.6 )

熱海 熱海市 18 ( 3 ) 8.7 ( 3.2 ) 袋井 御前崎市 30 ( 12 ) 55.0 ( 21.3 )

伊東市 31 ( 2 ) 16.2 ( 0.7 ) 磐田市 12 ( 3 ) 15.6 ( 4.4 )

49 ( 5 ) 24.9 ( 3.9 ) 掛川市 38 ( 6 ) 32.0 ( 2.7 )

沼津 沼津市 77 ( 3 ) 48.2 ( 0.7 ) 袋井市 13 ( 2 ) 10.9 ( 0.5 )

三島市 19 ( 0 ) 4.7 ( 0.0 ) 菊川市 38 ( 2 ) 45.7 ( 0.6 )

御殿場市 0 ( 0 ) 0.0 ( 0.0 ) 森町 4 ( 0 ) 2.9 ( 0.0 )

裾野市 6 ( 0 ) 2.4 ( 0.0 ) 135 ( 25 ) 162.1 ( 29.6 )

伊豆の国市 41 ( 6 ) 40.9 ( 4.9 ) 浜松 浜松市 186 ( 25 ) 208.8 ( 16.8 )

伊豆市 54 ( 3 ) 65.4 ( 1.8 ) 湖西市 10 ( 0 ) 8.8 ( 0.0 )

函南町 7 ( 0 ) 3.7 ( 0.0 ) 196 ( 25 ) 217.6 ( 16.8 )

清水町 1 ( 0 ) 0.7 ( 0.0 ) 　   合　　　計 1,435 ( 142 ) 1,442.2 ( 133.6 )

長泉町 3 ( 0 ) 1.7 ( 0.0 )

小山町 22 ( 0 ) 12.1 ( 0.0 )

230 ( 12 ) 180.0 ( 7.3 )

富士 富士宮市 28 ( 2 ) 38.1 ( 2.6 )

富士市 36 ( 3 ) 23.2 ( 5.9 )

64 ( 5 ) 61.3 ( 8.5 )

静岡 静岡市 335 ( 8 ) 353.8 ( 4.8 )

335 ( 8 ) 353.8 ( 4.8 )

注　１）（　）書きは、条例第３条第１項第２号区域の内数を表す。

 　　２）端数処理の関係で、小数第１位の数値がデータの計と必ずしも一致しない。

4-2-4 災害危険区域指定状況一覧表

（県建築安全推進課）R3.4.1時点
地　　域 面　　積 地　　域 面　　積

(ha) (ha)

　小　　　計 　小　　　計

　小　　　計

　小　　　計

　小　　　計

　小　　　計

　小　　　計

　小　　　計

箇所数 箇所数
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（県建築安全推進課）R2.4.1
（単位：k㎡）

市町名 指　定　年　月　日 指定面積 計

S39. 5.14 （建設省告示第1339 号） 11.00

S41. 6. 8 （建設省告示第1793 号） 32.18

S40. 5.29 （建設省告示第1418 号） 16.16

S46.10.29 （建設省告示第1783 号） 100.45

御殿場市 S45. 9. 1 （建設省告示第1330 号） 37.30 37.30

伊豆の国市 S45. 9. 1 （建設省告示第1330 号） 25.31 25.31

浜松市 S47. 4.20 （建設省告示第　817 号） 32.20 32.20

東伊豆町 S50. 3.31 （建設省告示第　624 号） 39.15 39.15

下田市 S59.10.27 （建設省告示第1422 号） 41.49 41.49

河津町 S59.10.27 （建設省告示第1422 号） 21.81 21.81

南伊豆町 S59.10.27 （建設省告示第1422 号） 2.88 2.88

計 ９市町 359.93

4-2-5 宅地造成工事規制区域一覧表

熱海市 43.18

伊東市 116.61
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4-2-9　土砂災害警戒区域・特別警戒区域一覧表
（県砂防課）　R3.4.1

下田市 256 183 346 328 602 511 
東伊豆町 31 19 67 66 6 104 85 
河津町 105 72 130 129 6 241 201 
南伊豆町 304 229 285 266 1 590 495 
松崎町 104 26 144 17 1 249 43 
西伊豆町 92 1 138 14 1 231 15 

小計 892 530 1,110 820 15 2,017 1,350 
熱海市 105 59 195 194 1 301 253 
伊東市 107 72 259 256 2 368 328 

小計 212 131 454 450 3 669 581 
沼津市 124 62 256 250 380 312 
三島市 22 15 95 88 117 103 
御殿場市 30 19 21 20 51 39 
裾野市 52 44 60 57 112 101 
伊豆市 579 355 590 583 11 1,180 938 
伊豆の国市 140 92 312 308 2 454 400 
函南町 37 27 105 105 1 143 132 
清水町 2 17 17 19 17 
長泉町 2 2 36 35 38 37 
小山町 47 11 78 72 125 83 

小計 1,035 627 1,570 1,535 14 2,619 2,162 
富士宮市 109 64 296 285 2 407 349 
富士市 53 32 174 155 2 229 187 

小計 162 96 470 440 4 636 536 
静岡市 1,010 736 1,967 1,917 32 3,009 2,653 

小計 1,010 736 1,967 1,917 32 3,009 2,653 
島田市 234 148 540 527 42 816 675 
焼津市 29 17 60 57 1 90 74 
藤枝市 235 152 500 490 37 772 642 
川根本町 55 34 195 193 10 260 227 
牧之原市 41 24 420 419 5 466 443 
吉田町 12 11 12 11 

小計 594 375 1,727 1,697 95 2,416 2,072 
御前崎市 16 14 351 349 1 368 363 
磐田市 93 62 254 253 347 315 
掛川市 216 176 1,099 1,091 21 1,336 1,267 
袋井市 49 36 274 269 323 305 
菊川市 83 71 610 603 4 697 674 
森町 79 55 431 422 18 528 477 

小計 536 414 3,019 2,987 44 3,599 3,401 
浜松市 571 396 2,309 1,950 138 3,018 2,346 
湖西市 5 3 225 219 230 222 

小計 576 399 2,534 2,169 138 3,248 2,568 
合　　計 5,017 3,308 12,851 12,015 345 18,213 15,323 

土石流 急傾斜地の崩壊 地すべり 計

土木事
務所名

市町名 土砂災害警戒
区域数

土砂災害特
別警戒区域

数

土砂災害警戒
区域数

土砂災害特
別警戒区域

数

土砂災害
警戒区域

数

土砂災害特別
警戒区域数

土砂災害警
戒区域数

土砂災害特別警
戒区域数

熱
海
土
木

富
士
土
木

静
岡

土
木

浜
松
土
木

下
田
土
木

沼
津
土
木

島
田
土
木

袋
井
土
木
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[資料編Ⅱ]

4-4-1　防災ダム設置状況 
　（県農地保全課）　R3.4.1

4-4-2　農業用ため池現況 
　（県農地保全課）　R3.4.1

（注）個々の箇所については、令和３年３月時点の「ため池防災データベース」（農地保全課）による

河川名 地区名 場所 ダムの種類
集水

面積 ha
受益

面積 ha
堤高
 m

堤長
 m

貯水量
  

調節量
  

備考

大代川 大代川 島田市大代
コンクリート
ダム

550 396 43 122 615,000 615,000 
昭和43年
竣工

原野谷川 原野谷川 掛川市舟間 〃 1,787 658 31 90 1,207,000 1,207,000 
昭和45年
竣工

富士川 大倉川
富士宮市半
野

ロックフィル
ムダム

1,530 325 45 152 2,050,000 2,050,000 
昭和55年
竣工

都田川 都田川
浜松市天竜
区引佐町

〃 5,600 672 55 170 10,340,000 5,460,000 
昭和62年
竣工

農林
事務所

市町名
ため池
箇所数

農林
事務所

市町名
ため池
箇所数

農林
事務所

市町名
ため池
箇所数

東伊豆町 1 富士宮市 6 磐田市 7 
松崎町 1 富士市 1 掛川市 222 
小計 2 小計 7 袋井市 52 
沼津市 2 御前崎市 49 
三島市 1 菊川市 95 
伊東市 1 小計 2 森 町 20 
御殿場市 5 島田市 10 小計 445 
裾野市 4 藤枝市 6 浜松市 33 
伊豆市 4 牧之原市 78 湖西市 19 
伊豆の国市 12 小計 94 小計 52 
函南町 4 合　計 640 
小山町 4 
清水町 1 

小計 38 

賀
茂
農
林

富
士
農
林中
部
農
林

静岡市 2 

志
太
榛
原
農
林

西
部
農

林

中
遠
農
林

東
部
農
林
事
務
所
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[資料編Ⅱ]

4-4-3　ため池等整備事業実施地区（ため池）
　（県農地保全課）　R3.4.1

地区名 所在地
受益面積

（ｈａ）
事業内容 事業費(千円）

奥山沢池 掛川市 24.1 堤体工１式 297,000

菅山 牧之原市 17.8 堤体工１式 134,081

日向池耐震 伊豆市 18.6 堤体工１式 142,000

東ヶ谷池 牧之原市 3.7 堤体工１式 225,000

居沼池 掛川市 240.0 堤体工１式 81,000

畦之谷池 掛川市 10.3 堤体工１式 207,000

吉田貯水池 松崎町 2.8 堤体工１式 109,000

ため池群倉真川 掛川市 11.7 堤体工１式 420,000

ため池群新野川 御前崎市 11.1 堤体工１式 150,000

ため池群菊川 菊川市 198.4 堤体工１式 430,000

ため池群勝間田川 牧之原市 22.6 堤体工１式 323,000

ため池群萩間川 牧之原市 54.2 堤体工１式 833,000

ため池群坂口谷川 牧之原市 10.6 堤体工１式 544,000

ため池群菊川水系掛川掛川市 88.8 堤体工１式 760,000

ため池群原野谷川１期 掛川市 13.3 堤体工１式 317,000

ため池群原野谷川２期 掛川市 73.0 堤体工１式 392,000

ため池群宇刈川 袋井市 13.6 堤体工１式 164,000

ため池群新野川２期 御前崎市 17.8 堤体工１式 545,000

ため池群菊川水系菊川菊川市 143.6 堤体工１式 1,077,000

中の平用水池 東伊豆町 3.3 堤体工１式 104,000

ため池群筬川 御前崎市 11.7 堤体工１式 268,000

ため池群馬込川 浜松市 145.7 堤体工１式 465,000

計 22地区 1,136.7 7,987,081 
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[資料編Ⅱ]

4-4-4　農地保全事業実施状況
　（県農地保全課）R3.4.1

※実施地区なし

4-4-5　たん水防除事業実施状況
　（県農地保全課）　R3.4.1

地区名 所在地
受益面積

（ｈａ）
事業量

（ｍ）
事業費
(千円）

事業量
機場工（箇所） 水路工（ｍ）

磐田３期 磐田市 357 調節池2箇所 1,000,000 

計 1地区 357 0 0 1,000,000 

地区名 所在地
受益面積

（ｈａ）
事業費
(千円）

備考
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5-2-1 気象庁震度階級関連解説表 （県危機情報課）

人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況
震度

階級
人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況

０
人は揺れを感じないが、地震計には

記録される。
－ －

１
屋内で静かにしている人の中には、揺

れをわずかに感じる人がいる。
－ －

２

屋内で静かにしている大半の人が、

揺れを感じる。眠っている人の中に

は、目を覚ます人もいる｡

電灯などのつり下げ物が、わずかに揺れ

る。
－

３

屋内にいるほとんどの人が揺れを感じ

る。歩いている人の中には、揺れを感

じる人もいる。眠っている大半の人

が、目を覚ます。

棚にある食器類が音を立てることがある。 電線が少し揺れる。

４

ほとんどの人が驚く。歩いている人の

ほとんどが揺れを感じる。眠っている

人のほとんどが、目を覚ます。

電灯などのつり下げ物は大きく揺れ､棚に

ある食器類は音を立てる。座りの悪い置

物が、倒れることがある。

電線が大きく揺れる。自動車を運転

していて、揺れに気付く人がいる。

５

弱

大半の人が、恐怖を覚え、物につかま

りたいと感じる。

電灯などのつり下げ物は激しく揺れ､棚に

ある食器類、書棚の本が落ちることがあ

る。座りの悪い置物の大半が倒れる。固

定していない家具が移動することがあり、

不安定なものは倒れることがある。

まれに窓ガラスが割れて落ちること

がある。電柱が揺れるのがわかる。

道路に被害が生じることがある｡

５

強

大半の人が、物につかまらないと歩く

ことが難しいなど、行動に支障を感じ

る。

棚にある食器類や書棚の本で、落ちるも

のが多くなる。テレビが台から落ちること

がある。固定していない家具が倒れること

がある。

窓ガラスが割れて落ちることがあ

る。補強されていないブロック塀が

崩れることがある。据付けが不十分

な自動販売機が倒れることがある。

自動車の運転が困難となり、停止す

る車もある。

６

弱
立っていることが困難になる。

固定していない家具の大半が移動し、倒

れるものもある｡ドアが開かなくなることが

ある｡

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下

することがある。

６

強 立っていることができず、はわないと

動くことができない。

揺れにほんろうされ、動くこともでき

ず、飛ばされることもある。

固定していない家具のほとんどが移動し、

倒れるものが多くなる。

壁のタイルや窓ガラスが破損、落下

する建物が多くなる。補強されてい

ないブロック塀のほとんどが崩れ

る。

７
固定していない家具のほとんどが移動し

たり倒れたりし、飛ぶこともある｡

壁のタイルや窓ガラスが破損､落下

する建物がさらに多くなる。補強され

ているブロック塀も破損するものが

ある。
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木造建物（住宅）の状況、鉄筋コンクリート造建物の状況、地盤斜面等の状況

気象庁資料

震度

階級
木造建物（住宅） 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造建物 地盤・斜面等の状況

耐震性が高い 耐震性が低い 耐震性が高い 耐震性が低い 地盤の状況 斜面等の状況

５

弱

壁などに軽微なひ

び割れ・亀裂が見

ら れ る こ と が あ

る。

亀裂や液状化が生

じることがある。

落石 やがけ崩

れが発生するこ

とがある。

５

強

壁 など に ひび 割

れ・亀裂がみられ

ることがある。

壁、梁（はり）、柱な

どの部材に、ひび割

れ・亀裂が入ること

がある。

６

弱

壁などに軽微なひ

び割れ・亀裂が見

られることがある。

壁などのひび割

れ・亀裂が多くな

る。

壁などに大きなひ

び割れ・亀裂が入

ることがある。

瓦が落下したり、

建物が傾いたりす

ることがある。倒

れるものもある

壁、梁（はり）、柱など

の部材に、ひび割れ・

亀裂が入ることがあ

る。

壁、梁（はり）、柱な

どの部材に、ひび割

れ ・ 亀 裂 が 多 く な

る。

地割れが生じること

がある。

がけ 崩れや地

すべりが発生す

ることがある。

６

強

壁 な ど に ひ び 割

れ・亀裂がみられ

ることがある。

壁などに大きなひ

び割れ・亀裂が入

る も の が 多 く な

る。傾くものや、倒

れるものが多くな

る

壁、梁（はり）、柱など

の部材に、ひび割れ・

亀裂が多くなる。

壁、梁（はり）、柱な

どの部材に、斜めや

Ｘ状のひび割れ・亀

裂がみられることが

ある。

１階あるいは中間階

の柱が崩れ、倒れ

るものがある。

大きな地割れが生

じることがある。

がけ 崩れが多

発し、大規模な

地すべりや山体

の崩壊が発生

す る こ と が あ

る。

７

壁 な ど の ひ び 割

れ・亀裂が多くな

る。まれに傾くこと

がある。

傾くものや、倒れ

るものがさらに多

くなる。

壁、梁（はり）、柱など

の部材に、ひび割れ・

亀 裂 が さ ら に 多く な

る。

１階あるいは中間階

が変形し、まれに傾く

ものがある。

壁、梁（はり）、柱な

どの部材に、斜めや

Ｘ状のひび割れ・亀

裂が多くなる。

１階あるいは中間階

の柱が崩れ、倒れ

るものが多くなる
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ライフライン・インフラ等への影響

気象庁資料

大規模構造物への影響

気象庁資料

長周期地震動による超高層ビル

の揺れ

超高層ビルは固有周期が長いため、固有周期が短い一般の鉄筋コンクリート造建物に比

べて地震時に作用する力が相対的に小さくなる性質を持っている。しかし、長周期時振動

に対しては、ゆっくりとした揺れが長く続き、揺れが大きい場合には、固定の弱いＯＡ機器

などが大きく移動し、人も固定しているものにつかまらないと、同じ場所にいられない状況

となる可能性がある。

石油タンクのスロッシング 長周期地震動により石油タンクのスロッシング（タンク内溶液の液面が大きく揺れる現象）

が発生し、石油がタンクから溢れ出たり、火災などが発生したりすることがある。

大規模空間を有する施設の天井

等の破損、脱落

体育館、屋内プールなど大規模空間を有する施設では、建物の柱、壁など構造自体に大

きな被害を生じない程度の地震動でも、天井等が大きく揺れたりして、破損、脱落すること

がある。

ガス供給の停止 安全装置のあるガスメーター（マイコンメーター）では震度５弱程度以上の揺れで遮断装

置が作動し、ガスの供給を停止する。

さらに揺れが強い場合には、安全のため地域ブロック単位でガス供給が止まることがあ

る。

断水・停電の発生 震度５弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生することがある。

鉄道の停止、高速道路の規制等 震度４程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路などで、安全確認のため、運

転見合わせ、速度規制、通行規制が、各事業者の判断によって行われる。（安全確認の

ための基準は、事業者や地域によって異なる。）

電話等通信の障害 地震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、電話・インターネット等

による安否確認、見舞い、問合せが増加し、電話等がつながりにくい状況（ふくそう）が起

こることがある。

そのための対策として、震度６弱程度以上の揺れがあった地震などの災害の発生時に、

通信事業者により災害伝言ダイヤルや災害用伝言板などの提供が行われる。

エレベーターの停止 地震管制装置付きのエレベーターは、震度５弱程度以上の揺れがあった場合、安全のた

め自動停止する。運転再開には、安全確認などのため、時間がかかることがある。
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5-2-2 東海地震に関連する情報と発表基準 （県危機情報課）

注１） 異常なデータが観測された場合には「東海地震に関連する情報」を、各情報が意味する危険度に応

じた「カラーレベル」を付し、お知らせする。

注２） 各情報発表後、ひずみ計で新たな変化を観測したときや、想定震源域あるいはその周辺で顕著な地

震が発生したときなどに、新たに得られた評価を発表する場合や、直前の情報発表から一定時間が

経過した場合に、同じレベルの情報名称で第２報、第３報、…と続報を発表することがある。

注３） 各情報発表後、東海地震発生のおそれがなくなったと判断された場合は、その旨が各情報で発表さ

れる。このとき、示されるカラーレベルは「青」に戻される。

注４） 前兆すべりが急激に進んだ場合や前兆すべりが小さい場合等には、直前予知ができない場合もある。

情報区分 発表基準

東海地震予知情報

[カラーレベル 赤]

東海地震が発生するおそれがあると認められ、「警戒宣言」が発せられた場合に

発表

○３カ所以上のひずみ計で有意な変化を観測し、地震防災対策強化地域判定会（以下、

「判定会」）において、その変化が前兆すべり（プレスリップ）によるものであると判定され

た場合

○急激な変化が観測され「判定会」の開催が間に合わない場合。５カ所以上のひずみ計

で有意な変化を観測（或いはそれに相当する現象を観測）し、かつその変化を基に推定

した前兆すべり（プレスリップ）の発生場所が、東海地震の想定震源域内に求まった場

合

東海地震注意情報

[カラーレベル 黄]

観測された現象が東海地震の前兆現象である可能性が高まったと認められた場

合に発表

○２カ所以上のひずみ計で有意な変化を観測し、同時に他の観測点でもそれに関係する

と思われる変化を観測した場合であって、判定会において、その変化が前兆すべり（プ

レスリップ）である可能性が高まったと判定された場合

○急激な変化が観測され「判定会」の開催が間に合わない場合。３カ所以上のひずみ計

で有意な変化を観測し、東海地震の発生のおそれについて検討が必要と判断した場合

東海地震に関連する調査情

報

[カラーレベル 青]

臨

時

観測データに通常とは異なる変化が観測され、その変化の原因についての調査の状況を

発表

○１カ所以上のひずみ計で有意な変化を観測し、同時に他の複数の観測点でもそれに関

係すると思われる変化を観測している場合

○その他ひずみ計で東海地震との関連性の検討が必要と認められる変化

○マグニチュード 6.0 以上の（或いは震度５弱以上を観測した）地震が発生した場合で、ひ

ずみ計で当該地震に対応するステップ状の変化以外の特異な変化を観測した場合

○ マグニチュード 5.0 以上の低角逆断層型の地震（ プレート境界の地震） が発生した場

合、マグニチュード 4.0 以上の（或いは震度４以上を観測した）地震が短時間で複数発生

した場合またはプレート境界のすべりによると考えられる顕著な地震活動を観測した場

合などにおいて、東海地震との関連性の検討が必要と認められる場合

定

例

毎月の定例の「判定会」で調査した評価結果を発表

○定期的に開催される判定会において、観測成果と強化地域に係る大規模な地震の前兆

現象と直ちに結びつかないと評価された調査結果を発表する場合
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5-2-4 地震に関する情報 （静岡地方気象台）

（１） 緊急地震速報

ア． 緊急地震速報の発表等

気象庁は、震度５弱以上の揺れが予想された場合に、震度４以上が予想される地域に対し、緊急

地震速報（警報）を発表する日本放送協会（ＮＨＫ）は、テレビ、ラジオを通じて住民に提供する。

なお、震度６弱以上の揺れを予想した緊急地震速報（警報）は、地震動特別警報に位置づけられる。

静岡地方気象台は、緊急地震速報の利用の心得などの周知・広報に努める。

注）緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を解析するこ

とにより、地震による強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることを知らせる警報であ

る。ただし、震源付近では強い揺れの到達に間に合わない。

イ． 緊急地震速報を見聞きした場合に取るべき行動

緊急地震速報が発表されてから強い揺れが来るまではわずかな時間しかないため、緊急地震速報

を見聞きした時は、まずは自分の身の安全を守る行動をとる必要がある。

（２） 地震情報の種類とその内容

地震情報の

種類
発表基準 内容

震度速報

・震度３以上 地震発生約１分半後に、震度３以上を観測した地

域名（全国を約 190 地域に区分）と地震の揺れの

発現時刻を速報。

震源に

関する情報

・震度３以上（大津波警報、津波警報

または津波注意報を発表した場合は

発表しない）

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュ

ード）を発表。

「津波の心配がない」または「若干の海面活動が

あるかもしれないが被害の心配はない」旨を付

加。

震源・震度に

関する情報

以下のいずれかを満たした場合

・震度３以上

・大津波警報、津波警報または津波注

意報発表時

・若干の海面変動が予想される場合

・緊急地震速報（警報）を発表した場

合

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュ

ード）、震度３以上の地域名と市町村名を発表。

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手し

ていない地点がある場合は、その市町村名を発

表。

各地の震度

に関する

情報

・震度１以上 震度１以上を観測した地点のほか、地震の発生場

所（震源）やその規模（マグニチュード）を発表。

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入手し

ていない地点がある場合は、その地点名を発表。
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（３）地震活動に関する解説情報等

地震情報以外に、地震活動の状況等をお知らせするために気象庁本庁及び静岡地方気象台が静岡県及

び報道機関等に提供し、ホームページなどでも発表している資料。

・地震解説資料

担当区域内の沿岸に対し大津波警報・津波警報・津波注意報が発表された時や担当区域内で震度

４以上の揺れを観測した時などに防災等に係る活動の利用に資するよう緊急地震速報、津波警報・

注意報ならびに地震および津波に関する情報や関連資料を編集した資料。

・月間地震概況及び週間地震概況

地震及び津波に関わる災害予想図の作成その他防災に係る関係者の活動を支援するために静岡地

方気象台で月毎または週毎の資料を作成する地震活動状況等に関する資料。

その他の

情報

・顕著な地震の震源要素を更新した場

合や地震が多発した場合など

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が

多発した場合の震度１以上を観測した地震回数

情報等を発表。

推計震度分

布図

・震度５弱以上 観測した各地の震度データをもとに、１km 四方

ごとに推計した震度（震度４以上）を図情報とし

て発表。

遠地地震に

関する情報

国外で発生した地震について以下の

いずれかを満たした場合等

・マグニチュード 7.0 以上

・都市部など著しい被害が発生する可

能性がある地域で規模の大きな地震

を観測した場合

地震の発生時刻、発生場所（震源）やその規模（マ

グニチュード）を概ね 30 分以内に発表。

日本や国外への津波の影響に関しても記述して

発表。
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５
－
３
－
１

気
象
等
の
予
報
及
び
警
報
の
種
類
と
発
表
基
準

（
静

岡
地

方
気

象
台

）

１
気
象
等
の
予
報
及
び
警
報
等
の
種
類

（
１

）
特
別

警
報

・
警

報
・

注
意
報

大
雨
や
強
風
な
ど
の
気
象
現
象
に
よ
っ
て
、
災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
に
は
「
注
意
報
」
が
、
重
大

な
災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
に
は
「
警
報
」
が
、
重
大
な
災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
が
著
し
く
大
き
い
場
合

に
は
「
特
別
警
報
」
が
、
県
内
の
市
町
ご
と

※
に
静
岡
地
方
気
象
台
が
発
表
す
る
。
ま
た
、
大
雨
や
洪
水
な
ど
の
警

報
が
発
表
さ
れ
た
場
合
の
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
に
よ
る
放
送
な
ど
で
は
、
重
要
な
内
容
を
簡
潔
か
つ
効
果
的
に
伝
え
ら

れ
る
よ
う
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
市
町
を
ま
と
め
た
地
域
の
名
称
を
用
い
る
場
合
が
あ
る
。

※
静
岡
市
及
び
浜
松
市
で
は
、
さ
ら
に
南
部
と
北
部
に
地
域
細
分
を
行
っ
て
発
表
を
行
う
。

特
別
警
報
・
警
報
・
注
意
報
の
概
要

特
別
警
報
・
警
報
・
注
意
報
の
種
類
と
概
要

種
類

概
要

特
別
警
報

大
雨

、
大

雪
、
暴
風
、

暴
風
雪
、
波
浪
、
高
潮
が
特
に
異
常
で
あ
る
た
め
重
大
な
災
害
の

起
こ
る
お
そ
れ
が
著
し
く
大
き
い
場
合
、
そ
の
旨
を
警
告
し
て
行
う
予
報

警
報

大
雨
、
洪
水
、
大
雪
、
暴
風
、
暴
風
雪
、
波

浪
、

高
潮
に
よ
っ
て
重
大
な
災
害
の
起
こ
る

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
そ
の
旨
を
警
告
し
て
行
う
予
報

注
意
報

大
雨
、
洪
水
、
大
雪
、
強
風
、
風
雪
、
波
浪

、
高

潮
等
に
よ
っ
て
災
害
が
起
こ
る
お
そ
れ

が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
旨
を
注
意
し
て
行
う
予
報

警
報
の
種
類

概
要

特 別 警 報

大
雨

特
別

警
報

大
雨

が
特

に
異
常

で
あ

る
た

め
重

大
な
災

害
が

発
生

す
る

お
そ
れ

が
著

し
く

大
き

い
と
き

に
発
表
さ
れ
る
。
大
雨
特
別
警

報
に
は
、
大
雨
特
別
警
報
（
土
砂
災
害
）
、
大
雨
特

別
警
報

（
浸
水
害
）
、
大
雨
特
別
警
報
（
土
砂
災
害
、
浸
水
害
）
の
よ
う
に
、
特
に
警
戒
す

べ
き
事

項
が
明
記
さ
れ
る
。
災
害
が
す
で
に
発
生
し
て
い
る
状
況
で
あ
り
、
命
を
守
る
た
め
の
最
善

の
行
動
を
と
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
す
警
戒
レ
ベ
ル
５
に
相
当
。

大
雪

特
別

警
報

大
雪

が
特

に
異
常

で
あ

る
た

め
重

大
な
災

害
が

発
生

す
る

お
そ
れ

が
著

し
く

大
き

い
と
き

に
発
表
さ
れ
る
。

暴
風

特
別
警
報

暴
風

が
特

に
異
常

で
あ

る
た

め
重

大
な
災

害
が

発
生

す
る

お
そ
れ

が
著

し
く

大
き

い
と
き

に
発
表
さ
れ
る
。

暴
風
雪

特
別
警
報

雪
を

伴
う

暴
風
が

特
に

異
常

で
あ

る
た
め

重
大

な
災

害
が

発
生
す

る
お

そ
れ

が
著

し
く
大

き
い
と
き
に
発
表
さ
れ
る
。
「
暴
風
に
よ
る
重
大
な
災
害
」
に
加
え
て
「
雪
を
伴
う

こ
と
に

よ
る
視
程
障
害
な
ど
に
よ
る
重
大
な
災
害
」
の
お
そ
れ
に
つ
い
て
も
警
戒
を
呼
び
か
け
る
。

波
浪

特
別

警
報

高
い

波
が

特
に
異

常
で

あ
る

た
め

重
大
な

災
害

が
発

生
す

る
お
そ

れ
が

著
し

く
大

き
い
と

き
に
発
表
さ
れ
る
。

高
潮

特
別

警
報

台
風

や
低

気
圧
等

に
よ

る
海

面
の

上
昇
が

特
に

異
常

で
あ

る
た
め

重
大

な
災

害
が

発
生
す

る
お
そ
れ
が
著
し
く
大
き
い
と
き
に
発
表
さ
れ
る
。
避
難
が
必
要
と
さ
れ
る
警
戒
レ
ベ
ル
４

に
相
当
。
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警 報 警 報

大
雨
警
報

大
雨

に
よ

る
重

大
な

災
害

が
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

予
想

さ
れ

た
と

き
に

発
表

さ
れ

る
。

大
雨
警

報
に
は
括

弧
を
付
し

て
、
大
雨

警
報
（
土

砂
災
害
）
、
大

雨
警
報
（

浸
水
害
）
、

大
雨

警
報
（

土
砂

災
害
、
浸
水
害
）
と

し
て
、
特
に
警
戒

す
べ
き
事

項
が
明
記

さ
れ
る
。
大

雨
警

報
（
土

砂
災
害
）

は
、

高
齢

者
等
の
避

難
が
必
要

と
さ
れ

る
警
戒
レ

ベ
ル
３
に

相
当
。

洪
水
警
報

大
雨
、
長

雨
、
融
雪
な
ど

に
よ
り
河

川
が
増
水

し
、
重
大
な
災

害
が
発
生

す
る
お

そ
れ
が
あ

る
と

予
想
さ

れ
た
と
き

に
発
表
さ

れ
る
。
対
象
と
な

る
重
大
な

災
害
と

し
て
、
河

川
の
増
水

や
氾

濫
、
堤

防
の
損

傷
や
決
壊

に
よ
る
重

大
な
災
害

が
あ
げ
ら

れ
る
。
高

齢
者
等

の
避
難
が

必
要

と
さ
れ

る
警
戒
レ

ベ
ル
３
に

相
当
。

大
雪
警
報

大
雪

に
よ

り
重

大
な

災
害

が
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

予
想

さ
れ

た
と

き
に

発
表

さ
れ

る
。

暴
風
警
報

暴
風

に
よ

り
重

大
な

災
害

が
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

予
想

さ
れ

た
と

き
に

発
表

さ
れ

る
。

暴
風

雪
警

報

雪
を

伴
う

暴
風

に
よ

り
重

大
な

災
害

が
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

予
想

さ
れ

た
と

き
に

発
表

さ
れ

る
。
「

暴
風

に
よ

る
重

大
な

災
害
」

に
加

え
て

「
雪

を
伴

う
こ

と
に

よ
る

視
程

障

害
な

ど
に
よ

る
重
大
な

災
害
」
の

お
そ
れ
に

つ
い
て
も

警
戒
を

呼
び
か
け

る
。

波
浪
警
報

高
い

波
に

よ
り

重
大

な
災

害
が

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

と
予

想
さ

れ
た

と
き

に
発

表
さ

れ
る

。

高
潮
警
報

台
風

や
低
気

圧
等
に
よ

る
海
面
の

異
常
な
上

昇
に
よ
り

重
大
な

災
害
が
発

生
す
る
お

そ
れ

が
あ

る
と
予

想
さ
れ
た

と
き
に
発

表
さ
れ
る
。
避
難

が
必
要
と

さ
れ
る
警

戒
レ
ベ

ル
４
に
相

当
。

注 意 報

大
雨
注
意
報

大
雨

に
よ

る
災

害
が

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

と
予

想
さ

れ
た

と
き

に
発

表
さ

れ
る

。

避
難

に
備

え
ハ

ザ
ー

ド
マ

ッ
プ

等
に

よ
り

災
害

リ
ス

ク
等

を
再

確
認

す
る

な
ど

、
自

ら

の
避
難
行

動
の
確
認

が
必
要

と
さ
れ
る

警
戒
レ
ベ

ル
２
で
あ

る
。

洪
水
注
意
報

大
雨

、
長

雨
、

融
雪

な
ど

に
よ

り
河

川
が

増
水

し
、

災
害

が
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る

と
予

想
さ

れ
た

と
き

に
発

表
さ

れ
る

。
避

難
に

備
え

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
等

に
よ

り
災

害

リ
ス

ク
等

を
再

確
認

す
る

な
ど

、
自

ら
の

避
難

行
動

の
確

認
が

必
要

と
さ

れ
る

警
戒

レ

ベ
ル
２
で

あ
る
。

大
雪
注
意
報

大
雪
に
よ

り
災
害
が

発
生
す

る
お
そ
れ

が
あ
る
と

予
想
さ
れ

た
と
き

に
発
表
さ

れ
る
。

強
風
注
意
報

強
風
に
よ

り
災
害
が

発
生
す

る
お
そ
れ

が
あ
る
と

予
想
さ
れ

た
と
き

に
発
表
さ

れ
る
。

風
雪
注
意
報

雪
を

伴
う

強
風

に
よ

り
災

害
が

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

と
予

想
さ

れ
た

と
き

に
発

表

さ
れ
る
。

波
浪
注
意
報

高
い

波
に

よ
り

災
害

が
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

予
想

さ
れ

た
と

き
に

発
表

さ
れ

る
。

高
潮
注
意
報

台
風

や
低

気
圧

等
に

よ
る

海
面

の
異

常
な

上
昇

に
よ

り
災

害
が

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ

る
と

予
想

さ
れ

た
と

き
に

発
表

さ
れ

る
。

高
潮

警
報

に
切

り
替

え
る

可
能

性
に

言
及

さ

れ
て

い
な

い
場

合
は

、
避

難
に

備
え

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
等

に
よ

り
災

害
リ

ス
ク

等
を

再

確
認
す
る

な
ど
、
自

ら
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（
２

）
水
防

活
動

用
の

気
象

等
の
警
報
及
び

注
意
報

水
防

活
動

の
利

用
に

適
合
す
る

警
報
及
び

注
意
報
は

、
指
定
河

川
洪
水
注
意

報
及
び
警

報
を
除
き

、
一
般
の

利
用

に
適

合
す

る
注

意
報
及
び

警
報
を
も
っ

て
代
え
る
。

注 意 報

の
避
難
行
動
の
確
認
が
必
要
と
さ
れ
る
警
戒
レ
ベ
ル
２
で
あ
る
。
高
潮
警
報
に
切
り
替

え
る
可
能
性
が
高
い
旨
に
言
及
さ
れ
て
い
る
場
合
は
高
齢
者
等
の
避
難
が
必
要
と
さ
れ

る
警
戒
レ
ベ
ル
３
に
相
当
。

濃
霧
注
意
報

濃
い

霧
に

よ
り

災
害

が
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

予
想

さ
れ

た
と

き
に

発
表

さ
れ

る
。

雷
注
意
報

落
雷
に
よ
り
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
予
想
さ
れ
た
と
き
に
発
表
さ
れ
る
。

ま
た
、
発
達
し
た
雷
雲
の
下
で
発
生
す
る
こ
と
の
多
い
突
風
や
「
ひ
ょ
う
」
に
よ
る
災

害
に
つ
い
て
の
注
意
喚
起
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
急
な
強
い
雨
へ
の
注
意
に
つ

い
て
も
雷
注
意
報
で
呼
び
か
け
ら
れ
る
。

乾
燥
注
意
報

空
気
の
乾
燥
に
よ
り
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
予
想
さ
れ
た
と
き
に
発
表
さ

れ
る
。
具
体
的
に
は
、
火
災
の
危
険
が
大
き
い
気
象
条
件
を
予
想
し
た
場
合
に
発
表
さ

れ
る
。

な
だ
れ
注
意
報

「
な
だ
れ
」
に
よ
り
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
予
想
さ
れ
た
と
き
に
発
表
さ

れ
る
。

着
氷

・
着

雪
注

意
報

著
し
い
着
氷
（
雪
）
に
よ
り
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
予
想
さ
れ
た
と
き
に

発
表
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
通
信
線
や
送
電
線
、
船
体
な
ど
へ
の
被
害
が
起
こ
る
お

そ
れ
の
あ
る
と
き
に
発
表
さ
れ
る
。

融
雪
注
意
報

融
雪
に
よ
り
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
予
想
さ
れ
た
と
き
に
発
表
さ
れ
る
。

具
体
的
に
は
、
洪
水
、
浸
水
、
土
砂
災
害
な
ど
の
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

き
に
発
表
さ
れ
る
。

霜
注
意
報

霜
に
よ
り
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
予
想
さ
れ
た
と
き
に
発
表
さ
れ
る
。
具

体
的
に
は
、
早
霜
や
晩
霜
に
よ
り
農
作
物
へ
の
被
害
が
起
こ
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
に

発
表
さ
れ
る
。

低
温
注
意
報

低
温
に
よ
り
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
予
想
さ
れ
た
と
き
に
発
表
さ
れ
る
。

具
体
的
に
は
、
低
温
の
た
め
に
農
作
物
な
ど
に
著
し
い
被
害
が
発
生
し
た
り
、
冬
季
の

水
道
管
凍
結
や
破
裂
に
よ
る
著
し
い
被
害
の
起
こ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
に
発
表
さ
れ

る
。

水
防

活
動

の
利

用
に

適
合

す
る

警
報

一
般
の
利
用

に

適
合
す
る
警

報

水
防
活
動
の
利

用
に

適
合
す
る
注
意

報

一
般
の

利
用
に

適
合
す
る

注
意
報

水
防

活
動

用

気
象

警
報

大
雨
警
報
又

は

大
雨
特
別
警

報

水
防
活
動
用

気
象
注
意
報

大
雨
注

意
報

[資
料

編
Ⅱ

]

（
３
）

全
般
気

象
情
報
、
東

海
地
方
気
象
情

報
、
静
岡
県

気
象
情
報

気
象
の
予
報
等
に

つ
い

て
、
特
別

警
報
・

警
報

・
注
意
報

に
先
立

っ
て
注

意
を
喚

起
す
る

場
合
や
、

特
別

警
報
・

警
報
・
注

意
報
が
発

表
さ
れ
た

後
の
経
過

や
予
想
、

防
災
上

の
注
意
を

解
説
す
る

場
合
等
に
、

そ
れ

ぞ
れ
気
象

庁
、

名
古
屋
地

方
気
象
台

及
び
静
岡

地
方
気
象

台
が
発
表

す
る
。

（
４
）

土
砂
災

害
警
戒
情
報

静
岡
県
と
静
岡
地

方
気
象
台

が
共
同
で

発
表
す
る

情
報
で
、
大

雨
警
報
（
土

砂
災
害
）
発
表

後
に
、
命
に

危
険
を

及
ぼ
す
土

砂
災
害
が

い
つ
発
生

し
て
も
お

か
し
く
な

い
状
況

と
な
っ
た

と
き
に
、
市
町
長

が
避
難
勧

告
等
を

発
令
す

る
際
の
判

断
や
住
民

の
自
主
避

難
の
参
考

と
な
る
よ

う
市
町

ご
と
に
発

表
す
る
。
市
町
村

内
で
危
険

度
が
高

ま
っ
て

い
る
詳
細

な
領
域
は

気
象
庁
ホ

ー
ム
ペ
ー

ジ
の
大
雨

警
報
（

土
砂
災

害
）
の
危
険

度
分
布
（

土
砂
災

害
警
戒

判
定
メ

ッ
シ
ュ
情

報
）

で
確

認
す

る
こ
と

が
で
き

る
。

避
難

が
必

要
と
さ

れ
る

警
戒

レ
ベ

ル
４
に

相
当
。
（
資

料
編

「
５

－

３
－
３
土

砂
[資

料
の
巻
Ⅱ

]災
害
警

戒
情
報

の
発
表
」

を
参
照
）
。

（
５
）

記
録
的

短
時
間
大
雨

情
報

県
内
で
、

大
雨

警
報

発
表

中
に

数
年

に
一

度
程
度

し
か

発
生

し
な

い
よ

う
な
猛

烈
な

短
時
間

の
大

雨
を

観
測

(地
上
の
雨
量

計
に
よ
る

観
測

)又
は
解
析

(気
象

レ
ー
ダ
ー

と
地
上
の

雨
量
計
を

組
み
合

わ
せ
た
分

析
)し

た
と
き
に
、
府

県
気
象
情

報
の
一
種

と
し
て
気

象
庁
が
発

表
す
る
。
こ
の
情
報

が
発
表
さ

れ
た
と
き

は
、
土
砂

災
害
や
低

地
の
浸
水
、

中
小
河
川

の
増
水
・
氾
濫
と

い
っ
た
災

害
発
生
に

つ
な
が

る
よ
う
な

猛
烈
な
雨

が
降
っ
て

い
る
状
況

で
あ
り
、
実
際

に
災
害
発

生
の
危
険

度
が
高
ま

っ
て
い
る

場
所
に
つ

い
て
、
気
象
庁

ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
の
警

報
の
「
危

険
度
分
布
」
で

確
認
す
る

必
要
が
あ

る
。

（
６
）

竜
巻
注

意
情
報

積
乱
雲
の
下
で
発

生
す
る
竜

巻
、
ダ

ウ
ン
バ
ー

ス
ト
等
に

よ
る
激

し
い
突
風

に
対
し
て

注
意
を
呼

び
か
け

る
情
報

で
、
雷
注
意
報
が

発
表
さ
れ

て
い
る
状

況
下
に
お

い
て
竜
巻

等
の
激

し
い
突
風

の
発
生
す

る
可
能
性

が
高
ま

っ
た
時

に
、
気
象
庁
が
一
次

細
分
区

域
毎
に
発

表
す
る
。
な
お
、
実

際
に
危

険
度
が
高

ま
っ
て
い

る
場
所
に

つ
い
て

は
気
象

庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の

竜
巻
発
生

確
度
ナ
ウ

キ
ャ
ス
ト

で
確
認

す
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
、
竜
巻
の

目
撃
情

報
が
得

ら
れ
た
場

合
に
は
、
目
撃
情

報
が
あ
っ

た
地
域
を

示
し
、
そ

の
周
辺

で
更
な
る

竜
巻
等
の

激
し
い
突

風
が
発

生
す
る

お
そ
れ
が

非
常
に
高

ま
っ
て
い

る
旨
を
付

加
し
た
情

報
が
発

表
さ
れ
る
。
こ
の
情

報
の
有

効
期
間
は
、
発
表
か

ら
1

時
間
で
あ

る
。

（
７
）

洪
水
予

報

河
川
の
増
水
や
氾

濫
な
ど
に

対
す
る
水

防
活
動
の

た
め
、
あ
ら
か

じ
め
指
定

し
た
河
川

に
つ
い
て
、
区
間

を
決
め

水
防

活
動
用

津
波
警
報

津
波
警
報
又
は

津
波

特
別
警
報
（
大
津

波
警

報
）

水
防
活
動
用

津
波
注
意
報

津
波
注

意
報

水
防

活
動
用

高
潮
警
報

高
潮
警
報
又
は

高
潮

特
別
警
報

水
防
活
動
用

高
潮
注
意
報

高
潮
注

意
報

水
防

活
動
用

洪
水
警
報

洪
水
警
報

水
防
活
動
用

洪
水
注
意
報

洪
水
注

意
報
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て
水
位
又
は
流
量
を
示
し
て
発
表
す
る
警
報
及
び
注
意
報
で
あ
る
。

水
防
法
第

10
条
及
び
気
象
業
務
法
第

14
条
の
２
第
２
項
に
よ
り
、
天
竜
川
下
流
及
び
菊
川
、
安
倍
川
、
狩
野

川
、
大
井
川
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
の
各
担
当
事
務
所
と
静
岡
地
方
気
象
台
が
共

同
で
河
川
名
を
付
し
、
氾
濫
注
意
情
報
・
氾
濫
警
戒
情
報
・
氾
濫
危
険
情
報
・
氾
濫
発
生
情
報
を
発
表
す
る
。
ま
た
、

富
士
川
洪
水
予
報
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
関
東
整
備
局
甲
府
河
川
国
道
事
務
所
と
甲
府
地
方
気
象
台
及
び
静
岡

地
方
気
象
台
が
共
同
で
河
川
名
を
付
し
、
氾
濫
注
意
情
報
・
氾
濫
警
戒
情
報
・
氾
濫
危
険
情
報
・
氾
濫
発
生
情
報
を

発
表
す
る
。

水
防
法
第

11
条
及
び
気
象
業
務
法
第

14
条
の

2
第
３
項
に
よ
り
、
太
田
川
水
系
太
田
川
原
野
谷
川
に
つ
い
て

は
、
静
岡
県
袋
井
土
木
事
務
所
と
、
瀬
戸
川
水
系
朝
比
奈
川
に
つ
い
て
は
、
静
岡
県
島
田
土
木
事
務
所
と
、
都
田
側

水
系
都
田
川
に
つ
い
て
は
、
静
岡
県
浜
松
土
木
事
務
所
と
静
岡
地
方
気
象
台
が
共
同
で
河
川
名
を
付
し
、
氾
濫
注
意

情
報
・
氾
濫
警
戒
情
報
・
氾
濫
危
険
情
報
・
氾
濫
発
生
情
報
を
発
表
す
る
（
資
料
編
６
－
３

洪
水
予
報
参
照
）

（
８

）
火
災

気
象

通
報

消
防
法
第

22
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
気
象
の
状
況
が
火
災
の
予
防
上
危
険
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
静
岡
地

方
気
象
台
長
が
知
事
に
対
し
て
通
報
す
る
。
こ
の
通
報
を
受
け
た
知
事
は
、
直
ち
に
市
町
に
通
報
す
る
（
大
火
災
対

策
の
巻

参
照
）

（
９

）
災
害

時
気

象
支

援
資

料

静
岡
地
方
気
象
台
は
、
災
害
時
の
応
急
活
動
を
支
援
す
る
た
め
、
被
災
地
を
対
象
と
し
た
詳
細
な
気
象
情
報
等
の

提
供
に
努
め
る
。

（
1
0）

早
期
注
意
情
報
（
警
報
級
の
可
能
性
）

５
日
先
ま
で
の
警
報
級
の
現
象
の
可
能
性
が
［
高
］
、
［
中
］
の
２
段
階
で
発
表
さ
れ
る
。
当
日
か
ら
翌
日
に
か

け
て
は
時
間
帯
を
区
切
っ
て
、
天
気
予
報
の
対
象
地
域
と
同
じ
発
表
単
位
で
、
２
日
先
か
ら
５
日
先
に
か
け
て
は
日

単
位
で
、
週
間
天
気
予
報
の
対
象
地
域
と
同
じ
発
表
単
位
で
発
表
さ
れ
る
。
大
雨
に
関
し
て
、
明
日
ま
で
の
期
間
に

[
高
]
又
は
[
中
]
が
予
想
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
災
害
へ
の
心
構
え
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
す
警
戒
レ
ベ
ル

１
で
あ
る
。

-83-



1
2

3

4

5
6

7

1
2

3

4
5 1km 1km 

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_shisu.html
6 =10.5 10.5 
7

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_kouzui.html
8

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index_kouzui.html
9

10 TP MSL

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/dojoshisu.html

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/ryuikishisu.html

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/hyomenshisu.html

1km
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[資料編Ⅱ]

5-3-2 気象等の予報 (注意報) 及び警報伝達系統図

　

静
　
　
岡
　
　
地
　
　
方
　
　
気
　
　
象
　
　
台

（無線通報）

港湾・船舶

水防団体

（放送）

　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
民

　　　　　　　　法令（気象業務法等）による通知、周知の系統
　　　　　　　　地域防災計画、行政協定による伝達系統

　　　　　　　　法令により、気象官署から警報事項を通知する

　　　　　　　　機関

◎防災情報提供システム
○専用電話・FAX
△加入電話・ＦＡＸ
▽オンライン（アデス経由）
□県防災行政無線
◇市町村防災行政無線

◎
□

□ ◇

◎

▽ △

  県 警 察 本 部

▽

出先機関

市　町

市　町

県出先機関
関係機関

市　町

県　危　機　対　策　課

清 水 海 上 保 安 部

ＮＨＫ　静岡放送局

　ＮＴＴ西日本または
　ＮＴＴ東日本

静 岡 河 川 事 務 所

 各警察署
 交　　番
 駐在所

報　道　機　関

市　町

  消　防　庁

◎

注）　特別警報が発表された際に、県から市町への通知、及び市町から住民への
　　　周知の措置が義務づけられている。

▽

▽
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5
-
3-

3
土

砂
災

害
警

戒
情

報
の

発
表

県
砂

防
課

及
び

静
岡

地
方

気
象

台
は

、
大

雨
特

別
警

報
ま

た
は

大
雨

警
報

発
表

中
に

お
い

て
、

大
雨

に
よ

る
土

砂
災

害
発

生
の

危
険

度
が

高
ま

り
、

よ
り

厳
重

な
警

戒
が

必
要

な
場

合
に

、
土

砂
災

害
警

戒
情

報
を

発
表

す
る

。
避

難
が

必
要

な
警

戒
レ

ベ
ル

４
に

相

当
。

（
1
）
発

表
機

関

土
砂

災
害

警
戒

情
報

は
、

土
砂

災
害

警
戒

区
域

等
に

お
け

る
土

砂
災

害
防

止
対

策
の

推
進

に
関

す
る

法
律

、
災

害
対

策
基

本

法
及

び
気

象
業

務
法

に
基

づ
き

、
県

砂
防

課
と

静
岡

地
方

気
象

台
が

共
同

で
作

成
・
発

表
す

る
。

（
2
）
目

的

土
砂

災
害

警
戒

情
報

は
、

大
雨

に
よ

る
土

砂
災

害
発

生
の

危
険

度
が

高
ま

っ
た

と
き

に
、

市
町

長
が

防
災

活
動

や
住

民
等

へ
の

避
難

勧
告

等
の

災
害

応
急

対
応

を
適

時
適

切
に

行
え

る
よ

う
支

援
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

（
3
）
発

表
対

象
地

域

土
砂

災
害

警
戒

情
報

は
、

市
町

を
発

表
単

位
と

し
、

県
内

3
5

市
町

（
3
7

地
域

）
を

発
表

対
象

と
す

る
。

た
だ

し
、

面
積

が
広

大
な

静
岡

市
と

浜
松

市
に

つ
い

て
は

、
気

象
二

次
細

分
区

の
境

界
線

で
南

北
に

2
分

割
し

て
発

表
す

る
。

（
4
）
発

表
す

る
情

報
の

内
容

土
砂

災
害

警
戒

情
報

は
、

市
町

の
防

災
上

の
判

断
を

迅
速

か
つ

的
確

に
支

援
す

る
た

め
、

分
か

り
や

す
い

文
章

と
図

を
組

み
合

わ
せ

た
内

容
と

す
る

。
（
付

図
1

参
照

）

（
5
）
対

象
と

す
る

土
砂

災
害

土
砂

災
害

警
戒

情
報

は
、

土
石

流
及

び
集

中
的

に
発

生
す

る
が

け
崩

れ
を

対
象

と
す

る
。

た
だ

し
、

土
石

流
の

う
ち

、
融

雪
を

起

因
と

し
て

発
生

す
る

土
石

流
は

対
象

と
し

な
い

。

（
6
）
発

表
基

準

土
砂

災
害

警
戒

情
報

の
発

表
基

準
は

、
警

戒
基

準
と

警
戒

解
除

基
準

か
ら

成
り

、
そ

れ
ぞ

れ
以

下
の

と
お

り
と

す
る

。

1
）
警

戒
基

準

警
戒

基
準

は
、

大
雨

警
報

ま
た

は
大

雨
特

別
警

報
発

表
中

に
お

い
て

、
気

象
庁

が
作

成
す

る
降

雨
予

測
に

基
づ

い
た

C
L

基
準

に
達

し
た

と
き

と
す

る
。

（
付

図
２

参
照

）

な
お

、
地

震
や

火
山

噴
火

等
で

現
状

の
基

準
を

見
直

す
必

要
が

あ
る

と
考

え
ら

れ
た

場
合

は
、

静
岡

県
交

通
基

盤
部

と
静

岡
地

方
気

象
台

は
基

準
の

取
扱

い
に

つ
い

て
協

議
す

る
も

の
と

す
る

。

2
）
警

戒
解

除
基

準

警
戒

解
除

基
準

は
、

C
L

基
準

を
下

回
り

、
か

つ
短

時
間

で
再

び
基

準
を

超
過

し
な

い
と

予
想

さ
れ

る
と

き
と

す
る

。
た

だ
し

、
大

規
模

な
土

砂
災

害
が

発
生

し
た

場
合

等
に

は
、

静
岡

県
交

通
基

盤
部

と
静

岡
地

方
気

象
台

が
協

議
の

う
え

基
準

を
下

回
っ

て
も

解

除
し

な
い

場
合

も
あ

り
得

る
が

、
降

雨
の

実
況

、
土

壌
の

水
の

含
み

具
合

、
お

よ
び

土
砂

災
害

の
発

生
状

況
等

に
基

づ
い

て
総

合

的
な

判
断

を
適

切
に

行
い

、
当

該
地

域
を

対
象

と
し

た
土

砂
災

害
警

戒
情

報
を

解
除

す
る

こ
と

と
す

る
。

（
付

図
２

参
照

）

3
）
暫

定
基

準

地
震

や
火

山
噴

火
等

で
現

状
の

基
準

を
見

直
す

必
要

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

た
場

合
は

、
静

岡
県

交
通

基
盤

部
と

静
岡

地
方

気

象
台

は
別

紙
１

「
地

震
等

発
生

後
の

暫
定

基
準

の
設

定
に

つ
い

て
」
、

別
紙

２
「
土

砂
災

害
警

戒
情

報
に

お
け

る
地

震
発

生
後

の

暫
定

基
準

見
直

し
に

つ
い

て
」
に

基
づ

き
、

暫
定

基
準

を
設

定
す

る
も

の
と

す
る

。

（
7
）
土

砂
災

害
警

戒
情

報
の

利
用

に
あ

た
っ

て
の

留
意

点

・
土

砂
災

害
警

戒
情

報
は

、
大

雨
に

よ
る

土
砂

災
害

発
生

の
危

険
度

を
、

降
雨

に
基

づ
い

て
判

定
し

発
表

す
る

も
の

で
、

個
々

の

急
傾

斜
地

等
に

お
け

る
植

生
・
地

質
・
風

化
の

程
度

等
の

特
性

や
地

下
水

の
流

動
等

を
反

映
し

た
も

の
で

は
な

い
。

し
た

が
っ

て
、

土
砂

災
害

警
戒

情
報

の
利

用
に

あ
た

っ
て

は
、

個
別

の
災

害
発

生
箇

所
・
時

間
・
規

模
等

を
詳

細
に

特
定

す
る

も
の

で
は

な
い

と
い

う
こ

と
に

留
意

す
る

。

・
技

術
的

に
予

知
・
予

測
が

困
難

で
あ

る
斜

面
の

深
層

崩
壊

、
山

体
の

崩
壊

、
地

す
べ

り
等

に
つ

い
て

は
発

表
対

象
と

す
る

も
の

で
は

な
い

こ
と

に
留

意
す

る
。

・
市

町
長

が
行

う
避

難
勧

告
等

の
発

令
に

当
た

っ
て

は
、

土
砂

災
害

警
戒

情
報

を
参

考
と

し
、

周
辺

の
渓

流
・
斜

面
の

状
況

や
気

象
状

況
等

も
考

慮
す

る
。

（
8
）
市

町
地

域
防

災
計

画
へ

の
位

置
付

け

市
町

は
、

市
町

地
域

防
災

計
画

に
土

砂
災

害
警

戒
情

報
に

つ
い

て
定

め
、

土
砂

災
害

に
対

す
る

警
戒

避
難

体
制

を
整

備
す

る
。

[資
料

編
Ⅱ

]
付
図
１

土
砂
災
害
警
戒
情
報
発
表
例
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付
図
２

土
砂
災
害
警
戒
情
報
の
発
表
基
準

付
図

３
土

砂
災

害
警

戒
情

報
の

解
除

基
準

別
紙

１

土
砂
災
害
警
戒
情
報
に
お
け

る
地
震

等
発
生
後

の
暫
定
基

準
の
設
定

に
つ
い
て

１
．
暫
定
基
準
を
設
定
す
る

事
象

・
震
度
５
強
以
上
の
地
震

が
発
生
し

た
場
合

に
、
静
岡
県

交
通
基
盤

部
と
静
岡

地
方
気
象

台
は
協
議

の
上
、
土

砂
災
害

警
戒
情
報
の

暫
定
基
準

を
速
や

か
に
設
定

す
る
こ
と

と
す
る
。

・
そ
の
他
、
通
常
基
準

よ
り
も

少
な
い
雨

量
に
よ
り

対
象
と
す

る
土
砂
災

害
の
発

生
が
想
定

さ
れ
る
現

象
（
台
風

等
に

よ
り
広
範
囲
で
土
砂

災
害
が

発
生
し
た

場
合
、
土

石
流
や
泥

流
の
発
生

が
想
定

さ
れ
る
火

山
活
動
、

林
野
火
災

、
風

倒
木
等
）
が
発
生
し

た
場
合

、
静
岡
県

交
通
基
盤

部
及
び
静

岡
地
方
気

象
台
は

、
速
や
か

に
国
土
交

通
省
砂
防

部
、

国
土
技
術
政
策
総
合

研
究
所

、
気
象
庁

大
気
海
洋

部
に
相
談

し
、
必
要

に
応
じ

て
関
係
機

関
か
ら
意

見
を
聴
取

し
つ

つ
暫
定
基
準
の
設
定

の
調
整

を
す
る
こ

と
。
た
だ

し
、
事
象
に

よ
る
影
響

範
囲
が
極

め
て
限

ら
れ
て
い

る
場
合
に

は
、

土
砂
移
動
現
象
の
監

視
体
制

や
地
域
住

民
へ
の
警

戒
避
難
に

係
る
情
報

の
伝
達

体
制
を
確

立
し
た
上

で
、
暫
定

基
準

以
外
の
方
法
に
よ
り

警
戒
避

難
体
制
を

検
討
す
る

こ
と
と
す

る
。

２
．
暫
定
基
準
設
定
時
の
発

表
対
象

地
域

暫
定
基
準
に

よ
る
発
表

対
象
地

域
は
、
通

常
基
準
の

運
用
時
と

同
様
と
す

る
。
な
お
、
事
象
の
範

囲
が
市
町

等
の
発

表
単
位
の
一
部

地
域
の
み
（

島
嶼
部

な
ど
）
の
場

合
は
、
市

町
等
の

発
表
単
位

の
一
部
地

域
を
対
象

と
し
て
暫

定
基
準

を
適
用
す
る
こ

と
と
し
、
土
砂
災
害

警
戒
情
報

の
発
表
方

法
や
地
域

の
名
称

に
つ
い
て
、
別
途
協
議

を
行
う
も

の
と
す

る
。

３
．
地
震
等
発
生
時
の
暫
定

基
準
の

設
定
手
順

お
よ
び
設

定
方
法

暫
定
基
準
に

つ
い
て
は
、
静
岡
県

交
通
基
盤

部
と
静
岡

地
方
気
象

台
が
協

議
し
事
前

に
準
備
し

て
お
く
事

項
（

以
下

「
措
置
０
」
と

い
う
。）

及
び
、
地
震

等
発
生
後

に
速
や

か
に
実
施

す
る
事
項
（

以
下
「

措
置
１
」

と
い
う
。
）
と
、

被
害
状
況
の
把

握
等

を
行

っ
て

か
ら

執
る
べ

き
事

項
（

以
下

「
措

置
２

」
と

い
う
。
）

が
あ

る
。

別
添

１
－

１
に
暫

定

基
準
設
定
に
か

か
る
作
業

フ
ロ
ー

を
示
す
。

暫
定
基
準
案

の
作
成
に

あ
た
っ

て
は
、
気
象
庁

大
気
海
洋

部
な
ら

び
に
国
土

技
術
政
策

総
合
研
究

所
か
ら
必

要
に
応

じ
て
技
術
的
な

助
言
を
得

る
も
の

と
す
る
。

（
１
）
「
措
置
０
」
：
事
前
に

準
備
し

て
お
く
事

項

①
暫
定
基
準

案
の
設
定

静
岡
県
交
通
基
盤

部
と

静
岡
地
方

気
象
台

は
、

迅
速
に
暫

定
基
準

の
運
用

を
開
始

で
き
る

よ
う
に
す

る
た
め

、
想
定

さ
れ
る
事
象
に
対
す

る
暫

定
基
準

案
を
事
前

に
準

備
し
て
お

く
。
こ

の
暫
定

基
準
案

に
つ
い

て
は
実
施

要
領
に

よ
り
明

記
し
て
お
く
も
の
と
す

る
。
別

添
１
－
２

に
地
震
発

生
後
の
暫

定
基
準
案

の
設
定

例
を
示
す

。

②
暫
定
基
準
設
定
に

関
す
る

留
意
事
項

暫
定
基
準
案
の
設
定

に
あ
た

っ
て
は
、

大
雨
警
報

(土
砂

災
害

)の
暫
定
基

準
の
設
定

方
法
と
の

整
合
に
留

意
す
る

。

（
２
）
「
措
置
１
」
：
地
震
な

ど
発
生

後
に
速
や

か
に
実
施

す
る
事
項

発
生
し
た
事
象
（
震
度

5
強

以
上
の

地
震
）
が
、

暫
定
基
準

の
設
定
対

象
で
あ
っ

て
、
降
雨
が

予
想
さ

れ
る
等
、
早

急
に
暫
定
基
準
を
設
定

す
る
べ

き
状
況
で

あ
る
と
判

断
し
た
場

合
に
は
、

以
下
に

よ
る
措
置

を
行
う
。

①
適
用
す
る
暫
定
基

準

原
則
と
し
て
措
置

０
に

よ
り
準
備

し
た
「

暫
定

基
準
案
」

を
暫
定

基
準
と

す
る
。

な
お
、

事
前
に
暫

定
基
準

案
が
準

備
さ
れ
て
い
な
い
事
象
（
震

度
5
強
以
上

の
地
震
以

外
の
事
象
）
に
は
、
静

岡
県
交
通

基
盤
部

と
静
岡
地

方
気
象
台

は
、

速
や
か
に
国
土
交
通

省
砂

防
部
、

国
土
技
術

政
策

総
合
研
究

所
、
気

象
庁
大

気
海
洋

部
に
相

談
し
、
必

要
に
応

じ
て
関

係
機
関
等
か
ら
意
見
を

聴
取
し

つ
つ
暫
定

基
準
の
設

定
の
調
整

を
す
る
。

②
適
用
区
域

以
下
の
条
件
を
満
た

し
た
市

町
等
の
発

表
単
位
に

対
し
て
暫

定
基
準
を

適
用
す

る
。

・
地
震
発

生
の
場
合

に
は
、

震
度
５
強

以
上
が
観

測
さ
れ
た

市
町
を
対

象
と
す

る
。

・
そ
の
他

事
象
の
場

合
は
、

被
害
状
況

等
か
ら
、

影
響
を
受

け
る
お
そ

れ
が
あ

る
市
町
を

対
象
と
す

る
。
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③
暫
定
基
準
の
適
用
に
関
す
る
留
意
事
項

土
砂
災
害
警
戒
情
報
に
は
、
利
用
者
が
適
用
区
域
を
容
易
に
把
握
で
き
る
よ
う
、
可
能
な
限
り
そ
の
範
囲
を
明
示
す

る
（
別
添
１
－
３
）
。

暫
定
基
準
を
適
用
す
る
場
合
は
、
降
雨
の
予
想
や
、
報
道
機
関
へ
の
周
知
お
よ
び
シ
ス
テ
ム
の
設
定
変
更
等
に
要

す
る
時
間
を
考
慮
し
て
、
適
用
す
る
日
時
を
決
定
す
る
。

（
３
）
「
措
置
２
」
：
被
害
状
況
等
の
把
握
を
行
っ
て
か
ら
と
る
べ
き
事
象

措
置
１
に
よ
り
暫
定
基
準
を
設
定
し
た
後
、
降
雨
等
に
よ
る
土
砂
災
害
の
発
生
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
暫
定
基
準
の

見
直
し
ま
た
は
廃
止
が
必
要
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
別
紙
２
に
従
い
、
静
岡
県
交
通
基
盤
部
と
静
岡
地
方
気
象
台

が
協
議
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
そ
の
際
、
大
雨
警
報
（
土
砂
災
害
）
の
暫
定
基
準
の
運
用

と
の
整
合
に
留
意
す
る
。

別
添
１

－
１

暫
定
基
準
設
定

に
係
る

作
業
フ

ロ
ー
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別
添
１
－
２

地
震
時
の
暫
定
基
準

※
通

常
基

準
の

土
壌

雨
量

指
数
及
び

6
0
分
間
積
算
雨
量
に
乗
じ

る
割
合

暫
定
基
準
の
作
成
イ
メ
ー
ジ

状
況

種
別

暫
定
割
合

（
通
常
基
準

に
乗
じ
る
割
合

）

地
震

震
度
５
強

の
地
域

震
度

６
弱
以
上
の
地

域

８
割
※

７
割
※

(m
m

/h
r)

(m
m

)
土

壌
雨

量
指

数

６ ０ 分 間 積 算 雨 量

暫
定

基
準

通
常

基
準

通
常

基
準

×
暫

定
割

合

通
常

基
準

×
暫

定
割

合

通
常

基
準

×
暫

定
割

合

別
添
１

－
３

土
砂
災
害

警
戒

情
報
へ

の
記
載

（
例
）
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別
紙
２

土
砂
災
害
警
戒
情
報
に
お
け
る
地
震
発
生
後
の
暫
定
基
準
見
直
し
に
つ
い
て

土
砂
災
害
警
戒
情
報
に
お
け
る
地
震
発
生
後
の
暫
定
基
準
の
見
直
し
に
あ
た
っ
て
は
、
暫
定
基
準
設
定
後
、
静
岡
県
交

通
基
盤
部
と
静
岡
地
方
気
象
台
が
地
震
発
生
後
の
降
雨
状
況
と
土
砂
災
害
の
発
生
状
況
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
に
応
じ
て

以
下
の
考
え
方
で
見
直
す
。

１
暫
定
基
準
見
直
し
の
際
の
検
討
区
域
の
設
定

暫
定
基
準
の
見
直
し
は
、
土
砂
災
害
に
対
し
て
概
ね
同
様
の
特
性
を
有
し
て
い
る
と
判
断
し
た
区
域
を
ま
と
め
て
検
討

す
る
(
以
下
、
「
検
討
区
域
」
と
い
う
)こ

と
を
基
本
と
す
る
。

な
お
、
検
討
区
域
に
通
常
基
準
で
運
用
し
て
い
る
区
域
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
区
域
を
除
外
し
て
検
討
す
る
。
ま

た
、
異
な
る
暫
定
基
準
の
区
域
が
混
在
し
て
い
る
場
合
は
別
々
の
検
討
区
域
と
し
て
検
討
を
行
う
。

２
地
震
に
よ
り
発
生
し
た
崩
壊
・
斜
面
変
状
の
有
無
に
応
じ
た
考
え
方

１
で
定
め
た
検
討
区
域
内
に
お
い
て
、
地
震
に
よ
り
発
生
し
た
崩
壊
・
斜
面
変
状
の
有
無
に
よ
り
、
以
下
(
1)
(
2)
の
と

お
り
、
暫
定
基
準
見
直
し
の
考
え
方
を
使
い
分
け
る
。
崩
壊
・
斜
面
変
状
の
有
無
は
、
地
震
後
に
実
施
し
た
土
砂
災
害
危

険
箇
所
の
緊
急
点
検
の
結
果
等
を
参
考
に
す
る
。
緊
急
点
検
の
結
果
は
、
概
ね
以
下
の

3
区
分
に
分
類
さ
れ
る
。

○
分
類
Ａ
：
変
状
が
大
き
く
、
緊
急
的
な
工
事
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
箇
所

○
分
類
Ｂ
：
変
状
が
軽
微
で
、
詳
細
調
査
の
実
施
後
、
必
要
に
応
じ
て
工
事
等
を
行
う
箇
所

○
分
類
Ｃ
：
変
状
が
無
く
、
当
面
、
工
事
等
を
行
う
必
要
が
な
い
箇
所

以
下
、「

ま
と
ま
っ
た
数
の
崩
壊
・
斜
面
変
状
箇
所
」
と
は
、
上
記
分
類

A
ま
た
は

B
の
箇
所
が
検
討
区
域
内
に
ま
と

ま
っ
て
あ
る
箇
所
を
い
う
。
（
別
添

2
-
2
図

2
～
3
）

な
お
、
点
検
結
果
の
分
類
が

A
及
び

B
の
箇
所
に
つ
い
て
工
事
等
の
対
策
が
完
了
し
た
場
合
は
、
分
類

C
の
箇
所
と

同
等
に
扱
っ
て
よ
い
も
の
と
す
る
。

(1
)
ま
と
ま
っ
た
数
の
崩
壊
・
斜
面
変
状
箇
所
が
な
い
場
合
(
別
添

2
-1
-1
)

ⅰ
経
験
し
た
降
雨
に
応
じ
た
暫
定
基
準
の
引
き
上
げ

検
討
区
域
内
に
お
い
て
、
暫
定
基
準
を
上
回
る
降
雨
を
複
数
回
経
験
し
て
も
、
検
討
区
域
内
に
新
た
な
崩
壊
ま
た
は

崩
壊
・
斜
面
変
状
発
生
箇
所
の
崩
壊
・
変
状
の
拡
大
（
以
下
、「

新
た
な
崩
壊
等
」
と
い
う
）
が
発
生
し
て
い
な
い
場
合

は
、
検
討
区
域
内
の
最
大
の
降
雨
に
応
じ
た
割
合
ま
で
、
暫
定
基
準
を
引
き
上
げ
る
。

暫
定
基
準
の
引
き
上
げ
幅
は
、
震
度

6
弱
以
上
の
暫
定
基
準
→
震
度

5
強
の
暫
定
基
準
→
通
常
基
準
の
各
段
階
を
基

本
と
す
る
。

暫
定
基
準
を
上
回
る
降
雨
の
複
数
回
の
経
験
は
、
検
討
区
域
内
の
同
一
箇
所
で
経
験
す
る
必
要
は
な
い
が
、
1
回
の

降
雨
で
検
討
区
域
内
の
複
数
の
箇
所
で
基
準
を
上
回
る
降
雨
を
経
験
し
た
場
合
に
は
、
１
回
の
経
験
と
見
な
す
。
１
回

の
降
雨
と
は
、
一
連
の
土
砂
災
害
警
戒
情
報
の
発
表
期
間
を
原
則
と
す
る
。

（
ア
）

新
た
な
崩
壊
等
が
発
生
し
た
場
合

新
た
な
崩
壊
等
の
発
生
箇
所
周
辺
で
、
適
用
し
て
い
る
暫
定
基
準
の
一
段
階
上
の
基
準
を
上
回
る
降
雨
が
あ
っ
た

場
合
は
、
経
験
し
た
降
雨
に
応
じ
た
割
合
ま
で
暫
定
基
準
を
引
き
上
げ
て
よ
い
。
適
用
し
て
い
る
暫
定
基
準
の
一
段

階
上
の
基
準
未
満
の
降
雨
で
あ
っ
た
場
合
は
、
あ
ら
た
め
て
暫
定
基
準
を
上
回
る
降
雨
を
複
数
回
経
験
し
、
新
た
な

崩
壊
等
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
新
た
な
崩
壊
等
の
発
生
箇
所
周
辺
と
は
、
新
た
な
崩

壊
等
が
確
認
さ
れ
た
箇
所
を
含
む

5k
m
メ
ッ
シ
ュ
及
び
こ
れ
を
囲
む

8
メ
ッ
シ
ュ
を
指
す
。

（
イ
）
暫
定
基
準
適
用
後
に
新
た
に
震
度

5
強
以
上
の
地
震
が
発
生
し
た
場
合

新
た
に
発
生
し
た
地
震
の
震
度
の
暫
定
基
準
以
上
に
暫
定
基
準
を
引
き
上
げ
る
場
合
は
、
新
た
に
発
生
し
た
地
震

以
降
の
降
雨
を
対
象
と
し
て
検
証
す
る
。

ⅱ
一
定
の
降
雨
期
を
経
た
暫
定
基
準
の
引
き
上
げ

地
震
発
生
後
、
暫
定
基
準
を
上
回
る
降
雨
が
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
梅
雨
期
か
ら
台
風
期
を
経
て
、
新
た

な
崩
壊
等
が
確
認
さ
れ
な
い
場
合
は
、
通
常
基
準
に
戻
す
。

(2
)
ま
と
ま
っ
た
数
の

崩
壊
・
斜

面
変
状
箇

所
が
あ
る

場
合
(
別
添

2
-1
-2
)

ⅰ
経
験
し
た
降
雨
に

応
じ
た
暫

定
基
準
の

引
き
上
げ

検
討
区
域
内
の

崩
壊
・
斜
面
変

状
発
生
箇

所
周
辺
に

お
い
て
、
暫
定
基

準
を
上
回

る
降
雨

を
複
数
回

経
験
し
て

も
、

検
討
区
域
内

に
新
た

な
崩
壊

等
が

発
生

し
て

い
な

い
場

合
は

、
検
討
区

域
内
の

最
大

の
降

雨
に

応
じ

た
割

合
ま

で
、

暫
定
基
準
を
引
き

上
げ
る
(
別
添

2
-2

図
4
)。

暫
定
基
準
の

引
き

上
げ

幅
は

、
震

度
6
弱

以
上

の
暫

定
基

準
→

震
度

5
強
の
暫

定
基

準
→
通

常
基

準
の

各
段

階
を

基
本
と
す
る
。

検
討
区
域
内

の
崩

壊
・
斜

面
変
状

発
生
箇

所
周

辺
と

は
、

崩
壊
・

斜
面

変
状

が
確

認
さ

れ
た

箇
所
を
含

む
5
km

メ

ッ
シ
ュ
及
び
こ
れ

を
囲
む

8
メ
ッ
シ

ュ
を
指
す

。

暫
定
基
準
を

上
回

る
降

雨
の

複
数

回
の
経

験
は

、
検

討
区

域
内

の
同

一
の
崩
壊

・
斜

面
変
状

発
生

箇
所

周
辺

で
経

験
す
る
必

要
は

な
い

が
、

1
回

の
降

雨
で

検
討

区
域

内
の

複
数

の
崩

壊
・

斜
面

変
状

発
生
箇

所
周

辺
で

基
準

を
上

回

る
降
雨
を
経

験
し
た

場
合
に

は
、

１
回

の
経

験
と

み
な

す
。

１
回
の
降

雨
と
は

、
一

連
の

土
砂

災
害

警
戒

情
報

の
発

表
期
間
を
原
則
と

す
る
。

（
ア
）
新
た

な
崩
壊
等

が
発
生

し
た
場
合

崩
壊
・
斜
面

変
状

発
生

箇
所

周
辺

で
、
適

用
し

て
い

る
暫

定
基

準
の

一
段
階
上

の
基

準
を
上

回
る

降
雨

が
あ

っ
た

場
合
は
、
経

験
し
た

降
雨
に

応
じ

た
割

合
ま

で
暫

定
基

準
を

引
き
上
げ

て
よ
い

。
適

用
し

て
い

る
暫

定
基

準
の

一
段

階
上
の
基
準

未
満
の

降
雨
で

あ
っ

た
場

合
は

、
あ

ら
た

め
て

崩
壊
・
斜

面
変
状

発
生

箇
所

周
辺

に
お

い
て

、
暫

定
基

準
を
上
回
る
降
雨

を
複
数
回

経
験
し

、
新
た
な

崩
壊
等
が

発
生
し
て

い
な
い
こ

と
を
確

認
す
る
必

要
が
あ
る

。

（
イ
）
暫
定
基
準
適

用
後
に

新
た
に
震

度
5
強
以

上
の
地
震

が
発
生
し

た
場
合

新
た
に
発
生

し
た

地
震

の
震

度
の

暫
定
基

準
以

上
に

暫
定

基
準

を
引

き
上
げ
る

場
合

は
、
新

た
に

発
生

し
た

地
震

以
降
の
降
雨
を
対

象
と
し
て

検
証
す

る
。

ⅱ
一
定
の
降

雨
期
を
経

た
暫
定
基

準
の
引
き

上
げ

地
震
発
生
後

、
暫

定
基

準
を

上
回

る
降
雨

が
な

か
っ

た
場

合
に

お
い

て
も
、
梅

雨
期

か
ら
台

風
期

を
経

て
、

検
討

区
域
内
に
新
た
な

崩
壊
等
が

確
認
さ

れ
な
い
場

合
は
、
暫
定
基
準

を
一
段
階

(震
度

6
弱

以
上
の
暫

定
基
準
→

震
度

5
強
の
暫
定
基
準
、

震
度

5
強
の

暫
定
基
準

→
通
常
基

準
)引

き
上
げ
る

。
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5
-
3-

4
土

砂
災

害
警

戒
情

報
の

伝
達

（
1
）
伝

達
系

統

静
岡

地
方

気
象

台
は

、
気

象
業

務
法

第
1
5

条
に

よ
り

大
雨

特
別

警
報

ま
た

は
大

雨
警

報
を

県
に

伝
達

す
る

こ
と

が
義

務
付

け
ら

れ
て

い
る

。
土

砂
災

害
警

戒
情

報
は

、
大

雨
特

別
警

報
ま

た
は

大
雨

警
報

を
解

説
す

る
気

象
情

報
の

1
つ

と
し

て
関

係
機

関
に

伝

達
す

る
。

県
ま

で
の

伝
達

経
路

は
、

大
雨

特
別

警
報

ま
た

は
大

雨
警

報
の

伝
達

経
路

と
同

様
で

あ
る

。

県
は

、
土

砂
災

害
警

戒
区

域
等

に
お

け
る

土
砂

災
害

防
止

対
策

の
推

進
に

関
す

る
法

律
第

2
7

条
（
土

砂
災

害
警

戒
情

報
の

提

供
）
、

災
害

対
策

基
本

法
第

5
1

条
（
情

報
の

収
集

及
び

伝
達

）
及

び
第

5
5

条
（
都

道
府

県
知

事
の

通
知

等
）
に

よ
り

市
町

長
そ

の
他

関
係

者
に

伝
達

す
る

。

・
県

砂
防

課
と

静
岡

地
方

気
象

台
が

共
同

で
土

砂
災

害
警

戒
情

報
を

発
表

し
た

場
合

、
静

岡
地

方
気

象
台

は
気

象
庁

防
災

業

務
計

画
に

基
づ

き
、

土
砂

災
害

警
戒

情
報

を
専

用
通

信
施

設
等

に
よ

り
県

危
機

対
策

課
等

関
係

機
関

、
日

本
放

送
協

会

（
N

H
K
）
等

報
道

機
関

へ
伝

達
す

る
。

・
県

危
機

対
策

課
は

、
県

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
く
大

雨
警

報
の

伝
達

先
と

同
じ

関
係

機
関

及
び

市
町

等
へ

土
砂

災
害

警
戒

情

報
を

県
防

災
行

政
無

線
に

よ
り

伝
達

す
る

。

・
市

町
は

、
市

町
地

域
防

災
計

画
に

基
づ

き
、

土
砂

災
害

警
戒

情
報

に
係

る
必

要
事

項
を

関
係

機
関

及
び

住
民

そ
の

他
関

係
の

あ
る

公
私

の
団

体
等

へ
伝

達
す

る
。

・
そ

の
他

の
関

係
機

関
は

、
必

要
な

伝
達

等
の

措
置

を
執

る
。

（
2
）
土

砂
災

害
警

戒
情

報
の

伝
達

先

付
表

1
に

示
す

と
お

り
。

（
3
）
土

砂
災

害
警

戒
情

報
の

伝
達

系
統

図

付
図

3
に

示
す

と
お

り
。

（
4
）
土

砂
災

害
警

戒
情

報
の

発
表

の
確

認

以
下

に
示

す
機

関
に

お
い

て
は

、
防

災
情

報
提

供
シ

ス
テ

ム
（
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

）
に

よ
り

土
砂

災
害

警
戒

情
報

の
発

表
を

確
認

す

る
こ

と
が

で
き

る
。

付
表
１

土
砂
災
害
警
戒
情
報
の
伝
達
先

伝
達

先
伝

達
方

法
担

当
部

署

県
危

機
管

理
部

危
機

対
策

課
防

災
情

報
提

供
シ

ス
テ

ム
静

岡
地

方
気

象
台

関
係

市
町

県
防

災
行

政
無

線
県

危
機

管
理

部
危

機
対

策
課

県
出

先
機

関
、

関
係

機
関

県
防

災
行

政
無

線
県

危
機

管
理

部
危

機
対

策
課

清
水

海
上

保
安

部
防

災
情

報
提

供
シ

ス
テ

ム
静

岡
地

方
気

象
台

県
警

察
本

部
防

災
情

報
提

供
シ

ス
テ

ム
静

岡
地

方
気

象
台

静
岡

河
川

事
務

所
気

象
資

料
伝

送
処

理
シ

ス
テ

ム
静

岡
地

方
気

象
台

N
H

K
静

岡
放

送
局

気
象

資
料

伝
送

処
理

シ
ス

テ
ム

静
岡

地
方

気
象

台

[資
料

編
Ⅱ

]

静
岡

国
道

事
務

所
、

沼
津

河
川

国
道

事
務

所
、

富
士

砂
防

事
務

所
等

国
の

機
関

、
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
機

関
、

鉄
道

事
業

者
、

報
道

機
関

、
そ

の
他

防
災

情
報

提
供

シ
ス

テ
ム

（イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
）利

用
機

関

付
図
３

土
砂
災
害
警
戒
情
報
の
伝
達
系
統
図

県
危

機
管

理
部

危
機

対
策

課

県
出

先
機

関

関
係

機
関

関
係

市
町

共
同

発
表

県
防

災
行

政
無

線

静
岡

県
交

通
基

盤
部

砂
防

課

静
岡

地
方

気
象

台

清
水

海
上

保
安

部

N
H

K
静

岡
放

送
局

静
岡

河
川

事
務

所

県
警

察
本

部

防
災

情
報

提
供

シ
ス

テ
ム

（
専

用
回

線
）

気
象

資
料

伝
送

処
理

シ
ス

テ
ム
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[資
料

編
Ⅱ

]

5-
3-

5
気

象
・洪

水
・波

浪
・高

潮
警

報
伝

達
系

統
図

（西
日

本
電

信
電

話
株

式
会

社
）

R
3.
4.
1

（受
領

者
）

静
岡

市
（葵

区
・駿

河
区

・清
水

区
）

焼
津

市

藤
枝

市

島
田

市

御
前

崎
市

牧
之

原
市

吉
田

町

川
根

本
町

Ｎ
Ｔ
Ｔ
西

日
本

静
岡

支
店

沼
津

市

裾
野

市

三
島

市

御
殿

場
市

伊
豆

市

伊
豆

の
国

市

清
水

町

長
泉

町

函
南

町

小
山

町

Ｎ
Ｔ
Ｔ
西

日
本

沼
津

営
業

支
店

下
田

市

伊
東

市

熱
海

市

南
伊

豆
町

河
津

町

松
崎

町

西
伊

豆
町

東
伊

豆
町

富
士

市

富
士

宮
市

浜
松

市

湖
西

市

掛
川

市

磐
田

市

袋
井

市

菊
川

市

森
町

静
岡

地
方

気
象

台

Ｎ
Ｔ
Ｔ
西

日
本

（大
阪

セ
ン

タ
）

ま
た

は

Ｎ
Ｔ
Ｔ
東

日
本

（東
京

セ
ン

タ
）

静
岡

県

自 動 Ｆ Ａ Ｘ 装 置
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5-
3
-6

津
波

警
報

伝
達

系
統

図
（西

日
本

電
信

電
話

株
式

会
社

）
R

3
.4

.1

静
岡

県

気
象

庁

伊
東

市

熱
海

市

下
田

市

東
伊

豆
町

南
伊

豆
町

河
津

町

松
崎

町

西
伊

豆
町

沼
津

市

伊
豆

市

富
士

市

Ｎ
Ｔ
Ｔ

西
日

本
沼

津
営

業
支

店

浜
松

市

磐
田

市

掛
川

市

袋
井

市

湖
西

市

静
岡

市
（葵

区
・
駿

河
区

・清
水

区
）

焼
津

市

御
前

崎
市

牧
之

原
市

吉
田

町

Ｎ
Ｔ
Ｔ

西
日

本
静

岡
支

店

（
伝

達
支

店
等

）
（受

領
者

）

Ｎ
Ｔ
Ｔ
西

日
本

（
大

阪
セ

ン
タ

ー
）

ま
た

は
Ｎ

Ｔ
Ｔ
東

日
本

（
東

京
セ

ン
タ

ー
）

自 動 Ｆ Ａ Ｘ 装 置
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5
‐3

‐
8

噴
火

警
報

等
の

発
表

と
伝

達
（
静

岡
地

方
気

象
台

）
R

3
.4

.1

（
１
）

噴
火
警

報
（
居

住
地
域

）
・

噴
火

警
報

（
火

口
周

辺
）

気
象
庁

火
山

監
視
・

警
報

セ
ン

タ
ー

が
、

噴
火

に
伴

っ
て

発
生

し
生

命
に

危
険

を
及

ぼ
す
火

山
現

象
（
大

き
な

噴
石

、

火
砕
流

、
融

雪
型
火

山
泥

流
等

、
発

生
か

ら
短

時
間

で
火

口
周

辺
や

居
住

地
域

に
到

達
し
、

避
難

ま
で
の

時
間

的
猶

予

が
ほ
と

ん
ど

な
い
火

山
現

象
）

の
発

生
や

そ
の

拡
大

が
予

想
さ

れ
る

場
合

に
、
「
警

戒
が

必
要
な

範
囲

」
（

生
命

に
危

険

を
及
ぼ

す
範
囲

）
を
明
示

し
て

発
表

す
る

。「
警

戒
が

必
要

な
範

囲
」
に

居
住

地
域
が

含
ま
れ

る
場
合

は
「
噴
火

警
報
（
居

住
地
域

）
」
、
含

ま
れ
な

い
場
合

は
「

噴
火

警
報
（

火
口

周
辺

）
」
と

し
て

発
表

す
る
。
噴

火
警
報
（
居

住
地
域

）
は
、
警

戒
が
必

要
な
居

住
地
域

を
含
む

市
町

村
に

対
す

る
火

山
現

象
特

別
警

報
に

位
置
づ
け

ら
れ
る

。

噴
火
警

戒
レ

ベ
ル
が

運
用

さ
れ

て
い

る
火

山
で

は
、

平
常

時
の

う
ち

に
地

元
の

火
山

防
災
協

議
会

で
合
意

さ
れ

た
避

難

計
画
等

に
基

づ
き
、

気
象

庁
は

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
を

付
し

て
噴

火
警

報
・

予
報

を
発

表
し
、

地
元

の
市
町

村
等

の
防

災

機
関
は

入
山
規

制
や
避

難
勧
告

等
の

防
災

対
応

を
実

施
す

る
。

（
２
）

噴
火
予

報

気
象
庁

火
山
監

視
・
警

報
セ
ン

タ
ー

が
、

警
報

の
解

除
を

行
う

場
合

等
に

発
表
す
る

。

（
３
）

噴
火
警

戒
レ
ベ

ル

噴
火
警

戒
レ

ベ
ル
は

、
火

山
活

動
の

状
況

に
応

じ
て

「
警

戒
が

必
要

な
範

囲
」

と
防

災
機
関

や
住

民
等
の

「
と

る
べ

き

防
災
対

応
」
を

５
段
階

に
区
分

し
て

発
表

す
る

指
標

で
あ

る
。

活
動
火

山
対

策
特
別

措
置

法
第

４
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
各

火
山

の
地

元
の

都
道
府

県
等

は
、
火

山
防

災
協

議

会
を
設

置
し

、
平
常

時
か

ら
噴

火
時

の
避

難
に

つ
い

て
共

同
で

検
討

を
実

施
す

る
。

噴
火
警

戒
レ

ベ
ル
に

応
じ

た
「

警

戒
が
必

要
な

範
囲
」

と
「

と
る

べ
き

防
災

対
応

」
を

設
定

し
、

市
町

村
・

都
道

府
県

の
「
地

域
防

災
計
画

」
に

定
め

ら

れ
た
火

山
で
、

噴
火
警

戒
レ
ベ

ル
は

運
用

さ
れ

る
。

名
称

対
象

範
囲

*
発

表
基

準

噴
火
警

戒

レ
ベ
ル

（
キ
ー
ワ
ー
ド
）

噴
火

警
報

*

(
居

住
地
域

）

又
は

噴
火

警
報

居
住

地
域

及
び

そ
れ

よ
り

火
口

側

居
住

地
域

に
重

大
な

被
害

を
及

ぼ
す

噴
火

が
切

迫
し

て
い

る
状

態
と

予
想

さ
れ

る
場

合

レ
ベ
ル
５

（
避
難
）

居
住

地
域

に
重

大
な

被
害

を
及

ぼ
す

噴
火

が
発

生
す

る
可

能
性

が
高

ま
っ

て
き

て
い

る
と

予
想

さ
れ

る
場

合

レ
ベ
ル
４

（
避

難
準
備

）

噴
火

警
報

(
火

口
周
辺

）

又
は

火
口
周

辺
警

報

火
口

か
ら

居
住

地
域

近
く

ま
で

の
広

い
範

囲
の

火
口

周
辺

居
住

地
域

の
近

く
ま

で
重

大
な

影
響

を
及

ぼ
す

噴
火

が
発

生
す

る
と

予
想

さ
れ

る
場

合

レ
ベ
ル

３

（
入
山
規

制
）

火
口

か
ら

少
し

離
れ

た
所

ま
で

の
火

口
周

辺

火
口

周
辺

に
影

響
を

及
ぼ

す
噴

火
が

発
生

す
る

と
予

想
さ

れ
る

場
合

レ
ベ
ル

２

（
火
口
周
辺
規
制
）

噴
火

予
報

火
口

内
等

予
想

さ
れ

る
火

山
現

象
の

状
況

が
静

穏
で

あ
る

場
合

そ
の

他
火

口
周

辺
等

に
お

い
て

も
影

響
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
な

い
場

合

レ
ベ
ル

１

（
活

火
山
で

あ
る
こ

と
に
留
意

）

[資
料

編
Ⅱ

]

エ
噴
火
警
報
の
例
（
レ
ベ
ル
対
象
火
山
の
場
合
）
は
次
の
と
お
り

火
山
名

富
士
山

噴
火
警
報
（
居
住
地
域
）

平
成
２
６
年
Ｘ
Ｘ
月
Ｘ
Ｘ
日
△
△
時
△
△
分

気
象
庁
地
震
火
山
部

＊
＊
（
見
出
し
）
＊
＊

＜
富
士
山
に
噴
火
警
報
（
噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
４
、
避
難
準
備
）
を
発
表
＞

噴
火
の
お
そ
れ
。
第
１
次
避
難
対
象
エ
リ
ア
で
は
避
難
。
第
２
次
避
難
対
象
エ
リ
ア
で
は
避
難
準
備
。

＜
噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
を
３
（
入
山
規
制
）
か
ら
４
（
避
難
準
備
）
に
引
上
げ
＞

＊
＊
（
本

文
）
＊
＊

１
．
火
山
活
動
の
状
況
及
び
予
報
警
報
事
項

富
士
山
で
は
、
本
日
（
３
１
日
）
や
や
規
模
の
大
き
い
地
震
が
北
側
山
腹
で
引
き
続
き
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
本
日
（
３

１
日
）
０
３
時
以
降
、
傾
斜
計
で
地
殻
変
動
が
観
測
さ
れ
、
現
在
も
継
続
し
て
い
ま
す
。

富
士
山
の
火
山
活
動
は
さ
ら
に
活
発
化
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
噴
火
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

２
．
対
象
市
町
村
等

以
下
の
市
町
村
で
は
、
当
該
居
住
地
域
で
避
難
な
ど
の
厳
重
な
警
戒
を
し
て
く
だ
さ
い
。

山
梨
県
：
富
士
河
口
湖
町
、
鳴
沢
村
、
山
中
湖
村

静
岡
県
：
富
士
宮
市
、
富
士
市
、
裾
野
市

以
下
の
市
町
村
で
は
、
火
口
周
辺
で
入
山
規
制
な
ど
の
警
戒
を
し
て
く
だ
さ
い
。

山
梨
県
：
富
士
吉
田
市
、
身
延
町

静
岡
県
：
御
殿
場
市
、
小
山
町

３
．
防
災
上
の
警
戒
事
項
等

富
士

山
火
山
防
災
対
策
協

議
会
が
定
め
た
第

1
次
避
難
対
象
エ
リ
ア
（
富
士
山
火
山
防
災
マ
ッ
プ
に
示
さ
れ
る
火
口
が
で
き

る
可
能

性
の
高
い
範
囲
）
で
は
、
市
町
村
の
指
示
に
従
い
、
避
難
し
て
く
だ
さ
い
。

第
２

次
避
難
対
象
エ
リ
ア
（
大
き
な
噴
石
、
火
砕

流
の
影
響
が
及
ぶ
可
能
性
の
高
い
範

囲
及
び
溶
岩
流
が
３
時
間
以
内
に
到
達
す
る

可
能
性
の
高
い
範
囲
）
で
は
、
市
町
村
の
指
示
に
従
い
、
い
つ
で
も
避
難
が
で
き
る
よ
う
に
準
備
を
し
て
く
だ
さ
い
。

噴
火
時
に
は
、
風
下
側
で
火
山
灰
だ
け
で
な
く
小
さ
な
噴
石
も
遠
方
ま
で
風
に
流
さ
れ

て
降
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
屋
内
に
退
避
す
る
な
ど
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

＜
噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
を
３
（
入
山
規
制
）
か
ら
４
（
避
難
準
備
）
に
引
上
げ
＞

＊
＊
（
参
考
：
噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
の
説
明
）
＊
＊

【
レ
ベ
ル
５
（
避
難
）】
：
危
険
な
居
住
地
域
か
ら
の
避
難
等
が
必
要
。

【
レ
ベ
ル
４
（
避
難
準
備
）】
：
警
戒
が
必
要
な
居
住
地
域
で
の
避
難
の
準
備
、
要
配
慮
者
の
避
難
等
が
必
要
。

【
レ
ベ
ル
３
（

入
山
規
制
）】
：
登
山
禁
止
や
入
山
規
制
等
危
険
な
地
域
へ
の
立
入
規
制

等
。
状
況
に
応
じ
て
要
配
慮
者
の
避
難
準
備

等
。

【
レ
ベ
ル
２
（
火
口
周
辺
規
制
）】
：
火
口
周
辺
へ
の
立
入
規
制
等
。

【
レ
ベ
ル
１
（
平
常
）】
：
状
況
に
応
じ
て
火
口
内
へ
の
立
入
規
制
等
。

（
注
：
避
難
や
規
制
の
対
象
地
域
は
、
地
域
の
状
況
や
火
山
活
動
状
況
に
よ
り
異
な
る
）
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5-3-9 降灰予報 （静岡地方気象台）R3.4.1

降灰予報の発表イメージ

降灰量階級ととるべき行動等

路面 視界

多量
1mm以上

【外出を控える】
完全に覆われる 視界不良となる

　　　　外出を控える
慢性の喘息や慢性閉塞性
肺疾患（肺気腫等）が悪化
し、健康な人でも目・鼻・の
ど・呼吸器等の異常を訴え
る人が出始める

 　　運転を控える
降ってくる火山灰や積
もった火山灰をまきあげ
て視界不良となり、通行
規制や速度制限等の影
響が生じる

がいしへの火山灰
の付着による停電
発生や上水道の
水質低下及び給
水停止のおそれが
ある

やや多量

1mm未満
0.1mm以上

【注意】

白線が
見えにくい

明らかに
降っている

　　　マスク等で防護
喘息患者や呼吸器疾患を
持つ人は症状悪化のおそ
れがある

　　　徐行運転する
短時間で強く降る場合は
視界不良のおそれがある
道路の白線が見えなくな
るおそれがある（およそ0.1
～0.2mmで鹿児島市は除
灰作業開始）

稲等の農作物が
収穫できなくなっ
たり※、鉄道のポ
イント故障等により
運転見合わせの
おそれがある

少量 0.1mm未満 うっすら積もる
降っているのが
ようやくわかる

　　　　　窓を閉める
 火山灰が衣服や身体に
 付着する
 目に入ったときは痛みを
 伴う

 　フロントガラスの
　除灰
火山灰がフロントガラス
等に付着し、視界不良
の原因となるおそれが
ある

 航空機の運航
 不可※

名称

表現例 影響ととるべき行動

その他の影響厚さ
キーワード

イメージ
人 道路

※富士山ハザードマップ検討委員会（2004）による設定

注：上空の風が弱い場合、あるいは高度によって風向きが大きく変化している場合、

降灰予報と実際の降灰範囲及び降灰量が異なることがあります。
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静岡地方気象台

関東管区警察局 静岡県警察本部

海上保安庁清水海上保安部 港湾・船舶

NTT東日本又は
NTT西日本

警察署

交番 駐在所

関係指定地方行政機関
関係指定地方公共機関

気象庁
火山監視・情報

センター

消防庁

静岡県庁

（二重枠）で囲まれてる機関は、気象業務法施行令第8条第1号の規定に基づく法定伝達先。

（太線）は、「噴火警報」、「噴火速報」及び「火山の状況に関する解説情報（臨時）」が発表され
た際に、活火山対策特別措置法第12条によって、通報もしくは要請等が義務付けられて
いる伝達経路。

（二重線）は、

• 上記の活動火山対策特別措定法の規定による「噴火警報」、「噴火速報」及び「火山の状
況に関する解説情報（臨時）」の通報もしくは要請等。

• 特別警報に位置付けられている噴火警報（居住地域）について、気象業務法第5条の2に
よる通知もしくは周知の措置が義務付けられている伝達経路。

報道機関

日本放送協会静岡放送局（NHK)

（静岡地方気象台）R3.4.1
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.1
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7
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0
5
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田
ｲ
ﾜ
ﾀ
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南
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1
.5

1
3
7
 5

2
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0
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1
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0
5
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1

官
御

前
崎

ｵ
ﾏ
ｴ
ｻ

ﾞｷ
御

前
崎

市
御

前
崎
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4
 3

6
.2

1
3
8
 1

2
.7

4
5

1
5
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#
昭

5
0
.1

2
.1

1

5
0
5
6
1

官
石

廊
崎

ｲ
ﾛ
ｳ

ｻ
ﾞｷ

賀
茂

郡
南

伊
豆

町
石

廊
崎

3
4
 3

6
.2

1
3
8
 5

0
.5

5
2

1
5
.0

 
#
昭

5
0
.0

3
.2

6

（
静

岡
県

）
静

岡
地

方
気

象
台

管
内

種
類

：
観

測
所

の
種

別
を

示
す

。
　

「
雨

」
は

降
水

量
、

　
「
四

」
は

風
向

風
速

・
気

温
・
降

水
量

・
日

照
時

間
、

　
「
三

」
は

風
向

風
速

・
気

温
・
降

水
量

を
観

測
す

る
観

測
所

。
　

　
　

　
「
官

」
は

気
象

官
署

ま
た

は
特

別
地

域
気

象
観

測
所

で
あ

る
こ

と
を

示
し

、
風

向
風

速
・
気

温
・
降

水
量

・
日

照
時

間
に

加
え

て
気

圧
・
湿

度
等

、
他

の
要

素
を

観
測

す
る

観
測

所
で

あ
る

。
テ

レ
メ

ー
タ

に
よ

る
観

測
開

始
年

月
日

の
う

ち
、

「
#
」
は

昭
和

4
9
年

1
1
月

1
日

を
示

す
。

「
#
年

月
日

」
は

昭
和

4
9
年

1
1
月

1
日

に
降

水
量

の
み

開
始

し
、

続
く
年

月
日

よ
り

他
の

要
素

も
加

わ
っ

た
こ

と
を

表
す

。
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7-1 被害程度の認定基準
（県危機対策課）

1 人的被害

(1) 「死者」とは、当該災害が原因で死亡し、死体を確認したものまたは死体は確認できないが、死亡したことが確実な者とす

る。

(2) 「行方不明者」とは、当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者とする。

(3) 「重傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、または受ける必要のある者のうち 1 月以上の治療を要する見

込みのものとする。

(4) 「軽傷者」とは、当該災害により負傷し、医師の治療を受け、または受ける必要のある者のうち 1 月未満で治療できる見込

みのものとする。

2 住家被害

(1) 「住家」とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。

(2) 「全壊」とは、住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没したもの、又

は住家の損壊（ここでいう「損壊」とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しな

ければ元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。以下同じ。）が甚だしく、補修により元通りに再使用することが

困難なもので、具体的には、住家の損壊若しくは流出した部分の床面積がその住家の延べ床面積の 70％以上に達した

程度のもの、又は住家の主要な構成要素（ここでいう「主要な構成要素」とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたも

のであって、住家の一部として固定された設備を含む。以下同じ。）の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、

その住家の損害割合が 50％以上に達した程度のものとする。

(3) 「半壊」とは、住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修す

れば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には損壊部分が、その住家の延べ床面積の 20％以上 70％未満のも

の、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 20％以上

50％未満のものとする。

(4) 「一部破損」とは、全壊および半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のものとする。ただし、ガラ

スが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。

(5) 「床上浸水」とは、住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土砂竹木のたい積により一時的に

居住することができないものとする。

(6) 「床下浸水」とは、床上浸水に至らない程度に浸水したものとする。

3 非住家被害

(1) 「非住家」とは、住家以外の建物でこの報告中他の被害箇所項目に属さないものとする。これらの施設に人が居住してい

るときは、当該部分は住家とする。

(2) 「公共建物」とは、例えば役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用または公共の用に供する建物とする。

(3) 「その他」とは、公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。

(4) 非住家被害は、全壊または半壊の被害を受けたもののみを記入するものとする。

4 その他

(1) 「田の流失、埋没」とは、田の耕土が流失し、または砂利等のたい積のため、耕作が不能になったものとする。

(2) 「田の冠水」とは、稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。

(3) 「畑の流失、埋没」及び「畑の冠水」については、田の例に準じて取り扱うものとする。

(4) 「学校」とは、学校教育法（昭和 22年法律第26号）第１条に規定する学校をいい、具体的には、幼稚園、小学校、中学校、

義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校における教育の用に供する施設とす

る。

(5) 「道路」とは、道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 2 条第 1 項に規定する道路のうち、橋りょうを除いたものとする。

(6) 「橋りょう」とは、道路を連結するために河川、運河等の上に架設された橋とする。

(7) 「河川」とは、河川法（昭和 39 年法律第 167 号）が適用され、もしくは準用される河川もしくはその他の河川またはこれらの

ものの維持管理上必要な堤防、護岸、水利、床止その他の施設もしくは沿岸を保全するために防護することを必要とす
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る河岸とする。

(8) 「港湾」とは、港湾法（昭和 25 年法律第 218 号）第 2 条第 5 項に規定する水域施設、外かく施設、けい留施設、または港

湾の利用および管理上必要な臨港交通施設とする。

(9) 「砂防」とは、砂防法（明治 30 年法律第 29 号）第 1 条に規定する砂防施設、同法第 3 条の規定によって同法が準用され

る砂防のための施設または同法第 3 条の 2 の規定によって同法が準用される天然の河岸とする。

(10) 「清掃施設」とは、ごみ処理およびし尿処理施設とする。

(11) 「鉄道不通」とは、汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害とする。

(12) 「被害船舶」とは、ろかいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能になったもの及び流失し、所在が不

明になったもの、並びに修理しなければ航行できない程度の被害を受けたものとする。

(13) 「電話」とは、災害により通話不能となった電話の回線数とする。

(14) 「電気」とは、災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点における戸数とする。

(15) 「水道」とは、上水道または簡易水道で断水している戸数のうち最も多く断水した時点における戸数とする。

(16) 「ガス」とは、一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数のうち最も多く供給停止となった時点における

戸数とする。

(17) 「ブロック塀」とは、倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。

(18) 「り災世帯」とは、災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生活を維持できなくなった生計を一にしている

世帯とする。

例えば寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊するもので共同生活を営んでいるものについては、これを

一世帯として扱い、また同一家屋の親子、夫婦であっても、生活が別であれば分けて扱うものとする。

(19) 「り災者」とは、り災世帯の構成員とする。

5 火災発生

火災発生件数については、地震又は火山噴火の場合のみ報告するものであること。

6 被害金額

県庁内各課は次の施設等について被害金額を報告する。

(1) 「公立文教施設」とは、公立の文教施設とする。

(2) 「農林水産業施設」とは、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭和 25 年法律第 169 号）

による補助対象となる施設をいい、具体的には、農地、農業用施設、林業用施設、漁港施設及び共同利用施設とする。

(3) 「公共土木施設」とは、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和 26 年法律第 97 号）による国庫負担の対象となる

施設をいい、具体的には、河川、海岸、砂防施設、林地荒廃防止施設、道路、港湾及び漁港とする。

(4) 「その他の公共施設」とは、公立文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外の公共施設をいい、例えば庁舎、公

民館、児童館、都市施設等の公用または公共の用に供する施設とする。

(5) 公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設およびその他の公共施設については当面、被害見込額とし、確定し次

第、査定済額を報告する。

(6) 「農産被害」とは、農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハウス、農作物等の被害とする。

(7) 「林産被害」とは、農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木等の被害とする。

(8) 「畜産被害」とは、農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、畜舎等の被害とする。

(9) 「水産被害」とは、農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えば、のり、魚具、漁船等の被害とする。

(10) 「商工被害」とは、建物以外の商工被害で、例えば工業原材料、商品、生産機械器具等とする。

7 その他

備考欄には、災害発生場所、災害発生年月日、災害の種類及び概況、消防機関の活動状況その他について簡潔に記入す

るものとする。

（消防庁「災害報告取扱要領」から抜粋（一部修正））
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7-2 被害速報（随時） （県危機対策課）

１ 人的被害

２ 住家被害 非住宅・道路・橋梁・河川・砂防・崖崩れ・港湾・

３ その他の被害 漁港・田畑・文教施設・病院・水道・鉄道・通信・ の被害

船舶・その他（ ） (該当項目に○印)

供 覧

情
報
源

住 民 消防団 自主防

その他（ ）

確

認

確認済（どこで） 警 察

未確認 その他

市
町
名

調
査
者

課
発
信
者

発
信
時
間

月 日

時 分第 号

方
面
本
部
名

受
信
者

発
信
者

発
信
時
間

月 日

時 分第 号

本

部
第 号

受
信
者

受
信
時
間

月 日

時 分

件 名
（第 報） 月 日 時 分現在

発

生

日 時

場 所

原 因

状 況

（人的被害）

・被害者の住所氏名

・年令等

（住家被害）

・居住者名

・避難状況等

（その他の被害）

・路線．河川名

・被災延長．崩土量

・規制内容

・復旧見込等

死 者 行方不明 負 傷 者 全 壊 半 壊 一部破損 床上浸水 床下浸水

人 人 重傷 人 棟 棟 棟 棟 棟

軽傷 人 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯

計 人 人 人 人 人 人

この情報は

警第 号

その他 で記者発表 済

（ ）

未 発 表
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茂
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損
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・
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h
a
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流

失
・
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h
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校
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院
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路
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所

橋
り
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う
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所

河
川
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所

港
湾
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所
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防

箇
所

清
掃

施
設

箇
所
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く
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れ
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所

鉄
道
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通
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所

被
害
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水
道

戸
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話
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数
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公
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文
教

施
設

千
円

農
林

水
産

業
施

設
千

円

公
共

土
木

施
設

千
円

そ
の

他
の

公
共

施
設

千
円

小
計

千
円

公
共

施
設

被
害

市
町

村
数

団
体

そ の 他

農
産

被
害

千
円

林
産

被
害

千
円

畜
産

被
害

千
円

水
産

被
害

千
円

商
工

被
害

千
円

そ
の

他
千

円

被
害

総
額

千
円

避
難

勧
告

指
示

の
状

況

地
区

数
箇

所

避
難

場
所

箇
所

避
難

人
数

人

消
防

職
員

出
動

延
人

数
人

消
防

団
員

出
動

延
人

数
人

災
害

対
策

本
部

設
置

時
間

災
害

対
策

本
部

廃
止

時
間

[資
料

編
Ⅱ

]

被
害

状
況

調
最

終
（
県

危
機

対
策

課
）

R
3.

4.
1

第
報

令
和

年
月

日
現

在

方
本

面
部

計

沼 津 市

熱 海 市

三 島 市

富 士 宮 市

伊 東 市

富 士 市

御 殿 場 市

裾 野 市

伊 豆 市

伊
の

豆
国

市

函 南 町

清 水 町

長 泉 町

小 山 町
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[資
料

編
Ⅱ

]

「
」
に

よ
る

Ｎ
ｏ
２

市
町

名

被
害

区
分

中
部

方
面

本
部

方
本

面
部 計

静 岡 市

島 田 市

焼 津 市

藤 枝 市

牧 之 原 市

吉 田 町

川 年 本 町

人 的 被 害

死
者

人

う
ち

災
害

関
連

死
者

人

行
方

不
明

者
人

負 傷 者

重
傷

人

軽
傷

人

住 家 被 害

全
壊

棟

世
帯

人

半
壊

棟

世
帯

人

一
部

破
損

棟

世
帯

人

床
上

浸
水

棟

世
帯

人

床
下

浸
水

棟

世
帯

人
非 住 家

公
共

建
物

棟

そ
の

他
棟

そ の 他

田
流

失
・

埋
没

h
a

冠
水

h
a

畑
流

失
・

埋
没

h
a

冠
水

h
a

学
校

箇
所

病
院

箇
所

道
路

箇
所

橋
り

ょ
う

箇
所

河
川

箇
所

港
湾

箇
所

砂
防

箇
所

清
掃

施
設

箇
所

崖
く

ず
れ

箇
所

鉄
道

不
通

箇
所

被
害

船
舶

隻

水
道

戸

電
話

回
線

電
気

戸

ガ
ス

戸

ブ
ロ

ッ
ク

塀
等

箇
所

り
災

世
帯

数
世

帯

り
災

者
数

人
火 災 発 生

建
物

件

危
険

物
件

そ
の

他
件

公
立

文
教

施
設

千
円

農
林

水
産

業
施

設
千

円

公
共

土
木

施
設

千
円

そ
の

他
の

公
共

施
設

千
円

小
計

千
円

公
共

施
設

被
害

市
町

村
数

団
体

そ の 他

農
産

被
害

千
円

林
産

被
害

千
円

畜
産

被
害

千
円

水
産

被
害

千
円

商
工

被
害

千
円

そ
の

他
千

円

被
害

総
額

千
円

避
難

勧
告

指
示

の
状

況

地
区

数
箇

所

避
難

場
所

箇
所

避
難

人
数

人

消
防

職
員

出
動

延
人

数
人

消
防

団
員

出
動

延
人

数
人

災
害

対
策

本
部

設
置

時
間

災
害

対
策

本
部

廃
止

時
間

[資
料

編
Ⅱ

]

被
害

状
況

調
最

終
（県

危
機

対
策

課
）

R
3.

4.
1

第
報

令
和

年
月

日
現

在

方
本

面
部

計

浜 松 市

磐 田 市

掛 川 市

袋 井 市

湖 西 市

御 前 崎 市

菊 川 市

森 町
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[資料編Ⅱ]

整理

検印

報告

うち災害関連死者

重 傷

軽 傷

流 出 ・ 埋 没

冠 水

流 出 ・ 埋 没

冠 水

7-4　災害定時及び確定報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（県危機対策課）

様式第４号

供    覧

被 害 報 告 受 信 簿

              （          　　 市町村  第          報）     　月     　日     　時   　  分現在

市 町

方面本部

機  関

災 害 発 生 の 日 時 月    　   日       　時      　 分

災 害 発 生 の 場 所 市　　町　　村

災害対策本部設置状況 　　　開設     　 月 　   日    　時   　 分 廃止      月   　 日  　  時    　分

区　　　　分 件　　数 備　　考 区　　　　分 件　　数 備　　考

死 者 人 崖 く ず れ 箇所

人 鉄 道 不 通 箇所

行 方 不 明 者 人 被 害 船 舶 隻

人 水 道 戸

人 電 話 回線

棟 電 気 戸

世帯 ガ ス 戸

人 ブ ロ ッ ク 塀 等 箇所

棟 り 災 世 帯 数 世帯

世帯 り 災 者 数 人

人 建 物 件

棟 危 険 物 件

世帯 そ の 他 件

人 公 立 文 教 施 設 千円

棟 農 林 水 産 業 施 設 千円

世帯 公 共 土 木 施 設 千円

人 そ の 他 の 公 共 施 設 千円

棟 小 計 千円

世帯 公 共 施 設 被 害 市 町 村 数 団体

人 農 産 被 害 千円

公 共 建 物 棟 林 産 被 害 千円

そ の 他 棟 畜 産 被 害 千円

ha 水 産 被 害 千円

ha 商 工 被 害 千円

ha そ の 他 千円

ha 被 害 総 額 千円

学 校 箇所 地 区 数 箇所

病 院 箇所 避 難 場 所 箇所

道 路 箇所 避 難 人 数 人

橋 り ょ う 箇所 消 防 職 員 出 動 延 人 数 人

河 川 箇所 消 防 団 員 出 動 延 人 数 人

港 湾 箇所 災 害 対 策 本 部 設 置 時 間

砂 防 箇所 災 害 対 策 本 部 廃 止 時 間

清 掃 施 設 箇所

発
信
者

受
信
者

受
信
時
刻

月       日       時       分

人
的
被
害負

傷
者

全 壊

半 壊

火
災
発
生一 部 損 壊

床 上 浸 水

床 下 浸 水

そ
　
の
　
他

非
住
家

田

畑

避難勧
告指示
の状況

そ
　
の
　
他

住
　
　
家
　
　
被
　
　
害

そ
　
　
の
　
　
他
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国

報道機関

現場（携帯電話）

要請・回答
状況情報

　　　　　　　　　　

様式4　県方面本部設置・庁舎（周辺）状況
様式5   県方面本部各班（県出先機関）等
　　　　（周辺）被害状況

賀茂振興局並びに東部、中部及び西部危機管理局

各機関共通

健康福祉班

物資班

農林班

土木班

 様式301　道路被害情報

企業班

県出先機関

集　約

　　　　　

 

　

　　　　　　

県危機管理部

集　約

　各　　部

　　　　　

 

　

　　　　　　

防災関係機関

情報の共有化

図０　ふじのくに防災情報共有システムを活用した情報伝達ルート

　　　　　　　　　要請・回答
様式101　救出・救助・捜索活動支援要請
様式102　緊急消防援助隊（消防）支援要請
様式103　医療救護班支援要請
様式104　要員派遣支援要請
様式105　物資調達支援要請
様式106　物資輸送支援要請
様式107　人員輸送支援要請
様式108　応急給水支援要請
様式109　支援要請（共通）

様式3        市町本部設置・庁舎（周辺）被害状況
様式11      被害速報
様式12      被害総括情報
様式32　  避難勧告・警戒区域設定状況
様式33      避難所設置状況
様式35      ヘリポート状況

様式332  救護所等の開設状況

様式46      エルピーガス供給可能
　　　　　状況
様式311　鉄道施設・運行状況
様式321　電話・通信の状況
様式322　電力施設の状況
様式323　 都市ガス施設の状況
様式324　水道施設の状況

市町、消防本部

様式33      避難所設置状況
様式35      ヘリポート状況
様式17　  現場被害報告
様式331　福祉施設対応・被害状況
様式332   救護所等の開設状況

様式301　道路被害情報

８－２　静岡県本部地震対策情報フロー図　　　　　　　　　　　（県危機情報課）

東海地震に関する
調査情報（臨時）

東海地震注意情報

（東海地震に関連する情報）

国

報道機関

様式3          市町本部設置・庁舎（周辺）被害状況
様式11        被害速報

様式333-1  国立学校等被害状況
様式333-2  公立学校等被害状況
様式333-3  私立学校等被害状況
様式333-4  保育所等被害状況
様式333(集) 学校等被害状況

市町、消防本部

様式333-1  国立学校等被害状況
様式333-2  公立学校等被害状況
様式333-3  私立学校等被害状況
様式333-4  保育所等被害状況
様式333(集) 学校等被害状況

学　校　等

要請・回答
状況情報

（注）市町及び防災関係機関から発信する情報は、種別によって方面本部指令班、方面本部各班等へ伝達すべきものがあるので注意すること。

図1　東海地震に関する調査情報（臨時）及び東海地震注意情報時の情報伝達ルートの概要

　　　　　　　　　　

様式4    県方面本部設置・庁舎（周辺）状況

様式5    県方面本部各班（県出先機関）等
　　　　（周辺）被害状況
様式11 被害速報

賀茂振興局並びに東部、中部及び西部危機管理局

各機関共通

様式11       被害速報

健康福祉班

物資班

農林班

土木班

企業班

県出先機関

集　約

　　　　　

様式1   県本部設置等状況
様式2   県本部各部各班参集状況
様式11 被害速報

　　　　　　

県危機管理部

集　約

　各　　部

様式349     大規模地震発生後における
　　　　　　浜岡原子力発電所施設・
　　　　　　設備点検結果
※東海地震注意情報時のみ伝達

国出先機関、防災関係機関
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支援・回答

警戒宣言

（東海地震に関する情報）

国現地警戒本部

報道機関
　　　　　　　　　　　　　　　　要請・回答

様式109     支援要請（共通）

様式3          市町本部設置・庁舎（周辺）被害状況
様式11        被害速報
様式15        事故情報（石油コンビナート等）
様式31        自衛隊等支援受入状況
様式32        避難勧告・警戒区域設定状況
様式33        避難所設置状況
様式34        組織別活動状況（共通）
様式205      船舶安全措置実施状況

様式344-1  河川、海岸、港湾、漁港水閘門等操作状況

様式331      福祉施設対応・被害状況
様式332-1  救護所等の開設状況

様式333-1  国立学校等被害状況
様式333-2  公立学校等被害状況
様式333-3  私立学校等被害状況
様式333-4  保育所等被害状況
様式333(集) 学校等被害状況

市町地震災害警戒本部、消防本部

様式16       航空偵察情報

様式44       政府保管米在庫状況
様式45       輸血用血液在庫状況
様式51-1   災害復旧重機資材の状況
様式51-2   重機保管状況
様式51-3   クレーン保管状況
様式54       緊急輸送車両の状況
様式201     危険物取扱事業者(石油類
                  屋外タンク貯蔵所)地震防
                  災応急対策実施状況

様式203-1 電力施設（中部電力㈱）
　　　　　  地震防災応急対策実施状況
様式203-2 電力施設（電源開発㈱）
                 地震防災応急対策実施状況
様式203-3 電力施設（東京電力パワ
                 ーグリッド㈱）
                 地震防災応急対策実施状況
様式204    警戒宣言発令時における
                 浜岡原子力発電所応急保安
                 措置実施状況

様式206   地震防災応急対策実施状況
　　　　　　　　　　　　　　（共通）
様式301-3 国道、東名等被害・混乱・
　　　　　　復旧（見込）状況

国出先機関、防災関係機関

様式333-1  国立学校等被害状況
様式333-2  公立学校等被害状況
様式333-3  私立学校等被害状況
様式333-4  保育所等被害状況
様式333(集) 学校等被害状況

学　校　等

要請・回答
状況情報

様式334-1 ＪＲ東海列車抑止状況
様式334-2 私鉄列車抑止状況

（注）市町及び防災関係機関から発信する情報は、種別によって方面本部指令班、方面本部各班等へ伝達すべきものがあるので注意すること。

図2　警戒宣言時の情報伝達ルートの概要

様式42 緊急物資（食料品）在庫状況
様式43 緊急物資（生活必需品）在庫状況

協定業者

　　　　　　　　　　　要請・回答

様式4    県方面本部設置・庁舎（周辺）状況

様式5    県方面本部各班（県出先機関）等
　　　　（周辺）被害状況
様式11 被害速報

県地震災害警戒本部方面本部指令班

各班共通

様式11       被害速報

健康福祉班

様式41       衛生材料等在庫状況

物資班

農林班

様式344-1 河川、海岸、港湾、漁港水閘門等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　操作状況

土木班

様式202     コンテナヤード等地震防災
　　　　　　応急対策実施状況
様式205      船舶安全措置実施状況

様式344-1 河川、海岸、港湾、漁港水閘門等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　操作状況

企業班

県災害対策本部方面本部各班

集　約

　　　　　 要請・回答

様式1   県本部設置等状況
様式2   県本部各部各班参集状況
様式11 被害速報
様式16 航空偵察情報

　　　　　　

県地震災害警戒本部

集　約

　各　　部

　要請・回答

支援・回答

緊急災害現地対策本部

報道機関

　　　　　 要請・回答

様式1   県本部設置等状況
様式2   県本部各部各班参集状況
様式11 被害速報
様式16 航空偵察情報

　　　　　　

県災害対策本部

集　約

　　　　　　　　　　　要請・回答

様式4    県方面本部設置・庁舎（周辺）状況

様式5    県方面本部各班（県出先機関）等
　　　　（周辺）被害状況
様式11 被害速報

県災害対策本部方面本部指令班

　　　　　　　　　　　　　　　　要請・回答

様式101     救出・救助・捜索活動支援要請
様式102     緊急消防援助隊(消防)支援要請
　　　　　　　　　　　　　　　　　(患者搬送要請除く)

様式109     支援要請（共通）

様式3          市町本部設置・庁舎（周辺）被害状況
様式11        被害速報

様式13        消防情報（第　報）
様式15        事故情報（石油コンビナート等）
様式31        自衛隊等支援受入状況
様式350      被害状況（共通）

様式301-1  道路被害・復旧（見込）状況

市町災害対策本部、消防本部

各班共通

様式11       被害速報

健康福祉班

物資班

農林班

土木班

様式301-1 道路被害・復旧（見込）状況

企業班

県災害対策本部方面本部各班

様式16       航空偵察情報
様式301-3 国道、東名等被害・混乱・
　　　　　　復旧（見込）状況
様式349     大規模地震発生後における
　　　　　　浜岡原子力発電所施設・
　　　　　　設備点検結果
様式350     被害状況（共通）

国出先機関、防災関係機関

医療関係機関

集　約

　各　　部

　要請・回答

要請・回答
状況情報

（注）市町及び防災関係機関から発信する情報は、種別によって方面本部指令班、方面本部各班等へ伝達すべきものがあるので注意すること。

図3　1時間以内の情報伝達ルートの概要

災害拠点病院…様式等については、
　　　　　　　E-ＭＩＳ、医療救護計画による
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支援・回答

緊急災害現地対策本部

報道機関

　　　　　 要請・回答

様式1   県本部設置等状況
様式2   県本部各部各班参集状況
様式11 被害速報
様式16 航空偵察情報

　　　　　　

県災害対策本部

集　約

　　　　　　　　　　　要請・回答

様式4    県方面本部設置・庁舎（周辺）状況

様式5    県方面本部各班（県出先機関）等
　　　　（周辺）被害状況
様式11 被害速報

県災害対策本部方面本部指令班

　　　　　　　　　　　　　　　　要請・回答

様式101     救出・救助・捜索活動支援要請
様式102     緊急消防援助隊(消防)支援要請
　　　　　　　　　　　　　　　　　(患者搬送要請除く)
様式103     医療救護班支援要請
様式109     支援要請（共通）

様式3          市町本部設置・庁舎（周辺）被害状況
様式11        被害速報
様式12        被害総括情報

様式13        消防情報（第　報）
様式15        事故情報（石油コンビナート等）
様式31        自衛隊等支援受入状況
様式33        避難所設置状況
様式34        組織別活動状況（共通）
様式52        緊急輸送に従事可能漁船の状況
様式350      被害状況（共通）

様式332-1  救護所等の開設状況
様式332-2  救護病院等開設・被害状況
様式332-3 精神科病院の被害状況
様式301-2  林道被害・復旧（見込）状況
様式301-1  道路被害・復旧（見込）状況
様式302-1  港湾、漁港被害・復旧（見込）状況
様式303-1  河川、海岸被害・復旧（見込）状況

市町災害対策本部、消防本部

各班共通

様式11       被害速報

健康福祉班
様式332-1 救護所等の開設状況
様式332-2 救護病院等の開設・被害状況

様式332-3 精神科病院の被害状況

物資班

農林班

土木班

様式301-1 道路被害・復旧（見込）状況
様式302-1 港湾、漁港被害・復旧（見込）状況
様式302-2 海上輸送確保状況

様式303-1 河川、海岸被害・復旧（見込）状況
様式303-3 砂防関係（砂防施設災害、その他
　　　　　   土砂災害）被害・復旧（見込）状況
企業班
様式347 工業用水施設被害・復旧（見込）状況

県災害対策本部方面本部各班

様式16       航空偵察情報
様式34       組織別活動状況（共通）
様式45       輸血用血液在庫状況
様式301-3 国道被害・混乱・
　　　　　　復旧（見込）状況
様式303-2 直轄河川被害・復旧
　　　　　　（見込）状況
様式311-2 ＪＲ東海列車運行状況
様式349     大規模地震発生後における
　　　　　　浜岡原子力発電所施設・
　　　　　　設備点検結果
様式350     被害状況（共通）

国出先機関、防災関係機関

医療関係機関

集　約

　各　　部

　要請・回答

要請・回答
状況情報

（注）市町及び防災関係機関から発信する情報は、種別によって方面本部指令班、方面本部各班等へ伝達すべきものがあるので注意すること。

図4　2時間以内の情報伝達ルートの概要

様式52 緊急輸送に従事可能漁船の状況

県有船舶

様式103     医療救護班支援要請
様式332-2 救護病院等開設・被害状況
様式332-３ 精神科病院の被害状況

災害拠点病院…様式等については、
　　　　　　　E-ＭＩＳ、医療救護計画による

支援・回答

緊急災害現地対策本部

報道機関

　　　　　　　　要請・回答

様式11 被害速報
様式16 航空偵察情報

　　　　　　

県災害対策本部

集　約

　　　　　　　　　　　
　
　
　　　　　　　　　　　要請・回答

様式11 被害速報

県災害対策本部方面本部指令班

　　　　　　　　　　　　　　　　要請・回答
様式101     救出・救助・捜索活動支援要請
様式102     緊急消防援助隊(消防)支援要請
　　　　　　　　　　　　　　　　　(患者搬送要請除く)
様式103     医療救護班支援要請
様式104-1 要員派遣支援要請
様式104-2 要員派遣支援要請（保健師・栄養士等）

様式104-3 要員派遣支援要請
（ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ、生活支援員、介護職員、保育士等）
様式105-1 食料等物資調達支援要請（　月　日分）
様式105-2 医薬品等物資調達支援要請（　月　日分）
様式106     物資輸送支援要請
様式107     人員輸送支援要請
様式108     応急給水支援要請

様式109     支援要請（共通）様式110仮設トイレ等支援要請

様式11        被害速報
様式12        被害総括情報

様式13        消防情報（第　報）
様式15        事故情報（石油コンビナート等）
様式31        自衛隊等支援受入状況
様式32        避難勧告・警戒区域設定状況
様式33        避難所設置状況
様式34        組織別活動状況（共通）
様式52        緊急輸送に従事可能漁船の状況
様式350      被害状況（共通）

様式324      水道施設被害状況
様式332-1  救護所等の開設状況
様式332-2  救護病院等開設・被害状況

様式332-3  精神科病院の被害状況
様式301-2  林道被害・復旧（見込）状況
様式301-1  道路被害・復旧（見込）状況
様式302-1  港湾、漁港被害・復旧（見込）状況
様式302-2  海上輸送確保状況

様式303-1  河川、海岸被害・復旧（見込）状況
様式303-3  砂防関係（砂防施設災害、その他土砂災害）
                   被害・復旧（見込）状況

様式304　　ｶﾞﾚｷ・残骸物仮置場設定状況
様式333-1  国立学校等被害状況
様式333-2  公立学校等被害状況
様式333-3  私立学校等被害状況
様式333-4  保育所等被害状況
様式333(集) 学校等被害状況

市町災害対策本部、消防本部

各班共通

様式11       被害速報
健康福祉班
様式41       衛生材料等在庫状況
様式332-1 救護所等の開設状況

様式332-2 救護病院等の開設・被害状況
様式332-3 精神科病院の被害状況
物資班
農林班

土木班

様式301-1 道路被害・復旧（見込）状況
様式302-1 港湾、漁港被害・復旧（見込）状況
様式302-2 海上輸送確保状況

様式303-1 河川、海岸被害・復旧（見込）状況
様式303-3 砂防関係（砂防施設災害、その他
　　　　　   土砂災害）被害・復旧（見込）状況
企業班
様式347 工業用水施設被害・復旧（見込）状況

県災害対策本部方面本部各班

様式16       航空偵察情報
様式34       組織別活動状況（共通）
様式45       輸血用血液在庫状況
様式51-1   災害復旧重機資材の状況
様式51-2   重機保管状況
様式51-3   クレーン保管状況
様式52       緊急輸送に従事可能漁船
　　　　　  の状況
様式53       緊急輸送に従事可能船舶
　　　　　  の状況

様式54       緊急輸送車両の状況
様式301-3 国道被害・混乱・
　　　　　　復旧（見込）状況
様式303-2 直轄河川被害・復旧
　　　　　　（見込）状況
様式311-1 ＪＲ東海鉄道被害・復旧
　　　　　　（見込）状況
様式311-2 ＪＲ東海列車運行状況
様式311-4 私鉄鉄道被害・復旧
　　　　　　（見込）状況
様式321-1 通信施設被害状況

国出先機関、防災関係機関

医療関係機関

様式333-1  国立学校等被害状況
様式333-2  公立学校等被害状況
様式333-3  私立学校等被害状況
様式333-4  保育所等被害状況
様式333(集) 学校等被害状況

学　校　等

集　約

　各　　部

　要請・回答

要請・回答
状況情報

様式321-2 電話利用可能状況

様式322-1 電力施設（中部電力㈱）
　　　　　　被害状況
様式322-2 停電（中部電力㈱）状況

様式322-3 電力施設（中部電力㈱）
　　　　　　復旧（見込）状況
様式322-4 電力施設（東京電力パワ
                     ーグリッド㈱）被害状況
様式322-5 停電（東京電力パワ ーグ
                     リッド㈱）状況
様式322-6 電力施設（東京電力パワ
                      ーグリッド㈱）

　　　　　　復旧（見込）状況
様式323-1 都市ガス施設被害状況
様式323-2 都市ガス復旧（見込）状況
様式334-1 ＪＲ東海列車抑止状況
様式334-2 私鉄列車抑止状況
様式349     大規模地震発生後における
　　　　　　浜岡原子力発電所施設・
　　　　　　設備点検結果
様式350     被害状況（共通）

（注）市町及び防災関係機関から発信する情報は、種別によって方面本部指令班、方面本部各班等へ伝達すべきものがあるので注意すること。

図5　6時間以内の情報伝達ルートの概要

様式42 緊急物資（食料品）在庫状況
様式43 緊急物資（生活必需品）在庫状況

協定業者

様式52 緊急輸送に従事可能漁船の状況

県有船舶

様式103     医療救護班支援要請
様式332-2 救護病院等開設・被害状況

様式332-3精神科病院の被害状況
災害拠点病院…様式等については、
　　　　　　　E-ＭＩＳ、医療救護計画による
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支援・回答

緊急災害現地対策本部

報道機関

　　　　　　　　要請・回答

様式11 被害速報
様式16 航空偵察情報

　　　　　　

県災害対策本部

集　約

　　　　　　　　　　　
　
　
　　　　　　　　　　　要請・回答

様式11 被害速報

県災害対策本部方面本部指令班

　　　　　　　　　　　　　　　　要請・回答
様式101     救出・救助・捜索活動支援要請
様式102     緊急消防援助隊(消防)支援要請
　　　　　　　　　　　　　　　　　(患者搬送要請除く)
様式103     医療救護班支援要請
様式104-1 要員派遣支援要請
様式104-2 要員派遣支援要請（保健師・栄養士等）

様式104-３ 要員派遣支援要請
（ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ、生活支援員、介護職員、保育士等）
様式105-1 食料等物資調達支援要請（　月　日分）
様式105-2 医薬品等物資調達支援要請（　月　日分）
様式106     物資輸送支援要請
様式107     人員輸送支援要請
様式108     応急給水支援要請
様式109     支援要請（共通）様式110仮設トイレ等支援要請

様式11        被害速報
様式12        被害総括情報

様式13        消防情報（第　報）
様式15        事故情報（石油コンビナート等）
様式31        自衛隊等支援受入状況
様式32        避難勧告・警戒区域設定状況
様式33        避難所設置状況
様式34        組織別活動状況（共通）
様式52        緊急輸送に従事可能漁船の状況
様式350      被害状況（共通）
様式324      水道施設被害状況
様式331      福祉施設対応・被害状況
様式332-1  救護所等の開設状況
様式332-2  救護病院等開設・被害状況
様式332-3 精神科病院の被害状況
様式342　　災害廃棄物の発生状況及び廃棄物処理施設の被害状況

様式301-2  林道被害・復旧（見込）状況
様式301-1  道路被害・復旧（見込）状況
様式302-1  港湾、漁港被害・復旧（見込）状況
様式302-2  海上輸送確保状況

様式303-1  河川、海岸被害・復旧（見込）状況
様式303-3  砂防関係（砂防施設災害、その他土砂災害）

被害・復旧（見込）状況　様式304　ｶﾞﾚｷ・残骸物仮置場設定状況

様式333-1  国立学校等被害状況
様式333-2  公立学校等被害状況
様式333-3  私立学校等被害状況
様式333-4  保育所等被害状況
様式333(集) 学校等被害状況

市町災害対策本部、消防本部

各班共通

様式11       被害速報
健康福祉班
様式41       衛生材料等在庫状況
様式332-1 救護所等の開設状況

様式332-2 救護病院等の開設・被害状況
様式332-3 精神科病院の被害状況
物資班
農林班
様式301-2 林道被害・復旧（見込）状況
様式346-1 治山、地すべり施設等被害・復旧
　　　　　　（見込）状況

様式346-2 土地改良施設等被害・復旧（見込）
　　　　　　状況

様式346-3 工事中の県営土地改良施設等被害・
　　　　　　復旧（見込）状況
土木班

様式301-1 道路被害・復旧（見込）状況
様式302-1 港湾、漁港被害・復旧（見込）状況
様式302-2 海上輸送確保状況

様式303-1 河川、海岸被害・復旧（見込）状況
様式303-3 砂防関係（砂防施設災害、その他
　　　　　   土砂災害）被害・復旧（見込）状況
企業班
様式347 工業用水施設被害・復旧（見込）状況

県災害対策本部方面本部各班

様式16       航空偵察情報
様式34       組織別活動状況（共通）
様式45       輸血用血液在庫状況
様式46       エルピーガス供給可能
　　　　　　状況
様式51-1   災害復旧重機資材の状況
様式51-2   重機保管状況
様式51-3   クレーン保管状況
様式52       緊急輸送に従事可能漁船
　　　　　  の状況
様式53       緊急輸送に従事可能船舶
　　　　　  の状況

様式54       緊急輸送車両の状況
様式301-3 国道被害・混乱・
　　　　　　復旧（見込）状況
様式303-2 直轄河川被害・復旧
　　　　　　（見込）状況
様式311-1 ＪＲ東海鉄道被害・復旧
　　　　　　（見込）状況
様式311-2 ＪＲ東海列車運行状況
様式311-4 私鉄鉄道被害・復旧
　　　　　　（見込）状況
様式311-5 私鉄列車運行状況
様式321-1 通信施設被害状況

国出先機関、防災関係機関

医療関係機関

様式333-1  国立学校等被害状況
様式333-2  公立学校等被害状況
様式333-3  私立学校等被害状況
様式333-4  保育所等被害状況
様式333(集) 学校等被害状況

学　校　等

集　約

　各　　部

　要請・回答

要請・回答
状況情報

様式321-2 電話利用可能状況
様式321-3 通信復旧状況

様式322-1 電力施設（中部電力㈱）
　　　　　　被害状況
様式322-2 停電（中部電力㈱）状況

様式322-3 電力施設（中部電力㈱）
　　　　　　復旧（見込）状況
様式322-4 電力施設（東京電力パワ
                     ーグリッド㈱） 被害状況
様式322-5 停電（東京電力パワ ーグ
                     リッド㈱）状況
様式322-6 電力施設（東京電力パワ
                      ーグリッド㈱）
　　　　　　復旧（見込）状況
様式323-1 都市ガス施設被害状況
様式323-2 都市ガス復旧（見込）状況
様式334-1 ＪＲ東海列車抑止状況
様式334-2 私鉄列車抑止状況
様式348     米殻卸等精米工場被害
　　　　　   状況
様式349     大規模地震発生後における
　　　　　　浜岡原子力発電所施設・
　　　　　　設備点検結果
様式350     被害状況（共通）

（注）市町及び防災関係機関から発信する情報は、種別によって方面本部指令班、方面本部各班等へ伝達すべきものがあるので注意すること。

図6　12時間以内の情報伝達ルートの概要

様式42 緊急物資（食料品）在庫状況
様式43 緊急物資（生活必需品）在庫状況

協定業者

様式52 緊急輸送に従事可能漁船の状況

県有船舶

様式103     医療救護班支援要請
様式332-2 救護病院等開設・被害状況
様式332-3 精神科病院の被害状況
災害拠点病院…様式等については、
　　　　　　　E-ＭＩＳ、医療救護計画による

支援・回答

緊急災害現地対策本部

報道機関

　　　　　　　　要請・回答

様式11 被害速報
様式16 航空偵察情報

　　　　　　

県災害対策本部

集　約

　　　　　　　　　　　
　
　
　　　　　　　　　　　要請・回答

様式11 被害速報

県災害対策本部方面本部指令班

　　　　　　　　　　　　　　　　要請・回答
様式101     救出・救助・捜索活動支援要請
様式102     緊急消防援助隊(消防)支援要請
　　　　　　　　　　　　　　　　　(患者搬送要請除く)
様式103     医療救護班支援要請
様式104-1 要員派遣支援要請
様式104-2 要員派遣支援要請（保健師・栄養士等）

様式104-3 要員派遣支援要請
（ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ、生活支援員、介護職員、保育士等）

様式105-1 食料等物資調達支援要請（　月　日分）
様式105-2 医薬品等物資調達支援要請（　月　日分）
様式106     物資輸送支援要請
様式107     人員輸送支援要請
様式108     応急給水支援要請
様式109     支援要請（共通）様式110仮設トイレ等支援要請

様式111　　災害廃棄物処理支援要請
様式11        被害速報
様式12        被害総括情報

様式13        消防情報（第　報）
様式15        事故情報（石油コンビナート等）
様式31        自衛隊等支援受入状況
様式32        避難勧告・警戒区域設定状況
様式33        避難所設置状況
様式34        組織別活動状況（共通）
様式52        緊急輸送に従事可能漁船の状況
様式350      被害状況（共通）
様式324      水道施設被害状況
様式331      福祉施設対応・被害状況
様式332-1  救護所等の開設状況
様式332-2  救護病院等開設・被害状況

様式332-3  精神科病院の被害状況　
様式342      災害廃棄物の発生状況及び廃棄物処理施設の被害状況

様式301-2  林道被害・復旧（見込）状況
様式301-1  道路被害・復旧（見込）状況
様式302-1  港湾、漁港被害・復旧（見込）状況
様式302-2  海上輸送確保状況

様式303-1  河川、海岸被害・復旧（見込）状況
様式303-3  砂防関係（砂防施設災害、その他土砂災害）

被害・復旧（見込）状況　様式304　ｶﾞﾚｷ・残骸物仮置場設定状況

様式333-1  国立学校等被害状況
様式333-2  公立学校等被害状況
様式333-3  私立学校等被害状況
様式333-4  保育所等被害状況
様式333(集) 学校等被害状況

市町災害対策本部、消防本部

各班共通

様式11       被害速報
健康福祉班
様式41       衛生材料等在庫状況
様式332-1 救護所等の開設状況
様式332-2 救護病院等の開設・被害状況
様式332-3 精神科病院の被害状況
物資班
農林班
様式301-2 林道被害・復旧（見込）状況
様式346-1 治山、地すべり施設等被害・復旧
　　　　　　（見込）状況

様式346-2 土地改良施設等被害・復旧（見込）
　　　　　　状況

様式346-3 工事中の県営土地改良施設等被害・
　　　　　　復旧（見込）状況
土木班

様式301-1 道路被害・復旧（見込）状況
様式302-1 港湾、漁港被害・復旧（見込）状況
様式302-2 海上輸送確保状況

様式303-1 河川、海岸被害・復旧（見込）状況
様式303-3 砂防関係（砂防施設災害、その他
　　　　　   土砂災害）被害・復旧（見込）状況
企業班
様式347 工業用水施設被害・復旧（見込）状況

県災害対策本部方面本部各班

様式16       航空偵察情報
様式34       組織別活動状況（共通）
様式45       輸血用血液在庫状況
様式46       エルピーガス供給可能
　　　　　　状況
様式51-1   災害復旧重機資材の状況
様式51-2   重機保管状況
様式51-3   クレーン保管状況
様式52       緊急輸送に従事可能漁船
　　　　　  の状況
様式53       緊急輸送に従事可能船舶
　　　　　  の状況

様式54       緊急輸送車両の状況
様式301-3 国道被害・混乱・
　　　　　　復旧（見込）状況
様式303-2 直轄河川被害・復旧
　　　　　　（見込）状況
様式311-1 ＪＲ東海鉄道被害・復旧
　　　　　　（見込）状況
様式311-2 ＪＲ東海列車運行状況
様式311-4 私鉄鉄道被害・復旧
　　　　　　（見込）状況
様式311-5 私鉄列車運行状況
様式321-1 通信施設被害状況

国出先機関、防災関係機関

医療関係機関

様式333-1  国立学校等被害状況
様式333-2  公立学校等被害状況
様式333-3  私立学校等被害状況
様式333-4  保育所等被害状況
様式333(集) 学校等被害状況

学　校　等

集　約

　各　　部

　要請・回答

要請・回答
状況情報

様式321-2 電話利用可能状況
様式321-3 通信復旧状況

様式322-1 電力施設（中部電力㈱）
　　　　　　被害状況
様式322-2 停電（中部電力㈱）状況

様式322-3 電力施設（中部電力㈱）
　　　　　　復旧（見込）状況
様式322-4 電力施設（東京電力パワ
                       ーグリッド㈱ 被害状況
様式322-5 停電（東京電力パワーグ
                     リッド㈱）状況
様式322-6 電力施設（東京電力パワ
                      ーグリッド㈱）
　　　　　　復旧（見込）状況
様式323-1 都市ガス施設被害状況
様式323-2 都市ガス復旧（見込）状況
様式334-1 ＪＲ東海列車抑止状況
様式334-2 私鉄列車抑止状況
様式348     米殻卸等精米工場被害
　　　　　   状況
様式349     大規模地震発生後における
　　　　　　浜岡原子力発電所施設・
　　　　　　設備点検結果
様式350     被害状況（共通）

（注）市町及び防災関係機関から発信する情報は、種別によって方面本部指令班、方面本部各班等へ伝達すべきものがあるので注意すること。

図7　24時間以内の情報伝達ルートの概要

様式42 緊急物資（食料品）在庫状況
様式43 緊急物資（生活必需品）在庫状況

協定業者

様式52 緊急輸送に従事可能漁船の状況

県有船舶

様式103     医療救護班支援要請

様式332-2 救護病院等開設・被害状況
様式332-3 精神科病院の被害状況
災害拠点病院…様式等については、
　　　　　　　E-ＭＩＳ、医療救護計画による
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支援・回答

緊急災害現地対策本部

報道機関

　　　　　　　　要請・回答

様式11 被害速報
様式16 航空偵察情報

　　　　　　

県災害対策本部

集　約

　　　　　　　　　　　
　
　
　　　　　　　　　　　要請・回答

様式11 被害速報

県災害対策本部方面本部指令班

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 要 請 ・ 回 答
様 式 1 0 1      救 出 ・ 救 助 ・ 捜 索 活 動 支 援 要 請
様式102     緊急消防援助隊(消防)支援要請(患者搬送要請除く)
様 式 1 0 3      医 療 救 護 班 支 援 要 請 　 　 　 　
様 式 1 0 4 - 1  要 員 派 遣 支 援 要 請
様式104-2 要員派遣支援要請（保健師・栄養士等）
様 式 1 0 4 - 3  要 員 派 遣 支 援 要 請

（ﾎ ｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ、生活支援員、介護職員、保育士等）
様式105-1 食料等物資調達支援要請（　月　日分）
様式105-2 医薬品等物資調達支援要請（　月　日分）
様 式 1 0 6      物 資 輸 送 支 援 要 請
様 式 1 0 7      人 員 輸 送 支 援 要 請
様 式 1 0 8      応 急 給 水 支 援 要 請
様式109     支援要請（共通）様式110仮設トイレ等支援要請

様 式 1 1 1 　   災 害 廃 棄 物 処 理 支 援 要 請
様 式 1 1         被 害 速 報
様 式 1 2         被 害 総 括 情 報

様 式 1 3         消 防 情 報 （ 第 　 報 ）
様式15        事故情報（石油コンビナート等）
様 式 3 1         自 衛 隊 等 支 援 受 入 状 況
様 式 3 2         避 難 勧 告 ・ 警 戒 区 域 設 定 状 況
様 式 3 3         避 難 所 設 置 状 況
様 式 3 4         組 織 別 活 動 状 況 （ 共 通 ）
様式 5 2        緊急 輸送 に従 事可能 漁船 の状 況
様 式 3 4 3       中 小 企 業 関 係 被 災 状 況
様 式 3 5 0       被 害 状 況 （ 共 通 ）
様 式 3 2 4       水 道 施 設 被 害 状 況
様 式 3 3 1       福 祉 施 設 対 応 ・ 被 害 状 況
様 式 3 3 2 - 1   救 護 所 等 の 開 設 状 況
様 式 3 3 2 - 2   救 護 病 院 等 開 設 ・ 被 害 状 況

様式342　　災害廃棄物の発生状況及び廃棄物処理施設の被害状況

様 式 3 0 1 - 2   林 道 被 害 ・ 復 旧 （ 見 込 ） 状 況
様 式 3 0 1 - 1   道 路 被 害 ・ 復 旧 （ 見 込 ） 状 況
様式302-1  港湾、漁港被害・復旧（見込）状況
様 式 3 0 2 - 2   海 上 輸 送 確 保 状 況

様式303-1  河川、海岸被害・復旧（見込）状況
様式303-3  砂防関係（砂防施設災害、その他土砂災害）

被害・復旧（見込）状況　様式304　ｶﾞﾚｷ・残骸物仮置場設定状況

様 式 3 4 5       下 水 道 施 設 被 害 状 況

様 式 3 3 3 - 1   国 立 学 校 等 被 害 状 況
様 式 3 3 3 - 2   公 立 学 校 等 被 害 状 況
様 式 3 3 3 - 3   私 立 学 校 等 被 害 状 況
様 式 3 3 3 - 4   保 育 所 等 被 害 状 況
様 式 3 3 3 ( 集 )  学 校 等 被 害 状 況

市町災害対策本部、消防本部

各班共通

様式11       被害速報
健康福祉班
様式41       衛生材料等在庫状況
様式332-1 救護所等の開設状況
様式332-2 救護病院等の開設・被害状況
様式332-3 精神科病院の被害状況
物資班
農林班
様式301-2 林道被害・復旧（見込）状況
様式346-1 治山、地すべり施設等被害・復旧
　　　　　　（見込）状況

様式346-2 土地改良施設等被害・復旧（見込）
　　　　　　状況

様式346-3 工事中の県営土地改良施設等被害・
　　　　　　復旧（見込）状況
土木班

様式301-1 道路被害・復旧（見込）状況
様式302-1 港湾、漁港被害・復旧（見込）状況
様式302-2 海上輸送確保状況

様式303-1 河川、海岸被害・復旧（見込）状況
様式303-3 砂防関係（砂防施設災害、その他
　　　　　   土砂災害）被害・復旧（見込）状況
企業班
様式347 工業用水施設被害・復旧（見込）状況

県災害対策本部方面本部各班

様式16       航空偵察情報
様式34       組織別活動状況（共通）
様式45       輸血用血液在庫状況
様式46       エルピーガス供給可能
　　　　　　状況
様式51-1   災害復旧重機資材の状況
様式51-2   重機保管状況
様式51-3   クレーン保管状況
様式52       緊急輸送に従事可能漁船
　　　　　  の状況
様式53       緊急輸送に従事可能船舶
　　　　　  の状況

様式54       緊急輸送車両の状況
様式301-3 国道被害・混乱・
　　　　　　復旧（見込）状況
様式303-2 直轄河川被害・復旧
　　　　　　（見込）状況
様式311-1 ＪＲ東海鉄道被害・復旧
　　　　　　（見込）状況
様式311-2 ＪＲ東海列車運行状況
様式311-4 私鉄鉄道被害・復旧
　　　　　　（見込）状況
様式311-5 私鉄列車運行状況
様式321-1 通信施設被害状況

国出先機関、防災関係機関

医療関係機関

様式333-1  国立学校等被害状況
様式333-2  公立学校等被害状況
様式333-3  私立学校等被害状況
様式333-4  保育所等被害状況
様式333(集) 学校等被害状況

学　校　等

集　約

　各　　部

　要請・回答

要請・回答
状況情報

様式321-2 電話利用可能状況
様式321-3 通信復旧状況

様式322-1 電力施設（中部電力㈱）
　　　　　　被害状況
様式322-2 停電（中部電力㈱）状況

様式322-3 電力施設（中部電力㈱）
　　　　　　復旧（見込）状況
様式322-4 電力施設（東京電力パワ
                      ーグリッド㈱）被害状況
様式322-5 停電（東京電力パワーグ
                     リッド㈱）状況
様式322-6 電力施設（東京電力パワ
                      ーグリッド㈱）
　　               復旧（見込）状況
様式323-1 都市ガス施設被害状況
様式323-2 都市ガス復旧（見込）状況
様式334-1 ＪＲ東海列車抑止状況
様式334-2 私鉄列車抑止状況
様式348     米殻卸等精米工場被害
　　　　　   状況
様式349     大規模地震発生後における
　　　　　　浜岡原子力発電所施設・
　　　　　　設備点検結果
様式350     被害状況（共通）

（注）市町及び防災関係機関から発信する情報は、種別によって方面本部指令班、方面本部各班等へ伝達すべきものがあるので注意すること。

図８　１日～１週間の情報伝達ルートの概要

様式42 緊急物資（食料品）在庫状況
様式43 緊急物資（生活必需品）在庫状況

協定業者

様式52 緊急輸送に従事可能漁船の状況

県有船舶

様式103     医療救護班支援要請

様式332-2 救護病院等開設・被害状況
様式332-3 精神科病院の被害状況
災害拠点病院…様式等については、
　　　　　　　E-ＭＩＳ、医療救護計画による

様式333-1  国立学校等被害状況
様式333-2  公立学校等被害状況
様式333-3  私立学校等被害状況
様式333-4  保育所等被害状況
様式333(集) 学校等被害状況

学　校　等

様式333-1  国立学校等被害状況
様式333-2  公立学校等被害状況
様式333-3  私立学校等被害状況
様式333-4  保育所等被害状況
様式333(集) 学校等被害状況

学　校　等

様式333-1  国立学校等被害状況
様式333-2  公立学校等被害状況
様式333-3  私立学校等被害状況
様式333-4  保育所等被害状況
様式333(集) 学校等被害状況

学　校　等
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8-3　防災行政無線局一覧表 （県防災通信班）R3.4.1

1．県（交通基盤部関係以外）、市町、防災関係機関

局名 局種別 無線電話番号

防災逆川 固定局　基地局 賀茂郡河津町逆川字日向1216番地の47 静岡県逆川無線中継所

静岡県防対逆川 基地局 〃 　〃　　　　〃 防対(400M)

防災二条 固定局　基地局 賀茂郡南伊豆町二条1009 　〃　二条無線中継所

防災大峠 〃 賀茂郡松崎町岩科南側字浅野栗原3438番地の6 　〃　大峠無線中継所

静岡県テレビ大峠 携帯基地局 〃 　〃　　　　〃 ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰﾃﾚﾋﾞ電送用

防災遠笠 固定局　基地局 伊豆市菅引天城山菅引入638番地 　〃　遠笠山無線中継所

静岡県テレビ遠笠 携帯基地局 〃 　〃　　　　〃 ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰﾃﾚﾋﾞ電送用

防災大島 固定局　基地局 東京都大島町元町字家の上465番地の6 　〃　大島無線中継所

防災初島 〃 熱海市初島字清壽735番地の2 　〃　初島無線中継所

防災丹那 〃 熱海市大字熱海字滝知山1812番地の287 　〃　丹那無線中継所

静岡県防対丹那 基地局 〃 　〃　　　　〃 防対(400M)

防災鞍掛 固定局　基地局 田方郡函南町桑原字鐙ケ峰1371番地の1 　〃　鞍掛山無線中継所

防災小山 〃 駿東郡小山町湯船字下原1127番地の1地先 　〃　小山無線中継所

防災御殿場 〃 御殿場市印野字丸尾1383番地の10 　〃　御殿場無線中継所

防災金丸 〃 富士市中之郷4482番地の141 　〃　金丸無線中継所

防災安倍 〃 静岡市葵区坂本字キヘイジ632番地の2 　〃　安倍無線中継所

静岡県テレビ安倍 携帯基地局 〃 　〃　　　　〃 ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰﾃﾚﾋﾞ電送用

静岡県テレビ１ 携帯局 静岡市葵区追手町9番6号 静岡県庁 危機対策課防災通信班 〃

静岡県ヘリテレ３ 〃 静岡市葵区諏訪８の１０ 静岡県消防防災航空隊 〃

防災新高根 固定基地局　携帯基地局 藤枝市瀬戸の谷字高根9963番地の3 静岡県新高根無線中継所

静岡県防対新高根 基地局 〃 　〃　　　　〃 防対(150、400M)

防災白羽 固定局　基地局 榛原郡川根本町水川字白羽腰836番地の10 　〃　白羽無線中継所

防災御前崎 〃 御前崎市白羽6171番地の1 　〃　御前崎無線中継所

防災篠ヶ谷 〃 御前崎市新野字篠ヶ谷4261番地の2 　〃　篠ヶ谷無線中継所

防災粟ヶ岳 〃 掛川市倉真8440番地の1 　〃　粟ヶ岳無線中継所

防災春埜 〃 浜松市天竜区春野町花島字ハチマンボツ20番地の1 　〃　春埜山無線中継所

防災秋葉 〃 浜松市天竜区春野町宮川字天狗垂１１３７の２２ 　〃　秋葉山無線中継所

静岡県テレビ秋葉 携帯基地局 〃 　〃　　　　〃 ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰﾃﾚﾋﾞ電送用

静岡県防対秋葉 基地局 〃 　〃　　　　〃 防対(150、400M)

防災羽ヶ庄 固定局　基地局 浜松市天竜区佐久間町字井口1734番地の5 　〃　羽ケ庄無線中継所

防災富幕 〃 浜松市北区三ヶ日町只木字扇山322番地の40 　〃　富幕無線中継所

防災静岡県庁 固定局　基地局　地球局 静岡市葵区追手町9番6号 静岡県庁 危機対策課防災通信班 100-2591

防災静岡61～64 陸上移動局 〃 〃 防対(150M)

静岡県危機管理部270～279 〃 〃 〃

静岡県危機管理部530～580 〃 〃 〃

防対静岡県庁 基地局 〃 〃 防対(150、400M)

静岡県1 携帯局 〃 〃
LASCOM静岡県
静岡スーパーバード可搬地球3 地球局 静岡市葵区追手町9番6号 静岡県地震防災センター（衛星通信用中継車搭載） 990,991

防災静岡航空隊 固定局　地球局 静岡市葵区諏訪8番10号 静岡県消防防災航空隊 137-9001

消防航空隊325 陸上移動局 〃 〃（車輌搭載）

消防航空隊700～708 〃 〃 〃

静岡県ヘリ３ 携帯局 〃 〃（防災ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ搭載）

防災環境放射線監視センター 固定局　地球局 牧之原市坂口3250番地の17 静岡県環境放射線監視センター 136-9001

環境放射線監視660～697 陸上移動局 〃 〃

陸上自衛隊朝霞駐屯地 地球局 東京都練馬区大泉学園町無番地 陸上自衛隊朝霞駐屯地 155-9001

海上自衛隊横須賀地方総監部 地球局 神奈川県横須賀市西逸見町1丁目無番地 海上自衛隊横須賀地方総監部 156-9001

防災清水海保 固定局　地球局 静岡市清水区日の出町9番1号 清水海上保安部 157-9001

防災下田海保 〃 下田市3丁目18番23号 下田海上保安部 158-9001

防災日赤静岡 〃 静岡市葵区追手町44番地の17 静岡県日赤静岡県支部 159-9001

防災静岡気象 固定局 静岡市駿河区曲金2丁目1番5号 静岡地方気象台 160-9001

防災浜岡原発 固定局　地球局 御前崎市佐倉5561番地 中部電力浜岡原子力発電所 161-9001

設置（常置）場所
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（県防災通信班）R3.4.1

局名 局種別 無線電話番号

防災下田総合庁舎 固定局　基地局　地球局 下田市中531番地の1 静岡県下田総合庁舎賀茂方面本部 101-6010

賀茂危機管理局285～287 陸上移動局 〃 〃（車輌搭載）

賀茂危機管理局586～604 〃 〃 〃

静岡県防対賀茂 基地局 〃 〃 防対(150、400M)

防災下田市 固定局　地球局 下田市東本郷1丁目5番18号 下田市役所 233-9001

防災東伊豆町 〃 賀茂郡東伊豆町稲取3354番地 東伊豆町役場 235-9001

防災河津町 〃 　〃　河津町田中212番地の2 河津町（保健福祉防災センタ-） 234-9001

防災南伊豆町 〃 　〃　南伊豆町下賀茂328番地の2 南伊豆町役場 232-9001

防災松崎町 〃 　〃　松崎町宮内301番地の1 松崎町役場 231-9001

防災西伊豆町 〃 　〃　西伊豆町仁科401番地の1 西伊豆町役場 230-9001

防災熱海総合庁舎 固定局　地球局 熱海市水口町13番15号 静岡県熱海総合庁舎 102-6010

熱海業務調整要員
878,879

陸上移動局 〃 〃

静岡県防対熱海 基地局 〃 〃 防対(150、400M)

防災熱海市 固定局　地球局 熱海市中央町1番1号 熱海市役所 237-6020

防災伊東市 固定局　地球局 伊東市大原2丁目1番1号 伊東市役所 236-9001

防災東部総合庁舎 固定局　地球局 沼津市高島本町1番3号 静岡県東部総合庁舎　東部方面本部 103-6010

東部危機管理局295～300 陸上移動局 〃 〃（車輌搭載）

東部危機管理局605～622 〃 〃 〃

静岡県防対東部 基地局 〃 〃 防対(150、400M)

防災沼津市 固定局　地球局 沼津市御幸町16番1号 沼津市役所 242-9001

防災三島市 〃 三島市大社町1番地の10 三島市総合防災センター 243-9001

防災函南町 〃 田方郡函南町平井717-13 函南町役場 240-9001

防災清水町 〃 駿東郡清水町堂庭210番地の1 清水町役場 241-9001

防災長泉町 〃 　〃　長泉町中土狩828 長泉町役場 244-9001

防災伊豆の国市 〃 伊豆の国市長岡340番地の1 伊豆の国市役所 239-9001

防災伊豆市 〃 伊豆市小立野38番地の2 伊豆市役所 238-9001

防災御殿場市 〃 御殿場市萩原483番地 御殿場市役所 246-9001

防災裾野市 〃 裾野市佐野1059番地 裾野市役所 245-9001

防災小山町 〃 駿東郡小山町藤曲57番地の2 小山町役場 247-9001

防災板妻 〃 御殿場市板妻40番地の1 陸上自衛隊板妻駐屯地 150-9001

防災駒門 固定局 　 〃 　駒門5番地の1 陸上自衛隊駒門駐屯地 152-9001

防災富士学校 〃 駿東郡小山町須走481番地の27 陸上自衛隊富士駐屯地 151-9001

防災富士総合庁舎 固定局　地球局 富士市本市場441番地の1 静岡県富士総合庁舎 104-6010

富士業務調整要員
881,882

陸上移動局 〃 〃

静岡県防対富士 基地局 〃 〃 防対(150、400M)

防災富士宮市 固定局　地球局 富士宮市弓沢町150番地 富士宮市役所 249-9001

防災富士市 〃 富士市永田町1丁目100番地 富士市役所 248-6020

防災田子の浦 固定局 富士市鈴川町2番1号 静岡県田子の浦港管理事務所 129-9001

設置（常置）場所

-120-



（県防災通信班）R3.4.1

局名 局種別 無線電話番号

防災静岡総合庁舎 固定局　地球局 静岡市駿河区有明町2番20号 静岡県静岡総合庁舎 105-6010

静岡業務調整要員884,885 陸上移動局 〃 〃

静岡県防対静岡 基地局 〃 〃 防対(150、400M)

防災静岡市 固定局　地球局 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所 250-9001

防災清水港 固定局 　〃　清水区日の出町9番25号 静岡県清水港管理局 130-9001

防災藤枝総合庁舎 固定局　地球局 藤枝市瀬戸新屋362番地の1 静岡県藤枝総合庁舎　中部方面本部 106-6010

中部危機管理局305～307 陸上移動局 〃 〃（車輌搭載）

中部危機管理局625～642 〃 〃 〃

静岡県防対中部 基地局 〃 〃 防対(150、400M)

防災焼津市 固定局　地球局 焼津市本町2丁目16番32号 焼津市役所 251-6020

防災藤枝市 〃 藤枝市岡出山1丁目11番1号 藤枝市役所 252-9001

防災相良支所 〃 牧之原市相良275番地 牧之原市相良庁舎

防災牧之原市 〃 牧之原市静波447番地の1 牧之原市榛原庁舎 256-9001

防災吉田町 〃 榛原郡吉田町住吉87番地 吉田町役場 255-9001

防災島田市 〃 島田市中央町5番の1 島田市民総合施設 254-9001

防災川根本町 〃 　〃　川根本町上長尾627番地 川根本町役場 253-9001

防災静浜基地 固定局 焼津市上小杉1602番地 航空自衛隊静浜基地 154-9001

防災西部方面本部 固定局　地球局 磐田市見付3599番地の4 静岡県中遠総合庁舎　西部方面本部 107-6010

西部危機管理局315～318 陸上移動局 〃 〃（車輌搭載）

西部危機管理局645～657 〃 〃 〃

静岡県防対西部 基地局 〃 〃 防対(150、400M)

防災掛川市 固定局　地球局 掛川市長谷1-1-1 掛川市役所 259-9001

防災御前崎市 〃 御前崎市池新田5585番地 御前崎市役所 257-9001

防災菊川市 〃 　〃　堀之内61番地 菊川市役所 258-9001

防災磐田市 〃 磐田市国府台3番地の1 磐田市役所 262-9001

防災袋井市 〃 袋井市新屋一丁目1番地の1 袋井市役所 261-9001

防災森町 〃 周智郡森町森48番地の2 袋井消防署森分署 260-9001

防災北遠総合庁舎 固定局　地球局 浜松市天竜区二俣町鹿島559番地 静岡県北遠総合庁舎 127-9003

北遠業務調整要員887,888 陸上移動局 〃 〃

防災浜松総合庁舎 固定局　基地局　地球局 浜松市中区中央一丁目12番1号 静岡県浜松総合庁舎 709-6700～6704

浜松業務調整要員890,891 陸上移動局 〃 〃

静岡県防対浜松 基地局 〃 〃 防対(150、400M)

防災浜松市 固定局　地球局 浜松市中区元城町103番地の2 浜松市役所 263-9001

防災湖西市 〃 湖西市吉美3268番地 湖西市役所 264-9001

防災浜松基地 〃 浜松市西区西山町 航空自衛隊浜松基地 153-9001

設置（常置）場所
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（消防本部） （県防災通信班）R3.4.1

局名 局種別 無線電話番号

防災静岡消防 固定局　地球局 静岡市駿河区南八幡町10-30 静岡市消防局 176-6010

防災浜松消防 〃 浜松市中区下池川町19番1号 浜松市消防局 179-6010

防災駿東伊豆消防 〃 沼津市寿町2-10 駿東伊豆消防 172-6010

防災志太消防 〃 焼津市石津728-2 志太消防本部焼津消防署 177-6010

防災南東消防 〃 三島市南田町4-40 富士山南東消防本部 173-6010

防災熱海消防 〃 熱海市中央町1番1号 熱海市消防本部 171-6010

防災磐田消防 〃 磐田市今之浦2-14-2 磐田市消防本部 178-6010

防災御殿場小山消防 〃 御殿場市東田中1丁目19番1号 御殿場市・小山町広域行政組合 174-6010

防災富士消防 〃 富士市永田町1丁目100番地 富士市・富士宮市消防指令センター 175-6010

防災湖西消防 〃 湖西市古見1076番地 湖西市消防 180-6010

防災下田消防 地球局 下田市6丁目1番14号 下田消防 170-6010

（病院）

局名 局種別 設置（常置）場所 無線電話番号

伊東市民病院850 陸上移動局 伊東市岡196番地の1 伊東市民病院

順天堂静岡病院851 〃 伊豆の国市長岡1129番地 順天堂大学医学部付属静岡病院

三島社会保険病院852 〃 三島市谷田字藤久保2276番地 三島社会保険病院

沼津市立病院853 〃 沼津市東椎路字春ノ木550番地 沼津市立病院

国立静岡医療ｾ854 〃 駿東郡清水町長沢762番地の1 国立病院機構静岡医療センター

富士市立中央病院855 〃 富士市高島町50番地 富士市立中央病院

富士宮市立病院856 〃 富士宮市錦町3番地の2 富士宮市立病院

静岡市立静岡病院857 〃 静岡市葵区追手町10番地の93 静岡市立静岡病院

静岡市立清水病院858 〃 静岡市清水区宮加三1231番地 静岡市立清水病院

静岡県立総合病院859 〃 静岡市葵区北安東4丁目27番1号 県立総合病院

静岡赤十字病院860 〃 静岡市葵区追手町6番地の2 静岡赤十字病院

静岡済生会病院861 〃 静岡市駿河区小鹿1丁目1番1号 静岡済生会総合病院

市立島田市民病院862 〃 島田市野田1200番地の5 市立島田市民病院

焼津市立総合病院863 〃 焼津市道原1000番地 焼津市立総合病院

藤枝市立総合病院864 〃 藤枝市駿河台4丁目1番11号 藤枝市立総合病院

中東遠総合医療865 〃 掛川市菖蒲ヶ池1番地の1 中東遠総合医療センター

磐田市立総合病院866 〃 磐田市大久保512番地の3 磐田市立総合病院

県西部浜松医療ｾ867 〃 浜松市中区富塚町328番地 県西部浜松医療センター

聖隷浜松病院868 〃 浜松市中区住吉2丁目12番12号 聖隷浜松病院

浜松医大付属病院869 〃 浜松市東区半田山1丁目20番1号 浜松医科大学医学部付属病院

聖隷三方原病院870 〃 浜松市北区三方原町3453番地 聖隷三方原病院

浜松赤十字病院871 〃 浜松市浜北区小林1088番地の1 浜松赤十字病院

設置（常置）場所
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2．県交通基盤部関係

局名 局種別 無線電話番号

防災下田総合庁舎 固定局 基地局 地球局 下田市中531番地の1 静岡県下田土木事務所 101-6020

下田土木330～340 陸上移動局 　〃　中531番地の1 静岡県下田土木事務所

下田土木710～713 〃 〃 〃

防災土木松崎支所 固定局 賀茂郡松崎町江奈629番地の6 静岡県下田土木事務所松崎支所 120-9001

土木松崎支所445～447 陸上移動局 〃 〃

土木松崎支所778～780 〃 〃 〃

防災青野大師ダム 固定局 賀茂郡南伊豆町青野地先 静岡県青野大師ダム管理事務所 133-9001

青野大師ダム500,836 陸上移動局 〃 〃

防災熱海総合庁舎 固定局　地球局 熱海市水口町13番15号 静岡県熱海土木事務所 102-6020

熱海土木345 陸上移動局 熱海市水口町13番15号 静岡県熱海土木事務所

熱海土木715～724 〃 〃 〃

防災土木伊東支所 固定局 伊東市湯川字横磯546番地の7 静岡県熱海土木事務所伊東支所 121-9001

土木伊東支所789～793 陸上移動局 〃 〃

防災奥野ダム 固定局 伊東市鎌田字横堀1296番地の205 静岡県奥野ダム管理事務所 134-9001

奥野ダム838,839 陸上移動局 〃 〃

防災東部総合庁舎 固定局　地球局 沼津市高島本町1番3号 静岡県沼津土木事務所 103-6020

沼津土木350～369 陸上移動局 〃 〃

沼津土木727～730 〃 〃 〃

防災土木修善寺支所 固定局 伊豆市加殿36番地の1 静岡県沼津土木事務所修善寺支所 122-9001

土木修善寺支所450～452 陸上移動局 〃 〃

土木修善寺支所782～787 〃 〃 〃

防災土木御殿場支所 固定局　地球局 御殿場市竃字寺の上641番地の1 静岡県沼津土木事務所御殿場支所 123-9001

土木御殿場支所455～458 陸上移動局 〃 〃

土木御殿場支所795～797 〃 〃 〃

防災富士総合庁舎 固定局　地球局 富士市本市場441番地の1 静岡県富士土木事務所 104-6020

富士土木375～381 陸上移動局 〃 〃

富士土木732～735 〃 〃 〃

防災土木富士宮分庁舎 固定局 富士宮市黒田字南部谷戸350番地の14 静岡県富士土木事務所富士宮分庁舎 124-9001

防災富士宮分庁舎460,461 陸上移動局 〃 〃

防災富士宮分庁舎799,800 〃 〃 〃

防災静岡総合庁舎 固定局　地球局 静岡市駿河区有明町2番20号 静岡県静岡土木事務所 105-6020

静岡土木385～391 陸上移動局 〃 〃

静岡土木737～746 〃 〃 〃

防災島田土木 固定局　地球局 島田市道悦5丁目7番1号 静岡県島田土木事務所 110-6020

島田土木410～427 陸上移動局 島田市道悦5丁目7番1号 静岡県島田土木事務所

島田土木761～764 〃 〃 〃

防災土木川根支所 固定局 島田市川根町家山1313番地の4 静岡県島田土木事務所川根支所 125-9001

土木川根支所465,466 陸上移動局 〃 〃

土木川根支所802 〃 〃 〃

防災袋井土木 固定局　地球局 袋井市山名町2番1号 静岡県袋井土木事務所 111-6020

袋井土木430～440 陸上移動局 〃 〃

袋井土木767～775 〃 〃 〃

防災土木掛川支所 固定局 掛川市金城93番地 静岡県袋井土木事務所掛川支所 126-9001

土木掛川支所470～473 陸上移動局 〃 〃

土木掛川支所804～806 〃 〃 〃

防災太田川ダム 固定局 周智郡森町森1582番地の1 静岡県太田川ダム建設事務所 135-9001

太田川ダム506 陸上移動局 〃 〃

設置（常置）場所
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局名 局種別 無線電話番号

防災浜松総合庁舎 固定局 基地局 地球局 浜松市中区中央一丁目12番1号 静岡県浜松土木事務所 108-6020

浜松土木395～404 陸上移動局 〃 〃

浜松土木480、481 〃 〃 〃

浜松土木749～758 〃 〃 〃

浜松土木813～815 〃 〃 〃

防災土木天竜支局 固定局　地球局 浜松市天竜区二俣町鹿島559番地 静岡県浜松土木事務所天竜支局 127-9001

土木天竜支局475～478 陸上移動局 〃 〃

土木天竜支局808～811 〃 〃 〃

防災田子の浦港管理 固定局 富士市鈴川町2番地の1 静岡県田子の浦港管理事務所 129-9001

田子の浦港管理485～488 陸上移動局 〃 〃

田子の浦港管理817,818 〃 〃 〃

防災清水港管理 固定局 静岡市清水区日の出町9番地の25 静岡県清水港管理局 130-9001

清水港管理820～822 陸上移動局 〃 〃

防災焼津漁港管理 固定局 焼津市中港5丁目19番地の1 静岡県焼津漁港管理事務所 131-9001

焼津漁港管理490～492 陸上移動局 〃 〃

焼津漁港管理824～826 〃 〃 〃

農林御殿場支所832～834 〃 御殿場市竃字寺の上641番地の1 静岡県東部農林事務所御殿場支所

大倉ダム503,504 〃 富士宮市精進川字印野2416番地の2
静岡県大倉川農地防災ダム管理事務
所

3．県企業局関係

局名 局種別 無線電話番号

防災企業局東部 固定局 富士市中之郷2100番地 企業局東部事務所 139-9000

防災企業局西部 〃 磐田市寺谷2258番地 企業局西部事務所 140-9000

水道駿豆 固定局　基地局 三島市中島143番地 企業局東部事務所柿田川支所

水道駿豆1～6，11～16 陸上移動局 〃 〃

水道堂庭 固定局　基地局 駿東郡清水町堂庭138番地の1
企業局東部事務所柿田川支所堂庭サテライ
ト

水道堂庭1，11～12 陸上移動局 〃 〃

水道駿河 固定局　基地局 富士市中之郷2100番地 企業局東部事務所

水道駿河1～4，11～13 陸上移動局 〃 〃

水道厚原 固定局　基地局 富士市厚原1111番地 企業局東部事務所岳南出張所

水道厚原1～2，11～12 陸上移動局 〃 〃

水道静清 固定局　基地局 静岡市清水区上原2丁目6番35号 企業局東部事務所静清サテライト

水道静清1～3，11～13 陸上移動局 〃 〃

水道榛南 基地局 榛原郡吉田町川尻4036番地の2 企業局西部事務所榛南出張所

水道榛南1～3，11～16 陸上移動局 〃 〃

水道中遠 固定局　基地局 磐田市寺谷2258番地 企業局西部事務所

水道中遠1～4，101～105 陸上移動局 〃 〃

水道於呂 固定局　基地局 浜松市北区於呂3358番地 企業局西部事務所於呂出張所

水道於呂1，11～12 陸上移動局 〃 〃

水道船明 固定局　基地局 浜松市天竜区日明21-5 企業局西部事務所船明管理事務所

水道船明1～2，11～13 陸上移動局 〃 〃

水道西遠 固定局　基地局 浜松市北区初生町997番地の1 企業局西部事務所西遠支所

水道西遠1～8，11～17 陸上移動局 〃 〃

水道湖西 固定局　基地局 湖西市梅田17番地の3 企業局西部事務所西遠支所梅田サテライト

水道湖西1，11～12 陸上移動局 〃 〃

水道都田 固定局　基地局 浜松市北区都田町9436番地 企業局西部事務所都田出張所

水道都田1～4，11～12 陸上移動局 〃 〃

水道秋葉 固定局　基地局
浜松市天竜区龍山町大嶺字モミジ久保
607番地の14

企業局西部事務所西遠支所秋葉取水
口

設置（常置）場所

設置（常置）場所
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（158.35MHｚ）

免 許 人 局    名 局 種
空中線

電力 (W) 事 務 所 所 在 地 事  務  所  名 電話番号

警 察 庁 静警2601 ～ 2609 移 5 静岡市葵区追手町9-6 静岡県警察本部 054-271－0110

〃 下田2701 ～ 2705 移 5 下田市東中7-8 静岡県下田警察署 0558-27－0110

〃 大仁2701 ～ 2702 移 5 伊豆の国市大仁680-1 静岡県大仁警察署 0558-76－0110

〃 三島2701 ～ 2702 移 5 三島市谷田194-1 静岡県三島警察署 055-981－0110

〃 伊東2701 ～ 2703 移 5 伊東市竹の台2-26 静岡県伊東警察署 0557-38－0110

〃 熱海2701 ～ 2702 移 5 熱海市福道町3-19 静岡県熱海警察署 0557-85－0110

〃 沼津2701 ～ 2702 移 5 沼津市平町19-11 静岡県沼津警察署 055-952－0110

〃 御殿場2701 ～ 2702 移 5 御殿場市北久原439－2 静岡県御殿場警察署 0550-84－0110

〃 富士2701 ～ 2702 移 5 富士市八代町3－55 静岡県富士警察署 0545-51－0110

〃 富士宮2701 ～ 2702 移 5 富士宮市城北町160 静岡県富士宮警察署 0544-23－0110

〃 静中2701 ～ 2702 移 5 静岡市葵区追手町6-1 静岡県静岡中央警察署 054-250－0110

〃 静南2701 ～ 2702 移 5 静岡市駿河区富士見台1-5-10 静岡県静岡南警察署 054-288－0110

〃 清水2701 ～ 2702 移 5 静岡市清水区天王南1-35 静岡県清水警察署 054-366－0110

〃 藤枝2701 ～ 2702 移 5 藤枝市緑町1-3-5 静岡県藤枝警察署 054-641－0110

〃 焼津2701 ～ 2702 移 5 焼津市道原723 静岡県焼津警察署 054-624－0110

〃 島田2701 ～ 2702 移 5 島田市向谷元町1212 静岡県島田警察署 0547-37－0110

〃 牧之原2701 ～ 2702 移 5 牧之原市細江2737 静岡県牧之原警察署 0548-22－0110

〃 菊川2701 ～ 2702 移 5 菊川市加茂2550 静岡県菊川警察署 0537-36－0110

〃 掛川2701 ～ 2702 移 5 掛川市宮脇1-1-1 静岡県掛川警察署 0537-22－0110

〃 袋井2701 ～ 2702 移 5 袋井市新屋2-4-5 静岡県袋井警察署 0538-41－0110

〃 磐田2701 ～ 2702 移 5 磐田市一言2533-4 静岡県磐田警察署 0538-37－0110

〃 天竜2701 ～ 2704 移 5 浜松市天竜区二俣町阿蔵8-3 静岡県天竜警察署 053-926－0110

〃 浜中2701 ～ 2702 移 5 浜松市中区住吉5-28-1 静岡県浜松中央警察署 053-475－0110

〃 浜東2701 ～ 2702 移 5 浜松市中区相生町14-10 静岡県浜松東警察署 053-460－0110

〃 浜北2701 ～ 2702 移 5 浜松市浜北区小松3218 静岡県浜北警察署 053-585－0110

〃 湖西2701 ～ 2702 移 5 湖西市新居町新居3380－268 静岡県湖西警察署 053-593－0110

〃 細江2701 ～ 2702 移 5 浜松市北区細江町気賀4640 静岡県細江警察署 053-522－0110

国土交通省 建設静岡51・54・56・58・64・66 移 10 静岡市葵区南安倍２-８-1 中部地方整備局静岡国道事務所 054-250－8910

〃 〃71  ～  72 移 10 〃 〃 〃

〃 〃74～76・78～83 移 10 〃 〃 〃

〃 〃171 ～ 178 移 5 〃 〃 〃

〃 〃52・53・57・59・62･65 移 10 静岡市葵区牧ケ谷2075
中部地方整備局静岡国道事務所
静清国道維持出張所

054-278－5181

〃151 ～ 154 移 5 〃 〃 〃

〃 〃101 ～ 102 移 3 静岡市葵区田町3-108 中部地方整備局静岡河川事務所 054-273－9104

〃 建設土狩51～54 移 10 駿東郡長泉町下土狩1027-1
中部地方整備局静岡国道事務所
沼津国道維持出張所

0559-86－1122

〃 〃151 ～ 156 移 5 〃 〃 〃

〃 建設吉原52～54 移 10 富士市今泉337-1
中部地方整備局静岡国道事務所
富士国道維持出張所

0545-52－5650

〃 〃151 ～ 156 移 5 〃 〃 〃

〃 建設富士81～83 携 5 富士市松岡官有無番地
関東地方整備局甲府河川国道事務所、富士下
流出張所

0545-61－0078

〃 建設沼津102 移 10 沼津市下香貫外原3244-2 中部地方整備建設局沼津河川国道事務所 055-934－2009

〃 〃105 移 10 伊豆の国市墹之上467－2
中部地方整備局沼津河川国道事務所伊豆長
岡出張所

055-948-0302

〃 〃107 移 10 沼津市本郷町33－1
中部地方整備局沼津河川国道事務所沼津河
川出張所

055-931-4370

〃 〃112 移 10 伊豆市湯ヶ島131
中部地方整備局沼津河川国道事務所湯ヶ島出
張所

0558-85-0374

〃 〃114 移 10 富士市鈴川町9－14
中部地方整備局沼津河川国道事務所富士海
岸出張所

0545-32-0568

〃 建設浜松１・2・3・11・19 移 10 浜松市中区名塚町266 中部地方整備局浜松河川国道事務所 053-466－0129

〃 〃101～103 ・ 116～120 移･携 5 浜松市中区名塚町266 中部地方整備局浜松河川国道事務所 053-466－0129

〃 〃12・25・26・28・29・40・51 移 10 磐田市小立野620 〃　浜松国道維持出張所 0538-32-4060

〃 〃114～115 移･携 5 〃 〃 〃

〃 〃9・14～16 移 10 浜松市東区国吉町１-2 〃　中ノ町出張所 053-421-0051

〃 〃104～107 移･携 5 〃 〃 〃

〃 〃17・18 ・ 23 移 10 菊川市嶺田300 〃　平田出張所 0537-73-2051

〃 〃108～110 移･携 5 〃 〃 〃

〃 〃 20 ・ 21 移 10 磐田市上野部2497-7 〃　横山出張所 0539-62-6620

〃 〃35 ・ 111 移･携 5 〃 〃 〃

〃 〃33・112 移･携 5 掛川市城西1-12-22 〃　掛川国道維持出張所 0537-24-5749

〃 〃 4・5・24・30 移 10 〃 〃 〃

〃 〃34・113 移･携 5 磐田市中泉3-5-17 〃　磐田出張所 0538-52-0657

〃 〃 8 移 10 〃 〃 〃

〃 建設富士宮111 ～ 116 移･携 〃 富士宮市三園平1100 中部地方整備局富士砂防事務所 0544-27－5221
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東海旅客鉄道 しずてつしずおか
基・携

基
1 静岡市葵区黒金町4 東海旅客鉄道（株）静岡支社内 054-687-2484

〃 しずてつしずおか34・35 移･携 1 静岡市葵区黒金町64 東海旅客鉄道㈱静岡支社 静岡信号通信区 054-284-2244

〃 しずてつふじ11・12 移･携 1 富士市上横割字横堀南19-4 東海旅客鉄道㈱静岡支社 富士電気区 0545-64-1064

〃 しずてつはままつ8・9 移･携 1 浜松市中区北寺島町261-2 東海旅客鉄道㈱静岡支社 浜松電気区 053-453-4645

〃 かんせんとうかいしずおか 321 ～ 325 移･携 5 静岡県静岡市葵区黒金町29 東海旅客鉄道㈱静岡電気事務所 054-288-4470

〃 かんせんとうかいしずおか 80 ～ 82 移･携 5 〃 〃 〃

海上保安庁 海保移動3538 移 10 静岡市清水区日の出町9-1 清水海上保安部 054-353－0118

〃 〃3988 移 5 〃 〃 〃

〃 〃3971・3972 移 1 〃 〃 〃

〃 〃310 移 10 〃 巡視船おきつ 〃

〃 〃3687・3688・3689・3690・3691・3692・3693 移 1 〃 巡視船おきつ 〃

〃 〃3973 移 10 〃 巡視艇ふじかぜ 〃

〃 〃3683・3684 移 1 〃 巡視艇みほかぜ 〃

〃 〃308 移 10 〃 巡視艇みほかぜ 〃

〃 〃3611 移 10 富士市鈴川町1-2 清水海上保安部田子の浦分室 0545-31-0118

海上保安庁 海保移動3993 移 5 御前崎市港6170-2 御前崎海上保安署 0548-63－4999

〃 〃3144・3145 移 1 〃 〃 〃

〃 〃3256 移 10 〃 御前崎海上保安署　巡視船ふじ 〃

〃 〃3644・3648 移 1 〃 〃 〃

〃 〃3989 移 5 下田市3-18-23 下田海上保安部 0558-25－0118

〃 〃3602 移 1 伊東市湯川571-19 下田海上保安部　伊東MPS 0557-35-3085

〃 〃3677～3682 移 1 下田市3-18-26 下田海上保安部巡視船かの 0558-25-0118

〃 〃306 移 10 下田市3-18-28 下田海上保安部巡視船しきね 〃

〃 〃3665 移 下田市3-18-29 〃 〃

〃 〃3291 移 10 下田市3-18-27 下田海上保安部巡視船いずなみ 〃

静岡放送
ＳＢＳ 1･2･17･18・20･60～62・64～68・84・85・90
～92

携 10 静岡市駿河区登呂3-1-1 静岡新聞放送会館 054-284－8916

〃 〃223 ～ 226 携 5 〃 〃 〃

〃 〃23・24・82･83･261 移 10 〃 〃 〃

〃 〃4・5・22・25・26 移･携 10 〃 〃 〃

〃 〃77･78 携 1 〃 〃 〃

〃 〃221･222 移 5 〃 〃 〃

〃 〃15  ・  16 移･携 5 〃 〃 〃

東海ガス 東海ガス防対1 移 10 藤枝市岡出山2-15-25 東海ガス藤枝支店 054-643－4111

東京電力パワーグリッ
ド

東電PG沼津支店801・802 移 10 沼津市大手町3-7-25
東京電力パワーグリッド株式会社静岡総支社
本館

055-915－5474

〃 〃851・852 移 5 〃 〃 〃

〃 東電PG静岡7 移 10 〃 〃 〃

〃 東電PG三島3 移 10 〃 〃 〃

〃 東電PG沼津2・12・20・23・26・29 移 10 沼津市大手町3-9-13
東京電力パワーグリッド株式会社静岡総支社
別館

055-915－5474

〃 〃207･211・212・217 移 1 〃 〃 〃

〃 東電PG御殿場1 移 10 御殿場市新橋1600-1
東京電力パワーグリッド株式会社静岡総支社
御殿場事務所

055-915-6232

〃 〃202・207 移 1 〃 〃 〃

〃 東電PG伊豆3・18 移 10 伊豆の国市大仁413 東京電力パワーグリッド株式会社伊豆支社 0558-76-2417

〃 〃1・4・5・25 移 10 伊豆の国市三福370
東京電力パワーグリッド株式会社伊豆支社伊
豆制御所

0558-76-5612

〃 〃201・208 移 1 〃 〃 〃

〃 東電PG伊東22   移 10 伊東市渚町4-5
東京電力パワーグリッド株式会社伊豆支社伊
東事務所

0557-37－5907

〃 〃207・214 移 1 〃 〃 〃

〃 東電PG下田1・5・8・15・22・23 移 10 下田市中537-1
東京電力パワーグリッド株式会社伊豆支社下
田事務所

0558-22－8909

〃 〃209・213 移 1 〃 〃 〃

〃 東電PG富士22 移 10 富士市吉原1-1-21 東京電力パワーグリッド株式会社富士支社 0545-51-2843

〃 〃 201 移 1 富士市平垣本町10-10
東京電力パワーグリッド株式会社富士支社富
士制御所

0545-63-6105

〃 〃 8・20 移 10 〃 〃 〃

〃 東電PG富士宮2・17 移 10 〃 〃 〃

日    赤 日 赤 静 岡5 移 25 静岡市葵区追手町44-17 日本赤十字社静岡県支部 054-252-8131

〃 日 赤 静 岡8 移 25 〃 〃 〃

〃 日 赤 浜 松32 移 10 浜松市浜北区小林1088-1 浜 松 赤 十 字 病 院 053-401－1111

〃 日 赤 沼 津31 移 10 裾野市佐野713 裾野赤十字病院 0559-92－0008

静 岡 県 静岡県防対賀茂 基 10 下田市中531-1 静岡県加茂振興局 0558-24-2004

〃 静岡県防対熱海 基 10 熱海市水口町13-15 静岡県熱海財務事務所 0557-82-9056

〃 静岡県防対東部 基 10 沼津市高島本町1-3 静岡県東部危機管理局 055-920-2003

〃 静岡県防対富士 基 10 富士市本市場441-1 静岡県富士財務事務所 0545-65-2112

〃 静岡県防対静岡 基 10 静岡市駿河区有明町2-20 静岡県静岡財務事務所 054-286-9112
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静 岡 県 静岡県防対中部 基 10 藤枝市瀬戸新屋362-1 静岡県中部危機管理局 054-644-9104

〃 静岡県防対西部 基 10 磐田市見付3599-4 静岡県西部危機管理局 0538-37-2204

〃 静岡県防対浜松 基 10 浜松市中区中央1-12-1 静岡県浜松財務事務所 053-458-7124

〃 静岡県防対新高根 基 10 藤枝市瀬戸ノ谷字芋穴所9455-2 静岡県高根山無線中継所 054-221-2591

〃 静岡県防対秋葉 基 10
浜松市天竜区春野町宮川字天狗垂
1137-22

静岡県秋葉山無線中継所 〃

〃 防災静岡61～64 移 10 静岡市葵区追手町9-6 静岡県庁 〃

〃 静岡県ヘリ３ 携 1 静岡市葵区諏訪8-10 静岡県消防防災航空隊 054-261-4483

〃 静岡航空隊１ 移 10 　　　　　〃 静岡県消防防災航空隊 054-261-4483

〃 静岡航空隊101～106 移 5 静岡市葵区諏訪8-10 静岡県消防防災航空隊 054-261-4483

下 田 市 下 田 防 対1   ・   2 移 10 下田市東本郷1-5-18 下田市役所 0558-22－2211

南伊豆町 防対南伊豆2   ～   3 移 10 賀茂郡南伊豆下賀茂328-2 南伊豆町役場 0558-62－6211

松 崎 町 松 崎 防 対1 移 10 賀茂郡松崎町宮内301-1 松崎町役場 0558-42－1111

西伊豆町 西伊豆防対1～.2 移 10 賀茂郡西伊豆町仁科401-1 西伊豆町役場 0558-52－1111

沼 津 市 ぬまづぼうたい1 移 10 沼津市御幸町16-1 沼津市役所 055-934-4803

〃 ぬまづぼうたい101 移 5 〃 〃 〃

熱 海 市 熱 海 防 対1　・　2 移 5 熱海市中央町1-1 熱海市役所 0557-86－6000

富士宮市 富士宮防対1 移 5 富士宮市弓沢町150 富士宮市役所 0544-22－1132

〃 富士宮防対 基 5 〃 〃 〃

伊 東 市 伊 東 防 対1 移 10 伊東市大原2-1-1 伊東市役所 0557-36－0111

〃 伊 東 防 対 基 10 〃 〃 〃

富 士 市 富 士 防 対1･2 移 1 富士市永田町1-100 富士市役所 0545-51－0123

御殿場市 御殿場防対1 移 10 御殿場市萩原483 御殿場市役所 0550-82-4123

裾 野 市 裾 野 防 対201 ～ 203 移 10 裾野市佐野1059 裾野市役所 0559-92－1111

伊豆の国市(伊豆長岡） 伊豆の国防対１ 移 5 伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所 055－948－1482

小 山 町 小 山 防 対3 移 10 駿東郡小山町藤曲57-2 総合文化会館（危機管理局） 0550-76－5715

静 岡 市 静 岡 防 対100 ～ 102 移 10 静岡市葵区追手町5-1 静岡市役所 054-221－1243

島 田 市 島 田 防 対 基 10 島田市中央町1-1 島田市役所 0547-37－5111

島田市（金谷） 島田金谷防対 基 10 島田市金谷河原3400 島田市役所金谷庁舎 0547-46－2112

〃 島田金谷防対1･2 移 10 〃 〃 〃

島田市（川根） 島田川 根 防 対 基 10 島田市川根町家山4153-6 島田市役所川根庁舎 0547-53－4580

川根本町 川根本町防対 基 10 榛原郡川根本町上長尾627 川根本町役場本庁舎 0547－56－1111

〃 川根本町防対1 移 5 〃 〃 〃

焼 津 市 やいづぼうたい1～４ 移 5 焼津市石津728-2 焼津市役所地域防災課 054-623-2554

藤 枝 市 藤 枝 防 対1～7 ・  10 移 10 藤枝市岡出山1-11-1 藤  枝  市  役  所 054-643－3111

牧之原市（相良） 牧之原相良防対 基 5 牧之原市相良275 牧之原市相良庁舎 0548-52－6802

牧之原市（榛原） 牧之原防対1･2 移 5 牧之原市静波447-1 牧之原市役所 0548-23-0054

〃 牧之原防対 基 5 〃 〃 〃

吉 田 町 吉 田 防 対1 移 5 榛原郡吉田町住吉87 吉田町役場 0548-33－2134

浜 松 市 浜 松 防 対203 ～  205 移 5 浜松市中区元城町103-2 浜松市役所 053-457－2537

浜松市（浜北） 浜松浜北防対1 移 5 浜松市浜北区西美園6 浜松市浜北区役所 053-585-1114

浜松市（龍山） 浜松龍山防対1 移 10 浜松市天竜区龍山町大嶺570-1 天竜区龍山地域自治センター 0539-69－0311

浜松市（佐久間） 浜松佐久間防対1･2 移 10 浜松市天竜区佐久間町佐久間429-1 天竜区佐久間地域自治センター 0539-66－0016

浜松市（舞阪） 浜松舞阪防対1 移 5 浜松市西区舞阪町2701-9 西区舞阪地域自治センター 053-592-2111

浜松市（細江） 浜松細江防対1・2 移 5 浜松市北区細江町気賀305 浜松市北区役所 053-523-1111

磐 田 市 磐 田 防 対 基 10 磐田市国府台3-1 磐田市役所 0538-32－2111

〃 磐 田 防 対101 移 10 〃 〃 〃

〃 磐 田 防 対1 移 5 〃 〃 〃

掛 川 市 掛 川 防 対第1装置 基 10 掛川市長谷1-1-1 掛川市役所 0537-21－1131

〃 掛 川 防 対3 移 10 〃 〃 〃

袋 井 市 袋 井 防 対1 移 10 袋井市新屋1-1-1 袋井市役所 0538-43－2111

袋井市（浅羽） 袋井浅羽防対1 移 5 袋井市浅名1028 袋井市浅羽支所 0538-23－9211

湖 西 市 湖 西 防 対1 移 5 湖西市役所（湖西市吉美3268） 湖西市役所 053-576－1111

　　　　　　　〃 新居防対１ 移 5 新居地域センター

御前崎市 御前崎防対１～2 移 5 御前崎市池新田5585 御前崎市役所 0537-86－3111
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菊川市 防 対菊 川1 移 10 菊川市堀之内61 菊川市役所 0537-35－0923

湖西市（新居） 防対新居1 移 5 湖西市新居町浜名501-1 新居支所 053-594-1113

下田消防本部 防対下田1･2 移 10 下田市6-1-14 下田地区消防組合消防本部 0558-22-1804

静岡市
静岡105～112・114～116・119～121・124・126～
132

移 5 静岡市駿河区南八幡町10-30 静岡市消防局 054-280-0120

〃 賎機101～104 移 5 〃 〃 〃

〃 静岡防対101～104 移 10 〃 〃 〃

志太消防本部 志太防対1～8 移 5 焼津市石津728-2 焼津消防署 054-623-1119

御前崎市 御前崎消防防対 基 10 御前崎市池新田5151-1 御前崎消防 0537-85-2119

〃 御前崎防対102～105 移 5 〃 〃 〃

菊川市 菊川市防対101,102 移 5 菊川市東横地385 菊川市消防署 0537-35-0119

掛川市 防対消防 移 10 掛川市掛川1102-2 掛川消防 0537-21-6101

袋井市森町広域行政
組合袋井消防本部

防対袋井1・2 移 10 袋井市国本2907 袋井消防本部 0538-42-0119

浜松市 防対中消防101 移 5 浜松市中区下池川町19-1 浜松市消防局 053-475-0119

〃 防対中消防102 移 1 〃 〃 〃

〃 防対浜北消防101 移 5 〃 〃 〃

〃 防対浜北消防102 移 1 〃 〃 〃

〃 防対西消防101・103・104 移 5 〃 〃 〃

〃 防対西消防102 移 1 〃 〃 〃

〃 防対天竜消防101 移 5 〃 〃 〃

〃 防対天竜消防102 移 1 〃 〃 〃

〃 防対東消防101・102 移 1 〃 〃 〃

〃 防対南消防101・102 移 1 〃 〃 〃

〃 防対北消防101・102 移 1 〃 〃 〃

〃 防対浜松消防101～106 移 1 〃 〃 〃

〃 防対浜松消防701・702 移 10 〃 〃 〃

〃 防対浜松ヘリ1 移 1 〃 〃 〃

御殿場市小山町広域
行政組合

御殿場防対52・53 移 10 御殿場市東田中1-19-1 御殿場市・小山町広域行政組合消防本部 0550-83-8152

〃 富士岡防対52 移 10 〃 〃 〃

〃 西防対52 移 10 〃 〃 〃

〃 小山防対52 移 10 〃 〃 〃

〃 須走防対52 移 10 〃 〃 〃

〃 御殿場防対201～208 移 5 〃 〃 〃

〃 富士岡防対201・202 移 5 〃 〃 〃

〃 西防対201・202 移 5 〃 〃 〃

〃 小山防対201・202 移 5 〃 〃 〃

〃 須走防対201・202 移 5 〃 〃 〃

富士市 富士防対1 移 6 富士市永田町1-100 富士市消防本部情報指令課 0545-55-2857

清水町 防対清水１ 移 5 清水町堂庭２１０－１ 清水町役場 055‐981-8205

（466.775MHｚ）

免 許 人 局    名 局 種
空中線

電力 (W) 事 務 所 所 在 地 事  務  所  名 電話番号

静岡県 防対静岡県庁 基 10 静岡市葵区追手町9-6 静岡県庁 054-221-2591

〃 静岡県防対賀茂 基 10 下田市中531-1 静岡県加茂振興局 0558-24-2004

〃 静岡県防対熱海 基 10 熱海市水口町13-15 静岡県熱海財務事務所 0557-82-9056
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免 許 人 局    名 局 種
空中線

電力 (W) 事 務 所 所 在 地 事  務  所  名 電話番号

〃 静岡県防対東部 基 10 沼津市高島本町1-3 静岡県東部危機管理局 055-920-2003

〃 静岡県防対富士 基 10 富士市本市場441-1 静岡県富士財務事務所 0545-65-2112

〃 静岡県防対静岡 基 10 静岡市駿河区有明町2-20 静岡県静岡財務事務所 054-286-9112

〃 静岡県防対中部 基 10 藤枝市瀬戸新屋362-1 静岡県中部危機管理局 254-644-9104

静岡県 静岡県防対西部 基 10 磐田市見付3599-4 静岡県西部危機管理局 0538-37-2204

〃 静岡県防対浜松 基 10 浜松市中区中央1-12-1 静岡県浜松財務事務所 053-458-7124

〃 静岡県防対逆川 基 10 賀茂郡河津町逆川字日向1216-47 静岡県逆川無線中継所 054-221-2591

〃 静岡県防対丹那 基 10 熱海市大字熱海字滝知山1812-287 静岡県丹那無線中継所 〃

〃 静岡県防対新高根 基 10 藤枝市瀬戸ノ谷字芋穴所9455-2 静岡県高根山無線中継所 〃

〃 静岡県防対秋葉 基 10
浜松市天竜区春野町宮川字天狗垂
1137-22

静岡県秋葉山無線中継所 〃

〃 静岡県防対301 移 5 静岡市葵区追手町9-6 静岡県庁 054-221-2591

〃 静岡県防対丹那 基 10 熱海市大字熱海字滝知山1812-287 静岡県丹那無線中継所

〃 静岡県防対高根 基 10 藤枝市瀬戸の谷字高根9963-1 静岡県高根山無線中継所

〃 静岡県防対秋葉 基 10
浜松市天竜区龍山町下平山玄久保
95-1

静岡県秋葉山無線中継所

〃 静岡県防対301～307 移 5 静岡市葵区追手町９-６ 静  岡  県  庁 054-221-2591

沼津市 ぬまづぼうたい2 移 10 沼津市御幸町16-1 沼津市役所 055-934-4803

〃 ぬまづぼうたい201 移 5 〃 〃 〃

熱海市 熱海118・119 移 5 熱海市中央町1-1 熱海市役所 0557-86-6000

三島市 三島防対１・２ 移 5 三島市北田町4-47 三島市役所 055-975-3111

富士宮市 富士宮防対 基 5 富士宮市弓沢町150 富士宮市役所 0544-22-1319

伊東市 伊東防対 基 10 伊東市大原2-1-1 伊東市役所 0557-36-0111

富士市 富士101 移 5 富士市永田町1-100 富士市役所 0545-51-0123

御殿場市 御殿場防対 基 5 御殿場市萩原483 御殿場市役所 0550-82-4370

伊豆の国市 伊豆の国防対 移 5 伊豆の国市長岡340-1 伊豆の国市役所 0559-48-1412

函南町 函南防対1 移 5 田方郡函南町平井717-13 函南町役場 055-979-8102

〃 函南3・180・190～198・201・301 移 5 〃 〃 〃

長泉町 長泉71～75 移 1 駿東郡長泉町中土狩828 長泉町役場 0559-86-2131

島田市 行政島田川根 基 5 島田市川根町家山4153-6 川根支所 0547-37-5111

〃
川根  1・2・16・106・107・109・113・116・121・131・
132

移 10 〃 〃 〃

焼津市 やいづぼうたい5～8 移 5 焼津市石津728-2 焼津市役所地域防災課 054-623-2554

藤枝市 藤枝101～103 移 10 藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所 054-643-3111

牧之原市（相良） 牧之原相良防対3・4 移 5 牧之原市相良275 牧之原市相良庁舎 0548-52-6802

〃 牧之原相良防対 基 5 〃 〃 〃

牧之原市（榛原） 牧之原防対3・4 移 5 牧之原市静波447-1 牧之原市役所 0548-23-0054

〃 牧之原防対 基 5 〃 〃 〃

吉田町 吉田１ 移 5 榛原郡吉田町住吉87 吉田町役場 0548-33-1111

磐田市 磐田市豊田防対2 移 10 磐田市国府台3-1 磐田市役所 0538-37-2111

湖 西 市 湖西201 移 5 湖西市吉美3268 湖西市役所 053-576－1111

御前崎市 御前崎防対 基 5 〃 〃

菊川市 菊川防対 基 10 菊川市堀之内61 菊川市役所 0537-35-0923

下田消防本部 下田201～209 移 1 下田市6-1-14 下田消防署 0558-22-1804

〃 下田210～218 移 1 賀茂郡西伊豆町246 西伊豆消防署 0558-52-0119

駿東伊豆消防本部 駿東伊豆1001～1020・1301～1316 移 1 沼津市寿町2-10 駿東伊豆消防本部 055-920-0119

御前崎市消防本部 御前崎301～348 移 1 御前崎市池新田5151-1 御前崎市消防署 0537-85-2119

菊川市消防本部 菊川201・202・211～223・231・232 移 1 菊川市東横地385 菊川市消防署 0537-35-0119

磐田市消防本部 本署指揮1～5 移 1 磐田市今之浦2-14-2 磐田市消防署 0538-36-9910

〃 本署ポンプ1～5 移 1 〃 〃 〃

〃 本署ローリー1・2 移 1 〃 〃 〃

〃 本署救助1～6 移 1 〃 〃 〃

〃 本署科学1～6 移 1 〃 〃 〃

〃 本署救急1～6 移 1 〃 〃 〃

〃 援助隊1～8 移 1 〃 〃 〃

〃 東部1～6 移 1 磐田市岩井1907-4 東部分遣所 0538-35-7119

〃 福田1～6 移 1 磐田市南島237 福田分遣所 0538-55-4150

〃 竜洋1～6 移 1 磐田市白羽698-1 竜洋分遣所 0538-66-5320

〃 豊田1～6 移 1 磐田市森岡119-1 豊田分遣所 0538-32-4470

〃 豊岡1～6 移 1 磐田市合代島438-1 豊岡分遣所 0539-62-4569

湖西市消防本部 湖西401～410 移 1 湖西市古見1076 湖西市消防署 053-574-0213

袋井市森町広域行政
組合袋井消防本部

ふくろい451・452・461・471・472・473 移 1 袋井市国本2907 袋井消防本部 0538－42－0119

〃 ふくろい400～419 移 1 〃 袋井消防署 〃
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免 許 人 局    名 局 種
空中線

電力 (W) 事 務 所 所 在 地 事  務  所  名 電話番号

〃 ふくろい441～444 移 1 袋井市上山梨三丁目27－４ 袋井消防署山梨分遣所 0538－49－3119

〃 ふくろい431～438 移 1 袋井市浅名1045 袋井消防署浅羽分署 0538－23－0119

〃 ふくろい421～428 移 1 森町森48－２ 袋井消防署森分署 0538－85－0119

　防災相互無線とは、防災関係機関が持つ移動無線機により相互間の通信を行う場合の無線通信方法である。

（1）開設の経緯
　　昭和50年3月開催された中央非常無線通信協議会定期総会において、非常災害の場合に防災活動を実施する防災関　係機関がそれぞれ相互に通信を行うことができる専
用の共通周波数の割当を郵政省に要望することが採択された。郵政省においては、この要望に基づき検討した結果、災害現地で警察、消防、海上保安等の防災関係機関が協
力して円滑な防災活動を実施するためには、これらの機関相互間で被害の状況、防災活動の推進等に関する情報を迅速に交換する必要があることを認め、そのために全国共
通の150ＭＨz帯専用周波数を選定して、これを使用する無線局の開設を認めることとし、昭和50年10月23日付けで次のとおり「防災相互通信用無線局の免許方針」が決定さ
れ、同日付をもって地方電波監理局長あてに通達された。

（2）防災相互通信用無線局の免許方針
　　防災（注）に関係する行政機関、公共機関、地方公共団体、協議会等の団体相互間で防災対策に関する通信（以下「防災相互通信」という。）を行う無線局の免許は、次によ
り行うものとする。
　（注）　災害対策基本法第２条の規定による「災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ること。」をいう。
　ア　免許団体
　　　防災相互通信を行う無線局の免許は、次の者に付与することができるものとする。
　　ａ　防災関係機関（災害対策基本法第２条に規定する指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関をいう。以下同じ。）
　　ｂ　地方公共団体
　　ｃ　地域防災関係団体（地域の防災対策を実施するため、防災関係機関の出先機関、地方公共団体、地方公共団体の出先機関、企業者等によって組織された団体をいう。
以下同じ。）
　イ　無線局の種別
　　　防災相互通信を行う無線局は、陸上移動業務及び携帯移動業務の無線局とする。
　ウ　周波数等
　　使用する周波数等は、次によるものとする。
　　・150 ＭＨz帯     
　　　ａ　電波の形式：Ｆ３Ｅ　　　ｂ　周波数：158.35ＭＨz　　　 ｃ　空中線電力：（ｱ）　航空機にとう載する携帯局及び地域防災関係団体の無線局・・・１ワット以下
　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ｲ）　ア以外の無線局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10ワット以下
　　・400ＭＨz帯
　　　ａ　電波の形式：Ｆ３Ｅ　　　ｂ　周波数：466.775 ＭＨz　　ｃ　空中線電力：（ｱ）航空機にとう載する携帯局及び地域防災関係団体の無線局・・・・５ワット以下
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ｲ）ア以外の無線局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25ワット以下
　エ　通信方式
　　　通信方式は、単信方式とする。
　オ　通信事項及び通信の相手方
　　　防災相互通信用周波数を使用する通信は、地域の防災対策に関する事項について、次の無線局相互間で行うものに限る。
　　ａ　防災関係機関所属の無線局の場合：他の防災関係機関所属の無線局並びに地方公共団体及び地域防災関係団体所属の無線局
　　ｂ　地方公共団体所属の無線局の場合：他の地方公共団体所属の無線局並びに防災関係機関及び地域防災関係団体所属の無線局
　　ｃ　地域防災関係団体所属の無線局の場合：防災関係機関及び地方公共団体所属の無線局並びに当該団体所属の無線局
　カ　移動範囲
　　　移動する無線局の移動範囲は、当該無線局の開設の目的を達成するために必要な陸上、海上又は上空の区域とする。
　キ　既設の無線局の取扱い
　　　防災関係機関及び地方公共団体については、防災相互通信を行うための専用の無線局の開設を認めるほか、それぞれ業務用の無線局のうち、その無線設備が周波数
の切替え可能なものについては、防災相互通信周波数の併用を認めることができるものとする。

（3）取扱方法
　　防災相互無線の交信を行う場合には、防災相互通信チャンネルにあわせる。（防災相互通信チャンネルは無線機により異なる）
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 8-5 県庁及び市町通信系統一覧表 （県防災通信班、県警察本部）
R3.4.1

市町村 番号 ルート名 県庁

① 通常ルート

県防災行政無線
静岡県

賀茂地域局
0558-24-2004
0558-24-2008

県防災行政無線
5(8)-109-6010
5(8)-109-6080

県防災行政無線

②
衛星携帯電話
ワイドスター

衛星携帯電話
静岡県

賀茂地域局
0558-24-2004
0558-24-2008

③ 防災相互
防災相互

静岡県
賀茂地域局

0558-24-2004
0558-24-2008

④ 防災無線
260MHz

静岡県
賀茂地域局

0558-24-2004
0558-24-2008

⑤
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ
静岡県

賀茂地域局
0558-24-2004
0558-24-2008

中継ルー
ト

① 国交省ルート

37.5
沼津河川国道事務所

湯ヶ島出張所
(0558)85-0374
(0558)85-0375

① 通常ルート

県防災行政無線
静岡県

賀茂地域局
0558-24-2004
0558-24-2008

県防災行政無線
5(8)-109-6010
5(8)-109-6080

② 防災相互
防災相互

静岡県
賀茂地域局

0558-24-2004
0558-24-2008

③
衛星携帯電話
ワイドスター

衛星携帯電話
静岡県

賀茂地域局
0558-24-2004
0558-24-2008

④ 防災無線
260MHz

静岡県
賀茂地域局

0558-24-2004
0558-24-2008

⑤
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ
静岡県

賀茂地域局
0558-24-2004
0558-24-2008

中継ルー
ト

① 国交省ルート

32.5
沼津河川国道事務所

湯ヶ島出張所
(0558)85-0374
(0558)85-0375

① 通常ルート

県防災行政無線
静岡県

賀茂地域局
0558-24-2004
0558-24-2008

県防災行政無線
5(8)-109-6010
5(8)-109-6080

②
衛星携帯電話
ワイドスター

衛星携帯電話
静岡県

賀茂地域局
0558-24-2004
0558-24-2008

③ 防災無線
260MHz

静岡県
賀茂地域局

0558-24-2004
0558-24-2008

④
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ
静岡県

賀茂地域局
0558-24-2004
0558-24-2008

中継ルー
ト

① 国交省ルート

23.4

沼津河川国道事務所
湯ヶ島出張所
(0558)85-0374
(0558)85-0375

ル　ー　ト

S1

下田市
防災安全課

0558-36-4145
0558-22-3910

県防災行政無線
5(8)-235-9001
5(8)-235-8001

直接ルー
ト

S2

東伊豆町
防災課

0557-95-1103
0557-95-0122

県防災行政無線
5(8)-235-9001
5(8)-235-8001

直接ルー
ト

S3

河津町
総務課

0558-34-1913
0558-34-0099

県防災行政無線
5(8)-234-9001
5(8)-234-8001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

直接ルー
ト

防災相互無線
（本庁）
150MHz ML
400MHz ML
（消防）
150MHz ML
400MHz ML

防災相互無線
（本庁）
150MHz　ML
（消防）
150MHz　ML

静岡県
危機管理部
危機対策課

054-221-2591
054-221-3252

県防災行政無線

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

5(8)-100-2591
5(8)-100-6299

国交省専用回線
85-769-300

防災相互無線
150MHz

　FB/ML/MP
400MHz
　FB/ML

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ
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 8-5 県庁及び市町通信系統一覧表 （県防災通信班、県警察本部）
R3.4.1

市町村 番号 ルート名 県庁ル　ー　ト

① 通常ルート

県防災行政無線

静岡県
賀茂地域局

0558-24-2004
0558-24-2008

県防災行政無線
5(8)-109-6010
5(8)-109-6080

②
衛星携帯電話

イリジウム

衛星携帯電話 静岡県
賀茂地域局

0558-24-2004
0558-24-2008

③ 防災無線
260MHz

静岡県
賀茂地域局

0558-24-2004
0558-24-2008

④
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ
静岡県

賀茂地域局
0558-24-2004
0558-24-2008

中継ルー
ト

① 国交省ルート

48.6
沼津河川国道事務所

湯ヶ島出張所
(0558)85-0374
(0558)85-0375

① 通常ルート

県防災行政無線

静岡県
賀茂地域局

0558-24-2004
0558-24-2008

県防災行政無線
5(8)-109-6010
5(8)-109-6080

② 防災相互

防災相互

③
衛星携帯電話

イリジウム

衛星携帯電話 静岡県
賀茂地域局

0558-24-2004
0558-24-2008

④ 防災無線
260MHz

静岡県
賀茂地域局

0558-24-2004
0558-24-2008

⑤
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ
静岡県

賀茂地域局
0558-24-2004
0558-24-2008

中継ルー
ト

① 国交省ルート

38.9

沼津河川国道事務所
湯ヶ島出張所
(0558)85-0374
(0558)85-0375

① 通常ルート

県防災行政無線

静岡県
賀茂地域局

0558-24-2004
0558-24-2008

県防災行政無線
5(8)-109-6010
5(8)-109-6080

② 防災相互

防災相互

③
衛星携帯電話
ワイドスターⅡ

衛星携帯電話 静岡県
賀茂地域局

0558-24-2004
0558-24-2008

④ ＩＰ無線

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾄﾗﾝｼｰﾊﾞ-
iVo-300 静岡県

賀茂地域局
701

③
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ 静岡県
賀茂地域局

0558-24-2004
0558-24-2008

中継ルー
ト

① 国交省ルート

37.3

沼津河川国道事務所
湯ヶ島出張所
(0558)85-0374
(0558)85-0375

S4

南伊豆町
総務課

0558-62-6211
0558-62-1119

県防災行政無線
5(8)-232-9001
5(8)-232-8001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

直接ルー
ト

S5

松崎町
総務課

0558-42-3963
0558-42-3183

県防災行政無線
5(8)-231-9001
5(8)-231-8001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

直接ルー
ト

S6

西伊豆町
防災課

0558-52-1965
0558-52-1906

県防災行政無線
5(8)-230-9001
5(8)-230-8001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

直接ルー
ト

防災相互無線
（本庁）
150MHz ML
400MHz ML

防災相互無線
（本庁）
150MHz ML
400MHz ML

防災相互無線
（本庁、支所）

150MHz ML
400MHz ML

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

静岡県
危機管理部
危機対策課

054-221-2591
054-221-3252

県防災行政無線

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

5(8)-100-2591
5(8)-100-6299

国交省専用回線
85-769-300

防災相互無線
150MHz

　FB/ML/MP
400MHz
　FB/ML
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 8-5 県庁及び市町通信系統一覧表 （県防災通信班、県警察本部）
R3.4.1

市町村 番号 ルート名 県庁ル　ー　ト

① 通常ルート

県防災行政無線

静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

県防災行政無線
5(8)-103-6010
5(8)-103-6080

② 防災無線
260MHz

静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

③
衛星携帯電話
ワイドスター

衛星携帯電話 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

④
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ
静岡県

東部地域局
055-920-2002
055-920-2009

⑤ 防災相互
防災相互波

静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

中継ルー
ト

① 国交省ルート

23.7

沼津河川国道事務所
伊豆長岡出張所
(055)948-0302
(055)948-1654

① 通常ルート

県防災行政無線
静岡県

東部地域局
055-920-2002
055-920-2009

県防災行政無線
5(8)-103-6010
5(8)-103-6080

② 防災相互

防災相互波 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

③ 防災無線
260MHz

静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

④
衛星携帯電話
ワイドスター

衛星携帯電話 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

⑤
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ
静岡県

東部地域局
055-920-2002
055-920-2009

中継ルー
ト

① 国交省ルート

16.2

沼津河川国道事務所
伊豆長岡出張所
(055)948-0302
(055)948-1654

① 通常ルート

県防災行政無線
静岡県

東部地域局
055-920-2002
055-920-2009

県防災行政無線
5(8)-103-6010
5(8)-103-6080

② 防災相互

防災相互波 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

③
衛星携帯電話

スラーヤ

衛星携帯電話 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

④
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

中継ルー
ト

① 国交省ルート

1.1

防災
相互

沼津河川国道事務所
沼津河川出張所
(055)931-4370
(055)931-4396

S7

熱海市
危機管理課

0557-86-6443
0557-86-6446

県防災行政無線
5(8)-237-6020
5(8)-237-6090

直接ルー
ト

S8

伊東市
危機対策課

0557-32-1362
0557-36-8260

県防災行政無線
5(8)-236-9001
5(8)-236-8001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

直接ルー
ト

S9

沼津市
危機管理課

055-934-4803
055-934-0027

県防災行政無線
5(8)-242-9001
5(8)-242-8001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

直接ルー
ト

防災相互無線
（本庁）
150MHz ML
400MHz ML

防災相互無線
（本庁、支所）

150MHz ML/MP
400MHz ML

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

防災相互無線
（本庁）

150MHz FB/ML
400MHz FB/ML

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

静岡県
危機管理部
危機対策課

054-221-2591
054-221-3252

県防災行政無線

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

5(8)-100-2591
5(8)-100-6299

国交省専用回線
85-769-300

防災相互無線
150MHz

　FB/ML/MP
400MHz
　FB/ML
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 8-5 県庁及び市町通信系統一覧表 （県防災通信班、県警察本部）
R3.4.1

市町村 番号 ルート名 県庁ル　ー　ト

① 通常ルート

県防災行政無線
静岡県

東部地域局
055-920-2002
055-920-2009

県防災行政無線
5(8)-103-6010
5(8)-103-6080

② 防災相互

防災相互波 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

③
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

④
衛星携帯電話
インマルサット

衛星携帯電話 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

中継ルー
ト

① 国交省ルート

3.5

沼津河川国道事務所
沼津国道維持出張所

(055)986-1122
(059)988-7632

① 通常ルート

県防災行政無線
静岡県

東部地域局
055-920-2002
055-920-2009

県防災行政無線
5(8)-103-6010
5(8)-103-6080

② 防災相互

防災相互波 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

③
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

④ 衛星携帯電話

衛星携帯電話 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

中継ルー
ト

① 国交省ルート

0.7

防災
相互

沼津河川国道事務所
御殿場国道維持出張所

(0550)82-2488
(0550)82-2299

① 通常ルート

県防災行政無線
静岡県

東部地域局
055-920-2002
055-920-2009

県防災行政無線
5(8)-103-6010
5(8)-103-6080

② 防災相互

防災相互波 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

③
衛星携帯電話
インマルサット
870772254292

衛星携帯電話 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

④
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

中継ルー
ト

① 国交省ルート

4.7

防災
相互

沼津河川国道事務所
御殿場国道維持出張所

0550-82-2488
0550-82-2299

S10

三島市
危機管理課

055-983-2650
055-981-7720

県防災行政無線
5(8)-243-9001
5(8)-243-8001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

直接ルー
ト

S11

御殿場市
危機管理課

0550-82-4370
0550-83-9739

県防災行政無線
5(8)-246-9001
5(8)-246-8001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

直接ルー
ト

S12

裾野市
危機管理課

055-995-1817
055-992-4447

県防災行政無線
5(8)-245-9001
5(8)-245-8001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

直接ルー
ト防災相互無線

（本庁）
150MHz　ML
400MHz　ML

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

防災相互無線
（本庁）
400MHz ML

防災相互無線
（本庁）
150MHz ML
400MHz ML

（消防）
150MHz　ML

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

静岡県
危機管理部
危機対策課

054-221-2591
054-221-3252

県防災行政無線

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

5(8)-100-2591
5(8)-100-6299

国交省専用回線
85-769-300

防災相互無線
150MHz

　FB/ML/MP
400MHz
　FB/ML
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 8-5 県庁及び市町通信系統一覧表 （県防災通信班、県警察本部）
R3.4.1

市町村 番号 ルート名 県庁ル　ー　ト

① 通常ルート

県防災行政無線
静岡県

東部地域局
055-920-2002
055-920-2009

県防災行政無線
5(8)-103-6010
5(8)-103-6080

②
ＶＳＡＴ

（伊豆市配備）

ＶＳＡＴ 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

③
衛星携帯電話
ワイドスター

衛星携帯電話
静岡県

東部地域局
055-920-2002
055-920-2009

④
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ
静岡県

東部地域局
055-920-2002
055-920-2009

中継ルー
ト

① 国交省ルート

9.0

沼津河川国道事務所
伊豆長岡出張所
(055)948-0302
(055)948-1654

① 通常ルート

県防災行政無線
静岡県

東部地域局
055-920-2002
055-920-2009

県防災行政無線
5(8)-103-6010
5(8)-103-6080

② 防災相互

防災相互波 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

③
衛星携帯電話
イリジウム・
ワイドスター

衛星携帯電話 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

④
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

中継ルー
ト

① 国交省ルート

2.3
沼津河川国道事務所

伊豆長岡出張所
(055)948-0302
(055)948-1654

① 通常ルート

県防災行政無線
静岡県

東部地域局
055-920-2002
055-920-2009

県防災行政無線
5(8)-103-6010
5(8)-103-6080

② 防災相互
防災相互波

静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

③
衛星携帯電話
ワイドスター

衛星携帯電話 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

④
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ
静岡県

東部地域局
055-920-2002
055-920-2009

中継ルー
ト

① 国交省ルート

7.6
沼津河川国道事務所

伊豆長岡出張所
(055)948-0302
(055)948-1654

S13

伊豆市
防災安全課

0558-72-9867
0558-72-6588

県防災行政無線
5(8)-238-9001
5(8)-238-8001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

直接ルー
ト

S14

伊豆の国市
危機管理課

055-948-1482
055-948-1169

県防災行政無線
5(8)-239-9001
5(8)-239-8001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

直接ルー
ト

S15

函南町
総務課

055-979-8102
055-978-1197

県防災行政無線
5(8)-240-9001
5(8)-240-8001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

直接ルー
ト

防災相互無線
（本庁、支所）

150MHz　ML
400MHz　ML

防災相互無線
（本庁）

150MHz  ML
400MHz　ML

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

静岡県
危機管理部
危機対策課

054-221-2591
054-221-3252

県防災行政無線

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

5(8)-100-2591
5(8)-100-6299

国交省専用回線
85-769-300

防災相互無線
150MHz

　FB/ML/MP
400MHz
　FB/ML

MCA

MCA
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 8-5 県庁及び市町通信系統一覧表 （県防災通信班、県警察本部）
R3.4.1

市町村 番号 ルート名 県庁ル　ー　ト

① 通常ルート

県防災行政無線
静岡県

東部地域局
055-920-2002
055-920-2009

県防災行政無線
5(8)-103-6010
5(8)-103-6080

②
衛星携帯電話
ワイドスター

衛星携帯電話 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

③
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

④ 防災相互

防災相互波 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

⑤ 防災無線

260MHz 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

中継ルー
ト

① 国交省ルート

3.0

沼津河川国道事務所
工務第一課

055-934-2005
055-934-2019

① 通常ルート

県防災行政無線
静岡県

東部地域局
055-920-2002
055-920-2009

県防災行政無線
5(8)-103-6010
5(8)-103-6080

② 防災相互

防災相互波 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

③
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

④ 衛星携帯電話

衛星携帯電話 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

中継ルー
ト

① 国交省ルート

0.5

沼津河川国道事務所
沼津国道維持出張所

(055)986-1122
(059)988-7632

① 通常ルート

県防災行政無線
静岡県

東部地域局
055-920-2002
055-920-2009

県防災行政無線
5(8)-103-6010
5(8)-103-6080

② 防災相互

防災相互波 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

③ 防災無線
260MHz

静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

④
衛星携帯電話
ワイドスター

衛星携帯電話 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

⑤
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ
静岡県

東部地域局
055-920-2002
055-920-2009

中継ルー
ト

① 国交省ルート

9.5

沼津河川国道事務所
御殿場国道維持出張所

(0550)82-2488
(0550)82-2299

S16

清水町
くらし安全課

055-981-8205
055-973-1711

県防災行政無線
5(8)-241-9001
5(8)-241-8001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

直接ルー
ト

S17

長泉町
地域防災課

055-989-5505
055-989-5656

県防災行政無線
5(8)-244-9001
5(8)-244-8001

直接ルー
ト

S18

小山町
危機管理局

0550-76-5715
0550-76-5910

県防災行政無線
5(8)-247-9001
5(8)-247-8001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

直接ルー
ト

防災相互無線
（本庁）

400MHz　ML

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

防災相互無線
（本庁）

150MHz　ML

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

静岡県
危機管理部
危機対策課

054-221-2591
054-221-3252

県防災行政無線

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

5(8)-100-2591
5(8)-100-6299

国交省専用回線
85-769-300

防災相互無線
150MHz

　FB/ML/MP
400MHz
　FB/ML

防災相互無線
150MHz

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ
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 8-5 県庁及び市町通信系統一覧表 （県防災通信班、県警察本部）
R3.4.1

市町村 番号 ルート名 県庁ル　ー　ト

① 通常ルート

県防災行政無線
静岡県

東部地域局
055-920-2002
055-920-2009

県防災行政無線
5(8)-103-6010
5(8)-103-6080

② 防災相互

防災相互波 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

③
衛星携帯電話
ワイドスター

衛星携帯電話 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

④
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

中継ルー
ト

① 国交省ルート

2.6

防災
相互

静岡国道事務所
富士国道維持出張所

(0545)52-5650
(0545)57-5006

① 通常ルート

県防災行政無線
静岡県

東部地域局
055-920-2002
055-920-2009

県防災行政無線
5(8)-103-6010
5(8)-103-6080

② 防災相互

防災相互波 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

③
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

④
衛星携帯電話

501TH

衛星携帯電話 静岡県
東部地域局

055-920-2002
055-920-2009

中継ルー
ト

① 国交省ルート

2.8

防災
相互

富士砂防事務所
調査課

(0544)27-5387
(0544)27-5986

① 通常ルート

県防災行政無線 静岡県
中部地域局

054-644-9104
054-644-9108

県防災行政無線
5(8)-106-6010
5(8)-106-6081

② 防災相互

防災相互波 静岡県
中部地域局

054-644-9104
054-644-9108

③
衛星携帯電話
ワイドスター

衛星携帯電話 静岡県
中部地域局

054-644-9104
054-644-9108

④ 防災無線

260MHz

⑤
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ 静岡県
中部地域局

054-644-9104
054-644-9108

中継ルー
ト

① 国交省ルート

静岡国道事務所
防災情報課

(054)250-8910　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(054)252-5753　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

静岡河川事務所調査課
(054)273-9104
(054)205-1213　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

S19

富士市
防災危機管理課
0545-55-2715
0545-51-2040

県防災行政無線
5(8)-248-6020
5(8)-248-6090　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

直接ルー
ト

S20

富士宮市
危機管理局

0544-22-1319
0544-22-1239

県防災行政無線
5(8)-249-9001
5(8)-249-8001

直接ルー
ト

S21

静岡市
危機管理課

054-221-1012
054-251-5783

県防災行政無線
5(8)-250-9001
5(8)-250-8001

直接ルー
ト

防災相互無線
（本庁）

150MHz　ML
400MHz　ML

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

防災相互無線
（本庁）
150MHz ML/MP
400MHz FB/ML

（消防）
150MHz　ML/MP

防災相互無線
（本庁）

150MHz FB/ML
400MHz　FB

（消防）
150MHz　ML

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

静岡県
危機管理部
危機対策課

054-221-2591
054-221-3252

県防災行政無線

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

5(8)-100-2591
5(8)-100-6299

国交省専用回線
85-769-300

防災相互無線
150MHz

　FB/ML/MP
400MHz
　FB/ML

MCA
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 8-5 県庁及び市町通信系統一覧表 （県防災通信班、県警察本部）
R3.4.1

市町村 番号 ルート名 県庁ル　ー　ト

① 通常ルート

県防災行政無線
静岡県

中部地域局
054-644-9104
054-644-9108

県防災行政無線
5(8)-106-6010
5(8)-106-6081

② 防災相互

防災相互波 静岡県
中部地域局

054-644-9104
054-644-9108

③
衛星携帯電話
ワイドスター

衛星携帯電話
静岡県

中部地域局
054-644-9104
054-644-9108

④ 防災無線
260MHz

静岡県
中部地域局

054-644-9104
054-644-9108

⑤
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ
静岡県

中部地域局
054-644-9104
054-644-9108

① 国交省ルート

10.3
静岡河川事務所

島田出張所
(0547)37-2021
(0547)35-3560

② 中電ルート

1.4
中部電力パワーグリッド(株)

藤枝営業所
総務グループ
054-646-5711

054-646-5713(FAX)

中部電力パワーグリッド
(株)

静岡支社
総務グループ
054-273-9012

054-251-6801(FAX)

0.8

① 通常ルート

県防災行政無線
静岡県

中部地域局
054-644-9104
054-644-9108

県防災行政無線
5(8)-106-6010
5(8)-106-6081

② 防災相互

防災相互波 静岡県
中部地域局

054-644-9104
054-644-9108

③ 防災無線
260MHz

静岡県
中部地域局

054-644-9104
054-644-9108

④
衛星携帯電話
ワイドスター

衛星携帯電話
静岡県

中部地域局
054-644-9104
054-644-9108

⑤
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ
静岡県

中部地域局
054-644-9104
054-644-9108

① 国交省ルート

2.8

静岡河川事務所
島田出張所

(0547)37-2021
(0547)35-3560

② 中電ルート

0.9

中部電力パワーグリッド(株)
島田営業所

契約サービス課
0547-37-6364

0547-37-6367(FAX)

中部電力パワーグリッド
(株)

静岡支社
総務グループ
054-273-9012

054-251-6801(FAX)

0.8

直接ルー
ト

中継ルー
ト

直接ルー
ト

中継ルー
ト

S22

藤枝市
大規模災害対策課

地域防災課
054-643-3119
054-645-3050

県防災行政無線
5(8)-252-9001
5(8)-252-8001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

S23

島田市
危機管理課

0547-36-7320
0547-35-6000

県防災行政無線
5(8)-254-9001
5(8)-254-8001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

防災相互無線
（本庁）
150MHz　ML
400MHz　ML
  (消防)
150MHz  ML

防災相互無線
（本庁、支所）

150MHz　FB/ML
400MHz　ML
  (消防)
150MHz  ML

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

静岡県
危機管理部
危機対策課

054-221-2591
054-221-3252

県防災行政無線

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

5(8)-100-2591
5(8)-100-6299

国交省専用回線
85-769-300

防災相互無線
150MHz

　FB/ML/MP
400MHz
　FB/ML

MCA
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 8-5 県庁及び市町通信系統一覧表 （県防災通信班、県警察本部）
R3.4.1

市町村 番号 ルート名 県庁ル　ー　ト

① 通常ルート

県防災行政無線 静岡県
中部地域局

054-644-9104
054-644-9108

県防災行政無線
5(8)-106-6010
5(8)-106-6081

② 防災相互

防災相互波 静岡県
中部地域局

054-644-9104
054-644-9108

③ 防災無線

260MHz 静岡県
中部地域局

054-644-9104
054-644-9108

④
衛星携帯電話
ワイドスター

衛星携帯電話 静岡県
中部地域局

054-644-9104
054-644-9108

⑤
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ 静岡県
中部地域局

054-644-9104
054-644-9108

中継ルー
ト

① 国交省ルート

18.2

静岡国道事務所
防災情報課

(054)250-8910
(054)252-5753

① 通常ルート

県防災行政無線
静岡県

中部地域局
054-644-9104
054-644-9108

県防災行政無線
5(8)-106-6010
5(8)-106-6081

② 防災相互

防災相互波 静岡県
中部地域局

054-644-9104
054-644-9108

③
衛星携帯電話
ワイドスター

衛星携帯電話 静岡県
中部地域局

054-644-9104
054-644-9108

④ 防災無線
260MHz

静岡県
中部地域局

054-644-9104
054-644-9108

⑤
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ
静岡県

中部地域局
054-644-9104
054-644-9108

中継ルー
ト

① 国交省ルート

4.9

静岡河川事務所
駿河海岸出張所
(0548)32-0067
(0548)33-2354

① 通常ルート

県防災行政無線
静岡県

中部地域局
054-644-9104
054-644-9108

県防災行政無線
5(8)-106-6010
5(8)-106-6081

② 防災相互
防災相互波

静岡県
中部地域局

054-644-9104
054-644-9108

③ ＭＣＡ無線
ＭＣＡ

静岡県
中部地域局

054-644-9104
054-644-9108

④
衛星携帯電話
ワイドスター

衛星携帯電話
静岡県

中部地域局
054-644-9104
054-644-9108

⑤
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ
静岡県

中部地域局
054-644-9104
054-644-9108

① 国交省ルート

0.9
静岡河川事務所
駿河海岸出張所
(0548)32-0067
(0548)33-2354

② 中電ルート

MCA 中部電力パワーグリッド(株)
島田営業所

契約サービス課
0547-37-6364

0547-37-6367(FAX)

中部電力パワーグリッド
(株)

静岡支社
総務グループ
054-273-9012

054-251-6801(FAX)

0.8

S24

焼津市
地域防災課

054-623-2554
054-625-0132

県防災行政無線
8-212-9001
8-212-8001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

直接ルー
ト

S25

牧之原市
防災課

0548-23-0056
0548-23-0049

県防災行政無線
5(8)-256-9001
5(8)-256-8001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

直接ルー
ト

直接ルー
ト

中継ルー
ト

S26

吉田町
防災課

0548-33-2164
0548-32-6121

県防災行政無線
5(8)-255-9001
5(8)-255-8001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

防災相互無線
（本庁）
150MHz　ML
400MHz　ML       
  (消防)
150MHz  ML

防災相互無線
（本庁 支所）
150MHz　FB/ML
400MHz　FB/ML
  (消防)
150MHz  ML
400MHz  ML

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

防災相互無線
（本庁）

150MHz　ML
400MHz　ML

静岡県
危機管理部
危機対策課

054-221-2591
054-221-3252

県防災行政無線

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

5(8)-100-2591
5(8)-100-6299

国交省専用回線
85-769-300

防災相互無線
150MHz

　FB/ML/MP
400MHz
　FB/ML

MCA

-139-



 8-5 県庁及び市町通信系統一覧表 （県防災通信班、県警察本部）
R3.4.1

市町村 番号 ルート名 県庁ル　ー　ト

① 通常ルート

県防災行政無線
静岡県

中部地域局
054-644-9104
054-644-9108

県防災行政無線
5(8)-106-6010
5(8)-106-6081

② 防災相互
防災相互波

静岡県
中部地域局

054-644-9104
054-644-9108

③
衛星携帯電話
ワイドスター

衛星携帯電話
静岡県

中部地域局
054-644-9104
054-644-9108

④ 防災無線
260MHz

静岡県
中部地域局

054-644-9104
054-644-9108

⑤
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ
静岡県

中部地域局
054-644-9104
054-644-9108

中継ルー
ト

① 国交省ルート

21.5
静岡河川事務所

島田出張所
(0547)37-2021
(0547)35-3560

① 通常ルート

県防災行政無線
静岡県

西部地域局
0538-37-2204
0538-37-3678

県防災行政無線
5(8)-107-6010
5(8)-107-6081

② 防災相互
防災相互波

静岡県
西部地域局

0538-37-2204
0538-37-3678

③
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ
静岡県

西部地域局
0538-37-2204
0538-37-3678

④
衛星携帯電話
ワイドスター

衛星携帯電話
静岡県

西部地域局
0538-37-2204
0538-37-3678

① 国交省ルート

0.8

防災
相互

浜松河川国道事務所
磐田出張所

(0538)32-0657
(0538)32-0560

② 中電ルート

260M 中部電力パワーグリッド(株)
磐田営業所

契約サービス課
0538-36-9634

0538-37-3509(FAX)

中部電力パワーグリッド
(株)

静岡支社
総務グループ
054-273-9012

054-251-6801(FAX)

0.8

① 通常ルート

県防災行政無線
静岡県

西部地域局
0538-37-2204
0538-37-3678

県防災行政無線
5(8)-107-6010
5(8)-107-6081

② 防災相互
防災相互波

静岡県
西部地域局

0538-37-2204
0538-37-3678

③
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ 静岡県
西部地域局

0538-37-2204
0538-37-3678

④
衛星携帯電話
ワイドスター

衛星携帯電話 静岡県
西部地域局

0538-37-2204
0538-37-3678

① 国交省ルート

1.9
浜松河川国道事務所
掛川国道維持出張所

(0537)24-5749
(0537)24-6036

② 中電ルート

0.5

中部電力パワーグリッド(株)
掛川営業所

総務グループ
0537-23-9450

0537-24-8410(FAX)

中部電力パワーグリッド
(株)

静岡支社
総務グループ
054-273-9012

054-251-6801(FAX)

0.8

S27

川根本町
総務課

0547-56-2220
0547-56-2235

県防災行政無線
5(8)-253-9001
5(8)-253-8001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

直接ルー
ト

S28

磐田市
危機管理課

0538-37-2114
0538-32-0177

県防災行政無線
5(8)-262-9001
5(8)-262-8001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

直接ルー
ト

中継ルー
ト

S29

掛川市
危機管理課

0537-21-1131
0537-21-1168

県防災行政無線
5(8)-259-9001
5(8)-259-8001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

直接ルー
ト

中継ルー
ト

防災相互無線
（本庁、支所）

150MHz　FB/ML
400MHz　FB/ML

防災相互無線
（本庁、支所）

150MHz　FB/ML
400MHz　ML

防災相互無線
（本庁、支所）

150MHz　FB/ML
400MHz　FB/ML
（消防）
150MHz　FB/ML

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

静岡県
危機管理部
危機対策課

054-221-2591
054-221-3252

県防災行政無線

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

5(8)-100-2591
5(8)-100-6299

国交省専用回線
85-769-300

防災相互無線
150MHz

　FB/ML/MP
400MHz
　FB/ML
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 8-5 県庁及び市町通信系統一覧表 （県防災通信班、県警察本部）
R3.4.1

市町村 番号 ルート名 県庁ル　ー　ト

① 通常ルート

県防災行政無線
静岡県

西部地域局
0538-37-2204
0538-37-3678

県防災行政無線
5(8)-107-6010
5(8)-107-6081

② 防災相互

防災相互波 静岡県
西部地域局

0538-37-2204
0538-37-3678

③
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ 静岡県
西部地域局

0538-37-2204
0538-37-3678

④

衛星携帯電話
イリジウム

インマルサット
BGAN

ワイドスター

衛星携帯電話 静岡県
西部地域局

0538-37-2204
0538-37-3678

中継ルー
ト

① 国交省ルート

8.9

浜松河川国道事務所
防災課

(053)466-0129
(053)466-0122

① 通常ルート

県防災行政無線
静岡県

西部地域局
0538-37-2204
0538-37-3678

県防災行政無線
5(8)-107-6010
5(8)-107-6081

② 防災相互

防災相互波 静岡県
西部地域局

0538-37-2204
0538-37-3678

③
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ 静岡県
西部地域局

0538-37-2204
0538-37-3678

④
衛星携帯電話
ワイドスターⅡ

衛星携帯電話
静岡県

西部地域局
0538-37-2204
0538-37-3678

① 国交省ルート

9.2
浜松河川国道事務所

平田出張所
(0537)73-2051
(0537)73-2969

② 中電ルート

2.6
中部電力(株)

浜岡原子力発電所
危機管理部防災課

0537-85-2376
0537-86-8137(FAX)

中部電力パワーグリッド
(株)

静岡支社
総務グループ
054-273-9012

054-251-6801(FAX)

0.8

① 通常ルート

県防災行政無線 静岡県
西部地域局

0538-37-2204
0538-37-3678

県防災行政無線
5(8)-107-6010
5(8)-107-6081

② 防災相互

防災相互波

150MHz
400MHz

静岡県
西部地域局

0538-37-2204
0538-37-3678

③
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ
静岡県

西部地域局
0538-37-2204
0538-37-3678

中継ルー
ト

① 国交省ルート

7.6
浜松河川国道事務所

平田出張所
(0537)73-2051
(0537)73-2969

S30

袋井市
危機管理課

0538-86-3701
0538-86-5522

県防災行政無線
5(8)-261-9001
5(8)-261-8001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

直接ルー
ト

S31

御前崎市
危機管理課

0537-85-1119
0537-85-1143

県防災行政無線
5(8)-257-9001
5(8)-257-8001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

直接ルー
ト

中継ルー
ト

S32

菊川市
危機管理課

0537-35-0923
0537-35-2200

県防災行政無線
5(8)-258-9001
5(8)-258-8001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

直接ルー
ト

防災相互無線
（本庁、支所）

150MHz　ML
  (消防)
150MHz  ML

防災相互無線
（本庁、支所）

150MHz　ML
400MHz　FB/ML
  (消防)
150MHz  FB/ML

防災相互無線
（本庁、支所）

150MHz　ML
400MHz　FB/ML
（消防）
150MHz　ML

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

静岡県
危機管理部
危機対策課

054-221-2591
054-221-3252

県防災行政無線

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

5(8)-100-2591
5(8)-100-6299

国交省専用回線
85-769-300

防災相互無線
150MHz

　FB/ML/MP
400MHz
　FB/ML
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 8-5 県庁及び市町通信系統一覧表 （県防災通信班、県警察本部）
R3.4.1

市町村 番号 ルート名 県庁ル　ー　ト

① 通常ルート

県防災行政無線
静岡県

西部地域局
0538-37-2204
0538-37-3678

県防災行政無線
5(8)-107-6010
5(8)-107-6081

②
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ
静岡県

西部地域局
0538-37-2204
0538-37-3678

③
衛星携帯電話
ワイドスター

衛星携帯電話
静岡県

西部地域局
0538-37-2204
0538-37-3678

中継ルー
ト

① 国交省ルート

12.6
浜松河川国道事務所
掛川国道維持出張所

(0537)24-5749
(0537)24-6036

① 通常ルート

県防災行政無線 静岡県
西部地域局

0538-37-2204
0538-37-3678

県防災行政無線
5(8)-107-6010
5(8)-107-6081

② 防災相互
防災相互波

静岡県
西部地域局

0538-37-2204
0538-37-3678

③
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ
静岡県

西部地域局
0538-37-2204
0538-37-3678

④
衛星携帯電話
ワイドスター

衛星携帯電話
静岡県

西部地域局
0538-37-2204
0538-37-3678

① 国交省ルート

3.4

防災相
互

浜松河川国道事務所
防災課

(053)466-0129
(053)466-0122

② 中電ルート

1.3
中部電力パワーグリッド(株)

浜松営業所
総務グループ
053-458-8171

053-458-8170(FAX)

中部電力パワーグリッド
(株)

静岡支社
総務グループ
054-273-9012

054-251-6801(FAX)

0.8

① 通常ルート

県防災行政無線
静岡県

西部地域局
0538-37-2204
0538-37-3678

県防災行政無線
5(8)-107-6010
5(8)-107-6081

② 防災相互
防災相互波

静岡県
西部地域局

0538-37-2204
0538-37-3678

③
ＶＳＡＴ

（地域局から搬送）

ＶＳＡＴ 静岡県
西部地域局

0538-37-2204
0538-37-3678

④
衛星携帯電話

スラーヤ

衛星携帯電話
静岡県

西部地域局
0538-37-2204
0538-37-3678

中継ルー
ト

① 国交省ルート

16.7 豊橋河川事務所
調査課

(0532)48-8107
(0532)48-8100

　　　　使送 　　　　無線回線 　　　　有線又は有無線一体の自営回線

防災相互 :
防災相互通信用周波数
による通信

260M : 都道府県ﾃﾞｼﾞﾀﾙ総合通信系・市町村ﾃﾞｼﾞﾀﾙ移動系

１　電話番号は、平常時における通信事業者回線の番号を掲載。
２　電話番号は、上段が電話番号、下段はFAX番号を掲載。なお、FAXが無い場合は電話番号のみ掲載。
３　情報伝達の中継通信を行う機関は、災害状況によっては通信の取り扱いが出来ない場合や代替施設で業務を継続する場合が想定されることから、非常通信を依頼
する市町村は、非常通信対応マニュアル等に基づき、その対応について予め定めておくものとする。
※「斜体下線太文字」の施設は、平成26年度の調査において、南海トラフ巨大地震により被災を受ける可能性があるものを示しています。

S33

森町
防災課

0538-85-6302
0538-85-5259

県防災行政無線
5(8)-260-9001
5(8)-260-8001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

直接ルー
ト

S34

浜松市
危機管理課

053-457-2537
053-457-2530

県防災行政無線
5(8)-263-9001
5(8)-263-8001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

直接ルー
ト

中継ルー
ト

S35

湖西市
危機管理課

053-576-4538
053-576-2315

県防災行政無線
5(8)-264-9001
5(8)-264-8001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

直接ルー
ト

防災相互無線
（本庁、支所）

150MHz　ML
150MHz　ML/MP

防災相互無線
（本庁）
150MHz　ML
400MHz　ML
（消防）
150MHz　FB/ML

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

静岡県
危機管理部
危機対策課

054-221-2591
054-221-3252

県防災行政無線

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ

5(8)-100-2591
5(8)-100-6299

国交省専用回線
85-769-300

防災相互無線
150MHz

　FB/ML/MP
400MHz
　FB/ML

MCA

260MHzﾃﾞｼﾞﾀﾙ
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[資料編Ⅱ]

8-6-1　東海地方非常通信協議会加盟機関一覧表　(静岡県内）　　

（県防災通信班） R3 .4.1

機　　　　関　　　　名　　（順不同） 所　　　在　　　地 電　話　番　号

静 岡 県 危 機 管 理 部 危 機 対 策 課 静岡市葵区追手町9－6 ＜054＞221－2591

静 岡 県 清 水 港 管 理 局 静岡市清水区日の出町9－25 ＜054＞353－2208

清 水 海 上 保 安 部 静岡市清水区日の出町9－1 ＜054＞353-0118

下 田 海 上 保 安 部 下田市３－18－23 ＜0558＞25－0118

関 東 管 区 警 察 局 静 岡 県 情 報 通 信 部 静岡市葵区追手町9－6 ＜054＞271－0110(代）

静 岡 県 警 察 本 部 警 備 部 災 害 対 策 課 静岡市葵区追手町9－6 ＜054＞271－0110(代）

静 岡 県 警 察 本 部 地 域 部 通 信 指 令 課 静岡市葵区追手町9－6 ＜054＞271－0110(代）

静 岡 刑 務 所 静岡市葵区東千代田3－1－1 ＜054＞261－0117

国 土 交 通 省 甲 府 河 川 国 道 事 務 所 甲府市緑が丘1－10－1 ＜055＞251－0411

国 土 交 通 省 静 岡 国 道 事 務 所 静岡市葵区南安倍２－8－1 ＜054＞250－8910

株 式 会 社 東 洋 信 号 通 信 社 静岡市清水区興津清見寺町1375-121 ＜054＞369－6251

静 岡 県 市 長 会 静岡市駿河区南町14-25　エスパティオ５階 ＜054＞202－4343

静 岡 県 町 村 会 静岡市駿河区南町14-25　エスパティオ５階 ＜054＞202－4343

西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 静 岡 支 店 静岡市葵区御幸町4-6 ＜054＞205－9122

東 海 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 静 岡 支 社 静岡市葵区黒金町4 ＜054＞687－2484

東京電力パワーグリッド株式会社静岡通信ネットワークセンター 沼津市大手町3－9－13 ＜090＞6722－5527

中 部 電 力 株 式 会 社 静岡市葵区本通2－4－1 ＜054＞273－9001

中 部 電 力 パ ワ ー グ リ ッ ド 株 式 会 社 静岡市葵区本通2－4－1 ＜054＞273－9012

日 本 放 送 協 会 静 岡 放 送 局 静岡市駿河区八幡1－6－1 ＜054＞654－4055

静 岡 放 送 株 式 会 社 静岡市駿河区登呂3－1－1 ＜054＞284－8911

株 式 会 社 テ レ ビ 静 岡 静岡市駿河区栗原18－65 ＜054＞261－6116

株 式 会 社 静 岡 朝 日 テ レ ビ 静岡市葵区東町15 ＜054＞251－3304

株 式 会 社 静 岡 第 一 テ レ ビ 静岡市駿河区中原563 ＜054＞283－8119

静 岡 エ フ エ ム 放 送 株 式 会 社 浜松市中区常盤町133－24 ＜053＞457－1153

静 岡 ガ ス 株 式 会 社 静岡市駿河区八幡1－5－38 ＜054＞284－7983

東 海 ガ ス 株 式 会 社 藤枝市青木2-29-1 ＜054＞647－7154

伊 豆 急 行 株 式 会 社 伊東市八幡野1151 ＜0557＞53－1115

遠 州 鉄 道 株 式 会 社 浜松市東区西ヶ崎町686－1 ＜053＞435－0221

し ず て つ ジ ャ ス ト ラ イ ン 株 式 会 社 静岡市葵区宮前町28 ＜054＞267－5117

富 士 急 行 株 式 会 社 山梨県富士吉田市新西原5－2－1 ＜0555＞22－7100

日 本 銀 行 静 岡 支 店 静岡市葵区金座町26－1 ＜054＞273－4132

株 式 会 社 静 岡 銀 行 静岡市清水区草薙北2－1 ＜054＞261－3131

ス ル ガ 銀 行 株 式 会 社 沼津市通横町23 ＜055＞952－6317

㈱ 日 本 政 策 金 融 公 庫 静 岡 支 店 静岡市葵区黒金町59－6 ＜054＞254－3631

し ず お か 焼 津 信 用 金 庫 静岡市葵区相生町1－1 ＜054＞247－1151

静 清 信 用 金 庫 静岡市葵区昭和町2－1 ＜054＞254－8881

静 岡 県 無 線 漁 業 協 同 組 合 焼津市田尻1991－1 ＜054＞624－1376

静 岡 県 超 短 波 漁 業 無 線 協 会 静岡市葵区追手町9－18 ＜054＞254－6011

日 本 赤 十 字 社 静 岡 県 支 部 静岡市葵区追手町44－17 ＜054＞252－8131

（一 社 ） 日 本 アマ チ ュ ア 無 線連 盟 静 岡 県 支 部 焼津市三右衛門新田562　レオパレス渓　202 ＜054＞621－0712

浜 松 エ フ エ ム 放 送 株 式 会 社 浜松市中区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館4階 ＜053＞458－8600

株 式 会 社 エ フ エ ム し み ず 静岡市清水区日の出町10－80 ＜054＞354－5252

株 式 会 社 エ フ エ ム み し ま ・ か ん な み 三島市大社町1-10　 ＜055＞981－8600

株 式 会 社 シ テ ィ エ フ エ ム 静 岡 静岡市葵区紺屋町15-4 ＜054＞221－1111

エ フ エ ム 伊 東 株 式 会 社 伊東市松川町5-10　伊東ふれあいセンター ＜0557＞36－7603

エ フ エ ム ぬ ま づ 株 式 会 社 沼津市寿町8-28 メディアプラザ ＜055＞943－7300

株 式 会 社 エ フ エ ム 熱 海 湯 河 原 熱海市上宿町9-5 ＜0557＞81－0796

富 士 コ ミ ュ ニ テ ィ エ フ エ ム 放 送 株 式 会 社 富士市吉原2-10-20 ＜0545＞55－1123

株 式 会 社 Ｆ Ｍ 島 田 島田市中央町5-1（プラザおおるり３Ｆ） ＜0547＞34－1765
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8-6-2　東海地方非常通信協議会加盟機関の無線局一覧表(静岡県内回線）
（県防災通信班） R3.4.1

関東管区警察局静岡県情報通信部（対東京・県外回線） 静岡市葵区追手町9番6号

機動通信課 <054>271-0110　内6061

局　名 局種 周波数帯 通信所所在地 事務所名 電話番号 備考

静岡本部 固 ＳＨＦ(多重) 静岡市葵区追手町9－6 静岡県情報通信部機動通信課 <054>271－0110 内6072

静岡県警察本部（対県内回線） 静岡市葵区追手町9番6号

<054>271-0110　内3622

 局　名 局種 周波数帯 通信所所在地 事務所名 電話番号 備考

静岡本部 固 ＶＨＦ 静岡市葵区追手町9－6 警察本部地域部通信指令課 <054>271－0110 内3622

下　　田 〃 〃 下田市東中7－8 下田警察署 <0558>27－0110

大　　仁 〃 〃 伊豆の国市大仁680－1 大仁　〃　 <0558>76－0110

三　　島 〃 〃 三島市谷田194－1 三島　〃　 <055>981－0110

伊　　東 〃 〃 伊東市竹の台2－26 伊東　〃　 <0557>38－0110

熱　　海 〃 〃 熱海市福道町3－19 熱海　〃　 <0557>85－0110

沼　　津 〃 〃 沼津市平町19－11 沼津　〃　 <055>952－0110

裾　　野 〃 〃 裾野市平松620番地の1 裾野　〃　 <055>995－0110

御 殿 場 〃 〃 御殿場市北久原439－2 御殿場　〃　 <0550>84－0110

富　　士 〃 〃 富士市八代町3－55 富士　〃　 <0545>51－0110

富 士 宮 〃 〃 富士宮市城北町160 富士宮　〃　 <0544>23－0110

清　　水 〃 〃 静岡市清水区天王南1－35 清水　〃　 <054>366－0110

静　　中 〃 〃 静岡市葵区追手町6－1 静岡中央　〃　 <054>250－0110

静　　南 〃 〃 静岡市駿河区富士見台1－5－10 静岡南　〃　 <054>288－0110

藤　　枝 〃 〃 藤枝市緑町1－3－5 藤枝　〃　 <054>641－0110

静岡航空隊 〃 〃 焼津市宗高282 静岡県警察航空隊 <054>622－6251

焼　　津 〃 〃 焼津市道原723 焼津警察署 <054>624－0110

島　　田 〃 〃 島田市向谷元町1212 島田　〃 <0547>37－0110

牧 之 原 〃 〃 牧之原市細江2737 牧之原　〃　 <0548>22－0110

菊　　川 〃 〃 菊川市加茂5889 菊川　〃　 <0537>36－0110

掛　　川 〃 〃 掛川市宮脇1-1-1 掛川　〃　 <0537>22－0110

袋　　井 〃 〃 袋井市新屋2-4-5 袋井　〃 <0538>41－0110

磐　　田 〃 〃 磐田市一言2533－4 磐田　〃　 <0538>37－0110

天　　竜 〃 〃 浜松市天竜区二俣町阿蔵8－3 天竜　〃　 <053>926－0110

浜　　北 〃 〃 浜松市浜北区小松3218 浜北　〃　 <053>585－0110

浜　　東 〃 〃 浜松市中区相生町14－10 浜松東　〃　 <053>460－0110

浜　　中 〃 〃 浜松市中区住吉5-28-1 浜松中央〃　 <053>475－0110

浜　　西 〃 〃 浜松市西区大人見町3452-1 浜松西　〃　 <053>484－0110

細　　江 〃 〃 浜松市北区細江町気賀4640 細江　〃　 <053>522－0110

湖　　西 〃 〃 湖西市古見1035-1 湖西　〃　 <053>574－0110

中部地方整備局 名古屋市中区三の丸2丁目5番1号

企画部情報通信技術課 <052>953-8157　内3931～3

局　名 局種 周波数帯 通信所所在地 事務所名 電話番号 備考

建設浜松 固・基 SHF(多重) VHF 浜松市中区名塚町266 浜松河川国道事務所 <053>466－0129 内284,406

建設小立野 固 ＳＨＦ(多重) 磐田市小立野620 〃浜松国道維持出張所 <0538>32－4060

建設平田 固・基 SHF(多重) VHF 菊川市嶺田300 〃平田出張所 <0537>73－2051

建設中の町  〃 〃 浜松市東区国吉町1－2 〃中ノ町出張所 <053>421－0051

建設上野部 固 ＳＨＦ(多重) 磐田市上野部2497-7 〃横山出張所 <0539>62－6220

建設静岡  〃 〃 静岡市葵区南安倍2－8－1 静岡国道事務所 <054>250－8910 内281,282

建設吉原 固 ＳＨＦ(多重) 富士市今泉337－1 〃富士国道維持出張所 <0545>52－5650

建設牧ヶ谷  〃 〃 静岡市葵区牧ヶ谷2075 〃静清国道維持出張所 <054>278－5181

建設静岡北 固･基 SHF(多重) VHF 静岡市葵区田町3－108 静岡河川事務所 <054>273－9104 内280

建設吉田 固 ＳＨＦ(多重) 榛原郡吉田町片岡1770－4 〃駿河海岸出張所 <0548>32－0067

建設蒲原  〃 〃 静岡市清水区蒲原堰沢108－17 〃蒲原海岸出張所 <054>385－4626

建設島田 固･基 SHF(多重) VHF 島田市横井3－25－10 〃島田出張所 <0547>37－2021

建設沼津 固･基 SHF(多重) VHF 沼津市下香貫外原3244－2 沼津河川国道事務所 <055>934－2006 内326,327

建設土狩 固 ＳＨＦ(多重) 駿東郡長泉町下土狩1027－1 〃国道維持出張所 <055>986－1122

建設長岡 固･基 SHF(多重) VHF 伊豆の国市墹之上467－2 〃伊豆長岡出張所 <055>948－0302

建設湯ヶ島北 固･基 SHF(多重) VHF 伊豆市湯ヶ島131-1 〃湯ヶ島出張所 <0558>85－0374

建設鈴川　 固 ＳＨＦ(多重) 富士市鈴川町9－14 〃富士海岸出張所 <0545>32－0568

建設富士宮 固･基 SHF(多重) VHF 富士宮市三園平1100 富士砂防事務所 <0544>27－5387 内350

建設富士宮北 固 ＳＨＦ(多重) 富士宮市上井出1321-9 〃富士宮砂防出張所 <0554>54-0236

建設長島ダム 固･基 SHF(多重) VHF 榛原郡川根本町犬間541－3 長島ダム管理所 <0547>59－1021 内392,393

建設島田北 固 ＳＨＦ(多重) 島田市若松町2490－1 〃島田分室 <0547>36－2986

警　　察　　庁

国　土　交　通　省
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関東地方整備局　　　　　　　　　　　　　 埼玉県さいたま市中央区新都心2番地1さいたま新都心合同庁舎2号館

企画部情報通信技術課 <048>600-1339

 局　名 局種 周波数帯 通信所所在地 事務所名 電話番号 備考

 建設富士　　 固･基 SHF(多重) VHF 富士市松岡官有無番地
関東地方整備局甲府河川国道事
務所富士川下流出張所

<0545>61－0078

中部支店情報通信グループ 愛知県春日井市十三塚町1番地43

<0568>81-3251（代）

局　名 局種 周波数帯 通信所所在地 事務所名 電話番号 備考

電源佐久間 固定 ＳＨＦ(多重) 浜松市天竜区佐久間町佐久間2690 佐久間電力所 <053>965－0071

電源静岡 〃 〃 静岡市葵区田町4－69
電源開発送変電ネットワーク
株式会社静岡送変電事業所

<054>252－7277

電源送電静岡 基･移 ＶＨＦ(単信) 静岡市葵区田町4－69
電源開発送変電ネットワーク
株式会社静岡送変電事業所

<054>252－7277

静岡市葵区本通２丁目４番１号

静岡通信センター運用課 <054>273-9036（ダイヤルイン）

 局　名 局種 周波数帯 通信所所在地 事務所名 電話番号 備考

中部静岡 固 SHF 静岡市葵区本通2-4-1 静岡支店 <054>255-1111

中部駿遠 〃 SHF 掛川市大野790 駿遠変電所 <0537>27-1080

中部掛川 固・基 SHF UHF 掛川市中央1-5-8 掛川営業所 <0537>22-4141

中部原島 〃 SHF VHF 浜松市東区上西町1300 浜松電力センター <053>464-1441

富士川配電 基 VHF 静岡市清水区二の丸町6-28 清水営業所 <054>366-7141

清水配電 〃 VHF 〃 〃 〃

静岡配電 〃 VHF 静岡市駿河区曲金6-3-38 静岡営業所 <054>284-6600

藤枝配電 〃 VHF 藤枝市青木2-17-39 藤枝営業所 <054>641-3311

島田配電 〃 VHF 島田市本通1-4684-1 島田営業所 <0547>37-2171

磐田配電 〃 UHF 磐田市二之宮東20-1 磐田営業所 <0538>32-2251

天竜配電 〃 VHF 浜松市天竜区二俣町二俣1600-1 天竜ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ <053>925-3185

浜松配電 〃 UHF 浜松市中区鴨江町22-1 浜松営業所 <053>452-9111

新居配電 〃 UHF 湖西市新居町浜名字堀切180-5 新居ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ <053>594-1360

細江配電 〃 UHF 浜松市北区細江町中川5608 細江ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ <053>522-0360

浜北配電 〃 UHF 浜松市浜北区小松4750-1 浜北営業所 <053>586-2105

静岡送電 〃 VHF 静岡市葵区駒形通6-9-1 静岡電力センター <054>255-0522

島田送電 〃 VHF 島田市中央町10-1 島田電力センター <0547>37-9300

大井川送電 〃 VHF 〃 〃 〃

中部電力株式会社
静岡市葵区本通２丁目４番１号

静岡通信センター運用課 ＜054＞273－9036(ダイヤルイン)

　 局　名 局種 周波数帯 通信所所在地 事務所名 電話番号 備考

大井川発電 基 VHF 榛原郡川根本町千頭814-1 静岡水力センター ＜0547＞59－3120

塩郷発電 基 VHF 榛原郡川根本町下泉塩郷1883-3-5 塩郷水力制御所 ＜0547＞59－3165

井川発電 基 VHF 静岡市葵区井川1955 井川水力発電所 ＜054＞260－2950

中部浜岡 基 VHF 御前崎市佐倉5561 浜岡原子力発電所 ＜0537＞88－3481

電　源　開　発　株　式　会　社

中部電力パワーグリッド株式会社

-145-



静岡総支社静岡通信ネットワークセンター 沼津市大手町3丁目9番13号

（対東京・県外・県内回線） 055（915）6387

 局　名 局種 周波数帯 通信所所在地 事務所名 電話番号 備考

東電PG新富士 固 ＳＨＦ(多重) 駿東郡小山町湯舟字下原899 静岡総支社新富士変電所 <055>915-6387

東電PG御殿場 〃 〃 御殿場市新橋1600－1 静岡総支社御殿場事務所 〃

東電PG沼津 〃 〃 沼津市大手町3－9－13 静岡総支社別館 〃

東電PG駿河 〃 〃 富士市今泉字中芝原2345－1 富士支社駿河変電所 〃

東電PG伊豆別館 〃 〃 伊豆の国市三福370 伊豆支社伊豆制御所 〃

東電PG伊東 〃 〃 伊東市渚町4－5 伊豆支社伊東事務所 〃

東電PG伊豆 〃 〃 伊豆の国市大仁413 伊豆支社 〃

東電PG下田 〃 〃 下田市中537－1 伊豆支社下田事務所 〃

東電PG富士 〃 〃 富士市吉原1－1－21 富士支社 〃

東電PG富士別館 〃 〃 富士市平垣本町10－10 富士支社富士制御所 〃

東電PG御殿場･新富士･岩
波

基･移 ＶＨＦ 御殿場市新橋1600－1 静岡総支社御殿場事務所 〃

東電PG静岡・須山・函南 〃 〃 沼津市大手町3－9－13 静岡総支社別館 〃

東電PG伊豆・三津･湯ヶ島
･土肥･戸田

〃 〃 伊豆の国市大仁413 伊豆支社 〃

東電PG伊東・八幡野･初島
伊東・熱海 ･初島熱海

〃 〃 伊東市渚町4－5 伊豆支社伊東事務所 〃

東電PG下田・大島稲取・
松崎

〃 〃 下田市中537－1 伊豆支社下田事務所 〃

東電PG富士 〃 〃 富士市吉原1－1－21 富士支社 〃

東電PG沼津工務・新富士工務 〃 〃 沼津市大手町3－9－13 静岡総支社別館 〃

東電PG富士工務･ 浜石工
務

〃 〃 富士市平垣本町10-10 富士支社富士制御所 〃

東電PG伊豆工務・ 富士工務･土肥

工務・松崎工務・初島工務・八幡

野工務・下田工務
〃 〃 伊豆の国市三福370 伊豆支社伊豆制御所 〃

安全対策チーム 静岡市葵区鷹匠１丁目14番10号

<054>254-5127

 局　名 局種 周波数帯 通信所所在地 事務所名 電話番号 備考

 静鉄本社 基･移 ＶＨＦ 静岡市葵区鷹匠1－1－1 安全対策室 <054>254－5127

鳥 坂 〃 〃 静岡市清水区鳥坂1292番地 鳥坂営業所 <054>-252-0505

唐 瀬 〃 〃 静岡市葵区岳美12番57号 唐瀬営業所 〃

丸 子 〃 〃 静岡市駿河区丸子4丁目2番60号 丸子営業所 〃

西久保 〃 〃 静岡市清水区高橋町2187-6 西久保営業所 〃

小 鹿 〃 〃 静岡市駿河区小鹿2－25－57 小鹿営業所 〃

相 良 〃 〃 牧之原市波津2丁目1番地 相良営業所 〃

浜 岡 〃 〃 御前崎市池新田字落合5454番地1号 浜岡営業所 〃

相良 〃 〃 牧之原市波津2丁目1番地 相良営業所 〃

技術局技術センター　 　 静岡市駿河区登呂3丁目1番1号

 <054>284-8911

 局　名 局種 周波数帯 通信所所在地 事務所名 電話番号 備考

 ＳＢＳにほんだいら 携基 ＶＨＦ 静岡市駿河区登呂３－1－1 静岡放送㈱技術局技術センター <054>284－8911

 ＳＢＳあわがたけ 〃 〃 〃 〃 〃

 ＳＢＳ本社 〃 ＵＨＦ 〃 〃 〃

 ＳＢＳとうがさ 〃 ＶＨＦ 〃 〃 〃

総務部総務グループ 静岡市清水区草薙北2番1号

<054>261-3131

 局　名 局種 周波数帯 通信所所在地 事務所名 電話番号 備考

 静銀本店 基 ＶＨＦ 静岡市清水区草薙北2－1 株式会社静岡銀行 本部 <054>261－3131

  〃 沼津 〃 〃 沼津市大手町4－3－45 　　　〃　　　沼津支店 <055>962－8111

  〃 浜松 〃 〃 浜松市中区田町322－7 　　　〃　　　浜松営業部 <053>454－2111

  〃 島田 〃 〃 島田市本通3-6-2 　　　〃　　　島田支店 <0547>37－3131

  〃 掛川 〃 〃 掛川市中央1－22－10 　　　〃　　　掛川支店 <0537>22－3111

技術局技術部 静岡市駿河区栗原18番65号

<054>261-6116

 局　名 局種 周波数帯 通信所所在地 事務所名 電話番号 備考

ＳＵＴ日本平 携基 ＶＨＦ 静岡市駿河区栗原18－65 テレビ静岡 <054>261－6116

ＳＵＴ日本平第2 〃 ＵＨＦ 〃 〃 〃

ＳＵＴ粟ヶ岳 〃 ＶＨＦ 〃 〃 〃

ＳＵＴ粟ヶ岳第2 〃 ＵＨＦ 〃 〃 〃

ＳＵＴ遠笠第2 〃 〃 〃 〃 〃

ＳＵＴ遠笠 〃 ＶＨＦ 〃 〃 〃

東　京　電　力　パ ワ ー グ リ ッ ド　株　式　会　社

しずてつジャストライン株式会社

静　岡　放　送　株　式　会　社

株　式　会　社　静　岡　銀　行

株　式　会　社　テ　レ　ビ　静　岡
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システム部 名古屋市中区三の丸1丁目6番1号

<052> 201-8811

 局　名 局種 周波数帯 通信所所在地 事務所名 電話番号 備考

 中日 浜 松 基 VHF 浜松市東区薬新町45 中日新聞　東海本社 <053>421－7711

 　〃 沼 津 〃 〃 沼津市大手町2-9-5 堺沢ビル5階 　〃　　　沼津支局 <055>962－1123

 　〃 東 海 〃 〃 浜松市東区薬新町45 　〃　　　東海本社 <053>421－7711

静岡市駿河区八幡1丁目5番38号

<054> 284-7983

 局　名 局種 周波数帯 通信所所在地 事務所名 電話番号 備考

 静ガス静岡 基 ＶＨＦ 静岡市駿河区池田28
静岡導管ネットワークセンター
保安グループ

<054>285－2113

　 〃　清水 〃 〃 静岡市清水区江尻台町22-33
静岡導管ネットワークセンター
保安グループ

<054>285－2113

　 〃　富士　  〃　   〃　 富士市荒田島町10-52
静岡導管ネットワークセンター
保安グループ

<055>927－2814

　 〃　富士宮　  〃　   〃　 富士宮市錦町2－23
静岡導管ネットワークセンター
保安グループ

<055>927－2814

　 〃　東部  〃　   〃　 沼津市岡一色809
静岡導管ネットワークセンター
保安グループ

<055>927－2814

　 〃　本社 基･固 ＶＨＦ　ＵＨＦ 静岡市駿河区八幡1-5-38
幹線・送出管理センター
送出管理グループ

<054>285－2636

技術プロデュース局技術プロデュース部 静岡市駿河区中原563番地

<054> 283-8111

 局　名 局種 周波数帯 通信所所在地 事務所名 電話番号 備考

 ＳＤＴ粟ヶ岳 基･携帯 ＶＨＦ　ＵＨＦ 静岡市駿河区中原563 株式会社静岡第一テレビ <054>283－8111

 　〃　日本平 〃 〃 〃 〃 〃

 　〃　遠 笠 〃 ＶＨＦ 〃 〃 〃

システム委員 名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート9階

<052> 564-1407

 局　名 局種 周波数帯 通信所所在地 事務所名 電話番号 備考

毎 日 静 岡 携基 ＶＨＦ 静岡市葵区七間町8－20 毎日新聞静岡支局 <054>254-2671～2

　 〃 浜 松 〃 〃 浜松市中区栄町302－17 　　〃　浜松支局 <053>453ｰ2181～2

　 〃 沼 津 〃 〃 沼津市大手町1-1-3 　　〃　沼津支局 <055>962－0204

放送センター（技術） 静岡市駿河区八幡1-6-1

<054> 654-4055

 局　名 局種 周波数帯 通信所所在地 事務所名 電話番号 備考

 ＮＨＫ静岡 携基 ＶＨＦ
静岡市清水区草薙字中壇600-2 日本
平放送所内

静岡放送局 <054>654－4055

　　〃 〃 ＵＨＦ 〃 　〃 〃

 ＮＨＫ遠笠山 〃 ＶＨＦ 伊豆市菅引字天城山菅引入638-73 　〃 〃

 ＮＨＫ粟ヶ岳 〃 〃 掛川市東山粟ヶ岳1051-68 　〃　　 〃

中　日　新　聞　社

静　岡　ガ　ス　株　式　会　社

株　式　会　社　静　岡　第　一　テ　レ　ビ

株式会社毎日新聞社中部本社

日 本 放 送 協 会 静 岡 放 送 局

-147-



技術局技術戦略部 静岡市葵区東町15番地

<054> 251-3300

 局　名 局種 周波数帯 通信所所在地 事務所名 電話番号 備考

 ＳＡＴＶ粟ヶ岳 携基 ＶＨＦ　ＵＨＦ 静岡市葵区東町15 株式会社静岡朝日テレビ <054>251－3304

 　〃　　日本平 〃 〃 〃 〃 〃

 　〃　　遠 笠 〃 ＶＨＦ　ＵＨＦ 〃 〃 〃

名古屋支店　総務担当 名古屋市中村区名駅南4丁目12番17号日通ビル７階

<052>551-9851

 局　名 局種 周波数帯 通信所所在地 事務所名 電話番号 備考

 日通静岡(1) 管移 ＭＣＡ 静岡市駿河区敷地２－7－20 日通静岡航空支店貨物センター <054>237－7611

　　〃 基 ＶＨＦ 静岡市葵区宮前町29 日通静岡警送支店 <054>262－8682

  　〃 牧之原 〃 〃 牧之原市東萩間字中原2338－7 〃 〃

　　　　〃 通 〃 静岡市葵区宮前町29 〃 〃

 　 〃 沼津 基 〃 沼津市東間門字丸子西町243－2 日通静岡警送沼津事業所 <055>926－3470

  　〃 蒲原 〃 〃 静岡市清水区蒲原字狼煙場3950 日通静岡警送支店 <054>262－8682

　　　　〃 通 〃 静岡市葵区宮前町29 〃 〃

　　　　〃 〃 〃 沼津市東間門字丸子西町243－2 日通静岡警送沼津事業所 <055>926－3470

  　〃 湯ヶ島 基 〃 伊豆市下舟原408 〃 〃

　　　　〃 通 〃 沼津市東間門字丸子西町243－2 〃 〃

　  〃 焼津 (1) 管移 ＭＣＡ 焼津市八楠3－18－10 日通静岡航空焼津営業所 <054>629－3519

 日通浜松 (1) 〃 〃 浜松市東区下石田町字中芝間951 日通浜松航空支店 <053>421－4141

  　〃 浜 松 基 ＶＨＦ 　〃　中区神田町1399－1 日通静岡警送浜松事業所 <053>422－7651

　　　　〃 通 〃 　〃　東区下石田町字中芝1017 〃 〃

静岡市葵区追手町44番地の17

<054>252-8131

 局　名 局種 周波数帯 通信所所在地 事務所名 電話番号 備考

にっせきしずおか 基 ＶＨＦ 静岡市葵区追手町44－17 日本赤十字社静岡県支部 <054>252－8131

にっせき はままつ 〃 〃 浜松市浜北区小林1088-1 浜松赤十字病院 <053>401－1111

にっせき すその 〃 〃 静岡県裾野市佐野 713 裾野赤十字病院 <055>992－0008

せきじゅうじしずおか 〃 ＵＨＦ 静岡市葵区追手町44－17 日本赤十字社静岡県支部 <054>252－8131

運輸部技術課 伊東市八幡野1151番地

 局　名 局種 周波数帯 通信所所在地 事務所名 電話番号 備考

 伊豆急 保守 伊豆高原 基 ＶＨＦ 伊東市八幡野1154-2 伊豆急行ERセンター <0557>54－2235

 伊豆急 保守 南伊東変
 電所

基 〃 伊東市岡字石原田1328-4 〃 〃

 伊豆急 保守 赤入洞 基 〃 伊東市富戸字沢向992-13 〃 〃

 伊豆急 保守 伊豆稲取 基 〃 賀茂郡東伊豆町稲取字百姓地2807-1 〃 〃

 伊豆急 保守 河津 基 〃 賀茂郡河津町浜字中耕地150-1 〃 〃

 伊豆急 保守 蓮台寺 基 〃 下田市河内字山ノ瀬907-4 〃 〃

 伊豆急 1～30 移 〃 伊東市八幡野1154-2 〃 〃

交通事業部 山梨県富士吉田市新西原5丁目2番1号

<0555>22-7100

 局　名 局種 周波数帯 通信所所在地 事務所名 電話番号 備考

 富士急 沼津 基 ＶＨＦ 沼津市東椎路字東荒475 富士急シティバス㈱本社営業所 <055>921－0215

  　〃　御殿場 基・固 〃 御殿場市新橋999 富士急行㈱御殿場営業所 <0550>82－1335

　　〃　鷹岡 基 〃 富士市厚原771－7 富士急静岡バス㈱鷹岡営業所 <0545>71-2495

鉄道営業所（列車無線） 浜松市中区旭町12番地の１

<053>454-2211

 局　名 局種 周波数帯 通信所所在地 事務所名 電話番号 備考

 遠鉄センター 基･移 ＶＨＦ　 浜松市東区西ヶ崎町686－1 鉄道営業所ＣＴＣセンター内 <053>435－0221

株 式 会 社 静 岡 朝 日 テ レ ビ

日　本　通　運　株　式　会　社

日　本　赤　十　字　社　静　岡　県　支　部

伊　豆　急　行　株　式　会　社

富　士　急　行　株　式　会　社

遠　州　鉄　道　株　式　会　社
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東海センター 名古屋市中村区那古野1－47－1　名古屋国際センタービル内

<052>581-2462

 局　名 局種 周波数帯 通信所所在地 事務所名 電話番号 備考

 ＭＣＡ第二静 岡
陸上移
動中継

ＭＣＡ
静岡市清水区草薙字中壇600-2日本
平デジタル送信所内

(一財)移動無線ｾﾝﾀｰ　東海ｾﾝﾀｰ <054>336－0518 無人

 ＭＣＡ伊豆 〃 〃 伊豆市修善寺字奥山4270 〃 <0558>73－0411 〃

 ＭＣＡ第二浜松 〃 〃 浜松市中区板屋町111－2 〃 <053>456－7213 〃

 ＭＣＡ浜松東 〃 〃 掛川市倉真字松葉ズズクホ8440－55 〃 <0537>27－1297 〃

第三管区海上保安部（県外・県内回線） 横浜市中区北中通5丁目57

本部通信所　　　 <045>211-1118（時間内） <045>211-0774（時間外）

局　名 局種 周波数帯 通信所所在地 事務所名 電話番号 備考

 下田海保 固 ＶＨＦ 下田市3－18－23 下田海上保安部 <0558>25－0118

 清水海保 〃 〃 静岡市清水区日の出町9－1 清水　　〃 <054>353－0118

 御前崎海保 〃 〃 御前崎市港6170－2 御前崎海上保安署 <0548>63－5635

静 岡 県 超 短 波 漁 業 無 線 協 会
静岡市葵区追手町9－18

<054>254-6011

海岸局名 局種 周波数帯 通信所所在地 事務所名 電話番号 備考

 網代 漁業用 27メガ 熱海市網代100－7 いとう漁協網代支所 <0557>68－2163

 伊東 〃 〃 伊東市新井1－1－18 いとう漁協内 <0557>37－3181

 稲取 〃 〃 賀茂郡東伊豆町稲取355 伊豆漁協稲取支所内 <0557>95－2021

 下田 〃 〃 下田市須崎西ヶ岡1799 伊豆漁協須崎出張所内 <0558>22－0035

 南伊豆 本所 〃 〃 賀茂郡南伊豆町手石877－17 伊豆漁協南伊豆支所内 <0558>62－0320

 南伊豆 子浦 〃 〃 　〃　　　〃　子浦1553－2 伊豆漁協子浦出張所内 <0558>67－0019

 仁科 〃 〃 　〃　西伊豆町仁科1956 伊豆漁協仁科支所内 <0558>52－0103

 戸田 〃 〃 沼津市戸田339 戸田漁協内 <0558>94－2080

 沼津 〃 〃 沼津市獅子浜243－1 静浦漁協内 <055>931－3010

 田子の浦 〃 〃 富士市前田字新田866－6 田子の浦漁協内 <0545>61－1004

 由比 〃 〃 静岡市清水区由比今宿字浜1127 由比港漁協内 <054>376－0001

清水 〃 〃 静岡市駿河区広野海岸通1 静岡市用宗フィッシャリーナ内 <054>-268-4105

 静岡県 〃 〃 焼津市田尻1991－1 県無線漁協内 <054>624－1376

 大井川 〃 〃 焼津市飯渕1960 大井川港漁協内 <054>622－0415

 吉田 〃 〃 榛原郡吉田町住吉5436－864 南駿河湾漁協吉田支所 <0548>32－0820

 相良 〃 〃 牧之原市相良263－1 南駿河湾漁協相良支所 <0548>52－0234

 地頭方 〃 〃 　〃　　新庄1209－1 南駿河湾漁協地頭方支所内 <0548>58－0331

 御前崎 〃 〃 御前崎市港6131 南駿河湾漁協内 <0548>63－3111

 遠州 〃 〃 磐田市豊浜4127－22 遠州漁協内 <0538>55－2125

 浜名 〃 〃 浜松市西区舞阪町舞阪2119－19 浜名漁協内 <053>592－2911

静　岡　刑　務　所
処遇部処遇部門 静岡市葵区東千代田3丁目1番1号

<054>261-0117（内221）

 局　名 局種 周波数帯 通信所所在地 事務所名 電話番号 備考

 けいむしずおか 基 ＶＨＦ(単信) 静岡市葵区東千代田3－1－1 静岡刑務所 <054>261－0117

 けいむぬまづ 〃 〃 沼津市御幸町22－1 沼津拘置支所 <055>931－0178

 けいむはままつ 〃 〃 浜松市中区鴨江3－33－1 浜松拘置支所 <053>452－4740

株式会社トーエネック
静岡支店電力・通信部情報通信課 静岡市葵区研屋町51番地

<054>273-4373

 局　名 局種 周波数帯 通信所所在地 事務所名 電話番号 備考

とーえねっくしずおか 基・移 ＶＨＦ 静岡市駿河区栗原18－77 静岡営業所 <054>262－0151

とーえねっくはままつ 〃 ＵＨＦ 浜松市東区篠ヶ瀬町511 浜松東営業所 <053>421－4521

とーえねっくあらい 〃 〃 浜名郡新居町新居1875 新居営業所 <053>594－0368

とーえねっくはまきた 〃 ＶＨＦ 浜松市浜北区染地台6-13-6 浜北営業所 <053>584－1600

とーえねっくかけがわ 〃 〃 掛川市葵町1－1 掛川営業所 <0537>22－6181

とーえねっくいわた 〃 ＵＨＦ 磐田市上岡田字松崎29－7 磐田営業所 <0538>32－7218

とーえねっくみさくぼ 基 〃 浜松市天竜区水窪町奥領家2877－1 水窪出張所 <053>987－0170

とーえねっくふじえだ 基・移 ＵＨＦ 藤枝市小石川町2－6－3 藤枝営業所 <054>641－2020

とーえねっくしまだ 〃 ＶＨＦ 島田市野田1045－2 島田営業所 <0547>37－5205

とーえねっくはいばら 〃 ＵＨＦ 牧之原市勝俣1607－1 榛原営業所 <0548>22－0163

とーえねっくしみず 〃 〃 静岡市清水区西久保字広道26－1 清水営業所 <054>364－6466

静　清　信　用　金　庫
静岡市葵区昭和町2-1

<054>254-8881

 局　名 局種 周波数帯 通信所所在地 事務所名 電話番号 備考

 せいしんほんぶ 基 ＶＨＦ 静岡市葵区昭和町2－1 本　　部 <054>254－8881

 せいしんしみず 〃 〃 静岡市清水区万世町2－10－19 清水支店 <054>352－6178

 せいしんふじえだ 〃 〃 藤枝市岡出山3－3－20 藤枝支店 <054>643－2511

一般財団法人移動無線センター

海　上　保　安　庁
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8-7　消防防災無線（総務省消防庁・都道府県）電話番号
（県防災通信班） R3.4.1

①　（総務省消防庁）電話番号 県庁からのかけかた ・庁内電話から衛星回線を使用する場合　　8-048-500-90+内線5桁

・専用電話（緑色）から地上回線を使用する場合　　8-90+内線5桁

予　防　課 国 際 協 力 官 43812
長官 室 ・ 次 長 室 NTT 5253-7520 NTT 5253-7523 Fax  5253-7533 国際協力・国際緊急援助係長 43842
審 議 官 室 NTT 5253-7520 設 置 場 所 番　　号 救 助 係 長 43821
（ 秘 書 室 ） NTT 5253-7520 予 防 課 長 42410 救 助 係 43822,43823

Fax  5253-7530 課 長 補 佐 42411 国 際 協 力 係 43832
設 置 場 所 番　　号 設 備 専 門 官 42412 国際緊急援助係 43813

長 官 室 41000 国際規格対策官 42414 Ｆ ａ ｘ 49035
次 長 室 41100 違反処理対策官 42413
国民保護・防災部長室 41200 主 幹 42415 国民保護室
審 議 官 室 41300 行 政 係 42422,42427 NTT 5253-7550 Fax  5253-7543
Ｆ ａ ｘ 49021,49031 企画調整・制度・防災管理係長 42431 国 民 保 護 室 長 43210

企 画 調 整 係 42432 課 長 補 佐 43212
総　務　課 制 度 係 42433 主 幹 （ 併 任 ） 43321

NTT 5253-7506、7521 Fax  5253-7531 防 災 管 理 係 42434 調整・企画・計画係長 43222
設 置 場 所 番　　号 設 備 係 長 42441 室 員 43224,43226

総 務 課 長 42110 設 備 係 42442～42446 Ｆ ａ ｘ 49031
政策評価広報官 42111 規格・国際規格係長 42423
理 事 官 4,211,242,113 予 防 係 長 42511 国民保護運用室
主 幹 42114 予 防 係 42461,42462 NTT 5253-7551 Fax  5253-7543
総 務 係 長 42121 Ｆ ａ ｘ 49006 国民保護運用室長 43310
総 務 係 42122 課 長 補 佐 43311
企 画 係 長 42131 危険物保安室 主 幹 （ 併 任 ） 43321
企 画 係 42132～42136 NTT 5253-7524 Fax  5253-7534 運用・テロ対策係長 43221
広 報 係 長 42141 設 置 場 所 番　　号 室 員 43223,43225
広 報 係 42142～42144 危険物保安室長 42610 Ｆ ａ ｘ 49031
会 計 第 一 係 長 42151 課 長 補 佐 42611～42613
会 計 第 一 係 42152,42153 企 画 係 長 42621 地域防災室
会 計 第 二 係 長 42161 企 画 係 42622,42623 NTT 5253-7561 Fax  5253-7576
会 計 第 二 係 42162～42163 危険物施設係長 42631 地 域 防 災 室 長 43910
表 彰 係 長 42171 危 険 物 施 設 係 42632,42641 対策官（消防団専門官併任） 43711
表 彰 係 42172～42177 危険物指導調査・判定係長 42642 課 長 補 佐 43174,43113
Ｆ ａ ｘ 49022 危険物指導調査係 42672 消 防 団 係 長 43151

危 険 物 判 定 係 42652 消 防 団 係 43152～43154
総務課分室 パイプライン係長 42661 住 民 防 災 係 長 43114
NTT 5253-7541 Fax  5253-7533 パ イ プ ラ イ ン 係 42662 住 民 防 災 係 43141

設 置 場 所 番　　号 Ｆ ａ ｘ 49008 Ｆ ａ ｘ 49030
消防技術専門官 42510
総 務 課 分 室 42521 特殊災害室 防災情報室
Ｆ ａ ｘ 49026 NTT 5253-7528 Fax  5253-7538 NTT 5253-7526 Fax  5253-7536

設 置 場 所 番　　号 設 置 場 所 番　　号
消防・救急課 特 殊 災 害 室 長 42710 防 災 情 報 室 長 43510
NTT 5253-7522 Fax  5253-7532 課 長 補 佐 42711,42712 課 長 補 佐 43511,43512

設 置 場 所 番　　号 企 画 係 長 42721 情報企画・通信企画・情報管理係長 43521
消防 ・ 救 急 課 長 42210 企 画 係 42722 室 員 43541～43543
対 策 官 43710 原子力災害係長 42723 通 信 管 理 係 長 43531
広域化推進専門官 42211 原 子 力 災 害 係 4,272,442,725 室 員 43532
課 長 補 佐 42212,42213 コンビナート保安・審査係長 42731 Ｆ ａ ｘ 49034
主 幹 42214 コンビナート保安係 42732
警防・広域化推進係長 42221 コンビナート審査係 42742,42743 応急対策室／広域応援室
警防・広域化推進係 42222～42224 Ｆ ａ ｘ 49009 NTT 5253-7527 Fax  5253-7537
職員第一・第ニ・教養係長 42241 設 置 場 所 番　　号
職員第一・第ニ係 42252,42253 防　災　課 応 急 対 策 室 長 43410
教 養 係 42242 NTT 5253-7525 Fax  5253-7535 広域応援対策官 43610
財 政 係 長 42271 設 置 場 所 番　　号 課 長 補 佐 43411,43412
財 政 係 42272～42274 防 災 課 長 43110 航 空 専 門 官 43413
Ｆ ａ ｘ 49024 災 害 対 策 官 43111 地域情報把握専門官 43414

震災対策専門官 43112 応急対策第一係 43421
救急企画室 主 幹 43115 応急対策第二係 43424

NTT 5253-7529 Fax  5253-7539 防 災 企 画 係 長 43121 広域応援企画・調整係長 43431
設 置 場 所 番　　号 防 災 企 画 係 43122,43123 広域応援企画係 43433,43435

救 急 企 画 室 長 42310 震災対 策係 長 43131 広域応援調整係 43432,43434
救 急 専 門 官 42311 震 災 対 策 係 43132 航 空 係 長 43441
課 長 補 佐 42312,42313 地 域 調 整 係 長 43134 航 空 係 43442,43443
救 急 企 画 係 長 42321 地 域 調 整 係 43133 広域応援施設係長 43451
救 急 企 画 係 42322～42323 Ｆ ａ ｘ 49010 Ｆ ａ ｘ 49033
救 急 推 進 係 長 42331
救 急 推 進 係 42332～42333 参事官付
救 急 連 携 係 長 42341 NTT 5253-7507 Fax  5253-7576 NTT 5253-7777 Fax  5253-7553
救 急 連 携 係 232,442,334 参 事 官 43810 宿 直 室 49101～49103
Ｆ ａ ｘ 49025 参 事 官 補 佐 43811 Ｆ ａ ｘ 49036

消　防　庁 （中央合同庁舎3階）

消防防災・危機管理センター
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[資料の巻Ⅱ]

②　都道府県消防防災主管課電話番号

都道府県 消防防災電話 消防防災ＦＡＸ 地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ ＮＴＴ

北海道 ０１－１１ ０１－１１　＊ 001-210-22561 001-210-22729 011-204-5007

青　森 ０２－２２１ ０２－２２９ 002-801-810-1-5815 002-801-6021 017－734-9097

岩　手 ０３－１８ ０３－４０ 003-111-22-5155 003-111-21-181 019-629-5161

宮　城 ０４－８－２３７５ ０４－８－２３９８ 004-220-8-2375 004-220-8-2398 022-211-2375

秋　田 ０５－１１ ０５－５２ 005-100-100507 005-100-10060 018-860-4563

山　形 ０６－５３１ ０６－５００ 006-800-1242 006-800-1501 023-630-2255

福　島 ０７－６１ ０７－６０ 007-200-2633 007-200-5524 024-521-7194

茨　城 ０８－２８７９ ０８－２８９８ 008-100-2879 008-100-2898 029-301-2885

栃　木 ０９－７５０２ ０９－７５０５ 009-500-2136 009-500-2146 028-623-2136

群　馬 １０－３５３ １０－３１０ 010-3001-2244 010-3001-4453 027-226-2251

埼　玉 １１－６－８１７１ １１－６－８１５９ 011-200-6-8171 011-200-6-8159 048-830-8181

千　葉 １２－７３２０ １２－７６５６ 012-500-7320 012-500-7110 043-223-2178

東　京 １３－７０２２７ １３－７００９６ 013-100-70227 013-100-70096 03-5388-2456

神奈川 １４－９７２４ １４－９７３４ 014-400-9724 014-400-9734 045-210-3441

新　潟 １５－１１ １５－１１　＊ 015-401-823 015-401-881 025-282-1638

富　山 １６－３３６３ １６－２８２７ 016-111-3363 016-111-2827 076-444-3187

石　川 １７－４２８９ １７－６８９７ 017-111-4289 017-111-6743 076-225-1482

福　井 １８－１１１ １８－１１３ 018-111-610-2171 018-111-610-2189 0776-20-0308

山　梨 １９－２５１２ １９－２５１９ 019-200-2512 019-200-2519 055-223-1432

長　野 ２０－２１３ ２０－２４１ 020-231-8711 020-231-8739 026-235-7184

岐　阜 ２１－６７１ ２１－６７９ 021-400-2-2747 021-400-725 058-272-1124

静　岡 ２２－２１ ２２－２６ 022-100-2072 022-100-6250 054-221-2072

愛　知 ２３－１１２８ ２３－４６１２ 023-600-1128 023-600-4612 052-951-8647

三　重 ２４－１１ ２４－１１　＊ 024-101-8-2189 024-101-8-2199 059-224-2189

滋　賀 ２５－８２１ ２５－８５０ 025-100-821 025-100-850 077-528-3436

京　都 ２６－１１ ２６－１３ 026-700-4479 026-700-8102 075-414-4472

大　阪 ２７－４８８０ ２７－４８７０ 027-200-200-4880 027-200-200-6654 06-6944-6021

兵　庫 ２８－３０ ２８－４０ 028-151-3140 028-151-6380 078-362-9812

奈　良 ２９－９００９ ２９－９２１０ 029-111-9009 029-111-9210 0742-27-8456

和歌山 ３０－８２２６２ ３０－４９９ 030-300-82262 030-300-499 073-441-2264

鳥　取 ３１－３０２ ３１－３１１ 031-200-7878 031-200-8137 0857-26-7950

島　根 ３２－２－５８８５ ３２－２－５９３０ 032-300-2-5885 032-300-2-5930 0852-22-5889

岡　山 ３３－２５７９ ３３－５７３０ 033-10１-2579 033-10１-5730 086-226-7294

広　島 ３４－８９ ３４－８４ 034-101-2786 034-101-119 082-513-2786

山　口 ３５－７２３６０ ３５－８６８ 035-201-2360 035-201-2408 083-933-2399

徳　島 ３６－９５０３ ３６－２９８７ 036-211-9503 036-211-2987 088-621-2716

香　川 ３７－２４６７ ３７－２４７９ 037-200-5062 037-200-5802 087-832-3181

愛　媛 ３８－２３１７ ３８－２３２８ 038-200-2317 038-200-2328 089-912-2335

高　知 ３９－１１ ３９－１１　＊ 039-800-72-9018 039-800-72-9253 088-823-9320

福　岡 ４０－７０２３ ４０－７３９９ 040-700-7023 040-700-7390 092-641-4734

佐　賀 ４１－７０２ ４１－７０３ 041-200-1195 041-200-4503 0952-25-7027

長　崎 ４２－７２２１ ４２－７２３１ 042-111-7221 042-111-7232 095-824-3731

熊　本 ４３－８－３４６２ ４３－７６１０ 043-300-8-3462 043-300-7108 096-333-2118

大　分 ４４－１５２ ４４－１５９ 044-200-4-3155 044-200-4-1750 097-506-3158

宮　崎 ４５－２１４０ ４５－２６４０ 045-101-2140 045-101-2640 0985-26-7627

鹿児島 ４６－９８２２ ４６－９８３３ 046-311-7-2256 046-311-7-5519 099-286-2312

沖　縄 ４７－６９－２０９０ ４７－６９－４８１９ 047-200-69-2090 047-200-69-4819 098-866-2143

☆「＊」を附した都道府県のファクシミリは、電話により「切替依頼後」にＦＡＸ送信してください。

☆静岡県庁からのかけかた

　　　●庁内電話から衛星系の「地域衛星電話・ＦＡＸ」を使用する場合、最初に特番「８」を押す。

　　　●専用電話（緑色）から地上系の「消防防災電話・ＦＡＸ」を使用する場合、最初に特番「８」を押す。
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業
高

等
高

等
学

校
事

務
室

5
神

山
小

学
校

職
員

室
1

下
田

東
中

学
校

グ
ラウ

ン
ド

1
石

廊
崎

公
民

館
玄

関
1

大
池

小
学

校
体

育
館

3
仁

杉
・北

久
原

地
区

コミ
ュニ

テ
ィー

事
務

室
1

宝
徳

院
玄

関
1

大
瀬

区
公

民
館

玄
関

1
伊

東
市

民
体

育
セ

ン
ター

体
育

館
4

御
殿

場
東

小
学

校
職

員
室

1
下

田
朝

日
小

学
校

玄
関

1
南

崎
保

育
所

（
旧

南
崎

小
学

校
）

職
員

室
1

南
小

学
校

体
育

館
4

原
里

中
学

校
事

務
室

2
下

田
小

学
校

玄
関

1
仲

木
入

口
（

区
駐

車
場

）
駐

車
場

1
南

中
学

校
職

員
室

5
御

殿
場

市
立

原
里

小
学

校
職

員
室

1
八

木
山

公
民

館
集

会
室

1
町

営
差

田
グ

ラウ
ン

ド
事

務
室

・管
理

室
1

西
小

学
校

体
育

館
6

原
里

第
一

保
育

園
玄

関
1

浜
崎

小
学

校
玄

関
1

南
伊

豆
東

小
学

校
事

務
室

1
十

足
広

場
（

荻
園

芸
組

合
）

玄
関

3
御

殿
場

南
小

学
校

事
務

室
3

観
音

寺
玄

関
1

弓
ヶ浜

公
民

館
（

湊
区

）
玄

関
1

川
奈

小
学

校
職

員
室

2
朝

日
小

学
校

事
務

室
1

旭
洞

院
玄

関
1

南
伊

豆
町

三
坂

地
区

防
災

セ
ン

ター
セ

ン
ター

内
1

東
小

学
校

保
健

室
4

富
士

岡
小

学
校

体
育

館
1

上
大

沢
集

会
所

集
会

室
1

13
池

小
学

校
体

育
館

3
富

士
岡

中
学

校
事

務
室

2
下

大
沢

区
集

荷
所

事
務

室
1

98
伊

東
公

園
公

園
3

中
畑

西
地

区
コミ

ュニ
テ

ィー
事

務
室

1
稲

梓
小

学
校

体
育

館
1

北
中

学
校

保
健

室
外

壁
5

玉
穂

小
学

校
事

務
室

1
稲

梓
基

幹
集

落
セ

ン
ター

玄
関

1
城

ケ
崎

高
等

学
校

職
員

室
3

高
根

小
学

校
職

員
室

1
田

牛
青

少
年

海
の

家
集

会
室

1
対

島
中

学
校

クラ
ブ

ハ
ウス

3
YM

CA
東

山
荘

事
務

室
1

白
浜

小
学

校
職

員
室

1
八

幡
野

小
学

校
ホ

ー
ル

3
東

田
中

富
士

見
公

園
公

園
1

敷
根

公
園

（
市

営
プ

ー
ル

内
）

玄
関

1
富

戸
小

学
校

体
育

館
4

二
の

岡
公

園
公

園
1

市
民

ス
ポ

ー
ツセ

ン
ター

事
務

室
2

富
戸

公
園

公
園

2
御

殿
場

南
中

学
校

事
務

室
1

下
田

中
学

校
玄

関
2

79
御

殿
場

小
学

校
事

務
室

1
北

湯
ケ

野
公

民
館

集
会

室
1

大
仁

中
学

校
職

員
室

1
御

殿
場

中
央

公
園

公
園

1
稲

梓
中

学
校

図
書

室
1

大
仁

体
育

館
玄

関
1

原
里

西
幼

稚
園

事
務

室
1

稲
生

沢
小

学
校

廊
下

1
大

仁
小

学
校

職
員

室
2

御
殿

場
十

字
の

園
1

下
田

高
等

学
校

玄
関

1
ひ

ま
わ

り保
育

園
玄

関
1

障
害

者
支

援
施

設
　野

菊
寮

1
大

賀
茂

小
学

校
玄

関
1

韮
山

小
学

校
事

務
室

1
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

　白
雪

1
29

大
仁

北
小

学
校

体
育

館
1

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
　す

ず
らん

1
河

津
東

小
学

校
職

員
室

1
大

仁
老

人
憩

い
の

家
「水

晶
苑

」
玄

関
1

障
害

者
支

援
施

設
　富

岳
の

園
1

河
津

南
小

学
校

体
育

館
1

狩
野

川
堤

防
公

園
1

障
害

者
支

援
施

設
　オ

レ
ン

ジ
シ

ャト
ー

富
岳

1
河

津
中

学
校

玄
関

1
韮

山
南

小
学

校
事

務
室

1
さつ

き
学

園
1

河
津

西
小

学
校

玄
関

1
伊

豆
長

岡
中

学
校

事
務

室
2

障
害

者
支

援
施

設
　富

岳
の

郷
1

4
狩

野
川

リバ
ー

サ
イド

パ
ー

ク
事

務
室

1
46

旧
岩

科
小

学
校

廊
下

2
韮

山
体

育
館

体
育

館
1

佐
野

小
学

校
防

災
倉

庫
2

松
崎

高
等

学
校

事
務

室
3

14
坂

小
学

校
防

災
倉

庫
1

旧
三

浦
小

学
校

玄
関

1
熊

坂
小

学
校

廊
下

2
山

田
小

学
校

防
災

倉
庫

3
松

崎
町

勤
労

者
体

育
セ

ン
ター

事
務

室
2

八
岳

小
学

校
職

員
室

1
山

田
中

学
校

防
災

倉
庫

3
松

崎
幼

稚
園

中
川

園
体

育
館

2
修

善
寺

小
学

校
事

務
室

1
中

郷
中

学
校

防
災

倉
庫

3
10

修
善

寺
総

合
会

館
ホ

ー
ル

1
三

島
南

高
等

学
校

防
災

倉
庫

2
安

良
里

地
区

防
災

セ
ン

ター
会

議
室

3
土

肥
ふ

じみ
幼

稚
園

職
員

室
1

沢
地

小
学

校
防

災
倉

庫
4

宇
久

須
防

災
セ

ン
ター

図
書

室
2

八
幡

神
社

（
土

肥
消

防
第

５
分

団
）

玄
関

1
錦

田
中

学
校

防
災

倉
庫

2
仁

科
小

学
校

玄
関

1
中

伊
豆

交
流

セ
ン

ター
事

務
室

1
向

山
小

学
校

防
災

倉
庫

3
観

光
協

会
付

近
駐

車
場

駐
車

場
1

橘
保

育
園

教
室

1
錦

田
小

学
校

防
災

倉
庫

1
西

伊
豆

中
学

校
玄

関
1

狩
野

ドー
ム

体
育

館
1

長
伏

小
学

校
防

災
倉

庫
1

田
子

小
学

校
玄

関
1

土
肥

中
学

校
事

務
室

1
東

小
学

校
防

災
倉

庫
2

西
伊

豆
町

民
運

動
場

野
球

場
1

土
肥

小
学

校
研

修
室

1
徳

倉
小

学
校

防
災

倉
庫

2
旧

田
子

中
学

校
玄

関
1

土
肥

高
等

学
校

グ
ラウ

ン
ド

1
北

上
中

学
校

防
災

倉
庫

1
11

土
肥

高
等

学
校

（
輝

潮
館

）
玄

関
1

北
上

小
学

校
防

災
倉

庫
1

稲
取

幼
稚

園
玄

関
2

湯
ヶ島

小
学

校
防

災
倉

庫
1

三
島

南
二

日
町

広
場

防
災

倉
庫

1
稲

取
高

等
学

校
体

育
館

5
大

東
小

学
校

保
育

室
1

中
郷

小
学

校
防

災
倉

庫
3

稲
取

小
学

校
玄

関
5

修
善

寺
中

学
校

廊
下

1
中

郷
西

中
学

校
防

災
倉

庫
3

大
川

小
学

校
玄

関
2

修
善

寺
町

立
修

善
寺

南
小

学
校

事
務

室
1

南
小

学
校

防
災

倉
庫

2
北

川
文

化
会

館
玄

関
1

古
川

区
公

民
館

玄
関

1
南

中
学

校
防

災
倉

庫
2

熱
川

中
学

校
事

務
室

1
大

見
小

学
校

事
務

室
1

三
島

北
高

等
学

校
防

災
倉

庫
3

稲
取

中
学

校
体

育
館

5
旧

土
肥

南
小

学
校

職
員

室
1

北
小

学
校

防
災

倉
庫

2
熱

川
幼

稚
園

玄
関

2
修

善
寺

東
小

学
校

職
員

室
1

北
中

学
校

防
災

倉
庫

6
熱

川
小

学
校

体
育

館
5

22
西

小
学

校
防

災
倉

庫
3

健
康

福
祉

セ
ン

ター
廊

下
2

か
ま

ど幼
稚

園
職

員
室

1
三

島
市

役
所

本
庁

本
庁

1階
3

片
瀬

地
区

防
災

セ
ン

ター
会

議
室

1
印

野
小

学
校

職
員

室
1

59
31

駒
門

地
区

児
童

厚
生

体
育

施
設

体
育

館
1

地 域 局

市 町
区

設
置

建
物

名
利

用
場

所
特

設
公

衆
電

話
数

地 域 局

市 町
区

設
置

建
物

名
利

用
場

所
特

設
公

衆
電

話
数

地 域 局

市 町
区

設
置

建
物

名
利

用
場

所
特

設
公

衆
電

話
数

地 域 局

市 町
区

設
置

建
物

名
利

用
場

所
特

設
公

衆
電

話
数

河
津

町

松
崎

町

御
殿

場
市

賀
茂

下
田

市

賀
茂

南
伊

豆
町

東
部

伊
東

市

東
部

御
殿

場
市

伊
豆

の
国

市

三
島

市
伊

豆
市

西
伊

豆
町

東
伊

豆
町

-152-



8-
8

特
設

公
衆

電
話

設
置

場
所

西
日

本
電

信
電

話
(株

)　
R3

.3
.3

1

利
用

場
所

利
用

場
所

小
山

総
合

文
化

会
館

事
務

室
1

沼
津

第
一

小
学

校
玄

関
5

富
士

宮
西

小
学

校
職

員
室

3
吉

原
第

二
中

学
校

玄
関

7
小

山
町

健
康

福
祉

会
館

事
務

室
1

浮
島

小
学

校
玄

関
4

上
野

小
学

校
玄

関
2

吉
原

高
等

学
校

廊
下

6
須

走
総

合
グ

ラウ
ンド

グ
ラウ

ンド
1

山
王

公
園

防
災

倉
庫

3
柚

野
中

学
校

玄
関

1
富

士
東

高
等

学
校

廊
下

5
須

走
小

学
校

事
務

室
1

沼
津

第
五

小
学

校
防

災
倉

庫
5

貴
船

小
学

校
廊

下
5

今
泉

小
学

校
廊

下
5

須
走

中
学

校
職

員
室

1
沼

津
第

四
中

学
校

事
務

室
5

富
士

宮
北

高
等

学
校

廊
下

2
吉

原
公

園
公

園
3

明
倫

小
学

校
職

員
室

1
沼

津
第

二
中

学
校

防
災

倉
庫

4
大

宮
小

学
校

事
務

室
4

岩
松

中
学

校
玄

関
3

足
柄

小
学

校
職

員
室

1
沼

津
西

高
等

学
校

玄
関

7
白

糸
小

学
校

職
員

室
3

岩
松

小
学

校
玄

関
6

小
山

高
等

学
校

体
育

館
1

沼
津

市
立

第
五

中
学

校
防

災
倉

庫
3

富
士

宮
第

三
中

学
校

玄
関

6
雁

公
園

公
園

6
小

山
中

学
校

職
員

室
1

豊
町

公
園

防
災

倉
庫

1
根

原
小

分
校

玄
関

1
富

士
高

等
学

校
廊

下
2

成
美

小
学

校
事

務
室

1
22

2
山

宮
小

学
校

廊
下

3
柏

原
保

育
園

事
務

室
2

北
郷

中
学

校
玄

関
1

富
岡

第
一

小
学

校
事

務
室

1
富

士
宮

東
高

等
学

校
廊

下
3

富
士

南
中

学
校

廊
下

5
北

郷
小

学
校

事
務

室
1

裾
野

市
営

総
合

グ
ラウ

ンド
防

災
倉

庫
1

富
士

根
南

小
学

校
廊

下
5

神
戸

小
学

校
玄

関
2

12
西

小
学

校
体

育
館

1
富

士
根

南
中

学
校

玄
関

6
富

士
岡

東
小

学
校

職
員

室
2

井
田

コミ
ュニ

ティ
ー

広
場

（
沼

津
市

消
防

第
39

分
団

）
広

場
1

裾
野

高
等

学
校

事
務

室
1

上
井

出
小

学
校

玄
関

3
大

淵
中

学
校

玄
関

6
門

池
中

学
校

事
務

室
1

深
良

小
学

校
事

務
室

1
西

富
士

中
学

校
事

務
室

2
大

淵
第

一
小

学
校

校
内

3
門

池
小

学
校

玄
関

5
須

山
小

学
校

職
員

室
1

稲
子

小
学

校
職

員
室

1
大

淵
第

二
小

学
校

事
務

室
1

我
入

道
公

園
防

災
倉

庫
1

裾
野

市
民

文
化

セ
ンタ

ー
事

務
室

1
柚

野
小

学
校

職
員

室
1

田
子

浦
中

学
校

玄
関

7
静

岡
県

立
沼

津
工

業
高

等
学

校
事

務
室

3
千

福
が

丘
小

学
校

ホ
ー

ル
1

黒
田

小
学

校
廊

下
4

田
子

浦
小

学
校

玄
関

4
沼

津
第

三
中

学
校

事
務

室
7

東
小

学
校

事
務

室
1

星
陵

高
等

学
校

防
災

倉
庫

3
富

士
中

学
校

相
談

室
5

沼
津

市
立

香
貫

小
学

校
防

災
倉

庫
8

9
上

野
中

学
校

廊
下

2
須

津
小

学
校

事
務

室
3

我
入

道
連

合
自

治
会

館
コミ

ュニ
ティ

ー
防

災
セ

ンタ
ー

ベ
ラン

ダ
1

西
小

学
校

防
災

倉
庫

6
芝

川
総

合
運

動
場

グ
ラ

ウ
ン

ド
1

須
津

中
学

校
玄

関
5

沼
津

第
一

中
学

校
事

務
室

3
清

水
南

小
学

校
防

災
倉

庫
3

富
士

根
北

小
学

校
玄

関
1

東
球

場
野

球
場

2
原

小
学

校
職

員
室

9
清

水
中

学
校

防
災

倉
庫

4
富

士
根

北
中

学
校

玄
関

1
天

間
幼

稚
園

事
務

室
2

原
中

学
校

玄
関

3
清

水
小

学
校

保
健

室
5

猪
之

頭
小

学
校

事
務

室
1

天
間

小
学

校
倉

庫
5

市
道

上
野

～
平

戸
線

（
上

野
支

２
）

道
路

1
沼

津
商

業
高

等
学

校
事

務
室

6
芝

川
中

学
校

事
務

室
1

伝
法

小
学

校
廊

下
4

沼
津

市
民

文
化

セ
ンタ

ー
ロビ

ー
10

清
水

南
中

学
校

職
員

室
2

芝
富

小
学

校
事

務
室

1
岳

陽
中

学
校

事
務

室
2

沼
津

市
立

第
四

小
学

校
廊

下
2

清
水

町
総

合
運

動
公

園
防

災
倉

庫
3

内
房

小
学

校
購

買
室

1
広

見
公

園
公

園
5

旧
静

浦
東

小
学

校
玄

関
2

29
富

士
見

小
学

校
体

育
館

3
富

士
西

公
園

（
旧

入
山

瀬
公

園
）

公
園

5
金

岡
小

学
校

防
災

倉
庫

7
長

泉
北

小
学

校
職

員
室

3
舞

々
木

墓
地

墓
地

2
吉

永
第

一
小

学
校

校
内

3
開

北
小

学
校

事
務

室
3

長
泉

中
学

校
事

務
室

3
富

士
宮

第
四

中
学

校
玄

関
4

富
士

市
立

高
等

学
校

事
務

室
2

沼
津

市
立

高
等

学
校

玄
関

4
桃

沢
幼

稚
園

事
務

室
1

富
士

宮
第

二
中

学
校

廊
下

6
吉

原
第

三
中

学
校

玄
関

4
静

浦
中

学
校

職
員

室
4

長
泉

南
小

学
校

防
災

倉
庫

3
北

山
中

学
校

廊
下

2
吉

原
東

中
学

校
廊

下
2

旧
静

浦
中

学
校

職
員

室
4

長
泉

小
学

校
事

務
室

3
北

山
小

学
校

廊
下

2
富

士
見

台
小

学
校

事
務

室
3

駿
河

台
公

園
防

災
倉

庫
1

三
島

高
等

学
校

防
災

倉
庫

3
大

富
士

小
学

校
玄

関
1

富
士

見
高

等
学

校
玄

関
3

片
浜

中
学

校
防

災
倉

庫
6

長
泉

北
中

学
校

事
務

室
3

大
富

士
中

学
校

事
務

室
6

富
士

中
央

小
学

校
放

送
室

2
沼

津
東

高
等

学
校

防
災

倉
庫

2
19

富
士

宮
東

小
学

校
廊

下
2

富
士

川
第

二
小

学
校

事
務

室
2

飛
龍

高
等

学
校

玄
関

5
伊

豆
山

小
学

校
防

災
倉

庫
2

富
士

宮
第

一
中

学
校

職
員

室
5

富
士

川
第

二
中

学
校

玄
関

2
駿

河
グ

ラウ
ンド

防
災

倉
庫

5
熱

海
高

等
学

校
防

災
倉

庫
3

富
士

宮
西

高
等

学
校

廊
下

2
富

士
第

一
小

学
校

校
内

6
香

貫
山

香
陵

台
山

頂
4

多
賀

中
学

校
防

災
倉

庫
2

富
丘

小
学

校
玄

関
4

米
の

宮
公

園
公

園
2

香
貫

山
山

頂
山

頂
4

多
賀

小
学

校
防

災
倉

庫
2

10
6

総
合

体
育

館
ロビ

ー
1

金
岡

中
学

校
玄

関
3

西
部

コミ
ュニ

テ
ィセ

ンタ
ー

玄
関

2
青

葉
台

小
学

校
放

送
室

4
元

吉
原

中
学

校
玄

関
5

西
浦

小
学

校
玄

関
2

熱
海

第
二

小
学

校
玄

関
2

吉
永

第
二

小
学

校
事

務
室

1
22

6
千

本
小

学
校

玄
関

1
初

島
小

・初
島

中
学

校
玄

関
1

市
役

所
２

Ｆ
市

民
広

場
（

指
紋

コー
ナ

ー
）ロビ

ー
1

86
3

市
営

野
球

場
野

球
場

5
熱

海
市

民
グ

ラウ
ンド

防
災

倉
庫

2
富

士
中

央
公

園
駐

車
場

6
浅

間
神

社
駐

車
場

2
上

多
賀

拠
点

防
災

倉
庫

集
会

室
2

吉
原

第
一

中
学

校
印

刷
室

4
大

岡
南

小
学

校
玄

関
6

熱
海

第
一

小
学

校
防

災
倉

庫
2

富
士

第
二

小
学

校
事

務
室

6
大

岡
中

学
校

玄
関

2
和

田
山

防
災

拠
点

倉
庫

防
災

倉
庫

2
富

士
川

第
一

小
学

校
校

内
2

大
岡

小
学

校
玄

関
5

桃
山

小
学

校
防

災
倉

庫
2

富
士

川
第

一
中

学
校

印
刷

室
2

沼
津

工
業

高
等

専
門

学
校

守
衛

室
4

熱
海

中
学

校
職

員
室

2
岩

松
北

小
学

校
玄

関
2

加
藤

学
園

高
等

学
校

防
災

倉
庫

3
梅

園
（

香
林

亭
）

防
災

倉
庫

3
岩

本
保

育
園

玄
関

1
片

浜
小

学
校

事
務

室
4

網
代

小
学

校
（

網
代

拠
点

防
災

倉
庫

）防
災

倉
庫

2
鷹

岡
小

学
校

廊
下

4
原

東
小

学
校

玄
関

6
旧

網
代

中
学

校
体

育
館

2
鷹

岡
中

学
校

体
育

館
8

大
平

中
学

校
職

員
室

1
33

富
士

南
小

学
校

廊
下

3
大

平
小

学
校

体
育

館
2

函
南

西
小

学
校

体
育

館
2

吉
原

北
中

学
校

放
送

室
4

明
電

舎
駐

車
場

（
北

側
）

駐
車

場
8

函
南

中
学

校
事

務
室

1
原

田
小

学
校

玄
関

4
沢

田
小

学
校

グ
ラウ

ンド
3

田
方

農
業

高
等

学
校

玄
関

9
原

田
公

園
公

園
5

愛
鷹

地
区

セ
ンタ

ー
ロビ

ー
10

函
南

東
小

学
校

事
務

室
8

丘
小

学
校

廊
下

4
今

沢
小

学
校

防
災

倉
庫

9
20

広
見

小
学

校
玄

関
6

内
浦

小
学

校
防

災
倉

庫
2

吉
原

小
学

校
廊

下
6

長
井

崎
中

学
校

防
災

倉
庫

1
元

吉
原

小
学

校
廊

下
3

地 域 局

市 町
区

設
置

建
物

名
利

用
場

所
特

設
公

衆
電

話
数

地 域 局

市 町
区

設
置

建
物

名
利

用
場

所
特

設
公

衆
電

話
数

地 域 局

市 町
区

設
置

建
物

名
特

設
公

衆
電

話
数

地 域 局

市 町
区

設
置

建
物

名
特

設
公

衆
電

話
数

函
南

町

東
部

小
山

町

東
部

沼
津

市

東
部

富
士

宮
市

東
部

富
士

市

裾
野

市

沼
津

市

清
水

町

長
泉

町

熱
海

市

富
士

市

-153-



8-
8

特
設

公
衆

電
話

設
置

場
所

西
日

本
電

信
電

話
(株

)　
R3

.3
.3

1

利
用

場
所

利
用

場
所

利
用

場
所

利
用

場
所

住
吉

小
学

校
体

育
館

5
郷

島
ス

ポ
ー

ツ広
場

広
場

1
大

河
内

北
小

跡
地

グ
ラウ

ン
ド

1
聖

光
学

院
職

員
室

1
吉

田
中

学
校

体
育

館
4

新
通

小
学

校
新

通
公

園
（

小
学

校
共

用
）公

園
4

西
奈

中
学

校
事

務
室

7
新

川
公

園
公

園
1

自
彊

小
学

校
体

育
館

4
駒

形
第

二
公

園
公

園
1

東
部

防
災

セ
ン

ター
玄

関
4

森
下

小
学

校
体

育
館

2
吉

田
特

別
支

援
学

校
体

育
館

3
東

中
学

校
武

道
場

3
楢

尾
青

少
年

の
家

グ
ラウ

ン
ド

1
久

能
幼

稚
園

グ
ラウ

ン
ド

1
吉

田
中

央
小

学
校

体
育

館
4

千
代

田
小

学
校

体
育

館
4

駒
形

小
学

校
体

育
館

3
大

谷
小

学
校

体
育

館
1

20
長

沼
沓

谷
東

公
園

公
園

1
西

奈
南

小
学

校
玄

関
2

静
岡

県
立

大
学

芝
生

園
公

園
1

一
色

・惣
右

衛
門

コミ
ュニ

テ
ィセ

ン
ター

防
災

倉
庫

2
沓

谷
第

一
公

園
公

園
1

大
川

小
学

校
玄

関
1

静
岡

英
和

学
院

大
学

職
員

室
1

東
小

学
校

体
育

館
4

陸
軍

墓
地

公
園

1
大

川
中

学
校

廊
下

1
東

豊
田

小
学

校
ホ

ー
ル

3
焼

津
西

小
学

校
体

育
館

2
清

沢
東

小
学

校
跡

地
グ

ラウ
ン

ド
1

梅
ヶ島

新
田

集
会

場
広

場
1

池
田

公
園

公
園

1
静

浜
幼

稚
園

下
藤

分
園

事
務

室
1

静
岡

農
業

高
等

学
校

武
道

場
5

梅
ヶ島

中
学

校
体

育
館

1
池

田
島

崎
公

園
公

園
4

大
井

川
南

小
学

校
体

育
館

3
口

坂
本

避
難

所
玄

関
1

賤
機

北
小

学
校

体
育

館
1

大
里

西
小

学
校

体
育

館
2

豊
田

小
学

校
体

育
館

8
黒

俣
中

村
公

民
館

（
黒

俣
分

校
跡

地
）駐

車
場

1
福

田
ヶ谷

ス
ポ

ー
ツ広

場
広

場
1

静
岡

聾
学

校
体

育
館

1
焼

津
文

化
会

館
ロビ

ー
3

峰
山

小
学

校
体

育
館

1
大

河
内

中
学

校
職

員
室

1
中

田
小

学
校

体
育

館
3

大
井

川
東

小
学

校
体

育
館

1
山

崎
新

田
ス

ポ
ー

ツ広
場

広
場

2
井

宮
小

学
校

体
育

館
5

中
島

小
学

校
体

育
館

3
小

川
小

学
校

玄
関

2
静

岡
市

斎
場

駐
車

場
1

籠
上

中
学

校
事

務
室

5
大

里
中

学
校

体
育

館
6

小
川

公
民

館
講

座
室

5
住

吉
公

園
公

園
2

北
浅

間
神

社
神

社
境

内
1

富
士

見
小

学
校

体
育

館
1

焼
津

中
央

高
等

学
校

体
育

館
3

城
内

中
学

校
体

育
館

1
北

大
門

公
園

公
園

1
登

呂
公

園
公

園
1

豊
田

中
学

校
体

育
館

3
中

藁
科

小
布

杉
分

校
体

育
館

1
静

岡
城

北
高

等
学

校
駐

車
場

6
高

松
中

学
校

体
育

館
1

焼
津

中
学

校
体

育
館

5
賎

機
南

小
学

校
体

育
館

3
城

北
小

学
校

職
員

室
4

長
田

東
小

学
校

体
育

館
1

焼
津

南
小

学
校

体
育

館
2

松
野

小
学

校
玄

関
1

北
沼

上
小

学
校

事
務

室
1

東
新

田
公

園
公

園
4

焼
津

水
産

高
等

学
校

武
道

場
2

井
宮

北
小

学
校

体
育

館
1

静
岡

西
高

等
学

校
事

務
室

1
南

安
部

公
園

公
園

6
大

井
川

西
小

学
校

体
育

館
4

城
東

公
園

公
園

1
末

広
中

学
校

体
育

館
3

南
部

小
学

校
体

育
館

5
港

小
学

校
職

員
室

2
青

木
の

杜
公

園
公

園
1

門
屋

ス
ポ

ー
ツ広

場
広

場
1

森
下

公
園

公
園

2
東

益
津

小
学

校
体

育
館

6
葵

（
城

内
）

小
学

校
体

育
館

3
安

倍
川

中
学

校
職

員
室

1
八

幡
山

公
園

公
園

4
黒

石
小

学
校

体
育

館
3

常
盤

公
園

公
園

1
麻

機
小

学
校

玄
関

7
豊

田
中

学
校

事
務

室
7

大
村

中
学

校
体

育
館

7
服

織
西

小
学

校
体

育
館

1
護

国
神

社
（

柚
木

公
園

）
公

園
3

戸
斗

前
公

園
公

園
1

大
富

中
学

校
体

育
館

6
新

間
宮

前
ス

ポ
ー

ツ広
場

広
場

3
与

一
右

ェ門
ス

ポ
ー

ツ広
場

広
場

3
駿

河
総

合
高

等
学

校
事

務
室

1
大

富
小

学
校

体
育

館
9

番
町

小
学

校
事

務
室

2
玉

川
小

学
校

職
員

室
1

用
宗

公
園

周
辺

公
園

5
大

井
川

体
育

館
事

務
室

2
水

見
色

小
学

校
職

員
室

1
玉

川
中

学
校

防
災

倉
庫

1
中

原
ス

ポ
ー

ツ広
場

広
場

17
東

益
津

中
学

校
体

育
館

5
常

葉
学

園
橘

高
等

学
校

駐
車

場
3

竜
南

小
学

校
事

務
室

2
中

島
中

学
校

体
育

館
3

和
田

中
学

校
体

育
館

2
西

奈
小

学
校

職
員

室
5

横
内

小
学

校
体

育
館

5
16

2
和

田
小

学
校

保
健

室
2

瀬
名

（
水

梨
）

ス
ポ

ー
ツ広

場
広

場
1

鷹
匠

公
園

公
園

1
清

水
庵

原
小

学
校

体
育

館
5

港
中

学
校

体
育

館
9

静
岡

北
高

等
学

校
駐

車
場

1
藁

科
公

民
館

防
災

倉
庫

4
清

水
高

部
小

学
校

体
育

館
4

静
岡

福
祉

大
学

体
育

館
2

竜
爪

中
学

校
武

道
場

5
30

3
い

を
崎

神
社

周
辺

駐
車

場
3

大
井

川
中

学
校

体
育

館
2

城
北

西
草

深
公

園
公

園
1

み
ず

ほ
な

か
よ

し公
園

公
園

1
清

水
飯

田
小

学
校

校
内

敷
地

6
つ

つ
じ平

自
治

会
館

グ
ラウ

ン
ド

1
千

代
ス

ポ
ー

ツ広
場

広
場

2
長

田
南

中
学

校
事

務
室

1
蒲

原
中

学
校

体
育

館
2

小
川

中
学

校
体

育
館

5
静

岡
市

立
高

等
学

校
体

育
館

6
川

原
小

学
校

玄
関

5
蒲

原
東

小
学

校
職

員
室

2
大

村
公

民
館

(空
白

)
3

川
合

本
田

公
園

公
園

1
下

川
原

公
園

公
園

2
蒲

原
市

民
文

化
セ

ン
ター

体
育

館
2

和
田

公
民

館
会

議
室

2
静

岡
東

高
等

学
校

体
育

館
3

長
田

コミ
ュニ

テ
ィー

防
災

セ
ン

ター
体

育
館

5
蒲

原
西

小
学

校
体

育
館

2
11

8
千

代
田

東
小

学
校

職
員

室
3

赤
目

ヶ谷
ス

ポ
ー

ツ広
場

広
場

1
清

水
第

一
中

学
校

体
育

館
8

安
西

小
学

校
体

育
館

1
清

沢
小

学
校

体
育

館
1

長
田

西
中

学
校

体
育

館
8

清
水

興
津

中
学

校
事

務
室

7
安

東
公

園
（

熊
野

神
社

）
公

園
1

足
久

保
小

学
校

体
育

館
1

長
田

西
小

学
校

事
務

室
2

清
水

興
津

小
学

校
中

校
舎

東
棟

9
安

東
中

学
校

武
道

場
3

美
和

中
学

校
事

務
室

1
丸

子
川

ス
ポ

ー
ツ広

場
広

場
1

独
立

行
政

法
人

果
樹

研
究

所
共

同
試

験
棟

3
安

東
小

学
校

事
務

室
1

足
久

保
ス

ポ
ー

ツ広
場

広
場

1
丸

子
新

田
ス

ポ
ー

ツ広
場

広
場

1
宗

像
神

社
神

社
境

内
2

安
倍

口
ス

ポ
ー

ツ広
場

広
場

6
城

北
公

園
公

園
16

高
松

公
園

公
園

2
清

水
駒

越
小

学
校

体
育

館
5

安
倍

口
小

学
校

体
育

館
5

藁
科

中
学

校
職

員
室

1
南

中
学

校
事

務
室

3
忠

霊
塔

公
園

公
園

3
井

川
中

学
校

職
員

室
1

中
藁

科
小

学
校

事
務

室
1

宮
竹

小
学

校
体

育
館

1
月

見
公

園
公

園
3

井
川

小
学

校
体

育
館

1
静

岡
大

成
中

高
等

学
校

体
育

館
1

西
豊

田
小

学
校

ホ
ー

ル
1

清
水

江
尻

小
学

校
体

育
館

6
服

織
小

学
校

事
務

室
4

辰
起

町
緑

地
ス

ポ
ー

ツ広
場

広
場

11
南

部
保

険
福

祉
セ

ン
ター

ホ
ー

ル
6

桜
ヶ丘

公
園

公
園

4
服

織
中

学
校

事
務

室
3

玉
川

キ
ャン

プ
゜セ

ン
ター

駐
車

場
1

静
岡

視
覚

特
別

支
援

学
校

駐
車

場
1

清
水

第
三

中
学

校
事

務
室

6
美

和
小

学
校

体
育

館
1

科
学

技
術

高
等

学
校

体
育

館
2

草
薙

総
合

運
動

公
園

公
園

12
清

水
三

保
第

一
小

学
校

体
育

館
6

横
山

ス
ポ

ー
ツ広

場
広

場
1

静
岡

高
等

学
校

グ
ラウ

ン
ド

3
久

能
小

学
校

玄
関

2
清

水
第

五
中

学
校

玄
関

8
清

水
山

公
園

公
園

4
堤

町
緑

地
ス

ポ
ー

ツ広
場

広
場

4
長

田
北

小
学

校
事

務
室

1
東

海
大

学
三

保
研

修
館

中
庭

5
賤

機
中

学
校

玄
関

2
伝

馬
町

小
学

校
玄

関
1

向
敷

地
ス

ポ
ー

ツ広
場

広
場

6
宍

原
小

学
校

体
育

館
2

下
ス

ポ
ー

ツ広
場

広
場

1
伝

馬
町

新
田

ス
ポ

ー
ツ広

場
広

場
12

広
野

公
園

公
園

1
清

水
東

高
等

学
校

玄
関

9
観

山
中

学
校

玄
関

5
弥

勒
ス

ポ
ー

ツ広
場

広
場

12
長

田
南

小
学

校
職

員
室

2
小

河
内

小
学

校
玄

関
2

南
藁

科
小

学
校

事
務

室
1

西
部

生
涯

学
習

セ
ン

タ（
田

町
公

園
）

事
務

室
2

広
野

東
公

園
公

園
2

小
島

小
学

校
体

育
館

2
浅

間
神

社
駐

車
場

3
田

町
小

学
校

事
務

室
2

大
里

東
小

学
校

体
育

館
3

清
水

小
学

校
保

健
室

7
東

海
大

学
短

期
大

学
体

育
館

1
静

岡
商

業
高

等
学

校
武

道
場

3
東

豊
田

中
学

校
事

務
室

1
清

水
不

二
見

小
学

校
体

育
館

5
牛

妻
ス

ポ
ー

ツ広
場

広
場

1
田

町
緑

地
ス

ポ
ー

ツ広
場

広
場

19
城

山
中

学
校

体
育

館
1

岡
地

区
コミ

ュニ
テ

ィ防
災

セ
ン

ター
防

災
倉

庫
5

地 域 局

市 町
区

設
置

建
物

名
特

設
公

衆
電

話
数

地 域 局

市 町
区

設
置

建
物

名
特

設
公

衆
電

話
数

地 域 局

市 町
区

設
置

建
物

名
特

設
公

衆
電

話
数

地 域 局

市 町
区

設
置

建
物

名
特

設
公

衆
電

話
数

吉
田

町

中
部

中
部

静
岡

市
葵

区
中

部
静

岡
市

葵
区

中
部

静
岡

市

駿
河

区

焼
津

市

清
水

区

駿
河

区

静
岡

市
葵

区

-154-



8-
8

特
設

公
衆

電
話

設
置

場
所

西
日

本
電

信
電

話
(株

)　
R3

.3
.3

1

利
用

場
所

利
用

場
所

利
用

場
所

清
水

岡
小

学
校

体
育

館
5

神
座

小
学

校
職

員
室

1
藤

枝
市

高
州

中
学

校
グ

ラウ
ンド

3
清

水
第

二
中

学
校

体
育

館
5

神
谷

城
西

公
民

館
玄

関
1

75
清

水
総

合
運

動
場

体
育

館
体

育
館

6
か

わ
ね

保
育

園
事

務
室

1
細

江
小

学
校

校
内

敷
地

5
清

水
袖

師
中

学
校

職
員

室
7

川
根

小
学

校
玄

関
3

坂
部

小
学

校
玄

関
4

清
水

西
高

等
学

校
事

務
室

9
西

向
地

区
集

会
所

玄
関

1
勝

間
田

小
学

校
職

員
室

4
清

水
海

上
技

術
短

期
大

学
廊

下
8

石
風

呂
集

会
場

玄
関

1
新

庄
避

難
地

防
災

倉
庫

1
清

水
三

保
第

二
小

学
校

体
育

館
5

山
村

都
市

交
流

セ
ン

ター
ささ

ま
（

旧
笹

間
小

学
校

）
体

育
館

1
榛

原
中

学
校

工
作

室
5

船
越

堤
公

園
公

園
5

旧
笹

間
中

学
校

玄
関

1
須

々
木

避
難

地
防

災
倉

庫
1

船
越

東
町

自
治

館
玄

関
2

川
根

中
学

校
玄

関
2

静
波

グ
ラウ

ン
ド

グ
ラウ

ン
ド

5
清

水
第

七
中

学
校

体
育

館
7

抜
里

地
域

交
流

セ
ン

ター
ロビ

ー
1

相
良

小
学

校
体

育
館

2
清

水
有

度
第

二
小

学
校

体
育

館
4

相
賀

小
学

校
玄

関
1

牧
之

原
コミ

ュニ
テ

ィー
セ

ン
ター

玄
関

2
清

水
袖

師
小

学
校

体
育

館
4

大
井

神
社

境
内

事
務

室
・管

理
室

1
陣

太
山

避
難

地
防

災
倉

庫
1

日
本

平
運

動
公

園
公

園
9

初
倉

中
学

校
廊

下
3

片
浜

小
学

校
グ

ラウ
ン

ド
1

清
水

第
四

中
学

校
体

育
館

8
静

大
付

属
中

学
校

グ
ラウ

ン
ド

3
31

静
岡

県
立

大
学

周
辺

グ
ラウ

ン
ド

4
島

田
第

四
小

学
校

職
員

室
2

10
76

中
河

内
小

学
校

玄
関

1
島

田
第

二
小

学
校

体
育

館
3

静
岡

サ
レ

ジ
オ

高
等

学
校

職
員

室
8

夢
づ

くり
会

館
事

務
室

1
清

水
入

江
小

学
校

体
育

館
5

六
合

東
小

学
校

玄
関

1
清

水
第

八
中

学
校

体
育

館
8

湯
日

小
学

校
職

員
室

1
清

水
辻

小
学

校
体

育
館

4
六

合
中

学
校

職
員

室
1

清
水

飯
田

東
小

学
校

玄
関

5
六

合
公

民
館

防
災

倉
庫

1
清

水
浜

田
小

学
校

体
育

館
4

六
合

小
学

校
体

育
館

1
清

水
船

越
小

学
校

体
育

館
7

初
倉

南
小

学
校

体
育

館
1

清
水

有
度

第
一

小
学

校
体

育
館

8
島

田
第

三
小

学
校

職
員

室
2

由
比

中
学

校
事

務
室

2
駿

遠
学

園
事

務
室

1
由

比
小

学
校

体
育

館
2

大
津

小
学

校
職

員
室

2
由

比
北

小
学

校
廊

下
2

79
両

河
内

中
学

校
体

育
館

1
い

き
い

き
交

流
セ

ン
ター

事
務

室
2

和
田

島
小

学
校

体
育

館
2

あ
さひ

な
保

育
園

事
務

室
2

清
水

西
河

内
小

学
校

体
育

館
2

岡
部

中
学

校
ロビ

ー
1

28
2

朝
比

奈
第

一
小

学
校

廊
下

1
74

7
み

わ
保

育
園

職
員

室
1

中
川

根
南

部
小

学
校

職
員

室
1

藤
枝

市
立

岡
部

小
学

校
グ

ラウ
ン

ド
1

中
央

小
学

校
玄

関
1

藤
枝

中
学

校
校

内
敷

地
6

中
川

根
中

学
校

体
育

館
1

藤
枝

市
立

青
島

小
学

校
職

員
室

2
本

川
根

小
学

校
体

育
館

1
藤

枝
市

立
葉

梨
小

学
校

体
育

館
4

川
根

高
等

学
校

事
務

室
2

広
幡

小
学

校
体

育
館

2
6

静
岡

県
立

藤
枝

北
高

等
学

校
職

員
室

2
島

田
工

業
高

等
学

校
体

育
館

6
藤

枝
中

央
小

学
校

玄
関

1
島

田
第

五
小

学
校

事
務

室
1

高
洲

南
小

学
校

廊
下

1
伊

久
美

小
学

校
体

育
館

1
藤

枝
市

立
高

洲
小

学
校

グ
ラウ

ン
ド

3
伊

太
小

学
校

職
員

室
1

藤
枝

市
立

青
島

東
小

学
校

グ
ラウ

ン
ド

5
島

田
樟

誠
高

等
学

校
（

旧
島

田
学

園
）

事
務

室
1

藤
枝

市
民

グ
ラウ

ン
ド

駐
車

場
3

島
田

第
一

小
学

校
玄

関
1

青
島

北
小

学
校

体
育

館
2

島
田

高
等

学
校

横
防

災
倉

庫
防

災
倉

庫
2

藤
枝

西
高

等
学

校
体

育
館

3
島

田
第

一
中

学
校

防
災

倉
庫

2
藤

枝
市

立
葉

梨
西

北
小

学
校

玄
関

1
大

井
川

緑
地

公
園

（
市

陸
上

競
技

場
管

理
棟

）
グ

ラウ
ン

ド
4

青
島

中
学

校
グ

ラウ
ン

ド
2

横
井

運
動

場
公

園
公

園
2

大
洲

小
学

校
体

育
館

3
島

田
第

二
中

学
校

体
育

館
4

中
央

小
学

校
跡

地
グ

ラウ
ン

ド
2

島
田

商
業

高
等

学
校

体
育

館
4

葉
梨

中
学

校
事

務
室

1
菊

川
の

里
会

館
玄

関
1

静
清

工
業

高
等

学
校

校
内

敷
地

2
五

和
小

学
校

玄
関

1
藤

枝
市

立
藤

枝
小

学
校

体
育

館
1

金
谷

小
学

校
グ

ラウ
ン

ド
防

災
倉

庫
1

静
岡

県
立

藤
枝

東
高

等
学

校
グ

ラウ
ン

ド
2

島
田

市
立

金
谷

小
学

校
事

務
室

1
西

益
津

中
学

校
校

内
敷

地
2

金
谷

町
中

央
公

民
館

（
み

ん
くる

）
ホ

ー
ル

1
藤

枝
市

立
西

益
津

小
学

校
校

内
敷

地
3

金
谷

高
等

学
校

グ
ラウ

ン
ド

1
藤

枝
市

立
藤

岡
小

学
校

廊
下

5
島

田
市

立
金

谷
中

学
校

事
務

室
1

藤
枝

市
立

稲
葉

小
学

校
職

員
室

2
お

茶
の

里
会

館
ホ

ー
ル

1
瀬

戸
谷

中
学

校
体

育
館

1
初

倉
小

学
校

玄
関

3
瀬

戸
谷

小
学

校
職

員
室

1
初

倉
公

民
館

玄
関

1
大

洲
中

学
校

玄
関

2

地 域 局

市 町
区

設
置

建
物

名
特

設
公

衆
電

話
数

地 域 局

市 町
区

設
置

建
物

名
特

設
公

衆
電

話
数

地 域 局

市 町
区

設
置

建
物

名
特

設
公

衆
電

話
数

川
根

本
町

中
部

静
岡

市
清

水
区

中
部

島
田

市

中
部

牧
之

原
市

藤
枝

市

島
田

市

-155-



8-
8

特
設

公
衆

電
話

設
置

場
所

西
日

本
電

信
電

話
(株

)　
R3

.3
.3

1

利
用

場
所

利
用

場
所

利
用

場
所

利
用

場
所

掛
川

工
業

高
等

学
校

事
務

室
2

湖
西

市
40

向
笠

小
学

校
事

務
室

1
葵

西
小

学
校

職
員

室
3

大
須

賀
中

学
校

事
務

室
2

御
前

崎
市

立
浜

岡
北

小
学

校
体

育
館

2
豊

田
東

小
学

校
事

務
室

1
曳

馬
小

学
校

職
員

室
5

横
須

賀
小

学
校

職
員

室
1

御
前

崎
小

学
校

体
育

館
3

豊
岡

中
学

校
体

育
館

1
曳

馬
中

学
校

職
員

室
3

横
須

賀
高

等
学

校
事

務
室

2
浜

岡
東

小
学

校
職

員
室

2
磐

田
第

一
中

学
校

体
育

館
2

花
川

小
学

校
玄

関
1

桜
木

小
学

校
生

活
室

1
御

前
崎

市
立

第
一

小
学

校
事

務
室

2
田

原
小

学
校

事
務

室
1

双
葉

小
学

校
職

員
室

2
城

東
中

学
校

事
務

室
1

池
新

田
高

等
学

校
事

務
室

2
長

野
小

学
校

事
務

室
1

西
部

中
学

校
体

育
館

6
掛

川
西

中
学

校
事

務
室

2
浜

岡
中

学
校

体
育

館
2

ア
ミュ

ー
ズ

豊
田

ロビ
ー

1
浜

松
西

小
学

校
体

育
館

7
掛

川
中

央
小

学
校

玄
関

1
浜

岡
総

合
運

動
場

事
務

室
・管

理
室

2
豊

岡
南

小
学

校
体

育
館

1
相

生
小

学
校

体
育

館
7

掛
川

第
一

小
学

校
職

員
室

1
白

浜
コミ

ュニ
テ

ィ防
災

セ
ンタ

ー
玄

関
1

豊
田

南
小

学
校

事
務

室
1

萩
丘

小
学

校
職

員
室

7
掛

川
市

総
合

福
祉

セ
ンタ

ー
体

育
館

1
白

羽
小

学
校

体
育

館
3

西
貝

公
民

館
事

務
室

1
浜

松
市

立
高

等
学

校
講

堂
外

壁
7

掛
川

東
中

学
校

体
育

館
4

新
谷

区
コミ

ュニ
テ

ィ防
災

セ
ンタ

ー
玄

関
1

磐
田

南
小

学
校

事
務

室
1

静
岡

県
立

浜
松

北
高

等
学

校
体

育
館

7
和

田
岡

地
域

生
涯

学
習

セ
ンタ

ー
学

習
室

1
20

竜
洋

西
小

学
校

廊
下

1
広

沢
小

学
校

体
育

館
5

原
田

小
学

校
玄

関
1

泉
陽

中
学

校
体

育
館

1
大

藤
小

学
校

事
務

室
1

葵
が

丘
小

学
校

体
育

館
6

い
こい

の
広

場
事

務
室

2
森

中
学

校
事

務
室

1
於

保
農

村
婦

人
の

家
（

静
岡

産
業

大
学

）玄
関

1
開

成
中

学
校

廊
下

9
原

野
谷

中
学

校
職

員
室

1
森

小
学

校
職

員
室

1
磐

田
中

部
小

学
校

体
育

館
2

瑞
穂

小
学

校
廊

下
4

大
東

町
立

佐
束

小
学

校
職

員
室

1
旭

が
丘

中
学

校
玄

関
1

磐
田

西
小

学
校

体
育

館
2

佐
藤

小
学

校
体

育
館

8
北

中
学

校
玄

関
1

飯
田

小
学

校
玄

関
1

青
城

小
学

校
事

務
室

1
佐

鳴
台

小
学

校
廊

下
5

西
郷

小
学

校
会

議
室

1
森

町
文

化
会

館
図

書
館

入
口

通
路

1
竜

洋
東

小
学

校
事

務
室

1
佐

鳴
台

中
学

校
配

管
室

4
土

方
小

学
校

職
員

室
1

宮
園

小
学

校
玄

関
1

東
部

小
学

校
事

務
室

1
浜

松
北

小
学

校
体

育
館

8
上

内
田

小
学

校
体

育
館

1
園

田
総

合
セ

ンタ
ー

ホ
ー

ル
入

口
1

南
御

厨
公

民
館

事
務

室
1

旧
高

砂
小

学
校

職
員

室
5

掛
川

西
高

等
学

校
事

務
室

2
飯

田
総

合
セ

ンタ
ー

玄
関

1
福

田
屋

内
ス

ポ
ー

ツセ
ンタ

ー
会

議
室

1
城

北
小

学
校

職
員

室
8

城
北

小
学

校
職

員
室

3
一

宮
総

合
セ

ンタ
ー

ロビ
ー

1
岩

田
小

学
校

玄
関

1
静

岡
県

立
浜

松
城

北
工

業
高

等
学

校
廊

下
6

西
山

口
小

学
校

職
員

室
2

遠
江

総
合

高
校

ア
リー

ナ
入

口
1

富
士

見
小

学
校

体
育

館
2

高
台

中
学

校
職

員
室

6
千

浜
小

学
校

玄
関

1
森

町
総

合
体

育
館

玄
関

4
豊

岡
東

交
流

セ
ンタ

ー
玄

関
1

浜
松

中
部

学
園

体
育

館
2

倉
真

小
学

校
職

員
室

1
天

方
小

学
校

事
務

室
1

福
田

公
民

館
1

上
島

小
学

校
職

員
室

9
掛

川
市

立
大

浜
中

学
校

事
務

室
1

三
倉

小
学

校
職

員
室

1
福

田
中

学
校

事
務

室
1

四
つ

池
公

園
野

球
場

16
大

坂
小

学
校

体
育

館
1

17
竜

洋
中

学
校

武
道

場
1

浜
松

市
立

江
西

中
学

校
体

育
館

5
掛

川
第

二
小

学
校

学
習

室
1

静
岡

県
立

袋
井

高
等

学
校

事
務

室
1

豊
浜

小
学

校
事

務
室

1
静

岡
県

立
浜

松
西

高
等

学
校

事
務

室
10

日
坂

小
学

校
職

員
室

1
袋

井
南

幼
稚

園
職

員
室

1
竜

洋
北

小
学

校
事

務
室

1
鴨

江
小

学
校

職
員

室
7

中
小

学
校

体
育

館
1

袋
井

南
中

学
校

事
務

室
1

南
部

中
学

校
事

務
室

1
浅

間
小

学
校

体
育

館
5

東
山

地
域

生
涯

学
習

セ
ンタ

ー
学

習
室

1
笠

原
保

育
園

職
員

室
1

豊
田

南
中

学
校

事
務

室
1

泉
小

学
校

職
員

室
8

掛
川

東
高

等
学

校
体

育
館

1
袋

井
商

業
高

等
学

校
事

務
室

1
52

船
越

小
学

校
体

育
館

2
原

泉
地

域
立

林
の

都
さく

ら咲
く学

校
職

員
室

1
袋

井
南

小
学

校
体

育
館

2
伊

佐
見

小
学

校
玄

関
5

船
越

公
園

公
園

10
桜

が
丘

中
学

校
事

務
室

2
東

幼
稚

園
職

員
室

1
古

人
見

幼
稚

園
玄

関
1

東
部

協
働

セ
ンタ

事
務

室
4

原
谷

小
学

校
職

員
室

2
高

南
幼

稚
園

職
員

室
1

和
地

小
学

校
体

育
館

2
東

小
学

校
体

育
館

6
栄

川
中

学
校

体
育

館
1

笠
原

こど
も

園
職

員
室

1
佐

浜
公

民
館

体
育

館
1

県
居

小
学

校
体

育
館

6
曽

我
小

学
校

職
員

室
1

笠
原

公
民

館
事

務
室

1
湖

東
中

学
校

体
育

館
5

富
塚

中
学

校
倉

庫
5

大
渕

小
学

校
職

員
室

1
山

梨
幼

稚
園

職
員

室
1

篠
原

小
学

校
職

員
室

6
富

塚
小

学
校

職
員

室
6

52
浅

羽
南

幼
稚

園
職

員
室

1
篠

原
中

学
校

職
員

室
7

富
塚

西
小

学
校

職
員

室
6

岳
洋

中
学

校
事

務
室

1
月

見
の

里
学

遊
館

玄
関

1
庄

内
中

学
校

事
務

室
3

追
分

小
学

校
廊

下
8

菊
川

西
中

学
校

事
務

室
1

田
原

幼
稚

園
職

員
室

1
旧

南
庄

内
小

学
校

事
務

室
1

浜
松

市
立

北
部

中
学

校
体

育
館

10
小

笠
南

小
学

校
廊

下
1

西
幼

稚
園

職
員

室
1

神
久

呂
小

学
校

玄
関

5
八

幡
中

学
校

体
育

館
4

菊
川

東
中

学
校

ホ
ー

ル
2

今
井

幼
稚

園
職

員
室

1
西

都
台

小
学

校
玄

関
2

南
部

中
学

校
体

育
館

4
5

浅
羽

西
幼

稚
園

職
員

室
1

村
櫛

小
学

校
事

務
室

3
竜

禅
寺

小
学

校
体

育
館

4
岡

崎
中

学
校

事
務

室
3

若
草

幼
稚

園
職

員
室

1
神

久
呂

中
学

校
職

員
室

4
和

地
山

公
園

事
務

室
・管

理
室

9
岡

崎
小

学
校

職
員

室
5

三
川

幼
稚

園
事

務
室

1
は

ま
ゆ

う図
書

館
玄

関
1

蜆
塚

中
学

校
体

育
館

5
ア

メニ
テ

ィプ
ラザ

ホ
ー

ル
1

浅
羽

東
幼

稚
園

事
務

室
1

大
平

台
小

学
校

体
育

館
3

29
0

新
居

町
立

新
居

幼
稚

園
事

務
室

1
山

名
コミ

ュニ
テ

ィセ
ンタ

事
務

室
1

入
野

中
学

校
職

員
室

2
旧

竜
川

中
学

校
玄

関
1

新
居

小
学

校
事

務
室

2
22

入
野

小
学

校
体

育
館

6
横

山
小

学
校

廊
下

1
新

居
中

学
校

事
務

室
3

豊
岡

総
合

セ
ンタ

ー
研

修
会

館
1

北
庄

内
小

学
校

事
務

室
3

旧
熊

中
学

校
玄

関
1

新
居

高
等

学
校

体
育

館
1

福
田

健
康

福
祉

会
館

玄
関

1
白

州
公

民
館

玄
関

1
浦

川
ふ

れ
あ

い
セ

ンタ
ー

体
育

館
1

浜
名

特
別

支
援

学
校

事
務

室
1

福
田

小
学

校
事

務
室

1
総

合
体

育
館

舞
童

夢
ホ

ー
ル

1
浦

川
小

学
校

体
育

館
1

新
居

町
民

セ
ンタ

ー
体

育
館

1
豊

岡
北

小
学

校
体

育
館

1
舞

阪
第

二
保

育
園

職
員

室
1

旧
佐

久
間

中
学

校
体

育
館

1
新

居
町

体
育

館
体

育
館

1
豊

田
北

部
小

学
校

事
務

室
1

舞
阪

幼
稚

園
倉

庫
1

城
西

小
学

校
体

育
館

1
湖

西
東

小
学

校
職

員
室

4
豊

田
中

学
校

事
務

室
1

舞
阪

文
化

セ
ンタ

ー
事

務
室

1
佐

久
間

高
等

学
校

事
務

室
1

知
波

田
小

学
校

職
員

室
2

豊
岡

南
部

コミ
ュニ

テ
ィセ

ンタ
ー

事
務

室
1

舞
阪

中
学

校
職

員
室

1
佐

久
間

小
学

校
体

育
館

1
湖

西
中

学
校

事
務

室
3

神
明

中
学

校
事

務
室

1
舞

阪
小

学
校

職
員

室
1

光
が

丘
中

学
校

体
育

館
1

白
須

賀
小

学
校

職
員

室
1

磐
田

北
小

学
校

体
育

館
4

舞
阪

第
一

保
育

園
事

務
室

1
春

野
中

学
校

体
育

館
1

白
須

賀
中

学
校

職
員

室
2

城
山

中
学

校
体

育
館

2
雄

踏
町

文
化

セ
ンタ

ー
ロビ

ー
1

旧
春

野
東

中
学

校
玄

関
1

湖
西

高
等

学
校

事
務

室
2

ワ
ー

クピ
ア

磐
田

事
務

室
1

雄
踏

小
学

校
事

務
室

1
春

野
高

等
学

校
事

務
室

1
鷲

津
中

学
校

職
員

室
4

総
合

体
育

館
玄

関
1

70
水

窪
小

学
校

体
育

館
1

鷲
津

小
学

校
職

員
室

3
向

陽
中

学
校

事
務

室
1

中
区

静
岡

文
化

芸
術

大
学

静
岡

文
化

芸
術

大
学

10
水

窪
中

学
校

体
育

館
1

地 域 局

市 町
区

設
置

建
物

名
特

設
公

衆
電

話
数

地 域 局

市 町
区

設
置

建
物

名
特

設
公

衆
電

話
数

地 域 局

市 町
区

設
置

建
物

名
特

設
公

衆
電

話
数

地 域 局

市 町
区

設
置

建
物

名
特

設
公

衆
電

話
数

菊
川

市

西
部

掛
川

市

西
部

西
部

磐
田

市

西
部

浜
松

市

中
区

御
前

崎
市

森
町

袋
井

市

浜
松

市
西

区

湖
西

市

天
竜

区
磐

田
市
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8-
8

特
設

公
衆

電
話

設
置

場
所

西
日

本
電

信
電

話
(株

)　
R3

.3
.3

1
地

域
局

名
公

衆
電

話
数

設
置

箇
所

数
利

用
場

所
利

用
場

所
賀

茂
地

域
局

98
68

東
部

地
域

局
86

3
32

5
上

阿
多

古
小

学
校

職
員

室
1

内
野

小
学

校
体

育
館

3
中

部
地

域
局

10
76

36
4

船
明

ダム
運

動
公

園
総

合
グラ

ウン
ド 

レス
トハ

ウス
2

浜
名

中
学

校
体

育
館

5
西

部
地

域
局

88
4

32
6

鏡
山

小
学

校
グ

ラウ
ン

ド
1

62
静

岡
県

合
計

29
21

10
83

天
竜

二
俣

駅
前

広
場

広
場

1
伊

平
小

学
校

体
育

館
1

清
竜

中
学

校
体

育
館

1
井

伊
谷

小
学

校
体

育
館

2
天

竜
高

等
学

校
体

育
館

1
奥

山
小

学
校

印
刷

室
1

二
俣

小
学

校
体

育
館

1
引

佐
南

部
中

学
校

倉
庫

1
下

阿
多

古
小

学
校

職
員

室
1

金
指

小
学

校
職

員
室

1
24

湖
北

高
等

学
校

玄
関

1
和

田
東

小
学

校
職

員
室

3
引

佐
北

部
小

学
校

体
育

館
1

笠
井

小
学

校
体

育
館

5
旧

渋
川

小
学

校
職

員
室

1
笠

井
中

学
校

体
育

館
4

久
留

米
木

小
学

校
職

員
室

1
丸

塚
中

学
校

体
育

館
11

川
名

小
学

校
教

材
室

1
与

進
中

学
校

体
育

館
6

西
四

村
防

災
セ

ン
ター

ホ
ー

ル
1

与
進

北
小

学
校

廊
下

5
気

賀
小

学
校

職
員

室
2

蒲
小

学
校

体
育

館
8

伊
目

小
学

校
職

員
室

1
積

志
小

学
校

職
員

室
4

細
江

中
学

校
職

員
室

1
大

瀬
小

学
校

体
育

館
6

西
気

賀
小

学
校

職
員

室
1

中
郡

中
学

校
廊

下
2

中
川

小
学

校
職

員
室

1
中

郡
小

学
校

玄
関

2
高

台
幼

稚
園

職
員

室
1

中
野

町
小

学
校

体
育

館
5

尾
奈

小
学

校
廊

下
1

与
進

小
学

校
体

育
館

5
三

ヶ日
西

小
学

校
体

育
館

2
豊

西
小

学
校

体
育

館
3

中
央

公
民

館
ロビ

ー
1

和
田

小
学

校
保

健
室

9
三

ヶ日
東

小
学

校
事

務
室

2
有

玉
小

学
校

職
員

室
5

平
山

小
学

校
体

育
館

1
積

志
中

学
校

職
員

室
5

三
方

原
小

学
校

職
員

室
9

天
竜

中
学

校
職

員
室

2
初

生
小

学
校

廊
下

3
90

北
星

中
学

校
体

育
館

4
遠

州
浜

小
学

校
職

員
室

2
都

田
小

学
校

体
育

館
1

白
脇

小
学

校
体

育
館

9
都

田
中

学
校

職
員

室
1

可
美

小
学

校
玄

関
2

都
田

南
小

学
校

職
員

室
3

新
橋

体
育

セ
ン

ター
体

育
館

9
三

方
原

中
学

校
廊

下
2

新
津

中
学

校
玄

関
6

豊
岡

小
学

校
体

育
館

2
新

津
小

学
校

体
育

館
5

51
東

陽
中

学
校

更
衣

室
5

67
6

南
の

星
小

学
校

体
育

館
8

88
4

可
美

中
学

校
廊

下
2

河
輪

小
学

校
体

育
館

2
芳

川
北

小
学

校
職

員
室

5
砂

丘
小

学
校

玄
関

3
東

部
中

学
校

体
育

館
11

浜
松

市
立

飯
田

小
学

校
体

育
館

5
芳

川
小

学
校

体
育

館
6

南
陽

中
学

校
体

育
館

9 89
赤

佐
小

学
校

体
育

館
4

浜
北

北
部

中
学

校
体

育
館

6
北

浜
小

学
校

体
育

館
4

伎
倍

小
学

校
倉

庫
2

麁
玉

小
学

校
職

員
室

3
麁

玉
中

学
校

グ
ラウ

ン
ド

2
北

浜
南

小
学

校
体

育
館

2
浜

名
小

学
校

体
育

館
4

北
浜

東
部

中
学

校
廊

下
2

新
原

小
学

校
職

員
室

3
北

浜
北

小
学

校
体

育
館

5
北

浜
中

学
校

体
育

館
8

北
浜

東
小

学
校

体
育

館
5

大
平

小
学

校
体

育
館

1
中

瀬
小

学
校

職
員

室
3

地 域 局

市 町
区

設
置

建
物

名
特

設
公

衆
電

話
数

地 域 局

市 町
区

設
置

建
物

名
特

設
公

衆
電

話
数

浜
北

区

西
部

浜
松

市

天
竜

区

西
部

浜
松

市

北
区

東
区

南
区

浜
北

区
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８-９　市町防災行政無線の現況 同報系 （県防災通信班）R3.4.1

備考

局数
アンサー

バック付き
配備台数

配備率
（％）

広報下田 62.70125 0.1 62.70125 0.1

55.17125 2

広報下田 57.26 0.1 下田武山 57.26 0.1

下田高根 57.26 0.1

東伊豆町役場 55.955 0.1 大川中継所 68.595 3

浅間山中継所 61.895 10

河津町 ○ H14 広報河津 68.82 5 67 0 79 2 Ｂ、Ｆ

△ R5.4

南伊豆町役場 60.065 0.5 60.065 0.5

68.205 10

松崎町 ○ H31.3 デジタル広報松崎 55.37375 0.1 牛原無線中継所 55.37375 0.1 50 8 1,673 57 A、F

西伊豆町 ○ H5 広報西伊豆 60.995 5 広報大沢里 68.805 10 51 9 39 1 F

熱海市 ○ H1 広報熱海 60.065 0.1 熱海曽我山 69.435 5 131 0 1,176 6 F

○ H29.6 デジタル広報伊東 64.04 0.1 デジタル小室山中継局 60.485 10 78 3 Ｆ

○ H12 広報伊東 60.08 0.1 小室山中継局 68.85 5 70 0 1,965 Ｆ

広報沼津 65.57375 1 65.57375 0.05

61.20125 0.1

65.57375 0.05

61.20125 0.1

65.57375 0.5

61.20875 0.1

69.12 5 179 0 326 

69.45 10 戸田井田 68.22 0.1

戸田舟山 68.22 0.1

三島市 ○ S56 広報三島 68.895 5 177 201 4 F

広報御殿場 62.87 5 62.87

65.46

○ S57 広報御殿場 69.135 5 25,802 

広報裾野 65.55125 10 深良中継 61.17125 2

資料館再送信 65.56625 2

南小再送信 61.18625 1

○ H12.12 広報裾野 68.28 10 13 5 13,057 

△(検討中) R4.4

○ Ｈ5.3 （修善寺） 69.465 10 66 63 75 C

68.865 5

61.895 0.5

○ Ｓ60.6 （天城湯ケ島） 68.805 10 39 0 330 

68.55 1

63.55 0.01

○ H21 広報伊豆の国 55.865 0.1 43 

○ S55 広報伊豆長岡 68.865 5 251 

○ H22 広報伊豆の国韮山再送信 55.865 0.1 38 

○ S55 広報韮山 69.15 1 90 

○ H23 広報伊豆の国大仁再送信 55.865 0.1 50 

○ S55 大仁田中山 57.26 0.1 2,192 

△ Ｈ26.1 広報函南 68.835 1 62 62 41 Ｆ

○ S54 広報函南 68.835 1 18 57 

〇 R1.11 広報清水 65.64875 1 28

○ S55.4 広報清水 68.805 1 8,200 

○ 長泉町役場 45

○ S57 長泉町役場 69.435 3 2 346 

△ R3.4

広報小山 57.665 0.01 57.665 0.01

68.52 10

△ H21.3

広報富士 69.18 5

富士川金丸山 65.315 5

△

○ S45.4 広報富士宮 69.165 5 200 0 2,350 C

○ H3.4 広報富士宮芝川 59.955 0.1 56 0 2,950 C

60.065 0.1 60.065 0.1

68.595 5 69.735 3

○ H14 広報静岡 68.82 10 175 0 479 Ｆ

○ H17 広報静岡蒲原 68.88 5 48 0 15 Ｆ

○ H16 広報静岡由比 69.15 1 44 0 18 Ｆ

○ H24 広報焼津 65.285 5 200

○ H5 （焼津） 68.85 1 0 91 

○ H8 （大井川） 69.18 1 0 1,800 

○ H22 広報藤枝 65.33 10 177 4 0 Ｆ

○ S55 広報藤枝 69.45 10 22 2 95 Ｆ

○ H1 広報藤枝岡部 69.42 10 1 0 49 

○ H11 広報島田 60.08 0.1 相賀中継所 69.15 2 131 0 137 F

○ H17 広報島田金谷 69.435 2 56 0 5,610 F

○ 広報島田川根 57.26 0.1 前山中継所 69.895 2 36 23 308 F

川根本町 H27.4 25GHｚ 2m 26GHｚ 20m 47 0 0 0 F

広報牧之原 55.36625 10 坂部中継局 65.66375 10

相良中継局 65.60375 10

地頭方再送信 61.18625 10

○ H30.1 広報吉田 65.58125 0.1 36 36 0 C

○ H9 広報吉田 68.82 0.1 0 C

○ H29.7 広報磐田 68.895 2 敷地中継 60.815 2 326 325 295 F

○ H8.4 広報磐田福田 69.135 0.1 483 F

○ H7.4 広報磐田竜洋 69.465 0.5 4,878 F

○ H8.4 広報磐田豊田 68.82 1 800 F

○ H63.4 広報磐田豊岡 69.105 10 1,296 F

○ H18.3 広報掛川小笠山 64.235 10 298 3 1,881 F

広報掛川 69.465 5 広報掛川大東 69.165 5

広報掛川大須賀 68.805 1

袋井市 ○ H29.1 広報袋井 60.485 5 223 79 695 20 Ｆ

○ Ｈ18 広報御前崎 62.87 1 白羽中継所 65.27 1 146 13 5,880 Ｆ

○ H2 （浜岡） 69.45 1 5,880 

広報菊川 62.675 1 菊川吉沢再送信 65.48 1

小笠支所再送信 65.48 1

○ S58 広報菊川 68.835 1 8,135 F

○ S57.2 広報菊川小笠 69.135 1 3,384 F

広報森 69.45 5 森町谷崎再送信 68.205 0.5

森町三倉再送信 68.205 0.1

△ R3.4

○ H17 広報浜松 69.150 5 46 27 2,550 

○ H2 広報浜松舞阪 69.180 1 29 3,442 

○ H12 広報浜松雄踏 69.135 1 27 3 100 

○ H11 広報浜松細江 69.165 1 66 500 

○ H1 広報浜松引佐 63.560 10 浜松引佐兎荷中継局 69.520 0.01 64 7 203 

○ S60 広報浜松三ヶ日 69.435 1 67 128 

○ H6 広報浜松浜北 68.850 1 117 7 289 

○ H12 広報浜松天竜 69.420 10 155 296 

○ S63 広報浜松春野 68.835 5 浜松春野城山中継局 63.560 5 65 2,190 

○ S62 広報浜松佐久間 60.995 0.1 浜松佐久間橿山中継局 68.880 10 40 2,044 

○ H3 広報浜松水窪 60.065 1 浜松水窪大津峠中継局 60.065 10 35 5 1,418 

○ S56 広報浜松龍山 68.805 10 23 498 

○ H14 広報湖西 60.92 1 広報湖西白須賀 63.665 0.1 106 3 0 Ｃ・Ｆ

○ H27 広報湖西 68.835 1 57 51 Ｃ・Ｆ

○ H10 広報新居 68.88 1 1,060 

通信システム（△：整備中） 親局（役場） 中継所 子局

屋外（ｱﾝｻｰは内数） 戸別受信機

　※地震計等接続方式
　　Ａ：地震計（市町が設置したもの）と連動
　　Ｂ：地震計（県等が設置したもの）と連動
　　Ｃ：地震計の設置のみ（県等が設置したものは除く）
　　Ｄ：緊急情報衛星同報システムと連動
　　Ｅ：緊急情報衛星同報システムの設置のみ
　　Ｆ：全国瞬時警報システム（J-アラート）と連動

市町名
※

地震計等
接続方式

デジタル
無線方式

アナログ
無線方式

稼動
開始
年月

名称
送信

周波数
(MHz)

送信
出力
(W)

名称
送信

周波数
(MHz)

送信
出力
(W)

下田市

△ R3.4 下田武山 119 119 0 

4 

F

○ S55.5 139 5 410 F

東伊豆町 ○ H9.4 70 19 300 5 Ｂ

南伊豆町 18 
H7 二條中継局 89 25 642 F

伊東市 6 

△ R5.4

真城山簡易中継局

102 6長井崎再送信局

大平４再送信局

○ S61
広報沼津

1 0 1,525 

御殿場市
○ H24 御殿場富士岡再送信 26 13 1,750 

72 F

裾野市
○ Ｈ31.3 11 6 0 

60 
Ｆ

○ Ｈ6.3 （土肥） 61.895 0.5 里山無線中継所 34 33 1,715 B,F

○ Ｈ1.3 （中伊豆） 63.56 0.01 石上中継所 30 5 2,190 C

伊豆の国市 広報田中山中継

55.865 0.1 42

44 65.375 0.1 42

65.54 1 67

函南町 0 

清水町 58 

長泉町 2 

小山町 100 
○ H2.12 小山菅沼中継所 24 6 6,500 Ｆ

富士市 0 
○ Ｈ21.3 金丸山中継局 58.25 0.1 403 0 850 Ｆ

富士宮市 100 
富士宮大晦日 68.295 10

静岡市

○ H4 広報静岡 大山中継所 368 0 1,022 

5 

Ｆ

焼津市 3 A、F

藤枝市 0 

島田市 83 

牧之原市 ○ R2.5 110 20 1,388 10 

吉田町 0 

磐田市 66 

掛川市 15 
○ S55.5 4,870 

御前崎市 50 

菊川市

○ H27.6 122 2

63 

F

森町 ○ H21 19 16 6,170 100 

湖西市 5 

沼津市 2 F

伊豆市 32 

浜松市 4 
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[資料編Ⅱ]

8-10　市町別有線放送施設
（県危機政策課） R3.4.1

支部 市町 加入数（注） 支部 市町 加入数（注）

下 田 市 　　　　　　　　　― 静 岡 市 　　　　　　　　　―

東 伊 豆 町 　　　　　　　　　― 島 田 市 　　　　　　　　　―

河 津 町 　　　　　　　　　― 焼 津 市 　　　　　　　　　―

南 伊 豆 町 　　　　　　　　　― 藤 枝 市 　　　　　　　　　―

松 崎 町 　　　　　　　　　― 牧 之 原 市 　　　　　　　　　―

西 伊 豆 町 　　　　　　　　　― 吉 田 町 　　　　　　　　　―

計 0 川 根 本 町 　　　　　　　　　―

沼 津 市 　　　　　　　　　― 計 0 

熱 海 市 　　　　　　　　　― 浜 松 市 2,209 

三 島 市 　　　　　　　　　― 中 区 　　　　　　　　　―

富 士 宮 市 　　　　　　　　　― 東 区 　　　　　　　　　―

伊 東 市 　　　　　　　　　― 西 区 　　　　　　　　　―

富 士 市 　　　　　　　　　― 南 区 　　　　　　　　　―

御 殿 場 市 　　　　　　　　　― 北 区 2,209 

裾 野 市 　　　　　　　　　― 浜 北 区 　　　　　　　　　―

伊 豆 市 　　　　　　　　　― 天 竜 区 　　　　　　　　　―

伊 豆 の 国 市 　　　　　　　　　― 磐 田 市 　　　　　　　　　―

函 南 町 　　　　　　　　　― 掛 川 市 　　　　　　　　　―

清 水 町 　　　　　　　　　― 袋 井 市 　　　　　　　　　―

長 泉 町 　　　　　　　　　― 湖 西 市 　　　　　　　　　―

小 山 町 　　　　　　　　　― 御 前 崎 市 　　　　　　　　　―

計 0 菊 川 市 　　　　　　　　　―

森 町 　　　　　　　　　―

計 2,209 

2,209 

（注）有線テレビジョン放送を含まない。

県　合　計

賀
茂
危
機
管
理
局

中
部
危
機
管
理
局

東
　
部
　
危
　
機
　
管
　
理
　
局

西
　
部
　
危
　
機
　
管
　
理
　
局
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消 火 剤 投 入 車

破 壊 工 作 車

レ ッ カ ー 車

ク レ ー ン 車

震 災 救 難 車

耐 煙 救 出 車

給 食 ・ 給 水 車
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防 災 指 導 車

起 震 車

海 水 利 用 型 消 防 消

防 水 利 シ ス テ ム

そ の 他 の 車 両
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9-1-2　消防ポンプ自動車等整備状況  （消防団）

普 通 消 防 水槽付消防

ポンプ自動車 ポンプ自動車
（Ｂ－１以上）（Ｂ－１以上）

静岡市 78 7 1 0 105 62 0 0 0 0 0 0 

浜松市 89 2 1 0 58 0 0 0 0 0 0 6 

熱海市 11 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 

富士宮市 29 5 0 0 6 37 18 0 0 0 0 0 

富士市 34 0 0 0 0 33 0 1 0 0 0 0 

磐田市 28 0 1 0 27 1 0 0 0 0 0 1 

掛川市 29 1 3 0 0 8 0 0 0 0 0 0 

湖西市 13 0 1 0 2 22 0 0 0 0 0 0 

御前崎市 12 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 1 

菊川市 17 0 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0 

御殿場市 26 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

小山町 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

袋井市 16 0 2 0 9 1 0 0 0 0 0 0 

森町 8 0 1 0 8 4 0 0 0 0 0 1 

沼津市 40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 

伊東市 17 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 

伊豆市 21 0 0 0 18 30 0 0 0 0 0 0 

伊豆の国市 16 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

東伊豆町 9 0 0 0 8 35 0 0 0 0 0 0 

函南町 5 0 1 0 1 1 5 1 0 0 0 0 

清水町 3 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 

焼津市 19 3 1 0 3 23 0 0 0 0 0 0 

藤枝市 22 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 

下田市 14 0 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 

河津町 8 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 

南伊豆町 4 0 0 0 16 3 3 0 0 0 0 0 

松崎町 3 0 1 0 14 0 0 1 0 0 0 0 

西伊豆町 5 0 0 0 13 0 1 4 0 0 0 0 

三島市 8 0 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 

裾野市 6 0 1 0 3 9 0 0 0 0 0 1 

長泉町 4 0 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 

島田市 35 0 2 0 35 29 0 1 0 0 0 0 

牧之原市 18 0 2 0 10 0 0 1 0 0 0 0 

吉田町 5 0 1 0 4 3 1 0 0 0 0 0 

川根本町 8 0 0 0 18 6 0 0 1 0 0 0 

計 667 20 24 1 411 392 29 15 1 0 0 10 

（県消防保安課）R3.4.1
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異常気象時における道路通行規制要綱

第１条 目 的

この要綱は、豪雨、積雪、地震等の異常気象時において、道路の通行が危険である

と認められる場合の通行規制の基準等を定め、交通の安全と円滑を期することを目的と

する。

第２条 異常気象時通行規制区間の指定

交通基盤部長は、中部地方整備局および県警察本部の意見をきいて、道路の状況（道

路構造、地形、地質、過去の被害の程度、路線としての交通事情等）から、異常気象時

において被害が発生するおそれが著しいと認められる箇所を含む相当の区間を異常気

象時通行規制区間として指定するものとする。

第３条 異常気象時通行規制区間の変更、解除

交通基盤部長は、防災対策工事等の進捗により道路の状況（道路構造、地形、地質、

過去の被害の程度、路線としての交通事情等）から、異常気象時において被害が発生す

るおそれが低いと認められる区間の変更、解除を行う場合には、中部地方整備局および

県警察本部の意見をきいて行うものとする。

第４条 道路通行規制基準等

交通基盤部長は、異常気象時における事故を未然に防止するため、中部地方整備局

および県警察本部の意見をきいて、道路および気象の状況（降雨量、積雪、風速、震度

等）に応じた各規制区間ごとの道路通行規制基準を指定・変更するものとする。

道路通行規制基準に定める道路通行規制の種類は、通行止めおよび通行注意の２種

類とする。

第５条 道路通行規制の実施および解除

(１)道路通行規制基準に基づく道路通行規制の実施は、規制区間を管轄する土木事務所長

が行うものとする。

(２)土木事務所長は、前項の規制を実施しようとするときは、あらかじめ所轄の警察署長

に規制の区間、理由および種類を連絡するものとする。

(３)道路通行規制の実施は、通行止めにあっては、道路標識をもって、通行注意にあって

は、指示看板（標識）をもって行うものとし、規制の対象区間および理由を明示するも

のとする。

(４)道路通行規制の解除は、土木事務所長が通行の安全を確認した後、速やかに行うもの

とし、所轄の警察署長にこれを連絡するものとする。

第６条 情報連絡

土木事務所長が、道路通行規制を実施し、または解除する場合は、別添「情報連絡

系統図」に基づき情報の入手、関係機関相互の連絡、一般への広報等を行い、その徹底

を図るものとする。
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第７条 その他の道路通行規制

土木事務所長は、第２条および第４条に該当しない場合においても必要があるとき

は、通行止めまたは通行注意の規制を行うことができるものとする。

この場合の通行規制の実施、解除および情報連絡等については、第５条および第６

条の規定を準用する。

（附 則）

この要綱は、昭和４４年８月４日から施行する。

この要綱は、平成１年９月１日から施行する。

この要綱は、平成３年９月１日から施行する。

この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。

この要綱は、平成２１年７月１日から施行する。

この要領は、平成２５年４月 1日から施行する。

-163-



静
岡
県
道
路
通
行
規
制
情
報
連
絡
系
統
図

政
令
市

令
和
３
年
４
月
１
日

土
木

事
務
所

県
道
路

保
全
課

0
5
4-
2
2
1-
3
02
4

道
路

通
行

規
制

情
報

管
理

提
供

ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ

の
情

報
を

道
路

通
行

規
制

配
信

ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ

に
よ
り

交
通
基

盤
部
Ｈ

Ｐ
に
掲

載

県
土

木
防

災
課

（
サ

イ
ポ
ス

室
）

県
危
機

管
理
部

道
路
パ

ト
ロ
ー

ル
等

所
轄

警
察
署

静
岡
県
道
路
公
社

0
5
4
-
2
54
-
3
4
0
7

隣
接
土
木
事
務
所

関
係
市
町
村

大
規
模
災
害
時
は
、
定
期
的
に

情
報
提
供

県
警
管
制
セ
ン

タ
ー

0
5
4-
2
5
3
-
23
6
7

●
（
公
財
）
日
本
道
路
交
通
情
報

セ
ン
タ
ー

0
5
4
-
25
2
-
5
3
35

●
中
部
地
方
整
備
局
道
路
情
報

セ
ン
タ
ー

0
5
2
-
95
3
-
8
2
93

部
長
・
理
事

各
局

全
庁
掲

示
板
に

掲
載

報
道

道
路

情
報

モ
ニ
タ
ー

報
道
関
係
か
ら
問
い
合
せ
が
あ
っ
た

時
に
、
県
警
報
道
課
よ
り
情
報
提
供

提
供
内
容
は
、
東
名
高
速
、
国
道
、

主
要
地
方
道
、
一
般
県
道
、
市
町
村

道
に
お
け
る
全
て
の
規
制
状
況
を
情

報
提
供
し
て
い
る
。

中
日

本
高
速

道
路
(
株
)

市
町

所
轄
警

察
署

国
土

交
通

省

県
内

３
事

務
所

補
助
国
道
、
主
要
地
方
道
、
一
般
県
道
に
お
け
る
規
制

状
況
（
全
止
・
片
交
）
を
情
報
提
供
し
て
い
る
。

浜
松
市
役
所

(水
防
時
)
土
木
部
本
部

0
53
-4
57
-2
86
5

(通
常
時
)
道
路
保
全
課

0
53
-4
57
-2
64
7

県
外
土
木
事
務
所

（
神
奈
川
・
愛
知
・
山
梨
）

そ
の
他

営
林
署
等

バ
ス
会
社
・
鉄
道
会
社

（
J
R
東
海
を
除
く
）

関
係
道
路
管
理
者

国
土
交
通
省
静
岡
国
道
事
務
所

管
理
第
一
課

0
54
-2
50
-8
90
6

国
土
交
通
省
沼
津
河
川
国
道
事
務
所

道
路
管
理
課

0
55
-9
34
-2
01
7

国
土
交
通
省
浜
松
河
川
国
道
事
務
所

道
路
管
理
第
一
課

0
53
-4
66
-0
11
9

中
日
本
高
速
道
路
㈱
東
京
支
社

※
土

木
事

務
所
は
、
市
町
か
ら
消
防
署
、
教
育

委
員
会

に
連
絡

で
き

る
よ

う
事

前
に
協
議
す
る
。

静
岡
市
役
所

（
水
防
時
）
土
木
施
設
監
視

セ
ン
タ
ー
0
54
-
22
1
-1
2
27

（
通
常
時
）
道
路
保
全
課

0
54
-2
21
-1
12
9
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[資
料

編
Ⅱ

]

1
0
-
1
-
2

通
行

規
制

基
準

（
通

行
規

制
区

間
）

（
中

部
地

方
整

備
局

、
中

日
本

高
速

道
路

㈱
、

県
道

路
公

社
、

県
道

路
保

全
課

）
R3
.
4.
1

（１
）
国

土
交

通
省

関
係

路
線

名
担

当
事

務
所

通
行

規
制

区
間

H
2
7

交
通

量

(台
／

日
）

気
象

観
測

所
規

制
基

準
備

考
区

間
延

長
km

通
行

止
雨

量
内

容

１
号

沼
津

河
川

国
道

田
方

郡
函

南
町

桑
原

字
茨

ヶ
平

〃
〃

〃
字

枯
木

3.
7

９
，

８
７

２
箱

根
テ

レ
メ

ー
タ

連
続

雨
量

２
５

０
ｍ

ｍ
落

石
、

法
面

崩
落

沼
津

国
道

維
持

出
張

所

５
２

号
静

岡
国

道

静
岡

市
清

水
区

小
河

内
字

坂
本

〃
〃

宍
原

1.
7

７
，

５
０

７
逢

坂
テ

レ
メ

ー
タ

連
続

雨
量

３
０

０
ｍ

ｍ

組
合

せ
雨

量
連

続
２

５
０

ｍ
ｍ

時
間

５
０

ｍ
ｍ

〃
静

清
国

道
維

持
出

張
所

２
４

６
号

沼
津

河
川

国
道

駿
東

郡
小

山
町

大
字

生
土

〃
〃

大
字

棚
頭

6.
2

１
７

，
１

４
８

小
山

テ
レ

メ
ー

タ
連

続
雨

量
２

５
０

ｍ
ｍ

〃
御

殿
場

国
道

維
持

出
張

所

１
号

浜
松

河
川

国
道

島
田

市
番

生
寺

掛
川

市
日

坂
新

田
字

裏
6.

0
３

１
，

４
８

２
金

谷
テ

レ
メ

ー
タ

〃
〃

掛
川

国
道

維
持

出
張

所
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(2)中日本高速道路㈱
①東名高速道路

連続雨量 組合せ雨量（※）
大井松田IC ～ 御殿場IC 御殿場保全・サービスセンター ３５０ｍｍ 連続２２０ｍｍ、時間５０ｍｍ 計測震度４.５以上
御殿場IC ～ 裾野IC 〃 〃 〃 計測震度５.０以上
裾野IC ～ 沼津IC 〃 〃 〃 〃
沼津IC ～ 富士IC 富士保全・サービスセンター ３００ｍｍ 〃 計測震度４.５以上
富士IC ～ 清水JCT 〃 〃 〃 〃
清水JCT ～ 清水IC 〃 〃 〃 計測震度５.０以上
清水IC ～ 静岡IC 静岡保全・サービスセンター 〃 〃 〃
静岡IC ～ 焼津IC 〃 〃 〃 〃
焼津IC ～ 吉田IC 〃 〃 〃 計測震度４.５以上
吉田IC ～ 相良牧之原IC 〃 〃 〃 〃

相良牧之原IC ～ 菊川IC 〃 〃 〃 〃
菊川IC ～ 掛川IC 〃 〃 〃 計測震度５.０以上
掛川IC ～ 袋井IC 〃 〃 〃 計測震度４.５以上
袋井IC ～ 磐田IC 〃 〃 〃 計測震度５.０以上
磐田IC ～ 浜松IC 〃 〃 〃 〃
浜松IC ～ 浜松西IC 浜松保全・サービスセンター 〃 〃 〃

浜松西IC ～ 三ケ日IC 〃 〃 〃 計測震度４.５以上
三ケ日IC ～ 豊川IC 〃 ２８０ｍｍ 〃 計測震度５.０以上

※計測震度の定義：地震計により算出された「計測震度」を地震動の強さを示す指標として定義し、震度を決定している。

②新東名高速道路

連続雨量 組合せ雨量（※）
新御殿場IC ～ 御殿場JCT 御殿場保全・サービスセンター ３３０ｍｍ 連続２２０ｍｍ、時間５５ｍｍ 計測震度５.０以上
御殿場JCT ～ 長泉沼津IC 〃 ３００ｍｍ 連続２３０ｍｍ、時間５５ｍｍ 〃
長泉沼津IC ～ 新富士IC 富士保全・サービスセンター 〃 〃 計測震度４.５以上
新富士IC ～ 新清水IC 〃 〃 〃 〃
新清水IC ～ 新清水JCT 〃 〃 〃 〃

新清水JCT ～ 清水JCT
新清水JCT ～ 新静岡IC 〃 〃 〃 計測震度４.５以上
新静岡IC ～ 藤枝岡部IC 浜松保全・サービスセンター ２５０ｍｍ 連続２２０ｍｍ、時間５０ｍｍ 〃

藤枝岡部IC ～ 島田金谷IC 〃 〃 〃 〃
島田金谷IC ～ 森掛川IC 〃 〃 〃 〃
森掛川IC ～ 浜松浜北IC 〃 〃 〃 〃

浜松浜北IC ～ 浜松いなさJCT 〃 １８０ｍｍ 連続１６０ｍｍ、時間５０ｍｍ 〃

浜松いなさJCT ～ 三ケ日JCT
浜松いなさJCT ～ 新城IC 〃 １８０ｍｍ 連続１６０ｍｍ、時間５０ｍｍ 〃

※計測震度の定義：地震計により算出された「計測震度」を地震動の強さを示す指標として定義し、震度を決定している。

③中部横断自動車道

連続雨量 組合せ雨量（※）
新清水JCT ～ 富沢IC 富士保全・サービスセンター ３２０ｍｍ 連続２６０ｍｍ、時間６０ｍｍ 計測震度４.５以上

※計測震度の定義：地震計により算出された「計測震度」を地震動の強さを示す指標として定義し、震度を決定している。

④一般有料道路

連続雨量 組合せ雨量（※）

山中湖IC ～ 須走IC

※計測震度の定義：地震計により算出された「計測震度」を地震動の強さを示す指標として定義し、震度を決定している。

（3）静岡県道路公社関係

区　　間
延長
(km)

通行注意 通行止

伊豆中央道　 　
（136号）

東
部
管
理　　　
セ
ン
タ
ー

－ － 14,075 伊豆中央道料金所 － － － 平成2年度解除

修善寺道路　　　
（136号）

東
部
管
理　　　
セ
ン
タ
ー

－ － 10,433 修善寺テレメーター － － － －

浜名湖新橋有
料道路　（村
櫛三方原線）

西
部
駐
在

浜松市西区白
洲町
浜松市西区古
人見町

1.3 826 古人見料金所 風速　10分間平均15m/s

風速　10
分間平均

25m/s

車両横転 平成27年度変更

田方郡函南町
大字桑原
伊豆の国市大
字長者ヶ原

16.7 熱海峠料金所 連続雨量 150mm　　積雪量 5cm

連続雨量 
200mm　　
積雪量 
20cm

落石、法
面崩落　　

積雪、凍
結

平成8年度変更

伊豆の国市大
字長者ヶ原
伊豆市大字冷
川

14.6 亀石峠料金所 連続雨量 150mm　　積雪量 5cm

連続雨量 
200mm　　
積雪量 
20cm

落石、法
面崩落　　

積雪、凍
結

平成8年度変更

伊豆市大字冷
川
伊豆市大字冷
川

9.3 天城高原テレメーター 連続雨量 150mm　　積雪量 5cm

連続雨量 
200mm　　
積雪量 
20cm

落石、法
面崩落　　

積雪、凍
結

平成28年度変更

箱根スカイラ
イン

東
部
管
理　　　
セ
ン
タ
ー

御殿場市大字
神山
裾野市大字深
良

5.0 405 湖尻峠テレメーター 連続雨量 150mm　　積雪量 5cm

連続雨量 
200mm　　
積雪量 
20cm

落石、法
面崩落　　

積雪、凍
結

平成8年度変更

降雨通行止規制基準

降雨通行止規制基準

（清水連絡路）

（引佐連絡路）

降雨通行止規制基準

降雨通行止規制基準

東富士五湖道路（国道138号）

通行規制区間 規制基準

区間 担当事務所 地震通行止規制基準

※組合せ雨量の定義：連続雨量と時間雨量の組合せをいい、例えば「連続140ｍｍ、時間30ｍｍ」とは、連続雨量が140ｍｍを超えて、かつ時間雨量が30ｍｍを超えた場合を示し、
　　　　　　　　　　連続雨量が140ｍｍを超えた時点で時間雨量（その1時間前からの雨量）の値が30ｍｍを超えていた場合が早く出現するケースである。

区間 担当事務所 地震通行止規制基準

〃 〃 〃 計測震度５.０以上

〃 ２５０ｍｍ 連続２２０ｍｍ、時間５０ｍｍ 〃

※組合せ雨量の定義：連続雨量と時間雨量の組合せをいい、例えば「連続140ｍｍ、時間30ｍｍ」とは、連続雨量が140ｍｍを超えて、かつ時間雨量が30ｍｍを超えた場合を示し、
　　　　　　　　　　連続雨量が140ｍｍを超えた時点で時間雨量（その1時間前からの雨量）の値が30ｍｍを超えていた場合が早く出現するケースである。

区間 担当事務所 地震通行止規制基準

※組合せ雨量の定義：連続雨量と時間雨量の組合せをいい、例えば「連続140ｍｍ、時間30ｍｍ」とは、連続雨量が140ｍｍを超えて、かつ時間雨量が30ｍｍを超えた場合を示し、
　　　　　　　　　　連続雨量が140ｍｍを超えた時点で時間雨量（その1時間前からの雨量）の値が30ｍｍを超えていた場合が早く出現するケースである。

区間 担当事務所 地震通行止規制基準

大月保全・サービスセンター ４１０ｍｍ 連続２９０ｍｍ、時間５０ｍｍ 計測震度５.０以上

※組合せ雨量の定義：連続雨量と時間雨量の組合せをいい、例えば「連続140ｍｍ、時間30ｍｍ」とは、連続雨量が140ｍｍを超えて、かつ時間雨量が30ｍｍを超えた場合を示し、
　　　　　　　　　　連続雨量が140ｍｍを超えた時点で時間雨量（その1時間前からの雨量）の値が30ｍｍを超えていた場合が早く出現するケースである。

道路名 担当事務所
H28交通量
（台／日）

気象観測所 危険内容 指定年度

伊豆スカイラ
イン

東
部
管
理　　　
セ
ン
タ
ー

2,787
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（県道路保全課）

　　　通　行　規　制　基　準　（通　行　規　制　区　間） 令和３年4月1日現在

道路種別　一般国道     静 岡 県 ・政 令 市

規制 道路 路 線 名 担 当 通 行 規 制 区 間 交 通 量 気 象 観 測 所 危 険 内 容 指 定 年 度

番号 種別 事務所 区 間 延長km 台/日(T05) 通 行 注 意 通 行 止

下田市板戸 昭和57年度

1 国 １３５号 下田 6.4 8,973 下田テレメーター 連続雨量　150mm 連続雨量　200mm 落石、崩落等

賀茂郡河津町谷津

賀茂郡東伊豆町稲取 昭和57年度

2 国 １３５号 下田 2.3 10,867 稲取テレメーター 連続雨量　150mm 連続雨量　200mm 落石、崩落等 昭和58年度改訂

賀茂郡東伊豆町白田

下田 賀茂郡東伊豆町奈良本 昭和57年度

3 国 １３５号 5.7 13,218 熱川テレメーター 連続雨量　150mm 連続雨量　200mm 落石、崩落等 昭和58年度改訂

熱海 伊東市赤沢

伊東市宇佐美 多賀テレメーター 昭和44年度

4 国 １３５号 熱海 5.9 13,371 連続雨量　150mm 連続雨量　200mm 落石、崩落等 昭和48、50、57、

熱海市網代 伊東テレメーター 平成5、11、20年度改訂

熱海市上多賀 多賀テレメーター 昭和48年度

5 国 １３５号 熱海 3.5 19,734 連続雨量　150mm 連続雨量　200mm 落石、崩落等 昭和50、57年、

熱海市錦ケ浦 熱海テレメーター 平成11年度改訂

熱海市伊豆山 昭和46年度

6 国 １３５号 熱海 3.5 14,209 熱海テレメーター 連続雨量　150mm 連続雨量　200mm 落石、崩落等 平成11年度改訂

熱海市泉元門川

賀茂郡南伊豆町差田 昭和48年度

7 国 １３６号 下田 6.7 1,353 南伊豆テレメーター 連続雨量　150mm 連続雨量　200mm 落石、崩落等 昭和59年度改訂

賀茂郡南伊豆町子浦 平成20年度改訂

賀茂郡南伊豆町伊浜 南伊豆テレメーター 昭和58年度

8 国 １３６号 下田 4.7 810 連続雨量　150mm 連続雨量　200mm 落石、崩落等

賀茂郡松崎町雲見 松崎テレメーター

賀茂郡松崎町雲見 昭和47年度

9 国 １３６号 下田 7.1 2,405 松崎テレメーター 連続雨量　100mm 連続雨量　120mm 落石、崩落等 昭和51、63年度改訂

賀茂郡松崎町道部

賀茂郡松崎町外部 昭和44年度

10 国 １３６号 下田 1.0 11,347 松崎テレメーター 連続雨量　100mm 連続雨量　120mm 落石、崩落等 昭和51年度改訂

賀茂郡西伊豆町築地

伊豆市土肥新田 昭和44年度

11 国 １３６号 沼津 11.0 5,001 船原テレメーター 連続雨量　150mm 連続雨量　200mm 落石、崩落等 昭和55年、

伊豆市船原新田 平成4、17年度改訂

御殿場市深沢 連続雨量　200mm 昭和60年度

13 国 １３８号 沼津 3.5 11,211 御殿場テレメーター 連続雨量　150mm 落石、崩落等

神奈川県境 時間雨量　 50mm

浜松市天竜区水窪町池島 連続雨量　80mm 連続雨量　150mm 落石、崩落等 昭和46年度

14 国 １５２号 浜松市 7.1 1,060 水窪テレメーター 　

浜松市天竜区水窪町大原 積 雪 量　5cm 積 雪 量　20cm 積雪、凍結

浜松市天竜区水窪町奥領家 佐久間テレメーター 連続雨量　80mm 連続雨量　150mm 落石、崩落等 昭和45年度

15 国 １５２号 浜松市 13.6 2,365 　

浜松市天竜区佐久間町大井 水窪テレメーター 積 雪 量　5cm 積 雪 量　20cm 積雪、凍結

浜松市天竜区龍山町瀬尻 平成元年度

16 国 １５２号 浜松市 6.3 3,432 龍山テレメーター 連続雨量　80mm 連続雨量　180mm 落石、崩落等

浜松市天竜区龍山町西川

愛知県境 昭和46年度

17 国 ３６２号 浜松市 2.5 70 本坂テレメーター 連続雨量　100mm 連続雨量　150mm 落石、崩落等 昭和52、58年度改訂

（旧道） 浜松市北区三ケ日町本坂

浜松市天竜区春野町小石間 春野テレメーター 連続雨量　80mm 連続雨量　120mm 落石、崩落等 昭和48年度

18 国 ３６２号 浜松市 18.5 610 　

浜松市天竜区春野町川上 川竹テレメーター 積 雪 量　5cm 積 雪 量　20cm 積雪、凍結

島田 榛原郡川根本町富士城 本川根テレメーター 連続雨量　100mm 連続雨量　120mm 落石、崩落等 昭和46年度

19 国 ３６２号 15.3 770 平成5、17年度改訂

静岡市 静岡市葵区久能尾 （県管理8.6） 清沢テレメーター 積 雪 量　5cm 積 雪 量　20cm 積雪、凍結

下田 賀茂郡河津町梨本 天城テレメーター 昭和45年度

20 国 ４１４号 11.6 3,867 連続雨量　150mm 連続雨量　250mm 落石、崩落等 昭和51、52、56、59年、

沼津 伊豆市杉本 湯ケ島テレメーター 平成元、17年度改訂

下田 賀茂郡河津町梨本 天城テレメーター 　 平成2年度

21 国 ４１４号 6.3 65 連続雨量　120mm 連続雨量　150mm 落石、崩落等

（旧道） 沼津 伊豆市桐山 湯ケ島テレメーター 　

富士宮市下柚野 　 平成5年度

22 国 ４６９号 富士 5.0 451 長貫テレメーター 連続雨量　100mm 連続雨量　120mm 落石、崩落等

富士宮市上稲子 　

富士宮市下稲子 昭和47年度

23 国 ４６９号 富士 1.3 1,560 長貫テレメーター 連続雨量　100mm 連続雨量　120mm 落石、崩落等 昭和54、63年度改訂

山梨県境 平成5年度路線変更

浜松市天竜区佐久間町浦川 昭和46年度

24 国 ４７３号 浜松市 13.3 2,182 佐久間テレメーター 連続雨量　80mm 連続雨量　150mm 落石、崩落等 昭和48、平成6年度改訂

浜松市天竜区佐久間町大井 平成5年度路線変更

島田市福用 昭和45年度

25 国 ４７３号 島田 6.5 6,773 川根テレメーター 連続雨量　120mm 連続雨量　150mm 落石、崩落等 昭和63、平成2、平成19年度改訂

島田市居林 平成5年度路線変更

袋井 磐田市掛塚 令和元年度

71 国 １５０号 1.19 7,718 遠州大橋 車両横転

浜松市 浜松市南区三新町 （磐田市側） 風速15ｍ／ｓ 風速25ｍ／ｓ

国　　道　　計 25　区間 169.8
県管理
（101.8）

（４）静岡県関係

規 制 基 準
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　　　通　行　規　制　基　準　（通　行　規　制　区　間） 令和３年4月1日現在

道路種別　主要地方道     静 岡 県 ・政 令 市

規制 道路 路 線 名 担 当 通 行 規 制 区 間 交 通 量 気 象 観 測 所 危 険 内 容 指 定 年 度

番号 種別 事務所 区 間 延長km 台/日(T05) 通 行 注 意 通 行 止

浜松市天竜区佐久間町 佐久間ダム 　 昭和48年度

27 主 飯田富山 浜松市 3.1 1,033 佐久間テレメーター 連続雨量　80mm 連続雨量　150mm 落石、崩落等 　

佐久間 浜松市天竜区佐久間町中部 　 　

浜松市天竜区佐久間町浦川 　 昭和46年度

28 主 飯田富山 浜松市 　 6.7 2,248 佐久間テレメーター 連続雨量　80mm 連続雨量　150mm 落石、崩落等 昭和48年度改訂

佐久間 浜松市天竜区佐久間町川上 　 平成5年度路線変更

愛知県境 昭和62年度

29 主 豊橋大知波 浜松 1.5 7,675 本坂テレメーター 連続雨量　150mm 連続雨量　200mm 落石、崩落等

湖西市大知波 　

浜松市天竜区渡ケ島 連続雨量　100mm 連続雨量　150mm 落石、崩落等 昭和45年度

30 主 天竜東栄 浜松市 5.4 4,190 天竜テレメーター 　

浜松市天竜区上野 水　位　　2.5m 水　位　　3.5m

浜松市天竜区熊 　 連続雨量　80mm 連続雨量　150mm 落石、崩落等 昭和45年度

31 主 天竜東栄 浜松市 15.6 278 坂野テレメーター 　 　

浜松市天竜区佐久間町川上 　 積 雪 量　5cm 積 雪 量　20cm 積雪、凍結

富士宮市尾崎 昭和44年度

32 主 富士川身延 富士 3.5 3,310 長貫テレメーター 連続雨量　80mm 連続雨量　100mm 落石、崩落等 　

山梨県境

熱海 熱海市大字熱海 連続雨量　150mm 連続雨量　250mm 落石、崩落等 平成9年度

33 主 熱海函南 4.0 10,296 丹那テレメーター 　 平成17年度改訂

沼津 田方郡函南町大字畑 積 雪 量　5cm 積 雪 量　20cm 積雪、凍結

下田市加増野 婆裟羅テレメーター 昭和47年度

34 主 下田松崎 下田 5.2 5,587 連続雨量　150mm 連続雨量　200mm 落石、崩落等 昭和58、平成19年度改訂

賀茂郡松崎町小杉原 椎原テレメーター

賀茂郡南伊豆町石廊崎 昭和48年度

35 主 下田石廊 下田 　 8.0 718 南伊豆テレメーター 連続雨量　100mm 連続雨量　120mm 落石、崩落等 昭和59年度改定

松　　崎 賀茂郡南伊豆町差田 　

沼津市大瀬 　 　 昭和44年度

36 主 沼津土肥 沼津 　 11.5 1,057 戸田新田テレメーター 連続雨量　80mm 連続雨量　120mm 落石、崩落等 平成6年度改訂

　 沼津市戸田 　 　

伊豆市修善寺 　 昭和45年度

37 主 修善寺戸田 沼津 9.0 3,276 戸田新田テレメーター 連続雨量　100mm 連続雨量　150mm 落石、崩落等 平成3、17年度改訂

沼津市戸田 　

熱海 伊東市宇佐美 昭和44年度

38 主 伊東大仁 7.3 7,419 積 雪 量　5cm 積 雪 量　20cm 積雪、凍結

沼津 伊豆の国市田原野

主 御殿場 平成6年度

富士公園 沼津 御殿場市中畑 平成17年度改訂

一 富士公園 大渕（新二合目） 連続雨量　150mm 連続雨量　200mm 落石、崩落等

太郎坊 テレメーター 積 雪 量　 5cm 積 雪 量　 20cm 積雪、凍結

一 富士宮 富士 富士宮市山宮

富士公園

静岡市葵区大日 連続雨量　100mm 連続雨量　120mm 落石、崩落等 昭和49年度

40 主 井川湖御幸 静岡市 13.1 776 井川テレメーター 　 昭和52年度改訂

静岡市葵区上落合 積 雪 量　 5cm 積 雪 量　 20cm 積雪、凍結

静岡市葵区蕨野 俵沢テレメーター 連続雨量　100mm 連続雨量　120mm 落石、崩落等 昭和44年度

41 主 梅ヶ島温泉 静岡市 26.0 1,257 　 昭和52年度改訂

昭　和 静岡市葵区梅ヶ島 梅ヶ島テレメーター 積 雪 量　 5cm 積 雪 量　 20cm 積雪、凍結

島田 藤枝市市之瀬 瀬戸谷テレメーター 昭和55年度

42 主 藤枝黒俣 18.0 430 連続雨量　100mm 連続雨量　120mm 落石、崩落等 平成17年度改訂

静岡市 静岡市葵区久能尾 （県管理10.4） 清沢テレメーター 　

掛川市滝之谷 昭和47年度

43 主 掛川川根 袋井 8.5 2,268 粟ヶ岳テレメーター 連続雨量　100mm 連続雨量　120mm 落石、崩落等 昭和48、50年度改訂

掛川市居尻

袋井 周智郡森町一の瀬 天方テレメーター 昭和47年度

44 主 袋井春野 9.9 2,181 連続雨量　120mm 連続雨量　150mm 落石、崩落等 昭和62年度改定

浜松市 浜松市天竜区春野町平尾 （県管理4.0） 春野テレメーター 　

賀茂郡西伊豆町宇久須字大倉 平成4年度

45 主 伊東西伊豆 下田 8.3 810 仁科峠テレメーター 連続雨量　80mm 連続雨量　100mm 落石、崩落等 　

賀茂郡西伊豆町大沢里

静岡市葵区沼平 畑薙テレメーター 連続雨量　100mm 連続雨量　120mm 落石、崩落等 昭和48年度

46 主 南アルプス 静岡市 16.8 404 　 昭和52年度改訂

公　　園 静岡市葵区八木尾又 井川テレメーター 積 雪 量　 5cm 積 雪 量　 20cm 積雪、凍結

静岡市葵区井川 連続雨量　100mm 連続雨量　120mm 落石、崩落等 昭和46年度

47 主 南アルプス 静岡市 12.2 599 井川テレメーター 　 昭和52年度改訂

公　　園 静岡市葵区笠張 積 雪 量　 5cm 積 雪 量　 20cm 積雪、凍結 　

静岡市葵区八幡 清沢テレメーター 昭和46年度

48 主 南アルプス 静岡市 21.5 1,071 連続雨量　80mm 連続雨量　100mm 落石、崩落等 平成5年度改訂

公　　園 静岡市葵区大間 大川テレメーター

静岡市葵区笠張 井川テレメーター 連続雨量　80mm 連続雨量　100mm 平成7年度

49 主 南アルプス 静岡市 8.0 1,071 落石、崩落等

公　　園 静岡市葵区大間 大川テレメーター 積 雪 量　 5cm 積 雪 量　 20cm

島田市神座 島田テレメーター 昭和45年度

50 主 島田川根 島田 　 3.5 14,216 連続雨量　130mm 連続雨量　160mm 落石、崩落等 昭和52、63年度

島田市川口 川根テレメーター 平成17年度改訂

榛原郡川根本町奥泉 昭和47年度

51 主 川根寸又峡 島田 9.4 2,559 本川根テレメーター 連続雨量　100mm 連続雨量　120mm 落石、崩落等 昭和50、61、平成2、17年度改訂

榛原郡川根本町大間 平成6年度路線変更

主要地方道計 25　区間 255.4
県管理
（113.5）

規 制 基 準

県道路公社管理事務所

39 19.4 1,248
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　　　通　行　規　制　基　準　（通　行　規　制　区　間） 令和３年4月1日現在

道路種別　一般県道     静 岡 県 ・政 令 市

規制 道路 路 線 名 担 当 通 行 規 制 区 間 交 通 量 気 象 観 測 所 危 険 内 容 指 定 年 度

番号 種別 事務所 区 間 延長km 台/日(T05) 通 行 注 意 通 行 止

伊東市新井 平成11年度

52 一 伊東川奈 熱海 2.5 1,513 伊東テレメーター 連続雨量　100mm 連続雨量　150mm 落石、崩落等

八幡野 伊東市川奈

伊豆市遠笠山 昭和60年度

53 一 遠笠山富戸 沼津 8.6 1,478 天城高原テレメーター 連続雨量　150mm 連続雨量　250mm 落石、崩落等

伊豆市大幡野

賀茂郡南伊豆町蛇石 南伊豆テレメーター 昭和46年度

54 一 南伊豆松崎 下田 7.0 1,852 　 連続雨量　80mm 連続雨量　100mm 落石、崩落等 　

賀茂郡松崎町八木山 松崎テレメーター

伊豆市船原新田（船原峠） 船原テレメーター 平成17年度

55 一 船原西浦 沼津 9.9 156 積 雪 量　 5cm 積 雪 量　 20cm 積雪、凍結

高原 伊豆市修善寺（戸田峠） 戸田新田テレメーター

伊豆の国市神島 　 平成15年度

56 一 韮山伊豆長岡 沼津 0.6 2,412 修善寺テレメーター 連続雨量　80mm 連続雨量　100mm 落石

修善寺 伊豆の国市神島 　

富士宮市粟倉 連続雨量　150mm 連続雨量　200mm 落石、崩落等 平成6年度

57 一 富士公園 富士 13.0 248 　 　

太郎坊 富士市大渕 積 雪 量　 5cm 積 雪 量　 20cm 積雪、凍結

静岡市葵区笠張 井川テレメーター 連続雨量　100mm 連続雨量　120mm 落石、崩落等 昭和46年度

58 一 三ツ峰落合 静岡市 19.4 946 　 　 昭和52年度改訂

静岡市葵区上助 俵沢テレメーター 積 雪 量　 5cm 積 雪 量　 20cm 積雪、凍結

浜松市天竜区春野町河内 春野テレメーター 昭和58年度

59 一 春　野 浜松市 　 20.0 552 　 連続雨量　80mm 連続雨量　150mm 落石、崩落等 平成17年度改訂

下泉（停） 浜松市天竜区春野町水舟 川竹テレメーター 　

浜松市天竜区佐久間街町大輪 平成元年度

60 一 大輪天竜 浜松市 　 9.6 274 龍山テレメーター 連続雨量　80mm 連続雨量　150mm 落石、崩落等 　

　 浜松市天竜区龍山町下平山 　

御前崎市中原 　 昭和55年度

61 一 佐　倉 袋井 　 4.1 2,387 御前崎テレメーター 波　　高　3.5ｍ 波　　高　4.5ｍ 波浪打上げ 　

御前崎港 御前崎市下岬 　

島田市新町 　 　 昭和48年度

62 一 島田岡部 島田 3.7 9,296 連続雨量　130mm 連続雨量　180mm 落石、崩落等 昭和63年度改訂

　 島田市佐夜鹿 　 　

浜松市天竜区水窪町河内浦 連続雨量　80mm 連続雨量　100mm 落石、崩落等 昭和53年度

63 一 水窪森 浜松市 12.8 182 門桁テレメーター 　 　 　

浜松市天竜区水窪町門桁 積 雪 量　 5cm 積 雪 量　 20cm 積雪、凍結

浜松市天竜区水窪町門桁 　 連続雨量　80mm 連続雨量　100mm 落石、崩落等 昭和49年度

64 一 水窪森 浜松市 9.1 429 門桁テレメーター 　 　

浜松市天竜区春野町勝坂 　 積 雪 量　 5cm 積 雪 量　 20cm 積雪、凍結

浜松市天竜区春野町牧野 昭和58年度

65 一 水窪森 浜松市 13.6 429 春野テレメーター 連続雨量　80mm 連続雨量　100mm 落石、崩落等 　

　 浜松市天竜区春野町静修

富士宮市下稲子 連続雨量　150mm 連続雨量　200mm 落石、崩落等 昭和47年度

66 一 上稲子長貫 富士 　 3.3 4,709 長貫テレメーター 昭和54、63、平成19年度改訂

富士宮市長貫 積 雪 量　 5cm 積 雪 量　 20cm 積雪、凍結 平成5年度路線変更

周智郡森町大河内 　 平成6年度

67 一 大河内森 袋井 3.0 950 連続雨量　80mm 連続雨量　100mm 落石、崩落等

　 周智郡森町亀久保 　 平成21年度改訂

御殿場市深沢 　 連続雨量　120mm 連続雨量　200mm 昭和46年度

68 一 御殿場箱根 沼津 7.4 351 御殿場テレメーター 落石、崩落等 昭和52年度改訂

神奈川県境 　 積 雪 量　 5cm 積 雪 量　 20cm 平成6年度路線変更

賀茂郡西伊豆町宇久須字大蔵 　 平成8年度

69 一 仁科峠 下田 8.5 1,988 仁科峠テレメーター 連続雨量　80mm 連続雨量　100mm 落石、崩落等

宇久須 賀茂郡西伊豆町宇久須字大沢 　

伊豆市土肥新田 連続雨量　120mm 連続雨量　150mm 落石、崩落等 昭和44年度

55 一 西天城 沼津 2.3 225 船原テレメーター 　 昭和55、平成17年度改訂

高原 伊豆市船原新田 積 雪 量　 5cm 積 雪 量　 20cm 積雪、凍結 平成19年度路線名変更

静岡市 静岡市駿河区石部 用宗テレメーター 昭和44年度

70 一 静岡焼津 5.1 4,803 　 連続雨量　80mm 連続雨量　100mm 落石、崩落等 昭和50、58年度改訂

島田 焼津市浜当目 （県管理2.9） 中港テレメーター 平成17年度路線名変更

一般県道計 20　区間 163.5
県管理
（76.8）

県管理道路計 70　区間 588.7
県管理
（292.9）

規 制 基 準

大渕（新二合目）
テレメーター

国土交通省
金谷テレメーター

大河内テレメーター
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10
-
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3
道

路
情

報
提

供
装

置
一

覧
表

（中
部

地
方

整
備

局
、

県
道

路
保

全
課

）

(1
)

国
土

交
通

省
関

係
（中

部
地

方
整

備
局

）
R

3.
4.

1

番
号

路
線

名
事

務
所

名
形

式
表

示
位

置
備

考

1
一

般
国

道
１

号
沼

津
河

川
国

道
事

務
所

N
H

L
3

箱
根

峠
（
下

）
H

20

2
〃

〃
通

行
止

H
L
2

茨
ヶ

平
（下

）
H

16

3
〃

〃
通

行
止

H
L
2

桑
原

（上
）

H
16

4
〃

〃
H

L
2

塚
原

新
田

（
上

）
H

13

5
〃

〃
H

L
5

谷
田

（上
）

H
16

6
〃

〃
N

H
L
3

玉
川

（上
・下

）
H

19

7
〃

〃
H

L
2

八
幡

（下
）

H
15

8
〃

〃
N

H
L
3

緑
ヶ

丘
（上

）
H

19

9
〃

静
岡

国
道

事
務

所
N

L
3

中
里

（上
・下

）
H

22

10
〃

〃
H

L
2

鮫
島

（上
）

H
15

11
〃

〃
N

H
L
3

靖
国

（上
）

H
20

12
〃

〃
H

L
2

靖
国

町
（
下

）
H

16

13
〃

〃
N

H
L
3

蒲
原

（下
）

H
22

14
〃

〃
H

L
4

興
津

東
町

（
上

・下
）

H
15

15
〃

〃
N

H
L
3

清
水

（下
）

H
19

16
〃

〃
H

L
5

清
水

天
王

（
上

）
H

15

17
一

般
国

道
１

号
（
現

道
）

〃
H

L
3

江
尻

台
町

（
上

）
H

13

18
〃

〃
N

H
L
3

清
閑

町
（
下

）
H

20

19
一

般
国

道
１

号
〃

N
H

L
5

丸
子

（上
）

H
21

20
〃

〃
H

L
3

岡
部

（下
）

H
10

21
N

H
L
3

藤
枝

岡
部

IC
ラ

ン
プ

H
23

22
〃

〃
通

行
止

H
L
2

広
幡

ＩＣ
（下

）
H

16

23
〃

〃
通

行
止

H
L
2

薮
田

東
ＩＣ

（上
）

H
16

24
〃

〃
通

行
止

H
L
2

薮
田

西
ＩＣ

（下
）

H
16

25
〃

〃
N

H
L
3

谷
稲

葉
（
上

）
H

18

26
〃

〃
N

H
L
3

藤
枝

（上
）

H
21

27
一

般
国

道
1

号
（東

駿
河

湾
）

沼
津

河
川

国
道

事
務

所
N

H
L
3

徳
倉

（下
）

H
21

28
〃

〃
N

H
L
5

徳
倉

（上
）

H
21

29
〃

〃
N

H
L
3

谷
津

川
橋

（
上

）
H

21

30
〃

〃
H

L
2

函
南

塚
本

（
下

）
H

25

31
〃

〃
H

L
3

錦
が

丘
H

25

32
一

般
国

道
52

号
静

岡
国

道
事

務
所

H
L
3

興
津

中
町

（
下

）
H

18

33
〃

〃
H

L
2

興
津

中
町

（
上

）
H

16

34
〃

〃
H

L
2

小
島

（下
）

H
16

35
〃

〃
通

行
止

H
L
2

坂
本

（下
）

H
12
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番
号

路
線

名
事

務
所

名
形

式
表

示
位

置
備

考

36
〃

〃
H

L
2

逢
坂

（上
）

H
16

37
〃

〃
H

L
2

宍
原

上
り

（
上

）
H

15

38
〃

〃
H

L
2

宍
原

下
り

（
下

）
H

15

39
〃

〃
通

行
止

H
L
2

宍
原

（下
）

H
16

40
〃

〃
H

L
2

芝
川

（上
）

H
15

41
〃

〃
通

行
止

H
L
2

内
房

（上
）

H
16

42
一

般
国

道
52

号
静

岡
国

道
事

務
所

N
H

L
3

富
沢

（上
）

H
19

43
一

般
国

道
13

8
号

沼
津

河
川

国
道

事
務

所
H

L
2

籠
坂

（下
）

H
16

44
〃

〃
通

行
止

H
L
2

籠
坂

峠
（
下

）
H

16

45
〃

〃
通

行
止

H
L
2

須
走

（上
）

H
16

46
〃

〃
H

L
2

須
走

（上
）

H
14

47
〃

〃
N

H
L
3

ぐ
み

沢
Ｂ

Ｐ
（
上

・下
）

H
19

48
一

般
国

道
13

9
号

静
岡

国
道

事
務

所
N

H
L
3

錦
町

（下
）

H
19

49
〃

〃
N

H
L
3

小
泉

（上
）

H
19

50
〃

〃
N

H
L
3

小
泉

（下
）

H
27

51
〃

〃
N

H
L
3

万
野

原
（
下

）
H

27

52
〃

〃
H

L
3

北
山

（下
）

H
12

53
〃

〃
N

H
L
3

猪
之

頭
（
下

）
H

21

54
〃

〃
H

L
2

内
野

（上
）

H
16

55
〃

〃
広

H
L
2

朝
霧

高
原

（
上

）
H

20

56
〃

〃
H

L
3

根
原

（上
）

H
14

57
一

般
国

道
24

6
号

沼
津

河
川

国
道

事
務

所
H

L
3

生
土

（下
）

H
17

58
〃

〃
通

行
止

H
L
2

生
土

（下
）

H
9

59
〃

〃
通

行
止

H
L
2

菅
沼

（上
）

H
16

60
〃

〃
H

L
2

菅
沼

（上
）

H
14

61
〃

〃
N

H
L
3

用
沢

（下
）

H
21

62
〃

〃
H

L
3

塚
原

（上
）

H
4

63
〃

〃
H

L
2

川
島

田
（
上

）
H

16

64
〃

〃
N

H
L
3

御
宿

（上
）

H
19

65
〃

〃
N

H
L
3

深
良

（下
）

H
19

66
〃

〃
N

H
L
2

南
一

色
（
下

）
H

21

67
〃

〃
N

H
L
5

下
長

窪
H

21

68
〃

〃
N

H
L
3

岡
一

色
（
下

）
H

19

69
一

般
国

道
１

号
浜

松
河

川
国

道
事

務
所

H
L
3

野
田

本
線

（
下

）
H

17

70
〃

〃
N

H
L
3

野
田

（現
道

）
H

24

71
〃

〃
H

L
4

野
田

本
線

（
上

）
H

15

72
〃

〃
H

L
4

伊
太

（上
）

H
15

73
〃

〃
H

L
2

島
整

理
（
下

）
H

8

74
〃

〃
H

L
2

番
生

寺
Ｓ

（
下

）遮
断

機
H

16
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務
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式
表
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置
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75
〃

〃
H

L
2

菊
川

ラ
ン

プ
Ｓ

（上
）遮

断
機

H
16

76
〃

〃
S

佐
夜

鹿
Ｓ

（
下

り
支

線
）遮

断
機

S
5
9

77
〃

〃
H

L
2

佐
夜

鹿
Ｓ

（
上

）遮
断

機
H

17

78
〃

〃
S

日
坂

Ｓ
（
上

）遮
断

機
H

11

79
〃

〃
H

L
2

日
坂

本
線

通
行

止
（
上

）遮
断

機
H

16

80
〃

〃
H

L
4

八
坂

［日
坂

Ｂ
Ｐ

］（
下

）
H

8

81
〃

〃
H

L
4

伊
達

方
［
掛

川
Ｂ

Ｐ
］（

上
）

H
11

82
〃

〃
N

H
L
3

大
池

（上
）

H
28

83
〃

〃
N

H
L
5

原
川

（上
）

H
20

84
一

般
国

道
１

号
浜

松
河

川
国

道
事

務
所

N
H

L
5

国
本

（下
）

H
25

85
〃

〃
H

L
4

土
橋

（上
）

H
15

86
〃

〃
H

L
3

三
ヶ

野
（下

）
H

16

87
〃

〃
H

L
5

中
野

町
（
下

）
H

20

88
〃

〃
N

H
L
5

青
屋

町
（
上

）
H

23

89
〃

〃
H

L
4

倉
松

（下
）

H
14

90
〃

〃
N

H
L
3

篠
原

ラ
ン

プ
（
下

・R
25

7）
H

19

91
〃

〃
H

L
5

篠
原

（上
）

H
21

92
〃

〃
H

L
2

坪
井

ＩＣ
（下

）
H

18

93
〃

〃
H

L
2

馬
郡

ＩＣ
（下

）
H

18

94
〃

〃
H

L
3

舞
阪

（下
）

H
18

95
〃

〃
N

H
L
3

新
居

弁
天

ラ
ン

プ
（上

下
）

H
20

96
〃

〃
N

H
L
3

１
号

新
居

弁
天

（上
・
R

30
1）

H
19

97
〃

〃
H

L
3

新
居

（上
）

H
18

98
〃

〃
H

L
2

大
倉

戸
（
下

）
H

9

99
〃

〃
N

H
L
3

大
倉

戸
ラ

ン
プ

（
上

・R
42

）
H

27

1
00

〃
〃

N
H

L
5

潮
見

バ
イ

パ
ス

（上
）

H
26

1
01

〃
〃

N
H

L
5

潮
見

バ
イ

パ
ス

（下
）

H
26

1
02

〃
〃

N
H

L
3

潮
見

坂
（
上

）
H

19

1
03

〃
〃

H
L
5

見
付

（上
）

H
25

1
04

一
般

国
道

4
74

号
〃

H
L
3

鳳
来

峡
IC

北
(下

・R
15

1
)

H
22

1
05

〃
〃

〃
鳳

来
峡

IC
南

(上
・R

15
1
)

H
22

1
06

引
佐

連
絡

路
〃

H
L
3

東
名

連
絡

路
（下

）
H

24

1
07

県
道

4
7

号
〃

H
L
3

浜
松

い
な

さ
南

IC
（
上

）
H

24

1
08

県
道

4
7

号
〃

H
L
3

浜
松

い
な

さ
北

IC
（
下

）
H

24

1
09

新
東

名
連

絡
路

〃
H

L
3

浜
松

い
な

さ
J
C

T
H

24

（
２

）
静

岡
県

関
係

（
県

道
路

保
全

課
）
　

R
3
.4

.1

管
　
理
　
番
　
号

形
式

遠
隔

案
内
・
規
制

表
　
示
　
位
　
置

1
国

1
3
5
号

下
田

下
田
－
0
1
3
5
－
0
1

H
L7
型

遠
隔

案
内

下
田
市
武
ヶ
浜
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

2
国

1
3
5
号

下
田

下
田
－
0
1
3
5
－
0
1

H
L7
型

遠
隔

案
内

下
田
市
武
ヶ
浜
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

3
国

1
3
5
号

下
田

下
田
－
0
1
3
5
－
0
2

B
L
型

遠
隔

規
制

下
田
市
白
浜
地
内

可
変
標
識
有

4
国

1
3
5
号

下
田

下
田
－
0
1
3
5
－
0
4

B
L
型

遠
隔

規
制

河
津
町
谷
津
地
内

可
変
標
識
有

5
国

1
3
5
号

下
田

下
田
－
0
1
3
5－

0
4
-
0
1

H
L7
型

遠
隔

案
内

河
津
町
浜
地
内

6
国

1
3
5
号

下
田

下
田
－
0
1
3
5
－
0
6

B
L
型

遠
隔

規
制

東
伊
豆
町
稲
取
地
内

可
変
標
識
有

7
国

1
3
5
号

下
田

下
田
－
0
1
3
5
－
0
7

B
L
型

遠
隔

規
制

東
伊
豆
町
白
田
地
内

可
変
標
識
有

8
国

1
3
5
号

下
田

下
田
－
0
1
3
5
－
0
8

B
L
型

遠
隔

規
制

東
伊
豆
町
奈
良
本
地
内

可
変
標
識
有

9
国

1
3
5
号

下
田

下
田
－
0
1
3
5
－
0
9

B
L
型

遠
隔

規
制

伊
東
市
赤
沢
地
内

可
変
標
識
有

1
0

国
1
3
6
号

下
田

下
田
－
0
1
3
6
－
0
1

B
6
型

遠
隔

規
制

南
伊
豆
町
差
田
地
内

1
1

国
1
3
6
号

下
田

下
田
－
0
1
3
6
－
0
2

B
L
型

遠
隔

規
制

南
伊
豆
町
子
浦
地
内

可
変
標
識
有

1
2

国
1
3
6
号

下
田

下
田
－
0
1
3
6
－
0
3

B
L
型

遠
隔

規
制

南
伊
豆
町
雲
見
地
内

可
変
標
識
有

1
3

国
1
3
6
号

下
田

下
田
－
0
1
3
6
－
0
4

B
L
型

遠
隔

規
制

松
崎
町
石
部
地
内

可
変
標
識
有

1
4

国
1
3
6
号

下
田

下
田
－
0
1
3
6
－
0
5

B
6
型

遠
隔

規
制

松
崎
町
道
部
地
内

1
5

国
1
3
6
号

下
田

下
田
－
0
1
3
6
－
0
6

B
L
型

遠
隔

規
制

松
崎
町
外
部
地
内

可
変
標
識
有

1
6

国
1
3
6
号

下
田

下
田
－
0
1
3
6
－
0
7

小
型
L
E
D
式

遠
隔

規
制

西
伊
豆
町
築
地
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

1
7

国
1
3
6
号

下
田

下
田
－
0
1
3
6
－
0
8

B
L
型

遠
隔

規
制

南
伊
豆
町
伊
浜
地
内

可
変
標
識
有

1
8

国
1
3
6
号

下
田

下
田
－
0
1
3
6
－
0
9

B
6
型

遠
隔

規
制

松
崎
町
雲
見
地
内

1
9

国
1
3
6
号

下
田

H
L7
型

遠
隔

案
内

松
崎
町
江
奈
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

2
0

国
1
3
6
号

下
田

H
L7
型

遠
隔

案
内

松
崎
町
江
奈
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

2
1

国
4
1
4
号

下
田

下
田
－
0
4
1
4
－
0
1

F
B5
型

遠
隔

案
内

河
津
町
谷
津
地
内

2
2

国
4
1
4
号

下
田

下
田
－
0
4
1
4
－
0
3

B
L
型

遠
隔

規
制

河
津
町
梨
本
地
内

可
変
標
識
有

2
3

国
4
1
4
号

下
田

下
田
－
0
4
1
4
－
0
4

H
L7
型

遠
隔

規
制

河
津
町
梨
本
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

2
4

国
4
1
4
号

下
田

下
田
－
0
4
1
4
－
0
5

B
L
型

遠
隔

規
制

河
津
町
梨
本
地
内

可
変
標
識
有

2
5

国
4
1
4
号

下
田

下
田
－
0
4
1
4
－

H
L7
型

遠
隔

案
内

河
津
町
梨
本
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

2
6

主
下
田
松
崎
線

下
田

下
田
－
1
0
1
5
－
0
1

B
6
型

遠
隔

案
内

下
田
市
箕
作
地
内

2
7

主
下
田
松
崎
線

下
田

下
田
－
1
0
1
5
－
0
2

B
L
型

遠
隔

規
制

下
田
市
加
増
野
地
内

可
変
標
識
有

2
8

主
下
田
松
崎
線

下
田

下
田
－
1
0
1
5
－
0
3

B
L
型

遠
隔

規
制

松
崎
町
小
杉
原
地
内

可
変
標
識
有

2
9

主
下
田
松
崎
線

下
田

下
田
－
1
0
1
5
－
0
4

B
L
型

遠
隔

案
内

松
崎
町
桜
田
地
内

可
変
標
識
有

3
0

主
下
田
石
廊
松
崎
線

下
田

下
田
－
1
0
1
6
－
0
1

B
6
型

遠
隔

案
内

南
伊
豆
町
石
廊
崎
地
内

3
1

主
下
田
石
廊
松
崎
線

下
田

下
田
－
1
0
1
6
－
0
2

B
L
型

遠
隔

規
制

南
伊
豆
町
入
間
地
内

可
変
標
識
有

3
2

主
伊
東
西
伊
豆
線

下
田

下
田
－
1
0
5
9
－
0
1

B
L
型

遠
隔

規
制

西
伊
豆
町
宇
久
須
地
内

可
変
標
識
有

3
3

主
伊
東
西
伊
豆
線

下
田

下
田
－
1
0
5
9
－
0
2

B
6
型

遠
隔

規
制

西
伊
豆
町
大
沢
里
地
内

3
4

主
伊
東
西
伊
豆
線

下
田

下
田
－
1
0
5
9
－
0
3

B
6
型

遠
隔

案
内

西
伊
豆
町
仁
科
地
内

3
5

主
南
伊
豆
松
崎
線

下
田

下
田
－
3
1
2
1
－
0
1

B
6
型

遠
隔

規
制

南
伊
豆
町
蛇
石
地
内

3
6

主
南
伊
豆
松
崎
線

下
田

下
田
－
3
1
2
1
－
0
2

B
6
型

遠
隔

規
制

松
崎
町
八
木
山
地
内

3
7

一
仁
科
峠
宇
久
須
線

下
田

下
田
－
3
4
1
0
－
0
1

B
6
型

遠
隔

規
制

西
伊
豆
町
宇
久
須
地
内

3
8

国
1
3
5
号

熱
海

熱
海
－
0
1
3
5
－
0
2

F
B5
型

遠
隔

案
内

伊
東
市
湯
川
地
内

3
9

国
1
3
5
号

熱
海

熱
海
－
0
1
3
5
－
0
3

B
L
型

遠
隔

規
制

伊
東
市
宇
佐
美
地
内

可
変
標
識
有

4
0

国
1
3
5
号

熱
海

熱
海
－
0
1
3
5
－
0
4

B
L
型

遠
隔

規
制

熱
海
市
網
代
地
内

可
変
標
識
有

4
1

国
1
3
5
号

熱
海

熱
海
－
0
1
3
5
－
0
5

B
L
型

遠
隔

規
制

熱
海
市
上
多
賀
地
内

可
変
標
識
有

4
2

国
1
3
5
号

熱
海

熱
海
－
0
1
3
5
－
0
6

B
L
型

遠
隔

規
制

熱
海
市
曽
我
山
地
内

可
変
標
識
有

4
3

国
1
3
5
号

熱
海

熱
海
－
0
1
3
5
－
0
7

B
6
型

遠
隔

案
内

熱
海
市
和
田
浜
南
町
地
内

4
4

国
1
3
5
号

熱
海

熱
海
－
0
1
3
5
－
0
8

B
L
型

遠
隔

規
制

熱
海
市
伊
豆
山
地
内

可
変
標
識
有

4
5

国
1
3
5
号

熱
海

熱
海
－
0
1
3
5
－
0
9

B
L
型

遠
隔

規
制

熱
海
市
泉
元
門
川
分
地
内

可
変
標
識
有

4
6

国
1
3
5
号

熱
海

熱
海
－
0
1
3
5
－
1
0

H
L7
型

遠
隔

案
内

伊
東
市
富
戸
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

4
7

国
1
3
5
号

熱
海

熱
海
－
0
1
3
5
－
1
1

H
L7
型

遠
隔

案
内

伊
東
市
玖
須
美
元
和
田

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

4
8

国
1
3
5
号

熱
海

熱
海
－
0
1
3
5
－
1
2

H
L7
型

遠
隔

案
内

伊
東
市
宇
佐
美
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

4
9

国
1
3
5
号

熱
海

熱
海
－
0
1
3
5
－
1
3

A型
遠
隔

案
内

熱
海
市
下
多
賀
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

5
0

国
1
3
5
号

熱
海

熱
海
－
0
1
3
5
－
1
4

A型
遠
隔

案
内

熱
海
市
下
多
賀
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

5
1

国
1
3
5
号

熱
海

熱
海
－
0
1
3
5
－
1
5

H
L7
型

遠
隔

案
内

伊
東
市
新
井
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

5
2

国
1
3
5
号

熱
海

熱
海
－
0
1
3
5
－
1
6

H
L7
型

遠
隔

案
内

伊
東
市
川
奈
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

5
3

国
1
3
5
号

熱
海

熱
海
－
0
1
3
5
－
1
7

H
L6
型

遠
隔

案
内

熱
海
市
昭
和
町
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

5
4

国
1
3
5
号

熱
海

熱
海
－
0
1
3
5
－
1
8

H
L6
型

遠
隔

案
内

伊
東
市
八
幡
野
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

5
5

国
1
3
5
号

熱
海

B
L
型

遠
隔

規
制

熱
海
市
上
多
賀
2
地
内

情
　
　
　
　
　
報
　
　
　
　
　
板

番
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道
路

種
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路
線
名

事
務
所

摘
要
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事
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摘
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5
6

国
1
3
5
号

熱
海

H
L6
型

遠
隔

案
内

熱
海
市
泉
元
門
川
分
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

5
7

主
熱
海
函
南
線

熱
海

熱
海
－
1
0
1
1
－
0
1

B
6
型

遠
隔

案
内

熱
海
市
福
道
地
内

5
8

主
熱
海
函
南
線

熱
海

熱
海
－
1
0
1
1
－
0
2

B
L
型

遠
隔

規
制

熱
海
市
笹
尻
地
内

可
変
標
識
有

5
9

主
熱
海
函
南
線

熱
海

熱
海
－
1
0
1
1
－
0
6

H
L6
型

遠
隔

案
内

熱
海
市
熱
海
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

6
0

主
熱
海
函
南
線

熱
海

熱
海
－
1
0
1
1
－
0
7

H
L6
型

遠
隔

案
内

熱
海
市
熱
海
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

6
1

主
伊
東
西
伊
豆
線

熱
海

熱
海
－
1
0
1
2
－
0
1

F
B5
型

遠
隔

案
内

伊
東
市
岡
地
内

6
2

主
伊
東
修
善
寺
線

熱
海

熱
海
－
1
0
1
2
－
0
2

H
L7
型

遠
隔

案
内

伊
東
市
萩
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

6
3

主
伊
東
大
仁
線

熱
海

熱
海
－
1
0
1
9
－
0
1

H
L7
型

遠
隔

案
内

伊
東
市
宇
佐
美
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

6
4

一
伊
東
川
奈
八
幡
野
線

熱
海

熱
海
－
3
1
0
9
－
0
1

B
6
型

遠
隔

規
制

伊
東
市
新
井
地
内

6
5

一
伊
東
川
奈
八
幡
野
線

熱
海

熱
海
－
3
1
0
9
－
0
2

B
6
型

遠
隔

規
制

伊
東
市
川
奈
地
内

6
6

一
遠
笠
山
富
戸
線

熱
海

熱
海
－
3
1
1
1
－
0
1

B
L
型

遠
隔

規
制

伊
東
市
富
戸
地
内

可
変
標
識
無

6
7

国
1
3
6
号

沼
津

沼
津
－
0
1
3
6
－
0
1

H
L7
型

遠
隔

案
内

伊
豆
市
神
島
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

6
8

国
1
3
6
号

沼
津

沼
津
－
0
1
3
6
－
0
2

B
L
型

遠
隔

規
制

伊
豆
市
土
肥
新
田
地
内

可
変
標
識
有

6
9

国
1
3
6
号

沼
津

沼
津
－
0
1
3
6
－
0
3

B
6
型

遠
隔

規
制

伊
豆
市
船
原
新
田
地
内

7
0

国
1
3
6
号

沼
津

沼
津
－
0
1
3
6
－
0
4

B
L
型

遠
隔

案
内

伊
豆
市
土
肥
地
内

可
変
標
識
無

7
1

国
1
3
6
号

沼
津

沼
津
－
0
1
3
6
－
0
7

H
L7
型

遠
隔

案
内

函
南
町
塚
本
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

7
2

国
1
3
6
号

沼
津

沼
津
－
0
1
3
6
－
0
8

H
L7
型

遠
隔

案
内

伊
豆
市
青
羽
根
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

7
3

国
1
3
6
号

沼
津

沼
津
－
0
1
3
6
－
0
9

H
L7
型

遠
隔

案
内

伊
豆
市
青
羽
根
2

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

7
4

国
1
3
6
号

沼
津

沼
津
－
0
1
3
6
－
0
5

H
L6
型

遠
隔

案
内

伊
豆
市
八
木
沢
1
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

7
5

国
1
3
6
号

沼
津

沼
津
－
0
1
3
6
－
0
6

H
L6
型

遠
隔

案
内

伊
豆
市
八
木
沢
2
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

7
6

国
1
3
6
号

沼
津

沼
津
－
0
1
3
6
－
1
0

H
L7
型

遠
隔

案
内

三
島
市
梅
名
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

7
7

国
1
3
6
号

沼
津

H
L7
型

遠
隔

案
内

函
南
町
塚
本
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

7
8

国
1
3
8
号

沼
津

沼
津
－
0
1
3
8
－
0
3

F
B6
型

遠
隔

規
制

御
殿
場
市
深
沢
地
内

7
9

国
4
1
4
号

沼
津

沼
津
－
0
4
1
4
－
0
1

B
6
型

遠
隔

規
制

伊
豆
市
杉
本
地
内

8
0

国
4
1
4
号

沼
津

沼
津
－
0
4
1
4
－
0
2

H
L7
型

遠
隔

案
内

伊
豆
市
湯
ヶ
島
浄
連
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

8
1

国
4
1
4
号

沼
津

沼
津
－
0
4
1
4
－
0
3

B
6
型

遠
隔

案
内

伊
豆
市
月
ヶ
瀬
地
内

8
2

国
4
1
4
号

沼
津

沼
津
－
0
4
1
4
－
0
4

H
L7
型

遠
隔

案
内

沼
津
市
御
幸
町
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

8
3

国
4
1
4
号
（
旧
道
）

沼
津

沼
津
－
0
4
1
4
－
0
5

B
6
型

遠
隔

規
制

伊
豆
市
桐
山
地
内

8
4

国
4
6
9
号

沼
津

沼
津
－
0
4
6
9
－
0
1

B
6
型

遠
隔

案
内

裾
野
市
須
山
地
内

8
5

国
4
6
9
号

沼
津

沼
津
－
0
4
6
9
－
0
2

B
6
型

遠
隔

案
内

御
殿
場
市
板
妻
地
内

8
6

国
4
6
9
号

沼
津

沼
津
－
0
4
6
9
－
0
3

H
L7
型

遠
隔

案
内

裾
野
市
用
沢
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

8
7

国
4
6
9
号

沼
津

沼
津
－
0
4
6
9
－
0
4

B
6
型

遠
隔

案
内

裾
野
市
十
里
木
地
内

8
8

主
熱
海
函
南
線

沼
津

沼
津
－
1
0
1
1
－
0
1

B
6
型

遠
隔

案
内

函
南
町
平
井
地
内

8
9

主
熱
海
函
南
線

沼
津

沼
津
－
1
0
1
1
－
0
2

H
L7
型

遠
隔

案
内

函
南
町
下
平
井
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

9
0

主
熱
海
函
南
線

沼
津

沼
津
－
1
0
1
1
－
0
3

H
L7
型

遠
隔

規
制

函
南
町
下
丹
那
地
内

9
1

主
伊
東
修
善
寺
線

沼
津

沼
津
－
1
0
1
2
－
0
1

B
6
型

遠
隔

案
内

伊
豆
市
徳
永
地
内

9
2

主
伊
東
修
善
寺
線

沼
津

沼
津
－
1
0
1
2
－
0
2

B
6
型

遠
隔

案
内

伊
豆
市
冷
川
地
内

9
3

主
沼
津
土
肥
線

沼
津

沼
津
－
1
0
1
7
－
0
1

B
6
型

遠
隔

案
内

沼
津
市
西
浦
古
宇
地
内

9
4

主
沼
津
土
肥
線

沼
津

沼
津
－
1
0
1
7
－
0
2

B
L
型

遠
隔

規
制

沼
津
市
大
瀬
地
内

可
変
標
識
有

9
5

主
沼
津
土
肥
線

沼
津

沼
津
－
1
0
1
7
－
0
3

B
L
型

遠
隔

規
制

沼
津
市
戸
田
地
内

可
変
標
識
有

9
6

主
修
善
寺
戸
田
線

沼
津

沼
津
－
1
0
1
8
－
0
1

B
6
型

遠
隔

案
内

伊
豆
市
大
下
地
内

9
7

主
修
善
寺
戸
田
線

沼
津

沼
津
－
1
0
1
8
－
0
2

B
6
型

遠
隔

規
制

伊
豆
市
大
芝
山
地
内

9
8

主
修
善
寺
戸
田
線

沼
津

沼
津
－
1
0
1
8
－
0
3

B
L
型

遠
隔

案
内

沼
津
市
新
田
地
内

可
変
標
識
有

9
9

主
伊
東
大
仁
線

沼
津

沼
津
－
1
0
1
9
－
0
1

B
6
型

遠
隔

案
内

伊
豆
の
国
市
三
福
地
内

1
0
0

主
伊
東
大
仁
線

沼
津

沼
津
－
1
0
1
9
－
0
2

B
6
型

遠
隔

規
制

伊
豆
の
国
市
田
原
野
地
内

1
0
1

主
熱
海
箱
根
峠
線

沼
津

沼
津
－
1
0
2
0
－
0
1

B
L
型

遠
隔

規
制

函
南
町
国
見
嶽
地
内

可
変
標
識
有

1
0
2

主
熱
海
箱
根
峠
線

沼
津

沼
津
－
1
0
2
0
－
0
2

B
L
型

遠
隔

案
内

函
南
町
鞍
嶽
地
内

可
変
標
識
有

1
0
3

主
御
殿
場
富
士
公
園
線

沼
津

沼
津
－
1
0
2
3
－
0
1

B
6
型

遠
隔

案
内

御
殿
場
市
川
島
田
地
内

1
0
4

主
御
殿
場
富
士
公
園
線

沼
津

沼
津
－
1
0
2
3
－
0
2

B
6
型

遠
隔

案
内

御
殿
場
市
中
畑
地
内

1
0
5

主
御
殿
場
富
士
公
園
線

沼
津

沼
津
－
1
0
2
3
－
0
3

H
L7
型

遠
隔

案
内

御
殿
場
市
ぐ
み
沢
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

1
0
6

主
御
殿
場
富
士
公
園
線

沼
津

沼
津
－
1
0
2
3
－
0
4

B
L
型

遠
隔

規
制

御
殿
場
市
滝
ヶ
原
地
内

可
変
標
識
有

1
0
7

主
富
士
裾
野
線

沼
津

沼
津
－
1
0
2
4
－
0
1

B
6
型

遠
隔

案
内

裾
野
市
千
福
地
内

1
0
8

主
伊
東
西
伊
豆
線

沼
津

沼
津
－
1
0
5
9
－
0
1

B
6
型

遠
隔

案
内

伊
豆
市
西
平
地
内

1
0
9

主
伊
東
西
伊
豆
線

沼
津

沼
津
－
1
0
5
9
－
0
2

B
6
型

遠
隔

案
内

伊
豆
市
持
越
地
内

1
1
0

主
伊
東
西
伊
豆
線

沼
津

沼
津
－
1
0
5
9
－
0
3

B
6
型

遠
隔

案
内

伊
豆
市
宮
上
地
内

（
２

）
静

岡
県

関
係

（
県

道
路

保
全

課
）
　

R
3
.4

.1

管
　
理
　
番
　
号

形
式

遠
隔

案
内
・
規
制

表
　
示
　
位
　
置

情
　
　
　
　
　
報
　
　
　
　
　
板

番
号

道
路

種
別

路
線
名

事
務
所

摘
要

1
1
1

主
熱
海
大
仁
線

沼
津

沼
津
－
1
0
8
0
－
0
1

B
6
型

遠
隔

案
内

伊
豆
の
国
市
浮
橋
地
内

1
1
2

主
大
岡
元
長
窪
線

沼
津

沼
津
－
1
0
8
7
－
0
1

H
L7
型

遠
隔

案
内

長
泉
町
本
宿
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

1
1
3

一
遠
笠
山
富
戸
線

沼
津

沼
津
－
3
1
1
1
－
0
1

B
6
型

遠
隔

規
制

伊
豆
市
大
幡
野
地
内

1
1
4

一
遠
笠
山
富
戸
線

沼
津

沼
津
－
3
1
1
1
－
0
2

B
6
型

遠
隔

規
制

伊
豆
市
遠
笠
山
地
内

1
1
5

一
船
原
西
浦
高
原
線

沼
津

沼
津
－
3
1
2
7
－
0
1

B
6
型

遠
隔

規
制

伊
豆
市
上
船
原
地
内

1
1
6

一
韮
山
伊
豆
長
岡
修
善
寺
線

沼
津

沼
津
－
3
1
2
9
－
0
1

B
6
型

遠
隔

規
制

伊
豆
の
国
市
神
島
1
地
内

1
1
7

一
韮
山
伊
豆
長
岡
修
善
寺
線

沼
津

沼
津
－
3
1
2
9
－
0
2

B
6
型

遠
隔

規
制

伊
豆
の
国
市
神
島
2
地
内

1
1
8

一
山
中
湖
小
山
線

沼
津

沼
津
－
3
1
4
7
－
0
1

B
6
型

遠
隔

案
内

小
山
町
上
野
地
内

1
1
9

一
富
士
公
園
太
郎
坊
線

沼
津

沼
津
－
3
1
5
2
－
0
1

H
L7
型

遠
隔

案
内

裾
野
市
水
ヶ
塚
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

1
2
0

一
仙
石
原
新
田
線

沼
津

沼
津
－
3
3
3
7
－
0
1

B
6
型

遠
隔

案
内

裾
野
市
深
良
地
内

1
2
1

一
足
柄
峠
線

沼
津

沼
津
－
3
3
6
5
－
0
1

B
6
型

遠
隔

案
内

小
山
町
竹
之
下
地
内

1
2
2

一
沼
津
小
山
線

沼
津

沼
津
－
3
3
9
4
－
0
1

H
L7
型

遠
隔

案
内

長
泉
町
下
土
狩
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

1
2
3

一
御
殿
場
箱
根
線

沼
津

沼
津
－
3
4
0
1
－
0
1

B
6
型

遠
隔

規
制

御
殿
場
市
深
沢
地
内

1
2
4

一
御
殿
場
箱
根
線

沼
津

沼
津
－
3
4
0
1
－
0
2

B
L
型

遠
隔

規
制

御
殿
場
市
長
尾
峠
地
内

可
変
標
識
有

1
2
5

一
御
殿
場
箱
根
線

沼
津

沼
津
－
3
4
0
1
－
0
3

H
L7
型

遠
隔

案
内

御
殿
場
市
東
田
中
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

1
2
6

一
西
天
城
高
原
線

沼
津

沼
津
－
3
4
1
1
－
0
3

B
6
型

遠
隔

規
制

伊
豆
市
上
船
原
地
内

1
2
7

一
西
天
城
高
原
線

沼
津

沼
津
－
3
4
1
1
－
0
1

B
6
型

遠
隔

案
内

伊
豆
市
風
早
峠
地
内

1
2
8

一
西
天
城
高
原
線

沼
津

沼
津
－
3
4
1
1
－
0
2

B
6
型

遠
隔

規
制

伊
豆
市
上
船
原
地
内

1
2
9

主
伊
東
修
善
寺
線

沼
津

沼
津
－
1
0
1
2
－
0
3

B
L
型

遠
隔

案
内

伊
豆
市
風
徳
永
地
内

1
3
0

国
4
6
9
号

富
士

富
士
－
0
4
6
9
－
0
1

B
6
型

遠
隔

案
内

富
士
市
十
里
木
地
内

1
3
1

国
4
6
9
号

富
士

富
士
－
0
4
6
9
－
0
2

H
L7
型

遠
隔

案
内

富
士
市
勢
子
辻
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

1
3
2

国
4
6
9
号

富
士

富
士
－
0
4
6
9
－
0
3

B
L
型

遠
隔

案
内

富
士
市
勢
子
辻
地
内

可
変
標
識
有

1
3
3

国
4
6
9
号

富
士

富
士
－
0
4
6
9
－
0
4

B
L
型

遠
隔

案
内

富
士
市
木
和
田
窪
地
内

可
変
標
識
有

1
3
4

国
4
6
9
号

富
士

富
士
－
0
4
6
9
－
0
5

B
6
型

遠
隔

規
制

富
士
宮
市
下
柚
野
地
内

1
3
5

国
4
6
9
号

富
士

富
士
－
0
4
6
9
－
0
6

B
6
型

遠
隔

規
制

富
士
宮
市
上
稲
子
地
内

1
3
6

国
4
6
9
号

富
士

富
士
－
0
4
6
9
－
0
7

B
6
型

遠
隔

規
制

富
士
宮
市
下
稲
子
(
砂
熊
)
地
内

1
3
7

主
富
士
川
身
延
線

富
士

富
士
－
1
0
1
0
－
0
1

B
L
型

遠
隔

規
制

富
士
宮
市
尾
崎
地
内

可
変
標
識
有

1
3
8

主
富
士
裾
野
線

富
士

富
士
－
1
0
2
4
－
0
1

B
L
型

遠
隔

案
内

富
士
市
坂
下
地
内

可
変
標
識
有

1
3
9

主
富
士
裾
野
線

富
士

富
士
－
1
0
2
4
－
0
2

H
L7
型

遠
隔

案
内

富
士
市
今
宮
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

1
4
0

主
富
士
宮
鳴
沢
線

富
士

富
士
－
1
0
7
1
－
0
1

B
6
型

遠
隔

案
内

富
士
宮
市
人
穴
地
内

1
4
1

主
富
士
宮
鳴
沢
線

富
士

富
士
－
1
0
7
1
－
0
2

H
L6
型

遠
隔

案
内

富
士
宮
市
人
穴
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

1
4
2

主
富
士
宮
鳴
沢
線

富
士

富
士
－
1
0
7
1
－
0
3

H
L7
型

遠
隔

案
内

富
士
宮
市
根
原
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

1
4
3

一
富
士
公
園
太
郎
坊
線

富
士

富
士
－
3
1
5
2
－
0
1

B
6
型

遠
隔

規
制

富
士
市
大
渕
地
内

1
4
4

一
富
士
宮
富
士
公
園
線

富
士

富
士
－
3
1
8
0
－
0
1

B
L
型

遠
隔

案
内

富
士
宮
市
中
原
町
地
内

1
4
5

一
富
士
宮
富
士
公
園
線

富
士

富
士
－
3
1
8
0
－
0
2

B
6
型

遠
隔

案
内

富
士
宮
市
篠
坂
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

1
4
6

一
富
士
宮
富
士
公
園
線

富
士

富
士
－
3
1
8
0
－
0
4

H
L7
型

遠
隔

案
内

富
士
宮
市
粟
倉
1
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

1
4
7

一
富
士
宮
富
士
公
園
線

富
士

富
士
－
3
1
8
0
－
0
5

H
L7
型

遠
隔

案
内

富
士
宮
市
粟
倉
2
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

1
4
8

一
塩
出
尾
崎
線

富
士

富
士
－
3
1
9
0
－
0
1

B
L
型

遠
隔

案
内

富
士
宮
市
塩
出
地
内

1
4
9

一
上
稲
子
長
貫
線

富
士

富
士
－
3
3
9
8
－
0
1

B
L
型

遠
隔

規
制

富
士
宮
市
下
稲
子
地
内

可
変
標
識
有

1
5
0

一
上
稲
子
長
貫
線

富
士

富
士
－
3
3
9
8
－
0
2

B
6
型

遠
隔

規
制

富
士
宮
市
長
貫
地
内

1
5
1

国
1
5
0
号

島
田

御
前
崎
－
0
1
5
0
－
0
1

B
6
型

遠
隔

案
内

吉
田
町
大
幡
地
内

1
5
2

国
1
5
0
号

島
田

御
前
崎
－
0
1
5
0
－
0
3

B
6
型

遠
隔

規
制

牧
之
原
市
須
々
木
地
内

1
5
3

国
1
5
0
号

島
田

御
前
崎
－
0
1
5
0
－
0
4

B
L
型

遠
隔

案
内

御
前
崎
市
地
頭
方
地
内

可
変
標
識
無

1
5
4

国
1
5
0
号

島
田

御
前
崎
－
0
1
5
0
－
0
2

A型
遠
隔

案
内

吉
田
町
住
吉
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

1
5
5

国
3
6
2
号

島
田

島
田
－
0
3
6
2
－
0
1

B
6
型

遠
隔

案
内

川
根
本
町
瀬
沢
地
内

1
5
6

国
3
6
2
号

島
田

島
田
－
0
3
6
2
－
0
2

B
6
型

遠
隔

案
内

川
根
本
町
水
川
地
内

1
5
7

国
3
6
2
号

島
田

島
田
－
0
3
6
2
－
0
3

B
L
型

遠
隔

案
内

川
根
本
町
小
井
平
地
内

可
変
標
識
有

1
5
8

国
3
6
2
号

島
田

島
田
－
0
3
6
2
－
0
4

H
L7
型

遠
隔

案
内

川
根
本
町
田
代
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

1
5
9

国
3
6
2
号

島
田

島
田
－
0
3
6
2
－
0
5

B
L
型

遠
隔

案
内

川
根
本
町
田
代
地
内

可
変
標
識
無

1
6
0

国
3
6
2
号

島
田

島
田
－
0
3
6
2
－
0
6

B
6
型

遠
隔

規
制

川
根
本
町
小
長
井
（
新
道
）
B
P
地
内

1
6
1

国
3
6
2
号

島
田

島
田
－
0
3
6
2
－
0
7

B
6
型

遠
隔

規
制

川
根
本
町
崎
平
地
内

1
6
2

国
4
7
3
号

島
田

島
田
－
0
4
7
3
－
0
1

B
6
型

遠
隔

案
内

島
田
市
川
根
町
家
山
地
内

1
6
3

国
4
7
3
号

島
田

島
田
－
0
4
7
3
－
0
2

B
L
型

遠
隔

規
制

島
田
市
福
用
地
内

可
変
標
識
有

1
6
4

国
4
7
3
号

島
田

島
田
－
0
4
7
3
－
0
3

B
L
型

遠
隔

規
制

島
田
市
居
林
地
内

可
変
標
識
有

1
6
5

国
4
7
3
号

島
田

島
田
－
0
4
7
3
－
0
4

A型
遠
隔

案
内

島
田
市
金
谷
横
岡
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ
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（
２

）
静

岡
県

関
係

（
県

道
路

保
全

課
）
　

R
3
.4

.1

管
　
理
　
番
　
号

形
式

遠
隔

案
内
・
規
制

表
　
示
　
位
　
置

情
　
　
　
　
　
報
　
　
　
　
　
板

番
号

道
路

種
別

路
線
名

事
務
所

摘
要

1
6
6

国
4
7
3
号

島
田

島
田
－
0
4
7
3
－
0
5

B
L
型

遠
隔

案
内

島
田
市
島
地
内

可
変
標
識
有

1
6
7

主
藤
枝
黒
俣
線

島
田

藤
枝
－
1
0
3
2
－
0
1

B
L
型

遠
隔

規
制

藤
枝
市
市
之
瀬
地
内

可
変
標
識
有

1
6
8

主
藤
枝
黒
俣
線

島
田

藤
枝
－
1
0
3
2
－
0
2

B
6
型

遠
隔

規
制

藤
枝
市
蔵
田
地
内

1
6
9

主
藤
枝
黒
俣
線

島
田

藤
枝
－
1
0
3
2
－
0
4

B
L
型

遠
隔

規
制

藤
枝
市
舟
ヶ
久
保
地
内

可
変
標
識
無

1
7
0

主
藤
枝
天
竜
線

島
田

島
田
－
1
0
6
3
－
0
1

B
6
型

遠
隔

案
内

島
田
市
川
根
町
石
上
地
内

1
7
1

主
藤
枝
天
竜
線

島
田

島
田
－
1
0
6
3
－
0
2

B
6
型

遠
隔

案
内

島
田
市
川
根
町
越
地
地
内

1
7
2

主
藤
枝
天
竜
線

島
田

島
田
－
1
0
6
3
－
0
3

B
6
型

遠
隔

案
内

島
田
市
川
根
町
笹
間
渡
地
内

1
7
3

主
島
田
川
根
線

島
田

島
田
－
1
0
6
4
－
0
1

B
6
型

遠
隔

案
内

島
田
市
伊
大
（
赤
松
用
水
側
）
地
内

1
7
4

主
島
田
川
根
線

島
田

島
田
－
1
0
6
4
－
0
2

B
L
型

遠
隔

規
制

島
田
市
神
座
地
内

可
変
標
識
有

1
7
5

主
島
田
川
根
線

島
田

島
田
－
1
0
6
4
－
0
3

B
L
型

遠
隔

規
制

島
田
市
川
口
地
内

可
変
標
識
有

1
7
6

主
島
田
川
根
線

島
田

島
田
－
1
0
6
4
－
0
5

B
L
型

遠
隔

案
内

島
田

市
川

根
町

堀
之
内

（
身

成
交

差
点

）
地

内
可
変
標
識
有

1
7
7

主
島
田
川
根
線

島
田

島
田
－
1
0
6
4
－
0
6

H
L7
型

遠
隔

案
内

島
田
市
相
賀
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

1
7
8

主
川
根
寸
又
峡
線

島
田

島
田
－
1
0
7
7
－
0
1

B
L
型

遠
隔

規
制

川
根
本
町
奥
泉
地
内

可
変
標
識
有

1
7
9

主
川
根
寸
又
峡
線

島
田

島
田
－
1
0
7
7
－
0
2

B
L
型

遠
隔

規
制

川
根

本
町

大
間

（
寸
又

峡
温

泉
入

口
）

地
内

可
変
標
識
有

1
8
0

主
川
根
寸
又
峡
線

島
田

島
田
－
1
0
7
7
－
0
3

B
6
型

遠
隔

案
内

川
根
本
町
千
頭
地
内

1
8
1

主
焼
津
森
線

島
田

島
田
－
1
0
8
1
－
0
1

B
6
型

遠
隔

案
内

島
田
市
渡
地
内

1
8
2

一
蔵
田
島
田
線

島
田

島
田
－
3
2
2
0
－
0
1

B
6
型

遠
隔

案
内

島
田
市
二
俣
地
内

1
8
3

一
蔵
田
島
田
線

島
田

島
田
－
3
2
2
0
－
0
3

B
L
型

遠
隔

案
内

島
田
市
川
口
地
内

1
8
4

一
島
田
金
谷
線

島
田

島
田
－
3
3
8
1
－
0
1

B
6
型

遠
隔

規
制

島
田
市
新
町
地
内

1
8
5

一
島
田
金
谷
線

島
田

島
田
－
3
3
8
1
－
0
2

B
L
型

遠
隔

規
制

島
田
市
佐
夜
鹿
地
内

可
変
標
識
有

1
8
6

一
接
岨
峡
線

島
田

島
田
－
3
3
8
8
－
0
1

B
6
型

遠
隔

案
内

川
根
本
町

奥
泉
（

長
島

ダ
ム
入

口
）
地
内

1
8
7

一
接
岨
峡
線

島
田

島
田
－
3
3
8
8
－
0
2

B
6
型

遠
隔

案
内

川
根
本
町
梅
地
地
内

1
8
8

一
静
岡
焼
津
線

島
田

島
田
－
3
4
1
6
－
0
1

B
6
型

遠
隔

案
内

焼
津
市
浜
当
目
地
内

1
8
9

一
静
岡
焼
津
線

島
田

島
田
－
3
4
1
6
－
0
2

B
6
型

遠
隔

案
内

焼
津
市
焼
津
地
内

1
9
0

国
1
5
0
号

島
田

島
田
－
3
4
1
6
－
0
3

F
B6
型

遠
隔

案
内

焼
津
市
中
港
2
地
内

1
9
1

国
1
5
0
号

島
田

島
田
－
3
4
1
6
－
0
4

F
B6
型

遠
隔

案
内

焼
津
市
中
港
1
地
内

1
9
2

一
静
岡
焼
津
線

島
田

島
田
－
3
4
1
6
－
0
5

F
B6
型

遠
隔

規
制

焼
津
市
浜
当
目
T
N
地
内

1
9
3

臨
港
道
路
1号

線
島
田

御
前
崎
－
0
1

B
6
型

遠
隔

規
制

牧
之
原
市
地
頭
方
地
内

1
9
4

国
1
5
0
号

袋
井

袋
井
－
0
1
5
0
－
0
1

H
L6
型

遠
隔

案
内

掛
川
市
池
新
田
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

1
9
5

国
1
5
0
号

袋
井

袋
井
－
0
1
5
0
－
0
2

H
L7
型

遠
隔

案
内

掛
川
市
池
新
田
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

1
9
6

国
1
5
0
号

袋
井

袋
井
－
0
1
5
0
－
0
3

H
L7
型

遠
隔

案
内

掛
川
市
西
大
渕

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

1
9
7

国
1
5
0
号

袋
井

袋
井
－
0
1
5
0
－
0
4

H
L7
型

遠
隔

案
内

袋
井
市
湊

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

1
9
8

国
1
5
0
号

袋
井

袋
井
－
0
1
5
0
－
0
5

B
L
型

遠
隔

案
内

御
前
崎
市
洗
井
地
内

可
変
標
識
無

1
9
9

主
掛
川
川
根
線

袋
井

袋
井
－
1
0
3
9
－
0
1

B
6
型

遠
隔

規
制

掛
川
市
滝
の
谷
地
内

2
0
0

主
掛
川
川
根
線

袋
井

袋
井
－
1
0
3
9
－
0
2

B
L
型

遠
隔

規
制

掛
川
市
丹
間
地
内

可
変
標
識
有

2
0
1

主
掛
川
川
根
線

袋
井

袋
井
－
1
0
3
9
－
0
3

B
L
型

遠
隔

規
制

掛
川
市
居
尻
地
内

可
変
標
識
有

2
0
2

主
掛
川
川
根
線

袋
井

B
L
型

遠
隔

規
制

掛
川
市
上
西
郷

2
0
3

主
袋
井
春
野
線

袋
井

袋
井
－
1
0
5
8
－
0
1

B
6
型

遠
隔

案
内

森
町
黒
石
地
内

2
0
4

主
袋
井
春
野
線

袋
井

袋
井
－
1
0
5
8
－
0
2

B
L
型

遠
隔

規
制

森
町
一
の
瀬
地
内

可
変
標
識
有

2
0
5

主
藤
枝
天
竜
線

袋
井

袋
井
－
1
0
6
3
－
0
1

B
6
型

遠
隔

案
内

森
町
三
倉
地
内

2
0
6

主
藤
枝
天
竜
線

袋
井

袋
井
－
1
0
6
3
－
0
2

B
6
型

遠
隔

案
内

森
町
三
倉
一
ノ
瀬
地
内

2
0
7

一
大
河
内
森
線

袋
井

袋
井
－
3
3
9
3
－
0
3

B
6
型

遠
隔

案
内

森
町
大
鳥
居
地
内

2
0
8

一
大
河
内
森
線

袋
井

袋
井
－
3
3
9
9
－
0
1

B
6
型

遠
隔

規
制

森
町
大
河
内
地
内

2
0
9

一
大
河
内
森
線

袋
井

袋
井
－
3
3
9
9
－
0
2

B
6
型

遠
隔

規
制

森
町
亀
久
保
地
内

2
1
0

一
大
東
相
良
線

袋
井

袋
井
－
3
3
7
2
－
0
1

B
6
型

遠
隔

案
内

御
前
崎
市
佐
倉
地
内

2
1
1

一
佐
倉
御
前
崎
港
線

袋
井

袋
井
－
3
3
5
7
－
0
1

B
L
型

遠
隔

案
内

御
前
崎
市
洗
井
地
内

可
変
標
識
有

2
1
2

一
佐
倉
御
前
崎
港
線

袋
井

袋
井
－
3
3
5
7
－
0
2

B
6
型

遠
隔

規
制

御
前
崎
市
下
岬
地
内

2
1
3

一
御
前
崎
堀
野
新
田
線

袋
井

袋
井
－
3
2
4
0
－
0
1

B
6
型

遠
隔

規
制

御
前
崎
市
中
原
地
内

2
1
4

一
御
前
崎
堀
野
新
田
線

袋
井

袋
井
－
3
2
4
0
－
0
2

B
6
型

遠
隔

案
内

御
前
崎
市
上
岬
地
内

2
1
5

国
3
0
1
号

浜
松

H
L7
型

遠
隔

案
内

湖
西
市
知
波
田
地
内

ﾌ
ﾘ
ｰ
ﾊ
ﾟ
ﾀ
ｰ
ﾝ

2
1
6

主
豊
橋
大
知
波
線

浜
松

B
L
型

遠
隔

規
制

湖
西
市
大
知
波
地
内

可
変
標
識
有
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【資料編Ⅱ】

(県危機対策課)
 

広域物資輸送拠点
住所

電話番号
輸送先市町

敷地面積
(平方ｍ）

上屋の床面積
(平方ｍ）

駐車スペース
(平方ｍ）

代替拠点（候補）
住所

電話番号
敷地面積
(平方ｍ）

上屋の床面積
(平方ｍ）

駐車スペース
(平方ｍ）

・西濃運輸㈱沼津TT 沼津市東椎路東荒385 17,376 50 1,050

・代替候補リスト（中部運輸局）の中から調整

・西濃運輸㈱沼津ＴＴ 沼津市東椎路東荒385 17,376 50 1,050 

・代替候補リスト（中部運輸局）の中から調整

・キラメッセぬまづ 沼津市大手町１-１-4

・「国」岳南富士地方卸売市場 富士市田島100 26,000 2,500 6,800

・代替候補リスト（中部運輸局）の中から調整

・「国」静岡県草薙総合運動場 静岡市駿河区栗原19-1 23,800 2,500 4,000 

・｢静岡市」静岡市物流団地 静岡市駿河区宇津ノ谷942 29,844 1,375 150 

・代替候補リスト（中部運輸局）の中から調整

・「国」藤枝中央青果市場 藤枝市青木2丁目8-15 2,296 1,856 250

・代替候補リスト（中部運輸局）の中から調整

・「国」遠州中央農協園芸流通センター 磐田市加茂628-1 36,446 990 4,420 

・「国」遠州中央農協茶ピア 袋井市岡崎7157-1 100,654 2,024 7,820 

・「国」遠州中央農協袋井営農センター 袋井市山梨760-1 25,504 1,295 1,800 

・「国」遠州中央農協物流センター 磐田市東原584 8,482 1,350 1,200 

・「国」遠州中央農協福田支店 磐田市南島529 14,000 380 6,000 

・代替候補リスト（中部運輸局）の中から調整

・「国」浜北総合体育館 浜松市浜北平口504 123,564 2,009 30,519

・静岡県浜松内陸コンテナ基地 浜松市東区流通元町5-1 32,921 11,133 11,880 

・名鉄運輸㈱浜松ハブターミナル 浜松市西区湖東町3518-1 18,236 6,370 10,000 

・西濃運輸㈱浜松TT 浜松市東区松小池町203 15,073 4,938 270 

全県
（全県の広域物資輸送拠
点の代替拠点）※

・「国」静岡空港（大規模な広域防災拠点）※ 牧之原市坂口3396-4 1,900,000 3,650 7,000

10-2-1　広域物資輸送拠点及び代替拠点(候補）

国の具体計画　別表５－１（１）広域物資輸送拠点から引用 凡例　　「国」：　国の具体計画　別表５－１（2）広域物資輸送拠点（代替拠点）から引用

※ 国内外から航空機により静岡空港に搬入された支援物資を受け入れ、荷捌きを行い、地上輸送等により県内の広域物資輸送拠点等に搬出するための拠点であり、他の代替拠点（候補）とは性質が異なる。

賀茂 河津建設（株）資材倉庫
下田市箕作495
0558-28-0294

下田市、東伊豆町、
河津町、南伊豆町、
松崎町、西伊豆町

2,750 1,080 1,670

キラメッセぬまづ 沼津市大手町1-1-4 沼津市 13,864 3,875 2,000

愛鷹広域公園 沼津市足高202

熱海市、三島市、
伊東市、御殿場市、
裾野市、伊豆市、
伊豆の国市、函南
町、
清水町、長泉町、
小山町

194,000

840
（上屋がない
ため、テン
トを設置）

5,667

富士市産業交流展示場
（ふじさんめっせ）

富士市柳嶋189-8 富士市、富士宮市 39,859 3,840 1,000

中部

ツインメッセ静岡
静岡市駿河区曲金3
丁目1-10

静岡市 31,041 10,000 250

JA大井川集出荷場 藤枝市緑の丘2-1
島田市、焼津市、
藤枝市、牧之原市、
吉田町、川根本町

8,828 8,453 2,110

小笠山総合運動公園
（エコパ）

袋井市愛野2300-1
磐田市、掛川市、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
袋井市、御前崎市、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
菊川市、森町

2,697,000 3,500 125,000

浜松市総合産業展示館
浜松市東区流通元町
20-2

浜松市、湖西市 18,536 1,920 4,000

東部

西部

[資料編Ⅱ]

10-2-2　ヘリベース等の開設状況
(自衛隊) R3.4.1

配置される
応援部隊等

航空搬送
拠点

航空機用救
助

活動拠点

航空輸送
拠点

緊急消防援助隊
ドクターヘリ

（陸自航空部隊）
（警察災害派遣隊）

○ ○ ○

陸自第11飛行隊 ○ ○ ○

陸自第１飛行隊

陸自第12ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ隊 ○

陸自東部方面航空隊
陸自霞ヶ浦校

陸自富士飛行班
陸自第12ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ隊

空自
陸自東部方面航空隊
陸自第12ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ隊
陸自第９飛行隊

○ ○ ○

空自
警察災害派遣隊

拠点名
配置される部隊の

主な活動地域
施設管理者

（施設設置者）

静岡空港 全県 県

愛鷹広域公園 東部・賀茂方面本部管内
指定管理者

（県）

藤枝総合運動公園 中部方面本部管内
指定管理者
（藤枝市）

小笠山運動公園 西部方面本部管内
指定管理者

（県）

陸上自衛隊
滝ヶ原飛行場

全県 防衛省

航空自衛隊浜松基地 西部方面本部管内 防衛省

航空自衛隊静浜基地 全県 防衛省
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ｋ
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西
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２
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２
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裾

野
線

0
.6

 
3
72

大
東

相
良

線
1
.1

 

24
富

士
裾

野
線

1
.4

 
3
80

富
士

清
水

線
17

.3
 

27
井

川
湖

御
幸

線
7
.8

 
3
81

島
田

岡
部

線
11

.0
 

30
焼

津
藤

枝
線

0
.4

 
3
84

高
松

日
出

線
2
.4

 

32
藤

枝
黒

俣
線

0
.2

 
3
94

沼
津

小
山

線
11

.3
 

33
藤

枝
大

井
川

線
5
.7

 
3
96

富
士

由
比

線
16

.1
 

34
島

田
吉

田
線

1
.6

 
4
13

磐
田

袋
井

線
8
.5

 

40
掛

川
天

竜
線

1
4
.0

 
4
14

富
士

富
士

宮
線

5
.5

 

41
袋

井
大

須
賀

線
6
.1

 
4
15

日
坂

沢
田

線
9
.2

 

44
磐

田
天

竜
線

8
.4

 
4
16

静
岡

焼
津

線
3
.1

 

45
天

竜
浜

松
線

0
.1

 
一

般
県

道
 計

1
41

.1
 

49
細

江
舞

阪
線

2
.1

 
一

般
自

動
車

道
伊

豆
ス

カ
イ

ラ
イ

ン
31

.4
 

56
磐

田
停

車
場

線
0
.8

 
静

岡
市

道
丸

子
新

田
広

野
三

丁
目

線
2
.8

 

58
袋

井
春

野
線

2
1
.7

 
〃

谷
津
小
瀬

戸
線

0
.5

 

61
浜

北
袋

井
線

0
.8

 
〃

小
瀬
戸
飯

間
線

1
.6

 

62
浜

松
雄

踏
線

1
.7

 
〃

飯
間
本
線

0
.9

 

63
藤

枝
天

竜
線

5
.7

 
〃

中
野
小
鹿

線
4
.2

 

65
浜

松
環

状
線

4
.0

 
〃

東
町
豊
田

線
1
.8

 

69
相

良
大

須
賀

線
2
.2

 
〃

流
通
セ
ン

タ
ー

中
央
線

0
.1

 

74
山

脇
大

谷
線

2
.4

 
〃

南
沼
上
上

土
線

1
.4

 

75
清

水
富

士
宮

線
7
.4

 
浜

松
市

道
中

野
町

三
方

原
線

3
.1

 

77
川

根
寸

又
峡

線
7
.1

 
〃

萩
湖

東
線

4
.0

 

81
焼

津
森

線
2
.3

 
磐

田
市

道
豊

岡
駒

場
幹

線
1
.2

 

87
大

岡
元

長
窪

線
2
.5

 
伊

豆
の

国
市

道
韮

２
－

１
１

号
線

1
.0

 

主
要

地
方

道
 計

※
１

1
8
8
.8

 
湖

西
市

道
境

川
線

0
.3

 

※
１

　
端

数
調

整
有

〃
下

モ
畑

３
号

線
0
.4

 

〃
宿

北
笠

子
17

号
線

0
.3

 

〃
河

原
川

尻
線

0
.5

 

そ
の

他
の

道
路

 計
55

.5
 

第
２

次
緊

急
輸

送
路

　
路

線
別

内
訳

一
般

国
道

（指
定

区
間

内
）
 計

総
延

長
3
0
4
.4

 
ｋ
ｍ

道
路

N
o

路
線

名
道

路
N

o
路

線
名

4
1
4

国
道

４
１

４
号

下
田

市
道

敷
根

１
号

線

4
6
9

国
道

４
６

９
号

沼
津

市
道

市
道

0
2
2
8
-
0
1
号

線

4
7
3

国
道

４
７

３
号

静
岡

市
道

丸
子

池
田

線

〃
東

静
岡

南
北

線

9
天

竜
東

栄
線

〃
宮

前
大

谷
線

1
0

富
士

川
身

延
線

島
田

市
道

市
道

横
井

御
仮

屋
線

1
7

沼
津

土
肥

線
御

前
崎

市
道

市
道

池
新

田
西

部
線

(2
45

号
線

)

1
9

伊
東

大
仁

線
〃

市
道

七
ツ

山
東

町
線

（2
08

号
線

）

2
4

富
士

裾
野

線
〃

市
道

東
町

海
岸

線
（2

1
4号

線
）

2
7

井
川

湖
御

幸
線

〃
市

道
中

町
東

町
線

（2
1
2号

線
）

2
9

梅
ヶ

島
温

泉
昭

和
線

菊
川

市
道

市
道

西
通

り
線

4
8

舘
山

寺
鹿

谷
線

〃
市

道
西

通
り

２
号

線

4
9

細
江

舞
阪

線
掛

川
市

道
市

道
千

羽
満

水
線

5
9

伊
東

西
伊

豆
線

〃
市

道
満

水
逆

川
線

6
0

南
ア

ル
プ

ス
公

園
線

6
2

浜
松

雄
踏

線
※

１
　

端
数

調
整

有

6
4

島
田

川
根

線

7
5

清
水

富
士

宮
線

1
0
2

十
国

峠
伊

豆
山

線

1
1
1

遠
笠

山
富

戸
線

1
1
9

下
田

南
伊

豆
線

1
2
1

南
伊

豆
松

崎
線

1
2
7

船
原

西
浦

高
原

線

1
3
9

原
木

沼
津

線

1
4
4

下
土

狩
徳

倉
沼

津
港

線

1
8
9

三
ツ

峰
落

合
線

2
0
8

藤
枝

静
岡

線

2
1
6

堀
之

内
青

島
線

2
3
5

菊
川

榛
原

線

2
3
9

相
良

浜
岡

線

2
7
0

方
の

橋
薗

ヶ
谷

線

2
9
7

両
島

二
俣

線

3
2
3

舘
山

寺
弁

天
島

線

3
5
1

池
東

松
原

線

3
5
4

静
岡

環
状

線

3
6
4

湖
東

和
合

線

3
7
2

大
東

相
良

線

3
8
1

島
田

岡
部

線

4
0
2

小
笠

山
総

合
運

動
公

園
線

4
0
3

磐
田

掛
川

線

4
0
7

静
岡

草
薙

清
水

線

4
1
0

仁
科

峠
宇

久
須

線

4
1
1

西
天

城
高

原
線

第
３

次
緊

急
輸

送
路

　
路

線
別

内
訳

延
長

（
km

）
延

長
（
km

）

1
0
.3

 
2
.0

 

6
.8

 
1
.4

0
.3

 
3
.7

一
般

国
道

（
指

定
区

間
外

）
 計

1
7
.4

 
0
.5

1
6
.3

 
0
.6

0
.4

 
0
.5

1
0
.3

 
2
.0

1
8
.0

 
1
.0

9
.7

 
0
.5

1
1
.3

 
0
.5

2
1
.2

 
0
.3

5
.7

 
0
.4

2
.5

 
0
.3

2
.3

 
1
.3

2
7
.6

 
そ

の
他

道
路

　
計

1
5
.0

 

7
.3

 

1
8
.2

 

7
.2

 

主
要

地
方

道
　

計
※

１
1
5
8
.1

 

8
.5

 

3
.8

 

8
.9

 

1
.9

 

8
.0

 

1
.1

 

3
.6

 

1
9
.3

 

1
.7

 

2
.5

 

9
.3

 

5
.3

 

0
.2

 

3
.1

 

1
.0

 

4
.9

 

0
.4

 

0
.9

 

0
.5

 

0
.7

 

1
.3

 

4
.9

 

0
.5

 

1
1
.3

 

1
0
.2

 

一
般

県
道

　
計

※
１

1
1
3
.9
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[資
料

の
巻

Ⅱ
]



21

１

２

３18
４19

20

５

６22

23

７

８

24

９
10

11
12

13
14

15
16

27
26

25

17

番
号

路
線

名
交

通
規

制
場

所

１
７

新
東

名
高

速
道

路

御
殿

場
イ

ン
タ

ー

１
８

長
泉

沼
津

イ
ン

タ
ー

１
９

新
富

士
イ

ン
タ

ー

２
０

新
清

水
イ

ン
タ

ー

２
１

清
水

い
は

ら
イ

ン
タ

ー

２
２

新
静

岡
イ

ン
タ

ー

２
３

藤
枝

岡
部

イ
ン

タ
ー

２
４

島
田

金
谷

イ
ン

タ
ー

２
５

森
掛

川
イ

ン
タ

ー

２
６

浜
松

浜
北

イ
ン

タ
ー

２
７

浜
松

い
な

さ
イ

ン
タ

ー

２
８

浜
松

い
な

さ
北

イ
ン

タ
ー

番
号

路
線

名
交

通
規

制
場

所

１

東
名

高
速

道
路

御
殿

場
イ

ン
タ

ー

２
裾

野
イ

ン
タ

ー

３
沼

津
イ

ン
タ

ー

４
富

士
イ

ン
タ

ー

５
清

水
イ

ン
タ

ー

６
静

岡
イ

ン
タ

ー

７
焼

津
イ

ン
タ

ー

８
吉

田
イ

ン
タ

ー

９
相

良
牧

之
原

イ
ン

タ
ー

１
０

菊
川

イ
ン

タ
ー

１
１

掛
川

イ
ン

タ
ー

１
２

袋
井

イ
ン

タ
ー

１
３

磐
田

イ
ン

タ
ー

１
４

浜
松

イ
ン

タ
ー

１
５

浜
松

西
イ

ン
タ

ー

１
６

三
ケ

日
イ

ン
タ

ー

10
-
3-

4
　

東
名

高
速

道
路

及
び

新
東

名
高

速
道

路
流

入
制

限
の

た
め

の
配

置
箇

所
一

覧
表

※
　

ス
マ

ー
ト

イ
ン

タ
ー

は
全

て
閉

鎖
す

る
た

め
流

入
不

可

28

(県
警

察
本

部
)
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[資
料

編
Ⅱ

]

1
0
-
3
-
5

緊
急

通
行

車
両

の
事

前
届

出
手

続
（
県
警
察
本
部
）

指
定
行
政
機
関
等
が
行
う
災
害
応
急
対
策
の
迅
速
化
及
び
発
災
後
の
確
認
手
続
き
の
効
率
化
に
資
す
る
た
め
、
緊
急
通
行
車
両
の
事
前
届
出
を
推

進
す
る
も
の
と
す
る
。

１
事
前
届
出
対
象
車
両

事
前
届
出
対
象
車
両
は
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
車
両
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
車
両
使
用
の
本
拠
地
は
県
内
と
す
る
。

(1
)指

定
行
政
機
関
等
が
所
有
し
、
若
し
く
は
指
定
行
政
機
関
等
が
契
約
に
よ
り
常
時
指
定
行
政
機
関
等
の
活
動
の
た
め
に
専
用
に
使
用
さ
れ
る

車
両
又
は
災
害
時
に
他
の
関
係
機
関
・
団
体
等
か
ら
調
達
す
る
車
両
で
あ
る
こ
と
。

(2
)大

規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
第
２
１
条
に
定
め
る
地
震
防
災
応
急
対
策
に
係
る
緊
急
輸
送
又
は
災
害
対
策
基
本
法
第
５
０
条
に
定
め
る

災
害
応
急
対
策
を
実
施
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
計
画
が
あ
る
車
両
で
あ
る
こ
と
。

２
届
出
の
方
法

(1
)警

察
署
交
通
課
に
備
え
付
け
て
あ
る
緊
急
通
行
車
両
事
前
届
出
書
に
よ
り
届
け
出
る
。

(2
)緊

急
通
行
車
両
の
使
用
の
本
拠
の
位
置
を
管
轄
す
る
警
察
署
交
通
課
に
提
出
す
る
。

３
緊
急
通
行
車
両
事
前
届
出
済
証
（
以
下
「
届
出
済
証
」
と
い
う
。）

の
交
付

(1
)審

査
を
経
た
緊
急
通
行
車
両
に
つ
い
て
は
届
出
済
証
（
10
－
3－

11
）
を
警
察
署
を
経
由
し
て
交
付
す
る
。

(2
)届

出
済
証
の
交
付
を
受
け
た
車
両
は
届
出
済
証
を
自
動
車
検
査
証
と
一
体
保
管
す
る
。

４
届
出
済
証
の
返
納

届
出
済
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
次
の
場
合
に
公
安
委
員
会
に
対
し
届
出
済
証
を
返
納
す
る
も
の
と
す
る
。

(1
)当

該
車
両
が
、
緊
急
通
行
車
両
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

(2
)当

該
車
両
が
廃
車
と
な
っ
た
と
き
。

(3
)そ

の
他
の
理
由
に
よ
り
緊
急
通
行
車
両
と
し
て
の
必
要
性
が
な
く
な
っ
た
と
き
。

[資
料

編
Ⅱ

]

1
0
-
3
-
6

緊
急

通
行

車
両

の
確

認
申

請
及

び
確

認
手

続

（
県

警
察

本
部

）

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
又
は
災
害
対
策
基
本
法
に
基
づ
く
通
行
禁
止
が
実
施
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
緊
急
通
行
車
両
の
確

認
申
請
及
び
確
認
手
続
き
は
次
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

１
緊
急
通
行
車
両
事
前
届
出
済
証
（
以
下
「
届
出
済
証
」
と
い
う
。）

を
携
帯
し
て
い
る
緊
急
通
行
車
両
の
場
合

(1
)

確
認
申
請
の
方
法

確
認
申
請
は
公
安
委
員
会
に
対
し
届
出
済
証
を
提
示
し
て
行
う
も
の
と
し
、
次
の
場
所
で
受
理
す
る
。

ア
警
察
本
部

イ
各
警
察
署

ウ
交
通
検
問
所

(2
)

確
認
の
方
法

ア
届
出
済
証
を
携
帯
し
て
い
る
緊
急
通
行
車
両
の
確
認
は
他
に
優
先
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

イ
前
記
申
請
に
基
づ
き
公
安
委
員
会
は
、
緊
急
通
行
車
両
に
あ
た
る
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
に
は
、
所
定
の
緊
急
標
章
（
１
０

－
３
－
９
）（

以
下
「
標
章
」
と
い
う
。）

及
び
緊
急
通
行
車
両
確
認
証
明
書
（
１
０
－
３
－
１
０
）（

以
下
「
確
認
証
明
書
」
と

い
う
。）

を
車
両
１
台
に
つ
き
１
通
交
付
す
る
。

(3
)

確
認
証
明
書
及
び
標
章
の
有
効
期
限

原
則
と
し
て
、
発
行
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
か
月
後
の
日
を
有
効
期
限
と
す
る
。

(4
)

標
章
の
掲
示
等

標
章
は
当
該
車
両
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
す
る
も
と
し
、
確
認
証
明
書
は
当
該
車
両
に
備
え
付
け
る
も
の
と
す
る
。

(5
)

標
章
の
返
納

有
効
期
間
の
終
了
し
た
標
章
は
警
察
本
部
、
警
察
署
の
い
ず
れ
か
に
返
納
す
る
も
の
と
す
る
。

２
事
前
届
出
を
し
て
い
な
い
緊
急
通
行
車
両
の
場
合

(1
)

確
認
申
請
の
方
法

確
認
申
請
は
、
警
察
署
交
通
課
に
備
え
て
あ
る
緊
急
通
行
車
両
確
認
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
当
該
車
両
が
指

定
行
政
機
関
等
の
災
害
応
急
対
策
に
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
疎
明
資
料
を
添
え
、
次
の
場
所
に
提
出
す
る
。

・
各
警
察
署

(2
)

確
認
の
方
法

公
安

委
員

会
は
、
申

請
書
及
び

添
付
書
類
に
基

づ
き
当
該
車

両
が
緊
急
通

行
車
両
で
あ

る
か
を
審
査
し
、
緊

急
通
行

車
両
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
場
合
に
は
、
所
定
の
標
章
及
び
緊
急
通
行
車
両
確
認
証
明
書
を
車
両
１
台
に
つ
き
１
通
交
付

す
る
。

(3
)

確
認
証
明
書
及
び
標
章
の
有
効
期
限

原
則
と
し
て
、
発
行
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
か
月
後
の
日
を
有
効
期
限
と
す
る
。

(4
)

標
章
の
掲
示
等

標
章
は
当
該
車
両
の
見
や
す
い
箇
所
に
掲
示
す
る
も
と
し
、
緊
急
通
行
車
両
確
認
証
明
書
は
当
該
車
両
に
備
え
付
け
る
も

の
と
す
る
。

(5
)

標
章
の
返
納

有
効
期
間
の
終
了
し
た
標
章
は
警
察
本
部
、
警
察
署
の
い
ず
れ
か
に
返
納
す
る
も
の
と
す
る
。
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[資
料

編
Ⅱ

]

緊
急

通
行

車
両

事
前

届
出

チ
ャ

ー
ト

緊
急
通
行
車
両
確
認
チ
ャ
ー
ト

事
前

届
出

し
た

緊
急

通
行

車
両

事
前

届
出

し
て

い
な

い
緊

急
通

行
車

両

届
出

済
証

携
帯

警
戒
宣
言
発
令
又
は
災
害
の
発
生

公
安
委
員
会
の
通
行
の
禁
止
・
制
限

段
階

別
の

確
認

申
請

優
先

確
認

申
請

届
出

済
証

の
提

示
確

認
申

請
書

の
記

載
・

提
出

（
疎

明
資

料
の

添
付

）

審
査

確
認

証
明

書
・

標
章

交
付

確
認

証
明

書
・

標
章

交
付

標
章

掲
示

標
章

掲
示

緊
急

通
行

緊
急

通
行

標
章

返
納

標
章

返
納

緊
急
通
行
業
務
を
行
う
指
定
行
政
機
関
等
事
前
届
出
書
類
作
成

警
察

本
部

か
ら

警
察

署
へ

送
付

申
請

者
に

交
付

使
用

車
両

届
出

書
類

指
定
行
政
機
関
等
が

保
有

す
る
車
両
を
使
用

事
前
届
出
書

添
付
書
類

自
動
車
検
査
証
の
写
し

指
定
行
政
機
関
等
が

常
時

専
用

に

契
約

し
て
い
る
車
両
を

使
用

事
前
届
出
書

添
付
書
類

自
動
車
検
査
証
の
写
し
、

賃
貸
契
約
、

業
務
委
託
等

の
契
約
書
類

警
察

本
部

で
審

査

緊
急

通
行

車
両

事
前

届
出

済
証

の
発

行

管
轄

警
察

署
へ

提
出

指
定
行
政
機
関
等
が

他
か

ら

調
達

す
る
車
両
を
使
用

事
前
届
出
書

添
付
書
類

自
動
車
検
査
証
の
写
し
、

調
達
計
画
等

の
計
画
書

[資
料

編
Ⅱ

]

10
-3

-7
通
行
の
禁
止
又
は
制
限
に
つ
い
て
の
標
示
の
様
式

（
県
警
察
本
部
）

１
災
害
対
策
基
本
法
施
行
規
則
第
５
条
に
基
づ
く
標
示

２
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
５
条
に
基
づ
く
標
示

備
考
１

色
彩
は
、
文
字
、
縁
線
及
び
区
分
線
を
青
色
、
斜
め
の
帯
及

び
枠
を
赤
色
、
地
を
白
色
と
す
る
。

２
縁
線
及
び
区
分
線
の
太
さ
は
、
１
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

３
図
示
の
長
さ
の
単
位
は
、
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

４
道
路
の
形
状
又
は
交
通
の
状
況
に
よ
り
特
別
の
必
要
が

あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
図
示
の
寸
法
の
２
倍
ま
で
拡
大
し
、

又
は
図
示
の
寸
法
の
２
分
の
１
ま
で
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

備
考
１

色
彩
は
、
文
字
、
縁
線
及
び
区
分
線
を
青
色
、
斜
め
の
帯
及

び
枠
を
赤
色
、
地
を
白
色
と
す
る
。

２
縁
線
及
び
区
分
線
の
太
さ
は
、
１
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す

る
。

３
図
示
の
長
さ
の
単
位
は
、
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。
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[
資
料
編
Ⅱ
]

10
-
3-

8
緊

急
通

行
車

両
等

事
前

届
出

書
・
緊

急
通

行
車

両
等

事
前

届
出

済
証

（
県
警
察
本
部

）

10
-
3-

9
緊

急
標

章

（
県

警
察

本
部

）

備
考

１
色

彩
は

、
記

号
を

黄
色

、
縁

及
び

「
緊

急
」
の

文
字

を
赤

色
、

「
登

録
（
車

両
）
番

号
」
、

「
有

効
期

限
」
、

「
年

」
、

「
月

」
及

び
「日

」
の

文
字

を
黒

色
、

登
録

（
車

両
）
番

号
並

び
に

年
、

月

及
び

日
を

表
示

す
る

部
分

を
白

色
、

地
を

銀
色

と
す

る
。

２
記

号
の

部
分

に
、

表
面

の
画

像
が

光
の

反
射

角
度

に
応

じ
て

変
化

す
る

措
置

を
施

す
も

の
と

す
る

。

３
図

示
の

長
さ

の
単

位
は

、
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

と
す

る
。

[資
料
編
Ⅱ

]

10
-
3-
10

緊
急
通

行
車
両
確
認
証

明
書

（
県
警

察
本

部
）
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[資
料

編
Ⅱ

]

1
0
-
3
-
1
1
　

東
名

高
速

道
路

緊
急

昇
降

路
（

中
日

本
高

速
道

路
㈱

）

小
山

Ｂ
Ｓ

（
小

山
町

竹
之

下
）
　

上
足

柄
Ｓ

Ａ
（
沼

津
市

宮
本

）
　

上
・
下

東
名

足
柄

橋
西

口
（
小

山
町

竹
之

下
）
　

上

7
7
.4

5
Ｋ

Ｐ
緊

急
車

両
出

入
口

7
5
.4

3
Ｋ

Ｐ
緊

急
車

両
出

入
口

足
柄

Ｓ
Ａ

緊
急

車
両

出
入

口
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駒
門

Ｐ
Ａ

西
口

（
御

殿
場

市
駒

門
）
　

上
・
下

愛
鷹

Ｐ
Ａ

（
沼

津
市

宮
本

）
　

上
・
下

旧
原

Ｂ
Ｓ

（
沼

津
市

平
沼

）
　

上

1
0
5
.9

5
Ｋ

Ｐ
緊

急
車

両
出

入
口

1
0
6
.0

2
Ｋ

Ｐ
緊

急
車

両
出

入
口

1
1
0
.6

0
Ｋ

Ｐ
緊

急
車

両
出

入
口

9
0
.3

6
Ｋ

Ｐ
緊

急
車

両
出

入
口
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富
士

（
富

士
市

今
泉

）
　

下
蒲

原
（
蒲

原
町

蒲
原

）
　

下

富
士

川
Ｓ

Ａ
（
富

士
川

町
岩

渕
）
　

上
・
下

由
比

（
清

水
区

由
比

）
　

上

1
1
9
.7

0
Ｋ

Ｐ
緊

急
車

両
出

入
口

富
士

川
Ｓ

Ａ
緊

急
車

両
出

入
口

1
3
2
.2

2
Ｋ

Ｐ
緊

急
車

両
出

入
口

1
3
5
.8

4
Ｋ

Ｐ
緊

急
車

両
出

入
口
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由
比

Ｐ
Ａ

（
清

水
区

由
比

西
倉

沢
）
　

上
日

本
平

P
A

（
静

岡
市

駿
河

区
国

吉
田

）
　

下

興
津

ト
ン

ネ
ル

東
坑

口
（
清

水
区

八
木

間
）
　

上
・
下

1
3
9
.5

1
Ｋ

Ｐ
緊

急
車

両
出

入
口

1
4
2
.9

0
Ｋ

Ｐ
緊

急
車

両
出

入
口

1
5
5
.8

4
Ｋ

Ｐ
緊

急
車

両
出

入
口
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安
倍

川
橋

西
口

（
静

岡
市

駿
河

区
下

川
原

）
　

上
日

本
坂

ト
ン

ネ
ル

東
口

（
静

岡
市

駿
河

区
小

坂
）
　

1
6
6
.7

4
上

下
、

1
6
5
.5

1
下

1
6
3
.1

2
Ｋ

Ｐ
緊

急
車

両
出

入
口

1
5
5
.8

4
Ｋ

Ｐ
緊

急
車

両
出

入
口

1
6
6
.7

4
Ｋ

Ｐ
緊

急
車

両
出

入
口

1
6
5
.5

1
Ｋ

Ｐ
緊

急
車

両
出

入
口
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日
本

坂
ト

ン
ネ

ル
西

口
（
焼

津
市

野
萩

）
　

下
牧

之
原

Ｓ
Ａ

（
牧

之
原

市
静

谷
）
　

上
・
下

1
6
9
.7

5
Ｋ

Ｐ
緊

急
車

両
出

入
口

1
9
4
.3

2
Ｋ

Ｐ
緊

急
車

両
出

入
口

1
9
4
.6

0
Ｋ

Ｐ
緊

急
車

両
出

入
口
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つ
ま

恋
（
掛

川
市

杉
谷

）
　

上
浜

名
湖

Ｓ
Ａ

（
三

ケ
日

町
佐

久
目

）
　

上

葵
町

（
浜

松
市

葵
町

）
　

上
・
下

三
ケ

日
ト

ン
ネ

ル
西

坑
口

（
三

ケ
日

町
平

山
）
　

下

2
0
6
.6

0
Ｋ

Ｐ
緊

急
車

両
出

入
口

2
3
7
.4

0
K
P

緊
急

車
両

出
入

口

1
3
2
.2

2
Ｋ

Ｐ
緊

急
車

両
出

入
口

2
5
7
.6

4
Ｋ

Ｐ
緊

急
車

両
出

入
口

2
4
7
.9

0
K
P

緊
急

車
両

出
入

口
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１
０

－
４

－
１

　
県

内
主

要
路

線
一

覧
表

（
県

道
路

保
全

課
）

１
　

一
般

国
道

R
2
.4

.1

個
数

延
長

個
数

延
長

00
01

１
号

22
0,

8
65

 
0 

0 
22

0
,8

6
5 

1
57

,5
83

 
64

2 
54

,7
06

 
17

 
8
,5

7
6 

旧
道

（
内

数
）

2
3,

4
19

 
0 

0 
23

,4
1
9 

22
,4

32
 

3
2 

98
7
 

0 
0 

00
42

４
２

号
1
8,

2
40

 
12

,7
8
7 

0 
5
,4

5
3 

5,
4
49

 
1 

4
 

0 
0 

00
52

５
２

号
1
9,

4
57

 
0 

0 
19

,4
5
7 

19
,0

09
 

3
6 

38
3
 

1 
6
5 

01
35

１
３

５
号

8
4,

8
68

 
0 

0 
84

,8
6
8 

77
,6

39
 

8
1 

2,
26

0
 

20
 

4
,9

6
9 

旧
道

（
内

数
）

5,
4
87

 
0 

0 
5
,4

8
7 

5,
3
28

 
4 

45
 

1 
11

4 

13
6

１
３

６
号

12
9,

5
96

 
6
0 

0 
12

9
,5

3
6 

1
09

,3
67

 
17

4 
8
,7

58
 

42
 

11
,4

1
1 

旧
道

（
内

数
）

1
7,

4
73

 
6
0 

0 
17

,4
1
3 

16
,8

99
 

1
3 

36
7
 

1 
14

7 

01
38

１
３

８
号

2
8,

0
22

 
0 

0 
28

,0
2
2 

25
,4

50
 

2
3 

1,
40

4
 

2 
1
,1

6
8 

01
39

１
３

９
号

4
0,

4
60

 
0 

0 
40

,4
6
0 

39
,2

60
 

5
7 

1,
20

0
 

0 
0 

01
49

１
４

９
号

2,
6
48

 
0 

0 
2
,6

4
8 

2,
4
68

 
1 

18
0
 

0 
0 

01
50

１
５

０
号

12
7,

6
07

 
5
8 

0 
12

7
,5

4
9 

1
15

,1
12

 
24

1 
9,

45
7
 

4 
2
,9

8
1 

旧
道

（
内

数
）

3,
6
90

 
0 

0 
3
,6

9
0 

3,
6
61

 
3 

29
 

0 
0 

01
52

１
５

２
号

9
4,

6
30

 
16

4 
3,

6
69

 
90

,7
9
7 

81
,1

66
 

9
6 

4,
29

4
 

10
 

5
,3

3
7 

旧
道

（
内

数
）

2,
1
45

 
0 

0 
2
,1

4
5 

2,
0
93

 
3 

52
 

0 
0 

02
46

２
４

６
号

3
5,

6
52

 
0 

0 
35

,6
5
2 

31
,0

69
 

10
0 

3,
65

9
 

3 
92

4 

02
57

２
５

７
号

3
8,

7
12

 
2
5 

0 
38

,6
8
7 

38
,1

83
 

2
4 

50
4
 

0 
0 

03
01

３
０

１
号

3
4,

4
37

 
0 

0 
34

,4
3
7 

32
,7

40
 

5
1 

1,
60

0
 

1 
9
7 

旧
道

（
内

数
）

1
44

 
0 

0 
14

4 
1
44

 
0 

0
 

0 
0 

03
62

３
６

２
号

14
8,

7
00

 
5
,5

4
5 

22
 

14
3
,1

3
3 

1
33

,9
46

 
18

4 
5,

81
1
 

13
 

3
,3

7
5 

旧
道

（
内

数
）

1,
4
77

 
0 

0 
1
,4

7
7 

1,
4
64

 
2 

13
 

0 
0 

04
14

４
１

４
号

8
4,

6
73

 
12

,2
5
8 

0 
72

,4
1
4 

62
,5

12
 

8
1 

4,
53

3
 

14
 

5
,3

7
0 

旧
道

（
内

数
）

6,
9
16

 
0 

0 
6
,9

1
6 

6,
2
60

 
8 

10
0
 

2 
55

6 

04
69

４
６

９
号

5
5,

7
94

 
0 

0 
55

,7
9
4 

54
,8

81
 

6
8 

91
3
 

0 
0 

旧
道

（
内

数
）

2,
6
84

 
0 

0 
2
,6

8
4 

2,
6
79

 
1 

5
 

0 
0 

04
73

４
７

３
号

16
9,

6
75

 
81

,4
2
8 

4
55

 
87

,7
9
2 

82
,6

17
 

10
4 

4,
37

0
 

3 
80

5 

旧
道

（
内

数
）

1
4,

9
98

 
0 

0 
14

,9
9
8 

14
,8

01
 

1
5 

19
7
 

0 
0 

04
74

４
７

４
号

1
4,

1
24

 
0 

0 
14

,1
2
4 

4,
0
46

 
1
4 

1,
95

8
 

5 
8
,1

2
0 

種
類

別
内

訳

橋
　

　
梁

ト
ン

ネ
ル

路
線

番
号

路
線

名
総

延
長

重
用

延
長

未
供

用
区

間

実 延 長
道

路
延

長

２
　

主
要

地
方

道

個
数

延
長

個
数

延
長
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[資料編Ⅱ]

10-4-3 車両による県下主要都市所要時間

（県道路企画課）

※道路事情により標記の時間、距離は必ずしも一致しない

※各都市の市役所間の高速道路、一般国道、県道等を経路とした所要時間である

10-4-4 県有車両一覧表（本部・方面本部）

（県用度課） R3.4.1

下田

1.75 三島

1.75 0.25 沼津

2.00 0.75 0.75 富士

2.75 1.00 1.00 0.75 静岡

3.25 1.75 1.75 1.25 1.00 掛川

3.75 2.00 2.00 1.75 1.25 0.75 浜松

本部・方面本部別 賀茂

方面本部

東部

方面本部

中部

方面本部

西部

方面本部
本部 計

車種別

普通乗用車 6 17 19 16 32 90

小型乗用車 7 39 38 51 34 169

普通貨物車 1 8 7 7 6 29

小型貨物車 14 120 153 157 27 471

乗合自動車

（バス）30 名以上
0 3 3 6 2 14

乗合自動車

（マイクロバス）11～29 名
1 6 10 11 4 32

軽四輪自動車 25 75 77 101 25 303

特殊用途自動車 5 12 15 6 11 49

大型・小型特殊自動車 1 2 3 1 1 8

合 計 60 282 325 356 142 1165

（単位：時間）
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部
分

隊
長

伊
東

支
部

分
隊

長

熱
海

支
部

分
隊

長

御
殿

場
支

部
分

隊
長

沼
津

・三
島

支
部

分
隊

長

富
士

・富
士

宮
支

部
分

隊
長

清
水

支
部

分
隊

長

静
岡

支
部

分
隊

長

志
太

榛
原

支
部

分
隊

長

竜
東

支
部

分
隊

長

浜
名

湖
･北

遠
支

部
分

隊
長

浜
松

支
部

分
隊

長

0
5

5
7

（
5

5
）

1
5

5
5

Ｆ
Ａ

Ｘ
0

5
5

7
（

5
3

）
0

7
5

3

伊
豆

急
東

海
タ

ク
シ

ー
㈱

社
長

0
5

5
7

（
3

6
）

3
5

8
5

Ｆ
Ａ

Ｘ
0

5
5

7
（

3
8

）
8

9
9

7

伊
豆

交
通

㈱
社

長

0
5

5
7

(8
2

)6
7

2
5

F
A

X
0

5
5

7
(8

2
)8

3
8

5

熱
海

泉
都

タ
ク

シ
ー

㈱
社

長

0
5

5
0

(8
2

)2
7

8
2

F
A

X
0

5
5

0
(8

2
)3

8
0

4

光
タ

ク
シ

ー
㈱

社
長

0
5

5
(9

7
7

)1
6

2
3

F
A

X
0

5
5

(9
7

7
)7

8
6

1

平
和

タ
ク

シ
ー

㈱
社

長

0
5

4
5

（
6

3
）

2
3

1
1

Ｆ
Ａ

Ｘ
0

5
4

5
（

6
1

）
6

4
6

0

岳
南

自
動

車
㈱

社
長

0
5

4
(3

6
4

)7
9

5
4

F
A

X
0

5
4

(3
6

4
)7

8
1

1

南
急

観
光

㈱
社

長

0
5

4
(2

8
4

)2
1

1
1

F
A

X
0

5
4

(2
8

3
)1

1
8

2

静
鉄

タ
ク

シ
ー

㈱
社

長

0
5

4
(6

2
8

)2
1

5
1

F
A

X
0

5
4

(6
2

8
)2

1
5

2

㈱
ア

ン
ビ

・
ア

社
長

0
5

3
7

（
2

2
）

3
2

3
3

Ｆ
Ａ

Ｘ
0

5
3

7
（

2
2

）
1

5
3

0

掛
川

タ
ク

シ
ー

㈱
社

長

0
5

3
（

5
8

7
）

8
0

7
0

Ｆ
Ａ

Ｘ
0

5
3

（
5

8
7

）
1

1
7

2

外
山

タ
ク

シ
ー

㈱
社

長

0
5

3
(4

4
1

)3
1

7
1

F
A

X
0

5
3

(4
4

1
)1

6
0

7

富
士

タ
ク

シ
ー

㈱
社

長

0
54

（2
61

）

1
40

1

Ｆ
Ａ

Ｘ

0
54

（2
61

）

1
40

3

商 業 組 合 静 岡 県 タ ク シ ー 協 会 理 事 長

タ ク シ ー 隊 長
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別
表

2
災

害
時

緊
急

自
動

車
出

動
計

画
表

１
ト

ラ
ッ

ク
隊

２
バ

ス
隊

（注
）

第
1

次
出

動
待

機
車

は
、

要
請

と
同

時
に

出
動

で
き

る
状

態
に

待
機

す
る

。

第
2

次
〃

は
、

要
請

後
１

時
間

以
内

に
出

動
で

き
る

状
態

に
待

機
す

る
。

第
3

次
〃

は
、

要
請

後
別

に
指

示
す

る
時

刻
に

出
動

で
き

る
状

態
に

待
機

す
る

。

地
域

第
1

次

出
動

待
機

車

第
2

次

出
動

待
機

車

第
3

次

出
動

待
機

車

合
計

地
域

第
1

次

出
動

待
機

車

第
2

次

出
動

待
機

車

第
3

次

出
動

待
機

車

合
計

伊
豆

支
部

3
3

3
9

中
部

支
部

12
18

20
50

東
部

支
部

17
23

2
5

65
中

遠
支

部
20

30
30

80

富
士

支
部

20
25

2
5

70
西

部
支

部
25

27
33

85

清
庵

支
部

18
22

2
5

65
北

遠
支

部
2

2
2

6

静
岡

支
部

18
25

2
7

70
合

計
13

5
1
75

19
0

50
0

地
域

第
1

次
出

動

待
機

車

第
2

次
出

動

待
機

車

第
3

次
出

動

待
機

車
合

計

熱
海

・
東

伊
豆

・
南

伊
豆

・
西

伊
豆

地
区

6
6

7
19

狩
野

川
・

北
駿

・
三

島
地

区
6

7
7

20

沼
津

地
区

5
5

5
15

富
士

宮
・

富
士

・
吉

原
・

庵
原

地
区

5
5

5
15

清
水

・
静

岡
・

安
倍

・
榛

原
・

小
笠

地
区

7
7

7
21

磐
田

・
中

遠
・

北
遠

・
西

遠
・

浜
松

地
区

6
6

8
20

合
計

35
36

39
1
10

3
タ

ク
シ

ー
隊

第
１

次
第

２
次

第
３

次
第

１
次

第
２

次
第

３
次

地
域

出
勤

出
勤

出
勤

合
計

地
域

出
勤

出
勤

出
勤

合
計

待
機

車
待

機
車

待
機

車
待

機
車

待
機

車
待

機
車

賀
茂

・
修

善
寺

支
部

11
1
1

13
3
5

静
岡

支
部

32
32

33
97

伊
東

支
部

9
9

9
2
7

志
太

榛
原

支
部

19
19

19
57

熱
海

支
部

11
1
2

12
3
5

竜
東

支
部

10
10

11
31

御
殿

場
・
裾

野
支

部
4

5
5

1
4

浜
名

湖
・

北
遠

支
部

4
5

6
15

沼
津

・
三

島
支

部
29

2
9

31
8
9

浜
松

支
部

30
30

31
91

富
士

・
富

士
宮

支
部

19
1
9

20
5
8

合
計

1
91

19
4

2
04

58
9

清
水

支
部

13
1
3

14
4
0
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1
0
-
5

地
方

鉄
道

の
異

常
気

象
時

に
お

け
る

運
転

停
止

の
基

準
（
私

鉄
他

）

◎
静

岡
鉄

道
株

式
会

社

(1
)

異
常

気
象

時
に

お
け

る
運

転
基

準

イ
気

象
台

か
ら

の
気

象
通

報
を

受
け

た
と

き
、

ま
た

は
天

候
が

特
に

不
良

と
な

っ
た

と
き

は
、

列
車

の
運

転
・
線

路
の

保
守

・
踏

切
道

の

特
別

警
戒

等
、

運
転

保
安

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

特
別

の
注

意
を

払
う

も
の

と
す

る
。

ロ
風

速
が

２
５

ｍ
/
se

c
以

上
と

な
り

、
列

車
の

運
転

が
危

険
で

あ
る

と
判

断
し

た
と

き
は

、
列

車
の

運
転

を
一

時
休

止
す

る
。

ハ
風

速
が

２
０

ｍ
/
se

c
以

上
に

達
し

た
と

き
は

、
古

庄
～

県
総

合
運

動
場

間
の

築
堤

上
お

よ
び

巴
川

橋
梁

上
は

３
０

ｋ
ｍ

/
ｈ

以
下

の
均

等
速

度
に

制
限

し
て

注
意

運
転

す
る

。

ニ
風

力
の

激
し

い
箇

所
は

な
る

べ
く

列
車

の
速

度
が

均
一

と
な

る
よ

う
努

め
、

急
激

な
加

速
ま

た
は

減
速

を
し

な
い

。

ホ
暴

風
・
強

雨
に

よ
り

、
運

転
上

危
険

で
あ

る
と

判
断

し
た

し
た

と
き

は
、

な
る

べ
く

安
全

な
箇

所
に

停
止

し
、

必
要

に
応

じ
て

パ
ン

タ
グ

ラ

フ
を

降
下

し
て

転
動

防
止

の
手

配
を

と
る

。

へ
落

雷
・
雷

雨
の

激
し

い
と

き
は

、
直

ち
に

パ
ン

タ
グ

ラ
フ

を
降

下
し

て
停

止
手

配
を

と
る

。
た

だ
し

、
惰

力
に

よ
っ

て
駅

に
到

達
す

る
見

込

が
あ

る
と

き
は

惰
力

運
転

を
す

る
。

ト
濃

霧
・
吹

雪
・
降

雪
の

と
き

は
、

列
車

標
識

を
夜

間
の

方
式

に
し

、
先

行
の

列
車

の
状

況
等

に
注

意
す

る
と

と
も

に
、

前
方

注
視

が
困

難
な

と
き

は
、

視
界

の
限

界
に

お
い

て
い

つ
で

も
停

止
で

き
る

速
度

に
低

下
さ

せ
、

汽
笛

を
吹

鳴
し

な
が

ら
特

に
進

路
の

信
号

、
踏

切
道

等
線

路
の

状
態

に
注

意
し

て
運

転
す

る
。

(2
)

地
震

対
策

基
準

イ
列

車
を

運
転

中
、

震
度

４
以

上
の

地
震

が
発

生
し

た
と

き
は

、
長

沼
駅

に
設

置
し

た
地

震
計

が
こ

れ
を

感
知

し
、

列
車

無
線

に
よ

り
自

動
的

に
全

列
車

の
運

転
室

内
に

発
報

信
号

（
停

止
信

号
）
を

表
示

す
る

の
で

運
転

士
は

列
車

を
一

旦
停

止
し

た
後

、
運

転
指

令
の

指

示
に

伴
い

安
全

と
認

め
ら

れ
る

箇
所

ま
で

移
動

し
て

、
次

の
指

令
が

あ
る

ま
で

の
間

、
列

車
の

運
転

を
休

止
す

る
。

ロ
前

号
に

よ
り

列
車

の
運

転
を

休
止

し
た

と
き

は
、

あ
ら

か
じ

め
定

め
ら

れ
た

情
報

連
絡

系
統

に
よ

り
、

関
係

機
関

及
び

各
所

へ
そ

の
旨

通
報

す
る

。

(3
)

防
災

体
制

A
風

水
害

関
係

台
風

が
接

近
し

て
災

害
多

発
の

恐
れ

が
あ

る
と

き
は

連
絡

を
密

に
し

、
指

令
の

一
本

化
情

報
の

蒐
集

に
努

め
る

と
共

に
現

場
の

情

報
並

び
に

関
係

地
方

機
関

と
の

連
絡

を
と

り
、

鉄
道

に
及

ぼ
す

影
響

を
察

知
す

る
。

（
テ

レ
ビ

・
ラ

ジ
オ

・
地

方
気

象
台

・
測

候
所

等
）

イ
沿

線
の

降
雨

量
、

気
圧

、
風

速
、

風
向

等
に

つ
い

て
の

デ
ー

タ
入

手
に

努
め

る
。

ロ
河

川
管

理
者

等
と

の
連

絡
を

密
に

し
、

情
報

の
入

手
に

努
め

る
。

ハ
台

風
の

位
置

、
進

路
、

強
弱

等
に

つ
い

て
各

放
送

機
関

や
地

方
気

象
台

を
通

し
て

台
風

経
路

情
報

の
入

手
に

努
め

る
。

ニ
鉄

道
に

影
響

す
る

各
河

川
流

域
の

降
雨

量
を

調
査

し
、

警
戒

水
位

に
対

す
る

監
視

を
強

化
す

る
な

ど
橋

梁
に

及
ぼ

す
影

響
へ

の

対
応

に
努

め
る

。

ホ
関

係
機

関
と

の
連

絡
と

し
て

静
岡

市
に

設
置

さ
れ

る
防

災
対

策
本

部
を

活
用

す
る

。

B
地

震
防

災
関

係

あ
ら

か
じ

め
定

め
た

防
災

体
制

組
織

に
基

づ
き

、
速

や
か

に
社

内
に

対
策

本
部

を
設

置
し

て
応

急
防

災
体

制
を

確
立

す
る

。

イ
予

知
情

報
は

関
係

防
災

機
関

か
ら

の
伝

達
に

よ
る

ほ
か

、
各

所
に

備
え

て
あ

る
テ

レ
ビ

・
ラ

ジ
オ

に
よ

り
直

接
視

聴
し

、
列

車
無

線
、

鉄
道

専
用

電
話

ま
た

は
指

定
し

た
社

内
電

話
を

使
用

し
て

伝
達

の
徹

底
を

図
る

。

ロ
社

内
対

策
本

部
は

列
車

の
運

休
状

況
、

旅
客

の
避

難
状

況
等

必
要

事
項

に
つ

い
て

そ
の

状
況

を
国

、
県

又
は

関
係

市
町

等
へ

通
報

す
る

体
制

を
確

立
す

る
。

ニ
必

要
に

応
じ

て
避

難
旅

客
の

応
急

救
護

の
手

配
を

図
る

も
の

と
す

る
。

(4
)

現
地

の
警

備
体

制

イ
各

職
場

の
見

易
い

箇
所

に
所

属
従

業
員

の
非

常
召

集
、

連
絡

系
統

表
を

掲
出

し
て

、
非

常
召

集
体

制
を

確
立

す
る

。

ロ
動

員
及

び
人

員
配

置
計

画
、

関
係

各
所

と
の

連
絡

体
制

を
確

立
す

る
。

ハ
非

常
用

工
具

、
機

材
、

物
資

等
の

整
備

状
態

を
確

認
し

、
救

援
体

制
を

確
立

す
る

。

ニ
運

転
指

令
系

統
を

再
確

認
し

て
指

令
業

務
の

適
確

化
を

徹
底

す
る

。

ホ
危

険
が

予
測

さ
れ

る
箇

所
の

状
況

把
握

の
体

制
を

確
立

す
る

。

◎
遠

州
鉄

道
㈱

(1
)

暴
風

雨
等

に
よ

り
列

車
に

危
険

の
生

ず
る

恐
れ

の
あ

る
と

き
は

、
そ

の
状

況
を

考
慮

し
て

列
車

の
運

転
を

一
時

中
止

す
る

等
危

険
防

止
の

措
置

を
講

じ
る

。

(2
)

風
速

が
2
0
m

/
se

c
以

上
と

な
っ

た
と

認
め

ら
れ

る
場

合
は

、
危

険
性

が
予

想
さ

れ
る

か
ら

列
車

の
運

転
を

中
止

す
る

等
の

措
置

を
講
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じ
る

。

(3
)

風
力

が
烈

し
く

て
運

転
危

険
と

認
め

る
時

は
、

列
車

を
進

出
さ

せ
な

い
。

(4
)

暴
風

に
遭

遇
し

た
時

は
、

風
力

の
烈

し
い

箇
所

で
は

、
な

る
べ

く
列

車
の

速
度

を
変

化
さ

せ
な

い
よ

う
努

め
急

に
速

度
を

加
え

又
は

急

に
制

動
機

を
緊

結
し

な
い

。

(5
)

暴
風

に
遭

遇
し

、
運

転
が

危
険

と
認

め
る

時
は

、
な

る
べ

く
安

全
な

箇
所

に
停

止
す

る
。

(6
)

落
雷

又
は

雷
鳴

に
よ

り
運

転
上

危
険

と
認

め
た

場
合

は
、

列
車

を
進

出
さ

せ
な

い
。

(7
)

そ
の

他
、

必
要

と
認

め
ら

れ
る

時
は

、
列

車
の

運
転

を
中

止
す

る
。

◎
岳

南
電

車
㈱

(1
)

暴
風

雨
雪

等
に

よ
り

、
列

車
に

危
険

の
生

ず
る

恐
れ

の
あ

る
時

は
、

気
象

通
報

に
注

意
し

、
状

況
を

考
慮

し
て

危
険

防
止

の
処

置
を

と
る

。

(2
)

風
速

が
2
0
m

/
se

c
以

上
と

な
っ

た
こ

と
を

認
め

た
時

は
、

危
険

防
止

の
処

置
を

講
じ

る
。

(3
)

風
力

が
激

し
く

て
運

転
が

危
険

と
認

め
る

時
は

、
列

車
を

進
出

さ
せ

な
い

。

(4
)

暴
風

に
遭

遇
し

た
時

は
、

風
力

の
激

し
い

箇
所

で
は

で
き

る
だ

け
列

車
の

速
度

を
変

化
さ

せ
な

い
よ

う
努

め
急

に
速

度
を

加
え

、
又

は

急
に

制
動

機
を

緊
締

し
な

い
。

(5
)

暴
風

に
遭

遇
し

、
運

転
が

危
険

と
認

め
る

と
き

は
、

で
き

る
だ

け
安

全
な

箇
所

に
停

止
す

る
。

(6
)

降
雨

(雪
)の

甚
だ

し
い

時
は

、
運

転
士

は
、

路
線

状
態

に
注

意
し

必
要

に
応

じ
て

、
運

転
速

度
を

低
下

す
る

と
共

に
、

制
動

距
離

に
余

裕
を

も
つ

よ
う

に
注

意
す

る
。

(7
)

落
雷

又
は

雷
鳴

に
よ

り
運

転
上

危
険

で
あ

る
と

認
め

た
時

は
、

列
車

を
進

出
さ

せ
な

い
。

(8
)

そ
の

他
、

必
要

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
、

列
車

の
運

転
を

中
止

す
る

。

◎
大

井
川

鐵
道

㈱

(1
)

暴
風

雨
・
濃

霧
及

び
吹

雪
の

時
列

車
の

運
転

又
は

線
路

の
保

守
に

従
事

す
る

者
は

、
気

象
通

報
を

受
け

た
時

又
は

天
候

が
不

良
と

な
っ

た
時

は
、

そ
の

警
戒

を
厳

重
に

す
る

。

(2
)

暴
風

雨
又

は
豪

雨
の

場
合

は
、

気
象

通
報

等
に

注
意

す
る

。

(3
)

風
速

が
烈

し
く

て
列

車
の

運
転

が
危

険
で

あ
る

と
認

め
る

時
は

、
一

時
列

車
の

出
発

又
は

通
過

を
見

合
せ

る
。

(4
)

豪
雨

等
の

た
め

に
築

堤
決

壊
、

道
床

流
失

等
の

恐
れ

が
あ

る
と

き
は

、
保

線
係

員
と

の
連

絡
を

密
に

し
、

列
車

の
運

転
が

危
険

で
あ

る
と

認
め

た
時

は
、

一
時

列
車

の
出

発
又

は
通

過
を

見
合

せ
る

。

(5
)

暴
風

雨
又

は
豪

雨
等

の
場

合
、

風
速

の
烈

し
い

箇
所

は
、

な
る

べ
く

列
車

の
速

度
を

変
化

さ
せ

な
い

よ
う

に
努

め
、

急
に

制
動

機
を

緊

締
す

る
よ

う
な

取
扱

を
し

な
い

。

(6
)

暴
風

雨
又

は
豪

雨
等

の
場

合
、

列
車

の
運

転
が

危
険

で
あ

る
と

認
め

た
と

き
は

、
な

る
べ

く
安

全
な

箇
所

に
停

止
す

る
。

(7
)

濃
霧

・
吹

雪
等

に
よ

り
信

号
の

認
識

距
離

が
5
0

メ
ー

ト
ル

以
下

に
な

っ
た

と
認

め
た

時
は

、
列

車
を

停
止

さ
せ

る
。

(8
)

そ
の

他
、

必
要

と
認

め
ら

れ
る

時
は

列
車

の
運

転
を

中
止

す
る

。

◎
伊

豆
箱

根
鉄

道
㈱

(1
)

気
象

異
常

時
の

場
合

、
駅

長
・
乗

務
員

及
び

線
路

係
員

は
、

異
常

気
象

を
感

知
す

る
か

、
ま

た
は

気
象

通
報

を
受

け
た

と
き

は
、

そ
の

状
況

に
よ

り
列

車
の

運
転

休
止

、
列

車
の

徐
行

、
線

路
工

事
の

中
止

、
線

路
及

び
踏

切
道

の
特

別
警

戒
等

に
よ

り
、

す
べ

て
の

運
転

保

安
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
特

に
注

意
す

る
。

(2
)

濃
霧

、
降

雪
の

場
合

、
乗

務
員

は
列

車
標

識
を

夜
間

の
方

式
に

し
、

視
界

の
限

度
に

お
い

て
停

止
で

き
る

速
度

に
低

下
さ

せ
、

気
笛

を

吹
鳴

し
な

が
ら

運
転

す
る

。

(3
)

強
風

、
暴

風
、

大
雨

の
場

合
、

駅
長

は
、

風
速

が
毎

秒
2
5

メ
ー

ト
ル

程
度

と
な

り
、

突
風

等
の

た
め

運
転

上
危

険
で

あ
る

と
判

断
し

た
と

き
は

、
運

転
指

令
者

に
報

告
す

る
と

と
も

に
、

一
時

列
車

の
出

発
を

見
合

せ
、

通
過

列
車

は
停

止
さ

せ
る

。

(4
)

運
転

指
令

者
は

、
駅

長
か

ら
風

速
が

毎
秒

3
0

メ
ー

ト
ル

以
上

と
な

り
、

運
転

上
危

険
で

あ
る

旨
の

報
告

を
受

け
た

と
き

は
、

一
時

列
車

の
運

転
を

見
合

せ
る

旨
の

指
示

を
す

る
。

(5
)

運
転

士
は

、
風

力
の

激
し

い
箇

所
は

な
る

べ
く

列
車

の
速

度
が

均
一

と
な

る
よ

う
に

努
め

、
急

激
な

加
速

、
ま

た
は

減
速

を
し

な
い

。
ま

-200-
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た
、

運
転

上
危

険
で

あ
る

と
判

断
し

た
と

き
は

、
な

る
べ

く
安

全
な

箇
所

に
停

止
し

必
要

に
応

じ
て

パ
ン

タ
グ

ラ
フ

を
降

下
し

て
転

動
防

止

の
手

配
を

す
る

。

(6
)

土
砂

崩
壊

の
お

そ
れ

が
あ

る
区

間
に

進
入

す
る

列
車

は
、

特
に

注
意

し
て

運
転

す
る

と
と

も
に

、
前

夜
暴

風
、

大
雨

が
あ

っ
た

と
き

の
初

列
車

は
、

特
に

土
砂

崩
壊

、
浸

水
、

倒
木

等
が

あ
る

こ
と

を
予

想
し

て
、

線
路

の
状

態
に

注
意

し
て

運
転

す
る

。

(7
)

落
雷

、
雷

鳴
の

場
合

、
駅

長
は

、
運

転
上

危
険

で
あ

る
と

判
断

し
た

と
き

は
、

一
時

列
車

の
出

発
を

見
合

せ
、

通
過

列
車

は
停

止
さ

せ

る
。

ま
た

、
駅

構
内

に
停

車
中

の
列

車
ま

た
は

車
両

の
パ

ン
タ

グ
ラ

フ
の

降
下

手
配

を
す

る
。

(8
)

乗
務

員
は

、
直

ち
に

パ
ン

タ
グ

ラ
フ

を
降

下
し

、
制

動
力

に
支

障
が

な
い

程
度

に
お

い
て

も
よ

り
駅

ま
で

運
転

を
継

続
す

る
か

、
ま

た
は

地
形

を
考

慮
し

て
停

止
す

る
。

(9
)

線
路

が
浸

水
し

た
場

合
、

道
床

そ
の

他
に

異
常

が
な

く
て

も
、

水
深

が
レ

ー
ル

面
上

に
達

し
た

と
き

は
、

そ
の

区
間

に
列

車
ま

た
は

車
両

を
運

転
し

て
は

な
ら

な
い

。

(1
0
)

地
震

の
発

生
を

感
知

す
る

か
、

緊
急

地
震

速
報

シ
ス

テ
ム

等
に

よ
り

情
報

を
入

手
し

た
と

き
は

、
直

ち
に

列
車

無
線

に
よ

り
全

列
車

に

こ
れ

を
伝

達
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

程
度

に
応

じ
て

、
次

に
よ

り
取

扱
う

も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合

、
緊

急
地

震
速

報
シ

ス
テ

ム
に

よ
る

情
報

が
震

度
4

以
上

、
地

震
計

に
よ

る
観

測
が

震
度

5
以

上
の

地
震

の
と

き
は

、
自

動

的
に

発
報

信
号

に
よ

る
停

止
信

号
を

現
示

す
る

。

①
震

度
5

以
上

(計
測

震
度

4
.5

以
上

)の
場

合

列
車

運
転

休
止

・
・
・
全

線
路

・
構

造
物

の
点

検
を

し
、

異
常

が
な

い
こ

と
を

確
か

め
た

後
、

区
間

初
列

車
2
5

㎞
／

h
以

下

以
後

、
正

常
運

転
に

復
す

。

②
震

度
4
(計

測
震

度
4
.4

以
下

)の
場

合

列
車

一
旦

停
止

・
・
・
一

旦
停

止
後

、

区
間

初
列

車
2
5

㎞
／

h
以

下

区
間

次
列

車
4
5

㎞
／

h
以

下

重
点

箇
所

点
検

終
了

後
正

常
運

転
に

復
す

。

③
震

度
3

以
下

(計
測

震
度

3
.4

以
下

)の
場

合

正
常

運
転

・
・
・
た

だ
し

、
駅

長
、

乗
務

員
か

ら
の

報
告

等
に

よ
り

列
車

の
運

転
が

危
険

と
認

め
た

と
き

は
、

前
号

の
取

扱
に

準
ず

る
。

◎
伊

豆
急

行
㈱

1
風

に
対

す
る

取
扱

い
（
各

ブ
ロ

ッ
ク

ご
と

に
よ

る
）

(1
)

風
速

2
5
m

/
se

c
以

上
3
0
m

/
se

c
未

満
の

場
合

は
、

列
車

は
4
5

㎞
／

h
以

下
の

速
度

で
注

意
運

転
を

行
な

う
。

(2
)

風
速

3
0
m

/
se

c
以

上
の

場
合

は
、

列
車

の
運

転
を

見
合

わ
せ

る
。

2
雨

に
対

す
る

取
扱

い
（
各

警
戒

区
域

ご
と

に
よ

る
）

(1
)

降
雨

量
が

次
の

場
合

は
、

列
車

の
運

転
を

見
合

わ
せ

る
。

①
連

続
雨

量
が

2
0
1

ミ
リ

以
上

と
な

り
､か

つ
時

間
雨

量
が

3
1

ミ
リ

以
上

と
な

っ
た

と
き

②
連

続
雨

量
が

3
0
1

ミ
リ

以
上

と
な

っ
た

と
き

③
時

間
雨

量
が

4
1

ミ
リ

以
上

と
な

っ
た

と
き

(2
)

連
続

雨
量

が
2
0
1

ミ
リ

以
上

3
0
1

ミ
リ

未
満

の
場

合
は

、
要

注
箇

所
を

運
転

す
る

列
車

は
2
5

㎞
／

h
以

下
の

速
度

、
ま

た
そ

の
他

の

箇
所

を
運

転
す

る
列

車
は

4
5

㎞
／

h
以

下
（
隧

道
内

は
除

く
）
の

速
度

で
注

意
運

転
を

行
な

う
。

(3
)

連
続

雨
量

が
1
5
1

ミ
リ

以
上

2
0
1

ミ
リ

未
満

ま
た

は
時

間
雨

量
3
1

ミ
リ

以
上

4
1

ミ
リ

未
満

の
場

合
は

、
要

注
箇

所
を

運
転

す
る

列
車

は
4
5

㎞
／

h
以

下
の

速
度

で
注

意
運

転
を

行
な

う
。

3
地

震
に

対
す

る
取

扱
い

（
各

警
戒

区
域

ご
と

に
よ

る
）

(1
)

震
度

｢5
｣以

上
の

地
震

が
発

生
し

た
場

合
は

、
全

列
車

の
運

転
を

中
止

す
る

。

(2
)

震
度

｢4
｣の

地
震

が
発

生
し

た
場

合
は

、
全

列
車

を
一

旦
停

止
さ

せ
2
5

㎞
／

h
以

下
の

速
度

で
注

意
運

転
を

行
な

う
。

(3
)

震
度

｢3
｣の

地
震

が
発

生
し

た
場

合
は

、
地

震
発

生
後

最
初

に
警

戒
区

域
を

運
転

す
る

列
車

は
4
5

㎞
／

h
以

下
の

速
度

で
注

意
運

転
を

行
な

う
。

(4
)

警
戒

宣
言

が
発

令
さ

れ
た

場
合

は
、

別
に

定
め

る
大

規
模

地
震

防
災

規
程

に
よ

り
取

り
扱

う
。

4
津

波
に

対
す

る
取

扱
い

（
各

警
戒

区
域

ご
と

に
よ

る
）

(1
)

大
津

波
警

報
ま

た
は

津
波

警
報

で
避

難
指

示
が

発
令

さ
れ

た
場

合

①
津

波
到

達
予

想
時

間
の

1
時

間
前

か
ら

津
波

警
戒

区
間

に
列

車
を

進
入

さ
せ

な
い

。

②
津

波
警

戒
区

間
を

走
行

中
の

列
車

が
津

波
到

達
予

想
時

間
ま

で
に

津
波

警
戒

区
間

外
に

進
出

不
可

能
な

場
合

は
、

駅
の

海
抜

を

考
慮

の
う

え
運

転
を

見
合

わ
せ

る
。
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(2
)

津
波

警
報

で
避

難
勧

告
が

発
令

さ
れ

た
場

合

津
波

警
戒

区
間

を
運

転
す

る
列

車
は

、
注

意
運

転
を

行
う

。

5
伊

豆
東

部
火

山
群

の
噴

火
警

戒
レ

ベ
ル

に
対

す
る

取
扱

い
（
影

響
区

間
）

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
4

又
は

5
が

発
表

さ
れ

た
場

合

(1
)

列
車

が
噴

火
影

響
区

間
に

進
入

し
な

い
よ

う
努

め
る

。

(2
)

噴
火

影
響

区
間

を
運

連
中

の
列

車
は

、
噴

火
影

響
区

間
外

に
進

出
す

る
よ

う
努

め
る

。

6
そ

の
他

必
要

と
認

め
た

と
き

は
、

列
車

の
運

転
を

見
合

わ
せ

又
は

中
止

す
る

。

◎
天

竜
浜

名
湖

鉄
道

㈱

(1
)

降
雨

に
よ

る
も

の

（
２

）
強

風
に

よ
る

も
の

警
報

表
示

区
分

警
戒

表
示

注
意

表
示

停
止

表
示

観
測

箇
所

規 制 の 基 準

規 制 区 間

掛
川

～

原
谷

連
続

降
雨

量

1
0
0
㎜

以
上

又
は

時
雨

量
2
0
㎜

以
上

連
続

降
雨

量

2
0
0
㎜

以
上

又
は

時
雨

量
3
0
㎜

以
上

連
続

降
雨

量

1
8
0
㎜

以
上

で
更

に

時
雨

量
3
0
㎜

以
上

掛
川

原
谷

～

遠
江

一
宮

連
続

降
雨

量

1
0
0
㎜

以
上

又
は

時
雨

量
2
0
㎜

以
上

連
続

降
雨

量

2
0
0
㎜

以
上

又
は

時
雨

量
3
0
㎜

以
上

連
続

降
雨

量

1
8
0
㎜

以
上

で
更

に

時
雨

量
3
0
㎜

以
上

遠
州

森

遠
江

一
宮

～

宮
口

連
続

降
雨

量

1
0
0
㎜

以
上

又
は

時
雨

量
2
0
㎜

以
上

連
続

降
雨

量

2
0
0
㎜

以
上

又
は

時
雨

量
3
0
㎜

以
上

連
続

降
雨

量

1
8
0
㎜

以
上

で
更

に

時
雨

量
3
0
㎜

以
上

天
竜

二
俣

宮
口

～

西
気

賀

連
続

降
雨

量

1
0
0
㎜

以
上

又
は

時
雨

量
2
0
㎜

以
上

連
続

降
雨

量

1
5
0
㎜

以
上

又
は

時
雨

量
3
0
㎜

以
上

連
続

降
雨

量

1
5
0
㎜

以
上

で
更

に

時
雨

量
3
0
㎜

以
上

金
指

西
気

賀

～

知
波

田

連
続

降
雨

量

1
0
0
㎜

以
上

又
は

時
雨

量
2
0
㎜

以
上

連
続

降
雨

量

1
2
0
㎜

以
上

又
は

時
雨

量
2
5
㎜

以
上

連
続

降
雨

量

1
2
0
㎜

以
上

で
更

に
時

雨
量

2
5
㎜

以
上

又

は 時
雨

量
3
5
㎜

以
上

三
ヶ

日

知
波

田

～

新
所

原

連
続

降
雨

量

1
0
0
㎜

以
上

又
は

時
雨

量
2
0
㎜

以
上

連
続

降
雨

量

2
0
0
㎜

以
上

又
は

時
雨

量
3
0
㎜

以
上

連
続

降
雨

量

1
8
0
㎜

以
上

で
更

に

時
雨

量
3
0
㎜

以
上

新
所

原

運
転

規
制

内
容

―
速

度
3
0
㎞

/
h
以

下
運

転
を

中
止

―

警
報

表
示

区
分

警
戒

表
示

注
意

表
示

停
止

表
示

観
測

箇
所

規 制 の 基 準

規 制 区 間

掛
川

～

遠
州

森

風
速

が
2
0
ｍ

以
上

風
速

が
2
5
ｍ

以
上

風
速

が
3
0
ｍ

以
上

垂
木

川

遠
州

森

～

金
指

風
速

が
2
0
ｍ

以
上

風
速

が
2
5
ｍ

以
上

風
速

が
3
0
ｍ

以
上

天
竜

川

金
指

～

新
所

原

風
速

が
2
0
ｍ

以
上

風
速

が
2
5
ｍ

以
上

風
速

が
3
0
ｍ

以
上

釣
橋

川

運
転

規
制

内
容

―
速

度
4
5
ｍ

/
ｈ

以
下

運
転

を
中

止
―
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（
３

）
地

震
に

よ
る

も
の

警
報

表
示

区
分

注
意

表
示

停
止

表
示

観
測

箇
所

規
制

の
基

準
震

度
4

震
度

5
弱

以
上

天
竜

運
転

区

運
転

規
制

内
容

速
度

4
5
㎞

/
h
以

下
運

転
を

中
止

―
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清
水

町

三
島

市

函
南

町
熱 海 市

伊
東

市

長 泉 町

裾
野

市

浜
松

市

川
根

本
町

磐
田

市

掛
川

市

菊
川

市
牧

之
原

市

御
前

崎
市

森
町

伊
豆

市

沼
津

市

伊
豆

の
国

市

東
伊

豆
町

西
伊

豆
町

松
崎

町

南
伊

豆
町

下
田

市河
津

町

静
岡

市

富
士

宮
市

島
田

市

富
士

市

焼 津 市

吉 田 町

御
殿

場
市

小
山

町

袋
井

市

藤
枝

市

湖
西

市

１
　

熱
海

港

17
　

網
代

漁
港

２
　

伊
東

港

３
　

稲
取

漁
港

５
　

手
石

港

18
　

妻
良

漁
港

６
　

松
崎

港

19
　

田
子

漁
港

７
　

宇
久

須
港

８
　

土
肥

港

20
　

戸
田

漁
港

21
　

静
浦

漁
港

９
　

沼
津

港

10
　

田
子

の
浦

港

11
　

清
水

港

22
　

用
宗

漁
港

12
　

焼
津

漁
港

13
　

大
井

川
港

14
　

相
良

港

23
　

地
頭

方
漁

港

15
　

御
前

崎
港

24
　

福
田

漁
港

16
　

浜
名

港

１
０

-６
-１

　
静

岡
県

港
湾

・
漁

港
位

置
図

防
災

拠
点

港
湾

防
災

港
湾

４
　

下
田

港 20
21

/0
4/

1　
修

正
版

（県
港

湾
整

備
課

、
県

漁
港

整
備

課
）
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]
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1
0
-
6
-
2

防
災

港
湾

・
漁

港
の

法
的

区
分

と
管

理
者

県
港

湾
整

備
課

・
県

漁
港

整
備

課

港
名

港
湾

法
漁

港
漁

場
整

備
法

港
則

法
所

轄
海

上
保

安
部

管
理

者
管

理
事

務
所

国
の

出
先

機
関

県
等

の
出

先
機

関

熱
海

港
地

方
港

湾
適

用
港

下
田

海
上

保
安

部
0
55

8
-2

2
-0

6
51

静
岡

県
熱

海
土

木
事

務
所

05
57

-
82

-
91

7
1

熱
海

土
木

事
務

所
0
55

7
-8

2
-9

1
81

網
代

漁
港

第
３

種
漁

港
適

用
港

〃
静

岡
県

〃
〃

伊
東

港
地

方
港

湾
適

用
港

〃
静

岡
県

〃
熱

海
土

木
事

務
所

伊
東

支
所

0
55

7
-3

7
-2

9
47

稲
取

漁
港

第
２

種
漁

港
適

用
港

〃
静

岡
県

下
田

土
木

事
務

所
05

58
-
24

-
21

0
2

下
田

土
木

事
務

所
0
55

8
-2

4
-2

1
11

下
田

港
地

方
港

湾
適

用
港

〃
静

岡
県

〃
中

部
運

輸
局

下
田

海
事

事
務

所

05
58

-
22

-
05

1
7

下
田

海
上

保
安

部

05
58

-
22

-
06

5
0

〃

妻
良

漁
港

第
４

種
漁

港
〃

静
岡

県
〃

〃

松
崎

港
地

方
港

湾
適

用
港

〃
静

岡
県

〃
〃

宇
久

須
港

地
方

港
湾

適
用

港
〃

静
岡

県
〃

〃

土
肥

港
地

方
港

湾
適

用
港

〃
静

岡
県

沼
津

土
木

事
務

所
05

5-
9
20

-
22

1
1

沼
津

土
木

事
務

所
0
55

-
92

0
-2

2
08

沼
津

港
地

方
港

湾
適

用
港

清
水

海
上

保
安

部
05

4
-3

5
3-

0
11

8
静

岡
県

〃
〃

田
子

の
浦

港
重

要
港

湾
特

定
港

〃
静

岡
県

田
子

の
浦

港
管

理
事

務
所

05
45

-
33

-
04

9
5

田
子

の
浦

港
管

理
事

務
所

0
54

5
-3

3
-0

4
95

清
水

港
国

際
拠

点
港

湾
特

定
港

〃
静

岡
県

清
水

港
管

理
局

05
43

-
53

-
21

1
1

中
部

運
輸

局
静

岡
運

輸
支

局
清

水
庁

舎
05

43
-
52

-
01

7
4

中
部

地
方

整
備

局
清

水
港

湾
事

務
所

05
43

-
52

-
41

4
6

清
水

海
上

保
安

部
05

43
-
53

-
01

1
8

清
水

港
管

理
局

0
54

-
35

3
-2

1
11

焼
津

漁
港

特
定

第
３

種
漁

港
適

用
港

〃
静

岡
県

焼
津

漁
港

管
理

事
務

所
05

4-
6
28

-
31

2
6

焼
津

漁
港

管
理

事
務

所
0
54

-
62

8
-3

1
26

大
井

川
港

地
方

港
湾

適
用

港
〃

焼
津

市
大

井
川

港
管

理
事

務
所

05
4-

6
22

-
13

3
7

大
井

川
港

管
理

事
務

所
0
54

-
62

2
-1

3
37

地
頭

方
漁

港
第

１
種

漁
港

〃
牧

之
原

市
牧

之
原

市
役

所
(農

林
水

産
課

)
05

48
-
53

-
26

1
8

御
前

崎
港

重
要

港
湾

適
用

港
〃

静
岡

県
御

前
崎

港
管

理
事

務
所

05
48

-
63

-
32

1
1

御
前

崎
海

上
保

安
署

05
48

-
63

-
24

7
5

御
前

崎
港

管
理

事
務

所
0
54

8
-6

3
-3

2
11

福
田

漁
港

第
４

種
漁

港
〃

静
岡

県
袋

井
土

木
事

務
所

05
38

-
42

-
32

1
6

袋
井

土
木

事
務

所
0
53

8
-4

2
-3

2
18

浜
名

港
地

方
港

湾
適

用
港

〃
静

岡
県

浜
松

土
木

事
務

所
05

3-
4
58

-
72

6
5

浜
松

土
木

事
務

所
0
53

-
45

8
-7

2
65
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10
-
6-

3
港

湾
漁

港
施

設
現

況
（県

港
湾

整
備

課
、

県
漁

港
整

備
課

）R
3
.4

.1

①
熱

海
港

②
伊

東
港

③
稲

取
漁

港
④

下
田

港
⑤

手
石

港

⑥
松

崎
港

⑦
宇

久
須

港
⑧

土
肥

港
⑨

沼
津

港
⑩

田
子

の
浦

港

⑪
清

水
港

⑫
焼

津
漁

港
⑬

大
井

川
港

⑭
相

良
港

⑮
御

前
崎

港

⑯
浜

名
港

⑰
網

代
漁

港
⑱

妻
良

漁
港

⑲
田

子
漁

港
⑳

戸
田

漁
港

2
1静

浦
漁

港
22

用
宗

漁
港

2
3
地

頭
方

漁
港

2
4
福

田
漁

港

①
熱

海
港

熱
海

港
は

旧
熱

海
港

火
山

の
火

口
底

に
当

た
り

、
西

の
火

口
底

は
馬

て
い

形
に

て
欠

潰
し

た
が

、
北

方
は

岩
戸

山
、

玄
岳

の
連

山
で

囲
ま

れ
て

い
る

。
こ

の
た

め
山

が
海

に
せ

ま
り

、
平

坦
地

に
乏

し
い

。
港

口
部

は
比

較
的

水
深

が
大

き
く

海
底

の
地

質
は

砂
又

は
砂

れ
き

層
で

、
局

部
的

に
岩

し

ょ
う

が
露

出
し

て
い

る
。

接
岸

能
力

5,
0
00

Ｄ
Ｗ

Ｔ
１

バ
ー

ス
（-

7
.5

m
）
（1

55
m

）

1,
00

0
Ｄ

Ｗ
Ｔ

３
バ

ー
ス

（
-5

.0
m

）（
22

7m
）

-4
.0

m
94

m

-3
.0

m
20

m

-2
.0

m
42

m

②
伊

東
港

中
央

部
は

な
め

ら
か

な
湾

形
を

な
し

て
い

る
、

東
南

に
潮

吹
崎

が
突

出
し

、
そ

の
沖

に
手

島
島

及
び

尾
根

暗
礁

が
あ

っ
て

、
南

か
ら

の
波

浪
を

さ
え

ぎ
っ

て
い

る
。

伊
東

市
を

貫
流

し
て

、
港

内
に

注
ぐ

大
川

は
流

出
土

砂
が

い
ち

じ
る

し
い

。
中

央
部

の
海

底
は

細
砂

で
、

南
北

両
端

は
転

石
に

よ
る

磯
を

な
し

て
い

る
。

接
岸

能
力

1
,0

00
Ｄ

Ｗ
Ｔ

１
バ

ー
ス

（-
7.

0
m

）（
80

m
）

1
,0

00
Ｄ

Ｗ
Ｔ

１
バ

ー
ス

（-
5.

0m
）
（8

0m
）

70
0

Ｄ
Ｗ

Ｔ
８

バ
ー

ス
（
-4

.5
m

）（
59

6m
）

-4
.0

m
18

3m

-3
.5

m
19

0m

-3
.0

m
33

1m

-2
.0

m
23

2m

③
稲

取
漁

港

南
は

稲
取

岬
が

突
出

し
て

湾
を

形
成

し
、

湾
口

は
東

北
東

に
開

い
て

い
る

。

地
質

は
表

層
は

泥
土

質
、

そ
の

下
、

0.
5～

1
.0

m
は

玉
石

又
は

砂
利

層
を

な
し

、
最

下
層

は
、

粘
土

質
で

あ
る

。

接
岸

能
力

-4
.5

m
80

m

-
4.

0m
1
15

m

-
3.

5
m

1
36

m

-
2.

0
m

2
55

m
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④
下

田
港

海
岸

線
は

伊
東

半
島

特
有

の
激

し
い

起
伏

を
示

し
、

港
は

深
く
湾

を
形

成
し

、
犬

走
島

、
昆

沙
子

島
の

小
島

が
あ

る
。

港
内

に
は

稲
生

沢

川
が

流
入

し
、

河
口

泊
地

と
し

て
利

用
さ

れ
て

い
る

。
地

質
は

沖
積

層
か

ら
成

り
、

一
部

は
変

成
安

山
岩

と
凝

灰
岩

で
あ

る
。

接
岸

能
力

2,
0
00

Ｄ
Ｗ

Ｔ
１

バ
ー

ス
（-

6
.0

m
）
（8

0m
）

1
,0

0
0

Ｄ
Ｗ

Ｔ
１

バ
ー

ス
（-

5.
5m

）
（1

15
m

）

-
5.

0m
12

9m

-4
.0

m
30

1m

-
3.

5m
54

7
m

-
3.

0m
36

0
m

-
2.

0m
27

1
m

⑤
手

石
港

地
形

は
、

北
に

た
ら

い
崎

、
南

に
弁

財
天

が
突

出
し

、
そ

の
湾

は
深

く
一

部
砂

浜
地

を
な

し
て

い
る

が
、

一
般

に
岩

盤
が

多
く
天

然
の

良

港
を

形
づ

く
っ

て
い

る
。

な
お

、
南

伊
豆

随
一

の
大

川
、

青
野

川
は

、
本

港
に

そ
そ

ぎ
、

港
口

は
泊

地
を

な
し

、
河

口
港

を
な

し
て

い
る

。

接
岸

能
力

-2
.0

m
41

9m

⑥
松

崎
港

地
形

は
お

お
む

ね
梯

型
で

あ
る

。
海

浜
は

遠
浅

で
島

し
ょ

う
が

南
側

と
北

側
に

点
在

し
て

い
る

。
港

口
に

注
ぐ

岩
科

川
は

天
城

山
系

八
木

山
に

発
し

て
港

口
近

く
で

那
賀

川
と

合
流

し
て

い
る

。

港
内

の
地

質
は

岩
盤

の
上

に
砂

が
堆

積
し

て
い

る
も

の
と

推
定

さ
れ

る
。

接
岸

能
力

-
6.

0m
10

1.
7m

-
5.

5
m

1
00

m

-3
.0

m
12

5m

-
2.

5
m

10
3
m

-
2.

0
m

23
4
m

⑦
宇

久
須

港

北
に

廻
岬

、
南

に
黄

金
崎

が
突

き
出

た
湾

入
部

で
あ

っ
て

、
天

然
の

良
港

を
形

成
し

て
い

る
。

港
内

に
流

入
す

る
宇

久
須

川
は

、
上

流
地

域
の

崩
壊

が
は

な
は

だ
し

く
、

降
雨

時
に

は
か

な
り

の
流

出
土

砂
が

あ
る

。

接
岸

能
力

2,
0
00

Ｄ
Ｗ

Ｔ
１

バ
ー

ス
（-

5
.5

m
）
（3

6m
）

50
0

Ｄ
Ｗ

Ｔ
１

バ
ー

ス
（-

4.
5m

）
（7

0m
）

-
4.

0
m

6
1m

-
3.

0
m

1
47

m

-
2.

0
m

1
40

m

⑧
土

肥
港

西
は

駿
河

湾
に

面
し

、
東

は
天

城
山

系
の

急
峻

な
山

々
を

背
に

し
て

、
わ

ず
か

に
形

成
し

た
平

坦
地

が
あ

る
。

地
域

の
大

部
分

は
、

砂
又

は
砂

れ
き

地
帯

で
お

お
む

ね
遠

浅
で

あ
る

が
、

大
薮

防
波

堤
以

北
及

び
屋

形
防

波
堤

以
南

は
岩

盤
が

露
出

し
、

急
深

で
あ

る
。

接
岸

能
力

70
0

Ｄ
Ｗ

Ｔ
１

バ
ー

ス
（-

4
.5

m
）（

60
m

）

-
4.

0
m

7
0m

-
3.

0
m

26
5
m

⑨
沼

津
港

東
に

田
方

平
野

が
広

が
り

、
前

面
は

駿
河

湾
に

面
し

、
南

は
伊

豆
半

島
大

瀬
岬

に
覆

わ
れ

て
い

る
。

航
路

と
な

っ
て

い
る

狩
野

川
は

伊
豆

天
城

山
を

水
源

と
す

る
荒

川
で

、
流

出
土

砂
も

か
な

り
多

い
。

海
底

の
地

質
は

砂
れ

き
が

主
で

あ
る

。

接
岸

能
力

5,
0
00

Ｄ
Ｗ

Ｔ
３

バ
ー

ス
（-

7
.5

m
）
（3

90
m

）

2
,0

0
0

Ｄ
Ｗ

Ｔ
５

バ
ー

ス
（-

5.
5m

～
-
6.

0
m

）（
32

4m
）

-
4.

0
m

6
1m

-
3.

5
m

6
36

m
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⑩
田

子
の

浦
港

富
士

山
に

よ
っ

て
形

成
さ

れ
た

デ
ル

タ
地

帯
で

あ
る

こ
と

が
推

定
さ

れ
、

地
質

学
的

に
は

沖
積

層
を

な
し

て
い

る
。

こ
こ

の
港

口
か

ら
沼

津
に

い
た

る
海

浜
は

富
士

川
が

放
出

す
る

土
砂

が
漂

砂
と

な
っ

て
、

沿
岸

流
に

よ
り

砂
嘴

と
し

て
発

達
し

た
も

の
と

い
わ

れ
、

滑
ら

か
な

凹

曲
線

を
な

し
て

い
る

。
海

底
勾

配
は

ほ
ぼ

1
/1

0
で

あ
る

。

港
内

の
地

質
は

砂
利

層
の

上
に

沼
土

が
堆

積
し

て
い

る
。

海
岸

は
砂

利
で

あ
る

。

接
岸

能
力

30
,0

00
Ｄ

Ｗ
Ｔ

2
バ

ー
ス

（-
12

m
）（

48
0m

）

1
2,

0
00

Ｄ
Ｗ

Ｔ
１

バ
ー

ス
（
-1

0m
）
（2

40
m

）

1
0,

0
00

Ｄ
Ｗ

Ｔ
１

バ
ー

ス
（
-9

m
）（

16
7m

）

5,
00

0
Ｄ

Ｗ
Ｔ

7
バ

ー
ス

（
-7

.5
m

）（
76

0m
）

3,
00

0
Ｄ

Ｗ
Ｔ

１
バ

ー
ス

（
-6

.5
m

）（
11

5m
）

2,
00

0
Ｄ

Ｗ
Ｔ

８
バ

ー
ス

（
-5

.5
m

）（
56

0m
）

1,
00

0
Ｄ

Ｗ
Ｔ

２
バ

ー
ス

（
-4

.5
m

）（
14

4m
）

50
0

Ｄ
Ｗ

Ｔ
１

バ
ー

ス
（-

5.
0m

）（
60

m
）

-4
.0

m
3
58

m

-2
.0

m
1
71

m

⑪
清

水
港

港
内

は
前

面
を

「
羽

衣
」
の

伝
説

で
名

高
い

三
保

の
砂

嘴
で

覆
わ

れ
た

折
戸

湾
を

形
成

し
て

い
る

。
背

後
圏

に
は

、
自

動
車

、
自

動
二

輪
車

、
楽

器
、

一
般

機
等

の
輸

出
関

連
企

業
や

、
半

導
体

な
ど

の
先

端
技

術
企

業
が

集
積

す
る

県
中

西
部

地
区

が
含

ま
る

。
ま

た
、

東
西

に
新

東
名

高
速

道

路
・東

名
高

速
道

路
や

国
道

１
号

バ
イ

パ
ス

が
走

り
、

交
通

の
便

は
極

め
て

よ
い

。

地
質

は
巴

川
河

口
付

近
に

お
い

て
砂

利
層

が
あ

っ
て

、
比

較
的

堅
硬

で
あ

る
が

、
一

般
的

に
粘

土
層

に
覆

わ
れ

た
軟

弱
地

層
で

あ
る

。

接
岸

能
力

60
,0

00
Ｄ

Ｗ
Ｔ

２
バ

ー
ス

（-
15

m
）（

70
0m

）

3
0,

0
00

Ｄ
Ｗ

Ｔ
１

０
バ

ー
ス

（-
12

m
）（

2,
69

0m
）

3
0,

0
00

Ｄ
Ｗ

Ｔ
１

バ
ー

ス
（
-1

0～
-
12

m
）（

33
0m

）

1
0,

0
00

Ｄ
Ｗ

Ｔ
９

バ
ー

ス
（
-1

0m
）
（1

66
6m

）

8,
00

0
Ｄ

Ｗ
Ｔ

５
バ

ー
ス

（
-9

m
）
（8

44
m

）

5,
00

0
Ｄ

Ｗ
Ｔ

１
０

バ
ー

ス
（
-7

.5
m

）（
1
,2

95
m

）

3,
00

0
Ｄ

Ｗ
Ｔ

７
バ

ー
ス

（
-6

.5
m

）（
68

2m
）

2,
00

0
Ｄ

Ｗ
Ｔ

４
バ

ー
ス

（
-5

.5
m

）（
29

4m
）

1,
00

0
Ｄ

Ｗ
Ｔ

１
バ

ー
ス

（
-5

.0
m

）（
71

m
）

70
0

Ｄ
Ｗ

Ｔ
２

２
バ

ー
ス

（
-4

.5
m

）（
1
,4

94
m

）

-4
.0

m
33

1m

-3
.5

m
1
,4

0
9m

-2
.5

m
41

8m

-2
.0

m
57

5m

⑫
焼

津
漁

港

海
岸

線
は

ほ
ぼ

南
北

に
の

び
、

比
較

的
単

調
で

、
急

勾
配

を
な

し
、

台
風

時
の

波
浪

は
大

き
く
、

防
波

堤
に

囲
ま

れ
て

い
な

い
地

区
に

つ

い
て

は
、

高
潮

、
浸

食
の

危
険

に
さ

ら
さ

れ
て

い
る

。
ま

た
漂

砂
も

活
発

で
あ

る
。

接
岸

能
力

焼
津

地
区

小
川

地
区

-
9.

0m
40

0m
－

-
7.

0
m

1,
03

0m
－

-
5.

5
m

68
0m

－

-
5.

0
m

94
4m

61
0m

-
4.

5
m

71
9m

－

-
4.

0m
－

50
4m

-
3.

0
m

46
4
m

5
47

m

-
1.

5
m

～
-2

.0
m

－
45

7m
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⑬
大

井
川

港

本
港

は
、

志
太

平
野

南
部

大
井

川
河

口
左

岸
に

位
置

し
、

駿
河

湾
に

面
し

て
い

る
。

背
後

地
は

、
大

井
川

の
三

角
州

よ
り

地
質

は
沖

積
層

に
よ

り

形
成

さ
れ

て
い

る
。

接
岸

能
力

5,
0
00

Ｄ
Ｗ

Ｔ
５

バ
ー

ス
（-

7.
5m

）
（6

50
m

）

3
,0

0
0

Ｄ
Ｗ

Ｔ
２

バ
ー

ス
（
-6

.0
m

）（
17

0m
）

2
,0

0
0D

.W
.T

１
３

バ
ー

ス
（-

5.
5
m

）（
1,

21
9m

）

1
,0

0
0D

.W
.T

３
バ

ー
ス

（-
5.

0m
）（

2
40

m
）

-
2.

0
m

～
-4

.5
ｍ

94
3m

⑭
相

良
港

榛
原

港
同

様
牧

之
原

市
南

端
部

中
央

に
位

置
し

、
駿

河
湾

に
沿

い
、

萩
間

川
の

河
口

に
本

港
を

形
成

す
る

。

ま
た

、
本

港
は

、
国

道
15

0
号

に
接

し
、

海
岸

は
砂

地
で

、
夏

の
海

水
浴

場
と

し
て

利
用

さ
れ

て
い

る
。

接
岸

能
力

-3
.0

m
5
0m

-
2.

0
m

5
97

m

⑮
御

前
崎

港

付
近

一
帯

は
岩

し
ょ

う
が

多
く
、

船
舶

航
行

の
難

所
と

し
て

知
ら

れ
る

。
背

後
は

台
地

が
海

に
せ

ま
り

、
海

岸
は

わ
ず

か
の

平
地

を
有

す

る
に

す
ぎ

な
い

。

港
内

の
地

質
は

、
上

層
1.

0m
位

は
砂

利
層

、
そ

の
下

は
軟

質
土

丹
岩

で
あ

る
。

接
岸

能
力

50
,0

00
Ｄ

Ｗ
Ｔ

１
バ

ー
ス

（-
14

m
）（

28
0m

）

3
0,

0
00

Ｄ
Ｗ

Ｔ
２

バ
ー

ス
（
-1

2m
）
（4

80
m

）

5,
00

0
Ｄ

Ｗ
Ｔ

５
バ

ー
ス

（
-7

.5
m

）（
65

0m
）

2,
00

0
D

.W
.T

４
バ

ー
ス

（-
5.

5m
）（

4
00

m
）

1,
00

0
D

.W
.T

９
バ

ー
ス

（-
5.

0m
）（

7
92

m
）

-4
.0

m
28

0m

-2
.0

m
66

0m

⑯
浜

名
港

付
近

の
海

岸
一

帯
は

砂
で

、
漂

砂
お

よ
び

飛
砂

に
よ

り
海

岸
の

変
化

は
著

し
い

。
海

底
勾

配
は

隆
起

性
海

岸
特

有
の

遠
浅

で
1／

7
0～

1／
1
00

で
あ

る
。 接

岸
能

力
－

3.
5m

52
6m

－
3
.0

m
2
26

m

－
2
.0

～
-3

.0
m

56
3
m

－
2
.0

m
1
79

m

⑰
網

代
漁

港 接
岸

能
力

－
4.

0m
20

6m

－
3
.5

m
60

m

－
3
.0

m
2
39

m

－
2
.0

m
60

m

⑱
妻

良
漁

港 接
岸

能
力

－
3.

0m
28

0m

－
2
.0

m
2
29

m

－
1
.0

m
36

m
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⑲
田

子
漁

港 接
岸

能
力

－
5.

0m
36

0m

－
3
.2

m
96

m

－
3
.0

m
24

4m

－
2
.0

m
60

m

－
1
.0

～
－

2
.0

m
25

0m

⑳
戸

田
漁

港 接
岸

能
力

－
5.

0m
18

5m

－
4
.0

m
56

1m

－
3
.0

m
3
5m

－
2
.0

～
－

3
.0

m
36

3m

◯21
静

浦
漁

港 接
岸

能
力

－
6.

0m
76

m

－
4
.5

m
70

m

－
4
.0

m
27

3m

－
3
.5

m
98

m

－
3
.0

m
68

9m

－
2
.5

m
1
03

m

－
2.

0m
61

1
m

－
1
.0

～
－

1
.5

m
11

7m

◯22
用

宗
漁

港 接
岸

能
力

－
5.

0m
78

7m

－
2
.5

m
43

2m

◯23
地

頭
方

漁
港

接
岸

能
力

－
4.

0m
23

2m

－
3
.0

m
26

5m

－
2
.5

m
6
0m
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２
係

留
施

設
の

諸
元

①
大

型
船

バ
ー

ス
の

標
準

寸
法

大
型

バ
ー

ス
の

水
深

及
び

長
さ

は
、

対
象

船
舶

の
船

長
又

は
満

載
吃

水
が

明
ら

か
で

な
い

場
合

は
、

表
の

値
を

参
考

と
し

て
定

め

る
こ

と
が

で
き

る
。

な
お

、
単

独
バ

ー
ス

ま
た

は
連

続
バ

ー
ス

の
端

の
バ

ー
ス

に
お

い
て

は
船

舶
の

係
留

方
法

に
応

じ
て

適
切

な
余

地
が

バ
ー

ス
端

に
確

保
さ

れ
る

よ
う

配
慮

す
る

も
の

と
す

る
。

表
大

型
船

バ
ー

ス
の

標
準

寸
法

表
に

お
い

て
、

バ
ー

ス
の

長
さ

は
、

船
の

全
長

に
係

船
索

の
長

さ
そ

の
他

を
考

慮
し

て
1
5
～

3
0
ｍ

を
、

ま
た

、
水

深
は

、
満

載
吃

水

に
余

裕
水

深
と

し
て

船
型

に
応

じ
ほ

ぼ
0
.5

～
1
.5

ｍ
を

加
算

し
て

定
め

た
も

の
で

あ
る

。

な
お

、
こ

こ
に

バ
ー

ス
水

深
の

基
準

面
は

、
工

事
用

基
準

面
と

す
る

。

種
類

バ
ー

ス
の

長
さ

（ｍ
）

バ
ー

ス
の

水
深

（ｍ
）

対
象

船
舶

旅 客 船

10
0

12
0

15
0

17
0

19
0

22
0

24
0

28
0

4.
5

5.
0

6.
0

6.
5

7.
0

7.
5

9.
0

1
0.

0

総
ト

ン

2,
0
00

3,
0
00

5,
0
00

8,
0
00

10
,0

00

15
,0

00

20
,0

00

30
,0

00

貨 物 船

7
0

8
0

10
0

11
0

13
0

16
0

17
0

19
0

24
0

26
0

28
0

30
0

32
0

33
0

37
0

4.
5

5.
0

5.
5

6.
5

7.
5

9.
0

1
0.

0

1
1.

0

1
2.

0

1
3.

0

1
4.

0

1
5.

0

1
6.

0

1
8.

0

2
0.

0

重
量

ト
ン

7
00

1,
0
00

2,
0
00

3,
0
00

5,
0
00

8,
0
00

1
0,

0
00

1
5,

0
00

3
0,

0
00

4
0,

0
00

5
0,

0
00

7
0,

0
00

9
0,

0
00

10
0,

0
00

1
50

,0
00

8
0

10
0

11
0

13
0

4.
5

5.
5

6.
5

7.
5

重
量

ト
ン

1,
0
00

2,
0
00

3,
0
00

5,
0
00

タ ン カ ー

種
類

バ
ー
ス
の

長
さ
（
ｍ
）

バ
ー
ス
の

水
深
（
ｍ
）

対
象

船
舶

1
70

1
90

2
10

2
40

2
60

2
80

3
00

3
10

3
20

9.
0

10
.
0

11
.
0

12
.
0

13
.
0

14
.
0

15
.
0

16
.
0

17
.
0

重
量
ト
ン

10
,0
00

15
,0
00

20
,0
00

30
,0
00

40
,0
00

50
,0
00

60
,0
00

70
,0
00

80
,0
00

自 動 車 専 用 船

1
00

1
10

1
30

1
50

1
70

1
80

2
10

2
40

2
60

5.
0

5.
5

6.
5

7.
0

7.
5

8.
0

9.
0

10
.
0

11
.
0

総
ト
ン

7
00

1
,0
00

2
,0
00

3
,0
00

5
,0
00

6
,0
00

10
,0
00

15
,0
00

20
,0
00

ガ ス 運 搬 船

90

1
10

1
30

1
50

1
90

2
10

2
30

2
60

3
10

5.
5

6.
5

7.
5

8.
5

10
.
0

12
.
0

13
.
0

14
.
0

15
.
0

総
ト
ン

1
,0
00

2
,0
00

3
,0
00

5
,0
00

10
,0
00

15
,0
00

20
,0
00

30
,0
00

50
,0
00

タ ン カ ー
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②
漁

船
の

諸
元

入
港

漁
船

の
型

式
、

寸
法

等
が

不
明

で
そ

の
吃

水
を

明
確

に
定

め
が

た
い

場
合

は
表

を
参

考
と

し
て

よ
い

。

表
漁

船
の

諸
元

（
注

１
）
表

は
全

漁
業

種
類

の
漁

船
の

平
均

値
を

示
し

て
い

る
の

で
、

利
用

に
当

た
っ

て
は

注
意

を
必

要
と

す
る

。

（
注

２
）
省

エ
ネ

ル
ギ

ー
船

は
、

同
じ

ト
ン

数
で

も
吃

水
が

大
き

い
の

で
注

意
す

る
必

要
が

あ
る

。

吃
水

船
型

（
Ｇ

．
Ｔ

）

船
の

長
さ

（
Ｌ

）

船
の

幅

（
Ｌ

）

最
大

（
d
m

a
x
）

最
小

（
d
m

in
）

１
7
.0

ｍ
1
.8

ｍ
1
.0

ｍ
－

ｍ

２
8
.0

2
.2

1
.2

－

３
9
.0

2
.4

1
.4

－

４
1
0
.0

2
.6

1
.6

－

５
1
1
.0

2
.8

1
.8

－

1
0

1
3
.0

3
.5

2
.0

1
.9

2
0

1
7
.0

4
.3

2
.2

2
.1

3
0

2
0
.0

4
.7

2
.5

2
.3

4
0

2
2
.0

5
.2

2
.7

2
.5

5
0

2
4
.0

5
.5

2
.9

2
.6

1
0
0

3
0
.0

6
.5

3
.7

3
.2

1
5
0

3
5
.0

7
.2

4
.2

3
.5

2
0
0

4
0
.0

7
.6

4
.6

3
.8

3
0
0

4
6
.0

8
.4

5
.2

4
.2

4
0
0

5
2
.0

8
.9

5
.6

4
.5

5
0
0

5
5
.0

9
.4

5
.9

4
.8
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1
0-

6
-
6

県
有
船
舶
一
覧
表

(県
研
究
開
発
課
、
水
産
資
源
課

)
R

3
.4

.1

1
0-
6
-
7

海
上
保
安
部
保
有
船

舶
一
覧
表

(海
上
保
安
部

)
R

3
.4

.1

（
注
）
１
．

積
載
可
能
人
員
及
び
荷
物
積
載
可
能
量
は
、
い
ず
れ
か
一
つ
の
場
合
の
目
安
を
示
す
。

２
．

乗
船
可
能
人
員
に
つ
い
て
は
、
船
舶
安
全
法
に
基
づ
く
臨
時
検
査
を
受
け
た
場
合
を
想
定
し
た
目
安
と
す
る
。
た
だ
し
、

乗
組
員
は
除
く
。

３
．

搭
載

可
能

物
資

に
つ

い
て

は
、

海
上

平
穏

な
場

合
の

目
安

と
し

、
気

象
状

況
、

物
資

の
形

状
等

に
よ

っ
て

は

こ
の

目
安

以
下

と
な

る
。

船
名

t
数

機
関

根
拠

地
積
載
人
員

荷
物
積
載
量

備
考

富
士

1
,5

54
5,

14
8k

w
静
岡
市

(清
水
港

)
46

2
乗

用
車

5
4
台

又
は
バ
ス

13
台

速
力

18
.5

ノ
ッ
ト

駿
河

丸
13

4.
00

デ
ィ
ー
ゼ
ル

12
00

ps

焼
津
市

（
小
川
港
）

20
5

11
〃

天
龍

5
1.

00
〃 1,

94
0p

s×
2

浜
松
市

（
舞
阪
港
）

12
－

3
3

〃

あ
ま

ぎ
3
2.

00
〃 1,

10
9k

W
×

2

伊
東

市

（
伊
東
港
）

13
－

3
4

〃

所
属

船
名

t
数

積
載

可
能

人
員

荷
物

積
載

可
能

量
限

定
沿

海
で

3
時

間
以

内

1
.5

時
間

未
満

の
平

水

清
水

海
上

保
安

部

お
き

つ
3
58

t
47

人
50

人
30

t

ふ
じ

か
ぜ

24
2
6

2
8

14

み
ほ

か
ぜ

24
2
6

2
8

14

清
水

海
上

保
安

部

御
前

崎
海

上
保

安
署

ふ
じ

3
58

4
7

5
0

30

れ
い

ら
5.

6
1
2

1
2

－

下
田

海
上

保
安

部

か
の

3
58

4
7

5
0

30

い
ず

な
み

1
04

3
6

4
1

2
0

し
き

ね
1,

3
00

14
1

16
5

24
0

ぽ
ら

り
す

5.
6

1
2

1
2
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1
0
-
6
-
8

旅
客

船
、

小
型

船
一

覧
表

（1
）

旅
客

船
(中

部
運

輸
局

)
R

3.
7.

1

定
け

い
港

会
社

名
船

名
総

ト
ン

数
積

載
可

能
人

員
備

考

戸
田

港
辻

悦
一

第
一

ち
ど

り
4.

90
限

定
沿

海
40

〃
野

田
孝

第
一

た
か

丸
12

.4
3

沿
海

12
平

水
50

〃
山

田
和

茂
第

二
ふ

じ
丸

12
.5

3
沿

海
12

平
水

35

〃
山

本
満

雄
第

一
太

陽
丸

12
.5

2
限

定
沿

海
40

重
寺

港
㈱

淡
島

マ
リ

ン
パ

ー
ク

ア
ワ

シ
マ

１
３

8.
50

平
水

35

〃
〃

ア
ワ

シ
マ

１
５

12
.8

9
平

水
50

〃
〃

ア
ワ

シ
マ

１
６

17
.0

0
沿

海
85

三
津

港
千

鳥
観

光
汽

船
㈱

ち
ど

り
1
22

.0
0

平
水

20
0

〃
〃

第
一

伊
豆

丸
13

.0
0

平
水

97

〃
〃

第
二

伊
豆

丸
13

.0
0

平
水

80

〃
〃

ち
ど

り
３

19
.0

0
平

水
15

0

清
水

港
一

般
社

団
法

人
ふ

じ
さ

ん
駿

河
湾

フ
ェ

リ
ー

富
士

15
54

.0
0

平
水

1.
5H

52
2

限
定

沿
海

3H
45

0

車
両

輸
送

能
力

バ
ス

13
台

又
は

乗
用

車
54

台

〃
富

士
山

清
水

港
ク

ル
ー

ズ
㈱

ｵ
ｰ

ｼ
ｬ

ﾝ
ﾌ

ﾟ
ﾘ

ﾝ
ｾ

ｽ
2
39

.9
4

限
定

沿
海

14
1

〃
〃

ﾍ
ﾞ

ｲ
・ﾌ

ﾟ
ﾛ

ﾑ
ﾅ

ｰ
ﾄﾞ

1
93

.0
0

平
水

（港
内

の
み

）
34

3

〃
〃

ケ
ー

・
エ

ス
15

.0
0

平
水

81

〃
〃

フ
ェ

ル
ケ

ル
18

.0
0

平
水

89

〃
〃

ド
ー

ン
ト

レ
ッ

ダ
ー

1
31

.9
4

沿
海

48

〃
〃

か
し

わ
丸

12
.0

0
平

水
40

〃
〃

ド
リ

ー
ム

ス
タ

ー
19

.0
0

限
定

沿
海

86

〃
清

水
ﾎ

ﾟｰ
ﾄ
ｻ

ｰ
ﾋ

ﾞｽ
㈱

第
２

か
し

わ
丸

10
.0

0
限

定
沿

海
20

〃
〃

か
し

わ
丸

12
.0

0
平

水
39

御
前

崎
港

大
澤

克
博

博
栄

丸
16

.0
0

限
定

沿
海

22

浜
名

湖
浜

名
湖

遊
覧

船
㈱

奥
浜

名
丸

89
.0

0
平

水
（
浜

名
湖

の
み

）2
50

〃
〃

H
ib

is
c
u
s(

ハ
イ

ビ
ス

カ
ス

)
19

.0
0

平
水

（
浜

名
湖

の
み

）1
50

〃
〃

な
お

と
ら

13
.0

0
平

水
（浜

名
湖

の
み

）
50

〃
影

山
寿

㈱
清

音

〃 〃 〃 〃

第
二

双
運

丸

レ
ッ

ド
パ

ル

そ
れ

い
ゆ

号

ヒ
マ

ワ
リ

号

ふ
じ

の
花

号

ガ
ー

ベ
ラ

号

4.
40

4.
90

16
.0

0

5
ﾄﾝ

未
満

5
ﾄﾝ

未
満

5
ﾄﾝ

未
満

平
水

（
浜

名
湖

の
み

）
31

平
水

（湖
川

の
み

）1
8

限
定

沿
海

36

平
水

（湖
川

の
み

）1
8

平
水

（湖
川

の
み

）1
8

平
水

（湖
川

の
み

）1
8

〃 〃 〃 〃 〃 〃
ヤ

マ
ハ

マ
リ

ー
ナ

(株
)

カ
メ

リ
ア

48
.0

0
平

水
（湖

川
の

み
）5

0

〃
髙

山
成

顕
海

運
丸

5
ﾄﾝ

未
満

限
定

沿
海

36

[資
料

編
Ⅱ

]

注
）

こ
の

ほ
か

、
県

内
に

寄
港

す
る

航
路

の
主

船
は

、
以

下
の

と
お

り
。

・セ
ブ

ン
ア

イ
ラ

ン
ド

結
（
17

6
ﾄﾝ

、
2
41

人
）、

セ
ブ

ン
ア

イ
ラ

ン
ド

愛
（2

79
.5

6
ﾄﾝ

、
2
55

人
）、

セ
ブ

ン
ア

イ
ラ

ン
ド

友
（1

6
4

ﾄﾝ
、

25
5

人
）
、

セ
ブ

ン

ア
イ

ラ
ン

ド
大

漁
（
16

5
ﾄﾝ

、
2
55

人
）が

東
海

汽
船

㈱
（本

社
東

京
）
所

有
に

よ
り

熱
海

港
に

寄
港

。

・カ
ー

フ
ェ

リ
ー

あ
ぜ

り
あ

（4
8
5

ﾄﾝ
、

24
0

人
）は

神
新

汽
船

㈱
（
本

社
東

京
）に

よ
り

下
田

港
に

寄
港

。

（2
）
内

航
貨

物
船

に
つ

い
て

静
岡

県
内

に
主

た
る

事
務

所
を

置
く
内

航
海

運
事

業
者

数
は

1
9

社
。

所
有

船
舶

数
は

39
隻

、
71

,8
7
4.

4G
/
T

で
あ

る
。

熱
海

港

〃

㈱
富

士
急

マ
リ

ン
リ

ゾ
ー

ト

〃

ｲ
ﾙ

･
ﾄ
ﾞ･

ﾊ
ﾞｶ

ﾝ
ｽ

３
世

号

ｲ
ﾙ

ﾄ
ﾞ･

ﾊ
ﾞｶ

ﾝ
ｽ

･
ﾌ

ﾟﾚ
ﾐ
ｱ

2
92

.0
0

2
71

.0
0

限
定

沿
海

1.
5H

86
8

限
定

沿
海

1.
5H

6
05

〃

初
島

伊
東

港

〃 〃

(株
)ス

パ
マ

リ
ー

ナ
熱

海

リ
ゾ

ー
ト

ト
ラ

ス
ト

(株
)

㈲
は

る
ひ

ら
丸

〃

日
本

海
洋

観
光

㈱

S
A

N
R

E
M

O

Ｎ
Ｏ

Ａ
Ｈ

は
る

ひ
ら

丸

1
号

は
る

ひ
ら

丸

ゆ
ー

み
ん

フ
ッ

ク

19
.0

0

10
.0

0

19
.0

0

9.
10

19
.0

0

限
定

沿
海

50

限
定

沿
海

24

限
定

沿
海

63

限
定

沿
海

38

限
定

沿
海

77

下
田

港

〃 〃 〃 〃

㈱
伊

豆
ク

ル
ー

ズ

〃

㈱
伊

豆
下

田
フ

ィ
ッ

シ
ン

グ

〃 〃

サ
ス

ケ
ハ

ナ

豆
州

丸

第
１

１
み

こ
も

と
丸

第
２

７
み

こ
も

と
丸

七
島

丸

1
27

.0
0

17
.0

0

16
.0

5

14
.0

0

12
.5

8

限
定

沿
海

1.
5H

1
50

平
水

24
0

限
定

沿
海

90

限
定

沿
海

57

限
定

沿
海

60

限
定

沿
海

27

手
石

港

〃 〃

㈱
海

遊
社

三
軒

屋
海

運
（

有
）

㈱
伊

豆
ク

ル
ー

ズ

福
丸

ブ
ラ

ッ
ク

エ
ン

ゼ
ル

い
そ

じ

マ
リ

ン
バ

ー
ド

19
.0

0

19
.0

0

14
.0

0

限
定

沿
海

60

限
定

沿
海

38

限
定

沿
海

85

仁
科

港

〃 〃

堂
ヶ

島
マ

リ
ン

(
株

)

〃 〃

シ
ー

ク
リ

ス
タ

ル

シ
ー

ロ
マ

ン

せ
ば

ま
３

10
.0

0

10
.0

0

9.
10

限
定

沿
海

46

限
定

沿
海

46

限
定

沿
海

50

〃
〃

シ
ー

ハ
ー

モ
ニ

ー
10

.0
0

限
定

沿
海
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10-6-9 浜名湖内海上等輸送連絡所一覧表

(浜松土木事務所) R3.4.30

地域 番号 防災桟橋設置場所 住 所

桟橋諸元

形式 延長 幅 水深 その他

浜松

①
宇布見公共マリーナ

（ユーテラス）
浜松市西区雄踏町宇布見地先 浮桟橋 10.0m 2.5m 2.3m 2 基設置

②
伊佐見公共マリーナ

（はまゆうマリーナ）
浜松市西区古人見地先 浮桟橋 10.0m 2.5m 1.8m

③
浜名湖遊覧船

フラワーパーク港
浜松市西区舘山寺町 3315 固定桟橋 25.0ｍ 2.5m

④
浜名湖遊覧船

かんざんじ港
浜松市西区舘山寺町 2226-1 浮桟橋 14.0ｍ 3.5m

⑤
伊目公共マリーナ

（マリーナ唐洲崎）
浜松市北区細江町気賀地先 浮桟橋 10.0m 2.5m 1.8m

⑥ 浜名湖サービスエリア 浜松市北区三ケ日町佐久目 浮桟橋 8.0m 4.0m 1.0m

⑦
三ケ日公共マリーナ

（オレンジマリーナ）
浜松市北区三ケ日町宇志地先 浮桟橋 10.0m 2.5m 1.0m

⑧
浜名湖遊覧船

みっかび瀬戸港
浜松市北区三ケ日町大崎 1899-5 浮桟橋 15.4ｍ 4.3m

湖西

➈
入出公共マリーナ

（コデマリン）
湖西市入出地先 浮桟橋 10.0m 2.5m 2.3m

⑩ ヤマハマリーナ浜名湖 湖西市入出字長者 1380 浮桟橋 110.0m 3.0m 3.0m

⑪
スズキマリン

スズキマリーナ浜名湖
湖西市新所 4494-90 浮桟橋

50.0m

30.0m

2.6m

2.6m

1.5m

1.5m
2 基設置

⑫ 浜名湖競艇企業団桟橋 湖西市新居町中野郷地先 固定桟橋 22.5m 7.5m 0.5m

⑬ 今切体験の里 海湖館 湖西市新居町新居 3288-101 浮桟橋 14.5m 3.0m 0.5m
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三ヶ日駅

浜名湖SA

都築駅

東都築駅

浜名湖

佐久米駅
寸座駅

西気賀駅

気賀駅

新居町駅

舞阪駅

鷲津駅

奥浜名湖駅

尾奈駅

知波田駅

大森駅

三ヶ日JCT

新東名高速道路

三ヶ日IC

⑩ヤマハマリーナ浜名湖桟橋

⑬今切体験の里

海湖館桟橋

⑫競艇企業団桟橋

⑨入出公共マリーナ

（コデマリン）

②伊佐見公共マリーナ

（はまゆうマリーナ）

⑦三ケ日公共マリーナ

（オレンジマリーナ）

⑥浜名湖SA桟橋

③浜名湖遊覧船

フラワーパーク港

⑧浜名湖遊覧船

みっかび瀬戸港

⑪スズキマリン

スズキマリーナ浜名湖

④浜名湖遊覧船

かんざんじ港

舘山寺SIC

⑤伊目公共マリーナ

（マリーナ唐洲崎）

①宇布見公共マリーナ

（ユーテラス）
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〔資料の巻Ⅱ〕

10-7-1　ヘリベース
（県危機対策課）R3.4.1

№ 地域 市町名 へリポート名称 所在地 緯度・経度 離着陸実績 管理者 ヘリサイズ
着陸帯面積

（m×m）
着陸帯表面

離着陸時
散水要否

1 東部 沼津市
県営愛鷹広域公園多目的競技場

スポーツ広場
沼津市足高202

北緯35度9分29秒
東経138度51分09秒

○ ㈱日産クリエイティブサービス 大 75×115 芝 不要

2 中部 牧之原市 富士山静岡空港 牧之原市坂口3336－4
北緯34度47分51秒
東経138度10分40秒

○ 静岡県 大
滑走路（2500×60）
エプロン（8バース）

アスファルト 不要

3 西部 浜松市 航空自衛隊浜松基地 浜松市西区西山町無番地
北緯34度45分15秒
東経137度41分34秒

○
航空自衛隊

第1航空団司令部
(浜松基地）

大 滑走路（2550×60） アスファルト 不要

4 西部 掛川市
小笠山総合運動公園

（駐車場　Ｐ９）
掛川市平野

北緯34度44分57秒
東経137度58分40秒

○ 静岡県サッカー協会グループ 大 250×90 アスファルト 不要

5 中部 藤枝市
藤枝総合運動公園

野球場
藤枝市原100番地

北緯34度52分44秒
東経138度13分58秒

－ 藤枝市 中 80×75m 砂質 必要

6 東部 御殿場市 陸上自衛隊滝ヶ原飛行場 御殿場市中畑2092-2
北緯35度19分25秒
東経138度52分30秒

○
陸上自衛隊

第34普通科連隊
大 滑走路（650×18） アスファルト 不要

7 中部 焼津市 航空自衛隊静浜基地 焼津市上小杉1602
北緯34度48分46秒
東経138度17分53秒

○
航空自衛隊

第11飛行教育団司令部
(静浜基地）

大 滑走路（1500×45） アスファルト 不要

７市 7箇所計

10-7-2　拠点へリポート

各市町で拠点となるヘリポート等

№ 地域 市町名 へリポート名称 所在地
沿岸
市町

緯度・経度
（１０進法）

緯度・経度
（60進法）

ヘリ
サイ
ズ

施設管理者
電話番号

管轄消防本部
電話番号（患者搬送のための要請先）

最寄の避難所 最寄の救護所 最寄の救護病院

1 賀茂 下田市 敷根公園健康広場 下田市敷根757 ○
34.681667
138.931944

北緯34度40分54秒
東経138度55分55秒

大
下田市役所防災安全課
0558-36-4145

下田消防本部　下田消防署
0558-22-1829

下田中学校
0.2km

下田中学校
0.2km

下田メディカルセンター
2km

2 賀茂 東伊豆町 東伊豆町営総合グラウンド(新) 賀茂郡東伊豆町稲取3347 ○
34.785833
139.039722

北緯34度47分09秒
東経139度02分23秒

大
東伊豆町教育委員会
0557-95-6207

駿東伊豆消防本部  東伊豆消防署
0557-95-0119

稲取中学校
3km

稲取中学校
3km

伊豆東部総合病院
2km

3 賀茂 河津町 鉢の山セラピーロード第１駐車場 賀茂郡河津町川津筏場507-1 ○
34.791667
138.978889

北緯34度47分30秒
東経138度58分44秒

大
河津町役場総務課
0558-34-1913

下田消防本部　河津分署
0558-22-1829

西小学校
4km

西小学校
4km

今井浜病院
10km

4 賀茂 南伊豆町 差田グラウンド 賀茂郡南伊豆町入間16 ○
34.646111
138.820278

北緯34度38分46秒
東経138度49分13秒

大
南伊豆町役場地域整備課
0558-62-6277

下田消防本部　南伊豆分署
0558-22-1829

南伊豆中学校
7km

南伊豆中学校
7km

下田メディカルセンター
16km

5 賀茂 松崎町 松崎高等学校グラウンド 賀茂郡松崎町桜田188 ○
34.756389
138.789167

北緯34度45分23秒
東経138度47分21秒

大
松崎高等学校
0558-42-0131

下田消防本部　西伊豆消防署
0558-22-1829

松崎高等学校
0.1km

松崎高等学校
0.1km

西伊豆健育会病院
4km

6 賀茂 西伊豆町 黄金崎クリスタルパーク駐車場 賀茂郡西伊豆町宇久須2204-3 ○
34.844670
138.768781

北緯34度50分40秒
東経138度46分07秒

大
西伊豆町役場
0558-52-1111

下田消防本部　西伊豆消防署
0558-22-1829

賀茂小学校
1.5Km

賀茂小学校
1.5Km

西伊豆健育会病院
12km

7 東部 沼津市 沼津市営野球場 沼津市泉町2-1 ○
35.112222,
138.862499

北緯35度06分44秒
東経138度51分45秒

大
沼津市教育委員会ウィズスポーツ
課
055-922-7200

駿東伊豆消防本部　055-920-9102(警防救急課）
〈沼津北消防署〉

市立第五中学校
0.3ｋｍ

第五地区センター
0.4ｋｍ

西島病院
2.4ｋｍ

8 東部 熱海市 熱海観光港芝生広場 熱海市和田浜南1694-29 ○
35.09138888,
139.0794444

北緯35度05分29秒
東経139度04分46秒

中
熱海市役所公園緑地課
0557-86-6240

熱海市消防本部
0557-81-2555

第二小学校
1.8ｋｍ

起雲閣
1.6ｋｍ

所記念病院
1.7ｋｍ

9 東部 三島市 長伏グラウンド北側駐車場 三島市長伏274-3
35.085278,
138.91222222

北緯35度05分07秒
東経138度54分44秒

大
三島市役所
055-975-3111

富士山南東消防本部　055-972-5803(警防救急課）
〈三島消防署〉

長伏小学校
0.4ｋｍ

中郷西中学校
1.8ｋｍ

高野内科循環器科クリニック
0.6ｋｍ

10 東部 富士宮市 外神スポーツ広場 富士宮市外神東町114
35.25944444,
138.61138888

北緯35度15分34秒
東経138度36分41秒

大
富士宮市役所
0544-22-1319

富士宮市消防本部
0544-22-1198

大富士中学校
1.1ｋｍ

大富士中学校
1.1ｋｍ

富士脳障害研究所附属病院
8.3ｋｍ

11 東部 富士宮市 芝川スポーツ広場 富士宮市西山880-1
35.2294444
138.56361111

北緯35度13分46秒
東経138度33分49秒

大
富士宮市役所
0544-22-1319

富士宮市消防本部
0544-22-1198

Ｂ＆Ｇ芝川海洋センター
（ヘリポートに隣接）

芝川中学校
3.3ｋｍ

フジヤマ病院
11.6ｋｍ

12 東部 伊東市 小室山公園総合運動場 伊東市川奈1160 ○
34.94333333,
139.12500000

北緯34度56分36秒
東経139度07分30秒

大
伊東市役所
0557-32-1362

駿東伊豆消防本部　055-920-9102(警防救急課）
〈伊東消防署〉

市立南幼稚園
1.4ｋｍ

市立夜間救急医療センター
4.5km

佐藤病院
5.1ｋｍ

13 東部 伊東市 市民運動場 伊東市玖須美元和田716-117 ○
34.95250000,
139.11249999

北緯34度57分09秒
東経139度06分45秒

中
伊東市役所
0557-32-1362

駿東伊豆消防本部　055-920-9102(警防救急課）
〈伊東消防署〉

伊東市民体育センター
0.1ｋｍ

市立夜間救急医療センター
2.5km

佐藤病院
3.1ｋｍ

14 東部 伊東市 大室山登山リフト第３駐車場 伊東市富戸1317-5 ○
34.9080555,
139.09583333

北緯34度54分29秒
東経139度05分45秒

中
伊東市役所
0557-32-1362

駿東伊豆消防本部　055-920-9102(警防救急課）
〈伊東消防署〉

生涯学習ｾﾝﾀｰ池会館
3.3km

対島中学校
6.0ｋｍ

佐藤病院
9.8ｋｍ

15 東部 富士市 富士総合運動公園（陸上競技場） 富士市中野671 ○
35.19527777,
138.68555555

北緯35度11分44秒
東経138度41分09秒

大
富士市役所防災危機管理課
0545-55-2715

富士市消防本部
0545-55-2857

市立大淵小学校
2.2ｋｍ

市立大淵中学校
2.3ｋｍ

芦川病院
4.8ｋｍ

16 東部 富士市 富士川河川敷憩いの広場（野球場） 富士市中之郷地先 ○
35.13916666,
138.62611111

北緯35度08分20秒
東経138度37分35秒

大
富士市役所防災危機管理課
0545-55-2715

富士市消防本部
0545-55-2857

市立富士川第一小学校
2.6ｋｍ

富士川まちづくりセンター
2.6ｋｍ

共立蒲原総合病院
2.0ｋｍ

17 東部 富士市 富士市防災ヘリポート 富士市八代町212-2 ○
35.15405472,
138.69610694

北緯35度09分15秒
東経138度41分46秒

中
富士市役所防災危機管理課
0545-55-2715

富士市消防本部
0545-55-2857

市立吉原小学校
1.3ｋｍ

市立第一中学校
2.7ｋｍ

富士整形病院
1.5ｋｍ

18 東部 御殿場市 御殿場市陸上競技場 御殿場市茱萸沢658－4
35.31333333,
138.91111111

北緯35度18分48秒
東経138度54分40秒

大
御殿場市危機管理課
0055-82-4370

御殿場市・小山町広域行政組合消防本部
0550-83-0119　〈御殿場消防署〉

玉穂小学校
0.3ｋｍ

玉穂支所（第４救護所）
0.6ｋｍ

東部病院
2.1ｋｍ

19 東部 裾野市 裾野市運動公園陸上競技場 裾野市今里1616-1
35.2355555,
138.89333333

北緯35度14分08秒
東経138度53分36秒

中
裾野市役所生涯学習課
055-992-3800

富士山南東消防本部
055-972-5803(警防救急課）　〈裾野消防署〉

富岡第二小学校
3.1ｋｍ

福祉保健会館
5.9ｋｍ

裾野赤十字病院
7.7ｋｍ

20 東部 伊豆市 虹の郷臨時駐車場 伊豆市修善寺字芝山4279-17
34.97527777,
138.90138888

北緯34度58分30.9秒
東経138度54分05秒

中
ｼﾀﾞｯｸｽ大新東ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ（株）
0558-72-7111

駿東伊豆消防本部　055-920-9102(警防救急課）
〈田方南消防署〉

修善寺総合会館
3.5ｋｍ

修善寺生きいきプラザ
5.6ｋｍ

伊豆赤十字病院
5.6ｋｍ

21 東部 伊豆市 伊豆総合高等学校土肥分校グラウンド 伊豆市土肥870-1 ○
34.90833333,
138.79861111

北緯34度54分30.8秒
東経138度47分54.9秒

中
県立伊豆総合高等学校土肥分校
0558-98-0211

駿東伊豆消防本部　055-920-9102(警防救急課）
〈田方南消防署〉

土肥小中一貫校
0.3ｋｍ

土肥小中一貫校
0.3ｋｍ

西伊豆健育会病院
15ｋｍ

22 東部 伊豆の国市 旧スポーツワールド駐車場（4号調整池） 伊豆の国市南江間2125-3
35.042435,
138.9182247

北緯35度02分32秒
東経138度55分05秒

大
伊豆の国市役所
055-948-1482

駿東伊豆消防本部　055-920-9102(警防救急課）
〈田方中消防署〉

長岡中学校
0.5ｋｍ

長岡幼稚園
2.2ｋｍ

順天堂静岡病院
2.2ｋｍ

23 東部 函南町 柏谷公園 野球場 田方郡函南町柏谷676-1
35.08111111,
138.95805555

北緯35度04分52秒
東経138度57分29秒

大
函南町役場生涯学習課
055-979-1733

駿東伊豆消防本部　055-920-9102(警防救急課）
〈田方北消防署〉

東中学校
1.2ｋｍ

保健福祉センター
1.6ｋｍ

NTT東日本伊豆病院
2.0ｋｍ

24 東部 函南町 函南運動公園 田方郡函南町平井1592-6
35.1046666,
138.97444444

北緯35度06分15秒
東経138度58分28秒

大
函南町役場生涯学習課
055-979-1733

駿東伊豆消防本部　055-920-9102(警防救急課）
〈田方北消防署〉

東小学校
3.2ｋｍ

保健福祉センター
2.8ｋｍ

NTT東日本伊豆病院
2.7ｋｍ

25 東部 清水町 清水中学校グランド 駿東郡清水町堂庭267
35.097194,
138.9037191

北緯35度05分49秒
東経138度54分13秒

中
清水町役場教育総務課
055-981-8221

駿東伊豆消防本部　055-920-9102(警防救急課）
〈清水町消防署〉

清水中学校
（ヘリポートに隣接）

清水中学校
（ヘリポートに隣接）

岡村記念病院
1.4ｋｍ

26 東部 長泉町 長泉中央グラウンド 駿東郡長泉町納米里550-1
35.141656666,
138.89527777

北緯35度08分30秒
東緯138度53分43秒

中
長泉町役場
055-989-5505

富士山南東消防本部　055-972-5803(警防救急課）
〈長泉消防署〉

長泉小学校
0.7ｋｍ

長泉小学校
0.7ｋｍ

県立がんセンター
2.3ｋｍ

27 東部 小山町 多目的広場 駿東郡小山町吉久保40-1
35.34780555,
138.95819444

北緯35度20分52.1秒
東経138度57分29.5秒

大
ﾋﾞﾙ保善・ｼﾝｺｰよしもと運営ｸﾞﾙｰﾌﾟ
0550-76-5700

御殿場市・小山町広域行政組合消防本部
0550-83-0119　〈小山消防署〉

総合体育館
0.1ｋｍ

総合文化会館
0.1ｋｍ

富士小山病院
1.5ｋｍ

（県危機対策課）R3.4.1

-231-



№ 地域 市町名 へリポート名称 所在地
沿岸
市町

緯度・経度
（１０進法）

緯度・経度
（60進法）

ヘリ
サイ
ズ

施設管理者
電話番号

管轄消防本部
電話番号（患者搬送のための要請先）

最寄の避難所 最寄の救護所 最寄の救護病院

28 中部 静岡市 県営草薙総合運動公園球技場 静岡市駿河区聖一色 ○
34.988889
138.4325

北緯34度59分20秒
東経138度25分57秒

中
静岡県草薙総合運動場
054-261-9265

静岡市消防局警防部指令課
054-280-0120

東源台小学校
0.85km

東源台小学校
0.85km

済生会病院
2.8km

29 中部 静岡市 富士川河川敷スポーツ広場
静岡市清水区蒲原地先（国道1号
バイパス南側）（富士川右岸国道
１号バイパス北）

○
35.130035
138.628364

北緯35度07分52秒
東経138度37分41秒

大
静岡市役所
054-221-1071

静岡市消防局警防部指令課
054-280-0120

蒲原中学校
1.0km

蒲原中学校
1.0km

蒲原病院
2.1km

30 中部 島田市 島田大井川緑地公園 島田市横井二丁目地先
34.824722
138.162222

北緯34度49分29秒
東経138度09分44秒

大
島田市役所
0547-36-7320

静岡市消防局警防部指令課
054-280-0120

第二小学校
2.2km

保健センター
3.7km

島田市民病院
4.4km

31 中部 焼津市 焼津市総合グラウンド 焼津市保福島950-1 ○
34.864167
138.278056

北緯34度51分51秒
東経138度16分41秒

中
焼津市役所スポーツ課
054-628-5740

志太消防本部情報指令課
054-623-1119

豊田小学校
1.26ｋｍ

豊田小学校
1.26ｋｍ

コミュニティホスピタル甲賀病院
3.1ｋｍ

32 中部 藤枝市 藤枝総合運動公園陸上競技場 藤枝市原100
34.880556
138.235278

北緯34度52分50秒
東経138度14分06秒

中
藤枝市役所スポーツ振興課
054-643-3126

志太消防本部消防指令課
054-623-1119

大谷川公園
1.1km

藤枝市生涯学習センター
2.0km

藤枝市立総合病院
4.4km

33 中部 牧之原市 牧之原市相良総合グラウンド 牧之原市菅ヶ谷1014-2
34.691558
138.185724

北緯34度41分29秒
東経138度11分08秒

中
牧之原市
0548-23-0001

静岡市消防局警防部指令課
054-280-0120

菅山小学校
2.063km

併設
榛原総合病院
11.6ｋｍ

34 中部 牧之原市 榛原総合運動公園　　ぐりんぱる 牧之原市仁田739-3
34.759444
138.221944

北緯34度45分34秒
東経138度13分19秒

中
牧之原市
0548-23-0001

静岡市消防局警防部指令課
054-280-0120

榛原中学校
1.046km

併設
榛原総合病院
4.89ｋｍ

35 中部 吉田町 大井川清流緑地（高島グラウンド） 榛原郡吉田町大幡・川尻地先 ○
34.788056
138.261944

北緯34度47分13.7秒
東経138度15分46.7秒

大
教育委員会事務局 社会教育
0548-33-2152

静岡市消防局警防部指令課
054-280-0120

吉田町立すみれ保育園
2.855km

吉田町立吉田中学校
3.295km

救護病院無し
（榛原総合病院、仮設病棟へ搬送）

36 中部 川根本町 高郷河川敷多目的広場 榛原郡川根本町上長尾地先
35.041435
138.083532

北緯35度02分30秒
東経138度05分01秒

大
川根本町
0547-56-2227

静岡市消防局警防部指令課
054-280-0120

中央小学校
0.5km

上長尾田澤内科医院
0.7km

救護病院無し
（災害拠点病院等へ搬送）

37 中部 川根本町 本川根中学校グラウンド 榛原郡川根本町田代530
35.101389
138.126389

北緯35度06分06秒
東経138度07分35秒

中
川根本町
0547-58-2555

静岡市消防局警防部指令課
054-280-0120

本川根中学校
0.1km

本川根診療所
1.9km

救護病院無し
（災害拠点病院等へ搬送）

38 西部 浜松市 和地山公園グラウンド 浜松市中区和地山三丁目10-1 ○
34.7283577
137.7179141

北緯34度43分42秒　
東経137度43分04秒

小
浜松市役所
053-457-2026

浜松市消防局（警防課） 053-475-7531 
〈浜松市中消防署053-475-7551〉

北部中学校　
0.31ｋｍ

追分小学校
0.92ｋｍ

聖隷浜松病院
1.08ｋｍ

39 西部 浜松市 三ヶ日運動場 浜松市北区三ヶ日町宇志1320-5 ○
34.800169
137.5562096

北緯34度48分00秒
東経137度33分22秒

大
浜松市三ヶ日協働センター
053-524-1111

浜松市消防局（警防課）053-475-7531
〈浜松市北消防署053-527-0119〉

三ヶ日協働センター
0.87ｋｍ

三ヶ日協働センター
0.87ｋｍ

聖隷三方原病院
15.19ｋｍ

40 西部 浜松市 天竜川運動公園 浜松市浜北区永島河川敷 ○
34.8106058
137.8200960

北緯34度48分38秒
東経137度49分12秒

大
浜松市浜北区役所
053-585-1220

浜松市消防局（警防課）053-475-7531
〈浜松市浜北消防署053-586-0119〉

北浜東部中学校
2.17ｋｍ

北浜東部中学校
2.17ｋｍ

浜松赤十字病院
3.42ｋｍ

41 西部 浜松市 船明ダム運動公園 浜松市天竜区船明2649 ○
34.8900056
137.8144312

北緯34度53分24秒
東経137度48分51秒

大
浜松市天竜区役所
053-922-0072

浜松市消防局（警防課）053-475-7531
〈浜松市天竜消防署053-922-0119〉

光明小学校
2.4ｋｍ

光明小学校
2.4ｋｍ

天竜病院
6.35ｋｍ

42 西部 浜松市 春野気田スポーツ広場 浜松市天竜区春野町気田850-1 ○
35.0045940
137.9107761

北緯35度00分16秒
東経137度54分38秒

中
浜松市春野協働センター
053-983-0001

浜松市消防局（警防課）053-475-7531
〈浜松市天竜消防署053-922-0119〉

気田小学校
0.86ｋｍ

（旧）春野北小学校
10.2ｋｍ

天竜病院
26.39ｋｍ

43 西部 浜松市 春野ふれあい公園 浜松市天竜区春野町領家145-1
34.957017
137.887458

北緯34度57分25秒
東経137度53分14秒

中
浜松市役所公園管理事務所
053-473-1829

浜松市消防局（警防課）053-475-7531
〈浜松市天竜消防署053-922-0119〉

天竜高校春野校舎
0.28ｋｍ

犬居小学校
1.1ｋｍ

天竜病院
18.1ｋｍ

44 西部 浜松市 （旧）浦川中学校グラウンド
浜松市天竜区佐久間町浦川
2794-1

○
35.0522114
137.7623963

北緯35度03分07秒
東経137度45分44秒

中
浜松市佐久間協働センター
053-967-2002

浜松市消防局（警防課）053-475-7531
〈浜松市天竜消防署053-922-0119〉

浦川ふれあいセンター
0.1ｋｍ

城西ふれあいセンター
20.058ｋｍ

佐久間病院
6.95ｋｍ

45 西部 浜松市 佐久間ふれあい運動公園 浜松市天竜区佐久間町浦川3544
35.055180
137.771430

北緯35度03分18秒
東経137度46分17秒

大
浜松市役所公園管理事務所
053-473-1829

浜松市消防局（警防課）053-475-7531
〈浜松市天竜消防署053-922-0119〉

浦川小学校
2.1ｋｍ

佐久間病院付属浦川診療所
1.8ｋｍ

佐久間病院
6.2ｋｍ

46 西部 浜松市 水窪グラウンド 浜松市天竜区水窪町奥領家3682 ○
35.170256
137.870489

北緯35度10分12秒
東経137度52分13秒

中
浜松市水窪協働センター
053-982-0001

浜松市消防局（警防課）053-475-7531
〈浜松市天竜消防署053-922-0119〉

水窪文化会館
0.53ｋｍ

水窪総合体育館
1.98ｋｍ

佐久間病院
16.69ｋｍ

47 西部 浜松市 天竜川緑地（北） 浜松市東区中野町天竜川河川敷 ○
34.735367
137.803086

北緯34度44分07秒
東経137度48分11秒

大
浜松市役所公園管理事務所
053-473-1829

浜松市消防局（警防課）053-475-7531
〈浜松市東消防署053-460-0119〉

中ノ町小学校
1.21ｋｍ

中ノ町小学校
1.21ｋｍ

浜松労災病院
5.14ｋｍ

48 西部 浜松市 天竜川緑地(南) 浜松市南区鶴見町天竜川河川敷 ○
34.714382
137.794444

北緯34度42分51秒
東経137度47分40秒

大
浜松市役所公園管理事務所
053-473-1829

浜松市消防局（警防課）053-475-7531
〈浜松市南消防署053-422-0119〉

和田東小学校
1.1ｋｍ

中ノ町小学校
2.16ｋｍ

浜松労災病院
4.31ｋｍ

49 西部 磐田市 かぶと塚公園（陸上競技場） 磐田市見付4075-1 ○
34.726389
137.848333

北緯34度43分35秒　
東経137度50分54秒

大
磐田市長
0538-37-2111

磐田市消防本部（警防課）
0538-59-1716

市総合体育館
（同一敷地内）

磐田第一中学校
1.3ｋｍ

磐田市立総合病院
6.2ｋｍ

50 西部 掛川市 いこいの広場 掛川市細谷1686 ○
34.79
137.9675

北緯34度47分24秒
東経137度58分03秒

中
掛川市役所文化・スポーツ振興課
0537-21-1159

掛川市消防本部（消防総務課）
0537-21-6102

桜が丘中学校
1ｋｍ

桜が丘中学校
1ｋｍ

中東遠総合医療センター
4.5ｋｍ

51 西部 袋井市 広岡河川公園 袋井市広岡1793-1 ○
34.749444
137.9425

北緯34度44分58秒
東経137度56分33秒

大
袋井市役所維持管理課
0538-44-3165

袋井市森町広域行政組合袋井消防本部（警防課）
0538-44-5112

市立袋井南中学校
0.9km

市立袋井東小学校
0.9km

中東遠総合医療センター
5.1km

52 西部 湖西市 湖西運動公園 湖西市吉美830-1 ○
34.718889
137.514167

北緯34度43分08秒
東経137度30分51秒

中
湖西市役所スポーツ・生涯学習課
053-576-4795（運動公園直通）

湖西市消防本部
053-574-0219

湖西市アメニティプラザ
約1.5ｋｍ

浜名病院前救護所
約3ｋｍ

浜名病院
約3ｋｍ

53 西部 御前崎市 御前崎市浜岡総合運動場 御前崎市池新田444 ○
34.654167
138.125556

北緯34度39分15秒　
東経138度07分32秒

中
御前崎市役所社会教育課
0537-85-1119

御前崎市消防本部（消防総務課）
0537-85-2655

市立第一小学校
0.3ｋｍ

市立御前崎総合病院
1.2ｋｍ

市立御前崎総合病院
1.2ｋｍ

54 西部 御前崎市 御前崎運動場(野球場) 御前崎市白羽7174 〇
34.608464、
138.188142

北緯34度36分30秒　
東経138度11分17秒

中
御前崎市役所社会教育課
0537-85-1119

御前崎市消防本部（消防総務課）
0537-85-2655

白羽小学校　　　　　　　　　　　　　　　
0.3㎞

白羽公民館　　　　　　　　　　　　　　　　　
1.6㎞

白羽公民館　　　　　　　　　　　　　　　　　
1.6㎞

55 西部 菊川市 菊川運動公園ヘリポート　（多目的広場） 菊川市西方898
34.756111
138.070833

北緯34度45分22秒　
東経138度4分15秒

大
菊川市役所
0537-35-2111

菊川市消防本部（警防課）
0537-35-0199

菊川市立堀之内小学校
1.7㎞

菊川市総合保健福祉セン
ター  3.0㎞

菊川市立総合病院
4.8㎞

56 西部 菊川市 消防防災ヘリポート 菊川市東横地385
34.71875
138.086528

北緯34度43分7.5秒　
東経138度5分11.5秒

中
菊川市役所
0537-35-2111

菊川市消防本部（警防課）
0537-35-0199

菊川市立内田小学校
2.0㎞

家庭医療センター
3.3㎞

菊川市立総合病院
2.7㎞

57 西部 森町 太田川親水公園 周智郡森町森1105-2地先
34.828333
137.925556

北緯34度49分42秒　
東経137度55分32秒

大
森町役場建設課
0538-85-6325

袋井市森町広域行政組合袋井消防本部
（警防課）0538-44-5112
〈袋井消防本部森分署0538-85-0119〉

森町文化会館
0.5ｋｍ

森町家庭医療センター
0.5ｋｍ

公立森町病院
0.5ｋｍ

10-7-3　高速道路へリポート

東名高速道路及び新東名高速道路のＳＡ・ＰＡ上のヘリポート

№ 高速道路名称 ヘリポート名称 緯度・経度 離着陸実績 （日時・内容） ヘリサイズ
着陸帯面積

（m×m）
着陸帯表面

離着陸時
散水設備

要否

進入不可方向
（①北②北東③東④南東
⑤南⑥南西⑦西⑧北西）

1 東名高速道路 足柄ＳＡ（下）
北緯35度18分41秒
東経138度57分52秒

○
令和３年２月23日　ドクターヘリ（道路区域外の事案による緊
急搬送）

大 21×18 アスファルト 不要 ①②④⑤⑦⑧

2 東名高速道路 浜名湖ＳＡ（上下一体）
北緯34度47分4秒

東経137度36分33秒
○

平成25年12月15日　道路区域外の事案患者の緊急搬送
（要請：浜松消防）

中 40×40 アスファルト 不要 ①②④⑤⑥⑧

3 新東名高速道路 駿河湾沼津ＳＡ（上）
北緯35度9分19秒

東経138度48分31秒
○

令和２年３月７日　ドクターヘリ（道路区域外の事案による緊急
搬送）

中 20×20 アスファルト 不要
①②③⑦⑧
建物・照明柱

4 新東名高速道路 駿河湾沼津SA（下）
北緯35度9分6秒

東経138度48分46秒
○

令和２年11月14日　ドクターヘリ（道路区域外の事案による緊
急搬送）

中 20×20 アスファルト 不要
①②⑥⑦⑧
建物・送電線

5 新東名高速道路 清水ＰＡ(上下一体）
北緯35度7分58秒

東経138度30分52秒
○

令和２年11月30日　ドクターヘリ（道路区域外の事案による緊
急搬送）

中 20×17 アスファルト 不要 ①②④⑤⑥⑧

6 新東名高速道路 静岡ＳＡ（上）
北緯34度59分02秒
東経138度17分35秒

○ 平成24年3月13日　静岡県航空受援訓練 大 20×20 アスファルト 不要 ①②④⑤⑥⑧

7 新東名高速道路 静岡ＳＡ（下）
北緯34度57分57秒
東経138度17分24秒

○ 平成25年2月5日　静岡県航空受援訓練 中 33×33 アスファルト 不要 ①②④⑤⑥⑧

8 新東名高速道路 藤枝ＰＡ（上）
北緯34度54分3秒

東経138度14分38秒
○

平成29年8月3日　新東名交通事故患者の緊急搬送
（要請：静岡消防）

大 20×20 アスファルト 不要 ①②④⑤⑥⑧

9 新東名高速道路 藤枝ＰＡ（下）
北緯34度53分29秒
東経138度13分54秒

○
令和元年６月22日　ドクターヘリ（道路区域外の事案による緊
急搬送）

中 20×20 アスファルト 不要 ①②④⑤⑥⑧

10 新東名高速道路 掛川ＰＡ（上）
北緯34度49分35秒
東経138度2分25秒

○
平成28年5月16日　新東名交通事故患者の緊急搬送
（要請：中東遠消防）

中 33×33 アスファルト 不要 ①②③⑤⑦⑧

11 新東名高速道路 掛川ＰＡ（下）
北緯34度50分22秒
東経138度2分0秒

○
平成30年５月10日　ドクターヘリ（道路区域外の事案による緊
急搬送）

中 33×33 アスファルト 不要 ①②④⑤⑥⑦

12 新東名高速道路 遠州森町ＰＡ（上）
北緯34度49分34秒
東経137度54分16秒

○
令和元年８月29日　ドクターヘリ（道路区域外の事案による緊
急搬送）

大 20×20 アスファルト 不要 ①②④⑤⑥⑧

13 新東名高速道路 遠州森町ＰＡ（下）
北緯34度49分35秒
東経137度54分16秒

○ 平成25年2月5日　静岡県航空受援訓練 中 20×20 アスファルト 不要 ①③④⑤⑥⑧

14 新東名高速道路 浜松ＳＡ（上）
北緯34度50分32秒
東経137度44分37秒

○
令和元年９月14日　ドクターヘリ（道路区域外の事案による緊
急搬送）

大 20×20 アスファルト 不要 ②③④⑤⑥⑧

14箇所

（県危機対策課）R3.4.1

計
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10-7-4　現地へリポート

「ヘリベース」、「拠点ヘリポート」、「高速道路ヘリポート」以外のヘリポート等 （県危機対策課）R3.4.1

№ 地域 市町名 へリポート名称 所在地 緯度・経度
津波浸水
可能性

孤立予想地域 離着陸実績 ヘリサイズ
着陸帯面積

（m×m）
着陸帯表面

離着陸時
散水要否

進入不可方向
（①北②北東③東④南東⑤

南⑥南西⑦西⑧北西）

1 賀茂 下田市 吉佐美運動公園 下田市吉佐美1901
北緯34度39分11秒
東経138度55分3秒

浸水可能性あり × ○ 中 50×50 砂地 必要 ①②⑧

2 賀茂 下田市
下田市グリ－ン
エリアヘリポ－ト

　　下田市須崎1235－1
北緯34度39分50秒
東経138度58分55秒

浸水可能性なし × ○ 中 30×40 舗装 不要 ①②③⑦⑧

3 賀茂 下田市 まどが浜海遊公園 　下田市柿崎字間戸浜7-8、7-9
北緯34度40分30秒
東経138度57分16秒

浸水可能性あり × ○ 中 45×45 芝生 不要 ①②⑧

4 賀茂 下田市 福浦ヘリポート 下田市須崎1801
北緯34度40分6秒

東経138度57分38秒
浸水可能性あり × ○ 中 30× 30 舗装 不要 ②③④

5 賀茂 下田市 原田区駐車場 下田市白浜2733-5
北緯34度4１分24秒
東経138度58分15秒

浸水可能性あり × ○ 中 30× 50 採石・芝 不要 ⑤⑥⑦

6 賀茂 下田市 白浜小学校 下田市白浜1324-1
北緯34度42分12秒 
東経138度58分16秒

浸水可能性なし × ○ 中 70×70 砂質 必要 ①②③⑥⑦⑧

7 賀茂 下田市 下田セントラルホテル 下田市相玉133-1
北緯34度43分90秒
東経138度54分54秒

浸水可能性なし × ○ 中 75×85 砂質 必要 なし

8 賀茂 下田市 下大沢ヘリポート 下田市大沢字松ノ窪1254
北緯34度42分09秒
東経138度54分23秒

浸水可能性なし ○ ○ 中 25×25 砂質 必要 なし

9 賀茂 東伊豆町 熱川中学校グラウンド 東伊豆町奈良本1296－3
北緯34度48分55秒
東経139度3分15秒

－ × ○ 中 80×80 土 必要 ⑥⑦

10 賀茂 東伊豆町 大川地区へリポート 東伊豆町大川1039-11
北緯34度50分28秒
東経139度3分58秒

－ ○ ○ 中 30×30 舗装 不要 ③④⑤⑥

11 賀茂 東伊豆町 稲取中学校グラウンド 東伊豆町稲取1873、1868-1
北緯34度46分10秒
東経139度2分9秒

－ × ○ 中 40×75 土 必要 ⑦⑧

12 賀茂 東伊豆町 稲取漁港東野積場 東伊豆町稲取897-4
北緯34度46分17秒
東経139度2分47秒

浸水可能性あり × ○ 中 20×100 舗装 不要 ①②③

13 賀茂 東伊豆町 北川望洋公園 東伊豆町奈良本1227-1
北緯34度49分30秒
東経139度4分39秒

－ ○ × 中 20×30 草地 不要 ①④⑤

14 賀茂 東伊豆町 熱川温泉しおかぜ広場 東伊豆町奈良本1271-119他
北緯34度48分52秒
東経139度４分12秒

－ × × 中 60×20（半円形） 芝生 不要 ①②⑤⑥⑦⑧

15 賀茂 河津町 テニスコート跡地 河津町小鍋18地先東側
北緯34度46分35秒
東経138度56分55秒

－ ○ × 小 30×34 草地 不要 ⑥

16 賀茂 河津町 西小学校グラウンド 河津町湯ヶ野80－1
北緯34度46分34秒
東経138度57分7秒

－ × × 中 40×90 砂質 必要 ①②③④⑤⑧

17 賀茂 河津町 公文学園運動場 河津町梨本1168地先北東側
北緯34度48分12秒
東経138度54分52秒

－ ○ ○ 小 43×68 土,芝生 不要 ①②③⑤⑥⑧

18 賀茂 河津町
南小学校
グラウンド

河津町笹原305
北緯34度44分51秒
東経138度59分35秒

浸水可能性あり × × 中 50×85 砂質 必要 ①③④⑥⑧

19 賀茂 南伊豆町
南伊豆中学校

グラウンド
南伊豆町上賀茂750

北緯34度39分26秒
東経138度51分43秒

－ × × 中 30×80 土 必要 ①②⑧

20 賀茂 南伊豆町 町営差田グラウンド 南伊豆町入間16
北緯34度38分46秒
東経138度49分13秒

－ × ○ 大 80×90 土 必要 ③④⑥

21 賀茂 南伊豆町
伊豆下田カントリ－

クラブ駐車場
南伊豆町入間2383-1

北緯34度38分20秒
東経138度48分19秒

－ × × 中 20×50 舗装 不要 ②③⑦

22 賀茂 南伊豆町 大瀬漁港先端部 南伊豆町大瀬490-1番地付近
北緯34度36分46秒
東経138度51分34秒

浸水可能性あり ○ × 小 30×98 ｺﾝｸﾘｰﾄ 不要 ⑥⑦⑧

23 賀茂 南伊豆町
石廊崎遊覧船乗場

北側駐車場
南伊豆町石廊崎55

北緯34度36分31秒
東経138度50分33秒

浸水可能性あり ○ × 小 33×36 ｱｽﾌｧﾙﾄ 不要 ①②③⑥⑦⑧

№ 地域 市町名 へリポート名称 所在地 緯度・経度
津波浸水
可能性

孤立予想地域 離着陸実績 ヘリサイズ
着陸帯面積

（m×m）
着陸帯表面

離着陸時
散水要否

進入不可方向
（①北②北東③東④南東⑤

南⑥南西⑦西⑧北西）

24 賀茂 南伊豆町 三坂（入間）漁港駐車場 南伊豆町入間872地先南側
北緯34度37分42秒
東経138度48分31秒

浸水可能性あり ○ × 小 30×30 砂質 不要 なし

25 賀茂 南伊豆町 三坂（中木）漁港駐車場 南伊豆町中木40地先南側
北緯34度36分56秒
東経138度49分27秒

浸水可能性あり ○ × 小 33×60 ｺﾝｸﾘｰﾄ 不要 なし

26 賀茂 南伊豆町
旧三浜小学校

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
南伊豆町子浦1472

北緯34度40分17秒
東経138度47分04秒

－ ○ × 小 34×50 砂質 必要 ②③

27 賀茂 南伊豆町
妻良海釣り公園

(妻良港海側駐車場、空地)
南伊豆町妻良572-4

北緯34度39分36秒
東経138度47分19秒

浸水可能性あり ○ × 小 36×54 砕石,草地 不要 ④⑤⑥⑦

28 賀茂 南伊豆町 子浦駐車場 南伊豆町子浦7-2
北緯34度40分11秒
東経138度47分21秒

浸水可能性あり ○ × 小 30×36 ｱｽﾌｧﾙﾄ 不要 ②③⑧

29 賀茂 南伊豆町 旧一町田グラウンド 南伊豆町伊浜1593-1
北緯34度41分11秒
東経138度47分6秒

－ ○ ○ 中 18×18 ｱｽﾌｧﾙﾄ 不要 なし

30 賀茂 南伊豆町 ふるさと公園 南伊豆町下賀茂1-1付近
北度34度38分54.59秒
東経138度52分40.87秒

浸水可能性あり 〇 〇 大 150×80 芝生 不要 なし

31 賀茂 松崎町 池代農村公園 松崎町池代　452
北緯34度45分16秒
東経138度51分35秒

－ ○ ○ 中 50×44 土 不要 ②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧

32 賀茂 松崎町 松崎町総合運動場 松崎町道部　517－1
北緯34度44分36秒
東経138度46分14秒

浸水可能性あり × ○ 中 90×90 芝、土 必要 ⑤、⑥、⑦、⑧

33 賀茂 松崎町 仲嶋食堂駐車場 松崎町雲見　335-1
北緯34度43分28秒
東経138度44分39秒

浸水可能性あり ○ × 小 42×49 ｱｽﾌｧﾙﾄ 不要 ③、⑦

34 賀茂 松崎町 道の駅花の三聖苑 松崎町大澤　20-1
北緯34度45分26秒
東経138度49分30秒

－ × ○ 小 31×32 ｱｽﾌｧﾙﾄ 不要 ①、④、⑤、⑥、⑦

35 賀茂 松崎町
旧中川小学校

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
松崎町峰輪　450

北緯34度45分28秒
東経138度49分18秒

－ × ○ 小 44×58 砂質 必要 ③、⑥、⑧

36 賀茂 松崎町
旧三浦小学校

グラウンド
松崎町石部　276-1

北緯34度43分23秒
東経138度45分39秒

－ ○ ○ 中 50×39 砂質 必要 ②、③、④

37 賀茂 松崎町 松崎新港 松崎町江奈997-7
北緯34度45分40秒 
東経138度46分31秒

浸水可能性あり × ○ 中 50×70 土 不要 ①、②、③、④、⑧

38 賀茂 松崎町 向山コミュニティ広場 松崎町岩地　688-5　
北緯34度44分20秒
東経138度45分48秒

－ ○ ○ 中 50×40 ｱｽﾌｧﾙﾄ 不要 ⑤

39 賀茂 松崎町 雲見区コミュニティ広場 松崎町雲見971-3　
北緯34度43分27秒
東経138度44分38秒

－ ○ ○ 中 70×49 芝 不要 ④、⑤、⑥、⑦、⑧

40 賀茂 西伊豆町
旧田子中学校

グラウンド
西伊豆町田子965-1

北緯34度48分36秒
東経138度46分1秒

浸水可能性あり × ○ 小 45×55 砂質 必要 ①②④⑤⑥

41 賀茂 西伊豆町
西伊豆中学校

グラウンド
西伊豆町中753-1

北緯34度46分27秒
東経138度46分53秒

浸水可能性あり × ○ 中 40 ×85 砂質 必要 ①③④⑤⑦⑧

42 賀茂 西伊豆町
田子小学校
グラウンド

西伊豆町田子1320
北緯34度48分11秒
東経138度46分0秒

－ × × 小 25 × 70 芝生 不要 ①②③④⑤⑥⑧

43 賀茂 西伊豆町 カラフト埋立地 西伊豆町田子1155-15
北緯34度48分15秒
東経138度45分46秒

浸水可能性あり × ×  小 30×50 砂質 必要 ②③④

44 賀茂 西伊豆町 仁科港埋立地 西伊豆町仁科980-9
北緯34度46分29秒
東経138度46分14秒

浸水可能性あり × × 小 30×35 砂質 必要 ②③④

45 賀茂 西伊豆町 大浜運動場 西伊豆町仁科大浜
北緯34度46分6秒

東経138度46分30秒
浸水可能性あり × × 小 20×60 砂質 必要 ①②③④

46 賀茂 西伊豆町
賀茂小学校
グラウンド

西伊豆町宇久須882-1
北緯34度50分51秒
東経138度47分6秒

－ × ○ 大 45×100 砂質 必要 ②④⑤⑥

47 賀茂 西伊豆町 宇久須港物揚場 西伊豆町宇久須202－112
北緯34度50分48秒
東経138度46分17秒

浸水可能性あり × × 小 30×100 舗装 不要 ③④⑤⑥

48 賀茂 西伊豆町 黄金崎クリスタルパーク駐車場 西伊豆町宇久須2204-3
北緯34度50分40秒
東経138度46分7秒

浸水可能性あり × ○ 大 70×100 舗装 不要 ③④⑤⑥⑦⑧

49 賀茂 西伊豆町 大城入口空地 西伊豆町大沢里祢宜畑1051-2
北緯34度49分 37秒
東経138度50分 31秒

－ ○ ○ 中 35×40 砂質 必要  ⑤⑥
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№ 地域 市町名 へリポート名称 所在地 緯度・経度
津波浸水
可能性
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南⑥南西⑦西⑧北西）

50 賀茂 西伊豆町
ふれあいの湯

駐車場
西伊豆町一色344

北緯34度47分34秒
東経138度48分17秒

浸水可能性あり × × 小 28×30 砂質 必要 ②③④⑤⑥

51 賀茂 西伊豆町 安城岬ふれあい公園 西伊豆町仁科842-1
北緯34度46分15秒
東経138度46分14秒

浸水可能性あり × ○ 中 50 ×60 芝生 不要 ①②⑥⑦

52 賀茂 西伊豆町 宮ケ原ヘリポート 西伊豆町大沢里祢宜畑621地先
北緯34度49分44秒
東経138度51分10秒

－ ○ ○ 中 23×26 舗装 不要 ③④⑤

53 東部 沼津市
(旧)内浦小学校

グラウンド
沼津市内浦三津410-1

北緯35度1分29秒
東経138度54分4秒

－ ○ × 小 65×76 砂地 必要 ③

54 東部 沼津市 沼津市営野球場 沼津市泉町2－1
北緯35度6分44秒

東経138度51分45秒
－ × ○ 大 126×138 砂地 必要 ⑦

55 東部 沼津市
大岡小学校
グラウンド

沼津市大岡2358
北緯35度6分46秒

東経138度52分47秒
－ × × 小 80×130 砂地 必要 ①・⑦

56 東部 沼津市
大岡南小学校

グラウンド
沼津市大岡字原田1312

北緯35度6分10秒
東経138度52分36秒

－ × ○ 大 119×71 砂地 必要 ⑤

57 東部 沼津市
門池中学校
グラウンド

沼津市岡一色字山崎657－1
北緯35度7分59秒

東経138度52分51秒
－ × × 小 80×100 砂地 必要 ⑤

58 東部 沼津市
大岡中学校
グラウンド

沼津市大岡2110
北緯35度6分55秒

東経138度52分31秒
－ × × 大 100×120 砂地 必要 ①⑦

59 東部 沼津市
大平小学校
グラウンド

沼津市大平2200
北緯35度4分36秒

東経138度54分37秒
－ × × 小 35×60 砂地 必要 ⑤

60 東部 沼津市
香貫小学校
グラウンド

沼津市下香貫字猪沼986
北緯35度4分58秒
東経138度53分3秒

－ × × 大 78×122 砂地 必要 ⑤

61 東部 沼津市
大平中学校
グラウンド

沼津市大平1144
北緯35度4分18秒

東経138度54分10秒
－ × × 大 147×92 砂地 必要 ⑤

62 東部 沼津市
第四中学校
グラウンド

沼津市本郷町24－1
北緯35度5分36秒

東経138度52分19秒
－ × × 小 75×78 砂地 必要 ③⑤

63 東部 沼津市
第四小学校
グラウンド

沼津市御幸町4－1
北緯35度5分51秒

東経138度51分54秒
－ × × 小 51×94 砂地 必要 ①③

64 東部 沼津市
（旧）静浦東小学校

グラウンド
沼津市口野30-23

北緯35度2分 51秒
東経138度54分23秒

浸水可能性あり ○ × 小 57×75 砂地 必要 ②

65 東部 沼津市
開北小学校
グラウンド

沼津市高沢町17－1
北緯35度6分29秒

東経138度51分16秒
－ × × 小 100×110 砂地 必要 ⑤

66 東部 沼津市
第三中学校
グラウンド

沼津市下香貫木ノ宮888
北緯35度5分1秒

東経138度52分51秒
－ × × 大 110×150 砂地 必要 ②

67 東部 沼津市
第五小学校
グラウンド

沼津市米山町9-1
北緯35度6分30秒

東経138度51分50秒
－ × × 小 80×100 砂地 必要 ⑤

68 東部 沼津市
第一中学校
グラウンド

沼津市本字丸子町
 692－1

北緯35度6分15秒
東経138度50分57秒

－ × × 小 90×100 砂地 必要 ⑥

69 東部 沼津市
第一小学校
グラウンド

沼津市八幡町65-1
北緯35度5分56秒

東経138度51分13秒
－ × × 小 62×97 砂地 必要 ⑦

70 東部 沼津市
第二中学校
グラウンド

沼津市本字千本
1910－19

北緯35度5分50秒
東経138度50分48秒

－ × × 小 80×105 砂地 必要 ⑧

71 東部 沼津市
片浜小学校
グラウンド

沼津市大諏訪41
北緯35度6分38秒

東経138度49分41秒
－ × × 小 53×93 砂地 必要 ①

72 東部 沼津市
片浜中学校
グラウンド

沼津市小諏訪180
北緯35度6分24秒

東経138度50分25秒
－ × × 中 75×106 砂地 必要 ⑤

73 東部 沼津市
千本小学校
グラウンド

沼津市本字千本
1910－19

北緯35度5分49秒
東経138度50分50秒

－ × × 小 60×80 砂地 必要 ③⑤⑦

74 東部 沼津市
（旧）静浦中学校

グラウンド
沼津市獅子浜400

北緯35度3分16秒
東経138度53分19秒

－ × × 小 40×50 砂地 必要 ①⑦

75 東部 沼津市
第二小学校
グラウンド

沼津市千本常盤町
2－32

北緯35度5分21秒
東経138度51分17秒

浸水可能性あり × × 中 82×62 砂地 必要 ①
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着陸帯面積
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76 東部 沼津市
第三小学校
グラウンド

沼津市下香貫 下障子
3157－2

北緯35度4分50秒
東経138度52分10秒

浸水可能性あり × × 小 67×130 砂地 必要 ⑤・⑦

77 東部 沼津市
(旧)静浦西小学校

グラウンド
沼津市志下530

北緯35度3分48秒
東経138度53分2秒

－ × ○ 小 59×60 砂地 必要 ①

78 東部 沼津市
市立沼津高校

グラウンド
沼津市三枚橋字

鐘突免673
北緯35度6分45秒
東経138度52分5秒

－ × × 大 140×160 砂地 必要 ⑤・⑦

79 東部 沼津市
県立沼津東高校

グラウンド
沼津市岡宮812

北緯35度7分51秒
東経138度51分57秒

－ × 〇 大 112×186 砂地 必要 ⑤

80 東部 沼津市
今沢中学校
グラウンド

沼津市東原字下方通
289－1

北緯35度7分34秒
東経138度49分0秒

－ × × 大 92×120 砂地 必要 ⑥

81 東部 沼津市
県立沼津城北高校

グラウンド
沼津市岡一色875

北緯35度7分29秒
東経138度52分41秒

－ × × 大 124×124 砂地 必要 ⑤・⑧

82 東部 沼津市
愛鷹小学校
グラウンド

沼津市西椎路673－1
北緯35度7分54秒

東経138度49分48秒
－ × × 中 68×90 砂地 必要 ⑤

83 東部 沼津市
第五中学校
北運動場

沼津市五月町15-1
北緯35度6分51秒

東経138度51分53秒
－ × × 小 70×90 砂地 必要 ⑤

84 東部 沼津市
第五中学校
 南運動場

沼津市五月町15-1
北緯35度6分47秒

東経138度51分51秒
－ × × 小 92×107 砂地 必要 ①③

85 東部 沼津市
原小学校
グラウンド

沼津市原1200
北緯35度7分42秒

東経138度47分36秒
－ × × 小 70×83 砂地 必要 ⑥⑧

86 東部 沼津市
原東小学校
グラウンド

沼津市大塚字雁作
814－1

北緯35度7分38秒
東経138度48分36秒

－ × × 中 127×54 砂地 必要 ⑤

87 東部 沼津市
今沢小学校
グラウンド

沼津市東原字榎田通
76－1

北緯35度7分31秒
東経138度49分7秒

－ × ○ 大 86×125 砂地 必要 ⑥

88 東部 沼津市
愛鷹中学校
グラウンド

沼津市西椎路733
北緯35度7分59秒

東経138度49分42秒
－ × × 大 85×80 砂地 必要 ①

89 東部 沼津市
浮島中学校
グラウンド

沼津市平沼849
北緯35度8分55秒
東経138度47分4秒

－ × × 大 63×93 砂地 必要 ②

90 東部 沼津市
原中学校
グラウンド

沼津市原576
北緯35度7分34秒

東経138度47分11秒
－ × × 大 120×160 砂地 必要 ⑤

91 東部 沼津市
金岡小学校
グラウンド

沼津市江原町3－1
北緯35度7分9秒

東経138度51分43秒
－ × × 小 74×83 砂地 必要 ⑦

92 東部 沼津市
金岡中学校
グラウンド

沼津市神田町4－1
北緯35度7分0秒

東経138度51分59秒
－ × × 大 60×100 砂地 必要 ⑤

93 東部 沼津市
沢田小学校
グラウンド

沼津市中沢田字円丸
　　　　　　　715

北緯35度7分46秒
東経138度51分8秒

－ × × 中 81×93 砂地 必要 ⑥

94 東部 沼津市
門池小学校
グラウンド

沼津市岡一色88－2
北緯35度7分29秒

東経138度52分56秒
－ × × 大 59×100 砂地 必要 ①

95 東部 沼津市
長井崎小中一貫学校

グラウンド
沼津市内浦重須

　　　　　　　字洞畑453
北緯35度1分19秒
東経138度53分0秒

－ ○ ○ 中 70×130 砂地 必要 ③

96 東部 沼津市
(旧)西浦小学校

グラウンド
沼津市西浦255－2

北緯35度1分10秒
東経138度51分24秒

－ ○ × 小 50×85 砂地 必要 ④⑥

97 東部 沼津市 黄瀬川河川敷 沼津市大岡241-1地先
北緯35度6分7秒

東経138度53分16秒
－ × × 大 20×20 砂地 必要 なし

98 東部 沼津市 沼津市立病院 沼津市東椎路春の木550
北緯35度7分9秒

東経138度50分4秒
－ × ○ 小 17×15 アルミ合金 必要 なし

99 東部 沼津市 ゆめとびら舟山ふれあい広場 沼津市戸田2558-1
北緯34度56分52秒
東経138度46分37秒

－ 〇 × 中 60×100 芝生 必要 なし

100 東部 沼津市 饗の里公園 沼津市戸田3274-1
北緯34度57分46秒
東経138度48分40秒

－ 〇 × 中 41×38 芝生 必要 なし

101 東部 熱海市
姫の沢公園ｽﾎﾟｰﾂ広場

(ｻｯｶｰｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ)
熱海市熱海　字　笹尻　1804-5

北緯35度06分54秒
東経139度02分50秒

－ ○ × 中 83×110 人工芝 不要 なし

-234-



№ 地域 市町名 へリポート名称 所在地 緯度・経度
津波浸水
可能性

孤立予想地域 離着陸実績 ヘリサイズ
着陸帯面積

（m×m）
着陸帯表面

離着陸時
散水要否

進入不可方向
（①北②北東③東④南東⑤

南⑥南西⑦西⑧北西）

102 東部 熱海市
熱海高校
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

熱海市下多賀　1484-22
北緯35度03分10秒
東経139度03分57秒

－ ○ × 大 86×134 砂質 必要 なし

103 東部 熱海市 市民ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ(野球場) 熱海市上多賀　1066-129
北緯35度04分39秒
東経139度03分13秒

－ ○ ○ 中 100×105 砂質 必要 なし

104 東部 熱海市 小山臨海公園　(多目的広場) 熱海市下多賀小山　541-9
北緯35度02分48秒
東経139度04分31秒

浸水可能性あり ○ ○ 小 45×49 砂質 必要 ④⑤⑥

105 東部 熱海市 泉公園
熱海市泉分字塩坪
　　　　　　　70－2

北緯35度8分34秒
東経139度4分42秒

－ × × 小 20×４０ 土 不要 ①②③⑤⑥⑦

106 東部 熱海市 初島クラブ
熱海市初島字家越
　　　　　　　73－1

北緯35度2分18秒
東経139度10分12秒

－ × ○ 小 30×60 舗装 不要 なし

107 東部 三島市
日本大学三島

高等学校グラウンド
三島市文教町

　　　　2－31－145
北緯35度8分2.9秒

東経138度54分52.2秒
－ × × 中 96×127 砂質 必要 ③⑤⑦　建物

108 東部 三島市
日本大学御園

グラウンド
三島市御園569－3

北緯35度4分45秒
東経138度55分31.2秒

－ × × 中 102×106 砂質 必要 なし

109 東部 三島市
静岡県総合健康

センター広場
三島市谷田2276

北緯35度7分19秒
東経138度57分12秒

－ × ○ 小 40×42 芝生 不要 ⑦　建物

110 東部 三島市 長伏グランド　（北側駐車場） 三島市長伏274-3
北緯35度5分7秒

東経138度54分44秒
－ × × 大 100×60 舗装 不要 ⑤電線

111 東部 三島市
順天堂大学三島キャンパス

芝生グラウンド
三島市大宮町3丁目

                    7番33号
北緯35度7分32秒
東経138度55分7秒

－ × × 中 120×70 芝生 不要 ③ 建物

112 東部 富士宮市
静岡理工科大学

星陵高校グラウンドB
富士宮市星山1068

北緯35度11分58秒
東経138度36分56秒

－ × ○ 大 97×135 砂質 必要 なし

113 東部 富士宮市
富士根南中学校

グラウンド
富士宮市小泉1996

北緯35度13分28秒
東経138度38分20秒

－ × ○ 小 75×170 砂質 必要 ①②樹木③④⑤ネット

114 東部 富士宮市
第二中学校
グラウンド

富士宮市豊町 17－1
北緯35度13分52秒
東経138度36分49秒

－ × ○ 小 70×145 砂質 必要 ②③④⑤ネット

115 東部 富士宮市
県立富士宮北高校

陸上競技場
富士宮市宮北町230

北緯35度14分10秒
東経138度36分40秒

－ × ○ 中 100×150 砂質 必要 ④⑥樹木

116 東部 富士宮市 朝霧自然公園 富士宮市麓487－5
北緯35度23分01秒
東経138度35分02秒

－ × ○ 大 200×330 芝生 不要 なし

117 東部 富士宮市 山宮ふじざくら球技場 富士宮市山宮2024
北緯35度15分59秒
東経138度37分20秒

－ × ○ 中 75×157 砂質 必要 なし

118 東部 富士宮市 朝霧防災備蓄基地 富士宮市根原492-10
北緯35度24分50秒
東経138度35分34秒

－ × ○ 大 42×75 舗装 不要 なし

119 東部 富士宮市
芝富小学校
グラウンド

富士宮市長貫1323
北緯35度12分21秒
東経138度33分59秒

－ × × 小 30×50 砂質 必要 ③⑥⑦⑧樹木

120 東部 富士宮市
芝川中学校
グラウンド

富士宮市長貫1267
北緯35度12分12秒
東経138度33分57秒

－ × ○ 小 40×55 砂質 必要 ①②校舎④⑤⑥樹木

121 東部 富士宮市
稲子小学校

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
富士宮市上稲子830

北緯35度15分15秒
東経138度31分56秒

－ ○ ○ 小 35×58 砂質 必要 ②③電線⑥⑦⑧樹木

122 東部 富士宮市 城山公園 富士宮市元城町1689
北緯35度13分46分
東経138度36分51秒

－ × 〇 中 60×60 砂質 必要 ①北⑤南

123 東部 富士宮市 西消防署北分署 富士宮市上井出2256
北緯35度18分40分
東経138度36分03秒

－ × 〇 小 40×40 舗装 不要 ③東⑦西

124 東部 伊東市 伊東港耐震バース 伊東市渚町618-59
北緯34度58分09秒
東経139度06分19秒

〇 × 〇 中 ３０×２５ 舗装 不要 なし

125 東部 伊東市 栗の木臨時着陸場 伊東市富戸1096-8
北緯34度54分47秒
東経139度07分21秒

× × 〇 中 １９×１９ 舗装 不要 ①②③⑦⑧、山

126 東部 伊東市 宇佐美留田浜辺公園 伊東市宇佐美147-6
北緯35度00分19秒
東経139度05分35秒

〇 〇 〇 中 １１×２０ 舗装 不要 なし

127 東部 富士市 富士市東球場 富士市中里2626－1
北緯35度8分56秒

東経138度44分16秒
－ × × 中 95×95 芝生 不要 ①②

№ 地域 市町名 へリポート名称 所在地 緯度・経度
津波浸水
可能性

孤立予想地域 離着陸実績 ヘリサイズ
着陸帯面積

（m×m）
着陸帯表面

離着陸時
散水要否

進入不可方向
（①北②北東③東④南東⑤

南⑥南西⑦西⑧北西）

128 東部 富士市
富士川緑地公園

野球場
富士市五貫島　 富士川河川敷

北緯35度7分33秒
東経138度38分43秒

－ × ○ 大 90×200 芝生 不要 なし

129 東部 富士市
かりがね緑地公園

グラウンド
富士市松岡林町地先

北緯35度9分51秒
東経138度37分47秒

－ × ○ 中 50×120 芝生 不要 ③

130 東部 富士市
富士市立高校
第2グラウンド

富士市比奈2770
北緯35度10分18秒
東経138度43分23秒

－ × × 中 95×95 砂 必要 ①③⑤⑥

131 東部 富士市
米の宮公園

（多目的広場）
富士市米之宮町303

北緯35度9分39秒
東経138度39分29秒

－ × ○ 中 90×78 砂 必要 なし

132 東部 富士市
中央公園

（芝生広場）
富士市永田町2-112

北緯35度9分41秒
東経138度40分11秒

－ × ○ 中 87×75 芝生 不要 ⑥⑦⑧

133 東部 富士市
富士市産業交流展示場「ふじさ

んめっせ」レクリエーションス
ペース

富士市柳島189-8
北緯35度8分40秒

東経138度39分55秒
－ × × 中 50×60 舗装 不要 ⑥⑦

134 東部 富士市 俵石スポーツ広場 富士市南松野地先
北緯35度11分14秒
東経138度36分15秒

－ × ○ 中 55×110 砂・芝生 必要 なし

135 東部 御殿場市
御殿場市東運動場

Aコート
御殿場市深沢259－1

北緯35度19分13秒
東経138度57分25秒

－ × × 中 93×104 砂質 必要 なし

136 東部 御殿場市
御殿場市東運動場

Bコート
御殿場市深沢259－1

北緯35度19分11秒
東経138度57分29秒

－ × × 中 40×109 砂質 必要 ③⑦

137 東部 御殿場市 パレット御殿場 御殿場市東田中354－4
北緯35度18分34秒
東経138度56分57秒

－ × ○ 中 68×105 舗装 不要 ③⑦

138 東部 御殿場市
御殿場中学校

グラウンド
御殿場市萩原364

北緯35度18分40秒
東経138度56分8秒

－ × × 中 70×100 砂質 必要 ①③⑦

139 東部 御殿場市 御殿場市南運動場 御殿場市杉名沢664－1
北緯35度17分0秒

東経138度55分17秒
－ × × 中 79×121 砂質 必要 ③⑦

140 東部 御殿場市 富士岡公園 御殿場市大坂10－2－2
北緯35度14分56秒
東経138度55分21秒

－ × × 大 100×150 砂質 必要 なし

141 東部 御殿場市 友愛パーク・原里 御殿場市永塚376
北緯35度18分11秒
東経138度54分8秒

－ × × 中 80×130 砂質 必要 ③⑦

142 東部 御殿場市 玉穂地区東広場 御殿場市茱萸沢819
北緯35度18分38秒
東経138度54分55秒

－ × × 中 70×130 砂質 必要 ③⑦

143 東部 御殿場市 丸尾パーク 御殿場市印野1383－6
北緯35度17分58秒
東経138度52分19秒

－ × × 中 64×100 砂質 必要 ①③⑦

144 東部 御殿場市 高根ふれあい広場 御殿場市山の尻628
北緯35度19分37秒
東経138度56分22秒

－ × ○ 大 100×170 砂質 必要 ③⑦

145 東部 御殿場市 遊RUNパーク玉穂 御殿場市中畑2112
北緯35度19分42秒
東経138度53分7秒

－ × × 中 40×60 舗装 不要 なし

146 東部 御殿場市
富士山エコパーク焼却センター

多目的広場
御殿場市板妻862-15

北緯35度16分37秒
東経138度52分42秒

－ × × 中 40×70 芝生 不要 ③④（建物）

147 東部 裾野市 裾野高校グラウンド 裾野市佐野902
北緯35度10分41秒
東経138度54分31秒

－ × × 中 85×118 砂質 必要 なし

148 東部 裾野市 市営グラウンド 裾野市御宿880
北緯35度12分35秒
東経138度54分37秒

－ × × 中 88×125 砂質 必要 なし

149 東部 裾野市
須山小学校
グラウンド

裾野市須山163
北緯35度15分00秒
東経138度50分49秒

－ × × 小 50×100 砂質 必要 なし

150 東部 裾野市
裾野市消防庁舎
屋上ヘリポート

裾野市石脇515
北緯35度11分42秒
東経138度54分38秒

－ × ○ 小 28×25 舗装 不要 なし

151 東部 裾野市 不二聖心女子学院 裾野市桃園198
北緯35度10分58秒
東経138度53分31秒

－ × ○ 中 70×120 芝生 不要 なし

152 東部 伊豆市
修善寺中学校

グラウンド
伊豆市柏久保395

北緯34度58分31.4秒
東経138度57分05.6秒　

－ × × 中 70×120 砂質 必要 ①②⑥⑦⑧

153 東部 伊豆市 修善寺グラウンド 伊豆市柏久保996
北緯34度58分30.4秒
東経138度57分34秒

－ × ○ 中 90×100 砂質 必要 ①②⑦⑧
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154 東部 伊豆市
修善寺小学校

グラウンド
伊豆市修善寺3244

北緯34度58分11.7秒
東経138度55分02.9秒

－ × ○ 中 50×90 砂質 必要 ④⑤⑥

155 東部 伊豆市
狩野川記念公園

グラウンド
伊豆市熊坂512－2

北緯34度59分37.7秒
東経138度55分58.2秒

－ × × 中 70×80 砂質 必要 ①③④⑦⑧

156 東部 伊豆市
修善寺東小学校

グラウンド
伊豆市本立野419

北緯34度58分10.2秒
東経138度56分33.6秒

－ × ○ 中 60×90 砂質 必要 ①⑧

157 東部 伊豆市
松原公園
芝生広場

伊豆市土肥2656－1
北緯34度54分37.7秒
東経138度47分27.4秒

浸水可能性あり × ○ 小 80×80 芝生 不要 ⑥⑦⑧

158 東部 伊豆市
土肥防災
ヘリポート

伊豆市土肥3498－21
北緯34度54分35.9秒
東経138度48分23.1秒

－ × ○ 中 50×75 舗装 不要 ①②

159 東部 伊豆市
旧湯ヶ島小学校

グラウンド
伊豆市湯ヶ島136

北緯34度53分33.6秒
東経138度55分52.5秒

－ × ○ 中 70×100 砂質 必要 ③④⑤

160 東部 伊豆市
天城中学校
グラウンド

伊豆市月ヶ瀬853
北緯34度55分15.8秒
東経138度55分21.3秒

－ × 〇 中 75×100 砂質 必要 ⑥⑦⑧

161 東部 伊豆市
天城ふるさと

広場グラウンド
伊豆市上船原1120-1

北緯34度54分48.8秒
東経138度53分40.5秒

－ × ○ 大 100×150 砂質 必要 ②③

162 東部 伊豆市 狩野グラウンド 伊豆市青羽根89
北緯34度56分11.2秒
東経138度56分3.8秒

－ × ○ 中 90×80 砂質 必要 ②③⑥

163 東部 伊豆市
中伊豆小学校

グラウンド
伊豆市八幡158の2

北緯34度57分32.7秒
東経138度59分53.2秒

－ × ○ 中 85×110 砂質 必要 ④⑤

164 東部 伊豆市
中伊豆温泉病院

駐車場
伊豆市上白岩1000

北緯34度57分39.4秒
東経138度59分05.6秒

－ × ○ 中 60×50 砂質 必要 ①④⑤⑥

165 東部 伊豆市
中伊豆ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀ－

駐車場
伊豆市冷川1523－108

北緯34度55分20.6秒
東経139度01分15.6秒

－ × × 中 60×50 砂質 必要 ①②③④⑧

166 東部 伊豆市
世界真光文明教団

芝生広場
伊豆市冷川1523－438

北緯34度55分19.9秒
東経139度00分59.4秒

－ × 〇 中 130×130 舗装 不要 なし

167 東部 伊豆市 中伊豆グラウンド 伊豆市八幡860
北緯34度57分34.1秒
東経139度00分26.2秒

－ × ○ 中 150×90 砂質 必要 ①②⑧

168 東部 伊豆市 波多野方　水田 伊豆市修善寺湯舟
北緯34度57分45.5秒
東経138度53分44.6秒

－ ○ × 小 40×40 水田 不要 ①②④⑤⑥⑧

169 東部 伊豆市 茅野多目的グラウンド 伊豆市湯ヶ島877　付近
北緯34度52分01.2秒
東経138度55分19.9秒

－ ○ ○ 小 41×45 芝生 不要 ②③④

170 東部
伊豆の国

市
長岡中学校
グラウンド

伊豆の国市長岡1407-5
北緯35度2分33秒

東経138度55分23秒
－ × × 大 123×172 砂質 必要 ①②⑧

171 東部
伊豆の国

市
狩野川リバーサイドパーク

自由広場
伊豆の国市天野444-1

北緯35度1分30秒
東経138度56分28秒

－ × ○ 中 55×69 芝生 不要 ①⑦⑧

172 東部
伊豆の国

市
大仁中学校
グラウンド

伊豆の国市三福1276－20
北緯35度0分00秒

東経138度56分52秒
－ × × 中 80×90 砂質 必要 ②

173 東部
伊豆の国

市
さつきヶ丘公園

陸上競技場
伊豆の国市浮橋1597-1

北緯35度0分55秒
東経138度59分55秒

－ ○ ○ 中 100×90 砂質 必要 ①⑧

174 東部
伊豆の国

市
大熱海国際ＧＣ 

 駐車場
伊豆の国市長者原1241

北緯35度1分16秒
東経139度2分7秒

－ ○ × 中 60×30 舗装 不要 ②③

175 東部
伊豆の国

市
スコリア採石跡地 伊豆の国市田中山890

北緯35度0分54秒
東経138度58分45秒

－ ○ ○ 中 80×150 砕石 不要 ①②⑧

176 東部
伊豆の国

市
韮山運動公園 伊豆の国市韮山多田860

北緯35度3分57秒
東経138度57分50秒

－ × × 中 150×85 砂質、芝生 必要 ①⑤

177 東部 伊豆の国市 伊豆韮山ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ練習場 伊豆の国市中1614－1
北緯35度02分53秒
東経139度00分09秒

－ ○ × 小 33×50 芝生 不要 ③④⑤⑥⑦

178 東部 伊豆の国市
旧大仁小学校田中山分校(廃校)

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
伊豆の国市田中山　550

北緯35度01分24秒
東経138度59分18秒

－ ○ × 小 36×36 砂質 必要 ①②③④⑤

179 東部 伊豆の国市 (有)小澤重機車両置場横休耕地 伊豆の国市田中山1258付近
北緯35度00分42秒
東経138度58分24秒

－ ○ × 小 36×55 草地 不要 ①③⑥⑦⑧
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進入不可方向
（①北②北東③東④南東⑤

南⑥南西⑦西⑧北西）

180 東部 伊豆の国市 臼井国際産業㈱北側駐車場 伊豆の国市田中山1369
北緯35度00分36秒
東経138度58分52秒

－ ○ × 小 40×68  舗装 不要 ①②⑦⑧

181 東部 伊豆の国市 さつきヶ丘公園野球場 伊豆の国市浮橋1597-3
北緯35度00分50秒
東経138度59分41秒

－ ○ × 中 58×103 砂質,芝生 必要 ①③④⑦⑧

182 東部 伊豆の国市
長者原公民館東側広場

(ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場)
伊豆の国市長者原1445-379　付近

北緯35度00分30秒
東経139度01分36秒

－ ○ × 小 30×46 砂質 必要 ③④

183 東部 伊豆の国市 長者原休耕田 伊豆の国市長者原　1238　付近
北緯35度00分24秒
東経139度01分26秒

－ ○ × 中 50×67 草地 不要 ⑦⑧

184 東部
伊豆の国

市
韮山中学校グラウンド 伊豆の国市韮山韮山393

北緯35度3分6秒
東経138度57分18秒

－ × × 中 120×90 砂質 必要 ①②③④⑤⑥

185 東部 函南町
函南中学校
グラウンド

函南町仁田56
北緯35度05分15秒
東経138度56分38秒

－ × ○ 中 88×77 砂質 必要 ④⑤⑥

186 東部 函南町
函南小学校

第２グラウンド
函南町大土肥117-1

北緯35度05分03秒
東経138度56分45秒

－ × × 中 75×110 砂質 必要 ④⑤⑥

187 東部 函南町
東中学校
グラウンド

函南町柏谷540
北緯35度04分44秒
東経138度57分11秒

－ × × 中 100×55 砂質 必要 ④⑤⑥

188 東部 函南町
東小学校
グラウンド

函南町平井972
北緯35度05分18秒
東経138度57分38秒

－ × × 中 100×55 砂質 必要 ①②③⑦⑧

189 東部 函南町
西小学校
グラウンド

函南町間宮475
北緯35度04分54秒
東経138度56分12秒

－ × ○ 中 83×80 砂質 必要 ②③④⑤⑥⑦⑧

190 東部 函南町
丹那小学校
グラウンド

函南町丹那443
北緯35度06分21秒
東経139度01分12秒

－ ○ ○ 中 65×55 砂質 必要 ①②③④⑤⑧

191 東部 函南町
桑村小学校
グラウンド

函南町桑原933
北緯35度06分52秒
東経138度58分23秒

－ ○ × 中 75×70 砂質 必要 ②③④⑤⑥

192 東部 函南町 函南町文化センター駐車場 函南町上沢81
北緯35度05分28秒
東経138度56分51秒

－ × × 小 40×35 舗装 不要 ②③⑤⑥⑦

193 東部 函南町 谷戸山グラウンド 函南町畑毛652-6
北緯35度05分09秒
東経138度58分38秒

－ × × 中 70×60 砂質 必要 ①②③④⑤

194 東部 函南町 函南町役場駐車場 函南町平井717-13
北緯35度05分23秒
東経138度57分16秒

－ × ○ 中 68×50 舗装 不要 ②③④⑥⑦⑧

195 東部 函南町 川の駅駐車場 函南町塚本926-17
北緯35度07分60秒
東経138度92分41秒

－ × 〇 中 50×50 舗装 不要 ①②③④⑤

196 東部 清水町 清水町総合運動公園 清水町伏見52－17
北緯35度6分40.9秒
東経138度54分5.6秒

－ × ○ 中 110×100 舗装 不要 なし

197 東部 清水町
清水南小学校

グラウンド
清水町湯川182－1

北緯35度5分25.2秒
東経138度54分23.7秒

－ × × 中 100×80 砂質 必要 なし

198 東部 清水町
清水西小学校

グラウンド
清水町長沢220

北緯35度6分17秒
東経138度53分48.5秒

－ × ○ 中 140×100 砂質 必要 ⑤⑥⑦

199 東部 清水町
清水小学校
グラウンド

清水町堂庭87－1
北緯35度6分6.1秒

東経138度54分13.7秒
－ × × 小 100×50 砂質 必要 ①

200 東部 清水町
南中学校
グラウンド

清水町徳倉2222－4
北緯35度5分34.4秒

東経138度53分11.5秒
－ × × 中 110×100 砂質 必要 ⑤

201 東部 清水町
沼津商業高校

グラウンド
清水町徳倉1205

北緯35度5分6.1秒
東経138度53分32.5秒

－ × × 大 190×100 砂質 必要 なし

202 東部 清水町 狩野川ふれあい広場 清水町徳倉地内
北緯35度5分28秒
東経138度54分8秒

－ × ○ 大 200×800 草地 不要 なし

203 東部 長泉町
クラブオンザヒル

グラウンド
長泉町東野八分平
              289－2

北緯35度10分00秒
東経138度54分34秒

－ × ○ 大 100×160 砂 必要 なし

204 東部 長泉町
長泉町竹原
グラウンド

長泉町竹原
     288－4

北緯35度06分54秒
東経138度54分03秒

－ × ○ 中 100×80 人工芝 不要 なし

205 東部 長泉町 桃沢ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 駿東郡　長泉町　元長窪　895-52
北緯35度10分34秒
東経138度51分00秒

－ ○ ○ 中 82×82 砂質 必要 ①②③⑤⑥⑦
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津波浸水
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206 東部 小山町
明倫小学校
グラウンド

小山町菅沼627
北緯35度21分8秒

東経138度58分41秒
－ × × 小 110×54 砂 必要 ①②③⑧

207 東部 小山町
須走小学校
グラウンド

小山町須走 70－18
北緯35度21分50秒
東経138度52分10秒

－ × × 中 66×114 砂 必要 ①②④⑤⑥⑧

208 東部 小山町
北郷小学校
グラウンド

小山町用沢 604－1
北緯35度20分41秒
東経138度56分36秒

－ × × 中 112×83 砂 必要 ①⑤⑦

209 東部 小山町
小山中学校
グラウンド

小山町藤曲142
北緯35度21分43秒
東経138度59分16秒

－ ○ × 中 88×81 砂 必要 ②⑤⑦⑧

210 東部 小山町
足柄小学校
グラウンド

小山町竹之下 2411-1
北緯35度19分59秒
東経138度59分2秒

－ × × 中 49×89 砂 必要 ⑥⑦

211 東部 小山町 須走総合グラウンド 小山町須走 
北緯35度21分32秒
東経138度51分53秒

－ × ○ 大 146×113 砂 必要 ⑦

212 東部 小山町
北郷中学校
グラウンド

小山町用沢355
北緯35度20分52秒
東経138度56分49秒

－ × × 大 133×85 砂 必要 ⑦⑧

213 東部 小山町
成美小学校
グラウンド

小山町藤曲150
北緯35度21分48秒
東経138度59分9秒

－ ○ × 中 64×105 砂 必要 ④⑤⑥

214 東部 小山町
県立小山高校

グラウンド
小山町竹之下369

北緯35度19分42秒
東経138度58分33秒

－ × × 中 95×208 砂 必要 ①②⑤⑧

215 東部 小山町 足柄ふれあい公園 小山町竹之下2481-2
北緯35度20分11秒
東経138度58分43秒

－ × × 中 60×100 草地 不要 ③④⑥⑦⑧

216 中部 静岡市 静岡ヘリポート 静岡市葵区諏訪8－10
北緯35度01分23秒
東経138度24分29秒

－ × ○ 中 150×50 舗装 不要 ④⑤

217 中部 静岡市
田町緑地

スポーツ広場
静岡市葵区田町地先
　　　　　安倍川河川敷

北緯34度58分21秒
東経138度21分42秒

－ × ○ 大 520×103 砂質 必要 ②③④

218 中部 静岡市
駿府城公園

(紅葉山庭園前広場)
静岡市葵区駿府城公園1-1

北緯34度58分47秒
東経138度23分02秒

－ × ○ 中  50×50 砂質 必要 ⑤⑥⑦⑧

219 中部 静岡市
東新田

スポーツ広場
静岡市駿河区東新田
　　地先安倍川河川敷

北緯34度56分50秒
東経138度22分34秒

－ × ○ 中 321×63 砂質 必要 ⑤⑥⑦⑧

220 中部 静岡市
辰起町

スポーツ広場
静岡市葵区辰起町

　　地先安倍川河川敷
北緯34度59分07秒
東経138度21分39秒

－ × × 大 146×114 砂質 必要 ②③④

221 中部 静岡市
向敷地

スポーツ広場
静岡市駿河区向敷地
　　地先安倍川河川敷

北緯34度57分53秒
東経138度21分29秒

－ × × 中 85×66 砂質 必要 ⑤⑥⑦

222 中部 静岡市
山崎

スポーツ広場
静岡市葵区山崎地先
　　　　　安倍川河川敷

北緯34度58分27秒
東経138度21分22秒

－ × × 中 65×100 砂質 必要 ⑦⑧

223 中部 静岡市
中野新田

スポーツ広場
静岡市駿河区中野新田
　　地先安倍川河川敷

北緯34度56分54秒
東経138度23分01秒

－ × × 中 55×120 草地 不要 ①②③④

224 中部 静岡市
堤町緑地

スポーツ広場
静岡市葵区堤町

　　地先安倍川河川敷
北緯35度00分02秒
東経138度21分36秒

－ × × 中 203×88 草地 不要 ②③④

225 中部 静岡市 相渕スポーツ広場
静岡市葵区蕨野地先
　　　　　安倍川河川敷

北緯35度07分28秒
東経138度21分38秒

－ ○ ○ 中 65×100 砂質 必要 ②③④⑤⑦⑧

226 中部 静岡市 横山スポーツ広場
静岡市葵区横山地先
　　　　　安倍川河川敷

北緯35度07分54秒
東経138度22分06秒

－ ○ × 中 80×50 砂質 必要 ①②③④⑤⑦

227 中部 静岡市 渡大川組資材置場 静岡市葵区渡字朴木久保1190-4
北緯35度11分39秒
東経138度21分42秒

－ ○ ○ 中 46×46 砂質、草地 不要 ①②③④⑤⑦

228 中部 静岡市 梅ヶ島多目的広場
静岡市葵区草木地先
　　　　　安倍川河川敷

北緯35度16分25秒
東経138度19分45秒

－ ○ ○ 中 84×67 砂質 必要 ①②③④⑤⑥⑦

229 中部 静岡市
井川小中学校

グラウンド
静岡市葵区井川

　　　　　　　　1561-3
北緯35度13分07秒
東経138度14分07秒

－ ○ × 中 100×60 砂質 必要 ⑦

230 中部 静岡市
大川小中学校

グラウンド
静岡市葵区日向876

北緯35度05分32秒
東経138度14分27秒

－ ○ ○ 中 25×40 芝生 不要 ①②③④⑤⑧

231 中部 静岡市
玉川小中学校

グラウンド
静岡市葵区落合

　　　　　　　　103－3
北緯35度06分36秒
東経138度20分04秒

－ ○ ○ 中 42×100 砂質 必要 ①②③⑤⑥⑧
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232 中部 静岡市
清沢小学校
グラウンド

静岡市葵区相俣99－1
北緯35度02分01秒
東経138度14分45秒

－ ○ ○ 中 30×45 砂質 必要 ①②③④⑤⑦⑧

233 中部 静岡市 静岡競輪場駐車場 静岡市駿河区小鹿2-9
北緯34度58分10秒
東経138度25分18秒

－ × × 中 89×70 舗装 不要 ②③④⑤

234 中部 静岡市
梅ヶ島小 中学校

グラウンド
静岡市葵区梅ヶ島

　　　　　　　　1309－1
北緯35度14分32秒
東経138度20分28秒

－ ○ ○ 中 60×60 砂質 必要 ①③⑤⑥⑦⑧

235 中部 静岡市 市営梅ヶ島キャンプ場
静岡市葵区梅ヶ島
　　　　 孫佐島地先

北緯35度15分40秒
東経138度19分32秒

－ ○ ○ 中 50×48 砂質 必要 ①③⑤⑥⑦⑧

236 中部 静岡市
県立清水南高校

グラウンド
静岡市清水区折戸

　　　　　　　3丁目2－1
北緯34度59分01秒
東経138度30分41秒

浸水可能性あり × × 中 117×100 砂質 必要 ⑧

237 中部 静岡市 清水桜が丘公園 静岡市清水区桜が丘町7
北緯35度00分38秒
東経138度28分34秒

－ × × 中 82×81 砂質 必要 なし

238 中部 静岡市
清水飯田中学校

グ ラウ ン ド
静岡市清水区山原
　　　　　　　112－1

北緯35度02分29秒
東経138度28分09秒

－ × ○ 中 119×97 砂質 必要 ④⑤⑥

239 中部 静岡市
清水和田島小学校

グラウンド
静岡市清水区和田島611

北緯35度06分29秒
東経138度28分52秒

－ ○ × 中 46×82 砂質 必要 ②③④⑤⑥⑧

240 中部 静岡市
清水中河内小学校

グラウンド
静岡市清水区中河内
　　　　　　　2583－1

北緯35度08分15秒
東経138度28分14秒

－ ○ ○ 中 35×58 砂質 必要 ①②③④⑤

241 中部 静岡市 井川ヘリポート 静岡市葵区井川　　　
北緯35度13分10秒
東経138度14分50秒

－ ○ ○ 中 30×30 舗装 不要 ②

242 中部 静岡市
(社)静岡県航空協会

富士川滑空場
静岡市清水区蒲原地先

北緯35度07分07秒
東経138度38分02秒

－ × ○ 中
30×850

※舗装場所のみ
舗装 不要 なし

243 中部 静岡市
蒲原中学校
グラウンド

静岡市清水区蒲原49
北緯35度07分28秒
東経138度37分09秒

－ × × 中 131×85 砂質 必要 ⑤

244 中部 静岡市
由比中学校
グラウンド

静岡市清水区由比456
北緯35度06分34秒
東経138度33分46秒

－ × × 中 102×85 砂質 必要 ②③④⑥⑦⑧

245 中部 静岡市 俵峰ヘリポート 静岡市葵区俵峰山腹
北緯35度07分02秒
東経138度22分54秒

－ ○ ○ 中 18×20 コンクリート 不要 ①②④⑤⑥⑧

246 中部 静岡市 賎機北小学校 静岡市葵区俵沢234番地の1
北緯35度06分30秒
東経138度22分00秒

－ ○ ○ 中 42×71 砂質 必要 ①②③⑤⑥⑧

247 中部 静岡市 奥長島ｽﾎﾟｰﾂ広場 静岡市葵区奥長島地先足久保川河川敷　
北緯35度04分24秒
東経138度18分23秒

－ ○ ○ 中 50×52 砂質,芝生 必要 ①②⑧

248 中部 静岡市 松野小学校 静岡市葵区松野598番地の2
北緯35度04分36秒
東経138度22分02秒

－ ○ × 中 51×70 砂質 必要 ①⑥⑦

249 中部 静岡市 大河内小学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 静岡市葵区平野1850-3
北緯35度08分56秒
東経138度21分48秒

－ ○ ○ 中 50×80 砂質 必要 ①③⑤⑥⑦⑧

250 中部 静岡市 金山温泉 静岡市葵区梅ヶ島5008-1　
北緯35度16分49秒
東経138度20分28秒

－ ○ × 中 70×110 芝生 不要 ②③④⑤⑦⑧

251 中部 静岡市
静岡女子高校
梅ヶ島研修所

静岡市葵区梅ヶ島荷場　
北緯35度17分02秒
東経138度19分10秒

－ ○ ○ 中 60×70 草地 不要 ①②④⑤⑥⑧

252 中部 静岡市
旧 井川小学校

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
静岡市葵区井川708-1　

北緯35度13分23秒
東経138度14分20秒

－ ○ × 中 40×70 砂質 必要 ⑦

253 中部 静岡市 井川割田原ｽﾎﾟｰﾂ広場 静岡市葵区田代地先
北緯35度15分12秒
東経138度14分28秒

－ ○ ○ 中 50×80 芝生,草地 不要 ⑥⑦⑧

254 中部 静岡市 口坂本温泉駐車場 静岡市葵区口坂本652
北緯35度10分55秒
東経138度16分28秒

－ ○ ○ 中 36×74 ｱｽﾌｧﾙﾄ 不要 ①②③④⑥⑦⑧

255 中部 静岡市 ﾘﾊﾞｳｪﾙ井川駐車場 静岡市葵区井川　2629-190
北緯35度12分59秒
東経138度16分44秒

－ ○ × 中 30×60 ｱｽﾌｧﾙﾄ,ｺﾝｸﾘｰﾄ 不要 なし

256 中部 静岡市 宍原ｽﾎﾟｰﾂ広場 静岡市清水区宍原字里沢195
北緯35度09分35秒
東経138度31分07秒

－ ○ ○ 中 110×130 砂質 必要 なし

257 中部 静岡市
宍原小学校

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
静岡市清水区宍原　919

北緯35度09分35秒
東経138度31分07秒

－ ○ × 中 39×46 砂質 必要 ①
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258 中部 静岡市
小河内小学校

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
静岡市清水区小河内　2723

北緯35度07分15秒
東経138度30分41秒

－ ○ × 中 45×46 砂質 必要 ③④⑤⑥⑦

259 中部 静岡市
小島中学校

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
静岡市清水区但沼町　271

北緯35度06分04秒
東経138度30分37秒

－ ○ × 中 45×85 砂質 必要 ①②④⑤⑦⑧

260 中部 静岡市
両河内中学校

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
静岡市清水区和田島　303

北緯35度06分27秒
東経138度28分46秒

－ ○ ○ 中 63×68 砂質 必要 ①②⑦⑧

261 中部 静岡市
清水西河内小学校

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
静岡市清水区西里143

北緯35度07分18秒
東経138度26分38秒

－ ○ ○ 中 58×85 砂質 必要 ③④⑤⑥⑦

262 中部 静岡市
由比北小学校

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
静岡市清水区由比入山　2158

北緯35度07分44秒
東経138度33分25秒

－ ○ × 中 45×46 砂質 必要 ①③⑦⑧

263 中部 静岡市 清水総合運動場 静岡市清水区清開2丁目1番1号
北緯34度59分48秒
東経138度29分34秒

浸水可能性あり × × 中 60×160 芝生 不要 ①②③④

264 中部 静岡市 与一　静岡市消防ヘリポート 静岡市葵区与一一丁目地先
北緯35度00分56秒
東経138度22分08秒

－ × ○ 大
80×40※舗装場所

280×100※グランド全
域

コンクリート
※グラウンド砂

地
不要 ①②③⑧

265 中部 静岡市 秋山町スポーツ広場
静岡市葵区秋山町地先　　　　　　　　　　　　　

安倍川河川敷
北緯35度00分15秒
東経138度21分40秒

－ × ○ 中 120×60 砂地・草地 必要 ②③④

266 中部 静岡市 富厚里スポーツ広場
静岡市葵区富厚里地先　　　　　　　　　　　　　　

藁科川右岸
北緯35度0分21秒

東経138度16分37秒
－ × ○ 中 85×46 砂質 必要 ①②③⑦⑧

267 中部 静岡市
中藁科小学校　　　　　　　　　　　　　

グランド
静岡市葵区大原942－1

北緯35度0分34秒
東経138度16分38秒

－ × × 中 60×55 砂質 必要 ①⑤⑦

268 中部 静岡市 藁科中学校グランド 静岡市葵区大原1398－1
北緯35度0分31秒

東経138度16分57秒
－ × ○ 中 77×68 芝生 不要 ③

269 中部 静岡市
水見色小学校　　　　　　　　　　　　　

グランド
静岡市葵区水見色1040－3

北緯35度02分17秒
東経138度17分40秒

－ × × 中 53×27 砂質 必要 ④⑤

270 中部 静岡市 坂本 静岡市葵区坂本
北緯35度03分25秒
東経138度15分36秒

－ ○ × 中 17×15 砕石 不要 ③④⑤⑥⑦

271 中部 静岡市 坂ノ上 静岡市葵区坂ノ上地先
北緯35度04分05秒
東経138度14分50秒

－ ○ × 中 41×39 草地 不要 ②③④⑤⑥⑧

272 中部 静岡市 杉尾びんか 静岡市葵区杉尾地内
北緯35度04分22秒
東経138度12分27秒

－ ○ ○ 中 23×17 砕石 不要 ②③④⑤⑥⑦⑧

273 中部 静岡市 湯ノ島温泉 静岡市葵区湯ノ島
北緯35度06分30秒
東経138度13分41秒

－ ○ × 小 30×19 砂質 不要 ①②③④⑦⑧

274 中部 静岡市 足久保小学校 静岡市葵区足久保奥組741－1
北緯35度03分40秒
東経138度20分19秒

－ ○ × 中 71×41 砂質 必要 ⑦

275 中部 静岡市 桂山河川敷
静岡市葵区桂山地内　　　　　　　　　　　　　　　　　　

玉川右岸河川敷
北緯35度06分33秒
東経138度20分48秒

－ ○ ○ 中 150×85 草地 不要 ①④⑥⑦

276 中部 静岡市 奥仙俣 静岡市葵区奥仙俣
北緯35度12分38秒
東経138度18分33秒

－ ○ × 小 12×10 草地 不要 ①②⑤⑦⑧

277 中部 静岡市
横沢高台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（笠張峠付近）
静岡市葵区横沢地内

北緯35度09分22秒
東経138度15分53秒

－ ○ ○ 中 86×47 砕石 不要 ③

278 中部 静岡市
平野ヘリポート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（第一テレビ専用ヘリポート）
静岡市葵区平野

北緯35度08分35秒
東経138度21分54秒

－ ○ ○ 中 20×20 舗装 不要 ②③④⑤⑦⑧

279 中部 静岡市 中平河川敷 静岡市葵区中平地内
北緯35度09分41秒
東経138度21分46秒

－ ○ × 中 38×23 草地 不要 ②③④⑥⑦⑧

280 中部 静岡市 黄金の湯　駐車場 静岡市葵区梅ケ島3542－3
北緯35度17分03秒
東経138度20分24秒

－ ○ ○ 中 40×27 舗装 不要 ②③④⑥⑦⑧

281 中部 静岡市 湯の森　河川敷 静岡市葵区入島
北緯35度14分25秒
東経138度20分35秒

－ ○ × 中 100×33 砂質 必要 ②③④⑤⑥⑦⑧

282 中部 静岡市 畑薙登山者駐車場 静岡市葵区田代　
北緯35度18分47秒
東経138度11分15秒

－ ○ ○ 中 120×80 草地 不要 ⑤⑥⑦⑧

283 中部 静岡市 西里　興津川漁協 静岡市清水区西里703－４
北緯35度07分13秒
東経138度26分32秒

－ ○ ○ 中 40×30 砂質 不要 ②④⑤⑥⑦⑧
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南⑥南西⑦西⑧北西）

284 中部 静岡市 興津川キャンプ場 静岡市清水区土20
北緯35度07分08秒
東経138度27分05秒

－ ○ × 中 45×28 砂質 不要 ⑦

285 中部 静岡市 由比小学校 静岡市清水区由比町屋原329
北緯35度06分28秒
東経138度33分28秒

－ × × 中 80×50 砂質 必要 ①③⑤⑥⑦⑧

286 中部 静岡市
由比中学校
グラウンド

静岡市清水区由比456
北緯35度06分34秒
東経138度33分46秒

－ × × 中 102×85 砂質 必要 ②③④⑦⑧

287 中部 静岡市 障害支援施設　宍原荘 静岡市清水区宍原362
北緯35度09分40秒
東経138度31分17秒

－ ○ × 中 60×50 芝生 不要 ⑤

288 中部 静岡市 入山船場ヘリポート 静岡市清水区由比入山船場地先
北緯35度08分32秒
東経138度33分50秒

－ ○ × 中 41×40 草地 不要 ①②⑤⑧

289 中部 静岡市 城山中学校 静岡市駿河区小坂2－33
北緯34度55分48秒　　　
東経138度21分24秒

－ × ○ 中 100×100 砂質 必要 ③

290 中部 静岡市 静岡大学グランド（野球場） 静岡市駿河区大谷836
北緯34度57分43秒　　　
東経138度26分12秒

－ × ○ 中 130×110 芝生 不要 ①②③⑤⑦⑧

291 中部 静岡市 日本平運動公園多目的広場 静岡市清水区村松3880－1
北緯34度59分5秒　　　　　

東経138度28分39秒
－ × ○ 中 180×95 砂質 必要 ③⑥

292 中部 静岡市 静岡県消防学校 静岡市清水区谷津町１丁目577－1
北緯35度4分12秒　　　　
東経138度31分8秒

－ × ○ 中 130×100 砂質 必要 ①③④⑤⑦⑧

293 中部 静岡市 和田島少年自然の家 静岡市清水区和田島271－3
北緯35度6分32秒　　　　　

東経138度28分38秒
－ × × 中 150×19 芝生、砂質 必要 ①②④⑤⑥⑧

294 中部 島田市 中央公園ふれあい広場 島田市野田1689
北緯34度51分01秒
東経138度10分27秒

－ × × 小 52×80 芝生 必要 ①⑤⑦⑧

295 中部 島田市 伊久美スポ－ツ広場 島田市伊久美1809－3
北緯34度56分29秒
東経138度08分49秒

－ ○ × 小 45×50 砂質 必要 ①②④⑤⑦⑧

296 中部 島田市 伊久美小学校運動場 島田市伊久美3690－1
北緯34度55分44秒
東経138度08分31秒

－ ○ × 中 50×90 砂質 必要 ②③④⑤

297 中部 島田市
島 田野外活動
センター山の家

島田市身成103
北緯34度54分05秒
東経138度06分37秒

－ × × 中 70×80 芝生 必要 ①②③⑥⑦⑧

298 中部 島田市
神座小学校
グラウンド

島田市神座1444
北緯34度52分28秒
東経138度06分32秒

－ × × 小 50×60 砂質 必要 ②⑥⑦

299 中部 島田市
第二小学校
グラウンド

島田市中溝町2372
北緯34度50分12秒
東経138度10分13秒

－ × × 中 60×90 砂質 必要 ②③④

300 中部 島田市
六合小学校
グラウンド

島田市道悦５丁目
　　　　　　　13－1

北緯34度50分08秒
東経138度12分37秒

－ × × 中 60×90 砂質 必要 ①②③④⑤⑥

301 中部 島田市
初倉小学校
グラウンド

島田市阪本 1331
　　　　　　　（色尾東）

北緯34度48分22秒
東経138度13分27秒

－ × × 中 50×90 砂質 必要 ②④⑤⑥

302 中部 島田市
六合中学校
グラウンド

島田市道悦2丁目
　　　　　　　25-1

北緯34度50分07秒
東経138度12分08秒

－ × × 中 70×90 砂質 必要 ④

303 中部 島田市
初倉中学校
グラウンド

島田市大柳南132
北緯34度48分16秒
東経138度13分43秒

－ × × 中 60×100 砂質 必要 ①⑧

304 中部 島田市
金谷中学校
グラウンド

島田市金谷栄町
　　　　　　　211－1

北緯34度49分59秒
東経138度07分27秒

－ × × 大 100×160 砂質 必要 ①②④⑤⑥⑧

305 中部 島田市
金谷小学校
グラウンド

島田市金谷根岸町
　　　　　　　190－3

北緯34度49分31秒
東経138度07分45秒

－ × × 中 65×160 砂質 必要 ②③④⑥⑦

306 中部 島田市 北五和スポーツ広場 島田市福用地先
北緯34度54分01秒
東経138度05分25秒

－ ○ × 中 60×100 砂質 必要 ①②③④⑤⑥

307 中部 島田市 かなや大井川緑地 島田市金谷東二丁目地先
北緯34度49分34秒
東経138度08分37秒

－ × × 大 100×160 砂質 必要 なし

308 中部 島田市
五和小学校
グラウンド

島田市牛尾435
北緯34度50分46秒
東経138度07分20秒

－ × × 中 60×105 砂質 必要 ①②④⑤⑥⑧

309 中部 島田市
川根小学校
グラウンド

島田市川根町家山420
北緯34度56分23秒
東経138度04分32秒

－ × × 中 60×100 砂質 必要 ①③④⑤⑥
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310 中部 島田市
川根中学校
グラウンド

島田市川根町身成3290
北緯34度56分38秒
東経138度05分09秒

－ × × 大 100×140 砂質 必要 ⑥⑧

311 中部 島田市 久奈平ヘリポート 島田市川根町身成2248
北緯34度55分22秒
東経138度05分34秒

－ ○ ○ 小 16×16 舗装 不要 ①②④⑤⑥⑧

312 中部 島田市 粟原ヘリポート
島田市川根町笹間上

　　　　　字粟原1829－1
北緯35度01分44秒
東経138度09分25秒

－ ○ ○ 小 16×16 舗装 不要 ①②③⑤⑥⑦⑧

313 中部 島田市 倉平ヘリポート 島田市川根町葛籠856
北緯34度58分16秒
東経138度03分39秒

－ ○ × 小 16×16 舗装 不要 ⑤⑥⑦⑧

314 中部 島田市 前山ヘリポート 島田市川根町家山2004－1
北緯34度55分33秒
東経138度03分37秒

－ ○ × 小 16×16 舗装 不要 ①②③⑤⑥⑦⑧

315 中部 島田市 家山河川敷広場 島田市川根町家山地先
北緯34度56分16秒
東経138度04分40秒

－ × ○ 中 60×100 芝生 不要 ⑦⑧

316 中部 島田市 やまめ平第二駐車場 島田市笹間下1707
北緯34度59分02秒
東経138度09分44秒

－ ○ ○ 小 70×20 砂質 必要 ①③④⑤⑥⑦⑧

317 中部 島田市
農産物加工体験施設
「やまゆり」西側広場

島田市伊久美5202
北緯34度55分09秒
東経138度07分33秒

－ ○ ○ 中 60×50 砂質 必要 ①②③⑤⑥⑦⑧

318 中部 島田市
旧金谷中学校

グラウンド
島田市金谷富士見町3383

北緯34度48分49秒
東経138度08分29秒

－ × × 中 60×105 砂質 必要 なし

319 中部 島田市
山村都市交流
センターささま

島田市川根町笹間上394
北緯35度00分24秒
東経138度08分44秒

－ ○ × 中 60×90 砂質 必要 ①②④⑥⑧

320 中部 島田市 塩本区集会場空地 島田市川根町家山
北緯34度57分35秒
東経138度02分53秒

－ ○ × 小 31×40 砂質 必要 ①②③④⑤⑥

321 中部 島田市 中部電力用地 島田市笹間下県道横　
北緯34度58分57秒
東経138度06分56秒

－ ○ × 小 40×40 砂質 必要 ①②⑤⑦

322 中部 島田市 二俣多目的広場 島田市川根町笹間上1903-1
北緯35度01分34秒
東経138度09分22秒

－ ○ × 小 砂質 必要 不明

323 中部 島田市 犬間 島田市伊久美
北緯34度55分21秒
東経138度07分26秒

－ ○ × 小 40×30 芝生 不要 ②③④⑤

324 中部 焼津市
東益津小学校

グラウンド
焼津市石脇上65

北緯34度53分13秒
東経138度19分13秒

－ × ○ 中  130×80 砂質 必要 なし

325 中部 焼津市
大村中学校
グラウンド

焼津市大村3－25－1
北緯34度52分18秒
東経138度18分18秒

－ × × 中 130×70 砂質 必要 なし

326 中部 焼津市
焼津中学校
グラウンド

焼津市焼津2－10－28
北緯34度51分54秒
東経138度18分45秒

－ × × 中 130×70 砂質 必要 なし

327 中部 焼津市
小川中学校
グラウンド

焼津市東小川4－21－1
北緯34度51分11秒
東経138度18分50秒

－ × × 中 110×70 砂質 必要 なし

328 中部 焼津市
黒石小学校
グラウンド

焼津市大住1246
北緯34度51分4秒
東経138度18分2秒

－ × × 中 150×60 砂質 必要 なし

329 中部 焼津市
大富中学校
グラウンド

焼津市中根1－1
北緯34度50分23秒
東経138度17分57秒

－ × × 中 100×60 砂質 必要 なし

330 中部 焼津市
大井川中学校

グラウンド
焼津市下江留191

北緯34度48分03秒
東経138度16分55秒

－ × × 中 90×120 砂質 必要 なし

331 中部 焼津市
大井川河川敷
スポーツ広場

焼津市相川・西島地先
北緯34度48分03秒
東経138度15分29秒

－ × × 大 120×240 砂質、芝生 必要 なし

332 中部 焼津市
大井川文化会館

駐車場
焼津市宗高888

北緯34度48分14秒
東経138度16分58秒

－ × × 中 80×100 舗装 不要 なし

333 中部 焼津市
大井川河川敷運動公園

陸上競技場
焼津市中島　・西島地先

北緯34度47分41.3秒
東経138度15分57.8秒

－ × ○ 中 120×120 芝生 必要 なし

334 中部 藤枝市 藤枝市立総合病院 藤枝市駿河台4-1-11
北緯34度51分40秒
東経138度13分49秒

－ × ○ 中 24×24 舗装 不要 なし

335 中部 藤枝市
大井川河川敷

グラウンド
藤枝市源助地先

北緯34度49分22秒
東経138度13分59秒

－ × ○ 大 150×80 砂質 必要 なし
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336 中部 藤枝市
瀬戸谷小学校

グラウンド
藤枝市本郷872

北緯34度54分47秒
東経138度12分5秒

－ × × 中 70×140 砂質 必要 ①④⑤⑥⑧

337 中部 藤枝市
藤枝中学校
グラウンド

藤枝市音羽町
　　　　　　　1－1－51

北緯34度52分13秒
東経138度14分30秒

－ × × 大 70×100 砂質 必要 ②③④⑥⑦

338 中部 藤枝市
広幡中学校
グラウンド

藤枝市上当間602
北緯34度53分9秒

東経138度17分13秒
－ × × 大 80×180 砂質 必要 ①⑤⑥⑦⑧

339 中部 藤枝市
高洲中学校
グラウンド

藤枝市与左衛門33-1
北緯34度50分17秒
東経138度16分22秒

－ × × 大 70×100 砂質 必要 ①⑤⑧

340 中部 藤枝市
青島東小学校

グラウンド
藤枝市志太5－1－1

北緯34度51分35秒
東経138度15分18秒

－ × × 中 80×140 砂質 必要 ①⑤⑥⑦⑧

341 中部 藤枝市 静岡県藤枝総合庁舎
藤枝市瀬戸新屋

　　　　　　　362－1
北緯34度50分42秒
東経138度13分46秒

－ × × 小 30×50 舗装 不要 ①③④⑤⑧

342 中部 藤枝市
藤枝市民グラウンド

（サッカー）
藤枝市駿河台1－6－1

北緯34度51分58秒
東経138度14分2秒

－ × ○ 大 70×100 芝生 不要 ③

343 中部 藤枝市
大久保

ふれあい　広場
藤枝市瀬戸ノ谷

　　　　　　11044－3
北緯34度57分45秒
東経138度10分45秒

－ ○ ○ 小 56×56 砂質 必要 ①②③④⑤⑥⑦

344 中部 藤枝市
藤枝市青少年の家蔵田運動広

場
藤枝市瀬戸ノ谷
　　　　　10098-2

北緯34度58分21秒
東経138度11分40秒

－ ○ × 小 61×61 砂質 必要 ①③④⑤⑥⑧

345 中部 藤枝市
藤の瀬会館
芝生広場

藤枝市本郷876
北緯34度54分50秒
東経138度12分3秒

－ × ○ 小 117×64 芝生 不要 ①

346 中部 藤枝市
西北ふれあい

広場
藤枝市北方558-8

北緯34度55分14秒
東経138度14分32秒

－ × × 小 50×50 砂質 必要 なし

347 中部 藤枝市 玉取ふれあい広場 藤枝市岡部町玉取121－1
北緯34度58分33秒
東経138度14分42秒

－ × × 小 40×40 砂質 必要 ⑤⑥⑦

348 中部 藤枝市 朝比奈グラウンド 藤枝市岡部町宮島513
北緯34度57分36秒
東経138度15分12秒

－ × ○ 中 80×90 砂質 必要 ①②⑧

349 中部 藤枝市
岡部小学校
グラウンド

藤枝市岡部町内谷601－3
北緯34度54分33秒
東経138度16分57秒

－ × × 中 95×60 砂質 必要 ①②③④⑤⑥⑦

350 中部 藤枝市
岡部中学校
グラウンド

藤枝市岡部町子持坂102
北緯34度54分43秒
東経138度16分4秒

－ × ○ 大 110×170 砂質 必要 ①⑧

351 中部 藤枝市
朝比奈第一小学校

グラウンド
藤枝市岡部町新舟1021

北緯34度57分7秒
東経138秒15分7秒

－ × × 中 70×80 砂質 必要 ①②③

352 中部 牧之原市
相良小学校
グラウンド

牧之原市波津1642
北緯34度41分12秒
東経138度11分48秒

浸水可能性あり ×
○

「ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘの離着陸あ
り」

中 70×120 砂質 必要 なし

353 中部 牧之原市
地頭方小学校

グラウンド
　　牧之原市地頭方981

北緯34度38分15秒
東経138度11分35秒

浸水可能性あり ×
○

「ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘの離着陸あ
り」

中 70×120 砂質 必要 なし

354 中部 牧之原市
萩間小学校
グラウンド

牧之原市黒子75
北緯34度43分1秒

東経138度10分55秒
－ ×

○
「ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘの離着陸あ

り」
中 70×120 砂質 必要 なし

355 中部 牧之原市 静波グラウンド 牧之原市静波1018-1
北緯34度44分21秒
東経138度13分32秒

浸水可能性あり ×
○

「ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘの離着陸あ
り」

中 85×135 砂質 必要 なし

356 中部 牧之原市
榛原中学校
グラウンド

牧之原市仁田100－1
北緯34度45分5秒
東経138度13分4秒

－ × × 中 110×180 砂質 必要 なし

357 中部 牧之原市
細江小学校
グラウンド

牧之原市細江1260
北緯34度45分0秒

東経138度14分12秒
浸水可能性あり ×

○
「ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘの離着陸あ

り」
中 75×100 砂質 必要 なし

358 中部 牧之原市
勝間田小学校

グラウンド
牧之原市勝間田588－3

北緯34度45分58秒
東経138度11分14秒

－ ×
○

「ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘの離着陸あ
り」

中 70×100 砂質 必要 なし

359 中部 牧之原市
坂部小学校
グラウンド

牧之原市坂部468-1
北緯34度46分43秒
東経138度12分33秒

－ ×
○

「ﾄﾞｸﾀｰﾍﾘの離着
陸あり」

中 75×110 砂質 必要 なし

360 中部 吉田町
中央小学校
グラウンド

吉田町片岡850－1
北緯34度46分18秒
東径138度15分36秒

－ × × 中 80×125 砂質 必要 ⑦

361 中部 吉田町
吉田特別支援学校

グラウンド
吉田町片岡2130

北緯34度46分35.5秒
東径138度15分10秒

－ × × 中 85×175 砂質 必要 ①
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362 中部 吉田町
吉田中学校
グラウンド

吉田町住吉230
北緯34度46分8秒

東径138度15分11秒
－ × ○ 大 100×170 砂質 必要 ①

363 中部 吉田町
吉田中学校

サブグラウンド
吉田町住吉230

北緯34度46分5秒
東径138度15分12秒

－ × × 中 60×120 砂質 必要 ①

364 中部 吉田町
自疆小学校
グラウンド

吉田町神戸1748－2
北緯34度47分9秒

東径138度14分25秒
－ × ○ 中 70×110 砂質 必要 ⑤

365 中部 吉田町
住吉小学校
グラウンド

吉田町住吉2223
北緯34度45分35秒
東径138度15分15秒

浸水可能性あり × × 中 80×140 砂質 必要 ⑤

366 中部 川根本町 川根高校グラウンド 川根本町徳山1638
北緯35度04分27秒
東経138度06分49秒

－ × ○ 中 110×120 砂質 必要 ①②④⑦⑧

367 中部 川根本町
第一小学校
グラウンド

川根本町徳山100
北緯35度04分29秒
東経138度06分32秒

－ × ○ 中 65×140 砂質 必要 ①③④⑤⑥

368 中部 川根本町
中央小学校
グラウンド

川根本町上長尾1000
北緯35度02分38秒
東経138度04分53秒

－ × ○ 中 70×140 砂質 必要 ②⑤

369 中部 川根本町
南部小学校
グラウンド

川根本町下長尾281
北緯35度01分30秒
東経138度05分06秒

－ × ○ 中 50×120 砂質 必要 ①⑧

370 中部 川根本町 地名グラウンド 川根本町地名124－1
北緯34度58分56秒
東経138度05分04秒

－ × ○ 中 70×80 砂質 必要 ②③

371 中部 川根本町
川根本町

町営グラウンド
川根本町下泉235

北緯35度01分18秒
東経138度05分21秒

－ × ○ 中 95×95 砂質 必要 ②

372 中部 川根本町 尾呂久保テニスコート 川根本町水川866-5
北緯35度04分05秒
東経138度04分40秒

－ ○ ○ 小 50×75 砂質 必要 ②③

373 中部 川根本町 中川根中学校 川根本町町上長尾744
北緯35度02分43秒
東経138度04分52秒

－ × ○ 中 50×80 砂質 必要 ②④⑤⑥

374 中部 川根本町
本川根小学校

グラウンド
川根本町千頭1236－6

北緯35度06分15秒
東経138度08分07秒

－ × ○ 中 60×115 砂質 必要 ①②③④⑤⑧

375 中部 川根本町 寸又峡ヘリポート 川根本町千頭246-1
北緯35度10分36秒
東経138度07分31秒

－ ○ ○ 中 30×30 舗装 不要 ①②③⑥

376 中部 川根本町 中部電力ヘリポート 川根本町千頭814-1
北緯35度06分47秒
東経138度08分23秒

－ × ○ 小 16×16 舗装 不要 ①⑧

377 中部 川根本町 犬間芝生広場 川根本町犬間224-1
北緯35度10分32秒
東経138度11分17秒

－ ○ ○ 大
芝生広場　190×50
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺｰﾄ　60×90

芝生 不要 ④⑤⑥⑦⑧

378 中部 川根本町 生涯スポーツ広場 川根本町小長井地先
北緯35度06分05秒
東経138度08分13秒

－ × ○ 中 60×60 芝生 不要 ②③⑤⑥⑦

379 中部 川根本町
壱町河内

場外離着陸場
川根本町壱町河内1124-3地先

北緯35度02分30秒
東経138度07分13秒

－ ○ ○ 中 30×30 草地 不要 ②③④⑤

380 中部 川根本町 久保尾場外離着陸場 川根本町下長尾1399
北緯35度01分40秒
東経138度02分40秒

－ ○ ○ 中 40×40 芝生 不要 ①②⑥⑦⑧

381 中部 川根本町 平田場外離着陸場 川根本町犬間540地先
北緯35度09分51秒
東経138度10分03秒

－ ○ ○ 中 60×50 砂質 必要 ①②③④⑧

382 中部 川根本町 池の谷場外離着陸場 川根本町千頭528-8
北緯35度08分22秒
東経138度07分48秒

－ ○ ○ 中 100×60 舗装 不要 ②③④

383 中部 川根本町 町営ｻｯｶｰ場 川根本町徳山1630
北緯35度04分27秒
東経138度06分57秒

－ × ○ 中 120×120 砂質 必要 ⑥

384 中部 川根本町 森林組合貯木場 川根本町桑野山424-6
北緯35度07分24秒
東経138度08分31秒

－ ○ ○ 小 36×50 ｱｽﾌｧﾙﾄ 不要 ②③④⑤⑦

385 西部 浜松市 四ツ池公園陸上競技場 浜松市中区上島六丁目19-1
北緯34度44分41秒
東経137度44分04秒

－ × × 小 96×60 芝生 不要 ②③④⑥⑦⑧

386 西部 浜松市
浜松医療センター

屋上ヘリポート
浜松市中区富塚町328

北緯34度42分57秒
東経137度42分02秒

－ × ○ 小 15×15 舗装 不要 なし

387 西部 浜松市
浜松医科大学

グラウンド
浜松市東区半田山一丁目20-1

北緯34度46分00秒
東経137度44分40秒

－ × ○ 小 190×60 芝生 不要 ①②⑥⑦⑧
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388 西部 浜松市
浜松市フラワーパーク

駐車場
浜松市西区舘山寺町195

北緯34度45分39秒
東経137度37分59秒

－ × ○ 小 110×45 舗装 不要 ④⑤⑥⑦

389 西部 浜松市 村櫛海水浴場駐車場 浜松市西区村櫛町4807-1ほか
北緯34度42分42秒
東経137度35分01秒

－ × ○ 小 110×50 舗装 不要 ①

390 西部 浜松市
舞阪乙女園公園

スポーツ広場
浜松市西区舞阪町舞阪3481-25

北緯34度41分38秒
東経137度35分42秒

浸水可能性あり × ○ 小 70×80 芝生 不要 ②

391 西部 浜松市
クリーンセンター

東グラウンド
浜松市西区舞阪町舞阪2668-1

北緯34度40分45秒
東経137度36分20秒

浸水可能性あり × × 中 80×80 砂質 不要 ④⑤⑥

392 西部 浜松市 渚園野球場 浜松市西区舞阪町弁天島5005-1
北緯34度41分57秒
東経137度36分28秒

－ × ○ 大 100×100 草地 不要 ①⑧

393 西部 浜松市
雄踏中学校
グラウンド

浜松市西区雄踏町宇布見9595
北緯34度41分36秒
東経137度37分59秒

－ × ○ 中 140×215 砂質 不要 ①②⑧

394 西部 浜松市 雄踏グラウンド 浜松市西区雄踏町宇布見9611-2
北緯34度41分36秒
東経137度37分50秒

－ × ○ 中 95×135 砂質 不要 ③④⑤⑥⑦

395 西部 浜松市 雄踏総合公園 浜松市西区雄踏町宇布見9984
北緯34度42分09秒
東経137度36分56秒

－ × ○ 大 90×170 芝生 不要 なし

396 西部 浜松市 可美公園野球場 浜松市南区増楽町920-2
北緯34度41分09秒
東経137度41分38秒

浸水可能性あり × ○ 小 165×87 草地 不要 ①⑤

397 西部 浜松市 三方原墓園広場 浜松市北区根洗町821
北緯34度47分36秒
東経137度42分00秒

－ × × 小 80×80 砂質 不要 ③④⑦⑧

398 西部 浜松市
浜松市フルーツパーク

駐車場
浜松市北区都田町4263-1

北緯34度50分20秒
東経137度44分01秒

－ × ○ 小 180×110 舗装 不要 ⑤⑥

399 西部 浜松市
気賀小学校
グラウンド

浜松市北区細江町気賀11529-1
北緯34度48分38秒
東経137度39分18秒

－ × × 小 54×89 砂質 不要 ④⑤⑥⑦

400 西部 浜松市
中川小学校
グラウンド

浜松市北区細江町中川2553
北緯34度48分34秒
東経137度40分42秒

－ × × 大 57×100 砂質 不要 ⑤⑥⑦⑧

401 西部 浜松市
細江中学校
グラウンド

浜松市北区細江町気賀7300
北緯34度48分27秒
東経137度38分51秒

－ × × 中 100×100 砂質 不要 ①②⑧

402 西部 浜松市
県立湖北高校

野球場
浜松市北区引佐町金指1428

北緯34度48分58秒
東経137度40分37秒

－ × × 中 100×100 砂質 不要 ①⑦⑧

403 西部 浜松市
引佐南部中学校

グラウンド
浜松市北区引佐町横尾426

北緯34度50分06秒
東経137度39分49秒

－ × ○ 中 80×90 砂質 不要 ⑥⑦⑧

404 西部 浜松市
三ケ日西小学校

グラウンド
浜松市北区三ケ日町三ケ日417-2

北緯34度48分30秒
東経137度33分17秒

－ × × 小 110×87 砂質 不要 ⑤

405 西部 浜松市
県立浜名高校

グラウンド
浜松市浜北区西美薗2939-1

北緯34度48分18秒
東経137度47分45秒

－ × × 中 80×60 砂質 不要 ⑦⑧

406 西部 浜松市
県立浜北西高校

グラウンド
浜松市浜北区新原4175-1

北緯34度48分33秒
東経137度45分55秒

－ × × 大 110×120 砂質 不要 ①⑦⑧

407 西部 浜松市
明神池運動公園

野球場
浜松市浜北区宮口391-5

北緯34度49分57秒
東経137度45分51秒

－ × × 中 90×90 砂質 不要 ①

408 西部 浜松市
（旧）鏡山小学校

グラウンド
浜松市天竜区只来97-3

北緯34度53分37秒
東経137度51分29秒

－ × ○ 小 40×80 砂質 不要 ①④⑤⑧

409 西部 浜松市 竜川運動場 浜松市天竜区横山町390
北緯34度56分27秒
東経137度49分05秒

－ × ○ 中 70×84 芝生 不要 ②③⑥⑦

410 西部 浜松市
熊小学校
グラウンド

浜松市天竜区熊2153
北緯34度57分36秒
東経137度43分59秒

－ × ○ 小 64×84 砂質 不要 ③⑦

411 西部 浜松市
上阿多古小学校

グラウンド
浜松市天竜区西藤平1318

北緯34度54分43秒
東経137度45分45秒

－ × ○ 小 70×76 砂質 不要 ②③⑥⑦

412 西部 浜松市 下阿多古運動場 浜松市天竜区上野948
北緯34度53分22秒
東経137度46分50秒

－ × ○ 小 40×40 芝生 不要 ②③⑥⑦

413 西部 浜松市
清竜中学校
グラウンド

浜松市天竜区二俣町鹿島525
北緯34度50分58秒
東経137度48分36秒

－ × × 小 84×114 砂質 不要 ⑥⑦⑧
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№ 地域 市町名 へリポート名称 所在地 緯度・経度
津波浸水
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孤立予想地域 離着陸実績 ヘリサイズ
着陸帯面積
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着陸帯表面

離着陸時
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進入不可方向
（①北②北東③東④南東⑤

南⑥南西⑦西⑧北西）

414 西部 浜松市
春野中学校
グラウンド

浜松市天竜区春野町気田380-2
北緯35度00分05秒
東経137度54分21秒

－ × ○ 中 80×120 砂質 不要 ①②③⑦⑧

415 西部 浜松市 春野熊切スポーツ広場 浜松市天竜区春野町石打松下223-1
北緯34度59分58秒
東経137度56分23秒

－ × ○ 中 90×60 芝生 不要 ①⑥⑦⑧

416 西部 浜松市 春野犬居スポーツ広場 浜松市天竜区春野町堀之内997
北緯34度57分36秒
東経137度53分46秒

－ × ○ 中 60×90 芝生 不要 ④⑤

417 西部 浜松市
（旧）春野北小学校

グラウンド
浜松市天竜区春野町杉242-2

北緯35度01分52秒
東経137度58分51秒

－ × ○ 中 70×90 砂質 不要 ①②④⑤⑥⑧

418 西部 浜松市
浦川小学校
グラウンド

浜松市天竜区佐久間町浦川2819
北緯35度03分17秒
東経137度45分53秒

－ × ○ 中 50×60 砂質 不要 ①②③⑦⑧

419 西部 浜松市
佐久間中学校・

湖北高校佐久間分校グラウンド
浜松市天竜区佐久間町中部683-1

北緯35度04分48秒
東経137度47分40秒

－ × × 中 100×187 砂質 不要 ①②③⑥⑦⑧

420 西部 浜松市
（旧）城西小学校

グラウンド
浜松市天竜区佐久間町相月2874

北緯35度08分21秒
東経137度51分40秒

－ × × 小 35×65 砂質 不要 ⑥⑦⑧

421 西部 浜松市 佐久間町ヘリポート 浜松市天竜区佐久間町浦川3248-4
北緯35度03分59秒
東経137度45分38秒

－ × ○ 小 31×36 舗装 不要 ①②③⑧

422 西部 浜松市
水窪総合体育館
緊急ヘリポート

浜松市天竜区水窪町地頭方241-3
北緯35度09分16秒
東経137度52分08秒

－ × ○ 小 30×30 舗装 不要 ⑥

423 西部 浜松市 龍山総合運動場 浜松市天竜区龍山町戸倉239-3
北緯34度57分56秒
東経137度50分07秒

－ × ○ 中 80×115 芝生 不要 ①②

424 西部 浜松市 気田川河川敷 浜松市天竜区小川
北緯34度56分27秒
東経137度50分45秒

－ ○ × 小 30×46 砂質,石 不要 ②③⑥⑦⑧

425 西部 浜松市
県営遠州灘海浜公園

多目的広場
浜松市南区江之島町1706

北緯34度40分10秒
東経137度44分49秒

浸水可能性あり × × 小 126×111 転圧土 不要 ①⑦⑧

426 西部 浜松市
県営遠州灘海浜公園

球技場
浜松市南区江之島町1706

北緯34度40分06秒
東経137度44分43秒

浸水可能性あり × × 中 88×154 芝生 不要 ③⑦

427 西部 浜松市
遠州灘海浜公園

自由広場
浜松市南区中田島町1674

北緯34度39分53秒
東経137度44分42秒

浸水可能性あり × ○ 小 88×104 芝生 不要 ①⑤

428 西部 浜松市
浜松市消防ヘリポート

（新東名隣接）
浜松市浜北区四大地10-2

北緯34度50分32秒
東経137度44分36秒

－ × ○ 中 23×23
2/3

コンクリート
不要 無

429 西部 磐田市 磐田城山球場 磐田市見付190
北緯34度43分21秒
東経137度51分54秒

－ × × 小 83×80 砂質・芝生 必要 ⑤①③

430 西部 磐田市 福田公園多目的グラウンド 磐田市福田中島3756－43
北緯34度39分57秒
東経137度52分37秒

浸水可能性あり × × 中 116×65 砂質 必要 ③⑦

431 西部 磐田市 県立磐田北高等学校 磐田市見付2031-2
北緯34度43分59秒
東経137度51分23秒

－ × × 中 66×96 砂質 必要 ①⑤

432 西部 磐田市 県立磐田南高等学校 磐田市見付3084
北緯34度43分17秒
東経137度51分07秒

－ × × 大 80×120 砂質 必要 ①⑤

433 西部 磐田市 県立磐田農業高等学校 磐田市中泉168
北緯34度43分0秒

東経137度51分14秒
－ × × 中 80×95 砂質 必要 ①⑤

434 西部 磐田市 県立磐田西高等学校 磐田市中泉2680-1
北緯34度43分07秒
東経137度50分29秒

－ × × 中 80×65 砂質 必要 ①②③④⑤

435 西部 磐田市
磐田スポーツ交流の里

ゆめりあ
磐田市大久保892-36

北緯34度45分26秒
東経137度51分28秒

－ × × 大 107×65 芝生 必要 ③・⑦

436 西部 磐田市 豊田天竜川グラウンド 磐田市池田地先
北緯34度43分51秒
東経137度48分38秒

－ × ○ 中 120×80 砂質・草地 必要 ⑦⑧

437 西部 磐田市 静岡産業大学 磐田市大原1572-1
北緯34度41分49秒
東経137度51分36秒

－ × × 大 105×160 砂質・芝生 必要 ①⑤

438 西部 磐田市 竜洋海洋公園 磐田市駒場6866-27
北緯34度39分02秒
東経137度48分10秒

浸水可能性あり × × 中 85×85 砂質・芝生 必要 ①③

439 西部 磐田市 磐田市豊岡野球場 磐田市壱貫地 64－1
北緯34度49分11秒
東経137度50分2秒

－ × ○ 大 80×７５ 砂質・芝生 必要 ①③

№ 地域 市町名 へリポート名称 所在地 緯度・経度
津波浸水
可能性

孤立予想地域 離着陸実績 ヘリサイズ
着陸帯面積

（m×m）
着陸帯表面

離着陸時
散水要否

進入不可方向
（①北②北東③東④南東⑤

南⑥南西⑦西⑧北西）

440 西部 磐田市 豊岡天竜川グラウンド 磐田市松之木島地先
北緯34度48分18秒
東経137度49分43秒

－ × × 大 140×85 砂質・草地 必要 ③

441 西部 磐田市 万瀬地区緊急避難地 磐田市万瀬254
北緯34度52分35秒
東経137度52分16秒

－ ○ ○ 中 20×30 砂質・草地 必要 ⑤⑦

442 西部 掛川市 つま恋リゾート彩の郷 掛川市満水2000
北緯34度45分55秒
東経138度2分18秒

－ × × 大 140×150 芝生 不要 なし

443 西部 掛川市
第一小学校
グラウンド

掛川市掛川1108-1
北緯34度46分37秒
東経138度1分4秒

－ × × 中 85×85 砂質 必要 ①⑤⑥⑧

444 西部 掛川市
県立掛川西高校

グラウンド
掛川市城西1-1-6

北緯34度46分35秒
東経138度0分46秒

－ × × 中 100×125 砂質 必要 ②⑤

445 西部 掛川市
大坂小学校
グラウンド

掛川市大坂5667
北緯34度40分28秒
東経138度2分49秒

－ × × 中 100×110 砂質 必要 ①

446 西部 掛川市
城東中学校
グラウンド

掛川市下土方680
北緯34度42分35秒
東経138度2分45秒

－ × × 中 75×125 砂質 必要 ①⑦

447 西部 掛川市 大須賀運動場 掛川市西大渕6220-1
北緯34度41分15秒
東経137度59分29秒

－ × × 中 85×85 砂質 必要 ①②③④⑥⑦⑧

448 西部 掛川市
大渕小学校
グラウンド

掛川市大渕5602
北緯34度40分17秒
東経138度0分47秒

－ × × 中 85×110 砂質 必要 ①②③④⑥⑦⑧

449 西部 掛川市
さくら咲く学校

グラウンド
掛川市萩間423

北緯34度51分56秒
東経138度01分10秒

－ ○ ○ 小 45×45 砂質 必要 ③④⑤

450 西部 掛川市 ならここの里 掛川市居尻119
北緯34度52分35秒
東経138度01分04秒

－ ○ × 中 50×50 砂質,草地 必要 ①②③④⑤⑦⑧

451 西部 掛川市 大東総合運動場 掛川市国安3300-1
北緯34度39分00秒
東経138度03分30秒

浸水可能性あり × × 中 85×145 砂質 必要 ②③④

452 西部 掛川市 スギノマシン掛川事業所 掛川市長谷1300
北緯34度45分35秒
東経137度59分47秒

－ × × 中 100×95 砂質,草地 必要 なし

453 西部 袋井市
袋井南中学校

グラウンド
袋井市愛野3110

北緯34度44分30秒
東経137度56分34秒

－ × × 中 90×175 砂質 必要 ①

454 西部 袋井市
県立袋井高校

グラウンド
袋井市愛野2446－1

北緯34度44分32秒
東経137度56分40秒

－ × × 中 80×270 砂質 必要 ②③④⑤

455 西部 袋井市
浅羽中学校
グラウンド

袋井市浅名822
北緯34度42分9秒
東経137度56分2秒

－ × × 中 70×100 砂質 必要 ③⑤

456 西部 袋井市 めだか公園 袋井市上山梨1669－1
北緯34度47分25秒
東経137度53分57秒

－ × ○ 中 45×85 芝生 不要 ⑦

457 西部 袋井市
原野谷川親水公園

東側運動広場
袋井市愛野3164-1

北緯34度44分52秒
東経137度56分38秒

－ × ○ 大 155×240 芝生 不要 ⑦

458 西部 袋井市 月見の里公園 袋井市上山梨4-3-3
北緯34度47分16秒
東経137度54分12秒

－ × ○ 小 55×75 芝生 不要 ①②③

459 西部 袋井市 豊沢の丘防災広場 袋井市豊沢1056-1
北緯34度43分46秒
東経137度56分39秒

－ × × 中 55×65 砂質・芝生 必要 ④⑤⑥

460 西部 袋井市 二瀬多目的運動広場 袋井市中1000
北緯34度42分15秒
東経137度54分14秒

－ × ○ 大 120×95 芝生 不要 ①

461 西部 袋井市 浅羽球技場 袋井市東同笠1611-1
北緯34度40分11秒
東経137度56分17秒

浸水可能性あり × ○ 中 100×100 砂質・芝生 必要 なし

462 西部 袋井市
袋井消防庁舎・袋井市防災セン

ター　屋上ヘリポート
袋井市国本2907

北緯34度45分8秒
東経137度55分35秒

－ × 〇 中 23×23 鉄筋コンクリート 不要 ④⑤⑥⑦⑧

463 西部 湖西市 みなと運動公園 湖西市新居町新居3146
北緯 34度41分17秒
東経 137度34分44秒

浸水可能性あり × ○ 中 80×100 砂質 必要 ⑤

464 西部 湖西市 浜名湖競艇場 湖西市新居町新居3726－10
北緯 34度41分52秒
東経 137度34分11秒

－ × ○ 大 190×240 舗装 不要 ⑧

465 西部 御前崎市
航空自衛隊御前崎

分屯基地
御前崎市御前崎

　　　　　　　2825－1
北緯34度36分7秒

東経138度12分56秒
－ × ○ 中 60×50 芝生 不要 ①②⑤⑧
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466 西部 御前崎市 御前崎運動場（野球場） 御前崎市白羽7174
北緯34度36分30秒
東経138度11分18秒

－ × ○ 中 80×80 芝生・土 必要 ①②③

467 西部 御前崎市 市立御前崎総合病院 御前崎市池新田2060
北緯34度38分41秒
東経138度7分9秒

－ × ○ 小 22×50 AS舗装 不要 ①②⑥⑧

468 西部 菊川市
岳洋中学校
グラウンド

菊川市下平川5430
北緯34度41分51秒
東経138度5分40秒

－ × ○ 大 80×140 砂質 必要 ①②③⑤⑧

469 西部 菊川市
小笠北小学校

グラウンド
菊川市嶺田59

北緯34度41分56秒
東経138度4分54秒

－ × ○ 中 80×120 砂質 必要 ①②③④⑤⑧

470 西部 菊川市
小笠南小学校

グラウンド
菊川市高橋3503

北緯34度40分46秒
東経138度6分1秒

－ × ○ 中 60×110 砂質 必要 ①②③④⑤⑧

471 西部 菊川市
小笠東小学校

グラウンド
菊川市川上1348-2

北緯34度42分4秒
東経138度6分50秒

－ × ○ 中 75×110 砂質 必要 ①②③④⑤⑧

472 西部 菊川市
おがさセントラル

パーク
菊川市下平川1676-1

北緯34度42分5秒
東経138度5分26秒

－ × ○ 中 55×75 芝生 不要 ①②③④⑥⑦⑧

473 西部 菊川市
小笠グラウンド

ゴルフ場
菊川市下平川531-11

北緯34度42分10秒
東経138度4分44秒

－ × ○ 中 77×75 芝生 不要 なし

474 西部 菊川市
菊川運動公園ﾍﾘﾎﾟｰﾄ1

（ﾛｰﾝｹﾞｰﾑ場）
菊川市西方898

北緯34度45分31秒
東経138度4分8秒

－ × ○ 小 50×50 芝生 不要 ①②④⑤⑥⑦⑧

475 西部 菊川市
菊川下内田地区

河川防災ステーション
菊川市下内田地先

北緯35度43分32秒
東経138度04分44秒

－ × ○
中部地整防災ヘリ

中 20×20 土 必要 なし

476 西部 森町
森町ローラー
スケート場

森町向天方地先
北緯34度50分5秒

東経137度55分57秒
－ × × 小 2445 舗装 不要 ⑥⑦

477 西部 森町
森町立三倉小学校

グラウンド
森町三倉740

北緯34度54分6秒
東経137度56分49秒

－ ○ ○ 小 52×108 土 必要 ①②③④⑤

478 西部 森町
県立遠江総合高校

グラウンド
森町森2085

北緯34度50分6秒
東経137度55分28秒

－ × × 中 100×120 土 必要 なし

479 西部 森町 大河内ヘリポート 森町三倉2203-1-1-2
北緯34度56分22秒
東経137度59分8秒

－ ○ ○ 中 40×40 舗装 不要 ⑤⑥⑦

480 西部 森町
旧大久保小学校

グランド
森町三倉4444-2

北緯34度55分25秒
東経137度55分39秒

－ ○ ○ 小 30×50 土 必要 ①⑧

計 35市町 477箇所
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め

準
備

さ
れ

た
地

点
。

無
障

害
地

帯
離

着
陸

に
障

害
と

な
ら

な
い

地
域

。

民
間

航
空

機
に

つ
い

て
は

､全
長

及
び

全
巾

の
長

さ
以

上
の

着
陸

帯
｡進

入
区

域
の

長
さ

50
0
m

､進
入

表
面

の
こ

う
配

8
分

の
1
(7

°
)を

最
低

限
確

保
す

る
必

要
が

あ
る

｡

た
だ

し
、

捜
査

ま
た

は
救

助
の

た
め

の
特

例
と

し
て

、
航

空
法

の
適

用
が

除
外

さ
れ

る
場

合
を

除
く
。

[資
料

編
Ⅱ

]

（２
）地

表
面

ア
舗

装
さ

れ
た

場
所

が
最

も
望

ま
し

い
。

イ
グ

ラ
ウ

ン
ド

等
の

場
合

、
板

、
ト

タ
ン

、
砂

塵
等

が
巻

き
上

が
ら

な
い

よ
う

処
置

す
る

こ
と

（地
表

面
が

乾
燥

し
て

い
る

場
合

は
、

砂
塵

の
巻

き
上

げ
防

止
の

た
め

十
分

な
散

水
を

行
う

）。

ウ
草

地
の

場
合

は
硬

質
低

草
地

で
あ

る
こ

と
。

２
着

陸
点

着
陸

点
（
直

径
３

０
ｍ

）の
ほ

ぼ
中

央
に

石
灰

等
で

直
径

１
０

ｍ
の

正
円

を
画

き
、

中
央

に
Ｈ

と
記

す
。

3
着

陸
帯

付
近

（
着

陸
点

中
央

か
ら

な
る

べ
く
離

れ
た

地
点

で
地

形
、

施
設

等
に

よ
る

風
の

影
響

の
少

な
い

場
所

）
に

吹
き

流
し

、
ま

た
は

旗
を

た

て
る

。

（１
）布

製

（２
）風

速
2
5ｍ

／
秒

速
度

に
耐

え
ら

れ
る

強
度

4
救

急
車

等
、

車
両

の
出

入
の

便
が

よ
い

場
所

で
あ

る
こ

と
。

5
電

話
等

、
通

信
手

段
の

利
用

が
可

能
で

あ
る

こ
と

。

6
離

着
陸

地
帯

に
み

だ
り

に
人

が
近

づ
か

な
い

よ
う

配
慮

す
る

こ
と

。

特
に

、
ヘ

リ
コ

プ
タ

ー
の

テ
ー

ル
ロ

ー
タ

ー
に

は
、

注
意

が
お

ろ
そ

か
に

な
る

傾
向

が
あ

る
の

で
、

機
体

の
尾

部
に

は
絶

対
に

近
づ

か
な

い
よ

う
配

慮
す

る
必

要
が

あ
る

。

３
ｍ
～
５
ｍ
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10
-
7-

6
灯

火
の

設
営

要
領

（
県

危
機

対
策

課
）

着
陸

区
域

の
照

明

境
界

燈

境
界

誘
導

燈
Ｈ

進
入

方
向

風
向

指
示

器

飛
行

場
燈

台
着

陸
区

域
の

照
明

風
向

燈

燈
火

の
名

称
航

空
法

施
行

規
則

第
1
17

条
に

定
め

る
基

準

1
ヘ

リ
ポ

ー
ト

燈
台

①
飛

行
場

の
位

置
を

示
す

も
の

②
白

と
緑

の
閃

光
又

は
白

の
閃

光
（
3
0～

6
0
/
分

）

③
光

度
…

…
白

（
3
,8

0
0
c
d
）

緑
（

5
7
0
c
d
）

2
風

向
燈

①
風

向
を

示
す

た
め

の
も

の

②
3
0
0
m

上
空

か
ら

視
認

可
能

な
も

の

3
境

界
燈

①
離

着
陸

地
帯

を
示

す
た

め
の

も
の

②
1
5
m

以
下

の
等

間
隔

に
8

個
以

上

（
た

だ
し

、
エ

プ
ロ

ン
照

明
等

で
表

示
さ

れ
る

部
分

は
省

略
可

能
で

あ
る

）

③
白

の
不

動
光

（
1
0
c
d
）

4
境

界
誘

導
燈

①
進

入
、

離
脱

方
向

を
示

す
た

め
の

も
の

②
緑

の
不

動
光

（
5
c
d
）

5
着

陸
区

域
照

明
燈

①
着

陸
区

域
を

照
明

す
る

た
め

の
も

の

②
白

の
不

動
光

③
1
0

ル
ク

スＨ

[資
料

編
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10
-
7-

7
陸

上
自

衛
隊

の
災

害
派

遣
ヘ

リ
コ

プ
タ

ー
（県

危
機

対
策

課
）

観
測

ヘ
リ

コ
プ

タ
ー

多
用

途
ヘ

リ
コ

プ
タ

ー

輸
送

ヘ
リ

コ
プ

タ
ーＯ

Ｈ
－

６
Ｄ

○
諸

元
、

性
能

小
型

乗
員

１
（
Ｐ

）＋
３

人

機
体

最
大

全
備

重
量

4,
0
00

㎏

全
幅

8
.0

5
ｍ

（
ス

キ
ッ

ド
幅

2.
07

ｍ
）

全
長

9
.5

4
ｍ

（
胴

7.
1
0ｍ

）

全
高

2
.7

3
ｍ

ロ
ー

タ
ー

直
径

8.
05

ｍ
（５

枚
）

Ｕ
Ｈ

－
１

Ｊ

○
諸

元
、

性
能

中
型

乗
員

２
（Ｐ

）＋
１

１
人

機
体

最
大

全
備

重
量

4,
7
63

㎏

全
幅

14
.6

9ｍ
（シ

ン
ク

ロ
ナ

イ
ズ

ド
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
幅

2
.8

6
m

）

全
長

17
.4

4ｍ
（胴

1
2.

87
m

）

全
高

3.
97

ｍ

ロ
ー

タ
ー

直
径

14
.6

9ｍ

Ｃ
Ｈ

－
４

７
Ｊ

○
諸

元
、

性
能

大
型

乗
員

３
（Ｐ

×
２

、
機

上
整

備
員

×
１

）＋
５

５
人

機
体

最
大

全
備

重
量

2
2,

6
80

㎏

全
幅

18
.2

9ｍ
（
胴

3.
7
8ｍ

）

全
長

30
.1

8ｍ
（
胴

15
.5

4
ｍ

）

全
高

5.
69

ｍ

ロ
ー

タ
ー

直
径

18
.2

9ｍ
（３

枚
×

２
）
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1
0
-
7
-
8

公
共

建
物

標
示

一
覧

表

１
．

建
物

等
の

標
示

方
法

(1
)

対
象

等

次
項

に
示

す
公

共
建

物
番

号
等

標
示

（
ヘ

リ
サ

イ
ン

）一
覧

表
に

対
応

す
る

施
設

（例
：
市

役
所

、
町

役
場

、
県

総
合

庁
舎

、
公

立
・組

合
立

の
小

学
校

、
災

害
拠

点
病

院
等

）

た
だ

し
、

標
示

は
、

各
市

町
及

び
建

物
の

管
理

者
に

対
し

て
、

義
務

付
け

や
強

制
す

る
も

の
で

は
な

い
。

ま
た

、
太

陽
光

パ
ネ

ル
な

ど
の

設

置
に

よ
り

標
示

が
困

難
な

場
合

は
、

標
示

し
な

い
こ

と
も

で
き

る
。

(2
)

標
示

内
容

①
番

号
の

場
合

は
、
次
項
に
示
す
公
共
建
物
番
号
等
標
示
（

ヘ
リ
サ
イ
ン
）
一
覧
表
の
標
示
番
号
と
し
、
建
物
の
新
設
、
改
修
、
修
繕
、

維
持
補
修
に
伴
う
新
た
な
標
示
に
つ
い
て
は
、
文
字
に
よ
り
標
示
す
る
。

②
文
字
の
場
合
は
、
次
項
に
示
す
公
共
建
物
番
号
等
標
示
（

ヘ
リ
サ
イ
ン
）
一
覧
表
に
対
応
し
た
【

施
設
名
】
を
標
示
し
、
可
能
な
限

り
に
お
い
て
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

略
称
を
付
す
場
合
の
参
考
：
地
元
で
広
く
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
。
無
理
に
略
称
化
す
る
必
要
は
な
い
。

(3
)

番
号

に
よ

る
標

示

①
左

側
に

市
町

番
号

を
書

く
。

（１
桁

又
は

２
桁

）

②
ハ

イ
フ

ォ
ン

を
入

れ
る

。

③
市

役
所

、
町

役
場

(含
支

所
)を

０
番

と
す

る
。

···
···

···
···

···
···
···

···
···
···

···
···

···
···
···

···
···

···
···
···

···
···
···

···
···

···
·例

：
岡

部
町

役
場

38
－

０

以
降

小
学

校
番

号
と

す
る

。
···
···

···
···

···
···
···

···
···

···
···
···

···
···
···

···
···

···
···
···

···
···
···

···
···

···
···
···

···
···

···
···
···

···
···
···

·例
：
伊

東
市

南
小

学
校

10
－

９

④
県

総
合

庁
舎

は
左

側
を

０
と

し
、

セ
ン

タ
ー

番
号

と
す

る
。

···
···

···
···

···
···
···

···
···
···

···
···

···
···
···

···
···
···

···
···

···
···
···

···
···

···
···
···

···
···
···

···
···

···
···
···

·例
：
総

合
庁

舎
０

－
９

⑤
救

護
病

院
は

十
字

の
マ

ー
ク

と
番

号
と

す
る

。
···
···
···

···
···

···
···
···

···
···

···
···
···

···
···
···

···
···

···
···
···

···
···
···

···
·例

：
静

岡
赤

十
字

病
院

＋
－

７

(4
)

文
字

に
よ

る
標

示

①
文
字
の
天
の
向
き
は
、
原
則
と
し
て
北
向
き
と
す
る
。

②
文
字
は
、
原
則
と
し
て
横
書
き
と
す
る
。

※
物
理
的
に
標
示
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
場
合
は
、
こ
れ
に
よ
ら
な
い
こ
と
も
で
き
る
。

(5
)
字
体
と
規
格

①
白
色
又
は
黄
色
又
は
オ
レ
ン
ジ
色
の
塗
料
で
標
示
す
る
。

②
字
体
は
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
と
し
、
数
字
、
漢
字
、
ひ
ら
が
な
、
カ
タ
カ
ナ
、
ロ
ー
マ
字
の
い
ず
れ
か
横
書
き
と
す
る
。
な
お
、
背
景
色

は
原
則
と
し
て
緑
色
と
す
る
。

③
数
字
の
大
き
さ
は
、
以
下
を
基
準
と
す
る
。

単
位

ｍ

[資
料
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④
文
字
の
大
き
さ
は
、
縦
横
各
４
メ
ー
ト
ル
程
度
、
文
字
の
間
隔
は
１
メ
ー
ト
ル
、
線
の
太
さ
は

30
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
基
準
と
す

る
。 た
だ
し
、
屋
上
ス
ペ
ー
ス
が
狭
い
場
合
等
に
つ
い
て
は
、
好
天
時
、
上
空
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
か

ら
読
み
取
れ
る
範
囲
に
お
い

て
こ

の
限
り
で
は
な
い
。
（
必
要
な
場
合
は
、
航
空
部
隊
か
ら
の
意
見
照
会
）

文
字
に
よ
る
表
示
例
は
、
以
下
の
と
お
り
。
（
識
別
が
容

易
と
な
る
工
夫
（
文
字
数
、
文
字
の
画
数
な
ど
）
に
つ
い
て
、
積

極
的

に
実
施
す
る
。
）

２
．
公
共
建
物
番
号
等
標
示
（
ヘ
リ
サ
イ
ン
）
一
覧
表

（
１
）
標
示
番
号
に
よ
る
も
の

※
各
市
町
は
、
標
示
番
号
、
公

共
建
物
名
及
び
所
在
地
に
変
更
等
（
施
設
名
称
へ
の
変
更
、
廃
止

）
あ
る
場
合
は
、
危
機
対
策

課
ま

で
通
知
さ
れ
た
い
。

（
２
）
施
設
名
称
に
よ
る
も
の

※
各
市
町
は
、
施
設
名
称
（
表
示
名
称
）
を
設
定
し
た
場
合
、
上
表
に
記
入
の
上
、
危
機
対
策
課
ま
で
通
知
さ
れ
た
い
。
（
危
機
対
策

課
で
逐
次
更
新
す
る
予
定
）

１
漢

字
３

文
字

の
場

合
（
縦

４
ｍ

×
横

1
4
ｍ

）

静
岡

小
4
ｍ

4
ｍ

1
ｍ

4
ｍ

1
ｍ

4
ｍ

4
ｍ

1
4
ｍ

３
ロ

ー
マ
字

８
文
字

の
場

合
（
縦

４
ｍ

×
横

3
0
.
3
ｍ
）

4
ｍ

シ
ズ

小
4
ｍ

4
ｍ

1
ｍ

4
ｍ

1
ｍ

4
ｍ

4
ｍ

1
4
ｍ

２
カ

タ
カ

ナ
、

漢
字

の
場

合
（
縦

４
ｍ

×
横

1
4
ｍ

）

Ｓ
4
ｍ

4
ｍ

1
ｍ

4
ｍ

4
ｍ

3
0
.
3
ｍ

1
ｍ

4
ｍ

4
ｍ

1
ｍ

1
ｍ

4
ｍ

4
ｍ

0
.
3
ｍ

1
ｍ

Ｉ
1
ｍＺ

Ｕ
Ｓ
Ｙ
Ｏ

施
設
名
称

（
標
示
名
称
）

公
共
建
物
名

所
在
地

緯
度
／
経
度

10
-7
-8
_2

公
共
建
物
番
号
標
示
一
覧
表

R
2.
4
一
部
変
更
版
（
エ
ク
セ
ル
）
に
よ
る
。
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令
和

３
年

４
月

１
日

現
在

 標
　

示
 標

　
示

公
共

建
物

名
所

　
　

在
　

　
地

公
共

建
物

名
所

　
　

在
　

　
地

 番
　

号
 番

　
号

 １
－

０
 下

田
市

役
所

 下
田

市
東

本
郷

1
-
5
-
1
8

 ９
－

５
 伊

豆
山

小
学

校
 熱

海
市

伊
豆

山
7
1
1

 １
－

１
 稲

梓
小

学
校

 　
 〃

 　
椎

原
2
2
4

 ９
－

６
 桃

山
  

  
〃

  
 〃

　
桃

山
町

6
-
5

 １
－

２
 稲

生
沢

 〃
  

　
〃

 　
立

野
6
-
1

 ９
－

７
 旧

網
代

  
　

〃
  

 〃
　

網
代

1
9
5

 １
－

３
 白

浜
　

  
〃

  
　

〃
 　

白
浜

1
3
2
4
-
1

 ９
－

８
 泉

　
  

  
 〃

  
 〃

　
泉

2
8
0

 １
－

４
 浜

崎
　

  
〃

  
　

〃
 　

須
崎

1
7
8
5
-
1

 1
0
－

０
 伊

東
市

役
所

 伊
東

市
大

原
2
-
1
-
1

 １
－

５
 下

田
　

  
〃

  
　

〃
　

 五
丁

目
3
-
1

 1
0
－

１
 伊

東
東

小
学

校
 　

〃
　

大
原

2
-
2
-
6

 １
－

６
 大

賀
茂

 〃
 　

 〃
 　

大
賀

茂
1
4
2
9

 1
0
－

２
 伊

東
西

  
〃

 　
〃

　
幸

町
1
-
5

 １
－

７
 朝

日
　

  
〃

 　
 〃

　
 吉

佐
美

5
4
4

 1
0
－

３
 旧

川
 奈

  
  

〃
　

 〃
　

川
奈

1
0
8
3
-
1
 

 ２
－

０
 東

伊
豆

町
役

場
 東

伊
豆

町
稲

取
3
3
5
4

 1
0
－

４
 大

池
　

  
 〃

 　
〃

　
吉

田
8
2
4
-
4

 ２
－

１
 稲

取
小

学
校

　
 〃

　
　

稲
取

6
1
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６
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－
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〃

 　
〃

　
池

4
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7
-
2
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－

１
 河

津
東

小
学
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〃
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高

1
0
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3

 1
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－

９
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東
南
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〃
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和
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1
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1
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町
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豆

町
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1
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-
1
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1
－

１
 沼

津
第

一
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学
校

　
 〃
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5
-
1
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－

１
 南
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豆
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学
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3
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1
－

２
 沼

津
第

二
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 〃
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3
2
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崎
認
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1
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３
 沼

津
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三
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〃
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1
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2
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－
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学
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〃
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御

幸
町

4
-
1

 ５
－

５
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６
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岡
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－
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－
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校
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－
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0

 今
沢

　
  

  
 〃

 　
〃

　
東

原
字

榎
田

通
7
6
-
1

 ９
－

２
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３
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－
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4
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1
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３
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小

学
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1
9
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1
－
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5
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岡
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 〃
  

 〃
　

大
岡

字
原

田
1
3
1
2

 1
6
－

４
 修

善
寺

南
小

学
校

 　
〃

　
柏

久
保

4
4
9

 1
7
－

１
 戸

田
小

学
校

 　
〃

　
戸

田
8
8
3

 1
8
－

０
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豆
市

役
所

土
肥

支
所

  
 〃

　
土

肥
6
7
0
-
2

 1
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－

１
 旧

 土
肥

小
学
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8

 1
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０
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島
市
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合
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ﾀ
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０
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６
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－
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5
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学
校

 富
士

市
中

丸
9
8

 2
6
－
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2
4
1
1
-
1

 2
8
－

1
6

 岩
松

  
　

〃
  

 〃
　

松
岡

8
5
0

 2
6
－

４
 北

郷
　

  
〃

 　
〃

　
用

沢
6
0
4
-
1

 2
8
－

1
7

 鷹
岡

  
  

〃
 　

〃
　

久
沢

2
-
3
-
1

 2
6
－

５
 須

走
　

  
〃

 　
〃

　
須

走
7
0
-
1
8

 2
8
－

1
8

 広
見

  
  

〃
  

 〃
　

広
見

本
町

1
-
1

 2
7
－

０
 富

士
宮

市
役

所
 富

士
宮

市
弓

沢
町

1
5
0

 2
8
－

1
9

 丘
　

  
  

 〃
  

 〃
　

厚
原

2
0
7
5

 2
7
－

１
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1
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1
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－
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1
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美
3
6
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1
－

４
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水
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田
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浜
田
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5
－

1
2

 初
倉

  
　

〃
 　

〃
　

  
阪

本
1
3
3
1

 3
1
－

５
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水
岡

 〃
 　

〃
　

　
〃

　
神

田
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4
-
3

 3
5
－

1
4
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日

　
  

〃
 　

〃
　

  
湯

日
5
6
4

 3
1
－

６
 清

水
船

越
 〃

  
 〃

　
　

〃
　

船
越

3
‐
1
5
‐
1

 3
5
－

1
5

 六
合

東
 〃

 　
〃

　
  

東
町

1
2
0
0

 3
1
－

７
 清

水
　

  
 〃

  
 〃

　
　

〃
　

松
井

町
1
5
-
1
 

 4
5
－

０
 島

田
市

役
所

金
谷

庁
舎

 　
〃

　
  

金
谷

代
官

町
3
4
0
0

 3
1
－

８
 清

水
不

二
見

 〃
  

 〃
　

　
〃

　
新

緑
町

2
-
2
1
 

 4
5
－

１
 金

谷
小

学
校

　
 〃

　
  

金
谷

根
岸

町
3
3
 

 3
1
－

９
 清

水
駒

越
 〃

  
 〃

　
　

〃
　

駒
越

東
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2
-
2
0

 4
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－
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尾
4
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5
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 4
5
－

３
 金

谷
中

学
校

 島
田

市
金

谷
栄

町
2
1
1
-
1

 4
1
－

３
 菅

山
小

学
校

 牧
之

原
市

西
山

寺
6
-
1

 4
6
－

１
 川

根
　

  
〃

 
 　

〃
　

川
根

町
家

山
4
2
0

 4
1
－

４
 萩

間
 〃

　
 〃

　
黒

子
7
5

 4
6
－

２
 山

村
都

市
交

流
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

さ
さ

ま
 　

〃
　

　
 〃

笹
間

上
3
9
1

 4
1
－

５
 地

頭
方

 〃
 　

〃
　

地
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方
9
8
1
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1
－

６
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 〃
 　

〃
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間
2
0
8
2
-
1
3

 3
6
－

０
 焼

津
市

消
防

防
災

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 焼
津

市
石

津
7
2
8
-
2

 4
3
－

０
 榛

原
庁

舎
 　

〃
　

静
波

4
4
7
-
1

 3
6
－

１
 焼

津
東

小
学

校
  

 〃
　

栄
町

5
-
1
4
-
1

 4
3
－

１
 川

崎
小

学
校

  
 〃

　
静

波
1
0
0
1
-
1
 

 3
6
－

２
 焼

津
西

 〃
  

 〃
　

塩
津

1
1
7
-
1

 4
3
－

２
 細

江
　

  
〃

 　
〃

　
細

江
1
2
6
0

 3
6
－

３
 焼

津
南

 〃
  

 〃
　

焼
津

5
-
5
-
1

 4
3
－

３
 勝

間
田

 〃
 　

〃
　

勝
間

5
8
8
-
3

 3
6
－

４
 豊

田
  
　

〃
  

 〃
　

五
ケ

堀
之

内
2
 

 4
3
－

４
 坂

部
  

　
〃

 　
〃

　
坂

部
4
6
8
-
1

 3
6
－

５
 小

川
  
　

〃
  

 〃
　

小
川

2
5
2
5

 4
4
－

０
 吉

田
町

役
場

 吉
田

町
住

吉
8
7

 3
6
－

６
 東

益
津

 〃
  

 〃
　

石
脇

上
6
5

 4
4
－

１
 住

吉
小

学
校

 　
〃

　
住

吉
2
2
2
3

 3
6
－

７
 大

富
　

  
〃

  
 〃

　
中

根
新

田
6
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－

２
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岡
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1
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－
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1
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－
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９
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０
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7
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－
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0
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石

　
  

〃
  

 〃
　

大
住

1
2
4
6

 4
7
－

１
 中

川
根

第
一
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学

校
 　

〃
　

徳
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1
0
0

 3
9
－

０
 大

井
川

庁
舎

  
 〃

　
宗

高
9
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0
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－

２
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央
  

　
〃

 　
〃
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長
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1
0
0
0
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9
－
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小

学
校

 　
〃

　
宗

高
4
2
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－

３
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０
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０
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枝
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役
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市
岡

出
山

1
-
1
1
-
1

 3
7
－
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校

  
 〃
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〃
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河

台
2
-
1
1
-
1

 6
2
－

２
 豊

浜
　

  
〃

 　
〃

　
豊

浜
9

 3
8
－

０
 岡

部
支

所
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校
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－
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洋
西
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－

２
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一
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〃
　

 　
〃

  
新
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1
0
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1

 6
3
－

２
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洋
東
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０
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舎
 牧

之
原

市
相

良
2
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0
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２
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6
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4
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5

 5
2
－

９
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前
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1
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所
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市
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1
-
1
-
1
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前

崎
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 5
1
－
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坂
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学
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 〃

　
大
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-
1
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0
－

１
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前
崎

小
学

校
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3
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1
－
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〃
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家
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－

１
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笠
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学
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2
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1
－
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２
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1
－
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0

 和
田

岡
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6
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2
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北
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1
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2
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田
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〃

　
 〃

　
下

内
田

1
6
3
7
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９
 北

浜
北

 〃
 　

〃
　

浜
北

区
西

美
薗

1
5
8
8

 7
0
－

1
0

 内
野

  
　

〃
 　

〃
　

浜
北

区
内

野
1
7
0
2

 7
0
－

1
1

 北
浜

南
 〃

 　
〃

　
浜

北
区

寺
島

3
0
1
0

 7
0
－

1
2

 伎
倍

　
  

〃
 　

〃
　

浜
北

区
貴

布
祢

2
6
4
6

 7
3
－

０
 舞

阪
協

働
セ

ン
タ

ー
 　

〃
　

西
区

舞
阪

町
舞

阪
2
7
01

-9

 7
3
－

１
 舞

阪
小

学
校

 　
〃

　
西

区
舞

阪
町

舞
阪

7
6

 7
5
－

０
 （

旧
）
雄

踏
総

合
事

務
所

 　
〃

　
西

区
雄

踏
町

宇
布

見
9
6
1
1
-
1

 7
5
－

１
 雄

踏
小

学
校

 　
〃

　
西

区
雄

踏
町

宇
布

見
7
9
9
7
-
1

 7
5
－

２
 西

区
役

所
 　

〃
　

西
区

雄
踏

町
1
-
3
1
-
1

 7
6
－

０
 北

区
役

所
 　

〃
　

北
区

細
江

町
気

賀
3
0
5

 7
6
－

１
 気

賀
小

学
校

　
 〃

　
北

区
細

江
町

気
賀

1
1
52

9

 7
6
－

２
 西

気
賀

  
〃

 　
〃

　
北

区
細

江
町

気
賀

9
9
94

-1
 

 7
6
－

３
 伊

目
　

  
〃

 　
〃

　
北

区
細

江
町

気
賀

3
2
4
1

 7
6
－

４
 中

川
　

  
〃

 　
〃

　
北

区
細

江
町

中
川

2
5
5
3

 7
7
－

０
 引

佐
協

働
セ

ン
タ

ー
 　

〃
　

北
区

引
佐

町
井

伊
谷

6
16

-5

 7
7
－

１
 井

伊
谷

小
学

校
 　

〃
　

北
区

引
佐

町
井

伊
谷

6
80

 7
7
－

２
 金

指
　

  
〃

 　
〃

　
北

区
引

佐
町

金
指

1
3
6
9

 7
7
－

３
 奥

山
　

  
〃

 　
〃

  
北

区
引

佐
町

奥
山

1
1
01

-1

 7
7
－

４
（
旧

）
 伊

平
　

  
〃

 　
〃

　
北

区
引

佐
町

伊
平

5
8
0-

2

 7
7
－

５
 （

旧
）
川

名
　

  
〃

 　
〃

　
北

区
引

佐
町

川
名

4
7
0-

1

 7
7
－

６
 引

佐
北

部
小

中
学

校
　

 〃
　

北
区

引
佐

町
四

方
浄

1
34

-6

 7
7
－

７
 （

旧
）
渋

川
　

  
〃

 　
〃

　
北

区
引

佐
町

渋
川

3
4
8
4

 7
7
－

８
 （

旧
）
久

留
女

木
 〃

　
 〃

　
北

区
引

佐
町

西
久

留
女

木
6
3
-
4

 7
8
－

０
 三

ヶ
日

協
働

セ
ン

タ
ー

 　
〃

　
北

区
三

ヶ
日

町
三

ヶ
日

5
0
0
-
1

 7
8
－

１
 三

ヶ
日

東
小

学
校

 　
〃

　
北

区
三

ヶ
日

町
都

筑
2
2
66

-
2

 7
8
－

３
 三

ヶ
日

西
 〃

 　
〃

　
北

区
三

ヶ
日

町
三

ヶ
日

3
0
1
-
1

 7
8
－

５
 平

山
　

  
〃

 　
〃

　
北

区
三

ヶ
日

町
平

山
2
0
0

 7
8
－

６
 尾

奈
　

  
〃

 　
〃

　
北

区
三

ヶ
日

町
下

尾
奈

1
43

1

※
　

各
市

町
は

、
標

示
番

号
、

公
共

建
物

名
及

び
所

在
地

に
変

更
等

（
施

設
名

称
へ
の

変
更

、
廃

止
）

あ
る

場
合

は
、

危
機

対
策

課
ま

で
通

知
す

る
こ

と
。
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[資料編Ⅱ]

10-7-9　夜間照明装置配備場所・連絡先一覧表

所在地 設置数 管理者 連絡先

賀茂地域局 下田市敷根765-15 1 賀茂地域局危機管理課 0558-24-2004

西伊豆消防署 西伊豆町中２４６番地 1 下田消防本部 0558-52-0119

熱海総合庁舎防災倉庫 熱海市水口町１３－１５ 1 東部地域局危機管理課 055-920-2180

駿東伊豆消防本部伊東消防署 伊東市桜木町１－１－３ 1 駿東伊豆消防本部警防課 055-920-9102

東部地域局 沼津市高島本町１－３ 1 東部地域局危機管理課 055-920-2180

愛鷹広域公園 沼津市足高２０２ 1 東部地域局危機管理課 055-920-2180

企業局東部事務所柿田川支所 三島市中島１４３ 1 企業局東部事務所柿田川支所 055-977-2724

御殿場健康福祉センター 御殿場竃１１１３ 1 御殿場健康福祉センター 0550-82-6687

沼津土木事務所修善寺支所 伊豆市加殿３６－１ 1 沼津土木事務所修善寺支所 0558-72-2058

伊豆市役所土肥支所 伊豆市土肥６７０－２ 1 伊豆市役所土肥支所 0558-98-1111

静岡医療センター 駿東郡清水町長沢７６２－１ 1 医療センター　管理課職員係 055-975-2000

沼津市立病院 沼津市東椎路春ノ木５５０ 1 病院　病院施設課 055-924-5100

富士総合庁舎2階旧支部室 富士市本市場４４１の１ 1 東部地域局危機管理課 055-920-2180

富士市立中央病院 富士市高島町５０ 1 病院　病院総務課総務担当 0545-52-1131

富士宮市立病院 富士宮市錦町３－１ 1 病院　病院管理課 0544-27-3151

静岡市北部コミュニティ防災センター 静岡市葵区松富４－１４－１ 1 静岡市危機管理総室 054-221-1243

静岡市立清水病院 静岡市清水区宮加三１２３１ 1 病院　病院総務課 054-336-1111

静岡県立総合病院 静岡市葵区北安東４－２７－１ 1 病院　管財課施設管理係 054-247-6111

静岡赤十字病院 静岡市葵区追手町１０－９８ 1 病院　総務企画課 054-254-4311

静岡済生会総合病院 静岡市駿河区小鹿１－１－１ 1 病院　施設管理課 054-285-6171

中部地域局 藤枝市瀬戸新屋３６２の１ 2 中部地域局危機管理課 054-644-9104

牧之原市役所榛原庁舎 牧之原市静波４４７－１ 1 牧之原市危機管理課 0548-23-0056

島田消防署川根南出張所 島田市川根町身成３４８１－１ 1 静岡市消防局 0547-58-0119

焼津市立総合病院 焼津市道原１０００ 1 病院　企画経理課 054-623-3111

市立島田市民病院 島田市野田１２００－５ 1 病院　病院総務課 0547-35-2111

西部地域局 磐田市見付３５９９の４ 2 西部地域局危機管理課 0538-37-2204

掛川市中央消防署西分署 掛川市富部１７５番地の３ 1 掛川市消防本部 0537-23-0119

中東遠総合医療センター 掛川市菖蒲ヶ池１－１ 1 病院　管理課 0537-21-5555

磐田市立総合病院 磐田市大久保５１２－３ 1 病院　病院総務課施設物品Ｇ 0538-38-5000

北遠総合庁舎 浜松市天竜区二俣町鹿島５５９ 1 西部地域局危機管理課 0538-37-2204

天竜消防署春野出張所 浜松市天竜区春野町宮川１４６７－２ 1 天竜消防署春野出張所 053-983-0119

天竜消防署佐久間出張所 浜松市天竜区佐久間町中部１２番地の１１地先 1 天竜消防署佐久間出張所 053-965-0119

浜松市消防局 浜松市中区下池川町１９－１ 1 浜松市消防局 053-475-7531

浜北消防署 浜松市浜北区西美薗５８ 1 浜北消防署 053-586-0119

北消防署 浜松市北区細江町三和２１７３－７ 1 北消防署 053-527-0119

湖西市消防本部 湖西市古見１０７６ 1 湖西市消防本部 053-574-0211

浜松医科大学医学部附属病院 浜松市東区半田山１－２０－１ 1 病院　総務課総務係 053-435-2113

浜松医療センター 浜松市中区富塚町３２８ 1 病院　総務課 053-453-7111

県庁 危機管理部危機対策課 静岡市葵区追手町９－６　 1 県危機対策課 054-221-3729

県警静浜基地 焼津市宗高２８２ 1 県警航空隊 054-622-6251

静岡ヘリポート 静岡市葵区諏訪８１０ 1 県消防防災航空隊 054-261-4483

合     計 43

令和３年４月１日現在

設置場所

伊
豆

熱
海

富
士

中
部

志
太
榛
原

中
遠

北
遠

西
部

基
地

ヘ
リ

沼
津

-250-



［
資

料
編

Ⅱ
］

11
-
1-
1

県
救
助
作
業
隊
応

援
動
員
計
画
表

（
県
人
事
課
）

11
-
1-
2

救
助
作
業
隊
服
務

要
綱

（
県
人
事
課
）

（
目

的
）

第
こ

の
要

綱
は

、
静

岡
県

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
き

、
災

害
現

地
に

派
遣

す
る

救
助

作
業

隊
に

関
し

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

（
隊

の
編

成
）

第
2

災
害

対
策

本
部

長
は

、
災

害
の

状
況

に
よ

り
必

要
と

認
め

る
と

き
は

、
県

及
び

県
の

出
先

機
関

に
勤

務
す

る
職

員
(主

と
し

て
30

才
未

満
の

独
身

男
性

で
身

体
強

健
な

者
)を

も
っ

て
救

助
作

業
隊

を
編

成
し

、
現

地
に

派
遣

す
る

。

2
編

成
の

規
模

は
、

そ
の

都
度

災
害

対
策

本
部

長
が

定
め

る
。

3
編

成
に

当
っ

て
は

隊
長

1
名

を
指

名
す

る
も

の
と

し
、

隊
長

は
必

要
に

応
じ

班
を

設
け

班
長

を
指

名
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。

（
指

揮
命

令
系

統
)

第
3

隊
長

は
災

害
対

策
本

部
長

の
命

を
受

け
て

隊
を

指
揮

監
督

す
る

。

（
作

業
内

容
）

第
4

作
業

内
容

は
、

荷
役

作
業

、
防

疫
作

業
、

死
体

の
捜

索
、

そ
の

他
被

災
地

に
お

け
る

役
務

に
従

事
す

る
も

の
と

す
る

。

（
携

帯
品

及
び

身
廻

り
品

）

第
5

隊
長

の
携

帯
品

及
び

身
廻

り
品

に
つ

い
て

は
そ

の
都

度
本

部
長

が
指

名
す

る
。

（
作

業
報

告
）

第
6

隊
長

は
作

業
日

誌
を

作
成

し
、

翌
日

そ
の

作
業

概
要

を
本

部
長

に
報

告
す

る
と

共
に

必
要

な
指

示
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
隊

員
の

心
が

ま
え

）

第
7

隊
員

は
隊

長
の

指
揮

に
従

い
、

全
力

を
あ

げ
て

職
務

を
遂

行
す

る
と

共
に

自
ら

言
行

動
に

よ
っ

て
被

災
地

の
住

民
に

不
安

を
与

え
、

若
し

く
は

住
民

の
誤

解
を

招
き

又
は

現
地

の
活

動
に

反
感

を
抱

か
せ

る
こ

と
の

な
い

よ
う

に
厳

に
慎

ま
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
勤

務
時

間
等

）

第
8

隊
員

の
勤

務
時

間
等

に
つ

い
て

は
、

職
員

の
勤

務
時

間
、

休
日

、
休

暇
等

に
関

す
る

条
例

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

地
区

名
人

員

賀
茂

熱
海

沼
津

富
士

静
岡

藤
枝

磐
田

浜
松

本
庁

２
５
人

１
５

４
０

２
５

４
０

３
０

４
０

３
５

５
０

計
３
０
０

［
資

料
編

Ⅱ
］

1
1
-
1
-
3
　

県
技

術
職

員
応

援
動

員
計

画
表

（
県

人
事

課
）

令
和

３
年

４
月

１
日

現
在

Ａ
Ｂ

計

－
－

0
11

4
15

7
3

10
医

師
17

2
0

17
2

歯
科

医
師

6
0

6
獣

医
師

10
2

66
16

8
薬

剤
師

11
6

12
0

23
6

Ｘ
線

技
師

34
20

54
看

護
師

19
1

52
9

72
0

保
健

師
66

64
13

0
助

産
師

（
４

）
（
４

）
（
８

）
准

看
護

師
0

0
0

衛
生

検
査

技
師

等
27

15
42

小
計

71
4

81
4

1,
52

8
76

58
13

4
一

般
土

木
49

9
21

3
71

2
農

業
土

木
14

4
64

20
8

林
業

土
木

16
0

88
24

8
小

計
80

3
36

5
1,

16
8

電
気

技
術

職
72

32
10

4
無

線
通

信
職

1
1

2
機

械
職

41
18

59
栄

養
士

23
7

30
化

学
職

40
27

67

小
計

17
7

85
26

2
1,

78
8

1,
32

9
3,

11
7

（
注

１
）

　
Ａ

…
設

計
、

監
督

、
操

作
、

運
転

等
当

該
業

務
を

独
立

し
て

遂
行

す
る

能
力

を
有

す
る

職
員

（
副

班
長

級
以

上
）
　

　
Ｂ

…
補

助
的

業
務

に
従

事
す

る
も

の
で

、
Ａ

以
外

の
職

員
と

す
る

 　
　

　
（
注

２
）

 　
　

　
災

害
対

策
基

本
法

第
３

３
条

に
基

づ
く
派

遣
職

員
に

関
す

る
資

料
　

 　
　

　
（
注

３
）

 　
　

　
助

産
師

の
カ

ッ
コ

書
き

は
、

看
護

師
の

う
ち

、
助

産
師

の
資

格
を

有
す

る
者

の
数

区
　

　
　

　
分

建
設

機
械

操
作

職

作
業

船
操

作
職

作
業

船
機

関
職

建
築

職

合
　

　
　

　
計

土  木  職医 　 　 　 学 　 　 　 職 そ の 他 必 要 な 職 種  
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[資
料

編
Ⅱ

]

1
1
-
2
　

県
内

消
防

団
員

数
一

覧
表

(県
消

防
保

安
課

）
R

2
.4

.1

支
部

名
支

部
名

下
田

市
消

防
団

3
4
6
 
人

3
6
5
 
人

3
4
6
 
人

牧
之

原
市

消
防

団
4
7
8
 
人

5
6
0
 
人

0
 
人

東
伊

豆
町

〃
2
5
5
 

2
8
0
 

2
5
5
 

吉
田

町
〃

1
4
0
 

2
1
0
 

0
 

河
津

町
〃

2
8
3
 

2
8
5
 

2
8
3
 

川
根

本
町

〃
2
9
0
 

3
1
0
 

0
 

南
伊

豆
町

〃
2
9
6
 

3
1
0
 

2
9
6
 

9
0
8
 

1
,0

8
0
 

0
 

松
崎

町
〃

2
2
6
 

2
5
4
 

2
2
6
 

掛
川

市
消

防
団

8
0
3
 
人

8
0
3
 
人

8
0
3
 
人

西
伊

豆
町

〃
2
5
8
 

2
8
2
 

2
5
8
 

御
前

崎
市

〃
2
9
1
 

3
3
3
 

2
9
1
 

1
,6

6
4
 

1
,7

7
6
 

1
,6

6
4
 

菊
川

市
〃

3
0
5
 

3
6
4
 

0
 

熱
海

市
消

防
団

3
7
9
 
人

4
5
0
 
人

0
 
人

1
,3

9
9
 

1
,5

0
0
 

1
,0

9
4
 

三
島

市
〃

3
8
9
 

4
9
1
 

3
8
9
 

磐
田

市
消

防
団

1
,0

5
1
 
人

1
,3

6
7
 
人

0
 
人

伊
東

市
〃

5
0
2
 

5
0
6
 

0
 

袋
井

市
5
4
6
 

6
6
0
 

5
3
6
 

伊
豆

市
〃

4
1
0
 

5
2
0
 

4
1
0
 

森
町

〃
3
8
7
 

3
9
3
 

3
8
7
 

伊
豆

の
国

市
〃

3
3
6
 

3
9
5
 

0
 

1
,9

8
4
 

2
,4

2
0
 

9
2
3
 

函
南

町
〃

1
5
4
 

1
9
1
 

1
5
4
 

浜
松

市
消

防
団

2
,4

8
3
 
人

2
,8

6
4
 
人

0
 
人

2
,1

7
0
 

2
,5

5
3
 

9
5
3
 

湖
西

市
〃

3
7
2
 

3
8
7
 

0
 

沼
津

市
消

防
団

8
2
8
 
人

9
9
9
 
人

8
2
8
 
人

2
,8

5
5
 

3
,2

5
1
 

0
 

御
殿

場
市

〃
3
7
0
 

3
9
6
 

0
 

1
8
,4

8
6
 

人
2
1
,4

6
1
 

人
7
,2

4
5
 

人

裾
野

市
〃

2
0
3
 

2
4
0
 

2
0
3
 

清
水

町
〃

1
0
8
 

1
1
5
 

1
0
8
 

長
泉

町
〃

1
2
3
 

1
6
0
 

1
2
3
 

小
山

町
〃

1
7
3
 

1
8
8
 

0
 

1
,8

0
5
 

2
,0

9
8
 

1
,2

6
2
 

富
士

宮
市

消
防

団
6
6
7
 
人

8
1
0
 
人

0
 
人

富
士

市
〃

8
0
6
 

1
,0

3
0
 

0
 

1
,4

7
3
 

1
,8

4
0
 

0
 

静
岡

市
消

防
団

2
,3

8
5
 
人

2
,9

5
0
 
人

0
 
人

2
,3

8
5
 

2
,9

5
0
 

0
 

島
田

市
消

防
団

7
7
5
 
人

8
6
0
 
人

7
7
5
 
人

焼
津

市
〃

4
9
4
 

5
2
8
 

0
 

藤
枝

市
〃

5
7
4
 

6
0
5
 

5
7
4
 

1
,8

4
3
 

1
,9

9
3
 

1
,3

4
9
 

(県
消

防
保

安
課

）
R

2
.4

.1

消
防

団
名

団
　

員
　

総
　

数
条

　
例

　
定

　
数

水
防

団
員

兼
務

員
消

防
団

名
団

　
員

　
総

　
数

条
　

例
　

定
　

数
水

防
団

員
兼

務
員

小
　

　
計

小
　

　
計

小
　

　
計

小
　

　
計

小
　

　
計

小
　

　
計

合
　

　
　

計

小
　

　
計

小
　

　
計

小
　

　
計

小
　

　
計

榛
原

小
笠

磐
周

西
遠

富
士

静
岡

志
太

賀
茂

田
方

駿
東
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[資
料

編
Ⅱ

]

1
1
-
3
　

　
県

内
建

設
業

者
応

援
動

員
計

画
表

（県
建

設
業

課
）
 R

3.
5
.1

建
設

工
事

入
札

参
加

資
格

取
得

業
者

数

下
　

　
　

田
5
5

24
1
2

18
1
09

熱
　

　
　

海
4
9

23
9

14
95

沼
　

　
　

津
24

7
1
12

6
1

12
3

5
43

富
　

　
　

士
16

4
69

3
2

10
1

3
66

静
　

　
　

岡
35

7
1
32

14
6

17
0

8
05

島
　

　
　

田
19

9
61

5
1

88
3
99

袋
　

　
　

井
19

6
1
00

3
1

12
0

4
47

浜
　

　
　

松
31

6
1
52

9
5

22
9

7
92

計
1
,5

8
3

6
73

43
7

86
3

3,
5
56

　
　

　
　

工
事

種
類

事
務

所
名

土
木

一
式

工
事

建
築

一
式

工
事

電
気

工
事

舗
装

工
事

計

[資
料

編
Ⅱ

]

1
1
-
4
-
1
　

県
内

青
年

団
団

員
数

一
覧

表
（県

教
育

委
員

会
社

会
教

育
課

） 
R

3
.4

.1
現

在

男
（
人

）
女

（人
）

計
（人

）
男

（
人

）
女

（
人

）
計

（
人

）

東
部

地
区

　
牧

之
原

市

　
沼

津
市

　
吉

田
町

　
熱

海
市

　
川

根
本

町

　
三

島
市

計
32

6
3
8

　
富

士
宮

市
西

部
地

区

　
伊

東
市

　
浜

松
市

　
富

士
市

　
（
浜

松
市

）

　
御

殿
場

市
　

（
天

竜
市

）

　
下

田
市

　
（
浜

北
市

）

　
裾

野
市

　
（
春

野
町

）

　
伊

豆
市

　
（
龍

山
村

）

　
伊

豆
の

国
市

　
（
佐

久
間

町
）

　
南

伊
豆

町
　

（
水

窪
町

）

　
松

崎
町

　
（
舞

阪
町

）

　
西

伊
豆

町
　

（
雄

踏
町

）

　
清

水
町

　
（
細

江
町

）

　
長

泉
町

　
（
引

佐
町

）

　
小

山
町

　
（
三

ケ
日

町
）

　
東

伊
豆

町
　

磐
田

市

　
河

津
町

　
掛

川
市

　
函

南
町

　
袋

井
市

6
3

9

　
湖

西
市

計
0

0
0

　
御

前
崎

市

中
部

地
区

　
菊

川
市

　
静

岡
市

5
2

7
　

森
町

　
島

田
市

2
5

2
2
7

計
6

3
9

　
焼

津
市

　
藤

枝
市

2
2

4
合

計
38

9
4
7

※
上

記
の

数
字

に
は

賛
助

会
員

も
含

ま
れ

て
い

ま
す

。
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1
1
-
4
-
2
　

県
内

女
性

団
体

会
員

数
一

覧
表

（
県

男
女

共
同

参
画

課
）
R

3
.4

.1

下
田

市
女

性
の

会
9

1
3
0

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

桜
花

1
5
0
0

松
崎

町
女

性
の

会
1

1
0
0

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
ふ

ぁ
み

り
あ

ネ
ッ

ト
1

1
0
0

西
伊

豆
町

女
性

の
会

2
1
0
0

子
ど

も
の

健
康

と
環

境
を

考
え

る
会

1
1
0
0

伊
東

市
女

性
連

盟
8

8
2
4

森
町

エ
コ

グ
ル

ー
プ

1
1
0
0

御
殿

場
市

婦
人

会
連

絡
協

議
会

5
1
,9

7
2

N
P

O
法

人
子

育
て

支
援

の
会

1
1
0
0

裾
野

市
婦

人
会

5
6
3
0

浜
北

女
性

の
会

1
4
0
0

小
山

町
連

合
婦

人
会

3
9
8
4

引
佐

町
地

域
女

性
団

体
き

ら
っ

と
い

な
さ

4
2
3
5

も
く
れ

ん
長

岡
1

1
0
0

N
P

O
法

人
ま

ち
づ

く
り

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

W
IL

L
1

2
5
0

女
性

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

・
富

士
5

3
2
0

N
P

O
法

人
コ

ラ
ボ

り
ん

湖
西

1
1
0
0

静
岡

市
女

性
団

体
連

絡
会

　
1

6
0
0

は
な

み
ず

き
有

度
1

2
1
5

合
計

5
3

7
,8

6
0

市
町

団
体

名
加

盟
単

位
団

体
数

会
員

数
摘

要
市

町
団

体
名

加
盟

単
位

団
体

数
会

員
数

摘
要

1
1
-
4
-
3
　

県
内

大
学

、
高

等
学

校
等

の
所

在
地

及
び

連
絡

先
一

覧

1
　

県
内

大
学

、
高

等
学

校
等

の
所

在
地

及
び

連
絡

先

◎
　

国
立

大
学

の
部

（
県

大
学

課
） 

 　
R

3.
4.

1

総
合

研
究

大
学

院
大

学
大

学
院

（
生

命
科

学
研

究
科

）
三

島
市

谷
田

11
1
1

(0
55

)　
9
8
1-

6
72

0

人
文

社
会

科
学

部
静

岡
市

駿
河

区
大

谷
8
3
6

㈹
(0

5
4)

 2
3
7
-1

1
11

教
育

学
部

　
　

　
　

〃
〃

理
学

部
　

　
　

　
〃

〃

農
学

部
　

　
　

　
〃

〃

地
域

創
造

学
環

　
　

　
　

〃
〃

情
報

学
部

浜
松

市
中

区
城

北
3
－

5
－

1
㈹

(0
5
3)

 4
7
8
-1

0
04

工
学

部
　

　
　

　
〃

〃

大
学

院
（
静

岡
キ

ャ
ン

パ
ス

）
静

岡
市

駿
河

区
大

谷
8
3
6

㈹
(0

5
4)

 2
3
7
-1

11
1

大
学

院
（
浜

松
キ

ャ
ン

パ
ス

）
浜

松
市

中
区

城
北

3
－

5
－

1
㈹

(0
5
3)

 4
7
8
-1

00
4

医
学

部
浜

松
市

東
区

半
田

山
1
-
20

-
1

(0
5
3)

　
4
3
5-

2
11

1

大
学

院
　

　
　

　
〃

〃

◎
　

公
立

大
学

の
部

学
校

名
学

部
名

所
  
  
  
在

  
  
  
 地

電
話

番
号

薬
学

部
静

岡
市

駿
河

区
谷

田
5
2
-1

(0
5
4)

　
2
6
4-

5
10

2

食
品

栄
養

科
学

部
　

　
　

　
〃

〃

国
際

関
係

学
部

　
　

　
　

〃
〃

経
営

情
報

学
部

　
　

　
　

〃
〃

看
護

学
部

　
　

　
　

〃
〃

大
学

院
　

　
　

　
〃

〃

短
期

大
学

部
静

岡
市

駿
河

区
小

鹿
2
-
2-

1
(0

5
4)

　
2
0
2-

2
60

0

文
化

政
策

学
部

浜
松

市
中

区
中

央
2
－

1
－

1
(0

5
3)

　
4
5
7-

6
11

1

デ
ザ

イ
ン

学
部

　
　

　
　

〃
　

　
　

〃

大
学

院
　

　
　

　
〃

　
　

　
〃

生
産

環
境

経
営

学
部

静
岡

県
磐

田
市

富
丘

６
７

８
−

１
（
05

3
8）

2
4-

8
77

1

短
期

大
学

部
　

　
　

　
〃

　
　

　
〃

学
校

名
学

部
名

所
  
  
  
在

  
  
  
 地

電
話

番
号

浜
松

医
科

静
岡

文
化

芸
術

大
学

静
岡

県
立

農
林

環
境

専
門

職
大

学

静
岡

大
学

静
岡

県
立

大
学
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◎
　

私
立

大
学

の
部

　
◎

　
高

等
専

門
学

校
の

部

国
際

関
係

学
部

三
島

市
文

教
町

2
-
3
1
-
1
4
5

(0
5
5
)　

9
8
6
-
5
5
0
0

沼
津

工
業

高
等

専
門

学
校

沼
津

市
大

岡
3
6
0
0

(0
5
5
)9

2
1
-
2
7
0
0
　

短
期

大
学

部
　

　
　

　
〃

〃

大
学

院
　

　
　

　
〃

〃
◎

　
県

立
高

等
学

校
（
県

教
育

委
員

会
高

校
教

育
課

）
　

　
R

2
.1

2
.1

0

順
天

堂
大

学
保

健
看

護
学

部
三

島
市

大
宮

町
3
－

7
－

3
3

(0
5
5
)　

9
9
1
-
3
1
1
1

東
都

大
学

沼
津

ヒ
ュ

ー
マ

ン
ケ

ア
学

部
沼

津
市

日
の

出
町

１
－

１
(0

5
5
)9

2
2
-
6
6
8
8

男
女

計

海
洋

学
部

静
岡

市
清

水
区

折
戸

3
-
2
0
-
1

（
0
5
4
）
3
3
4
-
0
4
1
1

下
田

下
田

市
蓮

台
寺

1
5
2

(0
5
5
8
) 
 2

2
-
3
1
6
4

3
1
1

2
8
4

5
9
5

大
学

院
静

岡
市

清
水

区
折

戸
3
-
2
0
-
1

(0
5
4
)　

3
3
4
-
0
4
1
1

　
　

　
　

　
〃

　
　

（
定

）
　

　
　

〃
(0

5
5
8
)　

2
2
-
3
1
6
4

1
1

1
5

2
6

教
育

学
部

静
岡

市
駿

河
区

弥
生

町
6
-
1

（
0
5
4
）
5
3
6
-
6
1
0
0

　
〃

　
　

南
伊

豆
（
分

）
賀

茂
郡

南
伊

豆
町

石
井

5
8

(0
5
5
8
)　

6
2
-
0
1
0
3

4
0

3
1

7
1

外
国

語
学

部
　

　
　

　
〃

〃
松

崎
賀

茂
郡

松
崎

町
桜

田
1
8
8

(0
5
5
8
)　

4
2
-
0
1
3
1

1
2
4

1
0
4

2
2
8

経
営

学
部

　
　

　
　

〃
〃

稲
取

　
〃

　
東

伊
豆

町
稲

取
3
0
1
2
-
2

(0
5
5
7
)　

9
5
-
0
1
7
5

1
0
9

1
2
0

2
2
9

社
会

環
境

学
部

　
　

　
　

〃
〃

伊
東

伊
東

市
岡

入
の

道
1
2
2
9
-
3

(0
5
5
7
)　

3
7
-
8
8
1
1

1
9
2

1
9
3

3
8
5

保
育

学
部

　
　

　
　

〃
〃

　
　

　
　

　
〃

　
　

（
定

）
　

　
　

〃
(0

5
5
7
)　

3
7
-
8
8
1
1

2
5

1
0

3
5

短
期

大
学

部
　

　
　

　
〃

〃
　

〃
　

　
城

ヶ
崎

(分
)

　
〃

　
　

八
幡

野
1
1
2
0

(0
5
5
7
)　

5
4
-
1
9
1
4

1
9

7
2

9
1

大
学

院
　

　
　

　
〃

〃
伊

東
商

　
〃

　
　

吉
田

7
4
8
-
1

(0
5
5
7
)　

4
5
-
0
3
5
0

1
8
7

1
6
4

3
5
1

造
形

学
部

静
岡

市
葵

区
瀬

名
2
-
1
-
1

（
0
5
4
）
2
6
3
-
1
1
2
5

熱
海

熱
海

市
下

多
賀

1
4
8
4
-
2
2

(0
5
5
7
)　

6
8
-
3
2
9
1

1
2
7

9
6

2
2
3

短
期

大
学

部
　

　
　

　
〃

〃
伊

豆
総

合
伊

豆
市

牧
之

郷
8
9
2

(0
5
5
8
)　

7
2
-
3
3
2
2

3
3
4

1
5
6

4
9
0

法
学

部
静

岡
市

葵
区

水
落

町
1
-
3
0

（
0
5
4
）
2
9
7
-
3
2
0
0

土
肥

分
校

伊
豆

市
土

肥
8
7
0
-
1

(0
5
5
8
)　

9
8
-
0
2
1
1

2
1

1
0

3
1

健
康

科
学

部
　

　
　

　
〃

〃
韮

山
伊

豆
の

国
市

韮
山

韮
山

2
2
9

(0
5
5
)　

9
4
9
-
1
0
0
9

4
5
8

3
9
5

8
5
3

健
康

プ
ロ

デ
ュ

ー
ス

学
部

浜
松

市
北

区
都

田
町

1
2
3
0

（
0
5
3
）
4
2
8
-
3
5
1
1

伊
豆

中
央

　
〃

　
　

寺
家

9
7
0
-
1

(0
5
5
)　

9
4
9
-
4
7
7
1

2
8
1

3
0
9

5
9
0

保
健

医
療

学
部

　
　

　
　

〃
〃

田
方

農
　

〃
　

函
南

町
塚

本
9
6
1

(0
5
5
)　

9
7
8
-
2
2
6
5

1
7
5

4
1
8

5
9
3

経
営

学
部

　
　

　
　

〃
〃

三
島

南
三

島
市

大
場

6
0
8

(0
5
5
)　

9
7
7
-
8
3
3
3

2
5
1

4
3
3

6
8
4

大
学

院
　

　
　

　
〃

〃
三

島
北

　
〃

　
文

教
町

1
-
3
-
1
8

(0
5
5
)　

9
8
6
-
0
1
0
7

3
3
5

5
3
4

8
6
9

理
工

学
部

袋
井

市
豊

沢
2
2
0
0
-
2

(0
5
3
8
)　

4
5
-
0
1
1
1

三
島

長
陵

(定
)　

(単
位

制
)

　
〃

　
文

教
町

1
-
3
-
9
3

(0
5
5
)　

9
8
6
-
2
0
0
0

2
3
6

2
7
4

5
1
0

情
報

学
部

　
　

　
　

〃
　

〃
御

殿
場

御
殿

場
市

御
殿

場
1
9
2
-
1

(0
5
5
0
)　

8
2
-
0
1
1
1

3
0
6

2
5
2

5
5
8

大
学

院
　

　
　

　
〃

　
〃

御
殿

場
南

　
〃

　
　

新
橋

1
4
5
0

(0
5
5
0
)　

8
2
-
1
2
7
2

2
9
3

2
6
3

5
5
6

看
護

学
部

浜
松

市
北

区
三

方
原

町
3
4
5
3

(0
5
3
)　

4
3
9
-
1
4
0
0

小
山

駿
東

郡
小

山
町

竹
之

下
3
6
9

(0
5
5
0
)　

7
6
-
1
1
8
8

1
5
0

2
1
5

3
6
5

社
会

福
祉

学
部

　
　

　
　

〃
　

〃
　

　
　

　
　

〃
　

　
（
定

）
　

　
　

〃
　

　
　

〃
2
4

6
3
0

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
学

部
　

　
　

　
〃

　
〃

裾
野

裾
野

市
佐

野
9
0
0
-
1

(0
5
5
)　

9
9
2
-
1
1
2
5

2
2
4

3
2
8

5
5
2

助
産

学
専

攻
科

　
　

　
　

〃
　

〃
沼

津
東

沼
津

市
岡

宮
8
1
2

(0
5
5
)　

9
2
1
-
0
3
4
1

4
7
4

3
8
0

8
5
4

大
学

院
　

　
　

　
〃

　
〃

沼
津

西
沼

津
市

本
字

千
本

1
9
1
0
-
9

(0
5
5
)　

9
6
2
-
0
3
4
5

2
6
3

4
2
3

6
8
6

経
営

学
部

磐
田

市
大

原
1
5
7
2
-
1

(0
5
3
8
)　

3
7
-
0
1
9
1

沼
津

城
北

　
〃

　
岡

一
色

8
7
5

(0
5
5
)　

9
2
1
-
0
3
4
4

2
1
2

2
1
6

4
2
8

ス
ポ

ー
ツ

科
学

部
　

　
　

　
〃

　
〃

沼
津

工
　

〃
　

下
香

貫
八

重
1
2
9
-
1

(0
5
5
)　

9
3
1
-
0
3
4
3

5
7
3

2
8

6
0
1

経
営

学
部

藤
枝

市
駿

河
台

4
-
1
-
1

(0
5
4
)　

6
4
5
-
0
1
9
1

　
　

　
　

　
〃

　
　

（
定

）
　

　
　

　
〃

〃
5
5

2
5
7

人
間

社
会

学
部

静
岡

市
駿

河
区

池
田

1
7
6
9

(0
5
4
)　

2
6
1
-
9
2
0
1

沼
津

商
駿

東
郡

清
水

町
徳

倉
1
2
0
5

(0
5
5
)　

9
3
1
-
7
0
8
0

2
2
2

3
5
2

5
7
4

短
期

大
学

部
　

　
　

　
〃

　
〃

吉
原

富
士

市
今

泉
2
1
6
0

(0
5
4
5
)　

5
2
-
1
4
4
0

2
6
9

3
3
0

5
9
9

静
岡

福
祉

大
学

　
社

会
福

祉
学

部
焼

津
市

本
中

根
5
4
9
-
1

(0
5
4
)　

6
2
3
-
7
0
0
0

吉
原

工
　

〃
　

比
奈

2
3
0
0

(0
5
4
5
)　

3
4
-
1
0
4
5

4
7
2

7
4

5
4
6

現
代

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
学

部
浜

松
市

中
区

布
橋

3
－

2
－

3
(0

5
3
)　

4
5
0
-
7
0
0
0

富
士

　
〃

　
松

本
1
7

(0
5
4
5
)　

6
1
-
0
1
0
0

4
8
9

4
4
6

9
3
5

短
期

大
学

部
浜

松
市

中
区

住
吉

2
-
3
-
1

(0
5
3
)　

4
7
3
-
6
1
0
0

　
　

　
　

　
〃

　
　

（
定

）
　

　
　

〃
〃

5
4

3
1

8
5

光
産

業
創

成
大

学
院

大
学

大
学

院
（
光

産
業

創
成

研
究

科
）

浜
松

市
西

区
呉

松
町

1
9
5
5
－

1
(0

5
3
)　

4
8
4
-
2
5
0
1

富
士

東
　

〃
　

今
泉

2
9
2
1

(0
5
4
5
)　

2
1
-
4
3
7
1

3
5
1

3
1
6

6
6
7

学
　

　
生

　
　

数

学
校

名
学

部
名

所
  
  
  
在

  
  
  
 地

電
話

番
号

学
校

名
所

　
　

　
　

　
在

　
　

　
　

　
地

電
話

番
号

日
本

大
学

学
校

名
所

　
　

　
　

　
在

　
　

　
　

　
地

電
話

番
号

東
海

大
学

静
岡

理
工

科
大

学

聖
隷

ｸ
ﾘ
ｽ

ﾄﾌ
ｧ
ｰ

大
学

静
岡

産
業

大
学

静
岡

英
和

学
院

大
学

浜
松

学
院

大
学

常
葉

大
学

-255-



男
女

計
男

女
計

富
士

宮
東

富
士

宮
市

小
泉

1
2
3
4

(0
5
4
4
)　

2
6
-
4
1
7
7

1
8
7

3
9
4

5
8
1

掛
川

東
掛

川
市

南
西

郷
1
3
5
7

(0
5
3
7
)　

2
2
-
3
1
5
5

2
8
3

4
0
1

6
8
4

　
　

　
　

　
〃

　
　

（
定

）
　

　
　

　
〃

〃
4
7

1
8

6
5

掛
川

西
　

〃
　

城
西

1
-
1
-
6

(0
5
3
7
)　

2
2
-
7
1
6
5

5
1
9

4
6
4

9
8
3

富
士

宮
北

　
　

〃
　

宮
北

町
2
3
0

(0
5
4
4
)　

2
7
-
2
5
3
3

3
5
9

3
3
1

6
9
0

掛
川

工
　

〃
　

葵
町

1
5
-
1

(0
5
3
7
)　

2
2
-
7
2
5
5

4
7
7

6
1

5
3
8

富
士

宮
西

　
　

〃
　

淀
師

1
5
5
0

(0
5
4
4
)　

2
3
-
1
1
2
4

2
8
6

3
1
8

6
0
4

横
須

賀
　

〃
　

横
須

賀
1
4
9
1
-
1

(0
5
3
7
)　

4
8
-
3
4
2
1

2
6
6

1
6
4

4
3
0

富
岳

館
　

　
〃

　
弓

沢
町

7
3
2

(0
5
4
4
)　

2
7
-
3
2
0
5

3
3
9

3
8
5

7
2
4

池
新

田
御

前
崎

市
池

新
田

2
9
0
7
-
1

(0
5
3
7
)　

8
6
-
2
4
6
0

2
1
2

1
3
7

3
4
9

清
水

東
静

岡
市

清
水

区
秋

吉
町

5
-
1
0

(0
5
4
)　

3
6
6
-
7
0
3
0

4
6
4

3
8
4

8
4
8

小
笠

菊
川

市
東

横
地

1
2
2
2
-
3

(0
5
3
7
)　

3
5
-
3
1
8
1

2
5
5

3
6
5

6
2
0

　
　

　
　

　
〃

　
　

（
定

）
　

　
　

〃
〃

4
9

2
2

7
1

遠
江

総
合

周
智

郡
森

町
森

2
0
8
5

(0
5
3
8
)　

8
5
-
6
0
0
0

3
6
7

3
1
2

6
7
9

清
水

西
　

〃
　

清
水

区
青

葉
町

5
-
1

(0
5
4
)　

3
5
2
-
2
2
2
5

2
7
4

3
8
2

6
5
6

袋
井

袋
井

市
愛

野
2
4
4
6
-
1

(0
5
3
8
)　

4
2
-
0
1
9
1

4
5
6

4
3
2

8
8
8

清
水

南
　

〃
　

清
水

区
折

戸
3
-
2
-
1

(0
5
4
)　

3
3
4
-
0
4
3
1

1
1
4

2
7
5

3
8
9

袋
井

商
　

〃
　

久
能

2
3
5
0

(0
5
3
8
)　

4
2
-
2
2
8
5

2
2
1

2
5
3

4
7
4

静
岡

　
〃

　
葵

区
長

谷
町

6
6

(0
5
4
)　

2
4
5
-
0
5
6
7

5
1
0

4
6
3

9
7
3

磐
田

南
磐

田
市

見
付

3
0
8
4

  
(0

5
3
8
)　

 3
2
－

7
2
8
6

4
9
9

4
7
5

9
7
4

　
　

　
　

　
〃

　
　

（
定

）
　

　
　

〃
　

〃
1
9

1
4

3
3

　
　

　
　

　
〃

　
　

（
定

）
　

　
　

〃
　

　
〃

9
3

4
8

1
4
1

静
岡

城
北

　
〃

　
葵

区
北

安
東

2
-
3
-
1

(0
5
4
)　

2
4
5
-
5
4
6
6

3
6
5

4
6
7

8
3
2

磐
田

北
　

〃
　

　
　

〃
　

2
0
3
1
-
1

（
0
5
3
8
）
　

3
2
－

2
1
8
1

3
1
5

5
1
8

8
3
3

静
岡

東
　

〃
　

葵
区

川
合

7
5
7

(0
5
4
) 

2
6
1
-
6
6
3
6

4
4
7

4
2
6

8
7
3

磐
田

農
磐

田
市

中
泉

1
6
8

(0
5
3
8
) 

3
2
－

2
1
6
1

2
2
8

3
6
3

5
9
1

静
岡

西
　

〃
　

葵
区

牧
ヶ

谷
6
8
0
-
1

(0
5
4
)　

2
7
8
-
2
7
2
1

2
8
5

2
5
5

5
4
0

磐
田

西
　

〃
　

〃
　

 2
6
8
0
-
1

(0
5
3
8
) 

3
4
－

5
2
1
7

3
1
7

4
1
5

7
3
2

駿
河

総
合

　
〃

　
駿

河
区

有
東

3
-
4
-
1
7

(0
5
4
)　

2
8
8
-
5
5
5
0

3
2
4

4
9
2

8
1
6

天
竜

浜
松

市
天

竜
区

二
俣

町
二

俣
6
0
1

(0
5
3
9
)　

2
6
-
1
2
2
1

3
5
1

1
8
2

5
3
3

静
岡

農
　

〃
　

葵
区

古
庄

3
-
1
-
1

(0
5
4
)　

2
6
1
-
0
1
1
1

2
5
1

4
6
6

7
1
7

　
〃

　
春

野
校

舎
　

〃
　

天
竜

区
春

野
町

堀
之

内
2
8
4

(0
5
3
9
)　

8
5
-
0
3
0
6

3
3

3
4

6
7

科
学

技
術

　
〃

　
葵

区
長

沼
5
0
0
-
1

(0
5
4
)　

2
6
7
-
1
1
0
0

9
1
6

1
7
0

1
0
8
6

浜
松

北
　

〃
　

中
区

広
沢

1
-
3
0
-
1

（
0
5
3
）
　

4
5
4
－

5
5
4
8

6
5
9

5
4
8

1
,2

0
7

　
　

　
　

　
〃

　
　

（
定

）
　

　
　

〃
　

〃
7
3

1
7
4

　
　

　
　

　
〃

　
　

（
定

）
　

　
　

〃
　

　
〃

5
3

3
4

8
7

静
岡

商
　

〃
　

葵
区

田
町

7
-
9
0

(0
5
4
)　

2
5
5
-
6
2
4
1

3
4
3

4
9
7

8
4
0

浜
松

西
　

〃
　

中
区

西
伊

場
町

3
-
1

（
0
5
3
）
　

4
5
4
－

4
4
7
1

3
8
7

3
4
7

7
3
4

静
岡

中
央

 (
定

）
 (

単
位

制
)

　
〃

　
葵

区
城

北
2
-
2
9
-
1

（
0
5
4
）
　

2
0
9
－

2
4
3
1

4
1
6

3
5
1

7
6
7

浜
松

南
　

〃
　

南
区

米
津

町
9
6
1

（
0
5
3
）
　

4
4
1
－

1
4
8
6

6
0
2

4
5
9

1
,0

6
1

静
岡

中
央

 (
通

）
 (

単
位

制
)

　
　

　
〃

　
〃

5
8
9

7
3
9

1
3
2
8

浜
松

湖
東

　
〃

　
西

区
大

人
見

町
3
6
0
0

（
0
5
3
）
　

4
8
5
－

0
2
1
5

4
6
7

4
2
9

8
9
6

焼
津

中
央

焼
津

市
小

土
1
5
7
-
1

(0
5
4
)　

6
2
8
-
6
0
0
0

4
7
1

3
8
3

8
5
4

浜
松

湖
南

　
〃

　
西

区
馬

郡
町

3
7
9
1
-
1

（
0
5
3
）
　

5
9
2
－

1
6
2
5

4
7
2

5
3
6

1
,0

0
8

焼
津

水
産

　
〃

　
焼

津
5
-
5
-
2

(0
5
4
)　

6
2
8
-
6
1
4
8

3
6
7

1
7
6

5
4
3

浜
松

江
之

島
　

〃
　

南
区

江
之

島
町

6
3
0
-
1

（
0
5
3
）
　

4
2
5
－

6
0
2
0

2
8
9

3
5
4

6
4
3

　
　

　
　

　
〃

　
　

（
専

攻
）

　
　

　
〃

　
〃

3
1

0
3
1

浜
松

東
　

〃
　

東
区

笠
井

新
田

町
1
4
4
2

（
0
5
3
）
　

4
3
4
－

4
4
0
1

4
0
9

5
5
1

9
6
0

清
流

館
焼

津
市

上
新

田
2
9
2
-
1

（
0
5
4
)　

6
2
2
-
3
4
1
1

2
7
0

4
5
4

7
2
4

浜
松

大
平

台
　

〃
　

西
区

大
平

台
4
-
2
5
-
1

（
0
5
3
）
　

4
8
2
－

1
0
1
1

1
4
7

3
2
8

4
7
5

藤
枝

東
藤

枝
市

天
王

町
1
-
7
-
1

(0
5
4
)　

6
4
1
-
1
6
8
0

4
8
3

3
6
0

8
4
3

　
　

　
〃

　
　

(定
)　

(単
位

制
)

　
　

　
〃

　
　

（
0
5
3
）
　

4
8
2
－

1
0
1
3

2
9
6

2
4
0

5
3
6

　
　

　
　

　
〃

　
　

（
定

）
　

　
　

〃
　

(0
5
4
)　

6
4
4
-
3
5
9
1

3
7

1
7

5
4

浜
松

工
　

〃
　

北
区

初
生

町
1
1
5
0

（
0
5
3
）
　

4
3
6
－

1
1
0
1

8
2
7

3
0
1

1
,1

2
8

藤
枝

西
　

〃
　

城
南

2
-
4
-
6

(0
5
4
)　

6
4
1
-
0
2
0
7

2
4
1

3
1
3

5
5
4

　
　

　
　

　
〃

　
　

（
定

）
　

　
　

〃
　

　
〃

6
7

1
1

7
8

藤
枝

北
　

〃
　

郡
9
7
0

(0
5
4
)　

6
4
1
-
2
4
0
0

2
8
6

2
8
7

5
7
3

浜
松

城
北

工
　

〃
　

中
区

住
吉

5
-
1
6
-
1

（
0
5
3
）
　

4
7
1
－

8
3
4
1

8
4
7

3
6

8
8
3

島
田

島
田

市
稲

荷
1
-
7
-
1

(0
5
4
7
)　

3
7
-
2
1
8
8

2
7
4

2
7
9

5
5
3

浜
松

商
　

〃
　

中
区

文
丘

町
4
-
1
1

（
0
5
3
）
　

4
7
1
－

3
3
5
1

3
9
8

6
1
0

1
,0

0
8

島
田

工
　

〃
　

阿
知

ケ
谷

2
0
1

(0
5
4
7
)　

3
7
-
4
1
9
4

5
7
7

6
0

6
3
7

浜
名

　
〃

　
浜

北
区

西
美

薗
2
9
3
9
-
1

(0
5
3
)　

 5
8
6
－

3
1
5
5

4
8
4

6
1
7

1
,1

0
1

島
田

商
　

〃
　

祇
園

町
8
7
0
7

(0
5
4
7
)　

3
7
-
4
1
6
7

2
0
2

3
6
3

5
6
5

　
　

　
　

　
〃

　
　

（
定

）
　

　
　

〃
　

　
〃

5
8

4
1

9
9

　
　

　
　

〃
　

　
（
定

）
　

　
　

〃
　

〃
2
3

8
3
1

浜
北

西
　

〃
　

浜
北

区
新

原
4
1
7
5
-
1

（
0
5
3
）
　

5
8
7
－

1
1
3
5

3
9
4

5
3
1

9
2
5

金
谷

島
田

市
金

谷
河

原
3
5

(0
5
4
7
)　

4
5
-
4
1
5
5

5
1

9
7

1
4
8

浜
松

湖
北

　
〃

　
北

区
引

佐
町

金
指

1
4
2
8

5
0
9

4
5
8

9
6
7

川
根

榛
原

郡
川

根
本

町
徳

山
1
6
4
4
-
1

(0
5
4
7
)　

5
7
-
2
2
2
1

9
6

3
6

1
3
2

　
〃

　
佐

久
間

(分
)

　
〃

　
天

竜
区

佐
久

間
町

中
部

6
8
3
-
1

(0
5
3
9
) 

 6
5
－

0
0
6
5

2
5

2
5

5
0

榛
原

牧
之

原
市

静
波

8
5
0

(0
5
4
8
)　

2
2
-
0
3
8
0

3
7
5

2
8
5

6
6
0

新
居

湖
西

市
新

居
町

内
山

2
0
3
6

（
0
5
3
）
　

5
9
4
－

1
5
1
5

3
8
3

1
9
4

5
7
7

　
　

　
　

　
〃

　
　

（
定

）
　

　
　

〃
　

〃
3
4

1
8

5
2

　
　

　
〃

（
定

）
　

　
　

〃
　

　
〃

2
8

2
2

5
0

相
良

　
〃

　
波

津
1
7
0
0
-
3

(0
5
4
8
)　

5
2
-
1
1
3
3

1
9
2

1
9
7

3
8
9

湖
西

　
〃

　
鷲

津
1
5
1
0
-
2

（
0
5
3
）
　

5
7
5
－

0
5
1
1

3
2
0

2
4
4

5
6
4

学
　

　
生

　
　

数
学

　
　

生
　

　
数

学
校

名
所

　
　

　
　

　
在

　
　

　
　

　
地

電
話

番
号

学
校

名
所

　
　

　
　

　
在

　
　

　
　

　
地

電
話

番
号

-256-



◎
　

市
立

高
等

学
校

男
女

計

沼
津

沼
津

市
三

枚
橋

字
鐘

突
免

6
7
3

(0
55

)　
9
2
1-

0
80

5
2
41

3
58

5
99

富
士

市
立

富
士

市
比

奈
1
65

4
(0

54
5
)　

3
4-

1
02

4
2
93

4
19

7
12

静
岡

市
立

清
水

桜
ヶ

丘
（

旧
静

岡
市

立
清

水
商

）
静

岡
市

清
水

区
桜

が
丘

町
7
-
15

(0
54

)　
3
5
3-

5
38

8
3
97

4
52

8
49

静
岡

市
立

　
　

〃
　

葵
区

千
代

田
3
-1

-
1

(0
54

)　
2
4
5-

0
41

7
4
46

5
26

9
72

　
　

　
　

　
〃

　
　

（定
）

　
　

〃
　

　
(0

54
)　

2
4
6-

3
74

9
8

6
14

浜
松

市
立

浜
松

市
中

区
広

沢
1
-
21

-
1

(0
54

)　
4
5
3-

1
10

5
4
39

7
97

1
,2

36

◎
　

私
立

高
等

学
校

（
県

私
学

振
興

課
） 

  
  

R
3.

4.
1

知
徳

駿
東

郡
長

泉
町

竹
原

3
54

(0
55

)　
9
7
5-

0
08

0

日
本

大
学

三
島

三
島

市
文

教
町

2-
3
1-

1
45

(0
55

)　
9
8
8-

3
50

0

御
殿

場
西

御
殿

場
市

ぐ
み

沢
6
44

-
1

(0
55

0
)　

8
9-

2
46

6

不
二

聖
心

女
子

学
院

裾
野

市
桃

園
1
98

(0
55

)　
9
9
2-

0
21

3

沼
津

中
央

沼
津

市
杉

崎
町

11
-
20

(0
55

)　
9
2
1-

0
34

6

飛
龍

　
〃

　
東

熊
堂

4
91

(0
55

)　
9
2
1-

0
34

8

桐
陽

　
〃

　
高

島
本

町
8-

5
2

(0
55

)　
9
2
1-

0
35

0

加
藤

学
園

　
〃

　
大

岡
自

由
ヶ

丘
19

7
9

(0
55

)　
9
2
1-

0
34

7

加
藤

学
園

暁
秀

　
〃

　
岡

宮
字

中
見

代
1
36

1
-1

(0
55

)　
9
2
4-

1
90

0

誠
恵

　
〃

　
沼

北
町

2
-9

-
12

(0
55

)　
9
2
1-

5
08

8

星
陵

富
士

宮
市

星
山

10
6
8

(0
54

4
)　

2
4-

4
81

1

静
岡

県
富

士
見

富
士

市
平

垣
町

1-
1

(0
54

5
)　

6
1-

0
25

0

清
水

国
際

静
岡

市
清

水
区

天
神

1
-4

-
1

(0
54

)　
3
6
6-

4
15

5

静
岡

サ
レ

ジ
オ

　
〃

　
清

水
区

中
之

郷
3
-2

-
1

(0
54

)　
3
4
5-

2
29

6

東
海

大
学

付
属

静
岡

翔
洋

　
〃

　
清

水
区

折
戸

3
-
20

-
1

(0
54

) 
 3

3
4
-0

7
26

静
岡

大
成

　
〃

　
葵

区
鷹

匠
2-

4
-1

8
(0

54
)　

2
5
4-

7
33

4

静
岡

英
和

女
学

院
　

〃
　

葵
区

西
草

深
町

8
-1

(0
54

)　
2
5
4-

7
40

1

城
南

静
岡

　
〃

　
駿

河
区

南
八

幡
町

1-
1

(0
54

)　
2
8
5-

6
15

6

静
岡

女
子

　
〃

　
駿

河
区

八
幡

3
-
6-

1
(0

54
)　

2
8
5-

2
27

4

学
　

　
生

　
　

数
学

校
名

所
　

　
　

　
　

在
　

　
　

　
　

地
電

話
番

号

学
校

名
所

　
　

　
　

　
在

　
　

　
　

　
地

電
話

番
号

-257-



県
内

学
校

数
集

計

静
岡

雙
葉

　
〃

　
葵

区
追

手
町

1
0
-
7
1

(0
5
4
)　

2
5
5
-
0
3
0
5

常
葉

大
学

附
属

常
葉

　
〃

　
葵

区
水

落
町

1
-
3
0

(0
5
4
)　

2
4
5
-
5
4
0
1

本
校

分
校

計

常
葉

大
学

附
属

橘
　

〃
　

葵
区

瀬
名

2
-
1
-
1

(0
5
4
)　

2
6
1
-
2
2
5
6

国
　

立
3

3

静
岡

北
　

〃
　

葵
区

瀬
名

5
-
1
4
-
1

(0
5
4
)　

2
6
1
-
5
8
0
1

公
　

立
3

3

静
岡

学
園

　
〃

　
葵

区
東

鷹
匠

町
2
5

(0
5
4
)　

2
0
0
-
0
1
9
1

私
　

立
6

6

静
岡

聖
光

学
院

　
〃

　
駿

河
区

小
鹿

1
4
4
0

(0
5
4
)　

2
8
5
-
9
1
3
6

計
1
2

0
1
2

焼
津

焼
津

市
中

港
1
-
1
-
8

(0
5
4
)　

6
2
8
-
7
2
3
5

国
　

立
2

2

静
清

藤
枝

市
潮

8
7

(0
5
4
)　

6
4
1
-
6
6
9
3

公
　

立
4

4

藤
枝

順
心

　
〃

　
前

島
2
-
3
-
1

(0
5
4
)　

6
3
5
-
1
3
1
1

私
　

立
1
2

1
2

藤
枝

明
誠

　
〃

　
大

洲
2
-
2
-
1

(0
5
4
)　

6
3
5
-
8
1
5
5

計
1
8

0
1
8

島
田

樟
誠

島
田

市
伊

太
2
0
7
5
-
1

(0
5
4
7
)　

3
7
-
3
1
1
6

公
　

立
2

2

菊
川

南
陵

菊
川

市
河

東
5
4
4
2
-
5

(0
5
3
7
)　

7
3
-
5
1
4
1

私
　

立
4

4

常
葉

大
学

附
属

菊
川

菊
川

市
半

済
1
5
5
0

(0
5
3
7
)　

3
5
-
3
1
7
1

計
6

0
6

磐
田

東
磐

田
市

見
付

1
8
0
-
5

(0
5
3
8
)　

3
2
-
6
1
1
8

1
1

浜
松

学
院

浜
松

市
中

区
高

林
1
-
1
7
-
2

(0
5
3
)　

4
7
1
-
4
1
3
6

県
　

立
8
5

5
9
0

浜
松

開
誠

館
　

〃
　

中
区

松
城

町
2
0
7
-
2

(0
5
3
)　

4
5
6
-
7
1
1
1

市
　

立
5

5

浜
松

学
芸

　
〃

　
中

区
下

池
川

町
3
4
-
3

(0
5
3
)　

4
7
1
-
5
3
3
6

私
　

立
4
3

4
3

静
岡

県
西

遠
女

子
学

園
　

〃
　

中
区

佐
藤

3
-
2
0
-
1

(0
5
3
)　

4
6
1
-
0
3
7
4

計
1
3
3

5
1
3
8

浜
松

修
学

舎
　

〃
　

中
区

向
宿

2
-
2
0
-
1

(0
5
3
)　

4
6
1
-
7
3
5
6

県
　

立
2
0

2
0

浜
松

聖
星

　
〃

　
中

区
蜆

塚
3
-
1
4
-
1

(0
5
3
)　

4
5
4
-
5
3
7
6

市
　

立
1

1

浜
松

日
体

　
〃

　
東

区
半

田
山

3
-
3
0
-
1

(0
5
3
)　

4
3
4
-
0
6
3
2

私
　

立
-

-

聖
隷

ク
リ

ス
ト

フ
ァ

ー
　

〃
　

北
区

三
方

原
町

3
4
5
3

(0
5
3
)　

4
3
6
-
5
3
1
3

計
2
1

0
2
1

オ
イ

ス
カ

　
〃

　
西

区
和

地
町

5
8
3
5

(0
5
3
)　

4
8
6
-
3
0
1
1

県
　

立
1

1

浜
松

啓
陽

　
〃

　
北

区
三

幸
町

4
2
1

(0
5
3
)　

4
2
0
-
0
4
3
1

私
　

立
1

1

キ
ラ

リ
（
通

)
榛

原
郡

吉
田

町
神

戸
7
2
6
-
4

(0
5
4
8
)　

3
3
-
4
9
7
6

県
　

立
1

1

市
　

立
0

0

学
　

校
　

数

国
立

工
業

高
等

専
門

学
校

学
校

名
所

　
　

　
　

　
在

　
　

　
　

　
地

電
話

番
号

大 学 院 大 　 学

短 期 大 学

（ 部 ）

全 日 制 定 時 制

通
信

制

高
　

校
専

攻
科

高 　 等 　 学 　 校

-258-



2　
県

立
各

種
講

習
所

等
学

生
・
生

徒
現

在
員

数
　

（
県

職
業

能
力

開
発

課
、

県
農

業
ビ

ジ
ネ

ス
課

、
県

水
産

振
興

課
）
　

　
R

3
．

4
．

1
　

男
女

計

漁
業

高
等

学
園

2
3

0
2
3

焼
津

市
小

川
汐

入
３

７
４

７
－

２
(0

5
4
)　

6
2
7
-
0
2
1
9

農
林

大
学

校
1

0
1

磐
田

市
富

丘
６

７
８

－
１

(0
5
3
8
)　

3
6
-
0
2
1
1

沼
津

技
術

専
門

校
3
1

3
3
4

沼
津

市
大

岡
４

０
４

４
－

２
４

(0
5
5
)　

9
2
5
-
1
0
7
1

機
械

技
術

電
子

技
術

情
報

技
術

清
水

技
術

専
門

校
1
9

0
1
9

静
岡

市
清

水
区

楠
１

６
０

(0
5
4
)　

3
4
5
-
2
0
3
2

機
械

技
術

電
気

技
術

設
備

技
術

浜
松

技
術

専
門

校
2
5

1
2
6

浜
松

市
東

区
小

池
町

２
４

４
４

－
１

(0
5
3
)　

4
6
2
-
5
6
0
0

機
械

技
術

建
築

設
備

技
術

工
科

短
期

大
学

校
（
静

岡
キ

ャ
ン

パ
ス

）
5
3

4
5
7

静
岡

市
清

水
区

楠
１

６
０

(0
5
4
)　

3
4
5
-
2
0
3
2

機
械

・
制

御
技

術

電
気

技
術

建
築

設
備

工
科

短
期

大
学

校
（
沼

津
キ

ャ
ン

パ
ス

）
5
7

6
6
3

沼
津

市
大

岡
４

０
４

４
－

２
４

(0
5
5
)　

9
2
5
-
1
0
7
1

機
械

・
生

産
技

術

電
子

情
報

技
術

情
報

技
術

あ
し

た
か

職
業

訓
練

校
3
1

7
3
8

沼
津

市
宮

本
５

－
２

(0
5
5
)　

9
2
4
-
4
3
8
0

ｺ
ﾝ
ﾋ
ﾟｭ

ｰ
ﾀ

生
産

･サ
ー

ビ
ス

学
生

・
生

徒
数

学
校

名
所

　
　

　
　

　
在

　
　

　
　

　
地

電
　

　
話

備
　

　
考

-259-



  

 

  

 
 

 
 

-260-



[資
料

編
Ⅱ

]

12
-2

-1
応

急
食

料
調

達
予

定
先

一
覧

表

1
米

穀
（県

農
芸

振
興

課
）R

３
.4
.１

（注
）上

表
中

、
（

）の
場

所
は

、
本

社
機

能
の

み
で

在
庫

が
な

い
。

2
粉

ミ
ル

ク
類

（県
畜

産
振

興
課

）
R
3.
4.

1

3
牛

乳
（県

畜
産

振
興

課
）

Ｒ
３

.
4.

1

4
副

食
類

（み
そ

、
し

ょ
う

油
）

（県
マ

ー
ケ

テ
ィ
ン

グ
課

）
R
2.

9.
1

地
域

危
機

管
理

局
在

庫
場

所
会

社
名

等
電

話

賀
茂

下
田

市
中

賀
茂

米
穀

卸
㈱

05
58

－
22

－
05

40

東
部

富
士

市
御

幸
町

函
南

町
塚

本

（
沼

津
市

添
地

町
）

富
士

米
穀

卸
㈱

東
海

食
糧

㈱

（
沼

津
米

穀
卸

㈱
）

05
45

－
52

－
30

45

05
59

－
79

－
71

11

05
5－

98
8－

77
71

中
部

（
静

岡
市

駿
河

区
曲

金
）

（
県

経
済

連
食

糧
課

）
05

4－
28

4－
97

37

西
部

浜
松

市
中

区
高

林

磐
田

市
国

分
台

浜
松

米
穀

卸
㈱

高
林

精
米

工
場

㈱
遠

州
米

穀

05
3－

47
8－

22
94

05
38

－
38

－
53

21

地
域

危
機

管
理

局
在

庫
場

所
会

社
名

電
話

中
部

静
岡

市
駿

河
区

南
八

幡
町

森
永

乳
業

㈱
静

岡
支

店
0
5
4
－

2
8
0
－

2
2
0
0

地
域

危
機

管
理

局
在

庫
場

所
会

社
名

電
話

東
部

田
方

郡
函

南
町

函
南

東
部

農
業

協
同

組
合

0
5
5
－

9
7
4
－

0
0
1
4

中
部

静
岡

市
葵

区
牧

ヶ
谷

静
岡

牛
乳

協
同

組
合

0
5
4
－

2
7
6
－

0
4
0
0

地
域

危
機

管
理

局
在

庫
場

所
会

社
名

電
話

備
考

東
部

沼
津

市
大

諏
訪

㈱
コ

ー
ゲ

ツ
0

5
5

－
9

2
2

－
3

7
0

3
醤

油
・

味
噌

三
島

市
平

成
台

㈱
伊

豆
フ

ェ
ル

メ
ン

テ
0

5
5

－
9

7
5

－
0

5
4

3
味

噌

富
士

宮
市

宝
町

富
士

高
砂

酒
造

㈱
0

5
4

4
－

2
7

－
2

0
0

8
醤

油
・

味
噌

中
部

焼
津

市
小

屋
敷

ヤ
マ

キ
ン

㈱
0

5
4

－
6

2
8

－
2

3
5

1
醤

油

焼
津

市
吉

永
カ

ネ
ジ

ュ
ウ

食
品

㈱
0

5
4

－
6

2
2

－
5

5
1

5
味

噌

焼
津

市
高

新
田

静
岡

県
産

醤
油

㈱
0

5
4

－
6

2
2

－
2

2
4

1
醤

油

牧
之

原
市

須
々

木
㈱

ハ
チ

マ
ル

0
5

4
8

－
5

2
－

0
0

8
0

〃

吉
田

町
神

戸
中

村
醤

油
㈱

0
5

4
8

－
3

2
－

0
0

5
8

〃

西
部

浜
松

市
東

区
材

木
町

㈱
鈴

木
醸

造
0

5
3

－
4

2
1

－
9

7
5

1
醤

油

[資
料

編
Ⅱ

]

5
漬

物
（県

マ
ー

ケ
テ

ィ
ン

グ
課

）
R
2.

9.
1

6
佃

煮
（県

マ
ー

ケ
テ

ィ
ン

グ
課

・県
水

産
振

興
課

）
R
3

4.
1

7
罐

詰
類

（県
マ

ー
ケ

テ
ィ
ン

グ
課

）
R
2.

9.
1

地
域

危
機

管
理

局
在

庫
場

所
会

社
名

電
話

備
考

東
部

沼
津

市
大

諏
訪

㈱
コ

ー
ゲ

ツ
0

5
5

－
9

2
2

－
3

7
0

3
福

神
漬

中
部

静
岡

市
葵

区
千

代
一

丁
目

マ
ル

ハ
チ

食
品

㈱
0

5
4

－
2

4
8

－
5

6
8

5
梅

干
・

漬
物

西
部

浜
松

市
西

区
大

久
保

町

磐
田

市
寺

谷

丸
文

漬
物

㈱
共

栄
商

会

0
5

3
－

4
1

5
－

8
3

1
1

0
5

3
8

－
3

8
－

3
8

8
6

沢
庵

漬
物

・
梅

干

地
域

危
機

管
理

局
在

庫
場

所
会

社
名

電
話

契
約

量
(k

g
)

備
考

中
部

焼
津

市
大

住
10

5－
3

〃
坂

本
34

7－
3

〃
焼

津
6

丁
目

4－
16

〃
大

栄
町

1－
5－

18

〃
惣

右
衛

門
11

95
－

8

〃
東

小
川

2
丁

目
4－

14

静
岡

市
葵

区
千

代
1

丁
目

10
-1

5

㈱
一

イ
大

畑
食

品

㈲
カ

ク
ニ

ン
ベ

ン
う

さ
ぎ

屋
食

品

㈱
寺

岡
銓

吉
商

店

中
源

商
店

㈱
マ

ル
シ

メ
2

1

㈱
山

政

マ
ル

ハ
チ

食
品

㈱

05
4－

62
5－

88
03

05
4－

62
8－

34
65

05
4－

62
8－

36
69

05
4－

62
8－

45
20

05
4－

62
4－

81
25

05
4－

62
6－

80
03

0
5
4
-
2
7
8
-
1
0
0
8

30
0

50
0

80
0

16
0

1,
00

0

10
0 50

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

西
部

浜
松

市
西

区
入

野
町

90
43

－
16

磐
田

市
寺

谷
45

3-
1

㈲
入

妻
中

村
義

雄
商

店

㈱
共

栄
商

会

05
3－

44
7－

10
22

0
5
3
8
-
3
8
-
3
8
8
6

12
9

20
0

〃 〃

地
域

危
機

管
理

局
在

庫
場

所
会

社
名

電
話

備
考

東
部

沼
津

市
大

諏
訪

㈱
コ

ー
ゲ

ツ
05

5－
92

2－
37

03
魚

肉
他

中
部

千
葉

県
市

川
市

・三
重

県
鈴

鹿
市

清
水

食
品

㈱
05

4－
22

1－
85

20
〃

静
岡

市
清

水
区

宍
原

は
ご

ろ
も

フ
ー

ズ
㈱

05
4－

28
8－

52
05

〃

〃
〃

幸
町

伊
藤

食
品

㈱
05

4－
33

4－
22

81
〃

〃
〃

駒
越

東
町

駒
越

食
品

㈱
05

4－
33

4－
22

77
〃

〃
〃

興
津

中
町

山
梨

罐
詰

㈱
05

4－
36

9－
11

01
〃

静
岡

市
清

水
区

堀
込

い
な

ば
食

品
㈱

05
4－

37
5－

31
11

〃

静
岡

市
清

水
区

袖
師

㈱
由

比
罐

詰
所

05
4－

37
5－

21
21

〃

静
岡

市
清

水
区

宍
原

㈱
ホ

テ
イ

フ
ー

ズ
コ

ー
ポ

レ
ー

シ
ョ

ン
05

4－
38

5－
31

31
〃

吉
田

町
大

幡
三

洋
食

品
㈱

05
4－

62
8－

72
11

〃

焼
津

市
惣

右
衛

門
三

共
食

品
㈱

05
4－

62
3－

22
77

〃

〃
中

里
㈱

サ
ス

ナ
05

4－
62

7－
55

25
〃

-261-



[資
料

編
Ⅱ

]

8
家

畜
飼

料
（県

畜
産

振
興

課
）

R
３

.
4.

1

9
塩

（県
マ

ー
ケ

テ
ィ
ン

グ
課

）
R
2.

9.
1

10
砂

糖

砂
糖

の
入

手
方

法
は

原
則

と
し

て
商

工
会

議
所

、
商

工
会

等
か

ら
調

達
す

る
も

の
と

し
、

調
達

あ
っ

せ
ん

先
は

＜
第

8
節

衣
料

生
活

必
需

品
そ

の
他

物
資

供
給

計
画

＞
の

＜
商

工
会

議
所

等
一

覧
表

＞
に

基
づ

き
措

置
す

る
も

の
と

す
る

。

在
庫

場
所

会
社

名
電

話
即

日
調

達

可
能

数
量

備
考

静
岡

市
清

水
区

清
開

Ｊ
Ａ

東
日

本
く
み

あ
い

飼
料

㈱
清

水
工

場
0
5
4
－

3
3
4
－

9
1
6
6

2,
00

0
t

榛
原

郡
吉

田
町

住
吉

Ｊ
Ａ

東
日

本
吉

田
中

継
基

地
0
5
4
8
－

3
2
－

2
1
6
0

10
0

浜
松

市
北

区
細

江
町

三
和

Ｊ
Ａ

東
日

本
金

指
中

継
基

地
0
5
3
－

5
2
2
－

1
1
6
0

70

静
岡

市
清

水
区

幸
町

清
水

港
飼

料
㈱

清
水

工
場

0
5
4
－

3
3
4
－

5
0
6
0

1,
00

0

静
岡

市
清

水
区

新
港

町

三
島

市
梅

名

（株
）J

-オ
イ

ル
ミ

ル
ズ

静
岡

工
場

豊
橋

飼
料

㈱
三

島
ス

ト
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト

0
5
4
－

3
5
1
－

2
7
5
7

0
5
5
9
－

7
7
－

7
5
9
8

35
0

12
0

地
域

危
機

管
理

局
在

庫
場

所
会

社
名

電
話

備
考

東
部

沼
津

市
本

白
銀

町
沼

津
塩

業
㈱

0
5

5
－

9
6

2
－

1
2

7
7

中
部

静
岡

市
清

水
区

宮
加

三
・焼

津
市

一
色

静
岡

塩
業

㈱
0

5
4

－
2

4
6

－
1

2
3

1

西
部

浜
松

市
南

区
富

屋
町

浜
松

市
中

区
北

寺
島

町

浜
松

塩
業

㈱

㈱
丸

岩
松

本
商

店

0
5

3
－

4
2

6
－

1
1

7
5

0
5

3
-

4
5

2
-

5
7

0
4

-262-



[資
料

編
Ⅱ

]

1
2
 応

急
食

料
調

達
予

定
先

一
覧

（
県

経
済

産
業

部
総

務
課

）
 R

2
.4

.1

お
に

ぎ
り

弁
当

パ
ン

缶
詰

飲
料

牛
乳

粉
ミ

ル
ク

カ
ッ

プ
麺

カ
ッ

プ
味

噌
汁

レ
ト

ル
ト

果
実

米
穀

野
菜

食
肉

魚
類

漬
物

佃
煮

味
噌

醤
油

塩

㈱
セ

ブ
ン

‐
イ

レ
ブ

ン
・
ジ

ャ
パ

ン
東

京
都

千
代

田
区

二
番

町
８

－
８

0
3
-
6
2
3
8
-
3
6
7
2

○
○

○
○

○
○

○
○

㈱
フ

ァ
ミ

リ
ー

マ
ー

ト
東

京
都

豊
島

区
東

池
袋

３
－

１
－

１
0
3
-
3
9
8
9
-
7
6
5
8

○
○

○
○

○
○

㈱
イ

ト
ー

ヨ
ー

カ
堂

東
京

都
千

代
田

区
二

番
町

８
－

８
0
3
-
6
2
3
8
-
2
1
0
4

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

合
同

会
社

　
西

友
東

京
都

北
区

赤
羽

２
－

１
－

１
0
3
-
3
5
9
8
-
7
7
6
0

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

ユ
ニ

ー
㈱

山
静

営
業

部
静

岡
市

駿
河

区
森

下
町

４
－

３
０

0
5
4
-
2
0
3
-
3
7
1
2

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

㈱
マ

キ
ヤ

富
士

市
大

渕
２

３
７

３
0
5
4
5
-
3
6
-
1
0
0
0

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

㈱
田

子
重

焼
津

市
東

小
川

２
－

１
６

－
１

４
0
5
4
-
6
2
7
-
3
1
3
3

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

㈱
掛

川
ス

ー
パ

ー
マ

ー
ケ

ッ
ト

掛
川

市
中

央
２

－
１

２
－

１
0
5
3
7
-
2
4
-
3
4
1
8

○
○

○
○

○
○

㈱
遠

鉄
ス

ト
ア

浜
松

市
中

区
佐

鳴
台

４
－

１
６

－
１

０
0
5
3
-
4
4
5
-
1
0
0
0

○
○

○
○

○
○

○

静
岡

県
経

済
農

業
協

同
組

合
連

合
会

静
岡

市
駿

河
区

曲
金

３
－

８
－

１
0
5
0
-
3
1
0
1
-
3
1
5
4

○
○

○
○

㈱
桃

中
軒

沼
津

市
千

本
港

町
２

４
0
5
5
-
9
6
3
-
8
2
1
1

○
○

○
○

○
○

生
活

協
同

組
合

ユ
ー

コ
ー

プ
静

岡
市

葵
区

黒
金

町
５

９
－

６
0
5
4
-
2
7
2
-
6
8
1
1

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

静
岡

県
給

食
協

同
組

合
連

絡
協

議
会

静
岡

市
駿

河
区

北
丸

子
１

－
１

９
－

２
０

静
岡

給
食

（
協

）
内

0
5
4
-
2
5
9
-
1
3
4
1

○
○

○
○

○
○

㈱
神

明
兵

庫
県

神
戸

市
中

央
区

栄
町

通
６

－
１

－
２

１
0
7
8
-
3
7
1
-
2
1
3
1

○

㈱
静

岡
伊

勢
丹

静
岡

市
葵

区
呉

服
町

１
－

７
0
5
4
-
2
7
3
-
4
6
9
0

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

イ
オ

ン
リ

テ
ー

ル
㈱

東
海

・
長

野
カ

ン
パ

ニ
ー

愛
知

県
名

古
屋

市
中

区
名

駅
５

－
２

５
－

１
0
5
2
-
5
8
9
-
0
0
3
3

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

㈱
天

神
屋

焼
津

市
越

後
島

４
７

０
（
株

）
天

神
屋

静
岡

工
房

内
0
5
4
-
6
2
6
-
2
4
2
8

○

㈱
ロ

ー
ソ

ン
東

京
都

品
川

区
大

崎
１

－
１

１
－

２
0
3
-
5
4
3
5
-
1
5
9
4

○
○

○
○

㈱
カ

イ
ン

ズ
埼

玉
県

本
庄

市
東

冨
田

8
8
-
2

0
4
9
5
-
8
8
-
7
1
0
0

○
○

○

サ
ン

ト
リ

ー
フ

ー
ズ

㈱
愛

知
県

名
古

屋
市

中
区

栄
１

－
３

－
７

－
７

Ｆ
0
5
2
-
2
0
3
-
0
3
3
3

○

㈱
ケ

ー
ヨ

ー
千

葉
県

千
葉

市
若

葉
区

み
つ

わ
台

1
-
2
8
-
1

0
4
3
-
2
5
5
-
1
1
1
1

○
○

○

㈱
静

鉄
ス

ト
ア

静
岡

市
葵

区
末

広
町

９
５

番
0
5
4
-
2
0
5
-
7
0
1
0

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

㈱
伊

藤
園

静
岡

市
葵

区
神

明
町

８
５

－
２

0
5
4
-
2
7
2
-
8
1
3
9

○

日
清
食
品
ﾎ
ｰ
ﾙ
ﾃ
ﾞ
ｨ
ﾝ
ｸ
ﾞ
ｽ
㈱

東
京

都
新

宿
区

新
宿

６
丁

目
2
8
番

1
号

0
3
-
5
2
8
7
-
7
1
7
6

○調
　

　
　

　
達

　
　

　
　

可
　

　
　

　
能

　
　

　
　

品
　

　
　

　
目

事
業

者
名

所
在

地
連

絡
先

-263-



[資料編Ⅱ]

12-2-2　応急食糧の保管状況

（県農芸振興課）R2.9.1

1　米穀流通在庫量

精米 玄米 計
供給可能
人　　　数

（千人）
精米 玄米 計

供給可能
人　　　数

（千人）
精米換算

供給可能
人　　　数

（千人）

賀 茂 35 66 101 168 0 0 0 0 101 168 

東 部 88 917 1,005 1,675 0 0 0 0 1,005 1,675 

中 部 0 0 0 0 0 0 

西 部 133 1,869 2,002 3,337 0 0 0 0 2,002 3,337 

計 256 2,852 3,108 5,180 0 0 0 0 3,108 5,180 

2　粉ミルク

地域危機管理局 業者数
数　量
（kg）

供給可能
人　　　数

必要
人員　

供給可能
日　　　数

賀 茂 0 0 0 － －

東 部 0 0 0 － －

中 部 1 24 174 － －

西 部 0 0 0 － －

計 1 24 174 27,284 0.0 

卸 保 有 政 府 保 管 計

公表不可

地域危機管理局

注1）1日あたりの消費量（消費者人口は平成27年10月1日現在）、2,204トン＝3,673千人×600グラム/人・日
注2）玄米は、精米換算後の数量を記載（精米換算率90％）

注1）県内0歳児の人口、27,284人（平成27年国勢調査）
注2）1日あたりの消費量、3.8トン＝27千人×140グラム/人・日
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12-4　水道施設一覧表
（県水利用課）R2.3.31

公営

下田市 1 1 3 4

東伊豆町 1 1 5 7 10 17

河津町 1 2 3 1 4

南伊豆町 1 9 10 1 11

松崎町 1 3 4 4

西伊豆町 1 5 6 6

沼津市 1 1 2 32 34

熱海市 1 1 2 8 10

三島市 1 2 1 4 12 16

富士宮市 1 4 5 23 28

伊東市 4 (1) 7 (1) 11 (2) 19 30 (2)

富士市 2 11 13 22 35

御殿場市 3 (2) 1 4 (2) 40 44 (2)

裾野市 1 1 2 4 18 22

伊豆市 1 8 2 11 14 25

伊豆の国市 2 (1) 5 4 11 (1) 9 20 (1)

函南町 2 (1) 3 1 6 (1) 3 9 (1)

清水町 1 (1) 1 (1) 1 2 (1)

長泉町 1 1 2 9 11

小山町 1 1 19 20

静岡市 1 3 10 14 43 57

島田市 3 (2) 13 2 18 (2) 4 22 (2)

焼津市 1 1 6 7

藤枝市 1 5 1 7 6 13

牧之原市 5 (4) 5 (4) 5 (4)

吉田町 1 1 1 2

川根本町 11 11 11

浜松市 1 1 70 71

磐田市 1 9 10 7 17

掛川市 2 (1) 5 7 (1) 2 9 (1)

袋井市 1 1 6 7

湖西市 1 1 4 5

御前崎市 1 1 1 2

菊川市 4 (3) 4 (3) 4 (3)

森町 1 3 1 5 1 6

80 63 (1)

(1)

簡易水道

その他

143

上水道及び簡易水道事業の箇所数にある（ ）書きについては、当該市町内に給水区域を
持つ他市町内の水道事業数を記載。

例えば、１当該市町営水道、隣接市営水道の行政区域外給水１箇所により給水しているあ
る市の上水道の箇所数は2(1)となる。したがって、合計箇所数は、（　）内の数字を含む

市町名 上水道 小計 専用水道 合計

計 52 (16) 195 (17) 395 590 (17)
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12-6 災害復旧用材供給の特別措置 

（関東森林管理局） 

代 金 延 納 

減
額
（
時
価
の
五
割
以
内
） 

随 

意 

契 

約 

 

販

売

の

相

手

方 

 

 

 

 

 

 

 

 

用        途 

特  別  措  置 

 

 

 

 

 

 

 区 分 

期 間 担 保 利 息 可 否 可 否 

災害救助法に基づく災害救助用 応 急 復 旧 住 宅 等 
１ 年 

以 内 
免 除 免 除 可 可 

都道府県の管理に属する公共施

設の復旧用 

公 共 施 設 

（ 公 営 住 宅 を 含 む ） 

１ 年 

以 内 
免 除 徴 収 否 可 県 

個人用施設の復旧用 住 宅 店 舗 等 
１ 年 

以 内 
免 除 徴 収 否 可 

災害救助法が発動された災害で

市町の管理に属する公共施設の

応急復旧用 

事務所、学校、病院、

診 療 所 、 託 児 所 、 

道 路 、 橋 、 堤 防 

１ 年 

以 内 
免 除 免 除 可 可 

市町の管理に属する公共施設の

復旧用 

公 共 施 設 

（ 公 営 住 宅 を 含 む ） 

１ 年 

以 内 
免 除 徴 収 否 可 

市 
 

 
 

町 
 

 
 

 

個人用施設の復旧用 住 宅 店 舗 等 
１ 年 

以 内 
免 除 徴 収 否 可 

用 
 

 
 

 

材 
 

（ 

立 

木 

）  

・ 

素 
 

 
 

 

材 

個 

人 

災害復旧用 住 宅 店 舗 等 
６ ヵ 月 

以 内 
提 供 徴 収 否 可 

（注１）減額譲渡は、国有林野の所在する地方の市町の区域内に著しい災害が発生し、災害救助法が発動された場合に可能で

あり、この場合の要請は、発災から２０日以内に県又は市町村が関東森林管理局に被災状況、供給を受けようとする素材

の種類、品名、使用計画等を記載した申請書を提供して行う。 

（緊急を要求する場合には、事後に申請書を提供することを条件として口頭で申請する事ができる｡） 

（注２）延納期間や担保の有無、延納利率などの条件については毎年度財務省との協議の上、決定。 
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場
合

、
若

し
く

は
発

生
す

る
可

能
性

が
認

め
ら

れ
た

場
合

で
、

そ
の

事

象
が

終
息

す
る

ま
で

の
間

を
い

う
。

エ
地

震
災

害
危

険
予

想
地

域

津
波

、
山

・
が

け
崩

れ
及

び
延

焼
火

災
の

危
険

が
及

ぶ
と

予
想

さ
れ

る
地

域
を

い
う

。
災

害
危

険
の

事
象

別
に

「
津

波
危

険
予

想
地

域
」「

山
・

が
け

崩
れ

危
険

予
想

地
域

」「
延

焼
火

災
危

険
予

想
地

域
」

が
あ

る
。

オ
計

画
対

象
区

域
（

要
避

難
地

区
、

避
難

対
象

地
区

、
そ

の
他

の
区

域
）

こ
の

指
針

の
趣

旨
に

基
づ

き
市

町
が

策
定

す
る

避
難

計
画

の
対

象
と

な
る

範
囲

を
い

う
。

津
波

、
山

・
が

け
崩

れ
、

延
焼

火
災

に
対

し
て

避
難

す
べ

き
範

囲
を

「
要

避
難

地
区

」
と

し
、

こ
の

う
ち

、
警

戒
宣

言
が

発
令

さ
れ

た
場

合
に

市
町

長
が

避

難
の

勧
告

・
指

示
を

行
う

範
囲

を
「

避
難

対
象

地
区

」
と

い
う

。
ま

た
、

計
画

対
象

区
域

で
要

避
難

地
区

を
除

い
た

区
域

を

「
そ

の
他

の
区

域
」

と
い

う
。

カ
避

難
地

緊
急

時
に

お
い

て
、

要
避

難
地

区
（

避
難

対
象

地
区

を
含

む
）

の
要

避
難

者
が

避
難

す
る

場
所

と
し

て
、

市
町

が
地

震
災

害
危

険
予

想
地

域
の

外
側

、
若

し
く

は
災

害
危

険
が

及
ば

な
い

地
域

に
指

定
し

た
グ

ラ
ウ

ン
ド

、
公

園
、

緑
地

な
ど

の
屋

外

の
場

所
を

い
う

。
ま

た
、

高
齢

者
、

障
害

者
、

乳
幼

児
そ

の
他

特
に

配
慮

を
要

す
る

避
難

者
の

保
護

を
行

う
上

で
や

む
を

得

な
い

場
合

は
、

耐
震

性
を

有
し

、
耐

火
性

の
高

い
公

共
的

な
建

築
物

の
屋

内
施

設
を

含
む

。

な
お

、
延

焼
火

災
時

の
避

難
地

に
は

、
一

次
避

難
地

と
広

域
避

難
地

が
あ

る
。

キ
津

波
避

難
施

設

突
然

地
震

が
発

生
し

た
場

合
で

、
津

波
到

達
予

想
時

間
ま

で
に

避
難

地
に

避
難

で
き

な
い

避
難

者
の

た
め

に
、

市
町

が
津

波
危

険
予

想
地

域
内

に
指

定
、

確
保

、
整

備
す

る
避

難
施

設
の

こ
と

で
、

津
波

避
難

ビ
ル

、
津

波
避

難
タ

ワ
ー

、
人

工
高

台

（
津

波
避

難
マ

ウ
ン

ト
）

を
い

う
。

ク
避

難
所

災
害

危
険

に
よ

り
現

に
自

宅
が

被
災

し
、

若
し

く
は

被
災

す
る

お
そ

れ
の

あ
る

者
で

、
居

住
場

所
を

確
保

で
き

な
い

者
を

一
時

的
に

受
け

入
れ

て
生

活
を

支
援

し
、

か
つ

、
災

害
後

に
地

域
の

救
護

・
復

旧
活

動
の

拠
点

と
な

る
施

設
で

、
市

町
が

指

定
し

た
も

の
を

い
う

。

原
則

と
し

て
耐

震
性

を
有

し
、

耐
火

性
の

高
い

公
共

的
な

建
築

物
の

屋
内

施
設

を
対

象
と

す
る

が
、

状
況

に
よ

り
、

屋
外

に
設

置
さ

れ
た

仮
設

テ
ン

ト
な

ど
を

指
定

す
る

場
合

も
あ

る
。

ケ
福

祉
避

難
所

要
配

慮
者

の
た

め
に

特
別

の
配

慮
が

な
さ

れ
た

避
難

所
を

い
う

。
施

設
が

バ
リ

ア
フ

リ
ー

化
さ

れ
て

い
る

な
ど

、
要

配
慮

者
の

利
用

に
適

し
て

い
る

。
生

活
相

談
職

員
等

の
確

保
が

比
較

的
容

易
で

あ
る

施
設

を
指

定
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

と
さ

れ

る
。

コ
要

配
慮

者

高
齢

者
、

障
害

者
、

乳
幼

児
、

そ
の

他
の

特
に

配
慮

を
要

す
る

者
を

い
う

。
妊

婦
、

外
国

人
な

ど
も

含
ま

れ
る

。

サ
避

難
行

動
要

支
援

者

要
配

慮
者

の
う

ち
、

災
害

危
険

が
発

生
し

、
若

し
く

は
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
に

、
自

ら
避

難
す

る
こ

と
が

困
難

な
者

で
あ

っ
て

、
そ

の
円

滑
か

つ
迅

速
な

避
難

の
確

保
を

図
る

た
め

特
に

支
援

を
要

す
る

者
を

い
う

。

シ
避

難
路

要
避

難
者

が
避

難
先

ま
で

避
難

す
る

際
に

利
用

す
る

道
路

や
緑

地
、

緑
道

、
公

園
、

公
共

施
設

等
の

敷
地

を
い

う
。

避
難

路
の

う
ち

、
市

町
が

指
定

す
る

道
路

等
を

幹
線

避
難

路
と

い
う

。
そ

の
他

の
避

難
路

に
つ

い
て

は
、

自
主

防
災

組
織

等
が

あ
ら

か
じ

め
確

認
し

て
お

く
も

の
と

す
る

。

（
３

）
対

象
と

す
る

災
害

危
険

の
事

象

県
第

４
次

地
震

被
害

想
定

に
位

置
づ

け
ら

れ
た

「
レ

ベ
ル

１
」

及
び

「
レ

ベ
ル

２
」

の
地

震
や

、
各

市
町

に
お

い
て

、
過

去

最
大

の
被

害
を

も
た

ら
し

た
と

記
録

・
伝

承
さ

れ
て

い
る

地
震

を
参

考
に

、
そ

れ
ら

の
地

震
発

生
に

起
因

す
る

津
波

、
山

・
が

け
崩

れ
、

延
焼

火
災

、
建

物
倒

壊
、

そ
の

他
ガ

ス
漏

れ
や

有
毒

化
学

物
質

の
流

出
な

ど
の

災
害

危
険

を
対

象
と

す
る

。

（
４

）
避

難
に

関
す

る
基

本
的

な
考

え
方

ア
避

難
計

画
は

、
警

戒
宣

言
発

令
後

に
地

震
が

発
生

し
た

場
合

及
び

突
然

地
震

が
発

生
し

た
場

合
の

両
方

を
想

定
し

た
対

策

と
し

、
国

、
県

、
自

主
防

災
組

織
、

避
難

地
や

特
定

の
施

設
管

理
者

な
ど

の
関

係
機

関
と

調
整

を
図

っ
た

上
で

、
住

民
を

は

-271-



じ
め

と
す

る
要

避
難

者
の

避
難

に
つ

い
て

の
対

策
全

般
を

示
す

も
の

と
す

る
。

イ
警

戒
宣

言
発

令
時

の
避

難
先

は
、

原
則

と
し

て
市

町
が

指
定

し
た

屋
外

の
避

難
地

と
す

る
。

た
だ

し
、

安
全

な
地

域
に

居

住
す

る
知

人
宅

等
に

避
難

す
る

こ
と

が
で

き
る

者
に

あ
っ

て
は

、
当

該
知

人
宅

等
を

避
難

先
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

ウ
警

戒
宣

言
発

令
時

の
避

難
先

に
つ

い
て

、
市

町
が

認
め

る
場

合
は

、
耐

震
性

を
有

し
、

耐
火

性
の

高
い

公
共

的
な

建
築

物

を
屋

内
避

難
が

で
き

る
避

難
地

と
し

て
指

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
「

耐
震

性
を

有
す

る
建

築
物

」
と

は
、

東
海

地
震

に
対

す
る

耐
震

性
能

の
ラ

ン
ク

区
分

Ⅰ
a
、

Ⅰ
b

の
建

築
物

を
い

う
。

※
「

耐
火

性
の

高
い

建
築

物
」

と
は

、
建

築
基

準
法

で
い

う
準

耐
火

建
築

物
以

上
の

も
の

が
望

ま
し

い
が

、
地

域
の

実
情

に
よ

り
、

周
辺

に
延

焼
の

危
険

が
な

い
、

又
は

出
火

防
止

措
置

の
対

策
を

実
施

し
て

い
る

建
築

物
を

含
む

。

※
「

公
共

的
な

建
築

物
」

と
は

、
公

共
建

築
物

の
ほ

か
、

市
町

が
あ

ら
か

じ
め

協
定

等
を

結
ん

だ
私

立
学

校
、

保
育

施
設

、

宿
泊

施
設

、
体

育
施

設
及

び
ゴ

ル
フ

場
施

設
な

ど
の

民
間

の
建

築
物

を
含

む
。

エ
イ

及
び

ウ
の

規
定

に
つ

い
て

は
、

東
海

地
震

注
意

情
報

発
表

時
に

準
備

行
動

と
し

て
必

要
に

応
じ

て
避

難
を

実
施

す
る

こ

と
が

で
き

る
避

難
行

動
要

支
援

者
と

そ
の

介
護

者
（

以
下

「
要

支
援

者
等

」
と

い
う

。）
の

避
難

先
に

こ
れ

を
準

用
す

る
。

オ
避

難
計

画
は

、
津

波
、

山
・

が
け

崩
れ

災
害

を
防

止
す

る
た

め
に

、
防

潮
堤

や
山

・
が

け
崩

れ
防

止
施

設
等

が
整

備
さ

れ

て
い

る
場

合
で

あ
っ

て
も

、
あ

ら
ゆ

る
可

能
性

を
考

慮
し

、
最

悪
の

事
態

を
想

定
し

て
要

避
難

者
が

で
き

る
限

り
の

避
難

を

行
う

こ
と

と
す

る
。

カ
避

難
は

具
体

的
な

場
面

で
実

施
可

能
と

な
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

た
め

、
避

難
計

画
は

で
き

る
だ

け
現

実
的

な
方

法
を

と

る
必

要
が

あ
る

。
こ

の
た

め
、

市
町

は
指

針
の

適
用

に
当

た
っ

て
は

、
実

情
に

合
う

よ
う

柔
軟

に
考

え
、

調
整

す
る

も
の

と

す
る

。
し

か
し

、
こ

の
こ

と
は

、
県

第
４

次
地

震
被

害
想

定
等

を
軽

く
見

て
、

安
易

な
避

難
計

画
を

策
定

す
る

こ
と

を
勧

め

る
も

の
で

は
な

い
。

な
お

、
避

難
計

画
で

定
め

た
方

法
が

取
れ

な
い

場
合

に
は

、
緊

急
的

方
法

（
例

え
ば

、
津

波
か

ら
の

避
難

が
遅

れ
、

現
に

津
波

が
迫

っ
て

い
る

場
合

に
は

、
自

宅
の

２
階

以
上

や
最

寄
り

の
建

物
・

工
作

物
等

の
よ

り
高

い
と

こ
ろ

に
上

が
る

な
ど

）

を
取

る
こ

と
も

や
む

を
得

な
い

と
い

う
こ

と
に

つ
い

て
、

計
画

の
策

定
と

は
別

に
、

住
民

に
日

頃
か

ら
啓

発
し

て
お

く
。

キ
市

町
は

、
緊

急
時

に
備

え
、

人
命

の
安

全
を

第
一

と
し

、
避

難
地

、
津

波
避

難
施

設
（

津
波

避
難

ビ
ル

、
津

波
避

難
タ

ワ

ー
、

人
工

高
台

（
津

波
避

難
マ

ウ
ン

ト
））

及
び

幹
線

避
難

路
、

緩
衝

帯
な

ど
を

設
定

す
る

。

ク
緊

急
時

に
お

け
る

避
難

地
及

び
津

波
避

難
施

設
ま

で
の

避
難

方
法

は
、

原
則

と
し

て
す

べ
て

徒
歩

に
よ

る
も

の
と

す
る

。

ケ
避

難
路

に
つ

い
て

、
市

町
は

幹
線

避
難

路
を

あ
ら

か
じ

め
指

定
し

て
お

く
。

そ
の

他
の

避
難

路
に

つ
い

て
は

、
自

主
防

災

組
織

が
確

認
し

て
お

く
も

の
で

あ
る

が
、

実
際

の
被

災
状

況
に

よ
っ

て
は

、
あ

ら
か

じ
め

確
認

し
て

お
い

た
避

難
路

が
利

用

で
き

な
い

こ
と

も
想

定
さ

れ
る

こ
と

か
ら

、
市

町
は

自
主

防
災

組
織

等
に

対
し

、
私

有
地

の
利

用
を

含
む

複
数

の
避

難
路

を

確
認

し
て

お
く

よ
う

日
頃

か
ら

啓
発

し
て

お
く

。

ケ
避

難
に

つ
い

て
は

、
市

町
等

計
画

策
定

者
の

み
な

ら
ず

、
住

民
も

同
一

用
語

を
用

い
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
こ

の
た

め
、

市
町

は
従

来
用

い
て

い
た

用
語

の
一

部
を

整
理

し
、

紛
ら

わ
し

い
用

語
、

難
し

い
用

語
を

で
き

る
だ

け
避

け
る

こ
と

と
す

る
。

（
５

）
計

画
対

象
区

域
の

設
定

計
画

対
象

区
域

は
行

政
区

域
全

域
と

す
る

。

ア
要

避
難

地
区

計
画

対
象

区
域

の
う

ち
、

地
質

、
地

盤
、

地
形

、
木

造
家

屋
密

集
度

、
人

口
密

度
、

危
険

物
の

分
布

な
ど

か
ら

み
て

、
災

害
の

発
生

が
予

想
さ

れ
、

か
つ

、
そ

の
災

害
が

広
範

囲
に

わ
た

り
人

命
に

対
す

る
危

険
が

あ
り

、
住

民
の

避
難

を
要

す
る

地

域
を

「
要

避
難

地
区

」
と

す
る

。

具
体

的
に

は
、

津
波

、
山

・
が

け
崩

れ
及

び
延

焼
火

災
の

発
生

が
予

想
さ

れ
る

地
域

が
、

要
避

難
地

区
と

な
る

が
、

原
則

と
し

て
、

こ
れ

ら
の

地
震

災
害

危
険

予
想

地
域

の
境

界
線

上
（

外
側

）
に

位
置

す
る

町
丁

目
・

字
単

位
で

地
区

範
囲

と
す

る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

イ
避

難
対

象
地

区

要
避

難
地

区
の

う
ち

、
警

戒
宣

言
が

発
令

さ
れ

た
場

合
に

、
災

害
の

発
生

か
ら

未
然

に
地

域
住

民
の

生
命

の
安

全
確

保
を

図
る

た
め

、
市

町
長

が
避

難
の

勧
告

・
指

示
を

行
う

地
域

を
、

警
戒

宣
言

時
の

「
避

難
対

象
地

区
」

と
す

る
。

具
体

的
に

は
、

津
波

及
び

山
・

が
け

崩
れ

の
発

生
が

予
想

さ
れ

る
地

域
が

、
避

難
対

象
地

区
と

な
る

。

ウ
そ

の
他

の
区

域

計
画

対
象

区
域

の
う

ち
、

要
避

難
地

区
（

避
難

対
象

地
区

を
含

む
）

以
外

の
区

域
で

あ
り

、
避

難
の

必
要

性
が

少
な

い
が

、

災
害

危
険

の
状

況
に

よ
り

避
難

す
る

可
能

性
が

あ
る

区
域

を
「

そ
の

他
の

区
域

」
と

す
る

。

□
避

難
が

必
要

な
場

面

（
注

）
△

印
は

、（
5

）
イ

に
定

め
る

「
避

難
対

象
地

区
」

の
う

ち
、

避
難

地
ま

で
の

距
離

が
遠

い
な

ど
の

理
由

に
よ

り
、

迅
速

・

円
滑

な
避

難
が

困
難

な
地

域
で

あ
っ

て
、

か
つ

、
当

該
地

区
の

要
支

援
者

等
に

限
り

、
準

備
行

動
と

し
て

必
要

に
応

じ
て

避

難
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

旨
を

示
す

。

場
面

避
難

が
必

要
な

地
区

・
区

域

警
戒

宣
言

発
令

時
等

地
震

発
生

時
・

地
震

発
生

後

東
海

地
震

注
意

情
報

発
表

時

警
戒

宣
言

発
令

時

地
震

発
生

時

（
発

生
直

後
）

特
定

の
危

険
の

切
迫

、

危
険

が
去

る
ま

で
の

間

余
震

の
危

険
が

あ
る

１
0

日
間

程
度

津
波

に
対

す
る

要
避

難
地

区
、

避

難
対

象
地

区
△

○
○

○
○

山
・

が
け

崩
れ

に
対

す
る

要
避

難

地
区

、
避

難
対

象
地

区
△

○
○

○
○

延
焼

火
災

に
対

す
る

要
避

難
地

区

（
住

家
の

耐
震

性
有

り
）

○
○

延
焼

火
災

に
対

す
る

要
避

難
地

区

（
住

家
の

耐
震

性
無

し
）

○
○

○
○

そ
の

他
の

区
域

（
住

家
の

耐
震

性
有

り
）

○
○

そ
の

他
の

区
域

（
住

家
の

耐
震

性
無

し
）

○
○

○
○
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（
６

）
地

域
に

よ
る

避
難

形
態

地
震

発
生

の
パ

タ
ー

ン
は

、
地

震
が

予
知

さ
れ

、
警

戒
宣

言
が

発
令

さ
れ

た
後

に
地

震
が

発
生

す
る

場
合

と
、

地
震

が
予

知
さ

れ
ず

に
突

然
地

震
が

発
生

す
る

場
合

の
２

つ
の

パ
タ

ー
ン

が
あ

る
。

ア
警

戒
宣

言
発

令
時

の
避

難
（

地
震

発
生

後
の

対
応

は
（

６
）

イ
に

準
じ

る
）

（
住

家
の

耐
震

性
に

不
安

が
あ

る
場

合
は

、
付

近
の

安
全

な
空

地
な

ど
に

避
難

す
る

。）

イ
突

然
地

震
が

発
生

し
た

場
合

の
避

難

（
７

）
関

係
法

令
・

計
画

等
と

の
調

整

市
町

は
、

計
画

策
定

の
際

に
は

必
要

に
応

じ
て

、
防

災
対

策
に

関
す

る
各

種
の

法
律

や
そ

れ
に

基
づ

く
計

画
を

は
じ

め
、

国

や
県

が
策

定
す

る
計

画
や

特
定

の
民

間
事

業
者

に
よ

る
計

画
な

ど
と

の
調

整
を

図
る

こ
と

と
す

る
。

ア
津

波
防

災
地

域
づ

く
り

に
関

す
る

法
律

と
の

調
整

津
波

防
災

地
域

づ
く

り
に

関
す

る
法

律
（

平
成

2
３

年
法

律
第

1
2

3
号

）
第

1
0

条
に

規
定

す
る

「
推

進
計

画
」

の
作

計
画

対
象

区
域

（
市

町
行

政
区

域
）

要
避

難
地

区

そ
の

他
の

区
域

山
・

が
け

崩
れ

危
険

予
想

地
域

の
場

合
延

焼
火

災
危

険
予

想
地

域
の

場
合

津
波

危
険

予
想

地
域

の
場

合

避
難

地

津
波

避
難

施
設

避
難

地
火

災
の

発
生

状
況

に
よ

り

集
合

所
（

任
意

の
避

難
先

）

一
次

避
難

地

広
域

避
難

地

災
害

の
発

生

状
況

に
よ

り

避
難

を
行

う

災
害

に
よ

っ
て

現
に

自
宅

が
被

災
し

、
若

し
く

は
被

災
す

る
お

そ
れ

の
あ

る
者

で

居
住

場
所

を
確

保
で

き
な

い
者

は
、

避
難

所
で

一
時

的
な

生
活

を
送

る

家
の

内
外

の
安

全
な

場
所

で
地

震
に

備
え

る

計
画

対
象

区
域

（
市

町
行

政
区

域
）

要
避

難
地

区

そ
の

他
の

区
域

避
難

対
象

地
区

山
・

が
け

崩
れ

危
険

予
想

地
域

の
場

合

延
焼

火
災

危
険

予
想

地
域

の
場

合

津
波

危
険

予
想

地
域

の
場

合

警
戒

宣
言

時
の

避
難

先
へ

速
や

か
に

避
難

す
る

（「
避

難
対

象
地

区
」

の
う

ち
、

避
難

地
ま

で
の

距
離

が

遠
い

等
の

理
由

に
よ

り
警

戒
宣

言
発

令
後

で
は

迅
速

・
円

滑
な

避
難

が
困

難
な

地
域

で
あ

っ
て

、
か

つ
、

当
該

地
区

の
要

支
援

者
等

に
限

り
、

東
海

地
震

注
意

情
報

発
表

時

に
、
準

備
行

動
と

し
て

必
要

に
応

じ
て

警
戒

宣
言

時
の

避

難
先

へ
避

難
す

る
こ

と
が

で
き

る
）

成
、

第
5

3
条

に
規

定
す

る
「

津
波

災
害

警
戒

区
域

」
及

び
第

7
2

条
に

規
定

す
る

「
津

波
災

害
特

別
警

戒
区

域
」

の
指

定

（
県

知
事

指
定

）、
そ

の
他

同
法

の
規

定
を

運
用

す
る

際
に

は
、

当
指

針
に

基
づ

く
計

画
と

十
分

調
整

を
図

る
こ

と
と

す
る

。

イ
災

害
対

策
基

本
法

及
び

大
規

模
地

震
対

策
特

別
措

置
法

と
の

調
整

大
規

模
地

震
対

策
特

別
措

置
法

第
2

6
条

及
び

災
害

対
策

基
本

法
第

６
３

条
に

基
づ

く
「

警
戒

区
域

」（
警

戒
宣

言
が

発

令
さ

れ
た

場
合

に
、

又
は

災
害

発
生

後
、

退
去

若
し

く
は

立
ち

入
り

制
限

・
禁

止
の

措
置

が
取

ら
れ

る
区

域
）

を
設

定
し

、

区
域

か
ら

の
退

去
な

ど
を

行
う

場
合

は
、

当
指

針
に

基
づ

く
計

画
と

調
整

を
図

る
こ

と
と

す
る

。

ウ
特

定
の

施
設

管
理

者
が

定
め

る
計

画
と

の
調

整

一
時

的
な

滞
在

者
や

通
過

者
、

観
光

客
な

ど
不

特
定

多
数

の
者

の
避

難
（

避
難

誘
導

の
役

割
分

担
や

範
囲

、
市

町
長

が
指

定
す

る
避

難
先

の
利

用
方

法
な

ど
）

に
つ

い
て

、
港

湾
・

漁
港

や
学

校
、

交
通

機
関

、
大

型
シ

ョ
ッ

ピ
ン

グ
セ

ン
タ

ー
、

大

規
模

レ
ジ

ャ
ー

施
設

な
ど

、
民

間
を

含
む

特
定

の
施

設
管

理
者

と
連

携
し

、
そ

の
施

設
管

理
者

が
定

め
る

避
難

誘
導

計
画

等

と
必

要
な

調
整

を
図

る
こ

と
と

す
る

。

以
上

の
ほ

か
、

関
連

す
る

法
令

や
国

・
県

が
定

め
る

個
別

の
計

画
、

指
針

、
基

準
な

ど
を

参
考

と
す

る
場

合
は

、
必

要
に

応

じ
て

調
整

を
図

る
こ

と
と

す
る

。

２
津

波
に

対
す

る
避

難
計

画

（
１

）
基

本
的

な
考

え
方

大
規

模
な

地
震

が
海

域
で

発
生

す
る

と
、

沿
岸

に
は

津
波

が
襲

来
し

津
波

災
害

を
引

き
起

こ
す

。
特

に
東

海
地

震
を

含
む

駿

河
ト

ラ
フ

・
南

海
ト

ラ
フ

沿
い

の
地

震
や

相
模

ト
ラ

フ
沿

い
の

地
震

で
は

、
早

い
と

こ
ろ

で
は

地
震

の
発

生
か

ら
数

分
で

津
波

が
襲

来
し

、
沿

岸
で

の
津

波
高

は
、

県
第

４
次

地
震

被
害

想
定

に
よ

る
と

、
レ

ベ
ル

１
の

場
合

は
数

ｍ
～

1
0

ｍ
程

度
、

レ
ベ

ル
２

の
場

合
は

５
ｍ

～
数

１
０

ｍ
程

度
に

な
る

こ
と

が
予

想
さ

れ
る

。
こ

の
た

め
以

下
の

こ
と

を
基

本
と

す
る

。

ア
市

町
は

、
住

民
に

対
し

日
頃

か
ら

、
早

期
避

難
（

１
分

以
上

の
強

い
揺

れ
が

あ
っ

た
ら

警
報

や
避

難
指

示
を

待
た

ず
に

自

ら
す

ぐ
避

難
す

る
こ

と
）

と
と

も
に

、
要

避
難

者
同

士
呼

び
か

け
な

が
ら

各
自

が
率

先
し

て
避

難
す

る
こ

と
を

周
知

啓
発

す

る
。

ま
た

、
避

難
先

に
つ

い
て

も
住

民
一

人
ひ

と
り

に
周

知
し

て
お

く
。

イ
市

町
は

、
津

波
の

浸
水

の
お

そ
れ

の
な

い
地

域
に

、
あ

ら
か

じ
め

避
難

地
を

確
保

す
る

。

ウ
突

然
地

震
が

発
生

し
た

場
合

の
緊

急
的

な
避

難
に

供
す

る
た

め
、

市
町

は
、

津
波

危
険

予
想

地
域

内
に

津
波

避
難

ビ
ル

、

津
波

避
難

タ
ワ

ー
、

人
工

高
台

（
津

波
避

難
マ

ウ
ン

ト
）

等
の

津
波

避
難

施
設

を
確

保
す

る
。

エ
避

難
は

徒
歩

を
原

則
と

し
、

や
む

を
得

な
い

場
合

で
、

か
つ

、
地

域
の

合
意

が
あ

り
、

市
町

の
責

任
に

お
い

て
認

め
る

場

合
を

除
き

、
要

避
難

者
は

車
両

を
利

用
し

な
い

。

（
２

）
津

波
危

険
予

想
地

域
及

び
要

避
難

地
区

の
設

定
基

準

ア
津

波
危

険
予

想
地

域
は

、
県

第
４

次
地

震
被

害
想

定
（

平
成

２
５

年
６

月
）

に
基

づ
く

「
レ

ベ
ル

１
」

及
び

「
レ

ベ
ル

２
」

の
想

定
浸

水
域

や
、

安
政

東
海

地
震

な
ど

過
去

の
津

波
浸

水
の

記
録

等
を

参
考

に
設

定
を

行
う

。
な

お
、

同
想

定
で

は
、

駿

河
ト

ラ
フ

・
南

海
ト

ラ
フ

沿
い

の
地

震
と

相
模

ト
ラ

フ
沿

い
の

地
震

の
両

方
の

想
定

が
存

在
す

る
が

、
各

市
町

に
と

っ
て

想

定
浸

水
域

が
最

も
広

い
と

さ
れ

る
も

の
を

参
考

と
す

る
。

イ
津

波
に

対
す

る
要

避
難

地
区

は
、

原
則

と
し

て
、

津
波

危
険

予
想

地
域

の
境

界
線

上
（

外
側

）
に

位
置

す
る

町
丁

目
・

字

単
位

で
地

区
の

範
囲

と
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
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（
３

）
緊

急
時

の
避

難
地

の
設

定

緊
急

時
の

避
難

地
は

、
津

波
か

ら
要

避
難

者
が

避
難

す
る

場
所

で
あ

り
、

避
難

者
の

一
時

的
な

滞
在

に
必

要
な

施
設

及
び

そ

の
規

模
・

構
造

を
有

す
る

も
の

で
、

こ
の

た
め

の
設

定
基

準
は

以
下

の
と

お
り

と
す

る
。

【
設

定
基

準
】

ア
避

難
地

は
、

津
波

に
よ

る
浸

水
や

、
山

・
が

け
崩

れ
の

お
そ

れ
が

な
い

と
こ

ろ
と

し
、

ま
た

、
危

険
物

貯
蔵

所
が

近
く

に

な
く

、
高

圧
線

が
上

空
を

通
っ

て
い

な
い

こ
と

。

イ
避

難
地

は
、
要

避
難

者
数

に
見

合
っ

た
有

効
避

難
面

積
を

有
す

る
こ

と
。
こ

の
と

き
避

難
者

１
人

あ
た

り
の

必
要

面
積

は
、

概
ね

２
㎡

と
す

る
。

ウ
有

効
避

難
面

積
と

は
、

要
避

難
者

が
一

時
的

に
滞

在
す

る
こ

と
が

可
能

な
面

積
で

あ
り

、
屋

外
の

場
合

は
敷

地
の

面
積

、

屋
内

の
場

合
は

市
町

が
認

め
る

耐
震

性
を

有
し

、
耐

火
性

の
高

い
公

共
的

な
建

築
物

内
の

使
用

可
能

面
積

と
す

る
。

し
た

が
っ

て
、

避
難

地
と

し
て

は
、

学
校

の
グ

ラ
ウ

ン
ド

、
公

園
、

緑
地

を
中

心
と

す
る

も
の

を
基

本
と

す
る

が
、

要
配

慮

者
等

の
保

護
を

行
う

上
で

や
む

を
得

な
い

場
合

に
は

、
耐

震
性

を
有

し
、

耐
火

性
の

高
い

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

等
の

建
築

物
内

の
ス

ペ
ー

ス
も

考
え

ら
れ

る
の

で
、

市
町

は
適

宜
判

断
す

る
。

な
お

、
建

築
物

内
を

避
難

地
と

し
て

使
用

す
る

場
合

に
は

、
市

町
は

、
天

井
、

照
明

器
具

や
ガ

ラ
ス

な
ど

の
非

構
造

部
材

及

び
設

備
機

器
等

の
耐

震
性

及
び

室
内

落
下

物
の

安
全

性
に

も
十

分
配

慮
す

る
。

（
４

）
津

波
避

難
困

難
地

区
の

設
定

津
波

が
沿

岸
地

域
に

襲
来

す
る

ま
で

に
、早

い
と

こ
ろ

で
は

地
震

の
発

生
か

ら
数

分
の

可
能

性
が

あ
る

こ
と

を
考

慮
す

る
と

、

突
然

地
震

が
発

生
し

た
場

合
に

は
、

避
難

地
ま

で
避

難
す

る
こ

と
の

困
難

な
要

避
難

者
が

発
生

す
る

こ
と

が
予

想
さ

れ
る

。
こ

の
よ

う
に

、
突

然
地

震
が

発
生

し
た

場
合

の
津

波
に

対
し

、
避

難
が

困
難

と
な

る
地

区
を

津
波

避
難

困
難

地
区

と
し

、
設

定

基
準

は
以

下
の

と
お

り
と

す
る

。

な
お

、
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
等

に
考

慮
す

る
津

波
到

達
予

想
時

間
は

、
県

第
４

次
地

震
被

害
想

定
に

お
け

る
レ

ベ
ル

１
の

浸

水
域

内
に

お
い

て
は

、
レ

ベ
ル

１
・

レ
ベ

ル
２

い
ず

れ
か

早
い

方
の

津
波

到
達

予
想

時
間

を
用

い
る

。

ア
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
に

よ
る

方
法

津
波

の
そ

上
・

浸
水

と
、

要
避

難
者

の
避

難
行

動
に

つ
い

て
数

値
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
を

行
い

、
津

波
到

達
予

想
時

間
と

要
避

難
者

の
避

難
速

度
を

考
慮

す
る

こ
と

に
よ

り
津

波
避

難
困

難
地

区
を

算
定

す
る

。

イ
簡

易
な

計
算

に
よ

る
方

法

津
波

に
対

す
る

要
避

難
地

区
の

う
ち

、
津

波
到

達
予

想
時

間
と

要
避

難
者

の
避

難
速

度
を

考
慮

し
、

津
波

危
険

予
想

地
域

の
境

界
（

外
縁

）
か

ら
計

算
し

て
、

避
難

可
能

距
離

を
超

え
る

内
側

（
海

側
）

の
地

区
に

つ
い

て
は

、
津

波
避

難
困

難
地

区

と
す

る
。

（
例

：
避

難
可

能
距

離
及

び
津

波
避

難
困

難
地

区
の

算
出

）

激
し

い
揺

れ
が

３
～

４
分

間
程

度
続

き
、

避
難

開
始

時
間

を
地

震
発

生
か

ら
５

分
後

と
し

た
場

合

・
津

波
危

険
予

想
地

域
の

境
界

（
外

縁
）

Ｘ
１

・
住

居
地

か
ら

津
波

危
険

予
想

地
域

の
境

界
（

外
側

）
ま

で
の

距
離

Ｌ
ｘ
１

（
ｍ

）

・
住

居
地

か
ら

津
波

危
険

予
想

地
域

の
境

界
（

外
側

）
ま

で
避

難
に

要
す

る
時

間
Ｔ

ｅ
１

（
秒

）

・
津

波
危

険
予

想
地

域
の

境
界

（
外

縁
）

ま
で

の
津

波
到

達
予

想
時

間
Ｔ
ｘ
１

（
秒

）

※
津

波
到

達
予

想
時

間
は

、
１

ｃ
ｍ

の
津

波
の

到
達

時
間

と
す

る

・
避

難
開

始
時

間
地

震
発

生
後

３
０

０
秒

・
避

難
速

度
１

．
０

m
/秒

（
要

支
援

者
の

場
合

は
、

０
．

５
ｍ

/秒
）

∴
避

難
可

能
距

離
L

＝
（

※
１

．
０

m
/秒

）
×

（
Ｔ
ｘ
１

－
３

０
０

秒
）

※
要

支
援

者
を

基
準

と
す

る
場

合
は

（
０

．
５

m
/秒

）
で

計
算

∴
避

難
所

要
時

間
Ｔ

ｅ
１

＝
３

０
０

秒
＋

※
Ｌ
ｘ
１

（
ｍ

）
/１

．
０

（
m

/秒
）

※
要

支
援

者
を

基
準

と
す

る
場

合
は

Ｌ
ｘ

１
（

ｍ
）

/０
．

５
（

ｍ
/秒

）
で

計
算

Ｔ
ｘ
１

＜
Ｔ

ｅ
1

の
場

合
は

、
津

波
避

難
困

難
地

区
と

な
る

。

（
５

）
津

波
避

難
施

設
の

設
定

市
町

は
、

突
然

地
震

が
発

生
し

た
場

合
の

津
波

に
対

し
、

津
波

到
達

予
想

時
間

ま
で

に
避

難
地

に
避

難
で

き
な

い
避

難
者

の

た
め

の
緊

急
の

津
波

避
難

施
設

と
し

て
、

津
波

避
難

ビ
ル

、
津

波
避

難
タ

ワ
ー

、
人

工
高

台
（

津
波

避
難

マ
ウ

ン
ト

）
等

を
津

波
危

険
予

想
地

域
内

に
設

定
す

る
こ

と
と

し
、

そ
の

設
定

基
準

は
以

下
の

と
お

り
と

す
る

。

な
お

、
海

岸
方

向
に

迅
速

に
避

難
で

き
る

安
全

な
避

難
地

が
明

ら
か

に
存

在
す

る
場

合
を

除
き

、
海

岸
線

に
向

か
っ

て
避

難

す
る

こ
と

の
な

い
よ

う
に

設
定

す
る

。

【
設

定
基

準
】

ア
津

波
避

難
ビ

ル
に

つ
い

て
は

、
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
造

又
は

鉄
骨

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
の

地
上

３
階

以
上

の
建

築
物

で

あ
っ

て
、

新
耐

震
設

計
基

準
に

適
合

（
静

岡
県

構
造

設
計

指
針

・
同

解
説

2
0

0
９

版
に

適
合

）
し

、
又

は
耐

震
診

断
に

よ

り
耐

震
性

を
有

し
て

い
る

も
の

（
静

岡
県

耐
震

診
断

判
定

基
準

（
平

成
1

4
年

度
版

）
を

満
た

す
も

の
）

を
原

則
と

す
る

が
、

地
域

の
状

況
及

び
想

定
浸

水
深

の
状

況
に

よ
っ

て
は

、
２

階
建

も
可

と
す

る
。

な
お

、
よ

り
耐

震
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
に

は
、

静
岡

県
構

造
設

計
指

針
・

同
解

説
2

0
0

2
版

の
用

途
係

数
若

し
く

は
静

岡
県

耐
震

診
断

判
定

基
準

（
平

成
1

4
年

度
版

）
の

重
要

度
係

数
が

1
.2

5
で

あ
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ま
た

、
津

波
に

対
す

る
安

全
性

を
確

認
す

る
方

法
は

、
官

庁
施

設
の

津
波

防
災

診
断

指
針

(国
土

交
通

省
)(
H

2
5

.4
)又

は

津
波

浸
水

想
定

を
設

定
す

る
際

に
想

定
し

た
津

波
に

対
し

て
安

全
な

構
造

方
法

等
を

定
め

る
件

（
平

成
2

3
年

1
2

月
2

7

日
国

土
交

通
省

告
示

第
1

3
1

8
号

）
に

基
づ

き
、

診
断

す
る

も
の

と
す

る
。

イ
津

波
避

難
タ

ワ
ー

や
人

工
高

台
（

津
波

避
難

マ
ウ

ン
ト

）
は

、
安

全
性

（
耐

震
性

・
耐

浪
性

）
を

十
分

確
保

す
る

。

特
に

、
津

波
避

難
タ

ワ
ー

に
つ

い
て

は
、

鉄
骨

造
ま

た
は

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

造
と

し
、

耐
久

性
に

配
慮

す
る

と
と

も
に

、

設
置

場
所

の
地

形
や

地
質

等
を

考
慮

し
た

安
全

な
基

礎
及

び
構

造
と

す
る

。

避
難

レ
ベ

ル
面

へ
の

階
段

の
幅

は
1

2
0

ｃ
ｍ

以
上

と
し

、
手

摺
り

を
設

置
す

る
こ

と
。

ま
た

、
あ

わ
せ

て
ス

ロ
ー

プ
を

設
置

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

階
段

及
び

ス
ロ

ー
プ

の
勾

配
、

避
難

レ
ベ

ル
面

で
の

落
下

防
止

柵
の

設
置

、
非

常
用

品
の

備

蓄
、

夜
間

照
明

や
避

雷
針

の
設

置
な

ど
に

つ
い

て
は

、
個

別
に

検
討

す
る

こ
と

。

ウ
津

波
避

難
ビ

ル
の

避
難

者
１

人
あ

た
り

の
必

要
面

積
は

、
概

ね
１

㎡
と

し
、

建
物

内
部

の
有

効
避

難
面

積
を

算
定

す
る

。

エ
避

難
者

１
人

あ
た

り
の

必
要

面
積

「
概

ね
１

㎡
」

は
、

津
波

避
難

タ
ワ

ー
や

人
工

高
台

（
津

波
避

難
マ

ウ
ン

ト
）

に
も

適

用
す

る
。

オ
津

波
避

難
施

設
の

避
難

レ
ベ

ル
面

の
高

さ
は

、
地

域
の

状
況

及
び

想
定

浸
水

深
を

十
分

考
慮

し
た

高
さ

（
想

定
浸

水
深

＋

３
ｍ

以
上

）
を

確
保

す
る

。

津
波

避
難

困
難

地
区

内
に

津
波

避
難

施
設

を
確

保
、

設
置

、
整

備
す

る
場

合
の

避
難

時
間

の
算

出
は

次
の

と
お

り
。

・
津

波
避

難
施

設
の

場
所

Ｘ
２

・
住

居
地

か
ら

津
波

避
難

施
設

ま
で

の
距

離
Ｌ
ｘ
２

（
ｍ

）

・
住

居
地

か
ら

津
波

避
難

施
設

ま
で

避
難

に
要

す
る

時
間

Ｔ
ｅ

２
（

秒
）

・
津

波
避

難
施

設
ま

で
の

津
波

到
達

予
想

時
間

Ｔ
ｘ
２

（
秒

）

・
津

波
避

難
施

設
の

入
口

か
ら

避
難

レ
ベ

ル
面

ま
で

の
高

低
差

ｈ
（
Ｘ

２
地

点
の

想
定

浸
水

深
＋

３
ｍ

以
上

）

・
垂

直
（

上
方

向
）

移
動

速
度

の
設

定
０

．
２

ｍ
/秒

（
要

支
援

者
の

場
合

は
、

０
．

１
ｍ

/秒
）

∴
避

難
所

要
時

間
Ｔ

ｅ
２

＝
３

０
０

秒
＋

※
Ｌ
ｘ
２

（
ｍ

）
/１

．
０

（
m

/秒
）

＋
h
（

ｍ
）

/※
０

．
2
（

ｍ
/秒

）

※
要

支
援

者
を

基
準

と
す

る
場

合
は

Ｌ
ｘ

２
（

ｍ
）

/０
．

５
（

ｍ
/秒

）
で

計
算

※
要

支
援

者
を

基
準

と
す

る
場

合
は

ｈ
（

ｍ
）

/０
．

１
（

ｍ
/秒

）
で

計
算

Ｔ
ｘ
２

≧
Ｔ

ｅ
２

と
な

れ
ば

よ
い

。
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津
波

避
難

施
設

の
場

所
に

お
い

て
も

、
Ｔ
ｘ
２

＜
Ｔ

ｅ
２

と
な

る
場

合
は

、
避

難
す

る
前

に
津

波
が

到
達

し
て

し
ま

う

こ
と

に
な

る
。

（
例

：
津

波
避

難
施

設
の

適
切

な
場

所
の

算
出

）

Ｌ
ｘ
１

＝
５

０
０

ｍ
、

Ｔ
ｘ
１

＝
１

２
分

＝
７

２
０

秒
の

場
合

と
す

る
。

Ｔ
ｅ

１
＝

３
０

０
秒

＋
５

０
０

ｍ
／

１
．

０
ｍ

/秒
＝

８
０

０
秒

＝
１

３
分

２
０

秒

Ｔ
ｘ
１

；
１

２
分

≦
Ｔ

ｅ
１

；
１

３
分

２
０

秒
な

の
で

、
津

波
避

難
困

難
地

区
と

認
め

ら
れ

る
。

仮
に

、
津

波
避

難
困

難
地

区
内

の
い

ず
れ

か
の

場
所

に
、

津
波

避
難

タ
ワ

ー
（

１
０

ｍ
）

を
建

て
る

と
し

た
場

合
、

７
２

０
秒

≧
３

０
０

秒
＋

Ｌ
ｘ
２

（
ｍ

）
／

１
．

０
（

ｍ
/秒

）
＋

１
０

ｍ
／

０
．

２
（

ｍ
/秒

）

３
７

０
ｍ

≧
Ｌ
ｘ
２

よ
っ

て
、

津
波

避
難

施
設

は
、

少
な

く
と

も
住

居
地

か
ら

３
７

０
ｍ

以
内

に
確

保
す

る
必

要
が

あ
る

。

※
Ｌ
ｘ

２
は

概
念

上
の

直
線

距
離

で
あ

る
た

め
、
具

体
の

場
所

に
つ

い
て

は
、
さ

ら
に

実
際

の
避

難
距

離
を

考
慮

す
る

こ
と

な
お

、
Ｌ
ｘ
２

が
判

明
し

た
ら

、
Ｘ

２
地

点
の

想
定

浸
水

深
と

津
波

到
達

予
想

時
間

（
Ｔ
ｘ
２

）
を

確
認

す
る

こ
と

。
万

一
、

想
定

浸
水

深
が

避
難

レ
ベ

ル
面

の
高

さ
を

超
え

る
場

合
は

、
安

全
な

高
さ

（
ｈ

）
を

確
保

し
、

再
試

算
す

る
。

ま
た

、
津

波
避

難
施

設
に

つ
い

て
は

、
施

設
ご

と
の

予
定

避
難

者
数

に
応

じ
た

避
難

レ
ベ

ル
面

の
必

要
面

積
の

確
保

（
ウ

を
参

照
）

を
図

る
と

と
も

に
、

入
口

（
間

口
）

や
階

段
の

広
さ

・
幅

に
も

注
意

す
る

。
避

難
者

数
に

対
し

て
入

口
や

階
段

が

狭
い

と
、

避
難

者
の

渋
滞

が
発

生
す

る
可

能
性

が
あ

り
、

試
算

例
よ

り
も

長
い

避
難

時
間

を
要

す
る

こ
と

に
な

る
。

市
町

は
、

以
上

の
こ

と
を

考
慮

し
て

、
津

波
避

難
施

設
の

設
定

及
び

指
定

を
行

う
が

、
す

べ
て

の
要

避
難

者
の

避
難

が
可

能

と
な

る
有

効
避

難
面

積
を

確
保

し
、

か
つ

、
地

震
発

生
後

、
津

波
到

達
予

想
時

間
以

内
に

津
波

避
難

施
設

ま
で

避
難

で
き

る
よ

う
適

切
な

配
置

を
図

る
。

ま
た

、
で

き
る

限
り

、
あ

ら
か

じ
め

住
民

一
人

ひ
と

り
の

避
難

先
を

定
め

て
お

く
こ

と
が

望
ま

し
い

。

津
波

避
難

施
設

が
民

間
所

有
の

場
合

に
は

、
所

有
者

と
使

用
に

関
す

る
協

定
を

交
す

な
ど

、
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

。

図
１

要
避

難
地

区
（

避
難

対
象

地
区

）、
津

波
避

難
困

難
地

区
及

び
避

難
地

・
津

波
避

難
施

設
の

イ
メ

ー
ジ

図

（
６

）
避

難
路

の
設

定

市
町

は
幹

線
避

難
路

を
指

定
す

る
。

そ
の

他
の

避
難

路
に

つ
い

て
は

、
自

主
防

災
組

織
等

が
、

避
難

路
に

落
下

又
は

倒
壊

す

る
お

そ
れ

が
あ

る
物

の
安

全
を

点
検

し
た

上
で

あ
ら

か
じ

め
確

認
し

て
お

く
。

夜
間

停
電

時
の

的
確

な
避

難
誘

導
を

行
う

た
め

、
市

町
は

自
主

防
災

組
織

等
と

連
携

し
、

自
家

発
電

装
置

や
太

陽
光

電
池

等

に
よ

る
誘

導
表

示
や

誘
導

灯
の

整
備

を
図

る
。

（
７

）
津

波
避

難
案

内
板

の
設

置

市
町

は
、

避
難

者
の

迅
速

な
避

難
を

図
る

た
め

、
津

波
危

険
予

想
地

域
、

海
抜

、
避

難
地

、
津

波
避

難
施

設
、

避
難

路
、

避

難
方

向
、

避
難

先
ま

で
の

距
離

、
海

岸
か

ら
の

距
離

な
ど

を
表

示
し

た
分

か
り

や
す

い
案

内
板

を
設

置
す

る
。

ま
た

、
前

項
（

６
）

と
同

様
、

夜
間

停
電

時
に

お
け

る
自

家
発

電
装

置
や

太
陽

光
電

池
等

に
よ

る
案

内
表

示
や

標
識

灯
を

整

備
す

る
。

な
お

、
ユ

ニ
バ

ー
サ

ル
デ

ザ
イ

ン
の

観
点

か
ら

、
総

務
省

消
防

庁
が

定
め

た
「

津
波

に
関

す
る

統
一

標
識

」
及

び
県

が
例

示

す
る

図
記

号
（

平
成

2
3

年
8

月
2

4
日

通
知

）
を

、
新

た
に

設
置

す
る

案
内

板
や

こ
れ

ま
で

設
置

し
て

い
る

案
内

板
に

使
用

す
る

よ
う

努
め

る
。

３
山

・
が

け
崩

れ
に

対
す

る
避

難
計

画

（
１

）
基

本
的

な
考

え
方

大
規

模
な

地
震

が
発

生
す

る
と

、
山

間
部

や
急

傾
斜

地
に

お
い

て
、

山
・

が
け

崩
れ

に
よ

る
多

大
な

被
害

が
予

想
さ

れ
る

。

山
間

部
に

お
い

て
は

人
口

も
そ

れ
程

密
で

は
な

い
た

め
、

以
下

の
こ

と
を

基
本

と
す

る
。

ア
市

町
は

、
山

・
が

け
崩

れ
に

よ
る

危
険

の
な

い
地

域
に

、
あ

ら
か

じ
め

避
難

地
を

確
保

す
る

。

イ
避

難
は

徒
歩

を
原

則
と

す
る

が
、

山
間

地
で

避
難

地
ま

で
の

距
離

が
遠

く
、

徒
歩

に
よ

る
避

難
が

著
し

く
困

難
な

場
合

に

限
り

、
市

町
の

責
任

に
お

い
て

、
別

に
定

め
る

要
領

に
基

づ
き

要
避

難
者

が
車

両
を

活
用

し
て

避
難

の
実

効
性

を
確

保
す

る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
す

る
。

（
２

）
山

・
が

け
崩

れ
危

険
予

想
地

域
及

び
要

避
難

地
区

の
設

定
基

準

ア
山

・
が

け
崩

れ
危

険
予

想
地

域
は

、
以

下
の

い
ず

れ
か

の
地

区
・

区
域

と
す

る
。

（
ア

）「
土

砂
災

害
警

戒
区

域
等

に
お

け
る

土
砂

災
害

防
止

対
策

の
推

進
に

関
す

る
法

律
」

に
基

づ
く

土
砂

災
害

警
戒

区
域

（
イ

）
土

砂
災

害
警

戒
区

域
の

ほ
か

、
急

傾
斜

地
崩

壊
危

険
箇

所
、

地
す

べ
り

危
険

箇
所

、
土

石
流

危
険

渓
流

及
び

山
腹

崩
壊

危
険

地
区

を
参

考
に

地
区

の
設

定
を

行
う

。

各
斜

面
、
箇

所
、
区

域
の

分
布

に
つ

い
て

は
、「

静
岡

県
第

４
次

地
震

被
害

想
定

山
・

が
け

崩
れ

の
危

険
度

ラ
ン

ク
（

平

成
2

5
年

作
成

）」
、「

静
岡

県
防

災
地

図
（

平
成

9
年

作
成

）」
、「

土
砂

災
害

危
険

箇
所

図
」

な
ど

を
参

考
に

把
握

す
る

。

イ
山

・
が

け
崩

れ
に

対
す

る
要

避
難

地
区

は
、

原
則

と
し

て
、

山
・

が
け

崩
れ

危
険

予
想

地
域

の
境

界
線

上
（

外
側

）
に

位

置
す

る
町

丁
目

・
字

単
位

で
地

区
の

範
囲

と
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

（
３

）
緊

急
時

の
避

難
地

の
設

定

緊
急

時
の

避
難

地
は

、
山

・
が

け
崩

れ
か

ら
要

避
難

者
が

避
難

す
る

場
所

で
あ

り
、

避
難

者
の

一
時

的
な

滞
在

に
必

要
な

施

設
及

び
そ

の
規

模
、

構
造

を
有

す
る

も
の

で
、

こ
の

た
め

の
設

定
基

準
は

以
下

の
と

お
り

と
す

る
。

津
波

危
険

予
想

地
域

を
示

す
避

難
地

を
示

す
津

波
避

難
ビ

ル
を

示
す

色
彩

は
、

J
IS

Z
9

1
0

1
（

安
全

色
及

び
安

全
標

識
）

で
規

定
す

る
次

の
マ

ン
セ

ル
値

を
参

照
し

て
く

だ
さ

い
。

安
全

色
緑

：
1

0
G

4
/1

0
黄

：
2

.5
Y

8
/1

4

対
比

色
黒

：
N

1
白

：
N

9
.5

消
防

庁
の

統
一

標
識

-275-



【
設

定
基

準
】

ア
避

難
地

は
、

山
・

が
け

崩
れ

や
、

津
波

等
に

よ
る

浸
水

の
お

そ
れ

の
な

い
と

こ
ろ

と
し

、
ま

た
、

危
険

物
貯

蔵
所

が
近

く

に
な

く
、

高
圧

線
が

上
空

を
通

っ
て

い
な

い
こ

と
。

イ
要

避
難

者
数

に
見

合
っ

た
有

効
避

難
面

積
を

有
す

る
こ

と
。

こ
の

と
き

避
難

者
１

人
あ

た
り

の
必

要
面

積
は

、
概

ね
２

㎡

と
す

る
。

ウ
有

効
避

難
面

積
と

は
、

避
難

者
が

一
時

的
に

滞
在

す
る

こ
と

が
可

能
な

面
積

で
あ

り
、

屋
外

の
場

合
は

敷
地

の
面

積
、

屋

内
の

場
合

は
、

市
町

が
認

め
る

耐
震

性
を

有
し

、
耐

火
性

の
高

い
公

共
的

な
建

築
物

内
の

使
用

可
能

面
積

と
す

る
。

し
た

が
っ

て
、

避
難

地
と

し
て

は
、

学
校

の
グ

ラ
ウ

ン
ド

、
公

園
、

緑
地

を
中

心
と

す
る

も
の

を
基

本
と

す
る

が
、

要
配

慮

者
等

の
保

護
を

行
う

上
で

や
む

を
得

な
い

場
合

に
は

、
耐

震
性

を
有

し
、

耐
火

性
の

高
い

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

等
の

建
築

物
内

の
ス

ペ
ー

ス
も

考
え

ら
れ

る
の

で
適

宜
判

断
す

る
。

な
お

、
建

築
物

内
を

避
難

施
設

と
し

て
使

用
す

る
場

合
に

は
、

天
井

、
照

明
器

具
や

ガ
ラ

ス
な

ど
の

非
構

造
部

材
及

び
設

備

機
器

等
の

耐
震

性
及

び
室

内
落

下
物

の
安

全
性

に
も

十
分

配
慮

す
る

。

（
４

）
避

難
路

の
設

定

市
町

は
幹

線
避

難
路

を
指

定
す

る
。

そ
の

他
の

避
難

路
に

つ
い

て
は

、
自

主
防

災
組

織
等

が
、

避
難

路
に

落
下

又
は

倒
壊

す

る
お

そ
れ

が
あ

る
物

の
安

全
を

点
検

し
た

上
で

あ
ら

か
じ

め
確

認
し

て
お

く
。

夜
間

停
電

時
の

的
確

な
避

難
誘

導
を

行
う

た
め

、
必

要
に

応
じ

て
、

市
町

は
自

主
防

災
組

織
等

と
連

携
し

、
自

家
発

電
装

置

や
太

陽
光

電
池

等
に

よ
る

誘
導

表
示

や
誘

導
灯

の
整

備
を

図
る

。

４
延

焼
火

災
に

対
す

る
避

難
計

画

（
１

）
基

本
的

な
考

え
方

大
規

模
な

地
震

の
発

生
に

よ
り

延
焼

火
災

（
市

街
地

大
火

）
が

予
想

さ
れ

る
地

域
に

つ
い

て
は

、
過

去
の

火
災

事
例

な
ど

を

参
考

と
し

て
、

一
次

避
難

地
、

広
域

避
難

地
、

幹
線

避
難

路
を

確
保

す
る

。
ま

た
、

延
焼

の
拡

大
を

阻
止

す
る

た
め

、
緩

衝
帯

の
確

保
を

図
る

な
ど

以
下

の
こ

と
を

基
本

と
す

る
。

ア
要

避
難

者
は

、
風

向
や

風
速

な
ど

を
考

慮
し

、
臨

機
に

適
切

な
避

難
先

を
判

断
す

る
。

イ
要

避
難

者
は

、
延

焼
の

状
況

に
応

じ
て

、
最

寄
り

の
集

合
所

、
一

次
避

難
地

、
広

域
避

難
地

へ
と

段
階

的
に

避
難

す
る

。

た
だ

し
、

延
焼

の
進

行
が

速
い

場
合

や
飛

び
火

が
確

認
さ

れ
る

場
合

は
、

直
接

、
広

域
避

難
地

へ
避

難
す

べ
き

場
合

も
あ

り

得
る

こ
と

か
ら

、
市

町
は

住
民

に
日

頃
か

ら
啓

発
し

て
お

く
。

な
お

、
集

合
所

は
特

定
の

場
所

や
施

設
を

指
す

も
の

で
は

な
く

、
要

避
難

者
に

と
っ

て
付

近
の

広
場

、
空

地
、

庭
な

ど
の

任
意

の
避

難
先

を
い

う
。

ウ
要

避
難

者
は

徒
歩

で
避

難
し

、
車

両
を

利
用

し
な

い
。

（
注

）
車

両
の

燃
料

タ
ン

ク
は

ガ
ソ

リ
ン

が
入

っ
て

お
り

、
火

災
に

巻
き

込
ま

れ
た

場
合

は
引

火
・

爆
発

し
、

延
焼

媒
体

と

な
る

可
能

性
が

あ
る

の
で

注
意

が
必

要
。

（
２

）
延

焼
火

災
危

険
予

想
地

域
及

び
要

避
難

地
区

の
設

定
基

準

ア
延

焼
火

災
危

険
予

想
地

域
は

、
以

下
の

い
ず

れ
か

に
よ

り
設

定
す

る
。

（
ア

）
被

害
想

定
に

よ
り

延
焼

火
災

の
発

生
の

危
険

性
が

大
き

い
地

区

（
イ

）
簡

便
法

・
人

口
密

度
1

5
0

人
／

h
a

以
上

・
非

耐
火

建
築

物
の

建
ぺ

い
率

が
2

0
％

以
上

・
沖

積
層

の
上

に
市

街
地

が
形

成
さ

れ
て

い
る

こ
と

。

以
上

３
条

件
の

う
ち

２
条

件
に

該
当

す
る

地
区

ウ
人

口
集

中
地

区
（

D
ID

地
区

）

（
３

）
一

次
避

難
地

の
設

定

一
次

避
難

地
は

、
避

難
者

が
広

域
避

難
地

に
到

達
す

る
ま

で
の

間
に

、
避

難
に

伴
う

不
安

や
混

乱
を

防
ぎ

、
住

民
の

避
難

誘

導
、

情
報

伝
達

、
応

急
救

護
を

行
う

た
め

の
中

継
点

と
な

る
場

所
で

あ
る

。
ま

た
、

火
災

に
よ

る
早

期
囲

ま
れ

型
死

亡
、

避
難

時
期

逸
失

型
死

亡
、

火
炎

流
巻

込
ま

れ
型

死
亡

の
防

止
機

能
を

果
た

す
も

の
で

あ
る

。
こ

の
た

め
の

設
定

基
準

は
以

下
の

と
お

り
と

す
る

。

【
設

定
基

準
】

ア
一

次
避

難
地

は
、

中
継

点
的

な
機

能
を

持
つ

こ
と

か
ら

、
公

共
施

設
の

中
か

ら
選

定
す

る
。

イ
一

次
避

難
地

は
、

町
丁

目
単

位
で

検
討

し
、

到
達

距
離

１
k
m

以
内

に
設

置
す

る
。

ウ
一

次
避

難
地

は
、

中
継

点
的

な
機

能
を

果
た

す
こ

と
か

ら
有

効
避

難
面

積
の

考
え

は
必

要
と

し
な

い
が

、
避

難
者

１
人

当

り
の

面
積

は
、

概
ね

2
㎡

以
上

と
す

る
。

（
４

）
広

域
避

難
地

の
設

定

広
域

避
難

地
は

、
延

焼
火

災
か

ら
避

難
者

を
保

護
し

、
か

つ
、

消
防

用
水

利
、

消
防

資
機

材
置

場
、

食
料

備
蓄

な
ど

の
防

災
上

必
要

な
施

設
を

設
け

る
こ

と
で

、
地

域
の

救
護

・
復

旧
活

動
の

拠
点

と
な

る
も

の
で

あ
り

、
そ

の
た

め
に

必
要

な
施

設
及

び
そ

の

規
模

、
構

造
を

有
す

る
。

こ
の

た
め

の
設

定
基

準
は

以
下

の
と

お
り

と
す

る
。

【
設

定
基

準
】

ア
広

域
避

難
地

は
、

津
波

等
に

よ
る

浸
水

や
、

山
・

が
け

崩
れ

の
お

そ
れ

が
な

い
と

こ
ろ

と
し

、
ま

た
、

危
険

物
貯

蔵
所

が

近
く

に
な

く
、

高
圧

線
が

上
空

を
通

っ
て

い
な

い
こ

と
。

イ
広

域
避

難
地

内
に

あ
る

非
耐

火
建

築
物

の
建

築
面

積
の

合
計

の
割

合
が

、
2

％
程

度
以

下
で

あ
る

こ
と

。

ウ
要

避
難

者
数

に
見

合
っ

た
有

効
避

難
面

積
を

有
す

る
こ

と
。

こ
の

と
き

避
難

者
１

人
当

た
り

の
必

要
面

積
は

、
概

ね
2

㎡

以
上

と
す

る
。

エ
有

効
避

難
面

積
と

は
、

周
辺

の
市

街
地

大
火

に
よ

る
輻

射
熱

か
ら

避
難

者
の

生
命

を
守

り
得

る
空

地
の

部
分

で
、

広
域

避

難
地

の
縁

辺
部

が
高

さ
3

0
ｍ

以
上

の
耐

火
建

築
物

で
あ

る
場

合
に

は
、

当
該

耐
火

建
築

物
か

ら
5

0
ｍ

、
こ

れ
に

該
当

す

る
耐

火
建

築
物

が
な

い
場

合
に

は
3

0
0

ｍ
ま

で
の

範
囲

を
除

い
た

面
積

を
有

効
避

難
面

積
と

す
る

。

な
お

、
周

辺
市

街
地

及
び

耐
火

建
築

物
の

状
況

が
こ

れ
と

異
な

る
場

合
に

は
、「

簡
便

法
を

用
い

た
避

難
地

の
安

全
性

検
討

の

手
順

（
平

成
1

6
年

6
月

2
9

日
付

け
国

土
交

通
省

都
市

・
地

域
整

備
局

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

都
市

防
災

専
門

官
通

知
）」

を

参
考

に
、

適
宜

定
め

る
。

し
た

が
っ

て
、

広
域

避
難

地
と

し
て

は
、

大
規

模
な

公
園

、
緑

地
を

中
心

と
す

る
も

の
も

あ
れ

ば
、

建
築

物
を

耐
震

・
耐

火

化
し

た
地

区
も

考
え

ら
れ

る
。

（
５

）
幹

線
避

難
路

の
設

定

幹
線

避
難

路
は

、
広

域
避

難
地

に
通

じ
る

道
路

又
は

緑
地

若
し

く
は

緑
道

で
あ

り
、

要
避

難
者

を
迅

速
か

つ
安

全
に

避
難

さ

せ
る

も
の

で
あ

る
。

こ
の

た
め

、
市

町
は

、
避

難
に

必
要

な
道

路
に

つ
い

て
幅

員
及

び
沿

道
の

状
況

を
考

慮
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
こ

の
た

め
の

設
定

基
準

は
以

下
の

と
お

り
と

す
る

。
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【
設

定
基

準
】

ア
避

難
は

、
図

3
の

パ
タ

ー
ン

を
と

る
と

思
わ

れ
る

の
で

、
幹

線
避

難
路

は
、

一
次

避
難

地
と

広
域

避
難

地
を

結
ぶ

こ
と

。

図
２

避
難

パ
タ

ー
ン

イ
集

合
所

及
び

集
合

所
ま

で
の

避
難

路
は

、
要

避
難

者
の

任
意

の
判

断
に

よ
る

。

ウ
一

次
避

難
地

ま
で

の
避

難
路

は
、

市
町

と
の

連
携

に
よ

り
自

主
防

災
組

織
等

に
お

い
て

確
認

す
る

。

エ
幹

線
避

難
路

は
、

原
則

と
し

て
相

互
に

交
差

し
な

い
も

の
と

す
る

。

オ
幹

線
避

難
路

は
、

一
部

通
行

不
能

に
な

る
場

合
を

想
定

し
て

、
代

替
と

な
る

道
路

も
あ

ら
か

じ
め

選
定

し
て

お
く

。

カ
幹

線
避

難
路

は
、

原
則

と
し

て
幅

員
1

5
ｍ

以
上

の
道

路
又

は
幅

員
1

0
ｍ

以
上

の
緑

道
と

す
る

。

キ
幹

線
避

難
路

は
、

避
難

時
の

安
全

性
及

び
迅

速
性

を
考

慮
し

、
原

則
と

し
て

交
通

量
の

少
な

い
道

路
を

選
定

す
る

。

ク
幹

線
避

難
路

沿
道

は
、

耐
震

・
耐

火
建

築
物

で
囲

ま
れ

て
、

ア
ー

ケ
ー

ド
、

歩
道

橋
、

橋
梁

等
の

落
下

、
建

築
物

の
外

壁
、

窓
ガ

ラ
ス

等
の

落
下

、
ブ

ロ
ッ

ク
塀

等
の

倒
壊

、
自

動
販

売
機

の
転

倒
、

危
険

物
の

爆
発

、
山

・
が

け
崩

れ
等

の
災

害
危

険

が
少

な
い

道
路

を
選

定
す

る
。

ケ
広

域
避

難
地

に
通

じ
る

幹
線

避
難

路
の

幅
員

合
計

（
W

＝
W

1
＋

W
2

＋
…

…
…

）
は

、
次

の
計

算
を

上
回

る
も

の
で

な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

・
受

入
可

能
人

数
Ｘ

（
人

）

・
避

難
時

間
1

時
間

・
避

難
速

度
V

＝
2

（
k
m

/時
）

＝
0

.5
6

（
m

/秒
）

・
避

難
者

1
人

頭
間

隔
L
＝

1
（

m
）

・
避

難
者

1
人

あ
た

り
所

要
幅

W
＝

0
.7

5
（

m
）

・
幅

員
1

ｍ
あ

た
り

、
1

時
間

あ
た

り
の

流
入

者
数

＝
0

.5
6

（
m

/秒
）

×
3

,6
0

0
（

秒
）

÷
0

.7
5

（
ｍ

）

＝
2

,6
8

8
（

人
/時

・
m

）

∴
幹

線
避

難
路

の
幅

員
W

＝
Ｘ

（
人

/時
）

÷
2

,6
8

8
（

人
/時

・
m

）

例
駿

府
城

公
園

に
1

0
0

,0
0

0
人

、
避

難
す

る
も

の
と

す
る

と
、

W
＝

W
1

＋
W

2
＋

…
…

…

＝
1

0
0

,0
0

0
/2

,6
8

8

＝
3

7
（

m
）

以
上

必
要

で
あ

る
。

（
６

）
緩

衝
帯

の
設

定

緩
衝

帯
は

、
災

害
を

拡
大

さ
せ

る
可

能
性

の
高

い
危

険
物

施
設

の
集

中
し

て
い

る
地

区
と

、
一

般
市

街
地

を
分

離
す

る
こ

と

に
よ

り
、

一
般

市
街

地
の

安
全

化
を

図
る

た
め

、
両

者
の

間
に

設
け

る
も

の
で

あ
る

。
緩

衝
帯

の
設

置
に

当
た

っ
て

は
、

以
下

の
点

に
留

意
す

る
。

ア
緩

衝
帯

は
、

公
園

、
緑

地
等

の
空

地
の

ほ
か

、
耐

震
・

耐
火

性
能

を
持

ち
、

危
険

物
を

保
有

し
な

い
工

場
及

び
倉

庫
か

ら

な
る

地
区

を
指

定
す

る
。

イ
緩

衝
帯

は
、

原
則

と
し

て
、

当
該

施
設

敷
地

内
に

お
い

て
、

十
分

な
保

全
距

離
を

確
保

す
る

。

家

職
場

そ
の

他

集
合

所

（
空

地
）

（
小

公
園

）

（
公

民
館

等
）

一
次

避
難

地

（
公

園
）

（
高

中
小

学
校

等
)

広
域

避
難

地

（
大

公
園

）

（
大

学
）

（
キ

ャ
ン

プ
場

等
)

任
意

避
難

路

3
0

分

以
内

に

集
合

完
了

避
難

路

幹
線

避
難

路

１
k
m
（

徒
歩

3
0

分
）

以
内

１
k
m

（
徒

歩
3

0
分

）

以
内

広
域

避
難

地
W

2
W

4

W
3

W
1

ウ
や

む
を

得
な

い
場

合
に

は
、

市
町

は
当

該
施

設
敷

地
外

に
緩

衝
帯

を
設

け
る

。

（
７

）
避

難
地

及
び

幹
線

避
難

路
の

安
全

性
の

向
上

に
つ

い
て

一
次

避
難

地
、

広
域

避
難

地
及

び
幹

線
避

難
路

に
つ

い
て

は
、

次
の

よ
う

な
措

置
を

検
討

す
る

。

ア
広

域
避

難
地

に
接

す
る

道
路

及
び

幹
線

避
難

路
は

、
駐

車
禁

止
と

す
る

。
ま

た
、

一
方

通
行

規
制

や
車

両
通

行
規

制
を

す

る
こ

と
に

つ
い

て
も

検
討

し
、

必
要

に
応

じ
て

市
町

は
所

轄
の

警
察

署
と

調
整

す
る

。

イ
市

町
は

、
一

次
避

難
地

及
び

広
域

避
難

地
、

幹
線

避
難

路
沿

い
に

案
内

標
識

を
設

置
す

る
。

ま
た

、
夜

間
停

電
時

の
的

確

な
避

難
誘

導
を

行
う

た
め

、
自

家
発

電
装

置
や

太
陽

光
電

池
等

に
よ

る
誘

導
表

示
や

誘
導

灯
の

整
備

を
図

る
。

ウ
市

町
は

、
一

次
避

難
地

及
び

広
域

避
難

地
、

幹
線

避
難

路
沿

い
の

耐
震

・
耐

火
化

を
図

る
よ

う
に

す
る

ほ
か

、
ア

ー
ケ

ー

ド
、

歩
道

橋
、

橋
梁

、
建

築
物

の
外

壁
、

窓
ガ

ラ
ス

等
、

ブ
ロ

ッ
ク

塀
、

自
動

販
売

機
等

の
安

全
性

を
向

上
さ

せ
る

。

エ
市

町
は

、
一

次
避

難
地

及
び

広
域

避
難

地
、

幹
線

避
難

路
の

必
要

な
箇

所
に

貯
水

槽
等

の
消

防
水

利
施

設
を

配
置

す
る

。

オ
市

町
は

、
幹

線
避

難
路

の
占

用
物

件
の

許
可

に
当

た
っ

て
は

、
延

焼
火

災
の

危
険

性
を

考
慮

す
る

。

５
そ

の
他

の
区

域
の

避
難

計
画

そ
の

他
の

区
域

に
お

け
る

住
民

の
避

難
に

つ
い

て
は

、
場

面
や

災
害

危
険

の
状

況
、

要
避

難
者

の
属

性
な

ど
に

よ
っ

て
避

難
方

法
が

異
な

る
た

め
、

市
町

は
以

下
の

点
に

留
意

し
、

臨
機

応
変

に
対

応
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

避
難

先
に

つ
い

て
は

、
住

民
の

任
意

に
よ

る
も

の
の

ほ
か

、
要

避
難

地
区

の
た

め
に

市
町

が
指

定
す

る
避

難
地

等
を

活
用

す
る

。

た
だ

し
、

要
避

難
地

区
の

た
め

の
避

難
地

を
そ

の
他

の
区

域
の

避
難

先
と

共
用

す
る

場
合

は
、

そ
の

避
難

地
の

最
大

利
用

人
数

を

十
分

に
把

握
し

、
避

難
地

と
し

て
適

正
に

機
能

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

な
お

、
そ

の
他

の
区

域
で

想
定

さ
れ

る
災

害
危

険
は

次
の

と
お

り
。

耐
震

性
の

な
い

建
物

の
倒

壊
、

ガ
ス

漏
れ

、
有

毒
化

学
物

質
の

流
出

、
火

薬
類

の
爆

発
、

危
険

動
物

の
脱

走
な

ど

（
１

）
警

戒
宣

言
発

令
時

ア
地

震
動

や
地

盤
の

液
状

化
に

よ
る

建
物

の
倒

壊
が

懸
念

さ
れ

る
場

合
、そ

の
居

住
者

は
安

全
な

場
所

に
任

意
で

避
難

す
る

。

付
近

に
適

当
な

避
難

先
が

確
保

で
き

な
い

場
合

は
、

要
避

難
地

区
の

た
め

に
市

町
が

指
定

す
る

い
ず

れ
か

の
避

難
地

に
避

難

す
る

。

ま
た

、
市

町
は

こ
の

こ
と

に
つ

い
て

、
住

民
に

対
し

日
頃

か
ら

啓
発

し
て

お
く

。

イ
建

物
倒

壊
以

外
に

予
想

さ
れ

る
災

害
危

険
に

対
す

る
避

難
を

行
う

要
避

難
者

は
、

要
避

難
地

区
の

た
め

に
市

町
が

指
定

す

る
い

ず
れ

か
の

避
難

地
、

又
は

安
全

な
場

所
に

あ
る

避
難

先
へ

避
難

す
る

。

ま
た

、
市

町
は

こ
の

こ
と

に
つ

い
て

、
特

定
の

災
害

危
険

が
発

生
す

る
恐

れ
が

あ
る

地
区

の
住

民
に

対
し

日
頃

か
ら

啓
発

し
て

お
く

と
と

も
に

、
警

戒
宣

言
発

令
時

に
は

的
確

な
避

難
誘

導
を

図
る

。

（
２

）
地

震
発

生
後

自
宅

や
周

辺
の

災
害

危
険

の
状

況
か

ら
判

断
し

、
避

難
が

必
要

と
な

っ
た

要
避

難
者

は
、

要
避

難
地

区
の

た
め

に
市

町
が

指
定

す
る

い
ず

れ
か

の
避

難
地

、
又

は
安

全
な

場
所

に
あ

る
避

難
先

へ
避

難
す

る
。

市
町

は
特

定
の

災
害

危
険

が
発

生
し

た
場

合
、

若
し

く
は

発
生

す
る

可
能

性
が

認
め

ら
れ

た
場

合
は

、
そ

の
地

区
の

要
避

難

者
に

対
し

的
確

な
避

難
誘

導
を

図
る

。
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６
災

害
危

険
終

息
後

の
避

難
所

設
定

計
画

（
１

）
基

本
的

な
考

え
方

災
害

危
険

か
ら

人
々

の
命

を
守

る
た

め
緊

急
時

の
避

難
先

と
な

る
避

難
地

や
津

波
避

難
施

設
と

は
異

な
り

、
災

害
に

よ
っ

て

現
に

自
宅

が
被

災
し

、
若

し
く

は
被

災
す

る
お

そ
れ

の
あ

る
者

で
居

住
場

所
を

確
保

で
き

な
い

者
の

た
め

に
、

一
時

的
な

生
活

支
援

を
目

的
と

す
る

施
設

を
避

難
所

と
し

、
県

第
４

次
地

震
被

害
想

定
の

建
物

被
害

棟
数

を
参

考
に

地
域

の
状

況
に

応
じ

て
設

定
を

行
う

。

図
３

避
難

が
必

要
な

場
面

と
避

難
す

る
場

所

（
２

）
避

難
所

の
設

定

避
難

所
は

地
震

災
害

に
よ

り
、

居
住

場
所

を
確

保
で

き
な

く
な

っ
た

者
を

受
け

入
れ

る
施

設
で

あ
り

、
か

つ
、

地
域

の
救

護
・

復
旧

活
動

の
拠

点
と

な
る

場
所

を
い

う
。

避
難

所
の

設
定

基
準

は
以

下
の

と
お

り
と

す
る

。

【
設

定
基

準
】

ア
避

難
所

は
、

原
則

と
し

て
地

震
災

害
危

険
予

想
地

域
を

避
け

て
選

定
す

る
。

イ
避

難
所

と
し

て
使

用
す

る
建

築
物

は
、

原
則

と
し

て
耐

震
性

を
有

し
、

耐
火

性
の

高
い

公
共

的
な

建
築

物
を

選
定

す
る

。

ま
た

、
建

築
物

が
地

震
等

に
よ

り
使

用
不

可
能

と
な

る
可

能
性

も
考

慮
し

、
隣

接
し

て
空

地
が

有
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ウ
屋

外
に

避
難

所
を

設
け

る
場

合
に

は
、

あ
ら

か
じ

め
テ

ン
ト

等
の

備
蓄

、
調

達
を

検
討

す
る

。

エ
避

難
所

で
の

生
活

が
数

週
間

以
上

に
も

及
ぶ

こ
と

も
考

え
ら

れ
る

た
め

、
避

難
所

は
、

物
資

の
運

搬
、

集
積

、
炊

事
、

宿

泊
な

ど
の

利
便

性
を

考
慮

し
て

選
定

す
る

。

オ
想

定
さ

れ
る

被
害

の
程

度
や

被
災

者
数

を
勘

案
し

、
か

つ
、

居
住

地
へ

の
近

接
性

を
考

慮
し

て
適

切
な

配
置

を
確

保
す

る
。

カ
市

町
が

指
定

し
た

避
難

所
で

の
生

活
が

困
難

な
要

配
慮

者
の

た
め

に
、

社
会

福
祉

施
設

、
宿

泊
施

設
等

を
福

祉
避

難
所

と

し
て

事
前

に
選

定
す

る
。

キ
避

難
所

の
必

要
面

積
は

、
県

第
４

次
地

震
被

害
想

定
の

建
物

被
害

棟
数

か
ら

推
計

し
て

求
め

る
。

計
算

式
は

下
記

を
標

準
と

す
る

が
、

地
域

の
実

情
に

よ
り

、
増

減
を

考
慮

す
る

。

（
避

難
所

必
要

面
積

の
算

定
式

）

・
平

均
世

帯
人

数
3

.6
人

/世
帯

・
避

難
所

利
用

率
5

0
％

・
１

人
あ

た
り

必
要

面
積

６
㎡

/人
（

有
効

３
㎡

/人
）

∴
避

難
所

必
要

面
積

（
㎡

）
＝

｛（
全

壊
世

帯
数

）
＋

1
/2

（
半

壊
世

帯
数

）
＋

（
延

焼
世

帯
数

）｝
×

（
平

均
世

帯
人

数
）

×
（

避
難

所
利

用
率

）
×

（
1

人
あ

た
り

必
要

面
積

）

＝
｛（

全
壊

世
帯

数
）

＋
1

/2
（

半
壊

世
帯

数
）

＋
（

延
焼

世
帯

数
）｝

×
1

0
.8

（
３

）
避

難
所

の
開

設

ア
市

町
が

避
難

所
を

開
設

す
る

場
合

は
、

必
要

に
応

じ
て

、
被

災
建

築
物

応
急

危
険

度
判

定
及

び
被

災
宅

地
応

急
危

険
度

判

定
を

行
う

な
ど

、
安

全
を

十
分

確
認

し
、

ま
た

、
必

要
な

安
全

措
置

を
実

施
し

た
上

で
、

開
設

す
る

。

※
県

と
県

内
全

市
町

で
は

、
公

共
施

設
の

耐
震

性
能

ラ
ン

ク
（

Ⅰ
a
、

Ⅰ
b
、

Ⅱ
、

Ⅲ
）

を
公

表
し

て
お

り
、

ま
た

県
及

び
一

部
の

市
町

で
は

、
建

築
物

玄
関

な
ど

の
見

や
す

い
位

置
に

耐
震

性
能

ラ
ン

ク
を

表
示

し
て

い
る

。

耐
震

性
能

ラ
ン

ク
が

も
っ

と
も

高
い

Ⅰ
a

の
建

築
物

は
、

地
震

後
も

継
続

し
て

使
用

で
き

る
よ

う
耐

震
強

度
を

高
め

て
い

る
た

め
、

外
観

目
視

に
よ

り
安

全
が

確
認

で
き

れ
ば

、
被

災
建

築
物

応
急

危
険

度
判

定
士

の
判

定
を

受
け

な
く

て

も
使

用
で

き
る

。
た

だ
し

、
Ⅰ

a
の

建
築

物
で

あ
っ

て
も

、
場

合
に

よ
り

基
礎

等
に

亀
裂

が
入

っ
た

り
、

天
井

、
照

明

器
具

や
ガ

ラ
ス

な
ど

の
落

下
物

の
危

険
が

残
る

た
め

、
目

視
に

よ
る

安
全

確
認

を
行

い
、

必
要

な
場

合
は

被
災

建
築

物

応
急

危
険

度
判

定
士

の
判

定
を

受
け

る
こ

と
。

ま
た

、
Ⅰ

b
以

下
（

Ⅰ
b
、

Ⅱ
、

Ⅲ
）

の
建

築
物

は
、

被
災

建
築

物
応

急
危

険
度

判
定

士
の

判
定

を
受

け
て

安
全

が

確
認

さ
れ

る
ま

で
は

、
使

用
は

原
則

で
き

な
い

。

イ
市

町
は

、
自

主
防

災
組

織
及

び
避

難
所

の
施

設
管

理
者

と
連

携
し

て
、

円
滑

な
避

難
所

の
開

設
及

び
運

営
の

初
動

を
確

保

す
る

。

ウ
避

難
所

の
運

営
は

、
利

用
者

で
構

成
す

る
運

営
組

織
が

中
心

と
な

り
、

市
町

や
自

主
防

災
組

織
、

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

の
協

力

を
得

て
行

う
も

の
と

す
る

。

エ
避

難
所

運
営

に
当

た
る

者
は

、
要

配
慮

者
の

立
場

、
男

女
の

ニ
ー

ズ
の

違
い

に
よ

る
男

女
双

方
の

視
点

、
プ

ラ
イ

バ
シ

ー

の
確

保
な

ど
に

配
慮

す
る

。

オ
被

災
建

築
物

応
急

危
険

度
判

定
士

等
の

判
定

に
よ

り
、

自
宅

が
「

居
住

可
」

と
な

っ
た

利
用

者
に

対
し

、
市

町
は

帰
宅

を

呼
び

掛
け

、
適

正
な

避
難

所
運

営
を

図
る

。
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危 情 第 9 2 号

平成 23 年８月 24 日

沿岸各市町防災関係課（室）長 様

静岡県危機管理部危機情報課長

静岡県企画広報部多文化共生課長

静岡県文化・観光部観光政策課長

津波避難サイン例について

日ごろ、本県の危機管理行政に御理解、御協力いただき、ありがとうござい

ます。

静岡県では、４月 15 日に静岡県津波対策検討会議を設置し、ソフト対策、ハ

ード対策の両面から津波対策について検討を行っているところです。

５月の緊急津波避難訓練実施後に行ったアンケート調査や意見交換会により

抽出された課題の１つとして、避難場所への誘導標識の不足が指摘され、津波

危険予想地域において、地域住民のみならず観光客等にもわかりやすい海抜表

示、津波注意、津波避難場所、津波避難ビルの標識整備を促進することが必要

とされています。

ついては、別添のとおり多言語表記によるサイン例を作成しましたので、今

後各市町において標識整備を促進するに当たり、参考としていただきますよう、

よろしくお願いします。
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[資料編Ⅱ]

13-1-2 避難生活計画書の作成手引き （県 危 機 情 報 課 ）

地域の危険度を知りましょう

※避難地・・・・・津波や山・がけ崩れの危険予想地域の住民等の避難のために市町が指

定した避難場所

集合所・・・・・火災時の一時的避難や一次避難地へ移動するときの集合場所

一次避難地・・・火災時に広域避難地に到達するまでの中継拠点

広域避難地・・・火災拡大時の最終避難場所

 
大きな地震が発生したら 

災害によって現に被害を受け、又は受けるおそれのある者で 
居住場所を確保できない者は避難所で避難生活を送る 

 

高 台 
津波避難ビル 
避 難 地 

避難地 火災の発生状況により 
集 合 所 
一次避難地 
広域避難地 

災害の発生

状況により

避難を行う 

津波 
危険予想地域 

山・がけ崩れ 
危険予想地域 

その他の地域 
延焼火災危険予想地域 

 

警戒宣言が発令されたら 
 

警戒宣言発令時の避難地へ速やかに避難 
 

家の内外の安全な場所で 
地震に備える 

 

津波危険予想地域 山・がけ崩れ危険予想地域 その他の地域 

自主防災組織のための「避難生活計画書」作成手引き(平成 19 年 3 月)より抜粋
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[資料編Ⅱ]

避難生活計画書を作成してみましょう

１ 避難生活計画書とは

警戒宣言発令時や大地震発生時には多くの避難者が発生することが予想されます。

混乱を避け避難生活を秩序よく運営するためには、あらかじめ必要な事項（組織の状況、避難

地や避難所の状況など）をまとめておく必要があります。この必要な事項をまとめた計画書が避

難生活計画書です。

市町、避難地や避難所となる施設の管理者と自主防災組織でよく話し合い、協力して避難生活

計画書を作成しておきましょう。

２ 避難生活計画書の種類

避難生活計画書は、津波や山・がけ崩れの危険予想地域と

その他の地域でまとめておく事項が異なります。

※ 「避難生活計画書（津波や山・がけ崩れの危険予想地域）」は、地震発生前の避難生活に必

要となる事項と地震発生時の避難生活に必要となる事項の両方を作成します。

「避難生活計画書（その他の地域）」は、地震発生時の避難生活に必要となる事項を作成し

ます。

地震発生前の避難生活に必要となる事項は、あらかじめ綿密に計画を作成することが可能で

す。

これに対し、地震発生時の避難生活に必要となる事項は、被災者数や避難所となる施設の使

用可能状況など不確定な要素があるため、あらかじめ綿密な計画を作成しておくのが困難な部

分があります。

したがって、地震発生前の避難生活に必要となる事項はあらかじめ作成し、地震発生時の避

難生活に必要となる事項は作成できる範囲までにとどめ、避難所の運営に至った時点で必要事

項を作成することとします。

●津波や山・がけ崩れの危険が予想される地域の自主防災組織が作成します。
●警戒宣言発令から発災までの避難地での生活に必要となる事項と地震発生時の

避難所での生活に必要となる事項をまとめたものです。

●様式１から様式 12 までを使用します。

避難生活計画書（津波や山・がけ崩れの危険予想地域）

●津波や山・がけ崩れの危険が予想される地域以外の自主防災組織が作成します。

●地震発生時の避難所での生活に必要となる事項をまとめたものです。

●様式１から様式４までと様式８から様式 12 までを使用します。

避難生活計画書（その他の地域）
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３ あらかじめ作成しておくもの

避難生活計画書の作成にあたって、あらかじめ組織内の世帯の状況や災害時要援護者の把握が

必要です。このため、避難生活計画書を作成する前に、「世帯台帳」、「災害時要援護者台帳」の

整備を進めましょう。

これらの台帳をすでに作成している自主防災組織は、必ずしもこの様式にする必要はありませ

ん。これらの台帳の更新に合わせ、避難生活計画書も見直してください。

■世帯台帳（モデル）

■災害時要援護者台帳（モデル）
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４ 避難生活計画書の作成

避難生活計画書は、避難地や避難所においてその運営をする際に必要となるものです。各様式

は基本的なモデルとして示したものであり、各自主防災組織は、この様式を参照のうえ、必要に

応じ各地域の実情に即した様式としてください。

すでに避難生活計画書を作成している自主防災組織は、必ずしもこの様式にする必要はありま

せん。

また、これ以外に地域の状況により必要となる情報については、各組織が検討し様式の追加な

どを検討してください。

（１） 組織の状況

役員の氏名、連絡先や世帯数、人口など組織内の状況をまとめておきましょう。

また、組織の状況については、避難地や避難所を共用する他の自主防災組織と情報共有をし

ましょう。

（２）防災倉庫の備蓄状況

組織内の防災倉庫で備蓄している防災資機材などの状況をまとめておきましょう。

また、備蓄状況については、避難地や避難所を共用する他の自主防災組織や施設管理者と情

報共有をしましょう。

役職 氏名 住 所 電 話 備 考

会長 ○○ ○○ ○○町○○ ×××－×××× 携帯番号、勤務先など

副会長

防災委員

組長 １組

番号 防災倉庫の所在地 鍵の管理者名 住所 電話

１ ○○公園内 ○○ ○○ ○○町○○ ×××－××××

２ ○○公民館敷地内 ○○ ○○ ○○町○○ ×××－××××

種別 品目
防災倉庫番号 合計

１ ２

救急救助
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ 1 0 1

ｼﾞｬｯｷ 1 1 2

避難生活（食）
食料 ○食 ○食 ○食

水 ○ﾘｯﾄﾙ ○ﾘｯﾄﾙ ○ﾘｯﾄﾙ

-286-



[資料編Ⅱ]

（３）防災地図の作成

避難地、避難所、火災時に避難する一次避難地や広域避難地などの位置、防災倉庫の位置、

自主防災組織本部設置予定場所など地区周辺の状況などがわかるように地図を作成しましょ

う。

（４）避難地や避難所の状況

避難地、避難所、火災時に避難する一次避難地や広域避難地などについて情報をとりまとめ

ておきましょう。

なお、単独の自主防災組織では作成が困難であったり、自主防災組織間だけでは収集・整

理しきれない部分があります。

この場合は、市町や施設管理者との情報交換や共同作業の場が必要となります。
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（５）避難地や避難所の運営組織

避難地の運営組織については、あらかじめ誰が何を担当するかについて、避難地を共用する

自主防災組織と協力して運営組織を決めておきましょう。

避難所の運営組織については、どのような組織が必要となるか、事前に避難所を共用する自

主防災組織で検討をしておき、発災時に運営組織を書き込めるようにしておきましょう。

（６） 避難所周辺の状況

発災時は、けがをしている者や避難所での生活により体調を崩す者がでてきます。また、避

難所での生活が困難な災害時要援護者の対応も必要となってきます。

事前に避難所周辺の医療機関や福祉避難所の情報をまとめておきましょう。

使用不可区域

本

部

○○自主防災会

スペース

○○自主防災会

スペース

防災

倉庫

ゴミ

処分

地

避難地平面図 （避難地名：○○広場）

避難所平面図 （避難所名：○○中学校）

使用不可区域

使用可能

使用不可区域

プ
ー
ル

仮設トイレ

体育館

使用可能

防災

倉庫

ゴミ

処分

地
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（７）避難後に必要になるもの

５ 避難生活計画書作成の流れ

避難生活計画書を作成するためには、必要に応じ避難地や避難所を単位とする連絡会議等を開

催し情報交換するとともに、組織の状況や防災資機材などの備蓄状況について自主防災組織相互

で共有します。

避難生活計画書の作成においては、避難地や避難所の運営組織に関わる部分や、避難地や避難

所の使用可能場所における各自主防災組織の区割りなど、単独の自主防災組織では作成が困難で

あったり、自主防災組織間だけでは収集・整理しきれない部分があります。

これらについては、市町や施設管理者との情報交換や共同作業の場が必要となります。

（次ページの流れ図参照）

警戒宣言発令時や災害発生時に、避難地や避難所に誰がいるのかを把握すること

は最も重要です。

避難地や避難所にいない住民は、無事なのか、知人宅等にいるのか、自宅にいる

のかなど安否確認を速やかに行うためにも、事前に避難者リストの様式や避難状況

表の様式を作成しておきましょう。

避難者リストと避難状況表
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「避難生活計画書」作成の流れ（例）
自主防災組織 施設管理者 市町

○○避難地・避難所連絡会議（仮称）

組織内の実態の把握

世帯台帳の作成
災害時要援護者台帳の作成

組織の状況の作成
防災倉庫内の把握
防災地図の作成

屋内避難施設の選定基準に基づく屋内避難施設の安全性評価

屋内避難施設の管理規程締結

備蓄資機材
の把握

避難先となる建物の耐震性
避難地や避難所の情報
救護所の設置有無、医療機関の情報
福祉避難所の情報
要援護者情報の提供

課題の抽出
世帯台帳・
災害時要援護者台帳更新
避難生活計画書の見直し

　避難予定者数の把握            避難予定者数の把握
　（避難地単位）　　　　   　　　（市町単位）

避難地や避難所
の情報

課題の抽出
施設状況の変化に
伴う見直し
人事異動等の反映

防　災　訓　練

○○避難地・避難所連絡会議

施設管理者用避難所運
営支援マニュアル
など

落下物対策の実施

課題の抽出
人事異動・状況変化の反映
耐震補強の反映

地域防災計画の修正

避難生活計画書
そろった！

※情報の更新

車両避難計画
の策定・見直し

組織の状況を共有
防災倉庫備蓄表

の共有
避難地や避難所

の情報共有

避難地・避難所
平面図の作成

避難地運営組織
作成

避難所運営組織検討
（可能な範囲で）
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避難生活計画書作成指導要領
（県危機政策課）

平成１９年３月

静岡県防災局

１ 目的

この要領は、市町が自主防災組織に対して避難生活計画書の作成を指導する際の基本的な事項を示す。

市町が指定する「警戒宣言時の避難地（以下「避難地」という。）」又は「避難所」の設置運営は、一義的には市町の責務

であるが、実際の運営業務は避難者の自主運営に多くを委ねざるをえない。

特に、迅速な避難誘導や災害時要援護者への支援などについては、地域で支えあうことが必要となる。

このため、避難地又は避難所の運営をするために必要となる基本的な事項をあらかじめ避難生活計画書として作成し

ておくことが必要であり、市町は、自主防災組織が避難生活計画書を作成するにあたり、必要な支援をすることとする。

２ 指導の基本方針

(1) 市町は、「自主防災組織のための避難生活計画書作成の手引き（静岡県）（以下「手引き」という。）」を参考に各地域

の実情を考慮の上、必要に応じ様式の修正、追加等を行い作成指導する。

(2) 避難生活計画書を作成済み又は作成中の自主防災組織については、「手引き」に基づき改めて作成する必要はない。

ただし、避難生活を運営するために必要な事項がまとめられているか確認する。

(3) 避難生活計画書は、各自主防災組織が作成することとなるが、避難地又は避難所を共用する自主防災組織、施設管

理者及び市町が相互に協力して作成しなければならない事項は、市町が中心となり関係者の連絡会議等（注１）を開催

し作成する。

(4) 避難生活計画書は、「避難生活計画書（津波や山・がけ崩れの危険予想地域）」及び「避難生活計画書（その他の地

域）」の２種類の計画書とする。

(5) 「避難生活計画書（津波や山・がけ崩れの危険予想地域）」は、市町が避難対象地区として選定した地区の一部又は

全部を区域に持つ自主防災組織が作成する。

(6) 「避難生活計画書（その他の地域）」は、(5)に規定する自主防災組織以外の自主防災組織が作成する。

(7) 避難生活計画書のうち、あらかじめ作成が困難な部分は、避難所開設後に直ちに必要な事項を記載する。

(8) 市町は、自主防災組織が円滑に作業を進められるよう、自主防災組織に対し必要な情報を提供するとともに、取りまと

めを支援し、かつ、施設管理者との連携を深め情報の共有を進める。

（注１）

避難地又は避難所を共用する自主防災組織が集まり、市町及び施設管理者と情報の交換や対策方針の共有化を図

るための会議。開催の働きかけにあたっては、地域防災指導員の協力を得る等の方法を検討する。また、学校などの施

設管理者に対しても、連絡会議の共催及び情報の提供を働きかける。

３ 世帯台帳及び要援護者台帳の整備

(1) 避難生活計画書作成にあたり必要となる基礎情報である「世帯台帳」及び「要援護者台帳」の整備を指導する。

(2) 「世帯台帳」及び「要援護者台帳」が未整備の自主防災組織に対しては、「自主防災組織活動マニュアル（静岡県）」６

の「世帯台帳（モデル）」及び「要援護者台帳（モデル）」を参考に各台帳の整備を指導する。

(3) 「世帯台帳」及び「要援護者台帳」が整備済み又は整備中の自主防災組織については、県のモデル様式を使用する必

要はない。ただし、避難生活計画書の作成にあたり必要となる情報が収集整理できるものとなっているか確認する。

(4) 「世帯台帳」及び「要援護者台帳」は基本的に住民自身の合意に基づく自己申告であることから本人又は家族が記入

するよう指導する。

ただし、本人又は家族が直接記入できない場合は、当該世帯の同意を得た上で自主防災組織が記入するよう指導す

る。

(5) 要援護者台帳の整備は、市町、民生委員・児童委員等からの情報提供が重要であることから、市町は、関係機関共有

方式、同意方式及び手上げ方式により収集した災害時要援護者情報について、自主防災組織と情報共有できる体制づ

くりに努める。
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４ 避難生活計画書（津波や山・がけ崩れの危険予想地域）

(1) 「手引き」の作成例１「避難生活計画書（津波や山・がけ崩れの危険予想地域）」を参考に作成を指導する。

(2) 「自主防災組織活動マニュアル（静岡県）」６の「自主防災組織台帳（モデル）」を参考に組織台帳を整備済み又は整備

中の自主防災組織については、様式１及び様式２を改めて作成せず、当該組織台帳を添付するよう指導する。

(3) 様式１及び様式２については、避難地及び避難所を共用する自主防災組織に写しを提供するよう指導する。

(4) 様式４から様式１０までについては、避難地又は避難所を共用する自主防災組織、施設管理者及び市町が相互に協

力して作成する必要があることから、市町が中心となり作成が円滑に進むよう支援する。

(5) 様式８及び様式９については、あらかじめ作成が困難な部分があることから、避難所開設後に必要となる事項を検討し、

可能な範囲で作成を進める。

(6) 様式１２については、災害発生後に記載するものであるが、「組織の概要」欄は、あらかじめ記載するよう指導する。

５ 避難生活計画書（その他の地域）

(1) 「手引き」の作成例２「避難生活計画書（その他の地域）」を参考に作成を指導する。

(2) 「自主防災組織活動マニュアル（静岡県）」６の「自主防災組織台帳（モデル）」を参考に組織台帳を整備済み又は整備

中の自主防災組織については、様式１及び様式２を改めて作成せず、当該組織台帳を添付するよう指導する。

(3) 様式１及び様式２については、避難所を共用する自主防災組織に写しを提供するよう指導する。

(4) 様式４及び様式８から様式１０までについては、避難所を共用する自主防災組織、施設管理者及び市町が相互に協力

して作成する必要があることから、市町が中心となり作成が円滑に進むよう支援する。

(5) 様式８及び様式９については、あらかじめ作成が困難な部分があることから、避難所開設後に必要となる事項を検討し、

可能な範囲で作成を進める。

(6) 様式１２については、災害発生後に記載するものであるが、「組織の概要」欄は、あらかじめ記載するよう指導する。

６ 自主防災組織に提供する情報

(1) 津波及び山・がけ崩れの危険予想地域に関する情報

(2) 避難地又は避難所に配置する市町職員に関する情報

(3) 避難地、一次避難地、広域避難地、避難所及び津波避難ビルに関する情報

(4) ヘリポート設置予定場所、物資集積所の予定場所等、避難地又は避難所でスペースの確保が必要となるものの情報

(5) 災害時要援護者用屋内避難施設及び避難所の耐震性に関する情報

(6) 救護所、救護病院、災害拠点病院及び福祉避難所に関する情報

(7) 延焼火災危険予想地域、管内の想定震度、被害想定等に関する情報

７ 作成指導上の留意点

(1) 災害時要援護者用屋内避難施設については、東海地震に対する耐震性能のランクがⅠa の建築物又はそれと同等の

耐震性が確保されている建築物であり、かつ、非構造部材等の落下等に対する安全対策が講じられている必要がある

ため、別紙「屋内避難施設の選定基準」を参考に市町が指定した屋内避難施設の情報を提供する。

(2) 避難所については、東海地震に対する耐震性能のランクがⅠa 及びⅠb の建築物又はそれらと同等の耐震性が確保さ

れている建築物を耐震性有とし、それ以外の建築物については、耐震性無として、避難所の使用可能建築物の情報を

提供する。

(3) 避難地については、次に掲げる事項に留意して使用可能場所を検討するよう指導する。

(ｱ) 避難生活は、自主防災組織、市町及び各家庭で用意しているテント、ビニールシート、寝袋等による屋外での避難

生活となることを考慮し、市町及び施設管理者と協議して避難地の使用部分図を作成する。

なお、屋内での生活が必要な災害時要援護者については、主として公立の学校、体育館、公民館、その他の公的

施設や福祉避難所を屋内避難施設とし、市町及び施設管理者と協議して棟別に使用建築物、使用部分図を作成す

る。

(ｲ) テントを使用する場合、テントの周囲約１ｍ程度をロープ、通路等のロススペースとして考慮し、避難地におけるテ

ント展張可能数を算定する。例えば、自主防災組織等で整備しているテントが２間（３．６ｍ）×３間（５．４ｍ）≒２０㎡

の場合、テント１張に必要な面積は約３０㎡とする。

(ｳ) テント内は１人約３㎡を目安としてテント内の受入可能人数を算定する。
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(ｴ) ビニールシート及び寝袋を使用する場合、１人約２㎡を目安とし、自主防災組織ごとにスペースを区割りする。

(ｵ) 屋内避難施設は１人約６㎡を目安として使用可能部分の延面積における受入可能人数を算定するよう指導する。

ただし、１人当たりの割り当ては約３㎡とし、残りは通路等共用スペースとする。

(ｶ) 屋内避難施設には、災害時要援護者用窓口を必ず確保する。

(4) 避難所は、次に掲げる事項に留意して使用可能場所を検討するよう指導する。

(ｱ) 市町が提供する建築物の耐震性の有無に基づき、市町及び施設管理者と協議して棟別に使用建築物、使用部分

図を作成する。

(ｲ) 受入可能人数の算定は(3)の(ｵ)を準用する。

(ｳ) 避難所には、災害時要援護者用窓口を必ず確保する。

(ｴ) 災害時要援護者、男女のニーズの違い等男女双方の視点、プライバシーの確保等に配慮した仕切りや別室を確

保する。

８ 避難地又は避難所の運営

実際の運営にあたっては、「避難所運営マニュアル（静岡県）」を参考とするよう指導する。

（参考：東海地震に対する耐震性能のランク区分）

（注）耐震診断に用いる耐震判定指標値ＥＴは、以下に示した値を用いることとする。

■鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造の耐震判定指標値ＥＴ

ＥＴ＝ＥＳ×ＣＧ×ＣＩ

ＥＳ（下表）＝ＣＴＧ×αＴＧ

ＣＴＧ：応答倍率指標（階数及び地盤種別により異なる。）

αＴＧ：地動震度（０．３６）

ＣＧ：地形指標

ＣＩ：重要度係数

ランク 東海地震に対する耐震性能
建築物

の構造

本県独自の判定基準

旧基準の建築物

（ＣⅠ=１.0）

新基準の建築物

（用途係数（Ｉ））備考欄

Ⅰ

Ⅰa

耐震性能が優れている建

物。

軽微な被害にとどまり、地震

後も建物を継続して使用でき

る。

災 害 時 の 拠

点 と な り う る

施設

ＲＣ,Ｓ

ＳＲＣ,ＣＢ
Ｉｓ／ＥＴ≧1.25

Ⅰ=1.25

Ｗ 総合評点≧1.5

Ⅰb

耐震性能が良い建物。

倒壊する危険性はないが、

ある程度の被害を受けること

が想定される。

建 物 の 継 続

使 用 の 可 否

は、被災建築

物 応 急 危 険

度 判 定 士 の

判定による。

ＲＣ,Ｓ

ＳＲＣ,ＣＢ
Ⅰｓ／ＥＴ≧1.0

Ⅰ=1.0

Ｗ
1.0≦総合評点＜

1.5

Ⅱ

耐震性能がやや劣る建物。

倒壊する危険性は低いが、

かなりの被害を受けることも想

定される。

ＲＣ,Ｓ

ＳＲＣ,ＣＢ

Ⅰｓ／ＥＴ＜1.0

かつ

Ⅰｓ≧0.6

Ｗ
0.7≦総合評点

＜1.0

Ⅲ

耐震性能が劣る建物。

倒壊する危険性があり、大

きな被害を受けることが想定

される。

ＲＣ,Ｓ

ＳＲＣ, ＣＢ

Ⅰｓ／ＥＴ＜1.0

かつ

Ⅰｓ＜0.6

Ｗ
総合評点

＜0.7
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基本耐震指標値ＥＳ値

上段：せん断破壊形

（下段）：曲げ破壊形

■鉄骨造の耐震判定指標値ＥＴ

ＥＴ＝ＥＳ（１．２）×ＣＧ×ＣＩ

ＥＳ＝ＣＴＧ×αＴＧ（下表）＝１．２

ＣＴＧ：応答倍率指標

αＴＧ：地動震度（０．３６）

ＣＴＧ＝減衰補正係数（１．２５）×加速度応答倍率（２．５）×周期補正値（１．０）

基本耐震指標値ＥＳ値（従来のＡ地域）

別紙

屋内避難施設の選定基準

市町長が屋内避難施設を指定する際の基準及び安全確保のための基本的な事項は次のとおりとする。

１ 立地条件

市町長は、周囲に空地が確保され、倒壊、火災等の危険性の高い建築物等が近接していないことや、液状化対策等が行

われていることを確認する。

２ 構造強度

市町長は、屋内避難施設となる建築物が次に掲げる構造強度を満たすことを確認した上で、屋内避難施設を選定する。

なお、確認にあたっては、設計図書に加え、当該建築物の現状を調査する。

ア 昭和５６年６月１日以降に建築された建築物

昭和５６年６月１日改正以降の建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）で定める基準を満たし、かつ、静岡県構

地 盤 種

別

卓 越 周

期

階数

第１種 第２種 第３種 第４種

０．３秒 ０．４秒 ０．５秒 ０．７秒

１
１．１０

（１．１０）

１．１０

（１．１０）

１．００

（１．００）

０．８５

（０．８５）

２
１．１０

（０．９５）

１．１０

（０．９５）

１．００

（０．９５）

０．８５

（０．８５）

３
１．００

（０．９０）

１．００

（０．９０）

１．００

（０．９０）

０．８５

（０．８５）

４
０．９５

（０．８５）

０．９５

（０．８５）

０．９５

（０．８５）

０．８５

（０．８５）

５
０．９０

（０．８５）

０．９０

（０．８５）

０．９０

（０．８５）

０．８５

（０．８５）

６
０．９０

（０．８０）

０．９０

（０．８０）

０．９０

（０．８０）

０．８５

（０．８０）

減衰補正係数 加速度応答倍率指

標

周期補正値

Ｒｓｏ

地動震度

αＴＧ

耐震判定指標値ＥＳ

１．２５ ２．５ １．０ ０．３６ １．２
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造設計指針・同解説２００２年版（静岡県地震地域係数Ｚｓ＝１．２、用途係数Ⅰ＝１．２５、その他の構造規定）により設計さ

れた建築物とする。

ただし、ピロティを有する建築物等構造的に整形ではない建築物又は経年劣化が進行している建築物については、イに

掲げる構造強度を満たすことを確認する。

イ 昭和５６年６月１日以前に建築された建築物

耐震診断の結果（耐震補強を行った場合は、耐震補強後の耐震診断の結果）、東海地震に対する耐震性能ランクがⅠ

a の建築物とする。

３ 非構造部材等の落下等に対する安全対策

市町長は、屋内避難施設の屋根、外壁、天井、内壁（間仕切を含む。）、開口部等の非構造部材並びに照明その他

の設備機器の損壊、移動、転倒、落下等により人命の安全を損なうおそれのないことを確認する。

特に出入口には庇等の落下物対策が講じられていることを確認する。

なお、当該施設内の一部の区域で、非構造部材等の落下等による危険性がある場合には、当該区域（落下等の危

険区域という）の立入禁止等を行う。

また、損壊、移動、転倒、落下等の可能性の高い非構造部材及び設備機器を別表に示す。

４ 警戒宣言発令時の屋内避難施設管理規程の整備

市町長は、屋内避難施設を指定する場合は、施設の利用方法、安全確保対策等についてあらかじめ施設管理者と協議

し、「警戒宣言発令時の屋内避難施設管理規程」を施設ごとに整備する。

また、施設管理者は、施設の選定、維持、運営等について市町長に協力する。

５ 住民等への説明

市町は避難対象地区の住民に対して、屋内避難施設の趣旨、対象者、施設の耐震性その他の対策等について普及、啓

発を行う。

別表

損壊、移動、転倒、落下等の可能性の高い非構造部材及び設備機器

部位等 非構造部材及び設備機器の損壊、移動、転倒、落下等の例

屋根、屋上 水槽等の屋上設置機器の損壊、移動、転倒

外壁
モルタル（タイル）仕上げ（ＲＣ下地）の落下

ラスシートモルタル（Ｓ下地）の落下

天井 ボード張り吊り天井（Ｓ下地）の落下

内壁、間仕切り
モルタル仕上げ（ＲＣ下地）の剥離

石膏ボード仕上げ間仕切りの移動、転倒

開口部 はめころしパテ止めガラスの破損

照明 吊下型照明（パイプ・チェーン・コード吊り）、天井付照明等の落下

情報関連機器

（スピーカー、

テレビ）

壁付型、棚置き型、吊り下げ型の落下

その他 目視により危険性があると思われるもの
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警戒宣言発令時の屋内避難施設管理規程

屋内避難施設名 管理者

所 在 地 電 話

（趣旨）

第１条 この規程は、「東海地震の地震防災対策強化地域に係る屋内避難施設の選定及び安全確保のための指針（平成

１２年５月３０日中央防災会議）」に基づき、市町長が屋内避難を実施するために使用する施設（以下「屋内避難施設」と

いう。）の安全確保に必要な事項を定める。

（対象者）

第２条 屋内避難施設を利用することのできる対象者は、避難対象地区内の住民のうち、原則として災害時要援護者及び

これらの者の介護等のために必要な付添者等とする。

（屋内避難施設）

第３条 屋内避難施設は、東海地震が発生した場合に想定されている地震動に対して、現在の工学的知見等に基づく耐震

診断などの適正な技術的判断により、一定の安全性が確保されることを基本とする。具体的に、施設の構造体が倒壊又

は崩壊することがなく、かつ、非構造部材、設備機器等の損壊、移動、転倒、落下等により人命の安全を損なうことがな

い水準とする。

なお、市町長、施設管理者及び施設を使用する自主防災組織は、屋内避難を実施する際、別表

により施設の構造強度等について安全性の水準を確認する。

（屋内避難生活）

第４条 屋内避難生活のために施設を使用するにあたっては、使用禁止区域や器物の取扱いについて、施設管理者の指

示を遵守する。

また、市町長、施設管理者及び自主防災組織は、年に１回、避難生活計画書の内容について確認する。

（地震後の対応）

第５条 市町長は、地震直後に屋内避難施設及び周辺地域の安全を確認した上で、避難所として利用する。

（疑義の解決）

第６条 この規程に定めのない事項及びこの規程に関して疑義が生じたときは、その都度協議して定めるものとする。

附則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

市町長

施設管理者
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（別表）

施 設 名

建築物の名称

○ 構造強度

○ 非構造部材と設備機器の落下、転倒対策

（配置図）

構造・規模 造 階 延べ面積 ㎡

建設年 昭和・平成 年

建築確認番号・年月日 第 号 昭和・平成 年 月 日

検査済証番号・年月日 第 号 昭和・平成 年 月 日

構

造

強

度

昭和５６年６月１日以降

に建築された建築物

設計に使用した地域係数Ｚs＝

設計に使用した用途係数Ⅰ＝

昭和５６年６月１日以前

に建築された建築物

耐震補強工事の実施年度 昭和・平成 年度・実施なし

構造耐震指標 Ⅰs＝

耐震判定指標値 ＥＴ＝

（基本耐震指標値 Ｅｓ＝ ）

（重要度係数 ＣⅠ＝ ）

（地形指標 ＣＧ＝ ）

判定結果 Ⅰs/ＥＴ＝

（東海地震に対する耐震性能ランク Ⅰａ・Ⅰｂ・Ⅱ・Ⅲ）

備考
設計に使用した地域係数 Ｚs＝

設計に使用した用途係数Ⅰ＝

部材等の種類 対 策 方 法 実施年度 備 考

（例）

ガラス
飛散防止フィルムを施工 平成５年度

（例）

天井材（木毛板）
天井にネットを施工 平成５年度

Ａ棟

Ｂ

棟体育館

Ｃ

棟
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13-1-3 市町長以外の指示権者、根拠規定

（県危機政策課）

指 示 権 者 根 拠 法

警 察 官
災害対策基本法第 61 条

警察官職務執行法第 4 条

海上保安官 災害対策基本法第 61 条

都道府県知事又はその命を受けた職員 地すべり等防止法第 25 条

都道府県知事、その命を受けた職員又は水防管理者
水防法第 21 条、第 29 条、

第 30 条

災害派遣時等の部隊等の自衛官 自衛隊法第 94 条
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13-2-1 指定緊急避難場所集計表
 (県危機情報課) R3.4.1

洪水
崖崩れ、

土石流及び
地滑り

高潮 地震 津波
大規模
火事

内水
氾濫

火山
現象

2,767 1,449 1,358 202 2,031 1,077 836 678 309 1,086 2,722,216

52 48 24 48 44 44 48 50 48 18 70,590
33 33 31 33 30 33 33 33 33 10 29,344
39 30 23 39 27 32 39 39 39 39 23,546
13 12 13 12 13 10 13 13 13 13 19,188
13 6 2 13 8 8 13 8 0 6 20,702
47 0 0 0 47 44 0 0 0 4 11,503

197 129 93 145 169 171 146 143 133 90 174,873
98 57 59 0 54 38 61 0 40 44 586,132
6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 13,799

77 49 51 0 25 0 25 13 0 24 14,520
68 14 28 0 61 0 8 0 22 44 200,406
36 36 27 36 36 32 36 36 16 16 116,107

134 69 26 6 57 57 5 0 19 52 207,542
30 30 30 0 30 0 30 30 30 27 89,107
11 11 11 0 11 0 0 11 9 11 7,028
40 19 11 5 19 22 20 0 20 20 24,644
86 52 66 0 86 0 86 52 0 72 40,847
10 8 10 0 10 0 0 8 0 10 14,402
7 7 7 0 7 0 7 7 7 6 4,620
6 6 2 0 6 0 6 6 6 6 6,513

12 12 12 0 12 0 12 0 7 12 21,235

621 370 340 47 414 155 296 163 176 344 1,346,902
387 74 52 0 299 91 29 74 0 198 141,057

葵 区 154 36 30 0 148 0 5 36 0 91 44,409
駿河区 100 18 10 0 83 24 4 18 0 46 20,267
清水区 133 20 12 0 68 67 20 20 0 61 76,381

49 48 49 0 49 0 1 48 0 36 321,550
31 0 5 0 26 26 0 0 0 5 21,803
11 9 9 0 0 0 0 0 0 0 2,002

308 275 274 0 307 288 0 0 0 13 45,951
41 21 6 10 20 19 6 21 0 21 32,885
52 38 41 0 52 0 0 0 0 11 36,710

879 465 436 10 753 424 36 143 0 284 601,958
280 196 196 0 255 0 266 196 0 184 174,980

中区 56 39 39 0 51 0 56 39 0 39 40,227
東区 23 18 18 0 20 0 23 18 0 18 19,366
西区 50 34 34 0 43 0 45 34 0 27 27,253
南区 21 14 14 0 21 0 21 14 0 14 18,116
北区 57 29 29 0 56 0 57 29 0 31 30,315

浜北区 19 18 18 0 19 0 19 18 0 17 18,573
天竜区 54 44 44 0 45 0 45 44 0 38 21,130

202 40 54 0 0 127 0 0 0 41 158,292
405 165 140 0 326 54 0 0 0 30 310
91 51 63 0 63 90 64 0 0 64 39,295
40 0 2 0 0 40 0 0 0 3 4,094
16 0 0 0 16 16 0 0 0 11 92,737
21 20 20 0 20 0 20 20 0 20 122,419
15 13 14 0 15 0 8 13 0 15 6,356

1,070 485 489 0 695 327 358 229 0 368 598,483

対象とする異常な現象の種類

下 田 市
東 伊 豆 町
河 津 町
南 伊 豆 町
松 崎 町
西 伊 豆 町

小　　計
沼 津 市
熱 海 市
三 島 市
富 士 宮 市
伊 東 市
富 士 市
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1

1
1

1
7
1
1人

稲
取

高
校

グ
ラ

ウ
ン

ド
静

岡
県

賀
茂

郡
東

伊
豆

町
稲

取
3
0
1
2
-
2

1
1

1
1

1
1

1
1

6
,1

6
5人

稲
取

小
学

校
体

育
館

静
岡

県
賀

茂
郡

東
伊

豆
町

稲
取

6
1
4
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
7
0
2人

東 伊 豆 町
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稲
取

小
学

校
グ

ラ
ウ

ン
ド

静
岡

県
賀

茂
郡

東
伊

豆
町

稲
取

6
1
4
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
,7

5
6人

い
き

い
き

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
賀

茂
郡

東
伊

豆
町

稲
取

4
1
0
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
4
6人

伊
豆

葬
祭

駐
車

場
静

岡
県

賀
茂

郡
東

伊
豆

町
稲

取
3
0
0
0
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
9
3人

済
広

寺
駐

車
場

静
岡

県
賀

茂
郡

東
伊

豆
町

稲
取

5
6
3
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

7
1人

さ
く
ら

介
護

駐
車

場
静

岡
県

賀
茂

郡
東

伊
豆

町
稲

取
1
5
2
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1人

つ
ち

や
眼

科
下

駐
車

場
静

岡
県

賀
茂

郡
東

伊
豆

町
稲

取
4
6
8
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
7
0人

静
岡

銀
行

（
屋

上
）

静
岡

県
賀

茂
郡

東
伊

豆
町

稲
取

7
4
3
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

6
8人

河
津

中
学

校
校

舎
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

田
中

7
2
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

3
,6

6
1人

河
津

中
学

校
特

別
教

室
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

田
中

7
2
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
3
8人

河
津

中
学

校
格

技
場

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
田

中
7
2
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

3
5
0人

河
津

中
学

校
体

育
館

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
田

中
7
2
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
,2

7
8人

南
小

学
校

校
舎

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
笹

原
3
2
8
-
1

1
1

1
1

1
1

1
3
,3

1
7人

南
小

学
校

体
育

館
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

笹
原

3
2
8
-
1

1
1

1
1

1
1

1
9
1
9人

西
小

学
校

校
舎

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
湯

ヶ
野

8
0
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
,7

8
9人

西
小

学
校

体
育

館
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

湯
ヶ

野
8
0
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

7
6
6人

東
小

学
校

校
舎

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
見

高
1
0
3
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
,7

9
1人

東
小

学
校

体
育

館
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

見
高

1
0
3
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
6
3
0人

浜
公

民
館

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
浜

3
2
-
2

1
1

1
1

1
1

1
5
3
8人

笹
原

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
笹

原
8
3
-
3

1
1

1
1

1
1

1
3
7
0人

田
中

多
目

的
集

会
場

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
田

中
1
8
7
-
7

1
1

1
1

1
1

1
1

4
0
0人

沢
田

公
民

館
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

沢
田

2
7
8

1
1

1
1

1
1

1
2
9
6人

逆
川

公
民

館
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

逆
川

2
3
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
4
0人

上
峰

公
民

館
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

峰
2
8
5

1
1

1
1

1
1

1
1
5
1人

下
峰

公
民

館
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

峰
5
4
8
-
3

1
1

1
1

1
1

1
2
2
5人

谷
津

公
民

館
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

谷
津

3
7
5

1
1

1
1

1
1

2
1
4人

谷
津

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
谷

津
3
0
1
-
2
3

1
1

1
1

1
1

1
1

3
7
6人

縄
地

公
民

館
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

見
高

1
0
4
2

1
1

1
1

1
1

1
4
5
2人

見
高

浜
公

民
館

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
見

高
2
1
7

1
1

1
1

1
1

1
4
6
0人

見
高

入
谷

農
村

会
館

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
見

高
1
6
6
7

1
1

1
1

1
1

1
1

4
3
1人

長
野

公
民

館
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

見
高

2
2
9
5

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
2人

梨
本

公
民

館
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

梨
本

1
2
4
4
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
5
7人

泉
奥

原
公

民
館

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
梨

本
7
9
9
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
8人

川
横

婦
人

若
者

等
活

動
促

進
施

設
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

梨
本

1
9
0

1
1

1
1

1
1

1
1

1
9
2人

大
鍋

公
民

館
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

大
鍋

2
4
6
-
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
3
1人

小
鍋

公
民

館
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

小
鍋

1
0
8
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

8
0人

湯
ヶ

野
公

民
館

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
湯

ヶ
野

4
3
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
5
7人

下
佐

ヶ
野

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
下

佐
ヶ

野
6
1
-
2
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2
9
4人

上
佐

ヶ
野

公
民

館
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

川
津

筏
場

6
9
6
-
2
-1

1
1

1
1

1
1

1
1
3
5人

天
川

公
民

館
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

川
津

筏
場

6
9
-
1

1
1

1
1

1
1

1
9
0人

賀 茂

河 津 町

1
3
-
2
-
2
 市
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筏
場

か
っ

せ
い

会
館

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
川

津
筏

場
8
3
9
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2
4
2人

筏
場

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

消
防

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
川

津
筏

場
8
3
9
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
9
7人

大
堰

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
川

津
筏

場
1
1
5
7

1
1

1
1

1
1

1
9
5人

梨
本

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

消
防

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
梨

本
1
8
2
-
4

1
1

1
1

1
1

1
1

9
4人

峰
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
消

防
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

峰
3
5
7
-
4

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
0
7人

沢
田

田
中

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

消
防

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
田

中
2
6
5
-
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
0
2人

役
場

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
田

中
2
1
2
-
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2
,2

5
1人

南
崎

認
定

こ
ど

も
園

体
育

館
静

岡
県

賀
茂

郡
南

伊
豆

町
大

瀬
７

1
1

1
1

1
1

1
1

1
4
2
0人

南
伊

豆
東

中
学

校
体

育
館

静
岡

県
賀

茂
郡

南
伊

豆
町

湊
1
7
2
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
6
3
2人

南
伊

豆
東

小
学

校
体

育
館

静
岡

県
賀

茂
郡

南
伊

豆
町

湊
2
4
3

1
1

1
1

1
1

1
1

4
3
7人

南
中

小
学

校
体

育
館

静
岡

県
賀

茂
郡

南
伊

豆
町

上
賀

茂
8
0

1
1

1
1

1
1

1
1

1
6
0
1人

南
上

小
学

校
体

育
館

静
岡

県
賀

茂
郡

南
伊

豆
町

下
小

野
6
4
0

1
1

1
1

1
1

1
1

1
5
0
1人

旧
三

浜
小

学
校

体
育

館
静

岡
県

賀
茂

郡
南

伊
豆

町
子

浦
1
4
7
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
3
3
1人

南
崎

認
定

こ
ど

も
園

グ
ラ

ウ
ン

ド
静

岡
県

賀
茂

郡
南

伊
豆

町
大

瀬
７

1
1

1
1

1
1

1
1
,7

4
2人

南
伊

豆
東

中
学

校
グ

ラ
ウ

ン
ド

静
岡

県
賀

茂
郡

南
伊

豆
町

湊
1
7
2
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
3
,6

8
5人

南
伊

豆
東

小
学

校
グ

ラ
ウ

ン
ド

静
岡

県
賀

茂
郡

南
伊

豆
町

湊
2
4
3

1
1

1
1

1
1

1
3
,2

9
1人

南
中

小
学

校
グ

ラ
ウ

ン
ド

静
岡

県
賀

茂
郡

南
伊

豆
町

上
賀

茂
8
0

1
1

1
1

1
1

1
1

1
3
,5

3
7人

南
上

小
学

校
グ

ラ
ウ

ン
ド

静
岡

県
賀

茂
郡

南
伊

豆
町

下
小

野
6
4
0

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
,7

3
8人

旧
三

浜
小

学
校

グ
ラ

ウ
ン

ド
静

岡
県

賀
茂

郡
南

伊
豆

町
子

浦
1
4
7
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2
,0

8
8人

三
坂

地
区

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
賀

茂
郡

南
伊

豆
町

入
間

6
9
-
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
8
5人

松
崎

高
校

グ
ラ

ウ
ン

ド
静

岡
県

賀
茂

郡
松

崎
町

桜
田

1
8
8

1
1

9
,7

3
8人

松
崎

町
総

合
運

動
場

静
岡

県
賀

茂
郡

松
崎

町
道

部
5
1
7
-
1

1
1

5
,0

0
0人

旧
中

川
小

学
校

グ
ラ

ウ
ン

ド
静

岡
県

賀
茂

郡
松

崎
町

峰
輪

4
5
0

1
1

1
1

1
1
,0

0
0人

旧
岩

科
小

学
校

グ
ラ

ウ
ン

ド
静

岡
県

賀
茂

郡
松

崎
町

岩
科

北
側

4
4
2

1
1

1
1

1
,5

0
0人

旧
三

浦
小

学
校

グ
ラ

ウ
ン

ド
静

岡
県

賀
茂

郡
松

崎
町

石
部

2
7
9

1
1

1
1

1
,0

0
0人

旧
三

浦
小

学
校

（
屋

内
運

動
場

）
静

岡
県

賀
茂

郡
松

崎
町

石
部

2
7
9

1
1

1
1

1
1

1
2
3
5人

旧
岩

科
小

学
校

（
屋

内
運

動
場

）
静

岡
県

賀
茂

郡
松

崎
町

岩
科

北
側

4
4
2

1
1

1
1

1
1

1
2
0
2人

旧
岩

科
小

学
校

（
管

理
教

室
棟

）
静

岡
県

賀
茂

郡
松

崎
町

岩
科

北
側

4
4
2

1
1

1
1

1
1

1
4
9
5人

勤
労

者
体

育
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

賀
茂

郡
松

崎
町

道
部

5
6
5
-
3

1
1

1
1

1
3
9
0人

旧
中

川
小

学
校

（
管

理
教

室
棟

）
静

岡
県

賀
茂

郡
松

崎
町

峰
輪

4
5
0

1
1

1
1

1
2
3
9人

松
崎

高
校

（
多

目
的

体
育

館
）

静
岡

県
賀

茂
郡

松
崎

町
桜

田
1
8
8

1
1

1
1

1
1

2
9
1人

松
崎

高
校

（
多

目
的

体
育

館
附

属
棟

）
静

岡
県

賀
茂

郡
松

崎
町

桜
田

1
8
8

1
1

1
1

1
1

1
7
2人

松
崎

高
校

（
第

１
体

育
館

）
静

岡
県

賀
茂

郡
松

崎
町

桜
田

1
8
8

1
1

1
1

4
4
0人

西
伊

豆
消

防
署

前
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
中

2
4
6

1
1

先
川

避
難

地
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
中

1
1

栗
原

避
難

地
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
中

1
1

西
伊

豆
中

学
校

裏
山

静
岡

県
賀

茂
郡

西
伊

豆
町

中
1

1

長
松

寺
境

内
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
仁

科
6
7
0

1
1

中
築

地
裏

山
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
仁

科
1

1

南 伊 豆 町 松 崎 町
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1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

築
地

Ａ
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
仁

科
1

1

築
地

Ｂ
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
仁

科
1

1

築
地

Ｃ
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
仁

科
1

1

西
伊

豆
町

役
場

３
階

・屋
上

静
岡

県
賀

茂
郡

西
伊

豆
町

仁
科

4
0
1
-
1

1
6
5
0人

正
円

配
水

池
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
仁

科
1

1

正
円

①
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
仁

科
1

1

正
円

②
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
仁

科
1

1

小
野

サ
ッ

シ
裏

静
岡

県
賀

茂
郡

西
伊

豆
町

仁
科

1
0
6
2

1
1

片
峰

避
難

地
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
仁

科
1

1

大
浜

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

屋
上

静
岡

県
賀

茂
郡

西
伊

豆
町

仁
科

8
1
4
-
5

1
1

1
1
7
5人

沢
田

洞
避

難
地

静
岡

県
賀

茂
郡

西
伊

豆
町

仁
科

1
1

佐
波

神
社

裏
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
仁

科
1
8
7
0
-
1

1
1

清
水

沢
避

難
地

静
岡

県
賀

茂
郡

西
伊

豆
町

仁
科

1
1

旧
ら

ん
の

里
駐

車
場

静
岡

県
賀

茂
郡

西
伊

豆
町

仁
科

1
1

大
屋

荘
前

空
地

静
岡

県
賀

茂
郡

西
伊

豆
町

仁
科

2
1
8
6
-
1

1
1

月
之

浦
上

防
災

倉
庫

前
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
田

子
1

1

東
姥

浦
避

難
地

静
岡

県
賀

茂
郡

西
伊

豆
町

田
子

1
1

地
頭

田
避

難
地

①
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
田

子
1

1

地
頭

田
避

難
地

②
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
田

子
1

1

田
子

公
民

館
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
田

子
2
6
4
0
-
1

1
1

1
8
1
4人

田
子

小
学

校
グ

ラ
ウ

ン
ド

静
岡

県
賀

茂
郡

西
伊

豆
町

田
子

1
3
2
0

1
1

1
3
,0

4
5人

不
動

明
王

静
岡

県
賀

茂
郡

西
伊

豆
町

田
子

1
1

田
子

唐
太

急
傾

斜
地

静
岡

県
賀

茂
郡

西
伊

豆
町

田
子

1
1

忠
魂

塔
広

場
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
田

子
1
1
0
0
-
1

1
1

南
山

避
難

地
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
田

子
1

1

美
濃

田
避

難
地

静
岡

県
賀

茂
郡

西
伊

豆
町

田
子

1
1

田
子

歯
科

診
療

所
上

静
岡

県
賀

茂
郡

西
伊

豆
町

田
子

1
0
1
0
-
1
6

1
1

ゲ
ー

ト
ボ

ー
ル

場
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
田

子
1

1

向
山

避
難

地
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
田

子
1

1

浦
上

避
難

地
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
安

良
里

1
1

芹
澤

船
舶

電
気

前
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
安

良
里

1
1

ど
ん

坂
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
安

良
里

1
1

中
田

避
難

地
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
安

良
里

1
1

中
央

公
民

館
４

階
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
安

良
里

9
7
-
2

1
7
4人

黄
金

崎
公

園
入

口
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
宇

久
須

1
1

消
防

団
第

１
分

団
詰

所
前

静
岡

県
賀

茂
郡

西
伊

豆
町

宇
久

須
3
5
7
-
1

1
1

弁
天

山
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
宇

久
須

1
1

住
民

防
災

セ
ン

タ
ー

屋
上

静
岡

県
賀

茂
郡

西
伊

豆
町

宇
久

須
2
7
0
-
1

1
2
5
5人

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
賀

茂
横

空
地

静
岡

県
賀

茂
郡

西
伊

豆
町

宇
久

須
5
3
4
-
1

1
1

西 伊 豆 町

1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

ヤ
マ

ホ
自

動
車

前
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
宇

久
須

5
8
4
-
2

1
1

賀
茂

小
学

校
グ

ラ
ウ

ン
ド

静
岡

県
賀

茂
郡

西
伊

豆
町

宇
久

須
8
3
6
-
2

1
1

1
6
,4

9
0人

明
電

舎
(株

)
静

岡
県

沼
津

市
東

間
門

 5
1
5

1
1
6
,3

5
3人

高
校

学
校

群
(市

立
高

､加
藤

学
園

)
静

岡
県

沼
津

市
三

枚
橋

字
鐘

突
免

 6
7
3

1
4
0
,6

2
8人

香
貫

山
公

園
静

岡
県

沼
津

市
上

香
貫

字
物

見
山

 2
4
27

1
2
0
1
,8

0
4人

香
陵

運
動

場
及

び
第

四
小

学
校

静
岡

県
沼

津
市

御
幸

町
 4

-
1

1
1
0
,3

0
6人

香
貫

小
周

辺
(香

貫
小

､三
中

､沼
工

)
静

岡
県

沼
津

市
下

香
貫

猪
沼

 9
8
6
他

1
1
7
,5

1
9人

大
岡

南
小

学
校

及
び

大
岡

公
園

静
岡

県
沼

津
市

大
岡

字
原

田
 1

3
1
2
他

1
2
2
,9

3
5人

我
入

道
公

園
静

岡
県

沼
津

市
我

入
道

林
町

地
内

1
4
,2

5
7人

第
一

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
八

幡
町

 6
5
-
1

1
1

1
1

1
1

1
3
,9

5
3人

中
央

公
園

静
岡

県
沼

津
市

大
手

町
４

丁
目

1
8
5
-
4

1
1

1
3
6
5人

第
一

中
学

校
静

岡
県

沼
津

市
丸

子
町

 6
9
2
-
1

1
1

1
1

1
1

1
2
,7

9
3人

浅
間

神
社

静
岡

県
沼

津
市

浅
間

町
 2

2
5

1
1

1
1
,1

5
2人

県
立

沼
津

西
高

校
静

岡
県

沼
津

市
本

字
千

本
 1

9
1
0
-
9

1
1

1
1

1
1

1
6
,2

3
4人

第
二

中
学

校
静

岡
県

沼
津

市
本

字
千

本
 1

9
1
0
-
1
9

1
1

1
1

1
1

1
2
,4

5
3人

第
三

中
学

校
静

岡
県

沼
津

市
下

香
貫

木
ノ

宮
 8

88
1

1
1

1
1

1
1

9
,4

5
0人

県
立

沼
津

工
業

高
校

静
岡

県
沼

津
市

下
香

貫
八

重
1
2
9
-
1

1
1

1
1

1
1

1
2
,8

4
4人

香
貫

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
下

香
貫

猪
沼

 9
8
6

1
1

1
1

1
1

1
5
,2

2
5人

我
入

道
ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ
ｨ防

災
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

静
岡

県
沼

津
市

我
入

道
東

町
 1

7
5
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1
,4

4
4人

我
入

道
公

園
静

岡
県

沼
津

市
我

入
道

林
町

地
内

1
1

1
2
,8

1
3人

香
陵

運
動

場
静

岡
県

沼
津

市
御

幸
町

 1
5
-
1

1
1

1
5
,6

8
3人

第
四

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
御

幸
町

 4
-
1

1
1

1
1

1
4
,6

2
3人

山
王

公
園

静
岡

県
沼

津
市

平
町

 7
-
2
4

1
1

3
,0

4
8人

市
立

高
校

・
中

等
部

静
岡

県
沼

津
市

三
枚

橋
字

鐘
突

免
 6

7
3

1
1

1
1

1
1

2
,2

4
5人

加
藤

学
園

高
校

静
岡

県
沼

津
市

大
岡

自
由

ケ
丘

 1
9
7
9

1
1

1
1

1
,0

9
3人

第
五

中
学

校
静

岡
県

沼
津

市
五

月
町

 1
5
-
1

1
1

1
1

1
1

1
,9

9
2人

第
五

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
米

山
町

 9
-
1

1
1

1
1

1
1

3
,8

7
1人

開
北

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
高

沢
町

 1
7
-
1

1
1

1
1

1
1

6
,5

9
3人

駿
河

グ
ラ

ウ
ン

ド
静

岡
県

沼
津

市
沼

北
町

２
丁

目
1
2
3
1
-
4

1
1

6
,3

0
9人

門
池

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
岡

一
色

 8
8
-
2

1
1

1
1

1
1

4
,3

6
2人

門
池

中
学

校
静

岡
県

沼
津

市
岡

一
色

 6
5
7
-
1

1
1

1
1

1
,4

7
6人

沼
津

工
業

高
等

専
門

学
校

静
岡

県
沼

津
市

大
岡

 3
6
0
0

1
1

1
1

1
1

4
,3

7
4人

門
池

公
園

静
岡

県
沼

津
市

岡
一

色
7
8
6
-
9

1
1

1
4
,5

8
2人

県
立

沼
津

東
高

校
静

岡
県

沼
津

市
岡

宮
8
1
2

1
1

1
1

5
,7

1
2人

金
岡

中
学

校
静

岡
県

沼
津

市
神

田
町

 4
-
1

1
1

1
1

1
1

2
,6

8
4人

飛
龍

高
校

静
岡

県
沼

津
市

東
熊

堂
 4

9
1

1
1

1
1

5
8
7人

金
岡

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
江

原
町

 3
-
1

1
1

1
1

1
1

6
,5

9
1人

沢
田

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
中

沢
田

字
円

丸
 7

1
5

1
1

1
1

1
1

5
,3

4
4人

駿
河

台
公

園
静

岡
県

沼
津

市
駿

河
台

 1
5

1
1

2
,3

4
2人
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1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
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R

3
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対
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と
す

る
異
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種
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局
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施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

豊
町

公
園

静
岡

県
沼

津
市

豊
町

 7
1

1
2
,3

5
7人

大
岡

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
大

岡
 2

3
5
8

1
1

1
1

1
1

5
,0

0
2人

大
岡

南
小

学
校

静
岡

県
沼

津
市

大
岡

字
原

田
 1

3
1
2

1
1

1
1

1
1

1
2
,3

0
5人

大
岡

中
学

校
静

岡
県

沼
津

市
大

岡
 2

1
1
0

1
1

1
1

1
1

2
,5

8
0人

愛
鷹

地
区

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
沼

津
市

東
原

字
金

山
下

 3
5
8
-
1

1
1

1
1

1
1

8
,5

5
6人

西
部

市
民

運
動

場
静

岡
県

沼
津

市
東

椎
路

字
中

尾
1
7
4
9
-
1

1
1

6
,2

0
6人

片
浜

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
大

諏
訪

 4
1

1
1

1
1

1
1

4
,7

4
0人

片
浜

中
学

校
静

岡
県

沼
津

市
小

諏
訪

 1
8
0

1
1

1
1

1
1

5
,3

8
2人

今
沢

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
東

原
字

榎
田

通
 7

6
-
1

1
1

1
1

1
1

6
,5

4
9人

大
平

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
大

平
字

 2
2
0
0

1
1

1
1

1
1

1
,9

8
3人

大
平

中
学

校
静

岡
県

沼
津

市
大

平
 1

1
4
4

1
1

1
1

1
,8

3
3人

旧
静

浦
西

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
志

下
 5

3
0

1
1

1
1

1
1

1
3
,5

8
3人

南
部

浄
化

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
沼

津
市

江
浦

7
-
3

1
1

1
2
,8

1
4人

内
浦

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
内

浦
三

津
 4

1
0
-
1

1
1

1
1

1
1
,3

5
0人

長
井

崎
中

学
校

静
岡

県
沼

津
市

内
浦

重
須

 4
5
3

1
1

1
1

1
1

1
1
,2

8
0人

西
浦

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
西

浦
平

沢
 2

5
5
-
2

1
1

1
1

1
1

1
1
,2

9
8人

原
小

学
校

静
岡

県
沼

津
市

原
 1

2
0
0

1
1

1
1

1
1

8
,2

9
8人

原
中

学
校

静
岡

県
沼

津
市

原
 5

7
6

1
1

1
1

1
1

5
,0

5
0人

原
東

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
大

塚
字

雁
作

 8
1
4
-
1

1
1

1
1

1
1

7
,0

6
8人

浮
島

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
平

沼
 8

1
1

1
1

1
1

1
1

4
,3

1
9人

井
田

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

広
場

静
岡

県
沼

津
市

井
田

字
郷

戸
 8

-
1

1
1

1
7
7人

市
道

上
野

・
平

戸
線

静
岡

県
沼

津
市

戸
田

 1
2
5
9
-
1
,1

3
25

-
2

1
1

1
2
,0

1
6人

戸
田

B
&
G

海
洋

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
沼

津
市

戸
田

2
0
5
3

1
1

1
1

7
2
3人

舟
山

ふ
れ

あ
い

広
場

静
岡

県
沼

津
市

戸
田

 2
5
5
8
-
1

1
1

6
0人

第
四

中
学

校
静

岡
県

沼
津

市
本

郷
町

2
4
-
1

1
1

3
,8

3
0人

市
立

図
書

館
静

岡
県

沼
津

市
三

枚
橋

町
9
-
1

1
1

5
,7

2
0人

静
浦

小
中

一
貫

学
校

静
岡

県
沼

津
市

獅
子

浜
1
7

1
1

1
1

1
1
1
,4

6
9人

第
二

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
常

磐
町

2
丁

目
3
2

1
1

1
2
,6

8
7人

中
部

浄
化

プ
ラ

ン
ト

（
管

理
棟

）
静

岡
県

沼
津

市
本

字
千

本
1
9
0
5
-
4

1
5
5
0人

モ
ン

・
ミ

ュ
ゼ

沼
津

　
沼

津
市

庄
司

美
術

館
静

岡
県

沼
津

市
本

字
下

一
丁

田
9
0
0
-
1

1
3
0人

千
本

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
本

字
千

本
1
9
1
0
-
1
9

1
1

1
1
,6

2
9人

第
三

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
下

香
貫

下
障

子
3
1
5
7
-
2

1
1

1
3
,8

8
8人

沼
津

市
役

所
静

岡
県

沼
津

市
御

幸
町

1
6
-
1

1
7
,7

5
2人

沼
津

市
民

文
化

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
沼

津
市

御
幸

町
1
5
-
1

1
1

1
1

1
,6

6
0人

第
四

地
区

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
沼

津
市

吉
田

町
2
0
-
1

1
1

1
8
7
9人

南
部

浄
化

セ
ン

タ
ー

(管
理

棟
)

静
岡

県
沼

津
市

江
浦

7
-
3

1
1
5
3人

津
波

避
難

マ
ウ

ン
ト

（
多

比
）

静
岡

県
沼

津
市

多
比

1
-
1
他

1
6
0
0人

津
波

避
難

タ
ワ

ー
（
内

浦
重

須
）

静
岡

県
沼

津
市

内
浦

重
須

 3
0
4
-
8
1
地

先
1

4
0人

津
波

避
難

タ
ワ

ー
（
西

浦
木

負
）

静
岡

県
沼

津
市

西
浦

木
負

2
1
6
-
1
2
8
地

先
1

4
0人

沼 津 市

1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現
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（
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課
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R

3
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す
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異
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施
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・
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住
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指
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避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

戸
田

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
戸

田
8
8
3

1
2
,0

7
8人

戸
田

中
学

校
静

岡
県

沼
津

市
戸

田
8
7
5

1
1

1
1
,8

0
0人

保
健

セ
ン

タ
ー

戸
田

分
館

静
岡

県
沼

津
市

戸
田

9
1
6
-
2

1
1
,0

8
6人

津
波

避
難

タ
ワ

ー
（
戸

田
）

静
岡

県
沼

津
市

戸
田

2
3
5

1
1
1
4人

第
一

地
区

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
沼

津
市

八
幡

町
6
5
-
1

1
1

1
6
5人

第
二

地
区

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
沼

津
市

本
字

千
本

1
9
1
0
-
2
1
9

1
1

1
8
6人

第
三

地
区

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
沼

津
市

下
香

貫
7
5
0
-
4

1
1

2
4
0人

第
五

地
区

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
沼

津
市

五
月

町
1
5
-
1

1
1

2
4
1人

門
池

地
区

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
沼

津
市

岡
一

色
7
8
8
-
7

1
1

2
2
7人

金
岡

地
区

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
沼

津
市

江
原

町
3
-
1

1
1

2
0
1人

片
浜

地
区

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
沼

津
市

大
諏

訪
4
6
-
1

1
1

2
2
7人

今
沢

地
区

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
沼

津
市

今
沢

5
2
7
-
2
1

1
1

3
1
8人

大
平

地
区

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
沼

津
市

大
平

2
1
9
7
-
1

1
1

1
5
5人

静
浦

地
区

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
沼

津
市

獅
子

浜
3
4

1
1

1
8
9人

内
浦

地
区

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
沼

津
市

内
浦

三
津

2
4
9
-
3

1
1

1
6
6人

戸
田

地
区

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
沼

津
市

戸
田

1
2
9
4
-
3

1
1

1
1
9
6人

愛
鷹

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
西

椎
路

6
7
3
-
1

1
1

1
1
,9

2
6人

愛
鷹

中
学

校
静

岡
県

沼
津

市
西

椎
路

7
3
3

1
1

1
,4

7
6人

浮
島

中
学

校
静

岡
県

沼
津

市
平

沼
8
4
9

1
1

1
,0

0
8人

今
沢

中
学

校
静

岡
県

沼
津

市
東

原
2
8
9
-
1

1
1

1
,6

4
1人

井
田

集
会

所
静

岡
県

沼
津

市
井

田
1
7
1

1
5
2人

ゆ
め

と
び

ら
舟

山
静

岡
県

沼
津

市
戸

田
2
5
5
8
-
1

1
4
5人

上
宿

町
市

有
地

静
岡

県
熱

海
市

上
宿

町
7
8
5

1
3
,1

0
3人

熱
海

市
児

童
発

達
支

援
セ

ン
タ

ー
　

IP
P
O

静
岡

県
熱

海
市

上
多

賀
7
3
0
-
2

1
2
5
4人

多
賀

小
学

校
（
グ

ラ
ウ

ン
ド

）
静

岡
県

熱
海

市
下

多
賀

9
2
0
-
1

1
7
,5

1
5人

白
銅

跡
地

静
岡

県
熱

海
市

下
多

賀
1
8
4
-
1

1
1
,2

0
3人

網
代

公
民

館
（
屋

上
）

静
岡

県
熱

海
市

網
代

1
8
1

1
4
2
4人

初
島

公
園

静
岡

県
熱

海
市

初
島

5
7
2

1
1
,3

0
0人

東
小

学
校

静
岡

県
三

島
市

東
町

1
0
-
1

1
1

1
1

1
2
0
0人

西
小

学
校

静
岡

県
三

島
市

緑
町

7
-
7

1
1

1
1
9
0人

南
小

学
校

静
岡

県
三

島
市

富
田

町
6
-
1

1
1

1
1

2
0
0人

北
小

学
校

静
岡

県
三

島
市

文
教

町
1
-
4
-
8

1
1

1
1

2
3
0人

錦
田

小
学

校
静

岡
県

三
島

市
谷

田
9
6
6

1
1

1
1

1
2
5
0人

向
山

小
学

校
静

岡
県

三
島

市
谷

田
1
9
4
6

1
1

1
1

1
1

1
9
0人

山
田

小
学

校
静

岡
県

三
島

市
川

原
ヶ

谷
8
1
2

1
1

1
1

1
9
0人

坂
小

学
校

静
岡

県
三

島
市

市
山

新
田

1
6
3
-
2

1
1

1
1

1
9
0人

徳
倉

小
学

校
静

岡
県

三
島

市
徳

倉
4
-
1
-
4
5

1
1

1
1

1
1
9
0人

沢
地

小
学

校
静

岡
県

三
島

市
沢

地
1
2
7
-
1

1
1

1
1

1
9
0人

北
上

小
学

校
静

岡
県

三
島

市
徳

倉
8
4
4
-
1

1
1

1
1

1
1

1
9
0人

熱 海 市
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1
3
-
2
-
2
 市

町
別
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緊
急

避
難

場
所

洪
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崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
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大
規

模
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事
内

水
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濫
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現
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機
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R

3
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対
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と
す
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施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

佐
野

小
学

校
静

岡
県

三
島

市
佐

野
2
3
8

1
1

1
1

1
1

1
5
0人

中
郷

小
学

校
静

岡
県

三
島

市
梅

名
4
5
3

1
1

1
1

1
2
0
0人

長
伏

小
学

校
静

岡
県

三
島

市
長

伏
2
2
6
-
5

1
1

1
1

1
1
9
0人

錦
田

中
学

校
静

岡
県

三
島

市
谷

田
1
5
0
5

1
1

1
1

1
3
6
0人

南
中

学
校

静
岡

県
三

島
市

富
田

町
6
-
1
8

1
1

1
1

4
1
0人

北
中

学
校

静
岡

県
三

島
市

文
教

町
2
-
3
2
-
6
0

1
1

1
1

1
3
3
0人

北
上

中
学

校
静

岡
県

三
島

市
徳

倉
7
6
7
-
2

1
1

1
3
4
0人

中
郷

中
学

校
静

岡
県

三
島

市
大

場
2
5
0
-
1

1
1

1
3
3
0人

中
郷

西
中

学
校

静
岡

県
三

島
市

梅
名

8
5
4
-
1

1
1

1
1

1
3
3
0人

山
田

中
学

校
静

岡
県

三
島

市
川

原
ヶ

谷
8
4
2
-4

1
1

1
1

3
4
0人

三
島

北
高

等
学

校
静

岡
県

三
島

市
文

教
町

1
-
3
-
1
8

1
1

1
1

1
4
3
0人

三
島

南
高

等
学

校
静

岡
県

三
島

市
大

場
6
0
8

1
1

1
1

1
1

5
5
0人

三
島

長
陵

高
等

学
校

静
岡

県
三

島
市

文
教

町
1
-
3
-
9
3

1
1

1
2
8
0人

楽
寿

園
静

岡
県

三
島

市
一

番
町

1
9
-
3

1
1

5
,0

0
0人

旭
ヶ

丘
集

会
所

静
岡

県
三

島
市

旭
ヶ

丘
4
0
4
-
2
5

1
6
0人

加
茂

川
町

１
区

集
会

所
静

岡
県

三
島

市
加

茂
川

町
3
9
4
1
-
1

1
1

2
3人

加
茂

川
町

２
区

自
治

会
館

静
岡

県
三

島
市

加
茂

川
町

1
8
-
4

1
2
5人

大
宮

町
２

丁
目

公
民

館
静

岡
県

三
島

市
大

宮
町

2
-
1
1
-
1
0

1
1

4
1人

大
宮

町
３

丁
目

集
会

所
静

岡
県

三
島

市
大

宮
町

3
-
3
5
6
1
-
4

1
1

1
9人

壱
町

田
公

民
館

静
岡

県
三

島
市

壱
町

田
1
0
1
-
1

1
1

8
1人

加
茂

集
会

所
静

岡
県

三
島

市
加

茂
6
-
2

1
1

1
7人

県
営

北
上

団
地

静
岡

県
三

島
市

徳
倉

1
0
1
6
-
3

1
1
7人

光
ヶ

丘
公

民
館

静
岡

県
三

島
市

光
ヶ

丘
2
-
1
9
-
5

1
5
8人

沢
地

公
民

館
静

岡
県

三
島

市
沢

地
2
8
0
-
5

1
5
5人

萩
公

民
館

静
岡

県
三

島
市

萩
1
6
0
-
2

1
1

1
1
3人

富
士

ビ
レ

ッ
ジ

集
会

所
静

岡
県

三
島

市
富

士
ビ

レ
ッ

ジ
2
7-

9
1

5
4人

う
ぐ

い
す

会
館

静
岡

県
三

島
市

初
音

台
2
4
-
1

1
6
6人

押
切

公
民

館
静

岡
県

三
島

市
谷

田
天

台
1
3
3
6
-
1
0

1
1

5
8人

夏
梅

木
公

民
館

静
岡

県
三

島
市

谷
田

5
4
9
-
5

1
1

7
7人

静
岡

県
総

合
健

康
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

三
島

市
谷

田
2
2
7
6
 

1
2
3
0人

坂
公

民
館

静
岡

県
三

島
市

三
ツ

谷
新

田
1
2
5

1
9
0人

桜
ヶ

丘
公

民
館

静
岡

県
三

島
市

谷
田

（
五

反
田

）
1
3
9
8
-
1

1
5
6人

笹
原

出
荷

場
静

岡
県

三
島

市
笹

原
新

田
2
7
5

1
3
3人

笹
原

会
館

静
岡

県
三

島
市

笹
原

新
田

1
9
1

1
4
3人

山
中

公
民

館
静

岡
県

三
島

市
山

中
新

田
9
5
ｰ

2
1

5
2人

山
田

公
民

館
静

岡
県

三
島

市
川

原
ヶ

谷
7
6
4
-1

1
4
1人

小
山

中
島

公
民

館
静

岡
県

三
島

市
谷

田
1
2
4
0
-
1

1
1

3
4人

川
原

ヶ
谷

公
民

館
静

岡
県

三
島

市
川

原
ヶ

谷
8
5
-
4

1
1

6
9人

塚
の

台
集

会
所

静
岡

県
三

島
市

谷
田

陣
場

1
6
3
7
-
1
6

1
1
9人

三 島 市

1
3
-
2
-
2
 市
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崖
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び

地
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収
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数

塚
原

公
民

館
静

岡
県

三
島

市
塚

原
新

田
1
4
-
1

1
5
2人

東
富

士
見

公
民

館
静

岡
県

三
島

市
谷

田
2
5
8
-
9

1
1

1
3人

柳
郷

地
集

会
所

静
岡

県
三

島
市

柳
郷

地
1
3
5

1
1

4
4人

赤
王

集
会

所
静

岡
県

三
島

市
大

場
8
3
3
-
1
3

1
1

4
8人

多
呂

公
民

館
静

岡
県

三
島

市
多

呂
2
7
4

1
1

0
7人

北
沢

公
民

館
静

岡
県

三
島

市
北

沢
2
7
-
1

1
1

4
7人

長
伏

公
民

館
静

岡
県

三
島

市
長

伏
6
1
9

1
1

1
1
1人

松
本

公
民

館
静

岡
県

三
島

市
松

本
2
9
5
-
6

1
1

6
7人

安
久

公
民

館
静

岡
県

三
島

市
安

久
2
8
5
-
2

1
1

7
4人

大
場

公
会

堂
静

岡
県

三
島

市
大

場
2
0

1
1

1
6
4人

中
島

公
民

館
静

岡
県

三
島

市
中

島
3
1
0
-
2

1
1

1
3
9人

梅
名

自
治

会
館

静
岡

県
三

島
市

梅
名

2
3
0
-
1

1
1

1
6
5人

富
士

見
台

自
治

会
館

静
岡

県
三

島
市

富
士

見
台

3
9
-
2

1
3
5人

元
山

中
公

民
館

静
岡

県
三

島
市

川
原

ケ
谷

(元
山

中
)1

2
1
1
-
1

1
3
8人

芦
ノ

湖
カ

ン
ト

リ
ー

ク
ラ

ブ
・
ク

ラ
ブ

ハ
ウ

ス
静

岡
県

三
島

市
字

南
原

菅
4
7
0
8

1
6
7人

徳
倉

公
民

館
静

岡
県

三
島

市
徳

倉
6
5
0
-
1

1
1

6
7人

徳
倉

２
丁

目
集

会
所

静
岡

県
三

島
市

徳
倉

2
丁

目
7
2
-
1

1
1

3
6人

小
山

公
民

館
静

岡
県

三
島

市
谷

田
(小

山
)1

0
7
-
2

1
1

3
3人

東
町

公
民

館
静

岡
県

三
島

市
東

町
1
0
-
2
3

1
3
4人

南
二

日
町

集
会

所
静

岡
県

三
島

市
南

二
日

町
2
1
-
1
2

1
2
8人

御
門

公
民

館
静

岡
県

三
島

市
谷

田
4
9
7
-
1

1
6
2人

中
公

民
館

静
岡

県
三

島
市

中
8
4
-
6

1
5
5人

八
反

畑
公

民
館

静
岡

県
三

島
市

八
反

畑
3
5
-
2

1
6
6人

田
町

集
会

所
静

岡
県

三
島

市
中

田
町

1
2
-
6

1
6
4人

南
田

町
集

会
所

静
岡

県
三

島
市

南
田

町
5
-
7

1
2
8人

富
田

町
自

治
会

集
会

所
静

岡
県

三
島

市
富

田
町

2
7
9
-
3

1
2
6人

青
木

公
民

館
静

岡
県

三
島

市
青

木
7
4
-
1

1
6
9人

東
小

学
校

静
岡

県
富

士
宮

市
矢

立
町

2
2
7

1
1

1
2
,3

3
3人

第
一

中
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

矢
立

町
8
1
4

1
1

1
3
,9

1
1人

第
二

中
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

豊
町

1
7
-
1

1
1

1
1

4
,3

7
0人

城
山

公
園

静
岡

県
富

士
宮

市
元

城
町

1
6
8
9

1
1

2
,0

0
0人

大
宮

小
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

元
城

町
2
-
1

1
1

1
1

2
,3

5
0人

市
民

文
化

会
館

静
岡

県
富

士
宮

市
宮

町
1
4
-
2

1
1

1
3
,9

3
7人

神
田

川
ふ

れ
あ

い
広

場
静

岡
県

富
士

宮
市

宮
町

1
-
1

1
1
,3

3
3人

富
知

神
社

境
内

静
岡

県
富

士
宮

市
朝

日
町

1
2
-
4

1
8
3
3人

貴
船

小
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

貴
船

町
3
-
3

1
1

1
1

2
,3

6
9人

第
三

中
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

野
中

6
5
8

1
1

1
1

1
3
,0

8
4人

白
尾

山
公

園
静

岡
県

富
士

宮
市

野
中

1
1
0
3

1
2
,6

6
7人

神
田

川
北

公
園

静
岡

県
富

士
宮

市
神

田
川

町
2
4

1
1
8
3人
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神
田

川
南

公
園

静
岡

県
富

士
宮

市
神

田
川

町
1
8

1
6
7人

西
小

学
校

静
岡

県
富

士
宮

市
安

居
山

3
8
0

1
1

1
1

1
3
,1

9
5人

フ
ィ

ル
ム

パ
ー

ク
グ

ラ
ウ

ン
ド

静
岡

県
富

士
宮

市
大

中
里

1
1
3
5
-
1

1
6
0
0人

富
士

宮
北

高
等

学
校

静
岡

県
富

士
宮

市
宮

北
町

2
3
0

1
1

1
1

8
,3

3
3人

大
富

士
小

学
校

静
岡

県
富

士
宮

市
万

野
原

新
田

3
9
9
2

1
1

1
1

3
,6

2
3人

大
富

士
中

学
校

静
岡

県
富

士
宮

市
万

野
原

新
田

4
1
1
5
-
1

1
1

1
6
,5

8
5人

富
士

見
小

学
校

静
岡

県
富

士
宮

市
富

士
見

ヶ
丘

1
7
9
4

1
1

1
4
,9

0
7人

市
営

舞
々

木
墓

地
静

岡
県

富
士

宮
市

舞
々

木
町

1
0
7
5

1
1
0
,4

5
5人

黒
田

小
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

星
山

1
0
3
0
-
2

1
1

1
1

2
,5

1
4人

星
陵

高
等

学
校

静
岡

県
富

士
宮

市
星

山
1
0
6
8

1
1

1
1

1
1
5
,0

0
0人

山
本

地
区

避
難

地
静

岡
県

富
士

宮
市

山
本

1
3
7
-
5
・
8
、

1
38

-
1
0

1
1
,3

3
3人

富
岳

館
高

等
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

弓
沢

町
7
3
2

1
1

1
1

3
,8

3
3人

富
士

宮
東

高
等

学
校

静
岡

県
富

士
宮

市
小

泉
1
2
3
4

1
1

1
3
,8

3
3人

富
士

根
南

小
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

小
泉

1
6
7
5

1
1

1
1

2
,8

0
0人

富
士

根
南

中
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

小
泉

1
9
9
6

1
1

1
1

5
,0

8
0人

粟
倉

分
校

静
岡

県
富

士
宮

市
粟

倉
1
8
2
8

1
1

1
1
,7

4
3人

富
士

根
北

小
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

村
山

1
4
9
9

1
1

1
2
,3

2
5人

舟
久

保
団

地
市

有
地

静
岡

県
富

士
宮

市
舟

久
保

町
1
7
-
4

1
3
3
3人

富
士

根
北

中
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

村
山

9
3
5
-
1

1
1

1
5
,0

0
6人

第
四

中
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

穂
波

町
1
3
-
1

1
1

1
1

1
4
,6

6
1人

淀
川

北
公

園
静

岡
県

富
士

宮
市

淀
川

町
2
7
-
1

1
4
6
7人

淀
川

中
公

園
静

岡
県

富
士

宮
市

淀
川

町
2
3
-
1

1
3
3
3人

西
保

育
園

静
岡

県
富

士
宮

市
中

里
東

町
2
9
0

1
6
6
7人

大
中

里
こ

ど
も

園
静

岡
県

富
士

宮
市

大
中

里
8
3
7

1
9
3
3人

富
丘

小
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

淀
師

4
8
9
-
4

1
1

1
1

2
,0

2
0人

富
士

宮
西

高
等

学
校

静
岡

県
富

士
宮

市
淀

師
1
5
5
0

1
1

5
,3

3
3人

外
神

東
公

園
静

岡
県

富
士

宮
市

外
神

東
町

1
1
3

1
6
,6

6
7人

北
山

小
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

北
山

1
5
8
2

1
1

2
,9

2
5人

北
山

中
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

北
山

1
0
9
2

1
1

5
,4

3
0人

山
宮

小
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

山
宮

1
5
6
0
-
1

1
1

1
2
,1

8
1人

上
野

小
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

下
条

4
0
8

1
1

2
,5

3
2人

上
野

中
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

精
進

川
4
1
0

1
1

4
,4

7
6人

白
糸

小
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

原
1
1
1
5

1
1

1
2
,6

6
0人

人
穴

小
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

人
穴

3
6
2

1
1

1
7
,0

7
8人

西
富

士
中

学
校

静
岡

県
富

士
宮

市
上

井
出

9
1
8
-
1

1
1

4
,8

2
7人

上
井

出
小

学
校

静
岡

県
富

士
宮

市
上

井
出

1
4
0
0

1
1

1
6
,4

7
8人

根
原

分
校

静
岡

県
富

士
宮

市
根

原
1
5
5

1
1

3
4
0人

井
之

頭
小

学
校

静
岡

県
富

士
宮

市
猪

之
頭

1
6
8

1
1

1
1
,6

3
5人

井
之

頭
中

学
校

静
岡

県
富

士
宮

市
猪

之
頭

9
9
9

1
1

1
2
,5

3
3人

富 士 宮 市

1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

柚
野

小
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

上
柚

野
8
8

1
1

1
1

1
,4

2
7人

柚
野

中
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

下
柚

野
3
7
1

1
1

1
2
,3

7
6人

芝
富

小
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

長
貫

1
3
2
3

1
1

1
2
,4

6
1人

芝
川

中
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

長
貫

1
2
6
7

1
1

1
1

1
1

4
,3

7
3人

稲
子

小
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

上
稲

子
8
3
0
-
1

1
1

1
1

1
,5

9
4人

内
房

小
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

内
房

3
9
0
9

1
1

1
1

1
1
,9

6
3人

芝
川

B
＆

G
海

洋
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

富
士

宮
市

西
山

8
5
8

1
1

1
1

3
,3

7
7人

杉
田

区
民

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
富

士
宮

市
杉

田
9
5
7
-
1
0

1
4
0
5人

下
稲

子
区

公
民

館
静

岡
県

富
士

宮
市

下
稲

子
1
0
3
6
-
3

1
1

1
1

1
4
6人

駅
前

交
流

セ
ン

タ
ー

き
ら

ら
静

岡
県

富
士

宮
市

中
央

町
5
-
7

1
2
3
8人

市
民

体
育

館
静

岡
県

富
士

宮
市

外
神

1
1
5

1
2
,9

8
5人

中
央

図
書

館
静

岡
県

富
士

宮
市

宮
町

1
3
-
1

1
4
2
2人

北
山

会
館

静
岡

県
富

士
宮

市
北

山
1
5
8
4
-
1

1
3
5
6人

上
野

会
館

静
岡

県
富

士
宮

市
下

条
1
4
1

1
1
,0

4
5人

芝
川

公
民

館
静

岡
県

富
士

宮
市

長
貫

1
2
7
0
-
1

1
1
,2

0
0人

宝
町

公
園

静
岡

県
富

士
宮

市
宝

町
7
6
0

1
7
3
1人

上
井

出
区

民
館

静
岡

県
富

士
市

上
井

出
6
3
1

1
1
9
6人

北
中

学
校

(体
育

館
)

静
岡

県
伊

東
市

湯
川

3
6
0
-
1

1
1

1
1

1
1

1
3
7人

北
中

学
校

(グ
ラ

ン
ド

)
静

岡
県

伊
東

市
湯

川
3
6
0
-
1

1
1

1
1

1
1

5
,5

0
0人

伊
東

公
園

静
岡

県
伊

東
市

湯
川

3
2
2

1
1

1
1

1
1

2
,0

0
0人

西
小

学
校

(体
育

館
)

静
岡

県
伊

東
市

幸
町

1
-
5

1
1

1
1

1
1

1
4
0
0人

西
小

学
校

(グ
ラ

ン
ド

)
静

岡
県

伊
東

市
幸

町
1
-
5

1
1

1
1

1
1

4
,0

0
0人

東
小

学
校

(体
育

館
)

静
岡

県
伊

東
市

大
原

二
丁

目
2
-
6

1
1

1
1

1
1

1
1

5
0
0人

東
小

学
校

(グ
ラ

ン
ド

)
静

岡
県

伊
東

市
大

原
二

丁
目

2
-
6

1
1

1
1

1
1

1
4
,5

0
0人

南
小

学
校

(体
育

館
)

静
岡

県
伊

東
市

玖
須

美
元

和
田

7
1
6
-
8
7

1
1

1
1

1
1

1
1

3
3
0人

南
小

学
校

(グ
ラ

ン
ド

)
静

岡
県

伊
東

市
玖

須
美

元
和

田
7
1
6
-
8
7

1
1

1
1

1
1

1
6
,0

0
0人

市
民

運
動

場
静

岡
県

伊
東

市
玖

須
美

元
和

田
7
1
6
-
1
1
5

1
1

1
1

1
1

1
1
0
,0

0
0人

南
中

学
校

(体
育

館
)

静
岡

県
伊

東
市

玖
須

美
元

和
田

7
2
9
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

7
9
0人

南
中

学
校

(グ
ラ

ン
ド

)
静

岡
県

伊
東

市
玖

須
美

元
和

田
7
2
9
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1
2
,5

0
0人

宇
佐

美
小

学
校

(体
育

館
)

静
岡

県
伊

東
市

宇
佐

美
1
6
2
7
-
1

1
1

1
1

1
1

1
4
1
0人

宇
佐

美
小

学
校

(グ
ラ

ン
ド

)
静

岡
県

伊
東

市
宇

佐
美

1
6
2
7
-
1

1
1

1
1

1
1

4
,3

0
0人

宇
佐

美
中

学
校

(体
育

館
)

静
岡

県
伊

東
市

宇
佐

美
1
5
3
7
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
7
0人

宇
佐

美
中

学
校

(グ
ラ

ン
ド

)
静

岡
県

伊
東

市
宇

佐
美

1
5
3
7
-
1

1
1

1
1

1
1

1
3
,0

0
0人

川
奈

小
学

校
(体

育
館

)
静

岡
県

伊
東

市
川

奈
1
0
8
3
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1
9
0人

川
奈

小
学

校
(グ

ラ
ン

ド
)

静
岡

県
伊

東
市

川
奈

1
0
8
3
-
1

1
1

1
1

1
1

3
,0

0
0人

伊
東

商
業

高
校

(体
育

館
)

静
岡

県
伊

東
市

吉
田

7
4
8
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

7
0
0人

伊
東

商
業

高
校

(グ
ラ

ン
ド

)
静

岡
県

伊
東

市
吉

田
7
4
8
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1
4
,5

0
0人

大
池

小
学

校
(体

育
館

)
静

岡
県

伊
東

市
吉

田
8
2
4
-
4

1
1

1
1

1
1

1
1

1
2
1
0人

大
池

小
学

校
(グ

ラ
ン

ド
)

静
岡

県
伊

東
市

吉
田

8
2
4
-
4

1
1

1
1

1
1

1
1

3
,5

0
0人

伊 東 市

-305-



1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

門
野

中
学

校
(体

育
館

)
静

岡
県

伊
東

市
鎌

田
1
2
8
1
-
6
3

1
1

1
1

1
1

1
1

1
4
0
0人

門
野

中
学

校
(グ

ラ
ン

ド
)

静
岡

県
伊

東
市

鎌
田

1
2
8
1
-
6
3

1
1

1
1

1
1

1
1

8
,5

0
0人

十
足

広
場

静
岡

県
伊

東
市

十
足

5
3
6
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
,5

0
0人

富
戸

小
学

校
(体

育
館

)
静

岡
県

伊
東

市
富

戸
1
2
0
3
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
0
0人

富
戸

小
学

校
(グ

ラ
ン

ド
)

静
岡

県
伊

東
市

富
戸

1
2
0
3
-
1

1
1

1
1

1
1

1
8
,5

0
0人

富
戸

公
園

静
岡

県
伊

東
市

富
戸

8
8
9
-
3

1
1

1
1

1
1

1
1

2
,5

0
0人

八
幡

野
小

学
校

(体
育

館
)

静
岡

県
伊

東
市

八
幡

野
9
7
6
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
3
4
0人

八
幡

野
小

学
校

(グ
ラ

ン
ド

)
静

岡
県

伊
東

市
八

幡
野

9
7
6
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
,0

0
0人

対
島

中
学

校
(体

育
館

)
静

岡
県

伊
東

市
八

幡
野

1
1
2
8
-
3

1
1

1
1

1
1

1
1

1
3
8
0人

対
島

中
学

校
(グ

ラ
ン

ド
)

静
岡

県
伊

東
市

八
幡

野
1
1
2
8
-
3

1
1

1
1

1
1

1
1

3
,7

0
0人

伊
東

高
校

城
ヶ

崎
分

校
(体

育
館

)
静

岡
県

伊
東

市
八

幡
野

1
1
2
0

1
1

1
1

1
1

1
1

1
8
4
0人

伊
東

高
校

城
ヶ

崎
分

校
(グ

ラ
ン

ド
)

静
岡

県
伊

東
市

八
幡

野
1
1
2
0

1
1

1
1

1
1

1
1

7
,2

0
0人

池
小

学
校

(体
育

館
)

静
岡

県
伊

東
市

池
4
7
7
-
2

1
1

1
1

1
1

1
1

2
1
0人

池
小

学
校

(グ
ラ

ン
ド

)
静

岡
県

伊
東

市
池

4
7
7
-
2

1
1

1
1

1
1

1
2
,0

0
0人

富
士

市
立

吉
原

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
高

嶺
町

6
-
1

1
1

1
1

1
1
,4

7
1人

富
士

市
立

伝
法

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
伝

法
2
7
4
3

1
1

1
1
,5

5
7人

富
士

市
立

吉
原

第
一

中
学

校
静

岡
県

富
士

市
永

田
北

町
7
-
1

1
1

1
1
,8

7
0人

富
士

市
立

今
泉

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
今

泉
3
-
1
7
-
1

1
1

1
1

1
,7

4
1人

富
士

市
立

吉
原

第
二

中
学

校
静

岡
県

富
士

市
今

泉
1
9
5
5

1
1

1
1
,7

5
7人

静
岡

県
立

吉
原

高
等

学
校

静
岡

県
富

士
市

今
泉

2
1
6
0

1
1

1
1
,7

1
7人

静
岡

県
立

富
士

東
高

等
学

校
静

岡
県

富
士

市
今

泉
2
9
2
1

1
1

1
,8

6
6人

富
士

市
立

神
戸

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
神

戸
6
3
3

1
1

1
,0

3
7人

富
士

市
立

広
見

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
広

見
本

町
1
-
1

1
1

1
,4

7
4人

富
士

市
立

青
葉

台
小

学
校

静
岡

県
富

士
市

一
色

2
9
5

1
1

1
,3

0
4人

富
士

市
立

富
士

見
台

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
富

士
見

台
1
-
1
2

1
1

1
,2

7
8人

富
士

市
立

吉
原

北
中

学
校

静
岡

県
富

士
市

原
田

２
２

５
９

番
地

1
1

1
,4

1
6人

富
士

市
立

元
吉

原
小

学
校

静
岡

県
富

士
市

今
井

3
-
4
-
2

1
1

1
1

1
1

1
,1

2
3人

富
士

市
立

元
吉

原
中

学
校

静
岡

県
富

士
市

鈴
川

中
町

2
8
-
1

1
1

1
1

1
1

1
,3

6
1人

富
士

市
立

須
津

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
中

里
1
0
1
9

1
1

1
1
,2

7
4人

富
士

市
立

須
津

中
学

校
静

岡
県

富
士

市
中

里
1
1
5
6

1
1

1
1
,6

7
1人

富
士

市
立

東
小

学
校

静
岡

県
富

士
市

西
船

津
2
2
0

1
1

1
5
5
0人

富
士

市
立

吉
永

第
一

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
比

奈
1
4
3
1

1
1

1
,2

0
5人

富
士

市
立

吉
原

東
中

学
校

静
岡

県
富

士
市

比
奈

7
5

1
1

1
8
1
4人

富
士

市
立

高
等

学
校

静
岡

県
富

士
市

比
奈

1
6
5
4

1
1

3
,0

7
8人

富
士

市
立

吉
永

第
二

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
鵜

無
ケ

淵
1
4
9
-
1

1
1

8
8
9人

勢
子

辻
林

業
施

設
展

示
場

　
静

岡
県

富
士

市
桑

崎
1
0
2
5
-
3
0

1
1

2
2人

富
士

市
立

原
田

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
原

田
4
8
0

1
1

1
1
,1

4
6人

富
士

市
立

吉
原

第
三

中
学

校
静

岡
県

富
士

市
比

奈
2
1
2
6

1
1

1
1
,4

5
9人

富
士

市
立

大
淵

第
一

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
大

淵
3
0
1
2

1
1

1
,3

6
2人

東

1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

富
士

市
立

大
淵

第
二

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
大

淵
8
6
7
3
-
1

1
1

4
3
4人

富
士

市
立

大
淵

中
学

校
静

岡
県

富
士

市
大

淵
2
9
2
0

1
1

1
,6

8
5人

富
士

市
立

富
士

第
一

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
本

市
場

2
8
0
-
2

1
1

1
1

1
,6

7
5人

静
岡

県
富

士
見

中
学

校
・
高

等
学

校
静

岡
県

富
士

市
平

垣
町

1
-
1

1
1

1
1
,1

5
3人

富
士

市
立

富
士

中
学

校
静

岡
県

富
士

市
中

島
3
2
0

1
1

1
1

2
,0

3
5人

静
岡

県
立

富
士

高
等

学
校

静
岡

県
富

士
市

松
本

1
7

1
1

1
2
,3

4
4人

富
士

市
立

富
士

中
央

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
米

之
宮

町
2
9
5

1
1

1
1

1
,2

7
6人

富
士

市
立

富
士

第
二

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
横

割
1
-
8
-
1

1
1

1
1

1
,3

8
0人

富
士

市
立

富
士

南
中

学
校

静
岡

県
富

士
市

森
島

5
5
0

1
1

1
1

1
1

1
,9

6
8人

富
士

市
立

富
士

南
小

学
校

静
岡

県
富

士
市

宮
下

5
5
1

1
1

1
1

1
1

1
,5

3
6人

富
士

市
立

田
子

浦
小

学
校

静
岡

県
富

士
市

中
丸

9
8

1
1

1
1

1
1

1
,3

7
6人

富
士

市
立

田
子

浦
中

学
校

静
岡

県
富

士
市

中
丸

4
1
1

1
1

1
1

1
1

1
,7

0
1人

富
士

市
立

岩
松

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
松

岡
8
5
0

1
1

1
1

1
,3

5
2人

富
士

市
立

岩
松

北
小

学
校

静
岡

県
富

士
市

岩
本

1
2
3
-
1

1
1

1
1

1
,3

4
2人

富
士

市
立

岩
松

中
学

校
静

岡
県

富
士

市
松

岡
2
3
5
3
-
1

1
1

1
1
,6

1
0人

富
士

市
立

岩
本

保
育

園
静

岡
県

富
士

市
岩

本
5
8
1
-
3
3

1
1

6
8人

富
士

市
立

鷹
岡

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
久

沢
2
-
3
-
1

1
1

1
1
,2

4
2人

富
士

市
立

鷹
岡

中
学

校
静

岡
県

富
士

市
久

沢
7
1
3

1
1

1
,8

7
5人

富
士

市
立

天
間

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
天

間
5
0

1
1

1
1
,1

0
2人

富
士

市
立

天
間

幼
稚

園
静

岡
県

富
士

市
天

間
1
0
4
7
-
1

1
1

1
5
9人

富
士

市
立

丘
小

学
校

静
岡

県
富

士
市

厚
原

2
0
7
5

1
1

1
1
,4

2
7人

富
士

市
立

岳
陽

中
学

校
静

岡
県

富
士

市
伝

法
6
3
0

1
1

1
,6

8
3人

富
士

川
体

育
館

静
岡

県
富

士
市

木
島

8
9
-
1

1
1

1
1

1
,0

6
7人

富
士

市
立

富
士

川
第

一
小

学
校

静
岡

県
富

士
市

岩
淵

1
0
7

1
1

1
1
,1

1
5人

富
士

市
立

富
士

川
第

一
中

学
校

静
岡

県
富

士
市

岩
淵

8
5
5
-
3

1
1

1
1

1
,2

9
3人

富
士

市
立

富
士

川
第

二
小

学
校

静
岡

県
富

士
市

北
松

野
1
9
5
9

1
1

1
1

8
6
1人

富
士

市
立

富
士

川
第

二
中

学
校

静
岡

県
富

士
市

北
松

野
1
9
6
3
-
6

1
1

1
1

8
5
1人

吉
原

ま
ち

づ
く
り

セ
ン

タ
ー

 
静

岡
県

富
士

市
高

嶺
町

6
-
3

1
1

1
6
0人

伝
法

ま
ち

づ
く
り

セ
ン

タ
ー

 
静

岡
県

富
士

市
伝

法
2
7
4
3
-
2

1
1

1
8
3人

今
泉

ま
ち

づ
く
り

セ
ン

タ
ー

 
静

岡
県

富
士

市
今

泉
7
-
1
2
-
3
7

1
1

2
2
2人

青
葉

台
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

 
静

岡
県

富
士

市
一

色
2
8
8
-
4

1
1

1
2
2人

吉
永

ま
ち

づ
く
り

セ
ン

タ
ー

 
静

岡
県

富
士

市
比

奈
1
4
4
7
-
1

1
1

1
8
0人

元
吉

原
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

 
静

岡
県

富
士

市
大

野
新

田
7
4
4
-
2

1
1

1
3
9人

須
津

ま
ち

づ
く
り

セ
ン

タ
ー

 
静

岡
県

富
士

市
中

里
1
1
4
3
-
1

1
1

9
6人

浮
島

ま
ち

づ
く
り

セ
ン

タ
ー

 
静

岡
県

富
士

市
西

船
津

2
1
5
-
2

1
1

7
3人

原
田

ま
ち

づ
く
り

セ
ン

タ
ー

 
静

岡
県

富
士

市
原

田
4
8
5

1
1

1
5
1人

富
士

見
台

ま
ち

づ
く
り

セ
ン

タ
ー

 
静

岡
県

富
士

市
富

士
見

台
6
-
1
-
1

1
1

1
1
5人

神
戸

ま
ち

づ
く
り

セ
ン

タ
ー

 
静

岡
県

富
士

市
さ

ん
ど

ま
き

1
4
2

1
1

9
7人

吉
永

北
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

 
静

岡
県

富
士

市
鵜

無
ケ

淵
1
6
2
-
1

1
1

8
7人

東 部

-306-



1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

大
淵

ま
ち

づ
く
り

セ
ン

タ
ー

 
静

岡
県

富
士

市
大

淵
2
8
8
5
-
4

1
1

1
8
1人

富
士

駅
北

ま
ち

づ
く
り

セ
ン

タ
ー

 
静

岡
県

富
士

市
平

垣
本

町
6
-
1
3

1
1

1
9
6人

富
士

北
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

 
静

岡
県

富
士

市
米

之
宮

町
2
8
8

1
1
6
3人

富
士

駅
南

ま
ち

づ
く
り

セ
ン

タ
ー

 
静

岡
県

富
士

市
横

割
1
-
4
-
1
5

1
1

1
6
7人

田
子

浦
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

 
静

岡
県

富
士

市
中

丸
2
3
2

1
1

1
7
5人

富
士

南
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

 
静

岡
県

富
士

市
森

下
5
2
-
1

1
1

2
0
0人

岩
松

ま
ち

づ
く
り

セ
ン

タ
ー

 
静

岡
県

富
士

市
松

岡
8
3
7
-
7

1
8
7人

岩
松

北
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

 
静

岡
県

富
士

市
岩

本
8
8
-
1

1
1

1
1
9人

富
士

川
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

 
静

岡
県

富
士

市
岩

淵
1
2
1

1
1

1
5
3人

松
野

ま
ち

づ
く
り

セ
ン

タ
ー

 
静

岡
県

富
士

市
南

松
野

1
7
9
2
-
2

1
1

2
2
1人

鷹
岡

ま
ち

づ
く
り

セ
ン

タ
ー

 
静

岡
県

富
士

市
久

沢
8
3
6
-
1

1
1

2
0
0人

広
見

ま
ち

づ
く
り

セ
ン

タ
ー

 
静

岡
県

富
士

市
石

坂
4
7
0
-
5

1
1

1
0
2人

天
間

ま
ち

づ
く
り

セ
ン

タ
ー

 
静

岡
県

富
士

市
天

間
1
1
0
6
-
1

1
1

1
1
7人

丘
ま

ち
づ

く
り

セ
ン

タ
ー

 
静

岡
県

富
士

市
厚

原
2
0
9
9
-
1
4

1
1

1
5
2人

中
央

公
園

静
岡

県
富

士
市

永
田

町
2
-
1
1
2

1
1

2
3
,0

0
0人

原
田

公
園

静
岡

県
富

士
市

原
田

7
0
4

1
1

1
1
,0

0
0人

広
見

公
園

静
岡

県
富

士
市

伝
法

4
6
-
1

1
1

5
5
,5

0
0人

雁
公

園
静

岡
県

富
士

市
松

岡
1
8
6
6
-
1

1
1

1
2
,0

0
0人

富
士

西
公

園
静

岡
県

富
士

市
入

山
瀬

7
7
2
-
1

1
1

1
1
3
,0

0
0人

富
士

総
合

運
動

公
園

駐
車

場
Ａ

静
岡

県
富

士
市

中
野

6
7
1

1

富
士

信
用

金
庫

研
修

セ
ン

タ
ー

東
側

駐
車

場
静

岡
県

富
士

市
中

野
2
1
2
-
1
1

1

鈴
川

港
公

園
津

波
避

難
タ

ワ
ー

静
岡

県
富

士
市

鈴
川

町
6
1
-
9

1
6
4人

富
士

市
立
柏

原
保

育
園

津
波

避
難
タ
ワ
ー

静
岡

県
富

士
市

沼
田

新
田

1
4
8
-
1

1
1

6
4人

富
士

市
立
浜

保
育

園
津

波
避

難
タ
ワ
ー

静
岡

県
富

士
市

鮫
島

5
9
2
-
8

1
1

6
4人

旧
富

士
市
立

浜
幼

稚
園

津
波

避
難
タ
ワ
ー

静
岡

県
富

士
市

中
丸

8
9
4
-
3

1
1

6
4人

鈴
川

本
町

津
波

避
難

タ
ワ

ー
静

岡
県

富
士

市
鈴

川
本

町
3
2
-
1

1
1
2
8人

市
営

今
井

団
地

静
岡

県
富

士
市

今
井

3
-
6
-
1
4

1
3
8人

市
営

田
子

浦
団

地
静

岡
県

富
士

市
川

成
島

5
5
0
-
3

1
1

5
2
0人

市
営

四
軒

屋
団

地
静

岡
県

富
士

市
五

貫
島

4
6
6

1
1

1
9
9人

市
営

早
川

団
地

静
岡

県
富

士
市

宮
島

7
3
5
-
1

1
1

2
4
7人

富
士

市
西
部

浄
化

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
富

士
市

宮
島

1
2
6
0

1
1

2
5
0人

富
士

市
教
育

プ
ラ

ザ
静

岡
県

富
士

市
八

代
町

1
-
1

1
1

7
6
0人

富
士

市
八
代

町
防

災
倉

庫
静

岡
県

富
士

市
八

代
町

1
1
-
1

1
1

1
2
6人

静
岡

県
田

子
の

浦
港

管
理

事
務

所
静

岡
県

富
士

市
鈴

川
2
-
1

1
2
4
4人

ホ
テ

ル
ア

ム
ス

静
岡

県
富

士
市

川
成

島
7
8
2
-
9

1
1
5
0人

株
式

会
社
村

松
組

静
岡

県
富

士
市

宮
島

4
3
2
-
1

1
8
4人

新
富

士
ビ

ル
静

岡
県

富
士

市
川

成
島

6
4
4
-
3

1
3
0
0人

マ
ン

シ
ョ
ン

コ
ー

ポ
ベ

ル
ラ

イ
ズ

静
岡

県
富

士
市

柳
島

1
5
3
-
1

1
5
2
0人

旭
化

成
株
式

会
社

大
志

寮
静

岡
県

富
士

市
中

丸
1
4
0
-
1

1
4
0人

富 士 市

1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

旭
化

成
株
式

会
社

サ
ン
ト
ピ
ア
富
士
寮

静
岡

県
富

士
市

中
丸

1
4
0
-
1

1
8
8人

池
辺

ク
リ

ニ
ッ

ク
静

岡
県

富
士

市
川

成
新

町
2
5
0

1
1
,4

0
0人

株
式

会
社
マ

ル
ハ

ン
吉
原
店
立
体
駐
車
場

静
岡

県
富

士
市

八
代

町
1
2
-
1
2

1
2
,8

7
0人

株
式

会
社
メ

ン
テ

ッ
ク
技
研

静
岡

県
富

士
市

依
田

橋
町

9
-
2

1
3
6
0人

株
式

会
社
山

清
第

１
倉
庫

静
岡

県
富

士
市

今
泉

1
8
7
-
1

1
1
,7

8
2人

飯
田

工
業

薬
品
株

式
会

社
静

岡
県

富
士

市
依

田
橋

7
1
-
1

1
2
0人

鈴
厚

ビ
ル

静
岡

県
富

士
市

依
田

橋
町

1
3
-
2
4

1
1
8
0人

ダ
イ

オ
ー

ペ
ー

パ
ー

プ
ロ
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ク
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式
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社
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岡
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町
7
-
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4
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1
8
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株
式
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静
岡

東
工
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カ

ム
静

岡
県

富
士

市
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泉
4
2
9
-
3

1
2
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株
式
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７
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静
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4
3
-
2

1
1
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ト
コ
株
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社
静

岡
県
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7
0
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-
1

1
9
0
0人

株
式
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中

村
組

静
岡

県
富

士
市

田
中
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田

2
7
5
-
1
2

1
1
9
0人

介
護

老
人
保

健
施

設
か
ぐ
や
富
士

静
岡

県
富

士
市
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里

2
5
4
6
-
7

1
1
1
8人

田
中

町
公

会
堂

静
岡

県
富

士
市

田
中

新
田

2
1
3
-
2

1
8
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株
式
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社
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ト
リ

富
士
店

静
岡

県
富

士
市

宮
島

8
4
1
-
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1
1
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7
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式
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士
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ス
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静
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県
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市

五
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島
9
9
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1
2
0
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サ
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静
岡

県
富

士
市

五
貫

島
9
1
8
-
1

1
1
0
0人

Ｆ
Ｋ

産
業
株

式
会
社

静
岡

県
富

士
市

五
貫

島
8
1
4

1
2
0
0人

東
海

シ
ー

レ
ッ

ク
ス
株
式
会
社

静
岡

県
富

士
市

五
貫

島
7
7
0
-
8

1
4
0
0人

株
式

会
社
大

石
工

業
静

岡
県

富
士

市
五

貫
島

9
9
0
-
1

1
5
0人

株
式

会
社
静

清
亜

鉛
静

岡
県

富
士

市
五

貫
島

9
7
1

1
1
0
0人

サ
ン

ク
レ

イ
ド

ル
新

富
士

ウ
イ

ン
フ

ォ
ー

ト
静

岡
県

富
士

市
宮

島
4
6
6
-
1

1
2
0
0人

ポ
リ

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

ス
株
式
会
社
富
士
工
場

静
岡

県
富

士
市

宮
島

9
7
3

1
1
,0

0
0人

ア
イ

マ
ン

シ
ョ

ン
　

静
岡

県
富

士
市

荒
田

島
町

9
-
7

1
2
9人

メ
ゾ

ン
タ

ケ
ミ

ネ
静

岡
県

富
士

市
荒

田
島

町
5
-
3

1
6
0人

介
護

老
人
保

健
施

設
き
き
ょ
う
の
郷

静
岡

県
富

士
市

五
貫

島
1
7
5

1
3
0
0人

株
式

会
社
マ

ル
ハ

ン
吉
原
寮

静
岡

県
富

士
市

八
代

町
8
-
1
4

1
9
4人

株
式

会
社
ラ

ウ
ン

ド
ワ
ン
富
士
店
立
体
駐
車
場

静
岡

県
富

士
市

八
代

町
4
-
1
5

1
8
1
0人

ギ
フ

ト
プ

ラ
ザ

ダ
イ

ト
ー

本
店

静
岡

県
富

士
市

鈴
川

本
町

3
-
6

1
7
5人

富
士

化
工
株

式
会

社
静

岡
県

富
士

市
前

田
9
0

1
3
0
0人

マ
ル

ス
ン

駿
河

企
業

ア
パ

ー
ト

静
岡

県
富

士
市

依
田

橋
町

9
-
3
4

1
1
4
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場
1
9
2
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1
1
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4
,8
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静
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原
3
6
1
-
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1
1

1
1

1
1

1
3
,6

0
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南
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学
校

静
岡

県
御
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場

市
萩

原
1
3
2
7

1
1

1
1

1
1

1
1
,9

9
9人

御
殿

場
南

小
学

校
静

岡
県

御
殿

場
市

川
島

田
5
8
0

1
1

1
1

1
1

1
4
,1

1
8人

御
殿

場
南

高
等

学
校

静
岡

県
御

殿
場

市
新

橋
1
4
5
0

1
1

1
1

1
1

1
2
,2

8
6人

鮎
沢

公
民

館
静

岡
県

御
殿

場
市

新
橋

3
5
1

1
1

1
1

1
1

1
1
,4

5
1人

青
少

年
会

館
跡

地
静

岡
県

御
殿

場
市

東
山

1
0
8
2

1
1

1
1

1
1

7
7
8人

馬
車

道
公

園
静

岡
県

御
殿

場
市

二
枚

橋
3
8
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1
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5
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東
小

学
校

静
岡

県
御

殿
場

市
西

田
中

3
1
0

1
1

1
1

1
1

1
5
,0

2
8人

東
田

中
富

士
見

公
園

静
岡

県
御

殿
場

市
東

田
中

1
-
1
9
-
2
3

1
1

1
1

1
1

1
,5

0
2人

二
の

岡
地

区
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
供

用
施

設
静

岡
県

御
殿

場
市

二
の

岡
1
-
3
-
1
5

1
1

1
1

1
1

1
3
,9

7
9人

中
央

公
園

静
岡

県
御

殿
場

市
萩

原
7
5
4
-
5

1
1

1
1

1
1

5
,3

8
9人

仁
杉

・
北

久
原

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ
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施
設

静
岡

県
御

殿
場

市
仁

杉
2
5
5
-
2

1
1

1
1

1
1

1
1
,6

8
5人

竃
幼

稚
園

静
岡

県
御

殿
場

市
竃

1
5
4
-
1

1
1

1
1

1
1

1
3
,1

8
0人

富
士

岡
小

学
校

静
岡

県
御

殿
場
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中

山
1
6
1

1
1

1
1

1
1

1
3
,6
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0人

富
士

岡
中

学
校

静
岡

県
御

殿
場

市
中

山
8
2
5
-
1

1
1

1
1

1
1

1
3
,8

2
7人

神
山

小
学

校
静

岡
県

御
殿

場
市

神
山

4
7
8
-
2

1
1

1
1

1
1

1
6
,5

3
4人

駒
門

地
区

児
童

厚
生

体
育

施
設

静
岡

県
御

殿
場

市
駒

門
4
7
1

1
1

1
1

1
1

1
7
5
7人

原
里

小
学

校
静

岡
県

御
殿

場
市

川
島

田
1
9
0
2

1
1

1
1

1
1

1
5
,5

4
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校
静

岡
県

御
殿
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市

川
島

田
1
3
6
3
-
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1
1
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4
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森
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腰
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稚
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静
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県
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市
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4
5
1
-
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1
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1
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西
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岡
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市
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妻
1
0
1
-
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1
1

1
1

1
1

1
2
,3

2
1人
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校
静

岡
県

御
殿
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市
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島

田
8
4
-
1

1
1

1
1

1
1

1
2
,8
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御
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店
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岡
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御
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沢
5

1
1

1
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1
8
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沢
1
3
2
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1
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1
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1
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1
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1
1

1
1
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2
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-
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1
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3
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根
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林
4
3
1
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1
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9
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小
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岡
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1
1

1
1

1
1
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0
6
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1
1

1
1

1
1
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野

高
校

静
岡

県
裾

野
市

佐
野

9
0
0
-
1

1
1

1
1

1
1

1
,0
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9人

東
小

学
校

静
岡

県
裾

野
市

茶
畑

3
9
9

1
1

1
1

1
1

9
0
3人

向
田

小
学

校
静

岡
県

裾
野

市
茶

畑
1
1
3
3

1
1

1
1

1
1

7
6
6人

深
良

小
学

校
静

岡
県

裾
野

市
深

良
6
5
5

1
1

1
1

1
1

6
3
3人

生
涯

学
習

セ
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タ
ー

静
岡

県
裾

野
市
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良

4
3
5

1
1

1
1

1
1
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富
岡

第
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小
学

校
静

岡
県

裾
野

市
御

宿
6
0
0

1
1

1
1

1
1

9
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岡

第
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小
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校
静

岡
県

裾
野

市
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和
田

8
9
0

1
1

1
1

1
2
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千
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が
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小
学

校
静

岡
県

裾
野

市
千

福
が

丘
4
-
1
2
-
1

1
1

1
1

1
1

3
9
0人

須
山

小
学

校
静

岡
県

裾
野

市
須

山
1
6
5

1
1

1
1

1
4
6
9人

修
善

寺
南

小
学

校
静

岡
県

伊
豆

市
柏
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保

4
4
9

1
1

1
1

1
1

5
9
4人

修
善
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学
校

静
岡

県
伊
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市

柏
久

保
3
9
5

1
1

1
1

1
1

1
,1

7
5人

熊
坂

小
学

校
静

岡
県

伊
豆

市
熊

坂
7
0
8
-
3

1
1

1
1

1
4
6
7人

修
善

寺
総
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会

館
静

岡
県

伊
豆

市
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善
寺

8
3
8
-
1

1
1

1
1

1
5
2
4人

修
善

寺
小

学
校

静
岡

県
伊

豆
市

修
善

寺
3
2
4
4

1
1

1
1

1
5
4
5人

修
善

寺
東

小
学

校
静

岡
県

伊
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市
本

立
野

4
1
9

1
1

1
1

1
5
3
3人
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小
土

肥
生
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改

善
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

伊
豆

市
小

土
肥

5
4
2

1
1

1
1

1
1

1
9
6人

土
肥

小
学

校
静

岡
県

伊
豆

市
土

肥
6
3
8

1
1

1
1

1
1

1
5
1
3人

土
肥

中
学

校
静

岡
県

伊
豆

市
土

肥
2
7
0
1
-
1

1
1

1
1

1
1

1
5
2
7人

丸
山

ス
ポ

ー
ツ

公
園

静
岡

県
伊

豆
市

八
木

沢
1
3
6
1
-
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
0
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田
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ー
静

岡
県
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市
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下
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1
3
4
3

1
1

1
1

1
1

1
1
7
1人

狩
野

ド
ー

ム
静

岡
県

伊
豆

市
青

羽
根

8
9

1
1

1
1

1
1
,3

6
4人

旧
月

ヶ
瀬

小
学

校
静

岡
県

伊
豆

市
月

ヶ
瀬

4
4
4

1
1

1
1

1
1

2
4
5人

旧
湯

ヶ
島

小
学

校
静

岡
県

伊
豆

市
湯

ヶ
島

1
3
6

1
1

1
1

1
1

4
0
0人

旧
八

岳
小

学
校

静
岡

県
伊

豆
市

原
保

3
8
4

1
1

1
1

1
3
0
9人

貴
僧

坊
の

里
静

岡
県

伊
豆

市
貴

僧
坊

1
9
0
-
9

1
1

1
1

1
1
4
0人

中
伊

豆
中

学
校

静
岡

県
伊

豆
市

八
幡

4
0
7

1
1

1
1

1
6
4
4人

旧
大

東
小

学
校

静
岡

県
伊

豆
市

徳
永

9
0
0

1
1

1
1

1
4
4
0人

中
伊

豆
社

会
体

育
館

静
岡

県
伊

豆
市

上
白

岩
4
2
0
-
1

1
1

1
1

1
1

8
3
3人

八
岳
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所
静

岡
県

伊
豆
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保
3
1
3
-
1

1
1

1
1

1
1

2
2
8人

小
土

肥
津

波
避

難
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ワ
ー

静
岡

県
伊

豆
市

小
土

肥
5
4
2

1
1
0
0人

八
木

沢
津

波
避

難
タ

ワ
ー

静
岡

県
伊

豆
市

八
木

沢
7
7
0
-
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1
1
5
0人

土
肥
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ど

も
園

津
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避
難

タ
ワ

ー
静

岡
県

伊
豆

市
土

肥
6
6
5
-
2
6

1
1
5
0人

土
肥

ふ
じ

や
ホ

テ
ル

静
岡

県
伊

豆
市

土
肥

4
7
8
-
1

1
2
,2

7
9人

土
肥

館
静

岡
県

伊
豆

市
土

肥
2
8
9
-
2

1
1
,5

0
8人

ゆ
と

り
ろ

西
伊

豆
静

岡
県

伊
豆

市
土

肥
3
2
4

1
1
4
0人

玉
樟

園
新

井
静

岡
県

伊
豆

市
土

肥
2
8
4

1
5
1
5人

ホ
テ

ル
粋

松
亭

静
岡

県
伊

豆
市

土
肥

4
1
5
-
4

1
9
3
7人

土
肥

温
泉

ホ
テ

ル
み

な
み

荘
静

岡
県

伊
豆

市
土

肥
3
3
6
-
1

1
1
,4

3
6人

大
江

戸
温

泉
物

語
　

土
肥

マ
リ

ン
ホ

テ
ル

静
岡

県
伊

豆
市

土
肥

2
7
9
1
-
4

1
2
,4

3
8人

土
肥

観
光

ホ
テ

ル
湯

の
花

亭
静

岡
県

伊
豆

市
土

肥
2
8
4
9
-
5

1
1
,7

7
7人

土
肥

グ
ラ

ン
ド

ホ
テ

ル
明

治
館

静
岡

県
伊

豆
市

土
肥

2
8
4
9
-
3

1
2
,3

1
4人

湯
茶

寮
マ

ル
ト

静
岡

県
伊

豆
市

土
肥

2
6
5
8
-
1

1
7
5人

海
花

亭
い

ず
み

静
岡

県
伊

豆
市

土
肥

2
9
1
4
-
6

1
7
5人

あ
る

じ
栖

静
岡

県
伊

豆
市

土
肥

2
4
1

1
7
5人

サ
ン

ハ
イ

ツ
木

口
静

岡
県

伊
豆

市
土

肥
7
3
4
-
1

1
1
5人

玉
川

館
静

岡
県

伊
豆

市
土

肥
3
4
9
-
2

1
4
9
5人

朝
香

マ
ン

シ
ョ
ン

静
岡

県
伊

豆
市

土
肥

8
5
9
-
1

1
1
3
0人

瀧
コ

ー
ポ

静
岡

県
伊

豆
市

土
肥

1
0
5
3
-
1

1
8
0人

シ
ー

サ
イ

ド
・
ス

パ
西

伊
豆

土
肥

静
岡

県
伊

豆
市

八
木

沢
1
3
6
5
-
1

1
0
0
人

長
岡

総
合

会
館

（
ア

ク
シ

ス
か

つ
ら

ぎ
）

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

古
奈

2
5
5

1
1

1
1

1
1

1
,4

8
0人

長
岡

中
学

校
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
長

岡
1
4
0
7
-
5

1
1

1
1

1
1

1
,9

3
0人

長
岡

南
小

学
校

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

長
岡

1
2
9
4
-
1

1
1

1
1

1
1

1
,4

6
0人

長
岡

北
小

学
校

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

南
江

間
1
2
0
0

1
1

1
1

1
1

8
1
0人

江
間

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

南
江

間
1
2
1
2
-
1

1
1

1
4
5人

伊 豆 市

-308-



1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

長
岡

中
央

公
民

館
（
あ

や
め

会
館

）
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
長

岡
3
4
6
-
1

1
1

1
1

1
1

7
0
0人

富
士

美
幼

稚
園

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

原
木

1
3
4
3

1
1

1
1

2
7
0人

韮
山

小
学

校
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
四

日
町

3
5
0
-
1

1
1

1
1

1
1

1
,6

9
0人

県
立

伊
豆

中
央

高
等

学
校

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

寺
家

9
7
0
-
1

1
1

1
1

1
1

7
3
0人

県
立

東
部

特
別

支
援

学
校

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

寺
家

2
3
5
-
1

1
1

1
1

1
1

1
8
0人

韮
山

南
小

学
校

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

中
8
1
7
-
1

1
1

1
1

1
1

9
5
0人

共
和

幼
稚

園
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
中

7
7
3
-
1

1
1

1
1

1
1

2
3
3人

県
立

韮
山

高
等

学
校

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

韮
山

韮
山

2
2
9

1
1

1
1

1
1

8
5
0人

韮
山

中
学

校
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
韮

山
韮

山
3
9
3

1
1

1
1

1
1

1
,0

5
0人

韮
山

体
育

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
韮

山
韮

山
3
9
2
-
1

1
1

1
1

1
1

9
6
0人

韮
山

生
涯

学
習

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

奈
古

谷
1
2
5
1
-
1

1
1

1
1

1
3
0
0人

中
島

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

中
島

2
5
7
-
3

1
1

1
1

7
0人

大
仁

中
学

校
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
三

福
1
2
7
6
-
2
0

1
1

1
1

1
1

1
,8

8
0人

大
仁

小
学

校
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
三

福
3
2
5
-
1

1
1

1
1

1
1

1
,6

4
0人

ひ
ま

わ
り

保
育

園
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
三

福
9
3
4
-
1

1
1

1
1

1
1

1
3
0人

御
門

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

御
門

3
2
-
1

1
1

1
1

1
1

5
8人

大
仁

北
小

学
校

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

守
木

3
1
2
-
1

1
1

1
1

1
1

8
8
0人

野
外

活
動

セ
ン

タ
ー

（
旧

大
仁

東
小

学
校

）
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
下

畑
1
9
3
0

1
1

1
1

1
1

2
4
0人

市
民

交
流

セ
ン

タ
ー

作
法

室
(旧

大
仁

高
校

)
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
大

仁
3
3
4

1
1

1
1

1
2
5人

墹
之

上
公

民
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

墹
之

上
2
2
7
-
7

1
1

1
1

1
3
8人

古
奈

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
古

奈
2
7
0

1
1

1
1

8
4人

天
野

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
天

野
7
-
1

1
1

1
1

3
8人

長
岡

区
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
長

岡
1
5
9
-
9

1
1

1
1

1
1

6
9人

小
坂

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
小

坂
3
7
8

1
1

1
3
6人

富
士

見
区

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
富

士
見

7
4
1
-
3

1
1

1
1

3
4人

長
瀬

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
長

瀬
2
6
0
-
1

1
1

1
1

1
1
8人

戸
沢

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
戸

沢
4
3
-
1

1
1

1
1

1
2
6人

花
坂

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
花

坂
1
1
3
-
1

1
1

1
1

1
1
7人

南
江

間
公

民
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

南
江

間
4
3
5
-
1

1
1

1
1

2
2人

谷
戸

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

南
江

間
6
5
-
4

1
1

1
1

3
3人

仲
之

台
公

民
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

南
江

間
8
3
0
-
2

1
1

1
1

1
5人

鳥
打

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
南

江
間

9
0
6
-
1

1
1

1
1

1
5人

珍
野

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
南

江
間

1
6
0
2
-
1

1
1

1
1

1
4
1人

町
屋

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
北

江
間

1
3
1
-
1

1
1

1
1

3
0人

大
北

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
北

江
間

4
7
7

1
1

1
1

6
3人

千
代

田
公

民
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

北
江

間
1
7
2
4
-
1

1
1

1
1

1
4
9人

長
塚

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
北

江
間

1
8
0
5
-
1
2

1
1

1
1

1
1

3
1人

金
谷

研
修

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

韮
山

金
谷

2
6
8
-
1

1
1

1
1

1
2
4人

山
木

産
業

会
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

韮
山

山
木

6
0
5

1
1

1
1

1
1

7
4人

伊 豆 の 国 市

1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

多
田

区
公

民
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

韮
山

多
田

5
7
2
-
1

1
1

1
1

1
1

5
5人

長
崎

会
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

長
崎

2
0
2

1
1

1
1

2
8人

原
木

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
原

木
8
0
4
-
1

1
1

1
1

5
3人

四
日

町
公

民
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

四
日

町
6
5
2
-
2

1
1

1
1

7
4人

寺
家

区
公

民
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

寺
家

1
1
2

1
1

1
1

8
3人

中
條

区
公

民
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

中
條

2
6
5

1
1

1
1

4
5人

南
條

区
民

ホ
ー

ル
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
南

條
1
6
0
5

1
1

1
1

1
0
3人

立
花

台
区

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
中

1
0
1
5
-
2
-
1

1
1

1
1

1
1

4
7人

中
公

民
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

中
7
7
2
-
3

1
1

1
1

1
1

6
7人

高
原

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
中

1
6
1
3
-
8
7

1
1

1
1

1
1

1
5人

内
中

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
内

中
1
4
2

1
1

1
1

1
1

1
8人

松
並

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
四

日
町

1
8
4
-
1

1
1

1
1

1
1

6
4人

み
ど

り
区

自
治

会
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

奈
古

谷
2
2
1
6
-
1

1
1

1
1

1
1

0
9人

大
仁

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
大

仁
2
6
8
-
2

1
1

1
1

1
1

1
1
4人

吉
田

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
吉

田
5
8
0

1
1

1
1

1
1

6
7人

神
島

集
会

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

神
島

1
1
2
-
1
地

先
1

1
1

1
1

5
5人

三
福

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
三

福
6
7
5

1
1

1
1

1
1
0
7人

田
京

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
田

京
3
8
0
-
2

1
1

1
1

1
1

6
1人

白
山

堂
公

民
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

白
山

堂
4
0
7
-
1

1
1

1
1

3
7人

守
木

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
守

木
7
6
-
2

1
1

1
1

1
1

7
1人

宗
光

寺
公

民
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

宗
光

寺
7
2
-
1

1
1

1
1

1
4
8人

立
花

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
立

花
三

丁
目

1
1

1
1

1
1

1
6
2人

星
和

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
宗

光
寺

6
5
0
-
9

1
1

1
1

1
1

2
2人

田
中

山
公

民
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

田
中

山
1
1
3
6

1
1

1
1

1
1

5
5人

下
畑

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
下

畑
1
6
4

1
1

1
1

1
1

5
2人

浮
橋

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
浮

橋
9
0
0
-
5

1
1

1
1

1
1

7
2人

田
原

野
公

民
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

田
原

野
9
5
-
1

1
1

1
1

1
6
1人

長
者

原
公

民
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

長
者

原
1
4
5
5
-
3
8
1

1
1

1
1

1
3
8人

狩
野

川
リ

バ
ー

サ
イ

ド
パ

ー
ク

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

天
野

4
4
4
-
1

1
1

1
2
,0

3
3人

江
間

い
ち

ご
狩

り
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
北

江
間

5
6
3
-
7

1
1

1
7
3
3人

伊
豆

の
国

パ
ノ

ラ
マ

パ
ー

ク
駐

車
場

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

長
岡

2
6
0
-
1

1
1

1
3
7
8人

湯
ら

っ
く
す

公
園

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

長
岡

6
1
3
-
1

1
1

1
7
7
7人

古
奈

湯
元

公
園

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

古
奈

1
1
9
9
-
3

1
1

1
8
6
6人

江
間

公
園

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

南
江

間
8
2
8
-
4

1
1

1
2
,5

0
0人

山
木

グ
リ

ー
ン

公
園

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

韮
山

山
木

1
8
3

1
1

1
1
,2

0
0人

反
射

炉
自

然
公

園
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
中

2
8
2
-
1

1
1

1
,1

7
8人

韮
山

反
射

炉
ガ

イ
ダ

ン
ス

セ
ン

タ
ー

駐
車

場
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
中

2
6
0
-
1

1
1

1
,6

0
0人

大
仁

淵
端

公
園

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

大
仁

1
1
4

1
1

7
9
4人

狩
野

川
堤

防
（
大

仁
橋

下
流

）
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
大

仁
字

水
門

戸
1

1
1

7
7
1人

市

-309-



1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
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対
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す

る
異
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な
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局
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施
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・
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所
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の
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想
定

収
容

人
数

IZ
U

 V
IL

L
A
G

E
 駐

車
場

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

田
京

1
9
5
-
2

1
1

1
2
,3

6
6人

広
瀬

公
園

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

田
京

7
-
5

1
1

1
3
,2

9
0人

古
奈

も
み

じ
公

園
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
古

奈
5
6
-
1

1
1

1
,4

6
0人

函
南

中
学

校
静

岡
県

田
方

郡
函

南
町

仁
田

5
6

1
1

1
1

1
2
,4

2
9人

東
中

学
校

静
岡

県
田

方
郡

函
南

町
柏

谷
5
4
0

1
1

1
1

1
3
,5

3
6人

函
南

小
学

校
静

岡
県

田
方

郡
函

南
町

仁
田

1
4
8

1
1

1
1

1
1
,7

7
8人

東
小

学
校

静
岡

県
田

方
郡

函
南

町
平

井
9
7
2

1
1

1
1

1
1
,9

5
5人

西
小

学
校

静
岡

県
田

方
郡

函
南

町
間

宮
4
7
5

1
1

1
1
,5

0
3人

桑
村

小
学

校
静

岡
県

田
方

郡
函

南
町

桑
原

9
3
3

1
1

1
1

1
1
,2

1
3人

丹
那

小
学

校
静

岡
県

田
方

郡
函

南
町

丹
那

4
4
3

1
1

1
1

1
1
,0

3
3人

西
部

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

ー
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

田
方

郡
函

南
町

塚
本

6
6
7
-
1

1
1

1
1
1
0人

農
村

環
境

改
善

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
田

方
郡

函
南

町
丹

那
3
3
3
-
1

1
1

1
1

1
1
1
0人

田
方

農
業

高
校

静
岡

県
田

方
郡

函
南

町
塚

本
9
6
1

1
1

1
1

1
7
3
5人

清
水

小
学

校
静

岡
県

清
水

町
堂

庭
8
7

1
1

1
1

1
1

1
7
0
5人

西
小

学
校

静
岡

県
清

水
町

長
沢

2
2
0

1
1

1
1

1
1

1
6
5
7人

清
水

中
学

校
静

岡
県

清
水

町
堂

庭
2
6
7

1
1

1
1

1
1

1
8
4
6人

南
小

学
校

静
岡

県
清

水
町

湯
川

1
8
2
-
1

1
1

1
1

1
1

1
9
7
0人

県
立

沼
津

商
業

高
校

静
岡

県
清

水
町

徳
倉

1
2
0
5

1
1

1
1

1
1

1
7
6
0人

南
中

学
校

静
岡

県
清

水
町

徳
倉

2
2
2
2
-
4

1
1

1
1

1
1

1
6
8
2人

町
体

育
館

静
岡

県
堂

庭
2
8
7
-1

1
1

1
1

1
1

北
小

学
校

静
岡

県
駿

東
郡

長
泉

町
下

長
窪

1
0
6
0

1
1

1
1

1
1

1
6
9
4人

長
泉

小
学

校
静

岡
県

駿
東

郡
長

泉
町

中
土

狩
8
7
2

1
1

1
1

1
1

9
3
7人

南
小

学
校

静
岡

県
駿

東
郡

長
泉

町
竹

原
1
0
0

1
1

1
1

1
1

8
6
3人

北
中

学
校

静
岡

県
駿

東
郡

長
泉

町
納

米
里

3
3
3
-
3

1
1

1
1

1
1

1
1
,8

8
2人

長
泉

中
学

校
静

岡
県

駿
東

郡
長

泉
町

下
土

狩
7
7
7

1
1

1
1

1
1

1
,7

7
2人

知
徳

高
等

学
校

静
岡

県
駿

東
郡

長
泉

町
竹

原
3
5
4

1
1

1
1

1
1

3
6
5人

生
涯

学
習

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
駿

東
郡

小
山

町
阿

多
野

1
3
0

1
1

1
1

1
1

7
8
0人

健
康

福
祉

会
館

静
岡

県
駿

東
郡

小
山

町
小

山
7
5
-
7

1
1

1
1

1
1

1
,1

2
0人

小
山

中
学

校
静

岡
県

駿
東

郡
小

山
町

藤
曲

1
4
2

1
1

1
1

1
1

2
,2

0
0人

成
美

小
学

校
静

岡
県

駿
東

郡
小

山
町

藤
曲

1
5
0

1
1

1
1

1
1

1
,7

4
0人

明
倫

小
学

校
静

岡
県

駿
東

郡
小

山
町

菅
沼

6
2
7

1
1

1
1

1
1

8
4
0人

足
柄

小
学

校
静

岡
県

駿
東

郡
小

山
町

竹
之

下
2
4
1
1
-
1

1
1

1
1

1
1

5
9
0人

北
郷

中
学

校
静

岡
県

駿
東

郡
小

山
町

用
沢

3
5
5

1
1

1
1

1
1
,6

7
0人

北
郷

小
学

校
静

岡
県

駿
東

郡
小

山
町

用
沢

6
0
4
-
1
6

1
1

1
1

1
1
,4

7
0人

須
走

中
学

校
静

岡
県

駿
東

郡
小

山
町

須
走

9
9
-
7

1
1

1
1

1
1
,0

2
0人

須
走

小
学

校
静

岡
県

駿
東

郡
小

山
町

須
走

7
0
-
1
8

1
1

1
1

1
1
,2

2
0人

県
立

小
山

高
校

静
岡

県
駿

東
郡

小
山

町
竹

之
下

3
6
9

1
1

1
1

1
1

8
4
0人

須
走

総
合

グ
ラ

ン
ド

静
岡

県
駿

東
郡

小
山

町
須

走
3
4
7

1
1

1
1

1
7
,7

4
5人

駿
府

城
公

園
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
駿

府
城

公
園

1
-
1

1
1

長 泉 町函 南 町 清 水 町 小 山 町

1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4
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対
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と
す

る
異

常
な

現
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局
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施
設

・
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住
所

指
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避
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の
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想
定

収
容

人
数

辰
起

町
ス

ポ
-
ツ

広
場

安
倍

川
（
左

岸
）

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

辰
起

町
1

1

田
町

緑
地

ス
ポ

-
ツ

広
場

安
倍

川
（
左

岸
）

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

田
町

1
1

弥
勒

ス
ポ

-
ツ

広
場

安
部

川
（
左

岸
）

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

弥
勒

安
倍

川
河

川
敷

1
1

浅
間

神
社

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

宮
ｹ

崎
町

1
0
2
-
1

1

城
内

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
駿

府
町

1
-
1
0
7

1
1

5
9
6人

新
通

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
駒

形
通

2
-
4
-
4
7

1
1

1
1

8
7
6人

新
通

公
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

駒
形

通
2
-
6
-
9

1

常
磐

公
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

常
磐

町
3
-
3
-
1

1

駒
形

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
南

安
倍

2
-
1
-
1

1
1

1
1

5
1
0人

安
倍

川
中

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

弥
勒

2
-
1
1
-
1

1
1

2
8
0人

駒
形

第
二

公
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

駒
形

通
4
-
1
2
-
1

1

南
安

倍
公

園
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

南
安

倍
3
-
5
5
6

1

特
別

支
援

教
育

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

一
番

町
5
0

1
1

1
5
0人

住
吉

公
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

住
吉

町
2
-
5
3
､一

番
町

1
0
5

1

番
町

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
新

富
町

1
-
2
3
-
1

1
1

1
1

6
4
1人

新
富

町
こ

ど
も

園
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
新

富
町

3
-
2
1
-
2

1
1

3
3人

田
町

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
田

町
5
-
7
0

1
1

1
1

7
1
0人

県
立

静
岡

商
業

高
等

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

田
町

7
-
9
0

1
1

8
7
0人

田
町

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

田
町

1
-
7
9

1
1

6
3人

安
西

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
安

西
1
-
9
6
-
3

1
1

1
1

1
7
0
5人

末
広

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
末

広
町

4
1

1
1

6
4
3人

葵
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

城
内

町
7
-
9

1
1

1
1

1
3
0
8人

西
草

深
公

園
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
西

草
深

町
2
7
-
9

1

静
岡

大
学

附
属

小
・
中

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

駿
府

町
1
-
9
4

1
1

5
7
3人

静
岡

大
成

中
学

・
高

等
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
鷹

匠
2
-
4
-
1
8

1
1

1
6
6人

静
岡

英
和

女
学

院
中

学
・
高

等
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
西

草
深

町
8
-
1

1
1

2
3
0人

伝
馬

町
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

伝
馬

町
1
4
-
2

1
1

1
1

1
6
3
7人

清
水

山
公

園
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
音

羽
町

1
-2

.瓦
場

町
1
1
4他

1

伝
馬

公
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

伝
馬

町
1
4
-
1

1

静
岡

学
園

中
学

・
高

等
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
東

鷹
匠

町
2
5

1
1

2
7
0人

横
内

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
緑

町
1
-
1

1
1

1
1

1
7
1
3人

東
中

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

沓
谷

1
-
6
-
1

1
1

5
2
9人

青
木

の
杜

公
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

城
東

町
5
4

1

城
東

公
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

城
東

町
1
1

1

城
東

保
健

福
祉

エ
リ

ア
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
城

東
町

2
4
−

1
1

安
東

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
安

東
3
-
1
6
-
1

1
1

1
1

1
5
9
2人

安
東

公
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

安
東

1
-
3
0
9
外

1

県
立

静
岡

高
等

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

長
谷

町
6
6

1
1

7
8
1人

安
東

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
安

東
3
-
1
3
-
1

1
1

8
0
2人

-310-



1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

県
立

静
岡

城
北

高
等

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

北
安

東
2
-
3
-
1

1
1

6
8
9人

安
東

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

安
東

3
-
1
1
-
1
7

1
1

2
0
0人

城
北

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
北

安
東

4
-
2
7
-
3

1
1

1
1

1
7
5
8人

観
山

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
観

山
8
-
2

1
1

2
,9

0
8人

県
立

静
岡

中
央

高
等

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

城
北

2
-
2
9
-
1

1
1

5
7
0人

竜
南

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
竜

南
1
-
2
3
-
1

1
1

1
1

8
1
2人

市
立

高
等

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

千
代

田
3
-
1
-
1

1
1

1
,1

5
0人

竜
南

雨
坪

公
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

竜
南

3
-
1
6
2

1

千
代

田
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

沓
谷

5
-
4
7
-
1

1
1

1
1

1
4
8
4人

旧
陸

軍
墓

地
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
沓

谷
1

県
立

静
岡

農
業

高
等

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

古
庄

3
-
1
-
1

1
1

6
0
3人

沓
谷

東
公

園
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
沓

谷
6
-
2
3

1

県
立

科
学

技
術

高
等

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

長
沼

5
0
0
-
1

1
1

1
,0

4
2人

長
沼

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

長
沼

2
-
1
8
-
3
1

1
1

3
3人

上
土

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

古
庄

4
-
2
-
1
1

1
1

4
8人

千
代

田
東

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
川

合
3
-
4
-
1

1
1

1
1

1
6
1
5人

県
立

静
岡

東
高

等
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
川

合
3
-
2
4
-
1

1
1

1
,1

6
4人

川
合

本
田

公
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

上
土

1
-
1
2
9
7
-
1

1

西
奈

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
瀬

名
3
-
2
3
-
1

1
1

1
1

1
3
6
5人

静
岡

北
高

等
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
瀬

名
5
-
1
4
-
1

1
1

8
2
1人

常
葉

学
園

橘
中

学
・
高

等
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
瀬

名
2
-
1
-
1

1
1

6
0
6人

竜
爪

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
瀬

名
7
-
3
1
-
4
0

1
1

5
6
7人

瀬
名

水
梨

ス
ポ

ー
ツ

広
場

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

瀬
名

1

新
幕

公
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

瀬
名

6
-
4
0
6
6

（
竜

爪
中

学
校

東
側

）
1

常
葉

大
学

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

瀬
名

1
-
2
2
−

1
1

西
奈

南
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

南
瀬

名
町

1
-
2
0

1
1

1
1

3
4
2人

西
奈

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
東

瀬
名

町
1
4
-
1

1
1

4
1
2人

瀬
名

川
こ

ど
も

園
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
瀬

名
川

1
-
2
1
-
4
0

1
1

5
5人

北
沼

上
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

北
沼

上
1
0
2
0

1
1

1
1

1
2
3
9人

北
沼

上
こ

ど
も

園
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
北

沼
上

7
5
8
-
1

1
1

1
3
3人

麻
機

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
有

永
4
2
1
-
1

1
1

1
1

1
9
0
2人

北
大

門
公

園
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
北

5
2
1
-
1
0

1

北
才

光
寺

公
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

北
1
6
5
8
-
1

1

今
宮

公
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

北
2
1
3
0
他

1

県
営

住
宅

麻
機

羽
高

団
地

敷
地

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

北
1

北
浅

間
神

社
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
北

3
-
5

1

井
宮

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
平

和
1
-
7
-
1

1
1

1
1

1
1
,0

0
1人

籠
上

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
平

和
2
-
2
-
1

1
1

1
,0

0
9人

井
宮

北
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

上
伝

馬
2
-
1

1
1

1
1

1
4
5
3人

1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

堤
町

緑
地

ス
ポ

ー
ツ

広
場

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

堤
町

1

賤
機

南
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

松
富

3
-
1
-
4
6

1
1

1
1

1
7
5
2人

賤
機

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
下

1
3
5
3
-
1

1
1

6
9
5人

下
ス

ポ
ー

ツ
広

場
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
下

1

賤
機

中
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

牛
妻

2
0
9
5
-
2

1
1

1
1

1
2
7
3人

門
屋

ス
ポ

ー
ツ

広
場

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

門
屋

1

賤
機

北
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

俵
沢

2
3
4
-
1

1
1

1
1

1
2
1
1人

郷
島

ス
ポ

ー
ツ

広
場

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

郷
島

1

安
倍

口
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

安
倍

口
新

田
5
0

1
1

1
1

1
1
,2

1
6人

西
ヶ

谷
総

合
運

動
場

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

西
ヶ

谷
8
-1

1

安
倍

口
中

央
こ

ど
も

園
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
安

倍
口

団
地

3
-
1

1
1

9
5人

美
和

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
遠

藤
新

田
6
9
-
1

1
1

1
1

1
9
0
5人

足
久

保
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

足
久

保
奥

組
7
4
1
-
1

1
1

9
6
4人

美
和

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
足

久
保

口
組

3
2
7
6
-
2

1
1

1
1

1
1
,7

7
2人

足
久

保
ス

ポ
ー

ツ
広

場
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
足

久
保

1

松
野

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
松

野
5
9
8
-
2

1
1

1
1

1
4
2
3人

大
河

内
小

学
校

跡
地

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

平
野

1
8
5
0
−

3
1

大
河

内
小

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
平

野
1
8
5
0
-
6
6

1
1

2
0
7人

大
河

内
生

涯
学

習
交

流
館

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

平
野

1
0
9
7
-
3
8

1
1

1
1

8
5人

横
山

ス
ポ

ー
ツ

広
場

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

横
山

1

有
東

木
分

校
跡

地
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
有

東
木

1

大
河

内
北

小
学

校
跡

地
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
平

野
1

梅
ヶ

島
小

学
校

跡
地

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

梅
ヶ

島
1
30

9
-
1

1
1

2
4
8人

梅
ヶ

島
小

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
梅

ヶ
島

1
30

9
-
1

1
1

3
6
0人

梅
ヶ

島
生

涯
学

習
交

流
館

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

梅
ヶ

島
1
30

9
1

1
1

1
8
0人

新
田

集
会

場
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
大

原
1

玉
川

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
落

合
1
0
3
-
3

1
1

2
4
4人

玉
川

西
公

民
館

（
小

学
校

跡
地

）
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
落

合
1
4
1
7
-
1
2

1

玉
川

生
涯

学
習

交
流

館
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
落

合
1
2
6
-
1

1
1

1
1

7
3人

口
仙

俣
分

校
跡

地
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
口

仙
俣

3
5
6
-
1

1

井
川

小
学

校
跡

地
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
井

川
7
0
8
-
1

1
1

2
3
8人

井
川

小
中

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

井
川

1
5
6
1
-
3

1
1

5
6
0人

井
川

北
小

学
校

跡
地

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

田
代

3
5
8

1

口
坂

本
避

難
所

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

口
坂

本
5
4
4

1
1

1
6人

井
川

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

井
川

5
4
8
-
1

1
1

6
6人

井
川

生
涯

学
習

交
流

館
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
井

川
6
5
6
-
2

1
1

1
1

8
4人

服
織

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
羽

鳥
6
-
9
-
1

1
1

1
1

1
2
7
5人

山
崎

新
田

ス
ポ

ー
ツ

広
場

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

山
崎

3
1

静
岡

斎
場

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

慈
悲

尾
4
7
2
−

1
1
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1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

服
織

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
羽

鳥
1
-
8
-
1

1
1

3
1
1人

千
代

ス
ポ

ー
ツ

広
場

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

千
代

1

建
穂

み
ど

り
公

園
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
建

穂
7
4
6
-
1
､羽

鳥
1
4
9
3
-
3

1

服
織

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

山
崎

1
-
1
7
-
1

1
1

4
1人

服
織

中
央

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

羽
鳥

本
町

2
5
-
3
3

1
1

4
4人

服
織

西
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

新
間

7
5
9
-
1
-
1

1
1

1
1

1
5
0
6人

新
間

宮
前

ス
ポ

ー
ツ

広
場

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

新
間

1
3
9
1人

南
藁

科
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

吉
津

4
0
0

1
1

1
1

1
3
9
1人

県
立

静
岡

西
高

等
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
牧

ヶ
谷

6
80

-
1

1
1

6
9
0人

牧
ヶ

谷
北

公
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

牧
ヶ

谷
2
17

5
1

中
藁

科
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

大
原

9
4
2
-
1

1
1

1
1

1
3
4
3人

藁
科

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
大

原
1
3
9
8
-
1

1
1

2
1
0人

水
見

色
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

水
見

色
1
0
4
0
-
3

1
1

1
1
2人

小
布

杉
分

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
小

布
杉

1
7
5
6
-
1

1

中
藁

科
こ

ど
も

園
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
大

原
1
2
3
7

1
1

5
7人

清
沢

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
相

俣
9
9
-
1

1
1

1
4
9人

清
沢

生
涯

学
習

交
流

館
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
昼

居
渡

6
6
-
2

1
1

1
1

4
8人

清
沢

避
難

所
（
東

小
学

校
跡

地
）

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

鍵
穴

7
2
3
-
1

1
1

4
1人

黒
俣

中
村

公
民

館
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
黒

俣
1

峰
山

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
黒

俣
2
7
4
1
-
1
6

1
1

1
6
6人

大
川

小
学

校
跡

地
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
日

向
8
5
3

1

大
川

小
中

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

日
向

8
7
6

1
1

2
3
8人

大
川

生
涯

学
習

交
流

館
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
日

向
1
0

1
1

1
1

8
4人

静
岡

市
ク

リ
エ

ー
タ

ー
ズ

ビ
レ

ッ
ジ

（
旧

楢
尾

青
少

年
の

家
）

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

楢
尾

3
2
9

1
2
6
6人

南
安

倍
ス

ポ
-
ツ

広
場

安
倍

川
（
左

岸
）

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
南

安
部

3
1

1

中
原

ス
ポ

-
ツ

広
場

安
倍

川
（
左

岸
）

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
緑

が
丘

町
1

1

県
草

薙
総

合
運

動
場

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
栗

原
1
9
-
1

1
1

森
下

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

森
下

町
2
-
1

1
1

1
1

1
5
2
7人

森
下

公
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
八

幡
2
-
1
6

1

八
幡

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
八

幡
2
-
1
5
-
2
0

1
1

3
3人

中
田

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

中
田

2
-
1
4
-
1

1
1

1
1

1
,2

1
9人

中
田

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
馬

渕
4
-
2
-
2
9

1
1

3
8人

南
部

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

南
八

幡
町

1
1
-
1

1
1

1
1

4
3
0人

城
南

静
岡

中
学

・
高

等
学

校
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

南
八

幡
町

1
-
1

1
1

2
8
5人

登
呂

公
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
登

呂
5
-
4
5
7
-
1
他

1

登
呂

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
登

呂
3
-
1
9
-
1

1
1

3
3人

大
里

西
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
中

原
4
0
0

1
1

1
1

4
6
8人

大
里

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

中
野

新
田

5
7
-
5

1
1

6
8
4人

新
川

公
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
新

川
2
-
1
3

1

1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

中
原

桔
梗

公
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
中

原
4
9
5
-
1

1

中
村

町
こ

ど
も

園
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

中
村

町
9
4

1
1

3
0人

中
島

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

中
島

2
9
9
2
-
1

1
1

1
1

2
7
6人

中
島

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

中
島

3
3
0
3

1
1

中
野

新
田

ス
ポ

ー
ツ

広
場

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
中

島
1

中
島

児
童

館
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

中
島

2
9
9
2

1

大
里

東
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
高

松
2
3
1
0

1
1

1
1

4
0
1人

高
松

公
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
宮

竹
1
-
6

1
1

宮
竹

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

宮
竹

2
-
1
2
-
1

1
1

1
1

1
3
2
4人

高
松

神
明

原
公

園
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

高
松

2
-
3
1
5

1

高
松

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
敷

地
2
-
7
-
1
4

1
1

3
0人

高
松

若
宮

公
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
高

松
1
-
2
1
7

1

高
松

咲
花

公
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
敷

地
1
-
2
8
4

1

高
松

汐
入

公
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
敷

地
2
-
1
7
3

1

下
島

北
公

園
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

下
島

字
上

舟
原

1
72

外
1

富
士

見
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
登

呂
1
-
1
-
1

1
1

1
1

1
8
3
6人

高
松

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

登
呂

4
-
6
-
1

1
1

9
8
8人

県
立

駿
河

総
合

高
等

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
有

東
3
-
4
-
1
7

1
1

6
0
3人

富
士

見
台

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
富

士
見

台
2
-
1
1
-
44

1
1

2
2人

西
豊

田
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
曲

金
2
-
8
-
8
0

1
1

1
1

2
4
6人

豊
田

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

豊
田

1
-
3
-
1

1
1

1
1
,1

0
6人

静
岡

視
覚

特
別

支
援

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
曲

金
6
-
1
-
5

1
1

2
1
0人

競
輪

場
駐

車
場

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
小

鹿
2
-
9
−

1
1

静
岡

県
立

大
学

短
期

大
学

部
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

小
鹿

2
−

2
−

1
1

小
黒

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
小

黒
1
-
7
-
6

1
1

2
2人

東
豊

田
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
池

田
4
9
1
-
2

1
1

1
1

1
1
,7

1
7人

池
田

島
崎

公
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
池

田
1
5
6
2
-
2

1

小
鹿

公
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
小

鹿
9
3
0
-
4

1

静
岡

聖
光

学
院

中
学

・
高

等
学

校
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

小
鹿

1
4
4
0

1
1

2
8
6人

東
源

台
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
国

吉
田

6
-
7
-
4
5

1
1

1
1

1
7
1
7人

東
豊

田
中

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
国

吉
田

5
-
2
3
-
1

1
1

7
0
2人

東
豊

田
中

央
こ

ど
も

園
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

国
吉

田
6
-
7
-
2
9

1
1

3
4人

静
岡

英
和

学
院

大
学

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
池

田
1
7
6
9

1
1

3
8
7人

中
吉

田
公

園
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

中
吉

田
9

1

常
葉

大
学

静
岡

草
薙

キ
ャ

ン
パ

ス
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

弥
生

町
6
-
1

1

大
谷

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

大
谷

3
6
8
3
-
2

1
1

1
1

1
1

7
8
0人

静
岡

大
学

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
大

谷
8
3
6

1
1

9
8
5人

片
山

公
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
大

谷
8
3
9

1

ふ
じ

の
く
に

地
球

環
境

史
ミ

ュ
ー

ジ
ア

ム
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

大
谷

5
7
6
2

1
1

静 岡 市

-312-



1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

久
能

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

古
宿

2
1
3
-
2

1
1

1
1

1
1

2
7
3人

久
能

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
青

沢
2
4
0

1

長
田

北
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
向

敷
地

8
9
0

1
1

1
1

1
2
7
6人

向
敷

地
ス

ポ
ー

ツ
広

場
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

向
敷

地
1

向
ヶ

丘
広

場
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

向
敷

地
1

長
田

東
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
東

新
田

3
-
1
0
-
1

1
1

1
1

5
7
9人

東
新

田
ス

ポ
ー

ツ
広

場
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

東
新

田
1

み
ず

ほ
な

か
よ

し
公

園
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

み
ず

ほ
1
-
8
-
1

1

丸
子

新
田

ス
ポ

ー
ツ

広
場

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
東

新
田

1

東
新

田
公

園
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

東
新

田
4-

92
4
､東

新
田

1
9
7
6-

1
1

東
新

田
こ

ど
も

園
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

東
新

田
4
-
1
-
4
0

1
1

6
0人

長
田

西
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
丸

子
6
-
1
5
-
6
5

1
1

1
1

1
1
8
6人

戸
斗

前
公

園
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

北
丸

子
2
-
1
4
0
2
-
5

1

丸
子

川
ス

ポ
ー

ツ
広

場
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

丸
子

7
1

丸
子

尻
高

公
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
丸

子
3
-
6
8
2
-
4

1

丸
子

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
丸

子
2
-
1
8
-
3
2

1
1

3
3人

道
の

駅
「
宇

津
ノ

谷
峠

」
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

宇
津

ﾉ
谷

1

川
原

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

下
川

原
4
-
1
4
-
1

1
1

1
1

1
7
7
3人

下
川

原
公

園
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

下
川

原
6
-
2
4
-
6

1

下
川

原
東

公
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
下

川
原

4
-
1
1
5

1

下
川

原
こ

ど
も

園
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

下
川

原
6
-
8
-
2
6

1
1

3
7人

長
田

南
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
広

野
4
-
7
-
1

1
1

1
1

5
7
0人

城
山

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

小
坂

2
-
3
3

1
1

1
2
,5

4
6人

広
野

公
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
広

野
2
-
8
1

1
1

国
立

清
水

海
上

技
術

短
期

大
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

折
戸

3
-
1
8
−

1
1

1

県
果

樹
研

究
セ

ン
タ

-
跡

地
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

駒
越

西
2
-
1
2
−

1
0

1
1

清
水

第
四

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

村
松

6
8
3
-
1

1
1

1
6
8
5人

清
水

船
越

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

船
越

3
-
1
5
-
1

1
1

1
7
3
3人

船
越

生
涯

学
習

交
流

館
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

船
越

3
-
1
2
-
7
4

1
1

1

清
水

船
越

堤
公

園
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

船
越

4
9
7

1
1

静
岡

県
立

大
学

芝
生

公
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
谷

田
5
0
-
1
9

1
1

県
立

清
水

東
高

等
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

秋
吉

町
5
-
1
0

1
1

1
1

1
,2

1
7人

清
水

興
津

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

興
津

中
町

1
4
7
8
-
10

1
1

1
1

4
9
7人

カ
ン

キ
ツ

研
究

興
津

拠
点

周
辺

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
興

津
中

町
4
8
5
−

6
1

1

蒲
原

西
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
蒲

原
新

田
2
-
2
5
-
1

1
1

1
1

7
7
8人

蒲
原

東
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
蒲

原
6
6
6

1
1

1
1

8
3
3人

蒲
原

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

蒲
原

4
9

1
1

1
1

6
8
7人

由
比

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

由
比

町
屋

原
3
2
9

1
1

1
1

7
6
0人

由
比

北
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
由

比
入

山
2
1
5
8

1
1

1
6
3
6人

1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

由
比

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

由
比

4
5
6

1
1

1
1

7
3
1人

由
比

生
涯

学
習

交
流

館
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

由
比

北
田

4
5
7
-
1

1
1

1
1

清
水

辻
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
辻

4
-
3
-
4
0

1
1

8
7
9人

辻
生

涯
学

習
交

流
館

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
宮

代
町

5
-
7
5

1
1

2
3
0人

清
水

第
一

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

宮
代

町
5
-
5
5

1
1

7
3
8人

清
水

国
際

高
等

学
校

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
天

神
1
-
4
−

1
1

1

清
水

江
尻

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

江
尻

町
1
4
-
6
3

1
1

1
,6

0
5人

江
尻

生
涯

学
習

交
流

館
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

小
芝

町
3
-
3
5

1
1

1
1

清
水

入
江

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

追
分

2
-
3
-
1

1
1

1
,2

3
3人

入
江

生
涯

学
習

交
流

館
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

入
江

3
-
8
-
1
2

1
1

清
水

第
八

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

追
分

4
-
2
4
2
9

1
1

1
,0

3
4人

入
江

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
入

江
1
-
1
3
-
1
5

1
1

3
6人

清
水

浜
田

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

浜
田

町
1
1
-
1

1
1

7
5
5人

浜
田

生
涯

学
習

交
流

館
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

浜
田

町
4
-
4

1
1

1
1
2
8人

静
岡

市
清

水
区

役
所

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
旭

町
6
−

8
1

月
見

公
園

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
月

見
町

1
5
5

1
1

桜
が

丘
公

園
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

桜
が

丘
町

7
1

1

清
水

岡
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
神

田
町

4
-
3

1
1

1
9
1
3人

岡
生

涯
学

習
交

流
館

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
桜

が
丘

町
7
-
1

1
1

1
1
2
8人

清
水

第
二

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

神
田

町
4
-
5
7

1
1

1
1
,6

2
3人

県
立

清
水

西
高

等
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

青
葉

町
5
-
1

1
1

1
,0

1
8人

川
原

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
川

原
町

2
4
-
8

1
5
5人

清
水

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

松
井

町
1
5
-
1

1
1

7
2
9人

清
水

生
涯

学
習

交
流

館
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

松
井

町
7
-
2
2

1
1

1

清
水

第
三

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

三
光

町
3
-
5
7

1
1

1
,5

0
7人

清
水

不
二

見
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
新

緑
町

2
-
2
1

1
1

1
1
,1

1
9人

不
二

見
生

涯
学

習
交

流
館

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
村

松
5
3
4
-
2

1
1

1

清
水

駒
越

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

駒
越

東
町

2
-
2
0

1
1

7
5
1人

駒
越

生
涯

学
習

交
流

館
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

迎
山

町
1
-
7

1
1

1

忠
霊

塔
公

園
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

迎
山

町
6
-
1

1
1

駒
越

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
迎

山
町

4
-
1
5

1
1

2
9人

蛇
塚

ス
ポ

ー
ツ

グ
ラ

ウ
ン

ド
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

蛇
塚

3
0
-
5

1
1

折
戸

生
涯

学
習

交
流

館
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

折
戸

4
-
8
-
6
0

1
1

清
水

三
保

第
二

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

折
戸

5
-
8
-
2

1
1

7
3
4人

県
立

清
水

南
高

等
学

校
・
同

中
等

部
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

折
戸

3
-
2
-
1

1

東
海

大
学

三
保

研
修

館
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

三
保

2
4
3
8

1

三
保

生
涯

学
習

交
流

館
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

三
保

1
0
7
4
-
8

1
1

清
水

飯
田

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

下
野

中
2
-
4
0

1
1

1
,3

3
2人

清
水

飯
田

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

山
原

1
1
2
-
1

1
1

1
,3

3
0人

-313-



1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

飯
田

生
涯

学
習

交
流

館
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

下
野

西
3
-
1
9

1
1

1

清
水

特
別

支
援

学
校

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
八

坂
東

1
-
1
6
-
1

1
1

1
8
1人

高
部

ゴ
ル

フ
場

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
大

内
4
3
3
−

2
1

清
水

第
六

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

天
王

西
1
0
-
4
0

1
1

1
,0

5
2人

清
水

高
部

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

押
切

1
1
1
5
-
2

1
1

8
5
9人

高
部

生
涯

学
習

交
流

館
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

押
切

1
0
8
6
-
2

1
1

1

清
水

高
部

東
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
押

切
1
9
0
7

1
1

1
,1

9
8人

高
部

中
央

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
梅

ヶ
谷

4
5
9
-
1

1
1

4
3人

長
崎

新
田

ス
ポ

ー
ツ

広
場

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
長

崎
新

田
1

清
水

有
度

第
一

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

有
度

本
町

3
-
1

1
1

9
1
7人

清
水

有
度

第
二

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

草
薙

杉
道

3
-
1
9
-
1

1
1

1
,0

5
2人

有
度

生
涯

学
習

交
流

館
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

草
薙

一
里

山
3
-
1

1
1

1

清
水

第
七

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

草
薙

3
-
9
-
2
0

1
1

1
,0

0
0人

静
岡

サ
レ

ジ
オ

高
等

学
校

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
中

之
郷

3
-
2
−

1
1

有
度

西
こ

ど
も

園
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

中
之

郷
1
-
1
0
-
2
7

1
1

2
6人

有
度

北
こ

ど
も

園
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

長
崎

7
4
0
-
1

1
1

4
0人

清
水

袖
師

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

袖
師

町
4
2
0

1
1

1
,1

2
4人

清
水

袖
師

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

西
久

保
1
2
5
-
1

1
1

6
5
7人

袖
師

生
涯

学
習

交
流

館
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

袖
師

町
1
0
9
2
-
1

1
1

1

西
久

保
こ

ど
も

園
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

西
久

保
4
3
8
-
1

1
1

3
3人

清
水

庵
原

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

庵
原

町
1
7
2
3

1
1

1
,9

1
6人

庵
原

生
涯

学
習

交
流

館
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

庵
原

町
6
8
-
1

1
1

1

清
水

庵
原

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

原
2
4
5

1
1

4
9
8人

庵
原

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
庵

原
町

1
9
3
8

1
1

3
2人

静
岡

県
果

樹
研

究
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

茂
畑

1

清
水

興
津

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

興
津

中
町

3
5
0
-
1

1
1

3
8
2人

興
津

生
涯

学
習

交
流

館
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

興
津

本
町

8
2
9

1
1

1
1

興
津

北
こ

ど
も

園
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

八
木

間
町

4
7
8

1
1

3
2人

清
水

小
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静
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静
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島
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1
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静
岡
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9
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1
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岡
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（
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静

岡
県

静
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清

水
区

蒲
原
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田

1
-
2
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-
1
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1
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1

1
1

1

蒲
原

駅
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場

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
蒲

原
堰

沢
1

1
3
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崖
崩

れ
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石
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び
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蒲
原

新
田

公
園

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
蒲

原
新

田
2
-
1
6

1

日
本

軽
金

属
㈱

グ
ル

ー
プ

技
術

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
蒲

原
1
-
3
4
-
1

1

古
庄

中
央

公
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

古
庄

3
-
5
0
6
-
2

1
8
2
0人

登
呂

二
丁

目
公

園
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

登
呂

2
-
8
3
-
2
外

1
5
1
5人

由
比

城
山

公
園

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
由

比
7
7
8
-
1
9
外

1
9
2
6人

日
本

平
さ

く
ら

公
園

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
宮

加
三

9
2
7
-
2
外

1
3
2
,0

8
8人

清
水

羽
衣

公
園

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
三

保
4
0
3
0
外

1
2
,8

5
0人

新
草

薙
公

園
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

草
薙

2
-
3
3
-
4
4
外

1
5
4
2人

蒲
原

六
番

向
公

園
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

蒲
原

5
9
6
7

1
1
9
1人

城
北

公
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

大
岩

本
町

2
9

1
1

清
水

第
五

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

三
保

1
7
2
0

1
1

1

清
水

三
保

第
一

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

三
保

1
0
6
9
-
1

1
1

1

清
水

日
本

平
運

動
公

園
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

村
松

3
8
8
0
-
1

1
1

秋
葉

山
公

園
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

八
坂

東
1
-3

64
-2

地
内

外
1

1
1

い
を

崎
神

社
周

辺
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

袖
師

1
1

田
町

公
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

田
町

三
丁

目
4
6
-
5

1

鷹
匠

公
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

鷹
匠

三
丁

目
1
5

1

東
海

大
学

短
期

大
学

部
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
宮

前
町

1
0
1

1
1

沓
谷

第
一

公
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

沓
谷

6
-
4

1

護
国

神
社

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

柚
木

3
6
6

1

瀬
名

川
西

公
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

瀬
名

川
1
-
8

1

伝
馬

町
新

田
ス

ポ
ー

ツ
広

場
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
美

川
町

1

桜
町

ス
ポ

ー
ツ

広
場

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

桜
町

1

与
一

ス
ポ

ー
ツ

広
場

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

与
一

4
1

安
倍

口
ス

ポ
ー

ツ
広

場
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
安

倍
口

1

玉
川

キ
ャ

ン
プ

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

長
妻

田
7
5
5

1
1

八
幡

山
公

園
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

八
幡

5
　

外
1

静
岡

聴
覚

特
別

支
援

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
中

村
町

2
5
1

1
1

南
中

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
宮

竹
2
-
1
1
-
1

1
1

1

池
田

公
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
池

田
6
0
5

1

長
田

西
中

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
丸

子
1
-
1
-
1

1
1

み
ず

ほ
公

園
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

み
ず

ほ
5
-
1
2

1

長
田

南
中

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
み

ず
ほ

3
-
9
-
1

1
1

清
水

飯
田

東
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
八

坂
北

1
-
2
3
-
4
0

1
1

津
波

避
難

タ
ワ

ー
（
西

島
）

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
西

島
1
3
8
0

1

津
波

避
難

タ
ワ

ー
（
中

島
）

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
中

島
2
6
7
6
-
1

1

津
波

避
難

タ
ワ

ー
（
下

島
）

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
下

島
6
1
5
-
5
6

1

大
谷

不
動

山
公

園
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

大
谷

2
-
8

1

久
能

天
羽

衣
公

園
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

中
平

松
1
7
3
-
1

1
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大
谷

洋
光

台
東

公
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
大

谷
3
1
6
3
-
1
2

1

下
川

原
天

満
宮

公
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
下

川
原

2
-
3
1

1

津
波

避
難

タ
ワ

ー
（
汐

入
公

園
）

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
用

宗
1
-
1
7

1

津
波

避
難

タ
ワ

ー
（
長

田
南

③
）

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
用

宗
2
-
1
8
9

1

津
波

避
難

タ
ワ

ー
（
石

部
）

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
石

部
1
8
3
-
1

1

津
波

避
難

タ
ワ

ー
（
長

田
南

⑥
）

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
広

野
4
-
1
0
6
1
-
2

1

津
波

避
難

タ
ワ

ー
（
長

田
南

⑤
）

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
用

宗
1
-
3
0
9
-
1

1

駒
越

堤
公

園
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

迎
山

町
1
8
-
1
8

1

迎
山

公
園

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
迎

山
町

1
0
-
1
0

1

殿
沢

公
園

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
殿

沢
1
-
2
2
4
2
-
3
5

1

津
波

避
難

タ
ワ

ー
（
三

保
北

）
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

三
保

3
5
0
3
-
2
4

1

津
波

避
難

タ
ワ

ー
（
三

保
南

）
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

三
保

8
8
4
-
3

1

津
波

避
難

タ
ワ

ー
（
塚

間
）

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
三

保
7
0
5
-
1
4

1

津
波

避
難

タ
ワ

ー
（
三

保
③

）
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

三
保

3
0
0
1
-
1

1

津
波

避
難

タ
ワ

ー
（
三

保
④

）
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

三
保

2
1
1
3

1

津
波

避
難

施
設

（
命

山
）

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
三

保
7
6
0

1

津
波

避
難

タ
ワ

ー
（
三

保
①

）
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

三
保

9
6
7
-
1

1

津
波

避
難

タ
ワ

ー
（
三

保
②

）
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

三
保

2
0
5
5
-
4

1

天
王

山
公

園
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

宮
加

三
7
1
6
-
１

1

緑
が

丘
公

園
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

緑
が

丘
町

5
1
8
-
７

1

中
矢

部
公

園
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

中
矢

部
町

2
3
8

1

沼
田

公
園

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
沼

田
町

1
7
2
7

1

津
波

避
難

タ
ワ

ー
（
宮

加
三

）
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

宮
加

三
2
7
-
1

1

清
水

駅
東

口
ペ

デ
ス

ト
リ

ア
ン

デ
ッ

キ
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

袖
師

町
1

渋
川

西
公

園
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

渋
川

3
-
7
7

1

桜
橋

公
園

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
淡

島
町

1
1

1

渋
川

中
公

園
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

渋
川

2
-
6
9

1

北
脇

新
田

公
園

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
北

脇
新

田
3
7
0
-
2

1

横
砂

北
公

園
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

横
砂

1
8
5
7
-
1

1

清
水

東
山

田
窯

跡
公

園
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

横
砂

1
6
9
3
-
2

1

神
明

公
園

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
袖

師
町

2
2
-
1
0

1

清
見

潟
公

園
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

横
砂

2
1
9
-
9
外

1

清
水

清
見

潟
公

園
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

興
津

中
町

1
2
8
8

1

静
岡

市
清

水
産

業
情

報
プ

ラ
ザ

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
相

生
町

6
-
1
7

1

勤
労

者
福

祉
セ

ン
タ

ー
清

水
テ

ル
サ

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
島

崎
町

2
2
3

1
1

大
井

川
緑

地
静

岡
県

島
田

市
横

井
2
　

地
先

外
1

1
1

1
0
5
,0

0
0人

大
井

川
公

園
静

岡
県

島
田

市
稲

荷
町

4
0
4
5
-
1
外

1
1

1
1

4
,0

0
0人

島
田

高
等

学
校

静
岡

県
島

田
市

稲
荷

1
-
7
-
1

1
1

1
1

1
9
,0

0
0人

島
田

第
一

小
学

校
静

岡
県

島
田

市
稲

荷
2
-
1
9
-
1

1
1

1
1

1
4
,0

0
0人

1
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-
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-
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模
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重

複

想
定

収
容

人
数

島
田

第
一

中
学

校
静

岡
県

島
田

市
稲

荷
3
-
1
8
-
1

1
1

1
1

1
6
,5

0
0人

島
田

樟
誠

高
等

学
校

静
岡

県
島

田
市

伊
太

2
0
7
5
-
1

1
1

1
1

1
5
,5

0
0人

島
田

第
二

小
学

校
静

岡
県

島
田

市
中

溝
町

2
3
7
2

1
1

1
1

1
3
,0

0
0人

中
溝

公
園

静
岡

県
島

田
市

中
溝

4
-
1
5
-
1

1
1

1
1

1
,0

0
0人

駅
前

緑
地

静
岡

県
島

田
市

日
之

出
町

5
-
1

1
1

1
1

4
0
0人

扇
町

公
園

静
岡

県
島

田
市

扇
町

7
-
1

1
1

1
1

9
0
0人

横
井

運
動

場
公

園
静

岡
県

島
田

市
横

井
4
 地

先
1

1
1

1
2
0
,5

0
0人

島
田

第
三

小
学

校
静

岡
県

島
田

市
南

1
-
1
0
-
1

1
1

1
1

1
3
,0

0
0人

中
央

小
公

園
静

岡
県

島
田

市
中

央
町

1
9
-
1

1
1

1
1

4
,5

0
0人

島
田

商
業

高
等

学
校

静
岡

県
島

田
市

祇
園

町
8
7
0
7

1
1

1
1

1
8
,0

0
0人

静
岡

大
学

附
属

島
田

中
学

校
静

岡
県

島
田

市
中

河
町

2
5
1
0

1
1

1
1

1
6
,0

0
0人

島
田

第
二

中
学

校
静

岡
県

島
田

市
旗

指
7
7
-
1

1
1

1
1

1
7
,0

0
0人

元
島

田
公

園
静

岡
県

島
田

市
元

島
田

9
0
3
0
-
1
外

1
1

1
1

2
,0

0
0人

島
田

第
四

小
学

校
静

岡
県

島
田

市
中

河
町

2
0
1

1
1

1
1

1
5
,0

0
0人

島
田

第
五

小
学

校
静

岡
県

島
田

市
旭

2
-
2
5
-
1

1
1

1
1

1
5
,5

0
0人

六
合

中
学

校
静

岡
県

島
田

市
道

悦
2
-
2
5
-
1

1
1

1
1

1
8
,0

0
0人

六
合

小
学

校
静

岡
県

島
田

市
道

悦
5
-
1
3
-
1

1
1

1
1

1
3
,0

0
0人

島
田

工
業

高
等

学
校

静
岡

県
島

田
市

阿
知

ヶ
谷

2
0
1

1
1

1
1

1
1
0
,5

0
0人

岸
ス

ポ
ー

ツ
広

場
静

岡
県

島
田

市
岸

町
7
0
1
-
1

1
1

1
1

4
,0

0
0人

六
合

東
小

学
校

静
岡

県
島

田
市

東
町

1
2
0
0

1
1

1
1

1
3
,5

0
0人

大
津

小
学

校
静

岡
県

島
田

市
落

合
1
6
0
-
1

1
1

1
1

1
3
,5

0
0人

伊
太

小
学

校
静

岡
県

島
田

市
伊

太
1
3
1
4

1
1

1
1

1
3
,0

0
0人

北
中

学
校

静
岡

県
島

田
市

相
賀

2
5
1
0

1
1

1
1

1
5
0
0人

相
賀

小
学

校
静

岡
県

島
田

市
相

賀
8
7
5

1
1

1
1

1
2
,5

0
0人

神
座

小
学

校
静

岡
県

島
田

市
神

座
1
4
4
4

1
1

1
1

1
2
,5

0
0人

伊
久

美
小

学
校

静
岡

県
島

田
市

伊
久

美
3
6
9
0
-
1

1
1

1
1

1
2
,5

0
0人

野
外

活
動

セ
ン

タ
ー

山
の

家
静

岡
県

島
田

市
身

成
4
8
-
3

1
1

1
1

1
1
3
,0

0
0人

湯
日

小
学

校
静

岡
県

島
田

市
湯

日
5
6
4

1
1

1
1

1
3
,5

0
0人

初
倉

小
学

校
静

岡
県

島
田

市
阪

本
1
3
3
1

1
1

1
1

1
4
,0

0
0人

初
倉

中
学

校
静

岡
県

島
田

市
大

柳
南

1
3
2

1
1

1
1

1
7
,5

0
0人

初
倉

南
小

学
校

静
岡

県
島

田
市

南
原

1
0

1
1

1
1

1
4
,5

0
0人

菊
神

公
園

静
岡

県
島

田
市

神
谷

城
1
4
5
7
-
2
外

1
1

1
1

3
,0

0
0人

旧
金

中
グ

ラ
ウ

ン
ド

静
岡

県
島

田
市

金
谷

富
士

見
町

3
3
8
3
-
1

1
1

1
1

1
6
,0

0
0人

金
谷

小
学

校
静

岡
県

島
田

市
金

谷
根

岸
町

3
3

1
1

1
1

1
5
,5

0
0人

金
谷

中
学

校
静

岡
県

島
田

市
金

谷
栄

町
2
1
1
-
1

1
1

1
1

1
8
,0

0
0人

金
谷

高
等

学
校

静
岡

県
島

田
市

金
谷

根
岸

町
3
5

1
1

1
1

1
4
,5

0
0人

駿
遠

学
園

静
岡

県
島

田
市

福
用

1
1
2

1
1

1
1

5
0
0人

五
和

小
学

校
静

岡
県

島
田

市
牛

尾
4
3
5

1
1

1
1

1
3
,0

0
0人

夢
づ

く
り

公
園

静
岡

県
島

田
市

島
5
1
9
-
3
外

1
1

1
1

1
,5

0
0人

島 田 市

-315-



1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

大
代

公
民

館
静

岡
県

島
田

市
大

代
8
8
0
-
2

1
1

1
1

1
2
0
0人

川
根

小
学

校
静

岡
県

島
田

市
川

根
町

家
山

4
2
0

1
1

1
1

1
8
0
0人

川
根

文
化

セ
ン

タ
ー

チ
ャ

リ
ム

2
1

静
岡

県
島

田
市

川
根

町
家

山
1
1
7
3
-
1

1
1

1
1

1
1
5
0人

ぬ
く
り

交
流

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
島

田
市

川
根

町
抜

里
5
4
6

1
1

1
1

1
1
0
0人

川
根

中
学

校
静

岡
県

島
田

市
川

根
町

身
成

3
3
4
0

1
1

1
1

1
1
,1

0
0人

山
村

都
市

交
流

セ
ン

タ
ー

さ
さ

ま
静

岡
県

島
田

市
川

根
町

笹
間

上
3
9
4

1
1

1
1

1
4
0
0人

中
港

タ
ワ

ー
静

岡
県

焼
津

市
中

港
5
-
4
6
3

1
1

7
5
0人

い
せ

ぎ
タ

ワ
ー

静
岡

県
焼

津
市

小
川

新
町

2
-
1
6
2
8
-
1

1
1

1
,1

4
0人

エ
ゲ

タ
ワ

ー
静

岡
県

焼
津

市
会

下
ノ

島
石

津
土

地
区

画
整

理
区

域
内

1
1

7
0
8人

石
津

浜
公

園
タ

ワ
ー

静
岡

県
焼

津
市

石
津

2
2
5
9
-
3
5
8

1
1

7
5
0人

ノ
ア

飯
淵

タ
ワ

ー
静

岡
県

焼
津

市
飯

淵
5
5
1

1
1

4
6
8人

六
軒

屋
海

辺
タ

ワ
ー

静
岡

県
焼

津
市

利
右

衛
門

2
4
3
2
-
1

1
1

7
5
6人

原
浜

タ
ワ

ー
静

岡
県

焼
津

市
田

尻
2
7
7
5
-
1

1
1

4
0
8人

平
公

園
タ

ワ
ー

静
岡

県
焼

津
市

高
新

田
2
3
2
6
-
1

1
1

3
8
4人

須
賀

タ
ワ

ー
静

岡
県

焼
津

市
焼

津
5
-
6
3
6
-
1

1
1

6
4
2人

八
反

田
公

園
タ

ワ
ー

静
岡

県
焼

津
市

東
小

川
3
-
1
2
3
8
-
2

1
1

1
,5

9
0人

石
津

タ
ワ

ー
静

岡
県

焼
津

市
石

津
向

町
2
-
1

1
1

1
,0

2
0人

本
町

タ
ワ

ー
静

岡
県

焼
津

市
本

町
3
-
7
4
7
-
1

1
1

7
8
6人

あ
さ

ひ
タ

ワ
ー

静
岡

県
焼

津
市

駅
北

3
-
1
7
-
1

1
1

1
,7

1
6人

吉
永

ふ
れ

あ
い

広
場

タ
ワ

ー
静

岡
県

焼
津

市
吉

永
1
7
7
0
-
2

1
1

6
3
6人

藤
守

南
浜

タ
ワ

ー
静

岡
県

焼
津

市
藤

守
2
1
1
5
-
1

1
1

1
9
8人

こ
す

ぎ
タ

ワ
ー

静
岡

県
焼

津
市

下
小

杉
4
8
0
-
1

1
1

2
7
0人

本
川

橋
タ

ワ
ー

静
岡

県
焼

津
市

利
右

衛
門

3
7
6
-
1

1
1

8
4
0人

浜
当

目
地

区
安

全
タ

ワ
ー

静
岡

県
焼

津
市

浜
当

目
2
-
1
8
0
5
-
2

1
1

5
7
0人

下
小

田
タ

ワ
ー

静
岡

県
焼

津
市

下
小

田
4
1
6
-
1

1
1

1
,0

8
0人

惣
右

衛
門

防
災

タ
ワ

ー
静

岡
県

焼
津

市
惣

右
衛

門
9
8
5
-
1

1
1

6
3
0人

ポ
ー

ト
サ

イ
ド

飯
淵

タ
ワ

ー
静

岡
県

焼
津

市
飯

淵
1
9
9
5

1
1

1
5
8人

こ
す

ぎ
山

静
岡

県
焼

津
市

藤
守

1
8
8
4
-
2

1
1

2
5
0人

高
新

田
中

央
防

災
広

場
静

岡
県

焼
津

市
高

新
田

9
5
4
-
1

1
1

5
0
0人

港
が

見
え

る
丘

防
災

広
場

静
岡

県
焼

津
市

利
右

衛
門

2
6
5
7
-
3

1
1

3
5
0人

一
色

浜
防

災
広

場
静

岡
県

焼
津

市
一

色
1
5
4
5
-
1
8
6

1
1

1
4
0人

浜
当

目
ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ
ｨ防

災
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

静
岡

県
焼

津
市

浜
当

目
3
-
1
-
4
5

1
1

4
0
3人

坂
本

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ
ｨ防

災
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

静
岡

県
焼

津
市

坂
本

9
7
1
-
5

1
1

7
0
0人

東
益

津
小

学
校

静
岡

県
焼

津
市

石
脇

上
6
5

1
1

1
,1

0
0人

東
益

津
中

学
校

静
岡

県
焼

津
市

中
里

4
1
6

1
1

1
,3

2
3人

東
益

津
公

民
館

静
岡

県
焼

津
市

石
脇

上
6
5

1
1

1
,4

1
7人

大
井

川
港

防
災

広
場

静
岡

県
焼

津
市

飯
淵

2
0
9
6
-
1

1
1

1
2
0人

藤
枝

地
区

交
流

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
藤

枝
市

五
十

海
3
-
1
2
-
1

1
1

1
9
0人

瀬
戸

谷
地

区
交

流
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

藤
枝

市
本

郷
8
7
6

1
2
2
9人

中 部

焼 津 市

1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

稲
葉

地
区

交
流

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
藤

枝
市

寺
島

8
5
1

1
1
1
4人

葉
梨

地
区

交
流

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
藤

枝
市

下
之

郷
1
0
7
-
1

1
1

1
3
1人

広
幡

地
区

交
流

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
藤

枝
市

鬼
島

3
8
7

1
1

1
4
3人

西
益

津
地

区
交

流
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

藤
枝

市
立

花
2
-
6
-
8

1
1

1
3
6人

青
島

南
地

区
交

流
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

藤
枝

市
青

葉
町

3
-
7
-
3
0

1
1

1
7
0人

青
島

北
地

区
交

流
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

藤
枝

市
南

新
屋

1
4
-
1

1
1

2
1
2人

高
洲

地
区

交
流

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
藤

枝
市

高
柳

4
-
9
-
1
3

1
2
5
6人

大
洲

地
区

交
流

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
藤

枝
市

大
洲

3
-
1
7
-
2

1
1
1
5人

岡
部

支
所

静
岡

県
藤

枝
市

岡
部

町
岡

部
6
-
1

1
1

3
0
6人

静
波

１
丁

目
公

民
館

静
岡

県
牧

之
原

市
静

波
1
4
0
-
4

1
1

1
3
0
0人

榛
原

高
等

学
校

弓
道

場
静

岡
県

牧
之

原
市

静
波

1
1
6
-
1

1
1

1
1

5
4
4人

榛
原

高
等

学
校

静
岡

県
牧

之
原

市
静

波
4
4
7
-
2

1
1

1
1

1
3
0
0人

市
役

所
榛

原
庁

舎
静

岡
県

牧
之

原
市

静
波

4
4
7
-
1

1
1

1
1

4
0
1人

J
A
ハ

イ
ナ

ン
　

駐
車

場
静

岡
県

牧
之

原
市

静
波

2
2
1
-
1

1
1

1
1
2
6人

榛
原

文
化

セ
ン

タ
ー

　
３

階
及

び
屋

上
静

岡
県

牧
之

原
市

静
波

4
4
7
-
1

1
1

1
1

8
2
8人

静
波

３
丁

目
ポ

ケ
ッ

ト
パ

ー
ク

静
岡

県
牧

之
原

市
静

波
6
1
7
-
1

1
1

1
2
0人

戸
塚

坂
中

腹
静

岡
県

牧
之

原
市

勝
俣

1
1
9
6
-
1

1
1

1
1

8
0人

静
波

４
丁

目
公

民
館

静
岡

県
牧

之
原

市
静

波
2
8
3
7
-
1

1
1

8
0人

旧
静

波
西

保
育

園
津

波
避

難
タ

ワ
ー

（
Ｂ

ブ
ロ

ッ
ク

）
静

岡
県

牧
之

原
市

静
波

2
8
7
2
-
1

1
1

1
1

8
5
2人

川
崎

小
学

校
静

岡
県

牧
之

原
市

静
波

1
0
0
1
-
1

1
1

1
1

1
1
,2

2
5人

秋
葉

か
り

ん
ぽ

の
里

静
岡

県
牧

之
原

市
勝

俣
1
9
7
1

1
1

1
1

9
0人

静
波

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
牧

之
原

市
静

波
2
1
3
0
-
5

1
1

1
1

1
4
4
3人

市
営

住
宅

東
海

団
地

津
波

避
難

タ
ワ

ー
（
Ｆ
ブ

ロ
ッ

ク
）

静
岡

県
牧

之
原

市
静

波
1
6
9
8
-
7
9

1
1

1
1

3
8
0人

榛
原

交
番

南
側

津
波

避
難

タ
ワ

ー
（
Ｇ

ブ
ロ

ッ
ク

）
静

岡
県

牧
之

原
市

静
波

1
9
7
4
-
1

1
1

1
1

2
0
0人

静
波

ｷ
ｬ
ﾝ
ﾌ
ﾟｸ

ﾞﾗ
ｳ

ﾝ
ﾄﾞ

北
側

津
波

避
難

タ
ワ

ー
（
E

ブ
ロ

ッ
ク

）
静

岡
県

牧
之

原
市

静
波

2
2
1
9
-
3

1
1

1
1

2
4
5人

静
波

６
丁

目
公

民
館

静
岡

県
牧

之
原

市
静

波
2
5
3
5
-
1

1
1

7
0人

東
光

寺
の

藤
の

下
静

岡
県

牧
之

原
市

静
波

2
5
9
9
-
1

1
1

1
5
0人

秋
葉

山
（
山

頂
）

静
岡

県
牧

之
原

市
勝

俣
2
3
5
6
-
2

1
1

1
1

5
0人

仲
町

中
央

公
民

館
静

岡
県

牧
之

原
市

静
波

2
9
1
0
-
1

1
1

1
1
0
8人

仲
町

西
公

民
館

静
岡

県
牧

之
原

市
静

波
3
0
6
7
-
1
8

1
1

1
7
4人

静
波

1
0
丁

目
公

民
館

前
広

場
静

岡
県

牧
之

原
市

静
波

2
9
6
2
-
1

1
1

3
0人

釣
学

院
境

内
静

岡
県

牧
之

原
市

静
波

2
9
2
5
-
1

1
1

1
5
0人

静
波

1
0
丁

目
公

民
館

東
側

津
波

避
難

タ
ワ

ー
（
A

ブ
ロ

ッ
ク

）
静

岡
県

牧
之

原
市

静
波

2
9
6
0
-
3

1
1

1
1

3
1
0人

株
式

会
社

　
加

藤
組

静
岡

県
牧

之
原

市
静

波
1
6
3
7
-
3

1
1

6
0人

静
波

1
1
丁

目
公

民
館

北
側

津
波

避
難

タ
ワ

ー
（
H

ブ
ロ

ッ
ク

）
静

岡
県

牧
之

原
市

静
波

1
2
5
1
-
1

1
1

1
1

2
4
4人

静
波

1
2
丁

目
町

内
会

広
域

広
場

静
岡

県
牧

之
原

市
静

波
1
5
3
3
-
2

1
1

8
0人

東
慶

林
公

園
津

波
避

難
タ

ワ
ー

（
Ｉブ

ロ
ッ

ク
）

静
岡

県
牧

之
原

市
細

江
3
9
0
-
1

1
1

1
1

4
0
5人

青
池

公
民

館
静

岡
県

牧
之

原
市

細
江

8
1
0
-
1

1
1

1
1

7
0人

細
江

小
学

校
屋

上
静

岡
県

牧
之

原
市

細
江

1
2
6
0
-
1

1
1

1
1

1
2
,4

3
2人

藤 枝 市

-316-



1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

中
槍

公
園

静
岡

県
牧

之
原

市
細

江
9
8
9
-
9

1
1

1
2
0
7人

県
営

住
宅

４
階

静
岡

県
牧

之
原

市
細

江
7
0
0
-
1

1
1

1
5
0人

榛
原

総
合

病
院

西
側

駐
車

場
静

岡
県

牧
之

原
市

細
江

4
0
2
1

1
1

1
8
4
8人

寄
子

公
民

館
静

岡
県

牧
之

原
市

細
江

1
6
1
6
-
1

1
1

3
2
0人

時
ヶ

谷
1
0
班

裏
山

静
岡

県
牧

之
原

市
細

江
4
9
5
5

1
1

1
1

5
7
0人

西
福

田
公

民
館

静
岡

県
牧

之
原

市
細

江
1
8
6
7
-
1

1
1

4
0人

カ
イ

ン
ズ

ホ
ー

ム
屋

上
静

岡
県

榛
原

郡
吉

田
町

住
吉

1
2
3
0

1
1

1
1

2
4
5人

東
福

田
公

民
館

屋
上

静
岡

県
牧

之
原

市
細

江
2
3
1
3
-
1

1
1

1
1
0
0人

根
松

公
民

館
静

岡
県

牧
之

原
市

細
江

2
1
2
0
-
4

1
1

1
7
0人

飯
室

乃
神

社
静

岡
県

牧
之

原
市

細
江

3
5
3
7

1
1

1
1

1
1
0人

ふ
ん

だ
原

静
岡

県
牧

之
原

市
細

江
5
0
5
3
-
1
5
4

1
1

1
1

1
8
0人

ま
ま

や
ま

公
園

静
岡

県
牧

之
原

市
細

江
6
0
3
1
-
2

1
1

1
1

7
0
1人

時
ヶ

谷
公

民
館

静
岡

県
牧

之
原

市
細

江
3
5
6
4
-
4

1
1

1
1

1
8
0人

道
上

公
民

館
静

岡
県

牧
之

原
市

細
江

1
1
1
8

1
1

1
2
0人

榛
原

総
合

病
院

北
側

駐
車

場
（
焼

津
信

用
金

庫
裏

）
静

岡
県

牧
之

原
市

細
江

3
7
0
9
-
1

1
1

1
4
5
0人

後
原

公
民

館
静

岡
県

牧
之

原
市

細
江

1
0
1
3
-
4

1
1

1
1

1
0
5人

ス
ズ

キ
工

業
駐

車
場

静
岡

県
牧

之
原

市
細

江
4
6
2
1
-
7
5

1
1

1
1

1
8
0人

大
石

工
業

駐
車

場
静

岡
県

牧
之

原
市

細
江

4
3
8
6
-
2

1
1

1
1

2
0
0人

二
ノ

谷
防

災
倉

庫
敷

地
静

岡
県

牧
之

原
市

細
江

4
6
2
1
-
4

1
1

1
1

6
0人

円
成

寺
駐

車
場

東
側

静
岡

県
牧

之
原

市
細

江
4
6
2
2
-
8
8

1
1

1
1

7
9
6人

谷
の

口
公

民
館

静
岡

県
牧

之
原

市
細

江
9
7
2
-
2

1
1

1
1

5
0人

第
１

避
難

地
（
日

機
装

静
岡

研
修

セ
ン

タ
ー

敷
地

）
静

岡
県

牧
之

原
市

勝
俣

2
3
6
2
-
9
4

1
1

1
1

1
9
0人

第
２

避
難

地
（
橋

向
）

静
岡

県
牧

之
原

市
勝

俣
2
4
6
0
-
1

1
1

1
1

1
9
0人

第
３

避
難

地
静

岡
県

牧
之

原
市

勝
俣

1
8
6
6
-
2
9

1
1

1
1

1
8
0人

川
崎

区
グ

ラ
ウ

ン
ド

ゴ
ル

フ
場

勝
俣

2
5
7
9
-
9
0
外

４
筆

1
1

1
1

3
0
0人

藤
沢

公
民

館
静

岡
県

牧
之

原
市

勝
俣

1
1
8
4
-
1

1
1

1
1

6
1人

池
ヶ

谷
宅

空
地

静
岡

県
牧

之
原

市
勝

俣
1
5
9
6

1
1

1
1
2
9人

津
島

神
社

静
岡

県
牧

之
原

市
勝

俣
3
0
7
1
-
2

1
1

1
1

8
7人

相
友

自
動

車
静

岡
県

牧
之

原
市

勝
俣

1
6
2
4
-
1

1
1

1
1

6
9人

農
道

（
松

浦
宅

前
）

静
岡

県
牧

之
原

市
勝

俣
1
1
3
5
付

近
1

1
1

1
9
5人

西
山

神
社

静
岡

県
牧

之
原

市
勝

俣
2
8
2
6
-
2

1
1

1
1

3
0人

大
谷

地
区

高
台

静
岡

県
牧

之
原

市
勝

俣
3
0
0
7

1
1

1
1

1
1
0人

橋
柄

研
修

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
牧

之
原

市
勝

俣
1
3
8
8
-
1

1
1

1
1

5
0人

大
石

元
夫

宅
西

側
道

路
静

岡
県

牧
之

原
市

勝
俣

3
2
7
9
-
1

1
1

1
1

8
6人

農
道

（
山

本
利

晴
宅

南
側

）
静

岡
県

牧
之

原
市

勝
俣

3
5
7
7

1
1

1
1

7
0人

手
嶋

利
彰

宅
南

側
道

路
静

岡
県

牧
之

原
市

勝
俣

3
5
1
8

1
1

1
4
6人

畑
総

4
5
1
支

線
（
米

津
博

馬
宅

西
側

）
静

岡
県

牧
之

原
市

勝
俣

1
2
5
0
-
1

1
1

1
1

4
5人

庄
内

公
民

館
静

岡
県

牧
之

原
市

勝
俣

3
0
0

1
1

1
1
3
0人

川
崎

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
牧

之
原

市
勝

俣
1
2
1
2

1
1

1
1

3
0人

1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

鹿
島

公
民

館
静

岡
県

牧
之

原
市

勝
俣

2
0
2
2
-
1

1
1

1
2
0人

仁
田

公
民

館
広

場
静

岡
県

牧
之

原
市

仁
田

1
6
5
-
3

1
1

1
1

8
0人

ぐ
り

ん
ぱ

る
駐

車
場

静
岡

県
牧

之
原

市
仁

田
7
3
9
-
3

1
1

1
1

1
5
0人

道
場

公
民

館
裏

市
道

静
岡

県
牧

之
原

市
道

場
5
1
-
9

1
1

1
1

1
2
1人

村
山

様
駐

車
場

前
公

道
静

岡
県

牧
之

原
市

道
場

1
8
1

1
1

1
1

3
2
0人

平
松

様
横

私
道

静
岡

県
牧

之
原

市
道

場
2
6
7
-
2
付

近
1

1
1

1
1
4
0人

松
浦

様
別

荘
前

道
路

静
岡

県
牧

之
原

市
道

場
1
9
1
-
5

1
1

1
1

4
4人

親
水

公
園

避
難

地
静

岡
県

牧
之

原
市

道
場

1
9
9
-
8

1
1

1
1

2
0
0人

追
廻

公
民

館
静

岡
県

牧
之

原
市

勝
俣

2
7
6
8
-
1

1
1

1
1

5
0人

杉
山

仁
雄

宅
前

静
岡

県
牧

之
原

市
中

5
7

1
1

1
3
0人

中
東

名
ガ

ー
ド

東
静

岡
県

牧
之

原
市

中
1
8
9
-
1
横

1
1

1
1

3
0人

大
井

源
太

郎
宅

前
静

岡
県

牧
之

原
市

中
5
5
4
-
6

1
1

1
1

3
0人

飯
田

和
芳

宅
前

静
岡

県
牧

之
原

市
中

5
8
0

1
1

1
1

3
0人

畑
総

4
3
工

区
タ

ン
ク

前
（
薬

師
堂

付
近

）
静

岡
県

牧
之

原
市

中
7
9
9
-
9

1
1

1
1

3
0人

長
興

寺
静

岡
県

牧
之

原
市

中
1
6
1
4

1
1

1
1

3
0人

枝
村

良
香

宅
ビ

ニ
ー

ル
ハ

ウ
ス

静
岡

県
牧

之
原

市
中

1
0
1
9
-
1

1
1

1
2
0人

中
野

俊
廣

宅
倉

庫
前

静
岡

県
牧

之
原

市
中

9
7
9

1
1

1
1

2
0人

勝
間

下
公

民
館

静
岡

県
牧

之
原

市
勝

間
2
0
1
0

1
1

1
1
1
5人

白
山

神
社

静
岡

県
牧

之
原

市
勝

間
6
8
9
-
2

1
1

1
2
4
0人

法
土

橋
静

岡
県

牧
之

原
市

勝
間

8
8
9
-
1

1
1

1
8
5人

勝
間

上
防

災
倉

庫
前

静
岡

県
牧

之
原

市
勝

間
2
7
0
-
1

1
1

1
3
0人

３
班

集
会

所
静

岡
県

牧
之

原
市

勝
間

3
7
3
-
3

1
1

1
1

6
0人

橋
尾

真
一

宅
前

の
道

路
静

岡
県

牧
之

原
市

切
山

1
0
0
地

先
1

1
1

1
6
0人

老
人

憩
い

の
家

静
岡

県
牧

之
原

市
切

山
8
7
2
-
6

1
1

1
1

3
0人

切
山

下
公

民
館

静
岡

県
牧

之
原

市
切

山
4
3
5
-
2

1
1

1
1

3
5人

切
山

中
公

民
館

駐
車

場
静

岡
県

牧
之

原
市

切
山

1
3
1
8
-
5

1
1

1
1
0
0人

勝
田

上
公

民
館

静
岡

県
牧

之
原

市
勝

田
1
3
8
1
-
1

1
1

1
1

2
0
0人

小
山

段
集

会
所

静
岡

県
牧

之
原

市
勝

田
2
2
3
8
-
2

1
1

1
1

1
0
0人

伏
方

観
音

堂
前

静
岡

県
牧

之
原

市
勝

田
1
6
6

1
1

1
1

6
0人

２
組

防
火

用
水

横
静

岡
県

牧
之

原
市

勝
田

5
5
9
-
3

1
1

4
0人

３
組

防
火

用
水

横
静

岡
県

牧
之

原
市

勝
田

5
3
9
-
1

1
1

1
7
0人

４
組

防
火

用
水

横
静

岡
県

牧
之

原
市

勝
田

7
7
2
-
3

1
1

1
1

2
5人

勝
田

神
社

静
岡

県
牧

之
原

市
勝

田
8
4
2
-
2

1
1

1
1

2
5人

阿
弥

陀
堂

静
岡

県
牧

之
原

市
勝

田
4
0
5
-
3

1
1

1
1

2
5人

大
石

美
徳

宅
前

静
岡

県
牧

之
原

市
勝

田
6
1

1
1

1
6
0人

三
栗

農
業

研
修

会
館

静
岡

県
牧

之
原

市
静

谷
8
0
1
-
1

1
1

1
1

1
9
0人

三
栗

八
幡

神
社

境
内

静
岡

県
牧

之
原

市
静

谷
9
9
8
-
1

1
1

1
1

1
0人

丸
三

茶
農

協
構

内
静

岡
県

牧
之

原
市

静
谷

8
5
5
-
1

1
1

1
1

3
0人

市
営

三
栗

団
地

構
内

静
岡

県
牧

之
原

市
静

谷
7
6
2
-
1

1
1

1
1

2
0人

-317-



1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

当
引

橋
西

静
岡

県
牧

之
原

市
静

谷
1
7
7
5
-
2

1
1

1
1

3
0人

加
藤

祥
司

宅
南

側
静

岡
県

牧
之

原
市

静
谷

1
4
1
0
-
5

1
1

1
1

3
5人

山
下

運
輸

駐
車

場
静

岡
県

牧
之

原
市

静
谷

1
4
2
4
-
1

1
1

1
1

4
0人

朝
生

公
民

館
西

静
岡

県
牧

之
原

市
静

谷
9
2
9
-
2

1
1

1
1

5
0人

辻
璋

宅
前

静
岡

県
牧

之
原

市
静

谷
9
4
0
-
1

1
1

1
1

4
0人

権
九

堂
静

岡
県

牧
之

原
市

静
谷

1
0
2
4
-
4

1
1

1
1

8
0人

牧
之

原
北

公
民

館
静

岡
県

牧
之

原
市

勝
田

2
3
1
0
-
8

1
1

1
6
0人

六
本

松
集

会
所

静
岡

県
菊

川
市

倉
沢

1
6
9
3
-
3
西

側
1

1
1

1
7
9人

県
立

茶
業

研
修

セ
ン

タ
ー

空
地

静
岡

県
菊

川
市

倉
沢

1
7
0
6
-
1
1
北

側
1

1
1

1
1
7
3人

牧
之

原
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
北

側
駐

車
場

静
岡

県
牧

之
原

市
布

引
原

2
5
6
-
1

1
1

1
1

2
1
1人

布
引

原
集

会
所

近
隣

の
空

地
静

岡
県

牧
之

原
市

布
引

原
2
4
3

1
1

1
1

1
5
0人

中
央

町
内

会
集

会
所

前
広

場
静

岡
県

牧
之

原
市

布
引

原
7
1
8
-
1

1
1

1
1

1
8
0人

牧
之

原
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
ー

広
場

静
岡

県
牧

之
原

市
布

引
原

6
7
8
-
1
外

1
1

1
1

2
0
0人

牧
南

公
民

館
静

岡
県

牧
之

原
市

静
谷

2
5
5
0
-
5
7

1
1

1
1

7
3人

角
皆

文
雄

宅
庭

静
岡

県
牧

之
原

市
静

谷
2
6
0
6
-
1
2

1
1

1
1

3
7人

四
組

集
会

所
静

岡
県

牧
之

原
市

勝
田

1
7
9
7
-
1

1
1

1
1

2
6人

大
久

保
原

公
民

館
静

岡
県

牧
之

原
市

静
谷

2
0
6
7
-
1
0

1
1

1
1

1
2
0人

賀
茂

神
社

静
岡

県
牧

之
原

市
坂

部
5
0
2
8

1
1

1
1

2
9人

坂
一

公
民

館
静

岡
県

牧
之

原
市

坂
部

4
8
6
9
-
1

1
1

1
1

2
7人

坂
部

第
１

-
５

班
集

会
所

静
岡

県
牧

之
原

市
坂

部
4
3
5
9
-
1
6

1
1

1
1

3
1人

栗
田

宅
付

近
静

岡
県

牧
之

原
市

坂
部

2
5
3
4

1
1

1
1

5
1人

岩
昌

寺
上

付
近

（
本

間
宅

前
）

静
岡

県
牧

之
原

市
坂

部
2
3
6
2
-
3

1
1

1
1

7
2人

坂
部

第
２

農
業

セ
ン

タ
ー

（
弘

誓
寺

付
近

）
静

岡
県

牧
之

原
市

坂
部

2
2
7
7
-
3

1
1

1
2
8人

坂
三

農
業

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
牧

之
原

市
坂

部
3
2
3
8
-
2

1
1

1
3
0人

坂
三

ふ
れ

あ
い

広
場

静
岡

県
牧

之
原

市
坂

部
7
9
9
-
1

1
1

1
4
2人

四
班

集
会

所
静

岡
県

牧
之

原
市

坂
部

1
6
6
5
-
3

1
1

1
1

2
7人

坂
四

　
１

班
集

会
所

静
岡

県
牧

之
原

市
坂

部
6
6
1
-
1

1
1

1
1

9
0人

ハ
イ

ツ
Ｍ

前
駐

車
場

静
岡

県
牧

之
原

市
坂

部
2
8
4
-
1

1
1

1
6
6人

坂
四

公
民

館
静

岡
県

牧
之

原
市

坂
部

5
7
6
-
1

1
1

1
1

1
8
0人

東
1
5
番

組
集

会
所

静
岡

県
牧

之
原

市
坂

口
1
1
5
-
5

1
1

1
5
2人

西
1
5
番

組
集

会
所

静
岡

県
牧

之
原

市
坂

口
4
9
5
-
1

1
1

1
1

8
6人

1
6
番

組
集

会
所

静
岡

県
牧

之
原

市
坂

口
6
6
7
-
1

1
1

1
1

9
4人

1
7
番

組
集

会
所

静
岡

県
牧

之
原

市
坂

口
4
0
1
-
7

1
1

1
9
0人

1
8
番

組
集

会
所

静
岡

県
牧

之
原

市
坂

口
2
1
8
4
-
6

1
1

1
9
3人

旧
１

班
集

会
場

前
静

岡
県

牧
之

原
市

坂
口

2
1
7
9
-
3

1
1

1
1

5
0人

第
６

公
民

館
駐

車
場

静
岡

県
牧

之
原

市
坂

口
1
3
1
7
-
6

1
1

1
1

4
5人

３
班

下
集

会
所

前
静

岡
県

牧
之

原
市

坂
口

1
4
7
4
-
1

1
1

1
4
5人

相
良

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
牧

之
原

市
相

良
5
8
-
1

1
1

1
1

1
2
9
3人

市
役

所
相

良
庁

舎
静

岡
県

牧
之

原
市

相
良

2
7
5

1
1

1
1

6
3
8人

1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

金
刀

比
羅

山
防

災
公

園
静

岡
県

牧
之

原
市

福
岡

6
0
-
9

1
1

1
1

5
8
1人

牧
之

原
市

防
災

研
修

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
牧

之
原

市
波

津
6
9
1
-
2

1
1

1
1

5
1
0人

福
岡

公
民

館
北

側
津

波
避

難
タ

ワ
ー

（
Ｋ

ブ
ロ

ッ
ク

）
静

岡
県

牧
之

原
市

福
岡

6
1
-
1

1
1

1
1

4
5
5人

福
岡

公
民

館
（
本

部
）

静
岡

県
牧

之
原

市
相

良
2
2
9
-
1

1
1

1
3
4人

津
島

神
社

静
岡

県
牧

之
原

市
相

良
2
6
2
-
2

1
1

1
6
3人

樋
尻

川
南

側
津

波
避

難
タ

ワ
ー

（
Ｌ

ブ
ロ

ッ
ク

）
静

岡
県

牧
之

原
市

波
津

1
3
1
0
-
3
1

1
1

1
1

2
3
4人

波
津

１
号

避
難

地
（
晴

海
台

）
静

岡
県

牧
之

原
市

須
々

木
3
7
0
-
1

1
1

1
2
8
0人

汐
見

台
西

側
の

山
静

岡
県

牧
之

原
市

波
津

1
5
1
5
-
1

1
1

1
1

5
0人

小
堤

山
公

園
静

岡
県

牧
之

原
市

波
津

1
4
9
0
-
1
外

1
1

1
1

1
6
2人

相
良

高
等

学
校

静
岡

県
牧

之
原

市
波

津
1
7
0
0
-
3

1
1

1
1

1
8
6人

波
津

公
園

静
岡

県
牧

之
原

市
波

津
1
-
1
6
0

1
1

1
1

6
5
1人

Ｂ
＆

Ｇ
海

洋
セ

ン
タ

ー
北

側
静

岡
県

牧
之

原
市

波
津

5
5
5
-
1

1
1

1
1

1
3
2人

相
良

小
学

校
静

岡
県

牧
之

原
市

波
津

1
6
4
2

1
1

1
1

1
5
0人

牧
之

原
消

防
署

静
岡

県
牧

之
原

市
波

津
1
9
1
-
1

1
1

1
1

1
0
0人

波
津

第
２

号
避

難
地

（秋
葉

神
社

）
静

岡
県

牧
之

原
市

波
津

1
4
9
1
-
1

1
1

1
1

9
1
2人

ス
ー

パ
ー

ラ
ッ

ク
駐

車
場

静
岡

県
牧

之
原

市
波

津
3
-
5
1

1
1

1
1

1
0
0人

晴
海

台
（
酒

井
鉄

工
裏

）
静

岡
県

牧
之

原
市

須
々

木
2
8
7
-
3
9
付

近
1

1
1

1
1
0
3人

須
々

木
４

号
避

難
地

（善
明

院
）

静
岡

県
牧

之
原

市
須

々
木

3
4
1

1
1

1
1

1
8
0人

須
々

木
区

民
館

・
須

々
木

グ
ラ

ウ
ン

ド
静

岡
県

牧
之

原
市

須
々

木
2
2
5
-
1

1
1

1
1

2
2
6人

す
す

き
幼

稚
園

体
育

館
屋

上
静

岡
県

牧
之

原
市

須
々

木
4
6
4
-
3

1
1

1
1
6
1人

須
々

木
２

号
避

難
地

（マ
ル

ト
ウ

製
茶

工
場

前
）

静
岡

県
牧

之
原

市
須

々
木

7
1
9
-
1

1
1

1
1
6
7人

増
田

岩
男

宅
前

静
岡

県
牧

之
原

市
須

々
木

6
7
8
-
9
付

近
1

1
1

2
7人

河
村

俊
夫

宅
裏

山
静

岡
県

牧
之

原
市

須
々

木
7
4
0
-
1
地

先
1

1
1

5
9人

河
村

正
秋

宅
裏

山
静

岡
県

牧
之

原
市

須
々

木
7
3
6

1
1

1
8
7人

増
田

智
昭

様
裏

山
静

岡
県

牧
之

原
市

須
々

木
9
0
5
-
1
地

先
1

1
1

1
5
3人

増
田

美
明

宅
裏

山
静

岡
県

牧
之

原
市

須
々

木
2
2
3
6

1
1

1
4
9人

南
の

谷
静

岡
県

牧
之

原
市

須
々

木
1
0
2
1
-
1
地

先
1

1
1

1
6
0人

雨
ケ

谷
坂

の
中

腹
（
県

道
相

良
・
浜

岡
線

中
腹

）
静

岡
県

牧
之

原
市

須
々

木
2
3
8
8
-
1

1
1

1
1

1
0
2人

増
田

正
孝

宅
裏

山
静

岡
県

牧
之

原
市

須
々

木
1
2
2
3

1
1

1
1

1
3
2人

植
田

一
男

宅
裏

山
静

岡
県

牧
之

原
市

須
々

木
1
2
8
0
-
2
-
1
-
1

1
1

1
1

6
0人

登
山

忠
夫

宅
裏

山
静

岡
県

牧
之

原
市

須
々

木
1
3
1
3
-
1

1
1

1
1

0
9人

須
々

木
原

公
民

館
静

岡
県

牧
之

原
市

大
沢

1
3
9
8
付

近
1

1
1

1
1
0
8人

鬼
女

新
田

公
民

館
静

岡
県

牧
之

原
市

鬼
女

新
田

4
5
7
-
1

1
1

1
1

1
0
1人

鬼
女

遊
園

地
静

岡
県

牧
之

原
市

鬼
女

新
田

1
8
0
付

近
1

1
1

1
1
0
9人

古
川

一
馬

宅
敷

地
静

岡
県

牧
之

原
市

大
沢

3
3
4
-
1

1
1

1
1

4
2人

相
寿

園
静

岡
県

牧
之

原
市

菅
ケ

谷
1
0
4
2

1
1

1
1

6
6人

ヴ
ィ

ラ
徳

村
（
北

側
）

静
岡

県
牧

之
原

市
大

沢
3
9
2
-
2
1

1
1

1
1

1
4
3人

文
珠

山
静

岡
県

牧
之

原
市

大
沢

4
9
1
-
2

1
1

1
1

1
7
1人

般
若

寺
静

岡
県

牧
之

原
市

大
沢

6
9
5
-
1

1
1

1
1

2
5
9人

牧 之 原 市
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1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

国
道

4
7
3
号

Ｂ
Ｐ

横
ス

ペ
ー

ス
静

岡
県

牧
之

原
市

波
津

1
9
1
-
1
付

近
1

1
1

1
1
3
2人

大
沢

公
園

静
岡

県
牧

之
原

市
大

沢
1
-
2
4

1
1

1
1

6
9
9人

大
江

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
牧

之
原

市
大

江
1
0
2
-
1

1
1

1
1
2
0人

お
不

動
山

静
岡

県
牧

之
原

市
大

江
6
9
7
-
4

1
1

1
1

1
8
8人

た
き

び
塾

静
岡

県
牧

之
原

市
大

江
4
2
4

1
1

1
1

1
4
0人

最
上

尊
静

岡
県

牧
之

原
市

大
江

1
6
9
5

1
1

1
1

1
5
0人

川
田

ハ
イ

ツ
前

静
岡

県
牧

之
原

市
大

江
1
3
8
5
-
1
3

1
1

1
1

1
9
0人

林
光

庵
静

岡
県

牧
之

原
市

大
江

1
0
7
5
付

近
1

1
1

1
1
0
0人

八
幡

宮
静

岡
県

牧
之

原
市

大
江

1
6
0
6

1
1

1
1

2
5
0人

大
江

２
号

避
難

地
（
谷

の
道

）
静

岡
県

牧
之

原
市

大
江

6
5
9
-
3
3

1
1

1
1

1
7
3人

大
江

１
号

避
難

地
（
お

不
動

山
）

静
岡

県
牧

之
原

市
大

江
6
7
8
-
2

1
1

1
2
4
3人

大
江

区
民

会
館

静
岡

県
牧

之
原

市
大

江
5
3
0
-
2

1
1

1
6
2人

大
江

地
区

防
災

公
園

静
岡

県
牧

之
原

市
大

沢
1
8
0
-
1

1
1

1
1

4
1
1人

上
の

原
静

岡
県

牧
之

原
市

片
浜

3
3
7
9
-
3
2

1
1

1
1

2
0人

片
浜

１
号

避
難

地
（
仁

藤
）

静
岡

県
牧

之
原

市
片

浜
3
3
5
5

1
1

1
9
7人

片
浜

２
号

避
難

地
（
滝

乃
宮

）
静

岡
県

牧
之

原
市

片
浜

3
0
5
2

1
1

1
1
1
4人

車
坂

静
岡

県
牧

之
原

市
片

浜
2
9
5
2
山

側
1

1
1

2
7人

片
浜

３
号

避
難

地
（
せ

ど
裏

山
）

静
岡

県
牧

之
原

市
片

浜
2
9
1
9

1
1

1
1
5
0人

御
堂

・
釣

徳
寺

静
岡

県
牧

之
原

市
片

浜
2
4
3
4
-
1

1
1

1
6
8人

片
浜

４
号

避
難

地
（
坂

上
）

静
岡

県
牧

之
原

市
片

浜
2
3
7
1
-
3

1
1

1
1

8
8人

法
京

・
橋

上
静

岡
県

牧
之

原
市

片
浜

1
2
9
0
-
2
付

近
1

1
1

8
7人

片
浜

５
号

避
難

地
（
お

観
音

様
）

静
岡

県
牧

之
原

市
片

浜
1
2
2
9
-
2

1
1

1
1

1
9
0人

旧
片

浜
小

学
校

静
岡

県
牧

之
原

市
片

浜
1
2
1
0

1
1

1
1

1
6
1人

大
磯

原
静

岡
県

牧
之

原
市

片
浜

1
5
3
9

1
1

1
3
9人

片
浜

６
号

避
難

地
（
木

乃
宮

神
社

）
静

岡
県

牧
之

原
市

片
浜

1
0
1
7

1
1

1
1

1
5
7人

海
山

荘
静

岡
県

牧
之

原
市

片
浜

1
0
1
3
-
1

1
1

1
1

1
9人

久
保

柄
西

静
岡

県
牧

之
原

市
片

浜
2
0
0
6
-
1

1
1

1
1

6
7人

久
保

柄
坂

静
岡

県
牧

之
原

市
片

浜
7
1
9
-
3

1
1

1
1

1
0
9人

西
避

難
所

静
岡

県
牧

之
原

市
片

浜
3
0
6
-
1

1
1

1
1

1
0
7人

八
幡

神
社

静
岡

県
牧

之
原

市
片

浜
3
1
7

1
1

1
1

1
2
0人

マ
ゴ

メ
静

岡
県

牧
之

原
市

片
浜

3
2
6
-
1

1
1

1
1

3
7
5人

菅
山

小
学

校
静

岡
県

牧
之

原
市

西
山

寺
6
-
1

1
1

1
1

1
8
0人

総
合

グ
ラ

ウ
ン

ド
静

岡
県

牧
之

原
市

菅
ケ

谷
1
0
1
4
-
2

1
1

1
1

1
5
0人

国
道

4
7
3
号

Ｂ
Ｐ

静
岡

県
牧

之
原

市
菅

ケ
谷

5
8
1
-
1

1
1

1
1

1
0
0人

桃
沢

神
社

静
岡

県
牧

之
原

市
菅

ケ
谷

4
1
2
-
2

1
1

1
1

1
0
0人

松
本

公
民

館
静

岡
県

牧
之

原
市

松
本

1
7
7

1
1

1
1

1
0
0人

谷
川

公
民

館
静

岡
県

牧
之

原
市

菅
ケ

谷
8
2
4
-
3

1
1

1
1

5
0人

沢
木

公
民

館
静

岡
県

牧
之

原
市

西
山

寺
4
3
0
-
8

1
1

1
1

5
0人

時
ヶ

谷
公

民
館

静
岡

県
牧

之
原

市
菅

ケ
谷

3
4
7
9
-
1

1
1

1
1

5
7人

1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

高
和

公
民

館
静

岡
県

牧
之

原
市

菅
ケ

谷
1
2
1
5
-
5

1
1

1
1

9
0人

榑
林

建
設

株
式

会
社

静
岡

県
牧

之
原

市
菅

ケ
谷

1
5
3
3
-
1

1
1

1
1

9
0人

御
前

崎
市

朝
比

奈
原

運
動

場
静

岡
県

牧
之

原
市

須
々

木
1
7
6
6
-
1

1
1

1
1

6
0人

新
田

公
民

館
静

岡
県

牧
之

原
市

菅
ケ

谷
2
6
6
8
-
9

1
1

1
1

5
0人

菅
山

大
知

公
民

館
静

岡
県

牧
之

原
市

菅
ケ

谷
2
5
1
8
-
9

1
1

1
1

2
0人

油
田

の
里

公
園

静
岡

県
牧

之
原

市
菅

ケ
谷

2
5
2
5
-
1

1
1

1
1

2
0人

菅
山

原
公

民
館

静
岡

県
牧

之
原

市
菅

ケ
谷

2
2
4
3
-
1

1
1

1
1

6
0人

農
事

組
合

法
人

茶
夢

茶
夢

ラ
ン

ド
　

菅
山

園
静

岡
県

牧
之

原
市

菅
ケ

谷
2
8
6
1
-
4

1
1

1
1

3
0
0人

萩
間

小
学

校
静

岡
県

牧
之

原
市

黒
子

7
5

1
1

1
1

1
8
4
3人

農
協

萩
間

支
店

駐
車

場
静

岡
県

牧
之

原
市

黒
子

1
8
8
-
1

1
1

1
1

2
5人

市
営

住
宅

駐
車

場
静

岡
県

牧
之

原
市

黒
子

6
2

1
1

1
1
0人

蛭
ヶ

谷
公

民
館

駐
車

場
静

岡
県

牧
之

原
市

蛭
ヶ

谷
7
4
4
-1

1
1

1
1

1
7
0人

中
西

集
会

場
駐

車
場

静
岡

県
牧

之
原

市
中

西
3
7
1
-
1

1
1

1
1

1
3
0人

和
田

公
民

館
駐

車
場

静
岡

県
牧

之
原

市
和

田
1
6
1

1
1

1
8
0人

白
井

区
公

民
館

静
岡

県
牧

之
原

市
白

井
2
4
4
-
1

1
1

1
1

8
1人

石
原

田
集

会
所

静
岡

県
牧

之
原

市
白

井
9
9
9
-
1

1
1

1
1

1
0
1人

宮
本

白
井

神
社

静
岡

県
牧

之
原

市
白

井
7
9
0
-
1

1
1

1
1

9
9人

戸
塚

グ
ラ

ン
ド

ゴ
ル

フ
場

静
岡

県
牧

之
原

市
白

井
1
7
3
6
-
2

1
1

1
1

6
9人

濁
沢

集
会

所
静

岡
県

牧
之

原
市

白
井

9
6

1
1

1
1

1
6
9人

男
神

公
民

館
静

岡
県

牧
之

原
市

男
神

6
4
2

1
1

1
1

1
4
1人

百
所

公
民

館
静

岡
県

牧
之

原
市

男
神

4
3
1

1
1

1
9
8人

大
寄

上
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

牧
之

原
市

大
寄

1
0
1
0
-
4

1
1

1
9
0人

有
限

会
社

三
和

化
学

駐
車

場
静

岡
県

牧
之

原
市

大
寄

4
7
6
-
2

1
1

1
1

8
0人

大
寄

下
部

農
会

機
具

置
場

静
岡

県
牧

之
原

市
大

寄
3
0
6
-
3
付

近
1

1
1

1
1
0
0人

女
神

公
民

館
静

岡
県

牧
之

原
市

女
神

2
3
6
-
2

1
1

1
4
0人

ゲ
ー

ト
ボ

ー
ル

場
広

場
静

岡
県

牧
之

原
市

女
神

1
7
9
付

近
1

1
1

6
0人

野
賀

カ
ー

テ
ン

屋
北

側
空

地
静

岡
県

牧
之

原
市

女
神

3
7
-
1
付

近
1

1
1

1
0
0人

増
光

寺
静

岡
県

牧
之

原
市

大
寄

9
5
5

1
1

1
1

9
0人

西
萩

間
公

民
館

静
岡

県
牧

之
原

市
西

萩
間

4
3
9
-
5

1
1

1
2
4人

ヘ
ア

ー
サ

ロ
ン

ナ
カ

ム
ラ

西
側

静
岡

県
牧

之
原

市
西

萩
間

5
8
7
-
8

1
1

1
1

3
3人

福
一

万
神

社
西

側
静

岡
県

牧
之

原
市

西
萩

間
6
2
8

1
1

1
1

4
5人

中
谷

橋
東

側
静

岡
県

牧
之

原
市

西
萩

間
2
8
0

1
1

1
1

4
7人

大
興

寺
前

バ
ス

停
広

場
静

岡
県

牧
之

原
市

西
萩

間
2
7
1
-
7
付

近
1

1
1

1
1
6人

向
平

組
花

壇
前

静
岡

県
牧

之
原

市
西

萩
間

1
6
5
-
2

1
1

1
1

3
0人

東
萩

間
公

会
堂

静
岡

県
牧

之
原

市
東

萩
間

1
2
0
5
-
4

1
1

1
1

6
8人

津
島

神
社

静
岡

県
牧

之
原

市
東

萩
間

8
7

1
1

1
1

5
3人

東
萩

間
下

公
民

館
広

場
静

岡
県

牧
之

原
市

東
萩

間
2
0
0
-
1

1
1

1
1

3
9人

長
泉

庵
広

場
静

岡
県

牧
之

原
市

東
萩

間
3
6
3
-
1

1
1

1
1

5
7人

八
王

子
白

山
神

社
広

場
静

岡
県

牧
之

原
市

東
萩

間
1
2
6
6

1
1

1
1

6
4人
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1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

荒
川

集
会

所
広

場
静

岡
県

牧
之

原
市

東
萩

間
1
7
9
5

1
1

1
1

3
6人

牧
之

原
区

民
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

牧
之

原
市

東
萩

間
2
7
8
5

1
1

1
1

1
3
1人

水
呑

公
民

館
静

岡
県

牧
之

原
市

東
萩

間
7
6
3
-
2

1
1

1
1

1
5人

一
本

松
公

民
館

静
岡

県
牧

之
原

市
東

萩
間
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4
2人

城
北

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
住

吉
1
-
2
3
-
1

1
1

1
1

1
1

9
1
9人

高
台

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
住

吉
5
-
1
9
-
1

1
1

1
1

1
1

1
,2

7
9人

泉
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

中
区

泉
1
-
1
6
-
1

1
1

1
1

1
1

9
0
1人

萩
丘

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
幸

5
-
1
2
-
1

1
1

1
1

1
1

1
,0

2
6人

葵
が

丘
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

中
区

高
丘

東
3
-
5
1
-
1

1
1

1
1

1
1

9
2
5人

瑞
穂

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
高

丘
北

3
-
1
5
-
8

1
1

1
1

1
1

1
,0

9
1人

開
成

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
高

丘
北

1
-
1
5
-
2
0

1
1

1
1

1
1

1
,2

3
5人

葵
西

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
葵

西
2
-
2
5
-
1

1
1

1
1

1
1

9
2
6人

花
川

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
花

川
町

7
8
1

1
1

1
1

1
1

6
6
2人

浜
松

城
北

工
業

高
校

静
岡

県
浜

松
市

中
区

住
吉

5
-
1
6
-
1

1
1

高
丘

公
園

・
高

丘
緑

地
静

岡
県

浜
松

市
中

区
高

丘
東

1
-
4
-
1

1
1

浜
松

市
上

下
水

道
部

住
吉

庁
舎

静
岡

県
浜

松
市

中
区

住
吉

5
-
1
3
-
1

1
1

曳
馬

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
曳

馬
1
-
1
-
3
5

1
1

1
1

1
1

1
,0

7
9人

上
島

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
上

島
1
-
2
1
-
1

1
1

1
1

1
1

1
,5

0
7人

曳
馬

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
曳

馬
4
-
2
-
1
5

1
1

1
1

1
1

1
,4

6
2人

四
ツ

池
公

園
静

岡
県

浜
松

市
中

区
上

島
6
-
1
9
-
1

1
1

富
塚

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
富

塚
町

1
8
0
3

1
1

1
1

1
1

8
0
6人

富
塚

西
小

学
校

静
岡

県
松

市
中

区
富

塚
町

3
5
4
1

1
1

1
1

1
1

7
7
8人

富
塚

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
富

塚
町

4
6
0
-
1

1
1

1
1

1
1

1
,4

7
9人

佐
鳴

台
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

中
区

佐
鳴

台
3
-
3
1
-
1

1
1

1
1

1
1

1
,0

3
4人

佐
鳴

台
中

学
校

静
岡

県
浜

松
市

中
区

佐
鳴

台
3
-
3
2
-
1

1
1

1
1

1
1

1
,2

6
3人

花
川

運
動

公
園

静
岡

県
浜

松
市

中
区

西
丘

町
7
2
4

1

富
塚

公
園

静
岡

県
浜

松
市

中
区

富
塚

町
1
2
2
1
-
1

1

野
口

公
園

静
岡

県
浜

松
市

中
区

中
央

2
-
3
-
3

1

葵
が

丘
公

園
静

岡
県

浜
松

市
中

区
高

丘
東

5
-
1
0
1
-
5

1

東
部

や
す

ら
ぎ

公
園

（名
塚

公
園

）
静

岡
県

浜
松

市
中

区
名

塚
町

3
6
4

1

笠
井

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
東

区
笠

井
町

1
0
5
0

1
1

1
1

1
1

8
4
0人

豊
西

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
東

区
豊

西
町

1
5
5
1

1
1

1
1

1
1

7
7
4人

1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

笠
井

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
東

区
笠

井
町

1
0
5
5

1
1

1
1

1
1

1
,1

5
6人

与
進

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
東

区
天

王
町

1
3
5
1

1
1

1
1

1
1

1
,2

6
1人

与
進

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
東

区
市

野
町

1
4
0
5
-
1

1
1

1
1

1
1

1
,5

3
6人

与
進

北
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

東
区

市
野

町
2
7
1
5

1
1

1
1

1
1

8
7
9人

和
田

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
東

区
薬

師
町

2
7
3
-
2

1
1

1
1

1
1

1
,0

7
1人

天
竜

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
東

区
龍

光
町

4
3

1
1

1
1

1
1

1
,4

1
3人

和
田

東
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

東
区

安
間

町
4
3
7
-
2

1
1

1
1

1
1

7
6
2人

安
間

川
公

園
静

岡
県

浜
松

市
東

区
安

新
町

1
8
1
-
2

1
1

中
ノ

町
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

東
区

中
野

町
4
2
7
-
1

1
1

1
1

1
1

7
1
9人

積
志

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
東

区
積

志
町

1
4
9
7
-
1

1
1

1
1

1
1

1
,1

2
9人

積
志

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
東

区
有

玉
北

町
1
2
0
0

1
1

1
1

1
1

1
,4

7
4人

中
郡

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
東

区
中

郡
町

9
1
5

1
1

1
1

1
1

9
9
1人

大
瀬

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
東

区
大

瀬
町

2
2
1
8

1
1

1
1

1
1

7
0
7人

有
玉

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
東

区
有

玉
南

町
6
1
4

1
1

1
1

1
1

8
9
8人

中
郡

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
東

区
中

郡
町

8
9
7

1
1

1
1

1
1

1
,1

8
6人

蒲
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

東
区

神
立

町
5

1
1

1
1

1
1

1
,2

4
8人

丸
塚

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
東

区
丸

塚
町

1
0
5
0

1
1

1
1

1
1

1
,3

2
2人

中
田

公
園

静
岡

県
浜

松
市

東
区

中
田

町
7
8

1

大
蒲

公
園

静
岡

県
浜

松
市

東
区

大
蒲

町
1
4
4

1

半
田

公
園

静
岡

県
浜

松
市

東
区

半
田

山
5
-
1
8
-
1

1

神
久

呂
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

西
区

神
ケ

谷
町

3
4
9
0

1
1

1
1

1
1

9
8
9人

神
久

呂
中

学
校

静
岡

県
浜

松
市

西
区

大
久

保
町

6
6
3
3

1
1

1
1

1
1

8
4
5人

神
久

呂
協

働
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

浜
松

市
西

区
神

原
町

9
2
2

1
1

1
1

1

入
野

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
西

区
入

野
町

8
7
5
7

1
1

1
1

1
1

1
,1

5
6人

入
野

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
西

区
入

野
町

1
7
0
5
9

1
1

1
1

1
1

1
,2

7
2人

西
都

台
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

西
区

西
鴨

江
町

1
1
0
6

1
1

1
1

1
1

7
2
8人

大
平

台
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

西
区

大
平

台
3
-
6
-
1

1
1

1
1

1
1

1
,2

4
6人

入
野

協
働

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

西
区

入
野

町
9
8
5
8

1
1

1
1

1

伊
佐

見
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

西
区

伊
左

地
町

5
6
4
4

1
1

1
1

1
1

9
4
6人

湖
東

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
西

区
佐

浜
町

4
5
4
0

1
1

1
1

1
1

1
,5

7
1人

佐
浜

会
館

静
岡

県
浜

松
市

西
区

佐
浜

町
1
9
3
3
-
1

1
1

1
1

6
9人

は
ま

ゆ
う

図
書

館
静

岡
県

浜
松

市
西

区
大

人
見

町
1
7
5
0
-
3
9
4

1
1

1
1

1
1

4
0
0人

伊
佐

見
協

働
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

浜
松

市
西

区
伊

佐
地

町
4
5

1
1

1
1

1

和
地

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
西

区
湖

東
町

2
0
0
5

1
1

1
1

1
1

1
,2

6
8人

和
地

協
働

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

西
区

和
地

町
6
5
7
8

1
1

1
1

1

篠
原

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
西

区
篠

原
町

1
0
3
0
0

1
1

1
1

1
1

1
,1

8
9人

篠
原

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
西

区
篠

原
町

2
0
2
0
0
-
1

1
1

1
1

1
1

1
,2

7
8人

篠
原

協
働

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

西
区

篠
原

町
2
0
3
9
9
-
1

1
1

1
1

1

庄
内

学
園

（
小

･中
学

校
）

静
岡

県
浜

松
市

西
区

庄
内

町
1
0
0

1
1

1
1

1
1

2
,3

0
6人

-322-



1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

（
旧

）
北

庄
内

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
西

区
白

洲
町

2
9
5
-
1

1
1

（
旧

）
南

庄
内

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
西

区
庄

和
町

1
0
8
-
3

1
1

村
櫛

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
西

区
村

櫛
町

2
5
5
1

1
1

1
1

1
1

6
7
7人

白
洲

公
民

館
静

岡
県

浜
松

市
西

区
白

洲
町

3
8
5
0
-
1

1
1

1
1

1
0
4人

庄
内

協
働

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

西
区

庄
内

町
1
4
-
5

1
1

1
1

1

舞
阪

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
西

区
舞

阪
町

舞
阪

7
6

1
1

1
1

1
1

1
,3

7
8人

舞
阪

第
１

保
育

園
静

岡
県

浜
松

市
西

区
舞

阪
町

弁
天

島
3
8
8
5

1
1

1
1

1
1

1
7
5人

舞
阪

第
２

保
育

園
静

岡
県

浜
松

市
西

区
舞

阪
町

舞
阪

2
6
5
9
-
3

1
1

1
1

1
1

2
1
8人

舞
阪

幼
稚

園
静

岡
県

浜
松

市
西

区
舞

阪
町

舞
阪

2
6
6
8
-
33

1
1

1
1

1
1

9
9
3人

舞
阪

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
西

区
舞

阪
町

舞
阪

4
6
0
1

1
1

1
1

1
1

1
,7

6
6人

舞
阪

総
合

体
育

館
静

岡
県

浜
松

市
西

区
舞

阪
町

舞
阪

2
6
2
3
-
32

1
1

1
1

1
,3

2
7人

舞
阪

協
働

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

西
区

舞
阪

町
舞

阪
2
7
0
1
-
9

1
1

1
1

1

渚
園

静
岡

県
浜

松
市

西
区

舞
阪

町
弁

天
島

5
0
0
5-

1
1

1
1

1
1

1
1
2
3人

乙
女

園
グ

ラ
ウ

ン
ド

静
岡

県
浜

松
市

西
区

舞
阪

町
舞

阪
3
4
8
1
-
25

1
1

舞
阪

西
野

島
浦

公
園

静
岡

県
浜

松
市

西
区

舞
阪

町
弁

天
島

2
6
5
8-

1
0
3

1
1

舞
阪

吹
上

浄
水

場
静

岡
県

浜
松

市
西

区
舞

阪
町

舞
阪

2
6
0
0
-
1

1
1

舞
阪

岐
佐

神
社

静
岡

県
浜

松
市

東
区

安
新

町
1
8
1
-
2

1
1

稲
荷

山
公

園
静

岡
県

浜
松

市
西

区
舞

阪
町

舞
阪

5
1
6
7

1
1

Ｊ
Ｒ

東
海

弁
天

島
駅

静
岡

県
浜

松
市

西
区

舞
阪

町
弁

天
島

3
2
8
5-

1
8

1
1

舞
阪

養
泉

寺
静

岡
県

浜
松

市
西

区
舞

阪
町

舞
阪

1
9
0
7
-
1

1
1

舞
阪

表
浜

東
公

園
静

岡
県

浜
松

市
西

区
舞

阪
町

舞
阪

2
6
6
8
-
25

1
1

舞
阪

順
愛

保
育

園
静

岡
県

浜
松

市
西

区
舞

阪
町

舞
阪

5
3
7
2

1
1

舞
阪

長
池

遊
園

地
静

岡
県

浜
松

市
西

区
舞

阪
町

舞
阪

5
3
7
5

1
1

千
鳥

園
ゲ

ー
ト

ボ
ー

ル
場

静
岡

県
浜

松
市

西
区

舞
阪

町
舞

阪
弁

天
島

3
2
1
2
-
1
0

1
1

観
月

園
児

童
遊

園
地

静
岡

県
浜

松
市

西
区

舞
阪

町
弁

天
島

3
2
5
7-

1
1

1

雄
踏

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
西

区
雄

踏
町

宇
布

見
7
9
9
7-

1
1

1
1

1
1

1
1
,3

8
2人

雄
踏

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
西

区
雄

踏
町

宇
布

見
9
5
9
5

1
1

1
1

1
1

2
,5

1
8人

雄
踏

文
化

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

西
区

雄
踏

町
宇

布
見

5
4
2
7

1
1

1
1

6
0
8人

雄
踏

総
合

体
育

館
静

岡
県

浜
松

市
西

区
雄

踏
町

宇
布

見
9
8
8
1-

1
1

1
1

1
7
2
1人

雄
踏

山
崎

公
民

館
静

岡
県

浜
松

市
西

区
雄

踏
町

山
崎

3
5
4
9
-
1

1
1

西
岸

中
央

公
園

静
岡

県
浜

松
市

西
区

大
平

台
3
-
3
7

1

雄
踏

総
合

公
園

静
岡

県
浜

松
市

西
区

雄
踏

町
宇

布
見

9
9
8
4-

1
1

白
脇

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
南

区
寺

脇
町

4
3
1

1
1

1
1

1
1

1
,0

2
2人

砂
丘

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
南

区
白

羽
町

2
5
1
2

1
1

1
1

1
1

7
2
2人

三
島

楊
子

公
園

静
岡

県
浜

松
市

南
区

楊
子

町
5
4
9
-
1

1
1

新
津

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
南

区
新

橋
町

7
7
7

1
1

1
1

1
1

1
,1

3
2人

新
津

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
南

区
新

橋
町

7
4
8

1
1

1
1

1
1

1
,1

8
5人

新
橋

体
育

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

南
区

新
橋

町
1
-
2

1
1

南
の

星
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

南
区

西
島

町
1
1
4
8
-
1

1
1

1
1

1
1

3
,2

4
0人

1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

（
旧

）
五

島
小

学
校

グ
ラ

ウ
ン

ド
静

岡
県

浜
松

市
南

区
西

島
町

5
1
0

1
1

(旧
)遠

州
浜

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
南

区
遠

州
浜

2
-
9
-
1

1
1

河
輪

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
南

区
東

町
3
3
3

1
1

1
1

1
1

7
1
2人

東
陽

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
南

区
西

町
7
0
0

1
1

1
1

1
1

1
,1

9
4人

芳
川

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
南

区
芳

川
町

2
0
6
-
1

1
1

1
1

1
1

1
,0

1
8人

南
陽

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
南

区
芳

川
町

8
0

1
1

1
1

1
1

1
,6

0
5人

芳
川

北
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

南
区

頭
陀

寺
町

1
0
4
6
-
1

1
1

1
1

1
1

1
,0

2
6人

芳
川

公
園

静
岡

県
浜

松
市

南
区

芳
川

町
3
0
9
3
-
1

1
1

飯
田

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
南

区
飯

田
町

9
7
8

1
1

1
1

1
1

9
5
5人

東
部

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
南

区
飯

田
町

1
0
3
8

1
1

1
1

1
1

1
,6

0
6人

飯
田

公
園

・
大

塚
グ

ラ
ウ

ン
ド

静
岡

県
浜

松
市

南
区

大
塚

町
地

内
安

間
川

河
川

敷
1

1

可
美

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
南

区
若

林
町

1
7
4
8

1
1

1
1

1
1

1
,2

6
1人

可
美

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
南

区
増

楽
町

7
0
0

1
1

1
1

1
1

1
,4

3
8人

可
美

公
園

静
岡

県
浜

松
市

南
区

増
楽

町
9
2
0
-
2

1
1

三
方

原
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

北
区

三
方

原
町

6
8
2

1
1

1
1

1
1

9
4
1人

豊
岡

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
豊

岡
町

2
2

1
1

1
1

1
1

1
,0

0
5人

北
星

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
初

生
町

1
3
0
5
-
1

1
1

1
1

1
1

1
,4

2
8人

初
生

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
初

生
町

1
0
0
1
-
2

1
1

1
1

1
1

9
1
5人

三
方

原
中

学
校

静
岡

県
浜

松
市

北
区

豊
岡

町
1
9
6

1
1

1
1

1
1

1
,2

7
0人

都
田

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
都

田
町

5
6
0
9
-
2

1
1

1
1

1
1

5
8
9人

都
田

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
都

田
町

5
8
2
4
-
1
8

1
1

1
1

1
1

1
,0

3
1人

都
田

南
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

北
区

都
田

町
8
7
5
6

1
1

1
1

1
1

1
,1

1
9人

（
旧

）
滝

沢
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

北
区

滝
沢

町
1
5
2
0

1
1

1
1

1
1

4
4
0人

気
賀

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
細

江
町

気
賀

1
1
5
2
9
-1

1
1

1
1

1
1

1
,2

5
4人

西
気

賀
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

北
区

細
江

町
気

賀
9
9
9
4
-
1

1
1

1
1

1
1

5
4
7人

伊
目

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
細

江
町

気
賀

3
2
4
1

1
1

1
1

1
1

5
4
4人

高
台

幼
稚

園
静

岡
県

浜
松

市
北

区
細

江
町

中
川

7
1
7
2
-
70

1
1

1
1

1
1

1
1
7
4人

中
川

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
細

江
町

中
川

2
5
5
3

1
1

1
1
,0

1
9人

細
江

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
細

江
町

気
賀

7
3
0
0
-
1

1
1

1
2
,1

4
4人

上
町

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

北
区

細
江

町
気

賀
1
0
0
7
-
2

1
1

清
水

公
民

館
静

岡
県

浜
松

市
北

区
細

江
町

気
賀

3
1
-
2

1
1

小
野

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

北
区

細
江

町
小

野
4
-
8

1
1

油
田

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

北
区

細
江

町
気

賀
1
3
7
4
-
2

1
1

下
村

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

北
区

細
江

町
気

賀
9
8
0
0
-
1

1
1

西
気

賀
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

浜
松

市
北

区
細

江
町

気
賀

1
0
4
1
3
-6

1
1

寸
座

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

北
区

細
江

町
気

賀
1
1
1
0
0
-1

1
1

伊
目

農
業

構
造

改
善

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

北
区

細
江

町
気

賀
3
8
3
1
-
1

1
1

老
ケ

谷
農

業
構

造
改

善
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

浜
松

市
北

区
細

江
町

気
賀

3
8
3
1
-
4

1
1

湖
東

公
民

館
静

岡
県

浜
松

市
北

区
細

江
町

中
川

7
1
7
1
-
98

1
1

浜 松 市

-323-



1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4
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対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

細
江

１
区

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

北
区

細
江

町
中

川
8
9
9
-
4

1
1

石
岡

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

北
区

細
江

町
三

和
5
2
3
-
2

1
1

祝
田

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

北
区

細
江

町
中

川
6
9
1
5

1
1

刑
部

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

北
区

細
江

町
中

川
6
7
0
0
-
1

1
1

細
江

８
区

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

北
区

細
江

町
中

川
4
9
4
6
-
3

1
1

細
江

９
区

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

北
区

細
江

町
中

川
5
5
4
0

1
1

広
岡

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

北
区

細
江

町
広

岡
8
8
-
1

1
1

呉
石

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

北
区

細
江

町
気

賀
7
6
8
4
-
1

1
1

跡
川

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

北
区

細
江

町
気

賀
8
9
3
5

1
1

７
区

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

北
区

細
江

町
三

和
2
1
2
5
-
1

1
1

井
伊

谷
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

北
区

引
佐

町
井

伊
谷

6
8
0

1
1

1
1

1
1

7
8
4人

引
佐

南
部

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
引

佐
町

横
尾

4
2
6

1
1

1
1

1
1

1
,5

0
3人

金
指

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
引

佐
町

金
指

1
3
6
9

1
1

1
1

1
1

5
3
7人

浜
松

湖
北

高
校

静
岡

県
浜

松
市

北
区

引
佐

町
金

指
1
4
2
8

1
1

1
1

1
1

5
,6

1
4人

奥
山

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
引

佐
町

奥
山

1
1
0
1
-
1

1
1

1
1

1
1

6
7
1人

奥
山

体
育

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

静
岡

県
浜

松
市

北
区

引
佐

町
奥

山
1
5
5
0
-
1

1
1

1
1

1
1

4
6
2人

（
旧

）
伊

平
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

北
区

引
佐

町
伊

平
5
8
0
-
2

1
1

1
1

1
1

4
4
5人

（
旧

）
川

名
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

北
区

引
佐

町
川

名
4
7
0
-
1

1
1

1
1

1
1

4
3
3人

引
佐

北
部

小
中

学
校

静
岡

県
浜

松
市

北
区

引
佐

町
四

方
浄

1
3
4
-6

1
1

1
1

1
1

4
4
6人

（
旧

）
渋

川
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

北
区

引
佐

町
渋

川
3
4
8
4

1
1

1
1

1
1

3
7人

（
旧

）
久

留
女

木
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

北
区

引
佐

町
西

久
留

女
木

6
3
-
4

1
1

1
1

1
1

3
1
5人

引
佐

５
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

北
区

引
佐

町
井

伊
谷

3
2
7
6-

2
1

1

引
佐

６
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

北
区

引
佐

町
井

伊
谷

1
7
2
7-

1
1

1

西
四

村
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
防

災
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

浜
松

市
北

区
引

佐
町

栃
窪

6
2
2
-
6

1
1

金
指

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

北
区

引
佐

町
金

指
1
3
2
4
-
2

1
1

三
ヶ

日
東

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
三

ヶ
日

町
都

筑
2
2
6
6
-
2

1
1

1
1

1
1

7
6
2人

三
ヶ

日
西

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
三

ヶ
日

町
三

ヶ
日

3
0
1
-1

1
1

1
1

1
1

1
,1

9
0人

尾
奈

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
三

ヶ
日

町
下

尾
奈

1
4
3
1

1
1

1
1

1
1

5
1
4人

平
山

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
三

ヶ
日

町
平

山
2
0
0

1
1

1
1

1
1

4
9
3人

三
ヶ

日
協

働
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

浜
松

市
北

区
三

ヶ
日

町
三

ヶ
日

5
0
0
-1

1
1

1
1

1
1

1
,6

8
9人

長
根

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

北
区

三
ヶ

日
町

福
長

1
3
7
2
-
9

1
1

都
田

総
合

公
園

静
岡

県
浜

松
市

北
区

新
都

田
1
-
1
0
3
-
4

1

浜
名

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
浜

北
区

小
松

4
6
7

1
1

1
1

1
1

1
,4

6
8人

浜
名

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
浜

北
区

小
松

1
4
5
0

1
1

1
1

1
1

1
,0

9
8人

浜
名

協
働

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

浜
北

区
小

松
2
7
8
9

1
1

1
1

1

内
野

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
浜

北
区

内
野

1
7
0
2

1
1

1
1

1
1

1
,1

3
4人

北
浜

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
浜

北
区

西
美

薗
2
7
9
-
2

1
1

1
1

1
1

1
,5

4
1人

北
浜

東
部

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
浜

北
区

上
善

地
3
1
7

1
1

1
1

1
1

1
,2

2
6人

北
浜

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
浜

北
区

横
須

賀
8
0
0

1
1

1
1

1
1

1
,1

3
8人

1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

北
浜

北
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

浜
北

区
西

美
薗

1
5
8
8

1
1

1
1

1
1

1
,0

7
8人

北
浜

南
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

浜
北

区
寺

島
3
0
1
0

1
1

1
1

1
1

8
3
9人

伎
倍

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
浜

北
区

貴
布

祢
2
6
4
6

1
1

1
1

1
1

8
7
9人

北
浜

東
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

浜
北

区
善

地
1
5
4
6

1
1

1
1

1
1

7
2
9人

美
薗

中
央

公
園

静
岡

県
浜

松
市

浜
北

区
西

美
薗

7
3
3

1
1

中
瀬

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
浜

北
区

中
瀬

3
6
4
8
-
1

1
1

1
1

1
1

1
,2

1
0人

浜
北

北
部

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
浜

北
区

於
呂

2
9
6
1

1
1

1
1

1
1

1
,9

2
3人

赤
佐

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
浜

北
区

於
呂

2
7
9
0

1
1

1
1

1
1

1
,1

5
9人

麁
玉

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
浜

北
区

宮
口

4
8
4
7

1
1

1
1

1
1

1
,1

6
4人

麁
玉

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
浜

北
区

宮
口

2
6
2

1
1

1
1

1
1

8
2
1人

新
原

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
浜

北
区

新
原

2
3
3
1

1
1

1
1

1
1

8
0
2人

（
旧

）
大

平
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

浜
北

区
大

平
6
8
6

1
1

1
1

1
1

3
6
4人

熊
ふ

れ
あ

い
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

熊
1
9
7
7
-
2

1
1

1

熊
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
熊

2
1
5
3

1
1

1
1

1
1

4
5
0人

上
阿

多
古

ふ
れ

あ
い

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
西

藤
平

1
5
5
5

1
1

1
1

1
1

3
2
7人

上
阿

多
古

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

西
藤

平
1
3
1
8

1
1

1
1

1
1

4
3
4人

下
阿

多
古

ふ
れ

あ
い

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
上

野
1
7
2
-
3

1
1

1

下
阿

多
古

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

両
島

7
6
2

1
1

1
4
7
6人

（
旧

）
下

阿
多

古
中

学
校

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
上

野
9
4
8

1
1

1
1

9
0
2人

下
阿

多
古

運
動

場
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

上
野

9
4
8

1
1

天
竜

特
別

支
援

学
校

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
渡

ケ
島

2
0
1
-
1

1
1

1
1

1
1

1
6
6人

二
俣

協
働

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
二

俣
町

二
俣

1
8
4
-3

2
1

1
1

二
俣

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

二
俣

町
二

俣
8
6
7
-1

1
1

1
1

1
1

9
6
4人

清
竜

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

二
俣

町
鹿

島
5
2
5

1
1

1
1

1
1

1
,2

5
9人

天
竜

高
校

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
二

俣
町

二
俣

6
0
1

1
1

1
1

1
1

9
5
2人

天
竜

二
俣

駅
東

西
広

場
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

二
俣

町
阿

蔵
1
1
4
-2

1
1

天
竜

壬
生

ホ
ー

ル
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

二
俣

町
二

俣
2
0
-
2

1
1

1
1

1
1

1
,4

5
7人

光
明

ふ
れ

あ
い

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
山

東
2
3
0
9
-
8

1
1

1

光
明

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

山
東

2
5
5
0

1
1

1
1

1
1

7
5
6人

（
旧

）
鏡

山
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
只

来
9
7
-
3

1
1

1
1

1
1

3
7
4人

光
が

丘
中

学
校

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
山

東
2
7
0
1

1
1

1
1

1
1

1
,3

4
3人

船
明

ダ
ム

運
動

公
園

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
船

明
2
6
6
0

1
1

竜
川

ふ
れ

あ
い

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
横

山
町

7
7
2
-
1

1
1

1

横
山

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

横
山

町
5
4
7

1
1

1
1

1
1

4
7
6人

竜
川

運
動

場
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

横
山

町
3
9
0

1
1

犬
居

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

春
野

町
堀

之
内

9
93

-
1

1
1

1
1

1
1

6
6
4人

（
旧

）
熊

切
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
春

野
町

石
打

松
下

21
1
-1

1
1

1
1

1
1

2
5
7人

（
旧

）
春

野
北

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

春
野

町
杉

2
4
2
-
2

1
1

1
1

1
1

4
5
2人

気
田

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

春
野

町
気

田
6
0
3
-1

1
1

1
1

1
1

7
5
5人

-324-



1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

春
野

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

春
野

町
気

田
3
8
0
-2

1
1

天
竜

高
校

春
野

校
舎

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
春

野
町

堀
之

内
2
84

1
1

1
1

1
1

7
4
1人

春
野

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
春

野
町

宮
川

1
4
6
7-

2
1

1
1

1
8
7人

春
野

犬
居

ス
ポ

ー
ツ

広
場

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
堀

之
内

9
9
7

1
1

春
野

熊
切

ス
ポ

ー
ツ

広
場

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
春

野
町

石
打

松
下

22
3
-1

1
1

春
野

気
田

ス
ポ

ー
ツ

広
場

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
春

野
町

気
田

8
5
0
-1

1
1

浦
川

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

佐
久

間
町

浦
川

2
81

9
1

1
1

1
1

1
5
9
4人

浦
川

ふ
れ

あ
い

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
佐

久
間

町
浦

川
2
79

4
-
1

1
1

1
1

1
1

3
9
8人

（
旧

）
佐

久
間

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

佐
久

間
町

佐
久

間
2
4
1
0

1
1

1
1

1
1

8
8
2人

佐
久

間
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
佐

久
間

町
半

場
5
0-

1
1

1
1

1
1

1
5
2
4人

歴
史

と
民

話
の

郷
会

館
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

佐
久

間
町

佐
久

間
42

9
-1

1
1

1

山
香

ふ
れ

あ
い

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
佐

久
間

町
大

井
2
41

5
-
1

1
1

1
1

1
1

8
9人

（
旧

）
城

西
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
佐

久
間

町
相

月
2
87

4
1

1
1

1
1

城
西

ふ
れ

あ
い

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
佐

久
間

町
奥

領
家

15
2
8-

4
1

1
1

1
9
5人

佐
久

間
中

学
校

・
湖

北
高

校
佐

久
間

分
校

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
佐

久
間

町
中

部
6
83

-
1

1
1

1
1

1
1

6
5
7人

水
窪

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

水
窪

町
奥

領
家

2
69

7
-
1

1
1

1
1

1
1

5
2
7人

（
旧

）
西

浦
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
水

窪
町

奥
領

家
52

96
-
18

1
1

1
1

1
1

1
8
8人

水
窪

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

水
窪

町
地

頭
方

3
66

1
1

1
1

1
1

7
1
9人

水
窪

文
化

会
館

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
水

窪
町

奥
領

家
3
27

4
-
1

1
1

1
1

1
1

6
1
5人

水
窪

総
合

体
育

館
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

水
窪

町
地

頭
方

2
41

-
3

1
1

1
4
7
4人

（
旧

）
龍

山
第

一
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
龍

山
町

大
嶺

5
6
5
-5

1
1

1
1

1
1

2
4
7人

龍
山

高
齢

者
ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ
ｨｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
龍

山
町

大
嶺

1
2
7
9-

3
1

1
1

1
1

1
8
5人

龍
山

健
康

増
進

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
龍

山
町

戸
倉

2
1
7
-1

1
1

1
1

1
1

5
1
2人

龍
山

保
健

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
龍

山
町

戸
倉

7
1
1
-2

1
1

1
1

1
1

6
7
9人

龍
山

老
人

福
祉

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
龍

山
町

下
平

山
2
48

-
2

1
1

1
1

1
1

5
6人

龍
山

森
林

文
化

会
館

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
龍

山
町

瀬
尻

9
8
2
-2

1
1

1
1

1
1

4
9
7人

（
旧

）
龍

山
北

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

龍
山

町
瀬

尻
9
2
6
-3

7
1

1
1

1
1

東
坂

町
公

会
堂

静
岡

県
磐

田
市

見
付

5
7
4
-
1

1
3
0人

二
番

町
公

会
堂

静
岡

県
磐

田
市

見
付

1
9
1
7
-
5

1
3
0人

美
登

里
町

集
会

場
静

岡
県

磐
田

市
見

付
4
7
5
2
-
5
7

1
3
0人

元
宮

町
公

会
堂

静
岡

県
磐

田
市

見
付

1
6
1
2
-
2
2

1
3
0人

ふ
れ

あ
い

交
流

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
磐

田
市

国
府

台
4
9
3
-
1

1
3
0人

西
新

町
公

会
堂

静
岡

県
磐

田
市

中
泉

2
9
4
0
-
3

1
3
0人

第
六

区
公

会
堂

静
岡

県
磐

田
市

大
久

保
6
2
3
-
5

1
3
0人

笠
梅

公
会

堂
静

岡
県

磐
田

市
向

笠
竹

之
内

7
-
3
0

1
3
0人

篠
原

公
会

堂
静

岡
県

磐
田

市
篠

原
4
1
3
-
2

1
3
0人

寺
谷

新
田

公
会

堂
静

岡
県

磐
田

市
寺

谷
新

田
7
8
-
3

1
3
0人

寺
谷

圦
下

公
会

堂
静

岡
県

磐
田

市
寺

谷
5
4
-
1

1
3
0人

匂
坂

上
公

会
堂

静
岡

県
磐

田
市

匂
坂

上
1
8
0

1
3
0人

1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

匂
坂

中
上

公
会

堂
静

岡
県

磐
田

市
匂

坂
中

5
7
1

1
3
0人

匂
坂

中
下

公
会

堂
静

岡
県

磐
田

市
匂

坂
中

8
1
3

1
3
0人

匂
坂

新
公

会
堂

静
岡

県
磐

田
市

匂
坂

新
1
1
5
-
1

1
3
0人

新
貝

公
会

堂
静

岡
県

磐
田

市
新

貝
1
9
7
5
-
4

1
3
0人

三
ケ

野
自

治
会

館
静

岡
県

磐
田

市
三

ケ
野

台
6
-
1
1

1
3
0人

東
部

台
公

会
堂

静
岡

県
磐

田
市

明
ケ

島
11

2
1
-
4
3

1
3
0人

上
毛

賀
集

会
所

静
岡

県
磐

田
市

富
里

6
1
3

1
3
0人

匂
坂

下
公

会
堂

静
岡

県
磐

田
市

東
名

5
3
7

1
3
0人

加
茂

東
公

会
堂

静
岡

県
磐

田
市

加
茂

1
5
3

1
3
0人

富
丘

下
原

公
会

堂
静

岡
県

磐
田

市
富

丘
4
6
4
-
3

1
3
0人

富
丘

広
野

公
会

堂
静

岡
県

磐
田

市
富

丘
7
4

1
3
0人

一
言

北
原

公
会

堂
静

岡
県

磐
田

市
一

言
3
1
5
7

1
3
0人

神
田

公
会

堂
静

岡
県

磐
田

市
上

野
部

3
3
9
-
4

1
3
0人

栗
下

公
会

堂
静

岡
県

磐
田

市
上

野
部

5
6
3
-
1
2

1
3
0人

本
村

公
会

堂
静

岡
県

磐
田

市
上

野
部

1
0
3
4
-
5

1
3
0人

田
川

公
会

堂
静

岡
県

磐
田

市
上

野
部

1
7
3
0
-
5

1
3
0人

亀
井

戸
公

会
堂

静
岡

県
磐

田
市

下
野

部
8
2
7
-
5

1
3
0人

合
代

島
上

公
会

堂
静

岡
県

磐
田

市
合

代
島

1
5
6
-
3

1
3
0人

合
代

島
下

公
会

堂
静

岡
県

磐
田

市
合

代
島

6
9
5
-
3

1
3
0人

上
神

増
公

会
堂

静
岡

県
磐

田
市

上
神

増
9
7
9
-
1

1
3
0人

神
増

公
会

堂
静

岡
県

磐
田

市
神

増
4
7
8
-
3

1
3
0人

惣
兵

衛
公

会
堂

静
岡

県
磐

田
市

惣
兵

衛
3
1
-
2
0

1
3
0人

掛
下

公
会

堂
静

岡
県

磐
田

市
掛

下
2
8
0
-
2

1
3
0人

大
平

集
落

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
磐

田
市

大
平

3
3
7
-
2

1
3
0人

岩
井

公
会

堂
静

岡
県

磐
田

市
岩

井
4
1
3

1
3
0人

大
藤

第
２

区
公

会
堂

静
岡

県
磐

田
市

大
久

保
8
8
-
5

1
3
0人

大
藤

第
４

区
公

会
堂

静
岡

県
磐

田
市

大
久

保
5
3
8
-
6

1
3
0人

大
藤

1
3
区

公
会

堂
静

岡
県

磐
田

市
藤

上
原

7
9
1

1
3
0人

東
大

久
保

公
会

堂
静

岡
県

磐
田

市
岩

井
1
9
0
7
-
2
2
9
0

1
3
0人

富
士

見
町

会
館

静
岡

県
磐

田
市

見
付

6
6
4
-
1

1
3
0人

住
吉

町
公

会
堂

静
岡

県
磐

田
市

見
付

1
4
8
7
-
8

1
3
0人

権
現

町
公

会
堂

静
岡

県
磐

田
市

見
付

5
9
0
-
1

1
3
0人

幸
町

会
館

静
岡

県
磐

田
市

見
付

3
5
8
1
-
4

1
3
0人

富
丘

原
新

田
公

会
堂

静
岡

県
磐

田
市

富
丘

8
8
7
-
4

1
3
0人

メ
ル

ロ
ー

ズ
Ⅰ

（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
二

之
宮

1
1
3
7
-
1

1
1
2
1人

メ
ル

ロ
ー

ズ
Ⅱ

（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
二

之
宮

1
1
3
7
-
1

1
1
4
9人

グ
ラ

ン
メ

ー
ル

（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
二

之
宮

1
1
5
3
-
1

1
2
5
0人

ア
ダ

ー
ジ

ョ
（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
二

之
宮

1
1
6
1

1
1
4
0人

ヴ
ィ

ヴ
ァ

ー
チ

ェ
（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
二

之
宮

1
1
6
1

1
1
4
0人

-325-



1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

介
護

老
人

保
健

施
設

「
さ

く
ら

苑
」
（
２

階
以

上
フ

ロ
ア

・
外

周
廊

下
）

静
岡

県
磐

田
市

二
之

宮
1
1
6
2

1
1
0
,1

7
4人

エ
ス

テ
ー

ト
・
ミ

ュ
ー

ズ
（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
二

之
宮

1
1
7
0
-
2

1
2
3
3人

エ
ス

テ
ー

ト
・
ミ

ュ
ー

ズ
２

（階
段

踊
り

場
廊

下
）

静
岡

県
磐

田
市

二
之

宮
1
1
7
0
-
1

1
2
5
6人

グ
リ

ン
デ

ル
ワ

ル
ト

（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
天

竜
9
4
3
-
1

1
4
0
7人

イ
ン

タ
ー

ラ
ー

ゲ
ン

（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
天

竜
9
4
8
-
1

1
6
1
0人

大
日

精
化

工
業

（
株

）
東

海
寮

（
屋

上
等

）
静

岡
県

磐
田

市
豊

島
8
6
-
7

1
2
,1

6
0人

エ
ム

ズ
ド

リ
ー

ム
Ⅳ

（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
豊

島
1
1
1
7
-
1

1
4
4
2人

メ
ゾ

ン
ア

ル
ウ

ェ
ッ

ト
Ⅰ

（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
豊

島
1
4
5
1
-
3

1
5
4
9人

フ
ァ

ー
ザ

ー
グ

ロ
ー

ス
（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
千

手
堂

9
1
9

1
2
2
8人

フ
ァ

イ
ン

グ
ロ

ウ
ス

（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
千

手
堂

9
9
6
-
3

1
1
0
7人

シ
ャ

ル
マ

ン
（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
千

手
堂

1
0
6
5
-
1

1
2
2
6人

ラ
ン

ド
ス

ケ
イ

プ
（階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
上

大
之

郷
1
0
3
-
2

1
2
3
3人

ピ
ュ

ア
マ

ン
シ

ョ
ン

（
階

段
廊

下
）

静
岡

県
磐

田
市

上
大

之
郷

2
7
8

1
1
0
8人

シ
ル

キ
ー

マ
ン

シ
ョ
ン

（
階

段
廊

下
）

静
岡

県
磐

田
市

上
大

之
郷

3
2
2
-
5

1
1
1
5人

マ
イ

シ
テ

ィ
上

大
之

郷
（
階

段
廊

下
）

静
岡

県
磐

田
市

上
大

之
郷

6
2
9

1
1
7
1人

セ
ト

ゥ
ル

　
イ

ン
　

オ
カ

タ
（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
下

岡
田

2
4
3

1
2
2
0人

M
O

（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
上

岡
田

9
1
8
-
1

1
2
5
9人

上
岡

田
ガ

ー
デ

ン
ハ

イ
ツ

A
（
階

段
廊

下
）

静
岡

県
磐

田
市

上
岡

田
9
8
9

1
3
5
8人

上
岡

田
ガ

ー
デ

ン
ハ

イ
ツ

B
（
階

段
廊

下
）

静
岡

県
磐

田
市

上
岡

田
9
9
1
-
1

1
1
2
6人

プ
ラ

ザ
上

岡
田

（
２

階
以

上
廊

下
）

静
岡

県
磐

田
市

上
岡

田
1
0
3
9
-
1

1
2
,0

5
6人

磐
田

グ
レ

イ
ス

第
３

マ
ン

シ
ョ

ン
（階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
上

岡
田

1
0
7
8
-
1

1
4
4
1人

磐
田

グ
レ

イ
ス

第
５

マ
ン

シ
ョ

ン
（階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
上

岡
田

1
0
7
8
-
2

1
3
2
8人

磐
田

グ
レ

イ
ス

第
１

マ
ン

シ
ョ

ン
（階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
上

岡
田

1
1
1
2
-
7

1
2
4
8人

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
西

之
島

の
郷

（
共

有
フ

ロ
ア

・
屋

上
）

静
岡

県
磐

田
市

西
之

島
2
6
-
1

1
1
5
,8

4
0人

メ
ッ

セ
ミ

サ
キ

Ⅰ
（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
鎌

田
1
9
1
7
-
1

1
2
2
1人

メ
ッ

セ
ミ

サ
キ

Ⅱ
（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
鎌

田
1
9
1
5
-
1

1
2
2
1人

静
岡

県
職

員
住

宅
磐

田
公

舎
（
階

段
踊

り
場

）
静

岡
県

磐
田

市
東

新
町

1
-
5
-
7

1
5
9
4人

サ
ン

ラ
イ

ズ
M

（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
鮫

島
1
2
5
6
-
1

1
2
7
1人

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
第

二
遠

州
の

園
（
屋

上
）

静
岡

県
磐

田
市

鮫
島

1
8
0
4
-
1

1
2
,0

0
0人

雇
用

促
進

住
宅

上
丁

宿
舎

（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
小

島
6
1
6
-
1

1
1
,5

7
3人

雇
用

促
進

住
宅

天
白

宿
舎

（
階

段
踊

り
場

）
静

岡
県

磐
田

市
小

島
1
0
8
7
-
1

1
6
8
8人

M
ar

o
h
to

（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
草

崎
7
9
3
-
2

1
1
8
4人

す
ず

か
け

ヘ
ル

ス
ケ

ア
ホ

ス
ピ

タ
ル

（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
大

原
2
0
4
2
-
4

1
1
,2

8
4人

コ
ー

ポ
ア

ザ
ミ

（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
下

大
之

郷
2
2
-
3

1
9
4人

浜
部

津
波

避
難

タ
ワ

ー
静

岡
県

磐
田

市
浜

部
3
3
2
-
1

1
3
0
0人

磐
田

市
福

田
支

所
（
２

階
以

上
フ

ロ
ア

）
静

岡
県

磐
田

市
福

田
4
0
0

1
9
,5

4
6人

タ
ン

ド
レ

ス
（階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
福

田
5
2
2
-
3

1
2
4
0人

ア
ル

ン
イ

ワ
タ

（階
段

踊
り

場
廊

下
）

静
岡

県
磐

田
市

福
田

1
2
0
4
-
1

1
1
5
6人

マ
ン

シ
ョ
ン

あ
す

ら
ん

（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
福

田
1
4
7
8
-
1

1
3
9
6人

1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

ポ
ー

ト
タ

ウ
ン

（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
福

田
3
1
3
8

1
1
4
0人

福
田

北
津

波
避

難
タ

ワ
ー

静
岡

県
磐

田
市

福
田

3
1
9
5

1
4
5
0人

グ
ラ

ン
ス

ト
ー

ク
福

田
（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
福

田
3
8
3
0
-
3

1
9
6人

中
川

排
水

ポ
ン

プ
（
屋

上
）

静
岡

県
磐

田
市

福
田

4
7
7
4
-
5

1
4
8
2人

福
田

津
波

避
難

タ
ワ

ー
静

岡
県

磐
田

市
福

田
4
8
9
8
-
1

1
4
5
0人

福
田

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

（
防

災
セ

ン
タ

ー
）

静
岡

県
磐

田
市

福
田

5
4
8
9
-
2

1
1
,4

7
1人

南
部

第
一

排
水

ポ
ン

プ
場

（
屋

内
機

械
室

）
静

岡
県

磐
田

市
福

田
5
4
9
4
-
4
7

1
5
9
4人

フ
ロ

ン
ト

ヒ
ル

ズ
Ⅱ

（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
福

田
5
4
9
5
-
1
0
9

1
2
7
9人

フ
ロ

ン
ト

ヒ
ル

ズ
Ⅲ

（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
福

田
5
4
9
5
-
1
1
1

1
3
1
5人

ヒ
ロ

キ
工

業
津

波
避

難
タ

ワ
ー

静
岡

県
磐

田
市

福
田

5
4
9
8
-
5

1
1
0
0人

ド
ル

チ
ェ

カ
ー

ロ
（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
福

田
6
0
8
5
-
1
5

1
2
2
8人

カ
ウ

ベ
ル

Ⅶ
（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
福

田
中

島
7
0
8
-
1

1
3
2
1人

ビ
リ

ー
ブ

U
（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
福

田
中

島
7
0
9
-
1

1
2
5
0人

ラ
・
メ

ー
ル

Ⅰ
（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
福

田
中

島
8
4
7
-
1

1
1
5
9人

ラ
・
メ

ー
ル

Ⅱ
（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
福

田
中

島
8
7
4
-
1

1
1
2
9人

エ
バ

ー
グ

リ
ー

ン
（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
福

田
中

島
1
1
9
9
-
3

1
2
9
8人

市
営

は
ま

ぼ
う

団
地

（
階

段
踊

り
場

）
静

岡
県

磐
田

市
福

田
中

島
3
3
9
6
-
4

1
3
4
0人

サ
ン

コ
ー

ポ
ラ

ス
福

田
（
階

段
踊

り
場

）
静

岡
県

磐
田

市
福

田
中

島
3
5
8
9
-
1

1
3
3
1人

（
株

）
ケ

イ
・
ア

イ
研

究
所

（
屋

上
）

静
岡

県
磐

田
市

福
田

中
島

3
5
8
9
-
1

1
2
,6

9
1人

ア
イ

シ
ー

ケ
イ

津
波

避
難

タ
ワ

ー
静

岡
県

磐
田

市
塩

新
田

4
9
2
-
1

1
1
2
0人

（
株

）
ア

イ
テ

ッ
ク

（
屋

上
）

静
岡

県
磐

田
市

南
田

伊
兵

衛
新

田
3
5
-
1

1
1
2
0人

（
株

）
理

研
グ

リ
ー

ン
（
屋

上
）

静
岡

県
磐

田
市

南
田

伊
兵

衛
新

田
8
8
5
-
1
2

1
1
2
0人

長
池

配
水

場
（
屋

上
）

静
岡

県
磐

田
市

大
原

3
9
7
9
-
3

1
8
3
9人

遠
州

中
央

農
業

協
同

組
合

福
田

支
店

（
屋

上
）

静
岡

県
磐

田
市

南
島

5
2
9

1
2
2
0人

磐
田

ガ
バ

ナ
ス

テ
ー

シ
ョ
ン

（
屋

上
）

静
岡

県
磐

田
市

東
小

島
1
6
0
-
2

1
4
0
0人

豊
浜

配
水

場
（
屋

上
）

静
岡

県
磐

田
市

豊
浜

5
3
3

1
9
9
0人

マ
ル

イ
水

産
津

波
避

難
タ

ワ
ー

（
屋

上
）

静
岡

県
磐

田
市

豊
浜

1
0
7
5

1
3
0
0人

豊
浜

交
流

セ
ン

タ
ー

（
屋

上
）

静
岡

県
磐

田
市

豊
浜

2
9
2
1
-
1

1
6
9
0人

丸
源

旅
館

（
屋

上
・
廊

下
）

静
岡

県
磐

田
市

豊
浜

4
5
8
1
1

1
4
9
2人

太
田

川
東

バ
ル

ブ
ス

テ
ー

シ
ョ
ン

（
屋

上
）

静
岡

県
磐

田
市

豊
浜

3
6
1
4
-
1

1
1
5
0人

渚
の

交
流

館
津

波
避

難
タ

ワ
ー

静
岡

県
磐

田
市

豊
浜

地
先

豊
浜

海
岸

1
3
0
0人

掛
塚

津
波

避
難

タ
ワ

ー
静

岡
県

磐
田

市
掛

塚
7
7
7

1
4
5
0人

メ
ゾ

ン
ク

リ
ス

タ
ル

（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
掛

塚
3
0
0
2
-
3

1
1
8
3人

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
白

寿
園

（
廊

下
・
屋

上
）

静
岡

県
磐

田
市

掛
塚

3
1
7
2

1
1
1
,6

2
8人

（
株

）
三

光
（
屋

上
）

静
岡

県
磐

田
市

掛
塚

3
4
1
3
-
2

1
2
3
5人

フ
ェ

ニ
ッ

ク
ス

竜
洋

（
階

段
踊

り
場

）
静

岡
県

磐
田

市
川

袋
1
4
4
0
-
3

1
2
5
2人

市
営

竜
洋

豊
岡

団
地

（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
豊

岡
2
6
0
4
-
2

1
1
,7

0
1人

メ
ゾ

ン
ド

ア
ム

ー
ル

（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
豊

岡
5
1
1
5
-
1

1
3
5
7人

メ
ゾ

ン
オ

ン
デ

ィ
ー

ヌ
（
階

段
踊

り
場

）
静

岡
県

磐
田

市
豊

岡
5
5
3
9

1
7
9人

磐 田 市

-326-



1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

メ
ゾ

ン
グ

ラ
ン

ヒ
ル

（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
豊

岡
5
9
6
1
-
2

1
1
8
6人

雇
用

促
進

住
宅

竜
洋

宿
舎

（
階

段
踊

り
場

）
静

岡
県

磐
田

市
豊

岡
6
5
6
7
-
3

1
6
3
4人

竜
洋

な
ぎ

の
木

会
館

（
ベ

ラ
ン

ダ
等

）
静

岡
県

磐
田

市
豊

岡
6
6
0
5
-
3

1
6
,5

4
9人

ア
ル

ベ
ー

ル
（
階

段
踊

り
場

）
静

岡
県

磐
田

市
豊

岡
6
8
7
4
-
1

1
8
4人

メ
ゾ

ン
ド

K
（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
駒

場
3
8
-
1

1
1
6
2人

駒
場

北
津

波
避

難
タ

ワ
ー

静
岡

県
磐

田
市

駒
場

3
2
5
-
1

1
3
0
0人

駒
場

南
津

波
避

難
タ

ワ
ー

静
岡

県
磐

田
市

駒
場

1
6
4
4
-
1
4

1
4
5
0人

天
竜

農
場

津
波

避
難

タ
ワ

ー
静

岡
県

磐
田

市
駒

場
6
8
6
6
-
4

1
5
2
0人

竜
洋

富
士

静
岡

県
磐

田
市

駒
場

6
8
6
6
-
5

1
9
,0

0
0人

磐
田

市
竜

洋
支

所
（
２

階
以

上
フ

ロ
ア

）
静

岡
県

磐
田

市
岡

7
2
9
-
1

1
4
,9

8
8人

エ
ー

ハ
ウ

ス
（階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
飛

平
松

2
4
-
2

1
1
2
9人

ア
ク

ト
津

波
避

難
タ

ワ
ー

静
岡

県
磐

田
市

飛
平

松
2
3
7
-
1

1
1
6
0人

（
株

）
河

合
楽

器
製

作
所

厚
生

会
館

（
屋

上
）

静
岡

県
磐

田
市

飛
平

松
2
5
2

1
5
0
0人

東
亜

化
成

（
株

）
（
屋

上
）

静
岡

県
磐

田
市

東
平

松
4
0
1
-
1

1
1
5
0人

（
株

）
ア

コ
ー

磐
田

工
場

（
屋

上
）

静
岡

県
磐

田
市

東
平

松
5
0
0
-
1

1
2
1
0人

磐
田

富
士

機
工

（
株

）
第

一
工

場
（
屋

上
）

静
岡

県
磐

田
市

海
老

島
1
4
6
1

1
3
0
0人

（
株

）
新

村
鉄

工
所

（
屋

上
）

静
岡

県
磐

田
市

海
老

島
1
5
4
6

1
1
5人

（
株

）
ア

コ
ー

倉
庫

棟
（
３

階
ス

ペ
ー

ス
・
屋

上
）

静
岡

県
磐

田
市

大
中

瀬
8
7
3
-
1

1
1
0
0人

小
中

瀬
津

波
避

難
タ

ワ
ー

静
岡

県
磐

田
市

小
中

瀬
5
5
-
2

1
3
0
0人

（
株

）
河

合
楽

器
製

作
所

西
第

２
工

場
（
屋

上
）

静
岡

県
磐

田
市

南
平

松
3
-
1

1
5
0人

（
株

）
河

合
楽

器
製

作
所

西
第

１
工

場
（
屋

上
）

静
岡

県
磐

田
市

南
平

松
4

1
9
0人

（
株

）
ス

ズ
シ

ゲ
（
屋

上
）

静
岡

県
磐

田
市

南
平

松
9
-
1
2

1
6
3
4人

西
遠

ゴ
ム

工
業

（
株

）
竜

南
工

場
（
屋

上
）

静
岡

県
磐

田
市

南
平

松
1
0
-
3

1
6
0人

富
士

機
工

（
株

）
磐

田
事

業
所

（
屋

上
）

静
岡

県
磐

田
市

南
平

松
1
1
-
1

1
1
5
0人

（
株

）
古

山
鋼

材
（
屋

上
）

静
岡

県
磐

田
市

南
平

松
1
1
-
3

1
1
6人

マ
ン

シ
ョ
ン

B
E
Y
 V

IE
W

（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
福

田
中

島
3
4
0
7
-
7

1
2
0
1人

マ
ン

シ
ョ
ン

B
E
Y
 V

IE
W

（
階

段
踊

り
場

廊
下

）
静

岡
県

磐
田

市
福

田
中

島
3
4
0
8
-
2

1
1
5
3人

川
研

フ
ァ

イ
ン

ケ
ミ

カ
ル

（
株

）
研

究
棟

（
屋

上
）

静
岡

県
磐

田
市

塩
新

田
5
8
2
-
7

1
3
0
0人

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
竜

洋
の

家
（廊

下
・
屋

上
）

静
岡

県
磐

田
市

掛
塚

1
7
7
8
-
2

1
3
0
9人

第
二

白
寿

園
（
廊

下
・
屋

上
）

静
岡

県
磐

田
市

掛
塚

3
1
6
0
-
1

1
3
,4

7
7人

介
護

老
人

保
健

施
設

五
洋

の
里

（
廊

下
・
屋

上
）

静
岡

県
磐

田
市

掛
塚

3
1
9
0
-
1

1
6
,0

2
4人

城
山

中
学

校
静

岡
県

磐
田

市
見

付
2
6
3
-
3

1
1

1
,5

0
6人

磐
田

北
小

学
校

静
岡

県
磐

田
市

見
付

2
3
5
2

1
1

1
,5

0
3人

富
士

見
小

学
校

静
岡

県
磐

田
市

富
士

見
町

4
-
9
-
5

1
1

8
1
0人

ワ
ー

ク
ピ

ア
磐

田
静

岡
県

磐
田

市
見

付
2
9
8
9
-
3

1
1

3
9
1人

磐
田

市
総

合
体

育
館

静
岡

県
磐

田
市

見
付

4
0
7
5
-
1

1
1

1
,0

1
0人

磐
田

第
一

中
学

校
静

岡
県

磐
田

市
国

府
台

3
9
-
1

1
1

1
,2

4
8人

磐
田

中
部

小
学

校
静

岡
県

磐
田

市
中

泉
1
2
0
3
-
2

1
1

1
,4

6
4人

磐
田

西
小

学
校

静
岡

県
磐

田
市

中
泉

2
5
2
2
-
2

1
1

8
3
3人

1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

磐
田

南
小

学
校

静
岡

県
磐

田
市

千
手

堂
1
3
5
6
-
1

1
1

1
9
7
2人

長
野

小
学

校
静

岡
県

磐
田

市
小

島
7
3
6

1
1

1
9
0
1人

西
貝

交
流

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
磐

田
市

西
貝

塚
1
3
7
7
-
5

1
1

1
7
9人

南
御

厨
交

流
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

磐
田

市
東

新
谷

6
1
3

1
1

1
6
3人

東
部

小
学

校
静

岡
県

磐
田

市
東

貝
塚

2
0
6

1
1

1
1
,1

3
7人

神
明

中
学

校
静

岡
県

磐
田

市
鎌

田
2
2
6
2
-
7
4

1
1

1
,1

5
6人

田
原

小
学

校
静

岡
県

磐
田

市
三

ヶ
野

1
0
3
0
-
1

1
1

1
7
4
8人

向
笠

小
学

校
静

岡
県

磐
田

市
向

笠
竹

之
内

3
9
1
-
6

1
1

1
6
9
0人

向
陽

中
学

校
静

岡
県

磐
田

市
向

笠
竹

之
内

1
1
6
2
-
2

1
1

1
,0

6
0人

大
藤

小
学

校
静

岡
県

磐
田

市
大

久
保

2
8
2
-
1

1
1

6
3
4人

岩
田

小
学

校
静

岡
県

磐
田

市
匂

坂
中

9
8
7

1
1

4
1
3人

南
部

小
学

校
静

岡
県

磐
田

市
野

箱
3
2

1
1

1
1
,1

1
7人

静
岡

産
業

大
学

静
岡

県
磐

田
市

大
原

1
5
7
2
-
1

1
1

1
6
2
4人

福
田

中
学

校
静

岡
県

磐
田

市
福

田
中

島
3
7
5
3
-
1

1
1

1
1
,5

0
9人

福
田

小
学

校
静

岡
県

磐
田

市
下

太
3
8
0

1
1

1
1
,3

7
0人

福
田

中
央

交
流

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
磐

田
市

福
田

1
5
8
7
-
1

1
1

4
3
9人

豊
浜

小
学

校
静

岡
県

磐
田

市
豊

浜
9

1
1

1
6
8
9人

福
田

屋
内

ス
ポ

ー
ツ

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
磐

田
市

南
島

3
9
3
-
1

1
1

1
6
6
8人

竜
洋

中
学

校
静

岡
県

磐
田

市
豊

岡
4
4
7
3
-
8

1
1

1
1
,5

9
8人

竜
洋

西
小

学
校

静
岡

県
磐

田
市

川
袋

1
9
0
0

1
1

1
9
0
0人

竜
洋

東
小

学
校

静
岡

県
磐

田
市

中
平

松
2
3

1
1

1
4
9
1人

竜
洋

北
小

学
校

静
岡

県
磐

田
市

堀
之

内
3
5
6

1
1

1
6
0
4人

豊
田

北
部

小
学

校
静

岡
県

磐
田

市
加

茂
1
0
2
6

1
1

1
9
8
8人

豊
田

東
小

学
校

静
岡

県
磐

田
市

高
見

丘
5
7

1
1

8
1
4人

豊
田

中
学

校
静

岡
県

磐
田

市
加

茂
2
4
3

1
1

1
,3

6
4人

豊
田

南
小

学
校

静
岡

県
磐

田
市

森
下

3
0
0

1
1

1
,3

7
2人

豊
田

南
中

学
校

静
岡

県
磐

田
市

立
野

2
0
0

1
1

2
,0

1
4人

青
城

小
学

校
静

岡
県

磐
田

市
中

田
5
5

1
1

9
6
6人

豊
岡

中
学

校
静

岡
県

磐
田

市
合

代
島

9
4
3

1
1

1
,1

8
4人

豊
岡

北
小

学
校

静
岡

県
磐

田
市

下
野

部
1
5
8
-
1

1
1

1
5
9
9人

豊
岡

南
小

学
校

静
岡

県
磐

田
市

上
神

増
1
4
1
0

1
1

1
7
6
7人

豊
岡

南
部

会
館

静
岡

県
磐

田
市

掛
下

1
4
1
0

1
1

8
5人

豊
岡

東
交

流
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

磐
田

市
敷

地
1
1
8
7
-
3

1
1

1
1
9
1人

見
付

交
流

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
磐

田
市

見
付

2
3
8
5
-
1
0

1
3
2
7人

仁
藤

町
公

会
堂

静
岡

県
掛

川
市

仁
藤

町
9
-
1

1

駅
前

公
園

静
岡

県
掛

川
市

駅
前

1
3
-
1

1

塩
町

公
会

堂
静

岡
県

掛
川

市
塩

町
8
-
9

1

塩
町

公
会

堂
２

階
静

岡
県

掛
川

市
塩

町
8
-
9

1

喜
町

区
公

会
堂

静
岡

県
掛

川
市

喜
町

3
-
6

1

-327-



1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

新
町

区
公

会
堂

静
岡

県
掛

川
市

掛
川

3
1

1

東
伝

寺
静

岡
県

掛
川

市
掛

川
4
2
 

1

道
神

町
公

会
堂

静
岡

県
掛

川
市

葛
川

1
6
7
-
1
2

1

加
藤

医
院

東
側

空
地

静
岡

県
掛

川
市

葛
川

8
6

1

神
明

町
公

会
堂

静
岡

県
掛

川
市

掛
川

9
1
0
-
1

1
1

1

旭
町

公
会

堂
静

岡
県

掛
川

市
旭

町
4
2
-
5

1
1

旭
ケ

丘
公

会
堂

静
岡

県
掛

川
市

旭
ケ

丘
2-

3
-
1

1
1

旭
ヶ

丘
北

公
園

静
岡

県
掛

川
市

旭
ヶ

丘
2
-
1
0
-
9

1

旭
ヶ

丘
西

公
園

静
岡

県
掛

川
市

旭
ヶ

丘
1
-
3
-
4

1

旭
ヶ

丘
南

公
園

静
岡

県
掛

川
市

旭
ヶ

丘
1
-
1
8
-
1

1

紺
屋

町
公

会
堂

静
岡

県
掛

川
市

紺
屋

町
6
-
1
0

1
1

中
町

公
会

堂
静

岡
県

掛
川

市
掛

川
6
1
2
-
2

1
1

掛
川

商
工

会
議

所
静

岡
県

掛
川

市
掛

川
5
5
1
−

2
1

緑
町

公
会

堂
静

岡
県

掛
川

市
掛

川
1
1
3
8
-
6
2

1

蓮
福

寺
静

岡
県

掛
川

市
肴

町
6

1

大
手

門
駐

車
場

静
岡

県
掛

川
市

城
下

8
-
1

1

松
尾

区
公

民
館

静
岡

県
掛

川
市

掛
川

1
0
6
8
-
6

1

研
屋

町
公

会
堂

静
岡

県
掛

川
市

掛
川

3
6
2
-
2

1

新
知

川
公

園
静

岡
県

掛
川

市
中

央
1
-
2
0

1

瓦
町

公
園

(仮
)

静
岡

県
掛

川
市

掛
川

4
8
6

1

日
本

キ
リ

ス
ト

教
団

掛
川

協
会

静
岡

県
掛

川
市

掛
川

5
0
2

1

下
俣

公
会

堂
静

岡
県

掛
川

市
下

俣
1
0
9
0
-
4

1

下
俣

児
童

公
園

静
岡

県
掛

川
市

中
央

2
-
1
7
-
1

1

十
九

首
公

民
館

静
岡

県
掛

川
市

下
俣

1
0
4
1
-
3

1

十
九

首
公

民
館

２
階

静
岡

県
掛

川
市

下
俣

1
0
4
1
-
3

1

十
九

首
水

源
地

公
園

静
岡

県
掛

川
市

大
池

1
4
4
5
-
1

1

清
崎

公
園

静
岡

県
掛

川
市

清
崎

7
7

1

市
営

住
宅

十
九

首
団

地
２

階
静

岡
県

掛
川

市
大

池
1
4
4
5
-
1

1

西
中

学
校

静
岡

県
掛

川
市

下
俣

1
0
0
7
-
1

1
1

お
だ

か
公

園
静

岡
県

掛
川

市
小

鷹
町

3
4

1

中
央

一
丁

目
児

童
会

館
静

岡
県

掛
川

市
中

央
1
-
2
5
-
6

1

中
央

二
丁

目
集

会
所

静
岡

県
掛

川
市

南
西

郷
9
0
3
-
3

1

中
央

三
丁

目
公

会
堂

静
岡

県
掛

川
市

中
央

3
-
1
2
4

1

中
央

三
丁

目
公

園
静

岡
県

掛
川

市
中

央
3
-
1
3
6

1

山
麓

公
園

静
岡

県
掛

川
市

中
央

高
町

4
8

1

城
西

け
や

き
公

園
静

岡
県

掛
川

市
城

西
2
-
1
8
2
9
-
1
4

1

城
西

公
園

静
岡

県
掛

川
市

城
西

1
-
1
2
6
9
-
1

1

西
保

育
園

跡
地

静
岡

県
掛

川
市

城
西

2
-
3
-
6
2

1

コ
コ

ス
掛

川
店

駐
車

場
静

岡
県

掛
川

市
城

西
2
-
6
-
1
0

1

1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

フ
ァ

ッ
シ

ョ
ン

セ
ン

タ
ー

し
ま

む
ら

駐
車

場
静

岡
県

掛
川

市
城

西
1
-
1
2
3
4
−

1
1

二
瀬

川
公

会
堂

静
岡

県
掛

川
市

二
瀬

川
1
6
-
1
3

1

七
日

町
公

園
静

岡
県

掛
川

市
七

日
町

1
8
0

1

さ
ん

り
ー

な
静

岡
県

掛
川

市
大

池
2
2
5
0
 

1
1

1

殊
勝

寺
静

岡
県

掛
川

市
大

池
2
4
3
7
-
1

1
1

遠
山

食
堂

静
岡

県
掛

川
市

大
池

2
7
5
2
-
1

1
1

秋
葉

通
り

区
公

会
堂

静
岡

県
掛

川
市

大
池

5
9
4

1
1

鳥
居

町
公

会
堂

静
岡

県
掛

川
市

大
池

3
7
1

1

つ
く
し

会
館

静
岡

県
掛

川
市

長
谷

4
3
3

1

つ
く
し

会
館

２
階

静
岡

県
掛

川
市

長
谷

4
3
3

1

立
花

公
園

静
岡

県
掛

川
市

長
谷

2
4
7
-
2

1

末
広

公
会

堂
静

岡
県

掛
川

市
大

池
7
7
8
-
5

1

秋
葉

路
秋

公
園

静
岡

県
掛

川
市

秋
葉

路
2
4
-
5

1

秋
葉

路
自

然
公

園
静

岡
県

掛
川

市
秋

葉
路

2
5
-
2
5

1

秋
葉

路
夏

公
園

静
岡

県
掛

川
市

秋
葉

路
2
6
-
1
2

1

秋
葉

路
西

公
園

静
岡

県
掛

川
市

秋
葉

路
3
3
-
1

1

秋
葉

路
春

公
園

静
岡

県
掛

川
市

秋
葉

路
1
3
-
3
3

1

秋
葉

路
冬

公
園

静
岡

県
掛

川
市

秋
葉

路
7
-
1
2

1

長
谷

公
会

堂
静

岡
県

掛
川

市
長

谷
2
-
1
2
-
2

1

杉
谷

公
会

堂
静

岡
県

掛
川

市
杉

谷
1
-
1
2
-
3
9

1
1

杉
谷

南
公
会

堂
静

岡
県

掛
川

市
杉

谷
南

2
-
1
1
-
5

1

上
張

区
公

会
堂

静
岡

県
掛

川
市

上
張

1
5
2
4

1
1

新
道

区
公

会
堂

静
岡

県
掛

川
市

上
張

5
0
9
-
1
0

1
1

し
ら

さ
ぎ

公
園

静
岡

県
掛

川
市

緑
ヶ

丘
1
-
7

1

掛
川

工
業

高
校

静
岡

県
掛

川
市

葵
町

1
5
-
1

1
1

緑
ケ

丘
公

会
堂

静
岡

県
掛

川
市

緑
ヶ

丘
2
-
1
-
2
2

1
1

弥
八

公
園

静
岡

県
掛

川
市

緑
ヶ

丘
2
-
1
3

1

矢
崎

公
会

堂
静

岡
県

掛
川

市
矢

崎
町

6
-
1

1
1

1

葵
町

公
会

堂
静

岡
県

掛
川

市
葵

町
1
9
-
3

1

あ
お

い
公

園
静

岡
県

掛
川

市
葵

町
1
8
4

1

下
俣

区
公

会
堂

静
岡

県
掛

川
市

下
俣

南
1
-
9
-
6

1

掛
川

東
高

校
静

岡
県

掛
川

市
南

西
郷

1
3
5
7

1
1

1

久
保

公
会

堂
静

岡
県

掛
川

市
久

保
2
-
2
2
-
5

1
1

久
保

公
園

静
岡

県
掛

川
市

久
保

2
ｰ

6
5

1

亀
の

甲
公

会
堂

静
岡

県
掛

川
市

亀
の

甲
1
-
1
3
-
7

1

神
代

地
公

民
館

静
岡

県
掛

川
市

南
2
-
8
-
7

1
1

駅
南

公
園

静
岡

県
掛

川
市

南
2
-
5
8

1

結
縁

寺
公

会
堂

静
岡

県
掛

川
市

結
縁

寺
5
4

1
1

1

桶
田

公
民

館
静

岡
県

掛
川

市
上

内
田

2
8
4
-
1

1
1

1

西 部
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五
百

済
公

会
堂

静
岡

県
掛

川
市

上
内

田
2
0
8
5
-
5

1
1

段
金

谷
公

民
館

静
岡

県
掛

川
市

上
内

田
1
1
0
6

1
1

上
内

田
小

学
校

静
岡

県
掛

川
市

上
内

田
3
3
2
5

1
1

1

上
内

田
福

祉
事

務
所

静
岡

県
掛

川
市

上
内

田
7
7
3
-
1

1

下
板

沢
公

会
堂

静
岡

県
掛

川
市

板
沢

3
1
7
-
5
1

1
1

1

上
板

沢
公

会
堂

静
岡

県
掛

川
市

板
沢

9
4
5
-
2

1
1

和
田

公
会

堂
静

岡
県

掛
川

市
和

田
4
4
8
-
4

1

子
隣

公
民

館
静

岡
県

掛
川

市
子

隣
1
2
2

1
1

1

子
隣

公
園

静
岡

県
掛

川
市

子
隣

2
8
3
-
1
8

1

岩
井

寺
公

会
堂

静
岡

県
掛

川
市

岩
井

寺
2
6
7

1
1

大
谷

公
会

堂
静

岡
県

掛
川

市
上

内
田

8
8
5
-
1

1
1

満
水

公
会

堂
静

岡
県

掛
川

市
満

水
9
4
5
-
1

1
1

薗
ケ

谷
公

民
館

静
岡

県
掛

川
市

薗
ケ

谷
14

7
1

1

宮
脇

公
民

館
静

岡
県

掛
川

市
宮

脇
7
8
7
-
1

1
1

東
中

学
校

静
岡

県
掛

川
市

葛
川

1
0
3
9

1
1

1

す
こ

や
か

広
場

静
岡

県
掛

川
市

宮
脇

7
8
8
-
8

1

安
養

寺
公

園
静

岡
県

掛
川

市
淡

陽
1
1
6

1

市
営

住
宅

宮
脇

第
２

団
地

北
広

場
静

岡
県

掛
川

市
宮

脇
1
-
4
-
1

1

成
滝

区
公

会
堂

静
岡

県
掛

川
市

印
内

3
6

1
1

葛
川

区
公

会
堂

静
岡

県
掛

川
市

葛
川

2
2
5
-
1

1

葛
川

変
電

所
北

空
き

地
静

岡
県

掛
川

市
葛

川
2
0
9
-
4

1

葛
川

区
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
広

場
静

岡
県

掛
川

市
葛

川
9
9
9
-
2

1

八
幡

神
社

静
岡

県
掛

川
市

葛
川

3
5

1

青
葉

台
公

会
堂

静
岡

県
掛

川
市

青
葉

台
1
-
1
8

1
1

金
城

公
会

堂
静

岡
県

掛
川

市
金

城
1
2

1
1

金
城

公
園

静
岡

県
掛

川
市

金
城

5
4

1

西
山

口
小

学
校

静
岡

県
掛

川
市

成
滝

1
4
5

1
1

宮
村

公
民

館
静

岡
県

掛
川

市
八

坂
1
6
2
-
2

1
1

海
老

名
公

会
堂

静
岡

県
掛

川
市

八
坂

1
3
9
8
-
1

1
1

道
の

駅
掛

川
静

岡
県

掛
川

市
八

坂
8
8
2
-
1

1
1

影
森

公
会

堂
静

岡
県

掛
川

市
八

坂
1
2
0
0
-
8

1
1

1

日
吉

神
社

静
岡

県
掛

川
市

八
坂

1
1
4
4

1
1

1

帝
釈

帝
静

岡
県

掛
川

市
八

坂
1
1
1
6
-
7

1
1

1

塩
井

川
原

公
会

堂
静

岡
県

掛
川

市
八

坂
4
1
4
-
2

1

塩
井

川
原

公
会

堂
２

階
静

岡
県

掛
川

市
八

坂
4
1
4
-
2

1

寺
ヶ

谷
公

会
堂

静
岡

県
掛

川
市

本
所

1
3
2
0
-
2

1
1

1

伊
達

方
公

会
堂

静
岡

県
掛

川
市

伊
達

方
4
9
2

1
1

1

本
所

公
会

堂
静

岡
県

掛
川

市
本

所
2
5
5
-
1

1
1

1

原
子

公
会

堂
静

岡
県

掛
川

市
伊

達
方

1
4
2
0

1
1

1

1
3
-
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-
2
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町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

木
割

公
会

堂
静

岡
県

掛
川

市
千

羽
1
7
6
1

1
1

1

千
羽

公
会

堂
静

岡
県

掛
川

市
千

羽
6
7
4
-
2

1

山
鼻

公
会

堂
静

岡
県

掛
川

市
千

羽
4
5
4

1
1

池
下

公
会

堂
静

岡
県

掛
川

市
逆

川
3
3
5
-
2
0

1
1

竹
嶋

善
彦

宅
前

広
場

静
岡

県
掛

川
市

逆
川

3
3
7
-
1

1

雇
用

促
進

住
宅

逆
川

宿
舎

静
岡

県
掛

川
市

逆
川

2
8
6
-
1

1

牛
頭

公
会

堂
静

岡
県

掛
川

市
逆

川
8
4
0
-
3
2

1
1

1

法
讃

寺
静

岡
県

掛
川

市
日

坂
9
3
3

1
1

1

下
町

公
会

堂
静

岡
県

掛
川

市
日

坂
1
3
8
-
2

1
1

本
町

地
区

公
民

館
静

岡
県

掛
川

市
日

坂
1
1
2

1
1

川
向

公
会

堂
静

岡
県

掛
川

市
日

坂
8
0
6

1
1

1

日
坂

小
学

校
静

岡
県

掛
川

市
大

野
3
-
1

1
1

大
野

中
上

公
会

堂
静

岡
県

掛
川

市
大

野
5
7
8
-
4

1
1

1

大
野

下
公

会
堂

静
岡

県
掛

川
市

大
野

1
5
0
-
2

1
1

東
山

第
一

部
公

会
堂

静
岡

県
掛

川
市

東
山

2
2
2
7
-
1

1
1

富
士

東
製

茶
農

協
静

岡
県

掛
川

市
東

山
7
3
0
  

1

東
山

茶
業

組
合

静
岡

県
掛

川
市

東
山

1
8
2
1
-
1
2

1

山
東

茶
業

工
場

静
岡

県
掛

川
市

東
山

1
9
8
3
-
1

1
1

水
垂

公
民

館
静

岡
県

掛
川

市
水

垂
8
3
8
-
1

1
1

1

よ
い

と
こ

広
場

静
岡

県
掛

川
市

光
陽

7
5

1

大
多

郎
東

公
園

静
岡

県
掛

川
市

大
多

郎
8
4

1

き
き

ょ
う

荘
広

場
静

岡
県

掛
川

市
水

垂
4
7
9
-
1

1

城
北

小
学

校
静

岡
県

掛
川

市
水

垂
1
7
8

1
1

掛
川

市
生

涯
学

習
セ

ン
タ

ー
広

場
静

岡
県

掛
川

市
御

所
原

1
6
6

1

会
下

の
谷

公
民

館
静

岡
県

掛
川

市
初

馬
9
8
0

1
1

1

栃
沢

公
民

館
静

岡
県

掛
川

市
初

馬
3
7
1
1
-
2

1
1

1

湯
治

ケ
谷

公
民

館
静

岡
県

掛
川

市
初

馬
3
6
1
-
2

1
1

1

西
山

公
会

堂
（
初

馬
）

静
岡

県
掛

川
市

初
馬

4
4
8
7

1
1

石
上

公
民

館
静

岡
県

掛
川

市
初

馬
3
4
3
4
-
1

1
1

1

初
馬

５
区

公
会

堂
静

岡
県

掛
川

市
初

馬
1
5
4
5
-
1

1
1

1

初
馬

９
区

公
会

堂
静

岡
県

掛
川

市
初

馬
2
9
8
6
-
4

1
1

1

初
馬

会
館

静
岡

県
掛

川
市

初
馬

2
0
4
5
-
2

1
1

1

粟
本

地
域

生
涯

学
習

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
掛

川
市

初
馬

8
5
7
-
1

1
1

1

な
か

よ
し

公
園

静
岡

県
掛

川
市

初
馬

2
5
1
7
-
5
2

1

初
馬

団
地

公
会

堂
静

岡
県

掛
川

市
初

馬
2
5
1
7
-
1
5

1
1

葛
ケ

丘
会

館
静

岡
県

掛
川

市
葛

ケ
丘

2-
8
-
2

1
1

北
門
公

民
館

静
岡

県
掛

川
市

北
門

1
8
9
-
5

1
1

北
門

公
園

静
岡

県
掛

川
市

北
門

1
4
2

1

城
北

町
公

会
堂

静
岡

県
掛

川
市

城
北

2
-
1
3
-
1
5

1
1
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城
北

公
園

静
岡

県
掛

川
市

城
北

2
-
7
1
9
-
3

1

弥
生

公
園

静
岡

県
掛

川
市

弥
生

町
1
0
0

1

農
協

や
よ

い
支

所
静

岡
県

掛
川

市
弥

生
町

2
3
4

1

谷
の

口
公

民
館

静
岡

県
掛

川
市

天
王

町
8
9

1
1

1

谷
の

口
公

園
静

岡
県

掛
川

市
谷

の
口

町
7
7

1

天
王

公
園

静
岡

県
掛

川
市

天
王

町
5
6

1

下
西

郷
記

念
公

園
静

岡
県

掛
川

市
柳

町
8
3

1

中
宿

公
園

静
岡

県
掛

川
市

中
宿

1
3
1

1

城
北

地
区

ふ
れ

あ
い

セ
ン

タ
ー

静
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ケ
ミ

ッ
ク

ス
（
株

）
静

岡
工

場
 本

館
静

岡
県

掛
川

市
浜

野
3
1
1
0

1

藤
森

工
業

（
株

）
掛

川
事

業
所

 F
B
工

場
棟

静
岡

県
掛

川
市

菊
浜

6
3
0

1

メ
ル

ク
パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

マ
テ

リ
ア

ル
ズ

合
同

会
社

静
岡

県
掛

川
市

千
浜

3
3
3
0
-
1

1

介
護

老
人

福
祉

施
設

く
に

や
す

苑
静

岡
県

掛
川

市
国

安
1
7
1
7
-
1

1

焼
津

水
産

化
学

工
業

（
株

）大
東

第
1
工

場
第

2
プ

ラ
ン

ト
静

岡
県

掛
川

市
国

安
3
0
0
0
-
1

1

（
株

）
エ

ス
・
テ

ッ
ク

 工
場

棟
静

岡
県

掛
川

市
国

安
2
4
-
2
1

1

（
株

）
キ

ャ
タ

ラ
ー

 東
側

高
台

静
岡

県
掛

川
市

千
浜

8
0
9
0
-
2
6

1
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1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

磐
田

化
学

工
業

（
株

）
 大

須
賀

工
場

 造
粒

工
場

棟
静

岡
県

掛
川

市
山

崎
2
4
6
4

1

S
P
O

O
N

Ⅲ
（
ア

パ
ー

ト
）

静
岡

県
掛

川
市

西
大

渕
4
2
8
8
-
1

1

大
須

賀
中

央
公

民
館

静
岡

県
掛

川
市

西
大

渕
1
0
0

1
1

神
代

地
自

主
防

災
会

避
難

所
静

岡
県

掛
川

市
南

二
丁

目
9
5

1
1

掛
川

市
美

感
ホ

ー
ル

静
岡

県
亀

の
甲

一
丁

目
1
3
-
7

1

掛
川

市
文

化
会

館
シ

オ
ー

ネ
静

岡
県

掛
川

市
大

坂
7
3
7
3

1

家
代

の
里

学
習

館
プ

ラ
ザ

家
代

の
里

二
丁

目
4
-
1

1
1

三
浦

製
材

所
日

坂
1
2

1
1

永
源

寺
掛

川
市

各
和

1
9
2
5

1
1

2
0
0人

上
屋

敷
公

会
堂

掛
川

市
大

池
2
3
0
0-

1
2

1
1

1
8
0人

大
工

町
公

民
館

掛
川

市
横

須
賀

1
89

1
1

3
0人

袋
井

南
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
（
南

風
館

）
静

岡
県

袋
井

市
高

尾
7
5
4
-
1

1
1

1
1

1
1

3
5
9人

袋
井

南
小

学
校

静
岡

県
袋

井
市

高
尾

7
4
0

1
1

1
1

1
1

1
,0

7
3人

袋
井

南
幼

稚
園

静
岡

県
袋

井
市

愛
野

3
0
8
2
-
2

1
1

1
1
4
5人

袋
井

南
保

育
所

静
岡

県
袋

井
市

高
尾

6
7
6
-
2

1
1

1
1

1
1

9
8人

天
理

教
山

名
大

教
会

静
岡

県
袋

井
市

三
門

町
7
-
1

1
1

1
1

1
1
4
5人

高
南

小
学

校
静

岡
県

袋
井

市
上

田
町

3
0
6
-
2

1
1

1
1

1
1

8
7
2人

高
南

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

（
き

ぼ
う

館
）

静
岡

県
袋

井
市

上
田

町
2
6
7
-
8

1
1

1
1

1
1

1
3
4人

袋
井

体
育

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
袋

井
市

上
田

町
2
6
7
-
1
9

1
1

1
1

1
1

2
1
8人

サ
ン

ラ
イ

フ
袋

井
静

岡
県

袋
井

市
上

田
町

2
6
7
-
5

1
1

1
1

1
1

1
2
4人

高
南

幼
稚

園
静

岡
県

袋
井

市
小

川
町

1
9
-
1

1
1

1
1

1
1
2
0人

県
立

袋
井

特
別

支
援

学
校

静
岡

県
袋

井
市

高
尾

2
7
5
3
-
1

1
1

1
1

1
1

1
,0

0
9人

袋
井

南
中

学
校

静
岡

県
袋

井
市

愛
野

3
1
1
0

1
1

1
1

1
1

1
,1

8
7人

県
立

袋
井

高
校

静
岡

県
袋

井
市

愛
野

2
4
4
6
-
1

1
1

1
1

1
1

7
3
4人

静
岡

理
工

科
大

学
静

岡
県

袋
井

市
豊

沢
2
2
0
0
-
2

1
1

1
1

1
1

4
8
6人

小
笠

山
総

合
運

動
公

園
静

岡
県

袋
井

市
愛

野
2
3
0
0
-
1

1
1

1
1

1
1

4
,2

2
7人

豊
沢

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

（豊
沢

ふ
れ

あ
い

会
館

）
静

岡
県

袋
井

市
豊

沢
2
1
0
-
1

1
1

1
1

1
1

9
4人

袋
井

中
学

校
静

岡
県

袋
井

市
川

井
7
0
1

1
1

1
1

1
1

1
,3

5
1人

袋
井

西
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

袋
井

市
川

井
5
8
2

1
1

1
1

1
1
7
3人

袋
井

西
小

学
校

静
岡

県
袋

井
市

川
井

4
4
2

1
1

1
1

1
1

7
9
6人

袋
井

西
幼

稚
園

静
岡

県
袋

井
市

川
井

5
6
8
-
1

1
1

1
1

1
1
3
6人

田
原

幼
稚

園
静

岡
県

袋
井

市
新

池
1
9
0
-
1

1
1

1
1

1
7
8人

田
原

農
村

総
合

管
理

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
袋

井
市

新
池

3
0
7
8

1
1

1
1

1
5
5人

袋
井

北
小

学
校

静
岡

県
袋

井
市

久
能

1
5
8
0

1
1

1
1

1
1

1
,4

3
1人

若
草

こ
ど

も
園

静
岡

県
袋

井
市

堀
越

7
6
6
-
1

1
1

1
1

1
1

2
0
0人

袋
井

北
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

袋
井

市
久

能
1
3
3
0
-
2

1
1

1
1

1
1

1
8
5人

若
葉

幼
稚

園
静

岡
県

袋
井

市
久

能
1
3
1
0

1
1

1
1

1
1
7
4人

県
立

袋
井

商
業

高
校

静
岡

県
袋

井
市

久
能

2
3
5
0

1
1

1
1

1
1

6
0
6人

袋
井

市
総

合
体

育
館

静
岡

県
袋

井
市

久
能

1
9
1
2
番

地
の

１
1

1
1

1
1

1
1
,5

7
9人

1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
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機
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3
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対
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す

る
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な

現
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局
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施
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・
場

所
名

住
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指
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避
難

所
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の
重

複

想
定

収
容

人
数

袋
井

東
小

学
校

静
岡

県
袋

井
市

広
岡

2
3
1
7
-
1

1
1

1
1

1
1

7
0
8人

袋
井

東
幼

稚
園

静
岡

県
袋

井
市

国
本

2
2
8
8

1
1

1
1

1
1
3
5人

袋
井

東
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

袋
井

市
広

岡
2
5
0
6
-
1

1
1

1
1

1
1

1
3
3人

今
井

小
学

校
　

静
岡

県
袋

井
市

太
田

6
9
2

1
1

1
1

1
1

6
2
8人

今
井

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
袋

井
市

太
田

6
8
7

1
1

1
1

1
1

1
5
8人

今
井

幼
稚

園
静

岡
県

袋
井

市
太

田
7
2
3
-
1

1
1

1
1

1
1
0
3人

静
岡

県
温

室
農

業
協

同
組

合
 ク

ラ
ウ

ン
メ

ロ
ン

支
所

静
岡

県
袋

井
市

小
山

2
1
9

1
1

1
1

1
1

3
0
7人

三
川

小
学

校
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

静
岡

県
袋

井
市

友
永

3
8

1
1

1
1

1
1

4
9
3人

三
川

幼
稚

園
静

岡
県

袋
井

市
友

永
1
1
3
-
1

1
1

1
1

1
9
3人

三
川

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

（
さ

ん
さ

ん
会

館
）

静
岡

県
袋

井
市

友
永

1
4
7

1
1

1
1

1
1

1
1
8人

笠
原

小
学

校
静

岡
県

袋
井

市
山

崎
4
8
2
2

1
1

1
1

1
1

5
6
4人

笠
原

こ
ど

も
園

静
岡

県
袋

井
市

山
崎

5
0
9
3
-
1
3

1
1

1
1

1
1

1
9人

笠
原

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
袋

井
市

山
崎

5
0
9
3
-
5

1
1

1
1

1
1

1
1
8人

笠
原

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

ホ
ー

ル
静

岡
県

袋
井

市
山

崎
5
0
9
3
-
5

1
1

1
1

1
1

2
1
9人

旧
笠

原
保

育
所

静
岡

県
袋

井
市

岡
崎

5
6
7
-
1

1
1

1
1

1
1

7
3人

岡
崎

会
館

静
岡

県
袋

井
市

岡
崎

2
5
2
5

1
1

1
1

1
1

8
4人

中
遠

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

(サ
ン

サ
ー

ラ
い

ご
お

か
)

静
岡

県
袋

井
市

岡
崎

6
6
3
5
-
1
9
2

1
1

1
1

1
1

9
2人

風
見

の
丘

静
岡

県
袋

井
市

岡
崎

6
6
3
5
-
8

1
1

1
1

1
1

8
3人

山
名

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
袋

井
市

上
山

梨
4
-
3
-
1

1
1

1
1

1
1

2
4
3人

月
見

の
里

学
遊

館
静

岡
県

袋
井

市
上

山
梨

4
-
3
-
7

1
1

1
1

1
1

1
,1

2
0人

周
南

中
学

校
静

岡
県

袋
井

市
下

山
梨

1
-
1
-
1

1
1

1
1

1
1

1
,3

6
0人

山
名

小
学

校
静

岡
県

袋
井

市
春

岡
6
8
4

1
1

1
1

1
1

1
,1

7
6人

山
梨

幼
稚

園
静

岡
県

袋
井

市
春

岡
1
-
8
-
7

1
1

1
1

1
1

4
1
8人

宇
刈

い
き

い
き

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
袋

井
市

宇
刈

1
1
2
1
-
1

1
1

1
1

1
1

8
3人

浅
羽

北
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

袋
井

市
浅

羽
2
8
5
7

1
1

1
1

1
1

1
3
4人

浅
羽

東
小

学
校

静
岡

県
袋

井
市

浅
羽

2
8
0
0

1
1

1
1

1
1

9
1
3人

浅
羽

東
こ

ど
も

園
静

岡
県

袋
井

市
浅

羽
2
6
1
7
-
1

1
1

1
1

1
1

2
3
1人

浅
羽

北
小

学
校

静
岡

県
袋

井
市

浅
羽

1
3
2
2

1
1

1
1

1
1

9
2
7人

浅
羽

北
幼

稚
園

静
岡

県
袋

井
市

浅
名

4
1

1
1

1
1

1
1

1
9
0人

浅
羽

中
学

校
静

岡
県

袋
井

市
浅

名
8
2
2

1
1

1
1

1
1

1
,3

9
3人

メ
ロ

ー
プ

ラ
ザ

静
岡

県
袋

井
市

浅
名

1
0
2
7

1
1

1
1

1
1

6
2
7人

浅
羽

西
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

袋
井

市
中

4
1
0
-
1

1
1

1
1

1
1

1
3
7人

浅
羽

西
幼

稚
園

静
岡

県
袋

井
市

長
溝

8
7
3
-
1

1
1

1
1

1
1

1
0
7人

浅
羽

東
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

袋
井

市
梅

山
6
3
-
1

1
1

1
1

1
1
1
7人

浅
羽

南
小

学
校

静
岡

県
袋

井
市

西
同

笠
1
4
8

1
1

1
1

1
1

9
5
3人

浅
羽

南
幼

稚
園

静
岡

県
袋

井
市

松
原

1
7
9
3

1
1

1
1

1
6
5人

浅
羽

支
所

静
岡

県
袋

井
市

浅
名

1
0
2
8

1
5
4
0人

和
興

ﾌ
ｨﾙ

ﾀ
ﾃ
ｸ
ﾉ
ﾛ
ｼ
ﾞｰ

㈱
社

宅
静

岡
県

袋
井

市
浅

羽
一

色
5
1
-
1

1
2
9
0人

ｺ
ﾆ
ｶ
ﾐﾉ

ﾙ
ﾀ
ｹ
ﾐｶ

ﾙ
㈱

（事
務

所
）

静
岡

県
袋

井
市

大
野

6
9
0
9
-
9

1
8
6人

袋 井 市
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常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

日
本

ﾍ
ﾟｯ

ﾄﾌ
ｰ

ﾄﾞ
㈱

静
岡

県
袋

井
市

梅
山

2
0
2
0

1
4
0
0人

㈱
ﾜ
ｺ
ｰ

ﾌ
ｨﾙ

ﾀ
静

岡
県

袋
井

市
中

新
田

1
2
4
5

1
2
0
0人

㈱
ｼ
ｮｰ

ﾜ
静

岡
県

袋
井

市
松

原
2
6
0
1

1
9
1
8人

遠
州

中
央

農
協

浅
羽

支
店

静
岡

県
袋

井
市

梅
山

3
8

1
5
0
0人

ｸ
ﾞﾙ

ｰ
ﾌ
ﾟﾎ

ｰ
ﾑ

松
葉

の
家

静
岡

県
袋

井
市

大
野

2
7
3
0
-
4

1
1
6
0人

東
海

精
機

㈱
（
第

2
工

場
）

静
岡

県
袋

井
市

西
同

笠
8
9
9
-
1

1
1
5
0人

ｱ
ｽ
ﾃ
ｨ㈱

静
岡

県
袋

井
市

大
野

2
7
5
4

1
6
0
0人

ど
ん

ど
こ

あ
さ

ば
静

岡
県

袋
井

市
浅

岡
4
4
7

1
1
2
2人

静
岡

県
温

室
農

業
協

同
組

合
静

岡
県

袋
井

市
西

同
笠

1
0
4
-
1

1
1
1
1人

ﾒ
ﾛ
ｰ

ｽ
ﾀ
ｲ
ﾙ

（共
同

住
宅

）
静

岡
県

袋
井

市
湊

7
2

1
2
0人

ﾕ
ｰ

ﾄﾋ
ﾟｱ

松
原

（
共

同
住

宅
）

静
岡

県
袋

井
市

松
原

1
5
5
3
-
1

1
5
5人

ｸ
ﾞﾚ

ｰ
ｽ
ﾊ
ﾞﾚ

ｰ
（
共

同
住

宅
）

静
岡

県
袋

井
市

長
溝

4
7
1
-
1

1
1
9人

ｻ
ﾃ
ｨﾅ

ｲ
ﾝ
（
共

同
住

宅
）

静
岡

県
袋

井
市

浅
岡

1
5
3

1
1
9人

ｱ
ｳ
ﾞｧ

ﾝ
ｾ

浅
岡

（
共

同
住

宅
）

静
岡

県
袋

井
市

浅
岡

7
8
0
-
1

1
6
7人

N
e
w

S
u
n
n
yM

an
si

o
n
（
共

同
住

宅
）

静
岡

県
袋

井
市

浅
羽

1
2
4
2
-
2

1
2
4人

S
u
n
n
yM

an
si

o
n
Ⅰ

（
共

同
住

宅
）

静
岡

県
袋

井
市

浅
羽

1
2
4
7
-
2

1
4
5人

S
u
n
n
yM

an
si

o
n
Ⅱ

（
共

同
住

宅
）

静
岡

県
袋

井
市

浅
羽

1
2
4
7
-
1

1
5
7人

ｽ
ﾃ
ﾗ
ﾊ
ｲ
ﾂ

静
岡

県
袋

井
市

浅
岡

2
5
7
-
1

1
6
2人

鈴
木

工
務

店
静

岡
県

袋
井

市
湊

2
7
2
-
1

1
1
7
7人

き
ら

り
ん

タ
ワ

ー
静

岡
県

袋
井

市
松

原
1
8
0
1
-
3

1
1
6
2人

湊
東

地
区

命
山

（
湊

命
山

）
静

岡
県

袋
井

市
湊

5
5
7
-
1

1
1
,3

0
0人

中
新

田
地

区
命

山
（
き

ぼ
う

の
丘

）
静

岡
県

袋
井

市
中

新
田

3
1
5

1
4
0
0人

湊
西

地
区

命
山

(江
川

の
丘

）
静

岡
県

袋
井

市
湊

2
1
9
-
1

1
3
0
0人

東
同

笠
・
大

野
地

区
命

山
（
寄

木
の

丘
）

静
岡

県
袋

井
市

東
同

笠
5
8

1
3
0
0人

中
之

郷
浄

水
場

前
（
道

路
）

静
岡

県
湖

西
市

新
居

町
中

之
郷

9
1
6
-
3

1

湖
西

市
立

新
居

中
学

校
静

岡
県

湖
西

市
新

居
町

中
之

郷
1
1
8
1

1
1

新
福

寺
静

岡
県

湖
西

市
新

居
町

新
居

1
3
4
1

1

泉
町

公
民

館
静

岡
県

湖
西

市
新

居
町

新
居

1
3
1
4

1

中
町

遊
園

地
静

岡
県

湖
西

市
新

居
町

新
居

1
3
9
2

1

浜
名

湖
ユ

ー
ス

ホ
ス

テ
ル

跡
地

静
岡

県
湖

西
市

新
居

町
内

山
2
2
3
-
2

1

鷲
栖

院
静

岡
県

湖
西

市
新

居
町

新
居

1
7
3
9

1

湖
西

市
立

新
居

小
学

校
静

岡
県

湖
西

市
新

居
町

新
居

1
7
7
0

1
1

源
太

ノ
山

静
岡

県
湖

西
市

新
居

町
新

居
1
7
8
7
-
1

1

若
宮

八
幡

宮
静

岡
県

湖
西

市
新

居
町

内
山

4
1
7

1

愛
宕

山
静

岡
県

湖
西

市
新

居
町

浜
名

1
0
1
-
3

1

北
山

法
面

静
岡

県
湖

西
市

新
居

町
内

山
1
0
3
5
-
1

1

天
神

社
静

岡
県

湖
西

市
新

居
町

浜
名

1
3
0
1

1

内
山

公
民

館
静

岡
県

湖
西

市
新

居
町

内
山

4
1
4
-
2

1
1

静
岡

県
立

浜
名

特
別

支
援

学
校

静
岡

県
湖

西
市

新
居

町
浜

名
1
8
5
5
-
7
1

1
1

1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

東
新

寺
静

岡
県

湖
西

市
新

居
町

浜
名

2
6
6
0

1

恵
比

寿
神

社
北

（
道

路
）

静
岡

県
湖

西
市

新
居

町
浜

名
2
6
4
2

1

有
限

会
社

丸
伸

製
作

所
西

（
道

路
）

静
岡

県
湖

西
市

白
須

賀
5
8
8
5
-
1
2

1

浜
名

湖
カ

ン
ト

リ
ー

ク
ラ

ブ
取

付
道

路
静

岡
県

湖
西

市
白

須
賀

5
7
3
9

1

清
正

公
大

神
社

静
岡

県
湖

西
市

白
須

賀
5
6
6
1

1

元
町

東
公

民
館

西
（
道

路
）

静
岡

県
湖

西
市

白
須

賀
4
0
8
-
2

1

神
明

神
社

内
宮

静
岡

県
湖

西
市

白
須

賀
5
4
5
1

1

分
教

場
跡

地
静

岡
県

湖
西

市
白

須
賀

5
4
3
2
-
9

1

蔵
法

寺
静

岡
県

湖
西

市
白

須
賀

5
3
5
0
-
1

1

旧
東

海
道

静
岡

県
湖

西
市

白
須

賀
8
0
1
-
3

1

道
の

駅
静

岡
県

湖
西

市
白

須
賀

1
8
9
6
-
2

1

白
須

賀
第

5
北

側
斜

面
静

岡
県

湖
西

市
白

須
賀

2
1
5
6
-
1

1

静
岡

県
立

新
居

高
等

学
校

静
岡

県
湖

西
市

新
居

町
内

山
2
0
3
6

1

イ
オ

　
イ

ン
ダ

ス
ト

リ
ー

株
式

会
社

静
岡

県
湖

西
市

新
居

町
新

居
3
3
8
0
-
5
0
0

1

C
O

S
T
A

浜
名

湖
静

岡
県

湖
西

市
新

居
町

新
居

3
3
9
3
-
1
1

1

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
燦

光
静

岡
県

湖
西

市
新

居
町

新
居

1
8
0
0
-
1

1
1
,5

0
0人

ビ
ュ

ー
テ

ッ
ク

株
式

会
社

新
居

工
場

静
岡

県
湖

西
市

新
居

町
新

居
3
3
8
0
-
6
5

1
3
3
0人

新
居

雇
用

促
進

住
宅

静
岡

県
湖

西
市

新
居

町
新

居
2
6
6
0
-
2

1

市
営

松
山

住
宅

Ａ
～

C
静

岡
県

湖
西

市
新

居
町

浜
名

1
6
7
5

1

新
居

地
域

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
湖

西
市

新
居

町
浜

名
5
1
9
-
1

1
1

新
居

跨
線

橋
静

岡
県

湖
西

市
新

居
町

新
居

2
3
7
3
-
5

1

新
居

弁
天

わ
ん

ぱ
く
ラ

ン
ド

津
波

避
難

デ
ッ

キ
静

岡
県

湖
西

市
新

居
町

新
居

3
2
8
8
-
2
0
1

1
9
0
0人

紀
和

産
業

工
場

事
務

室
屋

上
静

岡
県

湖
西

市
新

居
町

新
居

2
0
2
5
-
1

1
6
0人

住
吉

地
区

命
山

静
岡

県
湖

西
市

新
居

町
新

居
2
1
0
5
-
1

1
1
,0

7
1人

日
ヶ

崎
地

区
津

波
避

難
タ

ワ
ー

静
岡

県
湖

西
市

新
居

町
浜

名
2
5
4
7

1
2
3
3人

高
松

グ
ラ

ウ
ン

ド
静

岡
県

御
前

崎
市

門
屋

2
0
6
0
-
2

1
1

1

佐
倉

公
民

館
　

駐
車

場
静

岡
県

御
前

崎
市

佐
倉

3
6
1
2
-
1

1
1

1

比
木

グ
ラ

ウ
ン

ド
静

岡
県

御
前

崎
市

比
木

2
8
5
2

1
1

1

朝
比

奈
中

央
広

場
静

岡
県

御
前

崎
市

上
朝

比
奈

2
6
8
1
-
1

1
1

新
野

柏
木

広
場

静
岡

県
御

前
崎

市
新

野
1
8
7
7
-
7

1
1

御
前

崎
第

一
小

学
校

運
動

場
静

岡
県

御
前

崎
市

池
新

田
1
5
2
0

1
1

1
1
2
,8

9
1人

浜
岡

東
小

学
校

　
運

動
場

静
岡

県
御

前
崎

市
佐

倉
1
4
0
3
-
1

1
1

1
6
,0

2
1人

浜
岡

北
小

学
校

　
運

動
場

静
岡

県
御

前
崎

市
下

朝
比

奈
7
5
3

1
1

1
9
,0

2
3人

御
前

崎
小

学
校

　
運

動
場

静
岡

県
御

前
崎

市
御

前
崎

3
3
5
6

1
1

1
3
,2

0
1人

白
羽

小
学

校
　

運
動

場
静

岡
県

御
前

崎
市

白
羽

3
5
2
1
-
3

1
1

1
5
,3

3
8人

浜
岡

中
学

校
　

運
動

場
静

岡
県

御
前

崎
市

池
新

田
3
9
2
3
-
1

1
1

1
9
,3

9
7人

御
前

崎
中

学
校

　
運

動
所

静
岡

県
牧

之
原

市
新

庄
8
0
0
-
1

1
1

1
1
3
,3

2
1人

池
新

田
高

校
　

運
動

場
静

岡
県

御
前

崎
市

池
新

田
2
9
0
7
-
1

1
1

1
1
2
,7

1
7人

八
千

代
公

園
静

岡
県

御
前

崎
市

池
新

田
1

1
6
,6

3
3人

湖 西 市 御 前 崎 市

-334-



1
3
-
2
-
2
 市

町
別

指
定

緊
急

避
難

場
所

洪
水

崖
崩

れ
土

石
流

及
び

地
滑

り

高
潮

地
震

津
波

大
規

模
火

事
内

水
氾

濫
火

山
現

象

（
危

機
情

報
課

）
R

3
.4

.1

対
象

と
す

る
異

常
な

現
象

の
種

類

局
市 町

施
設

・
場

所
名

住
所

指
定

避
難

所
と

の
重

複

想
定

収
容

人
数

御
前

崎
公

園
広

場
静

岡
県

御
前

崎
市

御
前

崎
2
9
0
5

1
1

9
0
0人

浜
岡

福
祉

会
館

　
駐

車
場

静
岡

県
御

前
崎

市
池

新
田

1
3
5
9
-
2

1
1

1
3
,2

9
5人

堀
之

内
小

学
校

グ
ラ

ウ
ン

ド
静

岡
県

菊
川

市
西

方
2
1
4
0

1
1

1
1

1
1

3
,0

3
4人

加
茂

小
学

校
グ

ラ
ウ

ン
ド

静
岡

県
菊

川
市

加
茂

5
1
1
4

1
1

1
1

1
1

4
,7

4
5人

内
田

小
学

校
グ

ラ
ウ

ン
ド

静
岡

県
菊

川
市

下
内

田
1
6
3
7

1
1

1
1

1
1

8
,1

9
2人

横
地

小
学

校
グ

ラ
ウ

ン
ド

静
岡

県
菊

川
市

東
横

地
1
8
8
6

1
1

1
1

1
1

6
,2

0
6人

六
郷

小
学

校
グ

ラ
ウ

ン
ド

静
岡

県
菊

川
市

本
所

2
2
0
0

1
1

1
1

1
1

4
,7

7
7人

河
城

小
学

校
グ

ラ
ウ

ン
ド

静
岡

県
菊

川
市

吉
沢

5
5
6
-
2

1
1

1
1

1
1

3
,9

9
1人

菊
川

西
中

学
校

グ
ラ

ウ
ン

ド
静

岡
県

菊
川

市
加

茂
3
8

1
1

1
1

1
1

9
,2

3
1人

菊
川

東
中

学
校

グ
ラ

ウ
ン

ド
静

岡
県

菊
川

市
本

所
6
7
0

1
1

1
1

1
1

9
,8

6
6人

青
葉

台
ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ
ｨｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

駐
車

場
静

岡
県

菊
川

市
青

葉
台

1
-
1
2
-
2

1
1

1
1

1
1

1
1
0人

牧
之

原
農

村
婦

人
の

家
駐

車
場

静
岡

県
菊

川
市

牧
之

原
2
2
7
-
5

1
1

1
1

1
1

1
1
5人

岳
洋

中
学

校
グ

ラ
ウ

ン
ド

静
岡

県
菊

川
市

下
平

川
5
4
3
0

1
1

1
1

1
1

1
3
,9

3
3人

小
笠

北
小

学
校

グ
ラ

ウ
ン

ド
静

岡
県

菊
川

市
嶺

田
5
9

1
1

1
1

1
1

6
,4

7
8人

小
笠

南
小

学
校

グ
ラ

ウ
ン

ド
静

岡
県

菊
川

市
高

橋
3
5
0
3

1
1

1
1

1
1

4
,9

1
5人

小
笠

東
小

学
校

グ
ラ

ウ
ン

ド
静

岡
県

菊
川

市
川

上
1
3
4
8
-
2

1
1

1
1

1
1

5
,0

6
6人

市
民

総
合

体
育

館
駐

車
場

静
岡

県
菊

川
市

赤
土

1
0
7
0
-
1

1
2
,5

0
0人

保
養

セ
ン

タ
ー

グ
ラ

ウ
ン

ド
静

岡
県

菊
川

市
大

石
8
8

1
1

1
1

1
1

5
,0

0
0人

丹
野

運
動

場
（
グ

ラ
ウ

ン
ド

）
静

岡
県

菊
川

市
丹

野
9
3
2
-
1

1
1

1
1

1
4
,9

0
0人

中
央

公
民

館
駐

車
場

静
岡

県
菊

川
市

下
平

川
1
6
4
7

1
1

1
1

1
1

2
,3

4
6人

県
立

小
笠

高
校

駐
車

場
静

岡
県

菊
川

市
東

横
地

1
2
2
2
-
3

1
1

1
1

1
1

1
0
,2

2
9人

常
葉

学
園

菊
川

中
・
高

校
運

動
場

（校
内

）
静

岡
県

菊
川

市
半

済
1
5
5
0

1
1

1
1

1
1

7
,0

5
9人

菊
川

南
陵

高
校

運
動

場
（
校

内
）

静
岡

県
菊

川
市

河
東

5
4
4
2
-
5

1
1

1
1

1
1

9
,7

2
6人

三
倉

小
学

校
静

岡
県

周
智

郡
森

町
三

倉
7
4
0

1
1

1
1

1
1

2
6
6人

三
倉

総
合

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
周

智
郡

森
町

三
倉

8
2
7
-
1

1
1

1
1

1
8
3人

泉
陽

中
学

校
静

岡
県

周
智

郡
森

町
問

詰
2
5
9

1
1

1
1

1
1

4
2
4人

天
方

小
学

校
静

岡
県

周
智

郡
森

町
大

鳥
居

2
2
0
-
2

1
1

1
1

1
1

3
1
6人

森
中

学
校

静
岡

県
周

智
郡

森
町

天
宮

8
8
8
-
1

1
1

1
1

1
1

7
5
1人

森
小

学
校

静
岡

県
周

智
郡

森
町

森
1
2
5

1
1

1
1

1
1

8
6
4人

森
町

総
合

体
育

館
静

岡
県

周
智

郡
森

町
森

9
2
-
8

1
1

1
1

1
6
5
6人

遠
江

総
合

高
等

学
校

静
岡

県
周

智
郡

森
町

森
2
0
8
5

1
1

2
8
0人

森
町

文
化

会
館

静
岡

県
周

智
郡

森
町

森
1
4
8
5

1
1

1
1

1
1
7
7人

一
宮

総
合

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
周

智
郡

森
町

一
宮

1
8
4
5
-
1
0

1
1

1
1

1
8
0人

旭
が

丘
中

学
校

静
岡

県
周

智
郡

森
町

谷
中

5
5
6

1
1

1
1

1
1

6
9
9人

宮
園

小
学

校
静

岡
県

周
智

郡
森

町
谷

中
6
5
0

1
1

1
1

1
1

8
0
6人

園
田

総
合

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
周

智
郡

森
町

谷
中

5
1
3
-
1

1
1

1
1

1
7
9人

飯
田

小
学

校
静

岡
県

周
智

郡
森

町
飯

田
3
3
1
0
-
1

1
1

1
1

1
1

8
1
1人

飯
田

総
合

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
周

智
郡

森
町

飯
田

4
0
4
0
-
2
8

1
1

1
6
4人

菊 川 市 森 町
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[資料編Ⅱ]

13-2-3　指定避難所集計表
（県危機情報課） R3.4.1

1,691 1,090 277 1,086,446

下 田 市 38 17 8 5,820

東 伊 豆 町 19 10 9 4,318

河 津 町 39 39 0 7,016

南 伊 豆 町 7 7 0 10,857

松 崎 町 9 9 0 2,938

西 伊 豆 町 21 5 2 4,188

計 133 87 19 35,137

沼 津 市 49 43 0 59,645

熱 海 市 12 1 0 13,260

三 島 市 52 24 28 6,683

富 士 宮 市 44 44 0 25,109

伊 東 市 82 16 7 13,358

富 士 市 67 52 15 71,417

御 殿 場 市 27 26 0 7,841

裾 野 市 43 11 15 12,881

伊 豆 市 21 21 0 7,582

伊 豆 の 国 市 72 72 0 20,901

函 南 町 14 10 4 2,803

清 水 町 14 6 7 6,385

長 泉 町 8 6 2 6,814

小 山 町 11 11 1 13,490

計 516 343 79 268,169

静 岡 市 318 202 79 107,596

島 田 市 78 36 0 21,095

焼 津 市 55 5 0 38,931

藤 枝 市 40 0 0 254,351

牧 之 原 市 40 15 0 11,370

吉 田 町 24 22 5 18,408

川 根 本 町 11 11 0 4,040

計 566 291 84 455,791

浜 松 市 184 184 1 167,890

磐 田 市 96 47 52 40,300

掛 川 市 44 27 2 41,584

袋 井 市 63 63 0 32,026

湖 西 市 15 3 0 11,245

御 前 崎 市 19 10 0 4,450

菊 川 市 40 20 40 23,498

森 町 15 15 0 6,356

計 476 369 95 327,349

地
域

市町 箇所数
指定緊急避難場所

との重複

災害対策基本法施行令
第２０条の６第５号に規定する

指定基準を満たすものであるか
想定収容人数

県合計

賀

茂

東

部

中

部

西

部

-336-
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-
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町
別

指
定

避
難

所

下
田

中
学

校
（体

育
館

）
静

岡
県

下
田

市
敷

根
76

5-
1

0
0

28
0 

人

下
田

幼
稚

園
静

岡
県

下
田

市
1
-1

7
-2

0
0

16
0 

人

下
田

小
学

校
（体

育
館

）
静

岡
県

下
田

市
5
-3

-
1

0
0

27
0 

人

稲
生

沢
中

学
校

（体
育

館
）

静
岡

県
下

田
市

河
内

10
1-

1
0

0
30

0 
人

稲
生

沢
小

学
校

（体
育

館
）

静
岡

県
下

田
市

立
野

6-
1

0
0

17
0 

人

本
郷

公
民

館
静

岡
県

下
田

市
西

本
郷

2-
1
3-

21
1

0
13

0 
人

稲
生

沢
公

民
館

静
岡

県
下

田
市

立
野

19
1

1
0

12
0 

人

県
立

下
田

高
校

（体
育

館
）

静
岡

県
下

田
市

蓮
台

寺
15

2
0

0
42

0 
人

上
大

沢
集

会
所

静
岡

県
下

田
市

大
沢

12
7-

1
1

0
3
0 

人

下
大

沢
集

会
所

静
岡

県
下

田
市

大
沢

62
5

1
0

2
0 

人

稲
梓

小
学

校
（体

育
館

）
静

岡
県

下
田

市
椎

原
22

4
0

0
13

0 
人

稲
梓

中
学

校
（体

育
館

）
静

岡
県

下
田

市
箕

作
35

0
0

0
24

0 
人

基
幹

集
落

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
下

田
市

椎
原

29
0-

1
1

0
15

0 
人

落
合

集
会

所
静

岡
県

下
田

市
落

合
27

6
1

0
2
0 

人

須
原

区
集

会
所

静
岡

県
下

田
市

須
原

13
25

-
4

1
0

3
0 

人

あ
ず

さ
山

の
家

静
岡

県
下

田
市

須
原

13
22

1
0

26
0 

人

八
木

山
集

会
所

静
岡

県
下

田
市

須
原

82
9

1
0

2
0 

人

相
玉

公
会

堂
静

岡
県

下
田

市
相

玉
28

2-
3

1
0

2
0 

人

北
湯

ヶ
野

区
集

会
所

静
岡

県
下

田
市

北
湯

ヶ
野

3
32

1
0

3
0 

人

朝
日

小
学

校
（体

育
館

）
静

岡
県

下
田

市
吉

佐
美

54
4

0
0

14
0 

人

青
少

年
海

の
家

静
岡

県
下

田
市

田
牛

21
7

1
0

15
0 

人

大
賀

茂
小

学
校

(体
育

館
)

静
岡

県
下

田
市

大
賀

茂
14

2
9

0
0

11
0 

人

朝
日

公
民

館
静

岡
県

下
田

市
吉

佐
美

88
3
-1

1
0

12
0 

人

浜
崎

小
学

校
（体

育
館

）
静

岡
県

下
田

市
須

崎
17

85
-
1

0
0

14
0 

人

下
田

東
中

学
校

（体
育

館
）

静
岡

県
下

田
市

柿
崎

11
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0
0

31
0 

人

荒
川

区
下

田
臨

海
学

園
静

岡
県

下
田

市
柿

崎
17
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7

1
0

20
0 

人

元
須

崎
保

育
所

静
岡

県
下

田
市

須
崎

68
0-

1
1

0
11

0 
人

白
浜

小
学

校
（体

育
館

）
静

岡
県

下
田

市
白

浜
13

24
-
1

0
0

15
0 

人

板
戸

区
集

会
所

静
岡

県
下

田
市

白
浜

53
2-

1
1

0
3
0 

人

下
田

市
民

文
化

会
館

静
岡

県
下

田
市

4
-1

-
2

1
0

1
,1
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 人

稲
生

沢
保

育
園

静
岡

県
下

田
市

立
野

34
0

1
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0 
人

ひ
か

り
保

育
園

静
岡
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下

田
市

西
中
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0
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人

下
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静
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76
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0
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梓
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岡
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人
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岡
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本
67

7
0

1
1
0 

人

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
あ

た
が

わ
静

岡
県

賀
茂

郡
東

伊
豆

町
奈

良
本

14
23

-
10

7
0

1
1
 人

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

な
か

じ
ま

静
岡

県
賀

茂
郡

東
伊

豆
町

奈
良

本
14

34
-
15

6
0

1
1
0 

人

小
規

模
多

機
能

ホ
ー

ム
あ

た
が

わ
静

岡
県

賀
茂

郡
東

伊
豆

町
奈

良
本

14
23

-
62

0
1

2
 人

河
津

中
学

校
校

舎
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

田
中

7
2-

1
1

0
1
,0

09
 人

河
津

中
学

校
特

別
教

室
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

田
中

7
2-

1
1

0
13

2 
人

河
津

中
学

校
格

技
場

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
田

中
7
2-

1
1

0
10

6 
人

河
津

中
学

校
体

育
館

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
田

中
7
2-

1
1

0
38

7 
人

南
小

学
校

校
舎

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
笹

原
3
28

-
1

1
0

1
,0

05
 人

南
小

学
校

体
育

館
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

笹
原

3
28

-
1

1
0

27
8 

人

西
小

学
校

校
舎

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
湯

ヶ
野

80
-1

1
0

54
2 

人

西
小

学
校

体
育

館
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

湯
ヶ

野
80

-1
1

0
23

2 
人

東
小

学
校

校
舎

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
見

高
1
03

2
1

0
54

2 
人

東
小

学
校

体
育

館
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

見
高

1
03

2
1

0
19

0 
人

浜
公

民
館

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
浜

3
2-

2
1

0
16

3 
人

笹
原

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
笹

原
8
3-

3
1

0
11

2 
人

田
中

多
目

的
集

会
場

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
田

中
1
87

-
7

1
0

12
1 

人

沢
田

公
民

館
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

沢
田

2
78

1
0

8
9 

人

逆
川

公
民

館
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

逆
川

2
31

1
0

4
2 

人

上
峰

公
民

館
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

峰
2
85

1
0

4
5 

人

下
峰

公
民

館
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

峰
5
48

-3
1

0
6
8 

人

谷
津

公
民

館
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

谷
津

3
75

1
0

6
4 

人

谷
津

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
谷

津
3
01

-
23

1
0

11
3 

人

縄
地

公
民

館
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

縄
地

4
24

1
0

13
6 

人

見
高

浜
公

民
館

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
見

高
2
17

1
0

13
9 

人

見
高

入
谷

農
村

会
館

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
見

高
1
66

7
1

0
13

0 
人

長
野

公
民

館
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

見
高

2
29

5
1

0
3
3 

人

梨
本

公
民

館
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

梨
本

1
24

4
-1

1
0

7
7 

人

泉
奥

原
公

民
館

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
梨

本
7
99

-
1

1
0

3
5 

人

川
横

婦
人

若
者

等
活

動
促

進
施

設
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

梨
本

1
90

1
0

5
8 

人

大
鍋

公
民

館
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

大
鍋

2
46

-
2

1
0

3
9 

人

小
鍋

公
民

館
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

小
鍋

1
08

-
1

1
0

2
4 

人

湯
ヶ

野
公

民
館

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
湯

ヶ
野

43
-1

1
0

4
7 

人

下
佐

ヶ
野

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
下

佐
ヶ

野
61

-
22

1
0

8
9 

人

上
佐

ヶ
野

公
民

館
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

川
津

筏
場

69
6-

2
-1

1
0

4
0 

人

賀 茂

東 伊 豆 町 河 津 町

-337-
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-2

-
4市

町
別

指
定

避
難

所
（
県

危
機

情
報

課
）
R

3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

天
川

公
民

館
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

川
津

筏
場

69
-1

1
0

2
7 

人

筏
場

か
っ

せ
い

会
館

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
川

津
筏

場
83

9-
1

1
0

7
3 

人

筏
場

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

消
防

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
川

津
筏

場
83

9-
1

1
0

2
9 

人

大
堰

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
川

津
筏

場
11

57
1

0
2
8 

人

梨
本

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

消
防

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
梨

本
1
82

-
4

1
0

2
8 

人

峰
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
消

防
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

賀
茂

郡
河

津
町

峰
3
57

-4
1

0
3
2 

人

沢
田

田
中

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

消
防

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
田

中
2
65

-
2

1
0

3
0 

人

役
場

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
賀

茂
郡

河
津

町
田

中
2
12

‐
2

1
0

68
2 

人

南
崎

認
定

こ
ど

も
園

静
岡

県
賀

茂
郡

南
伊

豆
町

大
瀬

7
1

0
1
,3

70
 人

南
伊

豆
東

中
学

校
静

岡
県

賀
茂

郡
南

伊
豆

町
湊

1
72

1
1

0
2
,3

78
 人

南
伊

豆
東

小
学

校
静

岡
県

賀
茂

郡
南

伊
豆

町
湊

2
43

1
0

1
,9

17
 人

南
中

小
学

校
静

岡
県

賀
茂

郡
南

伊
豆

町
上

賀
茂

80
1

0
2
,3

30
 人

南
上

小
学

校
静

岡
県

賀
茂

郡
南

伊
豆

町
下

小
野

64
0

1
0

1
,4

42
 人

旧
三

浜
小

学
校

静
岡

県
賀

茂
郡

南
伊

豆
町

子
浦

1
4
72

1
0

1
,2

35
 人

三
坂

地
区

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
賀

茂
郡

南
伊

豆
町

入
間

6
9
-2

1
0

18
5 

人

旧
三

浦
小

学
校

（体
育

館
）

静
岡

県
賀

茂
郡

松
崎

町
石

部
2
79

1
0

23
5 

人

旧
岩

科
小

学
校

（体
育

館
）

静
岡

県
賀

茂
郡

松
崎

町
岩

科
北

側
44

2
1

0
20

2 
人

旧
岩

科
小

学
校

（管
理

教
室

棟
）

静
岡

県
賀

茂
郡

松
崎

町
岩

科
北

側
44

2
1

0
49

5 
人

勤
労

者
体

育
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

賀
茂

郡
松

崎
町

道
部

5
65

-
3

1
0

39
0 

人

旧
中

川
小

学
校

(管
理

教
室

棟
)

静
岡

県
賀

茂
郡

松
崎

町
峰

輪
4
50

1
0

23
9 

人

松
崎

高
校

(第
1体

育
館

)
静

岡
県

賀
茂

郡
松

崎
町

櫻
田

1
88

1
0

44
0 

人

松
崎

高
校

（
セ

ミ
ナ

ー
ハ

ウ
ス

）
静

岡
県

賀
茂

郡
松

崎
町

櫻
田

1
88

1
0

28
5 

人

環
境

改
善

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
賀

茂
郡

松
崎

町
宮

内
3
03

-
6

1
0

18
9 

人

松
崎

高
校

（
講

堂
）

静
岡

県
賀

茂
郡

松
崎

町
櫻

田
1
88

1
0

46
3 

人

や
ま

び
こ

荘
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
大

沢
里

15
0

0
0

9
8 

人

一
色

公
民

館
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
一

色
2
9
8-

18
0

0
3
2 

人

寺
川

集
会

所
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
中

7
-3

0
0

1
2 

人

海
名

野
公

民
館

静
岡

県
賀

茂
郡

西
伊

豆
町

中
5
73

0
0

1
4 

人

大
浜

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
賀

茂
郡

西
伊

豆
町

仁
科

8
1
4-

5
1

0
3
2 

人

堂
ヶ

島
ニ

ュ
ー

銀
水

静
岡

県
賀

茂
郡

西
伊

豆
町

仁
科

2
9
77

-1
0

0
68

2 
人

堂
ヶ

島
ホ

テ
ル

天
遊

静
岡

県
賀

茂
郡

西
伊

豆
町

仁
科

2
9
62

0
0

13
2 

人

堂
ヶ

島
温

泉
ホ

テ
ル

静
岡

県
賀

茂
郡

西
伊

豆
町

仁
科

2
9
60

0
0

47
5 

人

海
辺

の
か

く
れ

湯
清

流
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
仁

科
2
9
41

0
0

22
0 

人

堂
ヶ

島
ア

ク
ー

ユ
三

四
郎

静
岡

県
賀

茂
郡

西
伊

豆
町

仁
科

2
1
45

0
0

26
0 

人

田
子

公
民

館
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
田

子
2
6
40

-1
1

0
19

2 
人

田
子

小
学

校
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
田

子
1
3
20

1
0

36
6 

人

田
子

小
学

校
体

育
館

静
岡

県
賀

茂
郡

西
伊

豆
町

田
子

1
3
20

1
0

18
2 

人

第
２

分
団

詰
所

静
岡

県
賀

茂
郡

西
伊

豆
町

安
良

里
33

0-
1

0
0

4
8 

人

賀
茂

小
学

校
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
宇

久
須

83
6-

2
1

0
21

8 
人

賀
茂

中
学

校
静

岡
県

賀
茂

郡
西

伊
豆

町
宇

久
須

86
2-

6
0

0
33

7 
人

賀
茂

中
学

校
体

育
館

静
岡

県
賀

茂
郡

西
伊

豆
町

宇
久

須
86

2-
6

0
0

30
8 

人

神
田

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
賀

茂
郡

西
伊

豆
町

宇
久

須
16

68
-
1

0
0

3
0 

人

西
伊

豆
ク

リ
ス

タ
ル

ビ
ュ

ー
ホ

テ
ル

静
岡

県
賀

茂
郡

西
伊

豆
町

宇
久

須
21

02
-
1

0
0

53
5 

人

太
陽

の
里

静
岡

県
賀

茂
郡

西
伊

豆
町

仁
科

1
1
34

0
1

5
 人

南 伊 豆 町 松 崎 町 西 伊 豆 町
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-
4市

町
別

指
定

避
難

所
（
県

危
機

情
報

課
）
R

3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

ヒ
ュ

ー
マ

ン
ヴ

ィ
ラ

伊
豆

静
岡

県
賀

茂
郡

西
伊

豆
町

宇
久

須
20

30
-
1

0
1

1
0 

人

第
一

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
八

幡
町

65
-
1

1
0

1
,1

61
 人

第
一

中
学

校
静

岡
県

沼
津

市
丸

子
町

69
2
-1

1
0

91
6 

人

第
二

中
学

校
静

岡
県

沼
津

市
本

字
千

本
1
91

0-
1
9

1
0

1
,0

08
 人

県
立

沼
津

西
高

校
静

岡
県

沼
津

市
本

字
千

本
1
91

0-
9

1
0

43
2 

人

我
入

道
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
防

災
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

沼
津

市
我

入
道

字
東

町
1
7
5-

1
1

0
9
4 

人

香
貫

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
下

香
貫

猪
沼

9
86

1
0

1
,2

37
 人

第
三

中
学

校
静

岡
県

沼
津

市
下

香
貫

木
ノ

宮
8
88

1
0

1
,7

25
 人

県
立

沼
津

工
業

高
校

静
岡

県
沼

津
市

下
香

貫
八

重
1
29

-
1

1
0

55
9 

人

第
四

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
御

幸
町

4-
1

1
0

1
,3

06
 人

沼
津

市
民

文
化

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
沼

津
市

御
幸

町
15

-
1

1
0

2
,2

67
 人

沼
津

中
央

高
校

静
岡

県
沼

津
市

杉
崎

町
11

-
20

0
0

35
5 

人

第
五

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
米

山
町

9-
1

1
0

1
,4

22
 人

第
五

中
学

校
静

岡
県

沼
津

市
五

月
町

15
-
1

1
0

1
,3

85
 人

市
立

高
校

・
中

等
部

静
岡

県
沼

津
市

三
枚

橋
字

鐘
突

免
67

3
1

0
3
,2

89
 人

県
立

沼
津

視
覚

特
別

支
援

学
校

静
岡

県
沼

津
市

米
山

町
6-

2
0

0
0

36
4 

人

県
立

沼
津

聴
覚

特
別

支
援

学
校

静
岡

県
沼

津
市

泉
町

4-
1

0
0

97
3 

人

加
藤

学
園

高
校

静
岡

県
沼

津
市

大
岡

19
79

1
0

2
,5

81
 人

開
北

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
高

沢
町

17
-
1

1
0

1
,1

81
 人

桐
陽

高
校

静
岡

県
沼

津
市

高
島

本
町

8
-5

2
0

0
1
,4

50
 人

誠
恵

高
校

静
岡

県
沼

津
市

沼
北

町
2-

9
-1

2
0

0
2
,3

49
 人

門
池

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
岡

一
色

88
-
2

1
0

1
,2

67
 人

門
池

中
学

校
静

岡
県

沼
津

市
岡

一
色

65
7
-1

1
0

1
,4

65
 人

沼
津

工
業

高
等

専
門

学
校

静
岡

県
沼

津
市

大
岡

36
00

1
0

31
8 

人

金
岡

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
江

原
町

3-
1

1
0

1
,5

53
 人

沢
田

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
中

沢
田

71
5

1
0

1
,2

01
 人

金
岡

中
学

校
静

岡
県

沼
津

市
神

田
町

4-
1

1
0

1
,3

59
 人

県
立

沼
津

東
高

校
静

岡
県

沼
津

市
岡

宮
81

2
1

0
53

0 
人

飛
龍

高
校

静
岡

県
沼

津
市

東
熊

堂
49

1
1

0
3
,1

34
 人

大
岡

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
大

岡
23

58
1

0
1
,2

06
 人

大
岡

中
学

校
静

岡
県

沼
津

市
大

岡
21

10
1

0
1
,4

42
 人

大
岡

南
小

学
校

静
岡

県
沼

津
市

大
岡

13
12

1
0

1
,2

86
 人

愛
鷹

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
西

椎
路

67
3
-1

1
0

1
,5

14
 人

愛
鷹

地
区

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
沼

津
市

東
原

35
8-

1
1

0
17

3 
人

片
浜

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
大

諏
訪

41
1

0
3
,3

22
 人

片
浜

中
学

校
静

岡
県

沼
津

市
小

諏
訪

18
0

1
0

80
8 

人

今
沢

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
東

原
76

-1
1

0
1
,2

53
 人

大
平

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
大

平
22

00
1

0
83

2 
人

大
平

中
学

校
静

岡
県

沼
津

市
大

平
11

44
1

0
1
,0

01
 人

静
浦

小
中

一
貫

学
校

静
岡

県
沼

津
市

獅
子

浜
17

1
0

1
,5

09
 人

旧
静

浦
西

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
志

下
53

0
1

0
75

0 
人

内
浦

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
内

浦
三

津
4
10

-1
1

0
65

1 
人

長
井

崎
中

学
校

静
岡

県
沼

津
市

内
浦

重
須

4
53

1
0

74
1 

人

西
浦

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
西

浦
平

沢
2
55

-2
1

0
65

4 
人

沼 津 市

-338-
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-
4市

町
別

指
定

避
難

所
（
県

危
機

情
報

課
）
R

3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

原
小

学
校

静
岡

県
沼

津
市

原
1
2
00

1
0

1
,4

08
 人

原
東

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
大

塚
81

4-
1

1
0

1
,2

48
 人

原
中

学
校

静
岡

県
沼

津
市

原
5
7
6

1
0

1
,5

34
 人

浮
島

小
学

校
静

岡
県

沼
津

市
平

沼
81

1
1

0
82

6 
人

戸
田

Ｂ
＆

Ｇ
海

洋
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

沼
津

市
戸

田
20

53
1

0
45

1 
人

戸
田

地
区

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
沼

津
市

戸
田

12
94

-
3

0
0

15
5 

人

泉
小

・
中

学
校

静
岡

県
熱

海
市

泉
2
8
0

0
0

70
0 

人

伊
豆

山
小

学
校

静
岡

県
熱

海
市

伊
豆

山
71

1
0

0
90

0 
人

熱
海

中
学

校
静

岡
県

熱
海

市
桃

山
町

7-
7

0
0

1
,7

00
 人

桃
山

小
学

校
静

岡
県

熱
海

市
桃

山
町

6-
5

0
0

80
0 

人

第
一

小
学

校
静

岡
県

熱
海

市
西

山
町

41
-
1

0
0

1
,6

00
 人

第
二

小
学

校
静

岡
県

熱
海

市
桜

町
3-

20
0

0
1
,2

00
 人

西
部

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

ー
防

災
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

熱
海

市
桜

町
16

-4
3

0
0

5
0 

人

熱
海

高
等

学
校

静
岡

県
熱

海
市

下
多

賀
14

8
4-

22
0

0
1
,7

00
 人

多
賀

小
学

校
静

岡
県

熱
海

市
下

多
賀

92
0
-1

1
0

1
,7

00
 人

多
賀

中
学

校
静

岡
県

熱
海

市
下

多
賀

15
4
9-

1
0

0
1
,7

00
 人

網
代

小
学

校
静

岡
県

熱
海

市
網

代
19

5
0

0
95

0 
人

初
島

小
・
中

学
校

静
岡

県
熱

海
市

初
島

21
9

0
0

26
0 

人

東
小

学
校

静
岡

県
三

島
市

東
町

10
-1

1
0

20
0 

人

西
小

学
校

静
岡

県
三

島
市

緑
町

7-
7

1
0

19
0 

人

南
小

学
校

静
岡

県
三

島
市

富
田

町
6-

1
1

0
20

0 
人

北
小

学
校

静
岡

県
三

島
市

文
教

町
1-

4
-8

1
0

23
0 

人

錦
田

小
学

校
静

岡
県

三
島

市
谷

田
96

6
1

0
25

0 
人

向
山

小
学

校
静

岡
県

三
島

市
谷

田
19

46
1

0
19

0 
人

山
田

小
学

校
静

岡
県

三
島

市
川

原
ヶ

谷
8
12

1
0

19
0 

人

坂
小

学
校

静
岡

県
三

島
市

市
山

新
田

1
63

-2
1

0
19

0 
人

徳
倉

小
学

校
静

岡
県

三
島

市
徳

倉
4-

1-
4
5

1
0

19
0 

人

沢
地

小
学

校
静

岡
県

三
島

市
沢

地
12

7-
1

1
0

19
0 

人

北
上

小
学

校
静

岡
県

三
島

市
徳

倉
84

4-
1

1
0

19
0 

人

佐
野

小
学

校
静

岡
県

三
島

市
佐

野
23

8
1

0
15

0 
人

中
郷

小
学

校
静

岡
県

三
島

市
梅

名
45

3
1

0
20

0 
人

長
伏

小
学

校
静

岡
県

三
島

市
長

伏
22

6-
5

1
0

19
0 

人

錦
田

中
学

校
静

岡
県

三
島

市
谷

田
15

05
1

0
36

0 
人

南
中

学
校

静
岡

県
三

島
市

富
田

町
6-

1
8

1
0

41
0 

人

北
中

学
校

静
岡

県
三

島
市

文
教

町
2-

3
2-

60
1

0
33

0 
人

北
上

中
学

校
静

岡
県

三
島

市
徳

倉
76

7-
2

1
0

34
0 

人

中
郷

中
学

校
静

岡
県

三
島

市
大

場
25

0-
1

1
0

33
0 

人

中
郷

西
中

学
校

静
岡

県
三

島
市

梅
名

85
4-

1
1

0
33

0 
人

山
田

中
学

校
静

岡
県

三
島

市
川

原
ヶ

谷
8
42

-
4

1
0

34
0 

人

三
島

北
高

等
学

校
静

岡
県

三
島

市
文

教
町

1-
3
-1

8
1

0
43

0 
人

三
島

南
高

等
学

校
静

岡
県

三
島

市
大

場
60

8
1

0
55

0 
人

三
島

長
陵

高
等

学
校

静
岡

県
三

島
市

文
教

町
1-

3
-9

3
1

0
28

0 
人

障
が

い
者

支
援

セ
ン

タ
ー

　
佐

野
あ

ゆ
み

の
里

静
岡

県
三

島
市

新
谷

17
5-

1
0

1
2
0 

人

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
　

玉
澍

園
静

岡
県

三
島

市
玉

沢
80

0
1

5
 人

熱 海 市 三 島

13
-2

-
4市

町
別

指
定

避
難

所
（
県

危
機

情
報

課
）
R

3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
　

御
寿

園
静

岡
県

三
島

市
御

園
58

0
0

1
8
 人

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
　

あ
か

な
す

の
里

静
岡

県
三

島
市

玉
川

42
5-

1
0

1
5
 人

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
　

北
上

の
郷

静
岡

県
三

島
市

徳
倉

11
48

-
2

0
1

5
 人

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
　

ふ
る

さ
と

の
丘

静
岡

県
三

島
市

徳
倉

20
8-

1
0

1
5
 人

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
　

い
づ

テ
ラ

ス
静

岡
県

三
島

市
松

本
29

2-
1

0
1

8
 人

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
　

南
二

日
町

静
岡

県
三

島
市

南
二

日
町

5
-4

1
0

1
8
 人

軽
費

老
人

ホ
ー

ム
　

玉
沢

昭
寿

園
静

岡
県

三
島

市
玉

沢
90

0
1

5
 人

軽
費

老
人

ホ
ー

ム
　

ケ
ア

ハ
ウ

ス
ト

マ
ト

館
静

岡
県

三
島

市
玉

川
45

1
0

1
2
 人

障
害

者
支

援
施

設
　

み
は

ら
し

の
丘

静
岡

県
三

島
市

字
エ

ビ
ノ

木
4
74

5
0

1
7
 人

障
害

者
支

援
施

設
　

み
は

ら
し

の
里

静
岡

県
三

島
市

字
エ

ビ
ノ

木
4
74

5
0

1
1
0 

人

介
護

老
人

保
健

施
設

　
ラ

・
サ

ン
テ

ふ
よ

う
静

岡
県

三
島

市
佐

野
12

05
-
3

0
1

1
0 

人

介
護

老
人

保
健

施
設

　
梅

名
の

里
静

岡
県

三
島

市
梅

名
57

8
0

1
1
0 

人

白
道

保
育

園
静

岡
県

三
島

市
加

屋
町

2-
2
1

0
1

1
0 

人

梅
の

実
保

育
園

静
岡

県
三

島
市

梅
名

47
-1

0
1

1
0 

人

中
郷

南
保

育
園

静
岡

県
三

島
市

安
久

30
9-

6
0

1
1
0 

人

三
島

よ
う

ら
ん

保
育

園
静

岡
県

三
島

市
梅

名
55

3-
1

0
1

1
0 

人

芙
蓉

台
保

育
園

静
岡

県
三

島
市

芙
蓉

台
2-

3
-1

7
0

1
1
0 

人

中
郷

西
保

育
園

静
岡

県
三

島
市

長
伏

12
1-

1
0

1
1
0 

人

加
茂

保
育

園
静

岡
県

三
島

市
加

茂
24

-7
0

1
1
0 

人

北
上

保
育

園
静

岡
県

三
島

市
徳

倉
4-

10
-
3

0
1

1
0 

人

恵
明

保
育

園
静

岡
県

三
島

市
谷

田
21

43
0

1
5
 人

恵
明

コ
ス

モ
ス

保
育

園
静

岡
県

三
島

市
谷

田
16

29
-
38

0
1

1
0 

人

恵
明

キ
ッ

ズ
サ

ク
ラ

ビ
レ

ッ
ジ

静
岡

県
三

島
市

文
教

町
2-

2
8-

6
0

1
1
0 

人

静
岡

恵
明

学
園

静
岡

県
三

島
市

谷
田

21
43

0
1

5
 人

静
岡

恵
明

学
園

児
童

部
静

岡
県

三
島

市
笹

原
新

田
8
1-

1
0

1
5
 人

ま
り

あ
保

育
園

静
岡

県
三

島
市

松
本

39
0-

1
0

1
1
0 

人

東
小

学
校

静
岡

県
富

士
宮

市
矢

立
町

2
27

1
0

71
0 

人

第
一

中
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

矢
立

町
8
14

1
0

61
7 

人

第
二

中
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

豊
町

17
-
1

1
0

94
1 

人

大
宮

小
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

元
城

町
2
-1

1
0

83
6 

人

市
民

文
化

会
館

静
岡

県
富

士
宮

市
宮

町
14

-
2

1
0

58
0 

人

貴
船

小
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

貴
船

町
3
-3

1
0

89
4 

人

第
三

中
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

野
中

65
8

1
0

72
7 

人

西
小

学
校

静
岡

県
富

士
宮

市
安

居
山

3
80

1
0

63
0 

人

富
士

宮
北

高
等

学
校

静
岡

県
富

士
宮

市
宮

北
町

2
30

1
0

1
,2

73
 人

大
富

士
小

学
校

静
岡

県
富

士
宮

市
万

野
原

新
田

3
9
92

1
0

61
0 

人

大
富

士
中

学
校

静
岡

県
富

士
宮

市
万

野
原

新
田

4
1
15

-1
1

0
56

0 
人

富
士

見
小

学
校

静
岡

県
富

士
宮

市
富

士
見

ケ
丘

17
94

1
0

35
7 

人

黒
田

小
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

星
山

10
3
0-

2
1

0
62

6 
人

星
陵

高
等

学
校

静
岡

県
富

士
宮

市
星

山
10

6
8

1
0

1
,0

51
 人

富
岳

館
高

等
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

弓
沢

町
7
32

1
0

1
,0

48
 人

富
士

宮
東

高
等

学
校

静
岡

県
富

士
宮

市
小

泉
12

3
4

1
0

63
1 

人

富
士

根
南

小
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

小
泉

16
7
5

1
0

1
,1

23
 人

富
士

根
南

中
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

小
泉

19
9
6

1
0

64
2 

人

島 市

-339-
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-2

-
4市

町
別

指
定

避
難

所
（
県

危
機

情
報

課
）
R

3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

富
士

根
北

小
学

校
粟

倉
分

校
静

岡
県

富
士

宮
市

粟
倉

18
2
8

1
0

9
7 

人

富
士

根
北

小
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

村
山

14
9
9

1
0

50
8 

人

富
士

根
北

中
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

村
山

93
5
-1

1
0

58
5 

人

第
四

中
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

穂
波

町
1
3-

1
1

0
79

6 
人

富
丘

小
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

淀
師

48
9
-4

1
0

59
5 

人

富
士

宮
西

高
等

学
校

静
岡

県
富

士
宮

市
淀

師
15

5
0

1
0

1
,0

69
 人

北
山

小
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

北
山

15
8
2

1
0

60
9 

人

北
山

中
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

北
山

10
9
2

1
0

38
4 

人

山
宮

小
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

山
宮

15
6
0-

1
1

0
37

0 
人

上
野

小
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

下
条

40
8

1
0

50
5 

人

上
野

中
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

精
進

川
4
10

1
0

55
3 

人

白
糸

小
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

原
11

15
1

0
47

3 
人

人
穴

小
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

人
穴

36
2

1
0

32
2 

人

西
富

士
中

学
校

静
岡

県
富

士
宮

市
上

井
出

9
18

-1
1

0
66

6 
人

上
井

出
小

学
校

静
岡

県
富

士
宮

市
上

井
出

1
40

0
1

0
40

6 
人

井
之

頭
小

学
校

根
原

分
校

静
岡

県
富

士
宮

市
根

原
15

5
1

0
4
8 

人

井
之

頭
小

学
校

静
岡

県
富

士
宮

市
猪

之
頭

1
68

1
0

18
0 

人

井
之

頭
中

学
校

静
岡

県
富

士
宮

市
猪

之
頭

9
99

1
0

25
0 

人

柚
野

小
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

上
柚

野
8
8

1
0

34
5 

人

柚
野

中
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

下
柚

野
3
71

1
0

27
0 

人

芝
富

小
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

長
貫

13
2
3

1
0

37
7 

人

芝
川

中
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

長
貫

12
6
7

1
0

84
2 

人

稲
子

小
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

上
稲

子
8
30

-1
1

0
18

3 
人

内
房

小
学

校
静

岡
県

富
士

宮
市

内
房

39
0
9

1
0

20
8 

人

Ｂ
＆

Ｇ
海

洋
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

富
士

宮
市

西
山

85
8

1
0

57
2 

人

下
稲

子
区

公
民

館
静

岡
県

富
士

宮
市

下
稲

子
1
03

6-
3

1
0

4
0 

人

北
中

学
校

(体
育

館
)

静
岡

県
伊

東
市

湯
川

36
0-

1
1

0
37

0 
人

西
小

学
校

(体
育

館
)

静
岡

県
伊

東
市

幸
町

1-
5

1
0

40
0 

人

東
小

学
校

(体
育

館
)

静
岡

県
伊

東
市

大
原

2-
2-

6
1

0
50

0 
人

南
小

学
校

(体
育

館
)

静
岡

県
伊

東
市

玖
須

美
元

和
田

7
1
6-

87
1

0
40

0 
人

南
中

学
校

(体
育

館
)

静
岡

県
伊

東
市

玖
須

美
元

和
田

7
2
9-

1
1

0
90

0 
人

宇
佐

美
小

学
校

(体
育

館
)

静
岡

県
伊

東
市

宇
佐

美
16

2
7-

1
1

0
41

0 
人

宇
佐

美
中

学
校

(体
育

館
)

静
岡

県
伊

東
市

宇
佐

美
15

3
7-

1
1

0
47

0 
人

川
奈

小
学

校
(体

育
館

)
静

岡
県

伊
東

市
川

奈
10

83
-
1

1
0

19
0 

人

伊
東

商
業

高
校

(体
育

館
)

静
岡

県
伊

東
市

吉
田

74
8-

1
1

0
66

0 
人

大
池

小
学

校
(体

育
館

)
静

岡
県

伊
東

市
吉

田
82

4-
4

1
0

21
0 

人

門
野

中
学

校
(体

育
館

)
静

岡
県

伊
東

市
鎌

田
12

81
-
63

1
0

46
0 

人

富
戸

小
学

校
(体

育
館

)
静

岡
県

伊
東

市
富

戸
12

03
-
1

1
0

20
0 

人

八
幡

野
小

学
校

(体
育

館
)

静
岡

県
伊

東
市

八
幡

野
97

6
-1

1
0

34
0 

人

対
島

中
学

校
(体

育
館

)
静

岡
県

伊
東

市
八

幡
野

11
2
8-

3
1

0
38

0 
人

伊
東

高
校

城
ヶ

崎
分

校
(体

育
館

)
静

岡
県

伊
東

市
八

幡
野

11
2
0

1
0

84
0 

人

池
小

学
校

(体
育

館
)

静
岡

県
伊

東
市

池
4
7
7-

2
1

0
21

0 
人

宇
佐

美
幼

稚
園

静
岡

県
伊

東
市

宇
佐

美
16

0
2-

2
0

0
8
0 

人

宇
佐

美
幼

稚
園

宮
川

分
園

静
岡

県
伊

東
市

宇
佐

美
27

6
9

0
0

9
0 

人

富 士 宮 市

13
-2

-
4市

町
別

指
定

避
難

所
（
県

危
機

情
報

課
）
R

3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

宇
佐

美
保

育
園

静
岡

県
伊

東
市

宇
佐

美
61

0
-2

0
0

0
16

0 
人

宇
佐

美
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

伊
東

市
宇

佐
美

16
4
5-

6
0

0
18

0 
人

伊
東

幼
稚

園
湯

川
分

園
静

岡
県

伊
東

市
湯

川
2-

11
-
23

0
0

7
0 

人

湯
川

区
民

会
館

静
岡

県
伊

東
市

湯
川

2-
2-

2
0

0
13

0 
人

伊
東

市
児

童
･身

体
障

害
者

福
祉

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

（
は

ば
た

き
）

静
岡

県
伊

東
市

松
原

62
2-

1
2

0
0

7
0 

人

松
原

温
泉

会
館

静
岡

県
伊

東
市

松
原

本
町

1
3-

3
0

0
15

0 
人

松
原

消
防

会
館

静
岡

県
伊

東
市

松
原

本
町

1
1-

10
0

0
10

0 
人

伊
東

ふ
れ

あ
い

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
伊

東
市

松
川

町
5-

1
0

0
0

10
0 

人

伊
東

市
民

体
育

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
伊

東
市

玖
須

美
元

和
田

7
1
6-

11
5

0
0

50
0 

人

観
光

会
館

静
岡

県
伊

東
市

和
田

1-
16

-
1

0
0

16
0 

人

観
光

会
館

別
館

静
岡

県
伊

東
市

渚
町

6-
16

0
0

11
0 

人

市
役

所
静

岡
県

伊
東

市
大

原
2-

1-
1

0
0

7
0 

人

玖
須

美
児

童
館

静
岡

県
伊

東
市

和
田

1-
4-

1
0

0
0

5
0 

人

竹
の

台
幼

稚
園

静
岡

県
伊

東
市

竹
の

台
3-

1
1

0
0

8
0 

人

南
幼

稚
園

富
士

見
分

園
静

岡
県

伊
東

市
玖

須
美

元
和

田
7
2
9-

1
0

0
13

0 
人

玖
須

美
保

育
園

静
岡

県
伊

東
市

和
田

2-
1-

2
8

0
0

17
0 

人

富
士

見
保

育
園

静
岡

県
伊

東
市

玖
須

美
元

和
田

7
1
6-

50
9

0
0

14
0 

人

さ
く
ら

保
育

園
静

岡
県

伊
東

市
玖

須
美

元
和

田
7
1
6-

50
9

0
0

4
0 

人

和
田

湯
会

館
静

岡
県

伊
東

市
竹

の
内

2-
7
-2

4
0

0
11

0 
人

玖
須

美
消

防
会

館
静

岡
県

伊
東

市
和

田
2-

1-
1

0
0

4
0 

人

大
原

武
道

場
静

岡
県

伊
東

市
大

原
2-

2-
6

0
0

16
0 

人

玖
須

美
温

泉
会

館
静

岡
県

伊
東

市
芝

町
2-

3
0

0
10

0 
人

竹
の

台
幼

稚
園

新
井

分
園

(閉
園

中
)

静
岡

県
伊

東
市

新
井

1-
13

1
-3

0
0

13
0 

人

新
井

区
民

会
館

静
岡

県
伊

東
市

新
井

1-
9-

1
0

0
0

6
0 

人

生
涯

学
習

セ
ン

タ
ー

中
央

会
館

静
岡

県
伊

東
市

音
無

町
5-

1
4

0
0

40
0 

人

旭
小

学
校

静
岡

県
伊

東
市

岡
1
2
70

-1
0

0
15

0 
人

伊
東

幼
稚

園
静

岡
県

伊
東

市
桜

木
町

1-
1
-1

7
0

0
10

0 
人

広
野

保
育

園
静

岡
県

伊
東

市
広

野
3-

3-
2
8

0
0

9
0 

人

岡
温

泉
会

館
静

岡
県

伊
東

市
桜

木
町

2-
2
-1

6
0

0
5
0 

人

本
郷

会
館

静
岡

県
伊

東
市

湯
田

町
1-

1
0

0
5
0 

人

伊
東

競
輪

場
静

岡
県

伊
東

市
岡

1
2
80

0
0

15
0 

人

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
伊

東
市

大
原

1-
7-

1
2

0
0

8
0 

人

生
涯

学
習

セ
ン

タ
ー

ひ
ぐ

ら
し

会
館

静
岡

県
伊

東
市

桜
木

町
1-

1
-1

7
0

0
14

0 
人

鎌
田

幼
稚

園
静

岡
県

伊
東

市
岡

6
6
-1

0
0

9
0 

人

鎌
田

会
館

静
岡

県
伊

東
市

宮
川

町
1-

2
-1

6
0

0
6
0 

人

鎌
田

消
防

会
館

静
岡

県
伊

東
市

鎌
田

75
2-

2
0

0
1
0 

人

川
奈

幼
稚

園
静

岡
県

伊
東

市
川

奈
87

8-
1

0
0

6
0 

人

南
幼

稚
園

静
岡

県
伊

東
市

川
奈

11
90

-
3

0
0

10
0 

人

小
室

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
伊

東
市

川
奈

13
22

-
2

0
0

12
0 

人

川
奈

消
防

会
館

静
岡

県
伊

東
市

川
奈

93
9-

1
0

0
3
0 

人

養
護

老
人

ホ
ー

ム
静

岡
県

伊
東

市
吉

田
82

5-
1

0
0

12
0 

人

吉
田

幼
稚

園
静

岡
県

伊
東

市
吉

田
45

2
0

0
7
0 

人

吉
田

区
民

会
館

静
岡

県
伊

東
市

吉
田

57
1-

1
0

0
15

0 
人

千
歳

会
館

静
岡

県
伊

東
市

吉
田

23
1-

1
0

0
2
0 

人

伊 東 市

-340-
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-
4市

町
別

指
定

避
難

所
（
県

危
機

情
報

課
）
R

3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

荻
幼

稚
園

静
岡

県
伊

東
市

荻
1
8
-1

0
0

12
0 

人

荻
区

民
会

館
静

岡
県

伊
東

市
荻

5
9
7-

6
0

0
13

0 
人

生
涯

学
習

セ
ン

タ
ー

荻
会

館
静

岡
県

伊
東

市
荻

2
2
6-

1
0

0
5
0 

人

十
足

公
民

館
静

岡
県

伊
東

市
十

足
59

5-
1

0
0

3
0 

人

十
足

延
命

館
静

岡
県

伊
東

市
十

足
53

6-
1

0
0

1
0 

人

富
戸

幼
稚

園
静

岡
県

伊
東

市
富

戸
59

4
0

0
7
0 

人

富
戸

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
伊

東
市

富
戸

59
4

0
0

16
0 

人

老
人

憩
い

の
家

城
ヶ

崎
荘

静
岡

県
伊

東
市

富
戸

91
1-

1
15

0
0

8
0 

人

八
幡

野
幼

稚
園

静
岡

県
伊

東
市

八
幡

野
11

8
9-

55
0

0
9
0 

人

八
幡

野
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

伊
東

市
八

幡
野

11
8
9-

17
2

0
0

18
0 

人

生
涯

学
習

セ
ン

タ
ー

池
会

館
静

岡
県

伊
東

市
池

4
7
5-

2
0

0
7
0 

人

池
幼

稚
園

静
岡

県
伊

東
市

池
4
6
9-

4
0

0
3
0 

人

生
涯

学
習

セ
ン

タ
ー

赤
沢

会
館

静
岡

県
伊

東
市

赤
沢

60
-1

0
0

7
0 

人

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
　

伊
豆

高
原

ゆ
う

ゆ
う

の
里

静
岡

県
伊

東
市

八
幡

野
10

2
7

0
1

1
0 

人

障
害

者
支

援
施

設
　

碧
の

園
静

岡
県

伊
東

市
荻

5
7
8-

3
0

1
1
0 

人

埼
玉

県
社

会
福

祉
保

養
施

設
　

伊
豆

潮
風

館
静

岡
県

伊
東

市
富

戸
13

17
-
89

0
1

6
0 

人

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
　

城
ヶ

崎
い

こ
い

の
園

静
岡

県
伊

東
市

富
戸

12
19

-
5

0
1

5
 人

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
　

奥
野

苑
静

岡
県

伊
東

市
荻

7
7
2-

1
0

1
5
 人

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
　

伊
豆

高
原

十
字

の
園

静
岡

県
伊

東
市

八
幡

野
10

2
3-

2
0

1
9
 人

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
　

う
さ

み
の

園
静

岡
県

伊
東

市
宇

佐
美

24
0
3－

1
0

1
9
 人

吉
原

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
高

嶺
町

6-
1

1
0

1
,4

71
 人

伝
法

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
伝

法
27

43
1

0
1
,5

57
 人

吉
原

第
一

中
学

校
静

岡
県

富
士

市
永

田
北

町
7
-1

1
0

1
,8

70
 人

今
泉

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
今

泉
3-

17
-
1

1
0

1
,7

41
 人

吉
原

第
二

中
学

校
静

岡
県

富
士

市
今

泉
19

55
1

0
1
,4

32
 人

吉
原

高
等

学
校

静
岡

県
富

士
市

今
泉

21
60

1
0

1
,7

17
 人

富
士

東
高

等
学

校
静

岡
県

富
士

市
今

泉
29

21
1

0
1
,8

66
 人

神
戸

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
神

戸
63

3
1

0
1
,0

37
 人

広
見

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
広

見
本

町
1
-1

1
0

1
,4

74
 人

青
葉

台
小

学
校

静
岡

県
富

士
市

一
色

29
5

1
0

1
,3

04
 人

富
士

見
台

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
富

士
見

台
1
-1

2
1

0
1
,2

78
 人

吉
原

北
中

学
校

静
岡

県
富

士
市

原
田

22
59

1
0

1
,4

12
 人

元
吉

原
小

学
校

静
岡

県
富

士
市

今
井

3-
4-

2
1

0
1
,1

23
 人

元
吉

原
中

学
校

静
岡

県
富

士
市

鈴
川

中
町

2
8-

1
1

0
1
,3

61
 人

須
津

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
中

里
10

19
1

0
1
,2

74
 人

須
津

中
学

校
静

岡
県

富
士

市
中

里
11

56
1

0
1
,6

71
 人

東
小

学
校

静
岡

県
富

士
市

西
船

津
22

0
1

0
55

0 
人

吉
永

第
一

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
比

奈
14

31
1

0
1
,2

05
 人

吉
原

東
中

学
校

静
岡

県
富

士
市

比
奈

75
1

0
60

2 
人

富
士

市
立

高
等

学
校

静
岡

県
富

士
市

比
奈

16
54

1
0

3
,0

78
 人

吉
永

第
二

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
鵜

無
ヶ

淵
1
49

-
1

1
0

88
9 

人

勢
子

辻
林

業
施

設
展

示
場

静
岡

県
富

士
市

桑
崎

勢
子

辻
1
02

5
-3

0
1

0
2
2 

人

原
田

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
原

田
48

0
1

0
1
,0

51
 人

吉
原

第
三

中
学

校
静

岡
県

富
士

市
比

奈
21

26
1

0
1
,4

59
 人

東 部

13
-2

-
4市

町
別

指
定

避
難

所
（
県

危
機

情
報

課
）
R

3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

大
淵

第
一

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
大

淵
30

12
1

0
1
,3

62
 人

大
淵

第
二

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
大

淵
86

73
-
1

1
0

43
4 

人

大
淵

中
学

校
静

岡
県

富
士

市
大

淵
29

20
1

0
1
,6

85
 人

富
士

第
一

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
本

市
場

28
0
-2

1
0

1
,6

75
 人

富
士

見
中

学
校

・高
等

学
校

静
岡

県
富

士
市

平
垣

町
1-

1
1

0
3
,1

60
 人

富
士

中
学

校
静

岡
県

富
士

市
中

島
32

0
1

0
2
,0

35
 人

富
士

高
等

学
校

静
岡

県
富

士
市

松
本

17
1

0
2
,3

44
 人

富
士

中
央

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
米

之
宮

町
2
95

1
0

1
,2

76
 人

富
士

第
二

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
横

割
1-

8-
1

1
0

1
,3

80
 人

富
士

南
中

学
校

静
岡

県
富

士
市

森
島

55
0

1
0

1
,9

68
 人

富
士

南
小

学
校

静
岡

県
富

士
市

宮
下

55
1

1
0

1
,5

36
 人

田
子

浦
小

学
校

静
岡

県
富

士
市

中
丸

98
1

0
1
,3

83
 人

田
子

浦
中

学
校

静
岡

県
富

士
市

中
丸

41
1

1
0

1
,7

01
 人

岩
松

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
松

岡
85

0
1

0
1
,2

59
 人

岩
松

北
小

学
校

静
岡

県
富

士
市

岩
本

12
3-

1
1

0
1
,3

42
 人

岩
松

中
学

校
静

岡
県

富
士

市
松

岡
23

53
-
1

1
0

1
,6

10
 人

岩
本

保
育

園
静

岡
県

富
士

市
岩

本
58

1-
3
3

1
0

6
8 

人

鷹
岡

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
久

沢
2-

3-
1

1
0

1
,2

42
 人

鷹
岡

中
学

校
静

岡
県

富
士

市
久

沢
71

3
1

0
1
,8

75
 人

天
間

小
学

校
静

岡
県

富
士

市
天

間
50

1
0

1
,1

02
 人

天
間

幼
稚

園
静

岡
県

富
士

市
天

間
10

47
-
1

1
0

15
9 

人

丘
小

学
校

静
岡

県
富

士
市

厚
原

20
75

1
0

1
,4

32
 人

岳
陽

中
学

校
静

岡
県

富
士

市
伝

法
63

0
1

0
1
,6

83
 人

富
士

川
体

育
館

静
岡

県
富

士
市

木
島

89
-1

1
0

1
,1

15
 人

富
士

川
第

一
小

学
校

静
岡

県
富

士
市

岩
淵

10
7

1
0

1
,2

93
 人

富
士

川
第

一
中

学
校

静
岡

県
富

士
市

岩
淵

85
5-

3
1

0
1
,0

67
 人

富
士

川
第

二
小

学
校

静
岡

県
富

士
市

北
松

野
19

5
9

1
0

86
1 

人

富
士

川
第

二
中

学
校

静
岡

県
富

士
市

北
松

野
19

6
3-

6
1

0
85

1 
人

社
会

福
祉

セ
ン

タ
ー

東
部

市
民

プ
ラ

ザ
静

岡
県

富
士

市
富

士
岡

南
2
57

-2
0

1
調

整
中

社
会

福
祉

セ
ン

タ
ー

鷹
岡

市
民

プ
ラ

ザ
静

岡
県

富
士

市
久

沢
79

7-
1

0
1

調
整

中

静
岡

県
立

富
士

特
別

支
援

学
校

静
岡

県
富

士
市

大
淵

37
73

-
1

0
1

調
整

中

社
会

福
祉

セ
ン

タ
ー

広
見

荘
静

岡
県

富
士

市
伝

法
59

0
1

調
整

中

社
会

福
祉

セ
ン

タ
ー

田
子

浦
荘

静
岡

県
富

士
市

川
成

新
町

4
21

0
1

調
整

中

富
士

市
立

看
護

専
門

学
校

静
岡

県
富

士
市

本
市

場
新

田
1
11

-
1

0
1

調
整

中

富
士

市
新

環
境

ク
リ

ー
ン
セ

ン
タ

ー
循

環
啓

発
棟

静
岡

県
富
士
市

大
淵
６
７

６
番
地

0
1

75

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
す

ど
の

杜
静

岡
県

富
士

市
増

川
51

0-
1

0
1

調
整

中

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
鑑

石
園

静
岡

県
富

士
市

原
田

13
50

-
16

0
1

調
整

中

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
月

の
あ

か
り

静
岡

県
富

士
市

大
淵

84
7-

4
0

1
調

整
中

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
天

間
荘

静
岡

県
富

士
市

天
間

16
02

0
1

調
整

中

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
み

ぎ
わ

園
静

岡
県

富
士

市
今

泉
22

10
0

1
調

整
中

地
域

密
着

型
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

あ
お

ば
静

岡
県

富
士

市
五

味
島

28
5
-1

0
1

調
整

中

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
加

島
の

郷
静

岡
県

水
戸

島
本

町
7-

8
0

1
調

整
中

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
シ

ャ
ロ

ー
ム

富
士

川
静

岡
県

富
士

市
北

松
野

10
7
1

0
1

調
整

中

御
殿

場
高

等
学

校
静

岡
県

御
殿

場
市

御
殿

場
1
92

-1
1

0
67

9 
人

富 士 市

-341-
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-
4市

町
別

指
定

避
難

所
（
県

危
機

情
報

課
）
R

3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

御
殿

場
小

学
校

静
岡

県
御

殿
場

市
萩

原
36

1
-1

1
0

37
2 

人

南
中

学
校

静
岡

県
御

殿
場

市
萩

原
13

2
7

1
0

42
1 

人

御
殿

場
南

小
学

校
静

岡
県

御
殿

場
市

川
島

田
5
80

1
0

31
2 

人

御
殿

場
南

高
等

学
校

静
岡

県
御

殿
場

市
新

橋
14

5
0

1
0

76
9 

人

鮎
沢

公
民

館
静

岡
県

御
殿

場
市

新
橋

35
1

1
0

11
7 

人

Ｙ
Ｍ

Ｃ
Ａ

東
山

荘
静

岡
県

御
殿

場
市

東
山

10
5
2

0
0

23
4 

人

東
小

学
校

静
岡

県
御

殿
場

市
西

田
中

3
10

1
0

33
1 

人

二
の

岡
地

区
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
供

用
施

設
静

岡
県

御
殿

場
市

二
の

岡
1
-3

-1
5

1
0

5
2 

人

御
殿

場
愛

郷
報

徳
会

館
静

岡
県

御
殿

場
市

仁
杉

25
5
-2

1
0

31
4 

人

竃
幼

稚
園

静
岡

県
御

殿
場

市
竃

15
4-

1
1

0
2
2 

人

富
士

岡
小

学
校

静
岡

県
御

殿
場

市
中

山
16

1
1

0
32

0 
人

富
士

岡
中

学
校

静
岡

県
御

殿
場

市
中

山
82

5
-1

1
0

52
2 

人

神
山

小
学

校
静

岡
県

御
殿

場
市

神
山

47
8
-2

1
0

27
5 

人

駒
門

地
区

児
童

厚
生

体
育

施
設

静
岡

県
御

殿
場

市
駒

門
47

1
1

0
5
8 

人

原
里

小
学

校
静

岡
県

御
殿

場
市

川
島

田
1
90

2
1

0
34

0 
人

原
里

中
学

校
静

岡
県

御
殿

場
市

川
島

田
1
36

3-
1

1
0

59
8 

人

森
之

腰
幼

稚
園

静
岡

県
御

殿
場

市
川

島
田

4
51

-3
1

0
2
8 

人

原
里

西
幼

稚
園

静
岡

県
御

殿
場

市
板

妻
10

1
-6

1
0

4
1 

人

朝
日

小
学

校
静

岡
県

御
殿

場
市

川
島

田
8
4-

1
1

0
26

2 
人

御
殿

場
農

協
本

店
静

岡
県

御
殿

場
市

ぐ
み

沢
5

1
0

11
0 

人

玉
穂

第
一

保
育

園
静

岡
県

御
殿

場
市

ぐ
み

沢
13

22
-
1

1
0

3
2 

人

玉
穂

小
学

校
静

岡
県

御
殿

場
市

中
畑

44
1

1
0

54
4 

人

中
畑

西
地

区
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
供

用
施

設
静

岡
県

御
殿

場
市

中
畑

17
7
7

1
0

15
4 

人

印
野

小
学

校
静

岡
県

御
殿

場
市

印
野

17
1
0

1
0

57
1 

人

高
根

小
学

校
静

岡
県

御
殿

場
市

塚
原

38
-
5

1
0

33
1 

人

高
根

第
二

保
育

園
静

岡
県

御
殿

場
市

上
小

林
4
31

-1
1

0
3
2 

人

西
小

学
校

静
岡

県
裾

野
市

佐
野

11
43

1
0

90
2 

人

南
小

学
校

静
岡

県
裾

野
市

伊
豆

島
田

8
06

-5
1

0
46

7 
人

裾
野

高
校

静
岡

県
裾

野
市

佐
野

90
0-

1
1

0
1
,0

69
 人

西
中

学
校

静
岡

県
裾

野
市

佐
野

45
0

0
0

73
2 

人

西
幼

稚
園

静
岡

県
裾

野
市

佐
野

14
70

0
0

14
3 

人

南
児

童
館

静
岡

県
裾

野
市

伊
豆

島
田

8
06

-1
4

0
0

4
0 

人

東
小

学
校

静
岡

県
裾

野
市

茶
畑

39
9

1
0

93
0 

人

向
田

小
学

校
静

岡
県

裾
野

市
茶

畑
11

33
1

0
76

6 
人

東
中

学
校

静
岡

県
裾

野
市

公
文

名
68

5
-1

0
0

91
3 

人

い
ず

み
幼

稚
園

静
岡

県
裾

野
市

稲
荷

12
3-

1
0

0
15

6 
人

市
民

体
育

館
静

岡
県

裾
野

市
稲

荷
24

0
0

72
3 

人

東
西

公
民

館
静

岡
県

裾
野

市
平

松
49

5
0

0
11

2 
人

深
良

小
学

校
静

岡
県

裾
野

市
深

良
65

5
1

0
63

3 
人

生
涯

学
習

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
裾

野
市

深
良

43
5

1
0

22
0 

人

深
良

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
裾

野
市

深
良

65
7

0
0

6
6 

人

深
良

中
学

校
静

岡
県

裾
野

市
深

良
38

06
0

0
59

4 
人

深
良

幼
稚

園
静

岡
県

裾
野

市
深

良
69

6
0

0
10

6 
人

富
岡

第
一

小
学

校
静

岡
県

裾
野

市
御

宿
60

0
1

0
92

1 
人

御 殿 場 市
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避
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危
機
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3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

富
岡

第
二

小
学

校
静

岡
県

裾
野

市
下

和
田

89
0

1
0

28
8 

人

千
福

が
丘

小
学

校
静

岡
県

裾
野

市
千

福
が

丘
4
-1

2-
1

1
0

39
0 

人

富
岡

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
裾

野
市

御
宿

68
0-

1
0

0
1
1 

人

富
岡

中
学

校
静

岡
県

裾
野

市
御

宿
57

9
0

0
74

6 
人

富
岡

第
一

幼
稚

園
静

岡
県

裾
野

市
御

宿
68

2-
1
4

0
0

13
7 

人

御
宿

台
保

育
園

静
岡

県
裾

野
市

御
宿

16
19

-
1

0
0

21
4 

人

須
山

小
学

校
静

岡
県

裾
野

市
須

山
16

5
1

0
46

9 
人

須
山

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
裾

野
市

須
山

15
93

-
12

0
0

5
4 

人

須
山

地
区

研
修

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
裾

野
市

須
山

58
7-

4
0

0
15

4 
人

須
山

中
学

校
静

岡
県

裾
野

市
須

山
15

02
-
1

0
0

40
2 

人

富
岳

一
ノ

瀬
荘

静
岡

県
裾

野
市

茶
畑

17
07

-
3

0
1

3
0 

人

茶
畑

ヒ
ル

ズ
静

岡
県

裾
野

市
茶

畑
14

28
-
1

0
1

3
0 

人

あ
い

の
郷

静
岡

県
裾

野
市

深
良

29
29

0
1

3
0 

人

み
し

ゅ
く
ケ

ア
セ

ン
タ

ー
わ

か
葉

静
岡

県
裾

野
市

御
宿

14
75

0
1

2
0 

人

富
岳

ダ
イ

ヤ
モ

ン
ド

ラ
イ

フ
す

そ
の

静
岡

県
裾

野
市

須
山

29
49

0
1

3
0 

人

さ
く
ら

ん
ぼ

静
岡

県
裾

野
市

深
良

23
73

-
1

0
1

1
0 

人

み
ど

り
作

業
所

静
岡

県
裾

野
市

石
脇

20
8-

1
0

1
1
5 

人

西
保

育
園

静
岡

県
裾

野
市

佐
野

11
54

0
1

8
2 

人

東
保

育
園

静
岡

県
裾

野
市

茶
畑

50
4-

1
0

1
3
6 

人

深
良

保
育

園
静

岡
県

裾
野

市
深

良
19

18
0

1
3
5 

人

富
岡

第
二

幼
稚

園
静

岡
県

裾
野

市
下

和
田

89
0

0
1

4
3 

人

富
岡

保
育

園
静

岡
県

裾
野

市
上

ヶ
田

1
74

-3
0

1
3
7 

人

御
宿

台
子

育
て

支
援

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
裾

野
市

御
宿

16
19

-
1

0
1

2
5 

人

北
児

童
館

静
岡

県
裾

野
市

御
宿

16
19

-
1

0
1

5
2 

人

須
山

幼
稚

園
静

岡
県

裾
野

市
須

山
15

8-
1

0
1

4
8 

人

修
善

寺
南

小
学

校
（
体

育
館

）
静

岡
県

伊
豆

市
柏

久
保

44
9

1
0

36
0 

人

修
善

寺
中

学
校

（体
育

館
）

静
岡

県
伊

豆
市

柏
久

保
39

5
1

0
71

2 
人

熊
坂

小
学

校
（体

育
館

）
静

岡
県

伊
豆

市
熊

坂
70

8-
3

1
0

28
3 

人

修
善

寺
総

合
会

館
静

岡
県

伊
豆

市
修

善
寺

83
8
-1

1
0

1
,7

34
 人

修
善

寺
小

学
校

（体
育

館
）

静
岡

県
伊

豆
市

修
善

寺
32

4
4

1
0

33
0 

人

修
善

寺
東

小
学

校
（
体

育
館

）
静

岡
県

伊
豆

市
本

立
野

41
9

1
0

32
3 

人

小
土

肥
生

活
改

善
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

伊
豆

市
小

土
肥

54
2

1
0

5
5 

人

旧
土

肥
小

学
校

（体
育

館
）

静
岡

県
伊

豆
市

土
肥

63
8

1
0

31
1 

人

土
肥

小
中

一
貫

校
（
体

育
館

）
静

岡
県

伊
豆

市
土

肥
27

01
-
1

1
0

31
9 

人

丸
山

ス
ポ

ー
ツ

公
園

（
管

理
棟

）
静

岡
県

伊
豆

市
八

木
沢

13
6
1-

1
1

0
6
5 

人

小
下

田
ふ

る
さ

と
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

伊
豆

市
小

下
田

13
4
3

1
0

10
3 

人

狩
野

ド
ー

ム
静

岡
県

伊
豆

市
青

羽
根

89
1

0
82

6 
人

月
ヶ

瀬
体

育
館

静
岡

県
伊

豆
市

月
ヶ

瀬
4
44

1
0

14
8 

人

ふ
ら

っ
と

月
ヶ

瀬
静

岡
県

伊
豆

市
静

岡
県

伊
豆

市
月

ヶ
瀬

4
08

-
1

1
0

19
8 

人

旧
湯

ヶ
島

小
学

校
（
体

育
館

）
静

岡
県

伊
豆

市
湯

ヶ
島

1
36

1
0

24
2 

人

八
岳

体
育

館
静

岡
県

伊
豆

市
原

保
38

4
1

0
18

7 
人

貴
僧

坊
の

里
静

岡
県

伊
豆

市
貴

僧
坊

19
0
-9

1
0

8
5 

人

中
伊

豆
中

学
校

（体
育

館
）

静
岡

県
伊

豆
市

八
幡

40
7

1
0

39
0 

人

大
東

体
育

館
静

岡
県

伊
豆

市
徳

永
90

0
1

0
26

7 
人

裾 野 市 伊 豆 市

-342-
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町
別

指
定

避
難

所
（
県

危
機
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課
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R

3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

中
伊

豆
社

会
体

育
館

静
岡

県
伊

豆
市

上
白

岩
42

0
-1

1
0

50
5 

人

八
岳

集
会

所
静

岡
県

伊
豆

市
原

保
31

3-
1

1
0

13
9 

人

長
岡

総
合

会
館

（ア
ク

シ
ス

か
つ

ら
ぎ

）
静

岡
県

伊
豆

市
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
古

奈
2
55

1
0

1
,4

80
 人

長
岡

中
学

校
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
長

岡
1
40

7-
5

1
0

1
,9

30
 人

長
岡

南
小

学
校

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

長
岡

1
29

4-
1

1
0

1
,4

60
 人

長
岡

北
小

学
校

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

南
江

間
1
20

0
1

0
81

0 
人

江
間

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

南
江

間
1
21

2
-1

1
0

4
5 

人

長
岡

中
央

公
民

館
（
あ

や
め

会
館

）
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
長

岡
3
46

-1
1

0
70

0 
人

富
士

美
幼

稚
園

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

原
木

1
34

3
1

0
27

0 
人

韮
山

小
学

校
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
四

日
町

3
50

-
1

1
0

1
,6

90
 人

県
立

伊
豆

中
央

高
等

学
校

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

寺
家

9
70

-1
1

0
73

0 
人

県
立

東
部

特
別

支
援

学
校

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

寺
家

2
46

-1
1

0
18

0 
人

韮
山

南
小

学
校

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

中
81

7
-1

1
0

95
0 

人

県
立

韮
山

高
等

学
校

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

韮
山

韮
山

2
2
9

1
0

85
0 

人

韮
山

中
学

校
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
韮

山
韮

山
3
9
3

1
0

1
,0

50
 人

韮
山

体
育

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
韮

山
韮

山
3
9
2-

1
1

0
96

0 
人

韮
山

生
涯

学
習

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

奈
古

谷
1
25

1
-1

1
0

30
0 

人

中
島

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

中
島

2
57

-3
1

0
7
0 

人

大
仁

中
学

校
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
三

福
1
27

6-
3

1
0

1
,8

80
 人

大
仁

小
学

校
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
三

福
3
25

1
0

1
,6

40
 人

ひ
ま

わ
り

保
育

園
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
三

福
9
34

-1
1

0
13

0 
人

御
門

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

御
門

3
2-

1
1

0
5
8 

人

大
仁

北
小

学
校

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

守
木

3
12

-1
1

0
88

0 
人

野
外

活
動

セ
ン

タ
ー

（旧
大

仁
東

小
学

校
）

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

下
畑

1
92

6-
2

1
0

24
0 

人

墹
之

上
公

民
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

墹
之

上
2
27

-
7

1
0

3
8 

人

古
奈

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
古

奈
2
70

1
0

8
4 

人

天
野

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
天

野
7
-1

1
0

3
8 

人

長
岡

区
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
長

岡
1
59

-9
1

0
6
9 

人

小
坂

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
小

坂
3
78

1
0

3
6 

人

富
士

見
区

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
富

士
見

7
41

-
3

1
0

3
4 

人

長
瀬

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
長

瀬
2
60

-1
1

0
1
8 

人

戸
沢

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
戸

沢
4
3-

1
1

0
2
6 

人

花
坂

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
花

坂
1
13

-1
1

0
1
7 

人

南
江

間
公

民
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

南
江

間
4
35

-
1

1
0

2
2 

人

谷
戸

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

南
江

間
6
5-

4
1

0
3
3 

人

仲
之

台
公

民
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

南
江

間
8
30

-
2

1
0

1
5 

人

鳥
打

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
南

江
間

9
06

-
1

1
0

1
5 

人

珍
野

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
南

江
間

1
60

2
-1

1
0

4
1 

人

町
屋

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
北

江
間

1
31

-
1

1
0

3
0 

人

大
北

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
北

江
間

4
77

1
0

6
3 

人

千
代

田
公

民
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

北
江

間
1
72

4
-1

1
0

4
9 

人

長
塚

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
北

江
間

1
80

5
-1

2
1

0
3
1 

人

金
谷

研
修

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

韮
山

金
谷

2
6
8-

1
1

0
2
4 

人

山
木

産
業

会
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

韮
山

山
木

6
0
5

1
0

7
4 

人

伊 豆 の 国 市
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県
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3
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局
市

町
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設
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住
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緊
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避
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場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

多
田

区
公

民
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

韮
山

多
田

5
7
2-

1
1

0
5
5 

人

共
和

幼
稚

園
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
中

77
3
-1

1
0

23
3 

人

長
崎

会
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

長
崎

2
02

1
0

2
8 

人

原
木

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
原

木
8
04

-1
1

0
5
3 

人

四
日

町
公

民
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

四
日

町
6
52

-
2

1
0

7
4 

人

寺
家

区
公

民
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

寺
家

1
12

1
0

8
3 

人

中
條

区
公

民
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

中
條

2
65

1
0

4
5 

人

南
條

区
民

ホ
ー

ル
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
南

條
1
60

5
1

0
10

3 
人

立
花

台
区

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
中

10
1
5-

2-
1

1
0

4
7 

人

中
公

民
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

中
77

2
-3

1
0

6
7 

人

高
原

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
中

16
1
3-

87
1

0
1
5 

人

内
中

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
内

中
1
42

1
0

1
8 

人

松
並

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
四

日
町

1
84

-
1

1
0

6
4 

人

み
ど

り
区

自
治

会
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

奈
古

谷
2
21

6
-1

1
0

9
 人

大
仁

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
大

仁
2
68

-2
1

0
11

4 
人

吉
田

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
吉

田
5
80

1
0

6
7 

人

神
島

集
会

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

神
島

1
12

-1
地

先
1

0
5
5 

人

三
福

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
三

福
6
75

1
0

10
7 

人

田
京

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
田

京
3
80

-2
1

0
6
1 

人

白
山

堂
公

民
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

白
山

堂
4
07

-
1

1
0

3
7 

人

守
木

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
守

木
7
6-

2
1

0
7
1 

人

宗
光

寺
公

民
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

宗
光

寺
7
2-

1
1

0
4
8 

人

立
花

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
立

花
3
-1

1
0

6
2 

人

星
和

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
宗

光
寺

6
50

-
9

1
0

2
2 

人

田
中

山
公

民
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

田
中

山
1
13

6
1

0
5
5 

人

下
畑

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
下

畑
1
64

1
0

5
2 

人

浮
橋

公
民

館
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
浮

橋
9
00

-5
1

0
7
2 

人

田
原

野
公

民
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

田
原

野
9
5-

1
1

0
6
1 

人

長
者

原
公

民
館

静
岡

県
伊

豆
の

国
市

長
者

原
1
45

5
-3

81
1

0
3
8 

人

市
民

交
流

セ
ン

タ
ー

(旧
大

仁
高

校
作

法
室

)
静

岡
県

伊
豆

の
国

市
大

仁
3
34

1
0

2
5 

人

函
南

中
学

校
静

岡
県

田
方

郡
函

南
町

仁
田

5
6

1
0

62
7 

人

東
中

学
校

静
岡

県
田

方
郡

函
南

町
柏

谷
5
40

1
0

56
8 

人

函
南

小
学

校
静

岡
県

田
方

郡
函

南
町

仁
田

1
48

1
0

28
6 

人

東
小

学
校

静
岡

県
田

方
郡

函
南

町
平

井
9
72

1
0

29
1 

人

西
小

学
校

静
岡

県
田

方
郡

函
南

町
間

宮
4
75

1
0

27
4 

人

桑
村

小
学

校
静

岡
県

田
方

郡
函

南
町

桑
原

9
33

1
0

14
2 

人

丹
那

小
学

校
静

岡
県

田
方

郡
函

南
町

丹
那

4
43

1
0

16
0 

人

西
部

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
田

方
郡

函
南

町
肥

田
6
67

-
1

1
0

11
0 

人

農
村

環
境

改
善

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
田

方
郡

函
南

町
丹

那
3
33

-
1

1
0

11
0 

人

田
方

農
業

高
校

静
岡

県
田

方
郡

函
南

町
塚

本
9
61

1
0

23
5 

人

伊
豆

白
寿

園
静

岡
県

田
方

郡
函

南
町

平
井

7
50

0
1

協
議

に
よ

る
(定

員
7
0
人

)

伊
豆

ラ
イ

フ
ケ

ア
ホ

ー
ム

静
岡

県
田

方
郡

函
南

町
平

井
7
17

-
2

0
1

協
議

に
よ

る
(定

員
5
0
人

)

み
ど

り
が

丘
ホ

ー
ム

静
岡

県
田

方
郡

函
南

町
大

竹
2
0-

1
5

0
1

協
議

に
よ

る
(定

員
8
0
人

)

函
南

ぶ
な

の
森

静
岡

県
田

方
郡

函
南

町
仁

田
2
84

-
5

0
1

協
議

に
よ

る
(定

員
8
0
人

)

函 南 町

-343-
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市

町
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設
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緊
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避
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の
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災
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法
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行
令

第
2
0
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の
６

第
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号
の

基
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を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

清
水

小
学

校
静

岡
県

駿
東

郡
清

水
町

堂
庭

8
7

1
0

70
5 

人

西
小

学
校

静
岡

県
駿

東
郡

清
水

町
長

沢
2
20

1
0

65
7 

人

清
水

中
学

校
静

岡
県

駿
東

郡
清

水
町

堂
庭

2
67

1
0

84
6 

人

南
小

学
校

静
岡

県
駿

東
郡

清
水

町
湯

川
1
82

-
1

1
0

97
0 

人

県
立

沼
津

商
業

高
校

静
岡

県
駿

東
郡

清
水

町
徳

倉
1
20

5
1

0
76

0 
人

南
中

学
校

静
岡

県
駿

東
郡

清
水

町
徳

倉
2
22

2
-4

1
0

68
2 

人

町
体

育
館

静
岡

県
駿

東
郡

清
水

町
堂

庭
2
87

-
1

0
0

60
6 

人

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
駿

東
郡

清
水

町
徳

倉
1
60

3
-4

0
0

1
10

0 
人

地
域

交
流

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
駿

東
郡

清
水

町
堂

庭
6
-1

0
1

47
5 

人

福
祉

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
駿

東
郡

清
水

町
堂

庭
2
21

-
1

0
1

39
9 

人

清
水

町
温

水
プ

ー
ル

静
岡

県
駿

東
郡

清
水

町
柿

田
1
66

-
1

0
1

4
0 

人

柿
田

川
ホ

ー
ム

静
岡

県
駿

東
郡

清
水

町
戸

田
5
4-

1
1

0
1

4
5 

人

夢
の

木
の

郷
静

岡
県

駿
東

郡
清

水
町

玉
川

1
83

-
1

0
1

6
0 

人

か
わ

せ
み

静
岡

県
駿

東
郡

清
水

町
的

場
1
88

-
6

0
1

4
0 

人

長
泉

町
立

北
小

学
校

静
岡

県
駿

東
郡

長
泉

町
下

長
窪

1
0
60

1
0

69
4 

人

長
泉

町
立

長
泉

小
学

校
静

岡
県

駿
東

郡
長

泉
町

中
土

狩
8
7
2-

2
1

0
93

7 
人

長
泉

町
立

南
小

学
校

静
岡

県
駿

東
郡

長
泉

町
竹

原
1
00

1
0

86
3 

人

長
泉

町
立

北
中

学
校

静
岡

県
駿

東
郡

長
泉

町
納

米
里

3
3
3-

3
1

0
1
,8

82
 人

長
泉

町
立

長
泉

中
学

校
静

岡
県

駿
東

郡
長

泉
町

下
土

狩
7
7
7

1
0

1
,7

22
 人

知
徳

高
等

学
校

静
岡

県
駿

東
郡

長
泉

町
竹

原
3
54

1
0

36
5 

人

南
部

地
区

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
駿

東
郡

長
泉

町
竹

原
2
11

-
30

0
1

25
9 

人

長
泉

町
在

宅
福

祉
総

合
セ

ン
タ

ー
　

い
ず

み
の

郷
静

岡
県

駿
東

郡
長

泉
町

下
土

狩
9
7
1

0
1

9
2 

人

生
涯

学
習

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
駿

東
郡

小
山

町
阿

多
野

1
3
0

1
0

78
0 

人

健
康

福
祉

会
館

静
岡

県
駿

東
郡

小
山

町
小

山
7
5-

7
1

1
1
,1

20
 人

小
山

中
学

校
静

岡
県

駿
東

郡
小

山
町

藤
曲

1
42

1
0

2
,2

00
 人

成
美

小
学

校
静

岡
県

駿
東

郡
小

山
町

藤
曲

1
50

1
0

1
,7

40
 人

明
倫

小
学

校
静

岡
県

駿
東

郡
小

山
町

菅
沼

6
27

1
0

84
0 

人

足
柄

小
学

校
静

岡
県

駿
東

郡
小

山
町

竹
之

下
2
4
11

-1
1

0
59

0 
人

北
郷

中
学

校
静

岡
県

駿
東

郡
小

山
町

用
沢

3
55

1
0

1
,6

70
 人

北
郷

小
学

校
静

岡
県

駿
東

郡
小

山
町

用
沢

6
04

-
1

1
0

1
,4

70
 人

須
走

中
学

校
静

岡
県

駿
東

郡
小

山
町

須
走

9
9-

7
1

0
1
,0

20
 人

須
走

小
学

校
静

岡
県

駿
東

郡
小

山
町

須
走

7
0-

1
8

1
0

1
,2

20
 人

県
立

小
山

高
校

静
岡

県
駿

東
郡

小
山

町
竹

之
下

3
6
9

1
0

84
0 

人

葵
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

城
内

町
7-

9
1

0
34

9 
人

城
内

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
駿

府
町

1-
10

7
1

0
59

5 
人

静
岡

大
学

附
属

静
岡

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
駿

府
町

1-
86

1
0

23
9 

人

静
岡

大
学

附
属

静
岡

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
駿

府
町

1-
94

1
0

23
3 

人

静
岡

英
和

女
学

院
中

学
・

高
等

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

西
草

深
町

8-
1

1
0

23
0 

人

葵
生

涯
学

習
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
東

草
深

町
3-

18
0

0
35

9 
人

新
通

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
駒

形
通

2-
4-

47
1

0
45

5 
人

県
男

女
共

同
参

画
セ

ン
タ

ー
(あ

ざ
れ

あ
)

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
馬

渕
1-

17
-1

0
0

20
1 

人

駒
形

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
南

安
倍

2-
1-

1
1

0
39

1 
人

安
倍

川
中

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

弥
勒

2-
11

-1
1

0
22

0 
人

番
町

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
新

富
町

1-
23

-1
1

0
63

8 
人

清 水 町 長 泉 町 小 山 町

13
-2

-
4市

町
別

指
定

避
難

所
（
県

危
機

情
報

課
）
R

3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

特
別

支
援

教
育

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

一
番

町
50

1
0

25
1 

人

新
富

町
こ

ど
も

園
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
新

富
町

3-
21

-2
1

0
33

 人

田
町

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

田
町

1-
79

1
0

63
 人

田
町

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
田

町
5-

70
1

0
64

4 
人

西
部

生
涯

学
習

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

田
町

3-
46

-5
0

0
23

6 
人

県
立

静
岡

商
業

高
等

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

田
町

7-
90

1
0

1,
27

5 
人

安
西

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
安

西
1-

96
-3

1
0

36
5 

人

末
広

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
末

広
町

41
1

0
91

2 
人

伝
馬

町
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

伝
馬

町
14

-2
1

0
38

9 
人

静
岡

大
成

中
学

･高
等

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

鷹
匠

2-
4-

18
1

0
48

5 
人

東
海

大
学

短
期

大
学

部
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
宮

前
町

10
1

1
0

27
6 

人

井
宮

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
平

和
1-

7-
1

1
0

29
1 

人

籠
上

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
平

和
2-

2-
1

1
0

80
1 

人

井
宮

北
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

上
伝

馬
2-

1
1

0
45

3 
人

北
部

生
涯

学
習

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

昭
府

2-
14

-1
0

0
20

6 
人

賤
機

南
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

松
富

3-
1-

46
1

0
92

1 
人

賤
機

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
下

13
53

-1
1

0
53

6 
人

北
部

体
育

館
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
松

富
4-

14
-1

0
0

1,
05

2 
人

賤
機

中
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

牛
妻

20
95

-2
1

0
21

4 
人

賤
機

北
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

俵
沢

23
4-

1
1

0
20

1 
人

安
倍

口
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

安
倍

口
新

田
50

1
0

44
1 

人

安
倍

口
中

央
こ

ど
も

園
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
安

倍
口

団
地

3-
1

1
0

95
 人

美
和

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
遠

藤
新

田
69

-1
1

0
90

5 
人

足
久

保
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

足
久

保
奥

組
74

1-
1

1
0

96
4 

人

美
和

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
足

久
保

口
組

32
76

-2
1

0
49

7 
人

松
野

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
松

野
59

8-
2

1
0

42
3 

人

旧
井

川
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

井
川

70
8-

1
1

0
24

5 
人

井
川

小
中

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

井
川

15
61

-3
1

0
23

6 
人

井
川

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

井
川

54
8-

1
1

0
43

 人

井
川

生
涯

学
習

交
流

館
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
井

川
65

6-
2

1
0

84
 人

口
坂

本
避

難
所

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

口
坂

本
54

4
1

0
15

 人

梅
ヶ

島
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

梅
ヶ

島
13

09
-1

1
0

12
2 

人

梅
ヶ

島
中

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

梅
ヶ

島
13

09
-1

1
0

33
0 

人

梅
ヶ

島
生

涯
学

習
交

流
館

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

梅
ｹ島

13
09

1
0

79
 人

大
河

内
生

涯
学

習
交

流
館

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

平
野

10
97

-3
8

1
0

84
 人

大
河

内
中

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

平
野

18
50

-6
6

1
0

17
8 

人

玉
川

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
落

合
10

3-
3

1
0

25
6 

人

玉
川

生
涯

学
習

交
流

館
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
落

合
12

6-
1

1
0

73
 人

玉
川

キ
ャ

ン
プ

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

長
妻

田
75

5
1

0
13

9 
人

横
内

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
緑

町
1-

1
1

0
45

5 
人

東
中

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

沓
谷

1-
6-

1
1

0
79

5 
人

静
岡

学
園

中
学

・
高

等
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
東

鷹
匠

町
25

1
0

27
0 

人

安
東

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
安

東
3-

16
-1

1
0

73
1 

人

安
東

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
安

東
3-

13
-1

1
0

76
0 

人

-344-



13
-2

-
4市

町
別

指
定

避
難

所
（
県

危
機

情
報

課
）
R

3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

安
東

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

安
東

3-
11

-1
7

1
0

20
0 

人

県
立

静
岡

城
北

高
等

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

北
安

東
2-

3-
1

1
0

68
9 

人

県
立

静
岡

高
等

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

長
谷

町
66

1
0

78
1 

人

城
北

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
北

安
東

4-
27

-3
1

0
42

0 
人

観
山

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
観

山
8-

2
1

0
84

5 
人

県
立

静
岡

中
央

高
等

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

城
北

2-
29

-1
1

0
57

0 
人

竜
南

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
竜

南
1-

23
-1

1
0

81
2 

人

市
立

高
等

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

千
代

田
3-

1-
1

1
0

88
0 

人

千
代

田
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

沓
谷

5-
47

-1
1

0
37

7 
人

長
沼

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

長
沼

2-
18

-3
1

1
0

39
 人

県
立

静
岡

農
業

高
等

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

古
庄

3-
1-

1
1

0
60

3 
人

上
土

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

古
庄

4-
2-

11
1

0
33

 人

東
部

生
涯

学
習

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

千
代

田
7-

8-
15

0
0

25
7 

人

静
岡

刑
務

所
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
東

千
代

田
3-

1-
1

0
0

18
3 

人

県
立

科
学

技
術

高
等

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

長
沼

50
0-

1
1

0
1,

04
2 

人

県
立

静
岡

東
高

等
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
川

合
3-

24
-1

1
0

1,
16

4 
人

千
代

田
東

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
川

合
3-

4-
1

1
0

49
7 

人

東
部

体
育

館
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
東

千
代

田
2-

3-
1

0
0

55
9 

人

西
奈

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
瀬

名
3-

23
-1

1
0

49
5 

人

竜
爪

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
瀬

名
7-

31
-4

0
1

0
51

3 
人

常
葉

学
園

橘
中

学
・

高
等

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

瀬
名

2-
1-

1
1

0
54

4 
人

常
葉

大
学

静
岡

キ
ャ

ン
パ

ス
瀬

名
校

舎
静

岡
県

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

瀬
名

1-
22

-1
1

0
29

7 
人

静
岡

北
高

等
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
瀬

名
5-

14
-1

1
0

82
1 

人

リ
ン

ク
西

奈
(西

奈
生

涯
学

習
セ

ン
タ

ー
)

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

瀬
名

2-
32

-4
3

0
0

19
1 

人

西
奈

南
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

南
瀬

名
町

1-
20

1
0

39
9 

人

西
奈

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
東

瀬
名

町
14

-1
1

0
58

2 
人

瀬
名

川
こ

ど
も

園
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
瀬

名
川

1-
21

-4
0

1
0

55
 人

北
沼

上
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

北
沼

上
10

20
1

0
19

6 
人

北
沼

上
保

育
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

北
沼

上
75

8-
1

1
0

13
3 

人

麻
機

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
有

永
42

1-
1

1
0

48
0 

人

服
織

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
羽

鳥
6-

9-
1

1
0

27
5 

人

服
織

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
羽

鳥
1-

8-
1

1
0

69
2 

人

藁
科

生
涯

学
習

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

羽
鳥

本
町

5
-
9

0
0

16
0 

人

服
織

中
央

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

羽
鳥

本
町

25
-3

3
1

0
43

 人

服
織

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

山
崎

1-
17

-1
1

0
41

 人

服
織

西
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

新
間

75
9-

1-
1

1
0

55
1 

人

南
藁

科
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

吉
津

40
0

1
0

36
0 

人

県
立

静
岡

西
高

等
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
牧

ｹ谷
68

0-
1

1
0

69
0 

人

中
藁

科
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

大
原

94
2-

1
1

0
43

1 
人

藁
科

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
大

原
13

98
-1

1
0

30
1 

人

中
藁

科
小

学
校

小
布

杉
分

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
小

布
杉

17
56

-1
1

0
18

7 
人

水
見

色
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

水
見

色
10

40
-3

1
0

20
8 

人

中
藁

科
こ

ど
も

園
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
大

原
12

37
1

0
56

 人

藁
科

都
市

山
村

交
流

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

大
原

18
34

0
0

14
0 

人

13
-2

-
4市

町
別

指
定

避
難

所
（
県

危
機

情
報

課
）
R

3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

清
沢

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
相

俣
99

-1
1

0
14

9 
人

峰
山

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
黒

俣
27

41
-1

6
1

0
13

9 
人

清
沢

生
涯

学
習

交
流

館
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
昼

居
渡

66
-2

1
0

48
 人

清
沢

避
難

所
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
鍵

穴
72

3-
1

1
0

22
 人

大
川

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
日

向
87

6
1

0
29

5 
人

大
川

生
涯

学
習

交
流

館
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
日

向
10

1
0

44
 人

森
下

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

森
下

町
2-

1
1

0
24

7 
人

八
幡

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
八

幡
2-

15
-2

0
1

0
33

 人

静
岡

女
子

高
等

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
八

幡
3-

6-
1

0
0

89
2 

人

中
田

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

中
田

2-
14

-1
1

0
84

3 
人

中
田

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
馬

渕
4-

2-
29

1
0

38
 人

南
部

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

南
八

幡
町

11
-1

1
0

41
3 

人

静
岡

看
護

専
門

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
南

八
幡

町
8-

1
0

0
28

 人

南
部

生
涯

学
習

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
南

八
幡

町
25

-2
1

0
0

16
5 

人

城
南

静
岡

中
学

･高
等

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
南

八
幡

町
1-

1
1

0
32

1 
人

登
呂

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
登

呂
3-

19
-1

1
0

33
 人

大
里

西
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
中

原
40

0
1

0
33

2 
人

大
里

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

中
野

新
田

57
-5

1
0

68
4 

人

大
里

生
涯

学
習

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
中

野
新

田
57

-5
0

0
26

2 
人

中
村

町
こ

ど
も

園
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

中
村

町
94

1
0

32
 人

静
岡

聴
覚

特
別

支
援

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
中

村
町

25
1

1
1

20
5 

人

大
里

東
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
高

松
23

10
1

0
29

4 
人

中
島

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

中
島

29
92

-1
1

0
54

7 
人

中
島

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

中
島

33
03

1
0

67
4 

人

静
岡

朝
鮮

初
中

級
学

校
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

中
島

11
71

0
0

86
 人

宮
竹

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

宮
竹

2-
12

-1
1

0
18

6 
人

南
中

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
宮

竹
2-

11
-1

1
0

98
1 

人

高
松

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
敷

地
2-

7-
14

1
0

30
 人

富
士

見
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
登

呂
1-

1-
1

1
0

62
1 

人

高
松

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

登
呂

4-
6-

1
1

0
98

8 
人

富
士

見
台

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
富

士
見

台
2-

11
-4

4
1

0
22

 人

県
立

駿
河

総
合

高
等

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
有

東
3-

4-
17

1
0

59
9 

人

西
豊

田
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
曲

金
2-

8-
80

1
0

24
6 

人

豊
田

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

豊
田

1-
3-

1
1

0
1,

04
1 

人

小
黒

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
小

黒
1-

7-
6

1
0

22
 人

南
部

体
育

館
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

曲
金

3-
1-

30
0

0
64

7 
人

静
岡

県
農

業
会

館
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

曲
金

3-
8-

1
0

0
34

8 
人

静
岡

視
覚

特
別

支
援

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
曲

金
6-

1-
5

1
1

33
0 

人

ツ
イ

ン
メ

ッ
セ

静
岡

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
曲

金
3-

1-
10

0
0

73
 人

東
源

台
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
国

吉
田

6-
7-

45
1

0
43

3 
人

東
豊

田
中

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
国

吉
田

5-
23

-1
1

0
53

9 
人

東
豊

田
中

央
こ

ど
も

園
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

国
吉

田
6-

7-
29

1
0

34
 人

静
岡

県
立

大
学

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
谷

田
52

-1
0

0
68

1 
人

静
岡

英
和

学
院

大
学

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
池

田
17

69
1

0
38

7 
人

-345-



13
-2

-
4市

町
別

指
定

避
難

所
（
県

危
機

情
報

課
）
R

3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

常
葉

大
学

静
岡

キ
ャ

ン
パ

ス
草

薙
校

舎
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

弥
生

町
6-

1
1

0
41

7 
人

東
豊

田
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
池

田
49

1-
2

1
0

45
3 

人

静
岡

聖
光

学
院

中
学

･高
等

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
小

鹿
14

40
1

0
28

6 
人

大
谷

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

大
谷

36
83

-2
1

0
24

3 
人

静
岡

大
学

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
大

谷
83

6
1

0
98

4 
人

ふ
じ

の
く

に
地

球
環

境
史

ミ
ュ

ー
ジ

ア
ム

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
大

谷
57

62
1

0
12

7 
人

久
能

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

古
宿

21
3-

2
1

0
20

5 
人

長
田

北
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
向

敷
地

89
0

1
0

27
6 

人

長
田

東
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
東

新
田

3-
10

-1
1

0
62

1 
人

長
田

南
中

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
み

ず
ほ

3-
9-

1
1

0
68

0 
人

東
新

田
こ

ど
も

園
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

東
新

田
4-

1-
40

1
0

48
 人

長
田

体
育

館
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

鎌
田

57
4-

1
0

0
63

7 
人

オ
ー

ク
長

田
(長

田
支

所
)

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
上

川
原

13
-1

0
0

72
 人

長
田

西
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
丸

子
6-

15
-6

5
1

0
36

2 
人

長
田

西
中

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
丸

子
1-

1-
1

1
0

1,
19

5 
人

丸
子

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
丸

子
2-

18
-3

2
1

0
95

 人

長
田

生
涯

学
習

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
寺

田
13

1-
1

0
0

19
7 

人

川
原

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

下
川

原
4-

14
-1

1
0

43
5 

人

下
川

原
こ

ど
も

園
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

下
川

原
6-

8-
26

1
0

37
 人

長
田

南
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
広

野
4-

7-
1

1
0

51
5 

人

城
山

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

小
坂

2-
33

1
0

54
8 

人

県
立

清
水

東
高

等
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

秋
吉

町
5-

10
1

0
1,

22
9 

人

清
水

辻
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
辻

4-
3-

40
1

0
46

5 
人

清
水

第
一

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

宮
代

町
5-

55
1

0
58

1 
人

清
水

江
尻

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

江
尻

町
14

-6
3

1
0

1,
04

5 
人

江
尻

生
涯

学
習

交
流

館
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

小
芝

町
3-

35
1

0
22

8 
人

清
水

入
江

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

追
分

2-
3-

1
1

0
1,

02
8 

人

清
水

第
八

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

追
分

4-
24

29
1

0
55

7 
人

入
江

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
入

江
1-

13
-1

5
0

0
43

 人

浜
田

生
涯

学
習

交
流

館
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

浜
田

町
4-

4
1

0
12

5 
人

清
水

浜
田

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

浜
田

町
11

-1
1

0
72

1 
人

清
水

中
央

図
書

館
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

入
江

岡
町

15
-2

3
0

0
11

4 
人

清
水

テ
ル

サ
（

東
部

勤
労

者
福

祉
セ

ン
タ

ー
）

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
島

崎
町

22
3

1
0

49
9 

人

県
立

清
水

西
高

等
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

青
葉

町
5-

1
1

0
1,

09
4 

人

清
水

岡
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
神

田
町

4-
3

1
0

91
3 

人

清
水

第
二

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

神
田

町
4-

57
1

0
1,

59
6 

人

岡
生

涯
学

習
交

流
館

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
桜

が
丘

町
7-

1
1

0
15

0 
人

清
水

桜
が

丘
高

等
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

桜
が

丘
町

7-
15

0
0

1,
97

7 
人

川
原

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
川

原
町

24
-8

1
0

31
 人

清
水

船
越

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

船
越

3-
15

-1
1

0
62

3 
人

清
水

船
越

老
人

福
祉

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
船

越
町

2-
9-

26
0

0
12

7 
人

清
水

第
三

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

三
光

町
3-

57
1

0
92

5 
人

清
水

総
合

運
動

場
体

育
館

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
清

開
2-

1-
1

0
0

83
1 

人

清
水

老
人

憩
の

家
清

開
き

ら
く

荘
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

清
開

2-
1-

1
0

0
60

 人

静 岡 市

13
-2

-
4市

町
別

指
定

避
難

所
（
県

危
機

情
報

課
）
R

3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

清
水

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

松
井

町
15

-1
1

0
87

1 
人

清
水

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
本

町
11

-3
2

0
0

26
 人

清
水

不
二

見
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
新

緑
町

2-
21

1
0

1,
09

0 
人

清
水

第
四

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

村
松

68
3-

1
1

0
51

6 
人

清
水

駒
越

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

駒
越

東
町

2-
20

1
0

28
5 

人

駒
越

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
迎

山
町

4-
15

1
0

50
 人

清
水

南
部

交
流

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
駒

越
南

町
9-

50
0

0
63

 人

清
水

南
高

等
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

折
戸

3-
2-

1
0

0
64

0 
人

折
戸

老
人

福
祉

セ
ン

タ
ー

羽
衣

荘
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

折
戸

4-
8-

53
0

0
35

 人

清
水

三
保

第
二

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

折
戸

5-
8-

2
1

0
47

2 
人

清
水

三
保

第
一

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

三
保

10
69

-1
1

0
48

0 
人

清
水

第
五

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

三
保

17
20

1
0

85
8 

人

三
保

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
三

保
16

01
0

0
32

 人

清
水

飯
田

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

下
野

中
2-

40
1

0
1,

33
2 

人

清
水

飯
田

東
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
八

坂
北

1-
23

-4
0

1
0

44
9 

人

清
水

飯
田

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

山
原

11
2-

1
1

0
59

4 
人

清
水

北
部

交
流

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
八

坂
町

21
10

-2
0

0
15

6 
人

清
水

特
別

支
援

学
校

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
八

坂
東

1-
16

-1
1

1
23

6 
人

清
水

高
部

東
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
押

切
19

07
1

0
1,

19
8 

人

清
水

高
部

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

押
切

11
15

-2
1

0
40

0 
人

清
水

第
六

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

天
王

西
10

-4
0

1
0

68
6 

人

高
部

中
央

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
梅

ヶ
谷

45
9-

1
1

0
44

 人

清
水

有
度

第
一

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

有
度

本
町

3-
1

1
0

91
7 

人

清
水

第
七

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

草
薙

3-
9-

20
1

0
92

9 
人

清
水

有
度

第
二

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

草
薙

杉
道

3-
19

-1
1

0
92

0 
人

有
度

西
こ

ど
も

園
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

中
之

郷
1-

10
-2

7
1

0
26

 人

有
度

北
こ

ど
も

園
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

長
崎

74
0-

1
1

0
43

 人

清
水

庵
原

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

庵
原

町
17

23
1

0
46

5 
人

清
水

庵
原

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

原
24

5
1

0
49

8 
人

庵
原

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
庵

原
町

19
38

1
0

32
 人

清
水

袖
師

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

袖
師

町
42

0
1

0
45

1 
人

清
水

袖
師

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

西
久

保
12

5-
1

1
0

49
8 

人

清
水

港
湾

労
働

者
福

祉
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

横
砂

40
8-

13
0

0
13

3 
人

清
水

清
見

潟
公

園
ス

ポ
ー

ツ
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

横
砂

40
8-

38
0

0
32

6 
人

横
砂

こ
ど

も
園

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
横

砂
東

町
17

-5
0

0
42

 人

西
久

保
こ

ど
も

園
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

西
久

保
43

8-
1

1
0

72
 人

清
水

興
津

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

興
津

中
町

35
0-

1
1

0
52

5 
人

清
水

東
部

老
人

憩
の

家
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

興
津

中
町

12
88

0
0

45
 人

清
水

興
津

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

興
津

中
町

14
78

-1
0

1
0

74
8 

人

興
津

北
こ

ど
も

園
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

八
木

間
町

47
8

1
0

27
 人

清
水

小
河

内
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
小

河
内

27
23

1
0

41
1 

人

清
水

小
島

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

小
島

町
61

9
1

0
43

7 
人

清
水

宍
原

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

宍
原

91
9

1
0

32
0 

人

清
水

小
島

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

但
沼

町
27

1
1

0
39

4 
人

-346-



13
-2

-
4市

町
別

指
定

避
難

所
（
県

危
機

情
報

課
）
R

3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

清
水

中
河

内
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
中

河
内

25
83

-1
1

0
45

3 
人

清
水

西
河

内
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
西

里
14

3
1

0
49

2 
人

清
水

両
河

内
中

学
校

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
和

田
島

30
3

0
0

32
0 

人

清
水

和
田

島
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
和

田
島

61
1

1
0

44
8 

人

蒲
原

市
民

セ
ン

タ
ー

（
蒲

原
生

涯
学

習
交

流
館

）
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

蒲
原

新
田

1-
21

-1
1

0
40

6 
人

蒲
原

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

蒲
原

49
1

0
49

6 
人

蒲
原

西
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
蒲

原
新

田
2-

25
-1

1
0

72
5 

人

蒲
原

東
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
蒲

原
66

6
1

0
38

5 
人

由
比

中
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

由
比

45
6

1
0

57
4 

人

由
比

小
学

校
静

岡
県

静
岡

市
清

水
区

由
比

町
屋

原
32

9
1

0
58

5 
人

由
比

北
小

学
校

静
岡

県
静

岡
市

清
水

区
由

比
入

山
21

58
1

0
33

5 
人

鯨
ケ

池
老

人
福

祉
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
下

95
1-

１
0

1
未

定

長
尾

川
老

人
福

祉
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
長

尾
11

7
0

1
未

定

小
鹿

老
人

福
祉

セ
ン

タ
ー

(来
て

こ
）

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
小

鹿
2-

25
-4

5
0

1
未

定

用
宗

老
人

福
祉

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
静

岡
市

駿
河

区
用

宗
5-

21
-1

0
0

1
未

定

静
岡

市
わ

ら
し

な
学

園
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
飯

間
22

63
0

1
1
1 

人

静
岡

市
桜

の
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

内
牧

15
60

‐
6

0
1

1
3 

人

静
岡

老
人

ホ
ー

ム
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
吉

津
19

05
0

1
2
0 

人

吉
津

園
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
吉

津
19

9
0

1
4
7 

人

晃
の

園
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
富

沢
15

42
-3

9
0

1
9
3 

人

り
ん

ど
う

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

水
見

色
36

0
0

1
7
0 

人

楽
寿

の
園

静
岡

県
静

岡
市

葵
区

与
左

衛
門

新
田

74
-6

0
1

3
2 

人

厚
生

苑
清

流
の

郷
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
柳

町
18

5-
5

0
1

6
 人

麻
機

園
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
東

52
7-

1
0

1
2
0 

人

竜
爪

園
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
長
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5
0-

5外
0

0
68

8 
人

大
代

公
民

館
（第

一
次

）
静

岡
県

島
田

市
大

代
88

0-
2

1
0

2
5 

人

川
根

小
学

校
（第

一
次

）
静

岡
県

島
田

市
川

根
町

家
山

4
20

1
0

50
3 

人

川
根

文
化

セ
ン

タ
ー

チ
ャ

リ
ム

21
（
第

一
次

）
静

岡
県

島
田

市
川

根
町

家
山

1
17

3
-1

1
0

57
1 

人

ぬ
く
り

交
流

セ
ン

タ
ー

（
第

一
次

）
静

岡
県

島
田

市
川

根
町

抜
里

5
46

1
0

7
3 

人

川
根

中
学

校
（第

一
次

）
静

岡
県

島
田

市
川

根
町

身
成

3
34

0
1

0
36

9 
人

山
村

都
市

交
流

セ
ン

タ
ー

さ
さ

ま
（第

一
次

）
静

岡
県

島
田

市
川

根
町

笹
間

上
3
9
4

1
0

16
6 

人

北
中

学
校

（
第

二
次

）
静

岡
県

島
田

市
相

賀
25

10
1

0
未

定

静
岡

大
学

附
属

島
田

中
学

校
（第

二
次

）
静

岡
県

島
田

市
中

河
町

16
9

1
0

未
定

島
田

球
場

（
第

二
次

）
静

岡
県

島
田

市
横

井
4-

19
-
1

0
0

未
定

伊
久

身
農

村
環

境
改

善
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

や
ま

び
こ

（第
二

次
）

静
岡

県
島

田
市

伊
久

美
33

0
0

0
0

未
定

大
津

農
村

環
境

改
善

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

山
王

（第
二

次
）

静
岡

県
島

田
市

尾
川

1
0

0
未

定

初
倉

公
民

館
く
ら

ら
（
第

二
次

）
静

岡
県

島
田

市
阪

本
13

36
-
1

0
0

未
定

島 田 市

13
-2

-
4市

町
別

指
定

避
難

所
（
県

危
機

情
報

課
）
R

3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

六
合

公
民

館
ロ

ク
テ

ィ
（
第

二
次

）
静

岡
県

島
田

市
道

悦
5-

13
-
3

0
0

未
定

番
生

寺
会

館
（第

二
次

）
静

岡
県

島
田

市
番

生
寺

30
1
-1

0
0

未
定

第
一

保
育

園
（第

二
次

）
静

岡
県

島
田

市
向

谷
4-

10
8
4-

1
0

0
未

定

こ
ど

も
発

達
支

援
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

ふ
わ

り
（
第

二
次

）
静

岡
県

島
田

市
落

合
64

-8
0

0
未

定

第
三

保
育

園
（第

二
次

）
静

岡
県

島
田

市
南

1
-
14

-2
4

0
0

未
定

島
田

市
教

育
セ

ン
タ

ー
（第

二
次

）
静

岡
県

島
田

市
相

賀
25

11
-
1

0
0

未
定

六
合

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

（第
二

次
）

静
岡

県
島

田
市

阿
知

ヶ
谷

3
28

-
1

0
0

未
定

西
部

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

（第
二

次
）

静
岡

県
島

田
市

稲
荷

2-
16

-
38

0
0

未
定

北
部

ふ
れ

あ
い

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

た
ち

ば
な

（
第

二
次

）
静

岡
県

島
田

市
神

座
39

7-
1

0
0

未
定

初
倉

西
部

ふ
れ

あ
い

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

し
ろ

や
ま

（
第

二
次

）
静

岡
県

島
田

市
湯

日
37

79
0

0
未

定

福
祉

館
　

あ
け

ぼ
の

（
第

二
次

）
静

岡
県

島
田

市
松

葉
町

96
4
2-

2
0

0
未

定

島
田

市
地

域
交

流
セ

ン
タ

ー
歩

歩
路

（第
二

次
）

静
岡

県
島

田
市

本
通

3-
6-

1
0

0
未

定

島
田

市
伊

久
身

農
産

物
加

工
体

験
施

設
や

ま
ゆ

り
（
第

二
次

）
静

岡
県

島
田

市
伊

久
美

52
0
2

0
0

未
定

金
谷

公
民

館
　

み
ん

く
る

（第
二

次
）

静
岡

県
島

田
市

金
谷

代
官

町
3
40

0
0

0
未

定

金
谷

東
会

館
（第

二
次

）
静

岡
県

島
田

市
金

谷
東

2-
1
32

9-
1

0
0

未
定

か
な

や
会

館
（第

二
次

）
静

岡
県

島
田

市
金

谷
新

町
1
4-

2
0

0
未

定

篠
上

公
民

館
静

岡
県

島
田

市
川

根
町

笹
間

上
2
0
62

-2
0

0
未

定

川
根

老
人

憩
い

の
家

　
お

も
と

荘
（
第

二
次

）
静

岡
県

島
田

市
川

根
町

家
山

1
10

4
-1

0
0

未
定

原
八

坂
集

会
所

静
岡

県
島

田
市

川
根

町
身

成
3
09

0
-1

0
0

未
定

大
井

川
農

協
島

田
支

店
（
第

三
次

）
静

岡
県

島
田

市
中

河
町

37
4
-1

0
0

未
定

大
井

川
農

協
中

溝
支

店
（
第

三
次

）
静

岡
県

島
田

市
中

溝
4-

11
-
9

0
0

未
定

大
井

川
農

協
島

田
北

支
店

（第
三

次
）

静
岡

県
島

田
市

神
座

25
75

-
1

0
0

未
定

大
井

川
農

協
大

津
支

店
（
第

三
次

）
静

岡
県

島
田

市
落

合
25

-4
0

0
未

定

大
井

川
農

協
六

合
支

店
（
第

三
次

）
静

岡
県

島
田

市
岸

町
90

3
0

0
未

定

大
井

川
農

協
東

支
店

（
第

三
次

）
静

岡
県

島
田

市
東

町
37

0
0

未
定

大
井

川
農

協
初

倉
支

店
（
第

三
次

）
静

岡
県

島
田

市
阪

本
13

68
0

0
未

定

大
井

川
農

協
湯

日
支

店
（
第

三
次

）
静

岡
県

島
田

市
湯

日
39

52
0

0
未

定

大
井

川
農

金
谷

支
店

（
第

三
次

）
静

岡
県

島
田

市
金

谷
本

町
2
01

4-
1

0
0

未
定

大
井

川
農

協
牧

之
原

支
店

（第
三

次
）

静
岡

県
島

田
市

金
谷

猪
土

居
3
22

7
-6

0
0

未
定

大
井

川
農

協
五

和
支

店
（
第

三
次

）
静

岡
県

島
田

市
島

8
9
2-

1
0

0
未

定

大
井

川
農

協
川

根
支

店
（
第

三
次

）
静

岡
県

島
田

市
川

根
町

家
山

7
41

-
1

0
0

未
定

大
井

川
農

協
川

根
南

支
店

（第
三

次
）

静
岡

県
島

田
市

川
根

町
身

成
3
52

7
-1

0
0

未
定

島
田

市
総

合
ｽ

ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

ﾛ
ｰ

ｽ
ﾞｱ

ﾘ
ｰ

ﾅ
（
第

四
次

）
静

岡
県

島
田

市
野

田
16

89
0

0
未

定

二
区

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨ防
災

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

静
岡

県
焼

津
市

本
町

5-
9-

1
0

0
7
9 

人

三
区

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨ防
災

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

静
岡

県
焼

津
市

本
町

2-
13

-
18

0
0

8
8 

人

四
区

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨ防
災

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

静
岡

県
焼

津
市

焼
津

6-
10

-
17

0
0

8
3 

人

第
５

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨ防
災

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

静
岡

県
焼

津
市

駅
北

5-
1-

2
4

0
0

8
9 

人

小
川

新
地

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ
ｨ防

災
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

静
岡

県
焼

津
市

小
川

新
町

1
-1

1-
2

0
0

8
9 

人

浜
当

目
ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨ防
災

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

静
岡

県
焼

津
市

浜
当

目
3-

1
-4

5
1

0
10

6 
人

新
屋

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨ防
災

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

静
岡

県
焼

津
市

本
町

1-
3-

2
8

0
0

8
8 

人

石
津

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨ防
災

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

静
岡

県
焼

津
市

石
津

12
33

-
1

0
0

12
4 

人

坂
本

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨ防
災

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

静
岡

県
焼

津
市

坂
本

97
1-

5
1

0
6
7 

人

小
川

第
1
3ｺ

ﾐｭ
ﾆ

ﾃ
ｨ防

災
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

静
岡

県
焼

津
市

小
川

31
18

0
0

8
9 

人

利
右

衛
門

地
区

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨ防
災

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

静
岡

県
焼

津
市

利
右

衛
門

2
55

9-
2

0
0

6
0 

人

-348-



13
-2

-
4市

町
別

指
定

避
難

所
（
県

危
機

情
報

課
）
R

3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

吉
永

地
区

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ
ｨ防

災
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

静
岡

県
焼

津
市

吉
永

19
33

-
1

0
0

6
3 

人

高
新

田
地

区
ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ
ｨ防

災
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

静
岡

県
焼

津
市

高
新

田
18

5
3-

1
0

0
6
3 

人

高
新

田
東

地
区

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨ防
災

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

静
岡

県
焼

津
市

高
新

田
21

7
2-

1
0

0
6
3 

人

藤
守

地
区

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ
ｨ防

災
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

静
岡

県
焼

津
市

藤
守

20
25

0
0

6
4 

人

下
小

杉
地

区
ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ
ｨ防

災
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

静
岡

県
焼

津
市

下
小

杉
53

7
0

0
6
3 

人

大
井

川
港

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ
ｨ防

災
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

静
岡

県
焼

津
市

飯
淵

21
60

0
0

21
1 

人

港
小

学
校

静
岡

県
焼

津
市

石
津

港
町

4
0-

2
0

0
1
,3

31
 人

焼
津

東
小

学
校

静
岡

県
焼

津
市

栄
5
-
14

-1
0

0
1
,2

87
 人

焼
津

西
小

学
校

静
岡

県
焼

津
市

塩
津

11
7-

1
0

0
1
,4

65
 人

焼
津

南
小

学
校

静
岡

県
焼

津
市

焼
津

5-
5-

1
0

0
1
,2

14
 人

小
川

小
学

校
静

岡
県

焼
津

市
小

川
25

25
0

0
1
,4

39
 人

豊
田

小
学

校
静

岡
県

焼
津

市
五

ヶ
堀

之
内

2
0

0
1
,8

19
 人

東
益

津
小

学
校

静
岡

県
焼

津
市

石
脇

上
65

1
0

1
,3

90
 人

大
富

小
学

校
静

岡
県

焼
津

市
中

根
新

田
6
37

0
0

1
,5

07
 人

和
田

小
学

校
静

岡
県

焼
津

市
田

尻
54

1
0

0
1
,4

01
 人

黒
石

小
学

校
静

岡
県

焼
津

市
大

住
12

46
0

0
1
,2

53
 人

大
井

川
西

小
学

校
静

岡
県

焼
津

市
上

泉
16

88
-
1

0
0

1
,2

39
 人

大
井

川
東

小
学

校
静

岡
県

焼
津

市
宗

高
42

8
0

0
1
,1

10
 人

大
井

川
南

小
学

校
静

岡
県

焼
津

市
吉

永
49

0
0

0
1
,5

06
 人

焼
津

中
学

校
静

岡
県

焼
津

市
焼

津
2-

10
-
28

0
0

1
,6

12
 人

大
村

中
学

校
静

岡
県

焼
津

市
大

村
3-

25
-
1

0
0

1
,2

29
 人

小
川

中
学

校
静

岡
県

焼
津

市
東

小
川

4-
2
1-

1
0

0
1
,1

37
 人

港
中

学
校

静
岡

県
焼

津
市

田
尻

北
58

4
0

0
1
,3

72
 人

豊
田

中
学

校
静

岡
県

焼
津

市
小

土
30

1-
2

0
0

1
,2

95
 人

東
益

津
中

学
校

静
岡

県
焼

津
市

中
里

41
6

1
0

1
,2

77
 人

大
富

中
学

校
静

岡
県

焼
津

市
中

根
1-

1
0

0
1
,5

33
 人

和
田

中
学

校
静

岡
県

焼
津

市
田

尻
19

84
0

0
1
,1

68
 人

大
井

川
中

学
校

静
岡

県
焼

津
市

下
江

留
19

1
0

0
1
,8

90
 人

焼
津

水
産

高
等

学
校

静
岡

県
焼

津
市

焼
津

5-
5-

2
0

0
55

4 
人

清
流

館
高

等
学

校
静

岡
県

焼
津

市
上

新
田

29
2
-1

0
0

85
0 

人

焼
津

中
央

高
等

学
校

静
岡

県
焼

津
市

小
土

15
7-

1
0

0
87

0 
人

大
村

公
民

館
静

岡
県

焼
津

市
大

覚
寺

3-
5
-5

0
0

21
6 

人

和
田

公
民

館
静

岡
県

焼
津

市
田

尻
19

92
-
2

0
0

40
8 

人

焼
津

公
民

館
静

岡
県

焼
津

市
本

町
5-

6-
1

0
0

21
8 

人

小
川

公
民

館
静

岡
県

焼
津

市
小

川
27

24
-
1

0
0

24
9 

人

港
公

民
館

静
岡

県
焼

津
市

石
津

港
町

4
0-

1
0

0
15

0 
人

東
益

津
公

民
館

静
岡

県
焼

津
市

石
脇

上
65

1
0

23
6 

人

豊
田

公
民

館
静

岡
県

焼
津

市
小

屋
敷

25
8
-1

0
0

15
2 

人

大
富

公
民

館
静

岡
県

焼
津

市
中

根
新

田
9
3-

1
0

0
24

8 
人

大
井

川
公

民
館

静
岡

県
焼

津
市

宗
高

90
0

0
0

19
3 

人

焼
津

文
化

会
館

静
岡

県
焼

津
市

三
ケ

名
1
55

0
0

0
1
,4

67
 人

大
井

川
体

育
館

静
岡

県
焼

津
市

中
島

11
83

0
0

48
0 

人

大
島

体
育

館
静

岡
県

焼
津

市
大

島
73

8
0

0
20

6 
人

デ
ィ

ス
カ

バ
リ

ー
パ

ー
ク

焼
津

天
文

科
学

館
静

岡
県

焼
津

市
田

尻
29

68
-
1

0
0

47
1 

人

焼 津 市

13
-2

-
4市

町
別

指
定

避
難

所
（
県

危
機

情
報

課
）
R

3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

瀬
戸

谷
小

学
校

静
岡

県
藤

枝
市

本
郷

87
2

0
0

4
,5

06
 人

瀬
戸

谷
中

学
校

静
岡

県
藤

枝
市

本
郷

46
53

0
0

4
,2

79
 人

稲
葉

小
学

校
静

岡
県

藤
枝

市
堀

之
内

23
3
7

0
0

3
,1

03
 人

葉
梨

西
北

小
学

校
静

岡
県

藤
枝

市
西

方
10

80
0

0
3
,4

39
 人

葉
梨

小
学

校
静

岡
県

藤
枝

市
下

之
郷

11
1
－

1
0

0
4
,8

91
 人

葉
梨

中
学

校
静

岡
県

藤
枝

市
中

ノ
合

3
3
6

0
0

6
,9

13
 人

広
幡

小
学

校
静

岡
県

藤
枝

市
鬼

島
42

4
0

0
6
,1

78
 人

広
幡

中
学

校
静

岡
県

藤
枝

市
上

当
間

60
2

0
0

6
,6

76
 人

静
清

高
校

静
岡

県
藤

枝
市

潮
8
7

0
0

1
2,

5
8
5 

人

西
益

津
小

学
校

静
岡

県
藤

枝
市

田
中

1-
7-

2
0

0
0

6
,8

74
 人

西
益

津
中

学
校

静
岡

県
藤

枝
市

田
中

1-
7-

1
0

0
9
,5

21
 人

藤
枝

北
高

校
静

岡
県

藤
枝

市
郡

9
7
0

0
0

7
,1

87
 人

藤
枝

西
高

校
静

岡
県

藤
枝

市
城

南
2-

4-
6

0
0

8
,5

51
 人

藤
岡

小
学

校
静

岡
県

藤
枝

市
藤

岡
3-

14
-
1

0
0

5
,5

78
 人

藤
枝

小
学

校
静

岡
県

藤
枝

市
天

王
町

1-
1
-1

0
0

8
,5

38
 人

大
谷

川
公

園
静

岡
県

藤
枝

市
音

羽
町

6-
1
5

0
0

2
,4

00
 人

藤
枝

中
学

校
静

岡
県

藤
枝

市
音

羽
町

1-
1
-5

1
0

0
7
,9

73
 人

藤
枝

東
高

校
静

岡
県

藤
枝

市
天

王
町

1-
7
-1

0
0

8
,7

36
 人

生
涯

学
習

セ
ン

タ
ー

・同
グ

ラ
ウ

ン
ド

静
岡

県
藤

枝
市

藤
枝

3-
14

0
0

2
,2

77
 人

市
民

会
館

駐
車

場
静

岡
県

藤
枝

市
岡

出
山

1-
1
1-

1
0

0
76

9 
人

青
島

東
小

学
校

静
岡

県
藤

枝
市

志
太

5-
1-

1
0

0
7
,7

67
 人

青
島

北
小

学
校

静
岡

県
藤

枝
市

南
駿

河
台

2
-1

1-
1

0
0

6
,1

31
 人

青
島

小
学

校
静

岡
県

藤
枝

市
下

青
島

10
0

0
8
,1

44
 人

青
島

北
中

学
校

静
岡

県
藤

枝
市

南
駿

河
台

1
-1

1-
1

0
0

6
,3

79
 人

青
島

中
学

校
静

岡
県

藤
枝

市
青

葉
町

1-
7
-1

0
0

1
0,

0
9
6 

人

藤
枝

順
心

高
校

静
岡

県
藤

枝
市

前
島

2-
3-

1
0

0
6
,6

64
 人

市
民

グ
ラ

ウ
ン

ド
静

岡
県

藤
枝

市
駿

河
台

1-
6
-1

0
0

1
8,

4
6
7 

人

市
民

体
育

館
駐

車
場

・
市

武
道

館
静

岡
県

藤
枝

市
駅

前
3-

21
-
1

0
0

2
,0

96
 人

サ
ン

ラ
イ

フ
藤

枝
静

岡
県

藤
枝

市
小

石
川

町
4
-1

-1
1

0
0

1
,0

79
 人

静
岡

県
武

道
館

静
岡

県
藤

枝
市

前
島

2-
10

-
1

0
0

1
,1

88
 人

高
洲

小
学

校
静

岡
県

藤
枝

市
高

柳
13

15
0

0
5
,6

33
 人

高
洲

南
小

学
校

静
岡

県
藤

枝
市

高
洲

37
-1

0
0

4
,8

64
 人

高
洲

中
学

校
静

岡
県

藤
枝

市
与

左
衛

門
3
3-

1
0

0
9
,4

12
 人

大
洲

小
学

校
静

岡
県

藤
枝

市
大

洲
5-

20
0

0
3
,9

93
 人

大
洲

中
学

校
静

岡
県

藤
枝

市
弥

左
衛

門
5
00

0
0

5
,0

79
 人

藤
枝

明
誠

高
校

静
岡

県
藤

枝
市

大
洲

2-
2-

1
0

0
1
4,

9
7
3 

人

岡
部

小
学

校
静

岡
県

藤
枝

市
岡

部
町

内
谷

9
97

-
2

0
0

4
,6

09
 人

岡
部

中
学

校
静

岡
県

藤
枝

市
岡

部
町

子
持

坂
1
0
2

0
0

1
0,

2
7
9 

人

朝
比

奈
第

一
小

学
校

静
岡

県
藤

枝
市

岡
部

町
新

舟
1
02

1
0

0
4
,3

10
 人

い
き

い
き

交
流

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
藤

枝
市

岡
部

町
宮

島
5
13

-
1

0
0

2
,2

14
 人

地
頭

方
公

民
館

静
岡

県
牧

之
原

市
新

庄
29

1
-5

0
0

9
2 

人

大
江

区
民

会
館

静
岡

県
牧

之
原

市
大

江
53

0
-1

1
0

4
5 

人

豊
岡

公
民

館
静

岡
県

牧
之

原
市

堀
野

新
田

5
31

1
0

5
0 

人

相
良

こ
ど

も
園

（遊
戯

室
）

静
岡

県
牧

之
原

市
相

良
24

9
-2

1
0

2
5 

人

藤 枝 市

-349-



13
-2

-
4市

町
別

指
定

避
難

所
（
県

危
機

情
報

課
）
R

3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

相
良

小
学

校
静

岡
県

牧
之

原
市

波
津

16
4
2

1
0

64
6 

人

相
良

中
学

校
静

岡
県

牧
之

原
市

相
良

28
3

0
0

1
,1

21
 人

相
良

高
等

学
校

静
岡

県
牧

之
原

市
波

津
17

0
0-

3
1

0
99

8 
人

旧
片

浜
小

学
校

静
岡

県
牧

之
原

市
片

浜
12

1
0

1
0

49
0 

人

菅
山

小
学

校
静

岡
県

牧
之

原
市

西
山

寺
6
-1

1
0

46
4 

人

地
頭

方
幼

稚
園

（遊
戯

室
）

静
岡

県
牧

之
原

市
地

頭
方

2
81

0
0

1
8 

人

地
頭

方
保

育
園

（遊
戯

室
）

静
岡

県
牧

之
原

市
地

頭
方

1
-3

3
0

0
1
3 

人

地
頭

方
小

学
校

静
岡

県
牧

之
原

市
地

頭
方

9
81

0
0

15
0 

人

萩
間

保
育

園
（遊

戯
室

）
静

岡
県

牧
之

原
市

西
萩

間
8
89

0
0

1
1 

人

萩
間

小
学

校
静

岡
県

牧
之

原
市

黒
子

75
1

0
23

7 
人

牧
之

原
保

育
園

（遊
戯

室
）

静
岡

県
牧

之
原

市
東

萩
間

1
98

7-
5
0

0
0

2
2 

人

牧
之

原
小

学
校

静
岡

県
牧

之
原

市
東

萩
間

2
08

2-
1
3

0
0

43
0 

人

牧
之

原
中

学
校

静
岡

県
牧

之
原

市
東

萩
間

2
07

9-
9

0
0

38
9 

人

相
良

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
牧

之
原

市
相

良
58

-
1

1
0

7
0 

人

大
江

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
牧

之
原

市
大

江
10

2
-1

1
0

6
5 

人

片
浜

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
牧

之
原

市
片

浜
11

1
1-

3
0

0
7
0 

人

川
崎

小
学

校
静

岡
県

牧
之

原
市

静
波

10
0
1-

1
1

0
63

7 
人

静
波

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
牧

之
原

市
静

波
21

3
0-

5
1

0
19

9 
人

榛
原

高
等

学
校

静
岡

県
牧

之
原

市
静

波
85

0
1

0
98

5 
人

細
江

小
学

校
静

岡
県

牧
之

原
市

細
江

12
6
0

1
0

71
3 

人

榛
原

中
学

校
静

岡
県

牧
之

原
市

仁
田

10
0
-1

0
0

91
0 

人

川
崎

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
牧

之
原

市
勝

俣
12

1
2

1
0

8
5 

人

勝
間

田
小

学
校

静
岡

県
牧

之
原

市
勝

間
58

8
-3

0
0

52
6 

人

牧
之

原
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

牧
之

原
市

布
引

原
2
56

-4
0

0
9
3 

人

坂
部

小
学

校
静

岡
県

牧
之

原
市

坂
部

46
8
-1

0
0

32
7 

人

細
江

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
牧

之
原

市
細

江
11

0
6-

1
0

0
19

0 
人

勝
間

田
会

館
静

岡
県

牧
之

原
市

勝
間

24
6
-1

0
0

8
3 

人

あ
お

ぞ
ら

保
育

園
（
遊

戯
室

）
静

岡
県

牧
之

原
市

須
々

木
1
23

-3
0

0
2
6 

人

菅
山

保
育

園
（遊

戯
室

）
静

岡
県

牧
之

原
市

菅
ヶ

谷
3
62

1
-1

0
0

6
 人

静
波

保
育

園
（遊

戯
室

）
静

岡
県

牧
之

原
市

静
波

99
1
-5

0
0

2
8 

人

細
江

保
育

園
（遊

戯
室

）
静

岡
県

牧
之

原
市

細
江

33
6
4-

2
0

0
3
8 

人

勝
間

田
保

育
園

（遊
戯

室
）

静
岡

県
牧

之
原

市
勝

間
56

7
-3

0
0

1
9 

人

坂
部

保
育

園
（遊

戯
室

）
静

岡
県

牧
之

原
市

坂
部

46
8
-1

0
0

4
9 

人

菅
山

農
業

就
業

改
善

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
牧

之
原

市
菅

ヶ
谷

3
62

1
-7

0
0

6
6 

人

豊
通

物
流

株
式

会
社

静
岡

県
牧

之
原

市
落

居
11

5
2-

1
0

0
5
0 

人

御
前

崎
中

学
校

静
岡

県
牧

之
原

市
新

庄
80

0
-1

0
0

93
4 

人

吉
田

町
立

住
吉

小
学

校
静

岡
県

榛
原

郡
吉

田
町

住
吉

2
22

3
1

0
2
,6

20
 人

吉
田

町
総

合
体

育
館

静
岡

県
榛

原
郡

吉
田

町
住

吉
1
80

-
1

1
0

1
,8

70
 人

吉
田

町
立

吉
田

中
学

校
静

岡
県

榛
原

郡
吉

田
町

住
吉

2
30

1
0

1
,6

87
 人

住
吉

会
館

静
岡

県
榛

原
郡

吉
田

町
住

吉
1
56

7
1

0
20

4 
人

吉
田

町
保

健
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

榛
原

郡
吉

田
町

住
吉

1
56

7
1

0
20

2 
人

吉
田

町
学

習
ホ

ー
ル

静
岡

県
榛

原
郡

吉
田

町
住

吉
1
56

7
1

0
47

1 
人

吉
田

町
立

さ
く
ら

保
育

園
静

岡
県

榛
原

郡
吉

田
町

住
吉

1
62

1
-1

1
0

40
2 

人

吉
田

町
立

中
央

小
学

校
静

岡
県

榛
原

郡
吉

田
町

片
岡

8
50

-
1

1
0

2
,3

38
 人

牧 之 原 市

13
-2

-
4市

町
別

指
定

避
難

所
（
県

危
機

情
報

課
）
R

3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

吉
田

町
立

す
み

れ
保

育
園

静
岡

県
榛

原
郡

吉
田

町
川

尻
7
91

1
0

96
3 

人

川
尻

会
館

静
岡

県
榛

原
郡

吉
田

町
川

尻
1
62

3
1

0
39

2 
人

静
岡

県
立

吉
田

特
別

支
援

学
校

静
岡

県
榛

原
郡

吉
田

町
片

岡
2
13

0
1

1
85

2 
人

吉
田

町
中

央
児

童
館

静
岡

県
榛

原
郡

吉
田

町
片

岡
8
05

-
5

1
0

19
3 

人

吉
田

町
立

さ
ゆ

り
保

育
園

静
岡

県
榛

原
郡

吉
田

町
片

岡
8
05

-
1

1
0

46
6 

人

吉
田

町
立

図
書

館
静

岡
県

榛
原

郡
吉

田
町

片
岡

4
04

1
0

98
5 

人

片
岡

会
館

静
岡

県
榛

原
郡

吉
田

町
片

岡
2
48

8
-1

1
0

42
0 

人

吉
田

町
立

自
彊

小
学

校
静

岡
県

榛
原

郡
吉

田
町

神
戸

1
74

8
-2

1
0

1
,8

09
 人

神
戸

集
落

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
榛

原
郡

吉
田

町
神

戸
2
69

3
-1

1
0

16
4 

人

神
戸

西
会

館
静

岡
県

榛
原

郡
吉

田
町

神
戸

3
93

4
-1

1
0

11
0 

人

吉
田

町
立

わ
か

ば
保

育
園

静
岡

県
榛

原
郡

吉
田

町
神

戸
2
09

2
-1

1
0

46
5 

人

自
彊

館
静

岡
県

榛
原

郡
吉

田
町

神
戸

2
16

7
-2

1
0

37
4 

人

吉
田

町
健

康
福

祉
セ

ン
タ

ー
（
は

ぁ
と

ふ
る

）
静

岡
県

榛
原

郡
吉

田
町

片
岡

7
95

-
1

1
1

1
,0

74
 人

総
合

障
害

者
自

立
支

援
施

設
静

岡
県

榛
原

郡
吉

田
町

片
岡

1
99

6
-1

1
1

34
7 

人

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
片

岡
杉

の
子

園
静

岡
県

榛
原

郡
吉

田
町

片
岡

2
89

5
0

1
未

定

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
住

吉
杉

の
子

園
静

岡
県

榛
原

郡
吉

田
町

住
吉

3
23

9
0

1
未

定

本
川

根
小

学
校

静
岡

県
川

根
本

町
千

頭
12

3
6-

6
1

0
38

0 
人

本
川

根
中

学
校

静
岡

県
川

根
本

町
田

代
53

0
1

0
36

0 
人

B
&
G

海
洋

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
川

根
本

町
東

藤
川

1
22

0
1

0
34

0 
人

中
川

根
中

学
校

静
岡

県
川

根
本

町
上

長
尾

7
44

1
0

38
0 

人

中
央

小
学

校
静

岡
県

川
根

本
町

上
長

尾
1
00

0
1

0
18

0 
人

中
川

根
南

部
小

学
校

静
岡

県
川

根
本

町
下

長
尾

2
81

1
0

29
0 

人

中
川

根
第

一
小

学
校

静
岡

県
川

根
本

町
徳

山
10

0
1

0
36

0 
人

徳
山

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
川

根
本

町
徳

山
13

6
9

1
0

12
0 

人

県
立

川
根

高
校

静
岡

県
川

根
本

町
徳

山
16

4
4-

1
1

0
1
,4

70
 人

久
野

脇
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
防

災
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

川
根

本
町

久
野

脇
2
37

1
0

7
0 

人

農
林

業
セ

ン
タ

ー
交

流
施

設
静

岡
県

川
根

本
町

地
名

14
9
3-

2
1

0
9
0 

人

浜
松

中
部

学
園

（小
・中

学
校

）
静

岡
県

浜
松

市
中

区
松

城
町

1
08

-
1

1
0

1
,1

36
 人

東
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

中
区

中
央

2
-2

-1
1

0
1
,0

51
 人

八
幡

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
野

口
町

1
53

3
1

0
1
,2

66
 人

船
越

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
船

越
町

2
9-

1
1

0
65

3 
人

西
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

中
区

鴨
江

町
7
0-

1
1

0
79

9 
人

西
部

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
鴨

江
2
-1

7-
1

1
0

1
,3

03
 人

鴨
江

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
西

伊
場

町
4
-
1

1
0

82
2 

人

県
居

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
東

伊
場

2
-5

-
1

1
0

76
1 

人

追
分

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
布

橋
1
-9

-1
1

0
74

7 
人

広
沢

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
広

沢
2
-5

1-
1

1
0

1
,1

29
 人

北
部

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
文

丘
町

2
8-

1
1

0
1
,3

12
 人

蜆
塚

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
蜆

塚
2
-1

5-
1

1
0

1
,2

79
 人

（旧
）高

砂
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

中
区

寺
島

町
4
50

1
0

65
6 

人

竜
禅

寺
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

中
区

龍
禅

寺
町

8
4
4

1
0

79
2 

人

南
部

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
龍

禅
寺

町
7
0
6

1
0

1
,6

60
 人

双
葉

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
海

老
塚

2
-5

-
1

1
0

1
,4

41
 人

浅
間

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
西

浅
田

2
-1

2
-1

1
0

97
9 

人

吉 田 町 本 川 根 町

-350-



13
-2

-
4市

町
別

指
定

避
難

所
（
県

危
機

情
報

課
）
R

3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

江
西

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
神

田
町

1
23

1
0

1
,1

33
 人

（旧
）北

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
山

下
町

1
92

1
0

32
2 

人

相
生

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
向

宿
3
-8

-1
1

0
1
,0

55
 人

佐
藤

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
佐

藤
2
-3

2-
1

1
0

80
8 

人

東
部

協
働

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

中
区

相
生

町
2
3-

1
1

0
14

2 
人

城
北

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
住

吉
1
-2

3-
1

1
0

91
9 

人

高
台

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
住

吉
5
-1

9-
1

1
0

1
,2

79
 人

泉
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

中
区

泉
1-

1
6-

1
1

0
90

1 
人

萩
丘

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
幸

5-
1
2-

1
1

0
1
,0

26
 人

葵
が

丘
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

中
区

高
丘

東
3
-5

1
-1

1
0

92
5 

人

瑞
穂

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
高

丘
北

3
-1

5
-8

1
0

1
,0

91
 人

開
成

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
高

丘
北

1
-1

5
-2

0
1

0
1
,2

35
 人

葵
西

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
葵

西
2
-2

5-
1

1
0

92
6 

人

曳
馬

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
曳

馬
1
-1

-3
5

1
0

1
,0

79
 人

上
島

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
上

島
1
-2

1-
1

1
0

1
,5

07
 人

曳
馬

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
曳

馬
4
-2

-1
5

1
0

1
,4

62
 人

富
塚

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
富

塚
町

1
80

3
1

0
80

6 
人

富
塚

西
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

中
区

富
塚

町
3
54

1
1

0
77

8 
人

富
塚

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
富

塚
町

4
60

-
1

1
0

1
,4

79
 人

花
川

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
中

区
花

川
町

7
81

1
0

66
2 

人

佐
鳴

台
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

中
区

佐
鳴

台
3
-3

1
-1

1
0

1
,0

34
 人

佐
鳴

台
中

学
校

静
岡

県
浜

松
市

中
区

佐
鳴

台
3
-3

2
-1

1
0

1
,2

63
 人

笠
井

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
東

区
笠

井
町

1
05

0
1

0
84

0 
人

豊
西

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
東

区
豊

西
町

1
55

1
1

0
77

4 
人

笠
井

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
東

区
笠

井
町

1
05

5
1

0
1
,1

56
 人

与
進

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
東

区
天

王
町

1
35

1
1

0
1
,2

61
 人

与
進

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
東

区
市

野
町

1
40

5
-1

1
0

1
,5

36
 人

与
進

北
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

東
区

市
野

町
2
71

5
1

0
87

9 
人

和
田

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
東

区
薬

師
町

2
73

-
2

1
0

1
,0

71
 人

天
竜

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
東

区
龍

光
町

4
3

1
0

1
,4

13
 人

和
田

東
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

東
区

安
間

町
4
37

-
2

1
0

76
2 

人

中
ノ

町
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

東
区

中
野

町
4
27

-
1

1
0

71
9 

人

積
志

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
東

区
積

志
町

1
49

7
-1

1
0

1
,1

29
 人

積
志

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
東

区
有

玉
北

町
1
2
00

1
0

1
,4

74
 人

中
郡

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
東

区
中

郡
町

9
15

1
0

99
1 

人

大
瀬

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
東

区
大

瀬
町

2
21

8
1

0
70

7 
人

有
玉

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
東

区
有

玉
南

町
6
1
4

1
0

89
8 

人

中
郡

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
東

区
中

郡
町

8
97

1
0

1
,1

86
 人

蒲
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

東
区

神
立

町
5

1
0

1
,2

48
 人

丸
塚

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
東

区
丸

塚
町

1
05

0
1

0
1
,3

22
 人

神
久

呂
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

西
区

神
ケ

谷
町

34
90

1
0

98
9 

人

神
久

呂
中

学
校

静
岡

県
浜

松
市

西
区

大
久

保
町

6
6
33

1
0

84
5 

人

入
野

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
西

区
入

野
町

8
75

7
1

0
1
,1

56
 人

入
野

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
西

区
入

野
町

1
70

5
9

1
0

1
,2

72
 人

13
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-
4市

町
別

指
定

避
難

所
（
県

危
機

情
報

課
）
R

3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

西
都

台
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

西
区

西
鴨

江
町

1
1
06

1
0

72
8 

人

伊
佐

見
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

西
区

伊
左

地
町

5
6
44

1
0

94
6 

人

湖
東

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
西

区
佐

浜
町

4
54

0
1

0
1
,5

71
 人

佐
浜

会
館

静
岡

県
浜

松
市

西
区

佐
浜

町
1
93

3
-1

1
0

6
9 

人

和
地

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
西

区
湖

東
町

2
00

5
1

0
1
,0

68
 人

篠
原

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
西

区
篠

原
町

1
03

0
0

1
0

1
,1

89
 人

篠
原

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
西

区
篠

原
町

2
02

0
0-

1
1

0
1
,2

78
 人

庄
内

学
園

（
庄

内
小

中
学

校
）

静
岡

県
浜

松
市

西
区

庄
内

町
1
00

1
0

2
,3

06
 人

村
櫛

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
西

区
村

櫛
町

2
55

1
1

0
67

7 
人

白
洲

公
民

館
静

岡
県

浜
松

市
西

区
白

洲
町

3
85

0
-1

1
0

10
4 

人

大
平

台
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

西
区

大
平

台
3
-6

-
1

1
0

1
,2

46
 人

は
ま

ゆ
う

図
書

館
静

岡
県

浜
松

市
西

区
大

人
見

町
1
7
50

-3
9
4

1
0

40
0 

人

舞
阪

第
1
保

育
園

静
岡

県
浜

松
市

西
区

舞
阪

町
弁

天
島

38
8
5

1
0

17
5 

人

舞
阪

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
西

区
舞

阪
町

舞
阪

76
1

0
1
,3

78
 人

舞
阪

第
2
保

育
園

静
岡

県
浜

松
市

西
区

舞
阪

町
舞

阪
26

59
-
3

1
0

21
8 

人

舞
阪

幼
稚

園
静

岡
県

浜
松

市
西

区
舞

阪
町

舞
阪

26
68

-
33

1
0

99
3 

人

舞
阪

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
西

区
舞

阪
町

舞
阪

46
01

1
0

1
,7

66
 人

渚
園

静
岡

県
浜

松
市

西
区

舞
阪

町
弁

天
島

50
0
5-

1
1

0
12

3 
人

舞
阪

総
合

体
育

館
静

岡
県

浜
松

市
西

区
舞

阪
町

舞
阪

26
23

-
32

1
0

1
,3

27
 人

雄
踏

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
西

区
雄

踏
町

宇
布

見
79

9
7-

1
1

0
1
,3

82
 人

雄
踏

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
西

区
雄

踏
町

宇
布

見
95

9
5

1
0

2
,5

18
 人

雄
踏

文
化

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

西
区

雄
踏

町
宇

布
見

54
2
7

1
0

60
8 

人

雄
踏

総
合

体
育

館
静

岡
県

浜
松

市
西

区
雄

踏
町

宇
布

見
99

8
1-

1
1

0
72

1 
人

白
脇

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
南

区
寺

脇
町

4
31

1
0

1
,0

22
 人

砂
丘

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
南

区
白

羽
町

2
51

2
1

0
72

2 
人

新
津

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
南

区
新

橋
町

7
77

1
0

1
,1

32
 人

新
津

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
南

区
新

橋
町

7
48

1
0

1
,1

85
 人

河
輪

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
南

区
東

町
3
33

1
0

71
2 

人

東
陽

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
南

区
西

町
7
00

1
0

1
,1

94
 人

芳
川

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
南

区
芳

川
町

2
06

-
1

1
0

1
,0

18
 人

南
陽

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
南

区
芳

川
町

8
0

1
0

1
,6

05
 人

芳
川

北
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

南
区

頭
陀

寺
町

1
0
46

-1
1

0
1
,0

26
 人

飯
田

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
南

区
飯

田
町

9
78

1
0

95
5 

人

東
部

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
南

区
飯

田
町

1
03

8
1

0
1
,6

06
 人

可
美

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
南

区
若

林
町

1
74

8
1

0
1
,2

61
 人

可
美

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
南

区
増

楽
町

7
00

1
0

1
,4

38
 人

南
の

星
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

南
区

西
島

町
1
14

8
-1

1
0

3
,2

40
 人

三
方

原
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

北
区

三
方

原
町

6
8
2

1
0

94
1 

人

豊
岡

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
豊

岡
町

2
2

1
0

1
,0

05
 人

北
星

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
初

生
町

1
30

5
1

0
1
,4

28
 人

初
生

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
初

生
1
00

1-
2

1
0

91
5 

人

三
方

原
中

学
校

静
岡

県
浜

松
市

北
区

豊
岡

町
1
96

1
0

1
,2

70
 人

都
田

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
都

田
町

5
60

9
-2

1
0

58
9 

人

都
田

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
都

田
町

5
82

4
-1

8
1

0
1
,0

31
 人

浜 松 市

-351-
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3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

都
田

南
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

北
区

都
田

町
8
75

6
1

0
1
,1

19
 人

(旧
)滝

沢
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

北
区

滝
沢

町
1
52

0
1

0
18

9 
人

気
賀

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
細

江
町

気
賀

11
52

9
-1

1
0

1
,2

54
 人

西
気

賀
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

北
区

細
江

町
気

賀
99

94
-
1

1
0

54
7 

人

伊
目

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
細

江
町

気
賀

32
41

1
0

54
4 

人

高
台

幼
稚

園
静

岡
県

浜
松

市
北

区
細

江
町

中
川

71
72

-
70

1
1

0
17

4 
人

中
川

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
細

江
町

中
川

25
53

1
0

1
,0

19
 人

細
江

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
細

江
町

気
賀

73
00

-
1

1
0

2
,1

44
 人

井
伊

谷
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

北
区

引
佐

町
井

伊
谷

68
0

1
0

78
4 

人

引
佐

南
部

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
引

佐
町

横
尾

42
6

1
0

1
,5

03
 人

金
指

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
引

佐
町

金
指

13
69

1
0

52
7 

人

浜
松

湖
北

高
等

学
校

静
岡

県
浜

松
市

北
区

引
佐

町
金

指
14

28
1

0
5
,6

14
 人

奥
山

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
引

佐
町

奥
山

11
01

-
1

1
0

67
1 

人

奥
山

体
育

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

北
区

引
佐

町
奥

山
15

50
-
1

1
0

35
8 

人

(旧
)伊

平
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

北
区

引
佐

町
伊

平
58

0-
2

1
0

24
0 

人

（旧
）川

名
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

北
区

引
佐

町
川

名
47

0-
1

1
0

25
1 

人

引
佐

北
部

小
中

学
校

静
岡

県
浜

松
市

北
区

引
佐

町
四

方
浄

13
4
-6

1
0

44
6 

人

（旧
）渋

川
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

北
区

引
佐

町
渋

川
34

84
1

0
3
7 

人

（旧
）久

留
女

木
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

北
区

引
佐

町
西

久
留

女
木

6
3-

4
1

0
31

5 
人

三
ヶ

日
東

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
三

ヶ
日

町
都

筑
2
26

6-
2

1
0

76
2 

人

三
ヶ

日
西

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
三

ヶ
日

町
三

ヶ
日

3
0
1-

1
1

0
1
,1

90
 人

尾
奈

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
三

ヶ
日

町
下

尾
奈

1
43

1
1

0
51

4 
人

平
山

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
北

区
三

ヶ
日

町
平

山
2
00

1
0

49
3 

人

三
ヶ

日
協

働
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

浜
松

市
北

区
三

ヶ
日

町
三

ヶ
日

5
0
0-

1
1

0
1
,6

89
 人

浜
名

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
浜

北
区

小
松

4
67

1
0

2
,1

00
 人

浜
名

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
浜

北
区

小
松

1
45

0
1

0
1
,0

98
 人

内
野

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
浜

北
区

内
野

1
70

2
1

0
1
,1

34
 人

北
浜

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
浜

北
区

西
美

薗
2
7
9-

2
1

0
1
,5

41
 人

北
浜

東
部

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
浜

北
区

上
善

地
3
1
7

1
0

1
,2

26
 人

北
浜

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
浜

北
区

横
須

賀
8
0
0

1
0

1
,1

38
 人

北
浜

北
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

浜
北

区
西

美
薗

1
5
88

1
0

1
,0

78
 人

北
浜

南
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

浜
北

区
寺

島
3
01

0
1

0
83

9 
人

伎
倍

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
浜

北
区

貴
布

祢
2
6
46

1
0

87
9 

人

北
浜

東
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

浜
北

区
善

地
1
54

6
1

0
72

9 
人

浜
北

北
部

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
浜

北
区

於
呂

2
96

1
1

0
1
,9

23
 人

中
瀬

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
浜

北
区

中
瀬

3
64

8
-1

1
0

1
,2

10
 人

赤
佐

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
浜

北
区

於
呂

2
79

0
1

0
1
,1

59
 人

麁
玉

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
浜

北
区

宮
口

4
84

7
1

0
1
,1

64
 人

麁
玉

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
浜

北
区

宮
口

2
62

1
0

82
1 

人

新
原

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
浜

北
区

新
原

2
33

1
1

0
80

2 
人

（旧
）大

平
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

浜
北

区
大

平
6
86

1
0

4
1 

人

熊
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
熊

2
15

3
1

0
32

3 
人

上
阿

多
古

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

西
藤

平
1
3
18

1
0

24
6 

人

上
阿

多
古

ふ
れ

あ
い

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
西

藤
平

1
5
55

1
0

15
6 

人
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町
別

指
定

避
難

所
（
県

危
機

情
報

課
）
R

3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

下
阿

多
古

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

両
島

7
62

1
0

19
7 

人

（旧
）下

阿
多

古
中

学
校

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
上

野
9
48

1
0

29
8 

人

二
俣

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

二
俣

町
二

俣
86

7
-1

1
0

1
,0

69
 人

清
竜

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

二
俣

町
鹿

島
52

5
1

0
70

7 
人

天
竜

高
校

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
二

俣
町

二
俣

60
1

1
0

83
2 

人

光
明

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

山
東

2
55

0
1

0
33

1 
人

（旧
）鏡

山
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
只

来
9
7-

3
1

0
20

7 
人

光
が

丘
中

学
校

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
山

東
2
70

1
1

0
1
,0

80
 人

横
山

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

横
山

町
5
4
7

1
0

25
7 

人

天
竜

壬
生

ホ
ー

ル
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

二
俣

町
二

俣
20

-
2

1
0

21
4 

人

天
竜

特
別

支
援

学
校

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
渡

ケ
島

20
1-

1
1

1
16

7 
人

犬
居

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

春
野

町
堀

之
内

9
93

-1
1

0
66

4 
人

（旧
）熊

切
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
春

野
町

石
打

松
下

2
11

-
1

1
0

29
1 

人

（旧
）春

野
北

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

春
野

町
杉

24
2-

2
1

0
45

2 
人

気
田

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

春
野

町
気

田
60

3
-1

1
0

45
7 

人

天
竜

高
校

春
野

校
舎

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
春

野
町

堀
之

内
2
84

1
0

74
1 

人

春
野

防
災

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
春

野
町

宮
川

14
6
7-

2
1

0
8
7 

人

浦
川

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

佐
久

間
町

浦
川

2
81

9
1

0
20

0 
人

浦
川

ふ
れ

あ
い

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
佐

久
間

町
浦

川
2
79

4-
1

1
0

36
8 

人

（旧
)佐

久
間

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

佐
久

間
町

佐
久

間
2
41

0
1

0
1
,3

99
 人

佐
久

間
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
佐

久
間

町
半

場
5
0-

1
1

0
52

4 
人

山
香

ふ
れ

あ
い

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
佐

久
間

町
大

井
2
45

1-
1

1
0

6
2 

人

佐
久

間
中

学
校

・湖
北

高
校

佐
久

間
分

校
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

佐
久

間
町

中
部

6
83

-1
1

0
1
,0

12
 人

城
西

ふ
れ

あ
い

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
佐

久
間

町
奥

領
家

1
52

8
-4

1
0

8
2 

人

水
窪

小
学

校
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

水
窪

町
奥

領
家

2
69

7-
1

1
0

17
9 

人

（旧
）西

浦
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
水

窪
町

奥
領

家
5
29

6-
1
8

1
0

7
2 

人

水
窪

中
学

校
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

水
窪

町
地

頭
方

3
66

1
0

27
8 

人

水
窪

文
化

会
館

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
水

窪
町

奥
領

家
3
27

4-
1

1
0

24
4 

人

水
窪

総
合

体
育

館
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

水
窪

町
地

頭
方

2
41

-3
1

0
47

4 
人

(旧
)龍

山
第

一
小

学
校

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
龍

山
町

大
嶺

56
5
-5

1
0

61
5 

人

龍
山

高
齢

者
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

浜
松

市
天

竜
区

龍
山

町
大

嶺
12

7
9-

3
1

0
8
5 

人

龍
山

健
康

増
進

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
龍

山
町

戸
倉

21
7
-1

1
0

30
8 

人

龍
山

保
健

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
龍

山
町

戸
倉

71
1
-2

1
0

6
1 

人

龍
山

老
人

福
祉

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
龍

山
町

下
平

山
2
48

-2
1

0
5
6 

人

龍
山

森
林

文
化

会
館

静
岡

県
浜

松
市

天
竜

区
龍

山
町

瀬
尻

98
2
-2

1
0

49
7 

人

城
山

中
学

校
静

岡
県

磐
田

市
見

付
26

3-
3

1
0

1
,5

06
 人

磐
田

北
小

学
校

静
岡

県
磐

田
市

見
付

23
52

1
0

1
,5

03
 人

富
士

見
小

学
校

静
岡

県
磐

田
市

富
士

見
町

4
-9

-5
1

0
81

0 
人

ワ
ー

ク
ピ

ア
磐

田
静

岡
県

磐
田

市
見

付
29

89
-
3

1
0

39
1 

人

磐
田

市
総

合
体

育
館

静
岡

県
磐

田
市

見
付

40
75

-
1

1
0

1
,0

10
 人

磐
田

第
一

中
学

校
静

岡
県

磐
田

市
国

府
台

39
-
1

1
0

1
,2

48
 人

磐
田

中
部

小
学

校
静

岡
県

磐
田

市
中

泉
12

03
-
2

1
0

1
,4

64
 人

磐
田

西
小

学
校

静
岡

県
磐

田
市

中
泉

25
22

-
2

1
0

83
3 

人

磐
田

南
小

学
校

静
岡

県
磐

田
市

千
手

堂
13

5
6-

1
1

0
97

2 
人

-352-
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3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

長
野

小
学

校
静

岡
県

磐
田

市
小

島
73

6
1

0
90

1 
人

西
貝

交
流

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
磐

田
市

西
貝

塚
13

7
7-

5
1

0
17

9 
人

南
御

厨
交

流
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

磐
田

市
東

新
屋

61
3

1
0

16
3 

人

東
部

小
学

校
静

岡
県

磐
田

市
東

貝
塚

20
6

1
0

1
,1

37
 人

神
明

中
学

校
静

岡
県

磐
田

市
鎌

田
22

62
-
74

1
0

1
,1

56
 人

田
原

小
学

校
静

岡
県

磐
田

市
三

ヶ
野

1
03

0-
1

1
0

53
5 

人

向
笠

小
学

校
静

岡
県

磐
田

市
向

笠
竹

之
内

3
91

-
6

1
0

69
0 

人

向
陽

中
学

校
静

岡
県

磐
田

市
向

笠
竹

之
内

1
16

2
-2

1
0

1
,0

60
 人

大
藤

小
学

校
静

岡
県

磐
田

市
大

久
保

28
2
-1

1
0

63
4 

人

岩
田

小
学

校
静

岡
県

磐
田

市
匂

坂
中

98
7

1
0

41
3 

人

南
部

中
学

校
静

岡
県

磐
田

市
野

箱
32

1
0

1
,1

17
 人

於
保

農
村

婦
人

の
家

静
岡

県
磐

田
市

大
原

16
54

-
1

1
0

62
4 

人

福
田

中
学

校
静

岡
県

磐
田

市
福

田
中

島
3
75

3-
1

1
0

1
,5

09
 人

福
田

小
学

校
静

岡
県

磐
田

市
下

太
38

0
1

0
1
,3

53
 人

福
田

中
央

交
流

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
磐

田
市

福
田

15
87

-
1

1
0

43
9 

人

豊
浜

小
学

校
静

岡
県

磐
田

市
豊

浜
9

1
0

68
9 

人

福
田

屋
内

ス
ポ

ー
ツ

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
磐

田
市

南
島

39
3-

1
1

0
79

6 
人

福
田

健
康

福
祉

会
館

静
岡

県
磐

田
市

宇
兵

衛
新

田
1
86

-
1

1
0

46
7 

人

竜
洋

中
学

校
静

岡
県

磐
田

市
豊

岡
44

73
-
8

1
0

1
,5

98
 人

竜
洋

西
小

学
校

静
岡

県
磐

田
市

川
袋

19
00

1
0

90
0 

人

竜
洋

東
小

学
校

静
岡

県
磐

田
市

中
平

松
23

1
0

49
1 

人

竜
洋

北
小

学
校

静
岡

県
磐

田
市

堀
之

内
35

6
1

0
60

4 
人

豊
田

北
部

小
学

校
静

岡
県

磐
田

市
加

茂
10

26
1

0
98

8 
人

豊
田

東
小

学
校

静
岡

県
磐

田
市

高
見

丘
57

1
0

81
4 

人

豊
田

中
学

校
静

岡
県

磐
田

市
加

茂
24

3
1

0
1
,3

64
 人

ア
ミ

ュ
ー

ズ
豊

田
静

岡
県

磐
田

市
上

新
屋

30
4

1
0

1
,3

72
 人

豊
田

南
小

学
校

静
岡

県
磐

田
市

森
下

30
0

1
0

1
,3

72
 人

豊
田

南
中

学
校

静
岡

県
磐

田
市

立
野

20
0

1
0

2
,0

14
 人

青
城

小
学

校
静

岡
県

磐
田

市
中

田
55

1
0

96
6 

人

豊
岡

中
学

校
静

岡
県

磐
田

市
合

代
島

94
3

1
0

1
,1

84
 人

豊
岡

北
小

学
校

静
岡

県
磐

田
市

下
野

部
15

8
-1

1
0

59
9 

人

豊
岡

総
合

セ
ン

タ
ー

（豊
岡

体
育

館
）

静
岡

県
磐

田
市

壱
貫

地
64

-
1

1
0

49
4 

人

豊
岡

南
小

学
校

静
岡

県
磐

田
市

上
神

増
14

1
0

1
0

76
7 

人

豊
岡

南
部

会
館

静
岡

県
磐

田
市

掛
下

14
89

1
0

8
5 

人

豊
岡

東
交

流
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

磐
田

市
敷

地
11

87
-
3

1
0

19
4 

人

障
害

者
支

援
施

設
緑

ヶ
丘

学
園

静
岡

県
磐

田
市

見
付

47
63

-
1

0
1

4
7 

人

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
福

寿
荘

静
岡

県
磐

田
市

宇
兵

衛
新

田
1
87

0
1

7
 人

あ
お

ば
の

さ
と

静
岡

県
磐

田
市

大
久

保
字

八
区

7
2
0-

2
0

1
1
1 

人

は
ま

ぼ
う

静
岡

県
磐

田
市

福
田

43
96

-
1

0
1

3
7 

人

松
ぼ

っ
く
り

静
岡

県
磐

田
市

福
田

47
71

-
1

0
1

3
4 

人

そ
る

と
ぽ

っ
と

静
岡

県
磐

田
市

西
之

島
5-

1
0

1
1
8 

人

潮
の

香
静

岡
県

磐
田

市
宇

兵
衛

新
田

1
86

-
1

0
1

1
3 

人

静
岡

県
立

磐
田

学
園

静
岡

県
磐

田
市

西
貝

塚
35

7
7-

1
0

1
6
 人

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

心
愛

（
こ

こ
あ

）
つ

う
静

岡
県

磐
田

市
宇

兵
衛

新
田

1
86

-
1

0
1

2
0 

人

磐 田 市
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-
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町
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指
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避
難

所
（
県

危
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3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

心
愛

（
こ

こ
あ

）
静

岡
県

磐
田

市
新

貝
20

09
-
1-

5
0

1
1
0 

人

学
童

一
期

静
岡

県
磐

田
市

赤
池

66
5

0
1

8
 人

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
中

泉
の

里
静

岡
県

磐
田

市
中

泉
24

14
-
1

0
1

3
5 

人

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
第

二
遠

州
の

園
静

岡
県

磐
田

市
鮫

島
18

04
-
1

1
1

1
3 

人

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
遠

州
の

園
静

岡
県

磐
田

市
大

久
保

52
2
-1

0
1

1
8 

人

磐
田

市
老

人
ホ

ー
ム

楽
寿

荘
静

岡
県

磐
田

市
安

久
路

1-
1
9-

2
0

1
1
7 

人

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
西

貝
の

郷
静

岡
県

磐
田

市
西

貝
塚

21
1
1-

1
0

1
4
 人

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
西

之
島

の
郷

静
岡

県
磐

田
市

西
之

島
26

-
1

1
1

1
6 

人

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
白

寿
園

静
岡

県
磐

田
市

掛
塚

31
72

1
1

7
7 

人

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
豊

田
一

空
園

静
岡

県
磐

田
市

東
原

20
7-

1
0

1
6
8 

人

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
梅

香
の

里
静

岡
県

磐
田

市
下

野
部

36
3
-1

0
1

6
9 

人

ケ
ア

ハ
ウ

ス
ゆ

や
の

里
静

岡
県

磐
田

市
加

茂
39

5
0

1
4
4 

人

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
豊

田
ゆ

う
あ

い
の

里
静

岡
県

磐
田

市
下

万
能

70
0

0
1

6
5 

人

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

セ
ン

タ
ー

福
田

ふ
れ

あ
い

荘
静

岡
県

磐
田

市
南

島
52

9
0

1
1
 人

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
サ

ン
シ

テ
ィ

と
よ

だ
静

岡
県

磐
田

市
豊

田
35

0
1

1
7 

人

介
護

老
人

保
健

施
設

な
か

よ
し

静
岡

県
磐

田
市

小
立

野
13

5
-1

0
1

1
 人

豊
田

え
い

せ
い

病
院

指
定

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
事

業
所

静
岡

県
磐

田
市

小
立

野
10

2
0

1
2
4 

人

白
梅

豊
岡

ケ
ア

ホ
ー

ム
静

岡
県

磐
田

市
下

神
増

18
3
-1

0
1

5
 人

於
保

老
健

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
磐

田
市

一
色

26
0

1
9
 人

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
つ

ど
い

静
岡

県
磐

田
市

一
色

25
-1

0
1

4
 人

お
お

ふ
じ

五
幸

ホ
ー

ム
介

護
老

人
保

健
施

設
静

岡
県

磐
田

市
大

久
保

50
8
-3

0
1

5
 人

介
護

老
人

保
健

施
設

五
洋

の
里

静
岡

県
磐

田
市

掛
塚

31
90

-
1

0
1

6
 人

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
和

ら
ぎ

の
家

静
岡

県
磐

田
市

大
久

保
50

8
-2

4
0

1
5
 人

ケ
ア

ハ
ウ

ス
花

み
ず

き
静

岡
県

磐
田

市
大

久
保

50
8
-1

0
1

3
3 

人

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
苦

楽
舎

静
岡

県
磐

田
市

匂
坂

上
23

4
-1

0
1

1
 人

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
笑

円
静

岡
県

磐
田

市
富

丘
13

4
0

1
5
 人

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
こ

も
れ

び
静

岡
県

磐
田

市
二

之
宮

東
2
1-

4
0

1
6
2 

人

ラ
ク

ラ
ス

見
付

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
静

岡
県

磐
田

市
見

付
23

5-
1
0

0
1

7
 人

ラ
ク

ラ
ス

福
田

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

静
岡

県
磐

田
市

福
田

22
04

-
3

0
1

1
 人

お
お

ふ
じ

学
園

静
岡

県
磐

田
市

大
久

保
20

4
-１

0
1

1
5 

人

養
護

老
人

ホ
ー

ム
と

よ
お

か
静

岡
県

磐
田

市
一

貫
地

16
8
-6

0
1

1
 人

齊
藤

居
宅

介
護

支
援

事
業

所
静

岡
県

磐
田

市
髙

木
18

0-
5

0
1

1
 人

サ
ン

サ
ン

い
わ

た
東

原
静

岡
県

磐
田

市
東

原
63

9-
4

0
1

1
 人

サ
ン

サ
ン

い
わ

た
（あ

ゆ
み

）
静

岡
県

磐
田

市
川

袋
70

0-
2

0
1

1
 人

サ
ン

サ
ン

い
わ

た
（く

す
の

木
）

静
岡

県
磐

田
市

上
本

郷
10

0
9-

1
0

1
1
 人

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
豊

田
長

藤
の

家
静

岡
県

磐
田

市
上

新
屋

48
3
-1

0
1

3
 人

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
福

田
は

ま
ぼ

う
の

家
静

岡
県

磐
田

市
福

田
中

島
7
26

0
1

3
 人

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
磐

田
か

つ
ら

ぎ
の

家
静

岡
県

磐
田

市
岩

井
20

70
-
9

0
1

3
 人

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
竜

洋
の

家
静

岡
県

磐
田

市
掛

塚
17

78
-
1

0
1

3
 人

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
福

田
の

家
静

岡
県

磐
田

市
東

小
島

26
0

0
1

3
 人

磐
田

在
宅

医
療

ク
リ

ニ
ッ

ク
静

岡
県

磐
田

市
見

付
17

52
-
5

0
1

6
 人

あ
に

ま
ぁ

と
静

岡
県

磐
田

市
大

原
28

79
-
2

0
1

2
5 

人

生
活

支
援

事
業

所
　

さ
ん

ぽ
静

岡
県

磐
田

市
今

之
浦

2-
9
-3

0
1

6
 人

第
一

小
学

校
静

岡
県

掛
川

市
掛

川
11

08
-
1

0
0

98
7 

人

西 部

-353-



13
-2

-
4市

町
別

指
定

避
難

所
（
県

危
機

情
報

課
）
R

3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

掛
川

市
総

合
福

祉
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

掛
川

市
掛

川
91

0-
1

0
0

32
5 

人

掛
川

西
高

校
静

岡
県

掛
川

市
城

西
1-

1-
6

0
0

1
,2

66
 人

中
央

小
学

校
静

岡
県

掛
川

市
下

俣
63

3
0

0
2
,1

82
 人

西
中

学
校

静
岡

県
掛

川
市

下
俣

10
07

-
1

1
0

86
7 

人

掛
川

東
高

校
静

岡
県

掛
川

市
南

西
郷

13
5
7

1
0

92
0 

人

掛
川

工
業

高
校

静
岡

県
掛

川
市

葵
町

15
-1

1
0

1
,1

75
 人

第
二

小
学

校
静

岡
県

掛
川

市
大

池
43

8-
1

0
0

86
8 

人

東
中

学
校

静
岡

県
掛

川
市

葛
川

10
39

1
0

94
7 

人

城
北

小
学

校
静

岡
県

掛
川

市
水

垂
17

8
1

0
4
,6

30
 人

北
中

学
校

静
岡

県
掛

川
市

上
西

郷
22

0
-2

1
0

1
,6

56
 人

上
内

田
小

学
校

静
岡

県
掛

川
市

上
内

田
33

2
5

1
0

66
8 

人

西
山

口
小

学
校

静
岡

県
掛

川
市

成
滝

14
5

1
0

89
6 

人

栄
川

中
学

校
静

岡
県

掛
川

市
本

所
53

8
0

0
83

4 
人

日
坂

小
学

校
静

岡
県

掛
川

市
大

野
3-

1
1

0
59

6 
人

東
山

地
域

生
涯

学
習

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
掛

川
市

東
山

12
56

-
1

0
0

8
4 

人

倉
真

小
学

校
静

岡
県

掛
川

市
倉

真
37

74
1

0
53

8 
人

西
郷

小
学

校
静

岡
県

掛
川

市
上

西
郷

26
0
6-

2
1

0
1
,0

05
 人

さ
く
ら

咲
く
学

校
静

岡
県

掛
川

市
萩

間
42

3
1

0
41

9 
人

原
田

小
学

校
静

岡
県

掛
川

市
原

里
16

23
-
1

1
0

47
0 

人

原
野

谷
中

学
校

静
岡

県
掛

川
市

寺
島

15
0

0
88

7 
人

原
谷

小
学

校
静

岡
県

掛
川

市
本

郷
56

1-
1

1
0

80
7 

人

桜
が

丘
中

学
校

静
岡

県
掛

川
市

富
部

71
6

0
0

91
1 

人

桜
木

小
学

校
静

岡
県

掛
川

市
下

垂
木

14
7
2-

1
1

0
1
,2

81
 人

和
田

岡
小

学
校

静
岡

県
掛

川
市

吉
岡

63
9-

2
0

0
66

3 
人

曽
我

小
学

校
静

岡
県

掛
川

市
領

家
38

4
1

0
52

6 
人

千
浜

小
学

校
静

岡
県

掛
川

市
千

浜
58

49
1

0
79

8 
人

大
坂

小
学

校
静

岡
県

掛
川

市
大

坂
56

67
1

0
93

1 
人

大
浜

中
学

校
静

岡
県

掛
川

市
大

坂
11

47
1

0
1
,5

64
 人

大
東

北
公

民
館

静
岡

県
掛

川
市

下
土

方
26

7
-1

0
0

26
3 

人

土
方

小
学

校
静

岡
県

掛
川

市
上

土
方

28
6
-1

0
0

72
8 

人

城
東

中
学

校
静

岡
県

掛
川

市
下

土
方

68
0

0
0

2
,1

70
 人

佐
束

小
学

校
静

岡
県

掛
川

市
小

貫
14

74
1

0
97

6 
人

中
小

学
校

静
岡

県
掛

川
市

中
3
0
80

0
0

60
6 

人

横
須

賀
高

校
静

岡
県

掛
川

市
横

須
賀

14
9
1-

1
1

0
1
,5

87
 人

大
須

賀
中

学
校

静
岡

県
掛

川
市

横
須

賀
10

0
7

1
0

83
2 

人

横
須

賀
小

学
校

静
岡

県
掛

川
市

横
須

賀
11

1
0

1
0

1
,0

24
 人

大
渕

小
学

校
静

岡
県

掛
川

市
大

渕
56

02
1

0
72

6 
人

大
渕

農
村

環
境

改
善

セ
ン

タ
ー

（
ア

イ
ク

）
静

岡
県

掛
川

市
大

渕
68

81
-
2

1
0

36
3 

人

大
須

賀
中

央
公

民
館

静
岡

県
掛

川
市

西
大

淵
10

0
1

0
1
,0

21
 人

三
五

教
静

岡
県

掛
川

市
横

須
賀

72
5
-8

1
0

16
3 

人

南
体

育
館

静
岡

県
掛

川
市

大
渕

14
23

4
-1

0
0

71
4 

人

２
２

世
紀

の
丘

公
園

「
た

ま
り

ー
な

」
静

岡
県

掛
川

市
満

水
16

52
0

1
23

0 
人

静
岡

県
総

合
教

育
セ

ン
タ

ー
「
あ

す
な

ろ
」

静
岡

県
掛

川
市

富
部

45
6

0
1

48
0 

人

三
川

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

（
さ

ん
さ

ん
会

館
）

静
岡

県
袋

井
市

友
永

14
7

1
0

11
8 

人

掛 川 市

13
-2

-
4市

町
別

指
定

避
難

所
（
県

危
機

情
報

課
）
R

3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

三
川

小
学

校
静

岡
県

袋
井

市
友

永
38

1
0

49
3 

人

三
川

幼
稚

園
静

岡
県

袋
井

市
友

永
11

3-
1

1
0

9
3 

人

宇
刈

い
き

い
き

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
袋

井
市

宇
刈

11
21

-
1

1
0

8
3 

人

山
梨

幼
稚

園
静

岡
県

袋
井

市
春

岡
1-

8-
7

1
0

41
8 

人

山
名

小
学

校
静

岡
県

袋
井

市
春

岡
68

4
1

0
1
,1

76
 人

山
名

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
袋

井
市

上
山

梨
4-

3
-1

1
0

24
3 

人

月
見

の
里

学
遊

館
静

岡
県

袋
井

市
上

山
梨

4-
3
-7

1
0

1
,1

20
 人

周
南

中
学

校
静

岡
県

袋
井

市
下

山
梨

1-
1
-1

1
0

1
,3

60
 人

今
井

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
袋

井
市

太
田

68
7

1
0

15
8 

人

今
井

小
学

校
静

岡
県

袋
井

市
太

田
69

2
1

0
62

8 
人

今
井

幼
稚

園
静

岡
県

袋
井

市
太

田
72

3-
1

1
0

10
3 

人

静
岡

県
温

室
農

業
協

同
組

合
ク

ラ
ウ

ン
メ

ロ
ン

支
所

静
岡

県
袋

井
市

小
山

21
9

1
0

30
7 

人

県
立

袋
井

商
業

高
校

静
岡

県
袋

井
市

久
能

23
50

1
0

60
6 

人

若
草

幼
稚

園
静

岡
県

袋
井

市
堀

越
76

6-
1

1
0

20
0 

人

袋
井

北
小

学
校

静
岡

県
袋

井
市

久
能

15
80

1
0

1
,4

31
 人

袋
井

北
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

袋
井

市
久

能
13

30
-
2

1
0

18
5 

人

若
葉

幼
稚

園
静

岡
県

袋
井

市
久

能
13

10
1

0
17

4 
人

袋
井

西
小

学
校

静
岡

県
袋

井
市

川
井

44
2

1
0

79
6 

人

袋
井

西
幼

稚
園

静
岡

県
袋

井
市

川
井

56
8-

1
1

0
13

6 
人

袋
井

西
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

袋
井

市
川

井
57

9-
1

1
0

13
3 

人

袋
井

中
学

校
静

岡
県

袋
井

市
川

井
70

1
1

0
1
,3

51
 人

袋
井

東
幼

稚
園

静
岡

県
袋

井
市

国
本

22
88

1
0

13
5 

人

袋
井

東
小

学
校

静
岡

県
袋

井
市

広
岡

23
17

-
1

1
0

70
8 

人

袋
井

東
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

袋
井

市
広

岡
25

06
-
1

1
0

13
3 

人

天
理

教
山

名
大

教
会

静
岡

県
袋

井
市

三
門

町
7-

1
1

0
14

5 
人

袋
井

南
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
（南

風
館

）
静

岡
県

袋
井

市
高

尾
75

4-
1

1
0

35
9 

人

袋
井

南
小

学
校

静
岡

県
袋

井
市

高
尾

74
0

1
0

1
,0

73
 人

袋
井

南
保

育
所

静
岡

県
袋

井
市

高
尾

67
6-

2
1

0
9
8 

人

袋
井

南
中

学
校

静
岡

県
袋

井
市

愛
野

31
10

1
0

1
,1

87
 人

県
立

袋
井

高
校

静
岡

県
袋

井
市

愛
野

24
46

-
1

1
0

73
4 

人

小
笠

山
総

合
運

動
公

園
静

岡
県

袋
井

市
愛

野
23

00
-
1

1
0

4
,2

27
 人

静
岡

理
工

科
大

学
静

岡
県

袋
井

市
豊

沢
22

00
-
2

1
0

48
6 

人

豊
沢

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

（
豊

沢
ふ

れ
あ

い
会

館
）

静
岡

県
袋

井
市

豊
沢

21
0-

1
1

0
9
4 

人

高
南

幼
稚

園
静

岡
県

袋
井

市
小

川
町

19
-
1

1
0

12
0 

人

県
立

袋
井

特
別

支
援

学
校

静
岡

県
袋

井
市

高
尾

27
53

-
1

1
0

1
,0

09
 人

高
南

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

（
き

ぼ
う

館
）

静
岡

県
袋

井
市

上
田

町
26

7
-8

1
0

13
4 

人

袋
井

体
育

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
袋

井
市

上
田

町
26

7
-1

9
1

0
21

8 
人

サ
ン

ラ
イ

フ
袋

井
静

岡
県

袋
井

市
上

田
町

26
7
-5

1
0

12
4 

人

高
南

小
学

校
静

岡
県

袋
井

市
上

田
町

30
6
-2

1
0

87
2 

人

田
原

幼
稚

園
静

岡
県

袋
井

市
新

池
19

0-
1

1
0

7
8 

人

田
原

農
村

総
合

管
理

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
袋

井
市

新
池

30
78

1
0

5
5 

人

浅
羽

東
小

学
校

静
岡

県
袋

井
市

浅
羽

28
00

1
0

91
3 

人

浅
羽

東
幼

稚
園

静
岡

県
袋

井
市

浅
羽

26
17

-
1

1
0

23
1 

人

浅
羽

北
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

袋
井

市
浅

羽
28

57
1

0
13

4 
人

袋 井 市

-354-



13
-2

-
4市

町
別

指
定

避
難

所
（
県

危
機

情
報

課
）
R

3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

浅
羽

西
幼

稚
園

静
岡

県
袋

井
市

長
溝

87
3-

1
1

0
10

7 
人

浅
羽

西
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

袋
井

市
中

4
1

1
0

13
7 

人

浅
羽

北
小

学
校

静
岡

県
袋

井
市

浅
羽

13
22

1
0

92
7 

人

浅
羽

北
幼

稚
園

静
岡

県
袋

井
市

浅
名

41
1

0
19

0 
人

メ
ロ

ー
プ

ラ
ザ

静
岡

県
袋

井
市

浅
名

10
27

1
0

62
7 

人

浅
羽

中
学

校
静

岡
県

袋
井

市
浅

名
82

2
1

0
1
,3

93
 人

中
遠

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

（サ
ン

サ
ー

ラ
い

ご
お

か
）

静
岡

県
袋

井
市

岡
崎

66
35

-
19

2
1

0
9
2 

人

風
見

の
丘

静
岡

県
袋

井
市

岡
崎

66
35

-
8

1
0

8
3 

人

岡
崎

会
館

静
岡

県
袋

井
市

岡
崎

25
25

1
0

8
4 

人

旧
笠

原
保

育
所

静
岡

県
袋

井
市

岡
崎

56
7-

1
1

0
7
3 

人

笠
原

こ
ど

も
園

静
岡

県
袋

井
市

山
崎

50
93

-
13

1
0

1
9 

人

笠
原

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
袋

井
市

山
崎

50
93

-
5

1
0

11
8 

人

笠
原

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

プ
ラ

ザ
ホ

ー
ル

静
岡

県
袋

井
市

山
崎

50
93

-
5

1
0

21
9 

人

笠
原

小
学

校
静

岡
県

袋
井

市
山

崎
48

22
1

0
56

4 
人

浅
羽

東
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
静

岡
県

袋
井

市
梅

山
63

-1
1

0
11

7 
人

浅
羽

南
幼

稚
園

静
岡

県
袋

井
市

松
原

17
93

1
0

16
5 

人

袋
井

市
総

合
体

育
館

静
岡

県
袋

井
市

久
能

19
12

-
1

1
0

1
,5

79
 人

浅
羽

南
小

学
校

静
岡

県
袋

井
市

西
同

笠
14

8
1

0
95

3 
人

県
立

湖
西

高
等

学
校

静
岡

県
湖

西
市

鷲
津

15
10

-
2

0
0

検
証

中

鷲
津

小
学

校
静

岡
県

湖
西

市
鷲

津
67

0
0

0
1
,3

61
 人

鷲
津

中
学

校
静

岡
県

湖
西

市
鷲

津
62

9
0

0
1
,5

03
 人

白
須

賀
小

学
校

静
岡

県
湖

西
市

白
須

賀
50

3
0

0
0

53
2 

人

白
須

賀
中

学
校

静
岡

県
湖

西
市

白
須

賀
98

6
0

0
55

1 
人

東
小

学
校

静
岡

県
湖

西
市

新
所

68
0

0
0

69
3 

人

岡
崎

小
学

校
静

岡
県

湖
西

市
岡

崎
63

4-
2

0
0

1
,1

14
 人

岡
崎

中
学

校
静

岡
県

湖
西

市
岡

崎
58

7-
2

0
0

63
0 

人

湖
西

中
学

校
静

岡
県

湖
西

市
太

田
13

5
0

0
1
,2

18
 人

知
波

田
小

学
校

静
岡

県
湖

西
市

大
知

波
11

4
4

0
0

38
1 

人

ア
メ

ニ
テ

ィ
プ

ラ
ザ

静
岡

県
湖

西
市

吉
美

32
94

-
48

0
0

検
証

中

新
居

幼
稚

園
静

岡
県

湖
西

市
新

居
町

新
居

1
73

0
0

0
20

4 
人

新
居

小
学

校
静

岡
県

湖
西

市
新

居
町

新
居

1
77

0
1

0
1
,0

65
 人

新
居

中
学

校
静

岡
県

湖
西

市
新

居
町

中
之

郷
1
1
81

1
0

1
,9

93
 人

浜
名

特
別

支
援

学
校

静
岡

県
湖

西
市

新
居

町
浜

名
1
85

5
-7

1
1

0
検

証
中

池
新

田
公

民
館

静
岡

県
御

前
崎

市
池

新
田

3
26

2
0

0
24

9 
人

高
松

公
民

館
　

体
育

館
静

岡
県

御
前

崎
市

門
屋

20
6
0-

2
1

0
11

3 
人

佐
倉

公
民

館
静

岡
県

御
前

崎
市

佐
倉

36
1
7-

1
1

0
24

4 
人

比
木

公
民

館
　

体
育

館
静

岡
県

御
前

崎
市

比
木

28
3
6-

5
1

0
18

9 
人

朝
比

奈
公

民
館

　
体

育
館

静
岡

県
御

前
崎

市
上

朝
比

奈
2
68

1
-1

0
0

18
2 

人

新
野

公
民

館
　

体
育

館
静

岡
県

御
前

崎
市

新
野

78
9
-1

0
0

13
2 

人

御
前

崎
第

一
小

学
校

　
体

育
館

静
岡

県
御

前
崎

市
池

新
田

1
52

0
1

0
17

5 
人

浜
岡

東
小

学
校

　
体

育
館

静
岡

県
御

前
崎

市
佐

倉
14

0
3-

1
1

0
14

2 
人

浜
岡

北
小

学
校

　
体

育
館

静
岡

県
御

前
崎

市
下

朝
比

奈
7
53

1
0

14
6 

人

御
前

崎
小

学
校

　
体

育
館

静
岡

県
御

前
崎

市
御

前
崎

3
55

6
1

0
18

9 
人

白
羽

小
学

校
　

体
育

館
静

岡
県

御
前

崎
市

白
羽

35
2
1-

3
1

0
20

3 
人

湖 西 市 御 前 崎 市

13
-2

-
4市

町
別

指
定

避
難

所
（
県

危
機

情
報

課
）
R

3
.4

.1

局
市

町
施

設
名

住
所

指
定

緊
急

避
難

場
所

と
の

重
複

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
2
0
条

の
６

第
５

号
の

基
準

を
満

た
す

も
の

想
定

収
容

人
数

浜
岡

中
学

校
　

体
育

館
静

岡
県

御
前

崎
市

池
新

田
3
92

3-
1

1
0

58
4 

人

池
新

田
高

校
　

体
育

館
静

岡
県

御
前

崎
市

池
新

田
2
90

7-
1

1
0

27
9 

人

池
新

田
幼

稚
園

静
岡

県
御

前
崎

市
池

新
田

5
81

4
0

0
31

4 
人

高
松

幼
稚

園
静

岡
県

御
前

崎
市

門
屋

20
7
0-

10
3

0
0

17
9 

人

さ
く
ら

こ
ど

も
園

静
岡

県
御

前
崎

市
佐

倉
88

8
-1

0
0

55
2 

人

北
こ

ど
も

園
静

岡
県

御
前

崎
市

上
朝

比
奈

2
69

2
-1

2
0

0
17

6 
人

御
前

崎
こ

ど
も

園
　

幼
児

棟
静

岡
県

御
前

崎
市

御
前

崎
7
8-

27
0

0
17

6 
人

白
羽

幼
稚

園
静

岡
県

御
前

崎
市

白
羽

35
2
0-

46
0

0
22

6 
人

堀
之

内
小

学
校

静
岡

県
菊

川
市

西
方

21
40

1
1

1
,3

42
 人

加
茂

小
学

校
静

岡
県

菊
川

市
加

茂
51

14
1

1
1
,2

70
 人

内
田

小
学

校
静

岡
県

菊
川

市
下

内
田

16
3
7

1
1

1
,0

73
 人

横
地

小
学

校
静

岡
県

菊
川

市
東

横
地

18
8
6

1
1

95
5 

人

六
郷

小
学

校
静

岡
県

菊
川

市
本

所
22

00
1

1
1
,8

61
 人

河
城

小
学

校
静

岡
県

菊
川

市
吉

沢
55

6
1

1
1
,2

13
 人

菊
川

西
中

学
校

静
岡

県
菊

川
市

加
茂

38
1

1
2
,1

18
 人

菊
川

東
中

学
校

静
岡

県
菊

川
市

本
所

67
0

1
1

2
,0

16
 人

牧
之

原
農

村
婦

人
の

家
静

岡
県

伊
豆

市
静

岡
県

菊
川

市
牧

之
原

2
27

-5
1

1
11

5 
人

青
葉

台
ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

静
岡

県
伊

豆
市

静
岡

県
菊

川
市

青
葉

台
1
-1

2-
2

1
1

15
1 

人

和
松

会
(松

秀
園

)地
域

交
流

部
分

（
※

福
祉

避
難

所
）

静
岡

県
伊

豆
市

静
岡

県
菊

川
市

高
橋

27
7
4-

1
0

1
10

～
3
0

白
翁

会
(喜

久
の

園
)う

ら
ら

部
分

（
※

福
祉

避
難

所
）

静
岡

県
伊

豆
市

静
岡

県
菊

川
市

仲
島

2-
4
-1

6
0

1
10

～
3
0

白
翁

会
(光

陽
荘

)（
※

福
祉

避
難

所
）

静
岡

県
伊

豆
市

静
岡

県
菊

川
市

潮
海
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備
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3
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備
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備
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0
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ル
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備
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3
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9
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0
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考
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3
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津
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津
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3
0
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津
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市
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3
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備
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3
階

以
上

0
7沼

津
市

第
四
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備
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市
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ョ
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考
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1
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階
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津
市

マ
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ツ
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ー

ル
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ン
シ

ョ
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1
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備
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3
 
3
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上
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3
3
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備
考

4
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3
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0
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津
市
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ゾ
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1
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-
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備
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2
7
 
3
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津
市
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備
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Ⅱ
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考
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備
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3
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町
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備
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備
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備
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備
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町
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ョ
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備
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ョ
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備
考

1
1
 
4
階

0
7沼

津
市

プ
レ

イ
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
タ

ム
ラ

香
貫

店
槙

島
町

1
2
7
8
-
1

5
 

備
考

1,
9
1
8
 
3
階

以
上

0
7沼

津
市

エ
ル

・
ド

ラ
ド

　
カ

ヌ
キ

槇
島

町
1
3
5
2
-
1

4
 

備
考

7
3
 
3
階

以
上

0
7沼

津
市

ビ
ラ

・
ス

カ
ー

ラ
三

園
町

1
3
8
9

4
 

備
考

6
0
 
3
階

以
上

0
7沼

津
市

ピ
ュ

ア
コ

ー
ト

三
園

町
1
3
-
2
7

4
 

備
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備
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備
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階

、
屋

上
6
9
5
 
6
階

会
議

室
、

屋
上

1
2静

岡
市

清
水

小
学

校
清

水
区

松
井

町
15

-
1

3
3
階

～
屋

上
1,

0
0
8
 
3
階

～
屋

上

1
2静

岡
市

清
水

小
学

校
清

水
区

松
井

町
15

-
1

3
3
階

～
屋

上
1,

0
0
8
 
3
階

～
屋

上

1
2静

岡
市

ア
オ

キ
ト

ラ
ン

ス
㈱

清
水

区
入

船
町

14
-
1
2

7
7
階

、
屋

外
階

段
・
踊

場
2
6
2
 
7
階

食
堂

、
屋

外
階

段
・
踊

場

1
2静

岡
市

静
岡

県
清

水
港

湾
交

流
セ

ン
タ

ー
（マ

リ
ン

タ
ー

ミ
ナ

ル
）

清
水

区
日

の
出

町
1
0
-
1

3
２

階
、

３
階

、
屋

上
3,

2
8
0
 

２
階

階
段

・会
議

室
・
ホ

ー
ル

、
３

階
階

段
・会

議
室

、
屋

上

1
2静

岡
市

エ
ス

パ
ル

ス
ド

リ
ー

ム
プ

ラ
ザ

清
水

区
入

船
町

13
-
1
5

5
3
階

1,
7
6
0
 
3
階

廊
下

ル
ー

フ
テ

ラ
ス

1
2静

岡
市

浪
漫

館
清

水
区

港
町

二
丁

目
1
0
-
1

1
4

２
階

、
1
4
階

5
2
0
 

２
階

屋
外

デ
ッ

キ
、

1
4
階

市
民

ホ
ー

ル

1
2静

岡
市

港
湾

会
館

清
水

日
の

出
セ

ン
タ

ー
（清

水
マ

リ
ン

ビ
ル

）
清

水
区

日
の

出
町

9
-
2
5

7
２

～
7階

、
屋

上
1,

7
3
0
 

２
～

7
階

の
階

段
、

5
・6

階
の

廊
下

・
会

議
室

、
7階

廊
下

・ホ
ー

ル
、

屋
上

1
2静

岡
市

日
軽

産
業

㈱
本

社
ビ

ル
清

水
区

松
原

町
5-

1
2

6
屋

外
階

段
7
2
 
屋

外
階

段

1
2静

岡
市

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
　

ベ
イ

コ
ー

ト
清

水
清

水
区

折
戸

4
87

-
5

3
３

階
4
5
1
 

３
階

の
廊

下
・
ホ

ー
ル

、
屋

上
(３

階
部

分
)

1
2静

岡
市

市
営

住
宅

清
水

折
戸

西
団

地
　

１
号

棟
清

水
区

折
戸

二
丁

目
3
-
1

5
4
階

・
5
階

2
,6

0
5 

5
3
 
4
階

・
5
階

1
2静

岡
市

市
営

住
宅

清
水

折
戸

西
団

地
　

２
号

棟
清

水
区

折
戸

二
丁

目
3
-
1

5
4
階

・
5
階

1
,8

6
1 

4
0
 
4
階

・
5
階

1
2静

岡
市

静
岡

市
役

所
　

清
水

庁
舎

清
水

区
旭

町
6
-
8

9
3
～

９
階

1
5,

7
9
4
 
3
～

９
階

の
会

議
室

・
ホ

ー
ル

1
2静

岡
市

ホ
テ

ル
サ

ン
ル

ー
ト

清
水

清
水

区
相

生
町

8-
8

9
2
～

8
階

、
屋

上
1,

6
2
8
 

2
階

ホ
ー

ル
、

3
階

会
議

室
、
4
～

8
階

廊
下

、
屋

上

1
2静

岡
市

清
水

駅
東

口
立

体
駐

車
場

清
水

区
島

崎
町

14
9
-
6
6

4
３

階
、

屋
上

1,
8
2
3
 
３

階
、

屋
上

1
2静

岡
市

介
護

老
人

福
祉

施
設

　
巴

の
園

清
水

区
万

世
町

一
丁

目
1
-
3
0

3
屋

上
4
7
4
 
屋

上

1
2静

岡
市

県
営

住
宅

宮
下

団
地

　
１

号
棟

清
水

区
宮

下
町

3-
8

4
3
～

４
階

2
,2

2
4
 

7
0
 
3
～

４
階

の
階

段
・
踊

場

1
2静

岡
市

県
営

住
宅

宮
下

団
地

　
２

号
棟

清
水

区
宮

下
町

3-
9

4
3
～

４
階

1
,6

6
8
 

5
2
 
3
～

４
階

の
階

段
・
踊

場

1
2静

岡
市

県
営

住
宅

宮
下

団
地

　
３

号
棟

清
水

区
宮

下
町

3-
1
0

4
3
～

４
階

1
,1

1
2
 

3
5
 
3
～

４
階

の
階

段
・
踊

場

1
2静

岡
市

第
一

倉
庫

㈱
本

社
清

水
区

辻
一

丁
目

5
-
1
3

4
２

～
４

階
、

屋
上

2
8
0
 

２
・
３

階
の

階
段

・
踊

場
、

４
階

会
議

室
、

屋
上

1
2静

岡
市

ホ
テ

ル
マ

イ
ス

テ
イ

ズ
清

水
清

水
区

真
砂

町
1-

2
3

1
1

3
～

１
１

階
、

屋
上

3
2
5
 
3
～

１
１

階
の

階
段

・
踊

場
、

屋
上

1
2静

岡
市

清
水

駅
西

口
第

一
自

転
車

等
駐

車
場

清
水

区
辻

一
丁

目
7
-
2

4
３

階
5
7
2
 
３

階

1
2静

岡
市

市
営

清
水

横
砂

団
地

清
水

区
横

砂
南

町
3
-
2
1

5
4
・
5
階

5
4
 
4
・
5
階

の
階

段
・
踊

場

1
2静

岡
市

清
水

袖
師

小
学

校
清

水
区

袖
師

町
42

0
3
,4

3
・
4
階

・
屋

上
1,

0
0
8
 
3
階

、
4
階

、
屋

上

1
2静

岡
市

清
水

袖
師

小
学

校
清

水
区

袖
師

町
42

0
3
,4

3
・
4
階

・
屋

上
1,

4
6
4
 
3
階

、
4
階

、
屋

上

1
2静

岡
市

清
水

北
部

浄
化

セ
ン

タ
ー

清
水

区
横

砂
4
0
8-

1
5

1
屋

上
6,

2
9
0
 
屋

上

1
2静

岡
市

㈱
Ａ

Ｂ
Ｃ

清
水

袖
師

町
立

体
駐

車
場

清
水

区
袖

師
町

1
8
7
7
-
1
2

5
3
～

５
階

、
屋

上
6,

9
9
5
 
3
～

５
階

、
屋

上

1
2静

岡
市

マ
ル

ハ
ン

袖
師

店
駐

車
場

清
水

区
袖

師
町

18
7
7
-
3
7

4
3
～

４
階

、
屋

上
8,

7
1
9
 
3
～

４
階

、
屋

上

1
2静

岡
市

ベ
イ

ホ
テ

ル
入

船
館

清
水

区
袖

師
町

14
7
7
-
1

9
5
～

9
階

、
屋

上
3
6
4
 
5
～

9
階

の
階

段
・
踊

場
・
廊

下
、

屋
上

1
2静

岡
市

清
水

南
部

浄
化

セ
ン

タ
ー

清
水

区
清

開
三

丁
目

1
0
-
1

2
２

階
、

屋
上

8
1
4
 
２

階
廊

下
、

屋
上

1
2静

岡
市

清
水

駒
越

小
学

校
清

水
区

駒
越

東
2-

2
0

3
３

階
・
屋

上
9
2
0
 
３

階
、

屋
上

1
2静

岡
市

清
水

駒
越

小
学

校
清

水
区

駒
越

東
2-

2
0

3
３

階
・
屋

上
9
2
0
 
３

階
、

屋
上

1
2静

岡
市

ベ
イ

ド
リ

ー
ム

清
水

清
水

区
駒

越
北

町
8
-
1

2
屋

上
2
1,

4
4
6
 
屋

上

1
2静

岡
市

興
津

生
涯

学
習

交
流

館
清

水
区

興
津

本
町

2
1
8

2
2
階

・
3
階

3
7
7
 
2
階

廊
下

・
会

議
室

・
3
階

階
段

1
2静

岡
市

清
水

興
津

小
学

校
清

水
区

興
津

中
町

3
5
0
-
1

3
3
階

8
3
4
 
3
階

1
2静

岡
市

清
水

興
津

小
学

校
清

水
区

興
津

中
町

3
5
0
-
1

3
3
階

8
3
4
 
3
階

1
2静

岡
市

県
営

住
宅

興
津

団
地

　
１

号
棟

清
水

区
興

津
中

町
6
2
5
-
1

5
3
～

5
階

2
,5

8
0
 

8
6
 
3
～

5
階

の
階

段
・
踊

場

1
2静

岡
市

県
営

住
宅

興
津

団
地

　
２

号
棟

清
水

区
興

津
中

町
6
2
5
-
1

5
3
～

5
階

2
,5

8
0
 

8
4
 
3
～

5
階

の
階

段
・
踊

場

1
2静

岡
市

県
営

住
宅

興
津

団
地

　
３

号
棟

清
水

区
興

津
中

町
6
2
5
-
1

5
3
～

5
階

2
,5

8
0
 

8
4
 
3
～

5
階

の
階

段
・
踊

場

1
2静

岡
市

県
営

住
宅

興
津

団
地

　
４

号
棟

清
水

区
興

津
中

町
6
2
5
-
1

5
3
～

5
階

2
,5

8
0
 

8
4
 
3
～

5
階

の
階

段
・
踊

場

1
2静

岡
市

県
営

住
宅

興
津

団
地

　
５

号
棟

清
水

区
興

津
中

町
6
2
5
-
1

5
3
～

5
階

2
,4

6
4
 

8
4
 
3
～

5
階

の
階

段
・
踊

場

1
2静

岡
市

県
営

住
宅

興
津

団
地

　
６

号
棟

清
水

区
興

津
中

町
6
2
5
-
1

5
3
～

5
階

2
,5

8
0
 

8
4
 
3
～

5
階

の
階

段
・
踊

場

1
2静

岡
市

県
営

住
宅

興
津

団
地

　
７

号
棟

清
水

区
興

津
中

町
6
2
5
-
1

5
3
～

5
階

2
,5

8
0
 

8
4
 
3
～

5
階

の
階

段
・
踊

場

1
2静

岡
市

県
営

住
宅

興
津

団
地

　
８

号
棟

清
水

区
興

津
中

町
6
2
5
-
1

5
3
～

5
階

2
,5

8
0
 

8
4
 
3
～

5
階

の
階

段
・
踊

場
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(1
)津

波
避

難
ビ

ル
リ

ス
ト

（市
町

別
）

（
県

危
機

情
報

課
）
R

3
.4

.1
現

在

市
町

施
設

名
所

在
地

建
物

階
数

避
難

利
用

可
能

階
数

建
物

延
床

面
積

（
㎡

）

避
難

利
用

可
能

延
床

面
積

（㎡
）

備
考

（
避

難
可

能
場

所
）

1
2静

岡
市

県
営

住
宅

興
津

団
地

　
９

号
棟

清
水

区
興

津
中

町
6
2
5
-
1

5
3
～

5
階

1
,9

8
5
 

6
5
 
3
～

5
階

の
階

段
・
踊

場

1
2静

岡
市

市
営

清
水

興
津

東
町

西
団

地
　

１
号

棟
清

水
区

興
津

東
町

1
2
1
0
-
8

5
4
・
5
階

1
,3

0
2 

1
0
9
 
4
・
5
階

の
廊

下
・
階

段
・
踊

場

1
2静

岡
市

市
営

清
水

興
津

東
町

西
団

地
　

２
号

棟
清

水
区

興
津

東
町

1
2
1
0
-
8

5
4
・
5
階

2
,6

0
5 

7
2
 
4
・
5
階

の
廊

下
・
階

段
・
踊

場

1
2静

岡
市

中
島

浄
化

セ
ン

タ
ー

駿
河

区
中

島
1
7
11

-
1

2
屋

上
1
2,

5
4
0
 
屋

上

1
2静

岡
市

用
宗

老
人

福
祉

セ
ン

タ
ー

駿
河

区
用

宗
五

丁
目

2
1
-
1
0

2
屋

上
7
8
6
 
屋

上

1
2静

岡
市

大
三

ビ
ル

駿
河

区
用

宗
四

丁
目

3
-
2
7

5
3
～

５
階

、
屋

上
2
8
8
 

3～
５

階
の

階
段

・
踊

場
・
廊

下
、

屋
上

1
2静

岡
市

静
岡

徳
州

会
病

院
駿

河
区

下
川

原
南

1
1
-
1

9
5
階

1,
5
8
0
 
5
階

ベ
ラ

ン
ダ

1
2静

岡
市

は
ー

と
ぴ

あ
清

水
清

水
区

宮
代

町
1-

1
6

3
～

6
階

1,
5
8
0
 
3
～

6
階

1
2静

岡
市

清
水

産
業

情
報

プ
ラ

ザ
清

水
区

相
生

町
6-

1
7

7
3
～

7
階

1
8
2
 
3
～

7
階

1
2静

岡
市

清
水

産
業

情
報

プ
ラ

ザ
清

水
区

相
生

町
6-

1
7

7
3
～

7
階

5
6
1
 
3
～

7
階

1
2静

岡
市

清
水

産
業

情
報

プ
ラ

ザ
　

立
体

駐
車

場
清

水
区

相
生

町
6
-
1
7

3
施

設
立

体
駐

車
場

屋
上

5
6
1
 
施

設
立

体
駐

車
場

屋
上

1
2静

岡
市

ア
ト

ラ
ス

清
水

駅
前

清
水

区
辻

一
丁

目
1
-
3

1
3

3
～

1
3
階

3
3
0
 
3
～

1
3
階

1
2静

岡
市

清
水

駅
西

口
第

2
自

転
車

駐
車

場
清

水
区

辻
一

丁
目

1
4
-
1

3
３

階
4
9
3
 
３

階

1
2静

岡
市

鈴
与

三
保

ク
ラ

ブ
ハ

ウ
ス

清
水

区
三

保
2
9
45

-
1
3

3
屋

上
1
0
6
 
屋

上

1
2静

岡
市

清
水

聖
母

保
育

園
清

水
区

岡
町

1
番

3
4
号

2
屋

上
1
,4

9
2
 

1
5
7
 
屋

上

1
2静

岡
市

え
じ

り
あ

立
体

駐
車

場
清

水
区

辻
一

丁
目

2
番

1
号

7
3
～

7
階

6,
2
5
4
 
３

～
7
階

1
2静

岡
市

旧
由

比
庁

舎
清

水
区

由
比

北
田

1
1
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８
号

館
静

岡
市

清
水

区
折

戸
3
-
2
0
-
1

4
 

2
階

1
5
,7

6
3
 

4,
5
8
0
 
２

階

1
2静

岡
市

清
水

シ
テ

ィ
ホ

テ
ル

静
岡

市
清

水
区

真
砂

町
2
-
2

6
 

屋
上

1
,9

5
0
 

4
0
5
 
屋

上

1
2静

岡
市

振
興

港
運

株
式

会
社

　
立

体
駐

車
場

静
岡

市
清

水
区

島
崎

町
1
4
9
番

地
の

4
4
 

3
階

1,
1
6
0
 
３

階

(1
)津

波
避

難
ビ

ル
リ

ス
ト

（市
町

別
）

（
県

危
機

情
報

課
）
R

3
.4

.1
現

在

市
町

施
設

名
所

在
地

建
物

階
数

避
難

利
用

可
能

階
数

建
物

延
床

面
積

（
㎡

）

避
難

利
用

可
能

延
床

面
積

（㎡
）

備
考

（
避

難
可

能
場

所
）

1
2静

岡
市

由
比

漁
業

協
同

組
合

荷
さ

ば
き

施
設

清
水

区
由

比
今

宿
字

浜
1
1
2
7

3
 

2 
4
,2

0
3 

7
0
 
屋

上

1
2静

岡
市

清
水

郵
便

局
清

水
区

辻
一

丁
目

９
－

2
7

5
 

屋
上

4
3
7
 
屋

上

1
3焼

津
市

浜
当

目
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
防

災
セ

ン
タ

ー
浜

当
目

3
-
1
-
4
5

3
 

3 
6
3
9 

2
8
0
 
3
階

、
屋

上

1
3焼

津
市

第
５

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

駅
北

5
-
1
-
2
4

3
 

3
 

5
3
9
 

2
6
6
 
3
階

、
屋

上

1
3焼

津
市

サ
ン

ラ
イ

フ
焼

津
中

港
3
-
3
-
1
2

2
 

2
 

2
,4

9
1
 

4
1
9
 
屋

上

1
3焼

津
市

(私
)焼

津
高

校
中

港
1
-
1
-
8

3
 

3
 

1
,8

4
8
 

6
2
9
 
北

校
舎

3
階

(保
健

室
を

除
く
）

1
3焼

津
市

新
屋

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

本
町

1
-
3
-
2
8

3
 

3 
5
3
0 

2
4
8
 
3
階

、
屋

上

1
3焼

津
市

焼
津

東
小

学
校

栄
町

5
-
1
4
-
1

4
 

3
～

4
5
,6

7
2
 

2,
3
5
5
 
東

校
舎

3
、

4
階

、
西

校
舎

3
階

1
3焼

津
市

焼
津

市
役

所
本

町
2
-
1
6
-
3
2

6
 

4
～

6
4
,9

4
4
 

2,
9
3
4
 
本

館
4
～

6
階

、
屋

上

1
3焼

津
市

三
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

本
町

2
-
1
3
-
1
8

3
 

3 
5
3
2 

3
2
2
 
3
階

、
屋

上

1
3焼

津
市

四
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

焼
津

6
-
1
0
-
1
7

3
 

3 
4
9
8 

2
7
1
 
3
階

、
屋

上

1
3焼

津
市

焼
津

公
民

館
本

町
5
-
6
-
1

3
 

3
 

1
,3

1
3
 

1,
3
1
2
 
ア

ト
レ

焼
津

3階
公

民
館

部
分

の
み

1
3焼

津
市

二
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

本
町

5
-
9
-
1

3
 

3 
4
7
6 

2
6
1
 
3
階

、
屋

上

1
3焼

津
市

小
川

新
地

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

小
川

新
町

1
-
1
1-

2
3
 

3 
5
3
4 

3
1
1
 
3
階

、
屋

上

1
3焼

津
市

第
一

区
公

会
堂

鰯
ヶ

島
6
9
-
5

3
 

3
 

3
8
2
 

9
6
 
3
階

1
3焼

津
市

(県
)漁

業
高

等
学

園
小

川
3
7
4
7
-
2

3
 

3
 

9
0
5
 

1
5
9
 
教

育
棟

3
階

(研
修

室
・講

義
室

)

1
3焼

津
市

石
津

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

石
津

1
2
3
3
-
1

3
 

3 
7
4
5 

4
5
6
 
3
階

、
屋

上

1
3焼

津
市

(県
)焼

津
青

少
年

の
家

石
津

2
2
5
9
-
4
0
8

5
 

3
～

5
5
,8

5
9
 

2,
6
8
2
 
3
～

5
階

1
3焼

津
市

港
小

学
校

石
津

港
町

4
0
-
2

3
 

3
 

5
,9

1
3
 

1,
7
1
8
 
3
階

1
3焼

津
市

デ
ィ

ス
カ

バ
リ

ー
パ

ー
ク

焼
津

田
尻

2
9
6
8
-
1

5
 

3
～

5
2
,8

2
8
 

1,
2
9
2
 
3
～

5
階

、
屋

上

1
3焼

津
市

深
層

水
ミ

ュ
ー

ジ
ア

ム
鰯

ヶ
島

1
3
6
-
2
4

2
 

備
考

3
0
7
 

8
1
 
屋

上

1
3焼

津
市

ア
ク

ア
ス

や
い

づ
鰯

ヶ
島

1
3
6
-
2
6

3
 

3
 

3
,4

8
1
 

7
0
3
 
3
階

1
3焼

津
市

う
み

え
～

る
焼

津
鰯

ヶ
島

1
3
6
-
2
6

2
 

備
考

1
,4

9
8
 

7
7
3
 
屋

上

1
3焼

津
市

静
岡

県
水

産
技

術
研

究
所

鰯
ケ

島
1
3
6
-
2
4

4
 

屋
上

3
,2

1
5
 

3
4
4
 
屋

上

1
3焼

津
市

利
右

衛
門

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

利
右

衛
門

2
5
5
9-

2
2
 

備
考

3
6
4 

1
8
4
 
屋

上

1
3焼

津
市

吉
永

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

吉
永

1
9
3
3
-
1

2
 

備
考

3
8
1 

1
7
5
 
屋

上

1
3焼

津
市

高
新

田
地

区
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
防

災
セ

ン
タ

ー
高

新
田

1
8
5
3
-
1

2
 

備
考

3
8
0 

1
5
8
 
屋

上

1
3焼

津
市

高
新

田
東

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

高
新

田
2
1
8
7
-
2

2
 

備
考

3
8
0 

1
6
0
 
屋

上

1
3焼

津
市

藤
守

地
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

藤
守

2
0
2
6
-
1

2
 

備
考

3
8
4 

1
6
2
 
屋

上

1
3焼

津
市

下
小

杉
地

区
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
防

災
セ

ン
タ

ー
下

小
杉

5
3
7

2
 

備
考

3
8
1 

1
6
4
 
屋

上

1
3焼

津
市

大
井

川
港

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

防
災

セ
ン

タ
ー

飯
渕

2
1
6
0

4
 

備
考

1
,2

7
1 

4
7
7
 
屋

上

1
3焼

津
市

小
川

第
1
3
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
防

災
セ

ン
タ

ー
小

川
3
1
1
8

3
 

3 
5
3
9 

3
4
6
 
3
階

、
屋

上

1
3焼

津
市

焼
津

西
小

学
校

塩
津

1
1
7
-
1

4
 

３
～

４
5
,7

4
9
 

2,
6
8
1
 
３

階
以

上

1
3焼

津
市

焼
津

南
小

学
校

焼
津

5
-
5
-
1

4
 

３
～

４
5
,1

1
5
 

2,
0
9
0
 
３

階
以

上

1
3焼

津
市

豊
田

小
学

校
五

ケ
堀

之
内

2
3
 

3
 

8
,7

1
5
 

2,
9
1
5
 
３

階

1
3焼

津
市

小
川

小
学

校
小

川
2
5
2
5

3
 

3
 

4
,7

7
9
 

1,
5
3
6
 
３

階

1
3焼

津
市

東
益

津
小

学
校

石
脇

上
6
5

3
 

3
 

6
,0

4
8
 

1,
8
6
0
 
３

階

1
3焼

津
市

大
富

小
学

校
中

根
新

田
6
3
7

4
 

３
～

４
7
,1

8
4
 

3,
3
1
6
 
３

階
以

上

1
3焼

津
市

和
田

小
学

校
田

尻
5
4
1

4
 

３
～

４
6
,4

6
0
 

2,
9
3
4
 
３

階
以

上

1
3焼

津
市

黒
石

小
学

校
大

住
1
2
4
6

3
 

3
 

3
,6

0
4
 

1,
1
0
9
 
３

階

1
3焼

津
市

大
井

川
東

小
学

校
宗

高
4
2
8

3
 

3
 

4
,4

2
9
 

1,
3
4
0
 
３

階

1
3焼

津
市

大
井

川
西

小
学

校
上

泉
1
6
8
8
-
1

3
 

3
 

5
,0

5
5
 

1,
5
4
9
 
３

階

1
3焼

津
市

大
井

川
南

小
学

校
吉

永
4
9
0

3
 

3
 

3
,9

2
1
 

5
4
8
 
３

階

1
3焼

津
市

焼
津

中
学

校
焼

津
2
-
1
0
-
2
8

5
 

３
～

５
5
,8

7
2
 

3,
1
9
3
 
３

階
以

上

1
3焼

津
市

大
村

中
学

校
大

村
3
-
2
5
-
1

4
 

３
～

４
4
,7

3
2
 

2,
1
1
7
 
３

階
以

上

1
3焼

津
市

豊
田

中
学

校
小

土
3
0
1
-
2

4
 

３
～

４
4
,0

3
9
 

1,
9
4
0
 
３

階
以

上

1
3焼

津
市

小
川

中
学

校
東

小
川

4
-
7
-
1

4
 

３
～

４
4
,1

0
7
 

1,
9
5
1
 
３

階
以

上

1
3焼

津
市

東
益

津
中

学
校

中
里

4
1
6

4
 

３
～

４
4
,9

2
0
 

1,
8
9
9
 
３

階
以

上

1
3焼

津
市

大
富

中
学

校
中

根
1
-
1

4
 

３
～

４
4
,0

3
0
 

1,
8
3
5
 
３

階
以

上

1
3焼

津
市

和
田

中
学

校
田

尻
1
9
8
4

4
 

３
～

４
4
,1

4
4
 

2,
0
2
6
 
３

階
以

上

1
3焼

津
市

港
中

学
校

田
尻

北
5
8
4

4
 

3
～

４
6
,6

6
6
 

1,
5
5
3
 
３

階
以

上

1
3焼

津
市

大
井

川
中

学
校

下
江

留
1
9
1

3
 

3
 

7
,4

7
5
 

2,
2
8
1
 
３

階

1
3焼

津
市

（
県

）
焼

津
水

産
高

等
学

校
焼

津
5
-
5
-
2

5
 

３
～

５
8
,2

2
4
 

4,
3
1
2
 
３

階
以

上

1
3焼

津
市

（
県

）
大

井
川

高
等

学
校

上
新

田
2
9
2
-
1

4
 

３
～

４
9
,2

6
0
 

3,
5
2
3
 
３

階
以

上

1
3焼

津
市

市
営

住
宅

西
松

原
団

地
４

５
年

棟
田

尻
北

1
3
4
2
-
2

4
 

３
～

４
1
,0

4
4 

1
5
 
３

～
４

階
階

段
及

び
踊

場

1
3焼

津
市

市
営

住
宅

西
松

原
団

地
４

６
年

棟
田

尻
北

1
3
4
2
-
2

4
 

３
～

４
1
,1

4
1 

1
5
 
３

～
４

階
階

段
及

び
踊

場

1
3焼

津
市

市
営

住
宅

成
案

侍
団

地
４

７
年

棟
惣

右
衛

門
1
1
8
3

4
 

３
～

４
1
,1

7
7 

2
0
 
３

～
４

階
階

段
及

び
踊

場

1
3焼

津
市

市
営

住
宅

成
案

侍
団

地
４

８
年

棟
惣

右
衛

門
1
1
8
3

4
 

３
～

４
1
,2

5
1 

2
0
 
３

～
４

階
階

段
及

び
踊

場

1
3焼

津
市

市
営

住
宅

塩
津

団
地

塩
津

2
1
6
-
1

5
 

３
～

５
1
,2

5
2
 

2
2
 
３

～
５

階
階

段
及

び
踊

場

1
3焼

津
市

市
営

住
宅

柳
新

屋
団

地
柳

新
屋

6
0
3
-
1

3
 

3
 

1
,3

1
3
 

1
1
 
３

階
踊

場

1
3焼

津
市

市
営

住
宅

八
楠

団
地

八
楠

2
-
7
-
1

4
 

３
～

４
2
,0

8
2
 

4
1
 
３

～
４

階
階

段
及

び
踊

場

1
3焼

津
市

市
営

住
宅

田
尻

西
団

地
（
第

１
種

）
田

尻
9
5

3
 

3 
8
7
5 

6
 
３

階
踊

場

1
3焼

津
市

市
営

住
宅

田
尻

西
団

地
（
第

２
種

）
田

尻
9
5

3
 

3 
8
7
5 

6
 
３

階
踊

場

1
3焼

津
市

市
営

住
宅

富
士

見
団

地
Ａ

棟
北

新
田

7
5

3
 

3
 

1
,5

3
8
 

3
9
 
３

階
共

用
廊

下

1
3焼

津
市

市
営

住
宅

富
士

見
団

地
Ｂ

棟
北

新
田

7
5

3
 

3
 

1
,5

3
8
 

3
9
 
３

階
共

用
廊

下

1
3焼

津
市

市
営

住
宅

富
士

見
団

地
Ｃ

棟
北

新
田

7
5

3
 

3
 

1
,2

3
3
 

3
1
 
３

階
共

用
廊

下

1
3焼

津
市

市
営

住
宅

請
所

団
地

Ａ
棟

治
長

請
所

1
9
6

3
 

3
 

1
,5

2
5
 

5
7
 
３

階
共

用
廊

下

1
3焼

津
市

市
営

住
宅

請
所

団
地

Ｂ
棟

治
長

請
所

1
9
6

3
 

3
 

1
,0

4
4
 

4
3
 
３

階
共

用
廊

下

1
3焼

津
市

市
営

住
宅

宗
高

団
地

１
号

棟
宗

高
3
6
8
-
1

3
 

3
 

1
,2

1
5
 

8
 
３

階
踊

場

1
3焼

津
市

市
営

住
宅

宗
高

団
地

２
号

棟
宗

高
3
6
8
-
1

3
 

3
 

1
,2

1
6
 

8
 
３

階
踊

場

1
3焼

津
市

市
営

住
宅

宗
高

団
地

３
号

棟
宗

高
3
6
8
-
1

3
 

3
 

1
,2

1
7
 

8
 
３

階
踊

場

1
3焼

津
市

市
営

住
宅

宗
高

団
地

Ａ
棟

宗
高

3
6
8
-
1

3
 

3
 

4
8
9
 

9
 
３

階
踊

場

1
3焼
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7
-
4

1
3
-
2-
6
 
福

祉
避

難
所

指
定

施
設

一
覧
（

令
和
２

年
４

月
１

日
現

在
）

　
(
県
健

康
福
祉

部
企

画
政

策
課

)

市 町

指 定 ・ 協 定 の 別

施
設

名
称

所
在

地

松
崎

町

清
水

町

長
泉

町

伊
東

市

裾
野

市

富
士

市

1

市 町

指 定 ・ 協 定 の 別

施
設

名
称

所
在

地

指
定

鯨
ヶ

池
老

人
福

祉
セ

ン
タ

ー
静

岡
市

葵
区

下
9
5
1
-
1

指
定

長
尾

川
老

人
福

祉
セ

ン
タ

ー
静

岡
市

葵
区

長
尾

1
1
7

指
定

小
鹿

老
人

福
祉

セ
ン

タ
ー

静
岡
市

駿
河
区

小
鹿

二
丁

目
2
5-
45

指
定

用
宗

老
人

福
祉

セ
ン

タ
ー

静
岡

市
駿

河
区

用
宗

5
-
2
1
-
1
0

指
定

静
岡

市
桜

の
園

静
岡

市
葵

区
内

牧
1
5
6
0
-
6

指
定

障
害

者
支

援
施

設
　

百
花

園
宮

前
ロ

ッ
ヂ

静
岡

市
清

水
区

中
河

内
2
7
8
0
番

地

指
定

静
岡

市
わ

ら
し

な
学

園
静

岡
市

葵
区

飯
間

2
2
6
3

指
定

焼
津
市

総
合

福
祉
会

館
　
ウ

ェ
ル

シ
ッ

プ
や

い
づ

焼
津

市
大

覚
寺

3
-
2
-
2

指
定

焼
津

市
立

養
護

老
人

ホ
ー

ム
　

慈
恵

園
焼

津
市

大
覚

寺
3
-
2
-
3

指
定

焼
津

市
大

井
川

福
祉

セ
ン

タ
ー

ほ
ほ

え
み

焼
津

市
宗

高
5
7
2
-
1

指
定

静
岡

県
立

藤
枝

特
別

支
援

学
校

藤
枝

市
前

島
2
2
8
1
-
1

指
定

福
祉

セ
ン

タ
ー

き
す

み
れ

藤
枝

市
岡

部
町

内
谷

1
4
0
0
-
1

指
定

吉
田
町
総
合
障
害
者
自
立
支
援
施
設
 あ

つ
ま
リ
ー
ナ

吉
田

町
片

岡
1
9
9
6
-
1

指
定

吉
田

町
健

康
福

祉
セ

ン
タ

ー
 
は

ぁ
と

ふ
る

吉
田

町
片

岡
7
9
5
-
1

指
定

静
岡

県
立

吉
田

特
別

支
援

学
校

吉
田

町
片

岡
2
1
3
0

指
定

老
人

福
祉

セ
ン

タ
ー

い
た

や
浜

松
市

中
区

板
屋

町
5
9
6

指
定

中
央

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

浜
松

市
中

区
板

屋
町

5
9
6

指
定

静
岡

県
立

浜
松

視
覚

特
別

支
援

学
校

浜
松

市
中

区
葵

西
五

丁
目

9
-
1

指
定

静
岡

県
立

浜
松

聴
覚

特
別

支
援

学
校

浜
松

市
中

区
幸

三
丁

目
2
5
-
1

指
定

老
人

福
祉

セ
ン

タ
ー

竜
西

荘
浜

松
市

東
区

中
郡

町
6
8
4
-
1

指
定

老
人

福
祉

セ
ン

タ
ー

湖
東

荘
浜

松
市

西
区

和
地

町
1
8
3
3
-
1

指
定

老
人

福
祉

セ
ン

タ
ー

湖
南

荘
浜

松
市

西
区

馬
郡

町
3
8
0
5
-
1

指
定

雄
踏

老
人

福
祉

会
館

つ
つ

じ
荘

浜
松

市
西

区
雄

踏
町

宇
布

見
4
7
2
0

指
定

老
人

福
祉

セ
ン

タ
ー

江
之

島
荘

浜
松

市
南

区
江

之
島

町
6
0
6

指
定

老
人

福
祉

セ
ン

タ
ー

可
美

荘
浜

松
市

南
区

増
楽

町
1
6
4
5
-
1

指
定

老
人

福
祉

セ
ン

タ
ー

青
龍

荘
浜

松
市

南
区

青
屋

町
3
0
0

指
定

東
部

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

浜
松

市
南

区
青

屋
町

3
0
0

指
定

静
岡

県
立

浜
松

特
別

支
援

学
校

浜
松

市
南

区
江

之
島

町
1
2
6
6
-
2

指
定

老
人

福
祉

セ
ン

タ
ー

萩
原

荘
浜

松
市

北
区

初
生

町
1

指
定

静
岡

県
立

西
部

特
別

支
援

学
校

浜
松

市
北

区
根

洗
町

1
3
0

指
定

静
岡

県
立

浜
北

特
別

支
援

学
校

浜
松

市
浜

北
区

中
瀬

1
6
2
1

指
定

浜
松

市
発

達
医

療
総

合
福

祉
セ

ン
タ

ー
浜

松
市

浜
北

区
高

薗
7
7
5
－

1

指
定

天
竜

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

浜
松
市

天
竜
区

二
俣

町
二

俣
5
30
-1

8

指
定

龍
山

保
健

セ
ン

タ
ー

浜
松
市

天
竜
区

龍
山

町
戸

倉
7
1
1-
2

指
定

静
岡

県
立

天
竜

特
別

支
援

学
校

浜
松

市
天

竜
区

渡
ヶ

島
2
0
1
-
2

御
前

崎
市

指
定

御
前

崎
ふ

れ
あ

い
福

祉
セ

ン
タ

ー
御

前
崎

市
白

羽
5
4
0
2
-
1
0

菊
川

市
指

定
町

部
地

区
セ

ン
タ

ー
菊

川
市

堀
之

内
7
0
-
1

掛
川

市
指

定
た

ま
り

ー
な

（
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ

ン
タ

ー
）

掛
川

市
満

水
1
6
5
2

湖
西

市
指

定
浜

名
学

園
組

合
湖

西
市

新
居

町
浜

名
1
8
5
5
-
3

焼
津

市

藤
枝

市

吉
田

町

静
岡

市

浜
松

市

2
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1
3
-
3
　

自
主

防
災

組
織

結
成

状
況

　
　

　
（
県

危
機

情
報

課
）
 H

2
9
.4

.1

　
育

成
計

画
結

成
済

今
後

結
成

結
成

率
世

帯
数

組
織

加
入

加
入

率
　

育
成

計
画

結
成

済
今

後
結

成
結

成
率

世
帯

数
組

織
加

入
加

入
率

市
町

組
織

数
組

織
数

計
画

数
(B

/
A

)
世

帯
数

(D
/
C

)
市

町
組

織
数

組
織

数
計

画
数

(B
/
A

)
世

帯
数

(D
/
C

)

（
A

）
（
B

)
(Ａ

）
－

（
Ｂ

）
％

（
C

)
（
D

)
％

（
A

）
（
B

)
(Ａ

）
－

（
Ｂ

）
％

（
C

)
（
D

)
％

下
田

市
4
7
 

4
7
 

0
 

1
0
0
.0

%
1
1
,0

2
7
 

7
,2

8
7
 

6
6
.1

%
静

岡
市

9
8
0
 

9
8
0
 

0
 

1
0
0
.0

%
2
4
4
,6

6
7
 

2
4
4
,6

6
7
 

1
0
0
.0

%

東
伊

豆
町

1
1
 

1
1
 

0
 

1
0
0
.0

%
6
,2

3
7
 

4
,2

4
7
 

6
8
.1

%
島

田
市

1
3
3
 

1
3
3
 

0
 

1
0
0
.0

%
3
7
,3

3
6
 

3
7
,3

3
6
 

1
0
0
.0

%

河
津

町
2
4
 

2
4
 

0
 

1
0
0
.0

%
4
,3

0
8
 

4
,2

9
7
 

9
9
.7

%
焼

津
市

5
8
 

5
8
 

0
 

1
0
0
.0

%
5
6
,0

8
9
 

5
6
,0

8
9
 

1
0
0
.0

%

南
伊

豆
町

3
4
 

3
4
 

0
 

1
0
0
.0

%
3
,9

1
9
 

3
,9

1
9
 

1
0
0
.0

%
藤

枝
市

2
0
4
 

2
0
4
 

0
 

1
0
0
.0

%
5
8
,3

7
1
 

5
8
,3

7
1
 

1
0
0
.0

%

松
崎

町
3
5
 

3
5
 

0
 

1
0
0
.0

%
2
,9

9
8
 

2
,8

2
3
 

9
4
.2

%
牧

之
原

市
8
1
 

8
1
 

0
 

1
0
0
.0

%
1
5
,6

6
4
 

1
5
,6

6
4
 

1
0
0
.0

%

西
伊

豆
町

3
8
 

3
8
 

0
 

1
0
0
.0

%
3
,8

4
8
 

3
,8

4
8
 

1
0
0
.0

%
吉

田
町

1
9
 

1
9
 

0
 

1
0
0
.0

%
1
0
,4

1
4
 

1
0
,4

1
4
 

1
0
0
.0

%

川
根

本
町

3
4
 

3
4
 

0
 

1
0
0
.0

%
2
,9

0
1
 

2
,9

0
1
 

1
0
0
.0

%

計
1
8
9
 

1
8
9
 

0
 

1
0
0
.0

%
3
2
,3

3
7
 

2
6
,4

2
1
 

8
1
.7

%

沼
津

市
2
9
7
 

2
9
7
 

0
 

1
0
0
.0

%
7
4
,9

8
0
 

7
4
,9

2
0
 

9
9
.9

%
計

1
,5

0
9
 

1
,5

0
9
 

0
 

1
0
0
.0

%
4
2
5
,4

4
2
 

4
2
5
,4

4
2
 

1
0
0
.0

%

熱
海

市
8
3
 

8
3
 

0
 

1
0
0
.0

%
2
1
,5

1
9
 

1
7
,2

5
8
 

8
0
.2

%
浜

松
市

7
9
5
 

7
9
5
 

0
 

1
0
0
.0

%
3
0
4
,7

3
0
 

2
9
0
,9

1
0
 

9
5
.5

%

三
島

市
1
4
1
 

1
4
1
 

0
 

1
0
0
.0

%
4
8
,6

7
5
 

4
0
,0

7
2
 

8
2
.3

%
磐

田
市

3
1
5
 

3
1
5
 

0
 

1
0
0
.0

%
6
6
,4

6
3
 

5
4
,1

1
7
 

8
1
.4

%

富
士

宮
市

1
2
7
 

1
2
7
 

0
 

1
0
0
.0

%
5
5
,2

1
4
 

3
9
,8

3
6
 

7
2
.1

%
掛

川
市

2
3
8
 

2
3
8
 

0
 

1
0
0
.0

%
4
3
,6

6
7
 

4
3
,6

6
7
 

1
0
0
.0

%

伊
東

市
1
6
9
 

1
6
9
 

0
 

1
0
0
.0

%
3
5
,1

3
4
 

2
5
,2

5
8
 

7
1
.9

%
袋

井
市

1
5
2
 

1
5
2
 

0
 

1
0
0
.0

%
3
3
,3

9
4
 

3
3
,3

9
4
 

1
0
0
.0

%

富
士

市
3
9
2
 

3
8
9
 

3
 

9
9
.2

%
1
0
3
,5

6
9
 

8
5
,6

9
5
 

8
2
.7

%
湖

西
市

6
0
 

6
0
 

0
 

1
0
0
.0

%
2
3
,5

1
4
 

2
3
,5

1
4
 

1
0
0
.0

%

御
殿

場
市

5
9
 

5
9
 

0
 

1
0
0
.0

%
3
6
,0

8
4
 

3
3
,8

3
1
 

9
3
.8

%
御

前
崎

市
3
3
 

3
3
 

0
 

1
0
0
.0

%
1
1
,8

5
2
 

1
1
,8

5
2
 

1
0
0
.0

%

裾
野

市
8
6
 

8
6
 

0
 

1
0
0
.0

%
2
1
,5

6
4
 

2
0
,3

2
4
 

9
4
.2

%
菊

川
市

1
2
2
 

1
2
2
 

0
 

1
0
0
.0

%
1
7
,0

5
2
 

1
7
,0

5
2
 

1
0
0
.0

%

伊
豆

市
1
1
9
 

1
1
9
 

0
 

1
0
0
.0

%
1
3
,3

6
1
 

1
0
,8

0
9
 

8
0
.9

%
森

町
6
8
 

6
8
 

0
 

1
0
0
.0

%
6
,0

4
1
 

6
,0

4
1
 

1
0
0
.0

%

伊
豆

の
国

市
5
2
 

5
2
 

0
 

1
0
0
.0

%
2
1
,0

2
5
 

2
1
,0

2
5
 

1
0
0
.0

%

函
南

町
3
5
 

3
5
 

0
 

1
0
0
.0

%
1
6
,0

9
4
 

9
,4

3
3
 

5
8
.6

%
計

1
,7

8
3
 

1
,7

8
3
 

0
 

1
0
0
.0

%
5
0
6
,7

1
3
 

4
8
0
,5

4
7
 

9
4
.8

%

清
水

町
2
2
 

2
2
 

0
 

1
0
0
.0

%
1
3
,7

0
2
 

1
3
,7

0
2
 

1
0
0
.0

%

長
泉

町
4
0
 

4
0
 

0
 

1
0
0
.0

%
1
7
,9

1
5
 

1
7
,6

9
0
 

9
8
.7

%

小
山

町
4
0
 

4
0
 

0
 

1
0
0
.0

%
7
,5

8
8
 

6
,8

8
2
 

9
0
.7

%

計
1
,6

6
2
 

1
,6

5
9
 

3
 

9
9
.8

%
4
8
6
,4

2
4
 

4
1
6
,7

3
5
 

8
5
.7

%

地 域 危 機 管 理 局

地 域 危 機 管 理 局

県
合

計
5
,1

4
3
 

5
,1

4
0
 

3
 

9
9
.9

%
1
,4

5
0
,9

1
6
 

1
,3

4
9
,1

4
5
 

9
3
.0

%

賀 茂

中 部

東 部

西 部
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1
4
-
2
-
1
　

災
害

拠
点

病
院

（
静

岡
Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｔ
指

定
病

院
）
一

覧
表

（
県

地
域

医
療

課
）
R

3
.4

.1

地
　

域
病

院
数

病
　

　
院

　
　

名
所

　
　

　
在

　
　

　
地

電
話

番
号

伊
東

市
民

病
院

〒
4
1
4
－

0
0
5
5
　

伊
東

市
岡

1
9
6
-
1

0
5
5
7
－

3
7
－

2
6
2
6

国
際

医
療

福
祉

大
学

熱
海

病
院

〒
4
1
3
－

0
0
1
2
　

熱
海

市
東

海
岸

町
1
3
-
1

0
5
5
7
－

8
1
－

9
1
7
1

独
立

行
政

法
人

国
立

病
院

機
構

静
岡

医
療

セ
ン

タ
ー

〒
4
1
1
－

8
6
1
1
　

駿
東

郡
清

水
町

長
沢

7
6
2
－

1
0
5
5
－

9
7
5
－

2
0
0
0

沼
津

市
立

病
院

〒
4
1
0
－

0
3
0
2
　

沼
津

市
東

椎
路

春
ノ

木
5
5
0

0
5
5
－

9
2
4
－

5
1
0
0

独
立

行
政

法
人

地
域

医
療

機
能

推
進

機
構

三
島

総
合

病
院

〒
4
1
1
－

0
8
0
1
　

三
島

市
谷

田
字

藤
久

保
2
2
7
6

0
5
5
－

9
7
5
－

3
0
3
1

順
天

堂
大

学
医

学
部

附
属

静
岡

病
院

〒
4
1
0
－

2
2
9
5
　

伊
豆

の
国

市
長

岡
1
1
2
9

0
5
5
－

9
4
8
－

3
1
1
1

富
士

宮
市

立
病

院
〒

4
1
8
－

0
0
7
6
　

富
士

宮
市

錦
町

3
－

1
0
5
4
4
－

2
7
－

3
1
5
1

富
士

市
立

中
央

病
院

〒
4
1
7
－

8
5
6
7
　

富
士

市
高

島
町

5
0

0
5
4
5
－

5
2
－

1
1
3
1

地
方

独
立

行
政

法
人

静
岡

県
立

病
院

機
構

静
岡

県
立

総
合

病
院

〒
4
2
0
－

8
5
2
7
　

静
岡

市
葵

区
北

安
東

4
丁

目
2
7
－

1
0
5
4
－

2
4
7
－

6
1
1
1

静
岡

市
立

静
岡

病
院

〒
4
2
0
－

0
8
5
3
　

静
岡

市
葵

区
追

手
町

1
0
-
9
3

0
5
4
－

2
5
3
－

3
1
2
5

静
岡

市
立

清
水

病
院

〒
4
2
4
－

8
6
3
6
　

静
岡

市
清

水
区

宮
加

三
1
2
3
1

0
5
4
3
－

3
6
－

1
1
1
1

静
岡

赤
十

字
病

院
〒

4
2
0
－

0
8
5
3
　

静
岡

市
葵

区
追

手
町

8
－

2
0
5
4
－

2
5
4
－

4
3
1
1

静
岡

済
生

会
総

合
病

院
〒

4
2
2
－

8
0
2
1
　

静
岡

市
駿

河
区

小
鹿

１
丁

目
1
－

1
0
5
4
－

2
8
5
－

6
1
7
1

市
立

島
田

市
民

病
院

〒
4
2
7
－

8
5
0
2
　

島
田

市
野

田
1
2
0
0
－

5
0
5
4
7
－

3
5
－

2
1
1
1

焼
津

市
立

総
合

病
院

〒
4
2
5
－

0
0
5
5
　

焼
津

市
道

原
1
0
0
0

0
5
4
－

6
2
3
－

3
1
1
1

藤
枝

市
立

総
合

病
院

〒
4
2
6
－

8
6
7
7
　

藤
枝

市
駿

河
台

4
－

1
－

1
1

0
5
4
－

6
4
6
－

1
1
1
1

磐
田

市
立

総
合

病
院

〒
4
3
8
－

8
5
5
0
　

磐
田

市
大

久
保

5
1
2
－

3
0
5
3
8
－

3
8
－

5
0
0
0

掛
川

市
・
袋

井
市

病
院

企
業

団
立

中
東

遠
総

合
医

療
セ

ン
タ

ー
〒

4
3
6
－

0
0
4
0
　

掛
川

市
菖

蒲
ヶ

池
1
－

1
0
5
3
7
－

2
1
－

5
5
5
5

浜
松

医
科

大
学

医
学

部
附

属
病

院
〒

4
3
1
－

3
1
9
2
　

浜
松

市
東

区
半

田
山

1
丁

目
2
0
番

１
号

0
5
3
－

4
3
5
－

2
1
1
1

浜
松

医
療

セ
ン

タ
ー

〒
4
3
2
－

8
5
8
0
　

浜
松

市
中

区
富

塚
町

3
2
8

0
5
3
－

4
5
3
－

7
1
1
1

浜
松

赤
十

字
病

院
〒

4
3
4
－

8
5
3
3
　

浜
松

市
浜

北
区

小
林

1
0
8
8
－

1
0
5
3
－

4
0
1
－

1
1
1
1

社
会

福
祉

法
人

聖
隷

福
祉

事
業

団
総

合
病

院
聖

隷
三

方
原

病
院

〒
4
3
3
－

8
5
5
8
　

浜
松

市
北

区
三

方
原

町
3
4
5
3

0
5
3
－

4
3
6
－

1
2
5
1

社
会

福
祉

法
人

聖
隷

福
祉

事
業

団
総

合
病

院
聖

隷
浜

松
病

院
〒

4
3
0
-
8
5
5
8
 浜

松
市

中
区

住
吉

2
-
1
2
-
1
2

0
5
3
－

4
7
4
－

2
2
2
2

1
4
-
2
-
2
　

血
液

セ
ン

タ
ー

一
覧

表

（
日

本
赤

十
字

社
静

岡
県

支
部

、
県

薬
事

課
）
R

3
.4

.1

所
　

　
　

在
　

　
　

地
電

　
　

　
　

話

静
岡

市
葵

区
竜

南
1
－

2
6
－

1
9

0
5
4
－

2
4
7
－

7
1
4
1

沼
津

市
東

椎
路

春
ノ

木
5
6
7

0
5
5
－

9
2
4
－

6
6
1
1

伊
豆

市
小

立
野

10
0

0
5
5
8
－

7
3
－

2
7
0
0

浜
松

市
東

区
中

里
町

1
0
1
3

0
5
3
－

4
2
2
－

1
1
1
3

名
　

　
　

　
称

静
岡

県
赤

十
字

血
液

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
赤

十
字

血
液

セ
ン

タ
ー

 沼
津

事
業

所

静
岡

県
赤

十
字

血
液

セ
ン

タ
ー

 伊
豆

供
給

出
張

所

静
岡

県
赤

十
字

血
液

セ
ン

タ
ー

 浜
松

事
業

所

東
　

部
8

中
　

部
8

西
　

部
7
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1
4
-
2
-
3
 応

援
班

設
置

病
院

一
覧

１
　

普
通

班
（
県

地
域

医
療

課
） 

R
3.

4.
1

地
域

指
定

数
設

置
総

数
選

定
病

院
名

設
置

数
電

話
番

号

伊
東

市
民

病
院

3
05

5
7-

3
7-

2
62

6

国
際

医
療

福
祉

大
学

附
属

熱
海

病
院

3
05

5
7-

8
1-

9
17

1

国
立

病
院

機
構

静
岡

医
療

セ
ン

タ
ー

3
05

5
-9

7
5-

2
00

0

県
立

静
岡

が
ん

セ
ン

タ
ー

3
05

5
-9

8
9-

5
22

2

沼
津

市
立

病
院

3
05

5
-9

2
4-

5
10

0

裾
野

赤
十

字
病

院
1

05
5
-9

9
2-

0
00

8

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
中

伊
豆

温
泉

病
院

1
05

5
8-

8
3-

3
33

3

三
島

総
合

病
院

2
05

5
-9

7
5-

3
03

1

順
天

堂
大

学
医

学
部

附
属

静
岡

病
院

3
05

5
-9

4
8-

3
11

1

N
T
T
東

日
本

伊
豆

病
院

1
05

5
-9

7
8-

2
32

0

富
士

市
立

中
央

病
院

3
05

4
5-

5
2-

1
13

1

富
士

宮
市

立
病

院
3

05
4
4-

2
7-

3
15

1

共
立

蒲
原

総
合

病
院

2
05

4
5-

8
1-

2
21

1

静
岡

市
立

清
水

病
院

3
05

4
3-

3
6-

1
11

1

清
水

厚
生

病
院

3
05

4
3-

6
6-

3
33

3

桜
ヶ

丘
病

院
1

05
4
3-

5
3-

5
31

1

県
立

総
合

病
院

3
05

4
-2

4
7-

6
11

1

県
立

こ
ど

も
病

院
3

05
4
-2

4
7-

6
25

1

静
岡

市
立

静
岡

病
院

3
05

4
-2

5
3-

3
12

5

静
岡

赤
十

字
病

院
3

05
4
-2

5
4-

4
31

1

静
岡

済
生

会
総

合
病

院
3

05
4
-2

8
5-

6
17

1

静
岡

厚
生

病
院

2
05

4
-2

7
1-

7
17

7

焼
津

市
立

総
合

病
院

3
05

4
-6

2
3-

3
11

1

藤
枝

市
立

総
合

病
院

3
05

4
-6

4
6-

1
11

1

市
立

島
田

市
民

病
院

3
05

4
7-

3
5-

2
11

1

榛
原

総
合

病
院

2
05

4
8-

2
2-

1
13

1

磐
田

市
立

総
合

病
院

3
05

3
8-

3
8-

5
00

0

菊
川

市
立

総
合

病
院

2
05

3
7-

3
5-

2
13

5

市
立

御
前

崎
総

合
病

院
1

05
3
7-

8
6-

8
51

1

公
立

森
町

病
院

1
05

3
8-

8
5-

2
18

1

浜
松

労
災

病
院

3
05

3
-4

6
2-

1
21

1

浜
松

医
科

大
学

医
学

部
付

属
病

院
3

05
3
-4

3
5-

2
11

1

浜
松

医
療

セ
ン

タ
ー

3
05

3
-4

5
3-

7
11

1

浜
松

赤
十

字
病

院
3

05
3
-4

0
1-

1
11

1

遠
州

病
院

3
05

3
-4

5
3-

1
11

1

聖
隷

浜
松

病
院

3
05

3
-4

7
4-

2
22

2

聖
隷

三
方

原
病

院
3

05
3
-4

3
6-

1
25

1

市
立

湖
西

病
院

1
05

3
-5

7
6-

1
23

1

計
3
8

95

東
部

1
2

29

中
部

1
4

37

西
部

1
2

29

-389-
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1
4
-
2
-
4
　

市
町

指
定

医
療

救
護

施
設

（
県

地
域

医
療

課
） 

H
3
1.

4
.1

下
田

市
6

1
7

9
2

1
1

東
伊

豆
町

2
2

4
16

9
2
5

河
津

町
2

1
3

25
1
1

3
6

南
伊

豆
町

1
0

1
静

岡
市

61
1
0

7
1

松
崎

町
1

0
1

6
1

7

西
伊

豆
町

4
1

5
7

3
1
0

小
計

1
6

5
21

4
2

6

熱
海

市
9

3
12

11
1

1
2

伊
東

市
6

1
7

1
0

1

小
計

1
5

4
19

3
0

3

沼
津

市
1
8

6
24

32
7

3
9

三
島

市
1
9

3
22

11
2

1
3

裾
野

市
4

1
5

11
0

1
1

伊
豆

市
4

2
6

7
0

7

伊
豆

の
国

市
3

2
5

2
1

3

函
南

町
3

1
4

2
1

3

清
水

町
2

2
4

3
2

5

長
泉

町
3

2
5

3
1

4

小
計

5
6

1
9

75

御
殿

場
市

5
4

9
39

7
4
6

小
山

町
3

2
5

浜
松

市
73

1
5

8
8

小
計

8
6

14
3
25

8
4

4
0
9

※
　

救
護

病
院

に
つ

い
て

は
、

延
べ

数
で

あ
る

。

1
4
-
2
-
5
　

航
空

搬
送

拠
点

（県
危

機
政

策
課

、
県

地
域

医
療

課
）
 R

2.
4
.1

※
航

空
自

衛
隊

静
浜

基
地

は
、

静
岡

空
港

等
が

使
用

で
き

な
い

場
合

の
代

替
施

設
と

し
て

活
用

富
士

宮
市

富
士

市

小
計

静
岡

市

島
田

市

焼
津

市

藤
枝

市

牧
之

原
市

吉
田

町

川
根

本
町

小
計

磐
田

市

掛
川

市

袋
井

市

御
前

崎
市

菊
川

市

湖
西

市

森
町

小
計

浜
松

市

合
計

地
　

　
域

設
　

置
　

場
　

所
所

　
　

在
　

　
地

電
　

話
　

番
　

号

賀
　

　
茂

衛
星

電
話

　
0
9
0
-5

8
53

-
28

6
0

東
　

　
部

　
　

　
　

　
　

　
0
90

-
5
85

3
-2

8
61

衛
星

電
話

　
09

0
-1

5
68

-
41

0
5

　
　

　
　

　
　

　
0
90

-
4
79

7
-9

3
38

衛
星

電
話

　
09

0
-1

4
13

-
68

4
0

　
　

　
　

　
　

　
0
90

-
7
02

9
-2

8
23

管
　

轄
保

健
所

市
町

名
救

護
所

救
護

病
院

計
管

轄
保

健
所

市
町

名
救

護
所

救
護

病
院

計

富
士

熱
海

御
殿

場

愛
鷹

広
域

公
園

　
沼

津
市

足
高

20
2

中
　

　
部

富
士

山
静

岡
空

港
　

牧
之

原
市

坂
口

※
航

空
自

衛
隊

静
浜

基
地

　
焼

津
市

上
小

杉
1
60

2

西
　

　
部

航
空

自
衛

隊
浜

松
基

地
　

浜
松

市
西

区
西

山
町

無
番

地

伊
豆

中
部

東
部

西
部
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1
4
-
2
-
6
　

静
岡

Ｄ
Ｐ

Ａ
Ｔ

指
定

機
関

一
覧

表

（
県

障
害

福
祉

課
）
R

3
.4

.1

地
　

域
病

院
数

病
　

　
院

　
　

名
所

　
　

　
在

　
　

　
地

電
話

番
号

N
T
T
東

日
本

伊
豆

病
院

〒
4
1
9
-
0
1
9
3
　

田
方

郡
函

南
町

平
井

7
5
0

0
5
5
-
9
7
8
-
2
3
2
0

順
天

堂
大

学
医

学
部

附
属

静
岡

病
院

〒
4
1
0
-
2
2
9
5
　

伊
豆

の
国

市
長

岡
1
1
2
9

0
5
5
-
9
4
8
-
3
1
1
1

沼
津

中
央

病
院

〒
4
1
0
-
8
5
7
5
　

沼
津

市
中

瀬
町

2
4
-
1

0
5
5
-
9
3
1
-
4
1
0
0

鷹
岡

病
院

〒
4
1
9
-
0
2
0
5
　

富
士

市
天

間
1
5
8
5

0
5
4
5
-
7
1
-
3
3
7
0

清
水

駿
府

病
院

〒
4
2
4
-
0
9
2
9
　

静
岡

市
清

水
区

日
立

町
1
7
-
8

0
5
4
-
3
3
4
-
2
4
2
4

溝
口

病
院

〒
4
2
0
-
0
8
1
3
　

静
岡

市
葵

区
長

沼
6
4
7

0
5
4
-
2
6
1
-
3
4
7
6

静
岡

県
立

こ
こ

ろ
の

医
療

セ
ン

タ
ー

〒
4
2
0
-
0
9
4
9
　

静
岡

市
葵

区
与

一
4
-
1
-
1

0
5
4
-
2
7
1
-
1
1
3
5

静
岡

県
立

こ
ど

も
病

院
〒

4
2
0
-
8
6
6
0
　

静
岡

市
葵

区
漆

山
8
6
0

0
5
4
-
2
4
7
-
6
2
5
1

静
岡

赤
十

字
病

院
〒

4
2
0
-
0
8
5
3
　

静
岡

市
葵

区
追

手
町

8
-
2

0
5
4
-
2
5
4
-
4
3
1
1

菊
川

市
立

総
合

病
院

〒
4
3
9
-
0
0
2
2
　

菊
川

市
東

横
地

1
6
3
2

0
5
3
7
-
3
5
-
2
1
3
5

小
笠

病
院

〒
4
3
6
-
0
0
3
3
　

掛
川

市
篠

場
7
0
8

0
5
3
7
-
2
2
-
2
2
8
8

浜
松

医
科

大
学

医
学

部
附

属
病

院
〒

4
3
1
-
3
1
9
2
　

浜
松

市
東

区
半

田
山

一
丁

目
2
0
-
1

0
5
3
-
4
3
5
-
2
1
1
1

神
経

科
浜

松
病

院
〒

4
3
2
-
8
0
1
3
　

浜
松

市
中

区
広

沢
二

丁
目

5
6
-
1

0
5
3
-
4
5
4
-
5
3
6
1

三
方

原
病

院
〒

4
3
2
-
8
0
6
3
　

浜
松

市
南

区
小

沢
渡

町
2
1
9
5
-
2

0
5
3
-
4
4
8
-
0
6
2
2

聖
隷

三
方

原
病

院
〒

4
3
3
-
8
5
5
8
　

浜
松

市
北

区
三

方
原

町
3
4
5
3

0
5
3
-
4
3
6
-
1
2
5
1

朝
山

病
院

〒
4
3
3
-
8
1
0
4
　

浜
松

市
北

区
東

三
方

町
4
7
6
-
1

0
5
3
-
4
2
0
-
1
8
3
0

川
口

会
病

院
〒

4
3
6
-
0
0
4
3
　

掛
川

市
大

池
6
8
0
番

地
0
5
3
7
-
2
2
-
4
1
7
8

東
　

部
4

中
　

部
5

西
　

部
8
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1
4
-
3
-
1
　

医
薬

品
、

医
療

材
料

等
の

調
達

先
予

定
一

覧
表

（県
薬

事
課

）R
3
.4

.1

１
　

静
岡

県
医

薬
品

卸
業

協
会

（
医

薬
品

）
　

東
　

部

住
  

  
  

  
  

  
  

 所
電

  
  
  

  
  

話

（下
田

市
）

1.
 中

北
薬

品
㈱

下
田

支
店

下
田

市
西

本
郷

2
－

1
9
－

3
0
55

8
－

2
2－

06
3
1

（伊
東

市
）

1.
 ア

ル
フ

レ
ッ

サ
㈱

伊
東

支
店

伊
東

市
岡

12
8
0-

3
1

0
55

7
－

3
8－

88
8
0

2.
 東

邦
薬

品
㈱

伊
東

営
業

所
伊

東
市

宮
川

町
1
－

6
－

2
0
55

7
－

3
7－

72
7
4

（沼
津

市
）

1.
 東

邦
薬

品
㈱

沼
津

営
業

所
沼

津
市

米
山

町
1
2
－

3
3

0
55

－
9
2
1－

20
7
2

（清
水

町
）

1.
 ア

ル
フ

レ
ッ

サ
㈱

沼
津

支
店

駿
東

郡
清

水
町

八
幡

字
瀬

戸
川

10
4－

1
0
55

－
9
8
1－

66
5
5

2.
 ㈱

メ
デ

ィ
セ

オ
沼

津
支

店
駿

東
郡

清
水

町
八

幡
2
2
1－

2
0
55

－
9
7
3－

68
0
0

3.
 ㈱

ス
ズ

ケ
ン

東
部

事
業

所
（
沼

津
支

店
）

駿
東

郡
清

水
町

卸
団

地
31

6
0
55

－
9
7
2－

01
7
1

（長
泉

町
）

1.
 中

北
薬

品
㈱

三
島

支
店

駿
東

郡
長

泉
町

下
土

狩
20

2
－

8
0
55

－
9
8
8－

15
1
5

（富
士

市
）

1.
 ア

ル
フ

レ
ッ

サ
㈱

富
士

支
店

富
士

市
伝

法
9
80

－
1

0
54

5
－

7
2－

03
1
1

2.
 ㈱

ス
ズ

ケ
ン

富
士

支
店

富
士

市
伝

法
字

久
保

田
94

7
－

1
0
54

5
－

7
1－

16
8
1

3.
 中

北
薬

品
㈱

富
士

支
店

富
士

市
伝

法
字

中
原

5
7
2－

3
0
54

5
－

2
1－

00
8
1

中
　

部

住
  

  
  

  
  

  
  

 所
電

  
  
  

  
  

話

（静
岡

市
）

1.
 ア

ル
フ

レ
ッ

サ
㈱

静
岡

支
店

（第
1、

第
2）

静
岡

市
駿

河
区

豊
田

3
－

8
－

6
0
54

－
6
5
4－

21
1
1

2.
 ㈱

メ
デ

ィ
セ

オ
静

岡
支

店
静

岡
市

駿
河

区
敷

地
1
－

6
－

2
7

0
54

－
2
3
6－

15
1
1

3.
 ㈱

ス
ズ

ケ
ン

静
岡

支
店

静
岡

市
駿

河
区

栗
原

1
8
－

7
5

0
54

－
2
6
3－

69
1
1

4.
 東

邦
薬

品
㈱

静
岡

営
業

所
静

岡
市

駿
河

区
有

東
2
－

2
－

2
5

0
54

－
2
8
8－

26
8
1

5.
 中

北
薬

品
㈱

静
岡

支
店

静
岡

市
駿

河
区

池
田

6
5
－

6
0
54

－
2
0
3－

77
0
0

（藤
枝

市
）

1.
 ア

ル
フ

レ
ッ

サ
㈱

藤
枝

支
店

藤
枝

市
前

島
2
－

2
1－

1
0
54

－
6
3
5－

11
1
2

2.
 ㈱

メ
デ

ィ
セ

オ
藤

枝
支

店
藤

枝
市

前
島

1
－

1
3－

1
7

0
54

－
6
3
7－

08
1
1

3.
 ㈱

ス
ズ

ケ
ン

藤
枝

支
店

藤
枝

市
小

石
川

町
4－

3
－

1
8

0
54

－
6
4
1－

56
7
8

（焼
津

市
）

1.
 中

北
薬

品
㈱

焼
津

支
店

焼
津

市
越

後
島

3
4
7

0
54

－
6
2
9－

28
1
1

社
  

  
  
  

  
  

  
 名

社
  

  
  
  

  
  

  
 名

[資
料

編
Ⅱ

]

西
　

部

住
  
  

  
  

  
  

  
 所

電
  
  

  
  

  
話

（
掛

川
市

）

1
. 
ア

ル
フ

レ
ッ

サ
掛

川
支

店
掛

川
市

長
谷

14
5
1

0
5
37

－
6
1
－

0
2
81

2
. 
㈱

ス
ズ

ケ
ン

掛
川

支
店

掛
川

市
宮

脇
1－

18
－

7
0
5
37

－
2
4
－

1
1
21

3
. 
中

北
薬

品
㈱

掛
川

支
店

掛
川

市
上

張
86

0
－

6
0
5
37

－
2
4
－

3
1
61

（
浜

松
市

）

1
. 
ア

ル
フ

レ
ッ

サ
㈱

浜
松

第
1
,2

支
店

浜
松

市
中

区
高

林
3
－

7
－

3
4

05
3
－

4
71

－
4
1
11

,4
11

4

2
. 
㈱

メ
デ

ィ
セ

オ
浜

松
支

店
（南

・北
）

浜
松

市
中

区
西

浅
田

2－
10

－
3
0

0
5
3－

44
2
－

8
8
21

3
. 
㈱

ス
ズ

ケ
ン

浜
松

支
店

浜
松

市
東

区
西

塚
町

31
9
－

2
0
5
3－

46
4
－

1
1
51

4
. 
東

邦
薬

品
㈱

浜
松

営
業

所
浜

松
市

東
区

丸
塚

町
13

6
－

1
0
5
3－

46
9
－

0
6
11

5
. 
中

北
薬

品
㈱

浜
松

支
店

浜
松

市
東

区
将

監
町

23
－

1
0
5
3－

46
3
－

1
3
11

２
　

静
岡

県
医

療
機

器
販

売
業

協
会

住
  
  

  
  

  
  

  
 所

電
  
  

  
  

  
話

（
沼

津
市

）

1
. 
協

和
医

科
器

械
㈱

沼
津

支
店

沼
津

市
大

岡
23

9
1－

7
0
5
5－

92
6
－

1
1
00

（
静

岡
市

）

1
. 
協

和
医

科
器

械
㈱

　
（
本

社
）

静
岡

市
駿

河
区

池
田

15
6
－

2
0
5
4－

65
5
－

6
6
00

（
焼

津
市

）

1
. 
協

和
医

科
器

械
㈱

焼
津

支
店

焼
津

市
大

島
81

7
－

1
0
5
4－

62
3
－

2
2
22

（
掛

川
市

）

1
. 
協

和
医

科
器

械
㈱

掛
川

支
店

掛
川

市
杉

谷
2－

2－
21

0
5
37

－
2
2
－

2
1
01

（
浜

松
市

）

1
. 
協

和
医

科
器

械
㈱

浜
松

支
店

浜
松

市
東

区
篠

ヶ
瀬

町
4
0
0

0
5
3－

42
3
－

2
1
10

３
　

一
般

社
団

法
人

日
本

産
業

・医
療

ガ
ス

協
会

東
海

地
域

本
部

　
静

岡
支

部
　

（
医

療
ガ

ス
）

住
  
  
  

  
  

所
電

  
  
  
  

  
話

 

（
下

田
市

）

1
. 
杉

本
工

業
㈱

下
田

市
6
－

3
7－

44
0
5
58

－
2
2
－

3
1
53

（
清

水
町

）

1
. 
沼

津
酸

素
工

業
㈱

駿
東

郡
清

水
町

柿
田

95
4

0
5
5－

97
5
－

4
7
32

（
静

岡
市

）

1
. 
静

岡
酸

素
㈱

静
岡

市
駿

河
区

曲
金

5－
16

－
6

0
5
4－

28
5
－

4
1
57

（
浜

松
市

）

1
. 
㈱

丸
協

酸
素

商
会

浜
松

市
東

区
中

田
町

82
5

0
5
3－

46
1
－

6
1
36
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４
　

(一
社

)静
岡

県
薬

事
振

興
会

（医
薬

品
等

備
蓄

セ
ン

タ
ー

）

医
薬

品
備

蓄
セ

ン
タ

ー
名

所
　

　
　

　
　

在
　

　
　

　
　

地
管

轄
保

健
所

、
電

話
番

号

1.
　

平
時

は
、

(一
社

)静
岡

県
薬

事
振

興
会

（
静

岡
市

駿
河

区
馬

渕
2-

1
6-

3
2　

T
E
L
05

4
-2

0
3-

2
02

3
）が

備
蓄

品

　
　

の
管

理
運

営
を

行
う

。

2.
　

警
戒

宣
言

発
令

以
降

は
設

置
地

区
保

健
所

が
備

蓄
品

等
の

管
理

を
行

う
。

南
伊

豆
地

区
賀

茂
郡

松
崎

町
峰

輪
4
50

　
旧

松
崎

町
立

中
川

小
学

校
賀

茂
保

健
所

　
0
5
58

－
2
4
－

2
05

7

熱
海

・伊
東

地
区

伊
東

市
玖

須
美

元
和

田
字

逆
川

7
0
2
－

2
9

熱
海

保
健

所
　

0
5
57

－
8
2
－

9
11

5

田
方

地
区

伊
豆

市
修

善
寺

3
2
44

修
善

寺
小

学
校

体
育

館
内

東
部

保
健

所
0
5
5－

92
0
－

2
10

7

沼
津

・三
島

・
駿

東
地

区
沼

津
市

泉
町

2
－

1
東

部
保

健
所

　
0
5
5－

92
0
－

2
10

7

富
士

地
区

富
士

市
伝

法
字

杉
ノ

木
28

5
0－

3
富

士
保

健
所

　
0
5
45

－
6
5
－

2
15

3

静
岡

清
水

・
庵

原
地

区
静

岡
市

清
水

区
清

開
2
－

9
72

－
5

静
岡

市
保

健
所

　
0
5
4－

24
9
－

3
15

8

静
岡

地
区

静
岡

市
駿

河
区

宮
竹

1
－

2
38

－
2

静
岡

市
保

健
所

　
0
5
4－

24
9
－

3
15

8

志
太

・島
田

・
榛

原
地

区
藤

枝
市

水
上

字
池

端
1
－

8
6

中
部

保
健

所
　

0
5
4－

64
4
－

9
28

9

東
遠

地
区

掛
川

市
板

沢
2
05

1
－

1
15

5
西

部
保

健
所

0
5
38

－
3
7
－

2
24

7

中
・
北

遠
地

区
磐

田
市

見
付

2
12

5
－

1
西

部
保

健
所

0
5
38

－
3
7
－

2
24

7

西
遠

地
区

１
浜

松
市

中
区

鴨
江

3－
33

－
8

浜
松

市
保

健
所

0
5
3－

45
3
－

6
13

5

西
遠

地
区

２
湖

西
市

古
見

字
茶

屋
松

1
0
77

－
1
、

1
07

6
－

1
西

部
保

健
所

0
5
38

－
3
7
－

2
24
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ト
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×
10

本
入

10
個

1
5

伸
縮

ホ
ー

タ
イ

5c
m

×
9
m

×
10

本
入

15
個

1
6

伸
縮

ホ
ー

タ
イ

7.
5c

m
×

9
m

×
10

本
入

15
個

1
7

非
伸

縮
ホ

ー
タ

イ
7.

5c
m

×
4
.5

m
×

20
0
本

入
1

個

1
8

ア
ミ

ホ
ー

タ
イ

２
号

25
m

手
･手

首
･足

首
10

個

1
9

ア
ミ

ホ
ー

タ
イ

３
号

25
m

肘
･腕

･足
10

個

2
0

救
急

ホ
ー

タ
イ

小
　

1.
8m

20
個

2
1

三
角

巾
 

10
5
×

1
05

×
25

0
枚

入
1

個

2
2

三
角

巾
 

10
5
×

1
05

×
25

0
枚

入
1

個

2
3

三
角

巾
 特

大
25

0
入

1
個

2
4

副
　

木
5本

組
7

個

2
5

サ
ー

ジ
カ

ル
マ

ス
ク

50
枚

48
個

2
6

サ
ル

バ
L
L
D

フ
ラ

ッ
ト

タ
イ

プ
10

枚
入

20
個

2
7

サ
ル

バ
安

心
Ｗ

フ
ィ

ッ
ト

M
テ

ー
プ

タ
イ

プ
1
0枚

入
8

個

2
8

サ
ル

バ
安

心
フ

ィ
ッ

ト
M

12
枚

入
8

個

2
9

サ
ル

バ
安

心
Ｗ

フ
ィ

ッ
ト

Ｌ
テ

ー
プ

タ
イ

プ
9
枚

入
8

個

3
0

グ
ー

ン
初

め
て

の
肌

着
（オ

ム
ツ

）Ｓ
サ

イ
ズ

84
枚

入
8

個

3
1

グ
ー

ン
初

め
て

の
肌

着
（オ

ム
ツ

）Ｍ
サ

イ
ズ

66
枚

入
8

個

3
2

グ
ー

ン
初

め
て

の
肌

着
（オ

ム
ツ

）Ｌ
サ

イ
ズ

54
枚

入
8

個

3
3

グ
ー

ン
す

っ
き

り
ス

キ
ッ

プ
パ

ン
ツ

（ビ
ッ

ク
サ

イ
ズ

）
36

枚
入

6
個

3
4

サ
ル

バ
Ｄ

パ
ン

ツ
し

っ
か

り
ガ

ー
ド

Ｍ
－

Ｌ
パ

ン
ツ

タ
イ

プ
9
枚

入
6

個

3
5

エ
ス

マ
ル

ヒ
駆

血
帯

10
c
m

×
4m

2
個

3
6

マ
ー

キ
ュ

ロ
ク

ロ
ム

液
50

0
m

L
40

本

3
7

希
ヨ

ー
ド

チ
ン

キ
液

50
0
m

L
20

本

3
8

消
毒

用
エ

タ
ノ

ー
ル

50
0
m

L
40

本

3
9

５
％

ヒ
ビ

テ
ン

液
50

0
m

L
20

本

4
0

シ
ョ

ー
ド

ッ
ク

ス
ー

パ
ー

10
0
枚

30
個

4
1

精
製

水
50

0
m

L
12

0
本

4
2

サ
イ

リ
ュ

ー
ム

(化
学

ロ
ー

ソ
ク

)
25

本
入

40
個

4
3

ア
ル

ミ
ッ

ク
シ

ー
ト

(救
急

シ
ー

ト
) 

20
枚

入
50

個

43
②

メ
デ

ィ
ラ

ッ
プ

ブ
ラ

ン
ケ

ッ
ト

モ
デ

ル
M

W
-1

00
2

35
枚

4
4

ニ
ト

リ
ル

グ
ロ

ー
ブ

P
F
プ

ロ
バ

ン
ス

ブ
ル

ー
パ

ウ
ダ

ー
フ

リ
ー

Ｓ
20

0枚
入

り
10

個

4
5

ニ
ト

リ
ル

グ
ロ

ー
ブ

P
F
プ

ロ
バ

ン
ス

ブ
ル

ー
パ

ウ
ダ

ー
フ

リ
ー

Ｍ
2
00

枚
入

り
10

個

4
6

ニ
ト

リ
ル

グ
ロ

ー
ブ

P
F
プ

ロ
バ

ン
ス

ブ
ル

ー
パ

ウ
ダ

ー
フ

リ
ー

Ｌ
20

0
枚

入
り

10
個

4
7

ド
ラ

イ
シ

ャ
ン

プ
ー

20
0
g

72
個

4
8

防
災

用
懐

中
電

灯
１

個
1

個

48
②

Ｌ
Ｅ

Ｄ
折

り
た

た
み

ラ
ン

タ
ン

１
個

1
個

4
9

コ
ン

テ
ナ

54
L

10
個

5
0

消
火

器
蓄

圧
式

A
B

C
粉

末
消

火
器

　
10

型
1

本

5
1

除
湿

器
１

台
1

台

5
2

ス
チ

ー
ル

机
・
椅

子
１

個
1

個

5
3

防
水

シ
ー

ト
（
ブ

ル
ー

シ
ー

ト
）

3.
6m

×
5.

4
m

4
枚

※
静

岡
地

区
及

び
清

水
地

区
に

お
い

て
は

2
00

個

医
薬

品
等
備

蓄
セ

ン
タ

ー
備

蓄
状

況
表

(1
セ

ン
タ

ー
あ

た
り

）
　

令
和

３
年

４
月

１
日

現
在

類
別

Ｎ
ｏ

品
　

　
　

　
　

　
　

名
規

　
　

　
　

　
格

備
蓄

数
量

単
 位

医 薬 品 ・

医 薬 部 外 品衛 　 　 生 　 　 材 　 　 　 料 そ の 他 備 品 類
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[資
料

編
Ⅱ

]

1
5
-
2
-
1
 し

尿
及

び
ご

み
処

理
場

一
覧

表
(県

廃
棄

物
リ

サ
イ

ク
ル

課
)

(1
)し

尿
処

理
施

設
R

2
.3

.3
1

事
業

主
体

施
設

名
処

理
能

力
（
ｋ
ｌ／

日
）

静
岡

市
静

岡
衛

生
セ

ン
タ

ー
2
6
0
.0

 

静
岡

市
清

水
衛

生
セ

ン
タ

ー
2
0
0
.0

 

静
岡

市
庵

原
衛

生
プ

ラ
ン

ト
7
6
.9

 

浜
松

市
浜

松
市

東
部

衛
生

工
場

2
0
0
.0

 

浜
松

市
浜

松
市

西
部

衛
生

工
場

4
0
0
.0

 

浜
松

市
浜

松
市

天
竜

衛
生

セ
ン

タ
ー

7
0
.0

 

沼
津

市
沼

津
市

衛
生

プ
ラ

ン
ト

（
ア

ク
ア

プ
ラ

ザ
）

1
5
8
.0

 

沼
津

市
沼

津
市

戸
田

衛
生

セ
ン

タ
ー

1
2
.0

 

熱
海

市
熱

海
市

大
黒

崎
し

尿
管

理
セ

ン
タ

ー
4
0
.0

 

三
島

市
三

島
市

衛
生

プ
ラ

ン
ト

7
3
.0

 

富
士

宮
市

衛
生

プ
ラ

ン
ト

1
5
0
.0

 

伊
東

市
伊

東
市

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

9
6
.0

 

島
田

市
ク

リ
ー

ン
セ

ン
タ

ー
1
1
0
.0

 

富
士

市
富

士
市

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

き
き

ょ
う

1
8
6
.0

 

磐
田

市
磐

田
市

衛
生

プ
ラ

ン
ト

9
8
.0

 

掛
川

市
掛

川
市

衛
生

セ
ン

タ
ー

1
5
0
.0

 

湖
西

市
湖

西
市

衛
生

プ
ラ

ン
ト

8
4
.0

 

伊
豆

市
伊

豆
市

汚
泥

再
生

処
理

セ
ン

タ
ー

2
8
.0

 

伊
豆

の
国

市
長

岡
し

尿
処

理
場

1
5
.0

 

伊
豆

の
国

市
韮

山
し

尿
処

理
場

2
0
.0

 

函
南

町
函

南
町

し
尿

処
理

場
2
0
.0

 

東
遠

広
域

施
設

組
合

東
遠

衛
生

セ
ン

タ
ー

1
9
5
.0

 

御
殿

場
市

・
小

山
町

広
域

行
政

組
合

衛
生

セ
ン

タ
ー

1
4
0
.0

 

東
河

環
境

セ
ン

タ
ー

し
尿

処
理

施
設

3
6
.0

 

南
豆

衛
生

プ
ラ

ン
ト

組
合

汚
泥

処
理

ク
リ

-
ン

セ
ン

タ
-

4
3
.0

 

西
豆

衛
生

プ
ラ

ン
ト

組
合

西
豆

衛
生

プ
ラ

ン
ト

4
4
.0

 

裾
野

市
長

泉
町

衛
生

施
設

組
合

い
ず

み
苑

3
0
.0

 

裾
野

市
長

泉
町

衛
生

施
設

組
合

中
島

苑
6
0
.0

 

袋
井

市
森

町
広

域
行

政
組

合
袋

井
衛

生
セ

ン
タ

ー
1
5
0
.0

 

志
太

広
域

事
務

組
合

藤
枝

環
境

管
理

セ
ン

タ
ー

1
6
0
.0

 

志
太

広
域

事
務

組
合

大
井

川
環

境
管

理
セ

ン
タ

ー
9
0
.0

 

吉
田

町
牧

之
原

市
広

域
施

設
組

合
衛

生
セ

ン
タ

ー
8
2
.0
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(2
)ご

み
焼

却
施

設
R

2
.3

.3
1

事
業

主
体

施
設

名
処

理
能

力
（
ｔ／

日
）

静
岡

市
沼

上
清

掃
工

場
6
0
0
.0

 

静
岡

市
沼

上
清

掃
工

場
灰

溶
融

施
設

1
2
0
.0

 

静
岡

市
西

ケ
谷

清
掃

工
場

5
0
0
.0

 

浜
松

市
浜

松
市

南
部

清
掃

工
場

4
5
0
.0

 

浜
松

市
浜

松
市

浜
北

清
掃

セ
ン

タ
ー

（
9
0
t）

9
0
.0

 

浜
松

市
浜

松
市

浜
北

清
掃

セ
ン

タ
ー

（
4
0
t）

4
0
.0

 

浜
松

市
天

竜
ご

み
処

理
工

場
3
6
.0

 

浜
松

市
は

る
の

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

8
.0

 

浜
松

市
水

窪
・
佐

久
間

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

1
6
.0

 

浜
松

市
浜

松
市

西
部

清
掃

工
場

4
9
4
.7

 

沼
津

市
沼

津
市

清
掃

プ
ラ

ン
ト

3
0
0
.0

 

熱
海

市
熱

海
市

エ
コ

・
プ

ラ
ン

ト
姫

の
沢

2
0
4
.0

 

熱
海

市
熱

海
市

初
島

清
掃

工
場

廃
棄

物
焼

却
炉

1
.2

 

三
島

市
三

島
市

ご
み

処
理

施
設

1
8
0
.0

 

富
士

宮
市

富
士

宮
市

清
掃

セ
ン

タ
ー

2
4
0
.0

 

伊
東

市
伊

東
市

環
境

美
化

セ
ン

タ
ー

1
4
2
.0

 

島
田

市
田

代
環

境
プ

ラ
ザ

1
4
8
.0

 

富
士

市
富

士
市

環
境

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

3
0
0
.0

 

磐
田

市
磐

田
市

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

(３
号

炉
・
４

号
炉

）
2
2
4
.0

 

下
田

市
下

田
市

営
じ

ん
芥

処
理

場
5
6
.0

 

裾
野

市
裾

野
市

美
化

セ
ン

タ
ー

9
3
.0

 

湖
西

市
湖

西
市

環
境

セ
ン

タ
ー

（
ご

み
焼

却
施

設
）

1
2
0
.0

 

伊
豆

市
伊

豆
市

清
掃

セ
ン

タ
ー

ご
み

焼
却

施
設

5
0
.0

 

伊
豆

の
国

市
長

岡
清

掃
セ

ン
タ

ー
3
2
.0

 

伊
豆

の
国

市
韮

山
ご

み
焼

却
場

4
0
.0

 

伊
豆

の
国

市
大

仁
清

掃
セ

ン
タ

ー
2
0
.0

 

南
伊

豆
町

南
伊

豆
町

清
掃

セ
ン

タ
ー

1
5
.0

 

松
崎

町
ク

リ
ー

ン
ピ

ア
松

崎
1
6
.0

 

西
伊

豆
町

西
伊

豆
町

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

4
5
.0

 

函
南

町
函

南
町

ご
み

焼
却

場
1
0
5
.0

 

長
泉

町
長

泉
町

塵
芥

焼
却

場
1
5
0
.0

 

牧
之

原
市

御
前

崎
市

広
域

施
設

組
合

牧
之

原
市

御
前

崎
市

広
域

施
設

組
合

環
境

保
全

セ
ン

タ
ー

1
4
1
.0

 

東
河

環
境

セ
ン

タ
ー

エ
コ

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

東
河

6
0
.0

 

伊
豆

市
沼

津
市

衛
生

施
設

組
合

土
肥

戸
田

衛
生

セ
ン

タ
ー

3
0
.0

 

袋
井

市
森

町
広

域
行

政
組

合
中

遠
ク

リ
ー

ン
セ

ン
タ

ー
1
3
2
.0

 

志
太

広
域

事
務

組
合

一
色

清
掃

工
場

1
2
0
.0

 

志
太

広
域

事
務

組
合

高
柳

清
掃

工
場

2
5
5
.0

 

吉
田

町
牧

之
原

市
広

域
施

設
組

合
清

掃
セ

ン
タ

ー
1
0
0
.5

 

掛
川

市
・
菊

川
市

衛
生

施
設

組
合

環
境

資
源

ギ
ャ

ラ
リ

ー
1
4
0
.0

 

御
殿

場
市

・
小

山
町

広
域

行
政

組
合

富
士

山
エ

コ
パ

ー
ク

　
焼

却
セ

ン
タ

ー
1
4
3
.0
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1
5
-
2
-
2
　

清
掃

運
搬

器
材

一
覧

表
(し

尿
)

(県
廃

棄
物

リ
サ

イ
ク

ル
課

)
R
2
.3

.3
1

台
数

積
載

量
(ｋ

ｌ)
台

数
積

載
量

(ｋ
ｌ)

台
数

積
載

量
(ｋ

ｌ)
台

数
積

載
量

(ｋ
ｌ)

静
岡

市
8
1

3
0
8

0
0

0
0

8
1

3
0
8

浜
松

市
8
8

3
9
7

0
0

0
0

8
8

3
9
7

沼
津

市
2
6

8
1

0
0

3
9

2
9

9
0

熱
海

市
7

2
0

0
0

0
0

7
2
0

三
島

市
1
0

2
3

0
0

0
0

1
0

2
3

富
士

宮
市

1
8

5
5

0
0

1
2

1
9

5
7

伊
東

市
8

2
8

0
0

1
2

9
3
0

島
田

市
3
9

1
3
6

0
0

0
0

3
9

1
3
6

富
士

市
4
0

1
4
4

0
0

0
0

4
0

1
4
4

磐
田

市
9

2
3

0
0

0
0

9
2
3

焼
津

市
4
5

1
9
3

0
0

3
3
2

4
8

2
2
5

掛
川

市
3
4

1
3
3

0
0

0
0

3
4

1
3
3

藤
枝

市
3
2

1
4
0

0
0

6
3
9

3
8

1
7
9

御
殿

場
市

2
0

8
6

2
1
0

0
0

2
2

9
6

袋
井

市
2
1

6
8

0
0

0
0

2
1

6
8

下
田

市
8

2
6

0
0

0
0

8
2
6

裾
野

市
8

2
5

0
0

0
0

8
2
5

湖
西

市
2
3

6
8

0
0

0
0

2
3

6
8

伊
豆

市
9

2
5

0
0

1
8

1
0

3
3

御
前

崎
市

2
4

9
1

0
0

0
0

2
4

9
1

菊
川

市
1
7

6
6

0
0

0
0

1
7

6
6

伊
豆

の
国

市
7

2
0

0
0

2
4

9
2
4

牧
之

原
市

2
4

8
5

0
0

0
0

2
4

8
5

東
伊

豆
町

8
2
2

0
0

0
0

8
2
2

河
津

町
9

8
5

0
0

0
0

9
8
5

南
伊

豆
町

1
2

3
5

0
0

0
0

1
2

3
5

松
崎

町
1
0

3
2

0
0

0
0

1
0

3
2

西
伊

豆
町

1
1

3
4

4
1

0
0

1
5

3
5

函
南

町
0

0
0

0
4

1
0

4
1
0

清
水

町
5

1
3

0
0

0
0

5
1
3

長
泉

町
0

0
0

0
0

0
0

0

小
山

町
1
7

7
4

1
2

0
0

1
8

7
6

吉
田

町
0

0
0

0
0

0
0

0

川
根

本
町

6
1
9

0
0

0
0

6
1
9

森
町

1
0

3
0

0
0

0
0

1
0

3
0

市
町

計
6
8
6

2
,5

8
5

7
1
3

2
1

1
0
6

7
1
4

2
,7

0
4

東
遠

広
域

施
設

組
合

0
0

0
0

0
0

0
0

牧
之

原
市

御
前

崎
市

広
域

施
設

組
合

0
0

0
0

0
0

0
0

御
殿

場
市

・小
山

町
広

域
行

政
組

合
0

0
0

0
0

0
0

0

東
河

環
境

セ
ン

タ
ー

0
0

0
0

0
0

0
0

南
豆

衛
生

プ
ラ

ン
ト

組
合

1
1

3
6

0
0

0
0

1
1

3
6

西
豆

衛
生

プ
ラ

ン
ト

組
合

1
0

3
2

0
0

0
0

1
0

3
2

裾
野

市
長

泉
町

衛
生

施
設

組
合

0
0

0
0

0
0

0
0

伊
豆

市
沼

津
市

衛
生

施
設

組
合

0
0

0
0

0
0

0
0

袋
井

市
森

町
広

域
行

政
組

合
0

0
0

0
0

0
0

0

中
遠

広
域

事
務

組
合

0
0

0
0

0
0

0
0

志
太

広
域

事
務

組
合

0
0

0
0

0
0

0
0

吉
田

町
牧

之
原

市
広

域
施

設
組

合
0

0
0

0
0

0
0

0

掛
川

市
・
菊

川
市

衛
生

施
設

組
合

0
0

0
0

0
0

0
0

伊
豆

市
伊

豆
の

国
市

廃
棄

物
処

理
施

設
組

合
0

0
0

0
0

0
0

0

一
部

事
務

組
合

計
2
1

6
8

0
0

0
0

2
1

6
8

合
計

7
0
7

2
,6

5
3

7
1
3

2
1

1
0
6

7
3
5

2
,7

7
2

バ
キ

ュ
ー

ム
車

そ
の

他
の

車
両

運
搬

車
計

市
町

名
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1
5
-
2
-
3
　

清
掃

運
搬

器
材

一
覧

表
(ご

み
)

(県
廃

棄
物

リ
サ

イ
ク

ル
課

)
R

2
.3

.3
1

台
数

積
載

量
(ｔ

)
台

数
積

載
量

(t
)

台
数

積
載

量
(t

)
台

数
積

載
量

(t
)

静
岡

市
5
7
9

1
,6

7
8

0
0

0
0

5
7
9

1
,6

7
8

浜
松

市
6
0
1

1
,5

7
6

1
2

2
9

1
3

7
3

6
2
6

1
,6

7
8

沼
津

市
1
2
3

4
3
8

3
1

4
2
3

1
3
0

4
6
2

熱
海

市
8
0

1
9
7

0
0

6
1
9

8
6

2
1
6

三
島

市
1
2
4

3
1
3

2
5

0
0

1
2
6

3
1
8

富
士

宮
市

2
7
5

9
8
2

0
0

2
1
4

2
7
7

9
9
6

伊
東

市
6
9

2
5
2

7
7

1
8
1

4
9

1
5
0

4
4
2

島
田

市
2
2
1

6
5
2

0
0

1
1
1

2
2
2

6
6
3

富
士

市
3
5
0

1
,1

2
8

2
1
2

0
0

3
5
2

1
,1

4
0

磐
田

市
1
1
1

2
8
4

0
0

0
0

1
1
1

2
8
4

焼
津

市
2
4
9

1
,1

7
0

6
1
2

0
0

2
5
5

1
,1

8
2

掛
川

市
1
6
1

4
6
0

0
0

0
0

1
6
1

4
6
0

藤
枝

市
2
3
0

6
8
7

0
0

0
0

2
3
0

6
8
7

御
殿

場
市

1
2
5

3
4
0

1
1
5

3
0
3

0
0

2
4
0

6
4
3

袋
井

市
7
9

2
2
0

0
0

0
0

7
9

2
2
0

下
田

市
5
0

9
3

7
4
4

4
1
7

6
1

1
5
4

裾
野

市
1

2
2

4
2

6
5

1
2

湖
西

市
7
7

2
0
5

9
2
0

1
4

8
7

2
2
9

伊
豆

市
1
0
8

2
6
2

0
0

5
1
6

1
1
3

2
7
8

御
前

崎
市

1
1
5

3
0
9

0
0

0
0

1
1
5

3
0
9

菊
川

市
7
2

2
2
3

0
0

0
0

7
2

2
2
3

伊
豆

の
国

市
1
4
6

3
7
1

5
1
0

2
4

1
5
3

3
8
5

牧
之

原
市

1
5
5

4
3
5

0
0

0
0

1
5
5

4
3
5

東
伊

豆
町

2
7

5
4

0
0

0
0

2
7

5
4

河
津

町
1
4

2
8

0
0

0
0

1
4

2
8

南
伊

豆
町

1
5

3
3

1
8

3
5

0
0

3
3

6
8

松
崎

町
1
1

2
4

0
0

0
0

1
1

2
4

西
伊

豆
町

1
3

3
1

1
5

1
7

0
0

2
8

4
8

函
南

町
6
8

1
4
0

0
0

4
1
0

7
2

1
5
0

清
水

町
4
7

1
1
4

0
0

0
0

4
7

1
1
4

長
泉

町
3
3

7
6

0
0

0
0

3
3

7
6

小
山

町
9
8

2
3
1

4
6

2
0
6

2
3

4
3

1
6
7

4
8
0

吉
田

町
0

0
1
5
4

4
0
1

0
0

1
5
4

4
0
1

川
根

本
町

2
3

4
9

0
0

2
4

2
5

5
3

森
町

7
5

2
0
4

0
0

0
0

7
5

2
0
4

市
町

計
4
,5

2
5

1
3
,2

6
1

4
7
3

1
,2

8
0

7
3

2
5
3

5
,0

7
1

1
4
,7

9
4

東
遠

広
域

施
設

組
合

0
0

0
0

0
0

0
0

牧
之

原
御

前
崎

広
域

組
合

8
3
1

0
0

0
0

8
3
1

御
殿

場
市

・
小

山
町

広
域

行
政

組
合

0
0

0
0

0
0

0
0

東
河

環
境

セ
ン

タ
ー

0
0

0
0

0
0

0
0

南
豆

衛
生

プ
ラ

ン
ト

組
合

0
0

0
0

0
0

0
0

西
豆

衛
生

プ
ラ

ン
ト

組
合

0
0

0
0

0
0

0
0

裾
野

市
長

泉
町

衛
生

施
設

組
合

0
0

0
0

0
0

0
0

伊
豆

市
沼

津
市

衛
生

施
設

組
合

3
5

0
0

0
0

3
5

袋
井

市
森

町
広

域
行

政
組

合
0

0
0

0
1

4
1

4
中

遠
広

域
事

務
組

合
0

0
1

4
1

4
2

8
志

太
広

域
事

務
組

合
0

0
0

0
0

0
0

0
吉

田
町

牧
之

原
市

広
域

施
設

組
合

9
2
6

3
9

0
0

1
2

3
5

掛
川

市
・
菊

川
市

衛
生

施
設

組
合

0
0

0
0

3
1
4

3
1
4

伊
豆

市
伊

豆
の

国
市

廃
棄

物
処

理
施

設
組

合
0

0
0

0
0

0
0

0
一

部
事

務
組

合
計

2
0

6
2

4
1
3

5
2
2

2
9

9
7

合
計

4
,5

4
5

1
3
,3

2
3

4
7
7

1
,2

9
3

7
8

2
7
5

5
,1

0
0

1
4
,8

9
1

収
集

車
運

搬
車

（
収

集
）

運
搬

車
（
中

間
）

計
市

町
名
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編
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1
5
-
3
-
1
　

死
亡

獣
畜

取
扱

場
一

覧
表

（
埋

却
場

）

（
県

衛
生

課
）
 R

2
.4

.1

1
5
-
3
-
2
　

被
災

動
物

救
護

セ
ン

タ
ー

に
関

す
る

問
い

合
わ

せ
先

（
県

衛
生

課
）

電
話

番
号

0
5
4
-
2
5
1
-
6
0
3
6

0
5
4
-
2
5
1
-
6
0
3
5

名
　

　
　

称
所

　
　

在
　

　
地

一
般

社
団

法
人

静
岡

県
動

物
保

護
協

会
 静

岡
市

葵
区

相
生

町
1
4
番

2
6
-
3
号

公
益

社
団

法
人

静
岡

県
獣

医
師

会
 静

岡
市

葵
区

相
生

町
1
4
番

2
6
-
3
号

保
健

所
名

市
町

名
死

亡
獣

蓄
取

扱
場

数

東
部

伊
豆

市
2

富
士

富
士

市
1

中
部

牧
之

原
市

2

計
5

ト
イ

レ

市
町 下

田
市

5
8
,8

0
0

3
8

5
6

1
4

東
伊

豆
町

0
5
3
6

5
1

0
河

津
町

5
,5

6
0

3
7

1
2

0
南

伊
豆

町
0

4
8

2
8

0
松

崎
町

0
1
4
1

2
9

0
西

伊
豆

町
7
,0

0
0

1
2
6

5
3

0
沼

津
市

9
3
6
,3

0
0

1
9
5

3
6
8

0
熱

海
市

5
,4

0
0

2
,4

3
3

2
0
9

0
三

島
市

7
7
,6

0
0

3
0
0

1
5
8

4
3

富
士

宮
市

1
2
,5

0
0

7
7
8

4
3

0
伊

東
市

1
0
,7

1
0

1
0
6

2
0
7

0
富

士
市

1
9
1
,4

0
0

4
7
4

1
9
6

2
6

御
殿

場
市

1
2
8
,7

3
0

8
1
5

7
3

1
0

裾
野

市
8
2
,6

5
7

1
8
8

0
0

伊
豆

市
0

4
4
1

6
7

0
伊

豆
の

国
市

0
2
1
9

8
6

6
函

南
町

0
4
3
0

3
5

0
清

水
町

5
,8

0
0

6
3

8
5

4
1

長
泉

町
3
7
,7

0
0

1
7
1

7
0

2
5

小
山

町
1
9
,8

0
0

1
6
0

2
0

静
岡

市
3
5
7
,2

7
0

6
6
6

2
,1

7
3

4
5

島
田

市
8
7
,7

4
5

4
5
7

9
6

0
焼

津
市

7
2
,5

0
0

1
,2

4
7

1
6
3

7
6

藤
枝

市
0

1
,1

9
1

1
4
5

1
0
9

牧
之

原
市

3
,5

0
0

1
,1

2
0

4
1

0
吉

田
町

0
2
3
9

0
2
8

川
根

本
町

2
9
,1

0
0

1
2
3

0
0

浜
松

市
1
7
3
,7

5
2

1
,5

7
4

9
2
2

1
4
7

磐
田

市
0

4
1
5

4
4
6

9
5

掛
川

市
0

6
5
4

0
0

袋
井

市
1
7
,0

7
6

4
2
5

1
5
3

3
湖

西
市

4
1
,0

0
0

2
0
3

3
3

5
御

前
崎

市
3
3
,4

5
5

2
9
0

1
2
4

1
0

菊
川

市
8
0
,0

0
0

4
3
1

5
8

0
森

町
0

0
1
6
6

0

計
2
,4

7
5
,3

5
5

1
6
,7

3
4

6
,3

4
8

6
8
3

15
-4

-
1　

市
町

災
害

用
ト

イ
レ

備
蓄

数

危
機

情
報

課

令
和

３
年

４
月

１
日

現
在

携
帯

ト
イ

レ
（
枚

数
）

簡
易

ト
イ

レ
（
基

数
）

仮
設

ト
イ

レ
（
基

数
）

マ
ン

ホ
ー

ル
ト

イ
レ

（
基

数
）
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1
6
-
1
-
1

給
水

対
策

の
措

置
一

覧
（
県

水
利

用
課

）

１
．

発
災

か
ら

３
日

間
は

自
己

貯
水

に
よ

っ
て

、
生

命
維

持
の

た
め

最
小

限
３
 

の
必

要
量

を
確

保
す

る
。

２
．

４
日

目
か

ら
７

日
目

迄
ぐ

ら
い

は
、

自
主

防
災

組
織

に
よ

る
給

水
や

市
町

村
に

よ
る

応
急

給
水

を
利

用
し

、
調

理
、

洗
面

等
最

低
生

活
に

必
要

な
2
0
 

を
確

保
す

る
。

３
．

約
８

日
目

か
ら

約
１

ヶ
月

迄
は

、
市

町
村

が
設

置
す

る
仮

説
共

用
栓

を
使

用
し

最
低

の
浴

用
、

洗
た

く
に

必
要

な
20

～
10

0
 

の
水

を
確

保
す

る
。

４
．

約
１

ヶ
月

以
降

は
通

常
給

水
と

ほ
ぼ

同
量

に
漸

次
復

旧
す

る
。

給
水

対
策

の
措

置
一

覧

[資
料

編
Ⅱ

]
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資
料
編

Ⅱ

1
6
-
1
-
2

東
海

地
震

対
策

応
急

給
水

用
資

機
材

の
整

備
基

準
（
県

水
利

用
課

）

（昭
和

5
9

年
３

月
２

７
日

付
環

第
1
33

5
号

通
知

）

（注
１

）
給

水
車

、
給

水
タ

ン
ク

、
水

槽
等

の
資

機
材

の
内

訳
は

限
定

し
な

い
が

、
目

標
量

を
満

た
す

能
力

と
す

る
。

（注
２

）
給

水
タ

ン
ク

等
資

機
材

の
使

用
回

数
は

５
回

／
日

と
し

た
。

人
口

①

応
急

給
水

目
標

額

②
＝

①
×

３
 

／
1
00

0

資
機

材

給
水

タ
ン

ク
等

１
ｍ

３
／

基
、

②
÷

５
回

／
日

4
0

(5
0)

万
人

以
上

1
,5

0
0

ｍ
３
／

日
3
00

基

3
0

万
人

～
40

万
人

1,
2
00

2
40

2
0

万
人

～
30

万
人

9
00

1
80

1
0

万
人

～
20

万
人

6
00

1
20

５
万

人
～

1
0

万
人

3
00

60

３
万

人
～

５
万

人
1
50

30

２
万

人
～

３
万

人
90

18

１
万

人
～

２
万

人
60

12

１
万

人
以

下
30

6

16
-
1-

3
静

岡
県

内
市

町
「震

災
時

給
水

対
策

要
綱

」
作

成
指

針
（
抜

粋
）

（
県
水
利
用
課

平
成

21
年
３
月
）

第
１
章

前
文

第
１
節

指
針
の
性
格

『
静
岡

県
内
市
町
「
震
災

時
給

水
対
策
要
綱
」
作
成
指
針

』
(
以
下
「
本

指
針
」

と
い
う

。
)
は
、

大
規

模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
（
以
下
「
大
震
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
地
震
防
災
強
化
計
画
の
う

ち
、

給
水
対
策
に
つ
い
て
、
各
市
町
の
水
道
部
局
が
、
震
災
時
の
応
急
対
策
の
諸
活
動
が
迅
速
か
つ

的
確

に
実
施
で
き
る
よ
う
、
具
体
的
な
事
項
を
取
り
ま
と
め
た
実
働
的
な
「
震
災
時
給
水
対
策
要
綱
」

（
以

下
「
要
綱
」
と
い
う
。
）
を
、
効
率
的
に
作
成
す
る
た
め
に
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

各
市
町

に
お
い
て
は
、
水

道
担
当
部
局
課
及
び
防

災
担
当
課
等
が
密
接
な
連

絡
を
取

っ
て
震
災
時

の
給

水
対
策
に
あ
た
る
が
、
そ
の
具
体
策
を
計
画
す
る
際
の
基
本
と
な
る
も
の
で
あ
る
。（

図
1.
1
.
1

参
照

）

図
1
.1
.
1

大
震

法
と

各
市

町
の

地
震
防

災
強
化

計
画

及
び

「
要

綱
」
と

の
関
係

第
２
節

地
震
防
災
強
化
計
画
と
の
関
係

各
市
町

に
お
い
て
は
、
地

震
防
災
強
化
計
画
（
地

域
防
災
計
画
の
東
海
地
震

対
策
編

）
を
作
成
し

て
お

り
、
平
常
時
の
対
応
を
含
む
震
災
時
の
給
水
対
策
に
つ
い
て
記
載
し
て
い
る
が
、
こ
の
内
容
は
、

基
本

的
な
記
述
に
と
ど
ま
る
場
合
が
多
く
、
具
体
的
・
実
働
的
な
事
項
を
盛
り
込
む
こ
と
は
、
そ
の

作
成

手
法
の
迅
速
性
か
ら
難
し
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
た

め
「
本
指
針
」
は

、
水
道
事
業
体
が
震
災

時
の
応
急
対
策
の
諸
活
動

を
迅
速

か
つ
的
確
に

実
施

で
き
る
体
制
を
作
り
、
計
画
的
な
応
急
給
水
と
早
期
復
旧
等
を
行
う
目
的
で
作
成
し
た
。
こ
れ

に
基

づ
き
「
要
綱
」
を
作
成
し
、
震
災
時
の
給
水
対
策
を
万
全
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

市
町
防
災
会
議

市
町

大
震

法
「
要

綱
」

具
体
的
事
項

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

地
震
防
災
強
化
計
画

各
種
対
策
計
画

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

給
水
対
策

[資
料

編
Ⅱ

]
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第
３
節

「
本
指
針

」
の

概
要

「
本
指
針
」
第
２

章
「

本
文

」
の

構
成
は

次
の

と
お

り
で
あ

る
。

第
１
節

総
論

第
２
節

平
常
時

対
策

第
３
節

地
震
防

災
施
設

整
備

計
画

第
４
節

地
震
防

災
応
急

対
策

第
５
節

災
害
応

急
対
策

「
第
１

節
総

論
」

は
、

市
町

地
域

防
災

計
画

及
び

県
地
域

防
災

計
画

と
整

合
を
図

り
な

が
ら

、

そ
れ
ぞ

れ
の
水

道
事

業
体

に
お
け

る
、
想

定
地

震
、
被
害

想
定
等

に
つ

い
て

検
討
し

、

災
害
対

策
の
基

本
と

な
る

事
項
を

ま
と

め
た
部

分
で

あ
る

。

「
第
２

節
平

常
時

対
策

」
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

水
道

事
業
体

が
事

前
に

準
備

し
て
お

か
な

け
れ

ば

な
ら
な

い
地

震
防

災
応
急

対
策

に
当

た
る

応
急

対
応

組
織
と

そ
の

業
務

及
び

災
害

応

急
対
策

に
当

た
る

応
急
対

応
組

織
と

そ
の

業
務

、
応

急
対
策

資
料

、
関

係
機

関
と

の

連
携
、

震
災

対
策

に
関
連

し
た

教
育

・
訓

練
等

で
構

成
し
て

お
り

、
事

前
準

備
を

中

心
に
記

述
す
る

部
分

で
あ

る
。

「
第
３

節
地

震
防

災
施

設
整

備
計

画
」

は
、

そ
れ

ぞ
れ
の

水
道

事
業

体
が

計
画
的

に
整

備
を

進

め
る
水

道
施
設

の
耐

震
化

に
つ
い

て
記

述
す
る

部
分

で
あ

る
。

「
第
４

節
地

震
防

災
応

急
対

策
」

は
、

東
海

地
震

注
意
情

報
発

表
時

か
ら

警
戒
宣

言
が

発
令

さ

れ
る
ま

で
の

間
又

は
東
海

地
震

注
意

情
報

が
解

除
さ

れ
る
ま

で
の

間
、

並
び

に
警

戒

宣
言
が

発
せ

ら
れ

て
か
ら

東
海

地
震

が
発

生
す

る
ま

で
の
間

又
は

警
戒

解
除

宣
言

が

出
さ
れ

る
ま

で
の

間
に
お

い
て

、
そ

れ
ぞ

れ
の

水
道

事
業
体

が
事

前
に

準
備

し
て

お

か
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
応

急
体
制

と
業

務
、
関
係
機

関
と

の
連
携

で
構

成
し

て
お
り

、

事
前
準

備
を
中

心
に

記
述

す
る
部

分
で

あ
る
。

「
第
５

節
災

害
応

急
対

策
」

は
、

地
震

発
生

後
、

平
常
時

対
策

で
事

前
に

作
成
し

た
、

応
急

体

制
や
関

係
資

料
を

用
い
、

速
や

か
に

初
動

体
制

の
確

立
、
応

急
体

制
の

確
立

及
び

応

急
給
水

・
応
急

復
旧

を
迅

速
・
確

実
に

進
め
る

部
分

で
あ

る
。

な
お
、
「
本
指
針
」

の
概
念

図
及

び
構

成
を
次

に
示

す
。

１
「
本
指
針
」
の
概

念
図
（

図
1
.
3.
1
）

時 系 列

(
対

応
準

備
期

)
(
混

乱
期

)
(復

旧
期

)
(
復

興
期

)

注
意
情

報

警
戒
宣

言
の

発
令

↓
↓

発
震

▿
▿

▿

対 策 計 画

２
平
常
時
対

策

３
地
震
防
災

施
設
整

備
計

画

４
地
震

防
災

応
急

対
策

５
災

害
応

急
対

策

(
災
害

復
興
)

２
「

本
指

針
」
の
構
成

（
図

1.
3
.
2）

・
本

要
綱
の
位

置
づ
け

・
本

要
綱
の
対

象
区
域

・
用

語
の
定
義

の
明
確

化

・
市

町
地
域
防

災
計
画

や
県
地

域
防
災

計
画
と

整
合

・
想

定
す
る
東

海
地
震

に
つ
い

て
記
載

・
全

般
的
な
被

害
想
定

と
水
道

施
設
の

被
害
想

定
を
記

載
・
断

水
世
帯
と

断
水
人

口
の
把

握
＜
地

震
に
対
す

る
脆
弱

性
を
調

べ
る
＞

・
浄

水
施
設
、

管
路
の

被
害
想

定
、
給

水
区
域

の
断
水

状
況

の
想
定

・
初

動
体
制
の

確
立

(職
員
の
動

員
と
配
備

)
・
地

震
災
害
警

戒
本
部

水
道
給

水
・
被

害
発
生
の

抑
制

警
戒
本

部
、
災

害
対
策

本
部
水

(耐
震

化
)

道
給
水

対
策
本

部
の
組

織
及
び

・
影

響
の
最
小

化
(ﾊ
ﾞ
ｯ
ｸ

各
班
の
業
務

(情
報
連

絡
体
制

を
ｱｯ
ﾌ
ﾟ
施

設
、
ﾌ
ﾞ
ﾛ
ｯ
ｸ
化

等
)

含
む

)
・
応

急
給
水

施
設
の

整
備

・
国

、
県
水
道

担
当
部

署
、
市

防
災
担
当

部
署
、

応
援
事

業
体
と

の
連
絡

方
法

・
非

常
配
備
体

制
表

・
指

揮
命
令
・

連
絡
調

整
系
統

図
・
水

道
施
設
図

や
配
管

図
、
設

備
完
成
図

書
等

・
応

援
依
頼
を

行
う
業

務
の
検

討
・
応

援
規
模
の

検
討

・
職

員
の
各
応

急
対
策

の
教
育

・
訓
練

・
市

町
民
に
対

す
る
震

災
時
の

給
水
確
保

等
注
意

事
項
の

広
報
・

訓
練

１ 総 論

１
目
的
及

び
基
本
方
針

３
被

害
想
定

１
応
急

体
制

組
織
と
業
務
の

検
討

２ 平 常 時 対 策

２
関
係

機
関
と
の
連
携

６
市
町

民
に
対
す
る
広

報
及

び
訓
練

３

地
整

震
備

防
計

災
画

施 設

地
震

防
災

施
設

整
備
計
画

２
用
語
の
定
義

５
職
員

に
対

す
る
教
育
及
び
訓
練

３
応
急
対
策
資
料

の
準

備

４
応
援
依
頼
の

検
討
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＜
注

意
情

報
発

表
時

か
ら

警
戒

宣
言

が
発

令
さ

れ
る

ま
で

の
間

・
注

意
情

報
解

除
ま

で
の

間
初

動
体

制
の

確
立

の
準

備
(職

員
の

動
員

と
配

備
)＞

・
地

震
災

害
警

戒
本

部
水

道
給

水
警

戒
本

部
の

設
置

準
備

及
び

各
班

の
業

務
の

準
備

＜
警

戒
宣

言
か

ら
東

海
地

震
発

生
ま

で
の

間
・

警
戒

解
除

宣
言

ま
で

の
間

初
動

体
制

の
確

立
＞

・
地

震
災

害
警

戒
本

部
水

道
給

水
警

戒
本

部
の

設
置

・
組

織
及

び
各

班
の

業
務

・
職

員
に

対
す

る
情

報
の

伝
達

方
法

・
市

町
民

に
対

す
る

情
報

の
伝

達
方

法

・
災

害
対

策
本

部
水

道
給

水
対

策
本

部
の

設
置

・
組

織
及

び
各

班
の

業
務

［
1

対
策

本
部

長
等

］
・

災
害

対
策

本
部

水
道

給
水

対
策

本
部

会
議

に
お

け
る

被
害

情
報

の
集

約
、

応
援

要
請

の
必

要
の

有
無

・
範

囲
の

決
定

・
指

揮
命

令
・

総
合

調
整

［
2

総
務

班
］

・
情

報
連

絡
・

市
民

対
応

等
、

他
事

業
体

へ
の

応
援

要
請

・
物

資
等

確
保

・
用

務

［
3

応
急

給
水

班
］

［
4

浄
水

施
設

復
旧

班
、

管
路

復
旧

班
］

・
水

源
の

状
況

、
応

急
給

水
の

期
間

と
水

量
、

必
要

・
応

急
復

旧
(
被

害
状

況
の

把
握

と
緊

急
措

置
、

給
水

量
の

推
定

、
給

水
方

法
等

の
応

急
給

水
計

画
応

急
復

旧
の

計
画

策
定

・
実

施
等

)
策

定
及

び
実

施
・

恒
久

復
旧

・
応
援

体
制

・
そ

の
他

留
意

事
項

第
４
節

指
針
の
改

定
の

趣
旨

等

１
現
状
と
課
題

(
1
)
県

は
昭
和

57
年

３
月

に
「
静

岡
県

内
市
町

村
震

災
時

給
水
対

策
要

綱
作

成
指
針

」（
以

下
「

旧

指
針
」

と
い

う
。
）

を
作

成
し

、
こ
れ

に
基

づ
き

、
市

町
村

に
対

し
給
水

対
策

要
綱

の
作

成
を

指

導
し
て
き

た
。

し
か

し
、

阪
神

･
淡

路
大

震
災

の
教

訓
を

元
に

、
厚

生
省

は
平

成
９
年

１
月

に
「

水
道

の
耐

震

化
計
画
策
定
指
針
（

案
）
」
を
示

し
、
ま

た
、
新
潟

県
中

越
地
震

等
の

経
験

か
ら
、
平
成

1
9
年

３

月
に
「
管
路
の
耐

震
化
に

関
す

る
検

討
会

報
告

書
」

を
、
平

成
1
9
年

９
月

に
「
水

道
施

設
の

耐

震
化
に
関
す
る
検

討
会
報

告
書

」
を
示

す
な

ど
、「

旧
指

針
」
を

作
成

し
た
昭

和
5
7
年
３

月
当

時

と
震
災
時
対
策
の

状
況
が

大
き

く
変

化
し

て
き
た

。

(2
)
さ

ら
に

、
東

海
地

震
の

応
急
対

策
に

は
外

部
か

ら
の

応
援

が
必

要
不

可
欠

な
状

況
と

な
っ

て

お
り
、
特

に
小
規
模

水
道
で

は
大

部
分

を
依
存

す
る

状
況

が
考
え

ら
れ

る
。
こ
の

た
め

、
応
援

者

や
資
機
材

集
積
場
の

確
保

等
の
受

入
れ

体
制

の
整

備
、
特
に

、
水

道
施

設
の

配
置
図

や
管

網
図

等

の
施
設
情

報
の
整
備

を
早

急
に
行

う
必

要
が

あ
る

。

４ 地 震 防 災 応 急 対 策

１
警
戒
本
部
の
設
置
準
備
、
設
置

２
地
震
予
知
、
情
報
等
の
伝
達

５ 災 害 応 急 対 策

１
災
害
対
策
本
部
の
設
置

２
応
急
給
水
活
動

３
復
旧
対
策

４
そ
の
他

(3
)

ま
た

、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、

平
成

2
0
年
４
月
ま
で
に
県
内

1
4
地
域
に
お
い
て
合
併
が

行
わ
れ

、
過
半
数
の
新
市
町
で
新
た
な
水
道
事
業
が
誕
生
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
市
町

の
中
に

は
、
未
だ
新
た
な
行
政
区
域
を
対
象
と
し
た
体
制
に
改
正
さ
れ
て
い
な
い
市
町
が
あ
る
。

２
「

旧
指

針
」
を
改
定
す
る
趣
旨
及
び
改
定
に
当
た
っ
て
の
方
針

(1
)

第
４

節
１
の
課
題
に
対
し
、「

旧
指
針
」
の
改
定
を
行
い
、
各
市
町
に
お
け
る
「
要
綱
」
の
改

定
を
促

す
と
と
も
に
、
各
水
道
事
業
者
に
お
け
る
耐
震
化
施
策
の
計
画
的
な
推
進
を
支
援
す
る
。

(2
)

「
本

指
針
」
の
策
定
対
象
市
町
は
、
す
べ
て
の
市
町
と
す
る
。

な
お
、
フ
レ
ー
ム
構
成
は
、
市
町
独
自
で
実
働
的
な
「
要
綱
」
に
効
率
的
に
改
定
で
き
る
も
の

と
し
、

そ
の
内
容
は
必
要
最
低
限
の
も
の
と
し
た
。

(3
)

「
本

指
針
」
の
改
定
に
あ

た
っ
て

は
、
「

旧
指
針

」
及
び
平
成

1
9
年
２

月
に
厚

生
労
働
省
か

ら
公
表

さ
れ
た
「
水
道
の
危
機
管
理
対
策
指
針
」
中
の
「
地
震
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
策
定
指
針
」
を

基
本
と

し
た
。

第
５
節

要
綱
の
改
定
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項

１
「
本

指
針
」
に
基
づ
き
改
定
さ
れ
た
「
要
綱
」
は
、
社
会
環
境
の
変
化
、
新
し
い
技
術
の
開
発
等

に
応
じ

て
そ
の
都
度
、
改

定
を
行
い
、
常
に
諸
活

動
が
実
働
的
に
実
施
で
き

る
も
の

で
な
け
れ
ば

な
ら

な
い
。

従
っ
て

、
改
定
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
各
方
面
、
特
に
水
道
用
水
供
給
事
業
者
な
ど
と
十
分
に
協

議
す

る
こ
と
。

２
現

在
の

市
町
の
地
域
防
災
計
画
、
地
域
水
道
ビ
ジ
ョ
ン
な
ど
の
上
位
計
画
と
整
合
を
図
る
こ
と
。

３
大

規
模

地
震
対
策
特
別
措
置
法
の
強
化
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
想
定
地
震
規
模
は
、

「
東
海

地
震
」
の
地
震
規
模
を
想
定
し
、
施
設
・
基
幹
管
路
等
の
重
要
施
設
に
つ
い
て
は
、「

水
道

施
設
の

技
術
的
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
」（

平
成

2
0
年

3
月

2
8
日
公
示
、
1
0
月

1
日
施

行
）
に

従
い
整
備
を
行
う
こ
と
。

４
水

道
施

設
・
管
路
の
被
害
は
、
地
盤
状
態
に
よ
り
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら

、
設
置
場
所

の
地
盤
状
態
を
正
確
に
把

握
し

、
施
設
更
新
・
布

設
替
え

等
を
行

い
発
災
時
の

対
応
に

備
え
る
こ
と
。

５
管

路
の

状
況
に
つ
い
て
は
、
発
災
時
に
迅
速
な
対
応
が
取
れ
る
よ
う
把
握
し
て
お
く
こ
と
。
な
お
、

発
災

時
の
迅
速
な

漏
水
箇
所
の
探
知
及
び
復

旧
が

可
能
と
な
る
よ
う

Ｇ
Ｐ
Ｓ

情
報
を

含
ん
だ
Ｇ
Ｉ

Ｓ
等
の

マ
ッ
ピ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
を
整
備
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

第
６

節
「
要
綱
」
の
提
出

各
市
町
に
お
い
て
「
要
綱
」
を
作
成
し
た
時
は
、
そ
の
写
し
３
部
を
所
轄
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
・

政
令

市
保
健
所
に
送
付
す
る
こ
と
。
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第
２
章

本
文

要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と
作

成
方

法

第
１

節
総

論

総
論

は
、「

１
目

的
及

び
基
本

方
針
」
、「

２
用

語
の

定
義
」
、「

３
被

害
想

定
」
に
よ

り
構

成
す

る
。

１
目

的
及
び

基
本
方

針

(1
)

本
要

綱
の

位
置

づ
け

を
明

ら
か

に
す
る

。

（
解

説
）

地
震
防
災

強
化
計

画
の

中
の

給
水

対
策
を

具
体
化
す

る
旨

を
明

記
す

る
。

(2
)

本
要

綱
の

対
象

区
域

を
明

示
す

る
。

（
解

説
）

地
震
発

災
後

の
給

水
対

策
は

、
市

町
長

の
責

務
で
あ

る
こ

と
か

ら
、

本
要

綱
の

対
象

と
す

る

区
域
は

、
原
則

と
し

て
当

該
市

町
の

行
政

区
域

全
体
と

な
る

。

但
し

、
沼

津
市
等

に
お
い

て
は
、
近

隣
の

町
に
水

道
給
水

を
行

っ
て

お
り

、
給
水

対
策

を
考

え

る
上

で
も

有
機

的
な

展
開

を
実

施
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら

関
係

市
町

で
充

分
協

議
し

て
決

定
す

る
こ
と

。

２
用

語
の
定

義

本
要

綱
に

使
用
さ

れ
る

用
語
の

定
義
を

明
確

に
し

て
、
職

員
を

含
め

関
係

者
全
員

の
意
思

疎
通

を
図

り

や
す
く

す
る
。

「
本

指
針

」
で
使

用
し

て
い

る
用

語
の

定
義
は

表
2
.1
.
2
.
1
の

と
お
り

で
あ

り
、
こ

れ
ら

を
参

考
に

す

る
。

要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と

作
成

方
法

表
2
.
1
.
2.
1

用
語
の

定
義

区 分
用

語
定

義

対 策 本 部

市
町

地
震

災
害

警
戒

本
部

警
戒
宣
言
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
、
市
町
地
域
防
災
計
画
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
る
地
震
災
害
警
戒

の
た
め
の
対
策
本
部
。

市
町
災
害
対
策
本
部

災
害
が
発
生
あ
る
い
は
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
市
町
地
域
防
災
計
画
に
基
づ
い
て
設
置
さ

れ
る
災
害
対
応
の
た
め
の
対
策
本
部
。

水
道
給
水
警
戒
本
部

警
戒
宣
言
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
、
市
町
地
震
災
害
警
戒
本
部
の
組
織
下
で
応
急
給
水
、
水
道
施
設

の
応
急
復
旧
を
目
的
と
し
て
水
道
課
等
に
設
置
さ
れ
る
対
策
本
部
。

水
道
給
水
対
策
本
部

災
害
が
発
生
あ
る
い
は
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
市
町
災
害
対
策
本
部
の
組
織
下
で
応
急
給

水
、
水
道
施
設
の
応
急
復
旧
を
目
的
と
し
て
水
道
課
等
に
設
置
さ
れ
る
対
策
本
部
。

水 道 事 業 体

被
災
事
業
体

地
震
に
よ
り
水
道
施
設
に
被
害
を
受
け
た
水
道
事
業
体
。

応
援
事
業
体

被
災
事
業
体
に
対
し
て
応
急
給
水
や
応
急
給
水
の
応
援
を
行
う
水
道
事
業
体
。

地 震 対 策

平
常
時
対
策

地
震
発
生
時
の
応
急
対
策
（
ソ
フ
ト
対
策
）
の
た
め
の
地
震
発
生
に
備
え
た
事
前
準
備
対
策
。

地
震

防
災

施
設

整
備

計
画

水
道
施
設
の
耐
震
化
（
ハ
ー
ド
対
策
）
等
の
地
震
発
生
に
備
え
た
事
前
準
備
対
策
。

地
震
防
災
応
急
対
策

東
海
地
震
注
意
情
報
発
表
時
か
ら
警
戒
宣
言
が
発
令
さ
れ
る
ま
で
の
間
又
は
東
海
地
震
注
意
情

報
が
解
除
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
並
び
に
警
戒
宣
言
が
発
せ
ら
れ
て
か
ら
東
海
地
震
が
発
生
す
る
ま

で
の
間
又
は
警
戒
解
除
宣
言
が
出
さ
れ
る
ま
で
の
間
の
事
前
に
準
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
応
急
体
制
組
織
と
業
務
、
関
係
機
関
と
の
連
携
等
の
事
前
準
備
対
策
。

災
害
応
急
対
策

地
震
発
生
後
、
応
急
体
制
を
確
立
し
て
行
う
応
急
給
水
や
応
急
復
旧
等
の
対
策
。

初
動
体
制

地
震
発
生
後
、
動
員
・
配
備
し
た
職
員
等
に
よ
り
、
震
災
初
期
の
活
動
（
情
報
収
集
・
連
絡
、
被

害
調
査
、
緊
急
措
置
、
応
急
給
水
等
）
を
行
う
組
織
体
制
。

応
急
体
制

応
援
事
業
体
等
を
配
備
し
、
応
急
給
水
、
応
急
復
旧
等
を
本
格
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
組

織
体
制
。

応
急
給
水

震
災
に
よ
り
断
水
が
発
生
し
た
場
合
、
緊
急
の
水
需
要
に
応
ず
る
た
め
の
臨
時
の
給
水
。
断
水
状

況
を
把
握
し
た
上
で
、
応
急
給
水
計
画
を
策
定
し
、
給
水
車
両
や
緊
急
貯
水
槽
、
仮
設
給
水
栓
等

を
用
い
て
実
施
す
る
。

応
急
復
旧

通
水
回
復
に
向
け
て
実
施
す
る
被
災
水
道
施
設
の
修
繕
（
復
旧
）
。

被
害
状
況
の
把
握
、
緊
急
措
置
、
応
急
復
旧
計
画
の
策
定
を
行
い
、
上
流
側
の
施
設
と
幹
線
管
路
、

優
先
管
路
等
か
ら
順
次
、
実
施
す
る
。

応
急
復
旧
の
後
、
仮
配
管
等
の
仮
設
施
設
の
本
格
的
復
旧
、
地
下
漏
水
の
調
査
・
修
理
等
の
恒
久

復
旧
を
実
施
す
る
。
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要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と
作

成
方

法

※
勤

務
時

間
外

に
注

意
情

報
・

警
戒

宣
言

発
令

、
大

規
模

の
地

震
が

発
生

し
た

場
合

(勤
務

時
間

内
に

発
生

し
た

場
合

は
、

職
員

参
集

は
な

し
)

図
2
.
1.

2
.
1

震
災

時
の

組
織

体
制
の

推
移

平
常

時
対

策

応
急

体
制

に
よ

る
活

動

 ・
本

格
的

な
応

急
復

旧
 ・

応
急

給
水

等

初
動

体
制

の
確

立

 ・
参

集
と

配
備

等

初
動

体
制

に
よ

る
活

動

 ・
情

報
収

集
・
連

絡
（

応
援

要
請

等
）

 ・
被

害
調

査
、

緊
急

措
置

 ・
応

急
給

水
等

地
震

発
生

職
員

参
集

・
配

備

応
援

事
業

体
等

配
備

数
時

間
０

数
日

地
震

発
生

か
ら

の
経

過
期

間

応 急 体 制

組 織 体 制
応

援
事

業
体

等

職
 員

（ 対 策 本 部 会 議 ）

 初 動 体 制

（ 対 策 本 部 設 置 ）

（ 警 戒 本 部 設 置 ）

３
被

害
想
定

(
1
)

全
般

的
な

被
害

想
定

ア
当
該

市
町

に
お

い
て
想

定
さ

れ
る

地
震

の
規

模
と
、
そ

の
際

当
該

市
町

に
お
い

て
予
想

さ
れ

る
全

般

的
な

被
害

状
況

に
つ

い
て

地
質

や
建

物
等

の
被

害
を

概
説

す
る

。
特

に
行

政
区

域
内

の
河

川
、

断
層

の
有
無

、
液
状

化
し
や

す
い

区
域

の
有

無
に
つ

い
て
記

述
す
る

。

（
解

説
）

地
震

防
災

強
化

計
画
の

中
に
記

載
さ
れ

て
い

る
も
の

を
転

用
し

て
よ
い

。

(
2
)

水
道

施
設

の
被
害

想
定

水
道

施
設

の
概

要
を

述
べ

る
と

と
も

に
、

現
在

の
市

町
の
所

有
す

る
施

設
を

列
記

し
、

こ
の

施
設

に

対
し

て
現

状
の

耐
震

化
の

状
況

を
記

述
す

る
。

こ
の

際
、

特
に

、
平

成
2
0
年

1
0
月

1
日

か
ら

施
行

さ

れ
た

「
水

道
施

設
の

技
術

的
基

準
を

定
め

る
省

令
」

第
一

条
第

七
号

イ
に

お
い

て
規

定
さ

れ
る

施
設

・

基
幹

管
路

等
の

状
況

に
つ

い
て

は
必

ず
記

載
す

る
。

耐
震

診
断

が
終

了
し

て
い

る
施

設
に

つ
い

て
は

、

そ
の

旨
記

載
し

、
ま

た
、

未
了

の
施

設
に

つ
い

て
は

別
添

耐
震

診
断

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
等

（
☆
最
終
ペ
ー
ジ

注
）
を

参
考

に
耐
震

診
断

を
行

う
。

水
道

施
設

の
被

害
想

定
に

あ
た

っ
て

は
、

上
記

耐
震

化
の
状

況
を

踏
ま

え
た

上
で

各
施

設
ご

と
に

記

述
す

る
。

な
お

、
配

水
管

に
つ

い
て

は
管

種
延

長
を

基
本

に
想

定
す

る
が

、
で

き
る

だ
け

配
水

系
統

毎

に
記

述
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
こ

の
検
討

方
法
を

参
考

資
料

（
P
1
7
9
～
1
8
6
参

照
）

☆
に

示
す
。

要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と

作
成

方
法

被
害
想

定
は

、
県
が

平
成

1
3
年

度
に

策
定

し
た
第

３
次

地
震

被
害
想

定
を

参
考

と
す

る
が
、
そ

の
後

の
地

震
に

よ
る

水
道

施
設

被
害

の
知

見
や

当
該

被
害

想
定

が
各

市
町

の
水

道
施

設
の

排
水

系
統

等
個

別

の
詳

細
検

討
か

ら
求

め
ら

れ
た

も
の

で
な

い
こ

と
か

ら
、

最
新

知
見

に
よ

り
各

施
設

の
耐

震
性

を
判

断

し
被

害
想

定
を

行
う

。

ま
た
、

こ
の

際
、

出
来

る
だ

け
被

害
状

況
は

、
実

際
の

被
災

時
に

役
立

て
る

た
め

に
も

大
中

小
規

模

地
震

の
被

害
を

各
々

予
測

し
て

お
く

こ
と
が

望
ま
し

い
。

（
参

考
:
「

水
道
施
設
の

技
術

的
基
準
を
定
め

る
省

令
」
第
一
条
第

七
号

イ
に
お
い
て
規

定
さ

れ
る
施
設
・

基
幹
管
路
等

）

イ
次
に

掲
げ

る
施
設

に
つ

い
て
は

、
レ

ベ
ル
１
地

震
動

(
当

該
施
設
の

設
置
地

点
に
お

い
て
発
生

す
る

も
の

と
想

定
さ

れ
る

地
震

動
の

う
ち

、
当
該

施
設

の
供

用
期

間
中

に
発

生
す

る
可
能

性
の

高
い

も
の

を
い

う
。
)

に
対

し
て

、
当

該
施

設
の

健
全

な
機
能

を
損

な
わ

ず
、
か

つ
、

レ
ベ

ル
２

地
震

動
(
当

該
施

設
の
設

置
地

点

に
お

い
て

発
生

す
る

も
の

と
想

定
さ
れ

る
地

震
動

の
う

ち
、

最
大

規
模

の
強
さ

を
有

す
る

も
の

を
い

う
。
)

に
対
し
て

、
生
ず

る
損
害

が
軽
微

で
あ
っ

て
、
当

該
施
設

の
機
能

に
重
大
な

影
響
を
及
ぼ

さ
な

い
こ
と

。

(
ｱ
)
取
水

施
設
、

貯
水
施

設
、
導

水
施
設

、
浄
水

施
設
及

び
送
水
施

設

(
ｲ
)
配
水

施
設
の

う
ち
破

損
し
た

場
合
に

重
大
な

二
次
被

害
を
生
ず

る
恐
れ
が

高
い
も
の

(
ｳ
)
配

水
施
設
の

う
ち
、

(
2
)
の
施
設

以
外
の
施

設
で
あ
っ

て
、
次

に
掲
げ

る
も
の

(
i

)
水
本
管

(
配
水
管
の

う
ち
、

給
水
管

の
分
岐

の
な

い
も
の

を
い
う

。
以
下

同
じ
。
)

(
ⅱ

)
配
水
本

管
に
接

続
す
る

ポ
ン
プ

場

(
ⅲ
)
配

水
本

管
に

接
続

す
る

配
水

池
等

(
配

水
池

及
び
配

水
の

た
め

に
容

量
を

調
節

す
る

設
備

を
い

う
。

以

下
同

じ
。
)

(
ⅳ

)
配
水
本

管
を
有

し
な
い

水
道
に

お
け
る

最
大
容
量

を
有
す
る

配
水
池

等

(
3
)

断
水
世
帯

と
断
水

人
口

断
水
状

況
は

、
県
が

平
成

1
3
年

度
に

策
定

し
た
第

３
次

地
震

被
害
想

定
を

参
考

と
す

る
か
、
上

記
施

設
･
管

路
の

被
害

想
定

か
ら

、
世
帯

数
と
人

口
を

推
定

す
る

。

な
お
、
配

水
管

の
管

種
延

長
ご

と
の
被

害
率
は

、
参
考

資
料
（

Ⅲ
P
1
7
9
～

1
8
6
参

照
）

☆
を

参
考

に
算

出
し

、
人

口
を

乗
じ

る
こ

と
に

よ
り

求
め
る

こ
と
が

で
き

る
。
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要
綱

を
作

成
す

る
上

で
の

考
え
方

と
作
成

方
法

第
２

節
平

常
時

対
策

地
震

発
生

時
、

東
海

地
震

注
意

情
報

発
表

時
（

以
下

、
【

注
意

情
報

発
表

時
】

と
い

う
）

及
び

警
戒

宣
言

発
令

時
に

、
的
確

な
防
災
対

策
が

講
じ

ら
れ

る
よ

う
に
す

る
た

め
、
平

常
時
に

事
前
に

検
討
し

て
お

く
べ

き
応

急
対

策

や
防

災
思

想
の

普
及

・
防

災
訓
練

等
に
つ

い
て

定
め

る
。

平
常

時
対

策
は
、
「

１
応

急
体

制
組

織
と

業
務

の
検

討
【

注
意

情
報

発
表

時
】
、
【

警
戒

宣
言

発
令

時
】
、
【

発

災
時

】
」
、「

２
関

係
機

関
と

の
連
携

」
、「

３
応

急
対

策
資

料
の

準
備

」、
「

４
応

援
依

頼
の
検

討
」
、「

５
職

員
に

対
す

る
教

育
及

び
訓

練
」
、
「

６
市

町
民

に
対

す
る

広
報

及
び

訓
練

」
に
よ

り
構
成

す
る

。

な
お

、
応

急
体
制

組
織

、
関

係
機
関

や
応
急

対
策

資
料

等
に

つ
い

て
は

、
適
宜

更
新
し

て
い
く

も
の

と
す

る
。

１
応
急

体
制
組
織

と
業

務
の

検
討

平
常

時
に

事
前

に
検

討
し

て
お

く
べ

き
、
「

地
震

防
災

応
急
対

策
」

の
際

の
【

注
意

情
報

発
表

時
】
、
【

警
戒

宣
言
発

令
時
】
に

お
け

る
地
震

災
害

警
戒

本
部

水
道

給
水

警
戒

本
部
（

以
下
、「

水
道

給
水
警

戒
本

部
」
と

い
う
）

の
組
織

・
業

務
及
び

「
災
害

応
急
対

策
」
に

お
け

る
災

害
対

策
本

部
水
道

給
水
対

策
本
部

（
以
下

、「
水

道
給

水

対
策
本

部
」
と

い
う
）

の
組

織
・

業
務

に
つ

い
て

検
討

を
行
う

。

【
注

意
情

報
発

表
時
】

に
実
施

す
べ

き
事

項
と

し
て
、

①
水

道
施

設
の

復
旧

は
管

路
図

面
等

の
万

全
の

準
備

が
そ

の
後

の
早

急
な

復
旧

に
寄

与
す

る
こ

と
か

ら
事

業

体
内

の
組

織
準
備

、
施
設

の
稼

働
状

況
の

確
認

や
図

面
等
の

準
備
を

行
う
こ

と
、

ま
た

、

②
事

前
準

備
を

行
っ
た

と
し

て
も
市

民
生

活
に

対
し

て
は

で
き

る
だ

け
影

響
を
及

ぼ
さ

な
い

も
の

で
あ

る
こ

と

と
す
る

。

な
お
、
県

地
域

防
災

計
画

の
上
で

、【
注

意
情

報
発

表
時
】
に

、「
必

要
に
応

じ
て
地

震
災

害
警

戒
本

部
の

設

置
準

備
を

行
う

こ
と

」
と

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
水
道
給
水
警
戒

本
部
の

設
置
準

備
に
つ

い
て

も
記

載
す

る
。

【
注

意
情

報
発

表
時

】

(
1
)
初

動
体
制
の

確
立

（
職

員
の

動
員

と
配
備

等
）

注
意

情
報

発
表

時
の

職
員

の
動
員

と
配
備

に
つ

い
て

は
、
地

域
防

災
計

画
と

の
整
合

を
図
り

、
非

常
配

備

体
制

、
参

集
方

法
、

留
意

事
項

な
ど

を
事

前
に
検

討
し
て

お
く

部
分

で
あ

る
。
(
P
4
4
～
4
7
参

照
)

☆

(
2
)

応
急

体
制

の
確

立
、
応

急
給
水

、
応

急
復

旧
の

準
備

ア
水
道
給
水
警

戒
本

部
の

設
置

準
備

水
道
給
水
警

戒
本

部
の

組
織
は

、
以
下

に
示
す

よ
う

に
、
水

道
給

水
警
戒

本
部

長
、
水

道
技

術
管

理
者

に

よ
る

統
括

の
下

、
応

急
給

水
の

事
前

準
備

を
実

施
す

る
応

急
給

水
班

、
浄

水
施

設
等

の
応

急
復

旧
の

事
前

準
備

を
実

施
す

る
浄

水
施

設
復

旧
班

、
管

路
の

応
急

復
旧

の
事

前
準

備
を

実
施

す
る

管
路

復
旧

班
、

こ
れ

ら
の

活
動

を
支

援
す
る

総
務
班

に
よ

り
構

成
す

る
こ

と
を

基
本

と
し
て

い
る

。

水
道

給
水
警

戒
本
部

長
等
：

水
道

給
水

警
戒

本
部
長

、
水
道

技
術
管

理
者

総
務

班
：

統
括

（
班

長
等

）
、

調
査

・
広
報

担
当
、

動
員

・
調

達
担

当

応
急

給
水
班

：
統

括
（

班
長

等
）
、

計
画

・
情
報

担
当
、

応
急

給
水

チ
ー

ム

浄
水

施
設
復

旧
班

：
統

括
（

班
長

等
）
、

計
画

・
情
報

担
当
、

浄
水

施
設

等
復

旧
チ

ー
ム

管
路

復
旧

班
：
統

括
（

班
長

等
）
、

計
画

・
情

報
担

当
、
資

材
調
達

担
当

、

管
路
復

旧
チ

ー
ム

、
漏

水
チ

ー
ム

(
P
2
0
参
照

)
☆

要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と

作
成

方
法

な
お
、

小
規
模

事
業
体

で
職

員
数
が

少
な
く

、
単

独
で

は
要

綱
例
の

よ
う
な

階
層
的

な
組

織
作

り

が
で
き

な
い
場

合
に
は

、
以
下

の
よ

う
に

し
て

水
道

給
水

警
戒

本
部
の

組
織

を
構

成
す

る
。

(
ｱ
)

各
担

当
等

で
可

能
な

も
の

に
つ

い
て
は

兼
務
と

す
る

。

(
ｲ
)

水
道

給
水

警
戒

本
部

組
織

で
担

当
者
が

不
足
す

る
部

分
を

市
町

長
部

局
の

職
員

に
依
頼

す
る
。

(
ｳ
)

応
援
依

頼
業
務

の
選
定

結
果

に
基

づ
き

、
応

急
給

水
、
応

急
復
旧

の
各
担

当
等
の

一
部

を
応

援

事
業

体
に
依

頼
す

る
。

ま
た
、

市
町
地

震
災
害

警
戒

本
部
及

び
水
道

給
水

警
戒

本
部

の
組
織

体
制
で

、
管
理

職
等

の
職

員

を
両
方

に
配
備

し
な
い

よ
う
に

注
意

す
る

。

イ
水
道

給
水

警
戒

本
部

会
議

水
道

給
水

警
戒

本
部

会
議

は
、

東
海

地
震

注
意

情
報

、
警

戒
宣

言
、

東
海

地
震

予
知

情
報

そ
の

他

必
要

な
情

報
の

収
集

及
び
伝

達
等

を
行

う
機

関
で

、
会

議
の

構
成

委
員

及
び
決

定
す
べ

き
主

要
な

事

項
等

を
と

り
ま

と
め

て
お
く

部
分

で
あ

る
。

水
道
給

水
警

戒
本

部
会
議

の
委

員
は

、
記

載
例

で
は
、
水
道

給
水
警

戒
本
部

長
、
水

道
技

術
管

理

者
、
総

務
班

長
、
応

急
給

水
班

長
、
浄

水
施

設
復

旧
班
長

で
構
成

し
て
い

る
が

、
そ
れ

ぞ
れ

の
水

道

事
業

体
の

組
織

規
模

に
応
じ

て
設

定
す

る
。

ウ
水
道

給
水

警
戒

本
部

長
等

(
P
5
2
参

照
)

☆

水
道

給
水

警
戒

本
部

の
責

任
者
で

あ
る

水
道

給
水
警

戒
本

部
長

お
よ

び
そ

れ
を

技
術

面
か

ら
補

佐

す
る
水

道
技
術

管
理
者

は
、
応

急
復

旧
・
応

急
給

水
の

事
前

準
備

目
標
や

応
援
要

請
の

範
囲

・
規

模

等
の
重

要
事
項

を
決
定

す
る
。

エ
各
応

急
対

策
班

の
担

当
業

務

こ
の

部
分

は
、

注
意

情
報

発
表
時

の
応

急
対

策
の
事

前
準

備
業

務
を

実
施

担
当

毎
に

事
前

に
検

討

し
、

整
理

し
、

と
り

ま
と
め

て
お

く
部

分
で

あ
る

。

要
綱

例
で
は

、
総

務
班

の
業

務
、
応

急
給

水
班
の

事
前

準
備

業
務

、
浄

水
施

設
復
旧

班
の

事
前

準

備
業
務

、
及

び
管

路
復

旧
班

の
事

前
準
備

業
務
に

つ
い
て

、
実

施
す

る
業
務

項
目
を

抽
出
し

て
、
そ

れ
ら
の

実
施
時

期
、

業
務

内
容

、
留

意
事

項
等

を
整
理

し
た
「

業
務

内
容

表
」

を
作
成

し
て
お

り
、

こ
れ
を

参
考
に

す
る

。

・
総

務
班
の

業
務

：
P
5
3～

6
0
参

照
☆

・
応

急
給
水

班
の
事

前
準
備

業
務

：
P
6
1～

6
7
参

照
☆

・
浄

水
施
設

復
旧
班

の
事
前

準
備

業
務

：
P
6
8～

7
5
参

照
☆

・
管

路
復
旧

班
の
事

前
準
備

業
務

：
P
7
6～

8
4
参

照
☆

オ
情
報

連
絡

体
制

震
災

時
は

、
被

害
状

況
等

の
情

報
が

輻
輳
し

混
乱

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

の
で

、
情
報

連
絡

の
流

れ
、

通
信

手
段

等
の

情
報

連
絡
体

制
を

、
事

前
に

定
め

て
お

く
必

要
が
あ

る
。

水
道

給
水

警
戒

本
部
に

お
け
る

情
報

連
絡

体
制

は
、
情

報
の
内

容
に
応

じ
て

、「
5
.
3
情

報
連

絡
系

統
図

」
(
P
1
7
7
～
1
7
8
参
照

)
☆
に

示
す

よ
う

に
整

備
す

る
。

情
報

連
絡

の
た

め
の

通
信

手
段
は

、
水

道
給

水
警
戒

本
部

事
務

所
（

水
道

課
等

）
と

現
場

チ
ー

ム

と
の

間
等

を
対

象
に

あ
ら
か

じ
め

定
め

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
（

例
：
携

帯
電

話
、
無

線
等
）
。
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要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と
作

成
方

法

【
警

戒
宣

言
発

令
時

】

(
1
)
初

動
体
制

の
確

立
（

職
員

の
動

員
と

配
備
等

）

注
意

情
報

発
表
時

に
十
分

で
な

か
っ

た
職

員
の

動
員

と
配

備
に
つ

い
て
、
地
域

防
災
計

画
と

の
整

合

を
図

り
、

非
常

配
備

体
制

、
参

集
方

法
、

留
意

事
項

な
ど
を

事
前

に
検

討
し

て
お

く
部

分
で

あ
る

。

(
P
8
5
～
8
8
参

照
)

☆

(
2
)
応

急
体
制

の
確

立
、

応
急

給
水

の
準

備
、
応

急
復
旧

の
準
備

ア
水

道
給
水
警

戒
本

部
の

設
置

水
道
給

水
警
戒

本
部
の

組
織

は
、
以

下
に
示

す
よ

う
に

、
水

道
給
水

警
戒
本

部
長
、

水
道

技
術

管

理
者

に
よ

る
統

括
の
下

、
応

急
給

水
の

事
前
準

備
を
実

施
す
る

応
急

給
水

班
、
浄

水
施

設
等

の
応

急

復
旧

の
事

前
準

備
を
実

施
す
る

浄
水

施
設

復
旧

班
、
管

路
の

応
急

復
旧

の
事
前

準
備
を

実
施

す
る

管

路
復

旧
班

、
こ

れ
ら
の

活
動
を

支
援

す
る

総
務

班
に

よ
り

構
成

す
る
こ

と
を

基
本

と
し

て
い

る
。

水
道

給
水
警

戒
本
部

長
等
：

水
道

給
水

警
戒

本
部
長

、
水
道

技
術
管

理
者

総
務

班
：

統
括

（
班

長
等

）
、

調
査

・
広
報

担
当
、

動
員

・
調

達
担

当

応
急

給
水
班

：
統

括
（

班
長

等
）
、

計
画

・
情
報

担
当
、

応
急

給
水

チ
ー

ム

浄
水

施
設
復

旧
班

：
統

括
（

班
長

等
）
、

計
画

・
情
報

担
当
、

浄
水

施
設

等
復

旧
チ

ー
ム

管
路

復
旧
班

：
統

括
（

班
長

等
）
、

計
画

・
情
報

担
当
、

資
材

調
達

担
当

、

管
路

復
旧

チ
ー
ム

、
漏

水
チ

ー
ム

(
P
2
5
参
照

)
☆

な
お
、

小
規
模

事
業
体

で
職

員
数
が

少
な
く

、
単

独
で

は
要

綱
例
の

よ
う
な

階
層
的

な
組

織
作

り

が
で

き
な

い
場

合
に
は

、
以
下

の
よ

う
に

し
て

水
道

給
水

警
戒

本
部
の

組
織

を
構

成
す

る
。

(
ｱ
)

各
担

当
等

で
可

能
な

も
の

に
つ

い
て
は

兼
務
と

す
る
。

(
ｲ
)

水
道

給
水

警
戒

本
部

組
織

で
担

当
者
が

不
足
す

る
部
分

を
市

町
長

部
局

の
職
員

に
依
頼

す
る
。

(
ｳ
)

応
援

依
頼

業
務

の
選

定
結

果
に

基
づ
き

、
応

急
給
水

、
応

急
復
旧

の
各
担

当
等
の

一
部

を
応

援

事
業

体
に
依

頼
す

る
。

ま
た

市
町

地
震

災
害

警
戒

本
部
お

よ
び

水
道

給
水

警
戒

本
部

の
組

織
体

制
で

、
管

理
職

等
の

職

員
を

両
方
に

配
備

し
な

い
よ

う
に
注

意
す
る

。

イ
水

道
給
水
警

戒
本

部
会

議

水
道

給
水

警
戒

本
部

会
議

は
、

警
戒

宣
言

、
東

海
地

震
予

知
情

報
そ

の
他

必
要

な
情

報
の

収
集

及

び
伝

達
等

を
行

う
機
関

で
、

会
議
の

構
成

委
員

及
び

決
定

す
べ

き
主

要
な

事
項

等
を
と

り
ま

と
め

て

お
く

部
分

で
あ

る
。

水
道

給
水
警

戒
本
部

会
議

の
委

員
は

、
記

載
例

で
は
、
水

道
給

水
警

戒
本

部
長
、
水

道
技

術
管

理

者
、

総
務
班

長
、
応

急
給

水
班

長
、
浄

水
施

設
復

旧
班

長
で

構
成

し
て
い

る
が
、

そ
れ

ぞ
れ

の
水

道

事
業

体
の

組
織

規
模

に
応

じ
て

設
定

す
る

。

ウ
水

道
給
水
警

戒
本

部
長

等
（

P
94

参
照

）
☆

水
道

給
水

警
戒

本
部

の
責

任
者

で
あ

る
水

道
給

水
警

戒
本

部
長

お
よ

び
そ

れ
を

技
術

面
か

ら
補

佐

す
る

水
道

技
術

管
理

者
は

、
応

急
復

旧
・

応
急

給
水

の
事

前
準

備
目

標
や

応
援

要
請

の
範

囲
・

規
模

等
の
重

要
事

項
を

決
定

す
る

。

要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と

作
成

方
法

エ
各
応

急
対

策
班

の
担

当
業

務

こ
の

部
分

は
、

警
戒

宣
言

発
令
時

の
応

急
対

策
の
事

前
準

備
業

務
を

実
施

担
当

毎
に

事
前

に
検

討

し
、
整

理
し

、
と
り

ま
と
め

て
お
く

部
分

で
あ

る
。

要
綱

例
で
は

、
総

務
班

の
業

務
、
応

急
給

水
班
の

事
前

準
備

業
務

、
浄

水
施

設
復
旧

班
の

事
前

準

備
業
務

、
及

び
管

路
復

旧
班

の
事

前
準
備

業
務
に

つ
い
て

、
実

施
す

る
業
務

項
目
を

抽
出
し

て
、
そ

れ
ら
の

実
施
時

期
、

業
務

内
容

、
留

意
事

項
等

を
整
理

し
た
「

業
務

内
容

表
」

を
作
成

し
て
お

り
、

こ
れ
を

参
考
に

す
る

。

・
総

務
班
の

業
務

：
P
9
5～

1
0
2
参

照
☆

・
応

急
給
水

班
の
事

前
準
備

業
務

：
P
1
03

～
1
0
9
参

照
☆

・
浄

水
施
設

復
旧
班

の
事
前

準
備

業
務

：
P
1
10

～
1
1
7
参

照
☆

・
管

路
復
旧

班
の
事

前
準
備

業
務

：
P
1
18

～
1
2
6
参

照
☆

オ
情
報

連
絡

体
制

震
災

時
は

、
被

害
状

況
等

の
情

報
が

輻
輳
し

混
乱

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

の
で

、
情
報

連
絡

の
流

れ
、

通
信
手

段
等

の
情
報

連
絡
体

制
を
、

事
前

に
定

め
て

お
く
必

要
が
あ

る
。

水
道

給
水
警

戒
本
部

に
お
け

る
情

報
連

絡
体

制
は
、
情

報
の
内

容
に
応

じ
て

、「
5
.
3
情

報
連

絡
系

統
図
」

(P
1
7
7
～
1
7
8
参

照
)

☆
に

示
す

よ
う

に
整

備
す

る
。

情
報
連

絡
の
た

め
の

通
信

手
段

は
、

水
道

給
水

警
戒
本

部
事

務
所
（

水
道
課

等
）

と
現

場
チ

ー
ム

と
の
間

等
を
対

象
に

あ
ら

か
じ

め
定

め
て

お
か

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
（

例
：

携
帯
電

話
、
無

線
等
）
。
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要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と
作

成
方

法

【
発

災
時

】

(
1
)
初

動
体
制

の
確

立
（

職
員

の
動

員
と

配
備
等

）

震
災

時
の

職
員

の
動

員
と

配
備

に
つ

い
て

は
、

突
発

型
地

震
の

発
生

も
考

慮
し

、
地

域
防

災
計

画

と
の

整
合

を
図

り
、

非
常

配
備

体
制

、
参

集
方

法
、

留
意
事

項
な

ど
を

事
前

に
検

討
し

て
お

く
部

分

で
あ

る
。

な
お

、
水

道
給

水
警

戒
本

部
か

ら
水

道
給

水
対
策

本
部

へ
の

移
行

に
当

た
っ

て
は

、
事

務

の
継

続
性

の
確

保
に

配
慮

す
る

も
の

と
す

る
。
(
P
1
2
7
～
1
3
0
参
照

)
☆

(
2
)
応

急
体
制

の
確

立
、

応
急

給
水

、
応

急
復
旧

ア
水

道
給
水
対

策
本

部
の

設
置

震
災
時

の
応
急

対
策
は

、
水

道
給

水
対

策
本

部
に

よ
り

組
織

的
に

進
め
る

必
要

が
あ

る
。

水
道
給

水
対
策

本
部
の

組
織

は
、
以

下
に
示

す
よ

う
に

、
水

道
給
水

対
策
本

部
長
、

水
道

技
術

管

理
者

に
よ

る
統

括
の
下

、
応

急
給

水
を

実
施
す

る
応
急

給
水
班

、
浄
水

施
設
等

の
応
急

復
旧

を
行

う

浄
水

施
設

復
旧

班
、
管

路
の

応
急

復
旧

を
行
う

管
路
復

旧
班
、
こ

れ
ら

の
活
動

を
支
援

す
る

総
務

班

に
よ

り
構

成
す

る
こ
と

を
基
本

と
し

て
い

る
。

水
道

給
水
対

策
本
部

長
等
：

水
道

給
水

対
策

本
部
長

、
水
道

技
術
管

理
者

総
務

班
：

統
括

（
班

長
等

）
、

調
査

・
広
報

担
当
、

動
員

・
調

達
担

当

応
急

給
水
班

：
統

括
（

班
長

等
）
、

計
画

・
情
報

担
当
、

応
急

給
水

チ
ー

ム

浄
水

施
設
復

旧
班

：
統

括
（

班
長

等
）
、

計
画

・
情
報

担
当
、

浄
水

施
設

等
復

旧
チ

ー
ム

管
路

復
旧
班

：
統

括
（

班
長

等
）
、

計
画

・
情
報

担
当
、

資
材

調
達

担
当

、

管
路

復
旧

チ
ー
ム

、
漏

水
チ

ー
ム

(
P
2
9
参
照

)
☆

な
お

、
小
規

模
事

業
体

で
職

員
数

が
少

な
く

、
単

独
で
は

要
綱

例
の

よ
う

な
階

層
的

な
組

織
作

り

が
で

き
な

い
場
合

に
は
、

以
下

の
よ

う
に

し
て
水

道
給
水

対
策
本

部
の

組
織

を
構

成
す

る
。

(
ｱ
)

各
担

当
等

で
可

能
な

も
の

に
つ

い
て
は

兼
務
と

す
る
。

(
ｲ
)

水
道

給
水

対
策

本
部

組
織

で
担

当
者
が

不
足
す

る
部
分

を
市

町
長

部
局

の
職
員

に
依
頼

す
る
。

(
ｳ
)

応
援
依

頼
業
務

の
選
定

結
果

に
基

づ
き

、
応

急
給

水
、
応

急
復
旧

の
各
担

当
等
の

一
部

を
応

援

事
業

体
に

依
頼
す

る
。

ま
た

市
町

災
害

対
策

本
部

お
よ

び
水

道
給

水
対

策
本
部
の

組
織

体
制
で

、
管

理
職

等
の

職
員

を

両
方

に
配

備
し
な

い
よ
う

に
注

意
す

る
。

イ
水

道
給
水
対

策
本

部
会

議

水
道

給
水

対
策

本
部

会
議

は
、
震

災
時

の
応

急
復
旧

目
標

や
応

援
要

請
等

を
決

定
す

る
機

関
で

、

会
議

の
構

成
委

員
及

び
決
定

す
べ
き

主
要

な
事

項
等

を
と
り

ま
と
め

て
お
く

部
分

で
あ

る
。

水
道

給
水

対
策
本

部
会
議

の
委

員
は

、
記

載
例

で
は
、
水

道
給

水
対

策
本

部
長

、
水

道
技

術
管

理

者
、

総
務
班

長
、
応

急
給

水
班

長
、
浄

水
施

設
復

旧
班

長
で

構
成

し
て
い

る
が
、

そ
れ

ぞ
れ

の
水

道

事
業

体
の

組
織

規
模

に
応

じ
て

設
定

す
る

。

要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と

作
成

方
法

ウ
水
道

給
水

対
策

本
部

長
等

(
P
1
35

参
照

)
☆

水
道

給
水

対
策

本
部

の
責

任
者
で

あ
る

水
道

給
水
対

策
本

部
長

お
よ

び
そ

れ
を

技
術

面
か

ら
補

佐

す
る
水

道
技
術

管
理
者

は
、
応

急
復

旧
・
応

急
給

水
の

目
標

や
応

援
要
請

の
範
囲

・
規

模
等

の
重

要

事
項
を

決
定
す

る
。

エ
各
応

急
対

策
班

の
担

当
業

務

こ
の

部
分

は
、

震
災

時
の

応
急

対
策

業
務

を
実

施
担

当
毎

に
事

前
に

検
討

し
、

整
理

し
、

と
り

ま

と
め
て

お
く
部

分
で

あ
る

。

要
綱
例

で
は
、

総
務

班
の

業
務

、
応
急

給
水
班

の
業
務

、
浄

水
施
設

復
旧
班

の
業
務

、
及

び
管

路

復
旧
班

の
業
務

に
つ

い
て

、
実

施
す

る
業

務
項

目
を

抽
出

し
て

、
そ

れ
ら

の
実

施
時

期
、
業

務
内

容
、

留
意
事

項
等
を

整
理

し
た

「
業

務
内

容
表

」
を

作
成
し

て
お
り

、
こ

れ
を

参
考

に
す
る

。

・
総

務
班
の

業
務

：
P
1
3
6
～

1
4
4
参

照
☆

・
応

急
給
水

班
の
業

務
：

P
1
4
5
～

1
5
3
参

照
☆

・
浄

水
施
設

復
旧
班

の
業
務

：
P
1
5
4
～

1
6
3
参

照
☆

・
管

路
復
旧

班
の
業

務
：

P
1
6
4
～

1
7
6
参

照
☆

オ
情
報

連
絡

体
制

震
災

時
は
、
被

害
状

況
等

の
情
報

が
輻

輳
し

混
乱

す
る

お
そ

れ
が

あ
る
の

で
、
情
報

連
絡

の
流

れ
、

通
信
手

段
等
の

情
報

連
絡

体
制

を
、

事
前

に
定

め
て
お

く
必
要

が
あ

る
。

水
道

給
水

対
策

本
部
に

お
け
る

情
報

連
絡

体
制

は
、
情

報
の
内

容
に
応

じ
て

、「
5
.
3
情

報
連

絡
系

統
図
」

(
P
17
7
～

1
7
8
参

照
)

☆
に

示
す

よ
う

に
整

備
す
る

。

情
報

連
絡
の

た
め
の

通
信

手
段

は
、
水

道
給
水

対
策
本

部
事

務
所
（

水
道

課
等
）
と

現
場

チ
ー

ム

と
の
間

等
を
対

象
に

あ
ら

か
じ

め
定

め
て

お
か

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
（

例
：

携
帯
電

話
、
無

線
等
）
。

２
関

係
機
関

と
の

連
携

震
災

時
に

は
、

以
下

に
示

す
被

害
状

況
等

を
報

告
す

る
国

や
都

道
府

県
の

水
道

担
当

部
署

、
お

よ
び

応
援

協
定

に
基
づ

き
応

急
給
水

、
応

急
復
旧

等
の

応
援
要

請
を

行
う

水
道

事
業

体
、

地
元

業
者

等
と

の

連
携

が
非

常
に

重
要

で
あ
り

、
こ
れ

ら
の
関

係
機

関
等

を
事

前
に
整

理
し
て

お
く
。

・
国

・
都

道
府

県

・
市

町
関

係
機

関
等

・
応

援
水

道
事

業
体

・
応

急
給

水
応

援
団
体

・
浄

水
施

設
等

復
旧
応

援
団
体

・
管

路
復

旧
応

援
団
体

・
物

資
等

確
保

機
関

・
他

の
ラ

イ
フ

ラ
イ
ン

・
重

要
施

設
（

避
難
所

、
病
院

、
福
祉

施
設

等
）

(
表

2
.
2
.
2
.1

記
載
例

参
照
)
☆
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要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と
作

成
方

法

３
応

急
対

策
資
料

の
準
備

震
災

時
の

初
動

体
制

、
応

急
体

制
の

確
立

、
応

急
給

水
・

応
急

復
旧

の
活

動
を

迅
速

・
明

確
に

行
う

た
め

に
、

必
須

事
項

と
し

て
以

下
に

示
す

応
急

対
策
資

料
を

事
前

に
準

備
し

て
お

く
。

・
非

常
配

備
体

制
表
（

電
話
連

絡
網
兼

用
）

・
関

係
機

関
連

絡
先
リ

ス
ト

・
指

揮
命

令
・

連
絡
調

整
系
統

図

・
重

要
施

設
等

位
置
図

（
給
水

拠
点
と

給
水

対
象

施
設

）

・
水

道
施

設
一

般
平
面

図

・
設

備
等

点
検

等
チ
ェ

ッ
ク
リ

ス
ト

・
機

器
操

作
マ

ニ
ュ
ア

ル

・
機

械
・

電
気

計
装
整

備
完
成

図
書

・
配

管
図

・
管

路
復

旧
工

事
参
考

資
料

(
表

2
.
2
.
3
.1

記
載
例

参
照
)

☆

こ
れ

ら
の

関
係

機
関

と
の

連
絡

先
に

つ
い

て
は

、
定

期
的

に
確

認
し

て
お

く
と

と
も

に
、

連
絡

内
容

に
応

じ
て

当
事

業
体

の
担

当
を

事
前

に
定

め
て

お
く
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

な
お

、
宿

舎
の

確
保

等
、

一
部

の
業

務
を

市
町

長
部

局
で

実
施

す
る

場
合

、
業

務
内

容
表

の
「

実
施

主
体

」
欄

を
空

白
と

し
、
「

留
意

事
項

等
」
欄

に
、
そ

の
旨

を
記

載
す

る
。

４
応
援

依
頼

の
検

討

(
1
)
応

援
依
頼

業
務

の
選

定

他
の

水
道

事
業

体
等
に

応
援
依

頼
を
行

う
対

象
業

務
と

し
て

は
、
応

急
給

水
計

画
の

策
定

、
応

急
給

水
の

実
施

、
応
急

復
旧
計

画
の
策

定
、
漏

水
調

査
の

実
施

、
応

急
復

旧
の

実
施

が
あ

る
が
、
表

2
.
2
.
4
.
1

に
示

す
判

断
基

準
を

用
い
て

業
務
を

選
定

す
る

。

復
旧

工
事

に
は

多
数
の

技
術
者

等
が
必

要
で

あ
る

。
こ
の

た
め
、
水
道

技
術
職

員
の
適

正
な

配
置

を

行
う

と
と

も
に

水
道

工
事
を

専
門
に

行
っ

て
い

る
業

者
に
協

力
を
要

請
す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る
。

応
援

業
務

依
頼

の
選

定
結

果
に

基
づ

き
、

日
本

水
道

協
会

中
部

地
方

支
部

の
応

援
要

請
･
応

援
受

け

入
れ

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

参
考
に

マ
ニ
ュ

ア
ル

を
以

下
の

手
順
で

作
成
す

る
。

な
お

、
民

間
部

門
等
に

応
援

を
依

頼
す

る
場
合

、
連

絡
体

制
や

所
有
す

る
資
機

材
を
明

ら
か

に
し

て

お
く

。
そ

の
際
、
特

に
１

業
者
に

対
し
て

多
数
の

市
町

が
集
中

す
る

こ
と

の
な
い

よ
う
隣

接
市

町
と

あ

ら
か

じ
め

連
絡

を
図

っ
て
お

く
こ
と

。

要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と

作
成

方
法

ま
た

、
他

の
水

道
事

業
体

等
に
応

援
依
頼

を
行
っ

た
場

合
、
宿

舎
の
確

保
等
を

行
う
こ

と
と

な
る

が
、

給
水

車
等

の
駐

車
場

や
他

の
水

道
事

業
体

等
が

打
ち

合
わ

せ
を

行
う

会
議

室
等

も
併

せ
て

準
備

す
る

必
要

が
あ

る
。

必
要

な
受

け
入

れ
施

設
例

・
駐

車
場

＝
浄

水
場

・
給
水

場
の

空
き

地
、

公
園

、
河

川
敷

、
広
場

等

・
会

議
室

（
活

動
本

部
）
＝

コ
ピ

ー
機

、
フ

ァ
ッ

ク
ス

、
電

話
の
設

備

・
宿
泊

先
＝
（

応
援
協

定
で
は

応
援

を
受

け
る

ほ
う

が
用

意
す

る
こ
と

が
普
通

と
な

っ
て

お
り

、
県

や
市

町
の

施
設

や
民

間
の

施
設

ま
で

含
め

て
候
補

に
上
げ

て
お

く
こ

と
が

必
要

）

＜
応

援
依

頼
業

務
選
定

結
果
に

基
づ
く

マ
ニ

ュ
ア

ル
作

成
＞

○
業

務
概
要

表
（
震

災
時
に

実
施

す
る

業
務

項
目
を

整
理
し

た
一
覧

表
）

[表
2
.
2
.
1
.
3
(
P
2
8
参

照
)

☆
]

『
実

施
主
体

』
欄

に
つ
い

て
、「

当
事

業
体

」
、「

共
同

」
、「

応
援

事
業
体

」
が
あ

る
の
で

、
該

当
す

る
部

分
に

○
を
記

入
。

○
業

務
内
容

表
（
担

当
毎
に

実
施

す
る

業
務

項
目
を

抽
出
し

、
留
意

事
項

等
を

示
し

た
も
の

）

[P
1
3
8
～
1
7
9
参

照
]

☆

『
実

施
主
体

』
欄

に
つ
い

て
、「

当
事

業
体

」
、「

共
同

」
、「

応
援

事
業
体

」
が
あ

る
の
で

、
該

当
す

る
部

分
に

○
を
記

入
。
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全
て

策
定

で
き
る

一
部

策
定

で
き
る

策
定

で
き
な

い

当
事
業
体

共
同

当
事
業
体

判
断
結
果

実
施
主
体

全
て

確
保

一
部

確
保

確
保

で
き
な
い

当
事
業
体

共
同

応
援

事
業
体

全
て

策
定

で
き
る

一
部

策
定

で
き
る

策
定

で
き
な

い

当
事
業
体

共
同

応
援

事
業
体

全
て

確
保

一
部

確
保

確
保

で
き
な
い

当
事
業
体

共
同

応
援

事
業
体

全
て

確
保

一
部

確
保

確
保

で
き
な
い

当
事
業
体

共
同

応
援

事
業
体

要
綱

を
作

成
す

る
上

で
の
考

え
方
と

作
成

方
法

表
2
.
2
.
4
.
1
応
援

依
頼
業

務
の

選
定

の
判

断
基

準

応
援
依
頼
業

務
判
断
基
準

応
急
給
水
計

画
の
策
定
等

（
業
務
項
目

番
号

5
2）

当
事
業
体
で
以
下
の
応
急
給
水
計
画
を
策
定
で
き
る
要
員
を
確
保
で
き
る
か
？

応
急
給
水
の

実
施

（
業
務
項
目

番
号

6
1）

当
事
業
体
と
地
元
業
者
で
、
以
下
に
示
す
応
急
体
制
を
確
保
で
き
る
か
？

応
急
復
旧
計

画
の
策
定
等

（
業
務
項
目

番
号

8
1）

当
事
業
体
で
以
下
の
応
急
復
旧
計
画
を
想
定
で
き
る
要
員
を
確
保
で
き
る
か
？

漏
水
調
査
の

実
施

（
業
務
項
目

番
号

9
1）

当
事
業
体
と
地
元
業
者
等
で
、
以
下
に
示
す
漏
水
調
査
体
制
を
確
保
で
き
る
か
？

応
急
復
旧
工

事
の
実
施

（
業
務
項
目

番
号

9
2）

当
事
業
体
と
地
元
業
者
等
で
、
以
下
に
示
す
応
急
復
旧
体
制
を
確
保
で
き
る
か
？

応
急
給
水
計
画

策
定

で
き
る

策
定

で
き
な
い

断
水
区
域
・
断
水
人
口
の
想
定

応
急
給
水
量
の
算
定

給
水
方
法
の
選
択

応
急
給
水
人
員
、
車
両
の
配
備
等

応
急
給
水
体
制

被
害
想
定

に
よ
る

必
要
量
①

当
事
業

体
等

確
保
量
②

不
足
量

(
①
-②

)

応
急
給
水
車
両

応
急
給
水
作
業
人
員

応
急
給
水
資
機
材
等

応
急
復
旧
後
計
画

策
定

で
き
る

策
定

で
き
な
い

復
旧
期
間
の
設
定

応
急
復
旧
の
順
位
と
方
法
の
選
択

復
旧
工
事
班
の
配
備

応
急
復
旧
資
機
材
の
確
保
等

漏
水
調
査
体
制

被
害
想
定

に
よ
る

必
要
量
①

当
事
業

体
等

確
保
量
②

不
足
量

(
①
-②

)

漏
水
調
査
人
員

漏
水
調
査
用
機
材
等

応
急
復
旧
体
制

被
害
想
定

に
よ
る

必
要
量
①

当
事
業

体
等

確
保
量
②

不
足
量

(
①
-②

)

応
急
復
旧
作
業
人
員

工
事
車
両
・
機
材
等

要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と

作
成

方
法

な
お
、「

第
1
節

３
(2
)
ｲ
水

道
施

設
の
被

害
想

定
」
で
行

っ
た
想

定
の

結
果

、
大

規
模
な

被
害

が
発

生

す
る

と
予

測
さ

れ
る

場
合
に

は
、
広

域
的

な
応

援
体

制
に

基
づ

い
て
、
支

援
を
要

請
す
る

必
要

が
あ

る
。

広
域
的

な
応

援
体

制
と

し
て
は

、（
社
）
日

本
水

道
協
会

が
阪
神
・
淡
路

大
震
災

を
教
訓

と
し

て
と

り

ま
と

め
た

「
地

震
等

緊
急

時
対

応
に

関
す

る
報

告
書

」
に

、
日

本
水

道
協

会
水

道
援

助
対

策
本

部
・

地

方
支

部
長

都
市

・
県

支
部

長
都

市
の

組
織

を
活

用
す

る
広

域
的

応
援

体
制

が
整

備
さ

れ
て

い
る

の
で

参

考
に

す
る

。
図

2
.
2.
4
.
1
は

、
同

報
告

書
に

掲
載

さ
れ

て
い

る
「

大
規

模
災

害
に

対
す

る
広

域
的

な
応

援
体

制
」

で
あ

る
。

応
援
要

請
を

行
っ

た
水

道
事

業
体

で
は

、
応

援
事

業
体

に
対

し
て

、
人

件
費

、
請

負
工

事
代

金
、

車

両
・

機
材

に
係

る
費

用
、

滞
在

費
用

等
の

費
用

負
担

を
伴

う
が

、
こ

れ
ら

の
根

本
的

な
考

え
方

に
つ

い

て
も

同
報

告
書

に
示

さ
れ
て

い
る
の

で
参
考

に
す

る
。

図
2
.
2.
4
.
1

大
規
模
災

害
に
対
す

る
広
域
的

な
応
援

体
制

出
典
：「

地
震

等
緊
急

時
対
応

に
関
す

る
報
告

書
」
（
平
成

8
年

2
月

15
日
）

社
団
法
人

日
本

水
道
協

会
地
震

等
緊
急
時

対
応
に
関

す
る
特
別

調
査
委

員
会

※
一
部

修
正

国

厚
生
労
働
省

被
災
都
道
府
県

応
援
都
道
府
県

応
援
要
請
対
象
事
業
体

地 方 支 部 長

都 道 府 県

支 部 長

事 業 体

情
報
提
供

応
援
調
整

情
報
提
供

応
援
調
整

要 請
要 請

調 整
調 整

被
災
都
市

水
道
事
業
体

報
告
・
要
請
・
援
護

指
示
・
調
整

応
援
要
請
・
応
援

応
援
隊
派
遣

水
道
救
援
対
策
本
部

日
本
水
道
協
会

応
援
要
請

情
報
提
供

・
協
議

発
生
直
後
の
担
当
事
業
体

現
地
救
援
本
部

・
地
方
支
部
長
都
市

・
都
道
府
県

支
部
長
都
市

・
日
本
水
道
協
会

・
地
方
支
部
長
都
市

・
都
道
府
県

支
部
長
都
市

移
行

報 告 ・ 要 請 ・ 協 議

指 示 ・ 調 整

協 議 ・ 要 請

情 報 収 集

要 請

応 援 調 整 ・ 情 報 提 供 連 絡 ・ 協 議 ・ 調 整
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要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と
作

成
方

法

５
職

員
に

対
す
る

教
育
及

び
訓
練

災
害

対
策
本

部
の
応

急
復

旧
対

策
に

配
置

さ
れ

る
職

員
（

水
道

担
当
部

（
局

）
課

等
）
を

対
象

と
し

て
実

施
す

る
教

育
・

訓
練
の

実
施
内

容
に

つ
い

て
記

述
す
る

。

震
災

時
に
迅

速
・
明

確
に
行

動
す
る

た
め

に
は

、
震
災

時
給
水

対
策

要
綱

に
基

づ
き
、

教
育

・
訓

練

を
行

い
、

震
災

に
対

す
る
職

員
の
意

識
と

対
応

能
力

の
向
上

を
図
る

こ
と
が

重
要

で
あ

る
。

震
災

に
対
す

る
訓
練

は
、
以

下
に

示
す

よ
う

に
、
応

急
給

水
や
応

急
復
旧

の
実
施

だ
け

で
な

く
、
職

員
の

動
員

・
配

備
と
水

道
給
水

対
策

本
部

の
設

営
、

情
報

連
絡
、
水

道
施

設
の

点
検

・
緊

急
措

置
、
応

援
要

請
・

受
入

等
の

訓
練
も

含
め
る

必
要

が
あ

る
。

(
1
)
職

員
に

対
す

る
教

育

ア
地

震
に

関
す

る
基

礎
知

識

イ
東

海
地

震
等

の
発

生
に

関
す
る

知
識
及

び
東
海

地
震

等
に

よ
る

被
害
の

試
算
の

内
容

ウ
地

震
が

発
生

し
た

場
合

及
び
予

知
さ
れ

た
場
合

に
、

具
体

的
に

と
る
べ

き
行
動

に
関
す

る
知

識

エ
職

員
等

が
果

た
す

べ
き

役
割
（

職
員
の

動
員
体

制
と

任
務

分
担

）

オ
東

海
地

震
に

関
連

す
る

情
報
及

び
警
戒

宣
言
の

意
義

と
、

こ
れ

ら
に
基

づ
き
と

ら
れ
る

措
置

(
2
)
職

員
に

対
す

る
訓

練

ア
動

員
訓
練

(
ｱ
)

職
員

の
動

員
・

配
備

と
水

道
給

水
対
策

本
部
の

設
営

訓
練

に
当

た
っ

て
は

、
東

海
地

震
に

関
連

す
る

情
報

が
発

表
さ

れ
、

警
戒

宣
言

が
発

令
さ

れ

る
場

合
及

び
突

然
地

震
が

発
生

す
る

場
合

等
以

下
に
示

す
動

員
訓

練
を

「
初

動
体

制
の

確
立

」

(
P
1
2
7
～
1
3
0
参
照

)
☆
に
基

づ
い
て

行
う

。

・
職

員
の

参
集

・
参

集
時

の
被
害

状
況
把

握

・
庁

舎
の

点
検

・
水

道
給

水
対
策

本
部
の

設
営

イ
情

報
連

絡
訓

練

定
め

ら
れ

た
方

法
（

通
信

機
器

、
資

料
・

様
式

等
を

含
む

）
に

よ
り

、
以

下
に

示
す

情
報

連
絡

訓
練

を
行

う
。

(
ｱ
)

指
揮

命
令

事
項

の
伝

達

以
下

に
示

す
指

揮
命

令
事

項
に

つ
い

て
、

具
体

的
な

内
容

を
設

定
し

、
P
1
7
7
「

2
.
5
.
3
.
1
指

揮
命

令
系

統
図

」
☆
に

沿
っ
て

情
報
連

絡
訓
練

を
行

う
。

・
応
急

給
水

の
作
業

方
針
・

範
囲
等

・
応
急

復
旧

の
作
業

方
針
・

範
囲
等

・
応
援

要
請

、
広
報

等
の
方

針

要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と

作
成

方
法

(
ｲ
)

被
害

状
況

等
の

情
報
収

集
・
整

理
と
市

町
民

・
報

道
機

関
等
へ

の
広
報

以
下

に
示

す
事
項

に
つ
い

て
具
体

的
な

内
容

を
設

定
し
、
P
1
78
「

2
.5

.
3
.
2
情

報
収

集
・
広

報
連

絡
系
統

図
」

☆
、「

業
務

内
容

表
（

総
務

班
：
P
5
6
,
P
98
,
P
1
3
9
業

務
項
目

№
2
5,
2
7
、
応

急

給
水

班
：
P
6
5
,
P
1
0
7
,
P
1
4
9
～

1
50

同
№

5
2
,
6
1
-
1
、
浄

水
施
設

復
旧

班
：
P
7
2
,
P1
1
4
,
P
1
58
,
P
1
5
9

同
№

8
1
,9
2
-
1
、

管
路

復
旧
班

：
P
8
0
,
P
12
2
,
P
1
68
,
P
1
7
0
同

№
8
1
,9
2
-
1
）
」

☆
に

従
っ

て
情

報

連
絡

訓
練
を

行
う
。

・
浄

水
場

・
管

路
等

の
被
害

状
況
、

断
水

状
況

お
よ

び
復
旧

状
況

・
応

急
給

水
状

況

・
浄

水
場

・
管

路
等

の
応
急

復
旧
計

画

・
応

急
給

水
計

画

(
ｳ
)

各
会

議
の

実
施

水
道

施
設

の
被
害

状
況
を

設
定
し

て
、
応

急
復

旧
・
応
急

給
水

の
範

囲
・
規

模
・
目

標
、
応

援
要

請
方
針

等
の
重

要
事

項
を

決
定

す
る

水
道

給
水

対
策

本
部

会
議
の

訓
練

を
行

う
。

ま
た
、
班

毎
に

活
動

方
針
の

指
示
、
活

動
状

況
の

報
告
、
確
認

を
行
う

班
会
議

の
訓

練
を

行

う
。

ウ
水

道
施

設
の

被
害

確
認

・
緊

急
措
置

訓
練

施
設

・
設

備
お

よ
び

管
路

の
被
害

箇
所

を
設

定
し

た
上

で
、

被
害

確
認

、
緊

急
措

置
の

訓
練

を

行
う

。

な
お

、
緊

急
措

置
は

給
水

に
影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

は
、

緊
急

措
置

を
実

施
し

た

こ
と

に
し

て
訓

練
を

進
め
る
（

実
際

は
行

わ
な

い
）
仮

想
訓

練
あ
る

い
は
図

上
訓
練

に
よ

り
行

う
。

(
ｱ
)

施
設

・
設

備
等

の
被
害

確
認
、

緊
急
措

置

以
下
に

示
す
事

項
に
つ

い
て
「

業
務

内
容

表
（

浄
水

施
設

等
復

旧
チ

ー
ム
：
P
7
4
,
P
1
1
6
,
P
1
6
1

業
務

項
目
№

7
2
）
」

☆
に

従
い

、
「

設
備

等
点

検
チ

ェ
ッ

ク
リ
ス

ト
」
等

☆
を
用

い
て
行

う
。

（
被

害
確

認
）

・
施

設
・

場
内
管

路
の

破
損

、
漏

水
等

の
確

認

・
設

備
の

損
傷
状

況
・

稼
動

状
況

の
確

認

・
テ

レ
メ

ー
タ
に

よ
る

配
水

池
の

水
位

、
流

量
、

ポ
ン
プ

の
稼
動

状
況

確
認

・
通

信
設

備
の
作

動
の

確
認

等

（
緊

急
措

置
）

・
被

害
を

想
定
し

た
施

設
に

つ
い

て
、

前
後

の
バ

ル
ブ
閉

止
に
よ

る
切

り
離

し

・
自

家
発

電
設
備

等
へ

の
切

替
え

・
被

害
を

想
定
し

た
ポ

ン
プ

等
に

つ
い

て
、

停
止

措
置
お

よ
び
予

備
機

の
起

動

・
塩

素
漏

洩
に
対

す
る

措
置

等
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要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と
作

成
方

法

(
ｲ
)

管
路
の

被
害

確
認

、
緊

急
措
置

以
下
に

示
す
事

項
に
つ

い
て
「

業
務

内
容

表
（

浄
水
施

設
等

復
旧

チ
ー

ム
：
P
7
4
,
P
1
1
6
,
P
1
6
1

業
務

項
目
№

7
2
）」

☆
に

従
い

、「
配

管
図
（
管

路
機
能

、
河

川
横

断
部
の

重
要
箇

所
を

明
記
）
」

等
を

用
い
て

行
う
。

（
被

害
確

認
）

・
河
川
・

鉄
道
・

主
要

道
路

の
横

断
部

等
の

重
要

箇
所
を

中
心
と

し
た

被
害

確
認

（
緊
急

措
置

）

・
想
定
被

害
箇
所

に
対

す
る

緊
急

措
置

（
前

後
の

バ
ル
ブ

の
閉
止

等
）

な
お

、
水
道

施
設

は
地

震
発

生
に
備

え
、
日

常
か
ら

点
検

・
整

備
を

行
っ

て
お

く
。

エ
応

援
要

請
、

受
入

・
配

備
訓

練

(
ｱ
)

応
急
給

水
・

応
急

復
旧

の
応
援

要
請
と

受
入

・
配
備

以
下

に
示

す
事

項
に

つ
い

て
具

体
的

な
内

容
を

設
定

し
「

業
務

内
容

表
（

総
務

班
、
：

P
5
9

～
6
0
,
P
1
01
～

1
0
2,
P
1
4
3
業

務
項

目
№

3
1
,3
2
、
応

急
給

水
班
：
P
6
5
,
P
1
0
7
,
P
1
5
2
同

№
3
1
、
浄

水
施

設
復
旧

班
：
P
7
2
,
P
1
1
4,
P
1
5
8
同

№
3
2、

管
路
復

旧
班
：
P
8
1
,P
1
2
3
,
P1
7
5
同

№
3
2
）
」

☆

に
従

っ
て
、

関
係
機

関
を

含
め

た
応

援
要

請
、

受
入
・

配
備
訓

練
を
行

う
。

・
応
急

給
水

の
応
援

人
員
、

給
水
車

両
、

応
急

給
水

資
材
等

・
応
急

復
旧

の
応
援

人
員
、

工
具
、

車
両

等

オ
応

急
給

水
訓

練

(
ｱ
)

応
急
給

水
計

画
の

策
定

断
水

状
況

、
道

路
被

害
状

況
等

を
設

定
し

て
、
「

業
務

内
容

表
（

応
急

給
水

班
、
：

P
6
5
,
P
1
0
7,
P
1
5
2
業

務
項

目
№

5
2）
」

☆
に
従

っ
て
、

復
旧

段
階

別
に

、
応
急

給
水

量
の

算
定
、

応
急

給
水
方

法
、
必

要
な

人
員
・
車

両
等

を
含

め
た

応
急

給
水
計

画
を
策

定
す
る

訓
練

を
行

う
。

(
ｲ
)

応
急
給

水
の

実
施

以
下
に
示

す
応
急

給
水

方
法
（

緊
急

貯
水

槽
等

に
よ

る
拠

点
給

水
、
運

搬
給

水
、
消

火
栓

か

ら
の

仮
設

給
水
）
を

設
定
し

て
、
市

町
長

部
局

職
員
や

住
民

も
参

加
し
て

応
急
給

水
の

実
施

訓

練
を

行
う

。

・
緊
急

貯
水
槽

等
に
よ

る
応

急
給

水
の

準
備

と
実

施

・
運

搬
給

水
基

地
（

非
常

用
給

水
設

備
等

を
設

置
し

た
配

水
池

等
）

に
お

け
る

給
水

車
へ

の

給
水

・
給
水

場
所
に

お
け
る

給
水

車
に

よ
る

応
急

給
水

の
実
施

・
消
火

栓
に
お

け
る
仮

設
給

水
栓

の
設

置
と

応
急

給
水
の

実
施

・
応
急

給
水
の

水
質
確

認

な
お
給

水
車

、
応

急
給

水
資
材

等
は
地

震
発
生

に
備

え
、
日

常
か

ら
点

検
・
整

備
を

行
っ

て

お
く

。

要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と

作
成

方
法

カ
応

急
復

旧
訓

練

(
ｱ
)

応
急

復
旧

計
画

の
策
定

浄
水

施
設

や
管

路
の

被
害

状
況

を
設

定
し

て
、
「

業
務

内
容

表
（

浄
水

施
設

復
旧

班
：

P
7
4
,
P
1
1
4,
P
1
5
8
業

務
項

目
№

8
1、

管
路

復
旧

班
：
P
80
,
P
1
2
2,
P
1
6
8
業

務
項
目

№
8
1）
」

☆
に

従
っ

て
、
目
標

復
旧

期
間

、
応

急
復
旧

の
方

法
、
必
要

な
人
員
・
資

機
材

、
復
旧

工
程

等
を

含

め
た

応
急
復

旧
計
画

を
策

定
す

る
訓

練
を

行
う

。

(
ｲ
)

応
急

復
旧

工
事

の
実

施

以
下
に

示
す
応

急
復
旧

工
事

の
実

施
訓

練
を
行

う
。
な
お

、
管

路
の
応

急
復
旧

工
事

の
訓

練

を
会

場
に
お

い
て
行

う
場

合
、

仮
設

の
管

路
を

地
上

に
設

置
*
1
し

て
実

施
す
る

こ
と

が
多

い
。

ま
た
住

民
に
対

し
て
は

メ
ー

タ
ボ

ッ
ク

ス
内
の

止
水
栓

の
操
作

方
法

等
の

訓
練

も
行

う
。

・
管

路
被

害
箇
所

の
復

旧
作

業

・
両

側
の

バ
ル
ブ

閉
止

、
管

切
断

、
新

管
置

換
え

、
接
続

・
漏

水
補

修
用
金

具
の

取
付

け
（

軽
微

な
漏

水
の

場
合
、

通
水
を

継
続

し
な

が
ら

実
施

）

・
路

上
仮

設
配
管

の
布

設

・
給

水
管

の
修
繕

作
業

・
応

急
復

旧
後
の

水
質

確
認

注
）

*1
復

旧
作

業
完

了
後

に
給

水
可

能
で

あ
る

こ
と
を

示
す

た
め

、
給

水
栓

を
取

り
付

け
て

お
い

た
方

が
良

い
。

６
市

町
民

に
対

す
る

広
報

及
び
訓

練

市
町

民
を

対
象

と
し

て
、

震
災

対
応

に
理

解
と

協
力

が
得

ら
れ

る
よ

う
、

平
常

時
か

ら
震

災
時

の

飲
料

水
の

確
保
、
応

急
給

水
拠
点

の
場

所
、
震
災

時
の

水
質

面
の

注
意
事

項
等
の

広
報
及

び
訓

練
の

実

施
内

容
に

つ
い

て
記

述
す
る

。
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要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と
作

成
方

法

第
３

節
地

震
防

災
施

設
整

備
計

画

地
震

に
よ

る
水

道
施

設
の

被
害

や
給

水
へ

の
影

響
を

軽
減

す
る

た
め

に
は

、
各

水
道

事
業

体
で

、
水

道

施
設

の
耐

震
化

を
計

画
的

に
実

施
す

る
必

要
が

あ
る

。
多

く
の

水
道

事
業

体
で

は
「

要
綱

」
と

は
別

に
耐

震
化

計
画

を
策

定
し

て
お

り
、

ま
た

、
未

策
定

の
場

合
に

お
い

て
は

平
成

２
０

年
３

月
の

厚
生

労
働

省
か

ら
提

示
さ

れ
て

い
る

「
水

道
の

耐
震

化
計

画
等

策
定

指
針

」
に

基
づ

き
早

急
に

整
備

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
り

、
別

途
、

作
成

す
る

こ
と
と

す
る
。

こ
の

際
、

耐
震
性

に
関
す

る
診
断

の
結

果
か

ら
、

発
災

時
に

被
害

が
想
定

さ
れ

る
基

幹
施

設
・

老
朽

管

等
に

つ
い

て
、

そ
の

被
害

状
況
に

よ
っ
て

は
市

町
民

へ
長

期
的

か
つ

多
大

な
影
響

が
生
じ

る
た

め
、

耐
震

補
強

等
施

設
整

備
を

優
先

的
に
実

施
す
る

も
の

と
す

る
。

施
設

の
耐

震
化

は
、

図
2
.
3
.
1
.
1
に

示
す

よ
う

に
、

施
設

の
耐

震
化

等
の

被
害

発
生

を
抑

制
す

る
対

策

と
、

管
路

シ
ス

テ
ム

の
耐

震
化
等

の
影
響

を
最

小
化

す
る

対
策

に
大

別
さ

れ
る
。

被
害

発
生

の
抑

制
対

策
は

、
構

造
物

、
設

備
、

管
路

、
給

水
装

置
等

の
施

設
形

態
を

考
慮

し
て

、
必

要

な
耐

震
化

（
構

造
面

の
強

化
）
を

行
う
。

影
響

の
最

小
化

対
策

は
、

基
幹

管
路

等
に

つ
い

て
、

ル
ー

プ
シ

ス
テ

ム
等

の
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
施

設
整

備

を
行

う
と

と
も

に
、
管

路
網

に
つ

い
て
、
配

水
ブ

ロ
ッ

ク
化

等
の
ブ

ロ
ッ
ク

シ
ス
テ

ム
の
整

備
等

を
行

う
。

ま
た

断
水

範
囲

を
抑

え
る

た
め
の

バ
ル
ブ

整
備

や
二

次
災

害
防

止
対

策
を

行
う
。

図
2
.3

.
1
.
1

施
設

耐
震

化
の

対
策

分
類

出
典

：
社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
「

水
道

維
持

管
理

指
針

」

水
源
施
設
等
の
耐
震
化

水
源
施
設
の
耐
震
化

構
造
物
の
耐
震
化

機
械
・
電
気
設
備
等
の
耐
震
化

管
路
の
耐
震
化

施
設
耐
震
化

管
路
付
属
設
備
の
耐
震
化

特
殊
形
態
管
路
の
耐
震
化

建
物
内
給
水
装
置
の
耐
震
化

管
路
施
行
上
の
留
意
点

管
路
施
行
面
の
耐
震
化

給
水
装
置
の
耐
震
化

給
水
装
置
の
耐
震
化

管
路
施
設
の
耐
震
化

被
害
発
生
の
抑
制

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
施
設
の
整
備

ブ
ロ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム
の
整
備

ル
ー
プ
シ
ス
テ
ム
の
整
備

管
路
シ
ス
テ
ム
の
耐
震
化

水
質
汚
染
対
策

作
業
障
害
物
の
除
去

障
害
物
の
除
去

影
響
の
最
小
化

バ
ル
ブ
の
設
置
と
整
備

バ
ル
ブ
の
整
備

二
次
災
害
の
防
止

消
火
用
水
量
の
確
保

バ
ル
ブ
の
操
作

斜
面
崩
壊
対
策

要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と

作
成

方
法

「
水

道
の
耐

震
化

計
画

等
策

定
指

針
」
に

示
す

耐
震
化

事
業
実

施
計

画
の

作
成

に
当
た

っ
て
は

、
目

標
達

成
期
間

で
定
め

た
期

間
内

に
お

け
る
各

対
策
の

実
施
計

画
を

、
下

記
事

項
を

考
慮

し
て
、
年
次

別
に

策
定

す

る
こ
と

と
し
て

い
る

。

１
年

次
別
事

業
費

を
な

る
べ

く
均
等

化
す
る

。

２
地

震
対
策

以
外

の
効

果
が

期
待
で

き
る
対

策
は
、

早
期

に
実

施
す

る
。

３
管

路
施
設

は
早

期
の

効
果

が
発
揮

し
や
す

い
よ
う

に
、
上
流

か
ら

下
流

へ
、
幹
線

か
ら
支

管
へ

の
順

に

整
備

す
る
。

４
管

路
整
備

に
当

た
っ

て
は

、
老

朽
管

更
新
事

業
等
の

地
震
対

策
以

外
の

事
業

と
の
調

整
を
行

い
、
事

業

が
円

滑
に
推

進
で

き
る

よ
う

に
配

慮
す

る
。

な
お

、
計

画
年
度

は
、

地
域
水

道
ビ

ジ
ョ
ン

に
よ

る
整
備

年
度

又
は

耐
震

化
計

画
に

よ
る

整
備

年
度

と

し
、
平

成
2
0
年

1
0
月

1
日

施
行

の
「

水
道

施
設

の
技

術
的

基
準

を
定
め

る
省

令
」
第

一
条

第
七

号
イ

に

お
い

て
規
定

さ
れ

る
施

設
・

基
幹

管
路

等
の
状

況
に
つ

い
て

は
、

整
備

の
状

況
を

必
ず

記
載
す

る
。

ま
た

、
施

設
耐

震
化

の
検
討

に
当
た

っ
て
参

考
と

な
る

文
献

を
次
に

示
す
。

・
水
道

の
耐

震
化

計
画

等
策

定
指

針
（
2
0
0
8
・
厚

生
労
働

省
）

・
水
道

施
設

耐
震

工
法

指
針

・
解

説
（
1
9
9
7
・
社

団
法
人

日
本

水
道

協
会

）

・
水
道

維
持

管
理

指
針

（
社

団
法

人
日

本
水
道

協
会

）

・
水

道
事

業
者

が
当

面
と
る

べ
き
地

震
に

対
す

る
提

言
（

平
成

7
年

6
月
・
社

団
法
人

日
本

水
道

協

会
水

道
施

設
耐

震
工

法
指

針
・

解
説

改
定
特

別
調
査

委
員

会
）
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要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と
作

成
方

法

第
４

節
地

震
防

災
応

急
対

策

注
意

情
報

発
表

時
か

ら
警

戒
宣

言
が

発
令

さ
れ

る
ま

で
の

間
又

は
注

意
情

報
が

解
除

さ
れ

る
ま

で
の

間
、

並
び

に
警

戒
宣

言
が

発
せ

ら
れ

て
か

ら
東

海
地

震
が

発
生

す
る

ま
で

の
間

又
は

警
戒

解
除

宣
言

が
出

さ
れ

る
ま

で
の

間
に

お
い

て
、

県
、

市
町

、
住

民
、

自
主

防
災

組
織

、
民

間
事

業
所

、
防

災
関

係
機

関
な

ど
が

実
施

す
る

応
急

対
策

に
つ
い

て
定
め

る
。

な
お

、
注

意
情

報
発

表
時

か
ら

警
戒

宣
言

が
発

令
さ

れ
る

ま
で

の
間

に
お

い
て

は
、

管
路

図
面

等
の

で

き
る

だ
け

万
全

の
準

備
が

そ
の

後
の

早
急

な
復

旧
に

寄
与

す
る

も
の

、
ま

た
は

、
事

前
準

備
を

行
っ

た
と

し
て

も
市

民
生

活
に

対
し

て
は

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

も
の

の
み

を
事

前
準

備
す

る
も

の
と

す
る

。
ま

た
、

観
測

情
報

が
発

表
さ

れ
た

と
き
は

、
必
要

な
職
員

を
参
集

さ
せ

、
情

報
収
集

･
伝

達
及

び
連
絡

体
制

を
確

保

す
る

こ
と

と
す

る
。

地
震

防
災
応

急
対

策
は

、
図

2
.
4
.1
.
1
に

示
す

と
お

り
注
意
情

報
発

表
時

か
ら

警
戒

宣
言

が
発

令
さ

れ

る
ま

で
の

間
に

お
け

る
【

注
意

情
報

発
表

時
】「

１
警

戒
体

制
の
準

備
」
、「

２
応

急
対
策

準
備

の
内

容
・

担
当

業
務

」
、
及

び
、
警

戒
宣

言
が

発
せ

ら
れ

て
か
ら

東
海
地

震
が
発

生
す

る
ま

で
の

間
に
お

け
る
【

警
戒

宣
言

発
令

時
】「

３
防

災
体

制
の

確
保

」
、「

４
主

要
施
設

に
対
す

る
警

戒
宣

言
発

令
時
の

対
応
」
、「

５

応
急

対
策

準
備

の
内

容
・

担
当

業
務

」
に

よ
り

構
成

し
、

応
急

対
策

の
諸

業
務

を
迅

速
・

的
確

に
実

施
す

る
事

前
準

備
の

部
分

で
あ

る
。

図
2
.
4
.
1
.
1

地
震

防
災

応
急

対
策

の
時

系
列

的
推

移

地
震
発
生

地
震
防
災
応
急
対
策
(
注
意
情
報
発
表
時
)

地
震
防
災
応
急
対
策
（
警
戒
宣
言
発
令
時
）

災
害
応
急
対
策

注
意
情
報

注
意
情
報
解
除

警
戒
宣
言

警
戒
解
除
宣
言

観
測
情
報

要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と

作
成

方
法

表
2
.
4
.
1.
1

東
海
地

震
に
関

連
す

る
情

報
と

防
災
対

応

情
報

名
発

表
の

基
準

主
な

対
応

東
海

地
震

観
測

情
報

東
海

地
震

の
可

能
性

に
つ

い
て

直
ち

に
評

価
で

き
な

い

・
東

海
地

域
に

お
け

る
歪

計
１

箇

所
で

有
意

な
地

殻
変

動
に

関
す

る
変
化

が
観
測

さ
れ
た

場
合
等

・
顕

著
な

地
震

活
動

が
想

定
震

源

域
内

又
は

そ
の

近
傍

で
発

生
し

た
場

合
で

東
海

地
震

と
の

関
連

性
を
評

価
で
き

な
い
場

合

・
市

町
防
災

担
当
課
、
県
、
日

本
水
道

協
会

静
岡

県
支

部
等

と
の

相
互

連
携

に
よ

る

情
報
収

集
･
連
絡
体
制

・
水

道
施
設
の

稼
動
状

況
確
認

東
海

地
震

注
意

情
報

東
海

地
震

の
前

兆
現

象
が

高
ま

っ
た

・
東

海
地

域
に

お
け

る
歪

計
２

箇

所
以

上
で

有
意

な
変

化
が

プ
レ

ス
リ

ッ
プ

に
よ

る
も

の
と

認
め

ら
れ
た

場
合

・
水

道
給
水
警

戒
本
部

の
設
置

準
備

・
市

町
防
災

担
当
課
、
県
、
日

本
水
道

協
会

静
岡

県
支

部
等

と
の

相
互

連
携

に
よ

る

情
報
収

集
･
連
絡
体
制

の
強
化

・
水

道
施
設
の

緊
急
点

検

・
給

水
車

及
び
給

水
資

機
材

等
の

確
保

･
点

検

・
防

災
用
資
機

材
等
の

確
保
の

準
備

・
管

網
図
等
の

準
備

・
市

町
民
に
対

す
る
広

報
活
動

東
海

地
震

予
知

情
報

東
海

地
震

の
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ
る

【
警
戒
宣

言
発
令

後
直
ち

に
】

・
東

海
地

域
に

お
け

る
歪

計
３

箇

所
以

上
で

有
意

な
変

化
が

プ
レ

ス
リ

ッ
プ

に
よ

る
も

の
と

認
め

ら
れ
た

場
合

・
水

道
給
水
警

戒
本
部

の
設
置

・
市

町
防
災

担
当
課
、
県
、
日

本
水
道

協
会

静
岡

県
支

部
等

と
の

相
互

連
携

に
よ

る

情
報
収

集
･
連
絡

・
災
害

発
生
時

に
備
え

た
資
機

材
の
確

保
、

職
員
の

配
置

・
市

町
民
に
対

す
る
広

報
活
動
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要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と
作

成
方

法

【
注

意
情

報
発
表

時
】

市
町

が
注

意
情

報
発

表
時

に
実

施
す

る
応

急
対

策
は

、
県

が
注

意
情

報
発

表
時

に
実

施
す

る
応

急
対

策

を
参

考
に

地
域

の
実

情
に

応
じ

て
各

市
町

地
域

防
災

計
画

に
お

い
て

定
め

る
も

の
と

す
る

が
、

水
道

給
水

警
戒

本
部

の
地

震
防

災
応

急
対

策
を

迅
速

か
つ

円
滑

に
実

施
す

る
た

め
の

措
置

と
し

て
、

備
蓄

物
資

・
資

機
材

の
確

認
・

点
検

、
物

資
調

達
の

準
備

要
請

、
水

道
施

設
の

安
全

点
検

、
応

急
給

水
に

必
要

な
対

策
準

備
、
必

要
に
応

じ
て
水

道
給

水
警

戒
本

部
の
設

置
の
準

備
を

す
る
も

の
と

す
る

。

ま
た

、
注

意
情

報
発

表
時

に
お

い
て

、
正

し
い

情
報

を
迅

速
に

提
供

し
住

民
の

不
安

感
の

軽
減

を
図

る

と
と

も
に

、
市

町
民

に
対

し
て

貯
水

の
励

行
を

呼
び

か
け

る
。

ま
た

、
広

報
文

案
に

つ
い

て
は

、
あ

ら
か

じ
め
作

成
し
て

お
く
も

の
と

す
る

。

１
警

戒
態
勢

の
準
備

東
海

地
震
注

意
情

報
が

発
表

さ
れ

た
と

き
は

、
必

要
な

職
員
を

参
集
し

て
防

災
体

制
を

確
保

し
、
災

害

応
急
対

策
の
準

備
を

す
る

と
と

も
に
、
必
要

に
応
じ

て
水

道
給
水

警
戒

本
部

を
迅
速

に
設
置

で
き

る
よ

う

に
準
備

を
行
う

。

な
お

、
東

海
地

震
観

測
情

報
が

発
表
さ

れ
た
と

き
は

、
必

要
な

職
員
を

参
集

し
、
情

報
収

集
・
伝

達
及

び
連

絡
体

制
を

確
保

す
る

。

(
1
)

水
道

給
水
警

戒
本
部

応
急

給
水
・
応

急
復

旧
の

準
備

を
計

画
的
に

進
め

る
た
め

、
水

道
給

水
警
戒

本
部
を

設
置

で
き

る

よ
う

に
準

備
す

る
。

(
2
)

水
道

給
水

警
戒

本
部

長
等
（

P
5
2
参

照
）

☆

水
道

給
水
警
戒

本
部
の

統
括

を
行

う
た

め
、
水

道
給
水

警
戒
本

部
長

を
設

置
す

る
。
水

道
技

術
管

理
者

は
、

水
道

給
水

警
戒

本
部

活
動

の
指

揮
・

命
令

、
水
道

給
水

警
戒
本

部
会
議
の

開
催

等
を

実
施

で
き

る
よ

う
に

準
備
す

る
。

(
3
)

各
応

急
対

策
班

の
設

置

ア
他

班
と
の

総
合

調
整

、
情

報
連

絡
、

市
町

民
に

対
し
て

貯
水

の
励

行
を
呼

び
か
け

る
な

ど
の

市

民
対

応
を

行
う

た
め

、
総
務

班
を

設
置

で
き

る
よ

う
に

準
備

す
る
。

イ
応

急
給
水

の
事

前
準

備
を

行
う

た
め

、
応

急
給
水

班
を
設

置
で

き
る

よ
う

に
準
備

す
る
。

ウ
浄

水
施
設

の
応

急
復

旧
の

事
前

準
備

を
行

う
た
め

、
浄

水
施

設
復

旧
班
を

設
置
で

き
る

よ
う

に

準
備

す
る

。

エ
管

路
の

応
急

復
旧

の
事

前
準

備
を

行
う

た
め

、
管

路
復

旧
班

を
設

置
で

き
る

よ
う

に
準

備
す

る
。

要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と

作
成

方
法

２
応

急
対
策

準
備

の
内

容
・

担
当
業

務

初
動

体
制

の
確

立
を

行
っ

た
後

、
予

防
対

策
で

準
備

し
た

、
応

急
対

策
班

の
「

業
務

内
容

表
」
、
「

応

急
対

策
資

料
」

及
び

「
関

係
機

関
と

の
連

携
」

等
の

資
料

を
活

用
し

、
震

災
時

の
応

急
対

策
の

諸
業

務

の
事
前

準
備

を
迅

速
・

的
確

に
実

施
す

る
。

(
1
)

水
道

給
水
警

戒
本
部

の
設
置

の
準

備

水
道

給
水

警
戒

本
部

の
設

置
の

準
備
を

行
う
。

(
2
)

水
道

給
水

警
戒

本
部

会
議
の

開
催
の

準
備

水
道

給
水

警
戒

本
部

会
議

の
開

催
の
準

備
を
行

う
。

ア
あ

ら
か
じ

め
作
成

し
た
想

定
地

震
の

被
害

に
よ

る
、

応
急
復

旧
・

応
急

給
水

の
範

囲
・

規
模
・

目
標
等

が
記
載

さ
れ

た
応

急
給

水
計
画

・
応
急

復
旧
計

画
の

準
備

イ
想

定
地

震
の

被
害

に
お

け
る
、

他
の

水
道

事
業

体
へ

の
応

急
給

水
、

応
急

復
旧

の
応

援
要

請
の

方
針

ウ
そ

の
他

震
災

時
の

応
急

対
策

に
必
要

な
事
項

(
3
)

水
道

給
水

警
戒

本
部

長
等
（

P
5
2
参

照
）

☆

水
道

給
水

警
戒

本
部

長
は

水
道

給
水
警

戒
本
部

の
統
括

を
行

い
、
水

道
技

術
管

理
者

は
、
水

道
給

水
警

戒
本
部

活
動

の
指

揮
・

命
令

、
水

道
給

水
警

戒
本

部
会
議

の
開

催
等

を
準

備
す

る
。

(
4
)

各
応

急
対
策

班
の

担
当

業
務

ア
総

務
班

の
業
務

(
P
5
3
～

6
0
参
照

)
☆

組
織

的
な

応
急

体
制

を
確

立
す

る
た

め
、

総
務

班
の

業
務

内
容

表
に

基
づ

き
、

他
班

と
の

総
合

調
整

、
情

報
連

絡
、

貯
水

の
励
行

を
呼

び
か

け
る
市

民
対

応
、

他
事

業
体

へ
の

応
援

要
請

の
事

前

準
備

、
要

綱
の

準
備
、

物
資
確

保
・

用
務

の
事

前
準

備
等

を
迅

速
・

的
確

に
実
施

す
る
。
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(
応

急
給

水
の

充
実

)

要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と
作

成
方

法

イ
応

急
給
水

班
の

業
務

(
P
6
1
～
6
7
参

照
)

☆

あ
ら

か
じ

め
検

討
し

た
想

定
地

震
の

被
害

に
よ

る
断

水
状

況
が

記
載

さ
れ

た
応

急
給

水
計

画
を

準
備

し
、
応

急
給

水
体

制
、

応
援

依
頼

の
規

模
等

を
予

測
す
る

。

応
急

給
水

の
事

前
準

備
は

、
水

道
施

設
の

稼
動

状
況
、
配

水
池

等
に

お
け
る

飲
料
水

の
確

保
状

況

等
を

想
定

し
て

、
応

急
給

水
班

の
業

務
内

容
表

に
基

づ
き

、
運

搬
給

水
、

拠
点

給
水

、
仮

設
給

水

か
ら

当
該
地

区
に

適
切

な
給

水
方

式
を

予
測

す
る
。

ま
た
、
要

綱
･
重

要
施

設
等

位
置

図
（

給
水

拠

点
と

給
水
対

象
施

設
）

の
準

備
、

備
蓄

物
資

・
資

機
材

の
確
認

・
点

検
を

行
う

。

図
2
.
4
.
2
.
1

応
急

給
水

対
策

の
分

類

出
典

：
社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
「

水
道

維
持

管
理

指
針

」

ウ
浄

水
施
設

復
旧

班
の

業
務

(
P6

8
～

7
5
参

照
)

☆

あ
ら

か
じ

め
検

討
し

た
想

定
地

震
の

被
害

に
よ

る
浄

水
施

設
の

被
害

状
況

の
記

載
さ

れ
た

応
急

復
旧

計
画
を

準
備

し
、

応
急

復
旧

体
制

、
応

援
依

頼
の

規
模
等

を
予

測
す

る
。

浄
水

施
設

等
の

応
急

復
旧

の
事

前
準
備

は
、
浄

水
施

設
等

の
被
害

状
況
等

を
想

定
し

て
、
あ

ら
か

じ
め

検
討
し

た
応

急
復

旧
方

法
に

つ
い

て
、

上
流

側
の

施
設
か

ら
再
度

検
討
す

る
。

ま
た
、

要
綱

･

水
道

施
設

一
般

平
面

図
・

設
備

等
点

検
等

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
・

機
器

操
作

マ
ニ

ュ
ア

ル
・

機
械

・

電
気

計
装
整

備
完

成
図

書
の

準
備

、
水

道
施

設
の

安
全

点
検
、

浄
水

施
設
等

の
補
修

用
備

蓄
物

資
・

資
機

材
の

確
認

・
点

検
を

行
う

。
そ

の
際

、
水

質
管

理
を

強
化

す
る

と
と

も
に

飲
料

水
の

供
給

は

継
続

す
る
。

な
お

、
応

急
復
旧

の
事

前
準

備
と

し
て

、
発

災
時

の
恒
久

復
旧
や

災
害
査

定
申
請

に
備

え
、
様

式

Ｃ
２

～
Ｃ
５

☆
を
準

備
す

る
。

水
の

確
保

資
機

材
の

備
蓄

応
急

給
水

体
制

拠
点

給
水

設
置

場
所

配
水

管
整

備

耐
震

性
貯

水
槽

避
難

所
給

水

仮
設

住
宅

へ
の

給
水

医
療

機
関

等
へ

の
給

水

運
搬

給
水

拠
点

給
水

仮
設

給
水

応
急

給
水

対
策

要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と

作
成

方
法

エ
管

路
復

旧
班

の
業

務
(
P
7
6
～
8
4
参

照
)

☆

あ
ら

か
じ

め
検

討
し

た
想

定
地

震
の
管

路
被
害

が
記
載

さ
れ

た
応

急
復

旧
計

画
を

準
備

し
、
応

急

復
旧

体
制
、

応
援

依
頼

の
規

模
等

を
予

測
す

る
。

管
路

・
給

水
装
置

の
被

害
想

定
お

よ
び

応
急

対
策
実

施
体
制

の
検

討
方

法
を

参
考

資
料

(P
1
7
9
～

1
86

参
照

)
☆
に

示
す

。

管
路

の
応

急
復

旧
の

事
前

準
備

は
、
管

路
の

被
害

状
況
等

を
想
定

し
て
、
あ

ら
か
じ

め
検

討
し

た

応
急

復
旧

方
法

や
復

旧
優

先
路

線
に

つ
い

て
、

幹
線

管
路

や
避

難
所

や
医

療
施

設
に

通
じ

る
管

路

を
優

先
し
て

順
次

再
度

検
討

す
る

。
ま

た
、

要
綱

･配
管

図
・

管
路

復
旧

工
事

参
考
資

料
の
準

備
、

補
修

用
備
蓄

物
資

・
資

機
材

の
確

認
・

点
検

を
行

う
。

な
お

、
応

急
復

旧
の

事
前

準
備

と
し
て

、
そ
の

後
に
行

う
恒

久
復

旧
や

災
害

査
定

申
請

に
備
え
、

様
式

Ｃ
２
～

Ｃ
５

☆
を

準
備

す
る

。

図
2
.
4
.
2
.
2

応
急
復

旧
対
策

の
分
類

出
典
出

典
：
社

団
法
人

日
本

水
道
協

会
「

水
道
維

持
管
理
指

針
」

(
復

旧
の
迅
速

化
)

応
急

復
旧
対
策

情
報
収
集

と
広
報

被
害
箇
所

の
特
定

広
報
の
実

施

緊
急
措
置

応
急
復
旧

の
実
施

(
復
旧
作

業
用
水

の
確
保

)

ブ
ロ
ッ
ク

シ
ス
テ
ム

の
復
旧

作
業
力
の

確
保

救
援
隊
へ

の
対
応

材
料
規
格

の
統
一

応
急
復
旧

の
迅
速

化

作
業
力
の

確
保
と

応
援

の
受
け

入
れ
態

勢
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要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と
作

成
方

法

(
5
)

応
急

復
旧

・
応

急
給
水

目
標

ア
応

急
復

旧
目

標

応
急

復
旧

期
間

は
水

道
施

設
の

被
害
の

大
き
さ

と
と
も

に
、
被
災

者
の
不

安
感

の
軽

減
、
生

活
の

安
定

を
考

慮
し

て
設

定
す

る
。
「

水
道

の
耐

震
化

計
画

策
定

指
針

(
案

)
(
厚

生
労

働
省

健
康

局
水

道

課
)
」

で
は
、

耐
震

化
の

目
標

と
し
て

応
急
復

旧
期

間
を
可

能
な

限
り

最
長

4
週

間
以

内
と

し
て

い

る
。

イ
応

急
給

水
目

標

応
急

給
水

の
目

標
は

応
急

復
旧

期
間
に

お
い
て

日
数
の

経
過

に
応

じ
て

、
応

急
給
水

の
目

標
水

量

お
よ

び
市
町

民
の

水
の

運
搬

距
離

を
設

定
す

る
。

な
お

、
災
害

拠
点

病
院

、
透

析
病
院

等
の
重

要
施

設
に

応
急

給
水
を

行
う
場

合
は
別

途
加

算
す

る
。

表
2
.
4
.
2
.
1
応

急
給
水

の
目

標
設

定
(
例

)

出
典
：
社

団
法

人
水

道
技

術
セ

ン
タ

ー
「

水
道

の
耐

震
化

計
画

策
定

指
針

(案
)の

解
説
（

平
成

9
年

5
月

）」

地
震

発
生

か
ら

の
日

数
目

標
水

量
市

民
の
水

の
運
搬

距
離

主
な

給
水

方
法

地
震

発
生

～
3
日

ま
で

3
L
/人

・
日

概
ね

1
km

以
内

耐
震

貯
水

槽
、

タ
ン
ク

車

4
日

～
10

日
2
0
L
/人

・
日

概
ね

2
5
0
m
以

内
配

水
幹

線
付

近
の

仮
設

給
水
栓

11
日

～
2
1
日

1
0
0
L/
人

・
日

概
ね

1
0
0
m
以

内
配

水
支

線
上

の
仮

設
給

水
栓

22
日

～
2
8
日

被
災

前
給

水
量

（
約

2
5
0
L
/
人

・
日

）
概
ね

1
0m

以
内

仮
配

管
か

ら
の

各
戸
給

水
共

用
栓

要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と

作
成

方
法

【
警

戒
宣

言
発
令

時
】

市
町

が
警

戒
宣

言
発

令
時

に
実

施
す

る
応

急
対

策
は

、
県

が
警

戒
宣

言
発

令
時

に
実

施
す

る
応

急
対

策

を
参

考
に
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

各
市

町
地

域
防

災
計

画
に

お
い

て
定

め
る

も
の

と
す

る
が

、
水

道
給

水

警
戒

本
部
の

地
震

防
災

応
急

対
策

を
迅

速
か

つ
円

滑
に

実
施

す
る

た
め

の
措

置
と

し
て

、
備

蓄
物

資
・

資

機
材

の
確
認

・
点

検
、

物
資

調
達

の
準

備
要

請
、

水
道

施
設

の
安

全
点

検
、

応
急

給
水

に
必

要
な

対
策

準

備
、
水

道
給
水

警
戒
本

部
の

設
置

を
す

る
も
の

と
す
る

。

警
戒

宣
言

発
令

時
に

お
い

て
、

正
し

い
情

報
を

迅
速

に
提

供
し

民
心

の
安

定
を

図
る

と
と

も
に

、
市

町

民
に

対
し
て

貯
水

の
励

行
を

呼
び

か
け

る
。

ま
た

、
広

報
文

案
に

つ
い

て
は

、
あ

ら
か

じ
め

作
成

し
て

お

く
も
の

と
す
る

。

３
防

災
体
制

の
確

保

警
戒

宣
言

が
発

令
さ

れ
た

と
き

は
、

必
要

な
職

員
を

参
集

し
て

防
災

体
制

を
確

保
し

、
災

害
応

急
対

策
の

準
備

を
す

る
と

と
も
に

、
水
道

給
水
警

戒
本

部
を

迅
速

に
設

置
す

る
。

(
1
)

水
道

給
水
警

戒
本
部

応
急

給
水
・
応

急
復

旧
の

準
備

を
計

画
的
に

進
め
る

た
め

、
水
道

給
水
警

戒
本
部

を
設

置
す

る
。

(
2
)

水
道

給
水

警
戒

本
部

長
等
（

P
9
4
参

照
）

☆

水
道

給
水

警
戒

本
部

の
統

括
を

行
う
た

め
、
水

道
給

水
警

戒
本
部

長
を
設

置
す

る
。
水

道
技

術
管

理
者

は
、

水
道

給
水

警
戒

本
部

活
動

の
指

揮
・

命
令

、
水

道
給

水
警

戒
本

部
会

議
の

開
催

等
を

実

施
す

る
。

(
3
)

各
応

急
対

策
班

の
設

置

ア
他

班
と
の

総
合

調
整

、
情

報
連

絡
、

市
町

民
に

対
し

て
貯

水
の
励

行
を
呼

び
か
け

る
な

ど
の

市

民
対

応
を

行
う

た
め

、
総
務

班
を

設
置

す
る

。

イ
応

急
給
水

の
事

前
準

備
を

行
う

た
め

、
応

急
給
水

班
を
設

置
す

る
。

ウ
浄

水
施
設

の
応

急
復

旧
の

事
前

準
備

を
行

う
た
め

、
浄
水

施
設

復
旧

班
を

設
置
す

る
。

エ
管

路
の
応

急
復

旧
の

事
前

準
備

を
行

う
た

め
、
管

路
復
旧

班
を

設
置

す
る

。

４
主

要
施

設
に

対
す

る
警

戒
宣

言
発
令

時
の
対

応

(
1
)
緊

急
貯

水
に

係
る

水
道

施
設

操
作

の
要
領

を
明

示
す

る
こ

と
。

(
2
)

緊
急

貯
水

に
必

要
な

原
水

の
確
保

手
段
（

事
前

協
定

に
基

づ
く

他
水

利
の

一
時
的

転
用

を
含

む
）

に
つ

い
て

明
示

す
る

こ
と
。

(
3
)

二
次

災
害

の
防

止
等

を
図

る
た
め

、
警

戒
宣

言
発

令
後

た
だ

ち
に

塩
素

注
入
設

備
、
緊

急
遮

断
弁

等
水

道
施

設
の
点

検
及
び

水
道

に
係

る
工

事
の

中
止

の
措

置
を

と
る

必
要
が

あ
る

の
で

、
そ

の
措

置

に
関

す
る

要
領
を

定
め
る

等
、

具
体

的
な

実
施

内
容

に
つ

い
て

明
示

す
る
こ

と
。
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要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と
作

成
方

法

５
応

急
対
策

準
備
の

内
容

・
担

当
業

務

初
動

体
制

の
確

立
を

行
っ

た
後

、
予

防
対

策
で

準
備

し
た

、
応

急
対

策
班

の
「

業
務

内
容

表
」
、
「

応

急
対

策
資

料
」

及
び

「
関

係
機

関
と

の
連

携
」

等
の

資
料

を
活

用
し

、
震

災
時

の
応

急
対

策
の

諸
業

務

の
事
前

準
備

を
迅

速
・

的
確

に
実

施
す

る
。

(
1
)

水
道

給
水
警

戒
本
部

想
定

地
震

に
対

応
で
き

る
よ
う

、
あ

ら
か

じ
め

作
成

し
た

応
急

給
水

計
画
・
応

急
復

旧
計

画
に

基

づ
き

準
備
を

行
う
。

(
2
)

水
道

給
水

警
戒

本
部

会
議

初
動

体
制

が
確

立
さ
れ

た
段
階

や
あ
ら

か
じ

め
作

成
し

た
応
急

給
水
計

画
・
応

急
復

旧
計

画
の

準

備
等

が
確
認

で
き
た

段
階

に
お

い
て

、
定

期
的

あ
る

い
は
臨

時
の

水
道

給
水
警

戒
本
部

会
議

を
開

催

す
る

。

ア
あ

ら
か

じ
め

作
成

し
た

想
定

地
震

の
被

害
に

よ
る

、
応

急
復

旧
・

応
急

給
水

の
範

囲
・

規
模

・

目
標

等
が
記

載
さ
れ

た
応
急

給
水

計
画

・
応

急
復
旧

計
画
に

よ
る
応

急
対

策
の

準
備

イ
想

定
地

震
の

被
害

に
お

け
る
、

他
の

水
道

事
業

体
へ
の

応
急

給
水

、
応

急
復

旧
の

応
援

要
請

の

方
針

ウ
そ

の
他

震
災

時
の

応
急

対
策

に
必
要

な
事
項

(
3
)

水
道

給
水

警
戒

本
部

長
等
（

P
9
4
参

照
）

☆

水
道

給
水

警
戒

本
部
長

は
水
道

給
水
警

戒
本

部
の

統
括

を
行
い

、
水

道
技
術

管
理
者

は
、
水

道
給

水
警

戒
本
部

活
動
の

指
揮

・
命

令
、

水
道

給
水

警
戒

本
部
会

議
の
開

催
等

を
実

施
す

る
。

(
4
)

各
応

急
対
策

班
の

担
当

業
務

ア
総

務
班
の

業
務

(
P
9
5
～

1
0
2
参

照
)

☆

組
織

的
な

応
急

体
制
を

確
立

す
る
た

め
、

総
務

班
の
業

務
内

容
表

に
基

づ
き

、
他

班
と

の
総

合

調
整

、
情
報

連
絡

、
貯

水
の

励
行

を
呼

び
か

け
る

市
民

対
応

、
他
事

業
体

へ
の
応

援
要

請
の

事
前

準
備

、
要
綱

の
準

備
、

物
資

確
保

・
用
務

の
事

前
準

備
等

を
迅

速
・

的
確

に
実

施
す

る
。

(
応

急
給
水

の
充
実

)

要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と

作
成

方
法

イ
応

急
給

水
班

の
業

務
(
P
1
0
3
～

1
0
9
参

照
)

☆

あ
ら

か
じ

め
検

討
し
た

想
定

地
震
の

被
害

に
よ

る
断

水
状

況
が

記
載

さ
れ
た

応
急

給
水

計
画

を

準
備

し
、

応
急

給
水

体
制

、
応
援

依
頼
の

規
模

等
を

予
測

す
る

。

応
急

給
水

の
事

前
準
備

は
、

水
道
施

設
の

稼
動

状
況

、
配

水
池

等
に

お
け
る

飲
料

水
の

確
保

状

況
等

を
想

定
し

て
、

応
急
給

水
班

の
業

務
内

容
表

に
基

づ
き

、
運
搬

給
水

、
拠
点

給
水

、
仮

設
給

水
か

ら
当

該
地

区
に

適
切

な
給
水

方
式
を

予
測

す
る

。
ま
た

、
要
綱

･
重

要
施

設
等

位
置

図
（

給
水

拠
点

と
給

水
対

象
施

設
）

の
準
備

、
備
蓄

物
資

・
資

機
材

の
確

認
・

点
検

を
行

う
。

図
2
.
4
.
5
.
1

応
急
給

水
対
策

の
分
類

出
典

：
社
団

法
人

日
本
水

道
協
会

「
水

道
維
持

管
理
指
針

」

ウ
浄

水
施

設
復

旧
班

の
業

務
(
P1

1
0
～

11
7
参

照
)

☆

あ
ら

か
じ

め
検

討
し
た

想
定

地
震
の

被
害

に
よ

る
浄

水
施

設
の

被
害

状
況
の

記
載

さ
れ

た
応

急

復
旧

計
画

を
準

備
し

、
応

急
復
旧

体
制
、

応
援

依
頼

の
規

模
等

を
予

測
す

る
。

浄
水

施
設

等
の

応
急
復

旧
の

事
前
準

備
は

、
浄

水
施

設
等

の
被

害
状

況
等
を

想
定

し
て

、
あ

ら

か
じ

め
検

討
し

た
応

急
復
旧

方
法

に
つ

い
て

、
上

流
側

の
施

設
か
ら

再
度

検
討
す

る
。

ま
た

、
要

綱
･
水

道
施

設
一

般
平

面
図
・
設

備
等
点

検
等

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
・
機
器

操
作
マ

ニ
ュ

ア
ル
・
機

械
・

電
気

計
装

整
備

完
成

図
書

の
準
備

、
水
道

施
設
の

安
全

点
検

、
浄
水

施
設
等

の
補
修

用
備

蓄
物

資
・

資
機

材
の

確
認

・
点

検
を

行
う
。

そ
の
際

、
飲

料
水

の
供

給
は

継
続

す
る

。

な
お

、
応

急
復

旧
の
事

前
準

備
と
し

て
、

発
災

時
の

恒
久

復
旧

や
災

害
査
定

申
請

に
備

え
、

様

式
Ｃ

２
～

Ｃ
５

☆
を

準
備

す
る
。

水
の
確
保

資
機
材

の
備
蓄

応
急
給
水

体
制

拠
点
給
水

設
置
場

所

配
水
管
整

備

耐
震
性
貯

水
槽

避
難
所

給
水

仮
設
住

宅
へ
の

給
水

医
療
機

関
等
へ

の
給
水

運
搬
給
水

拠
点
給
水

仮
設
給
水

応
急

給
水
対
策
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要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と
作

成
方

法

エ
管

路
復
旧

班
の

業
務

(
P
1
1
8
～

1
2
6
参

照
)

☆

あ
ら

か
じ
め

検
討

し
た
想

定
地
震

の
想

定
管

路
被

害
を
準

備
し
、
応

急
復

旧
体

制
、
応

援
依

頼
の

規
模

等
を
予

測
す

る
。

管
路

・
給

水
装

置
の

被
害

想
定

お
よ

び
応

急
対
策

実
施

体
制

の
検

討
方

法
を

参
考

資
料

(P
1
7
9
～

1
8
6
参

照
)

☆
に

示
す

。

管
路

の
応
急

復
旧

の
事
前

準
備
は

、
管

路
の

被
害

状
況
等

を
想
定

し
て
、
あ

ら
か
じ

め
検

討
し

た

応
急

復
旧
方

法
や

復
旧

優
先

路
線
に

つ
い
て

、
幹

線
管

路
や

避
難
所

や
医
療

施
設
に

通
じ

る
管

路

を
優

先
し
て

順
次

再
度

検
討

す
る
。

ま
た
、

要
綱

･
配

管
図

・
管
路

復
旧
工

事
参
考

資
料

の
準

備
、

補
修

用
備
蓄

物
資

・
資

機
材

の
確
認

・
点
検

を
行

う
。

な
お

、
応
急

復
旧

の
事
前

準
備
と

し
て

、
そ

の
後

に
行
う

恒
久

復
旧

や
災
害

査
定
申

請
に

備
え
、

様
式

Ｃ
２
～

Ｃ
５

☆
を

準
備

す
る
。

図
2
.
4
.
5
.
2

応
急

復
旧

対
策

の
分

類

出
典

出
典

：
社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
「

水
道
維

持
管

理
指

針
」

(
復

旧
の

迅
速

化
)

応
急

復
旧

対
策

情
報

収
集

と
広

報

被
害
箇

所
の

特
定

広
報
の

実
施

緊
急
措

置

応
急
復

旧
の

実
施

(
復

旧
作

業
用

水
の

確
保

)

ブ
ロ
ッ

ク
シ

ス
テ

ム
の

復
旧

作
業
力

の
確

保

救
援
隊

へ
の

対
応

材
料
規

格
の

統
一

応
急

復
旧

の
迅

速
化

作
業

力
の

確
保

と
応

援
の

受
け

入
れ

態
勢

要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と

作
成

方
法

(
5
)
応
急

復
旧

・
応

急
給

水
目
標

ア
応

急
復

旧
目
標

応
急

復
旧

期
間

は
水

道
施

設
の

被
害

の
大

き
さ

と
と

も
に

、
被

災
者

の
不

安
感

の
軽

減
、

生
活

の

安
定

を
考

慮
し

て
設

定
す

る
。「

水
道

の
耐

震
化
計

画
策
定

指
針

(
厚

生
労

働
省
健

康
局
水

道
課

)」
で

は
、

耐
震

化
の

目
標

と
し

て
応

急
復

旧
期

間
を
可

能
な
限

り
最

長
4
週

間
以

内
と

し
て
い

る
。

イ
応

急
給

水
目
標

応
急

給
水

の
目

標
は

応
急

復
旧

期
間

に
お

い
て

日
数

の
経

過
に

応
じ

て
、

応
急

給
水

の
目

標
水

量

お
よ

び
市

町
民

の
水

の
運

搬
距

離
を

設
定

す
る
。

な
お

、
災

害
拠

点
病

院
、
透

析
病
院

等
の

重
要

施
設

に
応

急
給

水
を

行
う
場

合
は

別
途

加
算

す
る
。

表
2
.
4
.
5
.
1
応

急
給
水

の
目

標
設

定
(
例

)

出
典

：
社

団
法

人
水
道

技
術
セ

ン
タ
ー

「
水
道

の
耐
震

化
計
画
策

定
指
針

(案
)の

解
説
（
平

成
9
年

5
月
）
」

地
震

発
生

か
ら

の
日

数
目

標
水

量
市

民
の
水

の
運
搬

距
離

主
な

給
水

方
法

地
震

発
生

～
3
日

ま
で

3
L
/人

・
日

概
ね

1
km

以
内

耐
震

貯
水

槽
、

タ
ン
ク

車

4
日

～
10

日
2
0
L
/人

・
日

概
ね

2
5
0
m
以

内
配

水
幹

線
付

近
の

仮
設

給
水
栓

11
日

～
2
1
日

1
0
0
L/
人

・
日

概
ね

1
0
0
m
以

内
配

水
支

線
上

の
仮

設
給

水
栓

22
日

～
2
8
日

被
災

前
給

水
量

（
約

2
5
0
L
/
人

・
日

）
概
ね

1
0m

以
内

仮
配

管
か

ら
の

各
戸
給

水
共

用
栓

-454-



要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と
作

成
方

法

第
５

節
災

害
応

急
対

策

災
害

応
急

対
策

は
、
「

初
動

体
制

の
確

立
」
、
「

応
急

体
制

の
確

立
、

応
急

給
水

、
応

急
復

旧
」

に
よ

り

構
成
し

、
震

災
時

の
応

急
対

策
の

諸
業

務
を

迅
速
・
的

確
に

実
施

し
平

常
給

水
の
早

期
回
復

を
目

指
す

部

分
で
あ

る
。

な
お

、
水

道
給

水
対

策
本

部
は

非
常

配
備
基

準
に
基

づ
い
て

自
動

的
に

設
置

さ
れ
る

こ
と
が

多
い
。
非

常
配
備

基
準
は

事
業
体

ご
と

に
地

域
防

災
計

画
に

あ
わ

せ
て
定

め
て

お
く

。

１
初

動
体

制
の
確

立

地
震

発
生

後
、
予

防
対

策
で

定
め

た
「

職
員

の
動

員
と

配
備
」
、「

参
集

時
の

被
害

状
況

の
把

握
」
、「

庁

舎
の

点
検

と
水
道

給
水

対
策

本
部
の

設
営
」

等
を

行
う

。

２
応

急
体

制
の

確
立

、
応

急
給
水

、
応
急

復
旧

初
動

体
制

を
確

立
し

た
後

、
水

道
施

設
の
被

害
状

況
や

断
水
状

況
を

調
査

し
、
応

急
給

水
・
応

急
復

旧

に
必
要

な
体
制

を
決
定

し
、
他

の
水

道
事
業

体
等
に

応
援

要
請
を

行
い

、
そ

れ
ら
を

配
備
し

て
応

急
体

制

を
確
立

す
る
。

応
急

給
水
・

応
急
復

旧
は
被

害
状

況
・

断
水

状
況

に
応

じ
て
範

囲
・
方

法
等
を

定
め
、
応

援
事

業
体

等

の
協
力

を
得
な

が
ら
、

計
画

的
に

実
施

す
る

。

(
1
)

水
道

給
水
対

策
本
部

予
防

対
策

で
定

め
た

水
道

給
水
対

策
本
部

の
体
制

に
基
づ

き
、

業
務

を
実

施
し
、

応
急

給
水

・
応

急

復
旧

を
計

画
的

に
進

め
る
。

(
2
)

水
道

給
水
対

策
本
部

会
議

初
動

体
制
が

確
立
さ

れ
た

段
階

や
被

害
状

況
・

断
水
状

況
等
が

確
認

で
き

た
段

階
、
お

よ
び

応
急

復

旧
・
応

急
給

水
を

進
め
る

段
階
に

お
い

て
、
定
期

的
あ

る
い
は

臨
時

に
水

道
給
水

対
策
本

部
会

議
を

開

催
し

、
次

の
事

柄
を

決
定
す

る
。

ア
水

道
施

設
の

被
害

状
況

を
把

握
し

、
想

定
地

震
の

被
害

と
を

比
較

し
て

、
応

急
復

旧
・

応
急

給
水

の
範

囲
・

規
模
・

目
標

等

イ
他

の
水

道
事
業

体
へ
の

応
急

給
水

、
応

急
復

旧
の

応
援

要
請
の

方
針

ウ
そ

の
他

震
災
時

の
応
急

対
策

に
必

要
な

事
項

(
3
)

水
道

給
水
対

策
本
部

長
等
（

P
1
3
5
参

照
）

☆

水
道

給
水
対

策
本
部

の
統

括
を

行
う

水
道

給
水

対
策

本
部
長

、
水

道
技

術
管

理
者

は
、
水

道
給

水
対

策
本

部
活

動
の

指
揮

・
命
令

、
水
道

給
水

対
策

本
部

会
議
の

開
催
等

を
実
施

す
る

。

(
4
)

各
応

急
対
策

班
の
担

当
業
務

初
動

体
制
の

確
立
を

行
っ

た
後

、
水

道
給

水
対

策
本
部

の
方
針

決
定

に
基

づ
き

、
予
防

対
策

で
準

備

し
た

、
応

急
対

策
班

の
「

業
務

内
容

表
」
、「

応
急

対
策

資
料

」
及

び
「

関
係

機
関
と

の
連

携
」
等

の
資

料
を

活
用

し
、

応
急

体
対
策

の
諸
業

務
を

迅
速

・
的

確
に
実

施
す
る

。

(
応

急
給
水

の
充
実

)

要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と

作
成

方
法

ア
総

務
班

の
業
務

(
P
1
36
～

1
4
4
参

照
)☆

組
織

的
な

応
急

体
制

を
確

立
す

る
た

め
、

総
務

班
の

業
務

内
容

表
に

基
づ

き
、

他
班

と
の

総
合

調

整
、

情
報

連
絡

、
市

民
対

応
、

他
事

業
体

へ
の

応
援

要
請

、
物

資
確

保
・

用
務

等
を

迅
速

・
的

確
に

実
施

す
る

。

イ
応

急
給

水
班
の

業
務
(
P
1
4
5
～
1
5
3
参
照

)
☆

発
生

地
震

に
よ

る
断

水
状

況
を
調

査
し
て

、
応

急
給

水
体

制
、

応
援

依
頼

の
規

模
等

を
設
定

す
る
。

応
急

給
水

は
、
水

道
施
設

の
稼

動
状

況
、
配

水
池

等
に

お
け

る
飲

料
水

の
確
保

状
況
等

を
踏

ま
え

て
、

応
急

給
水

班
の

業
務

内
容

表
に

基
づ

き
、

運
搬

給
水

、
拠

点
給

水
、

仮
設

給
水

か
ら

当
該

地
区

に
適

切
な

給
水

方
式

を
採

用
し

て
実

施
す

る
。

図
2
.
5
.
2
.
1

応
急
給

水
対
策

の
分
類

出
典

：
社
団

法
人

日
本
水

道
協
会

「
水

道
維
持

管
理
指
針

」

ウ
浄

水
施

設
復
旧

班
の
業

務
(
P1
5
4
～

1
6
3
参

照
)

☆

想
定

地
震

に
よ

る
想

定
被

害
と

発
生

地
震

の
被

害
状

況
等

を
比

較
し

て
、

応
急

復
旧

体
制

、
応

援

依
頼

の
規

模
等

を
設

定
す

る
。

応
急

復
旧

は
、

浄
水

施
設

等
の

被
害

状
況

等
を

把
握

し
た

上
で

、
あ

ら
か

じ
め

検
討

し
た

応
急

復

旧
方

法
を

参
考

に
、

応
急

復
旧

方
法

等
を

設
定
し

、
上
流

側
の

施
設

か
ら

順
次
実

施
す
る

。

な
お

、
応

急
復
旧

は
、
そ

の
後

に
行

う
恒

久
復

旧
や
災

害
査
定

申
請
に

備
え

、
様

式
Ｃ

２
～

Ｃ
５

☆

を
使

用
し

て
、

被
害

状
況

、
復

旧
状

況
を

正
確
に

記
録
し

て
お

く
。

水
の
確
保

資
機
材

の
備
蓄

応
急
給
水

体
制

拠
点
給
水

設
置
場

所

配
水
管
整

備

耐
震
性
貯

水
槽

避
難
所

給
水

仮
設
住

宅
へ
の

給
水

医
療
機

関
等
へ

の
給
水

運
搬
給
水

拠
点
給
水

仮
設
給
水

応
急

給
水
対
策
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要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と
作

成
方

法

エ
管

路
復

旧
班
の

業
務
(
P
1
6
4
～
1
7
6
参
照

)
☆

管
路

及
び

給
水

装
置

は
大

部
分

が
埋

設
さ

れ
て

お
り

、
震

災
初

期
の

段
階

で
全

体
の

被
害

を
把

握

す
る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

の
で

、
被

害
の

実
態

が
把

握
さ
れ

る
ま

で
の

間
は

、
想

定
地

震
と

発
生

地

震
の

震
度

等
を

比
較

し
て

、
想

定
管

路
被

害
か

ら
発

生
地
震

に
よ

る
管

路
被

害
を

推
定

し
、

応
急

復

旧
体

制
、

応
援

依
頼
の

規
模
等

を
設

定
す

る
。

管
路

・
給

水
装

置
の

被
害

想
定

お
よ

び
応

急
対

策
実

施
体

制
の

検
討

方
法

を
参

考
資

料
(
P
1
79

～

1
8
6
参

照
)

☆

に
示

す
。

応
急

復
旧

は
、

管
路

の
被

害
状

況
等

を
把

握
し

た
上

で
、

応
急

復
旧

方
法

や
復

旧
優

先
路

線
を

設

定
し

、
幹

線
管

路
や
避

難
所
や

医
療

施
設

に
通

じ
る

管
路

を
優

先
し

て
順

次
実
施

す
る

。

な
お

、
応

急
復

旧
は

、
そ

の
後
に

行
う
恒

久
復

旧
や

災
害

査
定
申

請
に
備

え
、
様

式
Ｃ

２
～

Ｃ
５

☆

を
使

用
し

て
、

被
害
状

況
、
復

旧
状

況
を

正
確

に
記

録
し

て
お

く
。

図
2
.
5
.
2
.
2

応
急

復
旧

対
策

の
分

類

出
典

出
典

：
社

団
法

人
日

本
水

道
協

会
「

水
道
維

持
管

理
指

針
」

(
復

旧
の

迅
速

化
)

応
急

復
旧

対
策

情
報

収
集

と
広

報

被
害
箇

所
の

特
定

広
報
の

実
施

緊
急
措

置

応
急
復

旧
の

実
施

(
復

旧
作

業
用

水
の

確
保

)

ブ
ロ
ッ

ク
シ

ス
テ

ム
の

復
旧

作
業
力

の
確

保

救
援
隊

へ
の

対
応

材
料
規

格
の

統
一

応
急

復
旧

の
迅

速
化

作
業

力
の

確
保

と
応

援
の

受
け

入
れ

態
勢

☆
：

本
文

記
載

は
「

要
綱

を
作

成
す
る

上
で
の

考
え
方

と
作

成
方

法
」
部

分
の

み
抜

粋
し

て
お

り
、
記

載
例
・

参
考

資
料

等
は

省
略

し
て

あ
る

た
め

、
ペ

ー
ジ

表
示

等
は

本
資

料
の

も
の

と
異

な
る

。
詳

細
に

つ
い

て
は

平
成

2
1
年

３

月
2
7
日

付
け

環
水
第

3
1
4
号

環
境

局
長
通

知
を

参
照

の
こ

と
。

要
綱
を

作
成
す

る
上

で
の

考
え

方
と

作
成

方
法

(
5
)

応
急

復
旧

・
応

急
給
水

目
標

ア
応

急
復

旧
目

標

応
急

復
旧

期
間

は
水

道
施

設
の

被
害
の

大
き
さ

と
と
も

に
、
被
災

者
の
不

安
感

の
軽

減
、
生

活
の

安
定

を
考

慮
し

て
設

定
す

る
。
「

水
道

の
耐

震
化

計
画

策
定

指
針

(
案

)
(
厚

生
労

働
省

健
康

局
水

道

課
)
」

で
は
、

耐
震

化
の

目
標

と
し
て

応
急
復

旧
期

間
を

可
能

な
限
り

最
長

4
週

間
以

内
と

し
て

い

る
。

イ
応

急
給

水
目

標

応
急

給
水

の
目

標
は

応
急

復
旧

期
間
に

お
い
て

日
数
の

経
過

に
応

じ
て

、
応

急
給
水

の
目

標
水

量

お
よ

び
市
町

民
の

水
の

運
搬

距
離

を
設

定
す

る
。

な
お

、
災

害
拠

点
病

院
、
透

析
病
院

等
の
重

要
施

設
に

応
急

給
水
を

行
う
場

合
は
別

途
加

算
す

る
。

表
2
.
5
.
2
.
1
応

急
給
水

の
目

標
設

定
(
例

)

出
典

：
社

団
法

人
水
道

技
術
セ

ン
タ
ー

「
水
道

の
耐
震

化
計
画
策

定
指
針

(案
)の

解
説
（
平

成
9
年

5
月
）
」

(
6
)

そ
の

他

発
災
後

の
被
害

状
況
、

応
急

給
水
、

応
急
復

旧
状

況
等

に
つ

い
て
の

現
場
写

真
の
撮

影
等

記
録

の

確
保
体

制
を
整

え
て
お

く
。

地
震

発
生

か
ら

の
日

数
目

標
水

量
市

民
の
水

の
運
搬

距
離

主
な

給
水

方
法

地
震

発
生

～
3
日

ま
で

3
L
/人

・
日

概
ね

1
km

以
内

耐
震

貯
水

槽
、

タ
ン
ク

車

4
日

～
10

日
2
0
L
/人

・
日

概
ね

2
5
0
m
以

内
配

水
幹

線
付

近
の

仮
設

給
水
栓

11
日

～
2
1
日

1
0
0
L/
人

・
日

概
ね

1
0
0
m
以

内
配

水
支

線
上

の
仮

設
給

水
栓

22
日

～
2
8
日

被
災

前
給

水
量

（
約

2
5
0
L
/
人

・
日

）
概
ね

1
0m

以
内

仮
配

管
か

ら
の

各
戸
給

水
共

用
栓
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1
6
-
1
-
4
　

市
町

別
濾

水
器

保
有

状
況

　
（
県

危
機

政
策

課
）
 R

3
.4

.1

　
0
.5

1
.0

1
.5

2
.0

2
.5

3
.0

3
.5

4
.0

4
.5

5
.0

6
.0

7
.0

8
.0

9
.0

　
0
.5

1
.0

1
.5

2
.0

2
.5

3
.0

3
.5

4
.0

4
.5

5
.0

6
.0

7
.0

8
.0

9
.0

市
町

0
.5

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

1
0
.0

計
市

町
0
.5

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

1
0
.0

計

未
満

1
.0

 
1
.5

2
.0

2
.5

3
.0

3
.5

4
.0

4
.5

5
.0

6
.0

7
.0

8
.0

9
.0

1
0
.0

以
上

未
満

1
.0

 
1
.5

2
.0

2
.5

3
.0

3
.5

4
.0

4
.5

5
.0

6
.0

7
.0

8
.0

9
.0

1
0
.0

以
上

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

　
浜

松
市

0
0

1
8
4

1
6

4
7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2
4
7

3
7
2

1
,1

1
2

1
6
4

3
6
8

0
0

7
2
7

0
0

2
0

9
0

1
1
,7

6
5

中
区

5
3

5
3

東
区

1
8

1
8

下
田

市
4

1
5

1
0

西
区

1
8

1
3

2
2

東
伊

豆
町

 
1
1

1
1

西
南

区
1
9

1
9

河
津

町
 

9
 

1
1

2
0

北
区

3
7

2
5

6
2

南
伊

豆
町

1
1

1
1

浜
北

区
7

1
1

1
8

松
崎

町
8

8
天

竜
区

3
2

4
1
9

5
5

西
伊

豆
町

8
7

3
2

2
0

磐
田

市
9
0

9
0

掛
川

市
6
4

6
4

小
計

0
8

2
4

8
3
8

0
0

0
0

0
0

2
0

0
0

0
8
0

部
袋

井
市

1
2
1

6
7

8
1
9
6

沼
津

市
4
0

4
8

8
8

湖
西

市
0

熱
海

市
2
5

2
5

御
前

崎
市

4
1

3
4

4
8

三
島

市
1
1

3
6

4
7

菊
川

市
2

6
8

富
士

宮
市

4
9

 
4
9

森
町

3
7

0
3
7

伊
東

市
1
5

4
9

1
6
5

富
士

市
5
0

5
0

小
計

0
0

4
7
3

8
3

1
2
0

0
0

6
8

0
0

0
0

0
0

0
6
9
0

御
殿

場
市

0
0

裾
野

市
1
0

1
1
1

伊
豆

市
1
5

1
1
6

伊
豆

の
国

市
3

5
3

1
1

函
南

町
1

3
1

3
2

清
水

町
6

6

長
泉

町
1
5

2
1
7

小
山

町
4
4

4
4

小
計

3
4
0

1
8
3

7
1

1
5
9

0
0

1
3

0
0

0
0

0
0

1
4
6
1

静
岡

市
2
2
4

1
5

1
2
4
0

島
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市
1
0
4

6
1
5

9
1
3
4

中
焼

津
市

1
8

1
8

藤
枝

市
 

5
0

 
3

 
5
3

牧
之

原
市

2
2

5
9

吉
田

町
2
7

2
7

川
根

本
町

2
4

2
5

4
5
3

小
計

0
2
4

4
3
2

2
5
1

0
0

0
1
6

0
0

0
0

9
0

0
5
3
4

濾
水

能
力

別
（
ｍ

　
／

時
間

あ
た

り
）
保

有
台

数
濾

水
能

力
別

（
ｍ

　
／

時
間

あ
た

り
）
保

有
台

数

県
合

計

方 面 本 部

方 面 本 部

賀 　 　 　 　 茂 東 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 部
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1
6
-
1
-
5
　

市
町

別
給

水
車

保
有

状
況

（
県

危
機

政
策

課
）
 R

3
.4

.1
注

：
（
　

　
）
内

は
借

り
上

げ
数

　
1
.0

2
.0

3
.0

4
.0

5
.0

6
.0

7
.0

8
.0

　
1
.0

2
.0

3
.0

4
.0

5
.0

6
.0

7
.0

8
.0

市
町

1
.0

ｍ
３

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

9
.0

ｍ
３

計
市

町
1
.0

ｍ
３

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

以
上

9
.0

ｍ
３

計

　
　

未
満

2
.0

 
3
.0

 
4
.0

 
5
.0

 
6
.0

 
7
.0

 
8
.0

 
９

.0
 

　
　

以
上

　
　

未
満

2
.0

 
3
.0

 
4
.0

 
5
.0

 
6
.0

 
7
.0

 
8
.0

 
９

.0
 

　
　

以
上

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

未
満

　
浜

松
市

2
4

2
8

0
　

8
2
7

1
4

2
0

0
0

0
1

5
2

磐
田

市
1

1
1

3

(2
)

(2
)

掛
川

市
2

 
2

下
田

市
0

袋
井

市
1

1

東
伊

豆
町

 
2

2
湖

西
市

1
1

河
津

町
1

1
御

前
崎

市
0

南
伊

豆
町

0
菊

川
市

1
1

松
崎

町
0

森
町

1
1

西
伊

豆
町

 
0

小
計

0
3

8
5

0
0

0
0

0
1

1
7

小
計

0
0

2
1

0
0

0
0

0
0

　
3

沼
津

市
2

2
4

熱
海

市
1

1

三
島

市
1

1

富
士

宮
市

1
1

2

伊
東

市
3

3

富
士

市
2

2

御
殿

場
市

1
1

2

裾
野

市
0

伊
豆

市
 

0

伊
豆

の
国

市
0

函
南

町
1

1
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0
0

0
4
1
2

静
岡

市
4
1

8
 

 
4
9

島
田

市
3

1
8

5
0

7
1

焼
津

市
9
5

2
0

1
1
5

藤
枝

市
2
0
0

2
3

2
2
3

牧
之

原
市

7
7

吉
田

町
3

5
1

9

川
根

本
町

3
5

8

(1
)

(1
)
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16‐1‐7　市町別上水道管種別延長
（県水利用課） R2.3.31

ダクタイル 硬質塩化 その他

鋳鉄管 ビニル管 (ステンレス管等)

(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ)

1,029,861 11,560,639 914,905 59,774 5,915,318 2,832,476 206,407 22,519,380

下田市 21,934 67,345 11,015 13,627 65,457 23,003 0 202,381

東伊豆町 4,770 82,690 11,271 0 15,119 5,160 320 119,330

河津町 0 27,088 3,795 2,071 27,262 11,354 0 71,570

南伊豆町 1,847 29,401 9,020 65 41,587 15,445 26 97,391

松崎町 6,193 25,750 3,091 100 14,047 3,411 242 52,834

西伊豆町 3,831 29,268 4,241 0 26,925 2,048 45 66,358

小　　計 38,575 261,542 42,433 15,863 190,397 60,421 633 609,864
沼津市 33,407 718,708 37,786 816 236,696 41,424 0 1,068,837
熱海市 37,602 173,871 12,819 0 2,547 165,820 1,762 394,421
三島市 28,007 176,037 42,038 0 65,958 83,192 549 395,781

富士宮市 39,577 450,566 35,106 6,527 110,201 104,650 5,257 751,884
伊東市 120,053 195,911 146,877 13,005 76,060 88,559 23,329 663,794
富士市 207,876 743,406 186,201 0 66,421 107,316 0 1,311,220

御殿場市 4,655 385,082 6,521 0 73,020 34,054 1,855 505,187
裾野市 3,879 211,418 34,504 272 48,254 76,338 39 374,704
伊豆市 16,033 88,285 20,096 8,036 142,207 30,811 8,720 314,188

伊豆の国市 1,188 92,344 8,985 805 141,274 19,601 57 264,254
函南町 329 60,597 25,787 358 92,060 20,182 7,238 206,551
清水町 （沼津市分に含む） 0
長泉町 0 116,453 1,219 0 61,589 11,293 444 190,998
小山町 19,336 100,182 38,084 0 3,591 9,823 0 171,016

小　　計 511,942 3,512,860 596,023 29,819 1,119,878 793,063 49,250 6,612,835
静岡市 320,924 2,006,775 89,147 1,003 121,711 136,497 7,480 2,683,537
島田市 19,983 296,514 9,159 93 216,185 34,980 329 577,243
焼津市 2,257 430,002 4,965 872 302,841 155,812 950 897,699
藤枝市 61 449,854 7,676 0 239,693 176,139 2,102 875,525

牧之原市 1,685 106,505 2,917 0 119,879 50,092 143 281,221
吉田町 50 55,988 3,325 0 188,314 51,328 395 299,400

川根本町 0
小　　計 344,960 3,345,638 117,189 1,968 1,188,623 604,848 11,399 5,614,625
浜松市 105,624 2,637,179 116,858 10,733 1,472,295 733,381 117,360 5,193,430
磐田市 11,701 333,676 13,933 0 719,178 274,266 24,693 1,377,447
掛川市 6,332 583,181 10,913 0 328,132 122,212 0 1,050,770
袋井市 463 206,521 9,025 0 443,926 74,552 759 735,246
湖西市 0 143,079 1,840 0 133,284 106,463 293 384,959

御前崎市 1,871 305,770 2,590 0 128,177 7,177 893 446,478
菊川市 3,071 194,167 1,959 0 139,397 34,717 983 374,294
森町 5,322 37,026 2,142 1,391 52,031 21,376 144 119,432

小　　計 134,384 4,440,599 159,260 12,124 3,416,420 1,374,144 145,125 9,682,056

県　合　計

方
面
本
部

市　町
（事業体）

鋳鉄管 鋼管 石綿管 ポリエチレン管 全管路延長

賀　
　

茂

東　
　
　
　
　

部

中　
　
　

部

西　
　
　

部
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熱
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、
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瓦
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㈱
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ガ

ス
㈱
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榛
原
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部

焼
津

市
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簡
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課
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ガ
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瓦
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(株
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市
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熱
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瓦
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熱
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岡
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岡
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群
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※
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市
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供
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群
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町
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磐
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熱
海

市
9

1,
03

6
小

山
町

6
80

8
掛

川
市

16
2,

59
3

三
島

市
4

3,
54

3
（

東
部

計
）

（1
05

）
（2

2,
12

2）
袋

井
市

14
2,

94
0

富
士

宮
市

7
68

2
静

岡
市

23
4,

84
2

湖
西

市
10

1,
53

7

伊
東

市
20

3,
30

7
島

田
市

8
1,

56
1

御
前

崎
市

1
80

富
士

市
11

1,
91

0
焼

津
市

5
76

4
菊

川
市

12
2,

28
0

御
殿

場
市

8
1,

55
1

藤
枝

市
5

97
8

森
町

1
10

4

裾
野

市
12

4,
30

9
牧

之
原

市
1

81
（

西
部

計
）

（1
07

）
（2

0,
68

9）

伊
豆

市
3

27
6

吉
田

町
2

36
9

伊
豆

の
国

市
6

1,
63

7
（

中
部

計
）

（4
4）

（8
,5

95
）

合
計

25
6

51
,4

06
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[資料編Ⅱ]

16-2-3 ガス施設の状況
（県ガス協会）R3.4.1

会 社 名 種 別 施 設 名 基 能 力 単 位 備 考

伊 東 瓦 斯 ㈱

〃

熱 海 瓦 斯 ㈱

下 田 ガ ス ㈱

〃

〃

〃

〃

発生設備

貯蔵設備

貯蔵設備

発生設備

貯蔵設備

〃

〃

〃

ＬＮＧサテライト

原料タンク

ガスホルダー

Ｌ．Ｐ．Ｇ気化装置

ガスホルダー

原料タンク

〃

サージ・タンク

4

2

2

2

1

1

1

1

2,208,000

300

69,600

1,125,210

200

20

15

100

MJ

KL

m3

MJ

m3

T

T

m3

LNG

都市ガス

都市ガス

プロパン

〃

東 海 ガ ス ㈱

島 田 ガ ス ㈱

貯蔵設備

貯蔵設備

ガスホルダー

原料タンク

2

1

100,000

10

m3

T

都市ガス

プロパン

サ
ー
ラ
エ
ナ
ジ
ー
株
式
会
社

浜 松 供 給 センター

〃 （城北供給所）

〃 （南部供給所）

〃 （豊岡供給所）

貯蔵設備

〃

〃

〃

ガスホルダー

〃

〃

〃

2

1

2

1

133,500

43,800

98,400

64,000

m3

m3

m3

m3

都市ガス

〃

〃

〃
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1
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４
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４
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[資料編Ⅱ]

17－3　市町別応急仮設住宅建設可能敷地
（県健康福祉部総務課）　 H23.1.31

方面本部 市町 敷地箇所 建設可能戸数 方面本部 市町 敷地箇所 建設可能戸数

静 岡 市 321 12,609

島 田 市 18 999

焼 津 市 41 1,472

下 田 市 10 411 藤 枝 市 24 944

東 伊 豆 町 1 160 牧 之 原 市 4 531

河 津 町 1 23 吉 田 町 6 226

南 伊 豆 町 1 92 川 根 本 町 10 239

松 崎 町 1 94 小　　計 424 17,020

西 伊 豆 町 5 139 浜 松 市 68 5,529

小　　計 19 919 磐 田 市 31 1,708

沼 津 市 27 1,428 掛 川 市 7 731

熱 海 市 4 104 袋 井 市 19 913

三 島 市 29 1,238 湖 西 市 5 426

富 士 宮 市 22 1,148 御 前 崎 市 7 447

伊 東 市 3 178 菊 川 市 5 306

富 士 市 20 1,082 森 町 1 120

御 殿 場 市 9 444 小　　計 143 10,180

裾 野 市 9 730

伊 豆 市 8 217

伊 豆 の 国 市 4 155

函 南 町 2 352

清 水 町 4 312

長 泉 町 3 192

小 山 町 2 80

小　　計 146 7,660

県　合　計 732 35,779

中
　
　
部賀

　
　
茂

西
　
　
部

東
　
　
部

-465-



[資料編Ⅱ]

１７－４　応急工事資材（H型鋼、鋼矢板、コルゲートパイプ）の備蓄状況

静岡県交通基盤部地震対策備蓄資材調査票（数量）
（県道路保全課　令和3年4月1日現在）

備蓄場所

（地番まで記入） Ｈ鋼（本） 鋼矢板（本） コルゲート（ｍ） 防災シート（枚）

下田土木 ※防災シートは水防倉庫に保管 470

1 下田市　加増野　古道田平847-1 365 441 422 0

2 南伊豆町　下賀茂　字正湯92-1 981 949 1,540 0

3 松崎町　小杉原　字上沢523-5 86 155 0 0

4 河津町　見高2312-77、2310-14（水路敷） 230 179 0 0

5 河津町　梨本38-1-2 120 156 0 0

6 松崎町　雲見1793-3、670-3 200 170 0 0

小　　　　　計 1,982 2,050 1,962 470

熱海土木 7 熱海市　熱海　字笹尻1804-1 233 331 200 140

8 熱海市　下多賀　字池田905 50 0 0 0

9 伊東市　湯川　字横磯546-16 149 207 195 80

10 伊東市　玖須美元和田　字背板746-40 102 136 81 20

小　　　　　計 534 674 476 240

沼津土木 11 御殿場市　板妻660-4 486 626 390 38

12 函南町　平井　字堂川1711 248 214 400 0

13 函南町　平井　字皆畑後1717 263 294 410 0

14 伊豆市　加殿269-3 0 100 0 0

15 沼津市　戸田　字梅の木洞3288-5 133 282 25 0

16 伊豆市　土肥3910-4 71 61 75 0

17 伊豆市　上船原1234-48 445 430 200 85

18 裾野市　須山　字大沢入ノ内堂尾五本地沢入2311-414 200 300 0 0

19 沼津市　桃里71-70 50 50 0 150

20 沼津市　植田8-8 50 50 0 150

小　　　　　計 1,946 2,407 1,500 423

富士土木 21 富士宮市　大中里378-1（河川敷） 100 74 100 0

22 富士市　宮島（入道樋門） 130 130 160 0

23 富士市　伝法435 60 160 80 0

24 富士宮市　沼久保878-1 401 502 0 0

25 富士市　中之郷2384-8 0 26 0 0

26 富士市　中之郷小池下（企業局敷地） 50 0 60 0

27 富士市　木島字植竹80-1 100 182 100 200

小　　　　　計 841 1,074 500 200

島田土木 ※防災シートは水防倉庫に保管 400

28 焼津市　大島（河川敷） 240 231 0 0

29 藤枝市　瀬戸谷　字中山 18 108 0 0

30 島田市　神座2633番地の16 319 394 0 0

31 島田市　川根町家山1313-4 288 356 450 0

32 島田市　金谷神尾76番地先 163 102 0 0

33 川根本町　千頭591-13 30 50 150 0

34 牧之原市　静谷　字三栗（河川敷） 50 148 100 0

35 牧之原市　相良264-4 177 180 133 0

小　　　　　計 1,285 1,569 833 400

袋井土木 ※防災シートは水防倉庫に保管 400

36 菊川市高橋2766-6 100 100 100 0

37 掛川市　金城７０ 0 0 80 0

38 掛川市　三俣　居廻850-1 240 200 460 0

39 磐田市　明ヶ島前川込340-7（河川敷） 464 696 0 0

40 袋井市　中新田　官有地 60 60 100 0

41 磐田市　福田中島　1000-1 280 291 140 0

小　　　　　計 1,144 1,347 880 400

浜松土木 ※防災シートは水防倉庫に保管 200

42 湖西市　新居町　内山1450-1 90 100 90 0

小　　　　　計 90 100 90 200

合　　　　　計 7,822 9,221 6,241 2,333

備蓄資材数量

事務所名 番号
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18-1-2 自衛隊地震防災派遣の概要
(自衛隊)

18-1-3 災害派遣部隊担当任務
（自衛隊）

１． 陸上自衛隊

東部方面総監が、下記の部隊をもって次の活動を実施する。

(1) 派遣部隊：救援活動における派遣部隊

第１師団、第１２旅団、富士教導団

(2) 任 務

ア 情報収集及び即時救援活動の実施

イ 航空機による被害状況、部隊推進のための交通状況等の情報収集

２． 海上自衛隊

横須賀地方総監が、下記の部隊をもって、次の救援活動を実施する。

(1) 派遣部隊：横須賀地方隊・自衛艦隊の混合編成（在泊状況により、艦艇数は異なる。）

駿河湾救援部隊（護衛艦３～４隻、輸送艦１～２隻、補給艦１～２隻、その他３～５隻）

相模湾救援部隊（護衛艦３～４隻、輸送艦１～２隻、補給艦１～２隻、その他３～５隻）

注：被害地域の数、被害の程度及び救援の優先度等により、各救援部隊は増減する。

(2) 任 務

ア 艦艇による救援活動（海上輸送、生活支援、救護支援、海難救助等）

イ 航空機による救援活動（情報収集、航空輸送、海難救助等）

ウ 他自衛隊及び関係部外機関に対する協力支援（海上輸送、生活支援等）

エ その他必要とする救援活動（流出油防除、水路啓開等支援）

３． 航空自衛隊

航空総隊司令官が、下記の部隊をもって、次の活動を実施する。

(1) 派遣部隊：航空総隊、航空支援集団、航空教育集団等

(2) 任 務

ア 航空機による救援活動（主として広域偵察、広域輸送及び静岡県西部における救援活動）

イ 基地（分とん基地含む）周辺における即時地上救援活動等

ウ 他自衛隊及び関係外機関に対する情報の提供、隊員・装備品等の空輸支援並びに災害派遣部隊に対する支援

自衛隊別
地 震 防 災 派 遣

任 務 区 域 航 空 機

陸 上

１ 情報収集及び提供

２ 救急患者等の輸送

３ 状況により人員・物資の緊急輸送

県 内

( 西 部 地 区

12旅団担当）

小型ヘリ

中型ヘリ

大型ヘリ

（機数は、状況に応じる。）

海 上

１ 県庁への連絡官、移動通信班の派遣

２ 艦艇による進出待機（ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ搭載護衛艦を含む。）

３ 人員、物資の海上輸送（要請による）

４ ＮＨＫ要員の関東地区から強化地域への空輸（令による）

５ 情報収集、港湾調査等

遠 州 灘

駿 河 湾

相 模 湾

回転翼機（状況に応じうる機数）

固定翼機（状況に応じうる機数）

（ 母 基 地 で 1 時 間 待 機 ）

即時可動回転翼機× ２ ～ ３

（進出中のﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ搭載護衛艦）

航 空

１ 情報収集、人員・物資の緊急輸送

２ 偵察機による上空撮影及び解析

３ 日本放送協会要員の中京地区から強化地域への空輸

西 部 地 域

（一部地域）

固定翼機

回転翼機

（機数は状況に応じる。）
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18-2-3 海上保安庁 船艇・航空機の輸送力の基準 （海上保安庁）

１．船 艇

（注） 1 搭載可能人員及び搭載可能物資は、いずれか一つの場合の目安を示す。

2 搭載可能人員については、船舶安全法に基づく臨時検査を受けた場合を想定した目安とする。 ただし、乗組員は除く。

3 搭載可能物資については、海上平穏な場合の基準とし、気象状況、物資の形状等によってはこの目安以下となる。

２．航空機

区 分 搭載可能人員（人）

搭載可能物資

（トン）

区 分 搭載可能人員（人）

搭載可能物資

（トン）
船 型

限定沿海で3

時間以内とし

た場合

1.5時間未満

の平水の場合 船 型
限定沿海で3

時間以内とし

た場合

1.5時間未満

の平水の場

合

巡

視

船

ﾍﾘｺﾌ゚ﾀー 2機搭載型 860 990 250

巡
視
艇

特23ﾒー ﾄﾙ型 48 56 14

ﾍﾘｺﾌ゚ﾀー 1機搭載型
442 566 230 23ﾒー ﾄﾙ型 48 56 14

（りゅうきゅう及びだいせん）

ﾍﾘｺﾌ゚ﾀー 1機搭載型
420 480 230 20ﾒー ﾄﾙ型 26 28 14

（りゅうきゅう及びだいせんを除く）

3,500ﾄﾝ型 713 804 363 15ﾒー ﾄﾙ型 20 22 5

3,000ﾄﾝ型 1,150 1,312 328

測
量
船

昭洋型 682 778 400

1,000ﾄﾝ型（はてるま型） 141 165 240 拓洋型 475 550 320

1,000ﾄﾝ型（えりも型） 135 135 57 明洋型 200 220 65

1,000ﾄﾝ型（くにさき型） 270 320 90 天洋型 200 200 65

500ﾄﾝ型 115 135 70 20ﾒー ﾄﾙ型 13 16 11

350ﾄﾝ型 115 135 70
灯
台
見
回
り
船

23ﾒー ﾄﾙ型 13 16 11

特350ﾄﾝ型 115 135 70 17ﾒー ﾄﾙ型 8 10 8

350ﾄﾝ型（あまみ型） 36 36 29
15ﾒー ﾄﾙ型

5

※15

5

※18
3※搭載ゴムボートを降

ろした場合
350ﾄﾝ型（とから型） 47 50 30

180ﾄﾝ型 28 28 46

特130ﾄﾝ型 36 41 20

巡
視
艇

35ﾒー ﾄﾙ型 37 40 23

30ﾒー ﾄﾙ型 36 41 20

区分

座 席 数

（席）

搭 載 可 能 物 資

（キログラム）

搬出入口を通る最

大容積

（ｃｍ）

（高さ×幅×奥行）

固
定
翼
航
空
機

ガルフストリーム・エアロスペース式G

－Ｖ型
22 656 85×90×90

ダッソー・ブレゲー式

ミステール・ファルコン９００型
18 459 60×70×100

ボンバルディア式

ＤＨＣ－８－３１５型
32 1,080 150×125×150

サーブ・スカニア式

ＳＡＡＢ340Ｂ型
27 900 150×80×110

ビーチクラフト式 Ｂ300型 14 791 120×58×90

型式
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（注） 1 搭載可能物資は、運航に必要な乗員及び物品等を搭載し、燃料を満載（回転翼航空機は増槽タンクを除き満載）にした時のもので

ある。

2 気象状況、飛行距離、高度、物資の形状等により表記が異なることがある。

回
転
翼
航
空
機

ユーロコプター式

EC225LＰ型
21 1,355 129×119×168

アエロスパシアル式 ＡＳ332Ｌ１ 型 19 482 135×135×160

アグスタ式 ＡＷ139型 15 156 112×118×182

シコルスキー式 Ｓ－76Ｃ型 14 245 125×70×175

シコルスキー式 Ｓ－76Ｄ型 14 245 125×70×175

ベル式 412型 15 141 140×100×65

ベル式 206Ｂ型 5 76 40×60×40
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18-3 「東海地 震応 急対 策活動 要 領」に基づく関係 都県からの幹部 の

移動手 段等 について
（県 危 機 政 策 課 ）

平成 19 年 1 月 15 日

東海地震に係る地震防災対策強化地域が存する８都県（申し合わせ）

○ 「東海地震応急対策活動要領（平成 15 年 12 月中央防災会議決定。平成 18 年４月中央防災会議修正。）」第１

章第２ ４（１）エ及び４（２）エに定めるところにより、関係都県から現地警戒本部又は緊急災害現地対策本部へ

の幹部の移動手段等について、以下のとおり申し合わせる。

１ 幹部の移動手段等

（１） 静岡県を除く関係都県

ア 原則としてヘリコプターにより、幹部等を現地警戒本部又は緊急災害現地対策本部へ派遣するものとする。

この際、静岡市駿府公園内臨時へリポート（別紙１）に降着するものとする。

イ 使用するヘリコプターに関する飛行経路及び到着時刻等の情報については、あらかじめ静岡県に対し連絡

するものとする。

（２） 静岡県

ア 静岡市駿府公園内臨時へリポートに静岡県職員を配置して降着の安全を確保するものとする。

イ 自衛隊が設置する「航空交通情報提供所」によりヘリコプターの離発着の統制を行うよう、自衛隊に依頼す

るものとする。

ウ 静岡県庁の中に、関係都県幹部等の執務場所（別紙２）を提供するとともに、必要に応じて、情報伝達手段

等を提供するものとする。

エ 派遣期間が長期化した場合、必要に応じて、生活物資等を提供するものとする。

２ 今後の対応

ア 関係都県が連携し、幹部等のヘリコプターによる現地警戒本部又は緊急災害現地対策本部への移動が困

難な場合の移動手段について検討するものとする。

イ この申し合わせは、今後、訓練等において検証するものとする。
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 1
9
-
1
-
3

 
災

害
時

等
の

応
援

に
関

す
る

協
定

書
 

（
中

部
9

県
１

市
広

域
災

害
時

等
応

援
連

絡
協

議
会

）
 

（
県

危
機

政
策

課
）
 

 （趣
 

旨
） 

第
１

条
 

こ
の

協
定

は
、

富
山

県
、

石
川

県
、

福
井

県
、

長
野

県
、

岐
阜

県
、

静
岡

県
、

愛
知

県
、

三
重

県
、

滋
賀

県
及

び
名

古
屋

市
（
以

下
「県

市
」

と
い

う
。

）で
第

１
号

に
掲

げ
る

災
害

が
発

生
し

、
又

は
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
並

び
に

第
２

号
及

び
第

３
号

に
掲

げ
る

事
態

（以
下

「災
害

時
等

」と
い

う
。

）に
お

い
て

、
被

災
県

市
又

は
国

民
の

保
護

の
た

め
の

措
置

若
し

く
は

緊
急

対
処

保
護

措
置

を
実

施
す

る
必

要
の

あ
る

県
市

（
以

下
「
被

災
県

市
等

」と
い

う
。

）で
は

被
災

者
等

（
避

難
住

民
並

び
に

大
規

模
災

害
、

武
力

攻
撃

災
害

及
び

緊
急

対
処

事
態

に
お

け
る

災
害

に
よ

る

被
災

者
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
の

避
難

、
救

援
等

の
対

策
が

十
分

に
実

施
で

き
な

い
場

合
に

、
被

災
県

市
等

の
要

請
に

基
づ

き
行

わ
れ

る
広

域

応
援

を
、

迅
速

か
つ

円
滑

に
遂

行
す

る
た

め
、

必
要

な
事

項
に

つ
い

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

（
1）

災
害

対
策

基
本

法
（昭

和
３

６
年

法
律

第
２

２
３

号
）第

２
条

第
１

号
に

定
め

る
災

害
 

（
2
）
武

力
攻

撃
事

態
等

に
お

け
る

我
が

国
の

平
和

と
独

立
並

び
に

国
及

び
国

民
の

安
全

の
確

保
に

関
す

る
法

律
（
平

成
１

５
年

法
律

第
７

９
号

。
以

下
「武

力
攻

撃
事

態
対

処
法

」と
い

う
。

）第
１

条
に

定
め

る
武

力
攻

撃
事

態
等

 

（
3）

武
力

攻
撃

事
態

対
処

法
第

２
５

条
第

１
項

に
定

め
る

緊
急

対
処

事
態

 

（応
援

県
市

） 

第
２

条
 

大
規

模
な

災
害

時
等

に
お

い
て

は
、

救
援

活
動

等
を

速
や

か
に

実
施

で
き

る
体

制
を

執
る

た
め

、
応

援
県

市
は

、
必

要
に

応
じ

被
災

県
市

等
に

対
す

る
救

援
対

策
本

部
を

設
置

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

応
援

県
市

は
、

相
互

に
連

絡
を

と
り

、
主

た
る

応
援

県
市

を
決

定
す

る
。

 

３
 

主
た

る
応

援
県

市
は

、
速

や
か

に
救

援
対

策
本

部
を

設
置

す
る

も
の

と
す

る
。

 

（応
援

の
内

容
） 

第
３

条
 

応
援

県
市

が
行

う
応

援
の

内
容

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

（
1）

物
資

等
の

提
供

及
び

あ
っ

せ
ん

並
び

に
人

員
の

派
遣

 

ア
 

食
料

、
飲

料
水

、
生

活
必

需
品

、
医

薬
品

そ
の

他
供

給
に

必
要

な
資

機
材

の
提

供
及

び
あ

っ
せ

ん
 

イ
 

被
災

者
等

の
救

出
、

医
療

、
防

疫
、

施
設

の
応

急
復

旧
等

に
必

要
な

資
機

材
及

び
物

資
の

提
供

及
び

あ
っ

せ
ん

 

ウ
 

避
難

、
救

援
及

び
救

助
活

動
に

必
要

な
車

両
、

舟
艇

等
の

提
供

及
び

あ
っ

せ
ん

 

エ
 

避
難

、
救

援
・救

護
、

救
助

活
動

及
び

応
急

復
旧

に
必

要
な

医
療

系
職

、
技

術
系

職
、

技
能

系
職

等
職

員
の

派
遣

 

(2
）避

難
場

所
等

の
相

互
使

用
、

緊
急

輸
送

路
の

共
同

啓
開

等
被

災
県

市
等

の
境

界
付

近
に

お
け

る
必

要
な

措
置

 

(3
） 

被
災

者
等

の
一

時
収

容
の

た
め

の
施

設
の

提
供

 

(4
) 

医
療

機
関

に
よ

る
傷

病
者

の
受

入
 

(5
) 

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
特

に
要

請
の

あ
っ

た
事

項
 

２
 

各
県

市
は

、
前

項
の

応
援

が
円

滑
に

実
施

で
き

る
よ

う
必

要
な

物
資

、
資

機
材

等
の

確
保

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

（応
援

要
請

の
手

続
） 

第
４

条
 

応
援

を
受

け
よ

う
と

す
る

県
市

は
、

別
に

定
め

る
内

容
を

明
ら

か
に

し
て

、
他

の
県

市
に

要
請

す
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

各
県

市
は

、
前

項
の

要
請

を
円

滑
に

行
う

た
め

、
通

信
手

段
の

整
備

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

（災
害

時
等

に
お

け
る

自
主

的
活

動
） 

第
５

条
 

災
害

時
等

で
あ

っ
て

別
に

定
め

る
と

き
に

通
信

途
絶

等
に

よ
り

被
災

県
市

等
か

ら
前

条
の

要
請

が
な

い
場

合
、

他
の

県
市

は
速

や
か

に
そ

の
被

災
状

況
に

つ
い

て
、

自
主

的
に

情
報

収
集

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

（経
費

の
負

担
） 
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 第
６

条
 

応
援

に
要

し
た

経
費

は
、

原
則

と
し

て
応

援
を

受
け

た
県

市
の

負
担

と
す

る
。

 

２
 

応
援

職
員

が
応

援
業

務
に

よ
り

負
傷

、
疾

病
又

は
死

亡
し

た
場

合
に

お
け

る
公

務
災

害
補

償
に

要
す

る
経

費
は

、
応

援
県

市
の

負
担

と
す

る
。

 

３
 

応
援

職
員

が
業

務
上

第
三

者
に

損
害

を
与

え
た

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
損

害
が

応
援

業
務

の
従

事
中

に
生

じ
た

も
の

に
つ

い
て

は
、

応
援

を
受

け
た

被
災

県
市

等
が

、
被

災
県

市
等

へ
の

往
復

の
途

中
に

お
い

て
生

じ
た

も
の

に
つ

い
て

は
、

応
援

県
市

が
賠

償
の

責
め

に
任

ず
る

。
 

４
 

前
３

項
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
応

援
職

員
の

派
遣

に
要

す
る

経
費

に
つ

い
て

は
、

被
災

県
市

等
及

び
応

援
県

市
が

協
議

し
て

定
め

る
。

 

（情
報

交
換

） 

第
７

条
 

各
県

市
は

、
こ

の
協

定
に

基
づ

く
応

援
が

円
滑

に
行

わ
れ

る
よ

う
、

地
域

防
災

計
画

、
国

民
保

護
計

画
そ

の
他

必
要

な
情

報
を

相
互

に
交

換
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（訓
練

の
参

加
） 

第
８

条
 

各
県

市
は

、
こ

の
協

定
に

基
づ

く
応

援
が

円
滑

に
行

わ
れ

る
よ

う
、

他
の

県
市

主
催

の
防

災
訓

練
等

に
相

互
に

参
加

す
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

（連
絡

協
議

会
の

設
置

） 

第
９

条
 

こ
の

協
定

に
関

す
る

事
項

、
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

研
究

・
協

議
す

る
た

め
中

部
９

県
１

市
広

域
災

害
時

等
応

援
連

絡
協

議
会

を
設

置
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（そ
の

他
） 

第
１

０
条

 
こ

の
協

定
の

実
施

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

別
に

定
め

る
。

 

２
 

こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

は
、

そ
の

都
度

、
関

係
県

市
が

協
議

し
て

定
め

る
。

 

 

附
 

則
 

 

１
 

こ
の

協
定

は
、

平
成

１
９

年
７

月
２

６
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

２
 

平
成

7
年

１
１

月
１

４
日

締
結

の
協

定
は

、
平

成
１

９
年

７
月

２
５

日
限

り
で

廃
止

す
る

。
 

  
 

平
成

１
９

年
 

７
月

２
６

日
 

 

 
 

富
山

県
知

事
 

石
川

県
知

事
 

 
 

福
井

県
知

事
 

長
野

県
知

事
 

 
 

岐
阜

県
知

事
 

静
岡

県
知

事
 

 
 

愛
知

県
知

事
 

三
重

県
知

事
 

 
 

滋
賀

県
知

事
 

名
古

屋
市

長
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災
害

時
等

の
応

援
に

関
す

る
協

定
 

実
施

細
則

（
防

災
）
 

（
趣
旨

）
 

第
１
条

 
こ

の
実

施
細

則
は

、「
災

害
時
等

の
応

援
に

関
す

る
協

定
」（

以
下
「

協
定

」
と

い
う
。）

の
う

ち
協
定

第
１

条
第

１
号

に
掲

げ
る

災

害
対

策
基

本
法

（
昭

和
３

６
年

法
律
第

２
２

３
号

）
第

２
条

第
１

号
に

定
め

る
災

害
に

関
す

る
事
項

の
実

施
に

関
し

、
必

要
な

事
項
を

定

め
る
も

の
と

す
る

。
 

（
応
援

県
市

）
 

第
２
条

 
協
定

第
２

条
第

１
項

に
基

づ
く

応
援

県
市

の
救

援
対

策
本

部
の

業
務

は
、
次

の
と

お
り

と
し
、
第

３
項

に
基

づ
き

決
定

さ
れ

る
主

た
る
応

援
県

市
の

調
整

に
基

づ
き

、
行

う
も

の
と

す
る

。
 

(1
)
 

被
災
県

市
の

情
報

収
集

と
状

況
把

握
 

(2
)
 

災
害
応

急
措

置
等

に
必

要
な

物
資

、
人

員
、

そ
の

他
要

請
内

容
の

把
握
 

(3
)
 

中
部
９

県
１

市
連

絡
事

務
所

へ
の

連
絡

員
派

遣
 

(4
)
 

震
度
７

の
地

震
が

中
部

９
県

１
市

内
で

発
生

、
又
は

災
害

発
生

時
に

被
災

県
市

と
連

絡
が

と
れ

な
い

場
合

、
速

や
か
に

初
動

時
に

必

要
な

物
資

を
準

備
し

、
必

要
に

応
じ

搬
出
 

(5
) 

 
前

各
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

災
害

応
急

活
動

を
円

滑
に

行
う

た
め

必
要

な
業

務
 

２
 
前

項
の

応
援

県
市

の
救

援
対

策
本

部
に

は
、

被
災

県
市

へ
の

一
元

的
、

一
体

的
な

応
援

の
た

め
、

必
要

に
応

じ
て

、
応

援
県

の
市

町
村

等
の

応
援

関
係

団
体

が
参

加
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 
協

定
第

２
条

第
２

項
に

基
づ

く
主

た
る

応
援

県
市

は
、

別
表

１
の

と
お

り
、

決
定

す
る

も
の

と
す

る
。
 

４
 
協

定
第

２
条

第
３

項
に

基
づ

く
主

た
る

応
援

県
市

の
救

援
対

策
本

部
の

業
務

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
(1
) 

 
被

災
県

市
災

害
対

策
本

部
内

で
の

中
部

９
県

１
市

連
絡

事
務

所
の

設
置

及
び

連
絡

員
派

遣
 

(2
) 

 
被

災
県

市
の

情
報

収
集

と
状

況
把

握
 

(3
) 

 
災

害
応

急
措

置
等

に
必

要
な

物
資

、
人

員
、

そ
の

他
要

請
内

容
の

把
握
 

(4
) 

 
要

請
内

容
の

協
定

県
市

へ
の

適
切

な
仕

分
け

（
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
ト

）
 

(5
) 

 
輸

送
ル

ー
ト

、
応

援
物

資
集

積
場

所
等

の
応

援
に

必
要

な
情

報
の

連
絡
 

(6
) 

 
被

災
県

市
お

よ
び

災
害

応
急

活
動

実
施

機
関

と
の

連
絡

調
整
 

(7
) 

 
被

災
者

の
受

入
施

設
（

病
院

・
福

祉
施

設
・

仮
設

住
宅

等
）

の
確

保
お

よ
び

調
整
 

(8
) 

 
前

各
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

災
害

応
急

活
動

を
円

滑
に

行
う

た
め

必
要

な
業

務
 

５
 
前

各
項

の
業

務
の

遂
行

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

別
に

定
め

る
。
 

（
応
援

の
内

容
）
 

第
３
条

 
協
定

第
３

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
物

資
、
資

機
材

及
び

応
急

復
旧

に
必

要
な

職
員

の
状

況
等

は
、
常

時
実

態
ど

お
り

把
握

し

て
お

く
も

の
と

し
、

そ
の
う

ち
、

緊
急

時
に
必

要
な

食
料

・
生

活
必

需
品

・
医

薬
品

の
内

容
に

変
更

が
あ

っ
た

と
き

は
、
速

や
か

に
、

各

県
市
に

連
絡

す
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 
協

定
第
３

条
第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
物

資
、

資
機

材
の
備

蓄
に
努

め
る

と
と

も
に

、
各

地
域

に
お

け
る

こ
れ
ら

の
製
造

業
者
又

は

販
売

業
者

等
と

災
害

時
に

お
け

る
物

資
等

の
調

達
に

関
す

る
協

定
を

締
結

す
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 
 

（
応
援

要
請

の
手

続
）
 

第
４
条

 
応

援
を

受
け

よ
う

と
す

る
県

市
は

、
無
線

又
は

電
話

等
（

以
下
「

無
線

等
」
と

い
う

。）
に

よ
り
次

の
事

項
を

明
ら

か
に

し
て

要
請

し
、

後
日

、
速

や
か

に
応

援
要

請
書

を
送

付
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
1
）
 
被

害
の

状
況
 

（
2
）
 
物

資
等

の
搬

入
、

人
員

の
派

遣
 

 
 
 

ア
 

物
資

・
資

機
材

の
搬

入
 

 
 
 

 
物

資
等

の
品

目
・

数
量

、
搬

入
場

所
、

輸
送

手
段

、
交

通
情

報
等
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イ
 

人
員

の
派

遣
 

 
 
 

 
職

種
、

人
数

、
派

遣
場

所
、

活
動

内
容

、
派

遣
期

間
、

輸
送

手
段

、
交

通
情

報
等
 

（
応
援

実
施

の
手

続
）
 

第
５
条

 
要
請

を
受
け

た
県

市
は

、
要

請
事

項
の

確
認

後
、

速
や
か

に
、
各

応
援
県

市
と

連
絡

調
整

し
、

要
請

事
項

お
よ

び
搬
入

・
派
遣

に

要
す

る
時

間
な

ど
の

応
援

計
画

を
無

線
等
に

よ
り
被

災
県

市
に
伝

達
す
る

と
と

も
に

、
後

日
、

速
や

か
に

応
援
通

知
書

を
送
付

す
る
も

の

と
す

る
。
 

２
 
要

請
を
受

け
た
県

市
と

協
定

第
２

条
第

２
項

に
規

定
す

る
主
た

る
応
援

県
市

と
が

異
な

る
場

合
は

、
主

た
る

応
援
県

市
が
前

項
の
手

続

き
を

行
う

も
の

と
す

る
。
 

（
応
援

物
資

の
受

領
の

通
知

）
 

第
６
条

 
被

災
県

市
は

、
応

援
通

知
書

に
基

づ
く

応
援

物
資

を
受

領
し

た
と

き
は

、
応

援
物

資
受

領
書

を
交

付
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
応
援

終
了

報
告

）
 

第
７
条

 
主

た
る

応
援

県
市

は
、

応
援

が
終

了
し

た
と

き
は

、
被

災
県

市
に

対
し

て
、

応
援

終
了

報
告

書
を

送
付

す
る

も
の

と
す

る
。
 

（
災
害

時
等

に
お

け
る

自
主

的
活

動
）
 

第
８
条

 
協

定
第

５
条

に
規

定
す

る
別

に
定

め
る

と
き

と
は

、
震

度
６

弱
以

上
の

地
震

に
よ

る
災

害
を

い
う

。
 

２
 
協

定
第

５
条

に
規

定
す

る
自

主
的

な
情

報
収

集
活

動
の

内
容

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

（
1
）
 
ヘ

リ
コ

プ
タ

ー
等

に
よ

る
被

災
状

況
の

収
集
 

（
2
）
 
職

員
派

遣
に

よ
る

情
報

収
集
 

（
3
）
 
そ

の
他

効
果

的
な

情
報

収
集
 

３
 
前

項
に

よ
り

知
り

得
た

情
報

は
、

被
災

県
市

お
よ

び
他

の
県

市
に

速
や

か
に

伝
達

す
る

も
の

と
す

る
。
 

４
 
第

２
項
の

情
報
収

集
活

動
ま

た
は

他
の

県
市

か
ら

の
情

報
に
よ

り
、
被

害
が

甚
大

で
あ

る
と

判
断

し
、

か
つ

、
被
災

県
市
等

と
連
絡

が

で
き

な
い

場
合

は
、

他
の

県
市

と
連

絡
調

整
を

行
い

な
が

ら
自

主
的

に
応

援
活

動
を

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。
 

５
 
応

援
県
市

は
、
災

害
直

後
、

自
主

的
な

応
援

活
動

の
た

め
職
員

等
を
派

遣
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、
派

遣
職

員
自
ら

消
費
又

は
使
用

す

る
物

資
等

を
携

行
さ

せ
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

６
 
第

２
項
か

ら
前
項

ま
で

の
活

動
は

、
各

県
市

の
友

愛
精

神
の
も

と
に
行

う
も

の
で

あ
り

、
こ

の
場

合
に

お
い

て
は
、

被
災
県

市
等
か

ら

協
定

第
４

条
の

規
定

に
基

づ
く

応
援

要
請

が
あ

っ
た

と
み

な
し

、
そ

の
応

援
手

続
は

、
細

則
第
４

条
か

ら
第

７
条

ま
で

の
規

定
を

準
用

し
、

事
後

処
理

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

（
経
費

の
負

担
）
 

第
９
条

 
協
定

第
５
条

の
規

定
に

基
づ

く
自

主
的

な
情

報
収

集
お
よ

び
前
条

第
４
項

の
規

定
に

基
づ

く
自

主
的

活
動

に
要

し
た
経

費
は
、

応

援
県

市
の

負
担

と
す

る
。
 

２
 
応

援
職
員

の
派
遣

に
要

す
る

経
費

に
つ

い
て

は
、

応
援

県
市
が

定
め
る

規
定

に
よ

り
算

定
し

た
当

該
応

援
職

員
の
旅

費
お
よ

び
諸
手

当

の
額

の
範

囲
内

と
す

る
。
 

（
情
報

交
換

）
 

第
1
0
条

 
協
定

第
７

条
の

規
定

に
基

づ
く

共
通

の
情

報
は

次
の

と
お

り
と

し
、

変
更

の
都

度
、

各
県

市
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。
 

（
1
）
 
連

絡
担

当
部

局
お

よ
び

通
信

手
段

一
覧

表
（

別
表

２
）
 

（
2
）
 
備

蓄
物

資
、

業
者

提
携

物
資

一
覧

表
 

（
3
）
 
ヘ

リ
ポ

ー
ト

及
び

ヘ
リ

コ
プ

タ
ー

離
着

陸
可

能
箇

所
 

（
4
）
 
前

各
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

共
通

の
情

報
と

し
て

必
要

と
認

め
ら

れ
る

内
容
 

２
 
隣

接
県
市

は
、
同

条
に

定
め

る
情

報
の

ほ
か

、
次

の
内

容
に
つ

い
て
も

情
報

交
換

し
、

よ
り

緊
密

な
連

絡
体

制
を
維

持
す
る

こ
と
と

す

る
。
 

（
1
）
 
輸

送
ル

ー
ト

、
応

援
物

資
の

集
積

場
所

等
の

応
援

に
必

要
な

情
報
 

-490-
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（
2
）
 
病

院
・

福
祉

施
設

な
ど

の
所

在
地

、
入

院
入

所
可

能
数
 

（
3
）
 
避

難
所

の
位

置
 

（
4
）
 
前

各
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

必
要

と
認

め
ら

れ
る

内
容

 

 
 

附
 
則

 
こ

の
実

施
細

則
は

、
平

成
２

４
年

８
月

６
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

  
平
成

２
４

年
８

月
６

日
 

 
 

富
山
県

知
事

政
策

局
長

 
 

石
川

県
危

機
管

理
監

 
 

福
井

県
危

機
対

策
監
 

長
野
県

危
機

管
理

監
兼

危
機

管
理

部
長

 
 

岐
阜

県
危

機
管

理
統

括
監

 
 

静
岡

県
危

機
管

理
監
 

愛
知
県

防
災

局
長

 
 

三
重

県
防

災
対

策
部

長
 

 
滋

賀
県

防
災

危
機

管
理

監
 

 
名

古
屋

市
消

防
長

 

 （
別
表

１
）

 

被
災

県
市

と
主

た
る

応
援

県
市

の
一

覧
表
 

被
災

県
市

 
主

た
る

応
援

県
順

位
 

富
山

県
 

1 
石

川
県

 
2 

長
野

県
 

3 
岐

阜
県

 

石
川

県
 

1 
富

山
県

 
2 

福
井

県
 

3 
岐

阜
県

 

福
井

県
 

1 
石

川
県

 
2 

岐
阜

県
 

3 
滋

賀
県

 

長
野

県
 

1 
富

山
県

 
2 

石
川

県
 

3 
岐

阜
県

 

岐
阜

県
 

1 
愛

知
県

 
2 

三
重

県
 

3 
富

山
県

 

静
岡

県
 

1 
愛

知
県

 
2 

長
野

県
 

3 
岐

阜
県

 

愛
知

県
 

1 
岐

阜
県

 
2 

三
重

県
 

3 
静

岡
県

 

三
重

県
 

1 
愛

知
県

 
2 

岐
阜

県
 

3 
滋

賀
県

 

滋
賀

県
 

1 
三

重
県

 
2 

福
井

県
 

3 
岐

阜
県

 

※
ど

の
県

が
主

た
る

応
援

県
市

と
し

て
活
動

す
る
か

、
中

部
９
県

１
市
広

域
災

害
時

等
応

援
連

絡
協

議
会

開
催
県

（
名

古
屋
市

の
場
合

は

愛
知
県

）
が

確
認

し
、

中
部

９
県

１
市

内
で

共
有

す
る

。
 

※
名

古
屋

市
は

、
愛

知
県

と
調

整
の

上
、

応
援

を
行

う
。
 

※
順

位
内

の
県

で
応

援
で

き
な

い
場

合
、
中

部
９
県

１
市

広
域
災

害
時
等

応
援

連
絡

協
議

会
開

催
県

が
主

た
る
応

援
県

市
を
調

整
し
、

定

め
る

。
 

※
中

部
９

県
１

市
広

域
災

害
時

等
応

援
連
絡

協
議
会

開
催

県
が
被

災
し
た

場
合

、
翌

年
度

の
中

部
９

県
１

市
広
域

災
害

時
等
応

援
連
絡

協

議
会

開
催

県
が

代
行

す
る

。
な

お
、
翌

年
度

の
中

部
９

県
１

市
広

域
災
害

時
等

応
援

連
絡

協
議

会
開

催
県

が
調

整
で

き
な

い
場

合
、
建

制
順

の
次
席

の
県

が
担

う
。

以
下

同
じ

。
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 （
別
表

２
）
 

連
絡
担

当
部

局
及

び
通

信
手

段
一

覧
表
 

一
 

 
般

 
 

加
 

 
入

 
 

電
 

 
話

 

県 市 名 

担
当

部
局

 

課
 

室
 

名
 

代
 

表
 (内

 
線

) 

直
 

通
 (時

間
外

) 

Ｆ
Ａ

Ｘ
 

(時
間

外
) 

行
政

 
電

話
 

消
防

防
災

 

電
 

 
話

 

(Ｆ
Ａ

Ｘ
) 

地
域

衛
星

電
話

 

(Ｆ
Ａ

Ｘ
) 

Ｅ
メ

ー
ル

 

〒
9
3
0-

8
5
01

 
富

山
市

新
総

曲
輪

１
番

７
号

 

富 山 

知
事

政
策

局
 

防
災

・
危

機
管

理
課

 
0
76

-
43

1
-
41

11
 

(内
線

 
3
3
63

) 

0
7
6-

44
4
-3

1
8
7
 

(0
76

-4
3
1-

4
1
11

) 

0
76

-
4
32

-0
6
57

 

(0
76

-
43

2-
0
65

7
) 

－
 

1
6-

3
3
63

 

(1
6-

2
82

7)
 

0
16

1
1
13

36
3
 

(0
16

11
1
28

2
7
) 

ab
os

ai
ki

ki
ka

nr
i@

pr
ef

.

to
ya

m
a.

lg
.jp

 

〒
9
2
0-

8
5
80

 
金

沢
市

鞍
月

１
丁

目
１

番
地

 

石 川 

危
機

管
理

監
室

 

危
機

対
策

課
 

0
76

-
22

5
-
11

11
 

(内
線

 
4
2
89

) 

0
7
6-

22
5
-1

4
8
2
 

(0
76

-2
2
5-

1
4
82

) 

0
76

-
2
25

-1
4
84

 

(0
76

-
22

5-
1
48

4
) 

5
29

5
  

2
37

6
 

1
7-

4
2
90

 

(1
7-

6
89

7)
 

0
17

1
1
14

29
0
 

(0
17

11
1
67

4
3
) 

e
17

0
70

0
@

pr
e
f.
 

is
h
ik

a
w

a.
lg

.jp
 

〒
9
1
0-

8
5
80

 
福

井
市

大
手

３
丁

目
17

-1
 

福 井 

安
全

環
境

部
 

危
機

対
策

・
防

災
課

 
0
77

6
-2

1
-
11

11
 

(内
線

 
2
1
71

) 

0
7
76

-2
0
-0

3
0
8
 

(0
77

6-
2
1-

1
1
11

) 

0
77

6
-
22

-7
6
17

 

(0
77

6
-2

2-
7
61

7
) 

5
49

5
  

2
17

2
 

1
8
-1

11
 

(1
8
-
11

2
) 

0
18

1
1
16

12
1
72

 

(0
18

11
1
61

2
1
89

) 
ki

ki
ta

is
ak

u
@

p
re

f.
fu

k

ui
.lg

.jp
 

〒
3
8
0-

8
5
70

 
長

野
市

大
字

南
長

野
字

幅
下

6
92

-
2
 

長 野 

危
機

管
理

部
 

危
機

管
理

防
災

課
 

0
26

-
23

2
-
01

11
 

(内
線

 
5
2
08

) 

0
2
6-

23
5
-7

1
8
4
 

(0
26

-2
3
5-

7
1
84

) 

0
26

-
2
33

-4
3
32

 

(0
26

-
23

3-
4
33

2
) 

－
 

2
0
-2

13
 

(2
0
-
24

1
) 

0
20

2
3
15

22
5
 

(0
20

23
1
87

4
1
) 

bo
sa

i@
pr

ef
.n

ag
an

o
.lg

.jp
 

〒
5
0
0-

8
5
70

 
岐

阜
市

藪
田

南
２

丁
目

１
番

１
号

 

岐 阜 

防
災

課
 

0
58

-
27

2
-
11

11
 

(内
線

 
2
7
46

) 

0
5
8-

27
2
-1

1
2
5
 

(0
58

-2
7
2-

1
0
34

) 
0
58

-
2
71

-4
1
19

 

－
 

2
1
-6

71
 

(2
1
-
67

9
) 

0
21

4
00

2
2
74

6
 

(0
21

40
0
72

5
) 

c
11

1
15

@
pr

ef
. 

gi
fu

.lg
.jp

 

〒
4
2
0-

8
6
01

 
静

岡
市

葵
区

追
手

町
９

番
６

号
 

静 岡 

危
機

管
理

部
 

危
機

政
策

課
 

－
 

0
5
4-

22
1
-3

7
3
1
 

(0
54

-2
2
1-

2
0
72

) 

0
54

-
2
21

-3
2
52

 

(0
54

-
22

1-
3
25

2
) 

－
 

2
2-

3
1
 

(2
2-

2
6)

 

0
22

7
0
03

73
1
 

(0
22

70
0
62

5
0
) 

bo
u
ke

i@
pr

ef
. 

sh
iz

u
o
ka

.lg
.jp

 

〒
4
6
0-

8
5
01

 
名

古
屋

市
中

区
三

の
丸

3
-
1-

2
 

愛 知 
防

 
災

 
局

 

災
害

対
策

課
 

0
52

-
96

1
-
21

11
 

(内
線

 
2
5
12

) 

0
5
2-

95
4
-6

1
9
3
 

(0
52

-9
5
4-

6
8
44

) 

0
52

-
9
54

-6
9
12

 

(0
52

-
95

4-
6
99

5
) 

 
2
3-

1
1
28

 

(2
3-

1
51

7)
 

0
23

6
0
02

51
2
 

(0
23

60
0
15

1
0
) 

sa
ig

ai
ta

is
a
ku

@
pr

ef
.a

i

c
hi

. 

lg
.jp

 

〒
5
1
4-

8
5
70

 
津

市
広

明
町

1
3

番
地

 

三 重 

防
災

対
策

部
 

災
害

対
策

課
 

－
 

0
5
9-

22
4
-2

1
8
9
 

(0
59

-2
2
4-

2
1
89

) 

0
59

-
2
24

-2
1
99

 

(0
59

-
22

4-
2
19

9
) 

－
 

2
4-

1
1
 

(2
4-

11
切

替
) 

0
24

1
01

8
2
18

9
 

(0
24

1
01

82
1
99

) 
st

ai
sa

ku
@

pr
ef

.m
ie

.lg
.

jp
 

〒
5
2
0-

8
5
77

 
大

津
市

京
町

4
-
1-

1
 

滋 賀 

防
災

危
機

管
理

局
 

0
77

-
52

8
-
39

93
 

(内
線

 
3
4
32

) 

0
7
7-

52
8
-3

4
3
2
 

(0
77

-5
2
4-

8
5
16

) 

0
77

-
5
28

-4
9
94

 

(0
77

-
52

8-
4
99

4
) 

－
 

2
5
-8

23
 

(2
5
-
85

0
) 

0
25

1
00

8
23

 

(0
25

10
0
85

0
) 

as
00

@
pr

e
f.
sh

ig
a.

lg
.jp

 

〒
4
6
0-

8
5
08

 
名

古
屋

市
中

区
三

の
丸

3
-
1-

1
 

名 古 屋 

消
防

局
 

防
 

災
 

部
 

防
 

災
 

室
 

0
52

-
96

1
-
11

11
 

(内
線

 
3
5
22

) 

0
5
2-

97
2
-3

5
2
2
 

(0
52

-9
7
2-

3
5
34

) 

0
52

-
9
62

-4
0
30

 

(0
52

-
95

3-
0
11

9
) 

－
 

－
 

0
23

7
0
06

11
1
 

(0
23

70
0
60

7
0
) 

0
0s

ai
ga

it
ai

sa
ku

@
fd

.c
it
y.

n
ag

oy
a.

lg
.jp

 

※
 

行
政

電
話

、
消

防
防

災
電

話
、

地
域

衛
星

電
話

に
つ

い
て

は
、

は
じ

め
に

識
別

番
号

を
入

力
す

る
か

、
又

は
、

専
用

に
電

話
機

を
使

用
す

る
な

ど
各

県
市

庁
内

で

使
用

方
法

が
異

な
る

た
め

、
そ

れ
ぞ

れ
の

県
市

で
適

切
な

対
応

が
で

き
る

よ
う

に
し

て
お

く
こ

と
。
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編
Ⅱ
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災
害

時
等

の
応

援
に

関
す

る
協

定
 

実
施

細
則

（
国

民
保

護
）
 

  
（趣

旨
） 

第
１

条
 

 
こ

の
実

施
細

則
は

、
「災

害
時

等
の

応
援

に
関

す
る

協
定

」
（以

下
「協

定
」と

い
う

。
）の

う
ち

、
協

定
第

１
条

第
２

号
に

掲
げ

る
武

力
攻

撃
事

態
等

に
お

け
る

我
が

国
の

平
和

と
独

立
並

び
に

国
及

び
国

民
の

安
全

の
確

保
に

関
す

る
法

律
（
平

成
１

５
年

法
律

第
７

９
号

。
以

下
「
武

力

攻
撃

事
態

対
処

法
」
と

い
う

。
）
第

１
条

に
定

め
る

武
力

攻
撃

事
態

等
及

び
協

定
第

１
条

第
３

号
に

掲
げ

る
武

力
攻

撃
事

態
対

処
法

第
２

５
条

第
１

項
に

定
め

る
緊

急
対

処
事

態
に

お
け

る
広

域
応

援
の

実
施

に
関

し
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

（応
援

県
市

） 

第
２

条
 

協
定

第
２

条
第

２
項

に
基

づ
く
主

た
る

応
援

県
市

は
、

被
災

県
市

等
に

お
い

て
応

援
を

必
要

と
す

る
地

域
に

最
も

交
通

至
便

な
隣

接
県

市

と
す

る
。

た
だ

し
、

応
援

を
必

要
と

す
る

地
域

が
広

範
囲

な
場

合
は

、
別

表
の

区
分

に
よ

る
隣

接
県

市
の

間
で

速
や

か
に

協
議

し
、

決
定

す
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

協
定

第
２

条
第

３
項

に
基

づ
く
主

た
る

応
援

県
市

の
救

援
対

策
本

部
の

業
務

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

（1
） 

被
災

県
市

等
の

情
報

収
集

と
状

況
把

握
 

（2
） 

国
民

の
保

護
の

た
め

の
措

置
又

は
緊

急
対

処
保

護
措

置
（以

下
「
国

民
保

護
措

置
等

」と
い

う
。

）に
必

要
な

物
資

、
人

員
、

そ
の

他
要

請
内

容

の
把

握
 

（3
） 

要
請

内
容

の
協

定
県

市
へ

の
適

切
な

仕
分

け
（コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
ト

） 

（4
） 

輸
送

ル
ー

ト
、

応
援

物
資

集
積

場
所

等
の

応
援

に
必

要
な

情
報

の
連

絡
 

（5
） 

被
災

県
市

等
及

び
他

の
国

民
保

護
措

置
等

実
施

機
関

と
の

連
絡

調
整

 

（6
） 

被
災

者
等

の
一

時
収

容
の

た
め

の
施

設
の

確
保

及
び

調
整

 

（7
） 

国
か

ら
の

情
報

収
集

及
び

国
と

の
調

整
 

（8
） 

他
の

広
域

圏
及

び
全

国
知

事
会

と
の

調
整

 

（9
） 

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
国

民
保

護
措

置
等

を
円

滑
に

実
施

す
る

た
め

必
要

な
業

務
 

（応
援

要
請

の
手

続
） 

第
３

条
 

応
援

を
受

け
よ

う
と

す
る

県
市

は
、

電
話

等
に

よ
り

次
の

事
項

を
明

ら
か

に
し

て
要

請
し

、
後

日
、

速
や

か
に

応
援

要
請

書
を

送
付

す
る

も

の
と

す
る

。
 

(1
) 

事
態

の
概

要
、

被
害

の
状

況
 

(2
) 

応
援

を
必

要
と

す
る

地
域

に
お

け
る

国
民

保
護

措
置

等
の

実
施

状
況

 

(3
) 

物
資

等
の

搬
入

、
人

員
の

派
遣

 

ア
 

物
資

・資
機

材
の

搬
入

 

物
資

等
の

品
目

・数
量

、
運

送
先

、
輸

送
手

段
、

交
通

情
報

等
 

 
 

イ
 

人
員

の
派

遣
 

 
 

 
 

職
種

、
人

数
、

派
遣

場
所

、
活

動
内

容
、

派
遣

期
間

、
輸

送
手

段
、

交
通

情
報

等
 

(4
) 

安
全

の
確

保
の

た
め

必
要

な
情

報
 

（応
援

実
施

の
手

続
） 

第
４

条
 

要
請

を
受

け
た

県
市

は
、

要
請

事
項

の
確

認
後

、
速

や
か

に
、

別
表

の
被

災
県

市
等

の
隣

接
県

市
と

連
絡

調
整

し
、

要
請

事
項

及
び

運

送
・
派

遣
に

要
す

る
時

間
な

ど
の

応
援

計
画

を
電

話
等

に
よ

り
被

災
県

市
等

に
伝

達
す

る
と

と
も

に
、

後
日

、
速

や
か

に
応

援
通

知
書

を
送

付
す

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

要
請

を
受

け
た

県
市

と
協

定
第

２
条

第
２

項
に

規
定

す
る

主
た

る
応

援
県

市
と

が
異

な
る

場
合

は
、

主
た

る
応

援
県

市
が

前
項

の
手

続
き

を
行

う

も
の

と
す

る
。

 

（応
援

物
資

の
受

領
の

通
知

） 

 

[資
料

編
Ⅱ
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 第
５

条
 

被
災

県
市

等
は

、
応

援
通

知
書

に
基

づ
く
応

援
物

資
を

受
領

し
た

と
き

は
、

応
援

物
資

受
領

書
を

交
付

す
る

も
の

と
す

る
。

 

（応
援

終
了

報
告

） 

第
６

条
 

主
た

る
応

援
県

市
は

、
応

援
が

終
了

し
た

と
き

は
、

被
災

県
市

等
に

対
し

て
、

応
援

終
了

報
告

書
を

送
付

す
る

も
の

と
す

る
。

 

（災
害

時
等

に
お

け
る

自
主

的
情

報
収

集
活

動
） 

第
７

条
 

協
定

第
５

条
に

規
定

す
る

別
に

定
め

る
と

き
と

は
、

政
府

が
武

力
攻

撃
事

態
対

処
法

第
９

条
第

１
項

に
基

づ
く
対

処
基

本
方

針
又

は
第

２
５

条
第

１
項

に
基

づ
く
緊

急
対

処
事

態
対

処
方

針
を

定
め

た
と

き
を

い
う

。
 

２
 

被
災

県
市

等
が

応
援

を
要

請
し

た
場

合
、

各
県

市
は

、
自

主
的

な
情

報
収

集
活

動
に

よ
っ

て
収

集
し

た
情

報
を

、
直

ち
に

主
た

る
応

援
県

市
に

伝
達

す
る

。
 

（経
費

の
負

担
） 

第
８

条
 

応
援

職
員

の
派

遣
に

要
す

る
経

費
に

つ
い

て
は

、
応

援
県

市
が

定
め

る
規

定
に

よ
り

算
定

し
た

当
該

応
援

職
員

の
旅

費
及

び
諸

手
当

の

額
の

範
囲

内
と

す
る

。
 

（応
援

職
員

の
安

全
の

確
保

） 

第
９

条
 

被
災

県
市

等
は

、
国

等
か

ら
の

情
報

等
に

基
づ

き
、

国
民

保
護

措
置

等
に

従
事

す
る

応
援

職
員

の
安

全
の

確
保

に
十

分
に

配
慮

す
る

も

の
と

す
る

。
 

（情
報

交
換

） 

第
10

条
 

協
定

第
７

条
の

規
定

に
基

づ
き

相
互

に
交

換
す

る
情

報
は

次
の

と
お

り
と

し
、

変
更

の
都

度
、

各
県

市
に

通
知

す
る

も
の

と
す

る
。

 

(1
) 

連
絡

担
当

部
局

及
び

通
信

手
段

 

（2
） 

備
蓄

物
資

、
業

者
提

携
物

資
一

覧
表

 

（3
） 

ヘ
リ

ポ
ー

ト
及

び
ヘ

リ
コ

プ
タ

ー
離

着
陸

可
能

箇
所

 

（4
） 

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
必

要
と

認
め

ら
れ

る
内

容
 

２
 

隣
接

県
市

は
、

前
項

に
定

め
る

情
報

の
ほ

か
、

次
の

内
容

に
つ

い
て

も
情

報
交

換
し

、
よ

り
緊

密
な

連
携

を
図

る
も

の
と

す
る

。
 

（1
） 

輸
送

ル
ー

ト
、

応
援

物
資

の
集

積
場

所
等

の
応

援
に

必
要

な
情

報
 

（2
） 

病
院

・福
祉

施
設

な
ど

の
所

在
地

、
入

院
・入

所
可

能
数

 

（3
） 

生
活

関
連

等
施

設
に

関
す

る
情

報
 

（4
） 

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
必

要
と

認
め

ら
れ

る
内

容
 

 （他
の

応
援

協
定

等
と

の
関

係
） 

第
1
1

条
 

水
道

等
の

個
別

事
業

担
当

部
局

が
締

結
し

て
い

る
既

存
の

広
域

応
援

関
連

協
定

等
が

あ
る

場
合

で
、

そ
の

内
容

が
協

定
と

相
違

す
る

と

き
は

、
当

該
個

別
事

業
担

当
部

局
の

協
定

等
を

優
先

す
る

。
 

 

附
 

則
 

 

こ
の

実
施

細
則

は
、

平
成

２
０

年
３

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 

平
成

２
０

年
３

月
１

日
 

 富
山

県
知

事
政

策
室

長
 

石
川

県
危

機
管

理
監

 
 

福
井

県
安

全
環

境
部

長
 

長
野

県
危

機
管

理
局

長
 

岐
阜

県
危

機
管

理
統

括
監

 

静
岡

県
防

災
局

長
 

愛
知

県
防

災
局

長
 

三
重

県
防

災
危

機
管

理
部

長
 

滋
賀

県
防

災
危

機
管

理
監

 
名

古
屋

市
消

防
長
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 富
士

山
火

山
防

災
対

策
に

関
す

る
協

定
 

 

（
県

危
機

政
策

課
）
 

（
趣

旨
）
 

第
１

条
 

こ
の

協
定

は
、

山
梨

県
、

静
岡

県
及

び
神

奈
川

県
（
以

下
、

「
三

県
」
と

い
う

。
）
に

お
い

て
、

富
士

山
噴

火
災

害
が

発

生
し

、
又

は
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
、

相
互

に
連

携
し

て
応

急
対

策
及

び
復

旧
対

策
を

迅
速

か
つ

円
滑

に
実

施
す

る
た

め
、

災
害

対
策

基
本

法
（
昭

和
3
6
年

法
律

第
2
2
3
号

）
第

５
条

の
２

及
び

第
８

条
第

２
項

第
1
2号

の
規

定
に

よ
る

地
方

公

共
団

体
相

互
の

広
域

的
な

連
携

協
力

に
関

す
る

基
本

方
針

の
内

容
に

基
づ

き
、

三
県

で
連

携
し

て
取

り
組

む
対

策
及

び
応

援
そ

の
他

の
事

項
に

つ
い

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

 （
情

報
共

有
体

制
の

確
立

）
 

第
２

条
 

三
県

は
、

富
士

山
噴

火
災

害
対

策
を

迅
速

か
つ

円
滑

に
実

施
す

る
た

め
の

情
報

共
有

体
制

を
確

立
す

る
と

と
も

に
、

富
士

山
の

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
に

応
じ

て
相

互
に

情
報

連
絡

す
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

前
項

の
体

制
を

確
保

す
る

た
め

、
三

県
は

、
あ

ら
か

じ
め

連
絡

担
当

部
署

を
定

め
、

富
士

山
噴

火
災

害
時

の
情

報
連

絡
手

段
を

常
に

確
保

す
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
連

携
し

て
取

り
組

む
対

策
）
 

第
３

条
 

三
県

が
連

携
し

て
取

り
組

む
対

策
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

(1
) 

交
通

対
策

 

危
険

地
域

へ
の

進
入

防
止

や
避

難
経

路
の

確
保

等
に

関
す

る
こ

と
 

(2
) 

避
難

対
策

 

避
難

施
設

の
確

保
及

び
避

難
者

の
搬

送
等

に
関

す
る

こ
と

 

 
(3

) 
降

灰
対

策
 

火
山

灰
の

除
去

・運
搬

等
に

関
す

る
こ

と
 

 
(4

) 
前

各
号

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

特
に

必
要

な
対

策
 

 （
応

援
の

種
類

）
 

第
４

条
 

応
援

の
種

類
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
(1

) 
物

資
等

の
提

供
及

び
あ

っ
せ

ん
 

ア
 

食
料

、
飲

料
水

及
び

そ
の

他
の

生
活

必
需

物
資

 

イ
 

避
難

、
救

出
、

医
療

、
防

疫
、

施
設

の
応

急
復

旧
等

に
必

要
な

資
機

材
及

び
物

資
 

ウ
 

避
難

、
救

援
及

び
救

助
活

動
に

必
要

な
車

両
・
船

舶
等

 

(2
) 

応
急

対
策

に
必

要
な

職
員

の
派

遣
等

 

ア
 

避
難

、
救

援
、

救
助

及
び

応
急

復
旧

等
に

必
要

な
職

員
 

イ
 

ヘ
リ

コ
プ

タ
ー

等
に

よ
る

情
報

収
集

等
 

ウ
 

応
急

危
険

度
判

定
士

、
ケ

ー
ス

ワ
ー

カ
ー

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

あ
っ

せ
ん

 

(3
) 

施
設

又
は

業
務

の
提

供
若

し
く
は

あ
っ

せ
ん

 

ア
 

避
難

者
、

被
災

者
を

一
時

収
容

す
る

た
め

の
施

設
 

イ
 

傷
病

者
の

受
入

れ
の

た
め

の
医

療
機

関
 

ウ
 

火
葬

場
、

ゴ
ミ

・
し

尿
処

理
業

務
 

エ
 

仮
設

住
宅

用
地

 

オ
 

輸
送

路
の

確
保

及
び

物
資

拠
点

施
設

 

(4
) 

前
各

号
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
特

に
要

請
の

あ
っ

た
事

項
 

 
[資

料
編

Ⅱ
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 （
応

援
要

請
の

方
法

）
 

第
５

条
 

応
援

を
受

け
よ

う
と

す
る

県
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

項
の

う
ち

必
要

な
事

項
を

記
載

し
、

文
書

に
よ

り
応

援
を

要

請
す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
緊

急
の

場
合

は
、

電
話

等
に

よ
り

口
頭

で
要

請
し

、
後

に
文

書
を

速
や

か
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

 

(1
) 

被
害

の
状

況
 

(2
) 

要
請

す
る

応
援

の
内

容
 

(3
) 

応
援

の
場

所
及

び
応

援
場

所
へ

の
経

路
 

(4
) 

車
両

、
航

空
機

、
船

舶
の

派
遣

場
所

 

(5
) 

応
援

の
期

間
 

(6
) 

要
請

担
当

責
任

者
氏

名
及

び
連

絡
先

 

(7
) 

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

必
要

な
事

項
 

 （
応

援
の

自
主

出
動

）
 

第
６

条
 

富
士

山
噴

火
災

害
が

発
生

し
た

場
合

、
各

県
は

速
や

か
に

被
害

状
況

等
に

つ
い

て
自

主
的

な
情

報
収

集
を

行
い

、

そ
の

情
報

を
必

要
に

応
じ

他
の

二
県

に
提

供
す

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

前
項

の
情

報
提

供
等

を
受

け
た

県
が

、
応

援
の

必
要

を
認

め
た

場
合

は
、

自
主

的
に

応
援

活
動

に
出

動
で

き
る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

前
項

に
よ

り
自

主
出

動
を

実
施

し
た

県
は

、
他

の
二

県
に

対
し

て
、

出
動

の
連

絡
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

４
 

自
主

的
な

応
援

活
動

の
た

め
に

職
員

を
派

遣
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、
派

遣
職

員
自

ら
が

消
費

又
は

使
用

す
る

物
資

の

携
行

そ
の

他
自

律
的

活
動

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

 

 （
応

援
の

受
入

れ
体

制
）
 

第
７

条
 

三
県

は
、

富
士

山
噴

火
災

害
の

発
生

時
に

お
け

る
他

県
か

ら
の

応
援

要
員

、
応

援
物

資
等

を
受

け
入

れ
る

た
め

の

施
設

、
場

所
等

必
要

な
事

項
を

あ
ら

か
じ

め
定

め
て

お
く
も

の
と

す
る

。
 

 （
応

援
経

費
の

負
担

）
 

第
８

条
 

応
援

に
要

し
た

経
費

は
、

法
令

そ
の

他
別

に
定

め
が

あ
る

場
合

を
除

き
、

応
援

を
受

け
た

県
が

負
担

す
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

応
援

を
受

け
た

県
が

、
前

項
に

規
定

す
る

費
用

を
支

弁
す

る
い

と
ま

が
な

く
、

か
つ

、
応

援
を

受
け

た
県

か
ら

要
請

が
あ

っ

た
場

合
に

は
、

応
援

し
た

県
は

、
当

該
費

用
を

一
部

繰
替

支
弁

す
る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

自
主

出
動

に
よ

る
被

災
地

に
お

け
る

被
害

情
報

収
集

に
要

し
た

経
費

は
、

応
援

し
た

県
が

負
担

す
る

も
の

と
す

る
。

 

４
 

前
３

項
の

規
定

に
よ

り
が

た
い

と
き

は
、

そ
の

都
度

、
応

援
を

受
け

た
県

と
応

援
し

た
県

の
間

で
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と

す
る

。
 

 （
平

常
時

の
取

組
み

）
 

第
９

条
 

三
県

は
、

こ
の

協
定

に
基

づ
く
応

援
等

が
円

滑
に

行
わ

れ
る

よ
う

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
取

組
み

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

(1
) 

富
士

山
噴

火
災

害
対

策
に

関
す

る
調

整
 

(2
) 

合
同

防
災

訓
練

の
実

施
 

(3
) 

関
連

情
報

の
交

換
 

(4
) 

そ
の

他
必

要
な

取
組

み
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 （
そ

の
他

）
 

第
10

条
 

こ
の

協
定

の
実

施
に

関
し

、
必

要
な

事
項

又
は

こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

に
つ

い
て

は
、

三
県

が
協

議
し

て

別
に

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 

附
則

 
こ

の
協

定
は

、
平

成
２

１
年

１
０

月
２

９
日

か
ら

適
用

す
る

。
 

 こ
の

協
定

の
締

結
を

証
す

る
た

め
、

本
協

定
書

３
通

を
作

成
し

、
各

１
通

を
保

有
す

る
。

 

   
平

成
２

１
年

１
０

月
２

９
日

 

    

山
梨

県
知

事
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

静
岡

県
知

事
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

神
奈

川
県

知
事
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予
報
及
び

警
報
の
名
称

噴
火
予
報

対
象
範
囲

を
付
し
た

警
報
の
呼
称

－

レ
ベ
ル
1

（
平
常
）

レ
ベ
ル
2

(
火
口
周
辺
規
制
)

レ
ベ
ル
3

（
入
山
規
制
）

レ
ベ
ル
4

（
避
難
準
備
）

レ
ベ
ル
5

（
避
難
）

配
備

体
制

の
状
況

－
○

○
○

○

入
山

規
制

の
状
況

－
○

(
火
口
周
辺
の
立

入
規
制
状
況
)

○
○

○

交
通

規
制

の
状
況

－
－

○
○

○

避
難
準

備
情

報
の
発

表
－

－
－

○
○

避
難
勧

告
・
指

示
の

状
況

－
－

－
○

○

避
難

所
の
開

設
状

況
－

－
－

○
○

広
域

応
援

の
要
請

－
－

－
○

○

そ
の

他
必
要

な
項

目
－

○
○

○
○

噴
火
警
戒
レ
ベ
ル
(
キ
ー
ワ
ー
ド
)

情
報

連
絡
す

る
項

目

　
山

梨
県

、
静
岡

県
、

神
奈

川
県

は
、

富
士
山

火
山

防
災

対
策
に

関
す

る
協

定
第

2
条
第

1
項
に

基
づ

き
、
次

の
と
お

り
富

士
山
の

噴
火

警
戒

レ
ベ

ル
に

応
じ
た

連
絡

を
行

う
。

富
士
山

火
山

防
災
対

策
に

関
す

る
協
定

に
係

る
情

報
連

絡
に
つ

い
て

（
案

）

噴
火
警
報
（
居
住
地
域
）

噴
火
警
報
（
火
口
周
辺
）

噴
火
警
報

-494-



1
9-

1-
5 

大
規

模
災

害
時

等
に

お
け

る
被

害
情

報
の

提
供

に
関

す
る

基
本

協
定

 
（県

危
機

対
策

課
） 

 
静

岡
県

（
以

下
「
甲

」
と

い
う

。
）
と

株
式

会
社

ロ
ー

ソ
ン

（
以

下
「
乙

」
と

い
う

。
）
と

は
、

東
海

地
震

等
大

規
模

地
震

発
生

時
(以

下
｢発

災
時

｣と
い

う
。

)に
お

け
る

被
害

情
報

の
収

集
に

関
し

、
次

の
と

お
り

協
定

を
締

結
す

る
。

 

 

（
目

的
）
 

第
１

条
 

こ
の

協
定

は
、

発
災

時
に

、
乙

が
、

乙
の

集
約

し
た

店
舗

や
店

舗
周

辺
の

被
害

状
況

を
甲

に
提

供
す

る
こ

と
に

よ
り

、
甲

が
実

施
す

る
被

害
情

報
の

収
集

を
支

援
し

、
も

っ
て

、
災

害
応

急
対

策
の

迅
速

化
を

図
る

こ
と

を

目
的

と
す

る
。

 

  
 
(定

義
) 

第
２

条
 

東
海

地
震

等
大

規
模

地
震

発
生

時
と

は
、

静
岡

県
内

で
震

度
６

弱
以

上
の

地
震

を
観

測
し

た
場

合
を

い

う
。

 

 

（
提

供
す

る
情

報
）
 

第
３

条
 

乙
が

甲
に

提
供

す
る

被
害

情
報

は
、

別
紙

様
式

を
参

考
に

次
の

内
容

と
す

る
。

 

(1
) 

静
岡

県
内

の
各

店
舗

の
水

道
、

ガ
ス

、
電

気
の

被
害

状
況

で
把

握
で

き
た

も
の

 

(2
) 

静
岡

県
内

の
各

店
舗

周
辺

の
被

害
で

、
火

災
、

倒
壊

家
屋

、
大

規
模

な
事

故
等

で
把

握
で

き
た

も
の

 

２
 

乙
は

、
前

項
に

規
定

す
る

情
報

を
発

災
以

降
可

能
な

限
り

速
や

か
に

甲
に

提
供

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 

（
連

絡
体

制
の

確
保

）
 

第
４

条
 

甲
及

び
乙

は
、

相
互

の
連

絡
を

円
滑

に
実

施
で

き
る

よ
う

複
数

の
通

信
手

段
を

確
保

す
る

も
の

と
し

、
す

く

な
く
と

も
年

１
回

通
信

試
験

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 

(通
信

費
等

) 

第
５

条
 
甲

及
び

乙
が

情
報

連
絡

等
の

た
め

に
要

し
た

通
信

費
等

に
つ

い
て

は
、

甲
及

び
乙

が
そ

れ
ぞ

れ
負

担
す

る
。

 

 

（
防

災
訓

練
）
 

第
６

条
 

甲
及

び
乙

は
、

甲
又

は
乙

が
こ

の
協

定
の

実
効

性
を

確
保

す
る

た
め

防
災

訓
練

等
を

実
施

す
る

場
合

は
、

業
務

に
支

障
の

な
い

範
囲

で
協

力
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 

(損
害

賠
償

責
任

) 

第
７

条
 

乙
は

、
甲

に
提

供
し

た
情

報
に

誤
り

が
あ

っ
た

場
合

、
故

意
又

は
重

大
な

過
失

が
な

い
限

り
、

損
害

賠
償

責
任

を
負

わ
な

い
。

 

 

（
協

定
の

変
更

）
 

第
８

条
 

こ
の

協
定

を
変

更
す

る
必

要
が

生
じ

た
場

合
は

、
甲

乙
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

 

（
有

効
期

間
）
 

第
９

条
 

こ
の

協
定

は
、

締
結

日
か

ら
そ

の
効

力
を

有
す

る
も

の
と

し
、

甲
又

は
乙

が
文

書
を

も
っ

て
協

定
の

終
了

を
通

知
し

な
い

限
り

、
そ

の
効

力
を

維
持

す
る

。
 

 

（
そ

の
他

）
 

第
1
0

条
 

こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

及
び

こ
の

協
定

に
関

し
て

疑
義

が
生

じ
た

と
き

は
、

そ
の

都
度

甲
乙

協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

 

上
記

の
協

定
の

成
立

を
証

す
る

た
め

、
こ

の
協

定
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、

各
自

そ
の

１
通

を
所

持
す

る
。

 

   

平
成

２
１

年
 

３
月

３
１

日
 

  
甲

 
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
追

手
町

９
番

６
号

 

 

静
岡

県
知

事
 

 
 

 
石

 
川

 
嘉

 
延

 
  

乙
 

愛
知

県
名

古
屋

市
中

区
錦

２
－

４
－

１
１

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
株

式
会

社
ロ

ー
ソ

ン
 

上
級

執
行

役
員

 
中

部
ロ

ー
ソ

ン
支

社
 

 

支
 
社

 
長

 
 

 
 

 
水

 
野

 
隆

 
喜
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別
紙

様
式

 

  
  

  
 コ

ン
ビ

ニ
エ

ン
ス

ス
ト
ア

の
被

害
状

況
報

告
書

(参
考

様
式

) 

                                        

※
 Ｆ

Ａ
Ｘ

の
送

信
時

間
短

縮
を

図
る

た
め

、
縦

罫
線

は
可

能
な

限
り

使
用

し
な

い
。
 

 

市
町

村
名

 
住

 
所

 
店

舗
名

 
被

害
状

況
 

(○
使

用
可

、
×

使
用

不
可

) 
特

記
事

項
 

(記
載

例
) 

A
 
市

 
 

Ｂ
区

Ｃ
町

 
 

Ｄ
町

店
 

 
 

水
道

 
 
・
  

ガ
ス

 
 
･ 

 
電

気
 

周
辺

家
屋

倒
壊

率
2
0
％

 

○
町

方
面

火
災

2
件

 

 
 

 
水

道
 
 
・
 
 
ガ

ス
  

･ 
 
電

気
 

 

 
 

 
水

道
 
 
・
 
 
ガ

ス
  

･ 
 
電

気
 

 

 
 

 
水

道
 
 
・
 
 
ガ

ス
  

･ 
 
電

気
 

 

 
 

 
水

道
 
 
・
 
 
ガ

ス
  

･ 
 
電

気
 

 

 
 

 
水

道
 
 
・
 
 
ガ

ス
  

･ 
 
電

気
 

 

 
 

 
水

道
 
 
・
 
 
ガ

ス
  

･ 
 
電

気
 

 

 
 

 
水

道
 
 
・
 
 
ガ

ス
  

･ 
 
電

気
 

 

 
 

 
水

道
 
 
・
 
 
ガ

ス
  

･ 
 
電

気
 

 

 
 

 
水

道
 
 
・
 
 
ガ

ス
  

･ 
 
電

気
 

 

 
 

 
水

道
 
 
・
 
 
ガ

ス
  

･ 
 
電

気
 

 

 
 

 
水

道
 
 
・
 
 
ガ

ス
  

･ 
 
電

気
 

 

 
 

 
水

道
 
 
・
 
 
ガ

ス
  

･ 
 
電

気
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1
9-

1
-6

 
熊

本
県

と
静

岡
県

と
の

災
害

時
の

相
互

応
援

等
に

関
す

る
協

定
書

 （
県

危
機

政
策

課
）
 

 

熊
本

県
と

静
岡

県
と

は
、

い
ず

れ
か

の
県

の
県

内
に

お
い

て
地

震
、

津
波

、
風

水
害

、
家

畜
の

感
染

症
（
口

蹄
疫

、
鳥

イ
ン

フ
ル

エ

ン
ザ

等
）
等

の
災

害
が

発
生

し
、

被
災

し
た

県
（
以

下
「
被

災
県

」
と

い
う

。
）
が

単
独

で
は

十
分

な
対

応
が

で
き

な
い

と
き

に
、

被
災

し
て

い
な

い
県

（
以

下
「
相

手
県

」
と

い
う

。
）
の

応
援

を
受

け
る

こ
と

に
よ

り
迅

速
か

つ
効

率
的

な
災

害
応

急
対

策
や

災
害

復
旧

を
実

施
す

る

と
と

も
に

、
平

常
時

に
お

け
る

防
災

及
び

危
機

管
理

の
体

制
の

充
実

強
化

を
図

る
た

め
、

相
互

応
援

及
び

平
常

時
の

協
力

等
に

関
し

次
の

と
お

り
協

定
す

る
。

 

 

（
応

援
等

に
関

す
る

連
絡

窓
口

及
び

情
報

交
換

）
 

第
1

条
 

熊
本

県
及

び
静

岡
県

（
以

下
「
両

県
」
と

い
う

。
）は

、
あ

ら
か

じ
め

災
害

時
の

応
援

及
び

平
常

時
の

協
力

に
関

す
る

連
絡

窓

口
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

両
県

は
、

平
常

時
に

お
い

て
も

、
連

絡
体

制
の

維
持

強
化

を
目

的
と

し
て

前
項

の
連

絡
窓

口
を

通
じ

た
情

報
交

換
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

 

（
平

常
時

の
協

力
）
 

第
2

条
 

両
県

は
、

平
常

時
に

お
い

て
、

次
に

掲
げ

る
業

務
に

つ
い

て
相

互
に

協
力

す
る

も
の

と
す

る
。

 

（
１

）
 

庁
内

防
災

組
織

体
制

等
に

関
す

る
情

報
交

換
 

（
２

）
 

両
県

の
地

理
的

条
件

、
防

災
や

応
援

活
動

に
必

要
と

な
る

情
報

の
交

換
 

（
３

）
 

総
合

防
災

訓
練

等
へ

の
職

員
派

遣
及

び
受

入
に

よ
る

研
修

の
実

施
 

（
４

）
 

防
災

・
危

機
管

理
に

関
す

る
調

査
研

究
成

果
等

の
情

報
の

共
有

 

（
５

）
 

災
害

時
の

応
援

の
迅

速
か

つ
効

率
的

な
実

施
に

係
る

協
議

 

（
６

）
 

そ
の

他
防

災
・
危

機
管

理
に

関
す

る
業

務
 

 

（
災

害
発

生
時

の
応

援
）
 

第
3

条
 

災
害

が
発

生
し

た
場

合
で

単
独

で
は

十
分

な
災

害
応

急
対

策
が

で
き

な
い

と
判

断
し

た
と

き
は

、
被

災
県

は
、

相
手

県
に

応

援
を

要
請

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

応
援

の
要

請
を

受
け

た
相

手
県

は
、

被
災

県
の

災
害

応
急

対
策

の
た

め
に

、
次

に
掲

げ
る

措
置

を
行

う
よ

う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

（
１

）
 

災
害

応
急

対
策

を
行

う
職

員
の

派
遣

 

（
２

）
 

避
難

所
や

災
害

対
策

本
部

等
で

必
要

と
な

る
物

資
、

資
機

材
の

調
達

及
び

配
送

 

（
３

）
 

そ
の

他
被

災
県

が
要

請
し

た
措

置
 

 

（
災

害
復

旧
時

の
応

援
）
 

第
４

条
 

単
独

で
は

十
分

な
災

害
復

旧
が

で
き

な
い

と
判

断
し

た
と

き
は

、
被

災
県

は
、

相
手

県
に

応
援

を
要

請
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

応
援

の
要

請
を

受
け

た
相

手
県

は
、

被
災

県
の

災
害

復
旧

の
た

め
に

、
職

員
の

派
遣

等
に

努
め

る
も

の
と

す

る
。

 

  

（
応

援
要

請
の

手
続

） 

第
５

条
 

被
災

県
は

、
第

３
条

第
１

項
又

は
前

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

応
援

を
要

請
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
電

話
、

電
子

メ
ー

ル
、

フ

ァ
ッ

ク
ス

な
ど

の
情

報
伝

達
手

段
に

よ
り

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
明

ら
か

に
し

て
行

う
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
入

手
で

き
て

い
な

い
事

項
が

あ
る

場
合

に
は

、
当

該
事

項
を

除
く
こ

と
が

で
き

る
。

 

（
１

）
 

被
害

の
状

況
 

（
２

）
 

応
援

を
要

請
す

る
内

容
 

（
３

）
 

応
援

を
要

請
す

る
地

域
及

び
当

該
地

域
ま

で
の

経
路

 

（
４

）
 

そ
の

他
応

援
に

当
た

っ
て

留
意

す
べ

き
事

項
 

２
 

被
災

県
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
応

援
要

請
を

行
っ

た
場

合
は

、
後

日
、

速
や

か
に

そ
の

旨
を

相
手

県
に

文
書

に
て

提
出

す
る

も

の
と

す
る

。
 

 

（
応

援
経

費
の

負
担

） 

第
６

条
 

被
災

県
か

ら
前

条
に

規
定

す
る

応
援

要
請

が
あ

っ
た

と
き

は
、

応
援

に
要

し
た

費
用

は
、

被
災

県
の

負
担

と
す

る
。

た
だ

し
、

こ
れ

に
よ

り
難

い
と

両
県

が
判

断
し

た
と

き
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

２
 

被
災

県
が

前
項

前
段

の
規

定
に

よ
り

費
用

を
負

担
す

る
場

合
で

、
被

災
県

が
当

該
費

用
を

支
弁

す
る

い
と

ま
が

な
く
、

か
つ

、
被

災
県

か
ら

相
手

県
に

要
請

が
あ

っ
た

と
き

は
、

相
手

県
は

、
当

該
費

用
を

一
時

繰
替

支
弁

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 

（
要

請
に

よ
ら

な
い

応
援

）
 

第
７

条
 

大
規

模
な

災
害

が
発

生
し

た
場

合
で

、
被

災
県

と
の

連
絡

が
取

れ
な

い
と

き
は

、
相

手
県

は
、

当
該

職
員

を
被

災
県

に
派

遣

し
、

情
報

収
集

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

情
報

収
集

の
結

果
、

被
災

県
を

応
援

す
る

必
要

が
あ

る
と

判
断

し
た

と
き

は
、

相
手

県
は

、
第

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
要

請
が

な
い

場
合

で
あ

っ
て

も
、

必
要

な
応

援
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

３
 

前
項

の
応

援
に

要
し

た
費

用
の

負
担

に
つ

い
て

は
、

前
条

の
規

定
を

準
用

す
る

。
 

 

（
協

議
） 

第
８

条
 

こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

に
つ

い
て

定
め

を
す

る
必

要
が

生
じ

た
と

き
、

こ
の

協
定

に
定

め
る

事
項

に
疑

義
が

生
じ

た

と
き

、
又

は
こ

の
協

定
に

定
め

る
事

項
を

変
更

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

そ
の

都
度

両
県

協
議

し
て

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 

こ
の

協
定

の
成

立
を

証
す

る
た

め
、

本
書

２
通

を
作

成
し

、
両

県
知

事
署

名
の

う
え

、
各

自
そ

の
１

通
を

所
持

す
る

。
 

 

平
成

２
３

年
 

７
月

２
５

日
 

 

 

 
熊

本
県

知
事

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
静

岡
県

知
事
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-7

 
鹿

児
島

県
と

静
岡

県
と

の
災

害
時

の
相

互
応

援
等

に
関

す
る

協
定

書
 

（
県

危
機

政
策

課
）
 

 

鹿
児

島
県

と
静

岡
県

と
は

、
い

ず
れ

か
の

県
の

県
内

に
お

い
て

地
震

、
津

波
、

火
山

噴
火

、
風

水
害

等
の

災
害

が
発

生
し

、
被

災
し

た
県

（
以

下
「
被

災
県

」
と

い
う

。
）
が

単
独

で
は

十
分

な
対

応
が

で
き

な
い

と
き

に
、

被
災

し
て

い
な

い
県

（
以

下
「
相

手
県

」と
い

う
。

）
の

応
援

を
受

け
る

こ
と

に
よ

り
迅

速
か

つ
効

率
的

な
災

害
応

急
対

策
や

災
害

復
旧

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

平
常

時
に

お
け

る
防

災
及

び

危
機

管
理

の
体

制
の

充
実

強
化

を
図

る
た

め
、

相
互

応
援

及
び

平
常

時
の

協
力

等
に

関
し

次
の

と
お

り
協

定
す

る
。

 

 

（
応

援
等

に
関

す
る

連
絡

窓
口

及
び

情
報

交
換

）
 

第
1

条
 

鹿
児

島
県

及
び

静
岡

県
（
以

下
「
両

県
」
と

い
う

。
）
は

、
あ

ら
か

じ
め

災
害

時
の

応
援

及
び

平
常

時
の

協
力

に
関

す
る

連
絡

窓
口

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

両
県

は
、

平
常

時
に

お
い

て
も

、
連

絡
体

制
の

維
持

強
化

を
目

的
と

し
て

前
項

の
連

絡
窓

口
を

通
じ

た
情

報
交

換
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

 

（
平

常
時

の
協

力
）
 

第
2

条
 

両
県

は
、

平
常

時
に

お
い

て
、

次
に

掲
げ

る
業

務
に

つ
い

て
相

互
に

協
力

す
る

も
の

と
す

る
。

 

（
１

）
 

庁
内

防
災

組
織

体
制

等
に

関
す

る
情

報
交

換
 

（
２

）
 

両
県

の
地

理
的

条
件

、
防

災
や

応
援

活
動

に
必

要
と

な
る

情
報

の
交

換
 

（
３

）
 

総
合

防
災

訓
練

等
へ

の
職

員
派

遣
及

び
受

入
に

よ
る

研
修

の
実

施
 

（
４

）
 

防
災

・
危

機
管

理
に

関
す

る
調

査
研

究
成

果
等

の
情

報
の

共
有

 

（
５

）
 

災
害

時
の

応
援

の
迅

速
か

つ
効

率
的

な
実

施
に

係
る

協
議

 

（
６

）
 

そ
の

他
防

災
・
危

機
管

理
に

関
す

る
業

務
 

 

（
災

害
発

生
時

の
応

援
）
 

第
3

条
 

災
害

が
発

生
し

た
場

合
で

単
独

で
は

十
分

な
災

害
応

急
対

策
が

で
き

な
い

と
判

断
し

た
と

き
は

、
被

災
県

は
、

相
手

県
に

応

援
を

要
請

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

応
援

の
要

請
を

受
け

た
相

手
県

は
、

被
災

県
の

災
害

応
急

対
策

の
た

め
に

、
次

に
掲

げ
る

措
置

を
行

う
よ

う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

（
１

）
 

災
害

応
急

対
策

を
行

う
職

員
の

派
遣

 

（
２

）
 

避
難

所
や

災
害

対
策

本
部

等
で

必
要

と
な

る
物

資
の

調
達

及
び

配
送

 

（
３

）
 

そ
の

他
被

災
県

が
要

請
し

た
措

置
 

 

（
災

害
復

旧
時

の
応

援
）
 

第
４

条
 

単
独

で
は

十
分

な
災

害
復

旧
が

で
き

な
い

と
判

断
し

た
と

き
は

、
被

災
県

は
、

相
手

県
に

応
援

を
要

請
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
り

応
援

の
要

請
を

受
け

た
相

手
県

は
、

被
災

県
の

災
害

復
旧

の
た

め
に

、
職

員
の

派
遣

等
に

努
め

る
も

の
と

す

る
。

 

   

（
応

援
要

請
の

手
続

） 

第
５

条
 

被
災

県
は

、
第

３
条

第
１

項
又

は
前

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

応
援

を
要

請
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
電

話
、

電
子

メ
ー

ル
、

フ

ァ
ッ

ク
ス

な
ど

の
情

報
伝

達
手

段
に

よ
り

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
明

ら
か

に
し

て
行

う
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
入

手
で

き
て

い
な

い
事

項
が

あ
る

場
合

に
は

、
当

該
事

項
を

除
く
こ

と
が

で
き

る
。

 

（
１

）
 

被
害

の
状

況
 

（
２

）
 

応
援

を
要

請
す

る
内

容
 

（
３

）
 

応
援

を
要

請
す

る
地

域
及

び
当

該
地

域
ま

で
の

経
路

 

（
４

）
 

そ
の

他
応

援
に

当
た

っ
て

留
意

す
べ

き
事

項
 

２
 

被
災

県
は

、
前

項
の

規
定

に
よ

る
応

援
要

請
を

行
っ

た
場

合
は

、
後

日
、

速
や

か
に

そ
の

旨
を

相
手

県
に

文
書

に
て

提
出

す
る

も

の
と

す
る

。
 

 

（
応

援
経

費
の

負
担

） 

第
６

条
 

被
災

県
か

ら
前

条
に

規
定

す
る

応
援

要
請

が
あ

っ
た

と
き

は
、

応
援

に
要

し
た

費
用

は
、

被
災

県
の

負
担

と
す

る
。

た
だ

し
、

こ
れ

に
よ

り
難

い
と

両
県

が
判

断
し

た
と

き
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

２
 

被
災

県
が

前
項

前
段

の
規

定
に

よ
り

費
用

を
負

担
す

る
場

合
で

、
被

災
県

が
当

該
費

用
を

支
弁

す
る

い
と

ま
が

な
く
、

か
つ

、
被

災
県

か
ら

相
手

県
に

要
請

が
あ

っ
た

と
き

は
、

相
手

県
は

、
当

該
費

用
を

一
時

繰
替

支
弁

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 

（
要

請
に

よ
ら

な
い

応
援

）
 

第
７

条
 

大
規

模
な

災
害

が
発

生
し

た
場

合
で

、
被

災
県

と
の

連
絡

が
取

れ
な

い
と

き
は

、
相

手
県

は
、

当
該

職
員

を
被

災
県

に
派

遣

し
、

情
報

収
集

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 

前
項

の
規

定
に

よ
る

情
報

収
集

の
結

果
、

被
災

県
を

応
援

す
る

必
要

が
あ

る
と

判
断

し
た

と
き

は
、

相
手

県
は

、
第

３
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
要

請
が

な
い

場
合

で
あ

っ
て

も
、

必
要

な
応

援
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

３
 

前
項

の
応

援
に

要
し

た
費

用
の

負
担

に
つ

い
て

は
、

前
条

の
規

定
を

準
用

す
る

。
 

 

（
協

議
） 

第
８

条
 

こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

に
つ

い
て

定
め

を
す

る
必

要
が

生
じ

た
と

き
、

こ
の

協
定

に
定

め
る

事
項

に
疑

義
が

生
じ

た

と
き

、
又

は
こ

の
協

定
に

定
め

る
事

項
を

変
更

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

そ
の

都
度

両
県

協
議

し
て

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 

こ
の

協
定

の
成

立
を

証
す

る
た

め
、

本
書

２
通

を
作

成
し

、
両

県
知

事
署

名
の

う
え

、
各

自
そ

の
１

通
を

所
持

す
る

。
 

 

平
成

２
３

年
１

１
月

１
４

日
 

 

 

鹿
児

島
知

事
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
静

岡
県

知
事
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-
1

地
震

災
害

時
等

に
お

け
る

車
両

の
調

達
に

関
す

る
協

定
書

静
岡

県
（
以

下
「
甲

」
と

い
う

。
）
と

静
岡

県
レ

ン
タ

カ
ー

協
会

（
以

下
「
乙

」
と

い
う

。
）
は

、
地

震
災

害
、

風
水

害
そ

の
他

の
災

害
が

発
生

し
た

場
合

又
は

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

（
以

下
「
地

震
災

害
時

等
」
と

い
う

。
）
の

災
害

応
急

対
策

に
必

要
な

車
両

の
調

達
に

関
し

、
次

の

と
お

り
協

定
を

締
結

す
る

。

（
協

力
の

要
請

）

第
１

条
甲

は
、

地
震

災
害

時
等

に
、

車
両

の
調

達
が

必
要

で
あ

る
と

認
め

た
と

き
に

は
乙

に
対

し
、

そ
の

協
会

員
が

保
有

す
る

車
両

の
借

用

に
よ

る
調

達
に

関
し

、
協

力
要

請
を

行
う

も
の

と
す

る
。

２
協

力
要

請
を

受
け

た
乙

は
、

要
請

内
容

つ
い

て
協

会
員

へ
の

周
知

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

（
地

震
災

害
時

等
の

協
力

体
制

）

第
２

条
甲

及
び

乙
は

、
地

震
災

害
時

等
の

車
両

の
調

達
に

関
し

、
連

携
を

密
に

し
て

対
応

に
当

た
る

も
の

と
す

る
。

２
乙

は
、

協
会

員
の

被
害

状
況

や
車

両
提

供
の

可
否

に
関

す
る

情
報

を
可

能
な

限
り

収
集

し
、

甲
に

対
す

る
情

報
提

供
に

努
め

る
と

と
も

に
、

車
両

の
調

達
に

関
し

、
調

整
、

助
言

等
の

支
援

を
行

う
も

の
と

す
る

。

（
借

用
の

手
続

）

第
３

条
甲

は
、

車
両

の
提

供
が

可
能

で
あ

る
乙

の
協

会
員

を
特

定
し

、
直

接
、

当
該

協
会

員
に

対
し

、
車

両
の

借
用

要
請

を
行

う
も

の
と

す

る
。

２
甲

は
、

借
用

要
請

を
行

っ
た

乙
の

協
会

員
と

車
両

の
受

渡
し

の
場

所
や

方
法

に
つ

い
て

調
整

を
行

い
、

可
能

な
限

り
迅

速
な

車
両

調
達

に

努
め

る
も

の
と

す
る

。

３
甲

は
、

借
用

要
請

を
行

っ
た

乙
の

協
会

員
の

指
示

す
る

手
続

に
従

い
車

両
を

借
用

す
る

も
の

と
す

る
。

（
費

用
の

支
払

い
）

第
４

条
車

両
の

借
用

に
係

る
賃

借
料

は
、

災
害

発
生

時
の

直
前

に
お

け
る

適
正

な
料

金
を

参
考

と
し

て
、

甲
と

車
両

を
提

供
す

る
乙

の
協

会

員
と

の
協

議
に

よ
り

、
決

定
す

る
も

の
と

す
る

。

２
甲

は
、

前
項

で
決

定
し

た
賃

借
料

を
、

車
両

を
提

供
し

た
乙

の
協

会
員

か
ら

の
請

求
に

応
じ

て
支

払
う

も
の

と
す

る
。

（
平

常
時

に
お

け
る

対
応

）

第
５

条
甲

及
び

乙
は

、
平

常
時

か
ら

、
地

震
災

害
時

等
の

車
両

調
達

活
動

に
支

障
を

き
た

さ
な

い
よ

う
連

絡
手

段
や

連
絡

体
制

の
確

保
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。

２
甲

は
、

平
常

時
か

ら
、

甲
の

近
隣

に
所

在
す

る
乙

の
協

会
員

に
対

し
、

地
震

災
害

時
等

に
お

け
る

優
先

的
な

車
両

提
供

の
協

力
を

求
め

、

当
該

協
会

員
の

協
力

を
得

て
行

う
訓

練
等

を
通

じ
て

連
携

強
化

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

３
乙

は
、

平
常

時
か

ら
、

訓
練

等
を

通
じ

て
甲

と
の

連
携

を
深

め
る

と
と

も
に

、
協

定
内

容
及

び
地

震
災

害
時

等
に

お
け

る
対

応
に

関
し

、
協

会
員

に
対

す
る

周
知

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

（
協

会
員

の
情

報
の

提
供

等
）

第
６

条
乙

は
甲

に
対

し
、

毎
年

４
月

1
日

現
在

に
お

け
る

協
会

員
数

等
、

協
会

員
に

関
す

る
情

報
を

提
供

す
る

と
と

も
に

、
協

会
員

の
車

両
保

有
台

数
を

別
紙

「
車

両
保

有
台

数
報

告
書

」
に

よ
り

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

２
乙

は
、

前
項

で
提

供
、

報
告

し
た

内
容

に
変

更
が

あ
っ

た
場

合
は

、
随

時
、

甲
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

（
協

議
）

第
７

条
こ

の
協

定
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

は
、

そ
の

都
度

、
甲

乙
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

（
効

力
）

第
８

条
こ

の
協

定
は

、
協

定
締

結
の

日
か

ら
効

力
を

生
じ

る
。

附
則

本
協

定
発

効
と

同
時

に
、

昭
和

５
６

年
４

月
１

日
付

け
で

締
結

し
た

地
震

災
害

救
助

に
必

要
な

車
両

の
調

達
に

関
す

る
協

定
は

、

そ
の

効
力

を
失

う
。

こ
の

協
定

の
成

立
を

証
す

る
た

め
、

本
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、

そ
れ

ぞ
れ

１
通

を
保

管
す

る
。

平
成

２
４

年
１

０
月

１
日

甲
静

岡
市

葵
区

追
手

町
９

番
６

号

静
岡

県
知

事
川

勝
平

太

乙
静

岡
市

駿
河

区
国

吉
田

２
丁

目
４

番
２

６
号

静
岡

県
レ

ン
タ

カ
ー

協
会

会
長

小
田

島
利

隆

19
-2
-
2
緊
急
通
行
に

必
要
な
自
動
車

用
燃

料
の
供
給
に
関

す
る
協
定
書

(
県
用
度
課
)

静
岡
県
（
以
下
｢甲

｣
と
い
う
。）

と
、
静
岡
県
石
油
業
協
同
組
合
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）

と
は
、

地
震
警
戒
宣
言
発
令
時
及
び
地
震
そ
の
他
の
災
害
発
生
後
、
緊
急
通
行
に
必
要
な
自

動
車
用

燃
料
の
確
保
を
図
る
た
め
、
静
岡
県
所
属
車
両
（
本
庁
車
両
、
出
先
機
関
車
両
及
び

借
り
上

げ
車
両
と
し
、
警
察
車
両
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）

に
係
る
自
動
車
用
揮
発
油
及
び
軽

油
（
以

下
「
揮
発
油
等
」
と
い
う
。
）
の
調
達
に
関
し
、
次
の
と
お
り
協
定
を
締
結
す
る
。

（
給
油

の
要
請
等
）

第
１
条

甲
は
静
岡
県
所
属
車
両
に
よ
る
緊
急
通
行
の
必
要
が
生
じ
、
緊
急
に
燃
料
を
必
要

と
す

る
場
合
は
、
緊
急
通
行
車
両
確
認
証
明
書
等
を
提
示
し
、
指
定
の
給
油
伝
票
（
様
式
第

１
）

に
よ
り
乙
に
揮
発
油
等
の
納
入
（
以
下
「
給
油
」
と
い
う
。
）
を
要
請
す
る
も
の
と
す

る
。

２
乙

は
、
甲
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
を
受
け
た
と
き
は
、
乙
に
所
属
す
る
登
録
給

油
所

に
お
い
て
、
給
油
が
可
能
な
状
態
で
あ
れ
ば
、
甲
に
対
し
優
先
的
に
給
油
す
る
も
の
と

す
る

。

（
給
油

単
価
）

第
２
条

揮
発
油
等
１
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
単
価
は
、
当
該
給
油
月
に
一
般
財
団
法
人
日
本

エ
ネ

ル
ギ
ー
経
済
研
究
所
・
石
油
情
報
セ
ン
タ
ー
公
表
の
１
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
静
岡
県
平

均
単

価
を
基
準
に
し
て
、
甲
、
乙
誠
意
を
持
っ
て
協
議
し
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
代
金

の
請
求
及
び
支
払
い
）

第
３
条

乙
に
所
属
す
る
登
録
給
油
所
は
、
給
油
後
に
甲
の
車
両
に
給
油
し
た
給
油
伝
票
を

請
求
書

に
添
え
て
、
代
金
を
甲
（
本
庁
分
は
出
納
局
用
度
課
、
各
出
先
機
関
分
は
そ
れ
ぞ

れ
の
出

先
機
関
）
に
請
求
す
る
も
の
と
し
、
甲
は
請
求
内
容
を
確
認
後
、
乙
に
所
属
す
る

登
録
給

油
所
に
対
し
速
や
か
に
支
払
う
も
の
と
す
る
。

（
協
議

)

第
４
条

こ
の
協
定
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
、
甲

乙
協

議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
効
力

）

第
５
条

こ
の
協
定
は
、
協
定
締
結
の
日
か
ら
効
力
を
生
じ
る
。
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（
附
則
）

本
協
定
発
効
と
同

時
に
平

成
1
3
年
５

月
1
0
日

付
け

で
締
結

し
た

緊
急

通
行
に

必
要

な
自

動
車
用
燃

料
の
供
給

に
関

す
る
協

定
は

そ
の

効
力

を
失
う

。

上
記

の
協

定
の

成
立

を
証

す
る

た
め

、
本

書
２

通
を

作
成

し
、

甲
乙

記
名

押
印

の
上

、
各

自
そ
の
１
通
を
所
持

す
る

。

平
成

3
1
年

４
月

１
日

甲
静

岡
市

葵
区

追
手
町

９
番

６
号

静
岡
県

知
事

川
勝

平
太

乙
静

岡
市

駿
河

区
緑
が

丘
町

１
番

３
号

静
岡
県

石
油

業
協
同

組
合

理
事
長

鈴
木

裕
司

「
緊

急
通
行
に
必
要
な
自
動
車
燃
料
の
供
給
に
関
す
る
協
定
書
」
の
運
用
に
つ
い
て

本
協

定
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
と
お
り
行
う
も
の
と
す
る
。

１
適

用
す
る
県
の
機
関

知
事
部
局
の
本
庁
及
び
出
先
機
関
と
す
る
。

２
適

用
期
間

静
岡
県
災
害
対
策
本
部
又
は
静
岡
県
地
震
災
害
警
戒
本
部
が
設
置
さ
れ
て
い
る
と

き
。

３
給

油
要
請
時
の
証
明
書
に
つ
い
て

協
定

書
第
１
条
第
１
項
の
緊
急
通
行
車
両
確
認
証
明
書
等
と
は
、
①
緊
急
通
行
車
両
等
確

認
証

明
書
、
②
緊
急
通
行
車
両
等
確
認
標
章
と
す
る
。

各
警
察
署
に
緊
急
通
行
車
両
等
事
前
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
緊
急
通
行

車
両
等
事
前
届
出
済
証
が
封
筒
入
り
で
交
付
さ
れ
る
。
こ
の
封
筒
は
開
封
し
て
は
な

ら
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
災
害
対
策
基
本
法
に
よ
る
通
行
の
禁
止
又
は
制
限
が

行
わ
れ
て
い
る
道
路
に
お
い
て
、
警
察
署
や
道
路
の
検
問
所
に
こ
の
封
筒
を
渡
す
こ

と
に
よ
り
、
①
と
②
が
交
付
さ
れ
る
。
②
を
目
に
付
く
場
所
に
提
示
す
る
事
に
よ
り

緊
急
通
行
車
両
と
な
る
。

４
既

存
の
給
油
の
単
価
契
約
と
の
調
整

本
協

定
が
適
用
可
能
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
各
機
関
が
給
油
の
単
価
契
約
を
行
っ
て
い
る

業
者
か

ら
給
油
が
可
能
な
場
合
に
は
、
当
該
単
価
契
約
に
基
づ
く
給
油
も
可
能
と
す
る
。

５
そ

の
他

本
協

定
適
用
時
は
、
指
定
の
給
油
伝
票
（
様
式
第
１
）
に
よ
り
揮
発
油
等
の
納
入
を
要
請

す
る
。
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年
月

日

※
 こ

の
給

油
伝

票
は

緊
急

通
行

車
両

へ
の

給
油

以
外

に
は

使
用

で
き

ま
せ

ん
。

様
式

第
１

（
甲

）
[県

担
当

者
控

え
]

静
  
  
岡

  
  
県

緊
急

通
行

車
両

用
燃

料
給

油
伝

票

下
記

の
と

お
り

給
油

し
て

く
だ

さ
い

。

給
油

要
請

元
県

 機
 関

 名

会
　

 社
　

 名

給
 油

 所
 名

様

（所
在

市
町

名
）

№

車
両

登
録

番
号

沼
津

・
静

岡
・

浜
松

富
士

山
 ・

 伊
 豆

運
転

者
氏

名

県
有

・
借

上
げ

の
別

県
有

車
両

・
借

上
げ

車
両

ガ
ソ

リ
ン

ℓ

軽
油

ℓ

　
　

相
手

方
の

名
称

欄
に

は
、

給
油

要
請

先
の

会
社

名
及

び
  

 給
油

所
名

、
給

油
所

の
所

在
市

町
名

を
明

記
す

る
こ

と
。

備
考

給 油 要 請 先

年
月

日

※
 こ

の
給

油
伝

票
は

緊
急

通
行

車
両

へ
の

給
油

以
外

に
は

使
用

で
き

ま
せ

ん
。

様
式

第
１

（
乙

）
[要

請
（
給

油
所

に
提

出
）
]

静
  
  
岡

  
  
県

緊
急

通
行

車
両

用
燃

料
給

油
伝

票

下
記

の
と

お
り

給
油

し
て

く
だ

さ
い

。

給
油

要
請

元
県

 機
 関

 名
印

会
　

 社
　

 名

給
 油

 所
 名

様

（所
在

市
町

名
）

№

沼
津

・
静

岡
・

浜
松

車
両

登
録

番
号

富
士

山
 ・

 伊
 豆

運
転

者
氏

名

県
有

・
借

上
げ

の
別

県
有

車
両

・
借

上
げ

車
両

ガ
ソ

リ
ン

ℓ

軽
油

ℓ

　
　

　
 給

油
代

金
の

請
求

先
は

上
記

の
県

機
関

に
な

り
ま

す
。

　
　

　
請

求
書

に
こ

の
伝

票
を

添
え

て
提

出
し

て
く
だ

さ
い

。
備

考

給 油 要 請 先
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[資料編Ⅱ]

19-2-3 航空燃料供給に関する協定書
（県消防保安課）

静岡県（以下「甲」という。）と （以下「乙」という。）とは、地震災害警戒宣言発令時及び地震災害発生後等の

ヘリコプターの災害応急対策活動等に必要な燃料（以下「航空燃料」という。）の調達に関し、次のとおり協定する。

（燃料供給の要請）

第１条 甲は、甲の所有する防災ヘリコプター及び他県からの応援ヘリコプターの災害応急対策活動等のため緊急に燃料を必

要とする場合は、乙に航空燃料の供給（以下「供給」という。）を文書又は口頭で要請する。

２ 乙は、甲から前項の規定による要請を受けたときは、乙が所有する航空燃料の供給が可能な状態であれば、甲に対し優先

的に供給するものとする。

（供給の実行）

第２条 航空燃料の供給の場所及び供給方法は、甲が指定するものとし、乙は、指定された場所に速やかに航空燃料を運搬す

る。

２ 甲は、乙から給油を受けようとするときは、別に定める給油すべき航空燃料の数量を記入した航空機用給油伝票（以下「給

油伝票」という。）により給油を受けるものとする。

（不適格油の場合の措置）

第３条 乙が、不適格油品を給油したことにより甲に損害を与えたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。

（単価及び経費）

第４条 航空燃料１リットル当たりの単価及び供給に要する経費は、供給時における適正な価格を基準にして甲、乙協議して決

定する。

（代金の請求）

第５条 乙は、甲から受領した給油伝票等を請求書に添えて、供給した航空燃料代金及び供給に要した経費を甲に請求するも

のとする。

（代金の支払い）

第６条 甲は、前条の規定により乙から適法な請求書を受理したときは、その日から３０日以内に当該請求金額を乙に支払うも

のとする。

（協定に定めのない事項等の処理）

第７条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項等については、その都度、甲、乙協議して処理するものとする。

（有効期間）

第８条 この協定の有効期間は平成 年４月１日から平成 年3月31日までとする。

２ 前項の期間満了の１か月前に、甲又は乙いずれか一方からこの協定終了又は改定の意思表示がないときは、更に１年間有

効期間を延長するものとし、以後この例による。

この協定の成立を証するため本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自１通を保有する。

平成 年 月 日

（甲） 静岡市追手町９番６号

静岡県知事 石川嘉延

（乙） アイカワ株式会社

アビエーショングランドサービス株式会社

鈴与商事株式会社 （順不同）
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[資
料

編
Ⅱ

]

1
9
-
2
-
4

船
舶

に
よ

る
輸

送
等

に
関

す
る

協
定

書

（
県

危
機

対
策

課
）

静
岡

県
（
以

下
「
甲

」
と

い
う

。
）
と

静
岡

県
内

航
海

運
組

合
（
以

下
「
乙

」
と

い
う

。
）
と

は
、

東
海

地
震

等
大

規
模

地
震

発
生

時

に
お

け
る

船
舶

に
よ

る
輸

送
等

に
関

し
、

次
の

と
お

り
協

定
を

締
結

す
る

。

（
協

定
の

趣
旨

）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
東

海
地

震
等

大
規

模
地

震
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
海

上
に

お
け

る
緊

急
輸

送
を

確
保

す
る

た
め

に
、

甲
が

乙
に

対
し

て
船

舶
に

よ
る

輸
送

等
の

業
務

に
関

し
協

力
を

求
め

る
と

き
の

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。

（
要

請
）

第
２

条
甲

は
、

地
震

に
よ

る
災

害
が

発
生

し
、

次
条

に
掲

げ
る

業
務

を
遂

行
す

る
た

め
乙

の
協

力
を

得
る

必
要

が
あ

る
と

き
は

、

乙
に

対
し

協
力

を
要

請
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

２
前

項
の

規
定

に
よ

る
要

請
は

、
様

式
第

1
号

に
よ

り
業

務
の

内
容

及
び

期
間

等
を

指
定

し
て

文
書

で
行

う
。

た
だ

し
、

文
書

で
要

請
す

る
い

と
ま

が
な

い
と

き
は

、
無

線
、

電
話

又
は

口
頭

で
要

請
し

、
そ

の
後

速
や

か
に

文
書

を
送

付
す

る
も

の
と

す
る

。

（
業

務
の

内
容

）

第
３

条
本

協
定

に
よ

り
、

甲
が

乙
に

対
し

協
力

を
要

請
す

る
業

務
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

(1
)

災
害

救
助

に
必

要
な

生
活

必
需

品
等

の
輸

送
業

務

(2
)

災
害

応
急

対
策

の
実

施
の

た
め

に
必

要
な

資
機

材
等

の
輸

送
業

務

(3
)

そ
の

他
甲

が
必

要
と

す
る

船
舶

に
よ

る
応

急
対

策
業

務

（
業

務
の

実
施

）

第
４

条
乙

は
、

第
２

条
の

規
定

に
よ

り
要

請
を

受
け

た
と

き
は

、
所

属
す

る
組

合
員

を
し

て
甲

が
必

要
と

す
る

業
務

を
可

能
な

限
り

実
施

さ
せ

る
も

の
と

す
る

。

（
業

務
報

告
）

第
５

条
乙

は
、

前
条

の
業

務
を

実
施

し
た

と
き

は
、

当
該

業
務

の
終

了
後

速
や

か
に

、
様

式
第

２
号

に
よ

り
そ

の
状

況
を

報
告

す

る
。

た
だ

し
、

文
書

で
報

告
す

る
い

と
ま

が
な

い
と

き
は

、
無

線
、

電
話

又
は

口
頭

で
報

告
し

、
そ

の
後

速
や

か
に

文
書

を
送

付
す

る
も

の
と

す
る

。

（
費

用
の

負
担

）

第
６

条
第

４
条

の
規

定
に

よ
り

乙
の

組
合

員
が

実
施

し
た

業
務

に
要

し
た

人
件

費
、

燃
料

費
そ

の
他

の
経

費
は

甲
が

負
担

す
る

。

２
前

項
の

費
用

は
、

当
該

地
域

に
お

け
る

通
常

の
実

費
と

し
、

甲
乙

協
議

し
て

定
め

る
。

（
費

用
の

請
求

及
び

支
払

い
）

第
７

条
乙

の
組

合
員

は
、

業
務

の
終

了
後

、
当

該
業

務
に

要
し

た
前

条
の

費
用

に
つ

い
て

甲
に

請
求

す
る

も
の

と
す

る
。

２
甲

は
、

前
項

の
請

求
が

あ
っ

た
と

き
は

、
内

容
を

確
認

し
、

速
や

か
に

そ
の

費
用

を
支

払
う

も
の

と
す

る
。

[資
料

編
Ⅱ

]

（
従

事
者

の
災

害
補

償
）

第
８

条
甲

は
、

こ
の

協
定

に
基

づ
く

業
務

の
実

施
に

よ
り

、
当

該
業

務
に

従
事

し
た

乙
の

組
合

員
が

当
該

業
務

の
た

め
に

損
害

を

被
っ

た
場

合
に

は
、

静
岡

県
地

震
対

策
推

進
条

例
第

３
４

条
第

１
項

の
規

定
を

適
用

す
る

。

（
損

害
賠

償
の

負
担

）

第
９

条
甲

は
、

こ
の

協
定

に
基

づ
く

業
務

の
実

施
に

よ
り

、
当

該
業

務
に

従
事

し
た

乙
の

組
合

員
が

当
該

業
務

を
遂

行
す

る
に

あ

た
り

他
人

に
損

害
を

加
え

た
場

合
に

お
い

て
、

そ
の

者
の

責
任

に
関

わ
る

損
害

賠
償

の
額

が
確

定
し

た
と

き
は

、
静

岡
県

地
震

対

策
推

進
条

例
第

３
４

条
第

２
項

の
規

定
を

適
用

す
る

。

（
協

力
組

合
員

名
簿

の
提

出
）

第
１

０
条

乙
は

、
所

属
す

る
組

合
員

の
う

ち
、

船
舶

を
所

有
す

る
者

の
名

簿
を

、
毎

年
１

回
甲

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。

（
協

議
）

第
１

１
条

こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

及
び

こ
の

協
定

に
関

し
て

疑
義

が
生

じ
た

と
き

は
、

そ
の

都
度

甲
乙

協
議

し
て

定
め

る
も

の
と

す
る

。

（
有

効
期

間
）

第
１

２
条

こ
の

協
定

は
、

平
成

１
２

年
１

月
２

０
日

か
ら

、
そ

の
効

力
を

有
す

る
も

の
と

し
、

甲
、

乙
が

文
書

を
も

っ
て

協
定

の
終

了
を

通
知

し
な

い
限

り
、

そ
の

効
力

を
継

続
す

る
。

こ
の

協
定

の
成

立
を

証
す

る
た

め
、

本
書

を
２

通
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、

各
１

通
を

保
有

す
る

。

平
成

１
２

年
１

月
２

０
日

甲
静

岡
県

知
事

石
川

嘉
延

乙
静

岡
県

内
航

海
運

組
合

理
事

長
藤

原
節

男
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様
式

第
１

号

第
号

平
成

年
月

日

静
岡

県
内

航
海

運
組

合
理

事
長

氏
名

様

静
岡

県
知

事
氏

名

船
舶

に
よ

る
輸

送
等

の
業

務
へ

の
協

力
要

請
に

つ
い

て

こ
の

こ
と

に
つ

い
て

、
船

舶
に

よ
る

輸
送

等
に

関
す

る
協

定
書

第
２

条
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

下
記

の
と

お
り

要
請

し
ま

す
。

な
お

、
業

務
の

実
施

状
況

を
別

紙
様

式
第

２
号

に
よ

り
報

告
願

い
ま

す
。

記

１
災

害
救

助
に

必
要

な
生

活
必

需
品

等
の

輸
送

業
務

２
災

害
応

急
対

策
の

実
施

の
た

め
に

必
要

な
資

機
材

等
の

輸
送

業
務

３
そ

の
他

の
応

急
対

策
業

務

輸
送

物
資

数
量

輸
送

活
動

期
間

輸
送

区
間

備
考

（
自

）
月

日

（
至

）
月

日

地
先

か
ら

地
先

ま
で

輸
送

物
資

数
量

輸
送

活
動

期
間

輸
送

区
間

備
考

（
自

）
月

日

（
至

）
月

日

地
先

か
ら

地
先

ま
で

業
務

内
容

業
務

期
間

業
務

場
所

備
考

（
自

）
月

日

（
至

）
月

日

地
先

か
ら

地
先

ま
で
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様
式

第
２

号

第
号

平
成

年
月

日

静
岡

県
知

事
氏

名
様

静
岡

県
内

航
海

運
組

合
理

事
長

氏
名

船
舶

に
よ

る
輸

送
等

の
業

務
の

実
施

状
況

の
報

告
に

つ
い

て

こ
の

こ
と

に
つ

い
て

、
船

舶
に

よ
る

輸
送

等
に

関
す

る
協

定
書

第
５

条
の

規
定

に
よ

り
、

下
記

の
と

お
り

報
告

し
ま

す
。

記

１
災

害
救

助
に

必
要

な
生

活
必

需
品

等
の

輸
送

業
務

２
災

害
応

急
対

策
の

実
施

の
た

め
に

必
要

な
資

機
材

等
の

輸
送

業
務

３
そ

の
他

の
応

急
対

策
業

務

輸
送

業
務

期
日

輸
送

物
資

数
量

輸
送

区
間

延
べ

輸
送

回
数

従
事

人

員

従
事

船
舶

数

備
考

月
日

地
先

か
ら

回
人

隻

輸
送

業
務

期
日

輸
送

物
資

数
量

輸
送

区
間

述
べ

輸
送

回
数

従
事

人

員

従
事

船
舶

数

備
考

月
日

地
先

か
回

人
隻

業
務

期
日

業
務

内
容

業
務

場
所

従
事

人

員

従
事

船
舶

数

備
考

月
日

地
先

人
隻
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1
9
-
2
-
5

漁
船

に
よ

る
緊

急
輸

送
活

動
に

関
す

る
協

定
書

（
県

水
産

資
源

課
）

静
岡

県
（
以

下
「
甲

」
と

い
う

。
）
と

市
町

村
（
以

下
「
乙

」
と

い
う

。
）
と

漁
業

協
同

組
合

（
以

下
「
丙

」
と

い
う

。
）

と
は

、
地

震
に

よ
る

災
害

が
発

生
し

た
場

合
に

お
け

る
漁

船
に

よ
る

緊
急

輸
送

活
動

に
関

し
、

次
の

と
お

り
協

定
を

締
結

す
る

。

（
協

定
の

趣
旨

）

第
1

条
こ

の
協

定
は

、
静

岡
県

地
震

対
策

推
進

条
例

（平
成

8
年

3
月

28
日

条
例

第
1

号
）第

29
条

第
3

項
及

び
第

35
条

の
規

定
に

基

づ
き

、
甲

又
は

乙
が

、
丙

に
対

し
、

緊
急

輸
送

活
動

へ
の

協
力

を
求

め
る

場
合

に
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

（
要

請
）

第
２

条
甲

は
、

地
震

に
よ

る
災

害
が

発
生

し
、

海
上

に
お

け
る

緊
急

輸
送

が
最

適
と

判
断

し
た

場
合

で
あ

っ
て

、
漁

船
以

外
の

船
舶

の
確

保
が

困
難

で
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
丙

に
対

し
、

緊
急

輸
送

活
動

へ
の

協
力

を
要

請
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

２
乙

は
、

地
震

に
よ

る
災

害
が

発
生

し
、

海
上

に
お

け
る

緊
急

輸
送

が
必

要
で

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

丙
に

対
し

、
緊

急
輸

送
活

動
へ

の
協

力

を
要

請
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
要

請
の

方
法

）

第
３

条
前

条
の

規
定

に
よ

る
要

請
は

、
様

式
第

１
号

に
よ

り
緊

急
輸

送
活

動
の

内
容

及
び

期
間

等
を

指
定

し
て

、
文

書
で

行
う

。
た

だ
し

、
文

書

で
要

請
す

る
い

と
ま

が
な

い
と

き
は

、
無

線
、

電
話

又
は

口
頭

で
要

請
し

、
そ

の
後

速
や

か
に

文
書

を
送

付
す

る
も

の
と

す
る

。

２
甲

か
ら

丙
に

対
す

る
要

請
は

、
乙

を
経

由
し

て
行

う
も

の
と

す
る

。

（
緊

急
輸

送
活

動
）

第
４

条
甲

又
は

乙
が

、
丙

に
対

し
て

協
力

を
要

請
す

る
緊

急
輸

送
活

動
は

、
次

に
掲

げ
る

活
動

と
す

る
。

(1
)

被
災

者
（
滞

留
者

を
含

む
。

）
の

輸
送

活
動

(2
)

災
害

救
助

に
必

要
な

生
活

必
需

品
等

の
輸

送
活

動

(3
)

災
害

応
急

対
策

の
実

施
の

た
め

に
必

要
な

人
員

、
資

機
材

等
の

輸
送

活
動

（
緊

急
輸

送
活

動
の

実
施

）

第
５

条
丙

は
、

第
2

条
の

規
定

に
よ

る
要

請
を

受
け

た
と

き
は

、
所

属
す

る
組

合
員

（准
組

合
員

を
含

む
。

）の
う

ち
漁

船
を

所
有

す
る

者
の

協

力
を

得
て

、
当

該
要

請
に

基
づ

く
緊

急
輸

送
活

動
を

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。

（
活

動
報

告
）

第
６

条
丙

は
、

前
条

の
緊

急
輸

送
活

動
を

実
施

し
た

と
き

は
、

当
該

活
動

の
終

了
後

速
や

か
に

、
様

式
第

2
号

に
よ

り
そ

の
状

況
を

報
告

す
る

。

た
だ

し
、

文
書

で
報

告
す

る
い

と
ま

が
な

い
と

き
は

、
無

線
、

電
話

又
は

口
頭

で
報

告
し

、
そ

の
後

速
や

か
に

文
書

を
送

付
す

る
も

の
と

す
る

。

２
甲

に
対

す
る

前
項

の
規

定
に

よ
る

報
告

は
、

乙
を

経
由

し
て

行
う

も
の

と
す

る
。

（
費

用
の

負
担

）

第
7

条
第

2
条

第
1

項
の

規
定

に
よ

る
要

請
に

よ
っ

て
実

施
し

た
緊

急
輸

送
活

動
に

要
し

た
人

件
費

、
燃

料
費

そ
の

他
の

費
用

は
、

甲
又

は
甲

に
緊

急
輸

送
の

確
保

を
求

め
た

市
町

村
が

負
担

す
る

よ
う

措
置

す
る

。

２
第

2
条

第
2

項
の

規
定

に
よ

る
要

請
に

よ
っ

て
実

施
し

た
緊

急
輸

送
活

動
に

要
し

た
人

件
費

、
燃

料
費

そ
の

他
の

費
用

は
、

乙
が

負
担

す
る

も
の

と
す

る
。

（
費

用
の

請
求

及
び

支
払

い
）

第
8

条
丙

は
、

緊
急

輸
送

活
動

の
終

了
後

、
当

該
活

動
に

要
し

た
前

条
第

1
項

の
費

用
に

つ
い

て
は

甲
に

、
前

条
第

2
項

の

費
用

に
つ

い
て

は
乙

に
請

求
す

る
も

の
と

す
る

。

２
甲

又
は

乙
は

、
前

項
の

請
求

が
あ

っ
た

と
き

は
、

内
容

を
確

認
し

、
速

や
か

に
そ

の
費

用
を

支
払

う
も

の
と

す
る

。
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（
従

事
者

の
災

害
補

償
）

第
9

条
甲

は
、

こ
の

協
定

に
基

づ
く

緊
急

輸
送

活
動

の
実

施
に

よ
り

、
当

該
活

動
に

従
事

し
た

丙
の

組
合

員
が

当
該

業
務

の
た

め
に

損
害

を
被

っ
た

場
合

に
は

、
静

岡
県

地
震

対
策

推
進

条
例

第
3
4

条
第

1
項

の
規

定
を

適
用

す
る

。

（
損

害
賠

償
の

負
担

）

第
1
0

条
甲

は
、

こ
の

協
定

に
基

づ
く

緊
急

輸
送

活
動

の
実

施
に

よ
り

、
当

該
活

動
に

従
事

し
た

丙
の

組
合

員
が

当
該

業
務

を

遂
行

す
る

に
当

た
り

他
人

に
損

害
を

加
え

た
場

合
に

お
い

て
、

そ
の

も
の

の
責

任
に

係
る

損
害

賠
償

の
額

が
確

定
し

た
と

き
は

、

静
岡

県
地

震
対

策
推

進
条

例
第

3
4

条
第

２
項

の
規

定
を

適
用

す
る

。

（
協

力
組

合
員

名
簿

の
提

出
）

第
1
1

条
丙

は
、

所
属

す
る

組
合

員
（
准

組
合

員
を

含
む

。
）
の

う
ち

、
漁

船
を

所
有

す
る

者
で

あ
っ

て
、

こ
の

協
定

に
基

づ
く

緊
急

輸
送

活
動

に
協

力
で

き
る

も
の

の
名

簿
を

、
毎

年
１

回
乙

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。

（
協

議
）

第
１

２
条

こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

及
び

こ
の

協
定

に
関

し
て

疑
義

が
生

じ
た

と
き

は
、

そ
の

都
度

、
甲

乙
丙

協
議

し
て

定
め

る
も

の
と

す
る

。

（
有

効
期

間
）

第
１

３
条

こ
の

協
定

は
、

平
成

年
月

日
か

ら
、

そ
の

効
力

を
有

す
る

も
の

と
し

、
甲

、
乙

又
は

丙
が

文
書

を
も

っ
て

協
定

の

終
了

を
通

知
し

な
い

限
り

、
そ

の
効

力
を

持
続

す
る

。

こ
の

協
定

の
成

立
を

証
す

る
た

め
、

本
書

３
通

を
作

成
し

、
甲

乙
丙

記
名

押
印

の
上

、
各

１
通

を
保

有
す

る
。

平
成

年
月

日

（
甲

）
静

岡
市

追
手

町
９

番
６

号

静
岡

県
知

事

（
乙

）
市

市
長

（
丙

）
市

漁
業

協
同

組
合

代
表

理
事

組
合

長

-505-
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様
式

第
１

号

第
号

平
成

年
月

日

漁
業

協
同

組
合

長
代

表
理

事
組

合
長

氏
名

様

静
岡

県
知

事
氏

名

(又
は

)

市
町

村
長

氏
名

漁
船

に
よ

る
緊

急
輸

送
活

動
へ

の
従

事
の

要
請

に
つ

い
て

こ
の

こ
と

に
つ

い
て

、
漁

船
に

よ
る

緊
急

輸
送

活
動

に
関

す
る

協
定

書
に

よ
り

、
下

記
の

と
お

り
要

請

し
ま

す
。

な
お

、
輸

送
活

動
の

実
施

状
況

を
別

紙
様

式
第

2
号

に
よ

り
報

告
願

い
ま

す
。

記

１
被

災
者

（
滞

留
者

を
含

む
。

）
の

輸
送

活
動

輸
送

人
員

数
輸

送
活

動
期

間
輸

送
区

間
備

考

(自
)

月
日

地
先

か
ら

人

(至
)

月
日

地
先

ま
で

２
災

害
救

助
に

必
要

な
生

活
必

需
品

等
の

輸
送

活
動

輸
送

物
資

輸
送

物
資

数
量

輸
送

活
動

期
間

輸
送

区
間

備
考

(自
)

月
日

地
先

か
ら

(至
)

月
日

地
先

ま
で

３
災

害
応

急
対

策
の

実
施

の
た

め
に

必
要

な
人

員
、

資
機

材
の

輸
送

活
動

輸
送

者
（物

）
輸

送
数

輸
送

活
動

期
間

輸
送

区
間

備
考

輸
(自

)
月

日
地

先
か

ら

送
人

者
(至

)
月

日
地

先
ま

で

輸
(自

)
月

日
地

先
か

ら

送 物
(至

)
月

日
地

先
ま

で

第
２

条
第

１
項

第
２

条
第

２
項

[資
料
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様
式

第
２

号

第
号

平
成

年
月

日

静
岡

県
知

事
氏

名
様

(又
は

)

市
町

村
長

氏
名

様

漁
業

協
同

組
合

長
代

表
理

事
組

合
長

氏
名

漁
船

に
よ

る
緊

急
輸

送
活

動
の

実
施

状
況

の
報

告
に

つ
い

て

こ
の

こ
と

に
つ

い
て

、
漁

船
に

よ
る

緊
急

輸
送

活
動

に
関

す
る

協
定

書
第

6
条

第
1

項
の

規
定

に
よ

り
、

下
記

の
と

お
り

報
告

し

ま
す

。

記

１
被

災
者

（
滞

留
者

を
含

む
。

）
の

輸
送

活
動

輸
送

活
動

期
日

輸
送

人
員

数
輸

送
区

間
延

べ
輸

送
回

数
従

事
人

員
従

事
漁

船
隻

数
備

考

月
日

人
地先

から
地

先ま
で

回
人

隻

月
日

２
災

害
救

助
に

必
要

な
生

活
必

需
品

等
の

輸
送

活
動

輸
送

活
動

期
日

輸
送

物
資

輸
送

物
資

数
量

輸
送

区
間

延べ
輸送

回数
従
事
人
員

従
事

漁
船

隻
数

備
考

月
日

地先
から

地先
まで

回
人

隻

３
災

害
応

急
対

策
の

実
施

の
た

め
に

必
要

な
人

員
、

資
機

材
の

輸
送

活
動

輸
送

活
動

期
日

輸
送

者
（物

）
輸

送
数

輸
送

区
間

延べ
輸送

回数
従

事
人

員
従

事
漁

船
隻

数
備

考

輸
月

日
人

地先
から

地先
まで

回
人

隻

送 者
月

日

輸
月

日
人

地先
から

地先
まで

回
人

隻

送 物
月

日
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漁
船
に
よ
る
緊
急
輸
送
活
動
に
関
す
る
協
定
締
結
状
況

整
理

番
号

甲
乙

丙
（
漁

協
）

締
結

状
況

等

１
熱

海
市

初
島

1
0
．

２
．

２
締

結

２
静

大
熱

海
1
0
．

２
．

２
締

結

３
岡

い
と

う
（
旧

網
代

港
）

1
0
．

２
．

２
締

結

４
県

伊
東

市
い

と
う

（
旧

伊
東

市
）

1
0
．

１
．

1
2

締
結

い
と

う
（
旧

八
幡

野
）

1
0
．

１
．

1
2

締
結

５
東

伊
豆

町

河
津

町

伊
豆

（
旧

稲
取

）
1
0
．

８
．

1
2

締
結

６
下

田
市

伊
豆

（
旧

下
田

）
1
0
．

1
2
．

2
8

締
結

７
南

伊
豆

町
伊

豆
（
旧

南
伊

豆
町

）
９

．
７

．
1
8

締
結

８
松

崎
町

伊
豆

（
旧

松
崎

）
1
0
．

３
．

1
7

締
結

９
西

伊
豆

町
伊

豆
（
旧

仁
科

）
1
0
．

３
．

２
締

結

１
０

伊
豆

（
旧

田
子

）
1
0
．

３
．

２
締

結

１
１

（
旧

賀
茂

村
）

伊
豆

（
旧

安
良

里
）

９
．

７
．

1
0

締
結

１
２

伊
豆

市
（
旧

土
肥

町
）

伊
豆

（
旧

土
肥

）
1
0
．

５
．

７
締

結

１
３

沼
津

市
内

浦
９

．
４

．
2
3

締
結

１
４

静
浦

９
．

４
．

2
3

締
結

１
５

沼
津

我
入

道
９

．
４

．
2
3

締
結

１
６

（
旧

戸
田

村
）

戸
田

９
．

７
．

1
0

締
結

１
７

富
士

市
田

子
の

浦
1
0
．

８
．

2
0

締
結

１
８

（
旧

由
比

町
）

由
比

港
９

．
1
2
．

１
締

結

１
９

静
岡

市
（
旧

清
水

市
）

清
水

1
0
．

７
．

1
6

締
結

２
０

清
水

（
旧

静
岡

）
1
0
．

９
．

１
締

結

２
１

焼
津

市
焼

津
９

．
２

．
2
1

締
結

２
２

小
川

９
．

２
．

2
1

締
結

２
３

（
旧

大
井

川
町

）
大

井
川

港
９

．
３

．
2
7

締
結

２
４

吉
田

町
南

駿
河

湾
（
旧

吉
田

町
）

1
0
．

７
．

２
締

結

２
５

牧
之

原
市

（
旧

相
良

町
）

南
駿

河
湾

（
旧

坂
井

平
田

）
1
0
．

７
．

1
4

締
結

２
６

〃
（
旧

相
良

町
）

1
0
．

７
．

1
4

締
結

２
７

南
駿

河
湾

（
旧

地
頭

方
）

1
0
．

７
．

1
4

締
結

２
８

御
前

崎
市

（
旧

御
前

崎
町

）
南

駿
河

湾
（
旧

御
前

崎
）

９
．

８
．

１
締

結

２
９

磐
田

市
（
旧

福
田

町
）

遠
州

（
旧

福
田

町
）

1
0
．

７
．

1
0

締
結

３
０

浜
松

市
(旧

舞
阪

町
、

旧
雄

踏
町

、
旧

細
江

町
、

旧
三

ケ
日

町
)

湖
西

市
（
旧

新
居

町
）

浜
名

1
0
．

４
．

1
3

締
結

-507-
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1
9
-
2
-
6

旅
客

船
に

よ
る

災
害

時
の

輸
送

等
に

関
す

る
協

定
書

（県
危

機
対

策
課

）

静
岡

県
（
以

下
「甲

」
と

い
う

。
）と

静
岡

県
旅

客
船

協
会

（
以

下
「乙

」と
い

う
。

）
と

は
、

東
海

地
震

等
大

規
模

地
震

発
生

時
に

お
け

る
船

舶
に

よ
る

輸
送

等
に

関
し

、
次

の
と

お
り

協
定

を
締

結
す

る
。

（協
定

の
趣

旨
）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
東

海
地

震
等

大
規

模
地

震
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
海

上
に

お
け

る
緊

急
輸

送
を

確
保

す
る

た
め

に
、

甲
が

乙
に

対

し
て

船
舶

に
よ

る
輸

送
等

の
業

務
に

関
し

協
力

を
求

め
る

と
き

の
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

（要
請

）

第
２

条
甲

は
、

地
震

に
よ

る
災

害
が

発
生

し
、

次
条

に
掲

げ
る

業
務

を
遂

行
す

る
た

め
必

要
が

あ
る

と
き

は
、

乙
の

協
会

員
に

対
し

協
力

を
要

請

す
る

も
の

と
し

、
乙

の
協

会
員

は
、

可
能

な
限

り
こ

の
要

請
に

応
ず

る
も

の
と

す
る

。

２
前

項
の

規
定

に
よ

る
要

請
は

、
様

式
第

１
号

に
よ

り
業

務
の

内
容

及
び

期
間

等
を

指
定

し
て

行
う

。

た
だ

し
、

文
書

で
要

請
す

る
い

と
ま

が
な

い
と

き
は

、
電

話
又

は
口

頭
で

要
請

し
、

そ
の

後
速

や
か

に
文

書
を

送
付

す
る

も
の

と
す

る
。

３
甲

は
、

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
要

請
を

し
た

と
き

は
、

乙
に

対
し

そ
の

旨
を

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

（業
務

の
内

容
）

第
３

条
本

協
定

に
よ

り
、

甲
が

乙
に

対
し

協
力

を
要

請
す

る
業

務
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

(１
)

被
災

者
（滞

留
者

を
含

む
。

）の
輸

送
業

務

(２
)

災
害

救
助

に
必

要
な

食
料

品
、

生
活

必
需

品
等

の
輸

送
業

務

(３
)

災
害

応
急

対
策

に
必

要
な

要
員

、
資

機
材

等
の

輸
送

業
務

(４
)

そ
の

他
船

舶
に

よ
る

支
援

業
務

（業
務

報
告

）

第
４

条
乙

の
協

会
員

は
、

前
条

の
業

務
を

実
施

し
た

と
き

は
、

当
該

業
務

の
終

了
後

速
や

か
に

、
様

式
第

２
号

に
よ

り
そ

の
業

務
内

容
を

甲
に

報

告
す

る
。

た
だ

し
、

文
書

で
報

告
す

る
い

と
ま

が
な

い
と

き
は

、
業

務
の

完
了

を
電

話
又

は
口

頭
等

で
報

告
し

、
そ

の
後

速
や

か
に

文
書

を
送

付

す
る

も
の

と
す

る
。

２
甲

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
り

業
務

報
告

を
受

け
た

と
き

は
、

乙
に

対
し

そ
の

旨
を

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

（費
用

の
負

担
）

第
５

条
第

２
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
乙

の
協

会
員

が
実

施
し

た
業

務
に

要
し

た
人

件
費

、
燃

料
費

そ
の

他
の

経
費

は
甲

が
負

担
す

る
。

２
前

項
の

費
用

は
、

当
該

地
域

に
お

い
て

、
当

該
業

務
を

行
う

た
め

に
要

す
る

通
常

の
実

費
と

し
、

甲
乙

協
議

し
て

定
め

る
。

（費
用

の
請

求
及

び
支

払
い

）

第
６

条
乙

の
協

会
員

は
、

業
務

の
終

了
後

、
当

該
業

務
に

要
し

た
前

条
の

費
用

に
つ

い
て

甲
に

請
求

す
る

も
の

と
す

る
。

２
甲

は
、

前
項

の
請

求
が

あ
っ

た
と

き
は

、
内

容
を

確
認

し
、

甲
の

規
定

に
基

づ
き

そ
の

費
用

を
乙

の
協

会
員

に
支

払
う

も
の

と
す

る
。
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（従
事

者
の

災
害

補
償

）

第
７

条
甲

は
、

こ
の

協
定

に
基

づ
く

業
務

の
実

施
に

よ
り

、
当

該
業

務
に

従
事

し
た

乙
の

協
会

員
が

当
該

業
務

の
た

め
に

損
害

を
被

っ
た

場
合

の

補
償

に
つ

い
て

は
、

静
岡

県
地

震
対

策
推

進
条

例
（
平

成
８

年
条

例
第

１
号

。
以

下
「
条

例
」と

い
う

。
）
第

３
４

条
第

１
項

の
規

定
を

適
用

す
る

。

（損
害

賠
償

の
負

担
）

第
８

条
甲

は
、

こ
の

協
定

に
基

づ
く
業

務
の

実
施

に
よ

り
、

当
該

業
務

に
従

事
し

た
乙

の
協

会
員

が
当

該
業

務
を

遂
行

す
る

に
当

た
り

他
人

に
損

害
を

加
え

た
場

合
の

損
害

賠
償

に
つ

い
て

、
そ

の
者

の
責

任
に

関
わ

る
損

害
賠

償
の

額
が

確
定

し
た

と
き

は
、

条
例

第
３

４
条

第
２

項
の

規
定

を

適
用

す
る

。

（協
力

会
員

名
簿

の
提

出
）

第
９

条
乙

は
、

所
属

す
る

協
会

員
の

う
ち

、
こ

の
協

定
に

基
づ

く
業

務
に

協
力

で
き

る
も

の
の

名
簿

を
、

毎
年

１
回

甲
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

（協
議

）

第
10

条
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
こ

の
協

定
に

関
し

て
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
そ

の
都

度
甲

乙
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

（有
効

期
間

）

こ
の

協
定

は
、

平
成

14
年

1
2
月

26
日

か
ら

、
そ

の
効

力
を

有
す

る
も

の
と

し
、

甲
、

乙
が

文
書

を
も

っ
て

協
定

の
終

了
を

通
知

し
な

い
限

り
、

そ
の

効
力

を
継

続
す

る
。

こ
の

協
定

の
成

立
を

証
す

る
た

め
、

本
書

を
２

通
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、

各
１

通
を

保
有

す
る

。

平
成

14
年

12
月

26
日

（甲
）

静
岡

県
知

事
石

川
嘉

延

（乙
）

静
岡

県
旅

客
船

協
会

会
長

早
川

巖

-508-



[資
料

編
Ⅱ

]

様
式

第
１

号

第
号

平
成

年
月

日

静
岡

県
旅

客
船

協
会

員
氏

名
様

静
岡

県
知

事
氏

名

旅
客

船
に

よ
る

輸
送

等
の

業
務

へ
の

協
力

要
請

に
つ

い
て

こ
の

こ
と

に
つ

い
て

、
旅

客
船

に
よ

る
災

害
時

の
輸

送
等

に
関

す
る

協
定

書
第

２
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

下
記

の
と

お
り

要
請

し
ま

す
。

な
お

、
業

務
終

了
後

、
実

施
し

た
業

務
内

容
を

別
紙

様
式

第
２

号
に

よ
り

報
告

願
い

ま
す

。

記

１
被

災
者

（滞
留

者
を

含
む

。
）の

輸
送

業
務

２
災

害
救

助
に

必
要

な
食

料
品

、
生

活
必

需
品

等
の

輸
送

業
務

３
そ

の
他

災
害

応
急

対
策

に
必

要
な

人
員

、
資

機
材

等
の

輸
送

業
務

輸
送

人
員

数
輸

送
活

動
期

間
輸

送
区

間
備

考

（自
）

月
日

（至
）

月
日

地
先

か
ら

地
先

ま
で

輸
送

物
資

数
量

輸
送

活
動

期
間

輸
送

区
間

備
考

（自
）

月
日

（至
）

月
日

地
先

か
ら

地
先

ま
で

輸
送

内
容

業
務

期
間

輸
送

区
間

備
考

（自
）

月
日

（至
）

月
日

地
先

か
ら

地
先

ま
で
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Ⅱ
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様
式

第
２

号

第
号

平
成

年
月

日

静
岡

県
知

事
氏

名
様

静
岡

県
旅

客
船

協
会

員
氏

名

旅
客

船
に

よ
る

輸
送

等
の

業
務

の
報

告
に

つ
い

て

こ
の

こ
と

に
つ

い
て

、
旅

客
船

に
よ

る
災

害
時

の
輸

送
等

に
関

す
る

協
定

書
第

４
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

下
記

の
と

お
り

報
告

し
ま

す
。

記

１
被

災
者

（滞
留

者
を

含
む

。
）の

輸
送

業
務

２
災

害
救

助
に

必
要

な
食

料
品

、
生

活
必

需
品

等
の

輸
送

業
務

３
そ

の
他

災
害

応
急

対
策

に
必

要
な

人
員

、
資

機
材

等
の

輸
送

業
務

業
務

実
施

月
日

輸
送

人
員

数
輸

送
区

間
輸

送
回

数
従

事
人

員
従

事
船

舶

数
備

考

月
日

人
地

先
か

ら
地

先
ま

で
延

回
人

隻

業
務

実
施

月
日

輸
送

物
資

数
量

輸
送

区
間

輸
送

回
数

従
事

人
員

従
事

船
舶

数
備

考

月
日

地
先

か
ら

地
先

ま
で

延
回

人
隻

業
務

実
施

月
日

業
務

内
容

輸
送

区
間

輸
送

回
数

従
事

人
員

従
事

船
舶

数
備

考

月
日

地
先

か
ら

地
先

ま
で

延
回

人
隻

-509-
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19
-
2-

7
災

害
時

の
輸

送
等

の
業

務
に

関
す

る
協

定
書

（県
危

機
対

策
課

）

静
岡

県
（
以

下
「
甲

」
と

い
う

。
）
と

○
○

○
○

株
式

会
社

（以
下

「
乙

」
と

い
う

。
）
と

は
、

東
海

地
震

等
大

規
模

地
震

発
生

時
に

お
け

る
船

舶
に

よ
る

輸
送

等
の

業
務

に
関

し
、

次
の

と
お

り
協

定
を

締
結

す
る

。

（協
定

の
趣

旨
）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
東

海
地

震
等

大
規

模
地

震
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い
て

、
海

上
に

お
け

る
緊

急
輸

送
を

確
保

す
る

た
め

に
、

甲
が

乙
に

対

し
て

船
舶

に
よ

る
輸

送
等

の
業

務
に

関
し

協
力

を
求

め
る

と
き

の
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

（要
請

）

第
２

条
甲

は
、

地
震

に
よ

る
災

害
が

発
生

し
、

次
条

に
掲

げ
る

業
務

を
遂

行
す

る
た

め
必

要
が

あ
る

と
き

は
、

乙
に

対
し

協
力

を
要

請
す

る
も

の
と

し
、

乙
は

、
可

能
な

限
り

こ
の

要
請

に
応

ず
る

も
の

と
す

る
。

２
前

項
の

規
定

に
よ

る
要

請
は

、
様

式
第

１
号

に
よ

り
業

務
の

内
容

及
び

期
間

等
を

指
定

し
て

行
う

。

た
だ

し
、

文
書

で
要

請
す

る
い

と
ま

が
な

い
と

き
は

、
電

話
又

は
口

頭
で

要
請

し
、

そ
の

後
速

や
か

に
文

書
を

送
付

す
る

も
の

と
す

る
。

（業
務

の
内

容
）

第
３

条
本

協
定

に
よ

り
、

甲
が

乙
に

対
し

協
力

を
要

請
す

る
業

務
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

（１
）

被
災

者
（滞

留
者

を
含

む
。

）の
輸

送
業

務

（２
）

災
害

救
助

に
必

要
な

食
料

品
、

生
活

必
需

品
等

の
輸

送
業

務

（３
）

災
害

応
急

対
策

に
必

要
な

要
員

、
資

機
材

等
の

輸
送

業
務

（４
）

そ
の

他
船

舶
に

よ
る

支
援

業
務

（業
務

報
告

）

第
４

条
乙

は
、

前
条

の
業

務
を

実
施

し
た

と
き

は
、

当
該

業
務

の
終

了
後

速
や

か
に

、
様

式
第

２
号

に
よ

り
そ

の
業

務
内

容
を

甲
に

報
告

す
る

。
た

だ
し

、
文

書
で

報
告

す
る

い
と

ま
が

な
い

と
き

は
、

業
務

の
完

了
を

電
話

又
は

口
頭

等
で

報
告

し
、

そ
の

後
速

や
か

に
文

書
を

送
付

す
る

も
の

と
す

る
。

（費
用

の
負

担
）

第
５

条
第

２
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
乙

が
実

施
し

た
業

務
に

要
し

た
人

件
費

、
燃

料
費

そ
の

他
の

経
費

は
甲

が
負

担
す

る
。

２
前

項
の

費
用

は
、

当
該

地
域

に
お

い
て

、
当

該
業

務
を

行
う

た
め

に
要

す
る

通
常

の
実

費
と

し
、

甲
乙

協
議

し
て

定
め

る
。

（費
用

の
請

求
及

び
支

払
い

）

第
６

条
乙

は
、

業
務

の
終

了
後

、
当

該
業

務
に

要
し

た
前

条
の

費
用

に
つ

い
て

甲
に

請
求

す
る

も
の

と
す

る
。

２
甲

は
、

前
項

の
請

求
が

あ
っ

た
と

き
は

、
内

容
を

確
認

し
、

甲
の

規
定

に
基

づ
き

そ
の

費
用

を
乙

に
支

払
う

も
の

と
す

る
。

（従
事

者
の

災
害

補
償

）

第
７

条
甲

は
、

こ
の

協
定

に
基

づ
く
業

務
の

実
施

に
よ

り
、

当
該

業
務

に
従

事
し

た
乙

が
当

該
業

務
の

た
め

に
損

害
を

被
っ

た
場

合
の

補
償

に
つ

い

て
は

、
静

岡
県

地
震

対
策

推
進

条
例

（平
成

８
年

条
例

第
１

号
。

以
下

「
条

例
」と

い
う

。
）第

３
４

条
第

１
項

の
規

定
を

適
用

す
る

。

（損
害

賠
償

の
負

担
）

第
８

条
甲

は
、

こ
の

協
定

に
基

づ
く
業

務
の

実
施

に
よ

り
、

当
該

業
務

に
従

事
し

た
乙

が
当

該
業

務
を

遂
行

す
る

に
当

た
り

他
人

に
損

害
を

加
え

た

場
合

の
損

害
賠

償
に

つ
い

て
、

そ
の

者
の

責
任

に
関

わ
る

損
害

賠
償

の
額

が
確

定
し

た
と

き
は

、
条

例
第

３
４

条
第

２
項

の
規

定
を

適
用

す
る

。

（船
舶

名
簿

の
提

出
）

第
９

条
乙

は
、

保
有

す
る

船
舶

の
う

ち
、

こ
の

協
定

に
基

づ
く
業

務
に

使
用

可
能

な
船

舶
の

名
簿

を
、

毎
年

１
回

甲
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

（協
議

）

第
1
0

条
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
こ

の
協

定
に

関
し

て
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
そ

の
都

度
甲

乙
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。
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（有
効

期
間

）

第
11

条
こ

の
協

定
は

、
平

成
１

５
年

３
月

１
０

日
か

ら
、

そ
の

効
力

を
有

す
る

も
の

と
し

、
甲

、
乙

が
文

書
を

も
っ

て
協

定
の

終
了

を
通

知
し

な
い

限

り
、

そ
の

効
力

を
継

続
す

る
。

こ
の

協
定

の
成

立
を

証
す

る
た

め
、

本
書

を
2

通
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、

各
1

通
を

保
有

す
る

。

平
成

１
５

年
３

月
１

０
日

（甲
）

静
岡

県
知

事
石

川
嘉

延

（乙
）

○
○

○
○

株
式

会
社

代
表

取
締

役
○

○
○

○

以
下

の
と

お
り

協
定

を
締

結
し

て
い

る
。

締
結

者
（
乙

）
締

結
年

月
日

東
海

汽
船

株
式

会
社

代
表

取
締

役
鮫

島
宗

和
平

成
15

年
3

月
10

日

神
新

汽
船

株
式

会
社

代
表

取
締

役
柴

田
隆

至
〃

-510-
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様
式

第
１

号

第
号

平
成

年
月

日

東
海

汽
船

株
式

会
社

代
表

取
締

役
氏

名
様

静
岡

県
知

事
氏

名

災
害

時
の

輸
送

等
の

業
務

へ
の

協
力

要
請

に
つ

い
て

こ
の

こ
と

に
つ

い
て

、
災

害
時

の
輸

送
等

の
業

務
に

関
す

る
協

定
書

第
２

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

、
下

記
の

と

お
り

要
請

し
ま

す
。

な
お

、
業

務
終

了
後

、
実

施
し

た
業

務
内

容
を

別
紙

様
式

第
２

号
に

よ
り

報
告

願
い

ま
す

。

記

１
被

災
者

（滞
留

者
を

含
む

。
）の

輸
送

業
務

２
災

害
救

助
に

必
要

な
食

料
品

、
生

活
必

需
品

等
の

輸
送

業
務

３
そ

の
他

災
害

応
急

対
策

に
必

要
な

人
員

、
資

機
材

等
の

輸
送

業
務

輸
送

人
員

数
輸

送
活

動
期

間
輸

送
区

間
備

考

（自
）

月
日

（至
）

月
日

地
先

か
ら

地
先

ま
で

輸
送

物
資

数
量

輸
送

活
動

期
間

輸
送

区
間

備
考

（自
）

月
日

（至
）

月
日

地
先

か
ら

地
先

ま
で

輸
送

内
容

業
務

期
間

輸
送

区
間

備
考

（
自

）
月

日

（
至

）
月

日

地
先

か
ら

地
先

ま
で
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Ⅱ
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様
式

第
２

号

第
号

平
成

年
月

日

静
岡

県
知

事
氏

名
様

東
海

汽
船

株
式

会
社

代
表

取
締

役
氏

名

災
害

時
の

輸
送

等
の

業
務

報
告

に
つ

い
て

こ
の

こ
と

に
つ

い
て

、
災

害
時

の
輸

送
等

の
業

務
に

関
す

る
協

定
書

第
４

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
下

記
の

と

お
り

報
告

し
ま

す
。

記

１
被

災
者

（滞
留

者
を

含
む

。
）の

輸
送

業
務

２
災

害
救

助
に

必
要

な
食

料
品

、
生

活
必

需
品

等
の

輸
送

業
務

３
そ

の
他

災
害

応
急

対
策

に
必

要
な

人
員

、
資

機
材

等
の

輸
送

業
務

業
務

実
施

月
日

輸
送

人
員

数
輸

送
区

間
輸

送
回

数
従

事
人

員
従

事
船

舶

数
備

考

月
日

人
地

先
か

ら

地
先

ま
で

延
回

人
隻

業
務

実
施

月
日

輸
送

物
資

数
量

輸
送

区
間

輸
送

回
数

従
事

人

員

従
事

船
舶

数
備

考

月
日

地
先

か
ら

地
先

ま
で

延
回

人
隻

業
務

実
施

月
日

業
務

内
容

輸
送

区
間

輸
送

回
数

従
事

人
員

従
事

船
舶

数
備

考

月
日

地
先

か
ら

地
先

ま
で

延
回

人
隻

-511-
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山
梨

県
と

静
岡

県
の

消
防

防
災

ヘ
リ

コ
プ

タ
ー

の
運

航
不

能
期

間
等

に

お
け

る
相

互
応

援
協

定

（県
消

防
保

安
課

）

（目
的

）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
山

梨
県

（
以

下
「
甲

」
と

い
う

。
）
及

び
静

岡
県

（
以

下
「
乙

」
と

い
う

。
）
に

お
い

て
、

消
防

防
災

ヘ
リ

コ
プ

タ
ー

（
以

下
「
ヘ

リ
」
と

い
う

。
）
を

使
用

し
た

消
防

防
災

業
務

に
関

す
る

相
互

応
援

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

（耐
空

検
査

等
の

調
整

）

第
２

条
甲

及
び

乙
は

、
耐

空
検

査
等

に
つ

い
て

相
互

に
連

絡
し

、
点

検
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
を

調
整

す
る

。

（応
援

要
請

）

第
３

条
こ

の
協

定
に

基
づ

く
応

援
要

請
は

、
甲

及
び

乙
が

保
有

す
る

ヘ
リ

が
耐

空
検

査
及

び
整

備
等

に
よ

り
運

航
不

能
又

は
他

の
用

務
の

た
め

出
動

で
き

な
い

場
合

（
「
大

規
模

特
殊

災
害

時
に

お
け

る
広

域
航

空
消

防
応

援
実

施
要

綱
」
（
昭

和
６

１
年

５
月

３
０

日
付

消
防

救
第

６
１

号
消

防

庁
次

長
通

知
）
及

び
「
緊

急
消

防
援

助
隊

要
綱

」
（平

成
１

２
年

１
２

月
２

５
日

付
消

防
救

第
３

１
５

号
消

防
庁

長
官

通
知

）
の

対
象

と
な

る
場

合
を

除
く
。

）で
、

ヘ
リ

の
出

動
事

案
が

発
生

し
た

場
合

に
行

う
も

の
と

す
る

。

（応
援

）

第
４

条
前

条
に

よ
る

応
援

要
請

を
受

け
た

甲
又

は
乙

は
、

所
掌

業
務

、
気

象
条

件
等

に
よ

り
飛

行
に

支
障

が
あ

る
場

合
を

除
き

応
援

す
る

も
の

と

す
る

。

（応
援

活
動

の
位

置
付

け
）

第
５

条
応

援
活

動
の

内
容

が
救

急
搬

送
等

消
防

業
務

で
あ

る
場

合
に

は
、

甲
及

び
乙

の
保

有
す

る
ヘ

リ
の

出
動

に
あ

っ
て

は
、

当
該

ヘ
リ

の
航

空
隊

に
隊

員
の

派
遣

を
し

た
市

町
村

、
一

部
事

務
組

合
及

び
広

域
連

合
（
以

下
「
市

町
村

等
」
と

い
う

。
）
と

応
援

を
受

け
た

市
町

村
等

の
間

で
、

消
防

組
織

法
（昭

和
２

２
年

法
律

第
２

２
６

号
）
第

２
１

条
第

１
項

に
よ

る
応

援
活

動
が

あ
っ

た
も

の
と

す
る

。

（応
援

要
請

の
手

続
き

）

第
６

条
応

援
要

請
に

か
か

る
手

続
き

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

(１
)

要
請

側
の

県
消

防
防

災
担

当
課

長
（
山

梨
県

に
あ

っ
て

は
消

防
防

災
課

長
を

い
い

、
静

岡
県

に
あ

っ
て

は
防

災
局

消
防

室
長

を
い

う
。

以

下
「
要

請
者

」
と

い
う

。
）
か

ら
応

援
側

の
県

消
防

防
災

担
当

課
長

（山
梨

県
に

あ
っ

て
は

消
防

防
災

課
長

を
い

い
、

静
岡

県
に

あ
っ

て
は

防
災

局
消

防
室

長
を

い
う

。
以

下
「応

援
者

」
と

い
う

。
）に

対
し

、
応

援
要

請
を

行
う

こ
と

と
す

る
。

(２
)

応
援

要
請

は
、

電
話

に
て

速
報

後
、

応
援

側
の

定
め

て
い

る
緊

急
運

航
要

請
書

に
よ

り
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
を

用
い

て
行

う
も

の
と

す
る

。

(３
)

応
援

者
は

、
出

動
の

可
否

を
決

定
し

、
当

該
消

防
防

災
航

空
隊

長
等

に
指

示
す

る
と

と
も

に
、

要
請

者
に

回
答

す
る

も
の

と
す

る
。

(４
)

消
防

防
災

航
空

隊
長

等
は

、
応

援
要

請
を

受
け

た
場

合
は

、
直

ち
に

要
請

内
容

に
対

応
す

る
出

動
態

勢
を

整
え

る
も

の
と

す
る

。

（応
援

の
中

断
）

第
７

条
応

援
側

の
都

合
で

ヘ
リ

を
復

帰
さ

せ
る

べ
き

特
別

な
事

態
が

生
じ

た
場

合
は

、
応

援
者

は
へ

リ
の

応
援

を
要

請
者

と
協

議
の

う
え

、
中

断

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

（応
援

の
始

期
及

び
終

期
）

第
８

条
こ

の
協

定
に

基
づ

く
応

援
は

、
ヘ

リ
が

応
援

要
請

を
受

け
て

ヘ
リ

ポ
ー

ト
を

出
発

し
た

と
き

か
ら

始
ま

り
、

ヘ
リ

ポ
ー

ト
に

帰
着

し
た

と
き

に
終

了
す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
ヘ

リ
が

ヘ
リ

ポ
ー

ト
以

外
の

場
所

に
あ

る
と

き
に

、
飛

行
目

的
を

変
更

し
て

応
援

要
請

に
出

動
す

べ
き

命
令

が
あ

っ
た

と
き

は
、

そ
の

と
き

か
ら

こ
の

協
定

に
基

づ
く
応

援
は

始
ま

る
も

の
と

す
る

。

さ
ら

に
、

ヘ
リ

が
こ

の
協

定
に

基
づ

く
出

動
中

に
、

前
条

の
規

定
に

よ
り

応
援

出
動

が
中

断
さ

れ
、

復
帰

す
べ

き
命

令
が

あ
っ

た
と

き
は

、
そ

の

と
き

を
も

っ
て

こ
の

協
定

に
よ

る
応

援
は

終
了

す
る

も
の

と
す

る
。

[資
料

編
Ⅱ

]

（応
援

の
た

め
に

出
動

し
た

ヘ
リ

の
指

揮
）

第
９

条
応

援
出

動
し

た
ヘ

リ
の

指
揮

は
、

要
請

者
の

定
め

る
現

場
の

最
高

指
揮

者
が

行
う

も
の

と
す

る
。

ま
た

、
応

援
活

動
の

内
容

が
第

５
条

に

該
当

す
る

場
合

の
ヘ

リ
の

指
揮

は
、

応
援

を
受

け
た

市
町

村
等

の
長

の
定

め
る

現
場

の
最

高
指

揮
者

が
行

う
も

の
と

す
る

。

２
当

該
ヘ

リ
に

搭
乗

し
て

い
る

指
揮

者
は

、
活

動
に

当
た

っ
て

前
項

に
規

定
す

る
現

場
の

最
高

指
揮

者
と

緊
密

な
連

絡
を

と
る

も
の

と
す

る
。

（経
費

の
負

担
）

第
1
0条

応
援

に
要

す
る

派
遣

職
員

の
給

与
、

ヘ
リ

の
燃

料
費

（
応

援
先

に
お

い
て

給
油

す
る

場
合

を
除

く
。

）
及

び
消

耗
品

費
等

の
通

常
経

費
並

び
に

応
援

職
員

の
公

務
災

害
に

係
る

災
害

補
償

費
は

、
応

援
側

の
負

担
と

す
る

。

２
応

援
中

に
発

生
し

た
事

故
の

処
理

に
要

す
る

経
費

の
う

ち
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

も
の

は
、

要
請

側
の

負
担

と
す

る
。

た
だ

し
、

応
援

側
の

重
大

な
過

失
に

よ
り

発
生

し
た

損
害

は
、

応
援

側
の

負
担

と
す

る
。

(１
)

土
地

、
建

物
、

工
作

物
等

に
対

す
る

補
償

費

(２
)

ヘ
リ

の
損

傷
に

対
す

る
諸

経
費

(３
）

一
般

人
の

死
傷

に
伴

う
損

害
補

償
に

要
す

る
諸

経
費

３
前

項
に

定
め

る
要

請
側

の
負

担
額

は
、

応
援

側
の

加
入

す
る

航
空

保
険

に
よ

り
支

払
わ

れ
る

金
額

又
は

そ
れ

と
同

等
の

金
額

を
控

除
し

た
金

額
と

す
る

。

４
前

各
号

に
定

め
る

も
の

以
外

に
要

し
た

そ
の

他
諸

経
費

の
負

担
に

つ
い

て
は

、
そ

の
都

度
協

議
し

定
め

る
も

の
と

す
る

。

（情
報

交
換

）

第
11

条
こ

の
協

定
に

基
づ

き
甲

及
び

乙
は

相
互

に
域

内
の

臨
時

離
着

陸
場

等
に

つ
い

て
情

報
交

換
を

行
い

、
出

動
時

に
速

や
か

に
対

応
で

き
る

よ
う

日
頃

か
ら

努
め

る
も

の
と

す
る

。

（そ
の

他
）

第
12

条
こ

の
協

定
に

関
し

て
疑

義
又

は
定

め
の

な
い

事
項

が
生

じ
た

と
き

は
、

甲
及

び
乙

が
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

附
則

（施
行

期
日

）

こ
の

協
定

は
、

平
成

1
3年

1
2月

17
日

か
ら

施
行

す
る

。

こ
の

協
定

の
締

結
を

証
す

る
た

め
、

本
協

定
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

及
び

乙
は

記
名

押
印

の
上

、
各

１
通

を
保

有
す

る
。

平
成

13
年

12
月

17
日

甲
山

梨
県

知
事

天
野

建

乙
静

岡
県

知
事

石
川

嘉
延

-512-
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1
9
-
2
-
1
0

長
野

県
と

静
岡

県
の

消
防

防
災

ヘ
リ

コ
プ

タ
ー

の
運

航
不

能
期

間
等

に

お
け

る
相

互
応

援
協

定

（県
消

防
保

安
課

）

（目
的

）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
長

野
県

（
以

下
「
甲

」
と

い
う

。
）
及

び
静

岡
県

（
以

下
「
乙

」
と

い
う

。
）
に

お
い

て
、

消
防

防
災

ヘ
リ

コ
プ

タ
ー

（
以

下
「
ヘ

リ
」
と

い
う

。
）
を

使
用

し
た

消
防

防
災

業
務

に
関

す
る

相
互

応
援

に
つ

い
て

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

（耐
空

検
査

等
の

調
整

）

第
２

条
甲

及
び

乙
は

、
耐

空
検

査
等

に
つ

い
て

相
互

に
連

絡
し

、
点

検
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
を

調
整

す
る

。

（応
援

要
請

）

第
３

条
こ

の
協

定
に

基
づ

く
応

援
要

請
は

、
甲

及
び

乙
が

保
有

す
る

ヘ
リ

が
耐

空
検

査
及

び
整

備
等

に
よ

り
運

航
不

能
又

は
他

の
用

務
の

た
め

出
動

で
き

な
い

事
案

が
発

生
し

た
場

合
に

行
う

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

「
大

規
模

特
殊

災
害

時
に

お
け

る
広

域
航

空
消

防
応

援
実

施
要

綱
」
（昭

和
61

年
５

月
30

日
付

消
防

救
第

61
号

消
防

庁
次

長
通

知
）
及

び
「
緊

急
消

防
援

助
隊

要
綱

」
（
平

成
12

年
12

月
25

日
付

消
防

救
第

31
5
号

消
防

庁
長

官
通

知
）の

対
象

と
な

る
事

案
並

び
に

海
難

救
助

の
た

め
の

事
案

を
除

く
。

（応
援

）

第
４

条
前

条
に

よ
る

応
援

要
請

を
受

け
た

甲
又

は
乙

は
、

所
掌

業
務

、
気

象
条

件
等

に
よ

り
飛

行
に

支
障

が
あ

る
場

合
を

除
き

応
援

す
る

も
の

と

す
る

。

（応
援

活
動

の
位

置
付

け
）

第
５

条
応

援
活

動
の

内
容

が
救

急
搬

送
等

消
防

業
務

で
あ

る
場

合
に

は
、

甲
及

び
乙

の
保

有
す

る
ヘ

リ
の

出
動

に
あ

っ
て

は
、

当
該

ヘ
リ

の
航

空
隊

に
隊

員
の

派
遣

を
し

た
市

町
村

、
一

部
事

務
組

合
及

び
広

域
連

合
（
以

下
「
市

町
村

等
」
と

い
う

。
）
と

応
援

を
受

け
た

市
町

村
等

の
間

で
、

消
防

組
織

法
（昭

和
22

年
法

律
第

2
26

号
）第

2
1条

第
１

項
に

よ
る

応
援

活
動

が
あ

っ
た

も
の

と
す

る
。

（応
援

要
請

の
手

続
き

）

第
６

条
応

援
要

請
に

か
か

る
手

続
き

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

(１
)

要
請

側
の

県
消

防
防

災
担

当
課

長
（
長

野
県

に
あ

っ
て

は
危

機
管

理
・
消

防
防

災
課

長
を

い
い

、
静

岡
県

に
あ

っ
て

は
防

災
局

消
防

室
長

を
い

う
。

以
下

「
要

請
者

」
と

い
う

。
）
か

ら
応

援
側

の
県

消
防

防
災

担
当

課
長

（
長

野
県

に
あ

っ
て

は
危

機
管

理
・
消

防
防

災
課

長
を

い
い

、
静

岡
県

に
あ

っ
て

は
防

災
局

消
防

室
長

を
い

う
。

以
下

「応
援

者
」
と

い
う

。
）
に

対
し

、
応

援
要

請
を

行
う

こ
と

と
す

る
。

(２
)

応
援

要
請

は
、

電
話

に
て

速
報

後
、

応
援

側
の

定
め

て
い

る
緊

急
運

航
要

請
書

に
よ

り
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
を

用
い

て
行

う
も

の
と

す
る

。

(３
)

応
援

者
は

、
出

動
の

可
否

を
決

定
し

、
当

該
消

防
防

災
航

空
隊

長
等

に
指

示
す

る
と

と
も

に
、

要
請

者
に

回
答

す
る

も
の

と
す

る
。

(４
)

消
防

防
災

航
空

隊
長

等
は

、
応

援
要

請
を

受
け

た
場

合
は

、
直

ち
に

要
請

内
容

に
対

応
す

る
出

動
態

勢
を

整
え

る
も

の
と

す
る

。

（応
援

の
中

断
）

第
７

条
応

援
側

の
都

合
で

ヘ
リ

を
復

帰
さ

せ
る

べ
き

特
別

な
事

態
が

生
じ

た
場

合
は

、
応

援
者

は
へ

リ
の

応
援

を
要

請
者

と
協

議
の

う
え

、
中

断

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

（応
援

の
始

期
及

び
終

期
）

第
８

条
こ

の
協

定
に

基
づ

く
応

援
は

、
ヘ

リ
が

応
援

要
請

を
受

け
て

ヘ
リ

ポ
ー

ト
を

出
発

し
た

と
き

か
ら

始
ま

り
、

ヘ
リ

ポ
ー

ト
に

帰
着

し
た

と
き

に
終

了
す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
ヘ

リ
が

ヘ
リ

ポ
ー

ト
以

外
の

場
所

に
あ

る
と

き
に

、
飛

行
目

的
を

変
更

し
て

応
援

要
請

に
出

動
す

べ
き

命
令

が
あ

っ
た

と
き

は
、

そ
の

と
き

か
ら

こ
の

協
定

に
基

づ
く
応

援
は

始
ま

る
も

の
と

す
る

。

さ
ら

に
、

ヘ
リ

が
こ

の
協

定
に

基
づ

く
出

動
中

に
、

前
条

の
規

定
に

よ
り

応
援

出
動

が
中

断
さ

れ
、

復
帰

す
べ

き
命

令
が

あ
っ

た
と

き
は

、
そ

の
と

き
を

も
っ

て
こ

の
協

定
に

よ
る

応
援

は
終

了
す

る
も

の
と

す
る

。
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（応
援

の
た

め
に

出
動

し
た

ヘ
リ

の
指

揮
）

第
９

条
応

援
出

動
し

た
ヘ

リ
の

指
揮

は
、

要
請

者
の

定
め

る
現

場
の

最
高

指
揮

者
が

行
う

も
の

と
す

る
。

ま
た

、
応

援
活

動
の

内
容

が
第

５
条

に

該
当

す
る

場
合

の
ヘ

リ
の

指
揮

は
、

応
援

を
受

け
た

市
町

村
等

の
長

の
定

め
る

現
場

の
最

高
指

揮
者

が
行

う
も

の
と

す
る

。

２
当

該
ヘ

リ
に

搭
乗

し
て

い
る

指
揮

者
は

、
活

動
に

当
た

っ
て

前
項

に
規

定
す

る
現

場
の

最
高

指
揮

者
と

緊
密

な
連

絡
を

と
る

も
の

と
す

る
。

（経
費

の
負

担
）

第
1
0条

応
援

に
要

す
る

派
遣

職
員

の
給

与
、

ヘ
リ

の
燃

料
費

（
応

援
先

に
お

い
て

給
油

す
る

場
合

を
除

く
。

）
及

び
消

耗
品

費
等

の
通

常
経

費
並

び
に

応
援

職
員

の
公

務
災

害
に

係
る

災
害

補
償

費
は

、
応

援
側

の
負

担
と

す
る

。

２
応

援
中

に
発

生
し

た
事

故
の

処
理

に
要

す
る

経
費

の
う

ち
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

も
の

は
、

要
請

側
の

負
担

と
す

る
。

た
だ

し
、

応
援

側
の

重
大

な
過

失
に

よ
り

発
生

し
た

損
害

は
、

応
援

側
の

負
担

と
す

る
。

(１
)

土
地

、
建

物
、

工
作

物
等

に
対

す
る

補
償

費

(２
)

ヘ
リ

の
損

傷
に

対
す

る
諸

経
費

(３
)

一
般

人
の

死
傷

に
伴

う
損

害
補

償
に

要
す

る
諸

経
費

３
前

項
に

定
め

る
要

請
側

の
負

担
額

は
、

応
援

側
の

加
入

す
る

航
空

保
険

に
よ

り
支

払
わ

れ
る

金
額

又
は

そ
れ

と
同

等
の

金
額

を
控

除
し

た
金

額
と

す
る

。

４
前

各
号

に
定

め
る

も
の

以
外

に
要

し
た

そ
の

他
諸

経
費

の
負

担
に

つ
い

て
は

、
そ

の
都

度
協

議
し

定
め

る
も

の
と

す
る

。

（情
報

交
換

）

第
１

１
条

こ
の

協
定

に
基

づ
き

甲
及

び
乙

は
相

互
に

域
内

の
臨

時
離

着
陸

場
等

に
つ

い
て

情
報

交
換

を
行

い
、

出
動

時
に

速
や

か
に

対
応

で
き

る
よ

う
日

頃
か

ら
努

め
る

も
の

と
す

る
。

（そ
の

他
）

第
１

２
条

こ
の

協
定

に
関

し
て

疑
義

又
は

定
め

の
な

い
事

項
が

生
じ

た
と

き
は

、
甲

及
び

乙
が

協
議

し
て

定
め

る
も

の
と

す
る

。

附
則

（施
行

期
日

）

こ
の

協
定

は
、

平
成

1
5年

3
月

1日
か

ら
施

行
す

る
。

こ
の

協
定

の
締

結
を

証
す

る
た

め
、

本
協

定
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

及
び

乙
は

記
名

押
印

の
上

、
各

１
通

を
保

有
す

る
。

平
成

15
年

３
月

１
日

甲
長

野
県

知
事

田
中

康
夫

乙
静

岡
県

知
事

石
川

嘉
延

-513-
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四
県

一
市

航
空

消
防

防
災
相

互
応

援
協

定

(消
防
保

安
課
)

（
目
的
）

第
１
条

こ
の
協
定

は
、
岐
阜
県
、

静
岡
県
、
愛
知
県
、

三
重
県
及

び
名

古
屋
市

（
以

下
「
四

県
一
市

」

と
い
う
。
）
に
お

い
て
、
回
転
翼
航
空
機
（
以
下
「
ヘ
リ
」
と
い
う
。
）

を
使

用
し
た
消

防
防

災
業

務
に

関
す
る
相
互
応
援
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
応
援
要
請
）

第
２
条

こ
の
協
定

に
基
づ
く
応
援

要
請
は
、
次
の
各
号

に
定
め
る

場
合

で
、
大

規
模

特
殊
災

害
時
に

お

け
る
広
域
航
空
消
防
応
援
実
施
要
綱（

昭
和

61
年

5
月

30
日
付
け
消
防
救

第
61

号
消
防
庁
次
長

通
知
）

の
対
象
と
な
る
大
規
模
特
殊
災
害
を
除
く
ヘ
リ
の
出
動
事
案
が
発
生

し
た
場
合
に
行

う
も

の
と
す
る
。

(1
)

保
有
す
る
ヘ

リ
（
代
替
機

を
含
む
。
以
下
同
じ

。
）
が
点
検
又
は

整
備
の

た
め

出
動
す

る
こ
と

が

で
き
な
い
場
合
（
次
号
か
ら
第

4
号
ま
で
に
該
当
す
る
場
合
を

除
く
。）

(
2)

保
有
す
る
ヘ
リ
の
み
で
は
、
出
動
事
案
に
応
え
ら
れ
な
い
場

合

(
3)

保
有
す
る
ヘ
リ
の
資
機
材
又
は
装
備
品
で
は
、
出
動
事
案
に

応
え
ら
れ
な
い

場
合

(
4)

保
有
す
る
ヘ
リ
が
出
動
体
制
を
整
え
る
ま
で
に
相
当
の
時
間

を
要
す
る
場
合

(
5)

そ
の
他
ヘ
リ
に
よ
る
応
援
活
動
が
有
効
な
場
合

（
応
援
要
請
手
続
）

第
３
条

前
条
に
規

定
す
る
応
援
要

請
の
手
続
き
は
、
電

話
又
は
フ

ァ
ク

シ
ミ
リ

に
よ

り
次
の

事
項
を

明

ら
か
に
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

(
1)

出
動
事
案
の
概
要

(
2)

必
要
な
応
援
の
内
容

(
3)

発
生
の
日
時
、
場
所
及
び
状
況

(
4)

現
場
の
最
高
指
揮
者
の
職
・
氏
名
及
び
現
場
へ
の
連
絡
方
法

(
5)

現
場
の
気
象
状
況

(
6)

ヘ
リ
が
離
着
陸
す
る
場
所
及
び
地
上
支
援
体
制

(
7)

応
援
に
要
す
る
資
機
材
の
品
目
及
び
数
量

(
8)

ヘ
リ
の
給
油
場
所

(
9)

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
応
援
要
請
先
）

第
４
条

応
援
要
請

の
連
絡
先
は
、

大
規
模
特
殊
災
害
時

に
お
け
る

広
域

航
空
消

防
応

援
実
施

細
目
に

定

め
る
「
連
絡
・
要
請
窓
口
」
と
す
る
。

（
応
援
の
中
断
）

第
５
条
応
援
側
の
都

合
で
ヘ
リ
を
復

帰
さ
せ
る
べ
き
特
別

な
事
態
が

生
じ

た
場
合

は
、

応
援
側

の
長
は

ヘ

リ
の
応
援
を
要
請
側
と
協
議
の
う
え
中
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
応
援
の
始
期
及
び
終
期
）

第
６
条
こ
の
協
定
に

基
づ
く
応
援
は

、
ヘ
リ
が
応
援
要
請

を
受
け
て

ヘ
リ

ポ
ー
ト

を
出

発
し
た

と
き
か

ら

始
ま
り
、
ヘ
リ
ポ
ー
ト
に
帰
着
し
た
と
き
に
終
了
す
る
も
の
と
す
る

。

た
だ
し
、
ヘ
リ

が
ヘ
リ
ポ
ー
ト

以
外
の
場
所
に
あ
る

と
き
に
、

飛
行

目
的
を

変
更

し
て
応

援
に
出

動

す
べ
き
命
令
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
と
き
か
ら
こ
の
協
定
に
基
づ

く
応
援
は
始
ま

る
も

の
と
す
る
。

２
へ
リ
が
こ
の
協
定
に
基
づ
く
出

動
中
に
、
前
条
の
規

定
に
よ
り

応
援

出
動
が

中
断

さ
れ
、

復
帰
す

べ

き
命
令
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
と
き
を
も
っ
て
こ
の
協
定
に
よ
る

応
援
は
終
了
す

る
も

の
と
す
る
。

（
事
故
等
の
連
絡
）

第
７
条

要
請
し
た

四
県
一
市
は
、

応
援
航
空
隊
に
次
の

事
故
が
発

生
し

た
こ
と

を
覚

知
し
た

と
き
は

、

す
み
や
か
に
応
援
し
た
四
県
一
市
に
対
し
必
要
な
事
項
を
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(
1)

人
の
死
傷
を
伴
う
事
故

(
2)

ヘ
リ
の
重
大
な
損
傷
を
伴
う
事
故

(
3)

救
難
対
策
を
必
要
と
す
る
事
故

（
経
費
の
負
担
）

第
８
条
応
援
に
要
す
る
経
費
（
応
援
先
に
お
い
て
給
油
し
た
場
合
の
ヘ
リ
の
燃

料
費

を
除
く
。
）
は

、
応
援
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側
の
負

担
と
す
る
。

た
だ
し
、

第
2
条

第
1
号
の

応
援
活

動
に

係
る
次

の
経
費

は
、

応
援

側
と
要

請
側

の
協
議

に
よ
り

、

そ
の
全

部
又
は
一
部
を

要
請

側
の
負
担
と
す
る
こ

と
が
で
き
る

。

(
1)

ヘ
リ
の

燃
料

費

(
2)

隊
員
の

出
場

手
当
、
旅
費
、
日
当

、
宿
泊
費

(
3)

当
該
応

援
に

よ
り
特
別
に
必
要
と

な
っ
た
ヘ
リ
の
修
繕

料

(
4)

当
該
応

援
に

よ
り
特
別
に
必
要
と

な
っ
た
消
耗
品
費

２
第

1
項
に

か
か

わ
ら

ず
、
応

援
中
に

発
生

し
た
事

故
の
処

理
に

要
す

る
経
費

は
、

要
請
側

の
負
担

と

す
る
。

た
だ

し
、

応
援
側
の
重
大
な
過

失
に
よ
り
発
生
し
た

損
害

は
、
応
援
側
の

負
担

と
す
る
。

３
前

項
に
定

め
る

要
請

側
の
負

担
額
は

、
応

援
側
の

加
入
す

る
航

空
保

険
に
よ

り
支

払
わ
れ

る
金
額

を

控
除
し

た
金
額
と
す
る

。

４
前

各
項
に

定
め

る
も

の
以
外

に
要
し

た
経

費
の
負

担
に
つ

い
て

は
、

そ
の
都

度
協

議
し
定

め
る
も

の

と
す
る

。

（
訓
練

の
参

加
）

第
９

条
四

県
一

市
は

、
こ

の
協

定
に
基

づ
く

応
援
が

円
滑
に

行
わ

れ
る

よ
う
、

防
災

訓
練
等

に
相
互

に

参
加
す

る
よ
う
努
め
る

も
の

と
す
る
。

（
連
絡

調
整

）

第
10

条
四
県
一
市

は
、
応

援
を
円
滑
に
行
う
こ

と
が
で
き
る
よ
う
次

に
掲

げ
る
項
目
を
あ

ら
か

じ
め
連

絡
調
整

す
る
も
の
と
す

る
。

(
1)

ヘ
リ
の

活
動

拠
点
と
し
て
最
適
な

飛
行
場
外
離
着
陸
場

(
2)

ヘ
リ
と

消
防

本
部
等
と
の
通
信
連

絡
方
法

(
3)

ヘ
リ
の

諸
元

及
び
性
能

(
4)

消
火
及

び
救

急
救
助
活
動
用
資
機

材
等
の
補
給
体
制

(
5)

ヘ
リ
の

整
備

、
修
理
等
に
よ
り
長

期
に
わ
た
り
運
航
不

能
が

予
測
さ
れ
る
場

合
の

事
前
連
絡

(
6)

そ
の
他

必
要

な
事
項

（
そ
の

他
）

第
11

条
こ
の
協
定
に

定
め

の
な
い
事
項
又
は
疑

義
を
生
じ
た
事
項
に

つ
い

て
は
、
そ
の
都
度
協
議

の
上
、

決
定
す

る
も
の
と
す
る

。

２
平
成

2
6
年

3
月

31
日
に
締
結

し
た
「
四
県
一
市
航

空
消

防
防
災
相
互
応

援
協

定
」
は
、
廃
止

す
る
。

こ
の

協
定
の

成
立

を
証

す
る
た

め
、
本

書
5
通

を
作

成
し
、

四
県

一
市

記
名
押

印
の

上
、
各

1
通
を

保

有
す
る
。

平
成

2
7
年

4
月

1
日

岐
阜
県

知
事

古
田
肇

静
岡
県

知
事

川
勝
平
太

愛
知
県

知
事

大
村
秀
章

三
重
県

知
事

鈴
木
英
敬

名
古
屋

市
長

河
村
た
か
し

-514-
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静
岡
県
内

航
空
消

防
相

互
応
援

協
定

書

(消
防
保

安
課
)

（
目
的
）

第
１
条

こ
の
協
定
は
、
静
岡
市
（
静
岡
市
に
消
防
業
務
を
委
託
す
る
市
町
を
含
む
。

以
下

「
甲
」
と
い
う
。
）、

浜
松
市
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。）

及
び
静
岡
県
（
以
下
「
丙
」
と
い
う
。
）
が
、
災

害
に

よ
る
被
害
を
最

小
限

に
防
止
す
る
た
め
、
甲
の
保
有
す
る
静
岡
市
消
防
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
（
以
下
「
静
岡
市

ヘ
リ

」
と
い
う
。）
、

乙
の

保
有
す
る
浜
松
市
消
防
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
（
以
下
「
浜
松
市
ヘ
リ
」
と
い
う
。
）
及
び
丙

の
保

有
す
る
静
岡
県

防
災

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
（
以
下
「
県
ヘ
リ
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
て
行
う
航
空
消
防
に
関
す

る
相

互
応
援
に
つ
い

て
必

要
な
事
項
を
定
め
る
。

（
活
動
区
域
等
）

第
２
条

こ
の
協
定
に
お
け
る
静
岡
市
ヘ
リ
、
浜
松
市
ヘ
リ
及
び
県
ヘ
リ
の
運
航
区
域

は
、

静
岡
県
の
区
域

と
す

る
。
た
だ
し
、
静
岡
県
内
で
発
生
し
た
災
害
に
対
す
る
傷
病
者
の
搬
送
に
お
い
て
は

、
こ

の
限
り
で
は
な

い
。

（
航
空
消
防
の
所
管
区
域
）

第
３
条

甲
、
乙
及
び
丙
は
、
原
則
と
し
て
各
々
の
所
管
区
域
（
丙
に
あ
っ

て
は
甲
及
び
乙

の
区

域
を
除
く
。）

の

航
空
消
防
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
を
確
認
の
上
で
、
次
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
、
相

互
応

援
を
行
う
も
の

と
す

る
。

（
相
互
応
援
）

第
４
条

こ
の
協
定
に
基
づ
く
相
互
応
援
の
範
囲
は
、
次
の
各
号
に
揚
げ
る
と
こ
ろ
に

よ
る

。

（
１
）
各
自
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
（
以
下
「
ヘ
リ
」
と
い
う
。
）
で
は
、
災
害
を
防
除
す

る
こ

と
が
困
難
と
な

る
と

き
。

（
２
）
ヘ
リ
が
、
緊
急
消
防
援
助
隊
を
含
む
他
の
災
害
に
出
動
し
て
い
る
と
き
。

（
３
）
ヘ
リ
の
出
動
に
相
当
の
時
間
を
要
す
る
と
き
。

（
４
）
ヘ
リ
が
耐
空
検
査
等
に
よ
る
点
検
、
整
備
等
の
た
め
出
動
で
き
な
い
と
き
。

（
相
互
応
援
の
要
請
）

第
５
条

前
条
に
定
め
る
範
囲
で
、
甲
は
乙
及
び
丙
に
対
し
て
、
乙
は
甲
及
び
丙
に
対

し
て

、
丙
は
甲
及
び

乙
に

対
し
て
、
ヘ
リ
の
出
動
を
要
請
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
市
町
等
へ
の
航
空
支
援
活
動
の
位
置
付
け
）

第
６
条

甲
又
は
乙
が
行
う
静
岡
県
内
の
市
町
等
（
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
以
下

同
じ

。）
に
対
す
る
こ
の

協
定

に
よ
る
航
空
支
援
活
動
に
つ
い
て
は
、
消
防
組
織
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

2
2
6
号

）
第

3
0
条
第
１
項
の

規
定

に
基
づ
き
丙
が
行
う
航
空
機
を
用
い
た
消
防
の
支
援
と
み
な
す
。

（
運
航
の
調
整
等
）

第
７
条

甲
、
乙
及
び
丙
は
、
ヘ
リ
の
耐
空
検
査
等
に
つ
い
て
相
互
に
連
絡
し
、
当
該

検
査

等
に
要
す
る
期

間
や

運
航
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
を
調
整
す
る
も
の
と
す
る
。

２
甲
、
乙
及
び
丙
は
、

各
々
の
出
動
事
案
で
あ
っ
て
も
相
互
に
連
絡
し
、
情
報
を
共

有
す

る
も
の
と
す
る

。

（
応
援
要
請
の
手
続
）

第
８
条

こ
の
協
定
に
基
づ
く
応
援
要
請
を
受
け
た
甲
、
乙
及
び
丙
は
、
所
管
業
務
又

は
気

象
状
況
等
に
よ

り
運

航
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
相
互
に
応
援
す
る
も
の
と
す
る
。

２
応
援
要
請
に
係
る
手

続
に
つ
い
て
は
、
電
話
又
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
等
に
よ
り
次
の

事
項

を
明
ら
か
に
し

て
行

う
も
の
と
す
る
。

（
１
）

出
動
事
案
の
概
要

（
２
）

必
要
な
応
援
の
内
容

（
３

）
発
生
の
日

時
、

場
所
及
び
状
況

（
４

）
現
場
の
最

高
指

揮
者
の
職
、
氏
名
及

び
現
場
へ
の
連
絡

方
法

（
５

）
現
場
の
気

象
状

況

（
６

）
ヘ
リ
が
離

着
陸

す
る
場
所
及
び
地
上

支
援
体
制

（
７

）
応
援
に
要

す
る

資
機
材
の
品
目
及
び

数
量

（
８

）
ヘ
リ
の
給

油
場

所

（
９

）
そ
の
他
必

要
な

事
項

３
丙
は

、
静
岡
県
防
災

ヘ
リ

コ
プ
タ
ー
応
援

協
定

(平
成

29
年

４
月

１
日
発
効
）
第

４
条

の
規
定
に
よ
り

市
町

等
か
ら

応
援
要
請
を
受

け
た

場
合
で
あ
っ
て
、
甲

又
は
乙
に
対

し
前

２
項
の
規
定
に

よ
り

応
援
を
要
請
し

、
そ

の
同
意

が
得
ら
れ
た
と

き
は

、
当
該
市
町
等
に
そ

の
旨
を
連
絡

し
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
応

援
要

請
の
連
絡
先
）

第
９

条
応
援
要
請
の
連

絡
先

に
つ
い
て
は
、

甲
に

あ
っ
て
は
静

岡
市

消
防
局
航
空
課

長
、

乙
に
あ
っ
て
は

浜
松

市
消
防

局
警
防
課
長
、

丙
に

あ
っ
て
は
静
岡
県
危

機
管
理
部
消

防
保

安
課
長
と
す
る

。

（
応

援
の

中
断
）

第
1
0
条

応
援

側
の
都
合
で
ヘ

リ
を

復
帰
さ
せ
る
べ
き
特

別
な
事
態
が
生
じ
た

場
合

は
、
応

援
側
の
長
は
、
要
請

側
と
協

議
の
上
、
ヘ
リ

の
応

援
を
中
断
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
応

援
の

始
期
及
び
終
期

）

第
1
1
条

こ
の

協
定
に
基
づ
く

応
援

は
、ヘ

リ
が
応

援
要
請
を
受

け
て

当
該
ヘ
リ
の
基

地
施

設
を
出
発
し
た

と
き

か
ら
当

該
ヘ
リ
の
基
地

施
設

に
帰
着
し
た
と
き
ま

で
と
す
る
。

た
だ

し
、
ヘ
リ
が
当

該
ヘ

リ
の
基
地
施
設

以
外

の
場
所

に
あ
る
と
き
に

、
飛

行
目
的
を
変
更
し
て

応
援
に
出
動

す
べ

き
命
令
が
あ
っ

た
と

き
は
、
そ
の
時

点
を

も
っ
て

こ
の
協
定
に
基

づ
く

応
援
を
開
始
す
る
も

の
と
す
る
。

２
ヘ
リ

が
こ
の
協
定
に

基
づ

く
出
動
中
に
、

前
条

の
規
定
に
よ

り
応

援
が
中
断
さ
れ

、
復

帰
す
べ
き
命
令

が
あ

っ
た
と

き
は
、
そ
の
時

点
を

も
っ
て
こ
の
協
定
に

基
づ
く
応
援

を
終

了
す
る
も
の
と

す
る

。

（
ヘ

リ
の

活
動
）

第
1
2
条

第
６

条
の
規
定
に
よ

り
実

施
す
る
航
空
支
援
活

動
は
、
発
災

市
町
等
の
消
防

機
関

と
相
互
に
密
接

な
連

携
の
下

に
行
動
す
る
。

（
事

故
等

の
連
絡
）

第
1
3
条

要
請

側
は
、

応
援
に

出
動

し
た
ヘ
リ
の
航
空
隊

に
次
の
事
故
が
発
生

し
た

こ
と
を
覚
知
し

た
と

き
は
、

す
み
や

か
に
応
援
側
に

対
し

必
要
な
事
項
を
報
告

し
な
け
れ
ば

な
ら

な
い
。

（
１
）

人
の
死
傷
を

伴
う
事
故

（
２
）

ヘ
リ
の
重
大

な
損
傷
を
伴
う
事
故

（
３
）

救
難
対
策
を

必
要
と
す
る
事
故

（
経

費
の

負
担
）

第
1
4
条

応
援

に
要
す
る
派
遣

職
員

の
給
与
、
航
空

機
の
燃
料
費

及
び

消
耗
品
費
等
の

通
常

経
費
並
び
に
応

援
職

員
の
公

務
災
害
に
係
る

災
害

補
償
費
は
、
応
援
側

の
負
担
と
す

る
。

２
応
援

中
に
発
生
し
た

事
故

の
処
理
に
要
す

る
経

費
の
う
ち
、

次
に

掲
げ
る
も
の
は

要
請

側
の
負
担
と
す

る
。

た
だ
し

、
応
援
側
の
重

大
な

過
失
に
よ
り
発
生
し

た
損
害
は
、

応
援

側
の
負
担
と
す

る
。

（
１

）
土

地
、
建
物
、
工

作
物

等
に
対
す
る
補

償
費

（
２

）
ヘ

リ
の
損
傷
に
対

す
る

諸
経
費

（
３

）
一

般
人
の
死
傷
に

伴
う

損
害
補
償
に
要

す
る

諸
経
費

３
前
項

に
定
め
る
要
請

側
の

負
担
額
は
、
応

援
側

の
加
入
す
る

航
空

保
険
に
よ
り
支

払
わ

れ
る
金
額
を
控

除
し

た
金
額

と
す
る
。

４
前
３

項
に
定
め
る
も

の
以

外
に
要
し
た
経

費
の

負
担
に
つ
い

て
は

、
そ
の
都
度
協

議
定

め
る
も
の
と
す

る
。
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（
連
携
訓
練
の
実
施
）

第
1
5
条

甲
、
乙
及
び
丙
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
応
援
が
円
滑
に
行
わ

れ
る
よ
う
、
連
携

訓
練
の
実
施
に

努
め

る
も
の
と
す
る
。

（
連
絡
調
整
）

第
1
6
条

甲
、
乙
及
び
丙
は
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
応
援
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き

る
よ

う
次
に
揚
げ
る

項
目

に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
連
絡
調
整
す
る
も
の
と
す
る
。

（
１
）

ヘ
リ
の
活
動
拠
点
と
し
て
最
適
な
飛
行
場
外
離
着
陸
場
の
把
握

（
２
）

ヘ
リ
と
消
防
本
部
等
と
の
通
信
連
絡
方
法

（
３
）

ヘ
リ
の
諸
元
及
び
性
能

（
４
）

消
火
及
び
救
急
救
助
活
動
用
資
機
材
等
の
補
給
体
制

（
５
）

ヘ
リ
の
整
備
、
修
理
等
に
よ
り
長
期
に
わ
た
り
運
航
不
能
が
予
測
さ
れ

る
場

合
の
事
前
連
絡

（
６
）

そ
の
他
の
必
要
な
事
項

（
協
定
の
有
効
期
間
）

第
1
7
条

こ
の
協
定
の
有
効
期
間
は
、
平
成

29
年
４
月
１
日
か
ら
平
成

30
年

３
月

3
1
日

ま
で
と
す
る
。

た
だ

し
、
こ
の
期
間
満
了
１
箇
月
前
ま
で
に
甲
、
乙
及
び
丙
い
ず
れ
か
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
の

相
手

方
に
対
し
異
議

の
申

出
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
期
間
は
、
更
に
１
年
間
延
長
す
る
も
の
と
し
、
以
後
の
期

間
満

了
に
つ
い
て
も

、
ま

た
同
様
と
す
る
。

（
そ
の
他
）

第
1
8
条

静
岡
県
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
応
援
協
定
（
平
成

29
年
４
月
１
日
発
効
）
は

、
甲

と
丙
並
び
に
乙

と
丙

と
の
間
に
お
い
て
効
力
を
有
し
な
い
も
の
と
し
、
平
成

2
8
年
４
月

1
5
日
に
甲
、
乙

及
び

丙
が
締
結
し
た

静
岡

県
内
航
空
消
防
相
互
応
援
協
定
は
、
平
成

29
年
３
月

3
1
日
を
も
っ
て
廃
止
す
る
。

２
こ
の
協
定
に
定
め
の

な
い
事
項
又
は
疑
義
を
生
じ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都

度
協

議
の
上
、
決
定

す
る

も
の
と
す
る
。

上
記
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
こ
の
協
定
書
３
通
を
作
成
し
、
甲
、
乙
及
び

丙
は

記
名
押
印
の
上

、
各

１
通
を
所
持
す
る
。

平
成

29
年
３
月

3
1
日 甲

静
岡

市
長

田
辺

信
宏

乙
浜

松
市

長
鈴

木
康

友

丙
静

岡
県

知
事

川
勝

平
太
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[資
料

編
Ⅱ

]

1
9
-
2
-
1
3

災
害

等
の

緊
急

時
に

お
け

る
人

員
派

遣
に

関
す

る
協

定
書

（県
消

防
保

安
課

）

静
岡

県
（以

下
「
甲

」
と

い
う

。
）
と

静
岡

エ
ア

コ
ミ

ュ
ー

タ
株

式
会

社
（
以

下
「乙

」と
い

う
。

）と
は

、
災

害
等

の
緊

急
時

に
お

け
る

人
員

派
遣

及
び

派

遣
要

員
の

業
務

実
施

要
領

に
つ

い
て

必
要

な
事

項
を

定
め

、
次

の
と

お
り

協
定

（以
下

「
本

協
定

」と
い

う
。

）を
締

結
す

る
。

（要
員

の
派

遣
）

第
１

条
甲

は
災

害
等

の
発

生
時

に
お

い
て

、
「静

岡
県

緊
急

消
防

援
助

隊
受

援
計

画
」
に

基
づ

く
「静

岡
県

ヘ
リ

コ
プ

タ
ー

受
援

マ
ニ

ュ
ア

ル
」
の

運

用
に

際
し

、
「
現

地
指

揮
班

」に
必

要
な

要
員

の
確

保
を

行
う

た
め

、
必

要
に

よ
り

乙
に

要
員

派
遣

を
要

請
し

、
乙

は
派

遣
可

能
な

場
合

こ
れ

を
受

け
る

も
の

と
す

る
。

（派
遣

要
員

の
業

務
）

第
２

条
甲

が
乙

の
派

遣
要

員
に

依
頼

す
る

業
務

内
容

及
び

業
務

の
遂

行
場

所
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

(1
)

業
務

内
容

ア
運

航
関

係
要

員

(ｱ
)

国
土

交
通

省
航

空
局

と
の

連
絡

調
整

に
関

す
る

こ
と

。

(ｲ
)

ヘ
リ

コ
プ

タ
ー

の
飛

行
に

関
す

る
こ

と
。

(ｳ
)

応
援

部
隊

と
の

通
信

連
絡

に
関

す
る

こ
と

。

(ｴ
)

航
空

機
の

管
制

及
び

気
象

情
報

に
関

す
る

こ
と

。

(ｵ
)

駐
機

場
所

の
安

全
確

保
に

関
す

る
こ

と
。

イ
整

備
関

係
要

員

(ｱ
)

ヘ
リ

コ
プ

タ
ー

の
整

備
に

関
す

る
こ

と
。

(ｲ
)

ヘ
リ

コ
プ

タ
ー

の
装

備
品

に
関

す
る

こ
と

。

(ｳ
)

燃
料

補
給

に
関

す
る

こ
と

。

(ｴ
)

ヘ
リ

コ
プ

タ
ー

の
飛

行
時

間
の

管
理

に
関

す
る

こ
と

。

(2
)

業
務

の
遂

行
場

所

ア
航

空
自

衛
隊

浜
松

基
地

現
地

指
揮

班

イ
航

空
自

衛
隊

静
浜

基
地

現
地

指
揮

班

（派
遣

要
員

の
資

格
と

人
数

）

第
３

条
乙

が
派

遣
す

る
要

員
は

、
甲

が
依

頼
す

る
第

２
条

に
規

定
す

る
業

務
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

者
と

し
、

次
の

い
ず

れ
か

の
資

格
を

有
す

る
者

と
す

る
。

ま
た

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
甲

が
必

要
と

す
る

要
員

数
は

、
そ

れ
ぞ

れ
各

２
名

と
す

る
。

(1
)

運
航

関
係

要
員

回
転

翼
の

操
縦

の
資

格
を

有
し

、
運

航
管

理
業

務
が

で
き

る
者

(2
)

整
備

関
係

要
員

回
転

翼
の

航
空

整
備

士
の

資
格

を
有

し
、

整
備

管
理

業
務

の
経

験
を

有
す

る
者

（派
遣

に
関

す
る

諸
手

続
等

）

第
４

条
甲

は
、

本
協

定
に

基
づ

き
乙

に
要

員
の

派
遣

を
要

請
す

る
場

合
は

、
別

に
定

め
る

派
遣

要
請

書
を

乙
に

提
出

す
る

。

２
乙

は
、

甲
よ

り
派

遣
の

要
請

を
受

け
た

後
、

前
条

の
条

件
を

満
た

す
派

遣
可

能
な

要
員

の
氏

名
及

び
人

数
を

甲
に

通
知

す
る

も
の

と
す

る
。

３
派

遣
要

員
の

引
渡

場
所

及
び

業
務

完
了

後
の

受
入

場
所

は
、

静
岡

ヘ
リ

ポ
ー

ト
と

す
る

。

（派
遣

経
費

）

[資
料
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第
５

条
本

協
定

に
基

づ
く
乙

が
派

遣
す

る
要

員
に

係
る

経
費

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

(1
)

乙
が

甲
に

派
遣

す
る

要
員

の
拘

束
料

は
、

乙
の

規
定

に
よ

る
１

暦
日

を
単

位
と

す
る

人
件

費
相

当
額

を
基

本
と

し
、

業
務

完
了

後
に

甲
及

び

乙
が

協
議

し
て

決
定

す
る

。

(2
)

甲
は

、
乙

に
要

員
派

遣
に

係
る

日
当

、
宿

泊
費

そ
の

他
の

諸
経

費
を

別
途

支
払

う
も

の
と

す
る

。

（支
払

い
）

第
６

条
甲

は
、

乙
に

要
員

派
遣

の
業

務
完

了
後

、
要

員
派

遣
に

係
る

経
費

を
乙

の
請

求
に

基
づ

き
支

払
う

も
の

と
す

る
。

（責
任

）

第
７

条
乙

が
本

協
定

の
履

行
に

際
し

、
甲

の
派

遣
要

請
に

対
し

派
遣

可
能

な
要

員
を

確
保

で
き

な
か

っ
た

場
合

は
、

甲
は

乙
に

対
し

損
害

賠
償

の
責

を
要

求
し

な
い

も
の

と
す

る
。

２
乙

の
派

遣
要

員
が

本
協

定
に

基
づ

く
業

務
を

履
行

す
る

際
、

甲
又

は
第

三
者

に
損

害
を

与
え

た
場

合
、

そ
の

損
害

の
処

理
は

甲
の

責
任

を
も

っ

て
行

わ
れ

る
も

の
と

す
る

。

（災
害

補
償

）

第
８

条
甲

は
、

乙
の

派
遣

要
員

が
本

協
定

に
基

づ
く
業

務
の

履
行

に
よ

り
死

亡
し

、
負

傷
し

、
若

し
く
は

疾
病

に
か

か
り

、
又

は
障

害
の

状
態

と
な

っ
た

場
合

は
、

乙
の

求
め

に
応

じ
、

災
害

応
急

措
置

の
業

務
に

従
事

し
た

者
の

損
害

補
償

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
3
7
年

静
岡

県
条

例
第

49
号

）

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

準
じ

て
、

こ
れ

を
補

償
す

る
も

の
と

す
る

。

（秘
密

の
保

持
）

第
９

条
甲

及
び

乙
は

、
本

協
定

に
関

し
て

知
り

得
た

相
手

方
の

秘
密

事
項

を
、

本
協

定
期

間
中

は
元

よ
り

、
協

定
期

間
終

了
後

で
あ

っ
て

も
、

他

の
目

的
に

使
用

し
、

あ
る

い
は

い
か

な
る

第
三

者
に

も
漏

洩
し

て
は

な
ら

な
い

。

（報
告

）

第
10

条
乙

は
、

本
協

定
の

遂
行

状
況

に
関

し
甲

の
要

求
が

あ
る

と
き

は
、

速
や

か
に

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（協
定

の
解

除
）

第
1
1条

甲
又

は
乙

が
本

協
定

に
違

背
し

、
あ

る
い

は
そ

の
履

行
を

怠
っ

た
と

き
は

、
そ

の
相

手
方

は
、

本
協

定
の

一
部

又
は

全
部

を
解

除
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

（有
効

期
間

）

第
1
2条

本
協

定
の

有
効

期
間

は
協

定
締

結
の

日
か

ら
１

年
と

す
る

。
た

だ
し

、
期

間
満

了
の

３
か

月
前

ま
で

に
甲

及
び

乙
い

ず
れ

か
ら

も
書

面
に

よ
る

別
段

の
意

思
表

示
が

な
い

と
き

は
、

更
に

１
年

継
続

す
る

も
の

と
し

、
そ

の
後

も
同

様
と

す
る

。

（協
議

）

第
1
3条

本
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
又

は
本

協
定

の
条

項
に

疑
義

が
生

じ
た

場
合

に
は

、
甲

及
び

乙
で

誠
意

を
持

っ
て

協
議

の
上

決
定

す
る

も

の
と

す
る

。

上
記

協
定

締
結

の
証

と
し

て
本

書
２

通
を

作
成

し
、

甲
、

乙
そ

れ
ぞ

れ
記

名
押

印
の

上
各

１
通

を
保

有
す

る
。

平
成

年
月

日

甲
静

岡
市

追
手

町
９

番
６

号

静
岡

県
知

事
石

川
嘉

延

乙
静

岡
市

栄
町

１
番

地
の

３

静
岡

エ
ア

コ
ミ

ュ
ー

タ
株

式
会

社

代
表

取
締

役
社

長
渡

井
洋

治
郎

-517-



-518-



-519-



 

-520-



-521-
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-2
1 

大
規

模
地

震
災

害
時

に
お

け
る

緊
急

通
行

妨
害

車
両

等
排

除
業

務
に

関
す

る
細

目
覚

書
 

（県
警

察
本

部
） 

  
静

岡
県

警
察

（以
下

「甲
」と

い
う

。
）と

全
日

本
ロ

ー
タ

ス
同

友
会

静
岡

県
支

部
（以

下
「乙

」と
い

う
。

）は
、

大
規

模
地

震
災

害
時

に
お

け
る

緊
急

通
行

妨
害

車
両

等
の

排
除

業
務

に
関

す
る

協
定

（以
下

「基
本

協
定

」と
い

う
。

）の
細

目
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り
覚

書
を

締
結

す
る

。
 

   
（業

務
の

要
請

及
び

内
容

） 

第
１

条
 

基
本

協
定

第
１

条
に

係
る

業
務

の
要

請
は

、
静

岡
県

に
代

わ
り

甲
が

乙
に

行
う

も
の

と
し

、
乙

が
行

う
 

業
務

の
内

容
は

、
災

害
対

策
基

本
法

（昭
和

３
６

年

法
律

第
２

２
３

号
。

以
下

「災
対

法
」と

い
う

。
）第

７
６

条
 

第
２

項
に

規
定

す
る

通
行

禁
止

区
域

等
に

お
い

て
、

交
通

規
制

対
象

道
路

を
通

行
す

る
緊

急
通

行
車

両
の

 
妨

害
と

な
っ

て
い

る
車

両
そ

の
他

の
物

件
（以

下
「排

除
対

象
車

両
等

」と
い

う
。

）を
、

災
対

法
第

７
６

条
の

３
 

第
２

項
に

基
づ

く
警

察
官

の
措

置
を

実
施

す
る

た
め

に
、

通
行

の
妨

害
と

な
ら

な
い

場
所

へ
移

動
す

る
作

業
 

（以
下

「車
両

等
排

除
業

務
」と

い
う

。
）と

す
る

。
 

   
（業

務
の

要
請

方
法

） 

第
２

条
 

甲
が

乙
に

行
う

車
両

等
排

除
業

務
の

要
請

は
、

排
除

対
象

車
両

等
が

在
る

場
所

を
管

轄
す

る
警

察
 

署
長

が
、

車
両

等
排

除
業

務
を

円
滑

に
行

う
た

め
に

設
置

さ
れ

た
乙

の
事

務
局

（以
下

「事
務

局
」と

い
う

。
） 

に
口

頭
又

は
そ

の
他

の
方

法
で

要
請

す
る

も
の

と
す

る
。

事
務

局
は

、
要

請
内

容
に

応
じ

て
出

動
業

者

（車
 

両
等

排
除

業
務

に
従

事
す

る
業

者
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）に
出

動
を

指
示

す
る

と
と

も
に

、
出

動
業

者
の

名
 

称
、

出
動

員
（車

両
等

排
除

業
務

に
従

事
す

る
者

を
い

う
。

以
下

同
じ

）の
氏

名
及

び
出

動
車

両
を

甲
に

通
 

知
す

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

通
信

が
途

絶
し

た
場

合
等

不
測

の
事

態
が

生
じ

た
場

合
、

又
は

早
急

に
排

除
対

象
車

両
等

を
移

動
す

る
 

必
要

が
あ

る
場

合
に

は
、

前
項

の
規

定
に

か
か

わ

ら
ず

、
警

察
署

長
は

、
出

動
業

者
に

直
接

要
請

す
る

こ
と

 
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、

要
請

し
た

警
察

署
長

は
甲

に
対

し
、

要
請

先
及

び
要

請
内

容
を

報
告

す
る

も
の

 
と

す
る

。
 

４
 

警
察

署
長

か
ら

直
接

要
請

を
受

け
た

出
動

業
者

は
、

要
請

を
受

け
た

警
察

署
名

、
要

請
内

容
、

出
動

員
の

 
氏

名
及

び
出

動
車

両
を

書
面

又
は

口
頭

で
速

や
か

に
事

務
局

へ
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

   
（業

務
要

請
時

の
通

知
内

容
） 

第
３

条
 

車
両

等
排

除
業

務
の

要
請

は
、

排
除

対
象

車
両

等
が

在
る

場
所

、
排

除
対

象
車

両
等

の
形

状
・大

 
き

さ
・重

量
及

び
通

行
妨

害
の

態
様

等
を

通
知

す
る

と
と

も
に

、
排

除
対

象
車

両
等

を
移

動
す

る
場

所
を

指
 

示
す

る
も

の
と

す
る

。
 

   
（業

務
実

施
時

の
立

会
い

） 

第
４

条
 

出
動

員
が

、
車

両
等

排
除

業
務

を
実

施
し

よ
う

と
す

る
場

合
に

は
、

排
除

対
象

車
両

等
の

在
る

現
場

 
に

お
い

て
警

察
官

の
立

会
い

に
よ

り
、

そ
の

指
示

の
下

に
行

う
も

の
と

す
る

。
 

   
（業

務
終

了
の

報
告

） 

第
５

条
 

車
両

等
排

除
業

務
を

終
了

し
た

出
動

業
者

は
、

事
務

局
に

対
し

、
車

両
等

排
除

業
務

報
告

書
を

提
 

出
す

る
と

と
も

に
、

第
２

条
第

２
項

に
規

定
す

る
要

請

を
受

け
た

警
察

署
長

に
、

口
頭

又
は

そ
の

他
の

方
法

 
で

業
務

終
了

の
通

知
を

す
る

も
の

と
す

る
。

 
 

２
 

乙
は

、
前

項
の

報
告

を
ま

と
め

、
業

務
の

結
果

を
一

括
し

て
甲

に
対

し
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

甲
は

、
乙

か
ら

受
け

た
報

告
に

つ
い

て
、

静
岡

県
に

通
知

す
る

も
の

と
す

る
。
 

   
（要

請
さ

れ
た

業
務

の
優

先
） 

第
６

条
  

乙
は

、
甲

の
車

両
等

排
除

業
務

要
請

が
他

の
機

関
又

は
民

間
か

ら
の

出
動

依
頼

と
重

複
し

た
と

き
 

は
、

甲
の

要
請

を
で

き
る

限
り

優
先

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

甲
の

要
請

が
他

の
機

関
又

は
民

間
の

出
 

動
依

頼
の

後
で

な
さ

れ
た

と
き

は
、

甲
と

乙
が

協
議

の
上

、
優

先
順

位
を

決
定

す
る

も
の

と
す

る
。

 

   
（業

務
費

用
及

び
請

求
方

法
） 

第
７

条
  

基
本

協
定

第
３

条
の

実
費

相
当

額
は

燃
料

費
及

び
食

料
費

と
し

、
乙

は
、

甲
か

ら
要

請
さ

れ
た

業
務

 
の

終
了

後
に

、
静

岡
県

に
請

求
す

る
も

の
と

す
る

。
 

    
（破

損
に

係
る

通
知

） 
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第
８

条
  

乙
は

、
甲

か
ら

要
請

の
あ

っ
た

車
両

等
排

除
業

務
を

実
施

す
る

場
合

に
お

い
て

、
警

察
官

の
指

示
に

 
よ

り
排

除
対

象
車

両
等

の
移

動
措

置
を

す
る

た

め
、

や
む

を
得

な
い

限
度

に
お

い
て

排
除

対
象

車
両

等
を

 
破

損
し

た
と

き
は

、
甲

に
対

し
て

速
や

か
に

そ
の

状
況

を
通

知
す

る
も

の
と

し
、

甲
は

、
当

該
事

実

の
発

生
に

 
つ

い
て

静
岡

県
に

通
知

す
る

も
の

と
す

る
。

 

   
（事

務
局

の
設

置
） 

第
９

条
 

乙
は

、
事

務
局

を
設

置
し

、
そ

の
所

在
地

、
体

制
、

規
約

、
役

員
、

会
員

及
び

連
絡

方
法

を
記

載
し

た
 

書
面

を
甲

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

乙
は

、
会

員
ご

と
の

出
動

可
能

人
員

・車
両

を
記

載
し

た
一

覧
表

及
び

緊
急

時
の

連
絡

体
制

表
を

作
成

 
し

、
事

務
局

に
備

え
付

け
る

と
と

も
に

、
甲

に
提

出
す

る

も
の

と
す

る
。

 

３
 

乙
は

、
第

１
項

及
び

第
２

項
に

定
め

る
書

面
の

内
容

に
変

更
が

生
じ

た
と

き
は

、
甲

に
対

し
、

速
や

か
に

書
 

面
で

通
知

す
る

も
の

と
す

る
。

 

   
（平

時
の

措
置

） 

第
10

条
  

乙
は

、
第

１
条

に
定

め
る

車
両

等
排

除
業

務
が

円
滑

に
実

施
さ

れ
る

よ
う

、
平

時
か

ら
、

車
両

の
維

 
持

管
理

及
び

加
入

保
険

の
確

認
等

を
行

う
と

と
も

に
、

技
能

の
向

上
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 

（疑
義

の
解

決
） 

第
11

条
 

こ
の

覚
書

に
定

め
が

な
い

事
項

及
び

こ
の

覚
書

に
関

し
て

疑
義

が
生

じ
た

と
き

は
、

法
令

の
定

め
る

 
と

こ
ろ

に
よ

る
ほ

か
、

そ
の

都
度

甲
乙

協
議

し
て

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 
 

こ
の

覚
書

の
成

立
を

証
す

る
た

め
、

こ
の

覚
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、

各
自

そ
の

１
通

を
 

所
持

す
る

。
 

  
 

 
附

 
則

 

  
 （

施
行

期
日

） 

第
１

条
 

こ
の

覚
書

は
、

平
成

１
８

年
２

月
２

０
日

か
ら

効
力

を
有

す
る

も
の

と
す

る
。

 

   
 平

成
１

８
年

２
月

２
０

日
 

   
  

  
甲

 
 

静
岡

県
警

察
本

部
長

 
 

 
五

十
嵐

邦
雄

 
 

   
  

  
乙

 
 

全
日

本
ロ

ー
タ

ス
同

友
会

静
岡

県
支

部
長

  
  

  
入

江
 

満
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1
9
-
2-
2
2
 
災

害
時

に
お

け
る

救
援

物
資

等
の

緊
急
輸

送
に

関
す

る
協

定
 

（
県

危
機

政
策

課
）

 

（
趣

旨
）
 

第
１

条
 

こ
の

協
定

は
、
静

岡
県
内

に
お

い
て

災
害

が
発

生
し

、
又

は
発

生
の

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

、
静
岡

県
（

以
下
「

甲
」
と

い

う
。）

が
赤

帽
静

岡
県

軽
自

動
車

運
送

協
同
組

合
（

以
下
「
乙

」
と

い
う

。）
に

対
し

、
応
急

対
策

に
必

要
な
物

資
等
（

以
下
「

物
資

」
と
い

う
。）

の
緊
急

輸
送

に
つ

い
て

、
協

力
を
要

請
す

る
た

め
に

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
要

請
）
 

第
２

条
 

 
甲

は
、
物

資
の

緊
急

輸
送

の
た

め
の

車
両

が
不

足
す

る
と

き
、
又

は
必
要

が
あ

る
と

認
め

た
と

き
は

、
乙

に
対

し
物

資
の

輸
送

を
要

請
す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。
 

２
 

乙
は

、
前

項
の

要
請

が
あ

っ
た

と
き

は
、

可
能

な
限

り
、

甲
に

協
力

す
る

も
の

と
す

る
。
 

 （
要

請
手
続

）
 

第
３

条
 
甲

は
、
乙
に

対
し

次
の

事
項

を
明

ら
か

に
し

て
文

書
に

よ
り

要
請

す
る

も
の

と
す

る
。
た

だ
し

、
緊

急
の

場
合

は
、
電

話
等

に
よ
り

連
絡

し
、

後
日

、
文

書
を

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。
 

(1
)
 
災

害
の

状
況

及
び

要
請

す
る

理
由
 

(2
)
 
物

資
の

出
発

地
及

び
到

着
地

 

(3
)
 
物

資
の

内
容

及
び

数
量
 

(4
)
 
輸

送
日

時
 

(5
)
 
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

 （
実

施
報
告

）
 

第
４

条
 
乙

は
、

前
２

条
の

規
定

に
よ

り
緊

急
輸

送
を

実
施

し
た

場
合

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

文
書

に
よ

り
甲

に
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。
 

(1
)
 
輸

送
年

月
日
 

(2
)
 
輸

送
区

間
及

び
走

行
距

離
 

(3
)
 
運

送
事

業
者

名
 

(4
)
 
車

両
台

数
 

(5
)
 
輸

送
品

目
及

び
数

量
 

(6
)
 
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

 （
費

用
負
担

）
 

第
５

条
 

こ
の

協
定

に
基

づ
く

緊
急

輸
送

に
要

し
た

費
用
（
甲

の
指

示
又

は
同

意
に

基
づ

い
て

使
用

し
た

車
両

に
係

る
運

賃
、
料

金
、
有

料
道

路
通

行
料
及

び
駐

車
場

使
用

料
等

を
含

む
。）

は
、

甲
が

負
担

す
る

も
の
と

す
る

。
 

２
 

前
項

の
費

用
は

、
当

該
災

害
の

発
生

直
前

に
お

い
て

乙
の

組
合

員
が

国
土

交
通

大
臣

に
届

け
出

て
い

る
運

賃
等

を
基

準
と

し
て

、
甲

及
び

乙
が

協
議
の

上
、

決
定

す
る

も
の

と
す

る
。
 

 （
損

害
賠
償

責
任

）
 

第
６

条
 

乙
は

、
物

資
の

緊
急

輸
送

中
に
、

乙
の

責
に

帰
す

る
理

由
に
よ

り
緊

急
輸

送
車

両
の

使
用

者
（

同
乗

者
を

含
む

。
）

又
は

第
三

者
に

損
害

を
与
え

た
と

き
は

、
そ

の
賠

償
の

責
を

負
う

も
の

と
す

る
。
 

 （
災

害
補
償

）
 

第
７

条
 

こ
の

協
定

に
基

づ
く

業
務

に
従

事
中

の
者

が
、
そ

の
者
の

責
め

に
帰

す
る

こ
と

の
で

き
な

い
理

由
に

よ
り

死
亡

し
又

は
負

傷
し

た
と

き
は

、
甲
は

、
災
害

応
急

措
置

の
業
務

に
従

事
し

た
者

の
損

害
補

償
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

37
年
静

岡
県

条
例

第
4
9
号

）
に
基

づ
き

そ
の

損
害

を
補
償

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 
 

た
だ

し
、
他
の

法
令

に
よ

り
療

養
そ

の
他

の
給

付
又

は
補

償
を

受
け

た
と

き
は

、
そ

の
補

償
額

の
限

度
に

お
い

て
災

害
補

償
の

責
め

を
免
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れ
る

。
 

 （
災

害
発
生

時
の

情
報

提
供

）
 

第
８

条
 
乙

は
、

緊
急

輸
送

中
に

覚
知

し
た

災
害

に
よ

る
被

害
情

報
を

積
極

的
に

甲
に

提
供

す
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。
 

 （
状

況
報
告

）
 

第
９

条
 

甲
は

、
こ

の
協

定
に

基
づ

く
緊

急
輸

送
が

円
滑

に
行

わ
れ

る
よ

う
、
乙

に
対
し

、
組
合

員
名

簿
、
車

両
数

、
料

金
等

に
つ

い
て

、
報

告
を

求
め
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。
 

 （
市

町
と
の

協
力

）
 

第
1
0
条

 
甲

は
、

市
町

が
乙

と
災

害
時

に
お

け
る

救
援

物
資

等
の

緊
急

輸
送

に
関

す
る

協
定

等
を

締
結

す
る

場
合

に
必

要
な

協
力

を
行

う
も

の
と

す
る
。
 

２
 

乙
は

、
協

定
を

締
結

し
て

い
な

い
市

町
か

ら
物

資
の

緊
急

輸
送

の
要

請
が

あ
っ

た
場

合
に

お
い

て
も

、
当

該
市

町
に

協
力

す
る

よ
う

努
め

る
も

の
と
す

る
。
 

 （
協

議
）
 

第
1
1
条

 
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
又

は
こ

の
協

定
に

疑
義

に
生

じ
た

事
項

に
つ

い
て

は
、

そ
の

都
度

、
甲

乙
協

議
の

う
え

定
め

る
も

の
と

す
る
。
 

 （
効

力
）
 

第
1
2
条

 
こ

の
協

定
は

、
協

定
締

結
の

日
か

ら
効

力
を

生
ず

る
も

の
と

し
、

甲
又

は
乙

が
文

書
を

も
っ

て
協

定
を

終
了

さ
せ

る
意

思
を

通
知

し
な

い
限
り

、
そ

の
効

力
は

継
続

す
る

も
の

と
す

る
。
 

      
 

こ
の

協
定
の

締
結

を
証

す
る

た
め

、
本

書
２

通
を

作
成

し
、

甲
乙

記
名

押
印

の
う

え
各

１
通

を
保

有
す

る
も

の
と

す
る

。
 

  平
成

２
０
年

 
１

月
２

５
日
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

甲
 

 
静

岡
市

葵
区

追
手

町
9
番

6
号
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
静

岡
県

知
事

 
 

石
川

 
嘉

延
 

   
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

乙
 

 
静

岡
市

葵
区

古
庄

１
丁

目
１

０
－

８
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
赤

帽
静

岡
県

軽
自

動
車

運
送

協
同

組
合
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
代

表
理

事
 

 
 

稲
井

 
弘
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１
９

－
２

－
２

３
高

速
道

路
休

憩
施

設
の

防
災

拠
点

と
し

て
の

活
用

に
関

す
る

基
本

協
定

書
(県

危
機

対
策

課
)

静
岡

県
（
以

下
「
甲

」と
い

う
。

）
と

中
日

本
高

速
道

路
株

式
会

社
（
以

下
「乙

」
と

い
う

。
）は

、
平

成
2
1

年
３

月
2
3

日
付

け
で

締
結

し
た

「
静

岡
県

と
中

日
本

高
速

道
路

株
式

会
社

と
の

包
括

的
提

携
協

定
書

」
第

２
条

の
規

定
に

基
づ

く
防

災

分
野

で
の

相
互

協
力

に
関

し
、

大
規

模
災

害
発

生
時

に
乙

が
管

理
す

る
高

速
道

路
の

サ
ー

ビ
ス

エ
リ

ア
・
パ

ー
キ

ン
グ

エ
リ

ア
（
以

下
「休

憩
施

設
」と

い
う

。
）
を

防
災

拠
点

と
し

て
活

用
す

る
た

め
、

次
の

と
お

り
基

本
協

定
を

締
結

す
る

。

（
目

的
）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
大

規
模

災
害

発
生

時
に

、
甲

及
び

広
域

応
援

部
隊

等
（以

下
「部

隊
等

」
と

い
う

。
）が

、
乙

が
管

理
す

る
休

憩
施

設
を

防
災

拠
点

と
し

て
活

用
す

る
た

め
に

必
要

な
事

項
を

定
め

、
も

っ
て

迅
速

か
つ

効
果

的
な

災
害

応
急

対
策

活
動

の
実

施
に

資
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

（
定

義
）

第
２

条
こ

の
協

定
に

お
い

て
「
大

規
模

災
害

発
生

時
」
と

は
、

地
震

等
に

よ
り

大
規

模
な

災
害

が
発

生
し

、
甲

が
災

害

対
策

本
部

を
設

置
し

た
場

合
、

又
は

甲
が

災
害

対
策

本
部

を
設

置
す

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

る
規

模
の

災
害

が
発

生
、

若
し

く
は

発
生

す
る

お
そ

れ
が

生
じ

た
場

合
を

い
う

。

２
休

憩
施

設
と

は
、

緊
急

開
口

部
や

ヘ
リ

ポ
ー

ト
な

ど
の

利
便

設
備

、
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
設

備
、

通
信

設
備

（以
下

「
休

憩
施

設
防

災
設

備
」
と

い
う

。
）及

び
駐

車
場

、
歩

道
、

営
業

施
設

建
物

を
含

む
も

の
と

す
る

。

（
大

規
模

災
害

発
生

時
に

お
け

る
相

互
協

力
）

第
３

条
甲

及
び

乙
は

、
第

１
条

の
目

的
を

達
成

す
る

た
め

、
大

規
模

災
害

発
生

時
に

、
休

憩
施

設
を

防
災

拠
点

と
し

て

機
能

さ
せ

、
相

互
及

び
部

隊
等

と
協

力
す

る
も

の
と

す
る

。

（
適

用
範

囲
）

第
４

条
こ

の
協

定
の

適
用

範
囲

は
、

静
岡

県
内

の
東

名
高

速
道

路
及

び
新

東
名

高
速

道
路

の
休

憩
施

設
と

す
る

。

（
防

災
拠

点
機

能
）

第
５

条
大

規
模

災
害

発
生

時
に

お
け

る
休

憩
施

設
の

防
災

拠
点

機
能

（
以

下
「拠

点
機

能
」
と

い
う

。
）
は

、
次

の
各

号

に
掲

げ
る

と
お

り
と

す
る

。

一
高

速
道

路
利

用
者

、
休

憩
施

設
利

用
者

等
の

一
時

避
難

場
所

二
部

隊
等

の
進

出
へ

リ
ポ

ー
ト

及
び

中
継

へ
リ

ポ
ー

ト

三
部

隊
等

の
進

出
拠

点
及

び
中

継
地

点

四
部

隊
等

の
待

機
場

所
及

び
休

憩
場

所

五
前

四
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

甲
乙

協
議

の
う

え
定

め
る

事
項

２
静

岡
県

内
に

お
け

る
各

休
憩

施
設

固
有

の
拠

点
機

能
は

、
別

表
の

と
お

り
と

す
る

。
た

だ
し

、
別

に
定

め
る

も
の

に
あ

っ
て

は
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

３
乙

は
、

毎
年

４
月

に
休

憩
施

設
防

災
設

備
の

一
覧

表
を

作
成

し
、

甲
と

共
有

す
る

も
の

と
す

る
。

な
お

、
そ

の
内

容
に

変
更

が
生

じ
た

場
合

に
は

、
そ

の
都

度
、

甲
と

共
有

す
る

も
の

と
す

る
。

（
平

常
時

か
ら

の
相

互
協

力
）

第
６

条
甲

及
び

乙
は

、
大

規
模

災
害

発
生

時
に

休
憩

施
設

の
拠

点
機

能
が

効
果

的
に

発
揮

さ
れ

る
よ

う
、

次
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、

平
常

時
か

ら
相

互
に

協
力

す
る

も
の

と
す

る
。

一
甲

及
び

乙
の

定
期

的
な

調
整

会
議

の
実

施

た
だ

し
、

甲
及

び
乙

は
、

市
町

及
び

部
隊

等
に

調
整

会
議

へ
の

参
加

を
依

頼
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

二
甲

、
乙

及
び

部
隊

等
が

連
携

し
た

防
災

訓
練

の
実

施

三
防

災
拠

点
の

運
用

に
係

る
連

絡
体

制
の

整
備

四
そ

の
他

必
要

と
認

め
ら

れ
る

事
項

[資
料

編
Ⅱ

]

（
費

用
負

担
）

第
７

条
第

３
条

に
基

づ
く
相

互
協

力
に

要
す

る
費

用
負

担
に

つ
い

て
は

、
甲

乙
協

議
の

う
え

決
定

す
る

も
の

と
す

る
。

（
損

害
賠

償
責

任
）

第
８

条
こ

の
協

定
に

基
づ

く
休

憩
施

設
の

使
用

に
よ

り
、

甲
が

災
害

応
急

対
策

業
務

を
遂

行
す

る
に

あ
た

り
乙

に
損

害

を
加

え
た

場
合

に
お

い
て

は
、

甲
が

賠
償

す
る

も
の

と
す

る
。

２
甲

又
は

静
岡

県
内

市
町

の
要

請
を

受
け

災
害

応
急

対
策

業
務

に
従

事
す

る
部

隊
等

が
業

務
を

遂
行

す
る

に
あ

た
り

乙
に

損
害

を
加

え
た

場
合

に
お

い
て

は
、

静
岡

県
地

震
対

策
推

進
条

例
第

34
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
も

の
と

す

る
。

（
他

の
計

画
と

の
整

合
）

第
９

条
甲

及
び

乙
は

、
第

５
条

第
１

項
各

号
に

掲
げ

る
休

憩
施

設
の

拠
点

機
能

に
つ

い
て

、
静

岡
県

地
域

防
災

計
画

、

静
岡

県
広

域
受

援
計

画
そ

の
他

の
計

画
と

の
整

合
を

図
る

も
の

と
す

る
。

（
協

定
の

変
更

）

第
1
0

条
こ

の
協

定
を

変
更

す
る

必
要

が
生

じ
た

場
合

は
、

甲
乙

協
議

し
て

定
め

る
も

の
と

す
る

。

（
細

目
協

定
等

）

第
1
1

条
こ

の
協

定
は

、
必

要
に

応
じ

て
細

目
を

別
に

定
め

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。

（
有

効
期

間
）

第
12

条
こ

の
協

定
の

有
効

期
間

は
、

協
定

締
結

の
日

か
ら

平
成

３
０

年
３

月
３

１
日

ま
で

と
す

る
。

た
だ

し
有

効
期

間

が
満

了
す

る
日

の
１

ヶ
月

前
ま

で
に

甲
又

は
乙

の
い

ず
れ

か
が

書
面

を
も

っ
て

協
定

終
了

の
意

思
表

示
を

し
な

い
と

き
は

期
間

満
了

日
の

翌
日

か
ら

更
に

３
年

間
延

長
さ

れ
る

も
の

と
し

、
以

後
も

同
様

と
す

る
。

（
そ

の
他

）

第
13

条
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
、

又
は

解
釈

に
つ

い
て

疑
義

を
生

じ
た

事
項

に
つ

い
て

は
、

そ
の

都
度

、
甲

乙
協

議
の

う
え

、
定

め
る

も
の

と
す

る
。

こ
の

協
定

の
締

結
を

証
す

る
た

め
、

本
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

う
え

、
各

自
そ

の
１

通
を

保
有

す
る

も
の

と
す

る
。

平
成

2
7

年
３

月
24

日

甲
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
追

手
町

９
番

６
号

静
岡

県
知

事

乙
東

京
都

港
区

虎
ノ

門
四

丁
目

３
番

１
号

中
日

本
高

速
道

路
株

式
会

社

東
京

支
社

長

-524-



高
速

道
路

休
憩

施
設

の
防

災
拠

点
と

し
て

の
活

用
に

関
す

る
基

本
協

定
書

に
基

づ
く

足
柄

サ
ー

ビ
ス

エ
リ

ア
（
下

り
）
の

進
出

拠
点

と
し

て
の

使
用

に
関

す
る

細
目

協
定

静
岡

県
（以

下
「甲

」
と

い
う

。
）
、

中
日

本
高

速
道

路
株

式
会

社
（
以

下
「
乙

」と
い

う
。

）及
び

中
日

本
エ

ク
シ

ス
株

式
会

社
（
以

下
「
丙

」と
い

う
。

）
は

、
甲

と
乙

が
平

成
２

７
年

３
月

２
４

日
付

け
で

締
結

し
た

「
高

速
道

路
休

憩
施

設
の

防
災

拠
点

と
し

て
の

活
用

に
関

す
る

基
本

協
定

書
」（

以
下

「
基

本
協

定
」と

い
う

。
）
第

１
１

条
の

規
定

に
基

づ
き

、
東

名
高

速
道

路

足
柄

サ
ー

ビ
ス

エ
リ

ア
（
下

り
）
（以

下
「
足

柄
Ｓ

Ａ
」と

い
う

。
）
を

進
出

拠
点

と
し

て
使

用
す

る
場

合
の

細
目

に
関

し
、

次
の

と
お

り
細

目
協

定
を

締
結

す
る

。

（
目

的
）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
大

規
模

災
害

発
生

時
に

、
甲

及
び

広
域

応
援

部
隊

等
（以

下
「部

隊
等

」
と

い
う

。
）が

、

乙
及

び
丙

が
管

理
す

る
足

柄
Ｓ

Ａ
を

進
出

拠
点

と
し

て
使

用
す

る
に

あ
た

り
、

足
柄

Ｓ
Ａ

に
派

遣
さ

れ
る

甲
の

職
員

及
び

部
隊

等
が

使
用

で
き

る
施

設
の

範
囲

、
設

備
・備

品
の

取
り

扱
い

等
を

定
め

、
も

っ
て

静
岡

県
外

か

ら
進

出
す

る
部

隊
等

の
迅

速
か

つ
効

果
的

な
災

害
応

急
対

策
活

動
の

実
施

を
支

援
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

（
定

義
）

第
２

条
こ

の
協

定
に

お
い

て
、

「
進

出
拠

点
」
と

は
、

部
隊

等
が

応
援

を
受

け
る

都
道

府
県

に
向

か
っ

て
移

動
す

る
際

の
目

標
と

な
る

拠
点

を
い

う
。

（
適

用
範

囲
）

第
３

条
こ

の
協

定
は

、
東

名
高

速
道

路
足

柄
サ

ー
ビ

ス
エ

リ
ア

（
下

り
）
に

適
用

す
る

。

（
大

規
模

災
害

発
生

時
に

お
け

る
相

互
協

力
）

第
４

条
甲

、
乙

及
び

丙
は

、
第

１
条

の
目

的
を

達
成

す
る

た
め

、
大

規
模

災
害

発
生

時
に

足
柄

Ｓ
Ａ

を
進

出
拠

点
と

し
て

機
能

さ
せ

る
こ

と
に

つ
い

て
、

相
互

に
協

力
す

る
も

の
と

す
る

。

（
使

用
範

囲
）

第
５

条
足

柄
Ｓ

Ａ
を

進
出

拠
点

と
す

る
場

合
に

お
い

て
、

甲
及

び
部

隊
等

が
使

用
で

き
る

範
囲

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

と
お

り
と

す
る

。

一
別

紙
－

１
に

示
す

休
憩

施
設

防
災

設
備

（
駐

車
場

及
び

歩
道

部
、

緊
急

用
開

口
部

、
ヘ

リ
ポ

ー
ト

並
び

に

通
信

設
備

等
）

二
別

紙
－

２
に

示
す

営
業

施
設

建
物

内
の

範
囲

（机
、

椅
子

、
コ

ピ
ー

機
等

の
備

品
類

及
び

電
源

を
含

む
）

三
甲

は
、

前
二

号
に

規
定

す
る

範
囲

が
被

災
し

、
使

用
不

能
に

な
っ

た
場

合
等

に
は

、
他

に
使

用
可

能
な

範

囲
等

を
乙

又
は

丙
の

承
諾

の
も

と
に

使
用

で
き

る
も

の
と

す
る

。

（
備

品
・資

機
材

等
の

保
管

）

第
６

条
乙

は
、

前
条

に
規

定
す

る
使

用
範

囲
の

他
、

甲
が

災
害

応
急

対
策

活
動

を
遂

行
す

る
う

え
で

必
要

な
備

品
・資

機
材

等
（以

下
「
備

品
等

」
と

い
う

。
）
の

保
管

場
所

と
し

て
足

柄
Ｓ

Ａ
の

敷
地

を
使

用
す

る
こ

と
に

協

力
す

る
も

の
と

す
る

。

２
前

項
に

規
定

す
る

保
管

場
所

は
屋

外
と

し
、

具
体

の
場

所
に

つ
い

て
は

、
甲

乙
協

議
の

う
え

決
定

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

保
管

に
必

要
な

屋
外

倉
庫

、
収

納
ラ

ッ
ク

等
は

甲
の

責
に

お
い

て
手

配
の

う
え

、
設

置
す

る
も

の
と

す
る

。

３
甲

は
、

前
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

屋
外

倉
庫

、
収

納
ラ

ッ
ク

等
を

設
置

す
る

場
合

は
、

必
要

に
応

じ
て

、
乙

の
指

示
に

従
い

、
道

路
占

用
許

可
申

請
手

続
き

を
行

う
も

の
と

す
る

。

４
甲

は
、

備
品

等
を

保
管

す
る

場
合

は
、

別
添

（備
品

・
資

機
材

等
保

管
リ

ス
ト

）
を

標
準

例
と

し
て

、
保

管

場
所

位
置

図
及

び
備

品
等

の
一

覧
表

を
作

成
し

、
乙

及
び

丙
と

共
有

す
る

も
の

と
す

る
。

一
覧

表
に

変
更

が
生

じ
た

場
合

は
、

別
添

を
変

更
の

う
え

、
同

様
に

共
有

す
る

も
の

と
す

る
。

（
設

備
、

備
品

等
の

使
用

）

第
７

条
第

５
条

に
規

定
す

る
使

用
範

囲
の

他
、

災
害

応
急

対
策

活
動

を
行

う
に

あ
た

り
、

甲
が

足
柄

Ｓ
Ａ

で
使

用
を

要
望

す
る

設
備

、
備

品
等

に
つ

い
て

は
、

現
地

に
お

い
て

甲
及

び
乙

又
は

丙
が

取
り

扱
い

方
法

を
協

議
し

、

決
定

す
る

も
の

と
す

る
。

２
乙

及
び

丙
は

、
前

項
の

甲
の

要
望

に
対

し
可

能
な

範
囲

で
協

力
す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
足

柄
Ｓ

Ａ
の

被
災

状
況

や
現

地
状

況
を

鑑
み

、
や

む
を

得
な

い
事

由
に

よ
り

協
力

が
困

難
な

場
合

は
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

３
甲

、
乙

及
び

丙
は

、
前

二
項

の
規

定
を

踏
ま

え
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

協
議

す
る

も
の

と
す

る
。

一
営

業
施

設
建

物
内

の
従

業
員

用
ト

イ
レ

、
休

憩
場

所
（女

性
職

員
へ

の
対

応
を

含
む

）の
使

用

二
乙

及
び

丙
が

備
蓄

し
て

い
る

防
災

備
蓄

品
（食

料
、

飲
料

、
備

品
等

）
の

使
用

三
そ

の
他

甲
が

必
要

と
す

る
設

備
、

備
品

等
の

使
用

及
び

借
用

（
連

絡
体

制
）

第
８

条
甲

は
、

足
柄

Ｓ
Ａ

を
進

出
拠

点
と

し
て

使
用

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

別
紙

－
３

に
示

す
連

絡
体

制
表

に
基

づ
き

連
絡

す
る

も
の

と
す

る
。

（
防

災
訓

練
）

第
９

条
甲

、
乙

及
び

丙
は

、
足

柄
Ｓ

Ａ
を

進
出

拠
点

と
し

て
機

能
さ

せ
る

た
め

に
平

常
時

よ
り

連
携

し
て

防
災

訓
練

に
取

り
組

む
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

乙
及

び
丙

は
業

務
に

支
障

の
な

い
範

囲
で

足
柄

Ｓ
Ａ

の
使

用
に

つ
い

て
協

力
す

る
も

の
と

す
る

。

（
費

用
の

負
担

）

第
１

０
条

次
の

各
号

に
掲

げ
る

費
用

に
つ

い
て

は
、

無
償

と
す

る
。

一
第

５
条

各
号

に
規

定
す

る
使

用
範

囲
内

に
お

け
る

休
憩

施
設

防
災

設
備

、
営

業
施

設
建

物
及

び
備

品
等

の

使
用

に
係

る
費

用

二
第

７
条

に
規

定
す

る
設

備
、

備
品

等
の

使
用

に
係

る
費

用

三
第

９
条

に
規

定
す

る
防

災
訓

練
の

実
施

に
お

け
る

足
柄

Ｓ
Ａ

の
使

用
に

係
る

費
用

（
損

害
賠

償
責

任
）

第
１

１
条

第
５

条
各

号
に

規
定

す
る

使
用

範
囲

に
お

い
て

、
甲

は
、

自
ら

の
責

に
お

い
て

災
害

時
に

お
け

る
使

用
範

囲
の

安
全

性
を

確
認

す
る

も
の

と
し

、
使

用
に

あ
た

り
甲

が
被

っ
た

損
害

に
つ

い
て

、
乙

及
び

丙
は

そ
の

損
害

を
賠

償
す

る
責

を
負

わ
な

い
も

の
と

す
る

。

２
こ

の
協

定
に

基
づ

く
足

柄
Ｓ

Ａ
の

使
用

に
よ

り
、

甲
が

災
害

応
急

対
策

活
動

を
遂

行
す

る
に

あ
た

り
乙

、
丙

及
び

第
三

者
に

損
害

を
加

え
た

場
合

に
お

い
て

は
、

甲
が

賠
償

す
る

も
の

と
す

る
。

３
甲

又
は

静
岡

県
内

市
町

の
要

請
を

受
け

、
災

害
応

急
対

策
活

動
に

従
事

す
る

部
隊

等
が

業
務

を
遂

行
す

る
に

あ
た

り
乙

、
丙

及
び

第
三

者
に

損
害

を
加

え
た

場
合

に
お

い
て

は
、

静
岡

県
地

震
対

策
推

進
条

例
第

３
４

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

（
協

定
の

変
更

）

第
１

２
条

こ
の

協
定

を
変

更
す

る
必

要
が

生
じ

た
場

合
は

、
甲

乙
丙

協
議

し
て

定
め

る
も

の
と

す
る

。

（
有

効
期

間
）

第
１

３
条

こ
の

協
定

の
有

効
期

間
は

、
協

定
締

結
の

日
か

ら
平

成
３

０
年

３
月

３
１

日
ま

で
と

す
る

。
た

だ
し

、

有
効

期
間

が
満

了
す

る
日

の
１

ヶ
月

前
ま

で
に

甲
、

乙
又

は
丙

の
い

ず
れ

も
が

書
面

を
も

っ
て

協
定

終
了

の
意

思
表

示
を

し
な

い
と

き
は

期
間

満
了

日
の

翌
日

か
ら

更
に

３
年

間
延

長
さ

れ
る

も
の

と
し

、
以

後
も

同
様

と
す

る
。

（
そ

の
他

）

第
１

４
条

こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

は
、

基
本

協
定

の
定

め
に

よ
る

も
の

と
し

、
こ

の
協

定
に

つ
い

て
疑

義
を

生
じ

た
事

項
に

つ
い

て
は

、
そ

の
都

度
、

甲
乙

丙
協

議
の

う
え

、
定

め
る

も
の

と
す

る
。
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こ
の

協
定

の
締

結
を

証
す

る
た

め
、

本
書

４
通

を
作

成
し

、
甲

乙
丙

記
名

押
印

の
う

え
、

各
自

そ
の

１
通

を
保

有
す

る
も

の
と

す
る

。

平
成

2
8

年
４

月
１

日

甲
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
追

手
町

９
番

６
号

静
岡

県
危

機
管

理
監

外
岡

達
朗

乙
東

京
都

港
区

虎
ノ

門
四

丁
目

３
番

１
号

中
日

本
高

速
道

路
株

式
会

社
東

京
支

社

保
全

・サ
ー

ビ
ス

事
業

部
長

牟
田

広
繁

東
京

都
港

区
虎

ノ
門

四
丁

目
３

番
１

号

中
日

本
高

速
道

路
株

式
会

社
東

京
支

社

関
連

事
業

部
長

中
尾

信
裕

丙
愛

知
県

名
古

屋
市

中
区

栄
２

丁
目

３
番

１
号

中
日

本
エ

ク
シ

ス
株

式
会

社

代
表

取
締

役
社

長
勝

美
雄

次
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東名高速道路　足柄ＳＡ（下り）　休憩施設防災設備配置図別紙－１

災害対応型中核給油所 ※　駐　車　場

緊急用開口部

緊急用開口部

ヘリポート

営業施設

公衆無線ＬＡＮ
【凡例】

使用可能設備※ 駐車場においては、一般のお客さまの利用状況により、活動スペースが限定されることがある。

　使用にあたっては、一般のお客さまの利用に配慮し、範囲内の空きスペースを活用するものとする。

静岡県東部方面本部

交通誘導係設置候補場所

優先使用範囲

足柄ＳＡ（下り）　営業施設建物使用範囲

営業施設　２Ｆ

【凡例】

使用可能範囲

別紙－２
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■
　

保
管

場
所

■
　

備
品

・資
機

材
リ

ス
ト

数
量

足
柄

Ｓ
Ａ

（
下

り
）
　

備
品

・
資

機
材

等
保

管
リ

ス
ト

（
標

準
例

）

分
類

名
称

規
格

等
備

考

別
　

添

平
　

面
　

図

保
管

場
所

１
．

進
出

拠
点

を
開

設
す

る
場

合
の

連
絡

体
制

２
．

緊
急

用
開

口
部

を
使

用
す

る
場

合
の

連
絡

体
制

３
．

ヘ
リ

ポ
ー

ト
を

使
用

す
る

場
合

の
連

絡
体

制

４
．

給
油

所
を

使
用

す
る

場
合

の
連

絡
体

制
　

（
※

発
電

機
等

の
燃

料
を

調
達

す
る

場
合

を
含

む
）

足
柄

Ｓ
Ａ

（
下

り
）
　

進
出

拠
点

運
営

に
係

る
連

絡
体

制
表

別
紙

－
３

静
岡

県
　

東
部

方
面

本
部

指
令

班

Ｎ
Ｔ

Ｔ
　

　
　

　
　

　
：
　

０
５

５
－

９
２

０
－

２
０

０
２

Ｎ
Ｔ

Ｔ
（
時

間
外

）
：
　

０
５

５
－

９
２

０
－

２
１

８
３

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  ０
８

０
－

１
６

０
２

－
６

０
４

５

防
災

行
政

無
線

：
　

５
（
８

）
－

１
０

３
－

６
０

１
０

衛
星

携
帯

電
話

：
　

０
９

０
－

５
８

５
３

－
２

６
６

６

Ｎ
Ｅ

Ｘ
Ｃ

Ｏ
中

日
本

　
東

京
支

社

川
崎

道
路

管
制

セ
ン

タ
ー

Ｔ
Ｅ

Ｌ
：
　

０
４

４
－

８
５

４
－

１
２

９
６

Ｆ
Ａ

Ｘ
：
　

０
４

４
－

８
６

５
－

９
９

７
２

中
日

本
エ

ク
シ

ス
(株

)　
東

京
支

店

Ｔ
Ｅ

Ｌ
：　

０
４

５
－

９
４

９
－

６
０

１
０

Ｆ
Ａ

Ｘ
：
　

０
４

５
－

９
４

９
－

６
０

４
０

衛
星

携
帯

：
　

８
８

１
６

－
５

１
４

６
－

４
６

４
７

静
岡

県
　

東
部

方
面

本
部

指
令

班

Ｎ
Ｅ

Ｘ
Ｃ

Ｏ
中

日
本

　
東

京
支

社

御
殿

場
保

全
・
サ

ー
ビ

ス
セ

ン
タ

ー

Ｎ
Ｅ

Ｘ
Ｃ

Ｏ
中

日
本

　
東

京
支

社

災
害

対
策

本
部

静
岡

県
　

災
害

対
策

本
部

ヘ
リ

ポ
ー

ト
へ

の
離

着
陸

を

希
望

す
る

部
隊

等

Ｎ
Ｅ

Ｘ
Ｃ

Ｏ
中

日
本

　
東

京
支

社

川
崎

道
路

管
制

セ
ン

タ
ー

静
岡

県
　

東
部

方
面

本
部

指
令

班

中
日

本
エ

ク
シ

ス
(株

)　
東

京
支

店

Ｅ
Ｘ

Ｐ
Ａ

Ｓ
Ａ

足
柄

オ
フ

ィ
ス

給
油

所
　

運
営

テ
ナ

ン
ト

Ｎ
Ｅ

Ｘ
Ｃ

Ｏ
中

日
本

　
東

京
支

社

災
害

対
策

本
部

中
日

本
エ

ク
シ

ス
(株

)　
東

京
支

店
Ｎ

Ｅ
Ｘ

Ｃ
Ｏ

中
日

本
　

東
京

支
社

災
害

対
策

本
部

Ｎ
Ｅ

Ｘ
Ｃ

Ｏ
中

日
本

　
東

京
支

社

御
殿

場
保

全
・
サ

ー
ビ

ス
セ

ン
タ

ー

Ｔ
Ｅ

Ｌ
：　

０
５

５
０

－
８

１
－

２
８

８
５

Ｆ
Ａ

Ｘ
：
　

０
５

５
０

－
８

３
－

０
７

６
２

衛
星

携
帯

：
　

８
８

１
６

－
２

３
４

１
－

２
８

０
７

静
岡

県
　

災
害

対
策

本
部

対
策

班
　

輸
送

基
盤

ス
タ

ッ
フ

Ｎ
Ｔ

Ｔ
　

　
　

　
　

　
　

  ：
　

０
５

４
―

２
２

１
－

３
６

０
０

Ｎ
Ｔ

Ｔ
（
臨

時
電

話
）
：
　

０
５

４
－

２
２

１
－

２
７

８
８

、
２

７
８

９
、

２
７

９
０

防
災

行
政

無
線

　
 ：

　
５

（
８

）
－

１
０

０
－

６
１

０
２

、
６

１
０

３
、

６
１

０
４

衛
星

携
帯

電
話

　
 ：

　
０

９
０

－
５

８
５

３
－

２
６

５
３

Ｎ
Ｅ

Ｘ
Ｃ

Ｏ
中

日
本

　
東

京
支

社

災
害

対
策

本
部

（平
日

日
中

）

Ｔ
Ｅ

Ｌ
：　

０
３

－
５

７
７

６
－

５
６

７
６

Ｆ
Ａ

Ｘ
：
　

０
３

－
５

７
７

６
－

５
６

６
０

（平
日

夜
間

及
び

休
日

）

Ｔ
Ｅ

Ｌ
：　

０
４

４
－

８
５

５
－

２
２

７
４

Ｆ
Ａ

Ｘ
：
　

０
４

４
－

８
５

４
－

０
３

３
３

衛
星

携
帯

：
　

８
８

１
６

－
２

３
４

１
－

２
７

９
１

中
日

本
エ

ク
シ

ス
(株

)　
東

京
支

店

Ｅ
Ｘ

Ｐ
Ａ

Ｓ
Ａ

足
柄

オ
フ

ィ
ス

Ｔ
Ｅ

Ｌ
：　

０
５

５
０

－
８

２
－

６
２

７
３

Ｆ
Ａ

Ｘ
：
　

０
５

５
０

－
８

２
－

６
２

７
４

衛
星

携
帯

：
　

８
８

１
６

－
５

１
４

６
－

４
６

４
８
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高速道路休憩施設の防災拠点としての活用に関する基本協定書に基づく

浜松サービスエリア（上り）の進出拠点としての使用に関する細目協定

静岡県（以下「甲」という。）、中日本高速道路株式会社（以下「乙」という。）及び中日本エク

シス株式会社（以下「丙」という。）は、甲と乙が平成２７年３月２４日付けで締結した「高速道

路休憩施設の防災拠点としての活用に関する基本協定書」（以下「基本協定」という。）第１１条

の規定に基づき、新東名高速道路 浜松サービスエリア（上り）（以下「浜松ＳＡ」という。）を進

出拠点として使用する場合の細目に関し、次のとおり細目協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、大規模災害発生時に、甲及び広域応援部隊等（以下「部隊等」という。）が、

乙及び丙が管理する浜松ＳＡを進出拠点として使用するにあたり、浜松ＳＡに派遣される甲の

職員及び部隊等が使用できる施設の範囲、設備・備品の取り扱い等を定め、もって静岡県外か

ら進出する部隊等の迅速かつ効果的な災害応急対策活動の実施を支援することを目的とする。

（定義）

第２条 この協定において、「進出拠点」とは、部隊等が応援を受ける都道府県に向かって移動す

る際の目標となる拠点をいう。

（適用範囲）

第３条 この協定は、新東名高速道路 浜松サービスエリア（上り）に適用する。

（大規模災害発生時における相互協力）

第４条 甲、乙及び丙は、第１条の目的を達成するため、大規模災害発生時に浜松ＳＡを進出拠

点として機能させることについて、相互に協力するものとする。

（使用範囲）

第５条 浜松ＳＡを進出拠点とする場合において、甲及び部隊等が使用できる範囲は、次の各号

に掲げるとおりとする。

一 別紙－１に示す休憩施設防災設備（駐車場及び歩道部、緊急用開口部、ヘリポート並びに

通信設備等）

二 別紙－２に示す営業施設建物内の範囲（机、椅子、コピー機等の備品類及び電源を含む）

三 甲は、前二号に規定する範囲が被災し、使用不能になった場合等には、他に使用可能な範

囲等を乙又は丙の承諾のもとに使用できるものとする。

（備品・資機材等の保管）

第６条 乙は、前条に規定する使用範囲の他、甲が災害応急対策活動を遂行するうえで必要な備

品・資機材等（以下「備品等」という。）の保管場所として浜松ＳＡの敷地を使用することに協

力するものとする。

２ 前項に規定する保管場所は屋外とし、具体の場所については、甲乙協議のうえ決定するもの

とする。ただし、保管に必要な屋外倉庫、収納ラック等は甲の責において手配のうえ、設置す

るものとする。

３ 甲は、前項の規定に基づき、屋外倉庫、収納ラック等を設置する場合は、必要に応じて、乙

の指示に従い、道路占用許可申請手続きを行うものとする。

４ 甲は、備品等を保管する場合は、別添（備品・資機材等保管リスト）を標準例として、保管

場所位置図及び備品等の一覧表を作成し、乙及び丙と共有するものとする。一覧表に変更が生

じた場合は、別添を変更のうえ、同様に共有するものとする。

（設備、備品等の使用）

第７条 第５条に規定する使用範囲の他、災害応急対策活動を行うにあたり、甲が浜松ＳＡで使
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用を要望する設備、備品等については、現地において甲及び乙又は丙が取り扱い方法を協議し、

決定するものとする。

２ 乙及び丙は、前項の甲の要望に対し可能な範囲で協力するものとする。ただし、浜松ＳＡの

被災状況や現地状況を鑑み、やむを得ない事由により協力が困難な場合はこの限りではない。

３ 甲、乙及び丙は、前二項の規定を踏まえ、次の各号に掲げる事項について協議するものとす

る。

一 営業施設建物内の従業員用トイレ、休憩場所（女性職員への対応を含む）の使用

二 乙及び丙が備蓄している防災備蓄品（食料、飲料、備品等）の使用

三 その他甲が必要とする設備、備品等の使用及び借用

（連絡体制）

第８条 甲は、浜松ＳＡを進出拠点として使用する場合においては、別紙－３に示す連絡体制表

に基づき連絡するものとする。

（防災訓練）

第９条 甲、乙及び丙は、浜松ＳＡを進出拠点として機能させるために平常時より連携して防災

訓練に取り組むものとする。この場合において、乙及び丙は業務に支障のない範囲で浜松ＳＡ

の使用について協力するものとする。

（費用の負担）

第１０条 次の各号に掲げる費用については、無償とする。

一 第５条各号に規定する使用範囲内における休憩施設防災設備、営業施設建物及び備品等の

使用に係る費用

二 第７条に規定する設備、備品等の使用に係る費用

三 第９条に規定する防災訓練の実施における浜松ＳＡの使用に係る費用

（損害賠償責任）

第１１条 第５条各号に規定する使用範囲において、甲は、自らの責において災害時における使

用範囲の安全性を確認するものとし、使用にあたり甲が被った損害について、乙及び丙はその

損害を賠償する責を負わないものとする。

２ この協定に基づく浜松ＳＡの使用により、甲が災害応急対策活動を遂行するにあたり乙、丙

及び第三者に損害を加えた場合においては、甲が賠償するものとする。

３ 甲又は静岡県内市町の要請を受け、災害応急対策活動に従事する部隊等が業務を遂行するに

あたり乙、丙及び第三者に損害を加えた場合においては、静岡県地震対策推進条例第３４条第

２項の規定によるものとする。

（協定の変更）

第１２条 この協定を変更する必要が生じた場合は、甲乙丙協議して定めるものとする。

（有効期間）

第１３条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成３０年３月３１日までとする。ただし、

有効期間が満了する日の１ヶ月前までに甲、乙又は丙のいずれもが書面をもって協定終了の意

思表示をしないときは期間満了日の翌日から更に３年間延長されるものとし、以後も同様とす

る。

（その他）

第１４条 この協定に定めのない事項は、基本協定の定めによるものとし、この協定について疑

義を生じた事項については、その都度、甲乙丙協議のうえ、定めるものとする。
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この協定の締結を証するため、本書４通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各自その１通を保

有するものとする。

平成 28年４月１日

甲 静岡県静岡市葵区追手町９番６号

静岡県 危機管理監 外岡 達朗

乙 東京都港区虎ノ門四丁目３番１号

中日本高速道路株式会社 東京支社

保全・サービス事業部長 牟田 広繁

東京都港区虎ノ門四丁目３番１号

中日本高速道路株式会社 東京支社

関連事業部長 中尾 信裕

丙 愛知県名古屋市中区栄２丁目３番１号

中日本エクシス株式会社

代表取締役社長 勝美 雄次
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新東名高速道路　浜松ＳＡ（上り）　休憩施設防災設備配置図別紙－１

営業施設

公衆無線ＬＡＮヘリポート

※　駐　車　場

災害対応型中核給油所

緊急用開口部

【凡例】

使用可能設備

※ 駐車場においては、一般のお客さまの利用状況により、

　活動スペースが限定されることがある。

　使用にあたっては、一般のお客さまの利用に配慮し、

　範囲内の空きスペースを活用するものとする。

優先使用範囲

静岡県西部方面本部

交通誘導係設置候補場所

浜松ＳＡ（上り）　営業施設建物使用範囲別紙－２

営業施設　１Ｆ

【凡例】

使用可能範囲
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[資料編Ⅱ]

19-2-24 地理空間情報の活用促進のための協力に関する協定書

（県土木防災課）

国土地理院と静岡県は、それぞれが所有する地理空間情報の活用促進のために、協力に関する基本的事項について、

次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 本協定は、現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会の実現のため、地理空間情

報活用推進基本法（平成１９年法律第６３号）の趣旨にのっとり、国土地理院及び静岡県が保有する地理空間情報の

相互活用及び情報、技術等の提供に関し、連携及び協力を強化することにより、国民の利便性の向上を図るとともに

県勢の発展と安全、安心な地域社会づくりに寄与することを目的とする。

（適用範囲）

第２条 本協定は、地理空間情報の整備及び活用に関する行政事務に対し適用するものとする。

（地理空間情報の提供及び物品の貸与）

第３条 国土地理院及び静岡県は、保有する地理空間情報及び物品について、相互に活用するものとし、具体的な提供

方法等については、別途定めるものとする。

（災害対応等における協力）

第４条 国土地理院及び静岡県は、災害対応及び防災訓練等において相互に情報の共有を図り、迅速かつ効果的な防災

及び減災の推進に向けて協力するものとし、具体的な協力方法等については、別途定めるものとする。

（技術支援）

第５条 国土地理院及び静岡県は、地理空間情報等の相互活用の推進に役立つ技術等の活用について、可能な範囲で相

互に支援するものとする。

（窓口の設置）

第６条 国土地理院及び静岡県は、本協定に定める連携及び協力を強化するための担当窓口を設置し、具体的な連携及

び協力事項の推進を図るものとする。

（有効期間）

第７条 本協定の有効期間は、協定締結の日から平成２５年３月３１日までとする。ただし、この有効期限に関わらず、

本協定の有効期間満了の日の３０日前までに国土地理院及び静岡県のいずれかが書面をもって本協定の終了の意思

表示をしないときは、期間満了日の翌日から更に１年間有効とし、その後も同様とする。

（協議）

第８条 本協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項について疑義が生じたときは、両者が誠意を持って協議解

決するものとする。

この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各自その 1通を保有するものとする。

平成２４年 ４月１９日

茨城県つくば市北郷一番

国土交通省国土地理院長

静岡県静岡市葵区追手町９番６号

静岡県知事
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合
に

あ
っ

て
は

、
乙

は
甲

の
意

思
を

確
認

（
食

品
関

係
に

あ
っ

て
は

農
政

課
長

、
プ

ロ
パ

ン
ガ

ス
に

あ
っ

て
は

消
防

防
災

課
長

、
そ

の
他

の
物

資
に

あ
っ

て
は

商
工

企
画

課
長

と
す

る
。

）の
う

え
、

第
４

の
措

置
を

と
る

も
の

と
す

る
。

（要
請

に
基

づ
く
乙

の
措

置
）

第
４

第
１

の
要

請
を

受
け

た
と

き
は

、
乙

は
そ

の
要

請
事

項
を

実
施

す
る

た
め

の
措

置
を

と
る

と
と

も
に

、
そ

の
措

置
の

状
況

を
第

３
の

２
．

に
掲

げ

る
者

に
連

絡
す

る
も

の
と

す
る

。

（価
格

）

第
５

物
資

の
取

引
価

格
は

、
災

害
発

生
直

前
時

に
お

け
る

適
正

な
価

格
（引

渡
し

ま
で

の
運

賃
を

含
む

。
災

害
発

生
前

の
取

引
に

つ
い

て
は

取
引

時
の

適
正

な
価

格
）を

基
準

と
し

て
、

甲
、

乙
協

議
し

て
定

め
る

。

（引
渡

し
）

第
６

物
資

の
取

引
場

所
は

、
甲

が
指

定
す

る
も

の
と

し
、

甲
は

、
当

該
場

所
に

職
員

を
派

遣
し

物
資

を
確

認
の

う
え

引
取

る
も

の
と

す
る

。

２
．

甲
は

、
前

項
の

職
員

の
派

遣
を

市
町

村
長

に
代

行
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。

（代
金

の
支

払
い

）

第
７

甲
が

引
取

っ
た

物
資

の
代

金
は

、
引

取
後

、
す

み
や

か
に

支
払

う
も

の
と

す
る

。

（保
有

数
量

の
報

告
）

第
８

乙
は

、
こ

の
協

定
の

成
立

の
日

及
び

毎
年

４
月

１
日

現
在

の
物

資
の

保
有

数
量

を
別

紙
「
物

資
保

有
数

量
報

告
書

」
に

よ
り

甲
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

（協
議

）

第
９

こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

に
つ

い
て

は
、

そ
の

つ
ど

、
甲

、
乙

協
議

し
て

定
め

る
。

県
経

済
産

業
部

総
務

監

県
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

推
進

課

県
茶

業
農

産
課

県
水

産
振

興
課

県
地

域
産

業
課

県
危

機
政

策
課

[資
料

編
Ⅱ

]

（有
効

期
間

）

第
10

こ
の

協
定

は
、

平
成

年
月

日
か

ら
、

そ
の

効
力

を
有

す
る

も
の

と
し

、
甲

又
は

乙
が

文
書

を
も

っ
て

、
協

定
の

終
了

を
通

知
し

な
い

限
り

、
そ

の
効

力
を

持
続

す
る

。
た

だ
し

、
乙

が
別

表
に

掲
げ

る
物

資
を

取
扱

わ
な

く
な

っ
た

と
き

は
、

こ
の

協
定

は
、

効
力

を
失

う
。

こ
の

協
定

の
成

立
を

証
す

る
た

め
、

本
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

乙
、

記
名

押
印

の
う

え
、

各
自

そ
の

１
通

を
保

有
す

る
。

平
成

年
月

日

甲
静

岡
市

追
手

町
９

－
６

静
岡

県
知

事

乙
（
住

所
）

（
氏

名
）

別
表

（供
給

要
請

物
資

一
覧

表
）

主
食

米
、

粉
乳

副
食

漬
物

・梅
干

、
つ

く
だ

に
、

缶
詰

調
味

料
味

噌
、

醤
油

、
塩

衣
料

毛
布

、
テ

ン
ト

、
シ

ャ
ツ

、
下

着
類

、
作

業
衣

、
タ

オ
ル

、
軍

手
、

サ
ラ

シ

日
用

品
雨

具
、

お
む

つ
（紙

）
、

お
む

つ
カ

バ
ー

、
生

理
用

品
、

石
け

ん
、

洗
剤

、
ち

り
紙

、
な

べ
、

ハ
ン

ゴ
ー

、
や

か
ん

、
バ

ケ
ツ

、
皿

、
茶

わ
ん

、
ハ

シ
・ス

プ
ー

ン
、

哺
乳

ビ
ン

、
マ

ッ
チ

・

ラ
イ

タ
ー

、
懐

中
電

灯
、

乾
電

池
、

運
動

靴

燃
料

等
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
、

Ｌ
Ｐ

ガ
ス

器
具
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（別
紙

）

物
資

保
有

数
量

報
告

書

（平
成

年
月

日
現

在
）

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

の
調

達
に

関
す

る
協

定
書

第
８

に
よ

り
、

当
（社

、
店

、
組

合
）の

物
資

保
有

数
量

を
下

記
の

と
お

り
報

告
し

ま
す

。

平
成

年
月

日

静
岡

県
知

事
様 所

在
地

名
称

代
表

者

電
話

番
号

記

（注
）
１

．
品

名
に

つ
い

て
は

、
下

表
の

物
資

の
う

ち
、

取
扱

品
目

を
記

入
す

る
。

２
．

数
量

に
は

、
単

位
を

付
す

る
。

な
お

、
単

位
は

下
表

の
（

）書
き

に
す

る
こ

と
を

原
則

と
す

る
。

３
．

物
資

が
、

多
数

で
あ

る
と

き
は

、
概

数
で

さ
し

つ
か

え
な

い
。

４
．

参
考

事
項

に
は

、
保

有
数

量
の

う
ち

の
す

べ
て

を
供

給
で

き
な

い
事

情
が

あ
る

と
き

は
、

供
給

可
能

量
を

表
示

す
る

な
ど

供
給

上
参

考

と
な

る
事

項
を

記
入

す
る

。

５
．

物
資

保
有

場
所

ご
と

に
作

成
す

る
。

（表
）品

名
数

量
参

考
事

項

区
分

品
名

及
び

単
位

主
食

米
（ｔ

）
、

粉
乳

（k
g）

副
食

漬
物

・梅
干

（k
g）

、
つ

く
だ

に
（k

g）
・
缶

詰
（k

g）

調
味

料
味

噌
（k

g）
、

醤
油

（
 

）、
塩

（k
g）

衣
料

毛
布

（枚
）
、

テ
ン

ト
（
張

）、
シ

ャ
ツ

（枚
）、

下
着

類
（
組

）、
作

業
衣

（
着

）、

タ
オ

ル
（
枚

）、
軍

手
（双

）
、

サ
ラ

シ
（反

）

日
用

品
等

雨
具

（こ
）、

お
む

つ
（紙

）
（組

）、
お

む
つ

カ
バ

ー
（枚

）、
生

理
用

品
（袋

）、

石
け

ん
（
こ

）、
洗

剤
（箱

）、
ち

り
紙

（ロ
ー

ル
、

又
は

締
）、

な
べ

・ハ
ン

ゴ
ー

（
こ

）、
や

か
ん

（こ
）
、

バ
ケ

ツ
（こ

）
、

皿
（枚

）
、

茶
わ

ん
（こ

）、
ハ

シ
・ス

プ
ー

ン
（膳

・本
）、

哺
乳

ビ
ン

（本
）、

マ
ッ

チ
・
ラ

イ
タ

ー
（こ

）、
懐

中
電

灯
（本

）、
乾

電
池

（こ
）、

運
動

靴
（
足

）

燃
料

等
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
（
kg

）、
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
器

具
（こ

）

[資
料

編
Ⅱ

]

２
平

成
８

年
度

作
成

様
式

静
岡

県
知

事
石

川
嘉

延
（
以

下
「
甲

」
と

い
う

。
）と

（
以

下
「乙

」
と

い
う

。
）
と

は
、

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

（
以

下
「
物

資
」と

い
う

。
）
の

調
達

、
運

搬
に

関
し

、
次

の
と

お
り

協
定

を
締

結
す

る
。

（要
請

）

第
１

条
甲

は
、

次
に

掲
げ

る
場

合
に

お
い

て
、

物
資

を
調

達
す

る
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
、

乙
に

対
し

、
そ

の
調

達
・
製

造
が

可
能

な

物
資

の
供

給
を

要
請

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

(1
)

静
岡

県
内

に
災

害
が

発
生

し
、

又
は

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

と
き

。

(2
)

静
岡

県
以

外
の

災
害

の
救

助
の

た
め

、
国

又
は

関
係

都
道

府
県

知
事

か
ら

、
物

資
の

調
達

の
あ

っ
せ

ん
を

要
請

さ
れ

た
と

き
、

又
は

救
援

の
必

要
が

認
め

ら
れ

る
と

き
。

（調
達

物
資

の
範

囲
）

第
２

条
甲

が
乙

に
供

給
を

要
請

す
る

物
資

は
、

次
に

掲
げ

る
も

の
の

う
ち

、
要

請
時

点
で

乙
が

調
達

・製
造

が
可

能
な

物
資

と
す

る
。

(1
)

別
表

に
掲

げ
る

物
資

(2
)

そ
の

他
甲

が
指

定
す

る
物

資

（要
請

の
方

法
）

第
３

条
第

１
条

の
要

請
は

、
食

品
関

係
に

あ
っ

て
は

農
政

企
画

課
長

、
プ

ロ
パ

ン
ガ

ス
に

あ
っ

て
は

消
防

防
災

課
長

、
そ

の
他

の
物

資
に

あ
っ

て

は
地

域
産

業
課

長
が

別
紙

１
の

文
書

を
も

っ
て

行
う

も
の

と
す

る
。

但
し

、
文

書
を

も
っ

て
要

請
す

る
い

と
ま

が
な

い
と

き
は

口
頭

又
は

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

等
で

要
請

し
、

そ
の

後
す

み
や

か
に

文
書

を
交

付
す

る
も

の
と

す
る

。

２
前

項
但

し
書

き
の

場
合

に
あ

っ
て

は
、

乙
は

甲
の

意
思

を
前

項
の

も
の

に
確

認
の

上
、

第
４

条
の

措
置

を
と

る
も

の
と

す
る

。

（要
請

に
基

づ
く
乙

の
措

置
）

第
４

条
第

１
条

の
要

請
を

受
け

た
と

き
は

、
乙

は
そ

の
要

請
事

項
を

実
施

す
る

た
め

の
措

置
を

と
る

と
と

も
に

、
そ

の
措

置
の

状
況

を
別

紙
２

に
よ

り
第

３
条

に
掲

げ
る

者
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

（物
資

の
運

搬
、

引
渡

し
）

第
５

条
物

資
の

集
積

場
所

、
運

搬
経

路
は

、
甲

が
状

況
に

応
じ

、
指

定
す

る
も

の
と

し
、

集
積

場
所

ま
で

の
物

資
の

運
搬

は
、

原
則

と
し

て
乙

が
行

う
も

の
と

す
る

。
但

し
、

乙
の

運
搬

が
困

難
な

場
合

は
、

甲
の

指
定

す
る

者
が

行
う

も
の

と
す

る
。

２
甲

は
、

当
該

場
所

に
職

員
を

派
遣

し
物

資
を

確
認

の
う

え
引

取
る

も
の

と
す

る
。

３
甲

は
、

前
項

の
職

員
の

派
遣

を
市

町
村

長
に

代
行

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。

（費
用

）

第
６

条
第

２
条

の
調

達
物

資
の

対
価

及
び

乙
が

行
っ

た
運

搬
等

の
費

用
に

つ
い

て
は

甲
が

負
担

す
る

も
の

と
す

る
。

２
前

項
の

費
用

は
、

集
積

場
所

へ
の

運
搬

終
了

後
、

乙
の

提
出

す
る

出
荷

確
認

書
等

に
基

づ
き

、
災

害
発

生
直

前
時

に
お

け
る

適
正

な
価

格

（
災

害
発

生
前

の
取

引
に

つ
い

て
は

取
引

時
の

適
正

な
価

格
）を

基
準

と
し

て
、

甲
、

乙
協

議
し

て
定

め
る

。

（代
金

の
支

払
い

）

第
７

条
甲

が
引

取
っ

た
物

資
の

代
金

は
、

乙
か

ら
の

請
求

後
、

す
み

や
か

に
支

払
う

も
の

と
す

る
。

（調
達

・製
造

可
能

数
量

の
報

告
）

第
８

条
乙

は
、

こ
の

協
定

の
成

立
の

日
及

び
毎

年
９

月
１

日
現

在
の

物
資

の
調

達
可

能
量

及
び

県
内

搬
入

方
法

を
別

紙
２

「物
資

調
達

・製
造

可

能
数

量
報

告
書

」
に

よ
り

甲
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

（細
目

協
定

）

第
９

条
甲

は
、

毎
年

４
月

１
日

現
在

の
物

資
の

調
達

に
関

す
る

搬
入

経
路

、
県

集
積

所
、

県
担

当
者

、
連

絡
先

等
の

協
定

の
細

目
に

つ
い

て
、

乙

に
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。

（市
町

村
長

協
定

と
の

調
整

）

第
1
0

条
乙

が
県

内
市

町
村

長
と

同
様

の
協

定
を

締
結

し
て

い
る

場
合

は
、

市
町

村
長

と
の

協
定

を
優

先
す

る
も

の
と

す
る

。

（協
議

）

第
1
1

条
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
に

つ
い

て
は

、
そ

の
つ

ど
、

甲
、

乙
協

議
し

て
定

め
る

。
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（有
効

期
間

）

第
1
2

条
こ

の
協

定
は

、
平

成
年

月
日

か
ら

、
そ

の
協

力
を

有
す

る
も

の
と

し
、

甲
又

は
乙

が
文

書
を

も
っ

て
、

協
定

の
終

了
を

通
知

し

な
い

限
り

、
そ

の
効

力
を

持
続

す
る

。
た

だ
し

、
乙

が
別

表
に

掲
げ

る
全

て
の

物
資

を
扱

わ
な

く
な

っ
た

と
き

は
、

こ
の

協
定

は
、

効
力

を
失

う
。

こ
の

協
定

の
成

立
を

証
す

る
た

め
、

本
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、

各
自

そ
の

１
通

を
所

持
す

る
。

平
成

年
月

日

甲
静

岡
市

追
手

町
９

－
６

静
岡

県
知

事
石

川
嘉

延
印

乙
（住

所
）

（氏
名

）

別
表

○
確

保
が

必
要

な
物

資

期
間

発
災

直
後

発
災

後
３

～
４

日
ま

で
３

～
４

日
以

降

想
定

ラ
イ

フ
ラ

イ
ン

ス
ト

ッ
プ

電
気

、
水

道
復

旧
電

気
、

水
道

復
旧

食
料

（
調

理
不

要
の

食
品

）

お
に

ぎ
り

弁
当

パ
ン

缶
詰

飲
料

牛
乳

粉
ミ

ル
ク

（
主

食
＋

副
食

品
）

お
に

ぎ
り

弁
当

パ
ン

缶
詰

カ
ッ

プ
ラ

ー
メ

ン

カ
ッ

プ
味

噌
汁

レ
ト

ル
ト

食
品

果
実

飲
料

牛
乳

粉
ミ

ル
ク

（自
炊

の
た

め
の

食
材

）

米
穀

野
菜

果
実

食
肉

魚
類

漬
物

佃
煮

味
噌

醤
油

塩

飲
料

牛
乳

粉
ミ

ル
ク

物
資

衣
料

：毛
布

、
テ

ン
ト

、
シ

ャ
ツ

、
下

着
類

、
作

業
着

、
タ

オ
ル

、
軍

手
、

サ
ラ

シ

日
用

品
等

：
雨

具
、

お
む

つ
（紙

）
、

お
む

つ
カ

バ
ー

、
生

理
用

品
、

石
け

ん
、

洗
剤

、
ち

り
紙

、
な

べ
、

ハ
ン

ゴ
ー

、

や
か

ん
、

バ
ケ

ツ
、

皿
、

茶
わ

ん
、

ハ
シ

・
ス

プ
ー

ン
、

哺
乳

ビ
ン

、
マ

ッ
チ

・ラ
イ

タ
ー

、
懐

中
電

灯
、

乾
電

池
、

運
動

靴

燃
料

等
：
Ｌ

Ｐ
ガ

ス
、

Ｌ
Ｐ

ガ
ス

器
具

[資
料

編
Ⅱ

]

別
紙

１
物

資
調

達
要

請
文

書

第
号

平
成

年
月

日

会
社

名

代
表

者
様

静
岡

県
知

事
石

川
嘉

延

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

の
調

達
の

要
請

に
つ

い
て

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

の
調

達
に

関
す

る
協

定
書

に
基

づ
き

、
下

記
の

と
お

り
要

請
し

ま
す

。

な
お

、
協

定
書

第
４

条
に

よ
り

、
本

要
請

に
対

す
る

貴
社

の
措

置
状

況
を

報
告

願
い

ま
す

。

記

要
請

す
る

物
資

注
：
要

請
数

量
は

、
１

日
当

た
り

数
量

で
あ

る
。

担
当

室
○

○

電
話

0
54

-2
21

-

要
請

期
間

要
請

品
目

要
請

数
量

搬
入

希
望

場
所

月
日

～
月

日
ま

で
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[資
料

編
Ⅱ
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別
紙

２
物

資
調

達
・製

造
可

能
数

量
・措

置
の

状
況

報
告

書

平
成

年
月

日

静
岡

県
知

事
石

川
嘉

延
様

会
社

名

代
表

者

災
害

救
助

に
必

要
な

物
資

の
調

達
に

関
す

る
協

定
書

（
第

４
条

・
第

８
条

）に
よ

り
、

当
社

の
（
物

資
調

達
・
製

造
可

能
数

量
・
措

置
の

状
況

）
を

下

記
の

と
お

り
報

告
し

ま
す

。

記

１
調

達
可

能
数

量

注
：協

定
書

第
８

条
に

よ
る

報
告

は
、

被
災

が
な

い
と

想
定

し
た

場
合

の
１

日
当

た
り

の
最

大
調

達
・
製

造
可

能
数

量
の

概
数

を
記

入
す

る
。

発
災

直
後

発
災

後
３

～
４

日
ま

で
３

～
４

日
以

降

品
名

調
達

可
能

数
量

品
名

調
達

可
能

数
量

品
名

調
達

可
能

数
量

お
に

ぎ
り

弁
当

パ
ン

缶
詰

飲
料

牛
乳

粉
ミ

ル
ク

お
に

ぎ
り

弁
当

パ
ン

缶
詰

ｶ
ｯ
ﾌ
ﾟﾗ

ｰ
ﾒ
ﾝ

ｶ
ｯ
ﾌ
ﾟ味

噌
汁

ﾚ
ﾄﾙ

ﾄ食
品

果
実

飲
料

牛
乳

粉
ミ

ル
ク

米
穀

野
菜

果
実

食
肉

魚
類

漬
物

佃
煮

味
噌

醤
油

塩

飲
料

牛
乳

粉
ミ

ル
ク

毛
布

下
着

類

軍
手

お
む

つ
（紙

）

石
け

ん
、

洗
剤

バ
ケ

ツ

哺
乳

ビ
ン

運
動

靴

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

テ
ン

ト

作
業

着

サ
ラ

シ

お
む

つ
カ

バ
ー

ち
り

紙

皿
、

茶
わ

ん

マ
ッ

チ
・ラ

イ
タ

ー

Ｌ
Ｐ

ガ
ス

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

シ
ャ

ツ

タ
オ

ル

雨
具

生
理

用
品

な
べ

、
ハ

ン
ゴ

ー
、

や
か

ん

ハ
シ

・ス
プ

ー
ン

懐
中

電
灯

、
乾

電
池

Ｌ
Ｐ

ガ
ス

器
具

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

（
調
理
不
要
の
食
品
）

（
主
食
＋
副
食
品
）

（
自
炊
の
た
め
の
食
材
）

[資
料

編
Ⅱ

]

２
県

内
へ

の
搬

入
場

所
、

方
法

（い
ず

れ
か

に
○

を
つ

け
る

）

①
県

集
積

所
ま

で
当

社
が

搬
入

す
る

（熱
海

、
下

田
、

沼
津

、
富

士
、

静
岡

、
藤

枝
、

磐
田

、
天

竜
、

浜
松

）

②
当

社
指

定
場

所
で

県
へ

引
き

渡
し

（
県

市
・町

）

③
そ

の
他

（
）

④
搬

入
方

法
（
陸

路
、

空
路

、
海

路
）

３
発

災
時

の
当

社
の

連
絡

先
（不

通
の

場
合

を
考

慮
し

、
３

ケ
ー

ス
を

記
入

す
る

。
）

４
そ

の
他

、
連

絡
事

項
等

有
り

ま
し

た
ら

記
入

願
い

ま
す

。

所
在

地
担

当
部

署
担

当
者

名
電

話
（

F
A

X
）

番
号

第
１

順
位

２ ３
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編
Ⅱ
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1
9
-
3
-
2

災
害

時
に

お
け

る
応

急
復

旧
に

必
要

な
資

機
材

の
供

給
に

関
す

る
協

定
書

（県
地

域
産

業
課

）

静
岡

県
知

事
石

川
嘉

延
（
以

下
「
甲

」と
い

う
。

）
と

○
○

○
（以

下
「
乙

」
と

い
う

。
）
と

は
、

災
害

時
に

お
け

る
応

急
復

旧
に

必
要

な
資

機
材

（以
下

「資
機

材
」と

い
う

。
）の

供
給

に
関

し
、

次
の

と
お

り
協

定
を

締
結

す
る

。

（要
請

）

第
１

条
甲

は
、

次
に

掲
げ

る
場

合
に

お
い

て
、

資
機

材
を

調
達

す
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
乙

に
対

し
、

そ
の

供
給

を
要

請
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

(1
)静

岡
県

内
に

災
害

が
発

生
し

、
又

は
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

き
。

(2
)静

岡
県

以
外

の
災

害
の

救
助

の
た

め
、

国
又

は
関

係
都

道
府

県
知

事
か

ら
、

資
機

材
の

供
給

を
要

請
さ

れ
た

と
き

、
又

は
、

救
援

の
必

要
が

認
め

ら
れ

る
と

き
。

（供
給

資
機

材
の

範
囲

）

第
２

条
甲

が
乙

に
供

給
を

要
請

す
る

資
機

材
は

、
次

に
掲

げ
る

も
の

の
う

ち
、

要
請

時
点

で
、

乙
が

供
給

可
能

な
資

機
材

と
す

る
。

(1
)ト

タ
ン

、
板

、
ク

ギ
、

ス
レ

ー
ト

、
瓦

、
畳

、
硝

子
、

鋼
材

(2
)そ

の
他

甲
が

指
定

す
る

資
機

材

（要
請

の
方

法
）

第
３

条
第

１
条

の
要

請
は

、
地

域
産

業
室

長
が

別
紙

１
の

文
書

を
も

っ
て

行
う

も
の

と
す

る
。

但
し

、
文

書
を

も
っ

て
要

請
す

る
い

と
ま

が
な

い
と

き
は

口
頭

又
は

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

等
で

要
請

し
、

そ
の

後
す

み
や

か
に

文
書

を
交

付
す

る
も

の
と

す
る

。

２
前

項
但

し
書

き
の

場
合

に
あ

っ
て

は
、

乙
は

甲
の

意
思

を
前

項
の

者
に

確
認

の
上

、
第

４
条

の
措

置
を

と
る

も
の

と
す

る
。

（資
機

材
の

運
搬

、
引

渡
し

）

第
４

条
資

機
材

の
集

積
場

所
、

運
搬

経
路

は
、

甲
が

状
況

に
応

じ
、

指
定

す
る

も
の

と
し

、
集

積
場

所
ま

で
の

資
機

材
の

運
搬

は
、

原
則

と
し

て
乙

が
行

う
も

の
と

す
る

。
但

し
、

乙
の

運
搬

が
困

難
な

場
合

は
、

甲
の

指
定

す
る

者
が

行
う

も
の

と
す

る
。

２
甲

は
、

当
該

場
所

に
職

員
を

派
遣

し
資

機
材

を
確

認
の

う
え

引
取

る
も

の
と

す
る

。

３
甲

は
、

前
項

の
職

員
の

派
遣

を
市

町
村

長
に

代
行

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。

（費
用

）

第
５

条
第

２
条

の
供

給
資

機
材

の
対

価
及

び
乙

が
行

っ
た

運
搬

等
の

費
用

に
つ

い
て

は
甲

が
負

担
す

る
も

の
と

す
る

。

２
前

項
の

費
用

は
、

集
積

場
所

へ
の

運
搬

終
了

後
、

災
害

発
生

直
前

時
に

お
け

る
適

正
な

価
格

（災
害

発
生

前
の

取
引

に
つ

い
て

は
取

引
時

の
適

正
な

価
格

）を
基

準
と

し
て

、
甲

、
乙

協
議

し
て

定
め

る
。

（代
金

の
支

払
い

）

第
６

条
甲

が
引

取
っ

た
資

機
材

は
、

乙
か

ら
の

請
求

後
、

す
み

や
か

に
支

払
う

も
の

と
す

る
。

（報
告

）

第
７

条
甲

は
、

毎
年

４
月

１
日

現
在

の
資

機
材

の
供

給
に

関
す

る
搬

入
経

路
、

県
集

積
場

所
、

県
担

当
者

、
連

絡
先

等
に

つ
い

て
、

乙
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

２
乙

は
、

こ
の

協
定

の
成

立
の

日
及

び
毎

年
７

月
１

日
現

在
の

供
給

可
能

資
機

材
、

連
絡

先
、

担
当

者
及

び
搬

入
方

法
を

別
紙

２
「
供

給
可

能
資

機
材

等
報

告
書

」に
よ

り
甲

に
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。

（市
町

村
長

協
定

と
の

調
整

）

第
８

条
乙

が
県

内
市

町
村

長
と

同
様

の
協

定
を

締
結

し
て

い
る

場
合

は
、

市
町

村
長

と
の

協
定

を
優

先
す

る
も

の
と

す
る

。

（協
議

）

第
９

条
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
に

つ
い

て
は

、
そ

の
つ

ど
、

甲
、

乙
協

議
し

て
定

め
る

。

[資
料

編
Ⅱ

]

（有
効

期
間

）

第
1
0
条

こ
の

協
定

は
、

平
成

年
月

日
か

ら
、

そ
の

効
力

を
有

す
る

も
の

と
し

、
甲

は
乙

が
文

書
を

も
っ

て
、

協
定

の
終

了
を

通
知

し

な
い

限
り

、
そ

の
効

力
を

持
続

す
る

。
但

し
、

乙
が

別
表

に
掲

げ
る

全
て

の
資

機
材

を
扱

わ
な

く
な

っ
た

と
き

は
、

こ
の

協
定

は
、

効
力

を
失

う
。

（附
則

）

昭
和

54
年

に
申

合
わ

せ
を

し
た

応
急

復
旧

に
必

要
な

資
機

材
の

供
給

に
関

す
る

同
意

は
、

こ
れ

を
廃

止
す

る
。

こ
の

協
定

の
成

立
を

証
す

る
た

め
、

本
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、

各
自

そ
の

１
通

を
所

持
す

る
。

平
成

年
月

日

甲
静

岡
県

静
岡

市
追

手
町

９
－

６

静
岡

県
知

事
石

川
嘉

延

乙
（
住

所
）

（氏
名

）

-539-



[資
料

編
Ⅱ

]

別
紙

１
資

機
材

調
達

要
請

文
書

第
号

平
成

年
月

日

会
社

名

代
表

者
様

静
岡

県
知

事
石

川
嘉

延

（地
域

産
業

室
長

）

災
害

時
に

お
け

る
応

急
復

旧
に

必
要

な
資

機
材

の
供

給
の

要
請

に
つ

い
て

災
害

時
に

お
け

る
応

急
復

旧
に

必
要

な
資

機
材

の
供

給
に

関
す

る
協

定
書

に
基

づ
き

、
下

記
の

と
お

り
要

請
し

ま
す

。

記

要
請

す
る

資
機

材

担
当

地
域

産
業

室
○

○

電
話

０
５

４
-２

２
１

-

要
請

期
間

要
請

品
目

要
請

数
量

搬
入

希
望

場
所

月
日

～
月

日
ま

で

[資
料

編
Ⅱ

]

別
紙

２
供

給
可

能
資

機
材

等
報

告
書

平
成

年
月

日

静
岡

県
知

事
石

川
嘉

延
様

（
地

域
産

業
室

長
）

会
社

名

代
表

者

災
害

時
に

お
け

る
応

急
復

旧
に

必
要

な
資

機
材

の
供

給
に

関
す

る
協

定
書

（
第

７
条

）
に

よ
り

、
当

社
の

供
給

可
能

資
機

材
を

下
記

の
と

お
り

報

告
し

ま
す

。

記

１
供

給
可

能
資

機
材

（供
給

が
可

能
な

資
機

材
を

○
で

囲
む

。
）

ト
タ

ン
板

ク
ギ

ス
レ

ー
ト

瓦
畳

硝
子

鋼
材

２
通

常
の

連
絡

先

３
県

内
へ

の
搬

入
場

所
、

方
法

（い
ず

れ
か

に
○

を
つ

け
る

）

①
県

集
積

所
ま

で
当

社
が

搬
入

す
る

（
熱

海
、

下
田

、
沼

津
、

富
士

、
静

岡
、

藤
枝

、
磐

田
、

天
竜

、
浜

松
）

②
当

社
指

定
場

所
へ

県
へ

引
き

渡
し

（
県

市
・町

）

③
そ

の
他

（
）

④
搬

入
方

法
（陸

路
、

空
路

、
海

路
）

所
在

地
担

当
部

署
担

当
者

名
電

話
番

号

Ｆ
Ａ

Ｘ
番

号

-540-
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３
発

災
時

の
当

組
合

の
連

絡
先

（不
通

の
場

合
を

考
慮

し
、

３
ケ

－
ス

を
記

入
す

る
）

４
そ

の
他

、
連

絡
事

項
等

あ
り

ま
し

た
ら

記
入

願
い

ま
す

。

所
在

地
担

当
部

署
担

当
者

名
電

話
(F

A
X
)番

号

第
１

順
位

２ ３

[資
料

編
Ⅱ

]

1
9-

3
-
3

災
害

救
助

法
発

動
時

に
お

け
る

学
校

給
食

用
物

資
の

調
達

に
関

す
る

協
定

書
（県

教
育

委
員

会
学

校
教

育
課

）

静
岡

県
（
以

下
「甲

」
と

い
う

）
と

静
岡

県
学

校
給

食
会

（
以

下
「
乙

」
と

い
う

）
と

の
間

に
、

災
害

救
助

法
が

発
動

さ
れ

た
際

の
学

校
給

食
用

物
資

の

調
達

に
関

し
、

次
の

と
お

り
協

定
す

る
。

（要
請

）

第
１

甲
は

、
災

害
が

発
生

し
又

は
発

生
す

る
お

そ
れ

の
あ

る
場

合
に

お
い

て
、

学
校

給
食

用
物

資
（以

下
「物

資
」
と

い
う

）
を

調
達

す
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
乙

又
は

乙
と

提
携

関
係

に
あ

る
団

体
（
以

下
「
乙

等
」
と

い
う

）に
対

し
、

そ
の

保
有

す
る

学
校

給
食

用
物

資
の

供
給

を
要

請

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

（供
給

学
校

給
食

用
物

資
の

範
囲

）

第
２

乙
等

は
、

甲
か

ら
要

請
の

あ
っ

た
物

資
に

つ
い

て
、

そ
の

保
有

す
る

範
囲

に
お

い
て

供
給

に
応

ず
る

も
の

と
す

る
。

（要
請

の
方

法
）

第
３

第
１

の
要

請
は

文
書

を
も

っ
て

行
う

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

文
書

を
も

っ
て

要
請

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
時

は
口

頭
で

要
請

し
、

そ
の

後
速

や

か
に

文
書

を
交

付
す

る
も

の
と

す
る

。

２
前

項
た

だ
し

書
き

の
場

合
に

あ
っ

て
は

、
乙

等
は

甲
の

意
思

を
体

育
保

健
課

長
を

通
じ

て
確

認
の

う
え

、
第

４
の

措
置

を
と

る
も

の
と

す
る

。

（要
請

に
基

づ
く
乙

等
の

措
置

）

第
４

第
１

の
要

請
を

受
け

た
時

は
、

乙
等

は
そ

の
要

請
事

項
を

実
施

す
る

た
め

の
措

置
を

講
ず

る
と

と
も

に
、

そ
の

措
置

の
状

況
を

第
３

の
２

に
掲

げ
る

者
に

連
絡

す
る

も
の

と
す

る
。

（引
き

渡
し

）

第
５

物
資

の
引

き
渡

し
場

所
、

時
刻

等
に

つ
い

て
は

、
甲

が
指

定
す

る
も

の
と

し
、

甲
の

職
員

又
は

甲
の

指
定

す
る

者
が

物
資

を
確

認
の

う
え

引

き
取

る
も

の
と

す
る

。

（価
格

）

第
６

物
資

の
価

格
は

、
災

害
発

生
前

の
平

常
時

に
お

い
て

通
常

取
り

引
き

さ
れ

て
い

る
価

格
と

す
る

。

た
だ

し
、

災
害

発
生

後
に

お
い

て
、

乙
等

の
仕

入
れ

価
格

又
は

負
担

に
係

る
運

搬
等

流
通

経
費

が
著

し
く
変

動
し

た
場

合
は

、
甲

、

乙
等

が
協

議
し

て
定

め
る

。

（代
金

の
支

払
い

）

第
７

甲
は

、
引

き
取

っ
た

物
資

の
代

金
に

つ
い

て
は

、
３

０
日

以
内

の
延

納
と

し
、

供
給

要
請

先
に

支
払

う
も

の
と

す
る

。

（協
議

）

第
８

こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

に
つ

い
て

は
、

そ
の

都
度

、
甲

と
乙

が
協

議
し

て
定

め
る

。

（有
効

期
間

）

第
９

こ
の

協
定

は
、

甲
又

は
乙

が
文

書
を

も
っ

て
、

協
定

の
終

了
を

通
知

し
な

い
限

り
、

そ
の

効
力

は
継

続
す

る
も

の
と

す
る

。

こ
の

協
定

の
成

立
を

証
す

る
た

め
、

本
書

２
通

作
成

し
、

甲
、

乙
記

名
押

印
の

う
え

、
各

自
１

通
を

所
持

す
る

。

平
成

８
年

２
月

１
５

日

（甲
）

静
岡

市
追

手
町

９
－

６

静
岡

県
知

事
石

川
嘉

延

（乙
）

静
岡

市
駿

府
町

１
－

１
２

静
岡

県
学

校
給

食
会

理
事

長
石

田
徳

行

-541-
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-
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応
急

復
旧

に
必

要
な

資
機

材
の

供
給

に
関

す
る

同
意

書
（
県
林
業
振
興
課
）

静
岡
県
内
に
災
害
が
発
生
し
、
応
急
復
旧
に
必
要
な
資
機
材
を
県
又
は
市
町
村
か
ら
供
給
の
要
請
及
び
斡
旋
を
さ
れ
た
と
き
は
、
当
社
の

保
有
す
る
資
機
材
を
優
先
的
に
安
定
供
給
す
る
こ
と
を
同
意
し
ま
す
。

昭
和
○
年
○
月
○
日 住

所

社
名

代
表
者

静
岡
県
知
事

山
本

敬
三

郎
様

以
下
の
と
お
り
同
意
を
得
て
い
る
。

同
意
者

同
意
年
月
日

静
岡
県
木
材
協
同
組
合
連
合
会

理
事
長

川
口
清
俊

昭
和
54
年
４
月
11
日

19
-3

-5
大

規
模

災
害

時
に

お
け

る
救

援
物

資
の

提
供

に
関

す
る

基
本

協
定

書

（県
危

機
政

策
課

）

静
岡

県
（以

下
「甲

」と
い

う
。

）と
（以

下
「乙

」と
い

う
。

）は
、

大
規

模
災

害
発

生
時

に
お

け
る

救
援

物
資

の
提

供
に

つ
い

て
、

次
の

と
お

り

基
本

協
定

を
締

結
す

る
。

（救
援

物
資

提
供

の
要

請
）

第
１

条
乙

は
、

大
規

模
災

害
時

に
お

い
て

、
甲

又
は

市
町

か
ら

救
援

物
資

の
提

供
の

依
頼

を
受

け
た

と
き

は
、

こ
れ

に
協

力
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

（救
援

物
資

の
範

囲
）

第
２

条
前

条
の

規
定

に
よ

り
甲

が
乙

に
協

力
を

要
請

す
る

こ
と

が
で

き
る

救
援

物
資

の
範

囲
は

、
乙

が
設

置
し

た
災

害
時

対
応

型
自

動
販

売
機

（以
下

「災
害

救

助
ベ

ン
ダ

ー
」と

い
う

。
）の

機
内

飲
料

と
す

る
。

（費
用

）

第
３

条
前

２
条

の
規

定
に

よ
り

乙
が

提
供

し
た

救
援

物
資

の
費

用
は

、
無

償
と

す
る

。

（市
町

と
の

協
定

締
結

）

第
４

条
乙

は
、

前
条

に
規

定
す

る
救

援
物

資
の

提
供

に
関

し
て

、
市

町
と

協
議

し
、

対
象

と
な

る
大

規
模

災
害

の
範

囲
、

協
力

要
請

の
方

法
等

、
細

目
を

定
め

た

協
定

を
締

結
す

る
も

の
と

す
る

。

（平
常

時
の

努
力

義
務

）

第
５

条
乙

は
、

平
常

時
か

ら
大

規
模

災
害

時
に

備
え

て
地

域
に

お
け

る
災

害
救

助
ベ

ン
ダ

ー
の

設
置

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

２
甲

及
び

市
町

は
、

乙
が

前
項

の
規

定
に

よ
り

地
域

に
災

害
救

助
ベ

ン
ダ

ー
を

設
置

す
る

に
あ

た
り

必
要

が
あ

る
場

合
は

、
乙

と
地

域
と

の
調

整
に

協
力

す
る

も
の

と
す

る
。

（情
報

交
換

）

第
６

条
こ

の
協

定
に

定
め

る
事

項
を

円
滑

に
推

進
す

る
た

め
、

甲
及

び
乙

は
、

必
要

に
応

じ
て

情
報

の
交

換
を

行
う

も
の

と
す

る
。

（有
効

期
間

）

第
７

条
こ

の
協

定
の

有
効

期
間

は
、

協
定

締
結

の
日

か
ら

５
年

間
と

す
る

。
た

だ
し

、
有

効
期

間
満

了
の

日
ま

で
に

甲
又

は
乙

か
ら

何
ら

の
意

思
表

示
が

な
い

と

き
は

、
こ

の
協

定
は

同
一

内
容

を
も

っ
て

更
に

5
年

間
継

続
す

る
も

の
と

し
、

以
後

の
期

間
満

了
に

つ
い

て
も

、
ま

た
同

様
と

す
る

。

２
甲

又
は

乙
は

、
こ

の
協

定
の

有
効

期
間

満
了

前
に

こ
の

協
定

を
解

除
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
解

除
し

よ
う

と
す

る
日

の
30

日
前

ま
で

に
解

除
の

申
入

れ
を

し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（定
め

の
な

い
事

項
の

処
理

）

第
８

条
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
で

疑
義

を
生

じ
た

場
合

は
、

甲
・乙

協
議

し
て

処
理

す
る

も
の

と
す

る
。

こ
の

協
定

の
成

立
を

証
す

る
た

め
、

こ
の

協
定

書
を

２
通

作
成

し
、

甲
、

乙
双

方
記

名
押

印
の

上
各

自
１

通
を

保
有

す
る

。

平
成

年
月

日

（甲
）

静
岡

市
葵

区
追

手
町

９
番

６
号

静
岡

県
知

事
川

勝
平

太

（乙
）

（順
不

同
）

ア
サ

ヒ
カ

ル
ピ

ス
ビ

バ
レ

ッ
ジ

株
式

会
社

中
部

支
社

エ
フ

・ヴ
ィ

セ
ン

ト
ラ

ル
株

式
会

社

キ
リ

ン
ビ

バ
レ

ッ
ジ

株
式

会
社

静
岡

支
社

コ
カ

・コ
ー

ラ
セ

ン
ト
ラ

ル
ジ

ャ
パ

ン
株

式
会

社
富

士
地

区
営

業
本

部
V
S
営

業
部

サ
ッ

ポ
ロ

飲
料

株
式

会
社

サ
ン

ト
リ

ー
フ

ー
ズ

株
式

会
社

静
岡

支
店

セ
イ

ユ
ウ

フ
ー

ズ
株

式
会

社
ダ

イ
ド

ー
ド

リ
ン

コ
株

式
会

社
中

部
第

二
営

業
部

ナ
シ

ョ
ナ

ル
・ベ

ン
デ

ィ
ン

グ
株

式
会

社
静

岡
支

店
ユ

ニ
バ

ー
サ

ル
商

事
株

式
会

社

大
塚

製
薬

株
式

会
社

静
岡

支
店

株
式

会
社

ア
ペ

ッ
ク

ス
東

海
支

社

株
式

会
社

ジ
ャ

パ
ン

ビ
バ

レ
ッ

ジ
ホ

ー
ル

デ
ィ

ン
グ

ス
京

浜
中

部
支

社
株

式
会

社
ポ

ッ
カ

コ
ー

ポ
レ

ー
シ

ョ
ン

静
岡

営
業

所

中
央

静
岡

ヤ
ク

ル
ト
販

売
株

式
会

社

西
静

岡
ヤ

ク
ル

ト
販

売
株

式
会

社

東
静

岡
ヤ

ク
ル

ト
販

売
株

式
会

社

三
機

商
事

株
式

会
社

浜
松

営
業

所

中
部

カ
ー

ラ
・コ

マ
ー

ス
株

式
会

社
静

岡
営

業
所

中
部

ペ
プ

シ
コ

ー
ラ

販
売

株
式

会
社

日
東

パ
シ

フ
ィ

ッ
ク

ベ
ン

デ
ィ
ン

グ
株

式
会

社
浜

松
営

業
所

米
久

ベ
ン

デ
ィ

ン
グ

株
式

会
社

-542-
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-
1

災
害

時
に

お
い

て
宿

泊
施

設
が

２
次

的
避

難
者

を
収

容
す

る
こ

と
に

関
す

る
協

定

（県
危

機
政

策
課

）

（目
的

）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
大

規
模

な
災

害
に

よ
り

多
数

の
県

民
が

長
期

間
に

わ
た

る
避

難
を

余
儀

な
く
さ

れ
た

場
合

、
静

岡
県

（以
下

「
甲

」と
い

う
。

）

が
、

○
○

○
○

○
○

（以
下

「
乙

」
と

い
う

。
）
に

対
し

、
高

齢
者

等
災

害
弱

者
の

収
容

に
つ

い
て

協
力

を
要

請
す

る
に

当
た

り
、

必
要

な
事

項
を

定

め
る

も
の

と
す

る
。

（避
難

者
の

収
容

の
依

頼
）

第
２

条
甲

は
、

市
町

村
の

用
意

す
る

避
難

所
（
災

害
救

助
法

（昭
和

２
２

年
法

律
第

１
１

８
号

）第
２

３
条

第
１

項
第

１
号

の
収

容
施

設
を

い
う

。
）
に

避
難

し
た

者
の

う
ち

、
市

町
村

長
が

避
難

生
活

の
長

期
化

に
よ

り
健

康
に

支
障

を
来

す
と

判
断

し
た

者
（以

下
「
２

次
的

避
難

者
」と

い
う

。
）
の

収

容
に

つ
い

て
、

乙
に

協
力

を
要

請
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

（要
請

の
手

続
）

第
３

条
甲

は
、

前
条

の
規

定
に

よ
り

乙
に

協
力

を
要

請
す

る
場

合
に

は
、

事
前

に
電

話
等

で
確

認
の

上
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

明
ら

か
に

し
て

書

面
で

行
う

こ
と

を
原

則
と

す
る

。

（1
）要

請
者

の
所

属
、

氏
名

及
び

連
絡

先

（2
）収

容
を

依
頼

す
る

２
次

的
避

難
者

の
氏

名
及

び
連

絡
先

（3
）収

容
を

依
頼

す
る

理
由

及
び

期
間

（4
）そ

の
他

必
要

な
事

項

（要
請

の
受

諾
）

第
４

条
乙

は
、

甲
か

ら
要

請
を

受
け

た
場

合
に

は
、

当
該

施
設

の
使

用
の

目
的

の
範

囲
内

に
お

い
て

、
そ

の
要

請
を

受
諾

す
る

よ
う

努
め

る
も

の

と
す

る
。

（収
容

期
間

）

第
５

条
甲

が
乙

に
対

し
依

頼
す

る
２

次
的

避
難

者
の

収
容

期
間

は
、

原
則

と
し

て
７

日
以

内
と

す
る

。
た

だ
し

、
必

要
に

よ
り

甲
乙

協
議

の
上

７
日

以
内

の
範

囲
に

お
い

て
、

そ
の

期
間

を
延

長
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

し
、

さ
ら

に
延

長
を

必
要

と
す

る
場

合
も

同
様

と
す

る
。

（費
用

の
負

担
）

第
６

条
甲

は
、

乙
に

依
頼

し
た

２
次

的
避

難
者

の
収

容
に

関
し

、
適

正
な

費
用

を
負

担
す

る
も

の
と

す
る

。

（疑
義

の
解

決
）

第
７

条
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
こ

の
協

定
に

関
し

て
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
そ

の
都

度
甲

乙
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

上
記

の
協

定
の

成
立

を
証

す
る

た
め

、
こ

の
協

定
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、

各
自

そ
の

１
通

を
所

持
す

る
。

平
成

年
月

日

（甲
）

静
岡

県
知

事

（乙
）

（宿
泊

施
設

等
の

管
理

者
）

[資
料

編
Ⅱ

]

協
定

締
結

施
設

(H
2
4年

4
月

現
在

)

な
お

、
県

有
施

設
で

あ
る

の
で

通
知

に
よ

っ
て

い
る

が
、

次
の

青
少

年
教

育
施

設
に

お
い

て
も

２
次

的
避

難
者

を
収

容
す

る
。

関
係

課
関

係
施

設
施

設
名

所
在

地
収

容
可

能
人

員

環
境

ふ
れ

あ
い

課
ゴ

ル
フ

場
関

係
施

設
愛

鷹
シ

ッ
ク

ス
ハ

ン
ド

レ
ッ

ド
ク

ラ
ブ

朝
霧

ジ
ャ

ン
ボ

リ
ー

ゴ
ル

フ
ク

ラ
ブ

太
平

洋
ク

ラ
ブ

御
殿

場
ウ

エ
ス

ト

葛
城

ゴ
ル

フ
ク

ラ
ブ

ラ
フ

ォ
ー

レ
修

善
寺

＆
ｶ
ﾝ
ﾄﾘ

ｰ
ｸ
ﾗ
ﾌ
ﾞ

伊
豆

湯
ヶ

島
倶

楽
部

靜
岡

カ
ン

ト
リ

ー
浜

岡
コ

ー
ス

伊
豆

下
田

カ
ン

ト
リ

ー
ク

ラ
ブ

沼
津

市

富
士

宮
市

御
殿

場
市

袋
井

市

伊
豆

市

伊
豆

市

御
前

崎
市

南
伊

豆
町

4
9

4
0

2
8

10
0

1,
60

0

20
0

10
0

7
0

観
光

政
策

課
公

営
国

民
宿

舎
等

浜
松

市
天

竜
保

養
セ

ン
タ

ー
「若

杉
荘

」

国
民

宿
舎

か
わ

づ

南
伊

豆
国

民
休

暇
村

国
民

宿
舎

伊
豆

ま
つ

ざ
き

荘

菊
川

市
営

保
養

セ
ン

タ
ー

「小
菊

荘
」

国
民

宿
舎

奥
浜

名
湖

浜
松

市
天

竜
区

河
津

町

南
伊

豆
町

松
崎

町

菊
川

市

浜
松

市
北

区
細

江
町

1
9

13
0

25
0

15
5

4
0

12
0

長
寿

政
策

課
老

人
休

養
ホ

ー
ム

寿
荘

伊
豆

の
国

市
13

0

労
働

政
策

課
い

こ
い

の
家

お
お

と
り

荘
伊

豆
の

国
市

13
0

小
計

（
Ａ

）
16

施
設

3,
16

1

関
係

課
関

係
施

設
施

設
名

所
在

地
収

容
可

能
人

員

県
教

育
委

員
会

教
育

総

務
課

青
少

年
施

設
朝

霧
野

外
活

動
セ

ン
タ

ー

焼
津

青
少

年
の

家

観
音

山
少

年
自

然
の

家

三
ヶ

日
青

年
の

家

富
士

宮
市

焼
津

市

浜
松

市
北

区
引

佐
町

浜
松

市
北

区
三

ヶ
日

町

20
0

25
0

20
0

20
0

小
計

（
Ｂ

）
4施

設
85

0

合
計

（
Ａ

）
＋

（Ｂ
）

20
施

設
4,

01
1
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9
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5
-
1

災
害

時
に

お
け

る
放

送
要

請
に

関
す

る
協

定
（県

危
機

政
策

課
）

（協
定

の
趣

旨
）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
災

害
対

策
基

本
法

（昭
和

3
6

年
法

律
第

2
23

号
以

下
「
法

」と
い

う
。

）
第

5
7

条
の

規
定

に
基

づ
き

、
静

岡
県

知
事

が
、

日

本
放

送
協

会
静

岡
放

送
局

（以
下

「
Ｎ

Ｈ
Ｋ

」と
い

う
。

）
に

放
送

を
行

う
こ

と
を

求
め

る
時

の
手

続
き

等
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。

（放
送

要
請

）

第
２

条
静

岡
県

知
事

は
、

法
第

55
条

の
規

定
に

基
づ

く
通

知
又

は
要

請
に

つ
い

て
、

災
害

の
た

め
公

衆
電

気
電

信
設

備
、

有
線

電
気

通
信

設
備

若
し

く
は

無
線

設
備

に
よ

り
通

信
で

き
な

い
場

合
又

は
著

し
く

困
難

な
場

合
に

お
い

て
、

そ
の

通
信

の
た

め
特

別
の

必
要

あ
る

時
は

、
Ｎ

Ｈ
Ｋ

に
対

し
放

送
を

行
う

こ
と

を
求

め
る

こ
と

が
で

き
る

。

（要
請

の
手

続
）

第
３

条
静

岡
県

知
事

は
、

Ｎ
Ｈ

Ｋ
に

対
し

次
に

掲
げ

る
事

項
を

明
ら

か
に

し
て

要
請

す
る

も
の

と
す

る
。

１
．

放
送

要
請

の
理

由

２
．

放
送

事
項

３
．

希
望

す
る

放
送

日
時

及
び

送
信

系
統

４
．

そ
の

他
必

要
な

事
項

（放
送

の
実

施
）

第
４

条
Ｎ

Ｈ
Ｋ

は
、

静
岡

県
知

事
か

ら
要

請
を

受
け

た
事

項
に

関
し

て
放

送
の

形
式

、
内

容
、

時
刻

及
び

送
信

系
統

を
そ

の
つ

ど
決

定
し

放
送

す

る
。

（連
絡

責
任

者
）

第
５

条
第

３
条

に
掲

げ
る

放
送

要
請

に
関

す
る

事
項

の
伝

達
及

び
こ

れ
に

関
す

る
連

絡
の

確
実

、
円

滑
を

図
る

た
め

、
静

岡
県

生
活

環
境

部
広

報
課

長
及

び
、

日
本

放
送

協
会

静
岡

放
送

局
放

送
部

長
を

連
絡

責
任

者
と

す
る

。

（雑
則

）

第
６

条
こ

の
協

定
実

施
に

関
し

、
必

要
な

事
項

は
静

岡
県

知
事

及
び

、
Ｎ

Ｈ
Ｋ

が
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

第
７

条
こ

の
協

定
は

、
昭

和
5
0

年
４

月
１

日
か

ら
適

用
す

る
。

こ
の

協
定

の
成

立
を

証
す

る
た

め
当

事
者

記
名

押
印

の
う

え
各

１
通

を
保

有
す

る
。

昭
和

50
年

４
月

１
日

静
岡

県
知

事
山

本
敬

三
郎

日
本

放
送

協
会

静
岡

放
送

局
長

加
藤

和
生

（注
）

同
様

の
協

定
を

以
下

の
６

放
送

局
（会

社
）と

も
締

結
し

て
い

る
。

た
だ

し
、

日
本

放
送

協
会

浜
松

放
送

局
は

昭
和

63
年

７
月

に
静

岡
放

送
局

浜
松

支
局

と
な

っ
て

い
る

。

放
送

局
名

協
定

締
結

年
月

日
協

定
締

結
者

連
絡

責
任

者

日
本

放
送

協
会

浜
松

放
送

局

静
岡

放
送

株
式

会
社

株
式

会
社

テ
レ

ビ
静

岡

静
岡

県
民

放
送

株
式

会
社

株
式

会
社

静
岡

第
一

テ
レ

ビ

静
岡

エ
フ

エ
ム

放
送

(
株

)

昭
和

50
年

4
月

1
日

昭
和

50
年

4
月

1
日

昭
和

50
年

4
月

1
日

昭
和

54
年

9
月

1
日

昭
和

55
年

3
月

3
1

日

昭
和

58
年

4
月

1
日

浜
松

放
送

局
長

太
田

哲
二

社
長

大
石

益
光

社
長

児
玉

連

社
長

平
山

博
三

社
長

江
藤

栄

社
長

河
合

滋

放
送

部
長

報
道

部
長

報
道

部
長

報
道

制
作

部
長

報
道

部
長

編
成

制
作

部
長

[資
料

編
Ⅱ

]

1
9
-
5
-
2

災
害

時
に

お
け

る
新

聞
報

道
に

関
す

る
申

合
せ

（県
危

機
政

策
課

）

（趣
旨

）

第
１

条
こ

の
申

合
せ

は
、

静
岡

県
地

域
防

災
計

画
に

基
づ

き
静

岡
県

（
以

下
「
甲

」
と

い
う

。
）
が

、
災

害
対

策
本

部
又

は
地

震
災

害
警

戒
本

部
を

設
置

し
た

と
き

（
以

下
「災

害
時

等
」
と

い
う

。
）
に

お
け

る
広

報
に

つ
い

て
、

朝
日

新
聞

社
静

岡
支

局
（
以

下
「
乙

」と
い

う
。

）
に

協
力

を
要

請
す

る

に
当

た
り

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。

（報
道

の
要

請
）

第
２

条
甲

は
、

災
害

時
等

に
各

種
の

混
乱

防
止

と
被

害
の

実
情

周
知

等
を

図
る

た
め

、
次

の
事

項
に

関
す

る
広

報
を

行
う

に
当

た
り

必
要

な
場

合

に
は

、
乙

に
対

し
協

力
を

要
請

す
る

も
の

と
す

る
。

(1
)気

象
、

地
震

及
び

水
象

に
関

す
る

情
報

(2
)警

戒
宣

言
及

び
地

震
予

知
情

報

(3
)道

路
交

通
情

報

(4
)交

通
機

関
の

状
況

(5
)水

道
、

電
話

、
電

気
及

び
ガ

ス
の

状
況

(6
)医

療
及

び
救

護
の

状
況

(7
)そ

の
他

静
岡

県
地

域
防

災
計

画
に

定
め

る
も

の

（要
請

の
手

続
）

第
３

条
甲

は
、

前
条

の
要

請
を

す
る

場
合

に
は

、
乙

に
対

し
次

に
掲

げ
る

事
項

を
明

ら
か

に
し

て
要

請
す

る
も

の
と

す
る

。

(1
)報

道
要

請
の

理
由

(2
)必

要
な

報
道

の
内

容

(3
)そ

の
他

必
要

な
事

項

（連
絡

責
任

者
）

第
４

条
前

条
に

掲
げ

る
事

項
の

伝
達

及
び

こ
れ

に
関

す
る

連
絡

を
円

滑
か

つ
確

実
な

も
の

と
す

る
た

め
、

甲
の

連
絡

責
任

者
は

企
画

部
広

報
課

長
と

し
、

乙
の

連
絡

責
任

者
は

静
岡

支
局

長
と

す
る

。

（効
力

）

第
５

条
こ

の
申

合
せ

は
、

平
成

７
年

７
月

７
日

か
ら

、
効

力
を

有
す

る
も

の
と

す
る

。

（疑
義

の
解

決
）

第
６

条
こ

の
申

合
せ

に
定

め
の

な
い

事
項

及
び

こ
の

申
合

せ
に

関
し

て
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
そ

の
都

度
甲

乙
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

上
記

の
申

合
せ

の
成

立
を

証
す

る
た

め
、

こ
の

申
合

せ
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、

各
自

そ
の

１
通

を
所

持
す

る
。

平
成

７
年

７
月

７
日

（
甲

）静
岡

県
知

事
石

川
嘉

延

（
乙

）株
式

会
社

朝
日

新
聞

社
静

岡
支

局
長

街
風

隆
雄

（注
）
同

日
、

以
下

の
新

聞
社

と
の

間
で

も
同

様
の

申
合

せ
を

行
っ

て
い

る
。

新
聞

社
名

調
印

者
連

絡
責

任
者

新
聞

社
名

調
印

者
連

絡
責

任
者

産
経

新
聞

社

静
岡

新
聞

社

中
日

新
聞

社

中
部

経
済

新
聞

社

日
本

経
済

新
聞

社

静
岡

支
局

長

社
長

東
海

本
社

代
表

静
岡

支
局

長

静
岡

支
局

長

滝
川

忠
正

大
石

益
光

成
田

和
雄

永
井

國
弘

神
田

忠
慶

静
岡

支
局

長

編
集

局
長

静
岡

総
局

長

静
岡

支
局

長

静
岡

支
局

長

日
刊

工
業

新
聞

社

毎
日

新
聞

社

読
売

新
聞

社

共
同

通
信

社

時
事

通
信

社

静
岡

支
局

長

静
岡

支
局

長

静
岡

支
局

長

静
岡

支
局

長

静
岡

総
局

長

青
山

征
人

加
藤

春
樹

湯
川

秀
夫

野
上

忠
興

宮
崎

行
雄

静
岡

支
局

長

静
岡

支
局

長

静
岡

支
局

長

静
岡

支
局

長

静
岡

総
局

長
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19-5-3 災害時における情報伝達要請に関する協定
（県障害福祉課）

（協定の趣旨）

第１条 この協定は、静岡県知事石川嘉延（以下「甲」という。）が、株式会社レスキューナウ・ドット・ネット代表

取締役市川啓一（以下「乙」という。）に聴覚障害のある人向けの情報伝達を行うことを求める時の手続等を定めるも

のとする。

（情報伝達の要請）

第 2 条 甲は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 55 条の規定に基づく通知又は要請について、災害のため

公衆電気電信設備、有線電気通信設備若しくは無線設備により通信できない場合又は著しく困難な場合において、そ

の通信のため特別の必要がある時は、乙に情報伝達を行うことを求めることができる。

（要請の手続）

第 3 条 甲は、乙に次に掲げる事項を明らかにして要請するものとする。

(１) 情報伝達要請の理由

(２) 情報伝達事項

(３) 希望する情報伝達日時及び配信系統

(４) その他必要な事項

（情報伝達の実施）

第 4 条 乙は、甲から要請を受けた事項に関して主に聴覚障害のある人向けに伝達することとし、甲及び聴覚障害のあ

る受信者からは伝達料を徴収しないものとする。

（情報の取扱い）

第 5 条 乙は、甲から伝達の要請を受けた情報について、本協定の適用する目的以外に用いてはならない。

（連絡責任者）

第 6 条 第 3 条に掲げる事項の伝達及びこれに関する連絡の確実、円滑化を図るため、静岡県総務部防災局長及び乙を

連絡責任者とする。

（雑則）

第 7 条 この協定実施に関し、必要な事項は甲及び乙が協議して定めるものとする。

第 8 条 この協定は、平成 14 年 5 月 1 日から適用する。

この協定の成立を証するため当事者記名押印のうえ各 1 通を保有する。

平成 14 年 5 月 1 日

（甲）静岡県追手町 9 番 6 号

静岡県知事 石 川 嘉 延

（乙）東京都品川区西五反田５－６－３

株式会社レスキューナウ・ドット・ネット

代表取締役 市 川 啓 一

（注） 同様の協定を特定非営利活動法人 CS 障害者放送統一機構及び静岡県聴覚障害者情報センターとも平成 17 年

12 月 6 日に締結している。
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1
9
-
5
-
5

防
災
へ
の
取

り
組
み
に
関
す
る
協
定
書

（
県
危
機
政
策
課
）

静
岡
県

（
以
下
「
甲

」
と
い
い
ま
す
）

と
G

oo
gl

e
Ire

la
nd

Li
m

ite
d（

以
下

「
乙

」
と

い
い

ま
す
）

は
、

甲
の

地
域
お

よ
び
住
民
に

深
刻
な
影
響
が
及

び
う
る
大
規

模
災
害
時
へ
の
準

備
お

よ
び
対

応
に

つ
い

て
の

甲
と

乙
お

よ
び
そ

の
関
係
会
社

（
以
下
「

G
oo

gl
e」

と
い
い
ま
す
）
の
協

力
に
関
連

す
る

両
当

事
者

の
合

意
を

証
す

る
た

め
、
本

協
定
書
を
締

結
し
ま
す
。
な
お

、
本
協
定
書

は
、
甲
お
よ
び
乙

の
双

方
が
本

書
に

署
名

ま
た

は
記

名
押

印
し
た

日
（
以
下
「

効
力
発
生
日
」
と

い
い
ま
す
）

か
ら
そ
の
効
力
を

発
生

す
る
も

の
と

し
ま

す
。

第
１

条
（
災
害
対
応
サ
ー

ビ
ス
）

1.
本
協
定
書
に
お
い
て

、
「
災
害
対
応
サ
ー
ビ
ス
」
と
は

、
G

oo
gl

e
が

提
供

す
る

、
自

然
災

害
や

人
道

的

危
機
（

総
称
し
て
、

以
下
「
災
害
等
」

と
い
い
ま
す

）
に
際
し
て
、
重

要
な

情
報
を

よ
り

ア
ク

セ
ス

し
や

す
い

形
で
提

供
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
製

品
お
よ
び
サ

ー
ビ
ス
を
い
い
ま

す
。

本
協
定

書
の

効
力

発
生

日
に

お
け

る
災
害

対
応
サ
ー
ビ

ス
の
例
に
は
、
別

紙
１
に
記
載

す
る
も
の
が
あ
り

ま
す

。
な
お

、
災

害
対

応
サ

ー
ビ

ス
の

内
容
は

、
随
時
、
追

加
、
中
止
ま
た
は

変
更
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す

。

2.
G

oo
gl

e
は
、
甲
の

地
域
お
よ
び

住
民
に
深
刻
な
影

響
が
及
び
う

る
災

害
等

が
生

じ
た

場
合

、
そ
の

裁
量

に

よ
り
、

災
害
対
応
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
か
否
か
、

お
よ
び
、
そ
の
具

体
的

な
活
動

内
容

を
決

定
し

ま
す

。

第
２

条
（
本
件
協
力
）

1.
甲
は
、
甲
の
地
域
お

よ
び
住
民
に
深
刻
な
影
響
が
及
び

う
る
災
害
等
に

関
連

す
る

G
oo

gl
e
に

よ
る

災
害

対

応
サ
ー

ビ
ス
の
開
発

お
よ
び
実
施
に
協

力
す
る
こ
と

（
以
下
「
本
件
協

力
」

と
い
い

ま
す

）
が

で
き

ま
す

。
本

件
協
力

の
例
と
し
て

、
以
下
に
列
挙
す

る
項
目
が
あ

り
ま
す
。

(1
)
甲
が
保
有

ま
た
は
管

理
す
る
、
災
害
対
応

サ
ー
ビ
ス
に

関
連
す
る
情

報
（

以
下

「
本

件
情

報
」

と
い

い
ま

す
）
を

提
供
す
る
こ

と
。

(2
)
災
害
対
応

サ
ー
ビ
ス

に
関
連
す
る
技
術
的

な
協
力
を
行

う
こ
と
。

(3
)
災
害
対
応

サ
ー
ビ
ス

に
つ
い
て
の
広
報
に

協
力
す
る
こ

と
。

(4
)
そ
の
他
、

災
害
対
応

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、

改
善
、
周
知

な
ど
、

G
oo

gl
e
に

よ
る

災
害

対
応

サ
ー

ビ
ス

の
開

発
お
よ

び
実
施
に
関

連
す
る
事
項
を
行

う
こ
と
。

2.
甲
が
本
件
協
力
を
行

う
か
否
か
、
ま
た
、
本
件
協
力
の

対
象
と
す
る
項

目
に

つ
い

て
は

、
甲

の
裁

量
に

よ
り

決
定
し

ま
す
。
甲
は

、
本
件
協
力
を
開

始
す
る
場
合

で
も
、
本
件
協
力

を
特

定
の
項

目
に

つ
い

て
実

施
お

よ
び

継
続
す

る
義
務
を

G
oo

gl
e
に
対
し

て
負
う
こ
と
は
な

く
、
ま
た
、

そ
の
裁

量
に

よ
り

本
件
協

力
を

随
時

、
変

更
、
中

止
ま
た
は
終

了
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
た

だ
し
、
本
件
協
力

の
実

施
の
方

法
に

つ
い

て
は

、
G

oo
gl

e
と

協
議

し
同
意
を
得

る
も
の
と
し
ま
す

。
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3.
本

協
定

書
に

基
づ

き
甲

が
乙

に
本

件
情

報
を

提
供

す
る

場
合

、
別

途
当

事
者

が
合

意
す

る
場

合
を

除
き

、
別

紙
２

の
条

件
に
従
い

ま
す

。

第
３

条
（

秘
密

保
持

義
務

及
び

広
報

等
）

本
協

定
書

に
関
連
し

て
相

互
に

開
示

す
る

非
公

開
の

情
報

の
取

り
扱

い
に

つ
い

て
は

、
本

協
定

書
別

紙
３

の
条

件
に

従
う

も
の
と
し

ま
す

。

第
４

条
（

費
用

等
）

本
協

定
書

に
関

連
し

て
各

当
事

者
に

生
じ

る
費

用
（

甲
に

つ
い

て
は

本
件

協
力

の
実

施
の

た
め

の
費

用
を

含
み

、

乙
に

つ
い

て
は
災
害

対
応

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
の

た
め

の
費

用
を

含
み

ま
す

）
に

つ
い

て
は

、
別

途
両

当
事

者
が

書
面

で
同

意
す
る
場

合
を

除
き

、
甲

お
よ

び
乙

が
そ

れ
ぞ

れ
自

ら
負

担
す

る
も

の
と

し
ま

す
。

第
５

条
（

期
間

等
）

1.
本

協
定

書
は

、
効

力
発

生
日

よ
り

そ
の

効
力

を
生

じ
、

１
年

間
（

以
下

、
「

当
初

期
間

」
と

い
い

ま
す

）
そ

の
効

力
を

有
し
ま
す

。
た

だ
し

、
当

初
期

間
の

末
日

か
ら

30
日

前
ま

で
に

両
当

事
者

の
い

ず
れ

か
が

相
手

方

に
対

し
て

書
面
に
よ

り
終

了
の

通
知

を
し

な
い

限
り

、
同

一
の

条
件

で
１

年
間

自
動

的
に

更
新

さ
れ

る
も

の
と

し
、

以
後

、
同
様
と

し
ま

す
。

2.
両

当
事

者
は

、
い

ず
れ

も
、

相
手

方
に

対
す

る
書

面
に

よ
る

30
日

前
の

通
知
に

よ
り

、
理

由
の

如
何

を
問

わ
ず

、
本

協
定
書
を

相
手

方
に

対
す

る
責

任
を

負
わ

ず
に

終
了

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

3.
本

協
定

書
が

終
了

し
た

後
も

、
第
３

条
、

第
４

条
、

本
項

お
よ

び
第
６

条
な

ら
び

に
別

紙
２

第
３

条
お

よ

び
第

４
条

の
規
定
は

引
き

続
き

そ
の

効
力

を
有

す
る

も
の

と
し

ま
す

。
な

お
、

本
協

定
書

が
終

了
し

た
後

も
、

G
oo

gl
e
は

、
そ

の
裁

量
に

よ
り

災
害

対
応

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
し

ま
す

。

第
６

条
（

準
拠

法
お

よ
び

裁
判

管
轄

）

本
協

定
書

は
日
本
法

を
準

拠
法

と
し

ま
す

。
本

協
定

書
に

関
す

る
紛

争
に

つ
い

て
は

、
東

京
地

方
裁

判
所

が
専

属
的

裁
判

管
轄
を
有

す
る

も
の

と
し

ま
す

。
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以
上
の
合
意
を
証
す
る
た
め
、
両
当
事
者
は
本
協
定
書
を
締
結
し
ま
す

。

G
oo

gl
e

Ire
la

nd
Li

m
ite

d
静
岡
県

(
A
u
t
h
o
ri

ze
d
S
ig

n
a
t
u
r
e
)

(
署
名

)

川
勝

平
太

(
N
a
m
e
)

(
氏
名

)

静
岡
県

知
事

(
T
i
t
l
e
)

（
肩

書
）

20
13

年
9
月

2
日

(
D
a
t
e
)

（
日

付
）
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別
紙

１

＜
災

害
対

応
サ

ー
ビ

ス
の
例

＞

本
協

定
書

の
効
力
発

生
日

に
お

け
る

災
害

対
応

サ
ー

ビ
ス

の
例

に
は

、
以

下
に

記
載

す
る

も
の

が
あ

り
ま

す
。

(1
)G

oo
gl

e
パ
ー
ソ

ン
フ

ァ
イ

ン
ダ

ー
（

被
災

地
に

お
け

る
安

否
情

報
発

信
・

検
索

）

(2
)避

難
所

情
報
・

避
難

ル
ー

ト
お

よ
び

ハ
ザ

ー
ド

マ
ッ

プ
の

地
図
サ

ー
ビ

ス

(3
)ガ

ス
・

水
道
・

道
路

な
ど

、
各

種
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
の

状
況

に
つ
い

て
の

地
図

サ
ー

ビ
ス

-550-



[資
料

編
Ⅱ

]

(
20

13
01

15
協
定
書
)

別
紙

２

＜
本
件
情

報
提
供
の

条
件

＞

甲
が
、

本
協
定
書
の

規
定
に
従
い
、
甲

が
本
件
情
報

を
乙
に
提
供
す
る

場
合

の
条
件

は
、

以
下

に
よ

る
も

の
と

し
ま
す

。

第
１

条
本
件
情

報
な

ら
び
に

本
件
情
報

の
提
供

お
よ
び
利

用
の
目

的

1．
甲

が
本
協
定
書
に
基

づ
い
て
乙
に

提
供
す
る
本
件
情
報

は
、

甲
が

保
有

ま
た

は
管

理
す

る
乙

に
提

供
で

き

る
情
報

の
う
ち
、
以

下
の
イ

.ま
た
は

ロ
.に

該
当
す
る
情

報
と
し
ま
す
。

な
お

、
イ

．
に

該
当

す
る

情
報

が
あ

る
場
合

で
も
、
ロ
．

に
よ
り
他
の
情
報

を
追
加
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す

。

イ
.本

別
紙
２
末
尾
に
記

載
す
る
情
報

（
該
当
す
る
場
合
の

み
）

ロ
.甲

が
本
協
定
書
に
基

づ
き
乙
に
提

供
す
る
こ
と
を
そ
の

裁
量
に
よ
り

随
時

決
定

す
る

災
害
対

応
サ

ー
ビ

ス

に
関
連

す
る
情
報

2．
目

的
：

G
oo

gl
e
に

よ
る
災
害
対
応

サ
ー
ビ
ス
の

開
発
、
実
施
お
よ

び
広
報

な
ら

び
に

そ
れ

ら
に

関
連

す
る

事
項

第
２

条
利
用
条

件

G
oo

gl
e
は
、
第
１
条
に

記
載
す

る
目
的
で
、
以
下
の
条
件
で
本

件
情
報
を

利
用

で
き

る
も

の
と

し
ま

す
。

イ
.
地

域
的
制
限
：

全
世
界

ロ
.
対

価
：
無
償

ハ
.
利

用
範
囲
：

（
１
）

G
oo

gl
e
の
製
品

ま
た
は

サ
ー
ビ
ス
に
関
連
し
て
本
件
情
報

を
利
用

す
る

こ
と

（
な

お
、

本
件

情
報

を
利

用
ま
た

は
加
工
し
て

製
品
や
サ
ー
ビ
ス

を
開
発
す
る

こ
と
を
含
み
ま
す

）
。

（
２
）

G
oo

gl
e
の
パ
ー

ト
ナ
ー

が
、

G
oo

gl
e
の
製
品
ま
た
は
サ

ー
ビ

ス
に

関
連

し
て

本
件

情
報

を
利

用
す

る

こ
と
。

な
お
、

G
oo

gl
e
の
パ
ー

ト
ナ
ー
と
は
、

G
oo

gl
e
と
の
契

約
に
基

づ
い

て
、

G
oo

gl
e
の

製
品
や

サ
ー

ビ

ス
を
内

部
で
利
用
し

た
り
、
ま
た
は
、

エ
ン
ド
・
ユ

ー
ザ
ー
に
表
示
す

る
第

三
者
を

い
い

、
G

oo
gl

e
の

AP
I

を
使
用

す
る
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
の
開
発
者

や
、
自
ら
の

ウ
ェ
ブ
・
サ
イ
ト

上
に

お
い
て

G
oo

gl
e
の

製
品

や
サ

ー

ビ
ス
を

提
供
す
る
パ

ー
ト
ナ
ー
（
例
え

ば
、
ポ
ー
タ

ル
・
サ
イ
ト
や
ニ

ュ
ー

ス
・
サ

イ
ト

、
そ

の
他

の
一

般
的

な
情
報

サ
イ
ト
な
ど

）
を
含
み
ま
す
。

（
３
）

エ
ン
ド
・
ユ

ー
ザ
ー
が

G
oo

gl
e
の
製
品
ま
た

は
サ
ー
ビ
ス

の
利
用

に
関

連
し

て
本
件

情
報

を
利

用
す

る
こ
と

（
４
）

（
１
）
か
ら

（
３
）
に
掲
げ
る

事
項
に
付
随

ま
た
は
関
連
し
て

本
件

情
報
を

利
用

す
る

こ
と

。

ニ
.
確

認
事
項
：

G
oo

gl
e
は
、
本
件

情
報
を
受
領
し
た
場
合
で
も
、

本
件

情
報

を
利

用
し

た
製

品
ま

た
は

サ

ー
ビ
ス

を
提
供
し
た

り
、
特
定
の
製
品

ま
た
は
サ
ー

ビ
ス
上
で
本
件
情

報
を

表
示
ま

た
は

提
供

す
る

義
務

を
負

う
も
の

で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
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第
３

条
終

了
時

の
取

り
扱

い

1.
本

協
定

書
が

終
了

し
た

場
合

、
次

項
の

場
合

を
除

き
、

G
oo

gl
e
は

、
本

件
情

報
の

G
oo

gl
e
の

製
品

ま
た

は
サ

ー
ビ

ス
上
で

の
表

示
を

12
0
日

以
内

に
終

了
す

る
た

め
に

商
業

上
合

理
的

な
努

力
を

払
う

も
の

と
し

ま
す

。

2.
本

協
定

書
の

期
間

中
に

本
件

情
報

が
G

oo
gl

e
の
製

品
や

サ
ー

ビ
ス

を
表

示
す

る
固

定
的

な
媒

体
に

含
ま

れ

た
場

合
（

例
え
ば
、

G
oo

gl
e
の

製
品

や
サ

ー
ビ

ス
の

ス
ク

リ
ー

ン
シ

ョ
ッ

ト
や

デ
モ

を
収

録
し

た
ビ

デ
オ

が
テ

レ
ビ

で
放

映
さ
れ
た

り
、

印
刷

媒
体

に
掲

載
さ

れ
た

り
、

C
D
、

D
VD

な
ど

の
固

定
的

な
媒

体
に

記
録
さ

れ
た

と
き

）
に

は
、
か
か

る
利

用
は

、
本

協
定

書
の

終
了

後
も

引
き

続
き

認
め

ら
れ

る
も

の
と

し
ま

す
。

第
４

条
責

任
の

制
限

甲
お

よ
び

乙
は
、
本

別
紙

２
に

定
め

る
条

件
に

従
っ

て
行

う
本

件
情

報
の

提
供

お
よ

び
利

用
に

よ
り

相
手

方
に

損
害

が
生

じ
た
と
し

て
も

、
相

手
方

に
対

し
て

何
ら

の
責

任
を

負
わ

な
い

も
の

と
し

ま
す

。

以
上

<末
尾

>

被
害

総
括

情
報

（
消

防
庁

４
－

２
）

災
害

対
策

本
部

等
設

置
情

報

避
難

所
開

設
情

報

避
難

勧
告

等
発

令
状

況
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別
紙

３

＜
秘
密
保

持
義
務
の

条
件

＞

第
１

条
（
秘

密
情

報
）

「
秘
密
情
報
」
と
は

、
本
協
定
書
に
基
づ
き
（
又
は
関

し
て
）
、
一
方

当
事

者
に

よ
り

（
又

は
一

方
当

事
者

を

代
理
し

て
）
相
手
方

当
事
者
に
対
し
開

示
さ
れ
た
情

報
で
あ
っ
て
、
秘

密
の

表
示
が

な
さ

れ
て

い
る

か
、

当
該

状
況
に

お
い
て
は
開

示
当
事
者
の
秘
密

情
報
で
あ
る

と
通
常
、
考
え
ら

れ
る

情
報
を

意
味

す
る

が
、

い
か

な
る

場
合
に

お
い
て
も
、

秘
密
情
報
に
は
、

受
領
者
に
と

り
既
知
で
あ
る
情

報
、

受
領
者

の
落

ち
度

に
よ

ら
ず

公
知

と
な
っ

た
情
報
、
受

領
者
が
独
自
に
開

発
し
た
情
報

、
又
は
第
三
者
に

よ
り

受
領
者

に
対

し
適

法
に

提
供

さ
れ

た
情
報

は
含
ま
れ
ま

せ
ん
。

第
２

条
（
守

秘
義

務
）

秘
密
情

報
の
受
領
者

は
か
か
る
秘
密
情

報
を
開
示
し

て
は
な
り
ま
せ
ん

。
但

し
、
当

該
秘

密
情

報
を

知
る

必
要

が
あ
る

関
連
会
社
、

従
業
員
、
代
理
人

及
び
専
門
的

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
で

あ
っ

て
、
書

面
に

よ
り

、
当

該
秘

密
情

報
の

機
密

性
を

保
持
す

る
こ

と
に
同

意
し

た
者

（
専

門
的
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
の

場
合

は
、

そ
の

他
の

態
様

に
よ

り
、

当
該

秘
密

情
報

機
密
性

を
保

持
す
る

義
務

を
負

う
者

）
に
つ

い
て

は
こ

の
限

り
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。
受

領
者

は
、

前
記
の

個
人
又
は
団

体
が
、
当
該
秘
密

情
報
を
本
協

定
書
に
基
づ
く
権

利
の

行
使
ま

た
は

義
務

の
履

行
目

的
に

限
定
し

て
、
か
つ
、

当
該
秘
密
情
報
の

保
護
の
た
め

に
合
理
的
な
注
意

を
し

つ
つ
、

こ
れ

を
使

用
す

る
よ

う
確

実
を
期

す
も
の
と
し

ま
す
。
受
領
者
は

、
法
に
よ
り

要
請
さ
れ
る
場
合

、
開

示
者
へ

の
合

理
的

な
通

知
（

か
か

る
通
知

が
法
に
よ
り

許
容
さ
れ
る
場
合

）
を
行
っ
た

後
に
、
秘
密
情
報

を
開

示
す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

以
上
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1
災

害
時

の
医

療
救

護
活

動
に

関
す

る
協

定
書

（
労

働
福

祉
事

業
団

）
（
県

地
域

医
療

課
）

災
害

時
に

お
け

る
医

療
救

護
活

動
の

万
全

を
期

す
る

た
め

、
静

岡
県

（
以

下
「甲

」
と

い
う

。
）と

労
働

福
祉

事
業

団
（
以

下
「
乙

」
と

い
う

。
）と

は
、

次

の
と

お
り

協
定

を
締

結
す

る
。

（総
則

）

第
1

条
こ

の
協

定
は

、
静

岡
県

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
き

甲
が

災
害

時
に

行
う

医
療

救
護

活
動

に
対

す
る

乙
の

協
力

に
関

し
、

必
要

事
項

を
定

め
る

も

の
と

す
る

。

2
前

項
に

規
定

す
る

災
害

に
は

、
集

団
的

に
傷

病
者

が
発

生
す

る
重

大
な

事
故

（
労

働
災

害
、

航
空

機
事

故
等

）
を

含
む

も
の

と
す

る
。

（医
療

救
護

班
の

派
遣

）

第
2

条
甲

は
、

静
岡

県
地

域
防

災
計

画
に

基
づ

き
、

医
療

救
護

活
動

を
実

施
す

る
上

で
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

場
合

に
は

、
乙

に
対

し
、

医
療

救
護

班

の
編

成
及

び
の

派
遣

を
要

請
す

る
も

の
と

す
る

。

2
乙

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
り

甲
か

ら
要

請
を

受
け

た
場

合
は

、
直

ち
に

医
療

救
護

班
を

編
成

し
、

災
害

現
場

等
の

避
難

所
及

び
医

療
救

護
施

設
（救

護
所

、
救

護
病

院
、

仮
設

救
護

病
院

及
び

仮
設

病
棟

を
い

う
。

）
等

に
派

遣
す

る
も

の
と

す
る

。

3
乙

は
、

緊
急

や
む

を
得

な
い

事
情

に
よ

り
、

甲
の

要
請

を
受

け
る

前
に

医
療

救
護

班
を

編
成

し
、

派
遣

し
た

場
合

は
、

速
や

か
に

甲
に

報
告

し
、

そ
の

承

認
を

得
る

も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合

、
甲

が
承

認
し

た
乙

の
医

療
救

護
班

は
甲

の
要

請
に

基
づ

く
医

療
救

護
班

と
み

な
す

も
の

と
す

る
。

（医
療

救
護

活
動

計
画

に
関

す
る

指
針

の
策

定
及

び
提

出
）

第
3

条
乙

は
、

前
条

の
規

定
に

よ
り

医
療

救
護

活
動

を
実

施
す

る
た

め
、

医
療

救
護

活
動

に
関

す
る

指
針

を
策

定
し

、
こ

れ
を

甲
に

提
出

す
る

。

（医
療

救
護

班
の

業
務

）

第
4

条
乙

が
派

遣
す

る
医

療
救

護
班

は
、

市
町

村
が

、
災

害
現

場
等

に
設

置
す

る
避

難
所

及
び

医
療

救
護

施
設

に
お

い
て

、
医

療
救

護
を

行
な

う

こ
と

を
原

則
と

す
る

。

2
医

療
救

護
班

の
業

務
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

（1
）重

症
患

者
、

中
等

傷
患

者
の

振
り

分
け

（2
）傷

病
者

に
対

す
る

応
急

処
置

又
は

処
置

（3
）傷

病
者

の
収

容
機

関
へ

の
転

送
の

要
否

及
び

転
送

順
位

の
決

定

（4
）被

災
者

の
死

亡
の

確
認

及
び

死
体

の
検

案

（5
）そ

の
他

必
要

な
事

項

（医
療

従
事

者
に

対
す

る
現

場
に

お
け

る
指

示
等

）

第
5

条
乙

が
派

遣
す

る
医

療
救

護
班

に
対

す
る

現
場

に
お

け
る

指
示

及
び

医
療

救
護

活
動

の
連

絡
調

整
は

、
市

町
村

長
又

は
避

難
所

及
び

医
療

救

護
施

設
の

管
理

者
が

行
う

も
の

と
す

る
。

こ
の

場
合

、
市

町
村

長
又

は
避

難
所

及
び

医
療

救
護

施
設

の
管

理
者

は
、

乙
が

派
遣

す
る

医
療

救
護

班

の
意

見
を

尊
重

す
る

も
の

と
す

る
。

（医
療

救
護

班
の

輸
送

等
）

第
6

条
甲

は
、

医
療

救
護

班
の

輸
送

、
通

信
の

確
保

そ
の

他
医

療
救

護
活

動
が

円
滑

に
実

施
さ

れ
る

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

2
乙

が
派

遣
す

る
医

療
救

護
班

が
使

用
す

る
医

薬
品

等
に

つ
い

て
は

、
当

該
医

療
救

護
班

が
携

行
す

る
も

の
の

ほ
か

、
市

町
村

長
又

は
避

難
所

及
び

医
療

救
護

施
設

の
管

理
者

が
そ

の
供

給
に

つ
い

て
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

（細
目

）

第
7

条
こ

の
協

定
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
こ

の
協

定
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

事
項

は
、

別
に

定
め

る
。
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（協
議

）

第
8

条
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
又

は
こ

の
協

定
の

実
施

に
関

し
疑

義
が

生
じ

た
事

項
に

つ
い

て
は

、
必

要
に

応
じ

甲
乙

協
議

し
て

調
整

す

る
も

の
と

す
る

。

（有
効

期
間

）

第
9

条
こ

の
協

定
の

有
効

期
間

は
、

協
定

締
結

の
日

か
ら

起
算

し
て

1
年

間
と

す
る

。

た
だ

し
、

こ
の

協
定

の
有

効
期

間
満

了
の

日
の

1
か

月
前

ま
で

に
、

甲
又

は
乙

か
ら

何
ら

の
意

思
表

示
の

な
い

と
き

は
、

有
効

期
間

満
了

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て
1

年
間

こ
の

協
定

は
延

長
さ

れ
、

そ
の

後
も

ま
た

同
様

と
す

る
。

こ
の

協
定

の
締

結
を

証
す

る
た

め
、

協
定

書
2

通
を

作
成

し
、

甲
乙

記
名

押
印

の
上

、
各

自
そ

の
1

通
を

所
持

す
る

も
の

と
す

る
。

平
成

9
年

2
月

27
日

（甲
）

静
岡

市
追

手
町

９
－

６

静
岡

県
知

事
石

川
嘉

延

（
乙

）東
京

都
千

代
田

区
神

田
小

川
町

２
－

５

労
働

福
祉

事
業

団
理

事
長

若
林

之
矩

-553-
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災
害
時
の
医
療
救

護
活
動
に
関
す

る
協
定
書
（
(
社
)
静
岡
県
医
師

会
）

（
県

地
域
医
療

課
）

災
害
時

に
お

け
る

医
療

救
護
活

動
の

万
全

を
期

す
る

た
め

、
静

岡
県
（

以
下

「
甲

」
と
い

う
。
)
と

社
団

法
人

静
岡

県
医
師

会
（
以

下
「
乙

」
と
い

う
。
)
と

の
間
に

お
い

て
、
次
の

と
お

り
協
定
を

締
結

す
る
。

（
総

則
）

第
１
条

こ
の

協
定
は

、
災

害
救

助
法
（

昭
和
2
2
年

法
律

第
1
1
8
号
。
以

下
「

救
助

法
」
と
い

う
。
)
及
び
静

岡
県

地
域
防
災

計
画
（
以

下
「

防
災

計
画

」
と

い
う

。
)に

基
づ

き
、

甲
が

災
害

時
に

行
う

医
療

救
護

活
動

に
対

す
る

乙
の
協

力
に

関
し

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

。

２
前

項
に
規

定
す
る

災
害
に

は
、
集
団

的
に

傷
病

者
が

発
生

す
る

重
大

な
事
故
（

大
規

模
な
車

両
事
故
、
航
空
機

事
故

等
）
を
含

む
。

３
乙

は
、
関

係
団
体

等
に
対

し
、
第

１
項
に

定
め
る

医
療
救

護
活
動

が
円

滑
に

行
わ
れ

る
よ
う

、
必
要

な
調
整

を
行
う

。

（
県

内
に
お

け
る
医

療
救
護

活
動
へ

の
協
力

）

第
２
条

甲
は
、

救
助

法
及
び

防
災
計

画
に
基

づ
き
医

療
救
護
活

動
を

実
施
す
る

必
要

が
あ
る
と

認
め

る
場
合
に

は
、

乙
に

対
し

、

医
師

等
（
以

下
「
医

療
従
事

者
」
と

い
う

。
)の

派
遣

を
要

請
す

る
。

２
乙

は
、
前

項
の
規

定
に
よ

り
甲

か
ら

要
請

を
受

け
た

場
合

は
、
速
や

か
に
医

療
従
事

者
を
、
災
害
現

場
等
の
救

護
所

、
救

護
病

院
、

仮
設

救
護
病

院
、
仮

設
救
護

病
棟
及

び
避
難

所
等
（

以
下
「

医
療
救
護

施
設
」

と
い
う

。
)に

派
遣
す

る
。

３
乙

は
、
災
害

が
発
生
し

、
甲

と
連

絡
が
取
れ

な
い

等
の

緊
急

や
む

を
得

な
い

場
合

に
は

、
速

や
か

に
そ
の
被

害
状

況
に
つ
い

て
情

報
収

集
を
行

い
、

そ
の
情
報

に
よ
り

第
１
条

第
１
項

に
基
づ

く
医
療
救

護
活
動

を
実
施

す
る
必

要
が
あ

る
と
認

め
ら
れ

た
と
き

は
、

乙
の

判
断
に

よ
り
医

療
従
事

者
を
、

前
項
に

規
定
す

る
医
療

救
護
施
設

等
へ
派

遣
す
る

。

４
乙

は
、
前
項

の
規

定
に
よ
り

医
療
従

事
者
を

派
遣
し

た
場
合

に
は
、
速

や
か
に

甲
に

報
告

し
、
そ

の
承
認

を
得
る

。
こ
の
場

合
に

は
、

甲
が
承

認
し
た

医
療
従

事
者
の

派
遣
は

、
甲
の

要
請
に

基
づ
く
医

療
従
事

者
の
派

遣
と
み

な
す
。

（
医

療
従
事

者
の
他

県
か
ら

の
受
入

及
び
他

県
へ
の

派
遣
）

第
３
条

甲
は

、
災

害
に
よ

り
、
県
内

の
医
療
従

事
者

の
み

で
の

救
護

活
動

が
困

難
と

認
め

た
と
き

は
、
他
県
に

医
療

従
事
者
の

派
遣

を
要

請
し
、

乙
に
そ

の
旨
を

伝
え
救

護
活
動

が
円
滑

に
で
き

る
よ
う
に

図
る
。

２
甲

は
、
他

県
か
ら

の
支
援

要
請
に

よ
り
、

乙
に
対

し
て
医

療
従
事

者
の

派
遣

を
要
請

す
る
こ

と
が
で

き
る
。

３
乙

は
、
他
県

の
災
害
に

際
し
、
医

療
救
護
活

動
が

必
要

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
、
甲

の
承
認

を
得

て
医
療
従

事
者

を
他
県
に

派
遣

す
る

こ
と
が

で
き
る

。
た
だ

し
、
緊

急
や
む

を
得
な

い
場
合

は
、
医
療

従
事
者

の
派
遣

後
、
速

や
か
に

甲
の
承

認
を
得

る
。

（
医

療
救
護

活
動
計

画
）

第
４
条

乙
は

、
前
２

条
に
定

め
る
医

療
救
護

活
動
を

実
施
す

る
た
め

、
医

療
救

護
活
動

計
画
を

策
定
し

、
こ
れ

を
甲
に

提
出
す

る
。

２
乙

は
、
前

項
の
医

療
救
護

活
動
計

画
の
策

定
に
あ

た
っ
て

は
、
関

係
団

体
と

の
密
接

な
連
携

の
も
と

に
行
う

。

（
医

療
従
事

者
の
業

務
）

第
５
条

医
療
従

事
者

の
業
務
は

、
次

の
と
お
り

と
す

る
。

(1
)

診
察
（

ト
リ
ア

ー
ジ
を

含
む

。
)

(2
)

傷
病
者

に
対
す

る
応
急

処
置
及

び
医
療

(3
)

傷
病
者

の
医
療

救
護
施

設
等
及

び
医
療

機
関
へ

の
収
容

(4
)

死
体
の

検
案

(5
)

そ
の
他

必
要
な

事
項
（

医
療
従

事
者
に

対
す
る

派
遣
先

に
お
け
る

指
示
等

）

（
指

揮
命
令

）

第
６
条

乙
が

派
遣

す
る

医
療

従
事

者
及

び
他

県
か

ら
派

遣
さ

れ
た

医
療

従
事

者
に

対
す

る
県

内
の

現
場

に
お

け
る

指
示

及
び

医

療
救

護
活
動

の
連
絡

調
整
は

、
市

町
長
又

は
医
療
救

護
施

設
等
の
管

理
者

が
行
う
。
こ
の

場
合
、
市

町
長
又
は

医
療

救
護
施
設

等
の

管
理

者
は
、

乙
が
派

遣
す
る

医
療
従

事
者
及

び
他
県

か
ら
派

遣
さ
れ
た

医
療
従

事
者
の

意
見
を

尊
重
す

る
。

２
乙

が
他

県
に

派
遣

す
る

医
療

従
事

者
に

対
す

る
派

遣
先

の
自

治
体

の
現

場
に

お
け

る
指

示
及

び
医

療
救

護
活

動
の

連
絡

調
整

は

派
遣

先
の
自

治
体
が

指
定
す

る
者
が

行
う
。

（
医

療
従
事

者
の
輸

送
）

第
７
条

甲
は

、
医
療

従
事
者

の
搬

送
、
通
信

の
確
保
及

び
そ
の

他
医
療

救
護
活

動
の
円

滑
な
実

施
に
つ

い
て
必

要
な
措
置

を
講
ず

る
。

（
医

薬
品
等

の
供
給

）

第
８
条

県
内

の
現
場

に
お
い

て
医
療

従
事
者

が
使
用

す
る
医

薬
品
等

に
つ

い
て

は
、
当

該
医
療

従
事
者

が
携
行

す
る
も

の
の
ほ

か
、

市
町

長
又
は

医
療
救

護
施
設

等
の
管

理
者
が

必
要
な

措
置
を

講
ず
る
。
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２
乙

が
他
県

に
派
遣

す
る
医

療
従
事

者
が
派

遣
先
の

自
治
体

の
現
場

に
お

い
て

使
用
す

る
医
薬

品
等
に

つ
い
て

は
、
当

該
医
療

従
事

者
が

携
行
す

る
も
の

の
ほ
か

、
派
遣

先
の
自

治
体
が

指
定
す

る
者
が
必

要
な
措

置
を
講

ず
る
。

（
報

告
）

第
９
条

乙
は

、
派
遣

し
た
医

療
従
事

者
の
医

療
救
護

活
動
を

記
録
し

、
甲

に
報

告
す
る

。

２
乙

は
派
遣

し
た
医

療
従
事

者
に
事

故
又
は

物
的
損

害
が
発

生
し
た

と
き

は
、

甲
に
報

告
す
る

。

（
費

用
）

第
1
0
条

甲
の
要

請
に

基
づ

き
、
乙

が
派

遣
し

た
医

療
従

事
者

が
救

護
活

動
を

実
施
し

た
場
合

に
要

す
る

次
の
費

用
は

、
甲

が
支
払

う
。

(
1
)
医

療
従
事
者

の
派

遣
に
要
す

る
費

用

(
2
)
乙

が
供
給
し

た
医

薬
品
等
（

医
療

従
事

者
の

携
行

品
を

含
む

。
)を

使
用
し
た

場
合

の
実

費

(
3
)
前

各
号
に
該

当
し

な
い
費
用

で
あ

っ
て

、
こ

の
協

定
の

実
施

の
た

め
に

要
し

た
も
の

２
前

項
に
定

め
る
費

用
の
内

容
に
つ

い
て
は

、
甲
乙

協
議
の

上
、
別

に
定

め
る

。

３
甲

は
、
第
３
条

第
２

項
の
要
請

に
基

づ
き
乙
が

他
県

に
派
遣
し

た
医

療
従
事
者

に
係

る
費

用
は

、
派

遣
先
の

自
治

体
に
お
い

て
負

担
す

る
よ
う

要
請
し

、
派
遣

先
の
自

治
体
が

乙
に
支

払
う
。

４
甲

は
、
第
３
条

第
３

項
の
規
定

に
よ

り
乙
が
他

県
に

派
遣
し
た

医
療

従
事
者
に

係
る

費
用

は
、
派

遣
先
の
自

治
体

に
お
い
て

負
担

す
る

よ
う
要

請
し
、

派
遣
先

の
自
治

体
が
乙

に
支
払

う
。

５
前

２
項
の

場
合
に

お
い
て

医
療
従

事
者
に

係
る
費

用
を
派

遣
先
の

自
治

体
が

負
担
し

な
い
場

合
は
、
第

1
項

の
規

定
を
適
用

す
る

。

（
損

害
補
償

）

第
1
1
条

甲
は
、

甲
の

要
請

に
基
づ

き
、

乙
が

派
遣

し
た

医
療

従
事

者
が

救
護

活
動
を

実
施
し

た
場

合
、

乙
の
医

療
従

事
者

が
そ
の

た
め

に
死
亡

し
、
負
傷
し

、
若

し
く

は
疾
病
に

か
か
り

、
又

は
身
体

障
害

を
有
す
る

こ
と

と
な

っ
た

場
合

は
、
救

助
法
、
災
害

応
急

措
置

の
業
務

に
従
事

し
た
者

の
損
害

補
償
に

関
す
る

条
例
（

昭
和
3
7
年
静

岡
県

条
例
第
4
9
号

）
又

は
静
岡
県

地
震

対
策
推
進

条
例

（
平

成
８
年

静
岡
県

条
例
第

１
号
）

第
3
4
条
第

１
項
に

基
づ
き

補
償
す

る
。

２
甲

は
、
第
３
条

第
２

項
の
要
請

に
基

づ
き
乙
が

他
県

に
派
遣
し

た
医

療
従
事
者

に
係

る
損

害
補

償
は
、
派
遣

先
の

自
治
体
に

お
い

て
負

担
す
る

よ
う
要

請
し
、

派
遣
先

の
自
治

体
が
医

療
従
事

者
に
損
害

を
補
償

す
る
。

３
甲

は
、
第
３
条

第
３

項
の
規
定

に
よ

り
乙
が
他

県
に

派
遣
し
た

医
療

従
事
者
に

係
る

損
害

補
償

は
、
派
遣
先

の
自

治
体
に
お

い
て

負
担

す
る
よ

う
要
請

し
、
派

遣
先
の

自
治
体

が
医
療

従
事
者

に
損
害
を

補
償
す

る
。

４
前

２
項
の

場
合
に

お
い
て

医
療
従

事
者
に

係
る
補

償
を
派

遣
先
の

自
治

体
が

負
担
し

な
い
場

合
は
、
第

1
項

の
規

定
を
適
用

す
る

。

（
実

施
細
目

）

第
1
2
条

こ
の

協
定
に
定

め
る

も
の
の
ほ

か
、
こ

の
協
定

を
実
施

す
る
た

め
に

必
要

な
事

項
は

、
別

に
定
め

る
。

（
疑

義
の
解

決
）

第
1
3
条

こ
の

協
定
に
定

め
の

な
い
事
項

及
び
こ

の
協
定

に
関
し

て
疑
義

が
生

じ
た

と
き

は
、
法

令
に

定
め
る

と
こ
ろ
に

よ
る
ほ

か
、

そ
の

都
度
甲

乙
協
議

し
て
定

め
る
。

（
協

定
の
適

用
）

第
1
4
条

こ
の

協
定
は
、

平
成

1
8
年
３

月
2
4
日

か
ら
適
用

す
る
。

２
本

協
定
発

効
と
同

時
に
平

成
９
年

1
2
月
2
5
日

付
け
で

締
結
し
た

災
害

時
の
医
療

救
護

活
動
に
関

す
る

協
定
は
破

棄
す
る
。

３
こ
の

協
定

の
有

効
期

間
（

以
下

「
協

定
期

間
」

と
い

う
。

)は
、

平
成

1
8
年

３
月

2
4
日

か
ら

１
年

間
と

す
る

。
た

だ
し

、
協

定

期
間

の
満
了

す
る
１

か
月
前

ま
で
に

甲
又
は

乙
か
ら

何
ら
か

の
申
し
出

が
な
い

場
合
は

、
引

き
続

き
１

年
間
、
協
定

期
間
が
延

長
さ

れ
、

そ
の
後

も
ま
た

同
様
と

す
る
。

上
記

の
協
定

の
成
立

の
証
と

す
る
た

め
、
こ

の
協
定

書
を
２

通
作
成
し

、
甲
乙

記
名
押

印
の
上

、
各
自

そ
の
１

通
を
所

持
す
る

。

平
成

1
8
年

３
月

2
4
日

（
甲
）

静
岡

県
知

事
石

川
嘉

延

（
乙
）

社
団
法

人
静
岡
県

医
師
会
長

岡
田

幹
夫

-554-
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19
-
6-

3
災

害
時

の
医

療
救

護
活

動
に

関
す

る
協

定
書

（
(社

)静
岡

県
看

護
協

会
）

（
県

地
域

医
療

課
）

災
害

時
に

お
け

る
医

療
救

護
活

動
の

万
全

を
期

す
る

た
め

、
静

岡
県

（
以

下
「
甲

」
と

い
う

。
)と

社
団

法
人

静
岡

県
看

護
協

会
（
以

下
「
乙

」
と

い

う
。

)と
の

間
に

お
い

て
、

次
の

と
お

り
協

定
を

締
結

す
る

。

（総
則

）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
災

害
救

助
法

（
昭

和
2

2
年

法
律

第
1

1
8

号
。

以
下

「
救

助
法

」
と

い
う

。
)及

び
静

岡
県

地
域

防
災

計
画

（
以

下
「
防

災
計

画
」と

い
う

。
)に

基
づ

き
、

甲
が

災
害

時
に

行
う

医
療

救
護

活
動

に
対

す
る

乙
の

協
力

に
関

し
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
。

２
前

項
に

規
定

す
る

災
害

に
は

、
集

団
的

に
傷

病
者

が
発

生
す

る
重

大
な

事
故

（大
規

模
な

車
両

事
故

、
航

空
機

事
故

等
）を

含
む

。

３
乙

は
、

関
係

団
体

等
に

対
し

、
第

１
項

に
定

め
る

医
療

救
護

活
動

が
円

滑
に

行
わ

れ
る

よ
う

、
必

要
な

調
整

を
行

う
。

（県
内

に
お

け
る

医
療

救
護

活
動

へ
の

協
力

）

第
２

条
甲

は
、

救
助

法
及

び
防

災
計

画
に

基
づ

き
医

療
救

護
活

動
を

実
施

す
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
場

合
に

は
、

乙
に

対
し

、
看

護
師

等
（
以

下

「医
療

従
事

者
」と

い
う

。
)の

派
遣

を
要

請
す

る
。

２
乙

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
り

甲
か

ら
要

請
を

受
け

た
場

合
は

、
速

や
か

に
医

療
従

事
者

を
、

災
害

現
場

等
の

救
護

所
、

救
護

病
院

、
仮

設
救

護
病

院
、

仮
設

救
護

病
棟

及
び

避
難

所
等

（以
下

「
医

療
救

護
施

設
」と

い
う

。
)に

派
遣

す
る

。

３
乙

は
、

災
害

が
発

生
し

、
甲

と
連

絡
が

取
れ

な
い

等
の

緊
急

や
む

を
得

な
い

場
合

に
は

、
速

や
か

に
そ

の
被

害
状

況
に

つ
い

て
情

報
収

集
を

行

い
、

そ
の

情
報

に
よ

り
第

１
条

第
１

項
に

基
づ

く
医

療
救

護
活

動
を

実
施

す
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

た
と

き
は

、
乙

の
判

断
に

よ
り

医
療

従
事

者
を

、
前

項
に

規
定

す
る

医
療

救
護

施
設

等
へ

派
遣

す
る

。

４
乙

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
り

医
療

従
事

者
を

派
遣

し
た

場
合

に
は

、
速

や
か

に
甲

に
報

告
し

、
そ

の
承

認
を

得
る

。
こ

の
場

合
に

は
、

甲
が

承
認

し

た
医

療
従

事
者

の
派

遣
は

、
甲

の
要

請
に

基
づ

く
医

療
従

事
者

の
派

遣
と

み
な

す
。

（医
療

従
事

者
の

他
県

か
ら

の
受

入
及

び
他

県
へ

の
派

遣
）

第
３

条
甲

は
、

災
害

に
よ

り
、

県
内

の
医

療
従

事
者

の
み

で
の

救
護

活
動

が
困

難
と

認
め

た
と

き
は

、
他

県
に

医
療

従
事

者
の

派
遣

を
要

請
し

、
乙

に
そ

の
旨

を
伝

え
救

護
活

動
が

円
滑

に
で

き
る

よ
う

に
図

る
。

２
甲

は
、

他
県

か
ら

の
支

援
要

請
に

よ
り

、
乙

に
対

し
て

医
療

従
事

者
の

派
遣

を
要

請
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

３
乙

は
、

他
県

の
災

害
に

際
し

、
医

療
救

護
活

動
が

必
要

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
、

甲
の

承
認

を
得

て
医

療
従

事
者

を
他

県
に

派
遣

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
緊

急
や

む
を

得
な

い
場

合
は

、
医

療
従

事
者

の
派

遣
後

、
速

や
か

に
甲

の
承

認
を

得
る

も
の

と
す

る
。

（医
療

救
護

活
動

計
画

）

第
４

条
乙

は
、

前
２

条
に

定
め

る
医

療
救

護
活

動
を

実
施

す
る

た
め

、
医

療
救

護
活

動
計

画
を

策
定

し
、

こ
れ

を
甲

に
提

出
す

る
。

２
乙

は
、

前
項

の
医

療
救

護
活

動
計

画
の

策
定

に
あ

た
っ

て
は

、
関

係
団

体
と

の
密

接
な

連
携

の
も

と
に

行
う

。

（医
療

従
事

者
の

業
務

）

第
５

条
医

療
従

事
者

の
業

務
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

(1
)

ト
リ

ア
ー

ジ

(2
)

傷
病

者
に

対
す

る
応

急
看

護
及

び
看

護

(3
)

傷
病

者
の

医
療

救
護

施
設

等
及

び
医

療
機

関
へ

の
収

容

(4
)

そ
の

他
必

要
な

事
項

（指
揮

命
令

）

第
６

条
乙

が
派

遣
す

る
医

療
従

事
者

及
び

他
県

か
ら

派
遣

さ
れ

た
医

療
従

事
者

に
対

す
る

県
内

の
現

場
に

お
け

る
指

示
及

び
医

療
救

護
活

動
の

連
絡

調
整

は
、

市
町

長
又

は
医

療
救

護
施

設
等

の
管

理
者

が
行

う
。

こ
の

場
合

、
市

町
長

又
は

医
療

救
護

施
設

等
の

管
理

者
は

、
乙

が
派

遣
す

る
医

療
従

事
者

及
び

他
県

か
ら

派
遣

さ
れ

た
医

療
従

事
者

の
意

見
を

尊
重

す
る

。

２
乙

が
他

県
に

派
遣

す
る

医
療

従
事

者
に

対
す

る
派

遣
先

の
自

治
体

の
現

場
に

お
け

る
指

示
及

び
医

療
救

護
活

動
の

連
絡

調
整

は
派

遣
先

の
自

治
体

が
指

定
す

る
者

が
行

う
。

（医
療

従
事

者
の

輸
送

）

第
７

条
甲

は
、

医
療

従
事

者
の

搬
送

、
通

信
の

確
保

及
び

そ
の

他
医

療
救

護
活

動
の

円
滑

な
実

施
に

つ
い

て
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

。

（医
薬

品
等

の
供

給
）

第
８

条
県

内
の

現
場

に
お

い
て

医
療

従
事

者
が

使
用

す
る

医
薬

品
等

に
つ

い
て

は
、

当
該

医
療

従
事

者
が

携
行

す
る

も
の

の
ほ

か
、

市
町

長
又

は
医

療
救

護
施

設
等

の
管

理
者

が
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

。

２
乙

が
他

県
に

派
遣

す
る

医
療

従
事

者
が

派
遣

先
の

自
治

体
の

現
場

に
お

い
て

使
用

す
る

医
薬

品
等

に
つ

い
て

は
、

当
該

医
療

従
事

者
が

携
行
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す
る

も
の

の
ほ

か
、

派
遣

先
の

自
治

体
が

指
定

す
る

者
が

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

（報
告

）

第
９

条
乙

は
、

派
遣

し
た

医
療

従
事

者
の

医
療

救
護

活
動

を
記

録
し

、
甲

に
報

告
す

る
。

２
乙

は
派

遣
し

た
医

療
従

事
者

に
事

故
又

は
物

的
損

害
が

発
生

し
た

と
き

は
、

甲
に

報
告

す
る

。

（費
用

）

第
1

0
条

甲
の

要
請

に
基

づ
き

、
乙

が
派

遣
し

た
医

療
従

事
者

が
救

護
活

動
を

実
施

し
た

場
合

に
要

す
る

次
の

費
用

は
、

甲
が

支
払

う
。

(1
)

医
療

従
事

者
の

派
遣

に
要

す
る

費
用

(2
)

乙
が

供
給

し
た

医
薬

品
等

（医
療

従
事

者
の

携
行

品
を

含
む

。
)を

使
用

し
た

場
合

の
実

費

(3
)

前
各

号
に

該
当

し
な

い
費

用
で

あ
っ

て
、

こ
の

協
定

の
実

施
の

た
め

に
要

し
た

も
の

２
前

項
に

定
め

る
費

用
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

甲
乙

協
議

の
上

、
別

に
定

め
る

。

３
甲

は
、

第
３

条
第

２
項

の
要

請
に

基
づ

き
乙

が
他

県
に

派
遣

し
た

医
療

従
事

者
に

係
る

費
用

は
、

派
遣

先
の

自
治

体
に

お
い

て
負

担
す

る
よ

う
要

請
し

、
派

遣
先

の
自

治
体

が
乙

に
支

払
う

。

４
甲

は
、

第
３

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

乙
が

他
県

に
派

遣
し

た
医

療
従

事
者

に
係

る
費

用
は

、
派

遣
先

の
自

治
体

に
お

い
て

負
担

す
る

よ
う

要
請

し
、

派
遣

先
の

自
治

体
が

乙
に

支
払

う
。

５
前

２
項

の
場

合
に

お
い

て
医

療
従

事
者

に
係

る
費

用
を

派
遣

先
の

自
治

体
が

負
担

し
な

い
場

合
は

、
第

1
項

の
規

定
を

適
用

す
る

。

（損
害

補
償

）

第
1

1
条

甲
は

、
甲

の
要

請
に

基
づ

き
、

乙
が

派
遣

し
た

医
療

従
事

者
が

救
護

活
動

を
実

施
し

た
場

合
、

乙
の

医
療

従
事

者
が

そ
の

た
め

に
死

亡

し
、

負
傷

し
、

若
し

く
は

疾
病

に
か

か
り

、
又

は
身

体
障

害
を

有
す

る
こ

と
と

な
っ

た
場

合
は

、
救

助
法

、
災

害
応

急
措

置
の

業
務

に
従

事
し

た
者

の

損
害

補
償

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
3

7
年

静
岡

県
条

例
第

4
9

号
）
又

は
静

岡
県

地
震

対
策

推
進

条
例

（
平

成
８

年
静

岡
県

条
例

第
１

号
）
第

3
4

条
第

１
項

に
基

づ
き

補
償

す
る

。

２
甲

は
、

第
３

条
第

２
項

の
要

請
に

基
づ

き
乙

が
他

県
に

派
遣

し
た

医
療

従
事

者
に

係
る

損
害

補
償

は
、

派
遣

先
の

自
治

体
に

お
い

て
負

担
す

る

よ
う

要
請

し
、

派
遣

先
の

自
治

体
が

医
療

従
事

者
に

損
害

を
補

償
す

る
。

３
甲

は
、

第
３

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

乙
が

他
県

に
派

遣
し

た
医

療
従

事
者

に
係

る
損

害
補

償
は

、
派

遣
先

の
自

治
体

に
お

い
て

負
担

す
る

よ
う

要
請

し
、

派
遣

先
の

自
治

体
が

医
療

従
事

者
に

損
害

を
補

償
す

る
。

４
前

２
項

の
場

合
に

お
い

て
医

療
従

事
者

に
係

る
補

償
を

派
遣

先
の

自
治

体
が

負
担

し
な

い
場

合
は

、
第

1
項

の
規

定
を

適
用

す
る

。

（実
施

細
目

）

第
1

2
条

こ
の

協
定

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

こ
の

協
定

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
事

項
は

、
別

に
定

め
る

。

（疑
義

の
解

決
）

第
1

3
条

こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

及
び

こ
の

協
定

に
関

し
て

疑
義

が
生

じ
た

と
き

は
、

法
令

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

ほ
か

、
そ

の
都

度
甲

乙
協

議
し

て
定

め
る

。

（協
定

の
適

用
）

第
1

4
条

こ
の

協
定

は
、

平
成

1
8

年
３

月
2

4
日

か
ら

適
用

す
る

。

２
本

協
定

発
効

と
同

時
に

平
成

９
年

1
2

月
2

5
日

付
け

で
締

結
し

た
災

害
時

の
医

療
救

護
活

動
に

関
す

る
協

定
は

破
棄

す
る

。

３
こ

の
協

定
の

有
効

期
間

（
以

下
「
協

定
期

間
」
と

い
う

。
)は

、
平

成
1

8
年

３
月

2
4

日
か

ら
１

年
間

と
す

る
。

た
だ

し
、

協
定

期
間

の
満

了
す

る
１

か

月
前

ま
で

に
甲

又
は

乙
か

ら
何

ら
か

の
申

し
出

が
な

い
場

合
は

、
引

き
続

き
１

年
間

、
協

定
期

間
が

延
長

さ
れ

、
そ

の
後

も
ま

た
同

様
と

す
る

。

上
記

の
協

定
の

成
立

の
証

と
す

る
た

め
、

こ
の

協
定

書
を

２
通

作
成

し
、

甲
乙

記
名

押
印

の
上

、
各

自
そ

の
１

通
を

所
持

す
る

。

平
成

1
8

年
３

月
2
4

日

（甲
）

静
岡

県
知

事
石

川
嘉

延

（乙
）

社
団

法
人

静
岡

県
看

護
協

会
長

榛
葉

由
枝

-555-
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19
-
6-

4
災

害
時

の
医

療
救

護
活

動
に

関
す

る
協

定
書

（
(社

)静
岡

県
歯

科
医

師
会

） （
県

地
域

医
療

課
）

災
害

時
に

お
け

る
医

療
救

護
活

動
の

万
全

を
期

す
る

た
め

、
静

岡
県

（
以

下
「
甲

」
と

い
う

。
)と

社
団

法
人

静
岡

県
歯

科
医

師
会

（
以

下
「乙

」と
い

う
。

)と
の

間
に

お
い

て
、

次
の

と
お

り
協

定
を

締
結

す
る

。

（総
則

）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
災

害
救

助
法

（
昭

和
2

2
年

法
律

第
1

1
8

号
。

以
下

「
救

助
法

」
と

い
う

。
)及

び
静

岡
県

地
域

防
災

計
画

（
以

下
「
防

災
計

画
」と

い
う

。
)に

基
づ

き
、

甲
が

災
害

時
に

行
う

医
療

救
護

活
動

に
対

す
る

乙
の

協
力

に
関

し
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
。

２
前

項
に

規
定

す
る

災
害

に
は

、
集

団
的

に
傷

病
者

が
発

生
す

る
重

大
な

事
故

（大
規

模
な

車
両

事
故

、
航

空
機

事
故

等
）を

含
む

。

３
乙

は
、

関
係

団
体

等
に

対
し

、
第

１
項

に
定

め
る

医
療

救
護

活
動

が
円

滑
に

行
わ

れ
る

よ
う

、
必

要
な

調
整

を
行

う
。

（県
内

に
お

け
る

医
療

救
護

活
動

へ
の

協
力

）

第
２

条
甲

は
、

救
助

法
及

び
防

災
計

画
に

基
づ

き
医

療
救

護
活

動
を

実
施

す
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
場

合
に

は
、

乙
に

対
し

、
歯

科
医

師

等
（以

下
「
医

療
従

事
者

」と
い

う
。

)の
派

遣
を

要
請

す
る

。

２
乙

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
り

甲
か

ら
要

請
を

受
け

た
場

合
は

、
速

や
か

に
医

療
従

事
者

を
、

災
害

現
場

等
の

救
護

所
、

救
護

病
院

、
仮

設
救

護
病

院
、

仮
設

救
護

病
棟

及
び

避
難

所
等

（以
下

「
医

療
救

護
施

設
」と

い
う

。
)に

派
遣

す
る

。

３
乙

は
、

災
害

が
発

生
し

、
甲

と
連

絡
が

取
れ

な
い

等
の

緊
急

や
む

を
得

な
い

場
合

に
は

、
速

や
か

に
そ

の
被

害
状

況
に

つ
い

て
情

報
収

集
を

行

い
、

そ
の

情
報

に
よ

り
第

１
条

第
１

項
に

基
づ

く
医

療
救

護
活

動
を

実
施

す
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

た
と

き
は

、
乙

の
判

断
に

よ
り

医
療

従
事

者
を

、
前

項
に

規
定

す
る

医
療

救
護

施
設

等
へ

派
遣

す
る

。

４
乙

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
り

医
療

従
事

者
を

派
遣

し
た

場
合

に
は

、
速

や
か

に
甲

に
報

告
し

、
そ

の
承

認
を

得
る

。
こ

の
場

合
に

は
、

甲
が

承
認

し

た
医

療
従

事
者

の
派

遣
は

、
甲

の
要

請
に

基
づ

く
医

療
従

事
者

の
派

遣
と

み
な

す
。

（医
療

従
事

者
の

他
県

か
ら

の
受

入
及

び
他

県
へ

の
派

遣
）

第
３

条
甲

は
、

災
害

に
よ

り
、

県
内

の
医

療
従

事
者

の
み

で
の

救
護

活
動

が
困

難
と

認
め

た
と

き
は

、
他

県
に

医
療

従
事

者
の

派
遣

を
要

請
し

、
乙

に
そ

の
旨

を
伝

え
救

護
活

動
が

円
滑

に
で

き
る

よ
う

に
図

る
。

２
甲

は
、

他
県

か
ら

の
支

援
要

請
に

よ
り

、
乙

に
対

し
て

医
療

従
事

者
の

派
遣

を
要

請
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

３
乙

は
、

他
県

の
災

害
に

際
し

、
医

療
救

護
活

動
が

必
要

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
、

甲
の

承
認

を
得

て
医

療
従

事
者

を
他

県
に

派
遣

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
緊

急
や

む
を

得
な

い
場

合
は

、
医

療
従

事
者

の
派

遣
後

、
速

や
か

に
甲

の
承

認
を

得
る

も
の

と
す

る
。

（医
療

救
護

活
動

計
画

）

第
４

条
乙

は
、

前
２

条
に

定
め

る
医

療
救

護
活

動
を

実
施

す
る

た
め

、
医

療
救

護
活

動
計

画
を

策
定

し
、

こ
れ

を
甲

に
提

出
す

る
。

２
乙

は
、

前
項

の
医

療
救

護
活

動
計

画
の

策
定

に
あ

た
っ

て
は

、
関

係
団

体
と

の
密

接
な

連
携

の
も

と
に

行
う

。

（医
療

従
事

者
の

業
務

）

第
５

条
医

療
従

事
者

の
業

務
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

(1
)

傷
病

者
に

対
す

る
応

急
処

置
及

び
医

療

(2
)

死
体

の
検

案

(3
)

そ
の

他
必

要
な

事
項

（指
揮

命
令

）

第
６

条
乙

が
派

遣
す

る
医

療
従

事
者

及
び

他
県

か
ら

派
遣

さ
れ

た
医

療
従

事
者

に
対

す
る

県
内

の
現

場
に

お
け

る
指

示
及

び
医

療
救

護
活

動
の

連
絡

調
整

は
、

市
町

長
又

は
医

療
救

護
施

設
等

の
管

理
者

が
行

う
。

こ
の

場
合

、
市

町
長

又
は

医
療

救
護

施
設

等
の

管
理

者
は

、
乙

が
派

遣
す

る
医

療
従

事
者

及
び

他
県

か
ら

派
遣

さ
れ

た
医

療
従

事
者

の
意

見
を

尊
重

す
る

。

２
乙

が
他

県
に

派
遣

す
る

医
療

従
事

者
に

対
す

る
派

遣
先

の
自

治
体

の
現

場
に

お
け

る
指

示
及

び
医

療
救

護
活

動
の

連
絡

調
整

は
派

遣
先

の
自

治
体

が
指

定
す

る
者

が
行

う
。

（医
療

従
事

者
の

輸
送

）

第
７

条
甲

は
、

医
療

従
事

者
の

搬
送

、
通

信
の

確
保

及
び

そ
の

他
医

療
救

護
活

動
の

円
滑

な
実

施
に

つ
い

て
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

。

（医
薬

品
等

の
供

給
）

第
８

条
県

内
の

現
場

に
お

い
て

医
療

従
事

者
が

使
用

す
る

医
薬

品
等

に
つ

い
て

は
、

当
該

医
療

従
事

者
が

携
行

す
る

も
の

の
ほ

か
、

市
町

長
又

は
医

療
救

護
施

設
等

の
管

理
者

が
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

。

２
乙

が
他

県
に

派
遣

す
る

医
療

従
事

者
が

派
遣

先
の

自
治

体
の

現
場

に
お

い
て

使
用

す
る

医
薬

品
等

に
つ

い
て

は
、

当
該

医
療

従
事

者
が

携
行

す
る

も
の

の
ほ

か
、

派
遣

先
の

自
治

体
が

指
定

す
る

者
が

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。
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（報
告

）

第
９

条
乙

は
、

派
遣

し
た

医
療

従
事

者
の

医
療

救
護

活
動

を
記

録
し

、
甲

に
報

告
す

る
。

２
乙

は
派

遣
し

た
医

療
従

事
者

に
事

故
又

は
物

的
損

害
が

発
生

し
た

と
き

は
、

甲
に

報
告

す
る

。

（費
用

）

第
1

0
条

甲
の

要
請

に
基

づ
き

、
乙

が
派

遣
し

た
医

療
従

事
者

が
救

護
活

動
を

実
施

し
た

場
合

に
要

す
る

次
の

費
用

は
、

甲
が

支
払

う
。

(1
)

医
療

従
事

者
の

派
遣

に
要

す
る

費
用

(2
)

乙
が

供
給

し
た

医
薬

品
等

（医
療

従
事

者
の

携
行

品
を

含
む

。
)を

使
用

し
た

場
合

の
実

費

(3
)

前
各

号
に

該
当

し
な

い
費

用
で

あ
っ

て
、

こ
の

協
定

の
実

施
の

た
め

に
要

し
た

も
の

２
前

項
に

定
め

る
費

用
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

甲
乙

協
議

の
上

、
別

に
定

め
る

。

３
甲

は
、

第
３

条
第

２
項

の
要

請
に

基
づ

き
乙

が
他

県
に

派
遣

し
た

医
療

従
事

者
に

係
る

費
用

は
、

派
遣

先
の

自
治

体
に

お
い

て
負

担
す

る
よ

う
要

請
し

、
派

遣
先

の
自

治
体

が
乙

に
支

払
う

。

４
甲

は
、

第
３

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

乙
が

他
県

に
派

遣
し

た
医

療
従

事
者

に
係

る
費

用
は

、
派

遣
先

の
自

治
体

に
お

い
て

負
担

す
る

よ
う

要
請

し
、

派
遣

先
の

自
治

体
が

乙
に

支
払

う
。

５
前

２
項

の
場

合
に

お
い

て
医

療
従

事
者

に
係

る
費

用
を

派
遣

先
の

自
治

体
が

負
担

し
な

い
場

合
は

、
第

1
項

の
規

定
を

適
用

す
る

。

（損
害

補
償

）

第
1

1
条

甲
は

、
甲

の
要

請
に

基
づ

き
、

乙
が

派
遣

し
た

医
療

従
事

者
が

救
護

活
動

を
実

施
し

た
場

合
、

乙
の

医
療

従
事

者
が

そ
の

た
め

に
死

亡

し
、

負
傷

し
、

若
し

く
は

疾
病

に
か

か
り

、
又

は
身

体
障

害
を

有
す

る
こ

と
と

な
っ

た
場

合
は

、
救

助
法

、
災

害
応

急
措

置
の

業
務

に
従

事
し

た
者

の

損
害

補
償

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
3

7
年

静
岡

県
条

例
第

4
9

号
）
又

は
静

岡
県

地
震

対
策

推
進

条
例

（平
成

８
年

静
岡

県
条

例
第

１
号

）第
3

4
条

第
１

項
に

基
づ

き
補

償
す

る
。

２
甲

は
、

第
３

条
第

２
項

の
要

請
に

基
づ

き
乙

が
他

県
に

派
遣

し
た

医
療

従
事

者
に

係
る

損
害

補
償

は
、

派
遣

先
の

自
治

体
に

お
い

て
負

担
す

る

よ
う

要
請

し
、

派
遣

先
の

自
治

体
が

医
療

従
事

者
に

損
害

を
補

償
す

る
。

３
甲

は
、

第
３

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

乙
が

他
県

に
派

遣
し

た
医

療
従

事
者

に
係

る
損

害
補

償
は

、
派

遣
先

の
自

治
体

に
お

い
て

負
担

す
る

よ
う

要
請

し
、

派
遣

先
の

自
治

体
が

医
療

従
事

者
に

損
害

を
補

償
す

る
。

４
前

２
項

の
場

合
に

お
い

て
医

療
従

事
者

に
係

る
補

償
を

派
遣

先
の

自
治

体
が

負
担

し
な

い
場

合
は

、
第

1
項

の
規

定
を

適
用

す
る

。

（実
施

細
目

）

第
1

2
条

こ
の

協
定

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

こ
の

協
定

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
事

項
は

、
別

に
定

め
る

。

（疑
義

の
解

決
）

第
1

3
条

こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

及
び

こ
の

協
定

に
関

し
て

疑
義

が
生

じ
た

と
き

は
、

法
令

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

ほ
か

、
そ

の
都

度
甲

乙

協
議

し
て

定
め

る
。

（協
定

の
適

用
）

第
1

4
条

こ
の

協
定

は
、

平
成

1
8

年
３

月
2

4
日

か
ら

適
用

す
る

。

２
本

協
定

発
効

と
同

時
に

平
成

９
年

1
2

月
2

5
日

付
け

で
締

結
し

た
災

害
時

の
医

療
救

護
活

動
に

関
す

る
協

定
は

破
棄

す
る

。

３
こ

の
協

定
の

有
効

期
間

（
以

下
「
協

定
期

間
」
と

い
う

。
)は

、
平

成
1

8
年

３
月

2
4

日
か

ら
１

年
間

と
す

る
。

た
だ

し
、

協
定

期
間

の
満

了
す

る
１

か

月
前

ま
で

に
甲

又
は

乙
か

ら
何

ら
か

の
申

し
出

が
な

い
場

合
は

、
引

き
続

き
１

年
間

、
協

定
期

間
が

延
長

さ
れ

、
そ

の
後

も
ま

た
同

様
と

す
る

。

上
記

の
協

定
の

成
立

の
証

と
す

る
た

め
、

こ
の

協
定

書
を

２
通

作
成

し
、

甲
乙

記
名

押
印

の
上

、
各

自
そ

の
１

通
を

所
持

す
る

。

平
成

1
8

年
３

月
2
4

日

（
甲

）
静

岡
県

知
事

石
川

嘉
延

（
乙

）
社

団
法

人
静

岡
県

歯
科

医
師

会
長

大
久

保
満

男

-556-
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災
害
時
の
医
療
救

護
活
動
に
関
す

る
協
定
書
（
(
公
社
)
静
岡
県
病

院
協
会
）

（
県
地
域

医
療

課
）

災
害
時
に
お
け
る
医
療
救
護
活
動
の
万

全
を
期
す
る
た
め
、
静
岡
県
（
以
下
「
甲
」
と
い

う
。

)と
公
益
社
団

法
人
静
岡
県
病
院

協
会
（
以

下
「
乙
」
と
い
う

。
)と

の
間
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
協
定
を
締
結
す
る
。

（
総
則
）

第
１

条
こ
の

協
定
は
、
災
害
救
助
法
（
昭
和

2
2
年
法
律
第

1
1
8
号
。
以
下
「
救
助
法

」
と
い
う

。
)及

び
静

岡
県
地
域
防
災
計
画
（
以
下

「
防
災
計
画
」
と
い
う

。
)に

基
づ
き
、
甲
が
災
害
時
に
行
う
医
療
救
護
活
動
に
対
す
る
乙
の
協
力
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。

２
前
項
に
規
定
す
る
災
害
に
は
、
集
団
的
に
傷
病
者
が
発
生
す
る
重
大
な
事
故
（
大
規
模
な
車
両
事
故
、
航
空
機
事
故
等
）
を
含
む
。

３
乙
は
、
関
係
団
体
等
に
対
し
、
第
１
項
に
定
め
る
医
療
救
護
活
動
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
調
整
を
行
う
。

（
県
内
に
お
け
る
医
療
救
護
活
動
へ
の
協
力
）

第
２
条

甲
は
、
救
助
法
及
び
防
災
計
画
に
基
づ
き
医
療
救
護
活
動
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
乙
に
対
し
、
医
師
、

看
護
師
等
（
以
下
「
医
療
従
事
者
」
と
い
う

。
)の

派
遣
を
要
請
す
る
。

２
乙
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
甲
か
ら
要
請
を
受
け
た
場
合
は
、
速
や
か
に
医
療
従
事
者
を
、
災
害
現
場
等
の
救
護
所
、
救
護
病
院
、
仮
設

救
護
病
院
、
仮
設
救
護
病
棟
及
び
避
難
所
等
（
以
下
「
医
療
救
護
施
設
」
と
い
う

。
)に

派
遣
す
る
。

３
乙
は
、
災
害
が
発
生
し
、
甲
と
連
絡
が
取
れ
な
い
等
の
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
速
や
か
に
そ
の
被
害
状
況
に
つ
い
て
情
報
収
集

を
行
い
、
そ
の
情
報
に
よ
り
第
１
条
第
１
項
に
基
づ
く
医
療
救
護
活
動
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
と
き
は
、
乙
の
判
断
に
よ

り
医
療
従
事
者
を
、
前
項
に
規
定
す
る
医
療
救
護
施
設
等
へ
派
遣
す
る
。

４
乙
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
従
事
者
を
派
遣
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
甲
に
報
告
し
、
そ
の
承
認
を
得
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
甲

が
承
認
し
た
医
療
従
事
者
の
派
遣
は
、
甲
の
要
請
に
基
づ
く
医
療
従
事
者
の
派
遣
と
み
な
す
。

（
医
療
従
事
者
の
他
県
か
ら
の
受
入
及
び
他
県
へ
の
派
遣
）

第
３
条

甲
は
、
災
害
に
よ
り
、
県
内
の
医
療
従
事
者
の
み
で
の
救
護
活
動
が
困
難
と
認
め
た
と
き
は
、
他
県
に
医
療
従
事
者
の
派
遣
を
要
請

し
、
乙
に
そ
の
旨
を
伝
え
救
護
活
動
が
円
滑
に
で
き
る
よ
う
に
図
る
。

２
甲
は
、
他
県
か
ら
の
支
援
要
請
に
よ
り
、
乙
に
対
し
て
医
療
従
事
者
の
派
遣
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
乙
は
、
他
県
の
災
害
に
際
し
、
医
療
救
護
活
動
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
甲
の
承
認
を
得
て
医
療
従
事
者
を
他
県
に
派
遣
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
医
療
従
事
者
の
派
遣
後
、
速
や
か
に
甲
の
承
認
を
得
る
。

（
医
療
救
護
活
動
計
画
）

第
４
条

乙
は
、
前
２
条
に
定
め
る
医
療
救
護
活
動
を
実
施
す
る
た
め
、
医
療
救
護
活
動
計
画
を
策
定
し
、
こ
れ
を
甲
に
提
出
す
る
。

２
乙
は
、
前
項
の
医
療
救
護
活
動
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
関
係
団
体
と
の
密
接
な
連
携
の
も
と
に
行
う
。

（
医
療
従
事
者
の
業
務
）

第
５
条

医
療
従
事
者
の
業
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(1
)
診
察
（
ト
リ
ア
ー
ジ
を
含
む

。
)

(2
)
傷
病
者
に
対
す
る
応
急
処
置
及
び
医
療

(3
)
傷
病
者
の
医
療
救
護
施
設
等
及
び
医
療
機
関
へ
の
収
容

(4
)
死
体
の
検
案

(5
)
そ
の
他
必
要
な
事
項

（
指
揮
命
令
）

第
６

条
乙

が
派

遣
す
る
医
療

従
事
者

及
び
他
県

か
ら

派
遣
さ

れ
た
医
療
従

事
者

に
対
す

る
県
内
の

現
場
に
お
け
る
指

示
及
び

医
療

救
護
活

動
の
連
絡
調
整
は
、
市
町
長
又
は
医
療
救
護
施
設
等
の
管
理
者
が
行
う
。
こ
の
場
合
、
市
町
長
又
は
医
療
救
護
施
設
等
の
管
理
者
は
、
乙
が

派
遣
す
る
医
療
従
事
者
及
び
他
県
か
ら
派
遣
さ
れ
た
医
療
従
事
者
の
意
見
を
尊
重
す
る
。

２
乙
が
他

県
に

派
遣
す
る
医

療
従
事

者
に
対
す

る
派

遣
先
の

自
治
体
の
現

場
に

お
け
る

指
示
及
び

医
療
救
護
活
動
の

連
絡
調

整
は

派
遣
先

の
自
治
体
が
指
定
す
る
者
が
行
う
。

（
医
療
従
事
者
の
輸
送
）

第
７
条

甲
は
、
医
療
従
事
者
の
搬
送
、
通
信
の
確
保
及
び
そ
の
他
医
療
救
護
活
動
の
円
滑
な
実
施
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。

（
医
薬
品
等
の
供
給
）

第
８
条

県
内
の
現
場
に
お
い
て
医
療
従
事
者
が
使
用
す
る
医
薬
品
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
医
療
従
事
者
が
携
行
す
る
も
の
の
ほ
か
、
市
町
長

又
は
医
療
救
護
施
設
等
の
管
理
者
が
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。
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２
乙
が
他
県
に
派
遣
す
る
医
療
従
事
者
が
派
遣
先
の
自
治
体
の
現
場
に
お
い
て
使
用
す
る
医
薬
品
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
医
療
従
事
者
が
携

行
す
る
も
の
の
ほ
か
、
派
遣
先
の
自
治
体
が
指
定
す
る
者
が
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。

（
報
告
）

第
９
条

乙
は
、
派
遣
し
た
医
療
従
事
者
の
医
療
救
護
活
動
を
記
録
し
、
甲
に
報
告
す
る
。

２
乙
は
派
遣
し
た
医
療
従
事
者
に
事
故
又
は
物
的
損
害
が
発
生
し
た
と
き
は
、
甲
に
報
告
す
る
。

（
費
用
）

第
1
0
条

甲
の
要
請
に
基
づ
き
、
乙
が
派
遣
し
た
医
療
従
事
者
が
救
護
活
動
を
実
施
し
た
場
合
に
要
す
る
次
の
費
用
は
、
甲
が
支
払
う
。

(
1)

医
療
従
事
者
の
派
遣
に
要
す
る
費
用

(
2)

乙
が
供
給
し
た
医
薬
品
等
（
医
療
従
事
者
の
携
行
品
を
含
む

。
)を

使
用
し
た
場
合
の
実
費

(
3)

前
各
号
に
該
当
し
な
い
費
用
で
あ
っ
て
、
こ
の
協
定
の
実
施
の
た
め
に
要
し
た
も
の

２
前
項
に
定
め
る
費
用
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
甲
乙
協
議
の
上
、
別
に
定
め
る
。

３
甲
は
、
第
３
条
第
２
項
の
要
請
に
基
づ
き
乙
が
他
県
に
派
遣
し
た
医
療
従
事
者
に
係
る
費
用
は
、
派
遣
先
の
自
治
体
に
お
い
て
負
担
す
る

よ
う
要
請
し
、
派
遣
先
の
自
治
体
が
乙
に
支
払
う
。

４
甲
は
、
第
３
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
乙
が
他
県
に
派
遣
し
た
医
療
従
事
者
に
係
る
費
用
は
、
派
遣
先
の
自
治
体
に
お
い
て
負
担
す
る
よ

う
要
請
し
、
派
遣
先
の
自
治
体
が
乙
に
支
払
う
。

５
前
２
項
の
場
合
に
お
い
て
医
療
従
事
者
に
係
る
費
用
を
派
遣
先
の
自
治
体
が
負
担
し
な
い
場
合
は
、
第

1
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
損
害
補
償
）

第
1
1
条

甲
は
、
甲
の
要
請
に
基
づ
き
、
乙
が
派
遣
し
た
医
療
従
事
者
が
救
護
活
動
を
実
施
し
た
場
合
、
乙
の
医
療
従
事
者
が
そ
の
た
め
に

死
亡
し
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
身
体
障
害
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
は
、
救
助
法
、
災
害
応
急
措
置
の
業
務
に

従
事
し
た
者
の
損

害
補
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
3
7
年
静
岡
県
条
例
第
4
9
号
）
又
は
静
岡
県
地
震
対
策
推
進
条
例
（
平
成
８
年
静
岡
県

条
例
第
１
号
）
第
3
4
条
第
１
項
に
基
づ
き
補
償
す
る
。

２
甲
は
、
第
３
条
第
２
項
の
要
請
に
基
づ
き
乙
が
他
県
に
派
遣
し
た
医
療
従
事
者
に
係
る
損
害
補
償
は
、
派
遣
先
の
自
治
体
に
お
い
て
負
担

す
る
よ
う
要
請
し
、
派
遣
先
の
自
治
体
が
医
療
従
事
者
に
損
害
を
補
償
す
る
。

３
甲
は
、
第
３
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
乙
が
他
県
に
派
遣
し
た
医
療
従
事
者
に
係
る
損
害
補
償
は
、
派
遣
先
の
自
治
体
に
お
い
て
負
担
す

る
よ
う
要
請
し
、
派
遣
先
の
自
治
体
が
医
療
従
事
者
に
損
害
を
補
償
す
る
。

４
前
２
項
の
場
合
に
お
い
て
医
療
従
事
者
に
係
る
補
償
を
派
遣
先
の
自
治
体
が
負
担
し
な
い
場
合
は
、
第

1
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
実
施
細
目
）

第
1
2
条

こ
の
協
定
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
協
定
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

（
疑
義
の
解
決
）

第
1
3
条

こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
及
び
こ
の
協
定
に
関
し
て
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
法
令
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
そ
の

都
度
甲
乙
協
議
し
て
定
め
る
。

（
協
定
の
適
用
）

第
1
4
条

こ
の
協
定
は
、
平
成
1
8
年
３
月
2
4
日
か
ら
適
用
す
る
。

２
本
協
定
発
効
と
同
時
に
平
成
９
年
1
2
月
2
5
日
付
け
で
締
結
し
た
災
害
時
の
医
療
救
護
活
動
に
関
す
る
協
定
は
破
棄
す
る
。

３
こ
の
協
定
の
有
効
期
間
（
以
下
「
協
定
期
間
」
と
い
う

。
)は

、
平
成
1
8
年
３
月
2
4
日
か
ら
１
年
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
協
定
期
間
の

満
了
す
る
１
か
月
前
ま
で
に
甲
又
は
乙
か
ら
何
ら
か
の
申
し
出
が
な
い
場
合
は
、
引
き
続
き
１
年
間
、
協
定
期
間
が
延
長
さ
れ
、
そ
の
後
も

ま
た
同
様
と
す
る
。

上
記
の
協
定
の
成
立
の
証
と
す
る
た
め
、
こ
の
協
定
書
を
２
通
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
所
持
す
る
。

平
成

1
8
年
３
月

24
日

（
甲
）

静
岡

県
知

事
石

川
嘉

延

（
乙
）

公
益
社
団
法
人
静
岡
県
病
院
協
会
長

平
賀

聖
悟

-557-
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6
災

害
時

の
医

療
救

護
活

動
に

関
す

る
協

定
書

（
(社

)静
岡

県
薬

剤
師

会
）

（
県

地
域

医
療

課
）

災
害

時
に

お
け

る
医

療
救

護
活

動
の

万
全

を
期

す
る

た
め

、
静

岡
県

（
以

下
「
甲

」
と

い
う

。
)と

社
団

法
人

静
岡

県
薬

剤
師

会
（
以

下
「
乙

」
と

い

う
。

)と
の

間
に

お
い

て
、

次
の

と
お

り
協

定
を

締
結

す
る

。

（総
則

）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
災

害
救

助
法

（
昭

和
2

2
年

法
律

第
1

1
8

号
。

以
下

「
救

助
法

」
と

い
う

。
)及

び
静

岡
県

地
域

防
災

計
画

（
以

下
「
防

災
計

画
」と

い
う

。
)に

基
づ

き
、

甲
が

災
害

時
に

行
う

医
療

救
護

活
動

に
対

す
る

乙
の

協
力

に
関

し
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
。

２
前

項
に

規
定

す
る

災
害

に
は

、
集

団
的

に
傷

病
者

が
発

生
す

る
重

大
な

事
故

（大
規

模
な

車
両

事
故

、
航

空
機

事
故

等
）を

含
む

。

３
乙

は
、

関
係

団
体

等
に

対
し

、
第

１
項

に
定

め
る

医
療

救
護

活
動

が
円

滑
に

行
わ

れ
る

よ
う

、
必

要
な

調
整

を
行

う
。

（県
内

に
お

け
る

医
療

救
護

活
動

へ
の

協
力

）

第
２

条
甲

は
、

救
助

法
及

び
防

災
計

画
に

基
づ

き
医

療
救

護
活

動
を

実
施

す
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
場

合
に

は
、

乙
に

対
し

、
薬

剤
師

等
（
以

下

「医
療

従
事

者
」と

い
う

。
)の

派
遣

を
要

請
す

る
。

２
乙

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
り

甲
か

ら
要

請
を

受
け

た
場

合
は

、
速

や
か

に
医

療
従

事
者

を
、

災
害

現
場

等
の

救
護

所
、

救
護

病
院

、
仮

設
救

護
病

院
、

仮
設

救
護

病
棟

及
び

避
難

所
等

（以
下

「
医

療
救

護
施

設
」
と

い
う

。
)又

は
医

薬
品

備
蓄

セ
ン

タ
ー

、
広

域
物

資
拠

点
及

び
緊

急
物

資
集

積

所
等

（以
下

「
医

薬
品

集
積

所
」と

い
う

。
)に

派
遣

す
る

。

３
乙

は
、

災
害

が
発

生
し

、
甲

と
連

絡
が

取
れ

な
い

等
の

緊
急

や
む

を
得

な
い

場
合

に
は

、
速

や
か

に
そ

の
被

害
状

況
に

つ
い

て
情

報
収

集
を

行

い
、

そ
の

情
報

に
よ

り
第

１
条

第
１

項
に

基
づ

く
医

療
救

護
活

動
を

実
施

す
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

た
と

き
は

、
乙

の
判

断
に

よ
り

医
療

従
事

者
を

、
前

項
に

規
定

す
る

医
療

救
護

施
設

等
又

は
医

薬
品

集
積

所
へ

派
遣

す
る

。

４
乙

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
り

医
療

従
事

者
を

派
遣

し
た

場
合

に
は

、
速

や
か

に
甲

に
報

告
し

、
そ

の
承

認
を

得
る

。
こ

の
場

合
に

は
、

甲
が

承
認

し

た
医

療
従

事
者

の
派

遣
は

、
甲

の
要

請
に

基
づ

く
医

療
従

事
者

の
派

遣
と

み
な

す
。

（医
療

従
事

者
の

他
県

か
ら

の
受

入
及

び
他

県
へ

の
派

遣
）

第
３

条
甲

は
、

災
害

に
よ

り
、

県
内

の
医

療
従

事
者

の
み

で
の

救
護

活
動

が
困

難
と

認
め

た
と

き
は

、
他

県
に

医
療

従
事

者
の

派
遣

を
要

請
し

、
乙

に
そ

の
旨

を
伝

え
救

護
活

動
が

円
滑

に
で

き
る

よ
う

に
図

る
。

２
甲

は
、

他
県

か
ら

の
支

援
要

請
に

よ
り

、
乙

に
対

し
て

医
療

従
事

者
の

派
遣

を
要

請
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

３
乙

は
、

他
県

の
災

害
に

際
し

、
医

療
救

護
活

動
が

必
要

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
、

甲
の

承
認

を
得

て
医

療
従

事
者

を
他

県
に

派
遣

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
緊

急
や

む
を

得
な

い
場

合
は

、
医

療
従

事
者

の
派

遣
後

、
速

や
か

に
甲

の
承

認
を

得
る

。

（医
療

救
護

活
動

計
画

）

第
４

条
乙

は
、

前
２

条
に

定
め

る
医

療
救

護
活

動
を

実
施

す
る

た
め

、
医

療
救

護
活

動
計

画
を

策
定

し
、

こ
れ

を
甲

に
提

出
す

る
。

２
乙

は
、

前
項

の
医

療
救

護
活

動
計

画
の

策
定

に
あ

た
っ

て
は

、
関

係
団

体
と

の
密

接
な

連
携

の
も

と
に

行
う

。

（医
療

従
事

者
の

業
務

）

第
５

条
医

療
従

事
者

の
業

務
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

(1
)

傷
病

者
に

対
す

る
調

剤
業

務

(2
)

医
療

救
護

施
設

等
に

お
け

る
医

薬
品

等
の

管
理

(3
)

医
薬

品
集

積
所

に
お

け
る

医
薬

品
等

の
管

理

(4
)

そ
の

他
必

要
な

事
項

（指
揮

命
令

）

第
６

条
乙

が
派

遣
す

る
医

療
従

事
者

及
び

他
県

か
ら

派
遣

さ
れ

た
医

療
従

事
者

に
対

す
る

県
内

の
現

場
に

お
け

る
指

示
及

び
医

療
救

護
活

動
の

連
絡

調
整

は
、

市
町

長
又

は
医

療
救

護
施

設
等

若
し

く
は

医
薬

品
集

積
所

の
管

理
者

が
行

う
。

こ
の

場
合

、
市

町
長

又
は

医
療

救
護

施
設

等
若

し
く
は

医
薬

品
集

積
所

の
管

理
者

は
、

乙
が

派
遣

す
る

医
療

従
事

者
及

び
他

県
か

ら
派

遣
さ

れ
た

医
療

従
事

者
の

意
見

を
尊

重
す

る
。

２
乙

が
他

県
に

派
遣

す
る

医
療

従
事

者
に

対
す

る
派

遣
先

の
自

治
体

の
現

場
に

お
け

る
指

示
及

び
医

療
救

護
活

動
の

連
絡

調
整

は
派

遣
先

の
自

治
体

が
指

定
す

る
者

が
行

う
。

（医
療

従
事

者
の

輸
送

）

第
７

条
甲

は
、

医
療

従
事

者
の

搬
送

、
通

信
の

確
保

及
び

そ
の

他
医

療
救

護
活

動
の

円
滑

な
実

施
に

つ
い

て
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

。

（医
薬

品
等

の
供

給
）

第
８

条
県

内
の

現
場

に
お

い
て

医
療

従
事

者
が

使
用

す
る

医
薬

品
等

に
つ

い
て

は
、

当
該

医
療

従
事

者
が

携
行

す
る

も
の

の
ほ

か
、

市
町

長
又

は
医

療
救

護
施

設
等

若
し

く
は

医
薬

品
集

積
所

の
管

理
者

が
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

。
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２
乙

が
他

県
に

派
遣

す
る

医
療

従
事

者
が

派
遣

先
の

自
治

体
の

現
場

に
お

い
て

使
用

す
る

医
薬

品
等

に
つ

い
て

は
、

当
該

医
療

従
事

者
が

携
行

す
る

も
の

の
ほ

か
、

派
遣

先
の

自
治

体
が

指
定

す
る

者
が

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
。

（報
告

）

第
９

条
乙

は
、

派
遣

し
た

医
療

従
事

者
の

医
療

救
護

活
動

を
記

録
し

、
甲

に
報

告
す

る
。

２
乙

は
派

遣
し

た
医

療
従

事
者

に
事

故
又

は
物

的
損

害
が

発
生

し
た

と
き

は
、

甲
に

報
告

す
る

。

（費
用

）

第
1

0
条

甲
の

要
請

に
基

づ
き

、
乙

が
派

遣
し

た
医

療
従

事
者

が
救

護
活

動
を

実
施

し
た

場
合

に
要

す
る

次
の

費
用

は
、

甲
が

支
払

う
。

(1
)

医
療

従
事

者
の

派
遣

に
要

す
る

費
用

(2
)

乙
が

供
給

し
た

医
薬

品
等

（医
療

従
事

者
の

携
行

品
を

含
む

。
)を

使
用

し
た

場
合

の
実

費

(3
)

前
各

号
に

該
当

し
な

い
費

用
で

あ
っ

て
、

こ
の

協
定

の
実

施
の

た
め

に
要

し
た

も
の

２
前

項
に

定
め

る
費

用
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

甲
乙

協
議

の
上

、
別

に
定

め
る

。

３
甲

は
、

第
３

条
第

２
項

の
要

請
に

基
づ

き
乙

が
他

県
に

派
遣

し
た

医
療

従
事

者
に

係
る

費
用

は
、

派
遣

先
の

自
治

体
に

お
い

て
負

担
す

る
よ

う
要

請
し

、
派

遣
先

の
自

治
体

が
乙

に
支

払
う

。

４
甲

は
、

第
３

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

乙
が

他
県

に
派

遣
し

た
医

療
従

事
者

に
係

る
費

用
は

、
派

遣
先

の
自

治
体

に
お

い
て

負
担

す
る

よ
う

要
請

し
、

派
遣

先
の

自
治

体
が

乙
に

支
払

う
。

５
前

２
項

の
場

合
に

お
い

て
医

療
従

事
者

に
係

る
費

用
を

派
遣

先
の

自
治

体
が

負
担

し
な

い
場

合
は

、
第

1
項

の
規

定
を

適
用

す
る

。

（損
害

補
償

）

第
1

1
条

甲
は

、
甲

の
要

請
に

基
づ

き
、

乙
が

派
遣

し
た

医
療

従
事

者
が

救
護

活
動

を
実

施
し

た
場

合
、

乙
の

医
療

従
事

者
が

そ
の

た
め

に
死

亡

し
、

負
傷

し
、

若
し

く
は

疾
病

に
か

か
り

、
又

は
身

体
障

害
を

有
す

る
こ

と
と

な
っ

た
場

合
は

、
救

助
法

、
災

害
応

急
措

置
の

業
務

に
従

事
し

た
者

の

損
害

補
償

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
3

7
年

静
岡

県
条

例
第

4
9

号
）
又

は
静

岡
県

地
震

対
策

推
進

条
例

（平
成

８
年

静
岡

県
条

例
第

１
号

）第
3

4
条

第
１

項
に

基
づ

き
補

償
す

る
。

２
甲

は
、

第
３

条
第

２
項

の
要

請
に

基
づ

き
乙

が
他

県
に

派
遣

し
た

医
療

従
事

者
に

係
る

損
害

補
償

は
、

派
遣

先
の

自
治

体
に

お
い

て
負

担
す

る

よ
う

要
請

し
、

派
遣

先
の

自
治

体
が

医
療

従
事

者
に

損
害

を
補

償
す

る
。

３
甲

は
、

第
３

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

乙
が

他
県

に
派

遣
し

た
医

療
従

事
者

に
係

る
損

害
補

償
は

、
派

遣
先

の
自

治
体

に
お

い
て

負
担

す
る

よ
う

要
請

し
、

派
遣

先
の

自
治

体
が

医
療

従
事

者
に

損
害

を
補

償
す

る
。

４
前

２
項

の
場

合
に

お
い

て
医

療
従

事
者

に
係

る
補

償
を

派
遣

先
の

自
治

体
が

負
担

し
な

い
場

合
は

、
第

１
項

の
規

定
を

適
用

す
る

。

（実
施

細
目

）

第
1

2
条

こ
の

協
定

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

こ
の

協
定

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
事

項
は

、
別

に
定

め
る

。

（疑
義

の
解

決
）

第
1

3
条

こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

及
び

こ
の

協
定

に
関

し
て

疑
義

が
生

じ
た

と
き

は
、

法
令

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

ほ
か

、
そ

の
都

度
甲

乙

協
議

し
て

定
め

る
。

（協
定

の
適

用
）

第
1

4
条

こ
の

協
定

は
、

平
成

1
8

年
３

月
2

4
日

か
ら

適
用

す
る

。

２
本

協
定

発
効

と
同

時
に

平
成

９
年

1
2

月
2

5
日

付
け

で
締

結
し

た
災

害
時

の
医

療
救

護
活

動
に

関
す

る
協

定
は

破
棄

す
る

。

３
こ

の
協

定
の

有
効

期
間

（
以

下
「
協

定
期

間
」と

い
う

。
)は

、
平

成
1

8
年

３
月

2
4

日
か

ら
１

年
間

と
す

る
。

た
だ

し
、

協
定

期
間

の
満

了
す

る
１

か

月
前

ま
で

に
甲

又
は

乙
か

ら
何

ら
か

の
申

し
出

が
な

い
場

合
は

、
引

き
続

き
１

年
間

、
協

定
期

間
が

延
長

さ
れ

、
そ

の
後

も
ま

た
同

様
と

す
る

。

上
記

の
協

定
の

成
立

の
証

と
す

る
た

め
、

こ
の

協
定

書
を

２
通

作
成

し
、

甲
乙

記
名

押
印

の
上

、
各

自
そ

の
１

通
を

所
持

す
る

。

平
成

1
8

年
３

月
2

4
日

（
甲

）
静

岡
県

知
事

石
川

嘉
延

（
乙

）
社

団
法

人
静

岡
県

薬
剤

師
会

長
齊

藤
文

昭

-558-
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19
-
6-

7
災

害
時

の
医

療
救

護
活

動
に

関
す

る
協

定
書

（特
定

非
営

利
活

動
法

人
日

本
災

害
医

療
支

援
機

構
）

（
県

地
域

医
療

課
）

災
害

時
に

お
け

る
医

療
救

護
活

動
の

万
全

を
期

す
る

た
め

、
静

岡
県

（
以

下
「
甲

」
と

い
う

。
）
と

特
定

非
営

利
活

動
法

人
日

本
災

害
医

療
支

援
機

構

（以
下

「
乙

」と
い

う
。

）
と

は
、

次
の

と
お

り
協

定
を

締
結

す
る

。

（総
則

）

第
1

条
こ

の
協

定
は

、
静

岡
県

地
域

防
災

計
画

及
び

静
岡

県
医

療
救

護
計

画
に

基
づ

き
、

甲
が

災
害

時
に

行
う

医
療

救
護

活
動

に
対

す
る

乙
の

協
力

に
関

し
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。

2
前

項
に

規
定

す
る

災
害

に
は

、
集

団
的

に
傷

病
者

が
発

生
す

る
重

大
な

事
故

（
大

規
模

な
車

両
事

故
、

航
空

機
事

故
等

）を
含

む
も

の
と

す
る

。

（医
療

救
護

班
の

派
遣

）

第
2

条
甲

は
、

静
岡

県
地

域
防

災
計

画
及

び
静

岡
県

医
療

救
護

計
画

に
基

づ
き

、
医

療
救

護
活

動
を

実
施

す
る

上
で

必
要

が
あ

る
と

見
と

め
る

場

合
は

、
乙

に
対

し
、

医
療

救
護

班
の

編
成

及
び

派
遣

を
要

請
す

る
も

の
と

す
る

。

２
乙

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
り

甲
か

ら
要

請
を

受
け

た
場

合
は

、
直

ち
に

医
療

救
護

班
を

編
成

し
、

重
症

患
者

を
県

外
搬

送
す

る
た

め
の

広
域

搬
送

拠
点

及
び

災
害

拠
点

病
院

等
に

派
遣

す
る

も
の

と
す

る
。

（医
療

救
護

活
動

計
画

の
策

定
及

び
提

出
）

第
3

条
乙

は
、

前
条

の
規

定
に

よ
り

医
療

救
護

活
動

を
実

施
す

る
た

め
、

医
療

救
護

活
動

計
画

を
策

定
し

、
こ

れ
を

甲
に

提
出

す
る

。

（医
療

救
護

班
の

業
務

）

第
4

条
乙

が
派

遣
す

る
医

療
救

護
班

は
、

重
症

患
者

を
県

外
搬

送
す

る
た

め
の

広
域

搬
送

拠
点

及
び

災
害

拠
点

病
院

等
に

お
い

て
、

医
療

救
護

を
行

う
こ

と
を

原
則

と
す

る
。

２
医

療
救

護
班

の
業

務
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

(１
)

ト
リ

ア
ー

ジ

(２
)

傷
病

者
に

対
す

る
応

急
処

置
及

び
医

療

(３
)

傷
病

者
の

収
容

機
関

へ
の

転
送

の
要

否
及

び
転

送
順

位
の

決
定

(４
)

被
災

者
の

死
亡

の
確

認
及

び
死

体
の

検
案

(５
)

そ
の

他
必

要
な

事
項

（医
療

救
護

班
に

対
す

る
現

場
に

お
け

る
指

示
等

）

第
５

条
乙

が
派

遣
す

る
医

療
救

護
班

に
対

す
る

現
場

に
お

け
る

指
示

及
び

医
療

救
護

活
動

の
連

絡
調

整
は

、
甲

が
指

定
す

る
者

が
行

う
も

の
と

す
る

。

（医
療

救
護

班
の

輸
送

等
）

第
6

条
甲

は
、

医
療

救
護

班
の

搬
送

、
通

信
の

確
保

及
び

そ
の

他
医

療
救

護
活

動
が

円
滑

に
実

施
さ

れ
る

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と

す
る

。

（費
用

弁
償

）

第
７

条
甲

の
要

請
に

基
づ

き
、

乙
が

医
療

救
護

活
動

を
実

施
し

た
場

合
に

要
す

る
次

の
経

費
は

甲
が

負
担

す
る

。

(１
)

救
護

班
の

編
成

及
び

派
遣

に
要

す
る

費
用

(２
)

救
護

班
が

携
行

し
た

医
薬

品
等

を
使

用
し

た
場

合
の

実
費

(３
)

救
護

班
員

が
医

療
救

護
活

動
に

お
い

て
負

傷
し

、
疾

病
に

か
か

り
、

又
は

死
亡

し
た

場
合

の
扶

助
金

(４
)

前
各

号
に

該
当

し
な

い
費

用
で

あ
っ

て
、

こ
の

協
定

実
施

の
た

め
に

要
し

た
も

の
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（細
目

）

第
８

条
こ

の
協

定
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
こ

の
協

定
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

事
項

は
、

別
に

定
め

る
。

（協
定

の
有

効
期

間
）

第
９

条
こ

の
協

定
の

有
効

期
間

は
、

協
定

締
結

の
日

か
ら

起
算

し
て

1
年

間
と

す
る

。
た

だ
し

、
甲

又
は

乙
か

ら
協

定
の

有
効

期
間

満
了

の
日

の
１

か
月

前
ま

で
に

特
段

の
意

志
表

示
の

な
い

場
合

は
、

引
き

続
き

1
年

間
、

協
定

の
有

効
期

間
が

延
長

さ
れ

、
そ

の
後

も
ま

た
同

様
と

す
る

。

（疑
義

の
解

釈
等

）

第
1
0

条
こ

の
協

定
の

解
釈

に
疑

義
が

生
じ

た
と

き
、

又
は

こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

に
つ

い
て

は
、

甲
乙

協
議

の
上

、
定

め
る

も
の

と
す

る
。

（施
行

期
日

）

第
1
1

条
こ

の
協

定
は

、
平

成
1
5

年
2

月
21

日
か

ら
施

行
す

る
。

こ
の

協
定

を
証

す
る

た
め

、
本

書
2

通
を

作
成

し
、

甲
乙

記
名

押
印

の
上

、
各

自
1

通
を

保
有

す
る

。

平
成

15
年

2
月

21
日

（甲
）静

岡
県

知
事

石
川

嘉
延

（乙
）
特

定
非

営
利

活
動

法
人

日
本

災
害

医
療

支
援

機
構

理
事

長
島

崎
修

次
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[資
料

編
Ⅱ

]

1
9
-
6
-
8

災
害

時
等

の
航

空
機

に
よ

る
医

療
搬

送
等

業
務

の
協

力
に

関
す

る
協

定

（
県

地
域

医
療

課
）

静
岡

県
を

甲
と

し
、

財
団

法
人

日
本

救
急

医
療

財
団

を
乙

と
し

て
、

甲
乙

間
に

お
い

て
、

次
の

条
項

に
よ

り
、

航
空

会
社

の
保

有

す
る

航
空

機
に

よ
る

災
害

時
等

の
医

療
搬

送
等

業
務

（
以

下
「
本

業
務

」
と

い
う

。
）
の

協
力

に
関

す
る

協
定

を
締

結
す

る
。

（
協

定
の

趣
旨

）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
静

岡
県

地
域

防
災

計
画

等
に

基
づ

い
て

行
う

本
業

務
を

甲
と

乙
と

が
協

力
し

て
実

施
し

、
被

災
者

等

の
救

援
活

動
を

迅
速

か
つ

円
滑

に
行

う
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

（
協

力
要

請
）

第
２

条
甲

は
、

被
害

が
発

生
し

、
甲

の
み

で
は

十
分

な
応

急
措

置
を

実
施

で
き

な
い

場
合

に
お

い
て

、
乙

が
別

途
協

定
を

締

結
し

た
航

空
会

社
（
以

下
「
指

定
航

空
会

社
」
と

い
う

。
）
に

対
し

、
乙

に
代

わ
り

、
本

業
務

等
の

協
力

を
要

請
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
指

定
航

空
会

社
の

通
知

）

第
３

条
乙

は
、

あ
ら

か
じ

め
甲

に
対

し
指

定
航

空
会

社
名

等
を

通
知

す
る

も
の

と
す

る
。

（
業

務
の

指
示

）

第
４

条
甲

は
、

災
害

の
状

況
に

応
じ

て
静

岡
県

地
域

防
災

計
画

等
に

基
づ

い
て

本
業

務
を

実
施

す
る

た
め

、
乙

に
代

わ
り

、

指
定

航
空

会
社

に
対

し
、

日
時

、
場

所
等

を
指

定
し

て
航

空
機

の
運

航
を

指
示

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

２
乙

は
、

指
定

航
空

会
社

に
対

し
、

甲
か

ら
指

示
が

あ
っ

た
と

き
は

、
特

別
の

理
由

が
な

い
限

り
、

甲
に

対
し

航
空

機
等

の
提

供
を

行
わ

せ
る

も
の

と
す

る
。

３
甲

は
、

前
２

項
に

係
る

業
務

の
実

施
に

つ
い

て
問

題
が

生
じ

た
と

判
断

す
る

と
き

は
、

乙
に

対
し

て
そ

の
改

善
を

申
し

入
れ

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
業

務
内

容
）

第
５

条
乙

は
、

指
定

航
空

会
社

に
対

し
、

甲
の

要
請

又
は

指
示

に
よ

り
提

供
し

た
航

空
機

等
に

よ
っ

て
、

甲
の

指
示

す
る

次
の

業
務

を
行

わ
せ

る
も

の
と

す
る

。

(1
)

傷
病

者
、

医
療

従
事

者
、

医
薬

品
、

医
療

資
器

材
、

食
料

品
、

飲
料

水
等

の
搬

送

(2
)

そ
の

他
甲

乙
協

議
し

て
合

意
し

た
人

員
、

物
資

等
の

搬
送

（
航

空
保

険
）

第
６

条
乙

は
、

指
定

航
空

会
社

に
対

し
て

、
航

空
保

険
(機

体
、

第
三

者
・
乗

客
包

括
賠

償
責

任
保

険
)に

加
入

さ
せ

る
も

の
と

す
る

。

（
費

用
負

担
）

第
７

条
甲

又
は

乙
の

要
請

又
は

指
示

に
よ

り
、

指
定

航
空

会
社

が
実

施
し

た
本

業
務

に
要

す
る

次
の

経
費

は
、

甲
が

負
担

す

る
も

の
と

す
る

。

(1
)

航
空

機
運

航
に

係
る

経
費

(2
)

そ
の

他
本

業
務

遂
行

に
必

要
な

経
費
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２
前

項
第

１
号

の
定

め
に

よ
る

費
用

弁
償

等
の

額
に

つ
い

て
は

、
国

土
交

通
大

臣
に

届
け

出
た

航
空

運
送

事
業

に
係

る
運

賃
料

金
に

お
け

る
当

該
提

供
機

種
の

貸
切

運
賃

に
、

本
業

務
に

要
し

た
時

間
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

本
業

務
に

要
し

た
時

間
に

つ

い
て

は
、

航
空

機
が

指
定

航
空

会
社

の
定

常
基

地
を

出
発

し
て

か
ら

戻
る

ま
で

の
合

計
飛

行
時

間
を

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

３
前

項
の

本
業

務
に

要
し

た
時

間
に

つ
い

て
は

、
１

時
間

以
下

の
場

合
は

１
時

間
と

し
、

１
時

間
を

超
え

た
場

合
は

3
0

分
を

単
位

と
し

て
超

え
た

時
間

を
算

定
す

る
も

の
と

す
る

。

（
損

害
賠

償
）

第
８

条
本

業
務

の
実

施
に

伴
い

、
乙

が
甲

に
損

害
を

与
え

た
場

合
の

損
害

賠
償

額
は

、
指

定
航

空
会

社
が

加
入

す
る

航
空

保
険

の
保

険
金

額
を

限
度

と
す

る
。

（
災

害
補

償
）

第
９

条
甲

は
、

指
定

航
空

会
社

等
の

職
員

が
こ

の
協

定
に

基
づ

く
業

務
の

実
施

に
よ

り
死

亡
し

、
負

傷
し

、
若

し
く

は
疾

病
に

か
か

り
、

又
は

障
害

の
状

態
と

な
っ

た
場

合
は

、
乙

の
求

め
に

応
じ

、
災

害
時

に
お

い
て

応
急

措
置

の
業

務
に

従
事

し
た

者
の

損

害
補

償
に

関
す

る
条

例
（
昭

和
3
7

年
静

岡
県

条
例

第
4
9

号
）
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
準

じ
て

、
こ

れ
を

補
償

す
る

も
の

と
す

る
。

（
協

定
の

有
効

期
間

及
び

解
除

）

第
1
0

条
こ

の
協

定
の

有
効

期
間

は
、

協
定

締
結

の
日

か
ら

２
年

間
と

す
る

。
た

だ
し

、
甲

又
は

乙
か

ら
協

定
の

終
期

１
か

月
前

ま
で

に
特

段
の

意
思

表
示

が
な

い
場

合
は

、
引

き
続

き
２

年
間

、
協

定
の

有
効

期
間

が
延

長
さ

れ
た

も
の

と
み

な
す

。

２
甲

又
は

乙
は

、
必

要
が

あ
る

と
き

は
、

甲
乙

協
議

の
上

、
こ

の
協

定
を

解
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

（
疑

義
の

解
釈

等
）

第
1
1

条
こ

の
協

定
の

解
釈

に
疑

義
が

生
じ

た
と

き
、

又
は

こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

に
つ

い
て

は
、

甲
乙

協
議

の
上

、

定
め

る
も

の
と

す
る

。

（
施

行
期

日
）

第
1
2

条
こ

の
協

定
は

、
平

成
１

４
年

１
月

１
７

日
か

ら
施

行
す

る
。

こ
の

協
定

を
証

す
る

た
め

、
本

書
２

通
を

作
成

し
、

甲
乙

記
名

押
印

の
上

、
各

自
１

通
を

保
有

す
る

。

平
成

１
４

年
１

月
１

７
日 （

甲
）

静
岡

市
追

手
町

９
番

６
号

静
岡

県

代
表

者
静

岡
県

知
事

石
川

嘉
延

（
乙

）
東

京
都

文
京

区
湯

島
三

丁
目

３
７

番
４

号

財
団

法
人

日
本

救
急

医
療

財
団

理
事

長
代

理
副

理
事

長
渡

辺
泰

次
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1
9
-
6
-
9

静
岡

Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ

の
出

動
に

関
す

る
協

定
（
静

岡
Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｔ
指

定
病

院
）

（
県

地
域

医
療

課
）

静
岡

県
（
以

下
「
甲

」
と

い
う

。
）
と

○
○

○
○

○
○

（
以

下
「
乙

」
と

い
う

。
）
と

は
、

静
岡

Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ

設
置

運
営

要
綱

（
以

下
「
要

綱
」
と

い
う

。
）
第

３
条

第
２

項
に

基
づ

き
、

次
の

と
お

り
静

岡
Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｔ
の

出
動

に
関

す
る

協
定

を
締

結
す

る
。

（
目

的
）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
災

害
等

の
急

性
期

に
、

静
岡

Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ

が
被

災
現

場
等

に
出

動
し

、
迅

速
な

医
療

救
護

活
動

を
行

な
う

こ
と

に
よ

り
、

重
篤

な
救

急
患

者
の

救
命

率
の

向
上

及
び

後
遺

症
の

軽
減

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

（
出

動
要

請
等

）

第
２

条
甲

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

出
動

基
準

に
基

づ
き

、
乙

に
対

し
、

静
岡

Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ

の
出

動
を

要
請

す
る

も
の

と
す

る
。

（
1
）
県

内
に

お
い

て
、

災
害

等
に

よ
り

2
0

名
以

上
の

重
症

・
中

等
症

の
傷

病
者

が
発

生
す

る
と

見
込

ま
れ

る
場

合

（
2
）
国

又
は

他
都

道
府

県
か

ら
静

岡
Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｔ
の

出
動

要
請

が
あ

っ
た

場
合

（
3
）
前

号
に

定
め

る
場

合
の

ほ
か

、
緊

急
性

が
あ

り
、

静
岡

Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ

が
出

動
し

対
応

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

２
乙

は
、

甲
か

ら
の

要
請

を
受

け
、

静
岡

Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ

の
出

動
が

可
能

と
判

断
し

た
場

合
に

は
、

速
や

か
に

甲
に

そ
の

旨
を

連
絡

す
る

と
と

も
に

、
甲

の
指

示
に

従
い

静
岡

Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ

を
出

動
さ

せ
る

も
の

と
す

る
。

３
乙

は
、

前
項

に
定

め
る

場
合

の
ほ

か
、

災
害

現
場

に
出

動
し

た
消

防
機

関
等

の
長

か
ら

の
情

報
提

供
等

や
県

と
連

絡
が

と
れ

な
い

等
の

緊
急

や
む

を
得

な
い

場
合

で
、

自
ら

被
害

状
況

を
収

集
し

、
要

綱
第

５
条

の
出

動
基

準
に

該
当

す
る

災
害

が
発

生
し

た
と

判
断

し
た

場
合

は
、

甲
の

要
請

を
待

た
ず

に
静

岡
Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｔ
を

出
動

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。

４
前

項
の

場
合

に
お

い
て

、
乙

は
、

出
動

後
速

や
か

に
甲

に
報

告
し

、
そ

の
承

認
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

５
前

項
の

規
定

に
よ

り
甲

が
承

認
し

た
静

岡
Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｔ
の

出
動

は
、

甲
の

要
請

に
基

づ
く

出
動

と
み

な
す

。

６
甲

は
、

静
岡

Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ

の
出

動
要

請
を

行
う

際
に

は
、

関
係

機
関

と
調

整
の

う
え

、
業

務
及

び
現

場
の

状
況

等
の

情
報

を
乙

に

伝
え

る
も

の
と

す
る

。

７
現

場
で

の
活

動
が

終
了

し
た

後
、

乙
は

「
静

岡
Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｔ
・
医

療
救

護
班

活
動

記
録

報
告

書
」
（
要

綱
別

記
様

式
第

３
号

）
に

よ
り

当
該

終
了

の
日

か
ら

７
日

以
内

に
甲

に
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。

（
指

揮
命

令
系

統
等

）

第
３

条
静

岡
Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｔ
は

、
現

地
災

害
対

策
本

部
の

医
療

救
護

責
任

者
又

は
災

害
拠

点
病

院
等

の
指

揮
下

に
入

っ
て

活
動

す
る

も
の

と
す

る
。

２
静

岡
Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｔ
の

出
動

が
要

綱
第

５
条

第
２

号
の

出
動

要
請

に
基

づ
く

も
の

で
あ

る
場

合
は

、
当

該
出

動
要

請
を

し
た

国
又

は

他
都

道
府

県
の

静
岡

Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ

受
入

に
係

る
体

制
の

中
で

活
動

す
る

も
の

と
す

る
。

（
身

分
）

第
４

条
静

岡
Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｔ
の

活
動

を
す

る
者

の
身

分
に

つ
い

て
は

、
乙

の
管

理
下

に
あ

る
も

の
と

す
る

。

（
活

動
）

第
５

条
静

岡
Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｔ
の

活
動

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

も
の

と
す

る
。

（
1
）
病

院
支

援
活

動
（
災

害
拠

点
病

院
等

で
の

患
者

の
治

療
等

）

（
2
）
地

域
医

療
搬

送
活

動
（
被

災
地

内
に

お
け

る
患

者
搬

送
中

の
診

療
等

）

（
3
）
現

場
活

動
（
消

防
機

関
等

と
の

連
携

に
よ

る
情

報
の

収
集

及
び

伝
達

、
ト

リ
ア

ー
ジ

、
救

急
医

療
等

）

（
4
）
広

域
医

療
搬

送
活

動
（
重

症
患

者
を

被
災

地
外

に
航

空
機

等
を

用
い

搬
送

す
る

際
の

Ｓ
Ｃ

Ｕ
及

び
県

外
搬

送
航

空
機

内
に

お

け
る

診
療

等
）

２
静

岡
Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｔ
は

、
前

項
の

活
動

に
あ

た
っ

て
は

、
移

動
、

医
薬

品
等

の
医

療
資

器
材

、
生

活
手

段
等

を
自

ら
確

保
（
調

達
）
し

な
が

ら
当

該
活

動
を

継
続

し
て

行
う

こ
と

を
基

本
と

す
る

。
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（
費

用
弁

償
等

）

第
６

条
甲

の
要

請
に

基
づ

き
乙

が
出

動
さ

せ
た

静
岡

Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ

が
、

前
条

に
定

め
る

活
動

を
実

施
し

た
場

合
に

要
す

る
次

の
費

用

は
、

甲
が

弁
償

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

甲
が

他
の

者
に

費
用

負
担

を
要

請
し

、
そ

の
者

が
費

用
負

担
し

た
場

合
を

除
く

。

（
1
）
静

岡
Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｔ
の

派
遣

に
要

す
る

経
費

（
日

当
、

時
間

外
勤

務
手

当
、

旅
費

）

（
2
）
静

岡
Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｔ
が

携
行

し
た

医
薬

品
等

を
使

用
し

た
場

合
の

実
費

（
3
）
前

号
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
こ

の
協

定
の

実
施

の
た

め
に

要
し

た
経

費
の

う
ち

甲
が

必
要

と
認

め
た

経
費

（
災

害
救

助
法

適
用

時
の

実
費

弁
償

）

第
７

条
甲

の
要

請
に

基
づ

き
乙

が
出

動
さ

せ
た

静
岡

Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ

が
、

災
害

救
助

法
（
昭

和
2
2

年
法

律
第

1
1
8

号
。

以
下

「
救

助

法
」
と

い
う

。
）
第

2
4

条
の

規
定

に
よ

る
救

助
に

関
す

る
業

務
に

従
事

し
た

場
合

に
は

、
前

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

甲
は

、
救

助
法

第
3
3

条
及

び
同

法
施

行
令

第
1
1

条
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
費

用
を

弁
償

す
る

も
の

と
す

る
。

（
待

機
に

係
る

費
用

）

第
８

条
静

岡
Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｔ
の

待
機

に
要

す
る

費
用

は
、

甲
か

ら
の

要
請

の
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
乙

の
負

担
と

す
る

も
の

と
す

る
。

（
損

害
賠

償
）

第
９

条
甲

は
、

甲
の

要
請

に
基

づ
き

、
乙

が
派

遣
し

た
静

岡
Ｄ

Ｍ
Ａ

Ｔ
の

隊
員

が
、

第
５

条
に

規
定

す
る

活
動

中
の

事
故

に
よ

り
、

負
傷

し
、

疾
病

に
か

か
り

、
又

は
死

亡
し

た
場

合
に

お
い

て
は

、
甲

が
他

の
者

に
費

用
負

担
を

要
請

し
、

そ
の

者
が

費
用

負
担

し

た
場

合
を

除
き

、
甲

が
加

入
す

る
傷

害
保

険
に

よ
り

補
償

す
る

。

（
医

療
従

事
者

賠
償

責
任

へ
の

補
償

）

第
1
0

条
甲

の
要

請
に

基
づ

き
、

乙
が

派
遣

し
た

静
岡

Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ

の
隊

員
が

、
第

５
条

に
規

定
す

る
活

動
中

に
行

っ
た

医
療

行
為

に
よ

り
、

患
者

へ
の

損
害

賠
償

責
任

が
生

じ
た

場
合

は
、

そ
の

損
害

が
当

該
業

務
に

従
事

し
た

静
岡

Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ

隊
員

の
故

意
又

は
重

大
な

過
失

に
よ

る
場

合
を

除
き

、
甲

が
賠

償
の

責
め

に
任

ず
る

。

（
体

制
の

整
備

）

第
1
1

条
乙

は
、

災
害

時
に

迅
速

な
対

応
が

と
れ

る
よ

う
、

組
織

内
の

連
絡

、
派

遣
体

制
の

整
備

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

（
協

議
）

第
1
2

条
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
こ

の
協

定
に

関
し

疑
義

が
生

じ
た

事
項

に
つ

い
て

は
、

そ
の

都
度

甲
乙

が
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

（
適

用
）

第
1
3

条
こ

の
協

定
は

、
平

成
年

月
日

か
ら

適
用

し
、

甲
又

は
乙

が
文

書
を

も
っ

て
協

定
の

終
了

を
通

知
し

な
い

限
り

、
そ

の
効

力
は

継
続

す
る

も
の

と
す

る
。

こ
の

協
定

の
締

結
を

証
す

る
た

め
、

本
協

定
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

、
乙

が
記

名
押

印
の

う
え

、
そ

れ
ぞ

れ
１

通
を

保
有

す
る

。

平
成

年
月

日

甲
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
追

手
町

９
番

６
号

静
岡

県
知

事
川

勝
平

太

乙
（
住

所
）
△

△
△

△
△

△

（
機

関
名

称
等

）
×

×
×

×
×

×

（
氏

名
）
○

○
○

○
○

○
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19
－

6
－

1
0

静
岡

Ｄ
Ｐ

Ａ
Ｔ

の
出

動
に

関
す

る
協

定
書

（
県

障
害

福
祉

課
）

静
岡

県
（
以

下
「
甲

」
と

い
う

。
）と

●
●

病
院

（
以

下
「乙

」
と

い
う

。
）
と

は
、

静
岡

Ｄ
Ｐ

Ａ
Ｔ

設
置

運
営

要
綱

（
以

下
「
要

綱
」

と
い

う
。

）
第

３
条

第
２

項
に

基
づ

き
、

次
の

と
お

り
静

岡
Ｄ

Ｐ
Ａ

Ｔ
（D

is
as

te
r

P
sy

ch
ia

tr
ic

A
ss

is
ta

n
c
e

T
e
am

：
災

害
派

遣

精
神

医
療

チ
ー

ム
）
の

出
動

に
関

す
る

協
定

を
締

結
す

る
。

（目
的

）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
甲

の
要

請
に

基
づ

き
、

乙
が

出
動

さ
せ

る
静

岡
Ｄ

Ｐ
Ａ

Ｔ
が

被
災

現
場

等
に

出
動

し
て

行
う

精
神

科
医

療
の

提
供

及
び

精
神

保
健

活
動

の
支

援
に

つ
い

て
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

（出
動

要
請

等
）

第
２

条
甲

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

出
動

基
準

に
基

づ
き

、
乙

に
対

し
、

静
岡

Ｄ
Ｐ

Ａ
Ｔ

の
出

動
を

要
請

す
る

も
の

と
す

る
。

（
1）

県
内

に
お

い
て

、
災

害
等

に
よ

り
精

神
科

医
療

の
低

下
や

精
神

保
健

活
動

の
需

要
が

見
込

ま
れ

る
場

合

（
2）

国
又

は
他

都
道

府
県

等
か

ら
静

岡
Ｄ

Ｐ
Ａ

Ｔ
の

出
動

要
請

が
あ

っ
た

場
合

（
3）

前
号

に
定

め
る

場
合

の
ほ

か
、

静
岡

Ｄ
Ｐ

Ａ
Ｔ

が
出

動
し

対
応

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

と
知

事
が

認
め

た
場

合

２
乙

は
、

要
綱

第
９

条
第

１
項

に
基

づ
く
甲

か
ら

の
要

請
を

受
け

、
静

岡
Ｄ

Ｐ
Ａ

Ｔ
の

出
動

が
可

能
と

判
断

し
た

場
合

に

は
、

要
綱

第
９

条
第

２
項

に
基

づ
き

、
速

や
か

に
甲

に
そ

の
旨

を
報

告
し

、
甲

の
指

示
に

従
い

静
岡

Ｄ
Ｐ

Ａ
Ｔ

を
出

動
さ

せ
る

も
の

と
す

る
。

３
甲

は
、

静
岡

Ｄ
Ｐ

Ａ
Ｔ

の
出

動
要

請
を

行
う

際
に

は
、

関
係

機
関

と
調

整
の

う
え

、
業

務
及

び
現

場
の

状
況

等
の

情
報

の
収

集
に

努
め

、
乙

に
提

供
す

る
も

の
と

す
る

。

４
乙

は
、

現
場

で
の

活
動

の
状

況
を

適
宜

、
甲

に
報

告
し

情
報

の
共

有
化

に
努

め
る

ほ
か

、
活

動
終

了
後

７
日

以
内

に
、

要
綱

第
1
0

条
第

６
項

に
定

め
る

「
静

岡
Ｄ

Ｐ
Ａ

Ｔ
活

動
記

録
報

告
書

」を
甲

に
提

出
す

る
も

の
と

す

（指
揮

命
令

系
統

等
）

第
３

条
静

岡
Ｄ

Ｐ
Ａ

Ｔ
は

、
被

災
都

道
府

県
の

Ｄ
Ｐ

Ａ
Ｔ

調
整

本
部

の
指

揮
下

に
置

か
れ

、
関

係
機

関
と

連
携

し
、

活
動

を

行
う

も
の

と
す

る
。

（身
分

）

第
４

条
静

岡
Ｄ

Ｐ
Ａ

Ｔ
の

活
動

を
す

る
者

の
身

分
に

つ
い

て
は

、
乙

の
管

理
下

に
あ

る
も

の
と

す
る

。

（活
動

）

第
５

条
静

岡
Ｄ

Ｐ
Ａ

Ｔ
の

活
動

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

も
の

と
す

る
。

(1
)

被
災

し
た

地
域

精
神

科
医

療
機

関
の

機
能

の
補

完

(2
)

避
難

所
や

在
宅

の
精

神
疾

患
を

持
つ

被
災

者
へ

の
適

切
な

精
神

科
医

療
の

継
続

的
な

提
供

(3
)

災
害

の
ス

ト
レ

ス
に

よ
っ

て
新

た
に

生
じ

た
精

神
的

問
題

を
抱

え
る

一
般

住
民

へ
の

対
応

(4
)

支
援

者
（地

域
の

医
療

従
事

者
、

救
急

隊
員

、
行

政
職

員
等

）
の

支
援

(5
)

そ
の

他
必

要
な

業
務

２
静

岡
Ｄ

Ｐ
Ａ

Ｔ
は

、
被

災
地

域
の

精
神

保
健

医
療

ニ
ー

ズ
の

把
握

に
努

め
、

被
災

地
域

で
活

動
す

る
他

の
災

害
保

健

医
療

体
制

と
連

携
し

て
、

支
援

活
動

を
行

う
。

３
活

動
に

当
た

っ
て

は
、

厚
生

労
働

省
（Ｄ

Ｐ
Ａ

Ｔ
事

務
局

）
が

作
成

す
る

Ｄ
Ｐ

Ａ
Ｔ
活

動
要

領
や

活
動

マ
ニ

ュ
ア

ル
、

要
綱

等
に

準
拠

す
る

。

４
静

岡
Ｄ

Ｐ
Ａ

Ｔ
は

、
移

動
、

医
薬

品
等

の
医

療
資

器
材

の
調

達
、

生
活

手
段

等
に

つ
い

て
は

、
自

ら
確

保
し

な
が

ら
継

続
し

た
活

動
を

行
う

こ
と

を
基

本
と

す
る

。
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（費
用

弁
償

等
）

第
６

条
甲

の
要

請
に

基
づ

き
乙

が
出

動
さ

せ
た

静
岡

Ｄ
Ｐ

Ａ
Ｔ

が
、

前
条

に
定

め
る

活
動

を
実

施
し

た
場

合
に

要
す

る
次

の
費

用
は

、
甲

が
弁

償
す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
甲

が
他

の
者

に
費

用
負

担
を

要
請

し
、

そ
の

者
が

費
用

負
担

し

た
場

合
を

除
く
。

（
1）

静
岡

Ｄ
Ｐ

Ａ
Ｔ

の
出

動
に

要
す

る
経

費
（時

間
外

勤
務

手
当

、
旅

費
）

（
2）

静
岡

Ｄ
Ｐ

Ａ
Ｔ

が
携

行
し

た
医

薬
品

等
を

使
用

し
た

場
合

の
実

費

（
3）

前
号

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

こ
の

協
定

の
実

施
の

た
め

に
要

し
た

経
費

の
う

ち
甲

が
必

要
と

認
め

た
経

費

（災
害

救
助

法
適

用
時

の
実

費
弁

償
）

第
７

条
甲

の
要

請
に

基
づ

き
乙

が
出

動
さ

せ
た

静
岡

Ｄ
Ｐ

Ａ
Ｔ

が
、

災
害

救
助

法
（
昭

和
22

年
法

律
第

1
18

号
。

以
下

「
救

助
法

」
と

い
う

。
）
第

７
条

の
規

定
に

よ
る

救
助

に
関

す
る

業
務

に
従

事
し

た
場

合
に

は
、

前
条

の
規

定
に

か
か

わ

ら
ず

甲
は

、
救

助
法

第
７

条
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
そ

の
実

費
を

弁
償

す
る

も
の

と
す

る
。

（待
機

に
係

る
費

用
）

第
８

条
静

岡
Ｄ

Ｐ
Ａ

Ｔ
の

待
機

に
要

す
る

費
用

は
、

甲
か

ら
の

要
請

の
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
乙

の
負

担
と

す
る

も
の

と
す

る
。

（損
害

賠
償

）

第
９

条
甲

は
、

甲
の

要
請

に
基

づ
き

、
乙

が
派

遣
し

た
静

岡
Ｄ

Ｐ
Ａ

Ｔ
の

構
成

員
が

、
第

５
条

に
規

定
す

る
活

動
中

の
事

故
に

よ
り

、
負

傷
し

、
疾

病
に

か
か

り
、

又
は

死
亡

し
た

場
合

に
お

い
て

は
、

甲
が

他
の

者
に

費
用

負
担

を
要

請
し

、
そ

の
者

が
費

用
負

担
し

た
場

合
を

除
き

、
甲

が
補

償
す

る
。

（医
療

従
事

者
賠

償
責

任
へ

の
補

償
）

第
10

条
甲

の
要

請
に

基
づ

き
、

乙
が

派
遣

し
た

静
岡

Ｄ
Ｐ

Ａ
Ｔ

の
構

成
員

が
、

第
５

条
に

規
定

す
る

活
動

中
に

行
っ

た

医
療

行
為

に
よ

り
、

患
者

へ
の

損
害

賠
償

責
任

が
生

じ
た

場
合

は
、

そ
の

損
害

が
当

該
業

務
に

従
事

し
た

静
岡

Ｄ
Ｐ

Ａ

Ｔ
構

成
員

の
故

意
又

は
重

大
な

過
失

に
よ

る
場

合
を

除
き

、
甲

が
賠

償
の

責
め

に
任

ず
る

。

（体
制

の
整

備
）

第
11

条
乙

は
、

災
害

時
に

迅
速

な
対

応
が

と
れ

る
よ

う
、

組
織

内
の

連
絡

、
派

遣
体

制
の

整
備

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

（協
議

）

第
1
2

条
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
こ

の
協

定
に

関
し

疑
義

が
生

じ
た

事
項

に
つ

い
て

は
、

そ
の

都
度

甲
乙

が
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

（適
用

）

第
13

条
こ

の
協

定
は

、
締

結
の

日
か

ら
適

用
し

、
甲

又
は

乙
が

文
書

を
も

っ
て

協
定

の
終

了
を

通
知

し
な

い
限

り
、

そ

の
効

力
は

継
続

す
る

も
の

と
す

る
。

こ
の

協
定

の
締

結
を

証
す

る
た

め
、

本
協

定
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

、
乙

が
記

名
押

印
の

う
え

、
そ

れ
ぞ

れ
１

通
を

保
有

す
る

。

平
成

29
年

３
月

23
日

甲
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
追

手
町

９
番

６
号

静
岡

県
知

事
川

勝
平

太

乙
静

岡
県

●
●

●
市

●
●

●
番

地

●
●

●
●

●
●

病
院

●
●

●
●

-562-



-563-
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1
9-

6
-
1
2

災
害

時
に

お
け

る
福

祉
人

材
の

派
遣

協
力

等
に

関
す

る
協

定

（
県

地
域

福
祉

課
）

災
害

時
に

必
要

と
さ

れ
る

福
祉

人
材

を
確

保
す

る
た

め
、

静
岡

県
（
以

下
「
甲

」
と

い
う

。
）
と

静
岡

県
災

害
福

祉
広

域
支

援
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク

（以
下

「乙
」と

い
う

。
）と

の
間

に
お

い
て

、
次

の
と

お
り

協
定

を
締

結
す

る
。

（目
的

）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
災

害
救

助
法

（昭
和
2
2

年
法

律
第
1
1
8

号
。

以
下

「
救

助
法

」と
い

う
。

）
が

適
用

さ
れ

る
程

度
の

災
害

が
発

生
し

、

か
つ

、
広

域
的

支
援

が
必

要
と

さ
れ

る
場

合
に

、
乙

に
よ

る
被

災
地

に
お

い
て

不
足

す
る

福
祉

人
材

の
派

遣
を

実
施

す
る

際
に

必
要

な
事

項
を

定
め

る
。

（派
遣

協
力

の
内

容
）

第
２

条
乙

に
よ

る
派

遣
協

力
の

内
容

は
次

の
と

お
り

と
す

る
。

(1
)

災
害

発
生

時
に

被
災

自
治

体
に

お
け

る
避

難
所

や
福

祉
避

難
所

等
へ

静
岡

県
災

害
福

祉
広

域
支

援
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
運

営
要

領
に

定
め

る
福

祉
人

材
を

派
遣

し
、

要
配

慮
者

等
へ

の
福

祉
ニ

ー
ズ

へ
の

対
応

を
行

う
。

(
2)

そ
の

他
、

被
災

自
治

体
か

ら
福

祉
的

支
援

の
要

請
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

別
に

協
議

の
上

対
応

す
る

。

（派
遣

協
力

等
の

要
請

）

第
３

条
甲

は
、

災
害

が
発

生
し

、
前

条
に

掲
げ

る
支

援
の

必
要

が
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

、
乙

に
対

し
て

協
力

を
要

請
し

、
乙

は
可

能
な

限

り
こ

の
要

請
に

応
じ

る
。

２
前

項
の

規
定

に
よ

る
要

請
は

、
文

書
を

も
っ

て
行

う
。

た
だ

し
、

文
書

を
も

っ
て

要
請

す
る

時
間

が
な

い
場

合
に

は
口

頭
等

で
要

請
し

、
そ

の
後

速
や

か
に

文
書

を
送

付
す

る
。

（報
告

）

第
４

条
乙

は
、

第
２

条
に

掲
げ

る
業

務
を

行
う

た
め

に
福

祉
人

材
を

派
遣

し
た

場
合

に
は

、
そ

の
業

務
内

容
を

甲
に

報
告

す
る

。

２
乙

は
派

遣
し

た
福

祉
人

材
に

事
故

又
は

物
的

損
害

が
発

生
し

た
と

き
は

、
甲

に
報

告
す

る
。

（派
遣

者
の

身
分

及
び

指
揮

命
令

）

第
５

条
乙

が
派

遣
す

る
福

祉
人

材
の

身
分

は
、

派
遣

元
の

法
人

等
に

帰
属

す
る

も
の

と
す

る
。

２
乙

が
派

遣
す

る
福

祉
人

材
に

対
す

る
現

場
に

お
け

る
指

揮
命

令
及

び
業

務
に

係
る

連
絡

調
整

は
、

被
災

自
治

体
及

び
社

会
福

祉
施

設

等
の

派
遣

先
の

責
任

者
が

行
う

。

（派
遣

に
要

す
る

費
用

）

第
６

条
乙

が
第

２
条

に
掲

げ
る

業
務

を
行

う
た

め
に

要
し

た
費

用
（
以

下
、

「
費

用
」と

い
う

。
）
の

負
担

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
当

該
各

号
に

定
め

る
と

お
り

と
す

る
。

(1
)

救
助

法
に

よ
る

救
助

費
の

支
弁

対
象

と
な

る
場

合
救

助
法

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

甲
が

費
用

を
負

担
す

る
。

(2
)

前
号

に
掲

げ
る

場
合

以
外

の
場

合
甲

と
被

災
自

治
体

が
協

議
の

上
決

定
す

る
。

（損
害

補
償

）

第
７

条
乙

が
福

祉
人

材
と

し
て

派
遣

し
た

者
に

つ
い

て
、

そ
の

責
に

帰
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

事
由

に
よ

り
死

亡
し

、
負

傷
し

、
若

し
く

は
疾

病
に

か
か

り
、

又
は

障
害

の
状

態
に

な
っ

た
場

合
に

は
、

労
働

者
災

害
補

償
保

険
法

の
適

用
が

あ
る

場
合

を
除

き
、

甲
が

加
入

す
る

保

険
に

よ
り

補
償

を
受

け
る

も
の

と
す

る
。
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（実
施

細
目

）

第
８

条
こ

の
協

定
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
こ

の
協

定
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

事
項

は
、

別
に

定
め

る
。

（疑
義

の
解

決
）

第
９

条
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
こ

の
協

定
に

関
し

て
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
法

令
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
ほ

か
、

そ
の

都

度
甲

乙
協

議
し

て
定

め
る

。

（協
定

の
適

用
）

第
10

条
こ

の
協

定
は

、
平

成
29

年
３

月
29

日
か

ら
そ

の
効

力
を

有
す

る
も

の
と

し
、

甲
又

は
乙

が
文

書
を

も
っ

て
協

定
の

終
了

を
通

知
し

な
い

限
り

、
そ

の
効

力
を

継
続

す
る

。

上
記

の
協

定
の

成
立

の
証

と
す

る
た

め
、

こ
の

協
定

書
を

２
通

作
成

し
、

甲
乙

記
名

押
印

の
上

、
各

自
そ

の
１

通
を

所
持

す
る

。

平
成

2
9

年
３

月
29

日

（甲
）

静
岡

県
知

事
川

勝
平

太

（
乙

）
静

岡
県

災
害

福
祉

広
域

支
援

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

代
表

社
会

福
祉

法
人

静
岡

県
社

会
福

祉
協

議
会

会
長

神
原

啓
文
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1
9
-
7
-
4

東
海

四
県

水
道

災
害

相
互

応
援

に
関

す
る

覚
書

（県
企

業
局

水
道

企
画

課
）

（趣
旨

）

第
１

条
こ

の
覚

書
は

、
岐

阜
県

、
静

岡
県

、
愛

知
県

及
び

三
重

県
（
以

下
「
四

県
」
と

い
う

。
）
の

水
道

用
水

供
給

事
業

に
お

い
て

、
災

害
そ

の
他

非
常

の
事

態
等

（以
下

「災
害

等
」
と

い
う

。
）
が

発
生

し
、

被
災

県
独

自
で

は
十

分
に

応
急

措
置

等
が

実
施

で
き

な
い

場
合

に
、

被
災

県
が

他
の

県
に

応
援

要
請

す
る

応
急

措
置

等
を

円
滑

に
遂

行
す

る
た

め
、

必
要

な
事

項
に

つ
い

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

（災
害

救
助

法
等

と
の

関
係

）

第
２

条
四

県
が

相
互

に
実

施
す

る
応

援
活

動
に

関
す

る
事

務
処

理
に

つ
い

て
は

、
災

害
救

助
法

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
１

１
８

号
）
そ

の
他

法
律

等

に
特

別
の

定
め

が
あ

る
も

の
を

除
く
ほ

か
、

こ
の

覚
書

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
ま

た
、

四
県

が
応

援
活

動
中

に
お

い
て

、
災

害
救

助
法

そ
の

他

法
律

で
定

め
る

救
助

、
又

は
応

援
が

行
わ

れ
る

こ
と

と
な

っ
た

と
き

は
、

速
や

か
に

法
律

で
定

め
る

事
務

処
理

に
切

替
る

よ
う

に
努

め
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

。

（応
援

県
）

第
３

条
大

規
模

な
災

害
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
は

、
災

害
応

急
活

動
等

を
速

や
か

に
実

施
で

き
る

体
制

を
執

る
も

の
と

す
る

。

２
応

援
県

は
、

相
互

に
連

絡
を

と
り

、
主

た
る

応
援

県
（以

下
「応

援
主

管
県

」と
い

う
。

）
を

決
定

す
る

。

３
応

援
主

管
県

は
、

速
や

か
に

他
の

県
と

協
力

し
て

被
災

県
に

対
す

る
応

援
活

動
等

を
行

う
も

の
と

す
る

。

（応
援

の
内

容
）

第
４

条
応

援
の

内
容

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

(1
)

応
急

給
水

作
業

に
必

要
な

職
員

、
給

水
車

等
の

派
遣

(2
)

応
急

復
旧

作
業

に
必

要
な

職
員

の
派

遣
、

資
機

材
の

提
供

等

(3
)

前
各

号
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
特

に
必

要
と

認
め

て
要

請
す

る
事

項

（応
援

要
請

の
手

続
）

第
５

条
応

援
を

受
け

よ
う

と
す

る
県

は
、

別
途

定
め

る
内

容
を

明
ら

か
に

し
て

、
他

の
県

に
応

援
を

要
請

す
る

も
の

と
す

る
。

（経
費

の
負

担
）

第
６

条
応

援
に

要
し

た
経

費
は

、
原

則
と

し
て

応
援

を
受

け
た

県
の

負
担

と
す

る
。

２
応

援
職

員
が

応
援

業
務

に
よ

り
負

傷
し

、
疾

病
に

か
か

り
、

又
は

死
亡

し
た

場
合

に
お

け
る

公
務

災
害

補
償

に
要

す
る

経
費

は
、

応
援

県
の

負

担
と

す
る

。
た

だ
し

、
被

災
地

に
お

い
て

応
急

治
療

を
す

る
場

合
の

治
療

費
は

、
被

災
県

の
負

担
と

す
る

。

３
応

援
職

員
が

業
務

上
第

三
者

に
損

害
を

与
え

た
場

合
に

お
い

て
、

そ
の

損
害

が
応

援
業

務
の

従
事

中
に

生
じ

た
も

の
に

つ
い

て
は

被
災

県
が

、

又
、

被
災

県
へ

の
往

復
の

途
中

に
お

い
て

生
じ

た
も

の
に

つ
い

て
は

応
援

県
が

賠
償

の
責

に
任

ず
る

。

４
被

災
県

が
第

１
項

に
規

定
す

る
費

用
を

支
弁

す
る

い
と

ま
が

な
く

、
か

つ
被

災
県

か
ら

要
請

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
応

援
県

は
当

該
費

用
を

一

時
立

替
支

弁
す

る
も

の
と

す
る

。

５
前

４
項

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

応
援

職
員

の
派

遣
に

要
す

る
経

費
に

つ
い

て
は

、
被

災
県

と
応

援
県

が
協

議
し

て
定

め
る

。

６
前

５
項

の
定

め
に

よ
り

が
た

い
と

き
は

、
関

係
県

が
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。
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（情
報

交
換

）

第
７

条
四

県
は

、
こ

の
覚

書
に

基
づ

く
応

援
が

円
滑

に
行

わ
れ

る
よ

う
関

係
資

料
等

必
要

な
情

報
を

相
互

に
交

換
す

る
も

の
と

す
る

。

（そ
の

他
）

第
８

条
こ

の
覚

書
の

実
施

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

別
に

定
め

る
。

２
こ

の
覚

書
に

定
め

な
い

事
項

は
、

そ
の

都
度

、
関

係
県

が
協

議
し

て
定

め
る

。

附
則

こ
の

覚
書

は
、

平
成

７
年

１
２

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

こ
の

覚
書

の
成

立
を

証
す

る
た

め
、

関
係

者
記

名
押

印
の

上
、

各
１

通
を

保
有

す
る

。

平
成

７
年

１
２

月
１

日

岐
阜

県
開

発
企

業
局

開
発

企
業

局
長

森
本

安
彦

静
岡

県
公

営
企

業
管

理
者

企
業

局
長

岩
淵

昌
弘

愛
知

県
公

営
企

業
管

理
者

企
業

庁
長

加
藤

幸
一

三
重

県
公

営
企

業
管

理
者

企
業

庁
長

藤
原

康
司
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1
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-
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-
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神
奈

川
県

企
業

庁
と

静
岡

県
企

業
局

と
の

災
害

相
互

応
援

に
関

す
る

覚
書

（県
企

業
局

水
道

企
画

課
）

（趣
旨

）

第
１

条
こ

の
覚

書
は

、
水

道
事

業
を

経
営

す
る

神
奈

川
県

企
業

庁
及

び
水

道
用

水
供

給
事

業
を

経
営

す
る

静
岡

県
企

業
局

（
以

下
「
両

県
」
と

い
う

。
）
に

お
い

て
、

地
震

等
の

災
害

に
よ

り
、

い
ち

じ
る

し
く

水
道

施
設

に
損

傷
を

受
け

、
被

災
し

た
県

独
自

で
は

十
分

に
応

急
措

置
等

が
実

施

で
き

な
い

場
合

に
相

手
県

の
応

援
に

よ
る

応
急

措
置

等
を

円
滑

に
遂

行
す

る
た

め
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。

（連
絡

部
署

）

第
２

条
両

県
は

、
あ

ら
か

じ
め

応
援

体
制

表
（様

式
１

）に
よ

り
連

絡
課

を
定

め
、

地
震

等
の

災
害

が
発

生
し

た
と

き
は

、
速

や
か

に
必

要
な

情
報

を
相

互
に

交
換

す
る

も
の

と
す

る
。

な
お

、
応

援
体

制
表

は
、

毎
年

４
月

末
に

相
互

に
交

換
す

る
も

の
と

す
る

。

（備
蓄

資
材

等
の

調
査

）

第
３

条
両

県
は

、
こ

の
覚

書
に

基
づ

く
応

援
を

円
滑

に
行

う
た

め
、

保
有

す
る

備
蓄

資
材

等
を

調
査

し
、

備
蓄

資
材

一
覧

表
等

を
作

成
し

、
毎

年
４

月
末

に
相

互
に

交
換

す
る

も
の

と
す

る
。

（応
援

の
要

請
手

続
き

）

第
４

条
応

援
を

要
請

す
る

と
き

は
、

応
援

体
制

表
に

定
め

る
連

絡
課

を
通

じ
て

行
う

も
の

と
す

る
。

２
応

援
の

要
請

は
、

次
の

事
項

を
明

ら
か

に
し

て
、

文
書

に
よ

る
も

の
と

す
る

。

た
だ

し
、

緊
急

を
要

す
る

と
き

は
、

電
話

又
は

フ
ァ

ク
シ

ミ
リ

を
も

っ
て

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
は

、
事

後
速

や
か

に
応

援
要

請
書

（
様

式

２
）
を

送
付

す
る

も
の

と
す

る
。

(1
)

災
害

等
の

状
況

(2
)

必
要

資
機

材
及

び
人

員
等

の
応

援
内

容

(3
)

応
援

の
場

所
及

び
応

援
場

所
へ

の
経

路

(4
)

応
援

の
期

間

(5
)

前
各

号
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
必

要
な

事
項

（応
援

内
容

）

第
５

条
応

援
の

内
容

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

(1
)

応
急

給
水

作
業

に
必

要
な

職
員

、
給

水
車

等
の

派
遣

(2
)

応
急

復
旧

作
業

に
必

要
な

職
員

の
派

遣
、

資
機

材
の

提
供

等

(3
)

前
各

号
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
特

に
必

要
と

認
め

て
要

請
す

る
事

項

（応
援

体
制

）

第
６

条
応

援
を

要
請

し
た

企
業

庁
又

は
企

業
局

（
以

下
「
応

援
要

請
県

」
と

い
う

。
）は

、
災

害
の

状
況

に
応

じ
、

応
援

す
る

企
業

庁
又

は
企

業
局

（
以

下
「応

援
県

」と
い

う
。

）
職

員
の

宿
舎

の
あ

っ
せ

ん
そ

の
他

必
要

な
便

宜
を

供
与

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

状
況

に
よ

り
こ

れ
を

応
援

県
に

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

２
応

援
県

の
職

員
は

、
腕

章
等

の
標

識
を

着
け

、
そ

の
身

分
を

明
ら

か
に

す
る

も
の

と
す

る
。

（情
報

交
換

）

第
７

条
第

５
条

各
号

に
規

定
す

る
応

援
に

要
す

る
経

費
は

、
法

令
そ

の
他

別
段

の
定

め
が

あ
る

も
の

を
除

く
ほ

か
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

(1
)

応
援

に
要

し
た

経
費

は
、

原
則

と
し

て
応

援
要

請
県

が
負

担
す

る
も

の
と

す
る

。

な
お

、
応

援
職

員
の

派
遣

に
要

す
る

経
費

の
額

は
応

援
県

が
定

め
る

規
定

に
よ

り
算

定
し

た
当

該
応

援
職

員
の

旅
費

の
額

及
び

諸
手

当

の
範

囲
内

と
す

る
。
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(2
)

応
援

県
は

、
応

援
要

請
県

が
前

項
に

規
定

す
る

経
費

を
支

弁
す

る
い

と
ま

が
な

い
場

合
は

一
時

立
替

支
弁

す
る

も
の

と
す

る
。

(3
)

応
援

職
員

が
応

援
業

務
に

よ
り

負
傷

し
、

疾
病

に
か

か
り

、
又

は
死

亡
し

た
場

合
に

お
け

る
災

害
補

償
は

、
応

援
県

の
負

担
と

す
る

。
た

だ

し
、

被
災

地
に

お
い

て
応

急
治

療
す

る
場

合
の

治
療

費
は

、
応

援
要

請
県

の
負

担
と

す
る

。

(4
)

応
援

職
員

が
業

務
上

第
三

者
に

損
害

を
加

え
た

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
損

害
が

応
援

業
務

の
従

事
中

に
生

じ
た

も
の

に
つ

い
て

は
、

応
援

要
請

県
が

そ
の

賠
償

の
責

に
任

ず
る

。

２
前

項
の

定
め

に
よ

り
が

た
い

と
き

は
、

両
県

が
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

（協
議

）

第
８

条
こ

の
覚

書
に

定
め

の
な

い
事

項
で

特
に

必
要

が
生

じ
た

場
合

は
、

そ
の

都
度

協
議

し
て

定
め

る
も

の
と

す
る

。

（適
用

）

第
９

条
こ

の
覚

書
は

、
平

成
９

年
１

月
１

日
か

ら
適

用
す

る
。

こ
の

覚
書

の
成

立
を

証
す

る
た

め
本

書
２

通
を

作
成

し
、

両
県

が
そ

れ
ぞ

れ
記

名
押

印
の

う
え

各
自

そ
の

１
通

を
保

有
す

る
も

の
と

す
る

。

平
成

８
年

１
２

月
２

６
日

神
奈

川
県

公
営

企
業

管
理

者

企
業

庁
長

志
手

征
吉

静
岡

県
公

営
企

業
管

理
者

企
業

局
長

藤
木

紀
男
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1
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7
-
6

東
海

四
県

及
び

名
古

屋
市

と
の

工
業

用
水

道
災

害
相

互
応

援
に

関
す

る
協

定
（県

企
業

局
水

道
企

画
課

）

（趣
旨

）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
岐

阜
県

、
静

岡
県

、
愛

知
県

、
三

重
県

及
び

名
古

屋
市

の
工

業
用

水
道

事
業

を
行

う
事

業
体

に
お

い
て

、
地

震
等

の
災

害
が

発
生

し
、

被
災

事
業

体
独

自
で

は
十

分
に

応
急

措
置

等
が

実
施

で
き

な
い

場
合

に
、

被
災

事
業

体
が

他
の

事
業

体
に

要
請

す
る

応
急

措

置
等

を
円

滑
に

遂
行

す
る

た
め

、
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

定
め

る
も

の
と

す
る

。

（応
援

事
業

体
）

第
２

条
応

援
事

業
体

は
、

大
規

模
な

災
害

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

応
援

活
動

を
速

や
か

に
実

施
で

き
る

体
制

を
執

る
も

の
と

す
る

。

２
応

援
事

業
体

は
、

相
互

に
連

絡
を

と
り

、
主

た
る

応
援

事
業

体
（以

下
「
応

援
主

管
事

業
体

」と
い

う
。

）
を

決
定

す
る

。

３
応

援
主

管
事

業
体

は
、

速
や

か
に

他
の

応
援

事
業

体
と

協
力

し
て

被
災

事
業

体
に

対
す

る
応

援
活

動
を

行
う

も
の

と
す

る
。

（応
援

の
内

容
）

第
３

条
応

援
の

内
容

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

(1
)

応
急

の
復

旧
作

業
に

必
要

な
職

員
の

派
遣

、
資

機
材

の
提

供

(2
)

そ
の

他
被

災
事

業
体

か
ら

要
請

の
あ

っ
た

事
項

（応
援

の
要

請
）

第
４

条
被

災
事

業
体

は
、

応
援

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
合

に
は

、
別

に
定

め
る

内
容

を
明

ら
か

に
し

て
、

他
の

事
業

体
に

応
援

を
要

請
す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
通

信
の

途
絶

等
に

よ
り

連
絡

が
で

き
な

い
場

合
に

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

（経
費

の
負

担
）

第
５

条
応

援
に

要
し

た
経

費
は

、
原

則
と

し
て

被
災

事
業

体
の

負
担

と
す

る
。

２
応

援
職

員
が

業
務

上
第

三
者

に
損

害
を

与
え

た
場

合
に

お
い

て
、

そ
の

損
害

が
応

援
業

務
の

従
事

中
に

生
じ

た
も

の
に

つ
い

て
は

被
災

事
業

体
が

、
ま

た
、

被
災

事
業

体
へ

の
往

復
の

途
中

に
お

い
て

生
じ

た
も

の
に

つ
い

て
は

応
援

事
業

体
が

賠
償

の
責

め
に

任
ず

る
。

３
被

災
事

業
体

が
第

１
項

に
規

定
す

る
費

用
を

支
弁

す
る

い
と

ま
が

な
く

、
か

つ
被

災
事

業
体

か
ら

要
請

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
応

援
事

業
体

は
、

当
該

費
用

を
一

時
立

替
支

弁
す

る
も

の
と

す
る

。

４
第

１
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

応
援

職
員

の
派

遣
に

要
す

る
経

費
に

つ
い

て
は

、
被

災
事

業
体

と
応

援
事

業
体

が
協

議
し

て
定

め
る

。

（情
報

の
交

換
）

第
６

条
各

事
業

体
は

、
こ

の
協

定
に

基
づ

く
応

援
が

円
滑

に
行

わ
れ

る
よ

う
、

関
係

資
料

等
必

要
な

情
報

を
相

互
に

交
換

す
る

も
の

と
す

る
。

（そ
の

他
）

第
７

条
こ

の
協

定
の

実
施

に
関

し
必

要
な

細
則

事
項

は
、

別
に

定
め

る
も

の
と

す
る

。

２
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
こ

の
協

定
に

関
し

て
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
そ

の
都

度
関

係
事

業
体

が
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

附
則

（施
行

期
日

）

こ
の

協
定

は
、

平
成

９
年

３
月

１
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

[資
料

編
Ⅱ

]

こ
の

協
定

の
成

立
を

証
す

る
た

め
本

書
５

通
を

作
成

し
、

関
係

者
記

名
押

印
の

上
、

各
１

通
を

保
有

す
る

。

平
成

９
年

２
月

２
８

日

岐
阜

県
開

発
企

業
局

開
発

企
業

局
長

森
本

安
彦

静
岡

県
公

営
企

業
管

理
者

企
業

局
長

藤
木

紀
男

愛
知

県
公

営
企

業
管

理
者

企
業

庁
長

原
田

昌
衛

三
重

県
公

営
企

業
管

理
者

企
業

庁
長

増
田

保
正

名
古

屋
市

工
業

用
水

道
事

業
管

理
者

企
業

局
長

中
野

道
孝

-572-



【
資
料

編
Ⅱ
】

(県
生
活
排
水

課
)

1
9
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-
7

関
東

ブ
ロ

ッ
ク

下
水

道
事

業
に
お

け
る

災
害
時

支
援

に
関

す
る
ル

ー
ル

第
１
章

総
則

（
目
的
）

第
１
条

関
東
ブ
ロ
ッ
ク
下
水
道
事
業
に
お
け
る
災
害
時
支
援
に
関
す
る
ル
ー

ル
は

、「
震
災

時
等

の
相
互

応
援
に
関
す
る
協
定
（
関
東
地
方
知
事
会
協
定
）
」、
「
２
１
大
都
市
災
害
時
相

互
応

援
に
関
す
る
協

定
（
大

都
市
協
定
）
」
等
に

基
づ
く
相
互
応
援
活
動
を
円
滑
か
つ
迅
速
に
実

施
す
る
た
め
、
下
水
道

事
業

に
関
し

て
「
下

水
道
事
業

に
お
け
る
災
害
時
支
援
に
関
す
る
ル
ー
ル

」（
以

下
「

全
国

ル
ー
ル

」
と
い

う
。
）

に

定
め
の
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
ブ
ロ
ッ
ク
内
の
運
用
に
係
る
取
り
決
め

等
(以

下
「
ブ

ロ
ッ

ク
ル
ー
ル

」
と

い
う
。

)を
定
め
、

都
県
を
越
え
る
広
域
的
な
下
水
道
事
業
関
係
者
間
の
支
援

体
制

を
整

え
て
お
く

こ
と

を
目
的
と
す
る
。

（
大
都
市
と
の
支
援
に
係
る
調
整
）

第
２
条

大
都
市
及

び
他
の
都
市
が

同
時
に
被
災
し
た
場

合
に
は
、

全
国

ル
ー
ル

、
ブ

ロ
ッ
ク

ル
ー
ル

及

び
「
下
水
道
災
害
時
に
お
け
る
大
都
市
間
の
連
絡
･連

携
体
制
に
関
す
る
ル
ー

ル
」

(以
下
「

大
都

市
ル
ー

ル
」
と
い
う
。

)を
調
整
し
な
が
ら
災
害
に
対
処
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
大
都

市
の
み
が
被

災
し
た
場
合
の
支
援
に
つ
い
て

は
、
大

都
市

ル
ー

ル
を

優
先

さ
せ

る
も

の

と
す
る
。

第
２
章

平
常
時
の
対
策

（
災
害
時
支
援
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
連
絡
会
議
）

第
３
条

下
水
道
施

設
が
被
災
し
た

際
、
円
滑
か
つ
迅
速

な
対
応
が

と
れ

る
よ
う

、
全

国
ル
ー

ル
に
基

づ

き
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
に

お
い
て
災
害
時
支
援

関
東
ブ
ロ
ッ
ク
連
絡
会
議
（

以
下
「

ブ
ロ

ッ
ク
連

絡
会
議

」

と
い
う
。）

を
設
置
す
る
。

２
ブ
ロ
ッ
ク
連
絡
会
議
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
関
及
び
団
体
を
も
っ
て

構
成

す
る
。

（
１
）
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
建
政
部
都
市
整
備
課

（
２
）
日
本
下
水
道
事
業
団
関
東
・
北
陸
総
合
事
務
所
施
工
管
理
課

（
３
）
ブ
ロ
ッ
ク
内
の
都
県
（
オ
ブ
ザ
ー
バ
の
県
を
含
む
。）

（
４
）
ブ
ロ
ッ
ク
内
の
大
都
市
（
東
京
都

(区
部

)、
千
葉
市
、
川
崎
市

、
横
浜
市
、
相

模
原

市
、

さ
い
た
ま
市
）

（
５
）
ブ
ロ
ッ
ク
連
絡
会
議
で
選
出
し
た
市
町
村
（
川
口
市
、
八
王
子
市
、

横
須

賀
市
）

（
６
）
（
公
社
）
日
本
下
水
道
協
会

（
７
）
（
公
財
）
日
本
下
水
道
新
技
術
機
構
研
究
第
一
部

（
８
）
（
一
社
）
日
本
下
水
道
施
設
業
協
会

【
資
料
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（
９
）
（
公
社

）
日

本
下
水
道
管
路
管
理

業
協
会
関
東
支
部

（
10

）
（
一
社
）
日

本
下

水
道
施
設
管
理
業
協

会
東
部
支
部

（
11

）
東
京
都
管
工
事

工
業

協
同
組
合

（
12

）
三
多

摩
管

工
事
協
同
組
合

（
13

）
（
一
社
）
全

国
上

下
水
道
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
協
会

＊
（

公
財
）

は
公

益
財

団
法
人

の
略

、
（

一
社

）
は

一
般
社

団
法

人
の

略
、
（

公
社
）

は
公

益
社
団

法
人

の

略
で
あ
る

。
以

下
、
同
様
と
す
る
。

３
都

県
は
、

被
災

時
に

円
滑
か

つ
迅
速

な
対

応
が
と

れ
る
よ

う
、

管
内

の
下
水

道
事

業
を
実

施
し
て

い

る
市

町
村

の
災
害

時
緊
急

連
絡

網
を

作
成

す
る

と
と

も
に

、
市

町
村
及

び
下
水

道
関

係
団
体

等
に
対

し

て
全

国
ル

ー
ル
、

ブ
ロ
ッ

ク
ル

ー
ル

及
び

ブ
ロ

ッ
ク

連
絡

会
議

等
の
内

容
に
つ

い
て

、
十
分

周
知
す

る

も
の
と

す
る

。

４
ブ

ロ
ッ
ク

連
絡

会
議

構
成
員

は
、
緊

急
時

を
想
定

し
て
そ

れ
ぞ

れ
の

支
援
体

制
、

情
報
連

絡
体
制

及

び
災
害

支
援

時
に
提
供
可
能

な
資

機
材
を
リ
ス
ト
ア
ッ

プ
し
、
そ
の
整
備
に

努
め

る
も
の
と
す
る

。

（
ブ

ロ
ッ
ク

連
絡

会
議

幹
事

）

第
４

条
ブ

ロ
ッ

ク
連

絡
会

議
に

、
ブ
ロ

ッ
ク

連
絡
会

議
幹
事

を
置

く
。

な
お
、

ブ
ロ

ッ
ク
連

絡
会
議

幹

事
は

都
県

を
も
っ

て
充
て

、
東

京
都

、
埼

玉
県

、
茨

城
県

、
栃

木
県
、

群
馬
県

、
千

葉
県
、

神
奈
川

県

及
び

山
梨

県
の
輪

番
制
と

し
、

任
期

は
原

則
と

し
て

１
年

と
す

る
。
た

だ
し
、

再
任

は
妨
げ

な
い
。

ま

た
、

幹
事

職
務
を

代
行
す

る
た

め
に

副
幹

事
を

置
く

。
な

お
、

副
幹
事

は
東
京

都
及

び
次
年

度
幹
事

と

す
る
。

２
ブ

ロ
ッ
ク

連
絡

会
議

幹
事
は

、
原
則

と
し

て
年
１

回
ブ
ロ

ッ
ク

連
絡

会
議
を

開
催

し
、
全

国
ル
ー

ル

第
４

条
第

２
項
の

各
号
に

定
め

の
あ

る
も

の
に

つ
い

て
、

協
議

・
調
整

等
を
行

い
、

ブ
ロ
ッ

ク
構
成

員

に
周
知

す
る

。

３
ブ

ロ
ッ
ク

連
絡

会
議

幹
事
は

、
情
報

連
絡

等
の
訓

練
に
つ

い
て

、
企

画
、
調

整
及

び
実
施

し
、
副

幹

事
（
次
年

度
幹

事
）
は
当
該
年
度
の

情
報
連
絡
訓
練
の
実

施
要

綱
な
ど
を
作
成

す
る

も
の
と
す
る
。

４
ブ

ロ
ッ
ク

連
絡

会
議

幹
事
及

び
幹
事

が
指

定
す
る

者
は
、

全
国

ル
ー

ル
第
５

条
に

定
め
る

「
災
害

時

支
援
全

国
代

表
者
連
絡
会
議

」
に

出
席
す
る
も
の
と
す

る
。

（
ブ

ロ
ッ
ク

連
絡

会
議

議
長

）

第
５

条
ブ

ロ
ッ

ク
連

絡
会

議
に

ブ
ロ
ッ

ク
連

絡
会
議

議
長
を

置
く

。
な

お
、
ブ

ロ
ッ

ク
連
絡

会
議
議

長

は
ブ
ロ

ッ
ク

連
絡
会
議
幹
事

都
県

の
下
水
道
担
当
課
長

を
も
っ
て
充
て
る
。

-573-



【
資
料

編
Ⅱ
】

(県
生
活
排
水

課
)

２
ブ
ロ
ッ
ク
連
絡
会
議
議
長
は
、

ブ
ロ
ッ
ク
連
絡
会
議

を
進
行
し

、
ブ

ロ
ッ
ク

連
絡

会
議
の

会
務
を

総

理
す
る
。

（
ブ
ロ
ッ
ク
連
絡
会
議
事
務
局
）

第
６
条

ブ
ロ
ッ
ク
連
絡
会
議
の
事
務
局
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
連
絡
会
議
幹
事
都
県

に
置

く
。

（
企
画
調
整
部
会
）

第
７
条

ブ
ロ
ッ
ク

連
絡
会
議
に
企

画
調
整
部
会
を
置
く

。
企
画
調

整
部

会
の
構

成
は

、
ブ
ロ

ッ
ク
連

絡

会
議
構
成
員
の
都
県
と
す
る
。

２
企
画
調
整
部
会
は
、
ブ
ロ
ッ
ク

連
絡
会
議
の
議
題
、

日
程
等
を

決
定

す
る
ほ

か
ブ

ロ
ッ
ク

連
絡
会

議

の
運
営
に
関
す
る
協
議
・
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
３
章

下
水
道
対
策
本
部

（
下
水
道
対
策
本
部
の
設
置
）

第
８
条

都
県
は
、

全
国
ル
ー
ル
第

６
条
に
規
定
さ
れ
た

次
の
事
態

が
管

内
に
お

い
て

生
じ
た

場
合
に

、

下
水
道
対
策
本
部
を

設
置
し
、
そ
の
場
合

は
、
ブ
ロ
ッ
ク
連
絡
会
議
幹

事
及
び

関
東

地
方
整

備
局
を

経

由
し
て
国
土
交
通
省

水
管
理
・
国
土
保
全

局
下
水
道
部
に
速
や
か
に
連

絡
し
、

そ
の

後
下
水

道
対
策

本

部
長
は
、
災
害
時
緊
急
連
絡
網
に
よ
り
連
絡
す
る
。

（
１
）
震
度
６
弱
以
上
の
地
震
が
発
生
し
た
場
合

（
２
）
震
度
５
強
以

下
の
地
震
ま
た
は
そ

の
他
の
災
害
が
発
生
し
、
下

水
道
施

設
が

被
災
し

た
自
治

体

か
ら
支
援
要
請
を
受
け
た
場
合

（
３
）
そ
の
他
の
災

害
が
発
生
し
、
都
県

が
下
水
道
施
設
の
被
災
状
況

等
を
勘

案
し

、
ブ
ロ

ッ
ク
連

絡

会
議
幹
事
と
調
整
の
上
、
必
要
と
判
断
し
た
場
合

（
下
水
道
対
策
本
部
の
組
織
）

第
９
条

下
水
道
対
策
本
部
の
組
織
は
、
被
災
し
た
区
域
の
次
の
各
号
に
掲
げ

る
者

を
も
っ
て
構
成

す
る
。

（
１
）
下
水
道
対
策
本
部
長

原
則
と
し
て
、
被
災
し
た
区
域
を
所
管
す
る
都
県
の
下
水
道
担
当
課
長

（
２
）
下
水
道
対
策
本
部
員

ア
日
本
下
水
道
事
業
団
関
東
・
北
陸
総
合
事
務
所
施
工
管
理
課
長

イ
ブ
ロ
ッ
ク
連
絡
会
議
幹

事
の
下
水
道
担
当
課

長
。
な
お

、
ブ

ロ
ッ
ク

連
絡

会
議
幹

事
が
被

災

し
速
や
か

な
対
応
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、

ブ
ロ

ッ
ク

連
絡
会

議
副

幹
事

が
代

行
す
る
。

【
資
料

編
Ⅱ
】

(県
生
活
排
水

課
)

ウ
ブ

ロ
ッ
ク
内
の
大

都
市

の
下
水
道
担
当
課
長

エ
ブ

ロ
ッ

ク
連

絡
会
議

で
予
め

選
出

す
る
都

県
の
下

水
道

担
当

課
長
及

び
市

町
村
の

下
水
道

担

当
局

部
長

オ
第

３
条
第
２
項
第

６
号

か
ら
第

13
号
に
定
め
る
団
体
が

指
名

す
る
者

カ
下

水
道
対
策
本
部

長
が

必
要
と
認
め
た
者

（
３
）
下

水
道

対
策
特
別
本
部
員

国
土

交
通

省

ア
国

土
交

通
省

(応
援

活
動

の
総

合
調

整
等

)
イ

地
方

整
備

局
(情

報
の

集
約

)

２
ブ
ロ

ッ
ク

内
で
は
対
応
が
困
難

で
広
域
的
な
支
援
（
以

下
「
広
域
支

援
」
と

い
う
。
）
が
必
要
な

場
合
、

第
11

条
に
基

づ
く
総
合
調
整

の
上
、
下
水

道
対

策
本
部
長
は
全

国
ル

ー
ル
第
７
条
第
２
項

に
規
定
さ
れ

て
い
る

者
に

つ
い
て
本
部
員

に
追

加
す
る
。

３
ブ

ロ
ッ
ク

内
に

複
数

の
下
水

道
対
策

本
部

が
同
時

に
設
置

さ
れ

た
場

合
は
、

ブ
ロ

ッ
ク
内

の
そ
の

他

の
都
県
の

下
水

道
担
当
課
長
を
支
援

の
調
整
役
と
し
て
置

く
こ

と
が
で
き
る
も

の
と

す
る
。

（
下

水
道
対

策
本

部
の

業
務

）

第
10

条
下
水
道
対

策
本

部
の
業
務
は
、
全

国
ル
ー
ル
第
８

条
第

１
項
各
号
に
規

定
す

る
事
項
と
し
、
第

11
条
に
基

づ
く

総
合

調
整

の
上
、
下

水
道

対
策

本
部

長
は
本

部
員

に
対

し
、

業
務

の
分

担
を

要
請

す
る

こ
と
が

で
き

る
。

な
お
、
下

水
道

対
策

本
部
の

業
務
を

行
う

際
は
、

二
次
災

害
等

が
発

生
し
な

い
よ

う
安
全

に
十
分

留

意
す
る

も
の

と
す
る
。

２
被

災
し
た

ブ
ロ

ッ
ク

以
外
の

広
域
支

援
が

必
要
な

場
合
、

全
国

ル
ー

ル
第
８

条
第

２
項
各

号
に
規

定

す
る
事

項
を

行
う
も
の
と
す

る
。

な
お

、（
公
社
）

日
本
下
水
道
協
会
は

主
に
（

２
）
の
「
被
災
し
た

ブ
ロ

ッ
ク
以
外
の
ブ

ロ
ッ

ク
へ
の

支
援
調

整
」

に
係
る
連
絡
調

整
や

、（
４
）

に
係

る
被
災
直
後
の
状
況

把
握
（
現
地
調
査
）

等
を

行
う
も

の
と
す

る
。

３
下
水

道
対

策
本
部
長
は
、
事
務

を
円
滑
に
処
理
す
る

た
め

に
、
第
１
１
条

に
基

づ
く
総
合
調
整

の
上
、

災
害
時
支

援
の

経
験
を
有
す
る
都
市

を
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
都

市
と

し
て
支
援
要
請

す
る

こ
と
が
で
き
る

。

（
国

土
交
通

省
の

役
割

）

第
11

条
国
土

交
通
省
は
、
下
水
道
対
策
本

部
、
被
災
し
た
自
治
体
及

び
支
援
す
る
自
治
体

等
と

連
携
を

図
り

、
災
害

支
援

が
円

滑
か

つ
迅

速
に
実

施
で

き
る
よ

う
総
合

調
整

を
行

う
も
の

と
す

る
。
ま

た
、
関

東

-574-



【
資
料

編
Ⅱ
】

(県
生
活
排
水

課
)

地
方
整
備
局
は
、
被
災
の
情

報
の

集
約

を
行

う
も

の
と

す
る

。

（
支
援
体
制
の
確
立
及
び
応
援
活
動
）

第
12

条
下
水
道
対
策
本

部
が
実
施
す
る
支
援
体
制
及
び
応
援
活

動
に

つ
い

て
は

、
全

国
ル

ー
ル

第
11

条
及
び
第

11
条
に
規
定
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
前
線
基
地
）

第
13

条
下
水
道
対
策
本
部
は
、
被
災
し
た
自
治
体
と
調
整
の
上
、
応
援
隊
の
受
入

場
所
、
活
動

拠
点
と

し
て
、
現
地
に
前
線
基
地
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
線
基
地
に
つ
い
て
は
、
全
国
ル
ー
ル
第

12
条
に
規
定
が
あ
る
も
の
と

す
る
。

２
ブ
ロ
ッ
ク
連
絡
会
議
構
成
自
治

体
は
、
前
線
基
地
と

し
て
提
供

可
能

な
施
設

を
あ

ら
か
じ

め
リ
ス

ト

ア
ッ
プ
し
、
規
模
、
施
設
内
容
、
提
供
可
能
な
機
器
、
期
間
等
を
把
握
し
て
お

く
も

の
と
す
る
。

第
４
章

そ
の
他

（
ブ
ロ
ッ
ク
ル
ー
ル
の
改
定
等
）

第
14

条
ブ
ロ
ッ
ク
ル
ー
ル
の
改
定
等
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
連
絡
会
議
で
協
議
し
定
め

る
も

の
と
す
る
。
た
だ

し
、
災
害
時
に
ブ
ロ

ッ
ク
ル
ー
ル
に

定
め
の
な
い
事
項
に

つ
い
て
緊

急
に

措
置
す

る
必

要
が
あ

る
時
は

、

下
水
道
対
策
本
部
長
の
判
断
で
決
定
で
き
る
も
の
と
す
る
。

附
則

１
こ
の
ル
ー
ル
は
、
平
成
２
０
年
８
月
１
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

２
「
下
水
道
事
業
に
お
け
る
関
東
ブ
ロ
ッ

ク
災
害
時
支
援
に

関
す
る

申
し

合
わ

せ
」
、
「

災
害
時

支
援

関

東
ブ
ロ
ッ
ク
連
絡
会
議
運
営
要
綱
」
は
廃
止
す
る
。

３
平
成
２
２
年
８
月
４
日

一
部
改
定

４
平
成
２
６
年
５
月
１
６
日

一
部
改
定

５
平
成
３
０
年
４
月
２
日

一
部
改
定

【
資
料

編
Ⅱ
】

(県
生
活
排
水

課
)

参
考
資
料

－
１

「
関
東
ブ
ロ
ッ
ク

下
水
道
事
業
に
お
け

る
災

害
時
支
援
に
関

す
る

ル
ー
ル
」
フ
ロ

ー
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活
排
水
課

)

応
援

隊

被
災

都
県

（
C県

）

被
災

ブ
ロ

ッ
ク

内
都

道
府

県
・
大

都
市

（
経

由
）

被
災

ブ
ロ

ッ
ク

内
支

援
自

治
体

支
援

ブ
ロ

ッ
ク

内
都

道
府

県
（
経

由
）

被
災

ブ
ロ

ッ
ク

内
支

援
自

治
体

支
援

大
都

市

関
連

省
庁

支
援

要
請

【
被

災
ブ

ロ
ッ

ク
内

で
対

応
の

場
合

】

【
広

域
支

援
が

必
要

な
場

合
】

Ⅱ
複

数
県

に
跨

る
災

害
発

生
時

大
都

市
窓

口
（
経

由
）

支
援

ブ
ロ

ッ
ク

連
絡

会
幹

事
（
経

由
）

設
置

（
１

）
震

度
６

弱
以

上
の

地
震

発
生

（
２

）
震

度
５

強
以

下
の

地
震

等
が

発
生

し
被

災
自

治
体

か
ら

支
援

要
請

（
３

）
そ

の
他

県
等

が
必

要
と

判
断

下
水

道
対

策
本

部
※

１
（
設

置
場

所
：
被

災
都

県
）

【
組

織
体

制
】

＜
下

水
道

対
策

本
部

長
＞

被
災

都
県

＜
本

部
員

＞
被

災
ブ

ロ
ッ

ク
連

絡
会

議
幹

事
被

災
ブ

ロ
ッ

ク
内

大
都

市
被

災
ブ

ロ
ッ

ク
内

都
道

府
県

・
市

町
村

対
策

本
部

長
が

認
め

た
者

被
災

都
県

（
B県

）
被

災
都

県
（

A県
）

被
災

自
治

体

被
災

自
治

体 被
災

自
治

体

※
１

下
水

道
対

策
本

部
内

に
事

務
局

を
置

き
，

必
要

に
応

じ
て

作
業

部
会

を
事

務
局

内
に

設
置

す
る

。

※
２

関
連

団
体

（
公

財
）
日

本
下

水
道

新
技

術
機

構
研

究
第

一
部

（
一

社
）
全

国
上

下
水

道
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

協
会

（
一

社
）
日

本
下

水
道

施
設

業
協

会
（
一

社
）
日

本
下

水
道

施
設

管
理

業
協

会
東

部
支

部
（
公

社
）
日

本
下

水
道

管
路

管
理

業
協

会
関

東
支

部
全

国
管

工
事

業
協

同
組

合
連

合
会

下
水

道
対

策
本

部
※

１
（
設

置
場

所
：
被

災
都

県
）

【
組

織
体

制
】

＜
下

水
道

対
策

本
部

長
＞

被
災

都
県

＜
本

部
員

＞
被

災
ブ

ロ
ッ

ク
連

絡
会

議
幹

事
被

災
ブ

ロ
ッ

ク
内

大
都

市
被

災
ブ

ロ
ッ

ク
内

都
道

府
県

・
市

町
村

対
策

本
部

長
が

認
め

た
者

下
水

道
対

策
本

部
※

１
（
設

置
場

所
：
被

災
都

県
）

【
組

織
体

制
】

＜
下

水
道

対
策

本
部

長
＞

被
災

都
県

＜
本

部
員

＞
被

災
ブ

ロ
ッ

ク
連

絡
会

議
幹

事
被

災
ブ

ロ
ッ

ク
内

大
都

市
被

災
ブ

ロ
ッ

ク
内

都
道

府
県

・
市

町
村

対
策

本
部

長
が

認
め

た
者

広
域

支
援

調
整

隊
＜

隊
長

＞
国

土
交

通
省

（
設

置
場

所
：
地

方
整

備
局

）
＜

隊
長

＞
日

本
下

水
道

事
業

団
日

本
下

水
道

協
会

関
係

団
体

※
２

（
広

域
支

援
が

必
要

な
場

合
）

＜
隊

員
＞

支
援

ブ
ロ

ッ
ク

連
絡

会
議

幹
事

大
都

市
窓

口
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
都

市
（
下

水
道

対
策

本
部

に
移

行
）

発
災

国
土

交
通

省

連 携

① ② ③

①
「
支

援
活

動
可

能
体

制
の

報
告

依
頼

」
②

「
支

援
活

動
可

能
体

制
の

報
告

」
③

「
支

援
体

制
調

整
結

果
の

連
絡

」
④

災
害

対
策

基
本

法
第

67
条

，
第

68
条

又
は

第
74

条
等

に
よ

る
応

援
要

求

① ② ③ ① ② ③

① ② ③

① ② ③

① ② ③

① ② ③

③

④ ④ ④

下
水

道
支

援
調

整
チ

ー
ム

（
本

省
）

支 援 調 整 役
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Ⅱ
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1
9-

8
-
1

災
害

時
に

お
け

る
応

急
仮

設
住

宅
の

建
設

に
関

す
る

協
定

書
（県

住
ま

い
づ

く
り

課
）

（趣
旨

）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
静

岡
県

地
域

防
災

計
画

に
基

づ
き

災
害

時
に

お
け

る
応

急
仮

設
住

宅
（以

下
「
住

宅
」
と

い
う

。
）
の

建
設

に
関

し
て

、
静

岡

県
（
以

下
「
甲

」と
い

う
。

）が
社

団
法

人
プ

レ
ハ

ブ
建

築
協

会
（
以

下
「乙

」と
い

う
。

）
に

協
力

を
求

め
る

に
あ

た
っ

て
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

（定
義

）

第
２

条
こ

の
協

定
に

お
い

て
「住

宅
」
と

は
、

災
害

救
助

法
第

23
条

第
１

項
第

１
号

に
規

定
す

る
と

こ
ろ

の
も

の
を

い
う

。

（要
請

の
手

続
き

）

第
３

条
甲

は
、

住
宅

建
設

の
要

請
に

あ
た

っ
て

は
、

建
築

場
所

、
戸

数
、

規
模

、
着

工
期

日
そ

の
他

必
要

と
認

め
る

事
項

を
文

書
を

も
っ

て
乙

に
連

絡
す

る
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
緊

急
の

場
合

は
電

話
等

に
よ

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
甲

は
後

に
前

記
文

書
を

速
や

か
に

乙
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（協
力

）

第
４

条
乙

は
、

前
条

の
要

請
が

あ
っ

た
と

き
は

、
乙

の
会

員
で

あ
る

住
宅

建
設

業
者

（以
下

「丙
」
と

い
う

。
）
の

あ
っ

せ
ん

そ
の

他
可

能
な

限
り

甲

に
協

力
す

る
も

の
と

す
る

。

（住
宅

建
設

）

第
５

条
乙

の
あ

っ
せ

ん
を

受
け

た
丙

は
、

甲
（
甲

が
住

宅
建

設
業

務
を

市
町

村
長

に
委

任
し

た
場

合
は

当
該

市
町

村
長

。
次

条
に

お
い

て
も

同

じ
。

）
の

要
請

に
基

づ
き

住
宅

建
設

を
行

う
も

の
と

す
る

。

（費
用

の
負

担
及

び
支

払
）

第
６

条
丙

が
前

条
の

住
宅

建
設

に
要

し
た

費
用

は
、

甲
が

負
担

す
る

も
の

と
す

る
。

２
甲

は
、

丙
の

住
宅

建
設

終
了

後
検

査
を

し
、

こ
れ

を
確

認
し

た
と

き
は

丙
の

請
求

に
よ

り
前

項
の

費
用

を
速

や
か

に
支

払
う

も
の

と
す

る
。

（連
絡

窓
口

）

第
７

条
こ

の
協

定
の

業
務

に
関

す
る

連
絡

窓
口

は
、

甲
に

お
い

て
は

静
岡

県
都

市
住

宅
部

住
宅

課
、

乙
に

お
い

て
は

社
団

法
人

プ
レ

ハ
ブ

建
築

協
会

担
当

部
と

す
る

。

（報
告

）

第
８

条
乙

は
、

住
宅

建
設

に
つ

い
て

協
力

で
き

る
建

設
能

力
等

の
状

況
を

毎
年

１
回

甲
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

甲
が

必
要

と
認

め
た

場
合

は
乙

に
対

し
随

時
報

告
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

（会
員

名
簿

等
の

提
出

）

第
９

条
乙

は
、

本
協

定
に

か
か

る
乙

の
業

務
担

当
部

員
の

名
簿

及
び

乙
に

加
盟

す
る

会
員

の
名

簿
を

毎
年

１
回

甲
に

提
供

す
る

も
の

と
し

、
部

員

及
び

会
員

に
異

動
が

あ
っ

た
場

合
は

、
甲

に
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。

（協
議

）

第
1
0

条
こ

の
協

定
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

必
要

な
事

項
に

つ
い

て
は

、
そ

の
つ

ど
甲

乙
協

議
の

う
え

定
め

る
も

の
と

す
る

。

（適
用

）

第
1
1

条
こ

の
協

定
は

、
平

成
９

年
５

月
27

日
か

ら
適

用
す

る
。

２
昭

和
54

年
1
1

月
19

日
に

締
結

さ
れ

た
協

定
は

、
こ

れ
を

廃
止

す
る

。

こ
の

協
定

の
締

結
を

証
す

る
た

め
、

本
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

う
え

、
各

自
そ

の
１

通
を

保
有

す
る

。

平
成

９
年

５
月

2
7

日

（甲
）
静

岡
市

追
手

町
９

番
６

号

静
岡

県
知

事
石

川
嘉

延

（乙
）
東

京
都

千
代

田
区

霞
が

関
３

丁
目

２
番

６
号

社
団

法
人

プ
レ

ハ
ブ

建
築

協
会

会
長

辻
昇

平

-583-



[資料編Ⅱ]

19-8-1 災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書
（県住まいづくり課）

（趣 旨）

第１条 この協定は、静岡県地域防災計画に基づき災害時における応急仮設住宅（以下「住宅」という。）の建設に関して、静岡

県（以下「甲」という。）が社団法人プレハブ建築協会（以下「乙」という。）に協力を求めるにあたって必要な事項を定めるもの

とする。

（定 義）

第２条 この協定において「住宅」とは、災害救助法第 23 条第１項第１号に規定するところのものをいう。

（要請の手続き）

第３条 甲は、住宅建設の要請にあたっては、建築場所、戸数、規模、着工期日その他必要と認める事項を文書をもって乙に連

絡するものとする。ただし、緊急の場合は電話等によることができる。この場合において、甲は後に前記文書を速やかに乙に

提出しなければならない。

（協 力）

第４条 乙は、前条の要請があったときは、乙の会員である住宅建設業者（以下「丙」という。）のあっせんその他可能な限り甲

に協力するものとする。

（住宅建設）

第５条 乙のあっせんを受けた丙は、甲（甲が住宅建設業務を市町村長に委任した場合は当該市町村長。次条においても同

じ。）の要請に基づき住宅建設を行うものとする。

（費用の負担及び支払）

第６条 丙が前条の住宅建設に要した費用は、甲が負担するものとする。

２ 甲は、丙の住宅建設終了後検査をし、これを確認したときは丙の請求により前項の費用を速やかに支払うものとする。

（連絡窓口）

第７条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては静岡県都市住宅部住宅課、乙においては社団法人プレハブ建築

協会担当部とする。

（報 告）

第８条 乙は、住宅建設について協力できる建設能力等の状況を毎年１回甲に報告するものとする。ただし、甲が必要と認めた

場合は乙に対し随時報告を求めることができる。

（会員名簿等の提出）

第９条 乙は、本協定にかかる乙の業務担当部員の名簿及び乙に加盟する会員の名簿を毎年１回甲に提供するものとし、部員

及び会員に異動があった場合は、甲に報告するものとする。

（協 議）

第 10 条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、そのつど甲乙協議のうえ定めるものとする。

（適 用）

第 11 条 この協定は、平成９年５月 27 日から適用する。

２ 昭和 54 年 11 月 19 日に締結された協定は、これを廃止する。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その１通を保有する。

平成９年５月 27 日

（甲）静岡市追手町９番６号

静岡県知事 石 川 嘉 延

（乙）東京都千代田区霞が関３丁目２番６号

社団法人プレハブ建築協会

会 長 辻 昇 平

-584-
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災
害

時
に

お
け

る
応

急
対

策
業

務
に

関
す

る
協

定
書 （
県

土
木

防
災

課
）

（
協

定
例

）
静

岡
県

○
○

事
務

所
長

（
以

下
「
甲

」
と

い
う

。
）
と

社
団

法
人

○
○

建
設

業
協

会
長

（
以

下
「
乙

」
と

い
う

。
）
と

は
、

地
震

、
風

水
害

等
の

災
害

（
以

下
「
災

害
」
と

い
う

。
）
に

よ
り

甲
の

所
管

す
る

道
路

、
河

川
、

海
岸

、
砂

防
、

地
す

べ
り

防
止

、
急

傾
斜

地
崩

壊
防

止
、

港
湾

及
び

漁
港

等
の

施
設

（
以

下
「公

共
土

木
施

設
」
と

い
う

。
）
に

被
害

が
発

生
し

た
場

合
又

は
そ

の
恐

れ
が

あ
る

場
合

の
応

急
対

策
業

務
の

実
施

に
関

し
、

次
の

と
お

り
協

定
を

締
結

す
る

。

（目
的

）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
災

害
対

策
基

本
法

、
静

岡
県

地
震

対
策

推
進

条
例

及
び

静
岡

県
地

域
防

災
計

画
に

基
づ

き
、

災
害

時
に

お
け

る
民

間
協

力
の

一
環

と
し

て
、

災
害

が
発

生
し

た
場

合
又

は
そ

の
恐

れ
が

あ
る

場
合

に
社

会
の

混
乱

を
防

止
し

、
円

滑
な

県
民

の
救

助
活

動
及

び
災

害
復

旧
活

動
に

資
す

る
た

め
、

甲
が

乙
の

協
力

を
得

て
公

共
土

木
施

設
の

被
害

状
況

を
把

握
す

る
と

と
も

に
、

工
事

請
負

契
約

に
先

立
つ

出
動

要
請

に
よ

る
災

害
応

急
復

旧
工

事
（
以

下
「応

急
復

旧
工

事
」
と

い
う

。
）に

よ
り

、
公

共
土

木
施

設
の

機
能

の
確

保
及

び
回

復
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す

る
。

（対
象

と
な

る
災

害
）

第
２

条
こ

の
協

定
の

対
象

と
な

る
災

害
は

、
災

害
対

策
基

本
法

に
基

づ
く

静
岡

県
災

害
対

策
本

部
が

設
置

さ
れ

た
場

合
又

は
地

震
、

風
水

害
そ

の
他

の
異

常
な

自
然

現
象

に
よ

る
も

の
で

、
甲

が
公

共
土

木
施

設
の

応
急

復
旧

を
必

要
と

認
め

る
場

合
の

災
害

と
す

る
。

（災
害

応
急

対
策

協
力

者
）

第
３

条
乙

は
、

本
協

定
に

賛
同

で
き

る
協

会
員

の
中

か
ら

災
害

応
急

対
策

協
力

者
（
以

下
「
協

力
者

」
と

い
う

。
）
を

名
簿

に
と

り
ま

と
め

、
協

定
締

結
後

速
や

か
に

甲
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

２
乙

は
、

協
力

者
毎

の
災

害
時

出
動

態
勢

と
し

て
、

人
員

編
成

及
び

建
設

資
機

材
等

の
数

量
を

取
り

ま
と

め
「資

機
材

・
編

成
人

員
報

告
書

」を
前

項
の

規
定

に
よ

る
名

簿
と

と
も

に
甲

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。

（災
害

応
急

対
策

区
域

・被
災

情
報

収
集

区
域

）

第
４

条
甲

は
、

地
域

の
実

情
を

考
慮

し
、

必
要

と
認

め
る

場
合

は
、

管
内

を
災

害
応

急
対

策
区

域
と

そ
れ

を
さ

ら
に

細
分

し
た

被
災

情
報

収
集

区

域
に

分
割

す
る

も
の

と
す

る
。

２
災

害
応

急
対

策
区

域
は

、
応

急
復

旧
工

事
を

施
工

す
る

区
域

と
し

、
甲

は
予

め
協

力
者

の
中

か
ら

複
数

の
災

害
応

急
対

策
区

域
担

当
者

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

３
被

災
情

報
収

集
区

域
は

、
被

災
情

報
収

集
区

域
担

当
者

が
公

共
土

木
施

設
の

被
害

状
況

を
調

査
す

る
地

域
と

し
、

甲
は

予
め

災
害

応
急

対
策

区
域

担
当

者
の

中
か

ら
被

災
情

報
収

集
区

域
担

当
者

を
定

め
、

個
々

の
公

共
土

木
施

設
或

い
は

区
域

を
特

定
し

被
害

情
報

収
集

の
責

任
を

明

確
に

し
て

お
く
も

の
と

す
る

。

（被
災

状
況

の
報

告
）

第
５

条
被

災
情

報
収

集
区

域
担

当
者

は
、

災
害

の
発

生
後

速
や

か
に

甲
の

所
管

す
る

施
設

の
被

害
状

況
を

調
査

し
、

甲
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

２
甲

及
び

乙
は

、
事

前
に

両
者

の
情

報
連

絡
網

を
定

め
、

関
係

者
に

周
知

す
る

も
の

と
す

る
。

（工
事

施
工

者
）

第
６

条
被

災
後

、
甲

は
応

急
復

旧
工

事
が

必
要

な
箇

所
に

つ
い

て
、

災
害

応
急

対
策

区
域

毎
に

区
域

担
当

者
の

中
か

ら
、

災
害

応
急

復
旧

工
事

施
工

者
（以

下
「
施

工
者

」と
い

う
。

）
を

決
定

す
る

。
た

だ
し

甲
が

必
要

と
認

め
る

場
合

は
、

区
域

担
当

者
以

外
か

ら
施

工
者

を
決

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

（出
動

要
請

）

第
７

条
甲

は
施

工
者

に
対

し
出

動
要

請
書

に
よ

り
出

動
を

要
請

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

２
前

項
の

要
請

は
、

緊
急

を
要

す
る

場
合

は
、

電
話

等
の

通
信

手
段

に
よ

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
と

す
る

が
こ

の
場

合
も

遅
滞

な
く
出

動
要

請
書

を

交
す

も
の

と
す

る
。

出
動

要
請

書
は

甲
及

び
施

工
者

各
々

が
１

通
を

保
管

す
る

も
の

と
す

る
。

（工
事

の
実

施
）

第
８

条
施

工
者

は
、

前
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
甲

の
要

請
が

あ
っ

た
と

き
は

、
甲

の
指

示
に

従
い

、
速

や
か

に
応

急
復

旧
工

事
に

着
手

す
る

も

の
と

す
る

。

２
前

項
の

応
急

復
旧

工
事

の
限

度
は

、
公

共
土

木
施

設
の

機
能

確
保

に
係

る
必

要
最

小
限

度
の

工
事

と
す

る
。

３
施

工
者

は
、

応
急

復
旧

工
事

の
施

工
に

当
た

っ
て

は
、

第
三

者
に

損
害

を
与

え
な

い
よ

う
特

段
の

注
意

を
払

う
も

の
と

す
る

。
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４
施

工
者

は
、

業
務

従
事

者
の

労
働

災
害

補
償

の
た

め
、

労
働

者
災

害
補

償
保

険
法

の
適

用
を

受
け

ら
れ

る
よ

う
手

続
き

を
と

る
も

の
と

す
る

。

５
施

工
者

は
、

工
事

請
負

契
約

の
根

拠
と

す
る

た
め

、
工

事
内

容
が

判
定

で
き

る
写

真
等

の
資

料
を

整
備

す
る

と
と

も
に

、
適

宜
応

急
復

旧
工

事

の
進

捗
状

況
及

び
完

成
を

甲
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

（請
負

契
約

の
締

結
）

第
９

条
甲

は
、

施
工

者
か

ら
の

前
条

第
５

項
の

資
料

を
も

と
に

速
や

か
に

随
意

契
約

を
締

結
す

る
も

の
と

す
る

。

（乙
か

ら
甲

へ
の

報
告

）

第
1
0

条
乙

は
、

第
３

条
の

規
定

に
よ

る
協

力
者

の
名

簿
及

び
「
資

機
材

・編
成

人
員

報
告

書
」
に

つ
い

て
、

そ
の

内
容

に
変

更
が

生
じ

た
と

き
又

は
甲

が
特

に
報

告
を

求
め

た
と

き
及

び
毎

年
９

月
１

日
に

甲
に

報
告

す
る

こ
と

と
す

る
。

（協
定

の
効

力
）

第
1
1

条
こ

の
協

定
の

期
間

は
、

締
結

の
日

か
ら

平
成

９
年

３
月

31
日

ま
で

と
す

る
。

た
だ

し
、

こ
の

期
間

満
了

の
日

の
3
0

日
前

ま
で

に
、

甲
乙

い

ず
れ

か
ら

も
そ

れ
ぞ

れ
相

手
方

に
対

し
て

文
書

に
よ

り
異

議
の

申
出

が
な

い
と

き
は

、
更

に
１

年
間

延
長

す
る

も
の

と
し

、
そ

の
後

に
お

い
て

期

間
満

了
し

た
と

き
も

、
同

様
と

す
る

。

（疑
義

の
解

決
）

第
1
2

条
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
こ

の
協

定
に

関
し

て
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
そ

の
都

度
甲

乙
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

上
記

の
協

定
の

成
立

を
証

す
る

た
め

、
こ

の
協

定
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、

各
自

そ
の

１
通

を
所

持
す

る
。

平
成

年
月

日 （甲
）

静
岡

県
○

○
事

務
所

長
○

○
○

○
印

（乙
）

社
団

法
人

○
○

建
設

業
協

会
会

長
○

○
○

○
印

-585-
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○
災

害
時

に
お

け
る

応
急

対
策

業
務

に
関

す
る

協
定

者
一

覧
表

（
平

成
２

３
年

９
月

１
日

現
在

）

締
結

者
（甲

）
締

結
者

（乙
）

締
結

年
月

日
締

結
者

（甲
）

締
結

者
（
乙

）
締

結
年

月
日

下
田

土
木

事
務

所
下

田
建

設
業

協
会

㈲
国

本
組

㈱
南

伊
豆

造
園

土
木

平
成

8
年

3
月

2
5

日

平
成

1
7

年
1

0
月

3
日

平
成

2
0

年
9

月
2

日

富
士

土
木

事
務

所
富

士
建

設
業

協
会

㈱
寺

原
土

木

㈱
富

士
建

材
土

木

齊
籐

建
設

㈱

㈲
佐

野
修

工
業

㈱
柳

下
建

設

高
千

組

㈱
旭

建
設

明
徳

建
設

㈱

平
成

8
年

3
月

2
5

日

平
成

8
年

4
月

2
6

日

〃

平
成

1
8

年
3

月
3

1
日

平
成

2
1

年
1

1
月

2
日

平
成

2
2

年
3

月
3

日

〃

平
成

2
2

年
3

月
1

6
日

平
成

2
3

年
2

月
2
8

日

熱
海

土
木

事
務

所
三

島
建

設
業

協
会

熱
海

建
設

業
協

会

伊
東

建
設

業
協

会

平
成

8
年

3
月

2
5

日

平
成

2
2

年
3

月
2

5
日

平
成

2
2

年
3

月
2

5
日

沼
津

土
木

事
務

所
三

島
建

設
業

協
会

沼
津

建
設

業
協

会

㈱
尾

崎
商

事
社

㈱
韮

山
工

業

㈱
石

井
組

㈲
大

塚
土

木

㈱
小

川
建

設

㈲
函

南
建

設

㈱
鈴

紘
建

設

㈱
水

口
建

設

㈱
尾

崎
組

㈲
か

と
り

商
事

㈱
公

栄
工

事

成
和

建
設

㈱

㈱
正

治
組

横
山

工
業

㈱

㈲
共

進
土

建

㈲
濱

田
建

設

㈲
太

田
建

設

㈱
グ

リ
ー

ン
土

木

菅
沼

建
設

㈱

㈲
中

川
土

木

㈲
勇

土
木

㈱
オ

ザ
ワ

㈲
ヤ

ギ
シ

タ

㈲
浅

見
建

設

㈲
澤

木
建

設

㈲
金

沢
工

業

㈲
小

笠
原

建
設

㈲
村

田
組

㈲
浜

野
組

大
地

建
設

㈱

㈲
双

葉
建

設

菊
池

建
設

興
業

二
宮

建
設

沼
津

セ
ン

ト
ラ

ル
コ

ン
ス

ト
ラ

ク
シ

ョ
ン

協
同

組
合

清
建

会

長
泉

地
区

建
設

事
業

協

同
組

合

裾
野

市
建

設
業

協
会

平
成

8
年

3
月

2
5

日

〃

平
成

8
年

8
月

2
0

日

〃 〃

平
成

1
7

年
3

月
1

日

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

平
成

1
7

年
10

月
1
1

日

平
成

1
8

年
1

月
1
3

日

〃 〃 〃 〃 〃 〃

平
成

1
8

年
2

月
3

日

〃 〃 〃 〃

平
成

1
8

年
1

1
月

1
日

平
成

2
0

年
6

月
1

3
日

平
成

2
0

年
1

0
月

1
日

〃 〃 〃

静
岡

土
木

事
務

所
清

水
建

設
業

協
会

静
岡

建
設

業
協

会

㈱
ア

ー
ス

シ
フ

ト

㈱
西

野
造

園

昭
和

建
設

㈱

静
清

建
設

㈱

松
下

土
木

㈱

㈲
牧

野
組

㈱
山

俊
市

川
組

㈱
栄

和
土

木

三
建

工
業

㈱

伏
見

工
業

㈱

㈲
永

野
石

材

㈱
水

永
建

設

㈱
平

井
組

㈱
岩

崎
建

設

㈲
今

村
組

帝
建

設
工

業
㈱

第
一

須
山

土
木

㈱

三
星

建
設

瀧
浪

良
博

マ
ル

ミ
建

設
㈱

㈱
島

津
建

設
工

業
静

岡
市

清
水

区
蒲

原
建

設
業

組
合

㈱
ト

ー
ボ

ー

㈲
響

サ
ン

セ
イ

土
木

㈱
マ

ジ
マ

公
南

建
設

㈱

㈱
土

緑
会

㈱
小

林
土

木
緑

化

㈲
キ

ー
オ

ブ
ラ

イ
フ

㈱
宇

佐
美

組

平
成

8
年

3
月

2
5

日

〃

平
成

1
6

年
3

月
3

0
日

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

平
成

1
8

年
3

月
3
1

日

〃

平
成

2
0

年
3

月
3
1

日

平
成

2
1

年
3

月
3
1

日

〃 〃

平
成

2
2

年
3

月
3
1

日

〃

平
成

2
2

年
1
1

月
2
2

日

平
成

2
2

年
1
2

月
2
0

日

平
成

2
3

年
7

月
8

日
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締
結

者
（甲

）
締

結
者

（乙
）

締
結

年
月

日
締

結
者

（甲
）

締
結

者
（
乙

）
締

結
年

月
日

島
田

土
木

事
務

所
島

田
建

設
業

協
会

島
田

建
友

会

藤
枝

建
設

業
組

合

焼
津

市
建

設
業

工
業

会

大
井

川
町

建
設

業
協

会

牧
之

原
市

建
友

会

吉
田

建
親

会

平
成

8
年

3
月

2
5

日

〃

平
成

1
2

年
4

月
1

0
日

〃 〃

平
成

2
1

年
4

月
1

日

〃

浜
松

土
木

事
務

所
㈲

野
末

工
務

店

和
幸

建
設

㈱

伴
富

建
材

中
野

町
産

業
㈱

㈲
番

匠

㈱
橋

本
組

文
丘

建
設

㈱

㈲
マ

ル
タ

カ
建

設

㈲
岩

田
建

設

川
合

建
設

㈱

㈲
竹

内
組

パ
ブ

リ
ッ

ク
技

建
㈱

大
久

保
建

設

㈲
引

佐
鈴

木
建

設

森
下

建
設

㈲

コ
ジ

マ
工

業
㈱

元
建

建
設

㈱

㈱
三

輪
組

㈱
山

辰
鉱

産

㈱
遠

矢
重

機
工

業

㈱
宮

島
建

設

風
早

建
設

㈱

セ
ル

コ
㈱

太
洋

ｺ
ﾝ

ｸ
ﾘ

ｰ
ﾄ

㈱

㈲
藤

田
建

設

㈲
成

南
建

設

㈲
辻

衛
組

平
成

9
年

3
月

1
0

日

〃 〃

平
成

9
年

3
月

1
1

日

平
成

9
年

3
月

1
2

日

平
成

9
年

3
月

1
4

日

平
成

9
年

3
月

1
8

日

平
成

9
年

3
月

1
8

日

〃

平
成

9
年

3
月

1
9

日

平
成

9
年

3
月

2
1

日

平
成

9
年

3
月

2
5

日

〃

平
成

1
3

年
5

月
9

日

〃

平
成

1
6

年
1
2

月
2
4

日

〃

平
成

1
6

年
1
2

月
2
7

日

平
成

1
7

年
3

月
1

5
日

平
成

1
8

年
3

月
3

1
日

平
成

1
9

年
3

月
2

3
日

平
成

1
9

年
7

月
1

9
日

平
成

2
1

年
1
0

月
2
0

日

平
成

2
1

年
1
0

月
2
3

日

平
成

2
3

年
3

月
1

6
日

平
成

2
3

年
3

月
3

1
日

平
成

2
3

年
6

月
3

0
日

袋
井

土
木

事
務

所
袋

井
建

設
業

協
会

大
須

賀
建

設
事

業
共

同
組

合

袋
井

市
建

設
事

業
共

同
組

合

大
東

町
建

設
業

組
合

浜
岡

町
建

設
事

業
共

同
組

合

小
笠

町
建

設
組

合

㈲
西

田
組

森
下

建
設

㈱

㈱
マ

ン
リ

ュ
ウ

光
耀

建
設

㈱

㈱
桔

梗
庭

苑

豊
田

建
設

工
業

株

㈱
岩

附
建

設

㈱
覚

堂

御
前

崎
市

建
設

業
組

合

平
成

8
年

3
月

2
5

日

〃 〃 〃 〃 〃 〃

平
成

1
8

年
3

月
3
1

日

〃

平
成

18
年

4
月

17
日

平
成

18
年

9
月

14
日

平
成

19
年

12
月

25
日

平
成

2
0

年
1
2

月
9

日

平
成

2
0

年
1
2

月
9

日

平
成

2
1

年
4

月
7

日

浜
松

土
木

事
務

所
天

竜
建

設
業

協
会

浜
松

建
設

業
協

会

ｱ
ｻ

ﾋ
ｴ

ﾝ
ｼ

ﾞﾆ
ｱ

ﾘ
ﾝ

ｸ
ﾞ㈱

㈱
小

澤
土

木

㈱
北

建

㈱
山

下
石

工

杉
田

建
設

㈲

㈱
仁

枝
建

設

㈱
花

月
工

務
店

西
建

工
業

㈱

㈱
加

藤
土

建

㈱
黒

柳
工

務
店

川
嶋

工
務

店
㈱

㈱
五

島
組

㈲
笠

原
配

管

中
村

事
業

㈱

内
山

土
建

㈲

㈱
プ

ラ
ン

ア
ン

ド
テ

ク
ニ

ッ
ク

日
管

㈱

㈲
中

村
工

業

平
成

8
年

3
月

2
5

日

平
成

8
年

3
月

2
5

日

平
成

8
年

2
月

2
7

日

平
成

9
年

2
月

2
8

日

〃 〃 〃

平
成

9
年

3
月

3
日

〃 〃 〃 〃 〃

平
成

9
年

3
月

4
日

平
成

9
年

3
月

5
日

〃 〃 〃

平
成

9
年

3
月

6
日

〃

田
子

の
浦

港

管
理

事
務

所

富
士

建
設

業
協

会

若
築

建
設

大
豊

建
設

平
成

8
年

3
月

2
2

日

〃 〃

清
水

港
管

理
局

清
水

建
設

業
協

会
平

成
8

年
3

月
2

5
日

焼
津

漁
港

管
理

事
務

所
島

田
建

設
業

協
会

静
和

工
業

㈱

河
津

建
設

㈱

㈱
橋

本
組

平
成

8
年

4
月

2
6

日

〃 〃 〃

御
前

崎
港

管
理

事
務

所
島

田
建

設
業

協
会

袋
井

建
設

業
協

会

吉
田

建
親

会

牧
之

原
市

建
友

会

御
前

崎
市

建
設

業
組

合

御
前

崎
港

港
湾

建
設

工

事
安

全
協

議
会

平
成

2
1

年
4

月
1

日

平
成

2
1

年
4

月
1

日

平
成

2
1

年
4

月
1

日

平
成

2
1

年
4

月
1

日

平
成

2
1

年
4

月
1

日

平
成

2
1

年
4

月
1

日

静
岡

空
港

管
理

事
務

所
島

田
建

設
業

協
会

平
成

2
1

年
4

月
3
0

日
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-8

-3
災

害
時

に
お

け
る

応
急

対
策

業
務

に
関

す
る

協
定

書

（県
企

業
局

水
道

企
画

課
）

静
岡

県
企

業
局

○
○

事
務

所
長

（以
下

「甲
」と

い
う

。
）と

社
団

法
人

○
○

建
設

業
協

会
長

（以
下

「乙
」と

い
う

。
）と

は
、

地
震

、
風

水
害

等
の

災
害

（以
下

「災
害

」と
い

う
。

）に
よ

り
甲

の
所

管
す

る
工

業
用

水
道

、
水

道
等

の
施

設
（以

下
「企

業
局

管
理

施
設

」と
い

う
。

）に
被

害
が

発
生

し
た

場
合

又
は

そ
の

恐
れ

が
あ

る
場

合
の

応
急

対
策

業
務

の
実

施
に

関
し

、
次

の
と

お
り

協
定

を
締

結
す

る
。

（目
的

）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
災

害
対

策
基

本
法

、
静

岡
県

地
震

対
策

推
進

条
例

及
び

静
岡

県
地

域
防

災
計

画
に

基
づ

き
、

災
害

時
に

お
け

る
民

間
協

力
の

一
環

と

し
て

、
災

害
が

発
生

し
た

場
合

又
は

そ
の

恐
れ

が
あ

る
場

合
に

社
会

の
混

乱
を

防
止

し
、

円
滑

な
県

民
の

救
助

活
動

及
び

災
害

復
旧

活
動

に
資

す
る

た
め

、

甲
が

乙
の

協
力

を
得

て
企

業
局

管
理

施
設

の
被

害
状

況
を

把
握

す
る

と
と

も
に

、
工

事
請

負
契

約
に

先
立

つ
出

動
要

請
に

よ
る

災
害

応
急

復
旧

工
事

（以

下
「応

急
復

旧
工

事
」と

い
う

。
）に

よ
り

、
企

業
局

管
理

施
設

の
扱

能
の

確
保

及
び

回
復

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

（対
象

と
な

る
災

害
）

第
２

条
こ

の
協

定
の

対
象

と
な

る
災

害
は

、
災

害
対

策
基

本
法

に
基

づ
く
静

岡
県

災
害

対
策

本
部

が
設

置
さ

れ
た

場
合

又
は

地
震

、
風

水
害

そ
の

他
の

異
常

な
自

然
現

象
に

よ
る

も
の

で
、

甲
が

企
業

局
管

理
施

設
の

応
急

復
旧

を
必

要
と

認
め

る
場

合
の

災
害

と
す

る
。

（災
害

応
急

対
策

協
力

者
）

第
３

条
乙

は
、

本
協

定
に

賛
同

で
き

る
協

会
員

の
中

か
ら

災
害

応
急

対
策

協
力

者
（以

下
「協

力
者

」と
い

う
。

）を
名

簿
に

と
り

ま
と

め
、

協
定

締
結

後
速

や
か

に
甲

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。

２
乙

は
、

協
力

者
毎

の
災

害
時

出
動

態
勢

と
し

て
、

人
員

編
成

及
び

建
設

資
機

材
等

の
数

量
を

取
り

ま
と

め
「資

機
材

・編
成

人
員

報
告

書
」を

前
項

の
規

定

に
よ

る
名

簿
と

と
も

に
甲

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。

（災
害

応
急

対
策

区
域

・被
災

情
報

収
集

区
域

）

第
４

条
甲

は
、

地
域

の
実

情
を

考
慮

し
、

必
要

と
認

め
る

場
合

は
、

管
内

を
災

害
応

急
対

策
区

域
と

そ
れ

を
さ

ら
に

細
分

し
た

被
災

情
報

収
集

区
域

に
分

割
す

る
も

の
と

す
る

。

２
災

害
応

急
対

策
区

域
は

、
応

急
復

旧
工

事
を

施
工

す
る

区
域

と
し

、
甲

は
予

め
協

力
者

の
中

か
ら

複
数

の
災

害
応

急
対

策
区

域
担

当
者

を
定

め
る

も
の

と

す
る

。

３
被

災
情

報
収

集
区

域
は

、
被

災
情

報
収

集
区

域
担

当
者

が
企

業
局

管
理

施
設

の
被

害
状

況
を

調
査

す
る

地
域

と
し

、
甲

は
予

め
災

害
応

急
対

策
区

域
担

当
者

の
中

か
ら

被
災

情
報

収
集

区
域

担
当

者
を

定
め

、
個

々
の

企
業

局
管

理
施

設
或

い
は

区
域

を
特

定
し

被
害

情
報

収
集

の
責

任
を

明
確

に
し

て
お

く
も

の
と

す
る

。

（被
災

状
況

の
報

告
）

第
５

条
被

災
情

報
収

集
区

域
担

当
者

は
、

災
害

の
発

生
後

速
や

か
に

甲
の

所
管

す
る

施
設

の
被

害
状

況
を

調
査

し
、

甲
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

２
甲

及
び

乙
は

、
事

前
に

両
者

の
情

報
連

絡
網

を
定

め
、

関
係

者
に

周
知

す
る

も
の

と
す

る
。

（工
事

施
工

者
）

第
６

条
被

災
後

、
甲

は
応

急
復

旧
工

事
が

必
要

な
箇

所
に

つ
い

て
、

災
害

応
急

対
策

区
域

毎
に

区
域

担
当

者
の

中
か

ら
、

災
害

応
急

復
旧

工
事

施
工

者
（以

下
「施

工
者

」と
い

う
。

）を
決

定
す

る
。

た
だ

し
甲

が
必

要
と

認
め

る
場

合
は

、
区

域
担

当
者

以
外

か
ら

施
工

者
を

決
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

（出
動

要
請

）

第
７

条
甲

は
施

工
者

に
対

し
出

動
要

請
書

に
よ

り
出

動
を

要
請

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

２
前

項
の

要
請

は
、

緊
急

を
要

す
る

場
合

は
、

電
話

等
の

通
信

手
段

に
よ

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
と

す
る

が
こ

の
場

合
も

遅
滞

な
く
出

動
要

請
書

を
交

す
も

の

と
す

る
。

出
動

要
請

書
は

甲
及

び
施

工
者

各
々

が
１

通
を

保
管

す
る

も
の

と
す

る
。

（工
事

の
実

施
）

第
８

条
施

工
者

は
、

前
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
甲

の
要

請
が

あ
っ

た
と

き
は

、
甲

の
指

示
に

従
い

、
速

や
か

に
応

急
復

旧
工

事
に

着
手

す
る

も
の

と
す

る
。

[資
料
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２
前

項
の

応
急

復
旧

工
事

の
限

度
は

、
企

業
局

管
理

施
設

の
機

能
確

保
に

係
る

必
要

最
小

限
度

の
工

事
と

す
る

。

３
施

工
者

は
、

応
急

復
旧

工
事

の
施

工
に

当
た

っ
て

は
、

第
三

者
に

損
害

を
与

え
な

い
よ

う
特

段
の

注
意

を
払

う
も

の
と

す
る

。

４
施

工
者

は
、

業
務

従
事

者
の

労
働

災
害

補
償

の
た

め
、

労
働

者
災

害
補

償
保

険
法

の
適

用
を

受
け

ら
れ

る
よ

う
手

続
き

を
と

る
も

の
と

す
る

。

５
施

工
者

は
、

工
事

請
負

契
約

の
根

拠
と

す
る

た
め

、
工

事
内

容
が

判
定

で
き

る
写

真
等

の
資

料
を

整
備

す
る

と
と

も
に

、
適

宜
応

急
復

旧
工

事
の

進
捗

状

況
及

び
完

成
を

甲
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

（請
負

契
約

の
締

結
）

第
９

条
甲

は
、

施
工

者
か

ら
の

前
条

第
５

項
の

資
料

を
も

と
に

速
や

か
に

随
意

契
約

を
締

結
す

る
も

の
と

す
る

。

（乙
か

ら
甲

へ
の

報
告

）

第
10

条
乙

は
、

第
３

条
の

規
定

に
よ

る
協

力
者

の
名

簿
及

び
「資

機
材

・編
成

人
員

報
告

書
」に

つ
い

て
、

そ
の

内
容

に
変

更
が

生
じ

た
と

き
又

は
甲

が
特

に

報
告

を
求

め
た

と
き

及
び

毎
年

９
月

１
日

に
甲

に
報

告
す

る
こ

と
と

す
る

。

（協
定

の
効

力
）

第
11

条
こ

の
協

定
の

期
間

は
、

締
結

の
日

か
ら

平
成

年
３

月
31

日
ま

で
と

す
る

。
た

だ
し

、
こ

の
期

間
満

了
の

日
の

30
日

前
ま

で
に

、
甲

乙
い

ず
れ

か
ら

も
そ

れ
ぞ

れ
相

手
方

に
対

し
て

文
書

に
よ

り
異

議
の

申
出

が
な

い
と

き
は

、
更

に
１

年
間

延
長

す
る

も
の

と
し

、
そ

の
後

に
お

い
て

期
間

満
了

し
た

と
き

も
、

同
様

と
す

る
。

（疑
義

の
解

決
）

第
12

条
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
こ

の
協

定
に

関
し

て
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
そ

の
都

度
甲

乙
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

上
記

の
協

定
の

成
立

を
証

す
る

た
め

、
こ

の
協

定
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、

各
自

そ
の

１
通

を
所

持
す

る
。

平
成

年
月

日

（甲
）

静
岡

県
企

業
局

○
○

事
務

所
長

○
○

○
○

印

（乙
）

社
団

法
人

○
○

建
設

業
協

会
長

○
○

○
○

印

以
下

の
と

お
り

協
定

を
締

結
し

て
い

る
。

締
結

者
（甲

）
締

結
者

（乙
）

締
結

年
月

日

柿
田

川
事

務
所

沼
津

建
設

業
協

会

三
島

建
設

業
協

会

平
成

９
年

３
月

1
4

日

平
成

９
年

３
月

1
9

日

富
士

川
事

務
所

富
士

建
設

業
協

会

清
水

建
設

業
協

会

静
岡

建
設

業
協

会

平
成

９
年

３
月

1
7

日

平
成

９
年

３
月

1
7

日

平
成

９
年

３
月

1
7

日

大
井

川
事

務
所

島
田

建
設

業
協

会
平

成
９

年
３

月
3

1
日

中
遠

事
務

所
袋

井
建

設
業

協
会

浜
松

建
設

業
協

会

平
成

９
年

２
月

2
8

日

平
成

９
年

３
月

３
日

西
遠

事
務

所
天

竜
建

設
業

協
会

浜
松

建
設

業
協

会

平
成

９
年

３
月

３
日

平
成

９
年

３
月

３
日
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災
害
又
は
事
故
に
お
け
る
設
計
等
業
務
委
託
に
関
す
る
協
定
書

静
岡

県
公

営
企
業

管
理

者
（

以
下

「
甲

」
と

い
う

。
）
と
一

般
社

団
法

人
静

岡
県

建
設

コ
ン
サ

ル
タ

ン
ツ

協

会
長
（

以
下

「
乙
」

と
い

う
。
）

は
、

地
震

、
津
波

及
び

風
水

害
又

は
事

故
に

よ
り

甲
の
所

管
す

る
水

道
及

び

工
業
用

水
道

な
ど
の

施
設

等
（

以
下

「
企

業
局

所
管

施
設
等

」
と

い
う
。
）
に

災
害

が
発
生

し
た

場
合

又
は

そ

の
お
そ

れ
が

あ
る
場

合
の

設
計

等
業

務
（

以
下

「
設

計
等
業

務
」

と
い
う
。
）

の
実

施
に
関

し
、

次
の

と
お

り

協
定
を
締
結
す
る
。

（
目
的
）

第
１
条

こ
の
協
定
は
、
異
常
な
天
然
現
象
や
予
期
で
き
な
い
事
故
に
よ
り
災
害
が
発
生
し
た
場
合
又
は
そ
の

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
社
会
の
混
乱
を
防
止
し
円
滑
な
県
民
の
救
助
活
動
及
び
災
害
復
旧
活
動
に
資
す
る

た
め
、

甲
が
乙
の
協
力
を
得
て
災

害
応

急
復

旧
工
事

又
は
緊

急
的

な
事

故
応

急
対

策
に

必
要
な

設
計
等
業

務

を
迅
速
に
実
施
す
る
こ
と

に
よ
り
、
企
業
局
所
管
施
設
等
の
機
能
の
確
保
又
は
早
期
に
回
復
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

（
対
象
と
な
る
災
害
）

第
２
条

こ
の
協
定
の
対
象
と
な
る
災
害
は
、
災
害
対
策
基
本
法
に
基
づ
く
静
岡
県
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ

れ
た
場
合
若
し
く
は
地
震

、
津
波
、
風
水
害
そ
の
他
の
異
常
な
天
然
現
象
又
は
予
期
で
き
な
い
事
故
に
よ
る

も
の
で
甲
が
必
要
と
認
め

る
場
合
の
災
害
と
す
る
。

（
応
急
対
策
業
務
協
力
者
）

第
３
条

乙
の
協
会
を
構
成
す
る
会
員
で
あ
り
、
か
つ
、
本
協
定
に
賛
同
で
き
る
会
員
を
応
急
対
策
業
務
協
力

者
（
以
下
「
協
力
者
」
と

い
う
。）

と
す
る
。

２
乙

は
、

協
会
内

の
連

絡
体

系
図

及
び

協
力

者
を

と
り
ま

と
め

た
名
簿
（

以
下
「

名
簿

等
」

と
い

う
。
）

を

協
定
締
結
後
速
や
か
に
甲

に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

３
前
項
の
名
簿
等
の
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
乙
は
、
速
や
か
に
名
簿
等
を
修
正
し
た
上
で
甲
に
提
出
す

る
も
の
と
す
る
。

４
第
８
条
の
規
定
に
よ
り
こ
の
協
定
の
期
間
が
延
長
さ
れ
た
場
合
に
は
、
乙
は
、
第
２
項
の
名
簿
等
を
毎
年
９
月

１
日
ま
で
に
甲
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

５
前
３
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
甲
は
、
必
要
に
応
じ
て
乙
に
名
簿
等
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
。

（
業
務
実
施
要
請
）

第
４
条

甲
が
緊
急
に
設
計
等
業
務
の
実
施
を
必
要
と
し
、
協
力
者
の
中
か
ら
当
該
業
務
の
受
託
者
を
決
定
し

た
場
合
、
甲
は
、
業
務
実
施
要
請
書
に
よ
り
必
要
な
設
計
等
業
務
の
実
施
を
受
託
者
に
要
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

２
前
項
の
要
請
に
は
、
別
表
に
掲
げ
る
者
か
ら
の
要
請
を
含
む
も
の
と
す
る
。

３
第
１
項
の
業
務
実
施
要
請
書
は
２
通
作
成
し
、
甲
と
受
託
者
が
各
自
そ
の
１
通
を
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

４
第
１
項
の
要
請
は
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
に
は
電
話
等
の
通
信
手
段
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

が
、
こ
の
場
合
も
遅
滞
な

く
業
務
実
施
要
請
書
を
交
わ
す
も
の

と
す
る
。

（
業
務
の
実
施
）

第
５
条

受
託
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
甲
の
要
請
が
あ
っ
た
と
き
に

は
、
甲
の
指
示
に
従
い
、
速
や
か
に

必
要
な
設
計
等
業
務
に
着

手
す
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
設
計
等
業
務
の
範
囲
は
、
当
該
要
請
の
あ
っ
た
企
業
局
所
管
施
設
等
の
機
能
確
保
又
は
回
復
に
係

る
必
要
最
小
限
の
業
務
と

す
る
。

３
受
託
者
が
当
該
業
務
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
二
次
災
害
に
対
し
十
分
注
意
し
て
作
業
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ま
た
、
当
該
作
業
の
関
係
者
の
ほ
か
、
付
近
住
民
、
通
行
者
、
通
行
車
両
等
の
第
三
者
の
安
全
確
保
に
も

特
段
の
注
意
を
払
う
も
の
と
す
る
。

４
受
託
者
は
、
業
務
従
事
者
が
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
適
用
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
手
続
を
行
う
も
の
と

す
る
。

５
受
託
者
は
、
業
務
内
容
が
判
定
で
き
る
よ
う
な
写
真
等
の
資
料
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
業
務
の
進
捗
状

況
及
び
完
成
を
書
面
で
甲

に
適
宜
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
委
託
契
約
の
締
結
）

第
６
条

甲
は
、
受
託
者
と
速
や
か
に
随
意
契
約
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。

（
実
施
細
目
）

第
７
条

こ
の
協
定
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
書
類
等
の
様
式
や
実
施
に
関
す
る
細
目
は
、
実
施
細
目
で
定
め
る
。

（
協
定
の
効
力
）

第
８
条

こ
の
協
定
の
期
間
は
、
協
定
締
結
の
日
か
ら
令
和

年
３
月
３

１
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ

し
、
こ
の

期
間
満
了
の
日
の
３
０
日

前
ま
で
に
、
甲
乙
い
ず
れ
か
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
相
手
方
に
対
し
て
文
書
に
よ
り
異
議

の
申
出
が
な
い
と
き
は
、
更
に
１
年
延
長
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
に
お
い
て
期
間
満
了
し
た
と
き
も
同
様

と
す
る
。
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（
疑
義
の
解
決
）

第
９
条

こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
及
び
こ
の
協
定
に
関
し
て
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
甲
乙

協
議
し
て
定
め
る
も
の
と

す
る
。

上
記
の
協
定
の
成
立
を
証

す
る
た
め
、
こ
の
協
定
書
２
通

を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１

通
を
所
持
す
る
。

令
和
元
年

1
1
月

1
5
日

（
甲
）
静
岡
市
葵
区
追
手

町
９
番
６
号

静
岡
県
公
営
企
業

管
理
者

松
下

育
蔵

（
乙
）
静
岡
市
葵
区
伝
馬
町
９
番
地
の
７

一
般
社
団
法
人
静
岡
県
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ツ
協
会

会
長

森
崎

祐
治

別
表

東
部
事
務
所
長

西
部
事
務
所
長
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災
害
又
は
事
故
に
お
け
る
測
量
設
計
等
業
務
委
託
に
関
す
る
協
定
書

静
岡

県
公

営
企
業

管
理

者
（

以
下

「
甲

」
と

い
う

。
）
と
一

般
社

団
法

人
静

岡
県

測
量

設
計
業

協
会

長
（

以

下
「
乙

」
と

い
う
。
）
と
は

、
地

震
、

津
波

及
び
風

水
害

又
は

事
故

に
よ

り
甲

の
所

管
す
る

水
道

及
び

工
業

用

水
道
な

ど
の

施
設
等

（
以

下
「

企
業

局
所

管
施

設
等

」
と
い

う
。
）

に
災

害
が

発
生

し
た
場

合
又

は
そ

の
お

そ

れ
が
あ

る
場

合
の
測

量
、

設
計

、
用

地
測

量
及

び
用

地
調
査

業
務

（
以
下
「

測
量
設

計
等

業
務

」
と

い
う

。
）

の
実
施
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
協
定
を
締
結
す
る
。

（
目
的
）

第
１
条

こ
の

協
定
は
、
異
常
な
天
然
現
象
や

予
期
で
き
な
い
事
故
に
よ
り
災
害
が
発
生
し
た
場
合
又
は
そ
の

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
社
会
の

混
乱
を
防
止
し
円
滑
な
県
民
の
救
助
活
動
及
び
災
害
復
旧
活
動
に
資
す
る

た
め
、
甲
が
乙
の
協
力
を
得
て
災

害
応
急
復
旧
工
事
又
は
緊
急
的
な
事
故
応
急
対
策
等
に
必
要
な
測
量
設
計

等
業
務
を
迅
速
に
実
施
す

る
こ
と
に
よ
り
、
企
業
局
所
管
施
設
等
の
機
能
の
確
保
又
は
回
復
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

（
対
象
と
な
る
災
害
）

第
２
条

こ
の
協
定
の
対
象
と
な
る
災
害
は
、
災
害
対
策
基
本
法
に
基
づ
く
静
岡
県
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ

れ
た
場
合
若
し
く
は
地
震

、
津
波
、
風
水
害
そ
の
他
の
異
常
な
天
然
現
象
又
は
予
期
で
き
な
い
事
故
に
よ
る

も
の
で
甲
が
必
要
と
認
め

る
場
合
の
災
害
と
す
る
。

（
応
急
対
策
業
務
協
力
者
）

第
３
条

本
協
定
に
賛
同
で
き
る
協
会
員
を
応
急
対
策
業
務
協
力
者
（
以
下
「
協
力
者
」
と
い
う
。
）
と
す
る

。

２
乙

は
、

協
会
内

の
連

絡
体

系
図

及
び

協
力

者
を

と
り
ま

と
め

た
名
簿
（

以
下
「

名
簿

等
」

と
い

う
。
）

を

協
定
締
結
後
、
速
や
か
に

甲
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

３
前
項
の
名
簿
等
の
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
乙
は
、
速
や
か
に
名
簿
等
を
修
正
し
た
上
で
甲
に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

４
第
８
条
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
協
定
の
期
間
が
延
長
さ
れ
た
場
合
に

は
、
乙
は
、
第
２
項
の
名
簿
等
を
毎

年
９
月
１
日
ま
で
に
甲
に

提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

５
前
３
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
甲
は
、
必
要
に
応
じ
て
乙
に
名
簿
等
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。

（
業
務
実
施
要
請
）

第
４
条

甲
が

緊
急
に
測
量
設
計
等
業
務
の
実

施
を
必
要
と
し
、
協
力
者
の
中
か
ら
当
該
業
務
の
受
託
者
を
決

定
し
た
場

合
、
甲
は
、
業
務
実
施
要
請
書
に
よ
り
必
要
な
測
量
設
計
等
業
務
の
実
施
を
受
託
者
に
要
請
す
る

こ
と
が
で

き
る
。

２
前
項
の
要
請
に
は
、
別
表
に
掲
げ
る
者
か
ら
の
要
請
を
含
む
も
の
と
す
る
。

３
第
１
項
の
業
務
実
施
要
請
書
は
２
通
作
成
し
、
甲
と
受
託
者
が
各
自
そ
の
１
通
を
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

４
第
１
項
の
要
請
は
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
に
は
電
話
等
の
通
信
手
段
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

が
、
こ
の
場
合
も
遅
滞
な

く
業
務
実
施
要
請
書
を
交
わ
す
も
の

と
す
る
。

（
業
務
の
実
施
）

第
５
条

受
託
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
甲
の
要
請
が
あ
っ
た
と
き
に

は
、
甲
の
指
示
に
従
い
、
速
や
か
に

必
要
な
測
量
設
計
等
業
務

に
着
手
す
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
測
量
設
計
等
業
務
の
範
囲
は
、
当
該
要
請
の
あ
っ
た
企
業
局
所
管
施
設
等
の
機
能
確
保
又
は
回
復

に
係
る
必
要
最
小
限
の
業

務
と
す
る
。

３
受
託
者
が
当
該
業
務
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
二
次
災
害
に
対
し
十
分
注
意
し
て
作
業
を
進
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
、
当
該

作
業
の
関
係
者
の
ほ
か
、
付
近
住
民
、
通
行
者
、
通
行
車
両
等
の
第
三
者
の
安
全

確
保
に
も
特
段
の
注
意
を

払
う
も
の
と
す
る
。

４
受
託
者
は
、
業
務
従
事
者
が
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
適
用
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
手
続
を
行
う
も
の
と

す
る
。

５
受
託
者
は
、
業
務
内
容
が
判
定
で
き
る
よ
う
な
写
真
等
の
資
料
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
業
務
の
進
捗
状

況
及
び
完
成
を
甲
あ
て
書

面
に
て
適
宜
報
告
す
る
も
の
と
す
る

。

（
業
務
委
託
契
約
の
締
結
）

第
６
条

甲
は
、
受
託
者
と
遅
滞
な
く
随
意
契
約
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。

（
実
施
細
目
）

第
７
条

こ
の
協
定
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
書
類
等
の
様
式
や
実
施
に
関
す
る
細
目
は
、
実
施
細
目
で
定
め
る
。

（
協
定
の
効
力
）

第
８
条

こ
の
協
定
の
期

間
は
、
協
定
締
結
の
日
か
ら
令
和

年
月

日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
期

間
満
了
の
日
の

30
日

前
ま
で

に
、
甲
乙
い
ず

れ
か

ら
も
そ
れ
ぞ
れ
相

手
方
に

対
し
て
文
書
に
よ
り

異
議
の

申
出
が
な
い
と
き
は
、
更
に

1
年
延
長
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
に
お
い
て
期
間
満
了
し
た
と
き
も
同
様
と

す
る
。

（
疑
義
の
解
決
）

第
９
条

こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
及
び
こ
の
協
定
に
関
し
て
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
甲
乙

協
議
し
て
定
め
る
も
の
と

す
る
。

-590-



上
記
の

協
定
の
成

立
を
証
す
る

た
め

、
こ
の

協
定

書
２
通

を
作
成

し
、
甲

乙
記

名
押
印
の

上
、
各
自
そ

の
1

通
を
所
持
す
る
。

令
和
元
年

11
月

15
日

（
甲
）
静
岡
市
葵
区
追
手
町
９
番
６
号

静
岡
県
公
営
企
業
管
理
者

松
下

育
蔵

（
乙
）
静
岡
市
葵
区
伝
馬
町
９
番
地
の
７

一
般
社
団
法
人
静
岡
県
測
量
設
計
業
協
会

会
長

藤
山

義
修

別
表

東
部
事
務
所
長

西
部
事
務
所
長
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災
害
又
は
事
故
に
お
け
る
地
質
調
査
等
業
務
委
託
に
関
す
る
協
定
書

静
岡

県
公

営
企
業

管
理

者
（

以
下

「
甲

」
と

い
う

。
）
と
一

般
社

団
法

人
静

岡
県

地
質

調
査
業

協
会

長
（

以

下
「
乙

」
と

い
う
。
）
と
は

、
地

震
、

津
波

及
び
風

水
害

又
は

事
故

に
よ

り
甲

の
所

管
す
る

水
道

及
び

工
業

用

水
道
な

ど
の

施
設
等

（
以

下
「

企
業

局
所

管
施

設
等

」
と
い

う
。
）

に
災

害
が

発
生

し
た
場

合
又

は
そ

の
お

そ

れ
が
あ
る
場
合
の
地
質
調
査
等
業
務
の
実
施
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
協
定
を
締
結
す
る
。

（
目
的
）

第
１
条

こ
の

協
定
は
、
異
常
な
天
然
現
象
や

予
期
で
き
な
い
事
故
に
よ
り
災
害
が
発
生
し
た
場
合
又
は
そ
の

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
社
会
の

混
乱
を
防
止
し
円
滑
な
県
民
の
救
助
活
動
及
び
災
害
復
旧
活
動
に
資
す
る

た
め
、
災
害
応
急
復
旧
工
事
又
は

緊
急
的
な
事
故
応
急
対
策
等
に
必
要
な
地
質
調
査
等
業
務
を
迅
速
に
実
施

す
る
こ
と
に
よ
り
、
企
業

局
所
管
施
設
等
の
機
能
の
確
保
又
は

回
復
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
対
象
と
な
る
災
害
）

第
２
条

こ
の
協
定
の
対
象
と
な
る
災
害
は
、
災
害
対
策
基
本
法
に
基
づ
く
静
岡
県
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ

れ
た
場
合
若
し
く
は
地
震

、
津
波
、
風
水
害
そ
の
他
の
異
常
な
天
然
現
象
又
は
予
期
で
き
な
い
事
故
に
よ
る

も
の
で
甲
が
必
要
と
認
め

る
場
合
の
災
害
と
す
る
。

（
応
急
業
務
協
力
者
）

第
３
条

乙
の
協
会
を
構
成
す
る
会
員
で
あ
り
、
か
つ
、
本
協
定
に
賛
同
で
き
る
協
会
員
を
応
急
業
務
協
力
者

（
以
下
「
協
力
者
」
と
い

う
。）

と
す
る
。

２
乙

は
、

協
会
内

の
連

絡
体

系
図

及
び

協
力

者
を

と
り
ま

と
め

た
名
簿
（

以
下
「

名
簿

等
」

と
い

う
。
）

を

協
定
締
結
後
、
速
や
か
に

甲
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

３
前
項
の
名
簿
等
の
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
乙
は
、
速
や
か
に
名
簿
等
を
修
正
し
た
上
で
甲
に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

４
第
８
条
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
協
定
の
期
間
が
延
長
さ
れ
た
場
合
に

は
、
乙
は
、
第
２
項
の
名
簿
等
を
毎

年
９
月
１
日
ま
で
に
甲
に

提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

５
前
３
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
甲
は
、
必
要
に
応
じ
て
乙
に
名
簿
等
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。

（
業
務
実
施
要
請
）

第
４
条

甲
が

緊
急
に
地
質
調
査
等
業
務
の
実

施
を
必
要
と
し
、
協
力
者
の
中
か
ら
当
該
業
務
の
受
託
者
を
決

定
し
た
場

合
、
甲
は
、
業
務
実
施
要
請
書
に
よ
り
必
要
な
地
質
調
査
等
業
務
の
実
施
を
受
託
者
に
要
請
す
る

こ
と
が
で

き
る
。

２
前
項
の
要
請
に
は
、
別
表
に
掲
げ
る
者
か
ら
の
要
請
を
含
む
も
の
と
す
る
。

３
第
１
項
の
業
務
実
施
要
請
書
は
２
通
作
成
し
、
甲
と
受
託
者
が
各
自
そ
の
１
通
を
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

４
第
１
項
の
要
請
は
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
に
は
電
話
等
の
通
信
手
段
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

が
、
こ
の
場
合
も
遅
滞
な

く
要
請
書
を
交
わ
す
も
の
と
す
る
。

（
業
務
の
実
施
）

第
５
条

受
託
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
甲
の
要
請
が
あ
っ
た
と
き
に

は
、
甲
の
指
示
に
従
い
、
速
や
か
に

必
要
な
地
質
調
査
等
業
務

に
着
手
す
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
地
質
調
査
等
業
務
の
範
囲
は
、
当
該
要
請
の
あ
っ
た
企
業
局
所
管
施
設
等
の
機
能
確
保
又
は
回
復

に
係
る
必
要
最
小
限
の
業

務
と
す
る
。

３
受
託
者
が
当
該
業
務
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
二
次
災
害
に
対
し
十
分
注
意
し
て
作
業
を
進
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
、
当
該

作
業
の
関
係
者
の
ほ
か
、
付
近
住
民
、
通
行
者
、
通
行
車
両
等
の
第
三
者
の
安
全

確
保
に
も
特
段
の
注
意
を

払
う
も
の
と
す
る
。

４
受
託
者
は
、
業
務
従
事
者
が
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
適
用
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
手
続
を
行
う
も
の
と

す
る
。

５
受
託
者
は
、
業
務
内
容
が
判
定
で
き
る
よ
う
な
写
真
等
の
資
料
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
業
務
の
進
捗
状

況
及
び
完
成
を
書
面
で
甲

に
適
宜
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
委
託
契
約
の
締
結
）

第
６
条

甲
は
、
受
託
者
と
遅
滞
な
く
随
意
契
約
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。

（
実
施
細
目
）

第
７
条

こ
の
協
定
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
書
類
等
の
様
式
や
実
施
に
関
す
る
細
目
は
、
実
施
細
目
で
定
め
る
。

（
協
定
の
効
力
）

第
８
条

こ
の
協
定
の
期
間
は
、
協
定
締
結
の
日
か
ら
令
和

年
月

日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
期

間
満
了
の
日
の

30
日

前
ま
で

に
、
甲
乙
い
ず

れ
か

ら
も
そ
れ
ぞ
れ
相

手
方
に

対
し
て
文
書
に
よ
り

異
議
の

申
出
が
な
い
と
き
は
、
更
に

1
年
延
長
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
に
お
い
て
期
間
満
了
し
た
と
き
も
同
様
と

す
る
。

（
疑
義
の
解
決
）

第
９
条

こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
及
び
こ
の
協
定
に
関
し
て
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
甲
乙

協
議
し
て
定
め
る
も
の
と

す
る
。

上
記
の

協
定
の
成

立
を
証
す
る

た
め

、
こ
の

協
定

書
２
通

を
作
成

し
、
甲

乙
記

名
押
印
の

上
、
各
自
そ

の
1

通
を
所
持
す
る
。
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令
和
元
年

11
月

15
日

（
甲
）
静
岡
市
葵
区
追
手
町
９
番
６
号

静
岡
県
公
営
企
業
管
理
者

松
下

育
蔵

（
乙
）
静
岡
市
葵
区
唐
瀬
１
丁
目
１
７
番
３
４
号

一
般
社
団
法
人
静
岡
県
地
質
調
査
業
協
会

会
長

松
浦

好
樹

別
表

東
部
事
務
所
長

西
部
事
務
所
長
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災
害

時
に
お

け
る
災

害
復

旧
に

係
る
支

援
業

務
委
託

に
関

す
る

協
定

書

静
岡

県
公

営
企

業
管

理
者

（
以

下
「

甲
」

と
い

う
。
）

と
公

益
社

団
法

人
上

下
水

道
コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
協

会
中

部
支

部
長
（

以
下

「
乙

」
と

い
う

。
）

は
、

地
震

、
津

波
及

び
風

水
害

又
は

事
故
に

よ
り

甲

の
所

管
す

る
水

道
及
び

工
業

用
水

道
な

ど
の

施
設

等
（

以
下

「
企

業
局

所
管

」
と

い
う

。
）
に

災
害

が

発
生

し
た

場
合

（
以
下

「
災

害
時

」
と

い
う

。
）

の
災

害
復

旧
に

係
る

支
援

業
務

に
関

し
て
、

次
の

と

お
り

協
定
を

締
結

す
る

。

（
目

的
）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
災
害

時
に
お

け
る

乙
の

技
術

支
援

協
力
に
関

す
る
基

本
的

事
項

を
定

め
、
被

害
の

拡
大
防

止
と

被
災

し
た

水
道

施
設

の
早

期
復
旧

を
行
う

こ
と

を
目

的
と

す
る
。

（
定

義
）

第
２

条
こ

の
協

定
の

対
象
と

な
る

災
害

は
、

地
震

、
暴

風
、

竜
巻
、

豪
雨

、
落

雷
、

豪
雪

、
洪

水
、

崖
崩

れ
、
土

石
流

、
地

滑
り

そ
の

他
異

常
な

自
然
現

象
又
は

予
期

で
き

な
い

事
故
に

よ
る
も

の
で

甲
が

必
要
と

認
め

る
場

合
の

災
害

と
す

る
。

（
支

援
協

力
の

実
施
業

務
範

囲
）

第
３

条
乙

の
技

術
支

援
協
力

の
内

容
は

、
甲

が
実

施
し

た
被

害
状
況

の
調
査

結
果

に
基

づ
き

、
企

業

局
所

管
の
施

設
に

お
け

る
災

害
発

生
箇

所
又

は
災
害

が
発
生

す
る

恐
れ

の
あ

る
箇
所

に
対
し

て
、

甲
が

要
請
し

た
範

囲
を

基
本

と
す

る
。

（
災

害
復

旧
業

務
に
関

す
る

要
請

及
び

実
施

者
の

特
定

）

第
４

条
甲

の
乙

に
対

す
る
技

術
支

援
協

力
の

要
請

は
、
協

力
内
容

を
明

ら
か

に
し

た
書

面
に
よ

り
行

う
。

２
前

項
の

要
請

に
は

、
別
表

に
掲

げ
る

者
か

ら
の

要
請

を
含

む
も
の

と
す

る
。

３
乙

は
、
甲
か

ら
要
請

が
あ

っ
た

場
合

は
、
速
や

か
に
乙

を
構
成

す
る

会
員

の
中

か
ら
、
技
術

支
援

可
能

な
会

員
（
以

下
「

支
援

協
力

者
」

と
い

う
。
）

を
書
面

に
よ
り

甲
に

通
知

す
る

も
の

と
す

る
。

４
甲

は
、
乙

か
ら

通
知

を
受

け
た

後
、
支

援
協

力
者

の
中

か
ら

業
務

を
実
施

す
る

会
員
（

以
下
「

業

務
実

施
者

」
と
い

う
。
）

に
対

し
、

書
面

に
よ
り

業
務

実
施

を
要
請

す
る

も
の

と
す

る
。

５
な

お
、
災

害
の

状
況

等
や

む
を
得

な
い
状

況
に

よ
り

前
項

に
よ

り
が

た
い

場
合
は

、
口

頭
、
電

話
、

そ
の

他
の

適
切
な

手
段

で
行

う
も

の
と

し
、

業
務

着
手
後

、
速
や

か
に

書
面

に
よ

り
通
知

す
る
も

の
と

す
る

。

６
第

4
項

の
業

務
実

施
要
請

書
は

２
通

作
成

し
、
甲
と

業
務

実
施

者
が

各
自

そ
の

１
通

を
保
管

す
る

も
の

と
す

る
。

７
甲

は
、
業

務
実
施

要
請
書

に
よ
り

協
力

者
に

実
施

要
請

を
行

っ
た

と
き
は

、
そ

の
状

況
を
乙

に
通

知
す

る
も

の
と

す
る

。

８
災

害
の

状
況

等
や

む
を
得

な
い

状
況

に
よ

り
、
会
員

が
技

術
支

援
協

力
を

実
施

で
き

な
い
場

合
に

お
い

て
は

、
こ

の
限

り
で
は

な
い

も
の

と
す

る
。

（
委

託
契

約
の

締
結

及
び

費
用

負
担

）

第
５

条
甲
は

、
業
務

実
施
者

と
業
務

内
容

及
び

範
囲

を
協

議
し

、
速

や
か

に
業

務
委
託

契
約
を

締
結

す
る

。

２
技

術
支
援

協
力
に

係
る
費

用
は

、
支

援
を

受
け

る
甲

の
負

担
と
し

、
業

務
実

施
者
と

協
議
す

る
も

の
と

す
る

。

３
業

務
実
施

者
は
、
支

援
業

務
終
了

後
、
業
務

委
託
契

約
書

に
基

づ
く

費
用

を
甲

に
請

求
す
る

も
の

と
す

る
。

甲
は
業

務
実

施
者

の
請

求
に

応
じ

て
、

所
定
の

手
続
き

に
よ

り
費

用
を

支
払
う

。

４
第

1
項
の

業
務

委
託

契
約

締
結
後

に
、
契

約
変

更
の
必

要
な
事

項
が
生

じ
た

場
合

は
、
甲
は

業
務

実
施

者
と

協
議
し

て
業

務
委

託
契

約
を

変
更

す
る

こ
と
が

で
き
る

。

（
業

務
の

実
施

）

第
６

条
業
務

実
施
者

は
、

委
託

契
約

を
締

結
し

た
業

務
を
速

や
か
に

遂
行

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
大

規
模
災

害
等
に

お
い
て

、
業

務
実

施
者
が

人
員
等

を
調

達
す

る
の

に
相

当
の

時
間

を
要
す

る
と

認
め

ら
れ

る
場
合

、
技

術
支

援
協

力
の

実
施

は
甲

及
び
業

務
実
施

者
に

て
協

議
の

上
で
決

定
す
る

も
の

と
す

る
。

（
業

務
の

報
告

）

第
７

条
業
務

実
施
者

は
支
援

業
務

が
終

了
し

た
と

き
は
、
速

や
か

に
甲

に
対

し
て

書
面

を
も
っ

て
報

告
す

る
も
の

と
す

る
。

（
実

施
細

目
）

第
８

条
こ
の

協
定
に

お
い
て

規
定

さ
れ

た
書

類
等

の
様

式
や

実
施
に

関
す

る
細

目
は

、
実

施
細

目
で

定
め

る
。

（
労

災
及

び
損

害
補

償
な

ど
）

第
９

条
支
援

業
務
に

お
い
て

、
労
務

災
害

等
が

発
生

し
た

場
合

は
、
業

務
実

施
者

の
労

災
保
険

を
適

用
す

る
も
の

と
す

る
。

２
技

術
支
援

協
力
の

実
施
に

伴
い

、
甲

お
よ

び
業

務
実

施
者

の
責
に

帰
さ
な

い
理

由
に

よ
り

、
第

三

者
に

損
害

を
及
ぼ

し
た

場
合

、
ま

た
は

業
務

実
施

者
等
に

損
害
が

生
じ

た
場

合
は

、
業
務

実
施
者

は
、

そ
の

事
実
の

発
生

後
速

や
か

に
、

そ
の

状
況

を
書
面

に
よ
り

甲
に

報
告

し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。

そ
の

措
置
に

つ
い

て
、

甲
お

よ
び

業
務

実
施

者
は
協

議
し
て

定
め

る
も

の
と

す
る
。

３
業

務
実
施

者
が
行

っ
た
技

術
支

援
協

力
に

お
い

て
、
瑕

疵
が

あ
っ

た
場
合

、
甲

は
業

務
実
施

者
に

修
補

等
を

請
求
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

４
前

項
の
請

求
は
甲

と
業
務

実
施

者
が

締
結

し
た

委
託

契
約

に
お
け

る
契

約
約

款
等

の
瑕

疵
担

保

条
項

に
基

づ
く
も

の
と

し
、

瑕
疵

担
保

条
項

に
よ

ら
な
い

場
合
は

、
甲

お
よ

び
業

務
実
施

者
が
協

議
し

て
定

め
る
も

の
と

す
る

。

（
協

定
の

有
効

期
間

）

第
１

０
条

こ
の

協
定

の
期
間

は
、

協
定

締
結

の
日

か
ら

令
和

３
年
３

月
31

日
ま

で
と

す
る

。
た

だ

し
、
こ

の
期

間
満

了
の

日
の

3
0
日

前
ま

で
に

、
甲
乙

い
ず

れ
か

ら
も

そ
れ

ぞ
れ

相
手

方
に
対

し
て

文
書

に
よ
り

異
議

の
申

出
が

な
い

と
き

は
、

更
に

1
年

延
長

す
る

も
の

と
し

、
そ
の

後
に
お

い
て

期
間

満
了
し

た
と

き
も

同
様

と
す

る
。
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（
疑

義
の

解
決

）

第
１

１
条

こ
の

協
定

に
定
め

の
な

い
事

項
及

び
こ

の
協

定
に

関
し
て

疑
義

が
生

じ
た

と
き

は
、
そ

の

都
度

甲
乙
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

本
協

定
の

締
結

を
証

す
る

た
め

、
本

書
２

通
を

作
成

し
、
甲

お
よ

び
乙

が
そ

れ
ぞ

れ
記

名
押
印

の
う

え
、

各
自
そ

の
１

通
を

保
有
す

る
。

令
和

２
年
５

月
1
8
日

（
甲

）
静

岡
市
葵

区
追
手

町
９

番
６

号

静
岡

県
公

営
企

業
管
理

者
松

下
育

蔵

（
乙

）
愛

知
県
名

古
屋
市

中
区

錦
１

－
８

－
６

（
O
N
E
ST

名
古

屋
錦

ス
ク

エ
ア

）

公
益

社
団

法
人

全
国

上
下

水
道
コ

ン
サ
ル

タ
ン
ト

協
会

中
部

支
部

中
部

支
部

長
上

田
直

和

別
表

（
協

定
書

第
４

条
第

２
項

に
基

づ
く

甲
に

含
ま

れ
る

要
請

者
）

静
岡
県

企
業

局
東

部
事

務
所

長

静
岡
県

企
業

局
西

部
事

務
所

長
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災
害

時
に

お
け

る
応

急
対

策
業

務
に

関
す

る
協

定
書

（県
生

活
排

水
課

）

静
岡

県
（
以

下
｢甲

｣と
い

う
。

）
と

社
団

法
人

日
本

下
水

道
管

路
管

理
業

協
会

中
部

支
部

静
岡

県
部

会
（
以

下
｢乙

｣

と
い

う
。

）
と

は
、

大
規

模
地

震
等

で
被

災
し

た
下

水
道

管
路

施
設

の
応

急
対

策
業

務
に

関
す

る
協

定
に

つ
い

て
、

次

の
と

お
り

協
定

を
締

結
す

る
。

（
目

的
）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
災

害
対

策
基

本
法

、
静

岡
県

地
震

対
策

推
進

条
例

及
び

静
岡

県
地

域
防

災
計

画
に

基
づ

き
、

災
害

時
に

お
け

る
民

間
協

力
の

一
環

と
し

て
、

｢甲
｣と

｢乙
｣及

び
被

災
市

町
村

（
以

下
｢丙

｣と
い

う
。

）
と

の
協

力
の

も

と
に

、
大

規
模

地
震

等
で

の
下

水
道

管
路

施
設

の
被

災
調

査
及

び
応

急
措

置
を

迅
速

か
つ

的
確

に
実

施
し

、
も

っ
て

、

下
水

道
管

路
施

設
の

早
期

機
能

回
復

な
ど

災
害

応
急

対
策

の
充

実
、

強
化

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

（
協

力
業

務
）

第
２

条
こ

の
協

定
の

対
象

と
な

る
業

務
は

、
大

規
模

地
震

等
に

よ
り

被
災

し
た

下
水

道
管

路
施

設
の

被
災

調
査

及

び
応

急
措

置
と

し
、

甲
又

は
丙

が
必

要
と

認
め

た
範

囲
と

す
る

。

（
災

害
応

急
対

策
協

力
者

）

第
３

条
乙

は
、

災
害

応
急

対
策

協
力

業
者

（
以

下
｢協

力
業

者
｣と

い
う

。
）
を

名
簿

に
と

り
ま

と
め

、
協

定
締

結
後

速

や
か

に
甲

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。

２
乙

は
、

協
力

業
者

毎
の

災
害

時
出

動
態

勢
と

し
て

、
建

設
資

機
材

等
の

数
量

を
取

り
ま

と
め

｢資
機

材
保

有
状

況

報
告

｣を
前

項
の

規
定

に
よ

る
名

簿
と

と
も

に
甲

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。

（
支

援
の

要
請

）

第
４

条
甲

は
、

自
ら

の
判

断
に

よ
り

必
要

と
認

め
た

と
き

、
及

び
丙

か
ら

協
力

業
者

の
支

援
要

請
を

受
け

た
と

き
は

、

災
害

の
実

状
に

応
じ

て
乙

に
対

し
支

援
要

請
書

に
よ

り
支

援
を

要
請

す
る

。

２
前

項
の

要
請

は
、

緊
急

を
要

す
る

場
合

に
は

電
話

等
の

通
信

手
段

に
よ

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
と

す
る

が
、

こ
の

場

合
も

遅
滞

な
く
支

援
要

請
書

を
交

わ
す

も
の

と
す

る
。

支
援

要
請

書
は

甲
乙

各
々

が
１

通
を

保
管

す
る

も
の

と
す

る
。

３
乙

は
、

警
戒

宣
言

が
発

令
さ

れ
た

時
及

び
震

度
５

強
以

上
の

地
震

が
発

生
し

た
場

合
は

、
甲

か
ら

支
援

態
勢

準
備

の
要

請
が

あ
っ

た
も

の
と

み
な

し
、

支
援

態
勢

を
整

え
る

も
の

と
す

る
。

４
乙

は
、

支
援

の
要

請
に

備
え

、
使

用
資

機
材

の
確

保
に

努
め

る
。

（
被

災
調

査
及

び
応

急
措

置
の

実
施

）

第
５

条
乙

は
、

前
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
甲

の
要

請
が

あ
っ

た
と

き
は

、
協

力
業

者
の

中
か

ら
担

当
業

者
を

決
定

す
る

。

２
担

当
業

者
は

、
甲

又
は

丙
の

指
示

に
従

い
、

被
災

管
路

施
設

の
調

査
に

着
手

す
る

も
の

と
す

る
。

３
担

当
業

者
は

、
被

災
調

査
に

当
っ

て
は

、
第

三
者

に
損

害
を

与
え

な
い

よ
う

特
段

の
注

意
を

払
う

も
の

と
す

る
。

４
担

当
業

者
は

、
業

務
従

事
者

の
労

働
災

害
補

償
の

た
め

、
労

働
者

災
害

補
償

保
険

法
の

適
用

を
受

け
ら

れ
る

よ

う
手

続
き

を
取

る
も

の
と

す
る

。

５
担

当
業

者
は

、
業

務
請

負
契

約
の

根
拠

と
す

る
た

め
、

調
査

内
容

が
判

定
で

き
る

写
真

等
の

資
料

を
整

備
す

る
と

と
も

に
、

適
宜

調
査

の
進

捗
状

況
及

び
完

了
を

乙
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

（
請

負
契

約
の

締
結

）

第
６

条
甲

は
、

自
ら

の
判

断
に

よ
り

支
援

要
請

し
た

場
合

は
、

担
当

業
者

か
ら

の
前

条
５

項
の

資
料

を
も

と
に

速
や

か
に

随
意

契
約

を
締

結
す

る
も

の
と

し
、

ま
た

、
丙

か
ら

支
援

要
請

を
受

け
た

場
合

に
は

、
丙

に
対

し
担

当
業

者
と

の

随
意

契
約

を
締

結
す

る
よ

う
指

導
す

る
も

の
と

す
る

。

２
乙

は
、

前
項

の
甲

の
契

約
に

つ
い

て
、

ま
た

甲
及

び
乙

は
、

前
項

の
丙

の
契

約
に

つ
い

て
協

力
す

る
も

の
と

す
る

。

[資
料

編
Ⅱ
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（
乙

か
ら

甲
へ

の
報

告
）

第
７

条
乙

は
、

第
３

条
の

規
定

に
よ

る
協

力
業

者
の

名
簿

及
び

｢資
機

材
保

有
状

況
報

告
書

｣に
つ

い
て

、
そ

の
内

容
に

変
更

が
生

じ
た

と
き

、
又

は
甲

が
特

に
報

告
を

求
め

た
と

き
、

及
び

毎
年

９
月

１
日

に
甲

に
報

告
す

る
こ

と
と

す

る
。

２
乙

は
、

こ
の

協
定

に
基

づ
い

て
支

援
活

動
を

行
っ

た
時

は
、

第
５

条
第

５
項

の
報

告
を

取
り

ま
と

め
て

甲
に

報
告

す

る
も

の
と

す
る

。

（
協

定
の

効
力

）

第
８

条
こ

の
協

定
の

期
間

は
、

締
結

の
日

か
ら

平
成

１
５

年
３

月
３

１
日

ま
で

と
す

る
。

た
だ

し
、

こ
の

期
間

満
了

の
日

の
３

０
日

前
ま

で
に

、
甲

乙
い

ず
れ

か
ら

も
そ

れ
ぞ

れ
相

手
方

に
対

し
て

文
書

に
よ

り
異

議
の

申
出

が
な

い
と

き
は

、

更
に

１
年

間
延

長
す

る
も

の
と

し
、

そ
の

後
に

お
い

て
期

間
満

了
し

た
と

き
も

同
様

と
す

る
。

（
疑

義
の

解
決

）

第
９

条
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
こ

の
協

定
に

関
し

て
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
そ

の
都

度
、

甲
乙

協
議

し
て

定
め

る
も

の
と

す
る

。

上
記

の
協

定
の

成
立

を
証

す
る

た
め

、
こ

の
協

定
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、

各
自

そ
の

１
通

を
所

持

す
る

。

平
成

１
５

年
１

月
２

７
日

（
甲

）
静

岡
県

都
市

住
宅

部
長

佐
藤

侃
ニ

（
乙

）
社

団
法

人
日

本
下

水
道

管
路

管
理

業
協

会

中
部

支
部

静
岡

県
部

会

部
会

長
岡

本
彦

一
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災
害

時
に
お
け

る
応

急
対

策
業
務
に

関
す
る

協
定
書

（
県
建
築

企
画
課
）

静
岡
県
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
と
○
○
○
○
○
○
○

○
（
以
下
「
乙
」

と
い

う
。）

と
は
、
大
規
模
地
震
等
で

被
災

し
た
建
築

物
が
余
震
等
に
よ
り
倒
壊
す
る
な
ど
、
二
次
災

害
の
発
生
の
恐
れ

が
あ
る
場
合
の
応
急
対

策
業
務
に
関
す
る
協
力
に

つ
い

て
、
次
の

と
お
り
協
定
を
締
結
す
る
。

（
目
的
）

第
１
条

こ
の
協
定
は
、
災
害
対
策
基
本
法
、

静
岡
県
地
震
対
策

推
進
条
例
及
び
静
岡
県

地
域
防
災
計
画
に
基
づ
き

、
災

害
時
に
お

け
る
民
間
協
力
の
一

環
と

し
て
、「

甲
」
と
「

乙
」
及
び
被
災
市
町

村
（
以
下
「
丙
」
と
い
う
。）

と
の
協
力
の
も

と
に
、
大
規
模

地
震
等
で
の
被
災
建

築
物

の
緊
急
解
体
を
迅

速
か
つ
的
確
に
実

施
し
、
も
っ
て
、
住
民

の
生
命
の
安
全
及
び
緊
急
交
通

の
確
保
な

ど
災
害
応
急
対
策
の

充
実

、
強
化
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
す
る

。

（
協
力
業
務
）

第
２
条

こ
の
協
定
の
対
象
と
な
る
業
務
は
、

大
規
模
地
震
等
に

よ
り
被
災
し
た
建
築
物

の
内
、
次
の
①
又
は
②
に

該
当

す
る
建
築

物
で
、
甲
又
は
丙
が

二
次

災
害
の
発
生
の
防

止
上
、
必
要
と
認

め
た

緊
急
解
体
工
事
と
す
る
。

①
避
難
地
、
避
難
路
に
面
し
て
い
る

も
の
で
、
住
民
の

生
命
・
身
体
に
危
害
を

生
じ
る
恐
れ
が
あ
る
も
の

。

②
緊
急
輸
送
路
等
に
面
し
て

い
る
も
の
で
、
救
助
・
救

援
等
の
緊
急
交
通
に
支
障
を
き
た
す
恐
れ
が
あ
る

も
の
。

（
災
害
応
急
対
策
協
力
者
）

第
3
条

乙
は
、
本
協
定
に
賛
同
で
き
る
協
会
員
の
中
か
ら
災
害
応
急
対
策
協
力
業
者
（
以
下
「
協
力
業
者
」
と
い
う
。
）
を
名
簿
に

と
り
ま
と
め
、
協
定

締
結

後
速
や
か
に
甲
に

提
出
す
る
も
の
と

す
る

。

２
乙
は
、
協
力
業
者
毎
の

災
害

時
出
動
態
勢
と
し

て
、
建
設
資

機
材
等
の
数
量
を
取
り
ま

と
め

「
資
機
材
保
有
状

況
報

告
書
｣
を

前
項
の
規
定
に
よ
る

名
簿

と
と
も
に
甲
に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
出
動
の
要
請
）

第
４
条

甲
は
、
自
ら
の
判
断
に
よ
り
必
要
と

認
め
た
と
き
及
び

丙
よ
り
解
体
関
係
団
体

の
派
遣
要
請
又
は
緊
急
解

体
の

実
施
依
頼

を
受
け
た
と
き
は
、

災
害

の
実
状
に
応
じ
て

乙
に
対
し
出
動
要

請
書

に
よ
り
出
動
を
要
請
す
る

。

２
前
項
の
要
請
は
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
は

、
電
話
等
の
通
信

手
段
に
よ
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
す
る
が
、
こ

の
場

合
も
遅
滞

な
く
出
動
要
請
書
を

交
す

も
の
と
す
る
。
出

動
要
請
書
は
甲
乙
各
々

が
１
通
を
保
管
す
る
も
の

と
す

る
。

３
乙
は
、
警
戒
宣
言
が
発
令
さ
れ
た
時
及
び

震
度
５
強
以
上
の

地
震
が
発
生
し
た
場
合

は
、
甲
か
ら
出
動
態
勢
準

備
の

要
請
が
あ

っ
た
も
の
と
み
な
し

、
出

動
態
勢
を
整
え
る

も
の
と
す
る
。

４
乙
は
、
出
動
の
要
請
に
備
え
、
解
体
用
重
機
の
確
保
に
努
め

る
。

（
解
体
工
事
の
実
施
）

第
５
条

乙
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

甲
の
要
請
が
あ
っ

た
と
き
は
、
協
力
業
者

の
中
か
ら
担
当
施
工
業
者

を
決

定
す
る
。

２
担
当
施
工
業
者
は
、
甲
又
は
丙
の
指
示
に
従
い
、
被
災
建
築

物
の
緊
急
解
体
工
事
に
着
手
す
る
も
の
と
す
る
。

３
担
当
施
工
業
者
は
、
緊
急
解
体
に
当
た
っ

て
は
、
別
に
定
め

る
「
被
災
建
築
物
緊
急

解
体
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
基

づ
き

、
業
務
を

実
施
す
る
も
の
と
す

る
。

４
担
当
施
工
業
者
は
、
緊
急
解
体
工
事
の
施

工
に
当
っ
て
は
、

第
三
者
に
損
害
を
与
え

な
い
よ
う
特
段
の
注
意
を

払
う

も
の
と
す
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る
。

５
担
当
施
工
業
者
は
、
業
務
従
事
者
の
労
働
災
害
補
償
の
た
め
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
適
用
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
手
続
き

を
取
る
も
の
と
す
る
。

６
担
当
施
工
業
者
は
、
工
事
請
負
契
約
の
根
拠
と
す
る
た
め
、
工
事
内
容
が
判
定
で
き
る
写
真
等
の
資
料
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、

適
宜
緊
急
解
体
工
事
の
進
捗
状
況
及
び
完
成
を
乙
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
請
負
契
約
の
締
結
）

第
６
条

甲
は
、
自
ら
の
判
断
に
よ
り
出
動
要
請
し
た
場
合
は
、
担
当
施
工
業
者
か
ら
の
前
条
第
６
項
の
資
料
を
も
と
に
速
や
か
に

随
意
契
約
を
締
結
す
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
丙
よ
り
派
遣
要
請
又
は
実
施
依
頼
を
受
け
た
場
合
に
は
、
丙
に
対
し
担
当
施
工
業
者

と
の
随
意
契
約
を
締
結
す
る
よ
う
指
導
す
る
も
の
と
す
る
。

２
乙
は
、
前
項
の
甲
の
契
約
に
つ
い
て
、
ま
た
甲
及
び
乙
は
、
前
項
の
丙
の
契
約
に
つ
い
て
協
力
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
乙
か
ら
甲
へ
の
報
告
）

第
７
条

乙
は
、
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
協
力
業
者
の
名
簿
及
び
「
資
機
材
保
有
状
況
報
告
書
」
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
に
変
更
が

生
じ
た
と
き
又
は
甲
が
特
に
報
告
を
求
め
た
と
き
及
び
毎
年
９
月
１
日
に
甲
に
報
告
す
る
こ
と
と
す
る
。

２
乙
は
、
第

5
条
第

6
項
の
報
告
を
取
り
ま
と
め
て
甲
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
協
定
の
効
力
）

第
８
条

こ
の
協
定
の
期
間
は
、
締
結
の
日
か
ら
令
和
○
○
年
３
月
３
１
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
期
間
満
了
の
日
の
３
０

日
前
ま
で
に
、
甲
乙
い
ず
れ
か
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
相
手
方
に
対
し
て
文
書
に
よ
り
異
議
の
申
出
が
な
い
と
き
は
、
さ
ら
に
１
年
間
延

長
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
に
お
い
て
期
間
満
了
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
疑
義
の
解
決
）

第
９
条

こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
及
び
こ
の
協
定
に
関
し
て
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
甲
乙
協
議
し
て
定
め
る

も
の
と
す
る
。

上
記
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
こ
の
協
定
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
所
持
す
る
。

令
和

年
月

日

（
甲
）

静
岡
県
知
事

○
○

○
○

印

（
乙
）

○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

○
○

印

以
下
の
と
お
り
協
定
を
締
結
し
て
い
る
。

締
結
者
（
乙
）

締
結
年
月
日

静
岡
県
重
機
建
設
業
工
業
組
合
理
事
長

梅
原

秀
夫

平
成

1
4

年
5

月
28

日

静
岡
県
ク
レ
ー
ン
建
設
工
業
組
合
理
事
長

新
村

政
男

〃

(一
社

)静
岡
県
解
体
工
事
業
協
会
理
事
長

妻
形

克
和

平
成

2
1

年
10

月
1

日
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1
9
-
8
-7

災
害

時
に

お
け

る
住

宅
の

早
期

復
興

に
向

け
た

協
力

に
関

す
る

協
定

書

（
県

住
ま

い
づ

く
り

課
）

静
岡

県
（以

下
「
甲

」
と

い
う

。
）及

び
独

立
行

政
法

人
住

宅
金

融
支

援
機

構
（
以

下
「
乙

」
と

い
う

。
）
は

、
地

震
、

風
水

害
等

の
災

害
時

に

お
け

る
被

災
し

た
県

民
の

住
宅

の
早

期
復

興
を

支
援

す
る

た
め

に
、

静
岡

県
地

域
防

災
計

画
に

基
づ

き
甲

が
実

施
す

る
施

策
へ

の
乙

の

協
力

に
関

し
て

、
次

の
と

お
り

協
定

を
締

結
す

る
。

（
情

報
の

交
換

）

第
１

条
甲

及
び

乙
は

、
こ

の
協

定
に

基
づ

き
、

被
災

し
た

県
民

の
住

宅
の

早
期

復
興

へ
の

支
援

が
円

滑
に

行
わ

れ
る

よ
う

に
次

の
情

報
を

適
時

適
確

に
交

換
す

る
。

一
住

宅
に

関
連

す
る

防
災

、
被

災
し

た
住

宅
の

再
建

等
に

関
す

る
施

策
及

び
融

資
制

度

二
被

害
状

況
、

被
災

し
た

県
民

か
ら

寄
せ

ら
れ

た
住

宅
の

復
興

等
に

関
す

る
要

望

三
第

７
条

に
定

め
る

連
絡

窓
口

と
な

る
部

署
名

並
び

に
連

絡
責

任
者

及
び

補
助

者
の

職
名

及
び

氏
名

四
第

７
条

に
定

め
る

連
絡

窓
口

と
の

連
絡

方
法

五
そ

の
他

住
宅

の
早

期
復

興
へ

の
支

援
に

関
し

必
要

な
事

項

（
住

宅
相

談
窓

口
開

設
）

第
２

条
乙

は
、

甲
か

ら
の

協
力

要
請

に
応

じ
て

、
「
住

宅
相

談
窓

口
」を

速
や

か
に

開
設

し
、

被
災

し
た

県
民

か
ら

の
住

宅
再

建
及

び
住

宅

ロ
ー

ン
の

返
済

に
関

す
る

相
談

に
対

応
し

、
県

民
の

住
宅

の
早

期
復

興
を

支
援

す
る

も
の

と
す

る
。

２
甲

は
、

前
項

の
「住

宅
相

談
窓

口
」の

開
設

及
び

運
営

に
当

た
っ

て
、

必
要

に
応

じ
、

場
所

の
確

保
そ

の
他

乙
か

ら
要

請
を

受
け

た
事

項

に
つ

い
て

、
乙

に
協

力
す

る
も

の
と

す
る

。

（
職

員
の

派
遣

）

第
３

条
乙

は
、

前
条

の
相

談
に

対
応

す
る

た
め

、
職

員
を

派
遣

す
る

も
の

と
す

る
。

２
乙

は
、

前
条

の
相

談
へ

の
対

応
の

ほ
か

、
甲

か
ら

県
民

の
住

宅
の

早
期

復
興

を
支

援
す

る
た

め
特

に
要

請
を

受
け

た
と

き
は

、
甲

と
協

議
の

上
、

職
員

を
派

遣
す

る
。

（
住

宅
ロ

ー
ン

返
済

中
の

県
民

へ
の

支
援

）

第
４

条
乙

は
、

乙
の

住
宅

ロ
ー

ン
を

返
済

中
に

被
災

し
た

県
民

に
対

し
て

、
当

該
住

宅
ロ

ー
ン

の
支

払
の

猶
予

や
返

済
期

間
の

延
長

等

の
措

置
を

諸
規

定
に

従
っ

て
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

（
周

知
）

第
５

条
乙

は
、

乙
の

災
害

復
興

住
宅

融
資

の
実

施
、

第
２

条
の

「住
宅

相
談

窓
口

」
の

開
設

及
び

前
条

の
措

置
に

つ
い

て
、

被
災

し
た

県

民
に

対
し

て
積

極
的

に
周

知
す

る
も

の
と

す
る

。

２
甲

は
、

被
災

地
の

市
町

の
窓

口
等

を
通

じ
て

、
前

項
の

周
知

に
協

力
す

る
も

の
と

す
る

。

（
政

策
実

施
上

の
課

題
等

の
調

整
）

第
６

条
甲

及
び

乙
は

、
住

宅
に

関
連

す
る

防
災

、
被

災
し

た
住

宅
の

再
建

等
に

関
す

る
甲

の
施

策
及

び
乙

の
災

害
関

連
業

務
の

円
滑

な

実
施

に
資

す
る

た
め

、
甲

が
こ

れ
ら

の
施

策
を

実
施

す
る

に
当

た
り

発
生

す
る

乙
の

融
資

及
び

債
権

管
理

上
の

課
題

等
へ

の
対

応
に

つ

い
て

、
あ

ら
か

じ
め

調
整

を
行

う
も

の
と

す
る

。

（
連

絡
窓

口
）

第
７

条
甲

及
び

乙
は

、
こ

の
協

定
に

関
す

る
連

絡
窓

口
を

そ
れ

ぞ
れ

設
置

す
る

も
の

と
す

る
。

（
協

議
）

第
８

条
こ

の
協

定
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
被

災
し

た
県

民
の

住
宅

の
早

期
復

興
支

援
に

当
た

り
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

は
、

そ
の

都
度

、

甲
及

び
乙

が
充

分
な

協
議

の
上

、
定

め
る

も
の

と
す

る
。
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（
適

用
等

）

第
９

条
こ

の
協

定
は

、
平

成
２

８
年

４
月

１
日

か
ら

適
用

す
る

。

２
静

岡
県

知
事

と
住

宅
金

融
公

庫
南

関
東

支
店

長
と

の
間

で
締

結
し

た
平

成
１

５
年

８
月

１
日

付
け

「
災

害
時

に
お

け
る

住
宅

復
興

に
向

け
た

協
力

に
係

る
基

本
協

定
書

」
は

、
本

協
定

の
適

用
を

も
っ

て
廃

止
す

る
。

こ
の

協
定

を
証

す
る

た
め

、
本

書
２

通
を

作
成

し
、

甲
、

乙
記

名
押

印
の

上
、

各
自

そ
の

１
通

を
保

有
す

る
。

平
成

２
８

年
３

月
３

０
日

（甲
）静

岡
県

静
岡

市
追

手
町

９
番

６
号

静
岡

県
知

事
川

勝
平

太

（乙
）東

京
都

文
京

区
後

楽
一

丁
目

４
番

１
０

号

独
立

行
政

法
人

住
宅

金
融

支
援

機
構

理
事

長
加

藤
利

男
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-
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-
8

災
害

時
に

お
け

る
測

量
設

計
等

業
務

委
託

に
関

す
る

協
定

書

（県
土

木
防

災
課

）

静
岡

県
○

○
事

務
所

長
（
以

下
「
甲

」
と

い
う

。
）
と

社
団

法
人

静
岡

県
測

量
設

計
業

協
会

長
（
以

下
「
乙

」
と

い
う

。
）
と

は
、

地
震

、

津
波

や
風

水
害

等
に

よ
り

甲
の

所
管

す
る

道
路

、
河

川
、

海
岸

、
砂

防
、

地
す

べ
り

防
止

、
急

傾
斜

地
崩

壊
防

止
、

港
湾

及
び

漁
港

な
ど

の
施

設
等

（以
下

「
公

共
土

木
施

設
」
と

い
う

。
）
に

災
害

が
発

生
し

た
場

合
又

は
そ

の
恐

れ
が

あ
る

場
合

の
測

量
、

設
計

、
用

地

測
量

及
び

用
地

調
査

業
務

（
以

下
「
測

量
設

計
等

業
務

」
と

い
う

。
）
の

実
施

に
つ

い
て

次
の

と
お

り
協

定
を

締
結

す
る

。

（
目

的
）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
災

害
対

策
基

本
法

、
静

岡
県

地
震

対
策

推
進

条
例

及
び

静
岡

県
地

域
防

災
計

画
に

基
づ

く
災

害
時

に
お

け
る

民
間

協
力

の
一

環
と

し
て

、
災

害
が

発
生

し
た

場
合

又
は

そ
の

恐
れ

が
あ

る
場

合
に

、
社

会
の

混
乱

を
防

止
し

円
滑

な
県

民

の
救

助
活

動
及

び
災

害
復

旧
活

動
に

資
す

る
た

め
、

災
害

応
急

復
旧

工
事

に
必

要
な

測
量

設
計

等
業

務
を

迅
速

に
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

、
公

共
土

木
施

設
の

機
能

確
保

又
は

回
復

を
早

期
に

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

（
対

象
と

な
る

災
害

）

第
２

条
こ

の
協

定
の

対
象

と
な

る
災

害
は

、
災

害
対

策
基

本
法

に
基

づ
く
静

岡
県

災
害

対
策

本
部

が
設

置
さ

れ
た

場
合

又
は

地
震

、

津
波

、
風

水
害

そ
の

他
の

異
常

な
天

然
現

象
に

よ
る

も
の

で
甲

が
必

要
と

認
め

る
場

合
の

災
害

と
す

る
。

（
災

害
応

急
業

務
協

力
者

）

第
３

条
乙

の
協

会
に

お
い

て
、

本
協

定
に

賛
同

で
き

る
協

会
員

を
災

害
応

急
業

務
協

力
者

（
以

下
「協

力
者

」
と

い
う

。
）
と

す
る

。

２
乙

は
、

協
会

内
の

連
絡

体
系

図
及

び
協

力
者

を
と

り
ま

と
め

た
名

簿
を

協
定

締
結

後
速

や
か

に
甲

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。

３
乙

は
、

協
力

者
ご

と
の

災
害

時
の

業
務

実
施

態
勢

と
し

て
、

氏
名

、
資

格
等

を
記

載
し

た
技

術
者

名
簿

を
と

り
ま

と
め

、
前

項
の

連
絡

体
系

図
及

び
名

簿
と

と
も

に
甲

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。

４
前

項
の

規
定

に
よ

る
名

簿
等

の
提

出
時

期
は

、
毎

年
９

月
１

日
と

す
る

。
た

だ
し

、
そ

の
内

容
に

変
更

が
生

じ
た

と
き

は
、

速
や

か

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。

（
待

機
要

請
）

第
４

条
甲

は
、

災
害

が
発

生
し

た
場

合
又

は
そ

の
恐

れ
が

あ
る

場
合

に
は

、
協

力
者

に
対

し
て

必
要

な
技

術
者

の
待

機
を

要
請

で

き
る

も
の

と
す

る
。

２
甲

が
前

項
に

よ
り

甲
の

事
務

所
又

は
支

所
に

お
け

る
待

機
を

要
請

す
る

場
合

は
、

待
機

場
所

を
確

保
し

て
お

く
も

の
と

す
る

。

（
業

務
実

施
要

請
）

第
５

条
甲

が
緊

急
に

測
量

設
計

等
業

務
の

実
施

を
必

要
と

し
、

協
力

者
の

中
か

ら
当

該
業

務
の

受
託

者
を

決
定

し
た

場
合

は
、

業

務
実

施
要

請
書

に
よ

り
必

要
な

測
量

設
計

等
業

務
の

実
施

を
要

請
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

業
務

実
施

要
請

書
は

２
通

作
成

し
、

甲

と
受

託
者

が
各

自
そ

の
１

通
を

保
管

す
る

も
の

と
す

る
。

２
前

項
の

要
請

は
、

緊
急

を
要

す
る

場
合

に
は

電
話

等
の

通
信

手
段

に
よ

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

が
、

こ
の

場
合

も
遅

滞
な

く
業

務
実

施
要

請
書

を
交

わ
す

も
の

と
す

る
。

（
業

務
の

実
施

）

第
６

条
受

託
者

は
、

前
条

の
規

定
に

よ
る

甲
の

要
請

が
あ

っ
た

と
き

に
は

、
甲

の
指

示
に

従
い

、
速

や
か

に
必

要
な

測
量

設
計

等

業
務

に
着

手
す

る
も

の
と

す
る

。

２
前

項
の

測
量

設
計

等
業

務
の

範
囲

は
、

災
害

を
受

け
た

公
共

土
木

施
設

の
機

能
確

保
又

は
回

復
に

係
る

必
要

最
小

限
の

業
務

と
す

る
。

３
受

託
者

が
当

該
業

務
を

行
う

に
あ

た
っ

て
は

、
二

次
災

害
に

対
し

十
分

注
意

し
て

作
業

を
進

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ま
た

、
当

該
作

業
の

関
係

者
だ

け
で

は
な

く
、

付
近

住
民

、
通

行
者

、
通

行
車

両
等

の
第

三
者

の
安

全
確

保
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
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４
受

託
者

は
、

業
務

従
事

者
の

労
働

災
害

補
償

の
た

め
、

労
働

者
災

害
補

償
保

険
法

の
適

用
を

受
け

ら
れ

る
よ

う
手

続
を

行
う

も

の
と

す
る

。

５
受

託
者

は
、

業
務

委
託

契
約

の
根

拠
と

す
る

た
め

、
業

務
内

容
が

判
定

で
き

る
よ

う
な

写
真

等
の

資
料

を
整

備
す

る
と

と
も

に
、

適
宜

業
務

の
進

捗
状

況
及

び
完

成
を

甲
あ

て
報

告
書

に
て

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

（
業

務
委

託
契

約
の

締
結

）

第
７

条
甲

は
、

前
条

第
５

項
の

資
料

等
を

基
に

し
て

速
や

か
に

随
意

契
約

を
締

結
す

る
も

の
と

す
る

。

（
実

施
規

定
）

第
８

条
こ

の
協

定
に

お
い

て
規

定
さ

れ
た

書
類

等
の

様
式

や
実

施
に

関
す

る
細

目
は

、
実

施
細

目
で

定
め

る
。

（
協

定
の

効
力

）

第
９

条
こ

の
協

定
の

期
間

は
、

協
定

締
結

の
日

か
ら

平
成

1
8
年

3
月

31
日

ま
で

と
す

る
。

た
だ

し
、

こ
の

期
間

満
了

の
日

の
3
0
日

前

ま
で

に
、

甲
乙

い
ず

れ
か

ら
も

そ
れ

ぞ
れ

相
手

方
に

対
し

て
文

書
に

よ
り

異
議

の
申

出
が

な
い

と
き

は
、

更
に

1
年

延
長

す
る

も
の

と
し

、
そ

の
後

に
お

い
て

期
間

満
了

し
た

と
き

も
同

様
と

す
る

。

（
疑

義
の

解
決

）

第
1
0
条

こ
の

協
定

に
定

め
の

な
い

事
項

及
び

こ
の

協
定

に
関

し
て

疑
義

が
生

じ
た

と
き

は
、

そ
の

都
度

甲
乙

協
議

し
て

定
め

る
も

の
と

す
る

。

上
記

の
協

定
の

成
立

を
証

す
る

た
め

、
こ

の
協

定
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、

各
自

そ
の

1
通

を
所

持
す

る
。

平
成

１
７

年
月

日

（
甲

）
○

○
市

○
○

町
○

番
○

号

静
岡

県
○

○
事

務
所

長
○

○
○

○
印

（
乙

）
静

岡
市

常
磐

町
２

丁
目

１
３

番
４

号

社
団

法
人

静
岡

県
測

量
設

計
業

協
会

長

○
○

○
○

印

-600-
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19
‐8

‐9
一

般
廃

棄
物

処
理

に
関

す
る

災
害

時
等

の
相

互
援

助
に

関
す

る
協

定
書

（県
廃

棄
物

リ
サ

イ
ク

ル
課

）

第
１

章
総

則

（
目

的
）

第
１
条

こ
の

協
定

は
、
災

害
等

に
よ

り
自

助
努

力
の

限
度

を
超

え
て

一
般

廃
棄

物
の

適
正

な
処

理
に

支
障

が
生

じ
、
又

は
生

じ
る

こ
と

が
予

想
さ

れ
る

場
合

に

お
い

て
、
静

岡
県

内
の

市
町

村
等

が
相

互
に

援
助

す
る

こ
と

に
よ

り
、
一

般
廃

棄
物

の
適

正
な

処
理

に
係

る
事

業
の

円
滑

な
遂

行
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

（定
義

）

第
２
条

こ
の

協
定

に
お

い
て

「災
害

等
」と

は
、
災

害
対

策
基

本
法

（昭
和

36
年

法
律

第
22

3号
)第

２
条

第
１
号

に
規

定
す

る
災

害
（以

下
「災

害
」と

い
う

｡)
並

び

に
一

般
廃

棄
物

の
処

理
施

設
等

の
事

故
及

び
故

障
を

い
う

。

２
こ

の
協

定
に

お
い

て
「市

町
村

等
」と

は
、
静

岡
県

内
の

市
町

村
及

び
一

般
廃

棄
物

の
処

理
を

行
う

一
部

事
務

組
合

を
い

う
。

３
こ

の
協

定
に

お
い

て
「一

般
廃

棄
物

」と
は

、
廃

棄
物

の
処

理
及

び
清

掃
に

関
す

る
法

律
（昭

和
45

年
法

律
第
13
7

号
）第

２
条

第
２
項

に
規

定
す

る
一

般
廃

棄
物

を
い

う
。

４
こ

の
協

定
に

お
い

て
「援

助
」と

は
、
次

に
掲

げ
る

行
為

を
い

う
。

(1
)

施
設

又
は

業
務

の
提

供
又

は
あ

っ
せ

ん

(2
)

一
般

廃
棄

物
の

処
理

に
必

要
な

職
員

等
の

派
遣

等

(3
)

一
般

廃
棄

物
の

処
理

に
必

要
な

物
資

等
の

提
供

又
は

あ
っ

せ
ん

(4
)

前
３

号
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
一

般
廃

棄
物

の
処

理
に

関
し

特
に

必
要

な
事

項

５
こ

の
協

定
に

お
い

て
「要

請
市

町
村

」と
は

、
災

害
等

に
よ

り
一

般
廃

棄
物

の
処

理
に

支
障

が
生

じ
、
又

は
生

じ
る

こ
と

が
予

想
さ

れ
る

た
め

、
他

の
市

町
村

等

に
援

助
の

要
請

を
行

う
市

町
村

等
を

い
う

。

６
こ

の
協

定
に

お
い

て
「受

託
市

町
村

」と
は

、
要

請
市

町
村

か
ら

の
援

助
の

要
請

を
受

諾
し

、
援

助
を

行
う

市
町

村
等

を
い

う
。

７
こ

の
協

定
に

お
い

て
「圏

域
」と

は
、
別

表
の

左
欄

に
掲

げ
る

圏
域

名
ご

と
に

、
同

表
の

右
欄

に
掲

げ
る

構
成

市
町

村
等

で
構

成
さ

れ
る

区
域

を
い

う
。

（適
用

区
域

）

第
3

条
こ

の
協

定
の

適
用

区
域

は
、
市

町
村

等
の

区
域

と
す

る
。

第
２
章

援
助

の
手

続

（援
助

要
請

）

第
４
条

市
町

村
等

は
、
災

害
等

に
よ

り
一

般
廃

棄
物

の
処

理
に

支
障

が
生

じ
、
又

は
生

じ
る

こ
と

が
予

想
さ

れ
る

と
き

で
、
自

己
の

保
有

す
る

一
般

廃
棄

物
処

理

施
設

、
収

集
・運

搬
車

両
、
資

機
材

等
で

は
一

般
廃

棄
物

の
適

正
な

処
理

が
困

難
で

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
に

は
、
自

ら
が

所
属

す
る

圏
域

の
他

の
市

町
村

等

に
対

し
援

助
を

要
請

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
特

に
必

要
と

判
断

し
た

と
き

は
、
他

の
圏

域
に

属
す

る
市

町
村

等
に

も
援

助
を

要
請

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

２
前

項
の

規
定

に
よ

る
要

請
を

行
っ

た
市

町
村

等
は

、
そ

の
旨

を
静

岡
県

（以
下

「県
」と

い
う

｡)
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

３
前

２
項

の
規

定
に

よ
る

要
請

及
び

報
告

の
方

法
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
電

話
等

で
連

絡
し

た
後

、
文

書
を

送
付

し
て

行
う

も
の

と
す

る
。

(1
)

援
助

を
要

す
る

理
由

(2
)

援
助

を
要

す
る

場
所

及
び

期
間

(3
)

必
要

と
す

る
施

設
又

は
業

務
内

容

(4
)

一
般

廃
棄

物
の

種
類

及
び

処
理

量
の

見
込

み

(5
)

必
要

と
す

る
人

員

(6
)

必
要

と
す

る
物

資
、
車

両
、
資

機
材

等
の

品
名

及
び

数
量

(7
)

連
絡

責
任

者

(8
)

そ
の

他
必

要
な

事
項

[
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（県
に

よ
る

援
助

要
請

に
係

る
措

置
）

第
５
条

県
は

、
災

害
等

に
よ

り
市

町
村

等
の

一
般

廃
棄

物
の

処
理

に
支

障
が

生
じ

た
場

合
に

お
い

て
、
当

該
市

町
村

等
が

そ
の

全
部

又
は

大
部

分
の

事
務

を

行
う

こ
と

が
で

き
な

くな
っ

た
と

認
め

ら
れ

る
と

き
は

、
前

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

要
請

に
つ

い
て

適
当

な
措

置
を

講
ず

る
こ

と
が

で
き

る
。

（受
託

）

第
６
条

援
助

の
要

請
を

受
け

た
市

町
村

等
は

、
当

該
市

町
村

等
の

一
般

廃
棄

物
の

適
正

な
処

理
に

支
障

の
な

い
範

囲
に

お
い

て
、
こ

れ
を

受
託

す
る

も
の

と

す
る

。
た

だ
し

、
正

当
な

理
由

が
あ

る
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。

（実
施

）

第
７
条

受
託

市
町

村
は

、
一

般
廃

棄
物

の
種

類
及

び
量

、
収

集
及

び
運

搬
の

方
法

そ
の

他
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

要
請

市
町

村
と

協
議

し
た

上
で

、
援

助
を

実

施
す

る
も

の
と

す
る

。

２
援

助
の

期
間

は
、
原

則
と

し
て

要
請

市
町

村
が

一
般

廃
棄

物
を

適
正

に
処

埋
す

る
こ

と
が

で
き

る
ま

で
の

間
と

す
る

。
た

だ
し

、
期

間
の

決
定

に
当

た
っ

て
は

、

受
託

市
町

村
と

十
分

協
議

す
る

も
の

と
す

る
。

３
援

助
が

終
了

し
た

と
き

は
、
要

請
市

町
村

及
び

受
託

市
町

村
は

、
実

施
し

た
内

容
を

県
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

４
要

請
市

町
村

は
、
受

託
市

町
村

が
援

助
を

開
始

し
た

後
も

、
遅

滞
な

く自
ら

一
般

廃
棄

物
の

適
正

な
処

理
の

た
め

の
体

制
の

確
保

が
で

き
る

よ
う

、
そ

の
体

制

の
回

復
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（経
費

負
担

）

第
８
条

援
助

に
要

し
た

経
費

は
、
原

則
と

し
て

要
請

市
町

村
が

負
担

す
る

も
の

と
し

、
支

払
方

法
、
内

容
等

に
つ

い
て

は
、
双

方
協

議
の

上
、
決

定
す

る
も

の
と

す
る

。

第
３
章

協
力

要
請

（民
間

業
者

へ
の

協
力

要
請

）

第
９
条

市
町

村
等

は
、
こ

の
協

定
に

基
づ

く援
助

を
迅

速
に

実
施

す
る

た
め

、
必

要
に

応
じ

て
民

間
の

廃
棄

物
処

理
業

者
等

に
協

力
を

要
請

す
る

も
の

と
す

る
。

（住
民

へ
の

協
力

要
請

）

第
10

条
県

及
び

市
町

村
等

は
、
災

害
等

が
発

生
し

た
場

合
に

お
け

る
一

般
廃

棄
物

の
適

正
な

処
理

に
係

る
事

業
の

円
滑

な
遂

行
を

図
る

た
め

に
、
こ

の
協

定

の
趣

旨
及

び
内

容
に

つ
い

て
、
広

報
活

動
を

通
じ

て
関

係
住

民
に

周
知

を
図

り
、
そ

の
理

解
を

得
る

よ
う

努
め

る
も

の
と

す
る

。

第
４
章

そ
の

他

（情
報

の
交

換
等

）

第
11

条
こ

の
協

定
の

円
滑

な
運

用
を

期
す

る
た

め
、
市

町
村

等
は

、
必

要
の

都
度

、
一

般
廃

棄
物

処
理

施
設

の
稼

働
状

況
そ

の
他

一
般

廃
棄

物
の

処
理

に
関

し
必

要
な

情
報

を
相

互
に

交
換

す
る

も
の

と
す

る
。

２
県

は
、
こ

の
協

定
の

円
滑

な
運

用
に

必
要

な
調

整
、
あ

っ
せ

ん
、
情

報
の

提
供

そ
の

他
こ

の
協

定
の

円
滑

な
運

用
を

支
援

す
る

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

（他
の

協
定

と
の

関
係

）

第
12

条
こ

の
協

定
は

、
市

町
村

等
が

災
害

対
策

基
本

法
第

67
条

の
規

定
等

に
よ

り
締

結
し

た
他

の
協

定
に

基
づ

く援
助

等
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

い
。

（そ
の

他
）

第
13

条
こ

の
協

定
は

、
平

成
13

年
４
月

１
日

か
ら

効
力

を
生

ず
る

も
の

と
す

る
。

第
14

条
こ

の
協

定
の

運
用

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、
別

に
定

め
る

。

２
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
又

は
疑

義
が

生
じ

た
事

項
に

つ
い

て
は

、
市

町
村

等
で

協
議

の
上

、
定

め
る

も
の

と
す

る
。

-601-



[
資

料
編

Ⅱ
]

こ
の

協
定

の
締

結
を

証
す

る
た

め
、
本

書
1
00

通
を

作
成

し
、
協

定
者

及
び

立
会

者
が

各
自

記
名

押
印

の
上

、
各

自
そ

の
１
通

を
保

有
す

る
。

平
成

13
年

３
月

30
日

（協
定

者
）

静
岡

市
～

湖
東

環
境

衛
生

施
設

組
合

（立
会

者
）

静
岡

県

別
表

圏
域

名
構

成
市

町
村

等

南
伊

豆
下

田
市

東
伊

豆
町

河
津

町
南

伊
豆

町
松

崎
町

西
伊

豆
町

賀
茂

村
南

豆
衛

生
プ

ラ
ン

ト
組

合
東

河
環

境
セ

ン
タ

ー
西

豆
衛

生
プ

ラ
ン

ト
組

合

駿
豆

沼
津

市
御

殿
場

市
裾

野
市

小
山

町
長

泉
町

清
水

町

御
殿

場
市

・小
山

町
広

域
行

政
組

合
裾

野
長

泉
清

掃
施

設
組

合
三

島
市

函
南

町

熱
海

市
伊

東
市

韮
山

町
伊

豆
長

岡
町

大
仁

町
中

伊
豆

町

修
善

寺
町

天
城

湯
ケ

島
町

土
肥

町
戸

田
村

田
方

南
部

広
域

行
政

組
合

土
肥

町
戸

田
村

衛
生

施
設

組
合

富
士

富
士

市
富

士
宮

市
芝

川
町

富
士

宮
市

芝
川

町
厚

生
施

設
組

合

中
部

静
岡

市
清

水
市

富
士

川
町

蒲
原

町
由

比
町

庵
原

郡
環

境
衛

生
組

合

志
太

榛
原

藤
枝

市
焼

津
市

岡
部

町
大

井
川

町
志

太
広

域
事

務
組

合

島
田

市
本

川
根

町
中

川
根

町
川

根
町

金
谷

町
榛

原
町

吉
田

町
島

田
市

・北
榛

原
地

区
衛

生
消

防
組

合
川

根
地

区
広

域
施

設
組

合

島
田

・榛
原

地
区

広
域

市
町

村
圏

組
合

吉
田

町
榛

原
町

広
域

施
設

組
合

中
東

遠
掛

川
市

菊
川

町
相

良
町

小
笠

町
浜

岡
町

御
前

崎
町

東
遠

広
域

施
設

組
合

相
良

町
外

２
町

広
域

施
設

組
合

菊
川

町
及

び
小

笠
町

衛
生

施
設

組
合

磐
田

市
袋

井
市

森
町

浅
羽

町
福

田
町

豊
田

町
竜

洋
町

豊
岡

村
中

遠
地

区
広

域
市

町
村

圏
事

務
組

合
磐

南
行

政
組

合

袋
井

市
森

町
浅

羽
町

広
域

行
政

組
合

西
北

遠
浜

松
市

天
竜

市
浜

北
市

水
窪

町
春

野
町

佐
久

間
町

龍
山

村

湖
西

市
新

居
町

舞
阪

町
雄

踏
町

細
江

町
引

佐
町

三
ケ

日
町

北
遠

地
区

広
域

市
町

村
圏

事
務

組
合

引
佐

郡
広

域
施

設
組

合

湖
西

市
・新

居
町

広
域

施
設

組
合

湖
東

環
境

衛
生

施
設

組
合
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-1
0

静
岡

県
震

災
復

興
相

談
セ

ン
タ

ー
に

お
け

る
相

談
業

務
従

事
者

の
派

遣
及

び
取

扱
い

に
関

す
る

協
定

書

（
県

県
民

生
活

課
）

静
岡

県
（以

下
「
甲

」と
い

う
。

）と
○

○
○

○
○

○
○

○
（以

下
「
乙

」と
い

う
。

）と
は

、
静

岡
県

震
災

復
興

相
談

セ
ン

タ
ー

設
置

・運
営

要
領

（以
下

「要
領

」と
い

う
。

）第
11

条
の

規
定

に
基

づ
き

開
設

さ
れ

た
震

災
復

興
相

談
セ

ン
タ

ー
（
以

下
「セ

ン
タ

ー
」と

い
う

。
）に

お
い

て
、

災
害

応
急

対
策

と
し

て
実

施
す

る
相

談
業

務
に

従
事

す
る

者
（
以

下
「相

談
業

務
従

事
者

」
と

い
う

。
）の

派
遣

及
び

取
扱

い
に

関
し

、
静

岡
県

地
震

対
策

推
進

条
例

（平
成

8
年

静
岡

県
条

例
第

1
号

。
以

下
「条

例
」と

い
う

。
）第

35
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

次
の

と
お

り
協

定
を

締
結

す
る

。

（趣
旨

）

第
1

条
こ

の
協

定
は

、
甲

が
開

設
す

る
セ

ン
タ

ー
に

お
け

る
相

談
業

務
従

事
者

の
派

遣
及

び
取

扱
い

に
関

し
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
。

（相
談

業
務

従
事

者
登

録
名

簿
の

提
出

）

第
2

条
乙

は
、

協
定

締
結

後
速

や
か

に
、

相
談

業
務

従
事

者
登

録
名

簿
（
様

式
第

1
号

）を
甲

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。

２
乙

は
、

前
項

の
名

簿
の

内
容

に
変

更
が

生
じ

た
場

合
は

、
速

や
か

に
変

更
後

の
名

簿
を

甲
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

（相
談

業
務

従
事

者
の

派
遣

）

第
3

条
乙

は
、

甲
か

ら
相

談
業

務
従

事
者

派
遣

の
要

請
を

受
け

た
場

合
は

、
速

や
か

に
相

談
業

務
従

事
者

派
遣

名
簿

（様
式

第
2

号
）を

甲
に

提
出

す
る

と
と

も
に

、
相

談
業

務
従

事
者

を
セ

ン
タ

ー
に

派
遣

す
る

も
の

と
す

る
。

２
乙

は
、

前
項

の
名

簿
の

内
容

に
変

更
が

生
じ

た
場

合
は

、
速

や
か

に
変

更
後

の
相

談
業

務
従

事
者

派
遣

名
簿

を
甲

に
提

出
す

る
も

の

と
す

る
。

（派
遣

期
間

）

第
4

条
相

談
業

務
従

事
者

の
派

遣
期

間
は

、
相

談
需

要
等

に
応

じ
て

、
甲

乙
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

（相
談

業
務

従
事

者
の

業
務

）

第
5

条
相

談
業

務
従

事
者

は
、

要
領

第
13

条
の

規
定

に
基

づ
き

、
相

談
業

務
を

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。

２
相

談
業

務
従

事
者

は
、

前
項

の
相

談
業

務
の

実
施

状
況

を
、

相
談

業
務

実
施

状
況

報
告

書
（
様

式
第

3
号

）に
よ

り
、

派
遣

先
セ

ン
タ

ー

を
開

設
し

て
い

る
災

害
対

策
支

部
長

へ
定

期
的

に
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。

（費
用

負
担

）

第
6

条
第

3
条

第
1

項
の

規
定

に
よ

り
派

遣
さ

れ
た

相
談

業
務

従
事

者
に

係
る

旅
費

及
び

人
件

費
は

、
乙

の
負

担
と

す
る

。

（補
償

）

第
7

条
甲

は
、

第
5

条
第

1
項

の
相

談
業

務
の

実
施

に
当

た
り

、
相

談
業

務
従

事
者

が
損

害
を

受
け

た
場

合
、

又
は

他
人

に
損

害
を

加
え

た
場

合
は

、
条

例
第

34
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

そ
の

損
害

を
補

償
す

る
。

（相
談

の
内

容
の

責
任

）

第
8

条
前

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
乙

は
、

自
ら

が
派

遣
し

た
相

談
業

務
従

事
者

が
実

施
し

た
相

談
業

務
に

お
け

る
相

談
の

内
容

に
つ

い
て

は
、

そ
の

責
任

を
負

う
。

（協
定

の
適

用
）

第
9

条
こ

の
協

定
は

、
平

成
○

年
○

月
○

日
か

ら
、

効
力

を
有

す
る

。

２
こ

の
協

定
の

有
効

期
間

は
、

協
定

締
結

の
日

か
ら

起
算

し
て

1
年

間
と

す
る

。
た

だ
し

、
有

効
期

間
満

了
の

日
の

30
日

前
ま

で
に

、
甲

又

は
乙

か
ら

文
書

に
よ

り
相

手
方

に
対

し
て

異
議

の
申

し
出

が
な

い
と

き
は

、
有

効
期

間
満

了
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

1
年

間
こ

の
協

定
を

延
長

す
る

も
の

と
し

、
そ

の
後

も
ま

た
同

様
と

す
る

。

（疑
義

の
解

決
）

第
1
0

条
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
こ

の
協

定
に

関
し

て
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
そ

の
都

度
甲

乙
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

上
記

の
協

定
の

成
立

を
証

す
る

た
め

、
こ

の
協

定
書

2
通

を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、

各
自

そ
の

1
通

を
所

持
す

る
。

平
成

○
年

○
月

○
日

（甲
）静

岡
県

知
事

石
川

嘉
延

（乙
）○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
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以
下

の
と

お
り

協
定

を
締

結
し

て
い

る
。

様
式

第
1

号

年
月

日

相
談

業
務

従
事

者
登

録
名

簿

協
力

機
関

名

所
在

地
〒

担
当

者
名

電
話

番
号

F
A

X
番

号

締
結

者
（乙

）
締

結
年

月
日

適
用

年
月

日
（第

9
条

第
1
項

関
係

）

社
団

法
人

日
本

損
害

保
険

協
会

常
務

理
事

竹
中

賢
太

郎
平

成
1
4

年
7

月
3

日
平

成
14

年
8

月
1

日

社
団

法
人

生
命

保
険

協
会

静
岡

県
事

務
室

事
務

局
長

滝
口

哲
夫

平
成

1
4

年
8

月
2

日
平

成
14

年
9

月
1

日

静
岡

県
電

機
商

業
組

合
理

事
長

福
世

文
司

平
成

1
4

年
9

月
18

日
平

成
14

年
10

月
1

日

派
遣

予
定

セ
ン

タ
ー

名
支

部
・職

名
等

氏
名

備
考

合
計

人
数

人

[資
料

編
Ⅱ

]

様
式

第
2

号

年
月

日

相
談

業
務

従
事

者
派

遣
名

簿

協
力

機
関

名

所
在

地
〒

担
当

者
名

電
話

番
号

F
A

X
番

号

様
式

第
3

号

年
月

日

相
談

業
務

実
施

状
況

報
告

書

協
力

機
関

名
記

入
者

氏
名

相
談

期
間

年
月

日
～

年
月

日

＜
記

入
上

の
注

意
＞

１
本

報
告

書
は

、
1

週
間

毎
に

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。

２
相

談
内

容
か

ら
特

に
重

要
と

判
断

さ
れ

る
場

合
は

、
上

記
の

期
間

に
か

か
わ

ら
ず

、
任

意
様

式
に

よ
り

具
体

的
内

容
を

報
告

し
て

く
だ

さ

い
。

派
遣

セ
ン

タ
ー

名
支

部
・職

名
等

氏
名

備
考

合
計

人
数

人

派
遣

先

主
な

相
談

内
容

件
数

電
話

来
所

文
書

計

合
計

件
数

-603-
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1
9-

8
-
1
1

生
活

福
祉

資
金

の
貸

付
け

の
特

例
措

置
に

関
す

る
協

定

（
県

地
域

福
祉

課
）

（趣
旨

）

第
1

条
静

岡
県

（
以

下
「甲

」
と

い
う

。
）、

株
式

会
社

静
岡

銀
行

、
株

式
会

社
駿

河
銀

行
及

び
株

式
会

社
清

水
銀

行
（
以

下
合

わ
せ

て
「
乙

」

と
い

う
。

）並
び

に
社

会
福

祉
法

人
静

岡
県

社
会

福
祉

協
議

会
（以

下
「
丙

」と
い

う
。

）
と

は
、

大
規

模
な

災
害

が
発

生
し

た
場

合
に

お
け

る

生
活

福
祉

資
金

貸
付

金
（以

下
「
貸

付
金

」と
い

う
。

）の
交

付
に

関
し

、
次

の
と

お
り

協
定

を
締

結
す

る
。

（協
力

依
頼

）

第
２

条
甲

及
び

丙
は

、
大

規
模

な
災

害
が

発
生

し
厚

生
労

働
大

臣
が

生
活

福
祉

資
金

の
貸

付
け

の
特

例
措

置
を

講
じ

た
場

合
、

丙
が

貸

付
け

を
決

定
し

た
者

に
対

す
る

貸
付

金
の

交
付

を
迅

速
か

つ
円

滑
に

実
施

す
る

た
め

、
乙

に
対

し
協

力
を

依
頼

し
、

乙
は

こ
れ

に
協

力
す

る
も

の
と

す
る

。

（手
続

）

第
３

条
乙

は
、

前
条

の
協

力
依

頼
が

あ
っ

た
場

合
、

乙
の

各
支

店
の

資
金

交
付

状
況

の
と

り
ま

と
め

、
貸

付
金

の
決

済
等

を
行

う
た

め
、

速

や
か

に
乙

そ
れ

ぞ
れ

の
取

り
ま

と
め

店
（以

下
「乙

の
取

り
ま

と
め

店
」
と

い
う

。
）を

設
置

す
る

も
の

と
す

る
。

２
丙

は
、

貸
付

金
の

受
付

窓
口

を
静

岡
県

内
の

各
市

町
村

社
会

福
祉

協
議

会
に

設
置

し
、

同
市

町
村

社
会

福
祉

協
議

会
を

通
じ

て
、

受

付
窓

口
に

身
近

な
乙

の
支

店
の

被
害

状
況

を
確

認
す

る
も

の
と

し
、

乙
は

、
甲

及
び

丙
か

ら
協

力
依

頼
の

あ
っ

た
事

務
を

取
扱

う
支

店

（以
下

「
乙

の
取

扱
店

」と
い

う
。

）を
設

置
す

る
も

の
と

す
る

。

３
丙

は
、

乙
の

取
扱

店
の

設
置

状
況

等
を

も
と

に
貸

付
額

を
推

計
し

、
乙

の
取

り
ま

と
め

店
の

口
座

に
貸

付
金

を
預

託
す

る
も

の
と

す
る

。

（費
用

の
負

担
）

第
4

条
貸

付
金

は
、

国
の

実
施

通
知

等
に

基
づ

き
甲

が
措

置
す

る
も

の
と

す
る

。

２
貸

付
金

の
交

付
に

伴
う

振
込

手
数

料
及

び
貸

付
金

引
換

証
の

交
換

手
数

料
は

、
丙

が
負

担
す

る
も

の
と

し
、

別
に

定
め

る
も

の
と

す
る

。

（貸
付

金
の

交
付

方
法

）

第
５

条
貸

付
金

の
交

付
は

、
原

則
と

し
て

、
丙

が
貸

付
け

を
決

定
し

た
者

の
指

定
す

る
口

座
へ

振
込

み
の

方
法

に
よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。

た
だ

し
、

丙
が

貸
付

け
を

決
定

し
た

者
が

金
融

機
関

に
口

座
を

有
し

て
な

い
等

、
振

込
み

の
方

法
に

よ
る

貸
付

金
の

交
付

が
困

難
な

場
合

は
、

丙
は

、
貸

付
け

を
決

定
し

た
者

に
別

に
定

め
る

様
式

に
よ

る
貸

付
金

引
換

証
を

交
付

す
る

も
の

と
す

る
。

２
前

項
た

だ
し

書
の

場
合

に
お

い
て

は
、

乙
の

取
扱

店
は

、
貸

付
金

引
換

証
及

び
別

に
定

め
る

身
分

を
証

明
す

る
も

の
に

よ
り

、
丙

が
貸

付
け

を
決

定
し

た
者

で
あ

る
こ

と
を

確
認

の
上

、
貸

付
金

引
換

証
と

引
換

え
に

現
金

を
交

付
す

る
も

の
と

す
る

。

（貸
付

金
の

決
済

）

第
６

条
乙

の
取

扱
店

は
、

前
条

の
方

法
に

よ
り

交
付

し
た

貸
付

金
の

件
数

と
金

額
を

毎
日

取
り

ま
と

め
、

同
日

中
に

乙
の

取
り

ま
と

め
店

に

請
求

す
る

も
の

と
す

る
。

２
乙

の
取

り
ま

と
め

店
は

、
乙

の
取

扱
店

か
ら

請
求

の
あ

っ
た

一
日

分
の

貸
付

金
の

件
数

と
金

額
を

集
計

し
、

丙
に

報
告

の
上

、
丙

が
乙

の
取

り
ま

と
め

店
に

貸
付

金
を

預
託

し
た

口
座

か
ら

当
日

中
に

貸
付

金
を

決
済

す
る

も
の

と
す

る
。

３
乙

は
、

貸
付

金
交

付
期

間
終

了
後

、
貸

付
金

交
付

件
数

及
び

金
額

を
集

計
し

、
貸

付
金

引
換

証
を

添
付

し
て

丙
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

（免
責

）

第
７

条
乙

は
、

丙
と

丙
が

貸
付

け
を

決
定

し
た

者
と

の
債

権
債

務
関

係
及

び
そ

の
他

の
紛

議
に

つ
い

て
は

、
一

切
の

責
任

を
負

わ
な

い
も

の
と

す
る

。

２
乙

が
第

５
条

第
２

項
に

基
づ

き
現

金
を

交
付

し
た

場
合

、
交

付
を

受
け

た
者

が
、

丙
が

貸
付

け
を

決
定

し
た

者
で

な
か

っ
た

場
合

で
も

、

乙
の

現
金

交
付

は
有

効
と

み
な

し
、

乙
は

、
一

切
の

責
任

を
負

わ
な

い
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
乙

の
故

意
又

は
過

失
に

よ
る

場
合

を
除

く

も
の

と
す

る
。

３
乙

は
、

天
災

地
変

そ
の

他
不

可
抗

力
に

よ
り

本
協

定
を

履
行

で
き

な
か

っ
た

場
合

、
当

該
不

履
行

に
基

づ
く
一

切
の

責
任

を
負

わ
な

い
も

の
と

す
る

。

（秘
密

の
保

持
）

第
８

条
甲

、
乙

及
び

丙
は

、
本

協
定

に
お

け
る

業
務

上
知

り
得

た
秘

密
に

つ
い

て
は

、
他

に
漏

ら
さ

ぬ
よ

う
万

全
の

措
置

を
と

ら
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

も
の

と
す

る
。

（連
絡

責
任

部
署

）

第
９

条
第

２
条

の
規

定
に

よ
る

協
力

依
頼

及
び

こ
れ

に
関

す
る

連
絡

を
円

滑
か

つ
確

実
な

も
の

と
す

る
た

め
、

甲
の

連
絡

責
任

部
署

は
健

康
福

祉
部

地
域

福
祉

室
、

乙
の

連
絡

責
任

部
署

は
、

株
式

会
社

静
岡

銀
行

に
あ

っ
て

は
法

人
部

公
務

渉
外

グ
ル

ー
プ

、
株

式
会

社
駿

河

銀
行

に
あ

っ
て

は
営

業
本

部
業

務
渉

外
、

株
式

会
社

清
水

銀
行

に
あ

っ
て

は
支

店
営

業
部

、
丙

の
連

絡
責

任
部

署
は

地
域

福
祉

部
と

す

る
。

[資
料

編
Ⅱ

]

（雑
則

）

第
10

条
こ

の
協

定
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

は
、

実
施

要
領

に
定

め
る

も
の

と
す

る
。

２
こ

の
協

定
及

び
前

項
の

実
施

要
領

に
定

め
の

な
い

事
項

並
び

に
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
そ

の
都

度
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

（有
効

期
間

）

第
11

条
こ

の
協

定
の

有
効

期
間

は
、

協
定

締
結

の
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

間
と

す
る

。
た

だ
し

、
甲

、
乙

の
い

ず
れ

か
又

は
丙

か
ら

、
他

の

契
約

当
事

者
に

対
し

、
有

効
期

間
満

了
の

日
の

１
か

月
前

ま
で

に
特

段
の

意
思

表
示

が
な

い
と

き
に

は
、

引
き

続
き

１
年

間
、

協
定

の
有

効
期

間
が

延
長

さ
れ

る
も

の
と

し
、

以
後

も
同

様
と

す
る

。

こ
の

協
定

の
成

立
を

証
す

る
た

め
、

こ
の

協
定

書
５

通
を

作
成

し
、

甲
乙

丙
記

名
押

印
の

上
、

各
自

そ
の

1
通

を
所

持
す

る
。

平
成

１
６

年
８

月
２

７
日

（甲
）

静
岡

市
追

手
町

９
番

６
号

静
岡

県
知

事
石

川
嘉

延

（乙
）

静
岡

市
呉

服
町

１
丁

目
１

０
番

地

株
式

会
社

静
岡

銀
行

取
締

役
頭

取
松

浦
康

男

沼
津

市
通

横
町

２
３

番
地

株
式

会
社

駿
河

銀
行

取
締

役
社

長
岡

野
光

喜

静
岡

市
清

水
富

士
見

町
３

番
１

号

株
式

会
社

清
水

銀
行

取
締

役
頭

取
伊

藤
高

義

（丙
）

静
岡

市
駿

府
町

１
番

７
０

号

社
会

福
祉

法
人

静
岡

県
社

会
福

祉
協

議
会

会
長

上
島

清
介
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）
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1
9
-
8
-
1
3

災
害

時
に

お
け

る
し

尿
等

の
収

集
運

搬
に

関
す

る
協

定
書

（
県

廃
棄

物
リ

サ
イ

ク
ル

課
）

静
岡

県
（
以

下
「
甲

」
と

い
う

。
）
と

○
○

○
○

○
（
以

下
「
乙

」
と

い
う

。
）
と

は
、

次
の

と
お

り
協

定
を

締
結

す
る

。

（
趣

旨
）

第
1

条
こ

の
協

定
は

、
災

害
時

に
お

け
る

し
尿

、
浄

化
槽

汚
泥

等
（
以

下
「
災

害
し

尿
等

」
と

い
う

。
）
の

収
集

運
搬

に
関

し
て

、
甲

が
乙

に
支

援
協

力
を

要
請

す
る

に
当

た
っ

て
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

（
支

援
協

力
の

要
請

手
続

）

第
２

条
甲

は
、

被
災

地
域

の
市

町
村

（
以

下
「
被

災
市

町
村

」
と

い
う

。
）

か
ら

災
害

し
尿

等
の

収
集

運
搬

に
つ

い
て

協

力
要

請
が

あ
る

と
き

は
、

乙
に

支
援

協
力

を
要

請
す

る
も

の
と

す
る

。

（
被

災
市

町
村

と
の

協
議

等
）

第
３

条
被

災
市

町
村

と
乙

は
、

支
援

協
力

の
内

容
、

方
法

等
に

つ
い

て
、

必
要

に
応

じ
相

互
に

協
議

し
、

確
認

す
る

も

の
と

す
る

。

（
経

費
負

担
）

第
４

条
支

援
協

力
は

、
原

則
と

し
て

無
償

で
行

う
も

の
と

す
る

。

（
連

絡
窓

口
）

第
５

条
こ

の
協

定
に

関
す

る
連

絡
窓

口
は

、
甲

に
お

い
て

は
静

岡
県

環
境

森
林

部
環

境
総

室
廃

棄
物

リ
サ

イ
ク

ル
室

、

乙
に

お
い

て
は

○
○

○
○

○
事

務
局

と
す

る
。

（
そ

の
他

）

第
６

条
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
こ

の
協

定
に

関
し

て
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
そ

の
都

度
甲

乙
協

議
し

て

定
め

る
も

の
と

す
る

。

（
適

用
）

第
７

条
こ

の
協

定
は

、
平

成
1
7

年
４

月
１

日
か

ら
適

用
す

る
。

上
記

の
協

定
の

成
立

を
証

す
る

た
め

、
こ

の
協

定
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、

各
自

そ
の

１
通

を
所

持

す
る

。 平
成

1
7

年
３

月
3
1

日

（
甲

）
静

岡
県

知
事

石
川

嘉
延

（
乙

）
○

○
○

○
○

○
○

○
○

以
下

の
と

お
り

協
定

を
締

結
し

て
い

る
。 締

結
者

（
乙

）

静
岡

県
環

境
整

備
事

業
協

同
組

合
理

事
長

山
本

弥
之

日
本

環
境

保
全

協
会

静
岡

県
連

合
会

会
長

服
部

和
彦
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1
9
-
8
-
1
4

静
岡

県
震

災
復

興
相

談
セ

ン
タ

ー
に

お
け

る
相

談
業

務
従

事
者

の
派

遣
及

び
取

扱
い

に
関

す
る

協
定

書

（県
県

民
生

活
課

）

静
岡

県
（
以

下
「
甲

」
と

い
う

。
）
と

静
岡

県
東

海
地

震
対

策
士

業
連

絡
会

（
以

下
「
乙

」
と

い
う

。
）
と

は
、

静
岡

県
震

災
復

興
相

談

セ
ン

タ
ー

設
置

・
運

営
要

領
（
以

下
「
要

領
」
と

い
う

。
）
第

1
1

条
の

規
定

に
基

づ
き

開
設

さ
れ

た
震

災
復

興
相

談
セ

ン
タ

ー
及

び
震

災
復

興
相

談
室

（
以

下
「
セ

ン
タ

ー
」
と

い
う

。
）
に

お
い

て
、

災
害

応
急

対
策

と
し

て
実

施
す

る
相

談
業

務
に

従
事

す
る

者
（
以

下

「
相

談
業

務
従

事
者

」
と

い
う

。
）
の

派
遣

及
び

取
扱

い
に

関
し

、
静

岡
県

地
震

対
策

推
進

条
例

（
平

成
８

年
静

岡
県

条
例

第
１

号
。

以
下

「
条

例
」と

い
う

。
）
第

35
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

次
の

と
お

り
協

定
を

締
結

す
る

。

（
趣

旨
）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
甲

が
開

設
す

る
セ

ン
タ

ー
に

お
け

る
相

談
業

務
従

事
者

の
派

遣
及

び
取

扱
い

に
関

し
、

必
要

な
事

項
を

定

め
る

。

（
相

談
業

務
従

事
者

の
派

遣
）

第
２

条
乙

は
甲

か
ら

相
談

業
務

従
事

者
派

遣
の

要
請

を
受

け
た

場
合

は
、

速
や

か
に

乙
の

中
か

ら
相

談
業

務
従

事
者

を
選

出
し

、

セ
ン

タ
ー

に
派

遣
す

る
も

の
と

す
る

。

（
派

遣
期

間
）

第
３

条
相

談
業

務
従

事
者

の
派

遣
期

間
は

、
相

談
需

要
等

に
応

じ
て

、
甲

乙
協

議
し

て
定

め
る

。

（
相

談
業

務
従

事
者

の
業

務
）

第
４

条
相

談
業

務
従

事
者

は
、

要
領

第
1
3

条
の

規
定

に
基

づ
き

、
相

談
業

務
を

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。

２
相

談
業

務
従

事
者

は
、

前
項

の
相

談
業

務
の

実
施

状
況

を
、

相
談

業
務

実
施

状
況

報
告

書
（
様

式
第

１
号

）
に

よ
り

、
派

遣
先

セ
ン

タ
ー

を
開

設
し

て
い

る
復

興
相

談
班

長
へ

定
期

的
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

（
補

償
）

第
５

条
甲

は
、

第
４

条
第

１
項

の
相

談
業

務
の

実
施

に
当

た
り

、
相

談
業

務
従

事
者

が
損

害
を

受
け

た
場

合
、

又
は

他
人

に
損

害

を
加

え
た

場
合

は
、

条
例

第
3
4

条
の

規
定

に
基

づ
き

、
そ

の
損

害
を

補
償

す
る

。

（
協

定
の

適
用

）

第
６

条
こ

の
協

定
は

、
平

成
1
7

年
8

月
2
4

日
か

ら
、

効
力

を
有

す
る

。

２
こ

の
協

定
の

有
効

期
間

は
、

協
定

締
結

の
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

間
と

す
る

。
た

だ
し

、
有

効
期

間
満

了
の

日
の

3
0

日
前

ま
で

に
、

甲
又

は
乙

か
ら

文
書

に
よ

り
相

手
方

に
対

し
て

異
議

の
申

し
出

が
な

い
と

き
は

、
有

効
期

間
満

了
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

間
こ

の
協

定
を

延
長

す
る

も
の

と
し

、
そ

の
後

も
ま

た
同

様
と

す
る

。

（
疑

義
の

解
決

）

第
７

条
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
こ

の
協

定
に

関
し

て
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
そ

の
都

度
甲

乙
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

上
記

の
協

定
の

成
立

を
証

す
る

た
め

、
こ

の
協

定
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、

各
自

そ
の

１
通

を
所

持
す

る
。

平
成

１
７

年
８

月
２

４
日

（
甲

）
静

岡
県

知
事

石
川

嘉
延

（
乙

）
静

岡
県

東
海

地
震

対
策

士
業

連
絡

会
会

長

静
岡

県
弁

護
士

会
会

長
三

井
義

廣

-606-
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災
害

時
に

お
け

る
家

屋
被

害
認

定
調

査
に

関
す

る
基

本
協

定
書

（県
危

機
政

策
課

）

静
岡

県
（
以

下
「甲

」と
い

う
。

）と
静

岡
県

土
地

家
屋

調
査

士
会

（
以

下
「
乙

」
と

い
う

。
）は

、
災

害
時

に
市

町

が
行

う
家

屋
被

害
認

定
調

査
（
以

下
「
認

定
調

査
」
と

い
う

。
）
の

迅
速

か
つ

円
滑

な
実

施
に

向
け

て
、

次
の

と

お
り

基
本

協
定

を
締

結
す

る
。

（認
定

調
査

へ
の

協
力

）

第
１

条
乙

は
、

県
内

に
災

害
が

発
生

し
、

市
町

が
実

施
す

る
家

屋
の

被
害

認
定

業
務

に
関

し
、

甲
又

は
市

町
か

ら
応

援
要

請
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

こ
れ

に
協

力
す

る
よ

う
努

め
る

も
の

と
す

る
。

（市
町

と
の

協
定

締
結

）

第
２

条
乙

は
、

前
条

に
規

定
す

る
被

害
認

定
業

務
に

関
し

、
業

務
内

容
、

費
用

負
担

等
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

、
市

町
と

協
議

し
「災

害
時

に
お

け
る

家
屋

被
害

認
定

調
査

」
に

関
す

る
協

定
を

締
結

す
る

も
の

と
す

る
。

２
甲

は
、

県
内

全
市

町
に

お
け

る
協

定
締

結
に

向
け

て
、

各
市

町
に

対
し

て
協

定
締

結
の

要
望

を
確

認
し

乙

に
情

報
提

供
す

る
と

と
も

に
、

各
地

域
防

災
局

単
位

を
基

本
と

し
た

市
町

連
名

に
よ

る
協

定
締

結
に

向
け

た

調
整

業
務

を
行

う
も

の
と

す
る

。

（研
修

会
の

開
催

）

第
３

条
甲

は
、

家
屋

被
害

認
定

業
務

に
関

す
る

知
識

、
技

術
の

習
得

を
目

的
と

し
て

、
乙

の
会

員
及

び
市

町
の

職
員

を
対

象
と

し
た

研
修

会
を

年
１

回
開

催
す

る
も

の
と

す
る

。

２
乙

は
、

甲
又

は
市

町
の

開
催

す
る

研
修

会
に

乙
の

会
員

を
積

極
的

に
参

加
さ

せ
る

よ
う

配
慮

す
る

も
の

と

す
る

。

（定
め

の
な

い
事

項
等

の
処

理
）

第
４

条
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
疑

義
を

生
じ

た
事

項
に

つ
い

て
は

、
法

令
（
甲

の
条

例
、

規
則

等
を

含
む

。
）に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
甲

、
乙

協
議

の
上

処
理

す
る

も
の

と
す

る
。

[資
料

編
Ⅱ

]

こ
の

協
定

の
成

立
を

証
す

る
た

め
、

こ
の

協
定

書
を

２
通

作
成

し
、

甲
、

乙
双

方
記

名
押

印
の

上
各

自
１

通

を
保

有
す

る
。

平
成

２
１

年
１

月
２

３
日

静
岡

市
葵

区
追

手
町

９
番

６
号

甲

静
岡

県
知

事

静
岡

市
駿

河
区

曲
金

六
丁

目
１

６
番

１
０

号

乙
静

岡
県

土
地

家
屋

調
査

士
会

会
長

-607-
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6
災

害
時

に
お

け
る

地
質

調
査

等
業

務
委

託
に

関
す

る
協

定
書

（県
土

木
防

災
課

）

静
岡

県
○

○
事

務
所

長
（以

下
「甲

」と
い

う
。

）と
静

岡
県

地
質

調
査

業
協

会
会

長
（以

下
「乙

」と
い

う
。

）と
は

、
地

震
、

津
波

や
風

水
害

等
、

に
よ

り
甲

の
所

管
す

る
道

路
、

河
川

、
海

岸
、

砂
防

、
地

す
べ

り
防

止
、

急
傾

斜
地

崩
壊

防
止

、
港

湾
及

び
漁

港
な

ど
の

施
設

等
（以

下
「公

共

土
木

施
設

」と
い

う
。

）
に

災
害

が
発

生
し

た
場

合
又

は
そ

の
恐

れ
が

あ
る

場
合

の
地

質
調

査
等

業
務

の
実

施
に

つ
い

て
次

の
と

お
り

協
定

を

締
結

す
る

。

（目
的

）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
災

害
対

策
基

本
法

、
静

岡
県

地
震

対
策

推
進

条
例

及
び

静
岡

県
地

域
防

災
計

画
に

基
づ

く
災

害
時

に
お

け
る

民

間
協

力
の

一
環

と
し

て
、

災
害

が
発

生
し

た
場

合
又

は
そ

の
恐

れ
が

あ
る

場
合

に
、

社
会

の
混

乱
を

防
止

し
円

滑
な

県
民

の
救

助
活

動
及

び

災
害

復
旧

活
動

に
資

す
る

た
め

、
災

害
応

急
復

旧
工

事
に

必
要

な
地

質
調

査
等

業
務

を
迅

速
に

実
施

す
る

こ
と

に
よ

り
、

公
共

土
木

施
設

の

機
能

確
保

又
は

回
復

を
早

期
に

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

（対
象

と
な

る
災

害
）

第
２

条
こ

の
協

定
の

対
象

と
な

る
災

害
は

、
災

害
対

策
基

本
法

に
基

づ
く
静

岡
県

災
害

対
策

本
部

が
設

置
さ

れ
た

場
合

又
は

地
震

、
津

波
、

風
水

害
そ

の
他

の
異

常
な

天
然

現
象

に
よ

る
も

の
で

甲
が

必
要

と
認

め
る

場
合

の
災

害
と

す
る

。

（災
害

応
急

業
務

協
力

者
）

第
３

条
乙

の
協

会
に

お
い

て
、

本
協

定
に

賛
同

で
き

る
協

会
員

を
災

害
応

急
業

務
協

力
者

（以
下

「協
力

者
」と

い
う

。
）と

す
る

。

２
乙

は
、

協
会

内
の

連
絡

体
系

図
及

び
協

力
者

を
と

り
ま

と
め

た
名

簿
を

協
定

締
結

後
速

や
か

に
甲

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。

３
乙

は
、

協
力

者
ご

と
の

災
害

時
の

業
務

実
施

態
勢

と
し

て
、

氏
名

、
資

格
等

を
記

載
し

た
技

術
者

名
簿

を
と

り
ま

と
め

、
前

項
の

連
絡

体
系

図
及

び
名

簿
と

と
も

に
甲

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。

４
前

項
の

規
定

に
よ

る
名

簿
等

の
提

出
時

期
は

、
毎

年
９

月
１

日
と

す
る

。
た

だ
し

、
そ

の
内

容
に

変
更

が
生

じ
た

と
き

は
、

速
や

か
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

（待
機

要
請

）

第
４

条
甲

は
、

災
害

が
発

生
し

た
場

合
又

は
そ

の
恐

れ
が

あ
る

場
合

に
は

、
協

力
者

に
対

し
て

必
要

な
技

術
者

の
待

機
を

要
請

で
き

る
も

の

と
す

る
。

２
甲

が
前

項
に

よ
り

甲
の

事
務

所
又

は
支

所
に

お
け

る
待

機
を

要
請

す
る

場
合

は
、

待
機

場
所

を
確

保
し

て
お

く
も

の
と

す
る

。

（業
務

実
施

要
請

）

第
５

条
甲

が
緊

急
に

地
質

調
査

等
業

務
の

実
施

を
必

要
と

し
、

協
力

者
の

中
か

ら
当

該
業

務
の

受
託

者
を

決
定

し
た

場
合

は
、

地
質

調

査
等

業
務

実
施

要
請

書
（以

下
「要

請
書

」と
い

う
。

）
に

よ
り

必
要

な
地

質
調

査
等

業
務

の
実

施
を

要
請

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
要

請
書

は
２

通

作
成

し
、

甲
と

受
託

者
が

各
自

そ
の

１
通

を
保

管
す

る
も

の
と

す
る

。

２
前

項
の

要
請

は
、

緊
急

を
要

す
る

場
合

に
は

電
話

等
の

通
信

手
段

に
よ

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

が
、

こ
の

場
合

も
遅

滞
な

く
要

請
書

を
交

わ
す

も
の

と
す

る
。
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（業
務

の
実

施
）

第
６

条
受

託
者

は
、

前
条

の
規

定
に

よ
る

甲
の

要
請

が
あ

っ
た

と
き

に
は

、
甲

の
指

示
に

従
い

、
速

や
か

に
必

要
な

地
質

調
査

等
業

務
に

着

手
す

る
も

の
と

す
る

。

２
前

項
の

地
質

調
査

等
業

務
の

範
囲

は
、

災
害

を
受

け
た

公
共

土
木

施
設

の
機

能
確

保
又

は
回

復
に

係
る

必
要

最
小

限
の

業
務

と
す

る
。

３
受

託
者

が
当

該
業

務
を

行
う

に
あ

た
っ

て
は

、
二

次
災

害
に

対
し

十
分

注
意

し
て

作
業

を
進

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ま
た

、
当

該
作

業
の

関
係

者
だ

け
で

は
な

く
、

付
近

住
民

、
通

行
者

、
通

行
車

両
等

の
第

三
者

の
安

全
確

保
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

４
受

託
者

は
、

業
務

従
事

者
の

労
働

災
害

補
償

の
た

め
、

労
働

者
災

害
補

償
保

険
法

の
適

用
を

受
け

ら
れ

る
よ

う
手

続
を

行
う

も
の

と
す

る
。

５
受

託
者

は
、

業
務

委
託

契
約

の
根

拠
と

す
る

た
め

、
業

務
内

容
が

判
定

で
き

る
よ

う
な

写
真

等
の

資
料

を
整

備
す

る
と

と
も

に
、

適
宜

業
務

の
進

捗
状

況
及

び
完

成
を

甲
あ

て
報

告
書

に
て

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

（業
務

委
託

契
約

の
締

結
）

第
７

条
甲

は
、

前
条

第
５

項
の

資
料

等
を

基
に

し
て

速
や

か
に

随
意

契
約

を
締

結
す

る
も

の
と

す
る

。

（実
施

規
定

）

第
８

条
こ

の
協

定
に

お
い

て
規

定
さ

れ
た

書
類

等
の

様
式

や
実

施
に

関
す

る
細

目
は

、
実

施
細

目
で

定
め

る
。

（協
定

の
効

力
）

第
９

条
こ

の
協

定
の

期
間

は
、

協
定

締
結

の
日

か
ら

平
成

19
年

3
月

31
日

ま
で

と
す

る
。

た
だ

し
、

こ
の

期
間

満
了

の
日

の
30

日
前

ま
で

に
、

甲
乙

い
ず

れ
か

ら
も

そ
れ

ぞ
れ

相
手

方
に

対
し

て
文

書
に

よ
り

異
議

の
申

出
が

な
い

と
き

は
、

更
に

1
年

延
長

す
る

も
の

と
し

、
そ

の
後

に

お
い

て
期

間
満

了
し

た
と

き
も

同
様

と
す

る
。

（疑
義

の
解

決
）

第
10

条
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
こ

の
協

定
に

関
し

て
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
そ

の
都

度
甲

乙
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

上
記

の
協

定
の

成
立

を
証

す
る

た
め

、
こ

の
協

定
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、

各
自

そ
の

1
通

を
所

持
す

る
。

平
成

１
８

年
月

日

（甲
）○

○
市

○
○

町
○

番
○

号

静
岡

県
○

○
事

務
所

長
○

○
○

○
印

（乙
）静

岡
市

葵
区

唐
瀬

１
丁

目
１

７
番

３
４

号

静
岡

県
地

質
調

査
業

協
会

会
長

○
○

○
○

印

-608-
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7
災

害
時

に
お

け
る

電
気

設
備

の
応

急
対

策
業

務
に

関
す

る
協

定
書

（県
土

木
防

災
課

）

静
岡

県
○

○
事

務
所

長
（以

下
「
甲

」と
い

う
。

）と
社

団
法

人
静

岡
電

業
協

会
長

（以
下

「乙
」
と

い
う

。
）と

は
、

地
震

、
津

波
や

風
水

害
等

に

よ
り

甲
の

所
管

す
る

道
路

、
河

川
、

海
岸

、
砂

防
、

地
す

べ
り

防
止

、
急

傾
斜

地
崩

壊
防

止
、

港
湾

、
漁

港
な

ど
の

公
共

土
木

施
設

及
び

庁
舎

な
ど

の
電

気
設

備
、

電
気

器
具

及
び

配
線

等
（
以

下
「電

気
設

備
」
と

い
う

。
）に

災
害

が
発

生
し

た
場

合
又

は
そ

の
恐

れ
が

あ
る

場
合

の
応

急

対
策

業
務

の
実

施
に

つ
い

て
次

の
と

お
り

協
定

を
締

結
す

る
。

（目
的

）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
災

害
対

策
基

本
法

、
静

岡
県

地
震

対
策

推
進

条
例

及
び

静
岡

県
地

域
防

災
計

画
に

基
づ

く
災

害
時

に
お

け
る

民

間
協

力
の

一
環

と
し

て
、

災
害

が
発

生
し

た
場

合
又

は
そ

の
恐

れ
が

あ
る

場
合

に
、

社
会

の
混

乱
を

防
止

し
円

滑
な

県
民

の
救

助
活

動
及

び

災
害

復
旧

活
動

に
資

す
る

た
め

、
甲

が
乙

の
協

力
を

得
て

電
気

設
備

の
被

害
状

況
を

把
握

す
る

と
と

も
に

、
工

事
請

負
契

約
に

先
立

つ
出

動

要
請

に
よ

る
応

急
復

旧
工

事
に

よ
り

、
電

気
設

備
の

機
能

確
保

又
は

回
復

を
早

期
に

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

（対
象

と
な

る
災

害
）

第
２

条
こ

の
協

定
の

対
象

と
な

る
災

害
は

、
災

害
対

策
基

本
法

に
基

づ
く
静

岡
県

災
害

対
策

本
部

が
設

置
さ

れ
た

場
合

又
は

地
震

、
津

波
、

風
水

害
そ

の
他

の
異

常
な

天
然

現
象

に
よ

る
も

の
で

甲
が

必
要

と
認

め
る

場
合

の
災

害
と

す
る

。

（災
害

応
急

対
策

協
力

者
）

第
３

条
乙

の
協

会
に

お
い

て
、

本
協

定
に

賛
同

で
き

る
協

会
員

を
災

害
応

急
対

策
協

力
者

（以
下

「協
力

者
」と

い
う

。
）と

す
る

。

２
乙

は
、

協
会

内
の

連
絡

体
系

図
及

び
協

力
者

を
と

り
ま

と
め

た
名

簿
を

協
定

締
結

後
速

や
か

に
甲

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。

３
乙

は
、

協
力

者
ご

と
の

災
害

時
の

応
急

工
事

実
施

態
勢

と
し

て
、

氏
名

、
資

格
等

を
記

載
し

た
技

術
者

名
簿

を
と

り
ま

と
め

、
前

項
の

連
絡

体
系

図
及

び
名

簿
と

と
も

に
甲

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。

４
前

項
の

規
定

に
よ

る
名

簿
等

の
提

出
時

期
は

、
毎

年
９

月
１

日
と

す
る

。
た

だ
し

、
そ

の
内

容
に

変
更

が
生

じ
た

と
き

は
、

速
や

か
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

（被
災

情
報

収
集

区
域

）

第
４

条
甲

は
、

地
域

の
実

情
を

考
慮

し
、

必
要

と
認

め
る

場
合

に
は

、
管

内
を

複
数

の
被

災
情

報
収

集
区

域
に

分
割

す
る

。

２
被

災
情

報
収

集
区

域
は

、
被

災
情

報
収

集
区

域
担

当
者

（
以

下
「区

域
担

当
者

」と
い

う
。

）が
電

気
設

備
の

被
害

状
況

を
調

査
す

る
区

域

と
し

、
甲

は
あ

ら
か

じ
め

協
力

者
の

中
か

ら
区

域
担

当
者

を
定

め
、

個
々

の
電

気
設

備
あ

る
い

は
区

域
を

特
定

し
、

被
害

情
報

収
集

の
責

任
を

明
確

に
し

て
お

く
も

の
と

す
る

。

（被
害

状
況

の
報

告
）

第
５

条
区

域
担

当
者

は
、

災
害

の
発

生
後

速
や

か
に

甲
の

所
管

す
る

電
気

設
備

の
被

害
状

況
を

調
査

し
て

、
甲

に
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。

２
甲

は
、

あ
ら

か
じ

め
協

力
者

に
対

し
書

面
に

て
被

害
状

況
の

報
告

先
を

示
し

て
お

く
も

の
と

す
る

。

（工
事

実
施

要
請

）
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第
６

条
甲

が
緊

急
に

応
急

復
旧

工
事

を
必

要
と

し
、

協
力

者
の

中
か

ら
当

該
工

事
の

施
工

者
を

決
定

し
た

場
合

は
、

電
気

設
備

工
事

実
施

要

請
書

（以
下

「要
請

書
」と

い
う

。
）に

よ
り

必
要

な
応

急
復

旧
工

事
の

施
工

を
要

請
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

要
請

書
は

２
通

作
成

し
、

甲
と

施
工

者

が
各

自
そ

の
１

通
を

保
管

す
る

も
の

と
す

る
。

２
前

項
の

要
請

は
、

緊
急

を
要

す
る

場
合

に
は

電
話

等
の

通
信

手
段

に
よ

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

が
、

こ
の

場
合

も
遅

滞
な

く
要

請
書

を
交

わ
す

も
の

と
す

る
。

（工
事

の
実

施
）

第
７

条
施

工
者

は
、

前
条

の
規

定
に

よ
る

甲
の

要
請

が
あ

っ
た

と
き

に
は

、
甲

の
指

示
に

従
い

、
速

や
か

に
必

要
な

応
急

復
旧

工
事

に
着

手

す
る

も
の

と
す

る
。

２
前

項
の

応
急

復
旧

工
事

の
範

囲
は

、
災

害
を

受
け

た
電

気
施

設
の

機
能

確
保

又
は

回
復

に
係

る
必

要
最

小
限

の
業

務
と

す
る

。

３
施

工
者

が
当

該
工

事
を

行
う

に
あ

た
っ

て
は

、
二

次
災

害
に

対
し

十
分

注
意

し
て

作
業

を
進

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ま
た

、
当

該
工

事
の

関
係

者
だ

け
で

は
な

く
、

付
近

住
民

、
通

行
者

、
通

行
車

両
等

の
第

三
者

の
安

全
確

保
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

４
施

工
者

は
、

業
務

従
事

者
の

労
働

災
害

補
償

の
た

め
、

労
働

者
災

害
補

償
保

険
法

の
適

用
を

受
け

ら
れ

る
よ

う
手

続
を

行
う

も
の

と
す

る
。

５
施

工
者

は
、

工
事

請
負

契
約

の
根

拠
と

す
る

た
め

、
工

事
の

内
容

が
判

定
で

き
る

よ
う

な
写

真
等

の
資

料
を

整
備

す
る

と
と

も
に

、
適

宜
業

務
の

進
捗

状
況

及
び

完
成

を
甲

あ
て

報
告

書
に

て
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。

（工
事

請
負

契
約

の
締

結
）

第
８

条
甲

は
、

前
条

第
５

項
の

資
料

等
を

基
に

し
て

速
や

か
に

随
意

契
約

を
締

結
す

る
も

の
と

す
る

。

（実
施

規
定

）

第
９

条
こ

の
協

定
に

お
い

て
規

定
さ

れ
た

書
類

等
の

様
式

や
実

施
に

関
す

る
細

目
は

、
実

施
細

目
で

定
め

る
。

（協
定

の
効

力
）

第
10

条
こ

の
協

定
の

期
間

は
、

協
定

締
結

の
日

か
ら

平
成

19
年

3
月

31
日

ま
で

と
す

る
。

た
だ

し
、

こ
の

期
間

満
了

の
日

の
30

日
前

ま

で
に

、
甲

乙
い

ず
れ

か
ら

も
そ

れ
ぞ

れ
相

手
方

に
対

し
て

文
書

に
よ

り
異

議
の

申
出

が
な

い
と

き
は

、
更

に
1

年
延

長
す

る
も

の
と

し
、

そ
の

後

に
お

い
て

期
間

満
了

し
た

と
き

も
同

様
と

す
る

。

（疑
義

の
解

決
）

第
11

条
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
こ

の
協

定
に

関
し

て
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
そ

の
都

度
甲

乙
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

上
記

の
協

定
の

成
立

を
証

す
る

た
め

、
こ

の
協

定
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、

各
自

そ
の

1
通

を
所

持
す

る
。

平
成

１
８

年
月

日

（甲
）○

○
市

○
○

町
○

番
○

号

静
岡

県
○

○
事

務
所

長
○

○
○

○
印

（乙
）静

岡
市

駿
河

区
泉

町
３

番
３

号
マ

ル
エ

ム
ビ

ル
３

Ｆ

社
団

法
人

静
岡

電
業

協
会

会
長

○
○

○
○

印

-609-
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1
9
-8

-
1
9

災
害

時
に

お
け

る
棺

及
び

葬
祭

用
品

の
供

給
等

の
協

力
に

関
す

る
協

定
書 (県

衛
生

課
)

静
岡

県
（
以

下
「
甲

」
と

い
う

。
）と

社
団

法
人

全
日

本
冠

婚
葬

祭
互

助
協

会
（
以

下
「
乙

」
と

い
う

。
）
と

は
、

静
岡

県
域

に
お

い
て

、
地

震
等

に
よ

り
大

規
模

な
災

害
が

発
生

し
た

場
合

（
以

下
「
災

害
時

」と
い

う
。

）
に

お
け

る
棺

及

び
葬

祭
用

品
の

供
給

等
の

協
力

に
関

し
、

次
の

と
お

り
協

定
を

締
結

す
る

。

（
総

則
）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
「
静

岡
県

地
域

防
災

計
画

」
及

び
「
静

岡
県

広
域

火
葬

計
画

」
に

基
づ

き
、

広
域

火
葬

を

円
滑

に
実

施
す

る
た

め
、

乙
の

甲
に

対
す

る
協

力
に

関
し

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

（
協

力
の

要
請

）

第
２

条
甲

は
、

災
害

時
に

次
の

業
務

に
つ

い
て

、
必

要
が

生
じ

た
場

合
は

、
乙

に
対

し
協

力
を

要
請

す
る

も
の

と
す

る
。

（
１

）
棺

及
び

葬
祭

用
品

の
供

給
並

び
に

作
業

等
の

役
務

の
提

供

（
２

）
遺

体
の

一
時

保
存

施
設

等
の

提
供

（
３

）
遺

体
の

搬
送

（
４

）
そ

の
他

必
要

と
す

る
事

項

（
協

力
の

実
施

）

第
３

条
乙

は
、

甲
の

要
請

を
受

け
た

と
き

は
、

前
条

に
掲

げ
る

業
務

を
実

施
す

る
も

の
と

す
る

。

（
報

告
）

第
４

条
乙

は
、

甲
の

要
請

に
よ

り
第

２
条

に
掲

げ
る

業
務

を
実

施
し

た
と

き
は

、
速

や
か

に
実

施
内

容
を

甲
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

（
経

費
の

負
担

）

第
５

条
甲

は
、

乙
が

甲
の

要
請

に
よ

り
実

施
し

た
第

２
条

に
掲

げ
る

業
務

に
係

る
経

費
を

負
担

す
る

も
の

と
す

る
。

（
経

費
の

請
求

）

第
６

条
乙

は
、

業
務

が
完

了
し

た
と

き
は

、
会

員
の

業
務

実
績

を
集

計
し

、
甲

に
一

括
し

て
請

求
す

る
も

の
と

す

る
。

（
経

費
の

支
払

）

第
７

条
甲

は
、

前
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

乙
か

ら
の

請
求

を
受

け
て

経
費

を
支

払
う

も
の

と
す

る
。

[資
料

編
Ⅱ

]

（
価

格
の

決
定

）

第
８

条
甲

が
負

担
す

る
経

費
の

価
格

は
、

災
害

救
助

法
（
昭

和
2
2

年
法

律
第

1
18

号
）
に

基
づ

く
基

準
額

及
び

災
害

時
の

直
前

に
お

け
る

適
正

価
格

を
基

準
と

し
て

、
甲

乙
が

協
議

し
て

決
定

す
る

も
の

と
す

る
。

（
支

援
体

制
の

整
備

）

第
９

条
乙

は
、

災
害

時
に

お
け

る
円

滑
な

協
力

の
実

施
の

た
め

、
広

域
に

お
け

る
応

援
体

制
整

備
及

び
情

報

収
集

伝
達

体
制

の
整

備
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。

（
実

施
細

目
）

第
10

条
こ

の
協

定
の

実
施

に
関

し
、

必
要

な
手

続
き

そ
の

他
の

事
項

は
、

実
施

細
目

で
定

め
る

も
の

と
す

る
。

（
協

議
）

第
11

条
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
そ

の
都

度
、

甲
乙

が
協

議
し

て
決

定

す
る

も
の

と
す

る
。

附
則

１
こ

の
協

定
の

有
効

期
間

は
、

協
定

締
結

の
日

か
ら

１
年

間
と

す
る

。
た

だ
し

、
こ

の
協

定
の

有
効

期
間

終
了

前
１

月
ま

で
に

、
甲

乙
い

ず
れ

か
ら

も
意

思
表

示
が

な
い

と
き

は
、

期
間

終
了

の
日

か
ら

１
年

間
こ

の
協

定
は

更
新

さ
れ

、
以

下
同

様
と

す
る

。

２
上

記
協

定
の

締
結

を
証

す
る

た
め

、
こ

の
協

定
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、

各
自

そ
の

１
通

を

所
持

す
る

。

平
成

2
2

年
３

月
2
5

日

甲
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
追

手
町

９
番

６
号

静
岡

県
知

事
川

勝
平

太

乙
東

京
都

港
区

新
橋

１
丁

目
1
8

番
1
6

号

社
団

法
人

全
日

本
冠

婚
葬

祭
互

助
協

会

会
長

柴
山

文
夫

-612-
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1
9
-
8
-
2
0

災
害

時
に

お
け

る
棺

及
び

葬
祭

用
品

の
供

給
等

の
協

力
に

関
す

る
協

定
書

(県
衛

生
課

)

静
岡

県
（
以

下
「
甲

」
と

い
う

。
）と

全
日

本
葬

祭
業

協
同

組
合

連
合

会
（
以

下
「
乙

」と
い

う
。

）
と

は
、

静
岡

県
域

に
お

い
て

、
地

震
等

に
よ

り
大

規
模

な
災

害
が

発
生

し
た

場
合

（
以

下
「災

害
時

」と
い

う
。

）
に

お
け

る
棺

及
び

葬

祭
用

品
の

供
給

等
の

協
力

に
関

し
、

次
の

と
お

り
協

定
を

締
結

す
る

。

（
総

則
）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
「
静

岡
県

地
域

防
災

計
画

」
及

び
「
静

岡
県

広
域

火
葬

計
画

」
に

基
づ

き
、

広
域

火
葬

を

円
滑

に
実

施
す

る
た

め
、

乙
の

甲
に

対
す

る
協

力
に

関
し

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

（
協

力
の

要
請

）

第
２

条
甲

は
、

災
害

時
に

次
の

業
務

に
つ

い
て

、
必

要
が

生
じ

た
場

合
は

、
乙

に
対

し
協

力
を

要
請

す
る

も
の

と
す

る
。

（
１

）
棺

及
び

葬
祭

用
品

の
供

給
並

び
に

作
業

等
の

役
務

の
提

供

（
２

）
遺

体
の

一
時

保
存

施
設

等
の

提
供

（
３

）
遺

体
の

搬
送

（
４

）
そ

の
他

必
要

と
す

る
事

項

（
協

力
の

実
施

）

第
３

条
乙

は
、

甲
の

要
請

を
受

け
た

と
き

は
、

前
条

に
掲

げ
る

業
務

を
実

施
す

る
も

の
と

す
る

。

（
報

告
）

第
４

条
乙

は
、

甲
の

要
請

に
よ

り
第

２
条

に
掲

げ
る

業
務

を
実

施
し

た
と

き
は

、
速

や
か

に
実

施
内

容
を

甲
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

（
経

費
の

負
担

）

第
５

条
甲

は
、

乙
が

甲
の

要
請

に
よ

り
実

施
し

た
第

２
条

に
掲

げ
る

業
務

に
係

る
経

費
を

負
担

す
る

も
の

と
す

る
。

（
経

費
の

請
求

）

第
６

条
乙

は
、

業
務

が
完

了
し

た
と

き
は

、
会

員
の

業
務

実
績

を
集

計
し

、
甲

に
一

括
し

て
請

求
す

る
も

の
と

す

る
。

（
経

費
の

支
払

）

第
７

条
甲

は
、

前
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

乙
か

ら
の

請
求

を
受

け
て

経
費

を
支

払
う

も
の

と
す

る
。

[資
料

編
Ⅱ
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（
価

格
の

決
定

）

第
８

条
甲

が
負

担
す

る
経

費
の

価
格

は
、

災
害

救
助

法
（
昭

和
2
2

年
法

律
第

1
18

号
）
に

基
づ

く
基

準
額

及
び

災
害

時
の

直
前

に
お

け
る

適
正

価
格

を
基

準
と

し
て

、
甲

乙
が

協
議

し
て

決
定

す
る

も
の

と
す

る
。

（
支

援
体

制
の

整
備

）

第
９

条
乙

は
、

災
害

時
に

お
け

る
円

滑
な

協
力

の
実

施
の

た
め

、
広

域
に

お
け

る
応

援
体

制
整

備
及

び
情

報

収
集

伝
達

体
制

の
整

備
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。

（
実

施
細

目
）

第
10

条
こ

の
協

定
の

実
施

に
関

し
、

必
要

な
手

続
き

そ
の

他
の

事
項

は
、

実
施

細
目

で
定

め
る

も
の

と
す

る
。

（
協

議
）

第
11

条
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
そ

の
都

度
、

甲
乙

が
協

議
し

て
決

定

す
る

も
の

と
す

る
。

附
則

１
こ

の
協

定
の

有
効

期
間

は
、

協
定

締
結

の
日

か
ら

１
年

間
と

す
る

。
た

だ
し

、
こ

の
協

定
の

有
効

期
間

終
了

前
１

月
ま

で
に

、
甲

乙
い

ず
れ

か
ら

も
意

思
表

示
が

な
い

と
き

は
、

期
間

終
了

の
日

か
ら

１
年

間
こ

の
協

定
は

更
新

さ
れ

、
以

下
同

様
と

す
る

。

２
上

記
協

定
の

締
結

を
証

す
る

た
め

、
こ

の
協

定
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、

各
自

そ
の

１
通

を

所
持

す
る

。

平
成

2
2

年
３

月
2
5

日

甲
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
追

手
町

９
番

６
号

静
岡

県
知

事
川

勝
平

太

乙
東

京
都

千
代

田
区

九
段

北
４

丁
目

１
番

３
号

全
日

本
葬

祭
業

協
同

組
合

連
合

会

代
表

理
事

松
井

昭
憲

-613-
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災
害

時
に

お
け

る
棺

及
び

葬
祭

用
品

の
供

給
等

の
協

力
に

関
す

る
協

定
実

施
細

目

（
趣

旨
等

）

第
１

条
こ

の
実

施
細

目
は

、
災

害
時

に
お

け
る

棺
及

び
葬

祭
用

品
の

供
給

等
の

協
力

に
関

す
る

協
定

書
（
以

下
「
協

定
」と

い
う

。
）第

1
0

条
の

規
定

に
よ

り
、

協
定

の
実

施
に

つ
い

て
必

要
な

手
続

き
そ

の
他

の
事

項
を

定

め
る

も
の

と
す

る
。

２
こ

の
実

施
細

目
に

お
け

る
用

語
の

意
味

は
、

協
定

の
例

に
よ

る
。

（
葬

祭
用

品
等

の
範

囲
）

第
２

条
協

定
に

規
定

す
る

甲
が

供
給

を
要

請
す

る
棺

及
び

葬
祭

用
品

の
範

囲
は

次
の

と
お

り
と

す
る

。

（
１

）
棺

（
付

属
品

を
含

む
。

）

（
２

）
ド

ラ
イ

ア
イ

ス
等

遺
体

の
一

時
保

存
に

必
要

な
用

品

（
３

）
骨

つ
ぼ

及
び

骨
箱

（
連

絡
責

任
者

）

第
３

条
こ

の
協

定
の

実
施

に
関

す
る

連
絡

責
任

者
は

、
甲

に
あ

っ
て

は
静

岡
県

厚
生

部
生

活
衛

生
局

長
、

乙
に

あ
っ

て
は

全
日

本
葬

祭
業

協
同

組
合

連
合

会
代

表
理

事
と

す
る

。

（
要

請
手

続
）

第
４

条
甲

か
ら

乙
へ

の
要

請
及

び
連

絡
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
文

書
に

よ
り

行
う

こ
と

と
す

る
。

た
だ

し
、

文

書
に

よ
り

難
い

場
合

は
、

口
頭

又
は

電
話

等
に

よ
り

行
う

こ
と

と
し

、
事

後
、

速
や

か
に

文
書

を
送

付
す

る
も

の

と
す

る
。

（
１

）
要

請
を

行
っ

た
者

の
職

、
氏

名

（
２

）
要

請
理

由

（
３

）
要

請
内

容

（
４

）
履

行
の

場
所

（
５

）
履

行
の

期
日

又
は

期
間

（
６

）
そ

の
他

必
要

な
事

項

２
甲

は
、

乙
の

業
務

が
円

滑
に

行
わ

れ
る

よ
う

、
前

項
の

要
請

に
係

る
重

要
な

変
更

が
生

じ
た

と
き

は
、

そ
の

都
度

、
乙

に
通

知
す

る
も

の
と

す
る

。

３
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

甲
が

乙
に

通
知

す
る

文
書

は
、

別
記

様
式

１
の

と
お

り
と

す
る

。

（
緊

急
要

請
）

第
５

条
前

条
の

規
定

に
よ

る
協

力
要

請
に

お
い

て
、

や
む

を
得

な
い

事
情

に
よ

り
、

甲
が

乙
と

連
絡

を
と

れ
な

い
場

合
は

、
甲

は
直

接
、

乙
の

会
員

に
対

し
、

協
力

を
要

請
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。

[資
料

編
Ⅱ

]

（
構

成
員

の
名

簿
）

第
６

条
乙

は
、

協
定

第
２

条
に

掲
げ

る
業

務
に

協
力

す
る

た
め

に
、

毎
年

３
月

末
ま

で
に

乙
の

構
成

員
の

名
簿

を
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。

（
連

携
協

力
）

第
７

条
こ

の
協

定
を

円
滑

に
実

施
す

る
た

め
、

連
絡

担
当

の
窓

口
を

定
め

、
締

結
後

、
速

や
か

に
相

手
方

に
文

書
で

通
知

す
る

も
の

と
し

、
窓

口
に

変
更

が
あ

っ
た

場
合

も
同

様
と

す
る

。

２
乙

は
、

甲
と

の
連

携
を

円
滑

に
実

施
す

る
た

め
、

甲
が

実
施

す
る

訓
練

に
可

能
な

限
り

参
加

す
る

も
の

と
す

る
。

（
報

告
書

）

第
８

条
協

定
第

４
条

に
規

定
す

る
乙

か
ら

甲
へ

の
報

告
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
文

書
に

よ
り

行
う

こ
と

と
す

る
。

た
だ

し
、

文
書

に
よ

り
難

い
場

合
は

、
口

頭
又

は
電

話
等

に
よ

り
行

う
こ

と
と

し
、

事
後

、
速

や
か

に
文

書
を

送

付
す

る
も

の
と

す
る

。

（
１

）
実

施
業

務
内

容

（
２

）
従

事
者

名
及

び
履

行
の

場
所

（
３

）
履

行
の

期
日

又
は

期
間

（
４

）
そ

の
他

必
要

な
事

項

２
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

乙
が

甲
に

報
告

す
る

文
書

は
、

別
記

様
式

２
の

と
お

り
と

す
る

。

（
経

費
の

請
求

方
法

）

第
９

条
協

定
第

６
条

に
規

定
す

る
経

費
の

請
求

は
、

積
算

根
拠

を
示

す
供

給
等

業
務

実
績

の
一

覧
表

を
添

付

し
た

請
求

書
に

よ
り

行
う

も
の

と
す

る
。

（
そ

の
他

）

第
1
0

条
協

定
は

、
原

則
と

し
て

自
然

災
害

を
想

定
す

る
も

の
と

し
、

そ
の

他
の

災
害

の
場

合
は

、
協

議
す

る
も

の
と

す
る

。

附
則

こ
の

実
施

細
目

の
有

効
期

間
は

、
協

定
の

有
効

期
間

と
同

じ
と

す
る

。
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料

編
Ⅱ
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様
式
１
（
第
４
条
関
係
）

第
号

年
月

日

様

静
岡

県
知

事

協
力

要
請

書
（
第

報
）

災
害
時
に
お
け
る

棺
及
び
葬
祭
用

品
の
供
給
等
の
協

力
に
関
す
る

協
定

第
２
条

の
規

定
に
よ

り
、
次

の

と
お
り
協
力
を
要
請
し
ま
す
。

注
：「

要
請
内
容
」
に
は
、
棺
及
び
葬
祭
用
品
の
必
要
数
、
提
供
を
必
要
と
す
る

役
務

等
の
内
容
及
び

数
量
、

搬
送
車
両
の
用
途
別
必
要
台
数
等
を
記
載
す
る
こ
と

要
請
担
当
者

職
名

氏
名

連
絡
先
電
話
番
号

F
AX

番
号

口
頭
、
電
話
等
に
よ
る

要
請
の
日
時

年
月

日

時
分

要
請
理
由

要
請
内
容

履
行
の
場
所

履
行
の
期
日
又
は
期
間

期
日
：

年
月

日

期
間
：

年
月

日
～

年
月

日

備
考

[資
料

編
Ⅱ

]

様
式
２
（

第
８

条
関
係
）

第
号

年
月

日

静
岡
県

知
事

様

団
体
名

業
務

実
績

報
告

書

協
力

要
請
の

あ
っ

た
業

務
に
係

る
実
績

に
つ

い
て
、

災
害
時

に
お

け
る

棺
及
び

葬
祭

用
品
の

供
給
等

の

協
力
に
関

す
る

協
定
第
４
条
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お

り
報

告
し
ま
す
。

注
：
「
実
施
業
務
内
容
」

に
は
、
棺
及
び
葬
祭
用
品

の
供
給
数
、
提
供
し

た
役

務
等
の
内
容
及

び
数

量
、
搬

送
車
両

の
用

途
別
提
供
台
数

等
を

記
載
す
る
こ
と

要
請
書
番

号
及

び
日
時

年
月

日
付

け
第

号
（

第
報
）

報
告
担
当

者
職
名

氏
名

連
絡
先
電
話
番
号

F
AX

番
号

実
施
業
務

内
容

従
事
者
名

別
添
名
簿

の
と

お
り

履
行
の
場

所

履
行
の
期

日
又

は
期
間

期
日
：

年
月

日

期
間
：

年
月

日
～

年
月

日

備
考
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編
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1
9
-
8
-
2
1

災
害

時
に

お
け

る
棺

及
び

葬
祭

用
品

の
供

給
等

の
協

力
に

関
す

る
協

定
書 （県

衛
生

課
）

静
岡

県
（
以

下
「
甲

」
と

い
う

。
）
と

静
岡

県
農

協
葬

祭
事

業
連

絡
協

議
会

（
以

下
「
乙

」
と

い
う

。
）
と

は
、

静
岡

県
域

に

お
い

て
、

地
震

等
に

よ
り

大
規

模
な

災
害

が
発

生
し

た
場

合
（
以

下
「
災

害
時

」
と

い
う

。
）
に

お
け

る
棺

及
び

葬
祭

用
品

の
供

給
等

の
協

力
に

関
し

、
次

の
と

お
り

協
定

を
締

結
す

る
。

（
総

則
）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
「
静

岡
県

地
域

防
災

計
画

」
及

び
「
静

岡
県

広
域

火
葬

計
画

」
に

基
づ

き
、

広
域

火
葬

を
円

滑

に
実

施
す

る
た

め
、

乙
の

甲
に

対
す

る
協

力
に

関
し

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

（
協

力
の

要
請

）

第
２

条
甲

は
、

災
害

時
に

次
の

業
務

に
つ

い
て

、
必

要
が

生
じ

た
場

合
は

、
乙

に
対

し
協

力
を

要
請

す
る

も
の

と
す

る
。

（
１

）
棺

及
び

葬
祭

用
品

の
供

給
並

び
に

作
業

等
の

役
務

の
提

供

（
２

）
遺

体
の

一
時

保
存

施
設

等
の

提
供

（
３

）
遺

体
の

搬
送

（
４

）
そ

の
他

必
要

と
す

る
事

項

（
協

力
の

実
施

）

第
３

条
乙

は
、

甲
の

要
請

を
受

け
た

と
き

は
、

前
条

に
掲

げ
る

業
務

を
実

施
す

る
も

の
と

す
る

。

（
報

告
）

第
４

条
乙

は
、

甲
の

要
請

に
よ

り
第

２
条

に
掲

げ
る

業
務

を
実

施
し

た
と

き
は

、
速

や
か

に
実

施
内

容
を

甲
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

（
経

費
の

負
担

）

第
５

条
甲

は
、

乙
が

甲
の

要
請

に
よ

り
実

施
し

た
第

２
条

に
掲

げ
る

業
務

に
係

る
経

費
を

負
担

す
る

も
の

と
す

る
。

（
経

費
の

請
求

）

第
６

条
乙

は
、

業
務

が
完

了
し

た
と

き
は

、
会

員
の

業
務

実
績

を
集

計
し

、
甲

に
一

括
し

て
請

求
す

る
も

の
と

す
る

。

（
経

費
の

支
払

）

第
７

条
甲

は
、

前
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

乙
か

ら
の

請
求

を
受

け
て

経
費

を
支

払
う

も
の

と
す

る
。

[資
料

編
Ⅱ

]

（
価

格
の

決
定

）

第
８

条
甲

が
負

担
す

る
経

費
の

価
格

は
、

災
害

救
助

法
（
昭

和
2
2

年
法

律
第

1
18

号
）に

基
づ

く
基

準
額

及
び

災
害

時
の

直
前

に
お

け
る

適
正

価
格

を
基

準
と

し
て

、
甲

乙
が

協
議

し
て

決
定

す
る

も
の

と
す

る
。

（
支

援
体

制
の

整
備

）

第
９

条
乙

は
、

災
害

時
に

お
け

る
円

滑
な

協
力

の
実

施
の

た
め

、
広

域
に

お
け

る
応

援
体

制
整

備
及

び
情

報
収

集

伝
達

体
制

の
整

備
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。

（
実

施
細

目
）

第
1
0

条
こ

の
協

定
の

実
施

に
関

し
、

必
要

な
手

続
き

そ
の

他
の

事
項

は
、

実
施

細
目

で
定

め
る

も
の

と
す

る
。

（
協

議
）

第
1
1

条
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
そ

の
都

度
、

甲
乙

が
協

議
し

て
決

定
す

る
も

の
と

す
る

。

附
則

１
こ

の
協

定
の

有
効

期
間

は
、

協
定

締
結

の
日

か
ら

１
年

間
と

す
る

。
た

だ
し

、
こ

の
協

定
の

有
効

期
間

終
了

前
１

月

ま
で

に
、

甲
乙

い
ず

れ
か

ら
も

意
思

表
示

が
な

い
と

き
は

、
期

間
終

了
の

日
か

ら
１

年
間

こ
の

協
定

は
更

新
さ

れ
、

以
下

同
様

と
す

る
。

２
上

記
協

定
の

締
結

を
証

す
る

た
め

、
こ

の
協

定
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、

各
自

そ
の

１
通

を
所

持

す
る

。 平
成

2
4

年
5

月
1
8

日

甲
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
追

手
町

９
番

６
号

静
岡

県
知

事
川

勝
平

太

乙
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

曲
金

３
丁

目
３

番
2
3

号

静
岡

県
農

協
葬

祭
事

業
連

絡
協

議
会

会
長

小
野

敏
彦 飛
栄

九
段

北
ビ

ル
６

全
日

本

葬
祭

業
協

代
表

理
事

松
井
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編
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1
9
-
8
-
2
2

災
害

時
に

お
け

る
遺

体
搬

送
の

協
力

に
関

す
る

協
定

書

（県
衛

生
課

）

静
岡

県
（
以

下
「
甲

」
と

い
う

。
）と

一
般

社
団

法
人

全
国

霊
柩

自
動

車
協

会
（
以

下
「
乙

」
と

い
う

。
）
と

は
、

静
岡

県
域

に
お

い
て

、
地

震
等

に
よ

り
大

規
模

な
災

害
が

発
生

し
た

場
合

（
以

下
「
災

害
時

」と
い

う
。

）
に

お
け

る
遺

体

搬
送

の
協

力
に

関
し

、
次

の
と

お
り

協
定

を
締

結
す

る
。

（
総

則
）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
「
静

岡
県

地
域

防
災

計
画

」
及

び
「
静

岡
県

広
域

火
葬

計
画

」
に

基
づ

き
、

広
域

火
葬

を

円
滑

に
実

施
す

る
た

め
、

乙
の

甲
に

対
す

る
協

力
に

関
し

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

（
協

力
の

要
請

）

第
２

条
甲

は
、

災
害

時
に

次
の

業
務

に
つ

い
て

、
必

要
が

生
じ

た
場

合
は

、
乙

に
対

し
協

力
を

要
請

す
る

も
の

と
す

る
。

（
１

）
霊

柩
自

動
車

等
に

よ
る

遺
体

搬
送

（
２

）
そ

の
他

必
要

と
す

る
事

項

（
協

力
の

実
施

）

第
３

条
乙

は
、

甲
の

要
請

を
受

け
た

と
き

は
、

前
条

に
掲

げ
る

業
務

を
実

施
す

る
も

の
と

す
る

。

（
報

告
）

第
４

条
乙

は
、

甲
の

要
請

に
よ

り
第

２
条

に
掲

げ
る

業
務

を
実

施
し

た
と

き
は

、
速

や
か

に
実

施
内

容
を

甲
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

（
経

費
の

負
担

）

第
５

条
甲

は
、

乙
が

甲
の

要
請

に
よ

り
実

施
し

た
第

２
条

に
掲

げ
る

業
務

に
係

る
経

費
を

負
担

す
る

も
の

と
す

る
。

（
経

費
の

請
求

）

第
６

条
乙

は
、

業
務

が
完

了
し

た
と

き
は

、
会

員
の

業
務

実
績

を
集

計
し

、
甲

に
一

括
し

て
請

求
す

る
も

の
と

す

る
。

（
経

費
の

支
払

）

第
７

条
甲

は
、

前
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

乙
か

ら
の

請
求

を
受

け
て

経
費

を
支

払
う

も
の

と
す

る
。

[資
料

編
Ⅱ

]

（
価

格
の

決
定

）

第
８

条
甲

が
負

担
す

る
経

費
の

価
格

は
、

災
害

救
助

法
（
昭

和
2
2

年
法

律
第

1
18

号
）
に

基
づ

く
基

準
額

及
び

災
害

時
の

直
前

に
お

け
る

適
正

価
格

を
基

準
と

し
て

、
甲

乙
が

協
議

し
て

決
定

す
る

も
の

と
す

る
。

（
支

援
体

制
の

整
備

）

第
９

条
乙

は
、

災
害

時
に

お
け

る
円

滑
な

協
力

の
実

施
の

た
め

、
広

域
に

お
け

る
応

援
体

制
整

備
及

び
情

報

収
集

伝
達

体
制

の
整

備
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。

（
実

施
細

目
）

第
10

条
こ

の
協

定
の

実
施

に
関

し
、

必
要

な
手

続
き

そ
の

他
の

事
項

は
、

実
施

細
目

で
定

め
る

も
の

と
す

る
。

（
協

議
）

第
11

条
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
そ

の
都

度
、

甲
乙

が
協

議
し

て
決

定

す
る

も
の

と
す

る
。

附
則

１
こ

の
協

定
の

有
効

期
間

は
、

協
定

締
結

の
日

か
ら

１
年

間
と

す
る

。
た

だ
し

、
こ

の
協

定
の

有
効

期
間

終
了

前
１

月
ま

で
に

、
甲

乙
い

ず
れ

か
ら

も
意

思
表

示
が

な
い

と
き

は
、

期
間

終
了

の
日

か
ら

１
年

間
こ

の
協

定
は

更
新

さ
れ

、
以

下
同

様
と

す
る

。

２
上

記
協

定
の

締
結

を
証

す
る

た
め

、
こ

の
協

定
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、

各
自

そ
の

１
通

を

所
持

す
る

。

平
成

2
4

年
９

月
６

日

甲
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
追

手
町

９
番

６
号

静
岡

県
知

事
川

勝
平

太

乙
東

京
都

新
宿

区
四

谷
四

丁
目

1
4

番

一
般

社
団

法
人

全
国

霊
柩

自
動

車
協

会

会
長

一
柳

鎨

-617-
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災
害

時
に

お
け

る
遺

体
の

一
時

保
存

用
ド

ラ
イ

ア
イ

ス
の

供
給

の
協

力
に

関
す

る
協

定
書

(県
衛

生
課

)

静
岡

県
（以

下
「甲

」と
い

う
。

）と
、

ド
ラ

イ
ア

イ
ス

メ
ー

カ
ー

会
（以

下
「乙

」と
い

う
。

）及
び

全
日

本
ド

ラ
イ

ア
イ

ス
デ

ィ
ー

ラ
ー

会
（以

下

「丙
」と

い
う

。
）と

は
、

静
岡

県
域

に
お

い
て

、
地

震
等

に
よ

り
大

規
模

な
災

害
が

発
生

し
た

場
合

（以
下

「災
害

時
」と

い
う

。
）に

お
け

る

遺
体

の
一

時
保

存
用

ド
ラ

イ
ア

イ
ス

（以
下

「ド
ラ

イ
ア

イ
ス

」と
い

う
。

）の
供

給
の

協
力

に
関

し
、

次
の

と
お

り
協

定
を

締
結

す
る

。

（総
則

）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
「静

岡
県

地
域

防
災

計
画

」及
び

「静
岡

県
広

域
火

葬
計

画
」に

基
づ

き
、

広
域

火
葬

を
円

滑
に

実
施

す
る

た
め

、

乙
及

び
丙

の
甲

に
対

す
る

協
力

に
関

し
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。

（協
力

の
要

請
）

第
２

条
甲

は
、

災
害

時
に

ド
ラ

イ
ア

イ
ス

を
市

町
に

供
給

す
る

必
要

が
生

じ
た

場
合

は
、

乙
及

び
丙

に
対

し
協

力
を

要
請

す
る

も
の

と
す

る
。

（協
力

の
実

施
）

第
３

条
乙

及
び

丙
は

、
甲

の
要

請
を

受
け

た
と

き
は

、
連

携
の

上
、

前
条

に
掲

げ
る

業
務

を
実

施
す

る
も

の
と

す
る

。

（輸
送

体
制

の
確

保
）

第
４

条
ド

ラ
イ

ア
イ

ス
の

搬
送

は
、

丙
が

行
う

も
の

と
し

、
甲

は
、

丙
に

よ
る

ド
ラ

イ
ア

イ
ス

の
搬

送
が

円
滑

に
行

わ
れ

る
よ

う
、

必
要

な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

（報
告

）

第
５

条
乙

及
び

丙
は

、
甲

の
要

請
に

よ
り

第
２

条
に

掲
げ

る
業

務
を

実
施

し
た

と
き

は
、

丙
が

代
表

し
て

、
速

や
か

に
実

施
内

容
を

甲

に
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。

（経
費

の
負

担
）

第
６

条
甲

は
、

乙
及

び
丙

が
甲

の
要

請
に

よ
り

実
施

し
た

第
２

条
に

掲
げ

る
業

務
に

係
る

経
費

を
負

担
す

る
も

の
と

す
る

。

（経
費

の
請

求
）

第
７

条
乙

及
び

丙
は

、
業

務
が

完
了

し
た

と
き

は
、

会
員

の
業

務
実

績
を

集
計

し
、

丙
が

代
表

し
て

、
甲

に
一

括
し

て
請

求
す

る
も

の
と

す
る

。

（経
費

の
支

払
）

第
８

条
甲

は
、

前
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

丙
か

ら
の

請
求

を
受

け
て

経
費

を
支

払
う

も
の

と
す

る
。

（価
格

の
決

定
）

第
９

条
甲

が
負

担
す

る
経

費
の

価
格

は
、

災
害

救
助

法
（昭

和
22

年
法

律
第

11
8

号
）に

基
づ

く
基

準
額

及
び

災
害

時
の

直
前

に
お

け
る

適
正

価
格

を
基

準
と

し
て

、
甲

乙
丙

が
協

議
し

て
決

定
す

る
も

の
と

す
る

。

［
資

料
編

Ⅱ
］

（支
援

体
制

の
整

備
）

第
10

条
乙

及
び

丙
は

、
災

害
時

に
お

け
る

円
滑

な
協

力
の

実
施

の
た

め
、

広
域

に
お

け
る

応
援

体
制

整
備

及
び

情
報

収
集

伝
達

体
制

の
整

備
に

努
め

る
も

の
と

す
る

。

（実
施

細
目

）

第
11

条
こ

の
協

定
の

実
施

に
関

し
、

必
要

な
手

続
き

そ
の

他
の

事
項

は
、

実
施

細
目

で
定

め
る

も
の

と
す

る
。

（協
議

）

第
12

条
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
そ

の
都

度
、

甲
乙

丙
が

協
議

し
て

決
定

す
る

も
の

と
す

る
。

附
則

１
こ

の
協

定
の

有
効

期
間

は
、

協
定

締
結

の
日

か
ら

１
年

間
と

す
る

。
た

だ
し

、
こ

の
協

定
の

有
効

期
間

終
了

前
１

月
ま

で
に

、
甲

乙
丙

い
ず

れ
か

ら
も

意
思

表
示

が
な

い
と

き
は

、
期

間
終

了
の

日
か

ら
１

年
間

こ
の

協
定

は
更

新
さ

れ
、

以
下

同
様

と
す

る
。

２
上

記
協

定
の

締
結

を
証

す
る

た
め

、
こ

の
協

定
書

３
通

を
作

成
し

、
甲

乙
丙

記
名

押
印

の
上

、
各

自
そ

の
１

通
を

所
持

す
る

。

平
成

22
年

８
月

20
日

甲
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
追

手
町

９
番

６
号

静
岡

県
知

事
川

勝
平

太

乙
東

京
都

港
区

新
橋

４
丁

目
23

番
４

号

（エ
ア

・ウ
ォ

ー
タ

ー
炭

酸
株

式
会

社
内

）

ド
ラ

イ
ア

イ
ス

メ
ー

カ
ー

会

会
長

岩
本

満

丙
東

京
都

港
区

西
新

橋
１

丁
目

16
番

７
号

（日
本

液
炭

株
式

会
社

内
）

全
日

本
ド

ラ
イ

ア
イ

ス
デ

ィ
ー

ラ
ー

会

会
長

鯛
島

洋
三

-618-



災
害

時
に

お
け

る
遺

体
の

一
時

保
存

用
ド

ラ
イ

ア
イ

ス
の

供
給

の
協

力
に

関
す

る
協

定
実

施
細

目

（趣
旨

等
）

第
１

条
こ

の
実

施
細

目
は

、
災

害
時

に
お

け
る

遺
体

の
一

時
保

存
用

ド
ラ

イ
ア

イ
ス

の
供

給
の

協
力

に
関

す
る

協
定

書
（
以

下
「協

定
」と

い
う

。
）第

11
条

の
規

定
に

よ
り

、
協

定
の

実
施

に
つ

い
て

必
要

な
手

続
き

そ
の

他
の

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

２
こ

の
実

施
細

目
に

お
け

る
用

語
の

意
味

は
、

協
定

の
例

に
よ

る
。

（連
絡

責
任

者
）

第
２

条
こ

の
協

定
の

実
施

に
関

す
る

連
絡

責
任

者
は

、
甲

に
あ

っ
て

は
静

岡
県

健
康

福
祉

部
生

活
衛

生

局
長

、
乙

に
あ

っ
て

は
ド

ラ
イ

ア
イ

ス
メ

ー
カ

ー
会

事
務

局
、

丙
に

あ
っ

て
は

全
日

本
ド

ラ
イ

ア
イ

ス
デ

ィ
ー

ラ
ー

会
事

務
局

と
す

る
。

（要
請

手
続

）

第
３

条
甲

か
ら

乙
及

び
丙

へ
の

協
力

の
要

請
及

び
連

絡
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
文

書
に

よ
り

行
う

こ
と

と
す

る
。

た
だ

し
、

文
書

に
よ

り
難

い
場

合
は

、
口

頭
又

は
電

話
等

に
よ

り
行

う
こ

と
と

し
、

事
後

、
速

や
か

に
文

書
を

送
付

す
る

も
の

と
す

る
。

（
１

）
要

請
を

行
っ

た
者

の
職

、
氏

名

（
２

）
要

請
理

由

（
３

）
要

請
内

容

（
４

）
履

行
の

場
所

（
５

）
履

行
の

期
日

又
は

期
間

（
６

）
そ

の
他

必
要

な
事

項

２
甲

は
、

乙
及

び
丙

の
業

務
が

円
滑

に
行

わ
れ

る
よ

う
、

前
項

の
要

請
に

係
る

重
要

な
変

更
が

生
じ

た
と

き
は

、
そ

の
都

度
、

乙

及
び

丙
に

通
知

す
る

も
の

と
す

る
。

３
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

甲
が

乙
及

び
丙

に
通

知
す

る
文

書
は

、
別

記
様

式
１

の
と

お
り

と
す

る
。

（緊
急

要
請

）

第
４

条
前

条
の

規
定

に
よ

る
協

力
要

請
に

お
い

て
、

や
む

を
得

な
い

事
情

に
よ

り
、

甲
が

乙
及

び
丙

と
連

絡
を

と
れ

な
い

場
合

は
、

甲
は

直
接

、
乙

及
び

丙
の

会
員

に
対

し
、

協
力

を
要

請
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。

（構
成

員
の

名
簿

）

第
５

条
乙

及
び

丙
は

、
協

定
第

２
条

に
掲

げ
る

業
務

に
協

力
す

る
た

め
に

、
毎

年
３

月
末

ま
で

に
乙

及
び

丙
の

構
成

員
の

名
簿

を

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

（連
携

協
力

）

第
６

条
こ

の
協

定
を

円
滑

に
実

施
す

る
た

め
、

連
絡

担
当

の
窓

口
を

定
め

、
締

結
後

、
速

や
か

に
相

手
方

に
文

書
で

通
知

す
る

も

の
と

し
、

窓
口

に
変

更
が

あ
っ

た
場

合
も

同
様

と
す

る
。

２
乙

及
び

丙
は

、
甲

と
の

連
携

を
円

滑
に

実
施

す
る

た
め

、
甲

が
実

施
す

る
訓

練
に

可
能

な
限

り
参

加
す

る
も

の
と

す
る

。

（報
告

書
）

第
７

条
協

定
第

５
条

に
規

定
す

る
丙

か
ら

甲
へ

の
報

告
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
文

書
に

よ
り

行
う

こ
と

と
す

る
。

た
だ

し
、

文
書

に

よ
り

難
い

場
合

は
、

口
頭

又
は

電
話

等
に

よ
り

行
う

こ
と

と
し

、
事

後
、

速
や

か
に

文
書

を
送

付
す

る
も

の
と

す
る

。

（
１

）
実

施
業

務
内

容

（
２

）
従

事
者

名
及

び
履

行
の

場
所

（
３

）
履

行
の

期
日

又
は

期
間

（
４

）
そ

の
他

必
要

な
事

項

２
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

丙
が

甲
に

報
告

す
る

文
書

は
、

別
記

様
式

２
の

と
お

り
と

す
る

。

（経
費

の
請

求
方

法
）

第
８

条
協

定
第

７
条

に
規

定
す

る
経

費
の

請
求

は
、

積
算

根
拠

を
示

す
供

給
等

業
務

実
績

の
一

覧
表

を
添

付
し

た
請

求
書

に
よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。

（そ
の

他
）

第
９

条
協

定
は

、
原

則
と

し
て

自
然

災
害

を
想

定
す

る
も

の
と

し
、

そ
の

他
の

災
害

の
場

合
は

、
協

議
す

る
も

の
と

す
る

。

附
則

こ
の

実
施

細
目

の
有

効
期

間
は

、
協

定
の

有
効

期
間

と
同

じ
と

す
る

。
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様
式

１
（
第

３
条

関
係

）

第
号

年
月

日

様

静
岡

県
知

事

協
力

要
請

書
（第

報
）

災
害

時
に

お
け

る
遺

体
の

一
時

保
存

用
ド

ラ
イ

ア
イ

ス
の

供
給

の
協

力
に

関
す

る
協

定
第

２
条

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

協

力
を

要
請

し
ま

す
。

注
：「

要
請

内
容

」に
は

、
ド

ラ
イ

ア
イ

ス
の

必
要

量
等

を
記

載
す

る
こ

と

要
請

担
当

者
職

名
氏

名

連
絡

先
電

話
番

号
F
A

X
番

号

口
頭

、
電

話
等

に
よ

る

要
請

の
日

時

年
月

日

時
分

要
請

理
由

要
請

内
容

履
行

の
場

所

履
行

の
期

日
又

は
期

間
期

日
：

年
月

日

期
間

：
年

月
日

～
年

月
日

備
考

様
式

２
（
第

７
条

関
係

）

第
号

年
月

日

静
岡

県
知

事
様

団
体

名

業
務

実
績

報
告

書

協
力

要
請

の
あ

っ
た

業
務

に
係

る
実

績
に

つ
い

て
、

災
害

時
に

お
け

る
遺

体
の

一
時

保
存

用
ド

ラ
イ

ア
イ

ス
の

供
給

の
協

力
に

関

す
る

協
定

第
５

条
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
報

告
し

ま
す

。

注
：「

実
施

業
務

内
容

」に
は

、
ド

ラ
イ

ア
イ

ス
の

供
給

量
等

を
記

載
す

る
こ

と

要
請

書
番

号
及

び
日

時
年

月
日

付
け

第
号

（第
報

）

報
告

担
当

者
職

名
氏

名

連
絡

先
電

話
番

号
F
A

X
番

号

実
施

業
務

内
容

従
事

者
名

別
添

名
簿

の
と

お
り

履
行

の
場

所

履
行

の
期

日
又

は
期

間
期

日
：

年
月

日

期
間

：
年

月
日

～
年

月
日

備
考

-620-
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1
9-

8
-
2
4

災
害

又
は

事
故

に
お

け
る

応
急

対
策

業
務

に
関

す
る

協
定

書

（
県

土
木

防
災

課
）

静
岡

県
交

通
基

盤
部

長
（
以

下
「甲

」と
い

う
。

）
と

（
以

下
「乙

」と
い

う
。

）と
は

、
地

震
、

津
波

及
び

風
水

害

又
は

事
故

に
よ

り
甲

の
所

管
す

る
道

路
、

河
川

、
海

岸
、

砂
防

、
地

す
べ

り
防

止
、

急
傾

斜
地

崩
壊

防
止

、
港

湾
、

漁
港

及
び

空

港
な

ど
の

施
設

等
（
以

下
「公

共
土

木
施

設
等

」
と

い
う

。
）に

被
害

が
発

生
し

た
場

合
又

は
そ

の
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
の

応
急

対

策
業

務
の

実
施

に
関

し
、

次
の

と
お

り
協

定
を

締
結

す
る

。

（
目

的
）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
異

常
な

天
然

現
象

や
予

期
で

き
な

い
事

故
に

よ
り

災
害

が
発

生
し

た
場

合
又

は
そ

の
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
に

、
社

会
の

混
乱

を
防

止
し

円
滑

な
県

民
の

救
助

活
動

及
び

災
害

復
旧

活
動

に
資

す
る

た
め

、
甲

が
乙

の
協

力
を

得
て

公

共
土

木
施

設
等

の
災

害
応

急
復

旧
工

事
又

は
緊

急
的

な
応

急
対

策
（
以

下
「
応

急
対

策
業

務
」
と

い
う

。
）
を

行
い

、
公

共
土

木
施

設
等

の
機

能
の

確
保

又
は

回
復

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

（
対

象
と

な
る

災
害

）

第
２

条
こ

の
協

定
の

対
象

と
な

る
災

害
は

、
災

害
対

策
基

本
法

の
規

定
に

基
づ

き
静

岡
県

災
害

対
策

本
部

が
設

置
さ

れ

た
場

合
若

し
く
は

地
震

、
津

波
、

風
水

害
そ

の
他

の
異

常
な

天
然

現
象

又
は

予
期

で
き

な
い

事
故

に
よ

る
も

の
で

、
甲

が
公

共

土
木

施
設

等
の

応
急

復
旧

を
必

要
と

認
め

る
場

合
の

災
害

と
す

る
。

（
応

急
対

策
業

務
協

力
者

）

第
３

条
乙

の
支

部
を

構
成

す
る

会
員

の
う

ち
、

静
岡

県
に

お
け

る
建

設
工

事
競

争
入

札
参

加
資

格
の

認
定

を
受

け
て

お
り

、
か

つ
、

本
協

定
に

賛
同

で
き

る
会

員
を

応
急

対
策

業
務

協
力

者
（
以

下
「協

力
者

」
と

い
う

。
）
と

す
る

。

２
乙

は
、

連
合

会
内

の
連

絡
体

系
図

及
び

協
力

者
を

と
り

ま
と

め
た

名
簿

（
以

下
「
名

簿
等

」
と

い
う

。
）
を

協
定

締
結

後
、

速
や

か
に

甲
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

３
前

項
の

名
簿

等
の

内
容

に
変

更
が

生
じ

た
と

き
は

、
乙

は
、

速
や

か
に

名
簿

等
を

修
正

し
た

上
で

甲
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

４
第

９
条

の
規

定
に

よ
り

、
こ

の
協

定
の

期
間

が
延

長
さ

れ
た

場
合

に
は

、
乙

は
、

第
２

項
の

名
簿

等
を

毎
年

９
月

１
日

ま
で

に

甲
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

５
前

３
項

に
定

め
る

場
合

の
ほ

か
、

甲
は

、
必

要
に

応
じ

て
乙

に
名

簿
等

の
提

出
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。

（
業

務
施

行
者

）

第
４

条
甲

は
、

応
急

対
策

業
務

が
必

要
な

箇
所

の
状

況
に

応
じ

て
、

協
力

者
の

中
か

ら
応

急
対

策
業

務
施

行
者

（
以

下
「施

行

者
」と

い
う

。
）
を

決
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

２
甲

は
、

施
行

者
を

決
定

す
る

際
に

、
使

用
可

能
資

機
材

の
状

況
及

び
派

遣
可

能
人

員
等

に
関

す
る

情
報

提
供

を
必

要
に

応

じ
て

乙
に

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
出

動
要

請
）

第
５

条
甲

は
、

施
行

者
に

対
し

、
出

動
要

請
書

に
よ

り
出

動
を

要
請

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

２
前

項
の

要
請

に
は

、
別

表
に

掲
げ

る
者

か
ら

の
要

請
を

含
む

も
の

と
す

る
。

３
第

１
項

の
要

請
は

、
緊

急
を

要
す

る
場

合
は

、
電

話
等

の
通

信
手

段
に

よ
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
す

る
が

、
こ

の
場

合
も

遅

滞
な

く
出

動
要

請
書

を
交

す
も

の
と

す
る

。

４
出

動
要

請
書

は
甲

及
び

施
行

者
が

各
自

そ
の

１
通

を
保

管
す

る
も

の
と

す
る

。

（
応

急
対

策
業

務
の

実
施

）

第
６

条
施

行
者

は
、

前
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
甲

の
要

請
が

あ
っ

た
と

き
は

、
特

別
な

理
由

が
な

い
限

り
甲

の
指

示
に

従
い

、

速
や

か
に

応
急

対
策

業
務

に
着

手
す

る
も

の
と

す
る

。

２
前

項
の

応
急

対
策

業
務

の
内

容
は

、
公

共
土

木
施

設
等

の
機

能
確

保
又

は
回

復
に

係
る

必
要

最
小

限
度

の
業

務
と

す
る

。

３
施

行
者

は
、

応
急

対
策

業
務

の
施

行
に

あ
た

っ
て

は
、

二
次

災
害

に
対

し
十

分
注

意
し

て
作

業
を

進
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

ま
た

、
当

該
作

業
の

関
係

者
の

ほ
か

、
付

近
住

民
、

通
行

者
、

通
行

車
両

等
の

第
三

者
の

安
全

確
保

に
も

特
段

の
注

意
を

払

う
も

の
と

す
る

。

[資
料
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４
施

行
者

は
、

業
務

従
事

者
が

労
働

者
災

害
補

償
保

険
法

の
適

用
を

受
け

ら
れ

る
よ

う
手

続
き

を
と

る
も

の
と

す
る

。

５
施

行
者

は
、

業
務

内
容

が
判

定
で

き
る

写
真

等
の

資
料

を
整

備
す

る
と

と
も

に
、

応
急

対
策

業
務

の
進

捗
状

況
及

び
完

成
を

書
面

で
甲

に
適

宜
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。

（
請

負
契

約
等

の
締

結
）

第
７

条
甲

は
、

施
行

者
と

遅
滞

な
く
随

意
契

約
を

締
結

す
る

も
の

と
す

る
。

（
実

施
細

目
）

第
８

条
こ

の
協

定
に

お
い

て
規

定
さ

れ
た

書
類

等
の

様
式

や
実

施
に

関
す

る
細

目
は

、
実

施
細

目
で

定
め

る
。

（
協

定
の

効
力

）

第
９

条
こ

の
協

定
の

期
間

は
、

締
結

の
日

か
ら

平
成

２
５

年
３

月
３

１
日

ま
で

と
す

る
。

た
だ

し
、

こ
の

期
間

満
了

の
日

の

３
０

日
前

ま
で

に
、

甲
乙

い
ず

れ
か

ら
も

そ
れ

ぞ
れ

相
手

方
に

対
し

て
文

書
に

よ
り

異
議

の
申

出
が

な
い

と
き

は
、

更
に

１
年

間

延
長

す
る

も
の

と
し

、
そ

の
後

に
お

い
て

も
同

様
と

す
る

。

（
疑

義
の

解
決

）

第
10

条
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
こ

の
協

定
に

関
し

て
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
そ

の
都

度
甲

乙
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

上
記

の
協

定
の

成
立

を
証

す
る

た
め

、
こ

の
協

定
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、

各
自

そ
の

１
通

を
所

持
す

る
。

平
成

２
４

年
月

日

（甲
）
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
追

手
町

９
番

６
号

静
岡

県
交

通
基

盤
部

長
森

山
誠

二

（乙
）

社
団

法
人

日
本

建
設

業
連

合
会

中
部

支
部

社
団

法
人

日
本

海
上

起
重

技
術

協
会

中
部

支
部

（
順

不
同

）

別
表

下
田

土
木

事
務

所
長

熱
海

土
木

事
務

所
長

沼
津

土
木

事
務

所
長

富
士

土
木

事
務

所
長

静
岡

土
木

事
務

所
長

島
田

土
木

事
務

所
長

袋
井

土
木

事
務

所
長

浜
松

土
木

事
務

所
長

田
子

の
浦

港
管

理
事

務
所

長

清
水

港
管

理
局

長

焼
津

漁
港

管
理

事
務

所
長

御
前

崎
港

管
理

事
務

所
長

静
岡

空
港

管
理

事
務

所
長
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災
害
又
は
事
故
に
お
け
る
静
岡
県
管
理
橋
梁
等
の
応
急
対
策
業
務
に
関
す
る
協
定
書

（
県
土
木
防
災
課
）

静
岡
県
交
通
基
盤
部
長
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。）

と
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。）

と
は
、

地
震
、
津
波
及
び
風
水
害
又
は
事
故
に
よ
り
甲
の
所
管
す
る
橋
梁
等
（
以
下
「
橋
梁
」
と
い
う
。
）
に
被
害
が
発
生
し
た
場
合

又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
の
応
急
対
策
業
務
の
実
施
に
関
し
、
次
の
と
お
り
協
定
を
締
結
す
る
。

（
目
的
）

第
１
条

こ
の
協
定
は
、
異
常
な
天
然
現
象
や
予
期
で
き
な
い
事
故
に
よ
り
災
害
が
発
生
し
た
場
合
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る

場
合
に
、
社
会
の
混
乱
を
防
止
し
円
滑
な
県
民
の
救
助
活
動
及
び
災
害
復
旧
活
動
に
資
す
る
た
め
、
甲
が
乙
の
協
力
を
得
て

橋
梁
の
被
災
状
況
調
査
及
び
災
害
応
急
復
旧
工
事
又
は
緊
急
的
な
応
急
対
策
（
以
下
「
応
急
対
策
業
務
」
と
い
う
。）

を
実

施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
橋
梁
の
機
能
の
確
保
又
は
回
復
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
対
象
と
な
る
災
害
）

第
２
条

こ
の
協
定
の
対
象
と
な
る
災
害
は
、
災
害
対
策
基
本
法
の
規
定
に
基
づ
き
静
岡
県
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
場

合
若
し
く
は
地
震
、
津
波
、
風
水
害
そ
の
他
の
異
常
な
天
然
現
象
又
は
予
期
で
き
な
い
事
故
に
よ
る
も
の
で
甲
が
必
要
と
認

め
る
場
合
の
災
害
と
す
る
。

（
応
急
対
策
業
務
の
種
類
）

第
３
条

応
急
対
策
業
務
の
種
類
は
、
橋
梁
の
被
災
状
況
の
調
査
及
び
健
全
性
の
判
定
、
対
策
工
の
検
討
、
被
災
し
た
橋
梁
の

応
急
復
旧
工
事
、
応
急
復
旧
用
仮
設
橋
の
確
保
そ
の
他
橋
梁
の
応
急
対
策
に
特
に
必
要
な
業
務
と
す
る
。

（
応
急
対
策
業
務
協
力
者
）

第
４
条

乙
の
協
会
を
構
成
す
る
会
員
で
あ
り
、
か
つ
、
本
協
定
に
賛
同
で
き
る
会
員
を
応
急
対
策
業
務
協
力
者
（
以
下
「
協

力
者
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
協
力
者
の
う
ち
、
対
策
工
の
検
討
、
応
急
復
旧
工
事
を
行
う
者
は
、
静
岡
県
に
お

け
る
建
設
工
事
競
争
入
札
参
加
資
格
の
認
定
を
受
け
た
者
と
す
る
。

２
乙
は
、
協
会
内
の
連
絡
体
系
図
及
び
協
力
者
を
と
り
ま
と
め
た
名
簿
（
以
下
「
名
簿
等
」
と
い
う
。）

を
協
定
締
結
後
、

速
や
か
に
甲
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

３
前
項
の
名
簿
等
の
内
容
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
乙
は
、
速
や
か
に
名
簿
等
を
修
正
し
た
上
で
甲
に
提
出
す
る
も
の
と

す
る
。

４
第

10
条
の
規
定
に
よ
り
こ
の
協
定
の
期
間
が
延
長
さ
れ
た
場
合
に
は
、
乙
は
、
第
２
項
の
名
簿
等
を
毎
年
９
月
１
日
ま

で
に
甲
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

５
前
３
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
甲
は
、
必
要
に
応
じ
て
乙
に
名
簿
等
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
施
行
者
）

第
５
条

甲
は
、
応
急
対
策
業
務
が
必
要
な
箇
所
の
状
況
に
応
じ
て
、
協
力
者
の
中
か
ら
応
急
対
策
業
務
施
行
者
（
以
下
「
施

行
者
」
と
い
う
。）

を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
甲
は
、
施
行
者
を
決
定
す
る
際
に
、
使
用
可
能
資
機
材
の
状
況
及
び
派
遣
可
能
人
員
等
に
関
す
る
情
報
提
供
を
必
要
に
応

じ
て
乙
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
甲
は
、
橋
梁
の
被
災
状
況
の
調
査
及
び
健
全
性
の
判
定
を
広
域
的
に
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
乙
に
こ
れ
を
施
行
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
出
動
要
請
）

第
６
条

甲
は
、
施
行
者
に
対
し
、
出
動
要
請
書
に
よ
り
出
動
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
要
請
に
は
、
別
表
に
掲
げ
る
者
か
ら
の
要
請
を
含
む
も
の
と
す
る
。

３
第
１
項
の
要
請
は
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
は
、
電
話
等
の
通
信
手
段
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
が
、
こ
の
場
合

も
遅
滞
な
く
出
動
要
請
書
を
交
わ
す
も
の
と
す
る
。

４
出
動
要
請
書
は
甲
及
び
施
行
者
が
各
自
そ
の
１
通
を
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。

（
応
急
対
策
業
務
の
実
施
）

第
７
条

施
行
者
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
甲
の
要
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
甲
の
指
示
に
従
い
、
速
や
か
に
応
急
対
策

業
務
に
着
手
す
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
応
急
対
策
業
務
の
内
容
は
、
橋
梁
の
機
能
確
保
又
は
回
復
に
係
る
必
要
最
小
限
度
の
業
務
と
し
、
甲
乙
協
議
し
て

定
め
る
も
の
と
す
る
。

［
資
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３
施
行
者
は
、
応
急
対
策
業
務
の
施
行
に
あ
た
っ
て
は
、
二
次
災
害
に
対
し
十
分
注
意
し
て
作
業
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
、
当
該
作
業
の
関
係
者
の
ほ
か
、
付
近
住
民
、
通
行
者
、
通
行
車
両
等
の
第
三
者
の
安
全
確
保
に
も
特
段
の
注
意

を
払
う
も
の
と
す
る
。

４
施
行
者
は
、
業
務
従
事
者
が
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
適
用
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
手
続
き
を
と
る
も
の
と
す
る
。

５
施
行
者
は
、
業
務
内
容
が
判
定
で
き
る
写
真
等
の
資
料
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
応
急
対
策
業
務
の
進
捗
状
況
及
び
完
成

を
書
面
で
甲
に
適
宜
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
請
負
契
約
等
の
締
結
）

第
８
条

甲
は
、
施
行
者
と
遅
滞
な
く
随
意
契
約
を
締
結
す
る
も
の
と
す
る
。

（
実
施
規
定
）

第
９
条

こ
の
協
定
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
書
類
等
の
様
式
や
実
施
に
関
す
る
細
目
は
、
実
施
細
目
で
定
め
る
。

（
協
定
の
効
力
）

第
10

条
こ
の
協
定
の
期
間
は
、
締
結
の
日
か
ら
平
成
２
５
年
３
月
３
１
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
期
間
満
了
の
日

の
３
０
日
前
ま
で
に
、
甲
乙
い
ず
れ
か
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
相
手
方
に
対
し
て
文
書
に
よ
り
異
議
の
申
出
が
な
い
と
き
は
、
更
に

１
年
間
延
長
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
後
に
お
い
て
も
同
様
と
す
る
。

（
疑
義
の
解
決
）

第
11

条
こ
の
協
定
に
定
め
の
な
い
事
項
及
び
こ
の
協
定
に
関
し
て
疑
義
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
甲
乙
協
議
し
て
定

め
る
も
の
と
す
る
。

上
記
の
協
定
の
成
立
を
証
す
る
た
め
、
こ
の
協
定
書
２
通
を
作
成
し
、
甲
乙
記
名
押
印
の
上
、
各
自
そ
の
１
通
を
所
持
す
る
。

平
成
２
４
年

月
日

（
甲
）
静
岡
県
静
岡
市
葵
区
追
手
町
９
番
６
号

静
岡
県
交
通
基
盤
部
長

森
山

誠
二

（
乙
）

社
団
法
人
日
本
橋
梁
建
設
協
会
事
務
局

社
団
法
人
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
建
設
業
協
会
中
部
支
部

（
順
不
同
）

別
表

下
田
土
木
事
務
所
長

熱
海
土
木
事
務
所
長

沼
津
土
木
事
務
所
長

富
士
土
木
事
務
所
長

静
岡
土
木
事
務
所
長

島
田
土
木
事
務
所
長

袋
井
土
木
事
務
所
長

浜
松
土
木
事
務
所
長

田
子
の
浦
港
管
理
事
務
所
長

清
水
港
管
理
局
長

焼
津
漁
港
管
理
事
務
所
長

御
前
崎
港
管
理
事
務
所
長

静
岡
空
港
管
理
事
務
所
長
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26
災

害
又

は
事

故
に

お
け

る
設

計
等

業
務

委
託

に
関

す
る

協
定

書

（県
土

木
防

災
課

）

静
岡

県
交

通
基

盤
部

長
（以

下
「甲

」と
い

う
。

）と
一

般
社

団
法

人
静

岡
県

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ツ
協

会
長

（以
下

「乙
」と

い
う

。
）は

、
地

震
、

津
波

及
び

風
水

害
又

は
事

故
に

よ
り

甲
の

所
管

す
る

道
路

、
河

川
、

海
岸

、
砂

防
、

地
す

べ
り

防
止

、
急

傾
斜

地
崩

壊
防

止
、

港
湾

、
漁

港
及

び
空

港
な

ど
の

施
設

等
（
以

下
「
公

共
土

木
施

設
等

」
と

い
う

。
）
に

災
害

が
発

生
し

た
場

合
又

は
そ

の
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
の

設
計

等
業

務

（以
下

「設
計

等
業

務
」と

い
う

。
）の

実
施

に
関

し
、

次
の

と
お

り
協

定
を

締
結

す
る

。

（目
的

）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
異

常
な

天
然

現
象

や
予

期
で

き
な

い
事

故
に

よ
り

災
害

が
発

生
し

た
場

合
又

は
そ

の
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
に

、
社

会

の
混

乱
を

防
止

し
円

滑
な

県
民

の
救

助
活

動
及

び
災

害
復

旧
活

動
に

資
す

る
た

め
、

甲
が

乙
の

協
力

を
得

て
災

害
応

急
復

旧
工

事
又

は

緊
急

的
な

事
故

応
急

対
策

に
必

要
な

設
計

等
業

務
を

迅
速

に
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

、
公

共
土

木
施

設
等

の
機

能
の

確
保

又
は

早
期

に
回

復
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

（対
象

と
な

る
災

害
）

第
２

条
こ

の
協

定
の

対
象

と
な

る
災

害
は

、
災

害
対

策
基

本
法

に
基

づ
く
静

岡
県

災
害

対
策

本
部

が
設

置
さ

れ
た

場
合

若
し

く
は

地
震

、
津

波
、

風
水

害
そ

の
他

の
異

常
な

天
然

現
象

又
は

予
期

で
き

な
い

事
故

に
よ

る
も

の
で

甲
が

必
要

と
認

め
る

場
合

の
災

害
と

す
る

。

（応
急

対
策

業
務

協
力

者
）

第
３

条
乙

の
協

会
を

構
成

す
る

会
員

で
あ

り
、

か
つ

、
本

協
定

に
賛

同
で

き
る

会
員

を
応

急
対

策
業

務
協

力
者

（以
下

「協
力

者
」と

い
う

。
）と

す
る

。

２
乙

は
、

協
会

内
の

連
絡

体
系

図
及

び
協

力
者

を
と

り
ま

と
め

た
名

簿
（以

下
「名

簿
等

」と
い

う
。

）
を

協
定

締
結

後
速

や
か

に
甲

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。

３
前

項
の

名
簿

等
の

内
容

に
変

更
が

生
じ

た
と

き
は

、
乙

は
、

速
や

か
に

名
簿

等
を

修
正

し
た

上
で

甲
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

４
第

８
条

の
規

定
に

よ
り

こ
の

協
定

の
期

間
が

延
長

さ
れ

た
場

合
に

は
、

乙
は

、
第

２
項

の
名

簿
等

を
毎

年
９

月
１

日
ま

で
に

甲
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

５
前

３
項

に
定

め
る

場
合

の
ほ

か
、

甲
は

、
必

要
に

応
じ

て
乙

に
名

簿
等

の
提

出
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。

（業
務

実
施

要
請

）

第
４

条
甲

が
緊

急
に

設
計

等
業

務
の

実
施

を
必

要
と

し
、

協
力

者
の

中
か

ら
当

該
業

務
の

受
託

者
を

決
定

し
た

場
合

、
甲

は
、

業
務

実
施

要

請
書

に
よ

り
必

要
な

設
計

等
業

務
の

実
施

を
受

託
者

に
要

請
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

２
前

項
の

要
請

に
は

、
別

表
に

掲
げ

る
者

か
ら

の
要

請
を

含
む

も
の

と
す

る
。

３
第

１
項

の
業

務
実

施
要

請
書

は
２

通
作

成
し

、
甲

と
受

託
者

が
各

自
そ

の
１

通
を

保
管

す
る

も
の

と
す

る
。

４
第

１
項

の
要

請
は

、
緊

急
を

要
す

る
場

合
に

は
電

話
等

の
通

信
手

段
に

よ
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
が

、
こ

の
場

合
も

遅
滞

な
く
業

務

実
施

要
請

書
を

交
わ

す
も

の
と

す
る

。

（業
務

の
実

施
）

第
５

条
受

託
者

は
、

前
条

の
規

定
に

よ
る

甲
の

要
請

が
あ

っ
た

と
き

に
は

、
甲

の
指

示
に

従
い

、
速

や
か

に
必

要
な

設
計

等
業

務
に

着
手

す

る
も

の
と

す
る

。

２
前

項
の

設
計

等
業

務
の

範
囲

は
、

当
該

要
請

の
あ

っ
た

公
共

土
木

施
設

等
の

機
能

確
保

又
は

回
復

に
係

る
必

要
最

小
限

の
業

務
と

す

る
。

３
受

託
者

が
当

該
業

務
を

行
う

に
あ

た
っ

て
は

、
二

次
災

害
に

対
し

十
分

注
意

し
て

作
業

を
進

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

ま
た

、
当

該
作

業
の

関
係

者
の

ほ
か

、
付

近
住

民
、

通
行

者
、

通
行

車
両

等
の

第
三

者
の

安
全

確
保

に
も

特
段

の
注

意
を

払
う

も
の

と
す

る
。

４
受

託
者

は
、

業
務

従
事

者
が

労
働

者
災

害
補

償
保

険
法

の
適

用
を

受
け

ら
れ

る
よ

う
手

続
を

行
う

も
の

と
す

る
。

５
受

託
者

は
、

業
務

内
容

が
判

定
で

き
る

よ
う

な
写

真
等

の
資

料
を

整
備

す
る

と
と

も
に

、
業

務
の

進
捗

状
況

及
び

完
成

を
書

面
で

甲
に

適

宜
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。

（業
務

委
託

契
約

の
締

結
）

第
６

条
甲

は
、

受
託

者
と

速
や

か
に

随
意

契
約

を
締

結
す

る
も

の
と

す
る

。

[資
料

編
Ⅱ

]

（実
施

細
目

）

第
７

条
こ

の
協

定
に

お
い

て
規

定
さ

れ
た

書
類

等
の

様
式

や
実

施
に

関
す

る
細

目
は

、
実

施
細

目
で

定
め

る
。

（協
定

の
効

力
）

第
８

条
こ

の
協

定
の

期
間

は
、

協
定

締
結

の
日

か
ら

平
成

２
５

年
３

月
３

１
日

ま
で

と
す

る
。

た
だ

し
、

こ
の

期
間

満
了

の
日

の
３

０
日

前
ま

で
に

、

甲
乙

い
ず

れ
か

ら
も

そ
れ

ぞ
れ

相
手

方
に

対
し

て
文

書
に

よ
り

異
議

の
申

出
が

な
い

と
き

は
、

更
に

１
年

延
長

す
る

も
の

と
し

、
そ

の
後

に
お

い
て

期
間

満
了

し
た

と
き

も
同

様
と

す
る

。

（疑
義

の
解

決
）

第
９

条
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
こ

の
協

定
に

関
し

て
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
そ

の
都

度
甲

乙
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

上
記

の
協

定
の

成
立

を
証

す
る

た
め

、
こ

の
協

定
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、

各
自

そ
の

１
通

を
所

持
す

る
。

平
成

２
４

年
３

月
２

９
日 （甲

）静
岡

市
葵

区
追

手
町

９
番

６
号

静
岡

県
交

通
基

盤
部

長
森

山
誠

二

（乙
）静

岡
市

駿
河

区
南

町
５

番
３

号

一
般

社
団

法
人

静
岡

県
建

設
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ツ

協
会

会
長

齋
秀

別
表

下
田

土
木

事
務

所
長

熱
海

土
木

事
務

所
長

沼
津

土
木

事
務

所
長

富
士

土
木

事
務

所
長

静
岡

土
木

事
務

所
長

島
田

土
木

事
務

所
長

袋
井

土
木

事
務

所
長

浜
松

土
木

事
務

所
長

田
子

の
浦

港
管

理
事

務
所

長

清
水

港
管

理
局

長

焼
津

漁
港

管
理

事
務

所
長

御
前

崎
港

管
理

事
務

所
長

静
岡

空
港

管
理

事
務

所
長
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1
9
-8

-
27

災
害

時
に

お
け

る
社

団
法

人
隊

友
会

静
岡

県
隊

友
会

の
協

力
に

関
す

る
協

定

（
県

危
機

対
策

課
）

静
岡

県
（
以

下
「甲

」
と

い
う

。
）と

社
団

法
人

隊
友

会
静

岡
県

隊
友

会
（
以

下
「
乙

」
と

い
う

。
）
と

は
、

次
の

と
お

り
災

害
時

に
お

け
る

協
力

に
関

す
る

協
定

を
締

結
す

る
。

（
協

定
の

趣
旨

）

第
１

条
こ

の
協

定
は

、
乙

の
社

会
貢

献
活

動
の

一
環

と
し

て
、

静
岡

県
内

に
お

い
て

、
地

震
、

津
波

、

暴
風

、
豪

雨
、

豪
雪

、
洪

水
、

高
潮

、
噴

火
そ

の
他

異
常

な
自

然
現

象
又

は
大

規
模

な
火

事
若

し
く
は

爆
発

そ
の

他

そ
の

及
ぼ

す
被

害
の

程
度

に
お

い
て

こ
れ

ら
に

類
す

る
災

害
対

策
基

本
法

施
行

令
で

定
め

る
原

因
に

よ
り

生
ず

る
被

害
の

災
害

が
発

生
し

、
若

し
く
は

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

、
災

害
時

等
に

お
け

る
協

力
（
以

下
「
協

力
」と

い
う

。
）
に

関
し

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

で
あ

る
。

（
自

主
的

な
災

害
情

報
収

集
協

力
）

第
２

条
乙

は
、

自
主

的
な

協
力

と
し

て
、

次
の

情
報

を
甲

に
提

供
す

る
た

め
の

活
動

を
行

う
。

（
１

）
災

害
に

結
び

つ
く
異

常
兆

候
情

報

（
２

）
大

規
模

地
震

予
知

等
の

段
階

に
お

け
る

県
民

の
生

活
に

関
す

る
情

報

（
３

）
災

害
発

生
時

に
お

け
る

被
害

情
報

、
救

援
情

報
等

（
４

）
そ

の
他

必
要

と
認

め
ら

れ
る

情
報

２
前

項
に

定
め

る
乙

の
活

動
は

、
会

員
の

周
辺

に
お

い
て

視
認

、
聴

取
等

に
よ

り
収

集
可

能
な

情
報

と
す

る
。

（
依

頼
に

よ
る

協
力

）

第
３

条
甲

は
災

害
時

等
に

お
い

て
、

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
次

に
定

め
る

協
力

を
乙

に
依

頼

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

（１
）
災

害
対

策
基

本
法

の
規

定
に

基
づ

く
災

害
応

急
対

策
に

必
要

な
援

助

（２
）
そ

の
他

必
要

と
認

め
ら

れ
る

業
務

２
前

項
の

規
定

に
よ

る
要

請
は

、
文

書
に

よ
り

行
う

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
文

書
を

も
っ

て
要

請
す

る
い

と
ま

が
な

い

場
合

は
、

口
頭

等
で

要
請

し
、

事
後

に
お

い
て

速
や

か
に

文
書

を
送

付
す

る
も

の
と

す
る

。

３
乙

は
、

甲
の

依
頼

に
基

づ
き

、
可

能
な

範
囲

に
お

い
て

協
力

に
応

ず
る

も
の

と
す

る
。

４
甲

は
、

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
行

っ
た

協
力

に
つ

い
て

、
そ

の
必

要
が

な
く
な

っ
た

場
合

は
、

速
や

か
に

文
書

に
よ

り
乙

に
通

知
す

る
も

の
と

す
る

。

（
安

全
の

確
保

）

第
４

条
乙

は
、

甲
の

依
頼

を
受

け
て

協
力

す
る

乙
の

会
員

に
対

し
、

そ
の

活
動

に
当

た
り

、
安

全
の

確

保
に

十
分

に
配

慮
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

［
資

料
編

Ⅱ
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（
経

費
の

負
担

）

第
５

条
乙

が
協

力
を

行
う

た
め

に
要

し
た

経
費

に
つ

い
て

は
、

乙
の

負
担

と
す

る
。

（
訓

練
等

）

第
６

条
乙

は
、

こ
の

協
定

に
基

づ
く
協

力
を

円
滑

に
実

施
す

る
た

め
、

甲
が

実
施

す
る

訓
練

等
に

可
能

な
限

り
参

加
す

る
も

の
と

す
る

。

２
隊

友
会

会
員

が
訓

練
に

参
加

す
る

た
め

の
経

費
は

、
乙

の
負

担
と

す
る

。

３
甲

は
、

平
素

か
ら

協
力

実
施

に
関

す
る

情
報

の
提

供
そ

の
他

乙
に

必
要

な
支

援
を

行
う

も
の

す
る

。

（
事

故
発

生
時

の
責

任
）

第
７

条
乙

は
、

こ
の

協
定

を
実

施
す

る
に

あ
た

り
、

必
要

に
応

じ
「
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
活

動
保

険
」
等

に
加

入
し

、
乙

の
会

員

に
事

故
及

び
ト

ラ
ブ

ル
が

発
生

し
た

場
合

は
、

乙
の

責
任

に
お

い
て

対
処

す
る

も
の

と
す

る
。

（
協

議
）

第
８

条
こ

の
協

定
に

定
め

の
な

い
事

項
及

び
こ

の
協

定
に

関
し

て
疑

義
を

生
じ

た
事

項
に

つ
い

て
は

、
そ

の
都

度
、

甲

乙
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

（
有

効
期

限
）

第
９

条
こ

の
協

定
は

、
協

定
締

結
日

か
ら

そ
の

効
力

を
有

す
る

も
の

と
し

、
甲

又
は

乙
が

文
書

を
も

っ
て

協
定

の
終

了
を

通
知

し
な

い
限

り
、

そ
の

効
力

を
継

続
す

る
も

の
と

す
る

。

（
補

則
）

第
１

０
条

こ
の

協
定

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

こ
の

協
定

の
施

行
に

関
し

必
要

な
事

項
は

、
別

に
定

め
る

も
の

と
す

る
。

こ
の

協
定

の
締

結
を

証
す

る
た

め
、

本
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

、
乙

が
記

名
押

印
の

上
、

各
自

そ
の

１
通

を
所

持
す

る
。 平

成
２

２
年

４
月

２
日

甲
静

岡
県

静
岡

市
葵

区
追

手
町

９
番

６
号

静
岡

県
知

事

乙
静

岡
県

静
岡

市
駿

河
区

下
川

原
５

丁
目

３
５

番
９

号

社
団

法
人

隊
友

会
静

岡
県

隊
友

会

会
長
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1
9-

8
-
3
0

住
づ

第
４

８
８

号

公
住

第
３

２
４

号

平
成

2
1
年

3
月

18
日

静
岡
市
都
市
局
建
築
部
長

浜
松
市
建
築
住
宅
部
長

様

静
岡

県
県

民
部
理
事
兼
建

築
住

宅
局
長

大
規
模
災
害
時
に
お
け
る
応
急
仮
設
住
宅
の
建
設
へ
の
協
力

に
つ

い
て

日
頃
よ
り
、
本
県
の
建
築
住
宅
行
政
の
推
進
に
御
協
力
い
た
だ
き
ま
し
て
、

あ
り

が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

さ
て
、
本
県
で
は

、
東
海
地
震
等
大
規
模
災
害

時
に
お
け
る
建
築

関
係
対

策
の

迅
速

性
や

効
率

性
等

を
確

保

す
る

た
め
、
昨
年
度
か

ら
「
建
築
関
係
職
員
の
大

規
模
災
害
時
に
お

け
る
対

応
方

針
」

の
策

定
に

向
け

検
討

し

て
い

る
と
こ
ろ
で
す
(
別
添
(
案
)
参
照
)
。
検

討
に
当
た
っ
て
は
、
大
規

模
災
害

時
に

必
要

と
さ

れ
る
建

築
関

係

業
務

に
つ
い
て
詳
細
な

洗
い
出
し
や
過
不
足
が
生

じ
る
職
場
間
の
協

力
体
制

の
整

備
、

調
整

等
の

作
業

を
行

っ

て
お
り
ま
す
が
、
業
務
全
体
を
通
じ
て
県
建
築
関
係
職
員
だ
け
で
は
大

幅
な

人
員
の
不
足
が

確
認

さ
れ
た

た
め
、

そ
の

業
務
の
一
部
を
政

令
市
や
建
築
関
係
各
種
団

体
へ
の
協
力
依
頼

を
実
施

方
針

に
盛

り
込

む
よ

う
検

討
中

で

あ
り
ま
す
。

な
か
で

も
、
応
急

仮
設
住
宅

の
建
設
に
つ
い
て
は
、
被

災
者
の
生

活
の
安

定
を

確
保
す

る
た

め
迅
速

に
実

施

す
べ
き
業
務
で
あ
り
ま

す
が
、
東
海
地
震
第

3
次
被
害
想
定
で
は
、

県
全

域
で

約
5
.4

万
戸

の
建

設
が

必
要

と

さ
れ

て
お
り
、
県
職
員

だ
け
で
は
そ
の
遂
行
は
困

難
で
あ
り
、
貴
市

の
協
力

が
必

要
不

可
欠

と
考

え
て

お
り

ま

す
。 つ

き
ま
し
て
は
、

貴
市
の
下
記
業
務
へ
の
協
力

に
係
る
御
意
見
に

つ
い
て

、
年

度
末

の
大

変
お

忙
し

い
中

申

し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
平
成

2
1
年

3
月

2
7
日
ま
で
に
御
回
答
願
い
た
く
よ
ろ

し
く

お
願
い
い
た
し

ま
す
。

記

１
業
務
の
内
容

各
政
令
市
内
に
お
け
る
応
急
仮
設
住
宅
の
建
設
に
係
る
工
事
監
理
及
び
検

査
業

務

(
参
考
)
東
海
地
震
第

3
次
被
害
想
定
に
よ
る
応
急
仮
設
住
宅
必
要
戸
数

※
自
宅
建
物
が
中
破
の
場
合
等

担
当

住
ま
い
づ

く
り

室

公
営
住
宅

室

電
話

05
4
-2
2
1
-
30
8
0
、
30
8
7

項
目

第
3
次
被
害
想
定
に
よ
る

応
急
仮
設
住
宅
必
要
戸
数

静
岡
市

20
,0
71

戸

浜
松
市

7
,
69
5
戸

依
頼
通
知

２０静都建建総第 2026 号 

平成 21 年 3 月 30 日 

 

 

静岡県県民部理事兼住宅局長 様 

 

                                  静岡市都市局建築部長 

 

 

大規模災害時における応急仮設住宅の建設への協力について（回答） 

                                         

  平成 21 年 3月 18 日付け、大規模災害時における応急仮設住宅の建設への協力について回答します。

大規模災害時における静岡市建築部の役割は、まず被災した建築物による二次災害を防ぎ、安全な 

避難所の確保、市民生活の復旧に迅速に対応することです。その後段階ごとに応急活動、復旧支援を 

行う中で、静岡県、関係機関との連携により応急仮設住宅建設を進めてまいります。   

  

 

 

 

 

 

                                     

静岡市都市局建築部 

建築総務課 総務企画担当 

                                 電話 054-221-1050 

浜 建 住 ９ １ ４ 号

平成２１年３月２６日

 
静岡県県民部理事兼建築住宅局長 様  
 

浜松市建築住宅部長  
 

 
大規模災害時における応急仮設住宅の建設への協力について（回答）  

 
  
 平成 21 年 3 月 18 日付け住づ第４８８号、公住第３２４号にて業務協力依頼のありまし

た、大規模災害時における応急仮設住宅の建設に係る工事監理及び検査業務につきまして

下記のとおり回答します。  
 

記  
 

応急仮設住宅の建設に係る工事監理及び検査業務を、県からの依頼を受け浜松市におい

て行なうことを了承いたします。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建築住宅部住宅課  

回答

-627-
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大
規

模
地

震
発

生
時

に
お

け
る

警
備

業
務

要
請

等
に

関
す

る
協

定
（県

警
察

本
部

）

静
岡

県
知

事
（以

下
「甲

」
と

い
う

。
）
と

社
団

法
人

静
岡

県
警

備
業

協
会

長
（
以

下
「乙

」
と

い
う

。
）
は

、
静

岡
県

地
震

対
策

推
進

条
例

（
平

成
８

年

静
岡

県
条

例
第

１
号

）
第

35
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

大
規

模
地

震
発

生
時

に
お

け
る

災
害

応
急

対
策

と
し

て
実

施
す

る
警

備
業

務
要

請
等

に
関

し

次
の

と
お

り
協

定
を

締
結

す
る

。

（業
務

の
要

請
）

第
１

条
甲

は
、

必
要

と
認

め
る

と
き

は
、

静
岡

県
警

察
本

部
長

を
通

じ
、

次
に

掲
げ

る
業

務
を

乙
に

要
請

す
る

も
の

と
す

る
。

(1
)

被
災

状
況

等
の

情
報

提
供

業
務

(2
)

緊
急

交
通

路
の

確
保

等
に

関
す

る
警

備
業

務

(3
)

そ
の

他
甲

が
必

要
と

認
め

る
警

備
業

務

（業
務

の
実

施
）

第
２

条
乙

は
、

前
条

の
要

請
を

受
け

た
と

き
は

、
そ

の
要

請
に

従
っ

て
当

該
業

務
を

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。

（業
務

の
費

用
の

負
担

）

第
３

条
甲

の
要

請
に

よ
り

実
施

し
た

業
務

の
費

用
は

、
静

岡
県

が
負

担
す

る
。

（出
動

警
備

員
の

補
償

）

第
４

条
出

動
警

備
員

（
甲

の
要

請
に

従
い

出
動

し
警

備
に

従
事

す
る

者
を

言
う

。
以

下
同

じ
。

）
が

、
こ

の
協

定
に

基
づ

く
業

務
の

実
施

に
よ

り
損

害
を

受
け

た
場

合
の

補
償

は
、

出
動

警
備

業
者

（出
動

警
備

員
の

使
用

者
た

る
警

備
業

者
を

言
う

。
以

下
同

じ
。

）の
責

任
に

お
い

て
行

う
も

の
と

す
る

。

（損
害

の
補

償
）

第
５

条
第

２
条

の
業

務
の

実
施

に
よ

り
生

じ
た

損
害

の
補

償
は

、
出

動
警

備
業

者
の

責
任

に
お

い
て

行
う

も
の

と
す

る
。

（協
定

の
実

施
）

第
６

条
こ

の
協

定
の

実
施

に
関

す
る

必
要

な
事

項
は

、
別

に
定

め
る

。

（協
定

の
適

用
）

第
７

条
こ

の
協

定
は

、
平

成
８

年
８

月
14

日
か

ら
、

効
力

を
有

す
る

も
の

と
す

る
。

（疑
義

の
解

決
）

第
８

条
こ

の
協

定
に

定
め

が
な

い
事

項
及

び
こ

の
協

定
に

関
し

て
疑

義
が

生
じ

た
と

き
は

、
法

令
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
ほ

か
、

そ
の

都
度

甲
乙

協
議

し
て

定
め

る
も

の
と

す
る

。

上
記

の
協

定
の

成
立

を
証

す
る

た
め

、
こ

の
協

定
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、

各
自

そ
の

１
通

を
所

持
す

る
。

平
成

８
年

８
月

14
日

（
甲

）
静

岡
県

知
事

石
川

嘉
延

（
乙

）
社

団
法

人
静

岡
県

警
備

業
協

会
会

長
村

松
隆

［
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料
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］
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大
規

模
地

震
発

生
時

に
お

け
る

警
備

業
務

要
請

等
に

関
す

る
協

定
の

細
目

に
関

す
る

協
定

（
県

警
察

本
部

）

静
岡

県
警

察
本

部
長

（
以

下
「
甲

」
と

い
う

。
）
と

社
団

法
人

静
岡

県
警

備
業

協
会

長
（
以

下
「
乙

」
と

い
う

。
）
は

、
大

規
模

地
震

発
生

時
に

お
け

る

警
備

業
務

要
請

等
に

関
す

る
協

定
（
以

下
「基

本
協

定
」と

い
う

。
）の

実
施

の
細

目
番

に
関

し
次

の
と

お
り

協
定

を
締

結
す

る
。

（業
務

の
要

請
の

方
法

）

第
１

条
甲

は
、

乙
に

対
し

基
本

協
定

第
１

条
の

要
請

に
係

る
具

体
的

な
業

務
の

内
容

、
開

始
時

間
及

び
場

所
を

文
書

、
口

頭
そ

の
他

の
方

法
に

よ
り

示
す

も
の

と
す

る
。

２
前

項
の

業
務

の
終

了
時

間
は

、
甲

が
乙

に
対

し
別

途
示

す
も

の
と

す
る

。

（出
動

可
能

人
員

表
の

備
付

け
等

）

第
２

条
乙

は
、

基
本

協
定

第
１

条
の

要
請

に
迅

速
に

対
応

す
る

た
め

、
警

備
業

者
ご

と
の

出
動

警
備

員
の

出
動

可
能

数
を

記
載

し
た

表
を

備
付

け
て

お
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
乙

は
、

前
項

の
表

を
毎

年
４

月
末

日
ま

で
に

甲
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（業
務

等
の

実
施

）

第
３

条
乙

は
、

基
本

協
定

第
２

条
の

業
務

を
次

に
掲

げ
る

方
法

に
よ

り
実

施
す

る
も

の
と

す
る

。

(1
)基

本
協

定
第

１
条

第
１

号
の

業
務

の
要

請
を

受
け

た
と

き
は

、
被

災
状

況
に

関
す

る
情

報
を

収
集

し
、

警
備

業
者

の
基

地
局

（警
備

業
法

第
11

条
の

４
に

規
定

す
る

「
基

地
局

」を
い

う
。

）
を

管
轄

す
る

警
察

署
長

を
介

し
甲

に
提

供
す

る
も

の
と

す
る

。

(2
)基

本
協

定
第

１
条

第
２

号
又

は
第

３
号

の
業

務
の

要
請

を
受

け
た

と
き

は
、

出
動

警
備

業
者

に
出

動
を

要
請

し
、

出
動

警
備

業
者

は
、

出
動

警

備
員

を
指

揮
し

て
業

務
を

実
施

す
る

も
の

と
す

る
。

（訓
練

の
実

施
）

第
４

条
乙

は
、

基
本

協
定

第
２

条
の

業
務

が
円

滑
に

推
進

さ
れ

る
よ

う
に

、
甲

の
実

施
す

る
防

災
訓

練
に

積
極

的
に

参
加

す
る

も
の

と
す

る
。

（業
務

費
用

の
請

求
方

法
）

第
５

条
乙

は
、

要
請

さ
れ

た
業

務
の

終
了

後
、

甲
と

別
途

協
議

の
上

、
当

該
業

務
に

要
し

た
費

用
の

支
払

い
を

基
本

協
定

第
３

条
に

よ
り

静
岡

県

に
請

求
す

る
も

の
と

す
る

。

（疑
義

の
解

決
）

第
６

条
こ

の
協

定
に

定
め

が
な

い
事

項
及

び
こ

の
協

定
の

実
施

に
関

し
て

疑
義

が
生

じ
た

と
き

は
、

法
令

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

ほ
か

、
そ

の
都

度
甲

乙
協

議
し

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

上
記

の
協

定
の

成
立

を
証

す
る

た
め

、
こ

の
協

定
書

２
通

を
作

成
し

、
甲

乙
記

名
押

印
の

上
、

各
自

そ
の

１
通

を
所

持
す

る
。

平
成

８
年

８
月

1
4

日

（
甲

）
静

岡
県

警
察

本
部

長
金

重
凱

之

（
乙

）
社

団
法

人
静

岡
県

警
備

協
会

会
長

村
松

隆

-631-
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［資料編Ⅱ］

19-9-4 地域安全活動強化に関する協定

（県警察本部）

静岡県警察本部長（以下「甲」という。）と社団法人静岡県猟友会会長（以下「乙」という。）は、地域安全活動の強化に関し、

次のとおり協定を締結する。

記

（協力の要請）

第１条 甲は、必要と認めるときは、次に掲げる行動を乙に協力要請するものとする。

（1） 野獣などの出没や逸走した猛獣等によって地域住民の生活に不安を生じさせるおそれのある事案に対する地域安全活動

（2） 災害に伴う所在不明許可銃の調査活動

（3） 密輸・密造等の不法銃器根絶のための地域安全活動

（4） 地域安全情報の収集及び提供

（活動の実施）

第 2 条 乙は、前条の要請を受けたときは、その要請に従って当該活動を実施するものとする。

（活動の内容）

第 3 条 この協定により、甲が乙に対して協力要請する地域安全活動は、次に掲げるものとする。

（1） 猪、熊等の人の居住地域への出没に対する地域住民の保護等危険防止のための活動

（2） ペットとして飼育されている猛獣等が逸走した場合の地域住民の保護等危険防止のための活動

（3） 地震、火災等の災害時における動物園からの逸走したライオン・熊・豹・虎等猛獣に対する地域住民の保護等

危険防止のための活動。

（4） 災害発生時における許可銃の所在確認のための活動。

（5） 密輸・密造等の不法銃器根絶のための啓蒙・啓発活動

（6） 地域安全情報の収集及び提供

（協議）

第 4 条 この覚書に定めるもののほか必要な事項については、甲と乙が協議するものとする。

上記の協定の成立を証するため、この協定書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その 1 通を所持する。

平成 9 年 5 月 16 日

（甲）静岡県警察本部長 吉 原 丈 司

（乙）静岡県猟友会会長 渡 辺 卓 司

-633-



［資料編Ⅱ］

19-10 警察活動に対する法歯学的協力援助に関する覚書

（県警察本部）

静岡県歯科医師会会長（以下「歯科医師会会長」という。）と静岡県警察本部刑事部長（以下「刑事部長」という。）は、警察活

動に対する法歯学的協力援助に関して、次のとおり覚書を締結する。

記

（目的）

第 1 本覚書は、警察の行う犯罪捜査及び身元確認業務に対する法歯学的協力援助を積極的に行い、社会秩序の安寧確保を

図ることを目的とするものである。

（協力要請）

第 2 刑事部長は、犯罪捜査や身元確認の必要が生じた場合及び東海地震等の大災害や航空機事故等により多数死体が発生

した場合、死体の身元確認の必要があると認めたときは、歯科医師会会長に対して静岡県歯科医師会会員（以下「歯科医師

会会員」という。）の協力を要請することができる。

（協力歯科医師の出動）

第 3 歯科医師会会長は、刑事部長から第 2 による協力要請があった場合これに協力援助するため、歯科医師会会員に出動を

求めるものとする。

（補償等）

第 4 本覚書の業務遂行に関する補償等については、刑事部長が歯科医師会会長と協議し、誠意を持って処理するものとする。

本覚書は、歯科医師会会長及び刑事部長が各 1 通を所持するものとする。

平成 8 年 1 月 11 日

静岡県歯科医師会会長 庄 司 誠

静岡県警察本部刑事部長 市 川 功

-634-
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ア
マ

チ
ュ

ア
無

線
に

よ
る

災
害

情
報

の
提

供
(連

絡
)に

関
す

る
協

定
（県

警
察

本
部

）

社
団

法
人

日
本

ア
マ

チ
ュ

ア
無

線
連

盟
（以

下
「
J
A

R
L
」
と

い
う

。
）
静

岡
県

支
部

及
び

、
静

岡
県

警
察

ア
マ

チ
ュ

ア
無

線
局

（
以

下
「
J
P

H
C

静
岡

」

と
い

う
。

）は
、

ア
マ

チ
ュ

ア
無

線
に

よ
り

災
害

対
策

基
本

法
（昭

和
3
6

年
法

律
第

22
3

号
。

以
下

「
法

」と
い

う
。

）に
基

づ
く
災

害
情

報
等

の
提

供
（連

絡
）に

関
し

、
静

岡
県

警
察

本
部

（
い

か
「警

察
本

部
」と

い
う

。
）と

次
の

と
お

り
協

定
す

る
。

平
成

7
年

9
月

2
9

日

Ｊ
Ａ

Ｒ
Ｌ

静
岡

県
支

部
支

部
長

佐
野

嘉
一

静
岡

県
警

察
本

部
警

備
部

警
備

課
長

森
下

克
弘

Ｊ
Ｐ

Ｈ
Ｃ

静
岡

代
表

責
任

者
長

尾
憲

（目
的

、
性

格
）

第
1

条
こ

の
協

定
は

、
東

海
地

震
、

そ
の

他
の

大
規

模
な

災
害

が
静

岡
県

内
に

お
い

て
発

生
し

、
又

は
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
、

J
A

R
L

静

岡
県

支
部

及
び

J
P

H
C

静
岡

が
非

常
通

信
等

を
使

用
し

て
、

災
害

に
関

す
る

情
報

を
警

察
本

部
に

提
供

（
連

絡
）す

る
た

め
必

要
な

事
項

に
つ

い

て
定

め
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

2
警

察
本

部
に

情
報

を
提

供
（連

絡
）
す

る
際

の
ア

マ
チ

ュ
ア

無
線

の
活

用
は

、
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
と

い
う

性
格

に
配

慮
し

た
活

動
で

あ
る

こ
と

。

（災
害

）

第
2

条
こ

の
協

定
に

お
い

て
「
災

害
」と

は
、

次
に

掲
げ

る
も

の
と

す
る

。

（1
）地

震

（2
）津

波

（3
）台

風

（4
）洪

水

（5
）雷

害

（6
）火

災

（
7
）
（
1
）
か

ら
（
6
）
ま

で
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
事

案
の

規
模

、
損

害
の

程
度

等
か

ら
判

断
し

て
、

社
会

的
影

響
が

大
き

く
、

情
報

の
提

供
（
連

絡
）

が
必

要
と

認
め

ら
れ

る
事

案

（構
成

員
）

第
3

条
こ

の
協

定
に

お
い

て
、

非
常

通
信

を
行

う
構

成
員

は
、

別
表

1
に

揚
げ

る
も

の
と

す
る

。

（要
請

）

第
4

条
警

察
本

部
は

、
次

に
掲

げ
る

場
合

に
お

い
て

、
火

災
情

報
の

提
供

（連
絡

）を
受

け
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
J
A

R
L

静
岡

県
支

部

及
び

J
P

H
C

静
岡

に
対

し
、

そ
の

保
有

す
る

情
報

の
提

供
（連

絡
）を

要
請

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

（1
）静

岡
県

内
に

大
規

模
な

災
害

が
発

生
し

、
又

は
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
と

き
。

（2
）静

岡
県

内
に

大
規

模
な

災
害

が
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
異

常
な

現
象

を
認

知
し

た
と

き
。

（連
絡

通
報

体
制

）

第
5

条
前

条
の

規
定

に
基

づ
き

警
察

本
部

及
び

J
P

H
C

静
岡

構
成

局
は

、
別

表
1

に
掲

げ
る

管
轄

地
域

内
の

J
A

R
L

静
岡

県
支

部
加

入
の

各
構

成
局

と
連

絡
調

整
を

図
り

、
連

絡
通

報
体

制
を

策
定

し
て

お
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

［
資

料
編

Ⅱ
］

（非
常

通
信

等
の

訓
練

）

第
6

条
警

察
本

部
、

J
P

H
C

静
岡

及
び

J
A

R
L

静
岡

県
支

部
は

、
非

常
通

信
等

を
円

滑
か

つ
確

実
に

行
う

た
め

共
同

し
て

訓
練

を
行

う
も

の
と

す
る

。

（組
織

の
構

成
）

第
７

条
前

条
の

規
定

に
よ

る
非

常
通

信
等

の
訓

練
は

、
警

察
本

部
、

J
P

H
C

静
岡

及
び

、
J
A

R
L

静
岡

県
支

部
の

代
表

者
が

相
互

に
協

議
し

て
定

め

た
と

こ
ろ

に
よ

り
静

岡
県

下
各

地
区

の
構

成
員

等
に

よ
り

行
う

も
の

と
す

る
。

（雑
則

）

第
８

条
こ

の
協

定
に

規
定

し
て

い
る

事
項

又
は

疑
義

を
生

じ
た

事
項

に
つ

い
て

は
、

警
察

本
部

、
J
P

H
C

静
岡

及
び

、
J
A

R
L

静
岡

県
支

の
代

表
者

が
協

議
の

う
え

、
決

定
す

る
。

2
前

各
条

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

こ
の

協
定

の
実

施
に

関
し

必
要

な
事

項
は

、
警

察
本

部
、

J
P

H
C

静
岡

及
び

J
A

R
L

静
岡

県
支

部
の

代
表

者
が

協
議

し
て

定
め

る
。

附
則

こ
の

協
定

は
平

成
7

年
10

月
1

日
か

ら
実

施
す

る
。
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19
-
12

警
察

の
検

視
活

動
に

対
す

る
医

学
的

協
力

援
助

に
関

す
る

覚
書

（県
警

察
本

部
）

静
岡

県
医

師
会

会
長

（以
下

「医
師

会
会

長
」
と

い
う

。
）と

静
岡

県
警

察
本

部
刑

事
部

長
（以

下
「刑

事
部

長
」と

い
う

。
）は

、
警

察
の

検
視

活
動

に

対
す

る
医

学
的

協
力

援
助

に
関

し
て

、
次

の
と

お
り

覚
書

を
締

結
す

る
。

記

（目
的

）

第
１

本
覚

書
は

、
多

数
の

死
者

を
伴

う
大

規
模

事
故

、
災

害
が

発
生

し
た

場
合

、
警

察
の

検
視

活
動

に
対

す
る

医
学

的
な

協
力

援
助

を
積

極
的

に

行
い

、
社

会
秩

序
の

安
寧

確
保

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
も

の
で

あ
る

。

（協
力

要
請

）

第
２

刑
事

部
長

は
、

東
海

地
震

等
の

大
災

害
や

航
空

機
事

故
等

に
よ

り
多

数
の

死
者

が
発

生
し

、
検

視
の

必
要

が
生

じ
た

と
き

は
、

医
師

会
会

長

に
対

し
て

、
静

岡
県

医
師

会
会

員
（
以

下
「医

師
会

会
員

」
と

い
う

。
）の

協
力

を
要

請
す

る
が

で
き

る
。

（医
師

の
出

動
）

第
３

医
師

会
会

長
は

、
刑

事
部

長
か

ら
第

２
に

よ
る

協
力

要
請

が
あ

っ
た

場
合

こ
れ

に
協

力
援

助
す

る
た

め
、

医
師

会
会

員
に

出
動

を
求

め
る

も
の

と
す

る
。

（補
償

等
）

第
４

本
覚

書
の

業
務

遂
行

に
関

す
る

補
償

等
に

つ
い

て
は

、
刑

事
部

長
が

医
師

会
会

長
と

協
議

し
、

「静
岡

県
地

震
対

策
推

進
条

例
」の

例
等

に
よ

り
、

誠
意

を
持

っ
て

処
理

す
る

も
の

と
す

る
。

本
覚

書
は

、
医

師
会

会
長

及
び

刑
事

部
長

が
各

１
通

を
所

持
す

る
も

の
と

す
る

。

平
成

９
年

１
月

２
３

日

静
岡

県
医

師
会

会
長

勝
呂

安

静
岡

県
警

察
本

部
刑

事
部

長
鈴

木
良

民
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[資料編Ⅱ]

20－1－1　災害救助法の適用基準

（県健康福祉部企画政策課）

平成27年国勢調査（H27.10.1）による

市区名 人口 (人)
適用基準
世帯数

人口 (人)
適用基準
世帯数

静 岡 市 704,989 150 東 伊 豆 町 12,624 40 

葵　区 253,593 100 河 津 町 7,303 40 

駿河区 212,419 100 南 伊 豆 町 8,524 40 

清水区 238,977 100 松 崎 町 6,837 40 

浜 松 市 797,980 150 西 伊 豆 町 8,234 40 

中　区 237,443 100 田方郡 函 南 町 37,661 60 

　東　区 128,555 100 清 水 町 32,118 60 

　西　区 111,353 100 長 泉 町 42,331 60 

　南　区 100,870 100 小 山 町 19,497 50 

　北　区 93,567 80 吉 田 町 29,093 50 

浜北区 95,900 80 川 根 本 町 7,192 40 

天竜区 30,292 60 周智郡 森 町 18,528 50 

沼 津 市 195,633 100 

熱 海 市 37,544 60 

三 島 市 110,046 100 

富 士 宮 市 130,770 100 

伊 東 市 68,345 80 

島 田 市 98,112 80 

富 士 市 248,399 100 

磐 田 市 167,210 100 

焼 津 市 139,462 100 

掛 川 市 114,602 100 

藤 枝 市 143,605 100 

御 殿 場 市 88,078 80 住家滅失世帯数

袋 井 市 85,789 80 30 

下 田 市 22,916 50 40 

裾 野 市 52,737 80 50 

湖 西 市 59,789 80 60 

伊 豆 市 31,317 60 80 

御 前 崎 市 32,578 60 100 

菊 川 市 46,763 60 150 

伊 豆 の 国 市 48,152 60 

牧 之 原 市 45,547 60 

町名

災害救助法施行令第1条第1項第1号適用基準 

市町村人口

5,000人未満

5,000～14,999人

15,000～29,999人

30,000～49,999人

50,000～99,999人

100,000～299,999人

300,000人以上

賀
茂
郡

駿
東
郡

榛
原
郡
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[資
料

編
Ⅱ

]

2
0
-
2
-
1

静
岡

県
大

規
模

地
震

災
害

対
策

基
金

条
例

（
県

財
政

課
）

静
岡

県
大

規
模

地
震

災
害

対
策

基
金

条
例

を
こ

こ
に

公
布

す
る

。

昭
和

59
年

３
月

2
3

日

静
岡

県
知

事
山

本
敬

三
郎

静
岡

県
条

例
第

25
号

静
岡

県
大

規
模

地
震

災
害

対
策

基
金

条
例

（設
置

）

第
１

条
大

規
模

な
地

震
に

よ
る

災
害

の
応

急
対

策
、

災
害

の
復

旧
そ

の
他

の
災

害
対

策
に

要
す

る
経

費
に

充
て

る
た

め
、

静
岡

県
大

規
模

地
震

災
害

対
策

基
金

（
以

下
「基

金
」と

い
う

。
）
を

設
置

す
る

。

（積
立

て
）

第
２

条
基

金
と

し
て

積
み

立
て

る
額

の
総

額
は

、
70

0
億

円
と

す
る

。

（管
理

）

第
３

条
基

金
に

属
す

る
現

金
は

、
金

融
機

関
へ

の
預

金
そ

の
他

最
も

確
実

か
つ

有
利

な
方

法
に

よ
り

保
管

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
．

基
金

に
属

す
る

現
金

は
、

必
要

に
応

じ
て

、
最

も
確

実
か

つ
有

利
な

有
価

証
券

に
換

え
る

こ
と

が
で

き
る

。

（運
用

益
金

の
処

理
）

第
４

条
基

金
の

運
用

か
ら

生
ず

る
収

益
は

、
静

岡
県

一
般

会
計

歳
入

歳
出

予
算

に
計

上
し

て
、

こ
の

基
金

に
編

入
す

る
も

の
と

す
る

。

（委
任

）

第
５

条
こ

の
条

例
に

規
定

す
る

も
の

の
ほ

か
、

基
金

の
管

理
に

関
し

必
要

な
事

項
は

、
知

事
が

定
め

る
。

附
則

（施
行

期
日

）

１
．

こ
の

条
例

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行

す
る

。

（静
岡

県
庁

舎
建

設
基

金
条

例
の

一
部

改
正

）

２
．

静
岡

県
庁

舎
建

設
基

金
条

例
（昭

和
4
2

年
静

岡
県

条
例

第
51

号
）の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

第
５

条
を

第
６

条
と

し
、

第
４

条
の

次
に

次
の

１
条

を
加

え
る

。

（
大

規
模

地
震

に
よ

る
災

害
発

生
時

の
措

置
）

第
５

条
知

事
は

、
大

規
模

な
地

震
に

よ
る

災
害

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

災
害

の
応

急
対

策
、

災
害

の
復

旧
そ

の
他

の
災

害
対

策
に

要
す

る
経

費
に

充
て

る
た

め
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

こ
の

基
金

の
設

置
の

目
的

を
損

な
わ

な
い

範
囲

内
で

、
こ

の
基

金
を

処
分

し
、

静
岡

県
大

規
模

地
震

災
害

対
策

基
金

に
繰

り
入

れ
る

も
の

と
す

る
。

（静
岡

県
土

地
開

発
基

金
条

例
の

一
部

改
正

）

３
．

静
岡

県
土

地
開

発
基

金
条

例
（昭

和
4
4

年
静

岡
県

条
例

第
38

号
）の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

第
２

条
に

次
の

１
項

を
加

え
る

。

４
．

第
１

項
及

び
前

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
第

６
条

の
規

定
に

よ
り

、
こ

の
基

金
の

処
分

が
行

わ
れ

た
と

き
は

、
基

金
の

額
は

処
分

相
当

額
減

少
す

る
も

の
と

す
る

。

第
６

条
を

第
７

条
と

し
、

第
５

条
の

次
に

次
の

１
条

を
加

え
る

。

（
大

規
模

地
震

に
よ

る
災

害
発

生
時

の
措

置
）

第
６

条
知

事
は

、
大

規
模

な
地

震
に

よ
る

災
害

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

災
害

の
応

急
対

策
、

災
害

の
復

旧
そ

の
他

の
災

害
対

策
に

要
す

る
経

費
に

充
て

る
た

め
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

こ
の

基
金

の
設

置
の

目
的

を
損

な
わ

な
い

範
囲

内
で

、
こ

の
基

金
を

処
分

し
、

静
岡

県
大

規
模

地
震

災
害

対
策

基
金

に
繰

り
入

れ
る

も
の

と
す

る
。

（静
岡

県
財

政
調

整
基

金
条

例
の

一
部

改
正

）

[資
料

編
Ⅱ

]

５
．

静
岡

県
財

政
調

整
基

金
条

例
（昭

和
4
5

年
静

岡
県

条
例

第
25

号
）の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

第
５

条
を

第
６

条
と

し
、

第
４

条
の

次
に

次
の

１
条

を
加

え
る

。

（
大

規
模

地
震

に
よ

る
災

害
発

生
時

の
措

置
）

第
５

条
知

事
は

、
大

規
模

な
地

震
に

よ
る

災
害

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

災
害

の
応

急
対

策
、

災
害

の
復

旧
そ

の
他

の
災

害
対

策
に

要
す

る
経

費
に

充
て

る
た

め
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

こ
の

基
金

の
設

置
の

目
的

を
損

な
わ

な
い

範
囲

内
で

、
こ

の
基

金
を

処
分

し
、

静
岡

県
大

規
模

地
震

災
害

対
策

基
金

に
繰

り
入

れ
る

も
の

と
す

る
。

（静
岡

県
県

債
管

理
基

金
条

例
の

一
部

改
正

）

６
．

静
岡

県
県

債
管

理
基

金
条

例
（昭

和
5
4

年
静

岡
県

条
例

第
20

号
）の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

第
５

条
を

第
６

条
と

し
、

第
４

条
の

次
に

次
の

１
条

を
加

え
る

。

（
大

規
模

地
震

に
よ

る
災

害
発

生
時

の
措

置
）

第
５

条
知

事
は

、
大

規
模

な
地

震
に

よ
る

災
害

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、

災
害

の
応

急
対

策
、

災
害

の
復

旧
そ

の
他

の
災

害
対

策
に

要
す

る
経

費
に

充
て

る
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

こ
の

基
金

の
設

置
の

目
的

を
損

な
わ

な
い

範
囲

内
で

、
こ

の
基

金
を

処
分

し
、

静
岡

県
大

規
模

地
震

災
害

対
策

基
金

に
繰

り
入

れ
る

も
の

と
す

る
。
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地
震
・

津
波

対
策

等
減
災

交
付

金
交
付

要
綱

第
１

趣
旨

知
事

は
、
静
岡

県
地

震
・
津

波
対

策
ア

ク
シ

ョ
ン
プ

ロ
グ

ラ
ム

2
01
3
の
減

災
目
標

「
2
0

2
2
年

度
ま
で

に
想

定
犠

牲
者

８
割
減

少
」

の
達

成
に
向

け
、

地
震

・
津

波
対
策

等
を

実
施

す
る
市

町
及
び
一

部
事

務
組
合

（
以

下
「

市
町

等
」
と

い
う

。
）
に

対
し

、
予
算

の
範

囲
内

に
お
い

て
交
付
金

を
交

付
す
る

も
の

と
し

、
そ
の

交
付

に
関

し
て
は

、
静

岡
県
補

助
金

等
交

付
規
則

（
昭
和

3
1
年
静

岡
県

規
則

第
4
7
号
）

及
び
こ

の
要

綱
の

定
め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

第
２

定
義

(
1)

こ
の

要
綱

に
お

い
て
「

地
震

・
津

波
対

策
等

減
災

交
付

金
」
と
は

、
市

町
等

が

策
定

し
、
知

事
が

受
理

し
た

平
成

3
1
年
（

令
和

元
年

）
度

か
ら

令
和

４
年

度
ま

で
の

地
震

・
津

波
対

策
等

の
取

組
に

関
す

る
計

画
（

以
下

「
地

震
・

津
波

対
策

等
減

災
四

箇
年

計
画

」
と

い
う

。
）
に

位
置

付
け

ら
れ

た
事

業
の

実
施

に
要

す
る

経
費

に
充

て
る

た
め

、
こ

の
要

綱
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

知
事

が
交

付
す

る
交

付
金

を
い

う
。

(
2
)

こ
の
要
綱
に

お
い

て
「

交
付

対
象

事
業

」
と

は
、
別

表
に

掲
げ

る
事

業
の

う
ち

、

地
震

・
津

波
対

策
等

減
災

四
箇

年
計

画
に

記
載

さ
れ

た
も

の
を

い
う

。

第
３

交
付
の
対
象

事
業

、
交

付
率

（
額
）

等

(
1
)

別
表

に
定
め

る
と

お
り
と

す
る

。
た

だ
し
、

(2
)
の

規
定

に
よ

る
認

定
を
受

け
た

市

町
は
、
別

表
の
「

津
波

対
策
が

ん
ば

る
市

町
認
定

」
欄
に

〇
印

が
記

さ
れ
た

事
業

に
つ

い
て
、
当

該
事

業
欄
に

対
応

す
る

対
象
限

度
額

、
交
付

率
、
交

付
上

限
額
が

適
用

さ
れ

る
も
の
と

す
る

。
交
付

に
当
た

り
、
各

事
業

毎
に

算
出
さ

れ
た

額
に

千
円
未

満
の

端
数

が
生
じ
た

場
合

に
は

、
こ

れ
を
切

り
捨

て
る

も
の

と
す
る

。

(
2
)

知
事

は
、
次
の

要
件
の

全
て

に
適

合
す

る
市
町

を
「

津
波

対
策

が
ん

ば
る

市
町
」
と

し
て
認
定

す
る

も
の

と
す

る
。

ア
津

波
防
災

地
域

づ
く

り
に
関

す
る

法
律
（

平
成

2
3
年

法
律

第
1
2
3
号
）
第

5
3
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

津
波

災
害

警
戒

区
域

又
は

同
法

第
7
2
条

第
１

項
の

規
定

に
基
づ

く
津

波
災

害
特

別
警
戒

区
域

の
指

定
を

受
け
た

区
域

を
有

す
る
市

町

イ
今

後
も

津
波

対
策

の
推
進

が
見

込
ま

れ
る
市

町

(
3
)

(
2)
の

規
定

に
よ
る

認
定

を
受

け
よ

う
と
す

る
市

町
は

、
次
に

掲
げ

る
書

類
を
、

県

に
提
出
す

る
も

の
と

す
る

。

ア
津

波
対

策
が

ん
ば

る
市
町

認
定

申
請

書
（
様

式
第

１
号

）

イ
実

施
予

定
事

業
の

概
要
等

の
補

足
説

明
資
料

(
4
)

知
事

は
、
(
3
)
の
規

定
に

よ
る

申
請

を
受
理

し
た

場
合

は
、
内

容
を

確
認

・
調
整

の

う
え
、
認

定
す

る
も

の
と

す
る
。

第
４

地
震

・
津

波
対

策
等

減
災

四
箇

年
計

画
の
提
出
等

(
1
)

別
表

に
定

め
る

事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
市
町
等
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
、

県
あ
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

ア
地
震
・
津
波
対
策
等
減
災
四
箇
年
計
画
書
（
様
式
第
２
号
）

イ
四
箇
年
計
画
事
業
総
括
書
（
様
式
第
３
号
）

(
2
)

知
事
は
、
市
町
等
か
ら
(
1
)の

提
出
を
受
け
た
場
合
に
は
、
内
容
を
確
認
・
調
整
の

う
え
、
受
理
す
る
も
の
と
す
る
。

(
3
)

(
1)
及
び
(
2
)
の
規
定
は
、
地

震
・
津

波
対

策
等

減
災

四
箇

年
計

画
を
変
更
す
る
場

合
に
準
用
す
る
。

第
５

交
付
の
申
請

(1
)

提
出
書
類

各
１
部

ア
交
付
申
請
書
（
様
式
第
４
号
）

イ
事
業
計
画
総
括
書
（
様
式
第
５
号
）

ウ
事
業
計
画
個
別
書
（
様
式
第
６
号
）

(
2)

提
出
期
限

別
に
定
め
る
日
ま
で

第
６

交
付
の
条
件

交
付
の
決
定
を
す
る
際
の
条
件
は
、
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。

(
1
)

市
町
等
の
地
震
・
津
波
対
策
等
を
一
層
推
進
す
る
た
め
、
交
付
決
定
後
に
、
こ
の
交

付
金
の
目
的
の
範
囲
内
で
、
事
業
間
の
相
互
の
流
用
を
す
る
こ
と
は
認
め
る
。
た
だ
し
、

以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ア
交
付
決
定
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
交
付
決
定
の
金
額
を
増
額
し
よ
う
と
す
る
場
合

イ
交
付
決
定
を
受
け
た
全
て
の
事
業
を
中
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
場
合

(
2
)

交
付
決
定
を
受
け
た
事
業
が
期
間
内
に
完
了
し
な
い
場
合
又
は
事
業
の
遂
行
が
困

難
と
な
っ
た
場
合
は
、
直
ち
に
知
事
に
報
告
し
、
そ
の
指
示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(
3
)

当
該
事
業
に
よ
り
取
得
し
、
又
は
効
用
の
増
加
し
た
不
動
産
及
び
そ
の
従
物
に
つ
い

て
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
ず
に
、
交
付
金
の
目
的
に
反
し
て
使
用
し
、
譲
渡
し
、
交

換
し
、
貸
し
付
け
、
又
は
担
保
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

(
4
)

知
事
の
承
認
を
受
け
て
(
3
)の

財
産
を
処
分
す
る
こ
と
に
よ
り
収
入
が
あ
っ
た
場
合

に
は
、
そ
の
収
入
の
全
部
又
は
一
部
を
県
に
納
付
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。

(
5
)

当
該
事
業
に
よ
り
取
得
し
、
又
は
効
用
の
増
加
し
た
財
産
は
、
善
良
な
管
理
者
の
注

意
を
も
っ
て
管
理
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
効
率
的
な
運
営
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
6
)

当
該
事
業
に
関
す
る
帳
簿
、
領
収
書
等
の
関
係
書
類
を
整
理
し
、
こ
れ
ら
の
書
類
を
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交
付
金
の

交
付

を
受

け
た

年
度
終

了
後

５
年

間
保

管
し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。

(
7
)

市
町

が
地
震
・
津

波
対

策
等
減

災
交

付
金

を
財

源
の
全

部
又

は
一

部
と
し

て
、
当
該

市
町
の
補

助
金

等
を

交
付

す
る
場

合
は

、
(
2
)
か
ら

(
6)
ま

で
に

掲
げ

る
事
項

を
条

件
と

し
て
付
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、
(
2)
か

ら
(
4
)
ま
で

の
事

項
中

「
知
事
」
と

あ
る

の
は
「

市
町

長
」
と
、
(
4
)の

事
項
中
「

県
」
と

あ
る

の
は
、「

市
町
」

と
読
み
替

え
る

も
の

と
す

る
。

(
8
)

(7
)
に
定
め

る
条

件
の

う
ち
(
2
)の

指
示
、
又
は

(
3)
の

承
認

を
す

る
場
合

に
お

い
て

は
、
あ
ら

か
じ

め
知

事
の

承
認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

(
9
)

(7
)
に
定
め

る
条

件
の

う
ち
、
(4
)
に

つ
い

て
は

、
市

町
に
収

入
が

あ
っ

た
場

合
は
、

そ
の
収
入

の
全

部
又

は
一

部
を
県

に
納

付
さ

せ
る

こ
と
が

あ
る

。

第
７

変
更
の
承
認

申
請

第
６

の
(
1
)
の
た

だ
し
書

き
に

よ
り

、
知

事
の
承

認
を

受
け

よ
う
と

す
る

場
合

は
、
次

の
書
類
を
提
出

す
る

。

提
出

書
類

各
１

部

(
1
)

変
更
承
認
申

請
書
（

様
式

第
７

号
）

(
2
)

変
更
事
業
計

画
総
括

書
（

様
式

第
５
号

）

(
3
)

変
更
事
業
計

画
個
別

書
（

様
式

第
６
号

）

第
８

繰
越
の
報
告

第
６
の
(
2)
に

よ
り

、
交

付
決

定
を
受

け
た

事
業

が
期
間

内
に

完
了

し
な
い

こ
と

を
報

告
し

、
事
業
を

翌
年
度

に
繰

り
越

す
場

合
、
次

の
書

類
を

提
出

す
る

。

提
出

書
類

各
１

部

(1
)

繰
越

理
由

書

(2
)

繰
越

事
業

計
画

書

第
９

実
績
報
告

(1
)

提
出
書
類

各
１

部

ア
実
績
報
告

書
（
様

式
第

８
号

）

イ
事
業
実
績

総
括
書

（
様

式
第

５
号

）

ウ
事
業
実
績

個
別
書

（
様

式
第

６
号

）

(2
)

提
出
期
限

交
付

決
定
を

受
け

た
全

て
の

交
付
対

象
事

業
が

完
了
（

中
止

、
廃

止
を
含

む
）

し
た

日
か
ら
起
算
し

て
3
0
日
を

経
過
し

た
日

又
は

交
付

決
定
の

あ
っ

た
日

の
属
す

る
年

度
の

翌
年
度
の
４
月

10
日

の
い

ず
れ

か
早

い
日
ま

で

第
1
0

請
求
の
手
続

(1
)

提
出
書
類

１
部

請
求
書
（
様
式
第
９
号
）

(2
)

提
出
期
限

交
付
金
確
定
通
知
書
を
受
領
し
た
日
か
ら
起
算
し
て

1
0
日
を
経
過
し
た
日
ま
で

第
1
1

概
算
払
の
請
求
手
続
等

提
出
書
類

各
１
部

(
1)

概
算
払
請
求
書
（
様
式
第
９
号
）

(
2)

資
金
状
況
調
べ
（
様
式
第

1
0
号
）

第
1
2

書
類
の
提
出

こ
の

要
綱
に
基
づ
き
提
出
す
べ
き
書
類
は
、
市
町
に
あ
っ
て
は
所
在
地
を
管
轄
す
る
地

域
局
に

、
一
部
事
務
組
合
に
あ
っ
て
は
危
機
管
理
部
消
防
保
安
課
に
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。

第
1
3

読
替
規
定

第
12

の
「
市
町
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
域
局
」
と
あ
る
の
は
、
地
域
総
合
防
災
推
進

事
業

審
査
会
が
認
め
た
事
業
に
あ
っ
て
は
「
危
機
管
理
部
危
機
政
策
課
」
と
読
み
替
え
る

も
の

と
す
る
。

第
1
4

交
付
金
の
運
用
等

こ
の
交
付
金
の
運
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
こ
の
要
綱
に
定
め
る
ほ
か
、
別
に
定
め

る
地

震
・
津
波
対
策
等
減
災
交
付
金
事
務
処
理
要
領
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附
則

こ
の
要

綱
は
、
平
成
31
年
（
令
和
元
年
）
度
分
の
交
付
金
か
ら
適
用
す
る
。

附
則

こ
の
改

正
は
、
令
和
２
年
度
分
の
交
付
金
か
ら
適
用
す
る
。

附
則

こ
の
改

正
は
、
令
和
３
年
度
分
の
交
付
金
か
ら
適
用
す
る
。
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別
　表

津
波

対
策

が
ん

ば
る

市
町

認
定

対
象

限
度

額
交

付
率

交
付

上
限

額

１
　建

築
物

等
の

耐
震

化
事

業

1(
1)

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/3
 

20
,0

00
千

円
/事

業

1(
2)

30
0千

円
/台

  1
/2

 
15

0千
円

/台

1(
3)

25
0千

円
/台

  1
/2

 
12

5千
円

/台

1(
4)

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/3
 

20
,0

00
千

円
/事

業

1(
5)

60
,0

00
千

円
/棟

  1
/3

 
20

,0
00

千
円

/棟

1(
6)

60
,0

00
千

円
/棟

  1
/3

 
20

,0
00

千
円

/棟

1(
7)

60
,0

00
千

円
/棟

  1
/3

 
20

,0
00

千
円

/棟

1(
8)

60
,0

00
千

円
/棟

  1
/3

 
20

,0
00

千
円

/棟

1(
9)

60
,0

00
千

円
/棟

  1
/3

 
20

,0
00

千
円

/棟

幼
稚

園
12

0,
00

0千
円

/棟
  1

/6
 

20
,0

00
千

円
/棟

小
中

学
校

80
,0

00
千

円
/棟

  1
/4

 
20

,0
00

千
円

/棟

1(
11

)
60

,0
00

千
円

/棟
  1

/3
 

20
,0

00
千

円
/棟

1(
12

)
要

領
別

表
１

に
定

め
る

  1
/6

 
－

1(
13

)
60

,0
00

千
円

/事
業

  1
/3

 
20

,0
00

千
円

/事
業

1(
14

)
60

,0
00

千
円

/事
業

  1
/3

 
20

,0
00

千
円

/事
業

1(
15

)
60

,0
00

千
円

/事
業

  1
/3

 
20

,0
00

千
円

/事
業

1(
16

)
60

,0
00

千
円

/事
業

  1
/3

 
20

,0
00

千
円

/事
業

２
　津

波
か

ら命
を守

る
た

め
の

施
設

等
整

備
事

業

①
国

庫
採

択
事

業
国

庫
補

助
採

択
額

  1
/6

 
－

②
国

庫
不

採
択

事
業

③
国

庫
対

象
外

事
業

－
  1

/3
 

ー

④
県

と協
議

無
し市

町
単

独
事

業
－

  1
/6

 
ー

  1
/6

 
－

○
  1

/4
 

－

  1
/2

 

○
  2

/3
 

④
県

と協
議

無
し市

町
単

独
事

業
－

  1
/6

 
ー

2(
3)

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/3
 

20
,0

00
千

円
/事

業

  1
/2

 

○
  2

/3
 

  1
/6

 
－

○
  1

/4
 

－

  1
/2

 

○
  2

/3
 

④
県

と協
議

無
し市

町
単

独
事

業
－

  1
/6

 
－

  1
/1

2

○
  1

/8
 

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/2
 

30
,0

00
千

円
/事

業

○
－

  2
/3

 
－

④
県

と協
議

無
し市

町
単

独
事

業
60

,0
00

千
円

/事
業

  1
/1

2
5,

00
0千

円
/事

業

2(
7)

－
  1

/2
 

－

  1
/1

8

○
  1

/1
2

  1
/1

2
－

○
  1

/8
 

－

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/2
 

30
,0

00
千

円
/事

業

○
－

  2
/3

 
－

⑤
県

と協
議

無
し市

町
単

独
事

業
60

,0
00

千
円

/事
業

  1
/1

2
5,

00
0千

円
/事

業

2(
9)

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/3
 

20
,0

00
千

円
/事

業

  1
/1

8

○
  1

/1
2

  1
/6

 

○
  1

/4
 

  1
/2

 

○
  2

/3
 

⑤
県

と協
議

無
し市

町
単

独
事

業
－

  1
/6

 
ー

  1
/2

 

○
  2

/3
 

事
業

名

家
庭

内
家

具
固

定
等

推
進

事
業

防
災

ベ
ッド

普
及

事
業

耐
震

シ
ェル

ター
等

整
備

事
業

重
度

身
体

障
害

者
等

防
災

対
策

事
業

公
共

施
設

耐
震

診
断

事
業

公
共

施
設

耐
震

補
強

計
画

策
定

事
業

公
立

小
中

学
校

屋
内

運
動

場
耐

震
補

強
設

計
事

業

公
共

施
設

等
応

急
対

策
事

業

公
共

施
設

耐
震

補
強

事
業

公
立

幼
小

中
学

校
耐

震
補

強
事

業
(市

町
単

独
事

業
)

公
立

幼
小

中
学

校
屋

内
運

動
場

耐
震

改
築

事
業

(国
庫

採
択

事
業

)

落
橋

防
止

事
業

配
水

池
耐

震
診

断
調

査
事

業

配
水

池
緊

急
遮

断
装

置
設

置
事

業

配
水

池
耐

震
化

事
業

地
震

対
策

標
識

等
設

置
事

業

市
町

営
漁

港
堤

防
整

備
事

前
調

査
事

業

地
震

対
策

調
査

事
業

1(
10

)
公

立
幼

小
中

学
校

耐
震

補
強

事
業

(国
庫

採
択

事
業

) 

2(
1)

ハ
ザ

ー
ドマ

ップ
作

成
事

業
（

津
波

浸
水

域
外

）

2(
2)

ハ
ザ

ー
ドマ

ップ
作

成
事

業
(津

波
浸

水
域

)

①
国

庫
採

択
事

業
国

庫
補

助
採

択
額

②
国

庫
不

採
択

事
業

③
国

庫
対

象
外

事
業

－
－

2(
4)

津
波

対
策

標
識

等
設

置
事

業
－

－

2(
5)

津
波

避
難

施
設

等
対

津
波

安
全

性
調

査
事

業

①
国

庫
採

択
事

業
国

庫
補

助
採

択
額

②
国

庫
不

採
択

事
業

③
国

庫
対

象
外

事
業

－
－

2(
6)

津
波

避
難

施
設

等
対

津
波

安
全

性
確

保
事

業

①
国

庫
採

択
事

業
国

庫
補

助
採

択
額

－

②
国

庫
不

採
択

事
業

③
国

庫
対

象
外

事
業

①
国

庫
採

択
事

業
（

国
庫

交
付

率
嵩

上
げ

）
国

庫
補

助
採

択
額

－

②
国

庫
採

択
事

業
国

庫
補

助
採

択
額

③
国

庫
不

採
択

事
業

④
国

庫
対

象
外

事
業

①
国

庫
採

択
事

業
（

国
庫

交
付

率
嵩

上
げ

）
国

庫
補

助
採

択
額

－

②
国

庫
採

択
事

業
国

庫
補

助
採

択
額

－

③
国

庫
不

採
択

事
業

④
国

庫
対

象
外

事
業

－
－

2(
11

)
津

波
避

難
訓

練
事

業
－

－

2(
8)

津
波

避
難

施
設

整
備

事
業

2(
10

)
津

波
対

策
調

査
事

業

津
波

対
策

が
ん

ば
る

市
町

認
定

対
象

限
度

額
交

付
率

交
付

上
限

額
事

業
名

３
　救

出
・救

助
等

災
害

応
急

活
動

体
制

の
強

化
事

業

3(
1)

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/3
 

20
,0

00
千

円
/事

業

3(
2)

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/3
 

20
,0

00
千

円
/事

業

3(
3)

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/3
 

20
,0

00
千

円
/事

業

①
国

庫
採

択
事

業
国

庫
補

助
対

象
額

  1
/6

 
－

②
税

源
移

譲
事

業
要

領
別

表
2の

2補
助

基
準

額
  1

/6
 

－

③
国

庫
不

採
択

事
業

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/3
 

20
,0

00
千

円
/事

業

④
県

と協
議

無
し市

町
単

独
事

業
60

,0
00

千
円

/事
業

  1
/6

 
10

,0
00

千
円

/事
業

⑤
国

庫
対

象
外

事
業

要
領

別
表

2の
4補

助
基

準
額

  1
/3

 
20

,0
00

千
円

/事
業

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/3
 

20
,0

00
千

円
/事

業

避
難

所
環

境
改

善
60

,0
00

千
円

/事
業

  1
/2

 
30

,0
00

千
円

/事
業

3(
6)

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/3
 

20
,0

00
千

円
/事

業

3(
7)

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/3
 

20
,0

00
千

円
/事

業

3(
8)

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/3
 

20
,0

00
千

円
/事

業

3(
9)

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/3
 

20
,0

00
千

円
/事

業

3(
10

)
60

,0
00

千
円

/事
業

  1
/3

 
20

,0
00

千
円

/事
業

４
　医

療
救

護
体

制
の

強
化

事
業

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/3
 

20
,0

00
千

円
/事

業

避
難

所
環

境
改

善
60

,0
00

千
円

/事
業

  1
/2

 
30

,0
00

千
円

/事
業

５
　災

害
時

情
報

伝
達

体
制

の
強

化
事

業

5(
1)

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/3
 

20
,0

00
千

円
/事

業

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/2
 

30
,0

00
千

円
/事

業

○
－

  2
/3

 
－

６
　複

合
災

害
・連

続
災

害
対

策
の

強
化

事
業

6
60

,0
00

千
円

/事
業

  1
/3

 
20

,0
00

千
円

/事
業

７
　地

域
防

災
力

の
強

化
事

業

7(
1)

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/3
 

20
,0

00
千

円
/事

業

7(
2)

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/3
 

20
,0

00
千

円
/事

業

7(
3)

住
民

防
災

教
育

事
業

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/3
 

20
,0

00
千

円
/事

業

7(
4)

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/3
 

20
,0

00
千

円
/事

業

7(
5)

40
,0

00
千

円
/事

業
  1

/2
 

20
,0

00
千

円
/事

業

８
　避

難
生

活
支

援
体

制
の

充
実

事
業

8(
1)

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/3
 

20
,0

00
千

円
/事

業

8(
2)

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/3
 

20
,0

00
千

円
/事

業

8(
3)

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/3
 

20
,0

00
千

円
/事

業

8(
4)

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/3
 

20
,0

00
千

円
/事

業

①
国

庫
採

択
事

業
国

庫
補

助
採

択
額

  1
/1

2
－

②
国

庫
不

採
択

事
業

③
国

庫
対

象
外

事
業

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/3
 

20
,0

00
千

円
/事

業

④
県

と協
議

無
し市

町
単

独
事

業
60

,0
00

千
円

/事
業

  1
/1

2
5,

00
0千

円
/事

業

8(
6)

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/3
 

20
,0

00
千

円
/事

業

8(
7)

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/3
 

20
,0

00
千

円
/事

業

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/3
 

20
,0

00
千

円
/事

業

避
難

所
環

境
改

善
60

,0
00

千
円

/事
業

  1
/2

 
30

,0
00

千
円

/事
業

①
国

庫
採

択
事

業
国

庫
補

助
採

択
額

  1
/6

 
－

②
国

庫
不

採
択

事
業

③
国

庫
対

象
外

事
業

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/3
 

20
,0

00
千

円
/事

業

④
県

と協
議

無
し市

町
単

独
事

業
60

,0
00

千
円

/事
業

  1
/6

 
10

,0
00

千
円

/事
業

8(
10

)
2,

00
0千

円
/事

業
  1

/3
 

66
6千

円
/事

業

8(
11

)
60

,0
00

千
円

/事
業

  1
/2

 
30

,0
00

千
円

/事
業

8(
12

)
60

,0
00

千
円

/事
業

  1
/2

 
30

,0
00

千
円

/事
業

8(
13

)
移

動
型

非
常

用
電

源
（

電
気

自
動

車
等

）
整

備
事

業
国

所
管

補
助

金
採

択
額

－
国

所
管

補
助

金
補

助
額

8(
14

)
60

,0
00

千
円

/事
業

  1
/2

 
30

,0
00

千
円

/事
業

8(
15

)
60

,0
00

千
円

/事
業

  1
/2

 
30

,0
00

千
円

/事
業

９
　緊

急
物

資
等

の
確

保
事

業

9(
1)

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/3
 

20
,0

00
千

円
/事

業

9(
2)

60
,0

00
千

円
/事

業
  1

/3
 

20
,0

00
千

円
/事

業

10
　被

災
者

生
活

再
建

支
援

事
業

10
(1

)
60

,0
00

千
円

/事
業

  1
/2

 
30

,0
00

千
円

/事
業

10
(2

)
60

,0
00

千
円

/事
業

  1
/3

 
20

,0
00

千
円

/事
業

11
　地

域
総

合
防

災
推

進
事

業

11
審

査
会

で
決

定
1/

3～
1/

2
10

,0
00

千
円

/市
町

市
町

村
デ

ジ
タル

移
動

系
整

備
事

業

防
災

用
無

線
機

整
備

事
業

消
防

無
線

等
施

設
整

備
事

業

消
防

団
等

用
防

災
資

機
材

整
備

事
業

常
備

消
防

用
防

災
資

機
材

整
備

事
業

資
機

材
等

更
新

事
業

市
町

等
ヘ

リポ
ー

ト整
備

事
業

市
町

等
災

害
対

策
本

部
代

替
機

能
整

備
事

業

同
時

通
報

用
無

線
施

設
整

備
事

業
 （

津
波

浸
水

域
外

）

火
山

防
災

マ
ップ

作
成

事
業

自
主

防
災

組
織

等
育

成
事

業

連
携

強
化

等
事

業

防
災

訓
練

事
業

防
災

訓
練

事
業

(県
と共

催
で

実
施

す
る

総
合

防
災

訓
練

)

屋
内

避
難

施
設

落
下

物
対

策
事

業

ガ
ラス

飛
散

防
止

事
業

防
災

拠
点

用
非

常
用

電
源

設
置

事
業

避
難

地
等

防
災

倉
庫

整
備

事
業

非
常

用
給

水
タン

ク設
置

事
業

車
載

用
給

水
容

器
整

備
事

業

福
祉

避
難

所
情

報
提

供
機

器
等

整
備

事
業

避
難

所
運

営
訓

練
事

業

支
障

木
等

予
防

伐
採

事
業

防
災

コミ
ュニ

テ
ィセ

ンタ
ー

整
備

事
業

（
新

築
・建

替
）

防
災

コミ
ュニ

テ
ィセ

ンタ
ー

整
備

事
業

（
改

修
・安

全
化

対
策

）

備
蓄

用
食

料
整

備
事

業

備
蓄

用
食

料
更

新
事

業

被
災

者
生

活
再

建
支

援
シ

ス
テ

ム
導

入
支

援
事

業

被
災

者
生

活
再

建
支

援
体

制
強

化
事

業

審
査

会
事

業

3(
4)

消
防

防
災

施
設

等
整

備
事

業

3(
5)

自
主

防
災

組
織

用
防

災
資

機
材

整
備

事
業

4
救

護
所

・救
護

病
院

等
整

備
事

業

5(
2)

同
時

通
報

用
無

線
施

設
整

備
事

業
 (

津
波

浸
水

域
)

8(
5)

防
災

セ
ンタ

ー
整

備
事

業

8(
8)

市
町

等
用

防
災

資
機

材
整

備
事

業

8(
9)

避
難

所
マ

ンホ
ー

ル
トイ

レ整
備

事
業

-648-



-1
-

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

「
Ｔ

Ｏ
Ｕ

Ｋ
Ａ

Ｉ
－

０
」

総
合

支
援

事
業

費
補

助
金

交
付

要
綱

平
成

1
8
年

４
月

３
日

制
定

令
和

３
年

４
月

１
日

最
終

改
正

第
１

趣
旨

知
事

は
、

地
震

発
生

時
に

お
け

る
住

宅
・

建
築

物
等

の
倒

壊
等

に
よ

る
災

害
及

び
土

砂
災

害
等

に
よ

る
被

害

を
防

止
す

る
た

め
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

「
Ｔ

Ｏ
Ｕ

Ｋ
Ａ

Ｉ
－

０
」

総
合

支
援
事

業
を

実
施

す
る

市
町

及
び

同
事

業

を
実

施
す

る
者

に
補

助
す

る
市

町
に

対
し

、
予

算
の

範
囲

内
に

お
い

て
、
補

助
金

を
交

付
す

る
も

の
と

し
、

そ

の
交

付
に

関
し

て
は

、
静

岡
県

補
助

金
等

交
付

規
則

（
昭

和
3
1
年

静
岡

県
規

則
第

4
7
号

）
及

び
こ

の
要

綱
の

定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

第
２

定
義

(
1
)

こ
の

要
綱

に
お

い
て

「
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
「

Ｔ
Ｏ

Ｕ
Ｋ

Ａ
Ｉ

－
０

」
総
合

支
援

事
業

」
と

は
、

別
表

第
１

に

掲
げ

る
事

業
を

い
う

。

(
2
)

こ
の

要
綱

に
お

い
て

「
既

存
建

築
物

」
と

は
、

昭
和

5
6
年

５
月

3
1
日

以
前

に
建

築
さ

れ
た

建
築

物
（

住
宅

を
除

く
。

以
下

同
じ

。
）
及

び
同

日
に

お
い

て
工

事
中

で
あ

っ
た

建
築

物
を

い
う

。
た

だ
し

、
国

、
地

方
公

共

団
体

そ
の

他
公

の
機

関
が

所
有

す
る

も
の

及
び

空
家

等
対

策
の

推
進

に
関

す
る

特
別

措
置

法
（

平
成

26
年

法

律
第

1
2
7号

。
以

下
「
空

家
等

対
策

特
別

措
置

法
」
と

い
う

。
）
第

２
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

空
家

等
を

除

く
。

(
3
)

こ
の

要
綱

に
お

い
て

「
既

存
住

宅
」

と
は

、
昭

和
5
6
年

５
月

3
1日

以
前

に
建

築
さ

れ
た

住
宅

及
び

同
日

に

お
い

て
工

事
中

で
あ

っ
た

住
宅

で
、

居
住

の
た

め
に

継
続

し
て

利
用

す
る

も
の

を
い

う
。

た
だ

し
、

国
、

地

方
公

共
団

体
そ

の
他

公
の

機
関

が
所

有
す

る
も

の
を

除
く

。

(
4
)

こ
の

要
綱

に
お

い
て

「
既

存
マ

ン
シ

ョ
ン

」
と

は
、

昭
和

5
6
年

５
月

3
1
日

以
前

に
建

築
さ

れ
た

マ
ン

シ
ョ

ン
及

び
同

日
に

お
い

て
工

事
中

で
あ

っ
た

マ
ン

シ
ョ

ン
を

い
う

。
た

だ
し

、
国

、
地

方
公

共
団

体
そ

の
他

公

の
機

関
が

所
有

す
る

も
の

及
び

空
家

等
対

策
特

別
措

置
法

第
２

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
空

家
等

を
除

く
。

(
5
)

こ
の

要
綱

に
お

い
て

「
既

存
建

築
物

等
」

と
は

、
昭

和
5
6
年

５
月

3
1
日

以
前

に
建

築
さ

れ
た

及
び

同
日

に

お
い

て
工

事
中

で
あ

っ
た

建
築

物
、

住
宅

及
び

マ
ン

シ
ョ

ン
を

い
う

。
た

だ
し

、
国

、
地

方
公

共
団

体
そ

の

他
公

の
機

関
が

所
有

す
る

も
の

を
除

く
。

(
6
)

こ
の

要
綱

に
お

い
て

「
静

岡
県

耐
震

診
断

補
強

相
談

士
」

と
は

、
静

岡
県

耐
震

診
断

補
強

相
談

士
認

定
制

度
要

綱
（

平
成

1
3
年
７

月
2
3
日

付
け

住
安

第
1
9
6
号

建
築

安
全

推
進

室
長
通

知
）
に

基
づ

き
知

事
が

認
定

し
た

者
を

い
う

。

(
7
)

こ
の

要
綱

に
お

い
て
「

危
険

な
ブ

ロ
ッ

ク
塀

等
」

と
は

、
地

震
発

生
時

に
倒

壊
し

、
道

路
通

行
人

等
の

第

三
者

に
被

害
を

与
え

る
可

能
性

の
あ

る
塀

を
い

う
。

た
だ

し
、

国
、

地
方

公
共

団
体

そ
の

他
公

の
機

関
が

所

有
す

る
も

の
を

除
く

。

(
8
)

こ
の

要
綱

に
お

い
て

ブ
ロ

ッ
ク

塀
等

の
安

全
確

保
事

業
（

避
難

路
沿

道
等

）
に

お
け

る
「

建
替

え
」
と

は
、

ブ
ロ

ッ
ク

塀
等

を
除

却
し

、
フ

ェ
ン

ス
等

の
安

全
な

塀
（

組
積

造
の

塀
を

除
く

）
に

造
り

替
え

る
も

の
を

い

う
。

(
9
)

こ
の

要
綱

に
お

い
て

「
既

存
天

井
」

と
は

、
平

成
2
6
年

３
月

3
1日

以
前

に
施

工
さ

れ
た

天
井

及
び

同
日

に

お
い

て
工

事
中

で
あ

っ
た

天
井

を
い

う
。

た
だ

し
、

国
、

地
方

公
共

団
体

そ
の

他
公

の
機

関
が

所
有

す
る

も

の
を

除
く

。

(
1
0
)

こ
の

要
綱

に
お

い
て
「

既
存

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

」
と

は
、
平

成
2
6年

３
月

3
1
日

以
前

に
施

工
さ

れ
た

エ
レ

ベ

-2
-

ー
タ

ー
及

び
同

日
に
お

い
て
工

事
中
で
あ

っ
た
エ
レ

ベ
ー
タ

ー
を
い

う
。
た

だ
し
、

国
、
地

方
公
共

団
体
そ

の
他

公
の

機
関

が
所
有

す
る
も

の
を
除
く

。

(
1
1
)

こ
の

要
綱
に
お

い
て
「

中
小
企

業
者
」

と
は
、

中
小
企

業
信

用
保
険
法

（
昭
和
2
5
年
法
律
第

2
6
4
号
）
第

２
条

第
１

項
第

１
号
の

２
の
規

定
に
基
づ

く
同
法
施

行
令
（

昭
和
2
5
年
政
令

第
3
5
0
号
）
第
１

条
第
２

項
に
定

め
る

旅
館

業
を

営
む
者

を
い
う

。

(
1
2
)

こ
の

要
綱
に
お

い
て
「
住

宅
相
談
員

」
と
は

、
耐
震

改
修

、
建
替

え
又
は

耐
震
性

を
有
す

る
住
宅
等

へ

の
住

み
替

え
に

誘
導
す

る
た
め

、
市
町
が

既
存
住
宅

に
派
遣

し
、
住

宅
の
耐

震
化
に

係
る
相

談
等
に

対
応
す

る
者

を
い

う
。

(
1
3
)

こ
の

要
綱
に
お

い
て
「
専
門
家

」
と

は
、
耐
震

改
修
、
建

替
え
又

は
耐
震

性
を
有

す
る
住

宅
等
へ

の
住
み

替
え

に
誘

導
す

る
た
め

、
市
町

が
既
存
住

宅
に
派
遣

し
、
住

宅
の
耐

震
化
に

係
る
相

談
等
に

高
度
な

専
門
知

識
と

豊
か

な
経

験
に
基

づ
き
対

応
す
る
者

（
静
岡
県

耐
震
診

断
補
強

相
談
士

等
）
を

い
う
。

第
３

補
助

の
対
象

及
び
補

助
率

別
表

第
２

に
掲

げ
る
と

お
り
と

す
る
。

た
だ

し
、

事
業

ご
と
に

県
の
補

助
金
の
額

は
、
1
,
0
0
0
円
未

満
の

端
数
を
切

り
捨
て
る

も
の
と
す

る
。

第
４

交
付

の
申
請

(
1
)

提
出

書
類

各
１
部

ア
交

付
申
請

書
（
様

式
第
１

号
）

イ
事

業
計
画

書
（
様

式
第
２

号
）

ウ
収

支
予
算

書
（
様

式
第
３

号
）

が
け

地
近

接
危

険
住
宅
移

転
事
業

を
行
う

場
合
は

下
記
書

類
を
追

加
し
て

提
出
す

る
。

エ
交

付
申
請

額
の
算

出
方
法

及
び
事

業
経
費

の
配
分

書
（
様
式

第
４
号
）

オ
が

け
地
近

接
危
険

住
宅
移

転
事
業

費
内
訳

（
様
式

第
５
号
及

び
様
式
第

６
号
）

カ
危

険
住
宅

位
置
図

（
様
式

第
７
号

）

(
2
)

提
出

期
限

別
に

定
め
る

日
ま
で

第
５

交
付

の
条
件

次
に

掲
げ

る
事

項
は
、

交
付
の

決
定
を

す
る
際

の
条
件

と
な
る
も

の
と
す
る

。

(
1
)

次
に

掲
げ
る

事
項
の

一
に
該

当
す
る
場

合
に
は
、

あ
ら
か

じ
め
知

事
の
承

認
を
受

け
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

こ
と

。

ア
補

助
事

業
の

内
容
の

変
更
（
交

付
決
定

金
額
の

3
0
0
万
円

以
内
の

減
額
変

更
を
除

く
。
）
を

し
よ
う

と
す
る

場
合

イ
補

助
事

業
に

要
す
る

経
費
の

配
分
の

変
更
（

交
付
決

定
を
受

け
た
事
業

間
の
補
助

金
の
流
用

で
、
流

用

先
の

補
助
金
の

額
の
3
割
（
当

該
流
用
先

の
補
助
金

の
額
の

3
割

に
相
当

す
る
額
が

3
0
0
万
円

以
下
で

あ
る
と

き
は

3
0
0
万
円

）
以

内
の
変
更

を
除
く

。
）
を
し
よ
う

と
す
る

場
合

ウ
補

助
事
業

を
中
止

し
、
又

は
廃
止

し
よ
う

と
す
る

場
合

(
2
)

補
助

事
業
が

予
定
の

期
間
内

に
完
了
し

な
い
場
合

又
は
補

助
事
業

の
遂
行

が
困
難

と
な
っ

た
場
合

に
お
い

て
は

、
速

や
か

に
知
事

に
報
告

し
て
そ
の

指
示
を
受

け
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

こ
と
。

(
3
)

補
助

金
の
収

支
に
関

す
る
帳

簿
を
備
え

、
領
収
書

等
関
係

書
類
を

整
理
し

、
並
び

に
こ
れ

ら
の
帳

簿
及
び

書
類

を
補

助
金

の
交
付

を
受
け

た
年
度
終

了
後
５
年

間
保
管

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い

こ
と
。
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(
4
)

市
町

長
が

補
助

金
の

交
付

の
決

定
を

す
る

際
に

条
件

と
し

て
付

し
た

(
1
)
若

し
く

は
(
2
)
の

指
示

を
す

る
場

合
に

お
い

て
は

、
あ

ら
か

じ
め

知
事

の
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

。

(
5
)

が
け

地
近

接
危

険
住

宅
移

転
事

業
で

危
険

住
宅

除
却

等
の

跡
地

に
つ
い

て
は

適
正

な
管

理
を

行
う

こ
と

。

第
６

変
更

の
承

認
申

請

(
1
)

提
出

書
類

各
１

部

ア
変

更
承

認
申

請
書

（
様

式
第

８
号

）

イ
変

更
事

業
計

画
書

（
様

式
第

２
号

）

ウ
変

更
収

支
予

算
書

（
様

式
第

３
号

）

第
７

状
況

報
告

本
事

業
を

行
う

市
町

は
、

毎
月

別
に

知
事

が
定

め
る

方
法

に
よ

り
事
業

の
実

施
状

況
報

告
書

を
提

出
す

る

も
の

と
す

る
。

な
お

、
が

け
地

近
接

危
険

住
宅

移
転

事
業

を
行

う
場

合
は

下
記

の
と
お

り
書

類
を

提
出

す
る

。

(
1
)

提
出

書
類

１
部

状
況

報
告

書
（

様
式

第
９

号
）

(
2
)

提
出

期
限

当
該

会
計

年
度

の
各

四
半

期
(
第

４
・

四
半

期
を

除
く

｡
)
ご

と
に

当
該

期
間

経
過

後
1
0
日

ま
で

第
８

実
績

報
告

(
1
)

提
出

書
類

各
１

部

ア
実

績
報

告
書

（
様

式
第

1
0
号

）

イ
事

業
実

績
書

（
様

式
第

２
号

）

ウ
収

支
決

算
書

（
様

式
第

３
号

）

エ
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
「

Ｔ
Ｏ

Ｕ
Ｋ

Ａ
Ｉ

－
０

」
総

合
支

援
事

業
一

覧
表
（

別
紙

１
～

2
6
号

）

住
宅

の
耐

震
化

の
計

画
的

実
施

の
誘

導
に

係
る

事
業
（

住
宅

相
談

支
援

、
専

門
家

派
遣

）
、
わ

が
家

の
専

門
家

診
断

事
業

を
行

う
場

合
は

次
の

書
類

を
追

加
し

て
提

出
す

る
。

オ
委

託
契

約
書

等
の

写
し

が
け

地
近

接
危

険
住

宅
移

転
事

業
を

行
う

場
合

は
下

記
書

類
を

追
加

し
て

提
出

す
る

。

カ
県

費
補

助
金

受
入

調
書

（
様

式
第

11
号

）

キ
図

面
及

び
写

真
（

写
真

は
原

則
と

し
て

施
行

前
の

も
の

及
び

施
行
後

の
も

の
と

す
る

。
）

(
2
)

提
出

期
限

事
業

完
了

の
日

か
ら

起
算

し
て

3
0
日

を
経

過
し

た
日

又
は

補
助

金
の
交

付
の

決
定

の
あ

っ
た

日
の

属
す

る

年
度

の
翌

年
度

の
４

月
1
0
日

の
い

ず
れ

か
早

い
日

ま
で

第
９

請
求

の
手

続

(
1
)

提
出

書
類

１
部

請
求

書
（

様
式

第
1
2
号

）

(
2
)

提
出

期
限

別
に

定
め

る
日

ま
で

第
1
0

概
算

払
の

請
求

手
続

(
1
)

提
出

書
類

１
部

ア
概

算
払

承
認

申
請

書
（

様
式

第
1
3
号

）

-4
-

イ
概

算
払
補

助
金
請

求
内
訳

書
（
様

式
第
1
4
号
）

ウ
工

事
費
等

支
出
状

況
明
細

表
（
様

式
第
1
5
号
）

エ
資

金
状
況

調
（
様

式
第
1
6
号
）

オ
請

求
書
（

様
式
第

1
2
号
）

附
則

こ
の

要
綱

は
、
平

成
1
8
年

４
月
３

日
か
ら

施
行
し

、
平
成

18
年
度

分
の
補
助

金
か
ら
適
用

す
る
。

附
則

こ
の

改
正

は
、
令

和
３
年

度
分
の

補
助
金

か
ら
適

用
す
る

。
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別
表

第
１

（
第

２
関

係
）

事
業

の
区

分
補

助
事

業

細
目

補
助

事

業
者

事
業

主
体

事
業

内
容

国
の

要
綱

1

住
宅

の
耐

震
化

の
計

画
的

実
施

の
誘

導
に

係
る

事
業

住
宅

相
談

支
援

－
市

町

国
の

交
付

金
要

綱
に

基
づ

き
、
既

存
住

宅
の

耐
震

化
へ

の
誘

導
に

関
す

る
事

業
で

、
耐

震
化

未
実

施
の

既
存

住
宅

に

対
し

て
意

向
調

査
の

実
施

及
び

住
宅

相
談

員
を

派
遣

し
、
耐

震
改

修
、
建

替

え
又

は
耐

震
性

を
有

す
る

住
宅

等
へ

の
住

み
替

え
に

導
く

た
め

の
事

業

(
1
2
)
①

３
.

第
一

号
ニ

専
門

家

派
遣

－
市

町

国
の

交
付

金
要

綱
に

基
づ

き
、
既

存
住

宅
の

耐
震

化
へ

の
誘

導
に

関
す

る
事

業
で

、
耐

震
化

未
実

施
の

既
存

住
宅

に

対
し

て
専

門
家

を
派

遣
し

、
耐

震
改

修
、
建

替
え
又

は
耐

震
性

を
有

す
る

住

宅
等

へ
の

住
み

替
え

に
導

く
た

め
の

事
業

地
域

耐
震

化

推
進

市
町

民
間

組
織

国
の

交
付

金
要

綱
に

基
づ

き
、
既

存
住

宅
の

耐
震

化
へ

の
誘

導
に

関
す

る
事

業
で

、
既

存
住

宅
の

耐
震

化
を

推
進

し

て
い

る
民

間
組

織
を

支
援

す
る

た
め

の
事

業

2

わ
が

家
の

専
門

家
診

断

事
業

－
－

市
町

国
の

交
付

金
要

綱
に

基
づ

き
、
木

造
の

既
存

住
宅

に
静

岡
県

耐
震

診
断

補
強

相
談

士
を

派
遣

し
、
耐

震
診

断
及

び
耐

震
相

談
を

実
施

す
る

事
業

(
1
2
)
①

３
.

第
一

号
イ

3
非

木
造

住
宅

の

耐
震

診
断

事
業

－
市

町

所
有

者

又
は

居
住

者

国
の

交
付

金
要

綱
に

基
づ

き
、
非

木
造

の
既

存
住

宅
又

は
既

存
マ

ン
シ

ョ
ン

を
耐

震
診

断
す

る
事

業

(
1
2
)
①

３
.

第
一

号
イ

4

非
木

造
住

宅
の

補
強

計
画

策
定

事
業

－
市

町

所
有

者

又
は

居
住

者

国
の

交
付

金
要

綱
に

基
づ

き
、
非

木
造

の
既

存
住

宅
又

は
既

存
マ

ン
シ

ョ
ン

の
補

強
計

画
を

策
定

す
る

事
業

(
1
2
)①

３
．

第
一

号
ハ

5

木
造

住
宅

の

耐
震

改
修

事
業

（
補

強
計

画
一

体
型

）

補
強

計
画

及
び

耐
震

改
修

市
町

所
有

者

又
は

居
住

者

国
の

交
付

金
要

綱
に

基
づ

き
、
木

造
の

既
存

住
宅

の
補

強
計

画
を

策
定

し
、
耐

震
改

修
す

る
事

業

(
1
2
)
①

３
.

第
三

号
イ

国
の

交
付

金
要

綱
に

基
づ

き
、
木

造
の

既
存

住
宅

の
補

強
計

画
を

策
定

す
る

事
業
（

や
む
を

得
ず

耐
震

改
修

を
断

念

し
、
補

強
計
画

の
策

定
の

み
実

施
す

る

事
業
（

高
齢
者

の
み

が
居

住
す

る
住

宅

等
に

限
る

。
）
）

(
1
2
)
①

３
.

第
一

号
ハ

6

木
造

住
宅

の

建
替

え
・

除
却

事
業

建
替

え

又
は

除
却

市
町

所
有

者

又
は

居
住

者

国
の

交
付

金
要

綱
に

基
づ

き
、
木

造
の

既
存

住
宅

を
建

替
え

又
は

除
却

す
る

事
業

(
1
2
)
①

３
.

第
三

号
ロ

7
木

造
住

宅
の

移
転

事
業

－
市

町

所
有

者

又
は

居
住

者

県
内

の
木

造
の

既
存

住
宅

か
ら

耐
震

性
の

あ
る

住
宅

等
へ

住
み

替
え

る
事

業
（

高
齢

者
の

み
が

居
住

す
る

住
宅

等

に
限

る
。
）

－
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8
非

木
造

住
宅

の

耐
震

化
事
業

－
市
町

所
有
者

又
は

居
住
者

国
の

交
付
金

要
綱
に
基

づ
き
、
非

木
造

の
既

存
住
宅

又
は
既
存

マ
ン
シ
ョ

ン

を
耐

震
改
修
、
建

替
え
又

は
除
却

す
る

事
業

(
1
2
)
①

３
.

第
三
号

ロ

9
建

築
物

の

耐
震

診
断
事

業
－

市
町

所
有
者

又
は

管
理
者

国
の

交
付
金

要
綱
に
基

づ
き
、
既

存
建

築
物

を
耐
震

診
断
す
る

事
業

(
1
2
)
①

３
.

第
二
号

イ

1
0

建
築

物
の

補
強

計
画

策
定

事
業

－
市
町

所
有
者

又
は

管
理
者

国
の

交
付
金

要
綱
に
基

づ
き
、
既

存
建

築
物

の
補
強

計
画
を
策

定
す
る
事

業

(
1
2
)
①

３
.

第
二
号

ハ

1
1

建
築

物
の

耐
震

化
事
業

－
市
町

所
有
者

又
は

管
理
者

国
の

交
付
金

要
綱
に
基

づ
き
、
既

存
建

築
物

を
耐
震

改
修
、
建
替

え
又
は

除
却

す
る

事
業

(
1
2
)
①

３
.

第
四
号

1
2

避
難

所
等
の

耐
震

化
事
業

－
市
町

所
有
者

又
は

管
理
者

国
の

交
付
金

要
綱
に
基

づ
き
、
避

難
所

等
を

耐
震
改

修
又
は
建

替
え
る
事

業

(
1
2
)
①

３
.

第
五
号

1
3

特
定

天
井
の

耐
震

改
修
事

業
－

市
町

所
有
者

又
は

管
理
者

国
の

交
付
金

要
綱
に
基

づ
き
、
既

存
天

井
を

耐
震
改

修
す
る
事

業

(
1
2
)
①

３
.

第
六
号

1
4

既
存

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

の
防
災

対
策

改
修
事

業

－
市
町

所
有

者
、

居
住
者

又
は

管
理
者

国
の

交
付
金

要
綱
に
基

づ
き
、
既

存
エ

レ
ベ

ー
タ
ー

を
防
災
対

策
改
修
す

る

事
業

(
1
2
)
①

３
.

第
七
号

1
5

ブ
ロ

ッ
ク
塀

等

の
安

全
確
保

事
業

（
避

難
路

沿
道

等
）

耐
震
改
修

市
町

所
有

者
、

居
住
者

又
は

管
理
者

国
の

交
付
金

要
綱
に
基

づ
き
、
ブ

ロ
ッ

ク
塀

等
を
耐

震
改
修
す

る
事
業

(
1
2
)
①

３
.

第
十
二

号
建

替
え

市
町

所
有

者
、

居
住
者

又
は

管
理
者

国
の

交
付
金

要
綱
に
基

づ
き
、
ブ

ロ
ッ

ク
塀

等
を
建

替
え
る
事

業

除
却

市
町

所
有

者
、

居
住
者

又
は

管
理
者

国
の

交
付
金

要
綱
に
基

づ
き
、
ブ

ロ
ッ

ク
塀

等
を
除

却
す
る
事

業

1
6

危
険

な

ブ
ロ

ッ
ク
塀

等

の
除

却
事
業

－
市
町

所
有

者
、

居
住
者

又
は

管
理
者

危
険

な
ブ
ロ

ッ
ク
塀
等

を
除
却
す

る

事
業

－

1
7

が
け

地
近
接

危
険

住
宅

移
転

事
業

移
転

市
町

所
有
者

又
は

居
住
者

国
の

交
付
金

要
綱
に
基

づ
き
、
が

け
地

の
崩

壊
等
（
土
石

流
及
び

地
す
ベ

り
を

含
む
。
）
に
よ
り

住
民
の

生
命
に

危
険

を
及

ぼ
す
お

そ
れ
の
あ

る
区
域
に

お

い
て

危
険
住

宅
を
移
転

す
る
事
業

(
1
2
)
③

７
.

事
業
推
進

－
市

町

国
の

交
付
金

要
綱
に
基

づ
き
、
が

け
地

の
崩

壊
等
（
土
石

流
及
び

地
す
ベ

り
を

含
む
。
）
に
よ
り

住
民
の

生
命
に

危
険

を
及

ぼ
す
お

そ
れ
の
あ

る
区
域
に

お

い
て

危
険
住

宅
の
移
転

を
促
進
す

る

事
業

-651-
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1
8

要
緊

急
安

全

確
認

大
規

模

建
築

物
の

耐
震

化
事

業

補
強

計
画

市
町

所
有

者

又
は

管
理

者

国
の

補
助

金
要

綱
に

基
づ

き
、
要

緊
急

安
全

確
認

大
規

模
建

築
物

の
補

強
計

画
を

策
定

す
る

事
業

第
３

第
１

項

第
一

号
イ

耐
震

改
修

市
町

所
有

者

又
は

管
理

者

国
の

補
助

金
要

綱
に

基
づ

き
、
要

緊
急

安
全

確
認

大
規

模
建

築
物

を
耐

震
改

修
、

建
替

え
又

は
除

却
す

る
事

業

第
３

第
１

項

第
一

号
ロ

1
9

要
安

全
確

認

計
画

記
載

建
築

物
の

耐
震

化
事

業

補
強

計
画

市
町

所
有

者
、

居
住

者

又
は

管
理

者

国
の

補
助

金
要

綱
に

基
づ

き
、
要

安
全

確
認

記
計

画
載

建
築

物
の

補
強

計
画

を
策

定
す

る
事

業

第
３

第
１

項

第
二

号
ロ

耐
震

改
修

市
町

所
有

者
、

居
住

者

又
は

管
理

者

国
の

補
助

金
要

綱
に

基
づ

き
、
要

安
全

確
認

計
画

記
載

建
築

物
を

耐
震

改
修

、

建
替

え
又

は
除

却
す

る
事

業

第
３

第
１

項

第
二

号
ハ

2
0

建
築

物
等

の

耐
震

化
事

業

（
緊

急
輸

送
道

路
沿

道
）

耐
震

診
断

市
町

所
有

者
、

居
住

者

又
は

管
理

者

国
の

補
助

金
要

綱
に

基
づ

き
、
緊

急
輸

送
道

路
沿

道
の

既
存

建
築

物
等

を
耐

震
診

断
す

る
事

業

第
３

第
１

項

第
六

号
イ

補
強

計
画

市
町

所
有

者
、

居
住

者

又
は

管
理

者

国
の

補
助

金
要

綱
に

基
づ

き
、
緊

急
輸

送
道

路
沿

道
の

既
存

建
築

物
等

の
補

強
計

画
を

策
定

す
る

事
業

第
３

第
１

項

第
六

号
ロ

耐
震

改
修

市
町

所
有

者
、

居
住

者

又
は

管
理

者

国
の

補
助

金
要

綱
に

基
づ

き
、
緊

急
輸

送
道

路
沿

道
の

既
存

建
築

物
等

を
耐

震
改

修
、
建
替

え
又

は
除

却
す

る
事

業

第
３

第
１

項

第
六

号
ハ

2
1

建
築

物
等

の

耐
震

化
事

業

（
避

難
路

沿
道

等
）

耐
震

診
断

市
町

所
有

者
、

居
住

者

又
は

管
理

者

国
の

補
助

金
要

綱
に

基
づ

き
、
避

難
路

沿
道

等
の

既
存

建
築

物
等

を
耐

震
診

断
す

る
事

業

第
３

第
１

項

第
七

号
イ

補
強

計
画

市
町

所
有

者
、

居
住

者

又
は

管
理

者

国
の

補
助

金
要

綱
に

基
づ

き
、
避

難
路

沿
道

等
の

既
存

建
築

物
等

の
補

強
計

画
を

策
定

す
る

事
業

第
３

第
１

項

第
七

号
ロ

耐
震

改
修

市
町

所
有

者
、

居
住

者

又
は

管
理

者

国
の

補
助

金
要

綱
に

基
づ

き
、
避

難
路

沿
道

等
の

既
存

建
築

物
等

を
耐

震
改

修
、

建
替

え
又

は
除

却
す

る
事

業

第
３

第
１

項

第
七

号
ハ

2
2

避
難

所
等

の

耐
震

化
事

業

（
避

難
場

所
）

耐
震

診
断

市
町

所
有

者

又
は

管
理

者

国
の

補
助

金
要

綱
に

基
づ

き
、
避

難
場

所
と

な
る

避
難

所
等

を
耐

震
診

断
す

る
事

業

第
３

第
１

項

第
三

号
イ

補
強

計
画

市
町

所
有

者

又
は

管
理

者

国
の

補
助

金
要

綱
に

基
づ

き
、
避

難
場

所
と

な
る

避
難

所
等

の
補

強
計

画
を

策
定

す
る

事
業

第
３

第
１

項

第
三

号
ロ

耐
震

改
修

市
町

所
有

者

又
は

管
理

者

国
の

補
助

金
要

綱
に

基
づ

き
、
避

難
場

所
と

な
る

避
難

所
等

を
耐

震
改

修
又

は
建

替
え

る
事

業

第
３

第
１

項

第
三

号
ハ

-8
-

（
注

１
）
国

の
交

付
金
要
綱
：
社

会
資
本

整
備
総

合
交
付
金

要
綱
附
属

第
Ⅱ
編
イ

-
1
6
-（

1
2
）
又
は

ロ
-
1
6
-（

1
2
）

（
注

２
）

国
の

補
助
金
要

綱
：
地

域
防
災

拠
点
建

築
物
整

備
緊
急
促

進
事
業
制

度
要
綱

（
注

３
）

２
わ

が
家

の
専
門

家
診
断

事
業
、

５
木
造

住
宅
の

耐
震
改

修
事
業
（

補
強
計
画

一
体
型
）
（
耐

震
改
修
）

及
び

1
7
が
け
地
近

接
危
険
住

宅
移
転
事

業
を
除

き
、
地

方
自
治

法
第

2
5
2
条
の

1
9
で
規
定

す
る
指

定
都

市
は

補
助
の

対
象
外

と
す
る

。

2
3

マ
ン

シ
ョ
ン

の

耐
震

化
事
業

（
避

難
場
所

）

耐
震
診
断

市
町

所
有

者
、

居
住

者

又
は

管
理

者

国
の
補
助
金

要
綱
に

基
づ
き
、
避
難
場

所
と
な
る
既

存
マ
ン

シ
ョ
ン

を
耐
震

診
断
す
る
事

業

第
３

第
１
項

第
四
号

イ

補
強
計
画

市
町

所
有

者
、

居
住

者

又
は

管
理

者

国
の
補
助
金

要
綱
に

基
づ
き
、
避
難
場

所
と
な
る
既

存
マ
ン

シ
ョ
ン

の
補
強

計
画
を
策
定

す
る
事

業

第
３

第
１
項

第
四
号

ロ

耐
震
改
修

市
町

所
有

者
、

居
住

者

又
は

管
理

者

国
の
補
助
金

要
綱
に

基
づ
き
、
避
難
場

所
と
な
る
既

存
マ
ン

シ
ョ
ン

を
耐
震

改
修
又
は
建

替
え
る

事
業

第
３

第
１
項

第
四
号

ハ

2
4

建
築

物
の

耐
震

化
事
業

（
避

難
場
所

）

耐
震
診
断

市
町

所
有

者

又
は

管
理

者

国
の
補
助
金

要
綱
に

基
づ
き
、
避
難
場

所
と
な
る
既

存
建
築

物
を
耐

震
診
断

す
る
事
業

第
３

第
１
項

第
五
号

イ

補
強
計
画

市
町

所
有

者

又
は

管
理

者

国
の
補
助
金

要
綱
に

基
づ
き
、
避
難
場

所
と
な
る
既

存
建
築

物
の
補

強
計
画

を
策
定
す
る

事
業

第
３

第
１
項

第
五
号

ロ

耐
震
改
修

市
町

所
有

者

又
は

管
理

者

国
の
補
助
金

要
綱
に

基
づ
き
、
避
難
場

所
と
な
る
既

存
建
築

物
を
耐

震
改
修

又
は
建
替
え

る
事
業

第
３

第
１
項

第
五
号

ハ

2
5

特
定

天
井
の

耐
震

改
修
事

業

（
避

難
場
所

）

－
市
町

所
有

者

又
は

管
理

者

国
の
補
助
金

要
綱
に

基
づ
き
、
避
難
場

所
の
既
存
天

井
を
耐

震
改
修

す
る
事

業

第
３

第
１
項

第
八
号

2
6

既
存

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

の
防
災

対
策

改
修

事
業

（
避

難
場
所

）

－
市
町

所
有

者
、

居
住

者

又
は

管
理

者

国
の
補
助
金

要
綱
に

基
づ
き
、
避
難
場

所
の
既
存
エ

レ
ベ
ー

タ
ー
を

防
災
対

策
改
修
す
る

事
業

第
３

第
１
項

第
九
号
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別
表
第
２
（
第
３
関
係
）

事
業

の
区

分
補

助
事

業

細
目

補
助
率

（
額

）

1

住
宅

の
耐

震
化

の
計

画
的

実
施

の
誘

導
に

係
る

事
業

住
宅

相
談

支
援

国
庫

補
助

額
の

２
分

の
１

の
範

囲
内

で
、

か
つ

市
町

の
要

す
る

経
費

か
ら

国

庫
補

助
額

を
差

し
引

い
た

額
の

２
分

の
１

以
内

と
す

る
。

専
門

家

派
遣

国
庫

補
助

額
の

２
分

の
１

の
範

囲
内

で
、

か
つ

市
町

の
要

す
る

経
費

か
ら

国

庫
補

助
額

を
差

し
引

い
た

額
の

２
分

の
１

以
内

と
す

る
。

地
域

耐
震

化

推
進

１
組

織
ご

と
に

、
国

庫
補

助
額

の
２

分
の

１
の

範
囲

内
で

、
か

つ
市

町
が

補

助
す

る
の

に
要

す
る

経
費

か
ら

国
庫

補
助

額
を

差
し

引
い

た
額

の
２

分
の

１

以
内

と
し

、
１

組
織

に
つ

き
7
5
,
0
0
0
円

を
限

度
と

す
る

。

2

わ
が

家
の

専
門

家

診
断

事
業

－
１

戸
ご

と
に

、
当

該
事

業
に

要
す

る
経

費
の

８
分

の
３

以
内

と
し

、
１

戸
に

つ
き

1
7
,
6
9
0
円

を
限

度
と

す
る

。

3
非

木
造

住
宅

の

耐
震

診
断

事
業

－

１
戸

ご
と

に
、

国
庫

補
助

額
の

２
分

の
１

の
範

囲
内

で
、

か
つ

市
町

が
補

助

す
る

の
に

要
す

る
経

費
か

ら
国

庫
補

助
額

を
差

し
引

い
た

額
の

２
分

の
１

以

内
と

す
る

。

4

非
木

造
住

宅
の

補
強

計
画

策
定

事
業

－

１
戸

ご
と

に
、

当
該

事
業

に
要

す
る

経
費

と
別

表
第

３
に

定
め

る
基

準
額

と

を
比

較
し

て
、

い
ず

れ
か

少
な

い
額

に
対

す
る

国
庫

補
助

額
の

２
分

の
１

の

範
囲

内
で

、
か

つ
市

町
が

補
助

す
る

の
に

要
す

る
経

費
か

ら
国

庫
補

助
額

を

差
し

引
い

た
額

の
２

分
の

１
以

内
と

す
る

。

5

木
造

住
宅

の

耐
震

改
修

事
業

（
補

強
計

画
一

体
型

）

補
強

計
画

及
び

耐
震

改
修

(
1
)

１
戸

ご
と

に
、

市
町

が
補

助
す

る
の

に
要

す
る

経
費

の
２

分
の

１
と

3
0

万
円

と
を

比
較

し
て

、
い

ず
れ

か
少

な
い

額
と

す
る

。

た
だ

し
、

高
齢

者
の

み
が

居
住

す
る

住
宅

等
に

つ
い

て
は

、
市

町
が

補
助

額

を
割

り
増

す
場

合
に

限
り

、
市

町
が

割
り

増
す

額
か

ら
当

該
割

増
額

に
係

る

国
庫

補
助

額
を

差
し

引
い

た
額

の
２

分
の

１
と

1
0
万

円
と

を
比

較
し

て
い

ず

れ
か

少
な

い
額

を
加

え
た

額
と

す
る

。

(
2
)

別
表

第
４

に
定

め
る

在
宅

避
難

促
進

割
増

の
条

件
に

該
当

す
る

住
宅

に

つ
い

て
は

、
市

町
が

補
助

額
を

割
り

増
す

場
合

に
限

り
、

市
町

が
割

り
増

す

額
と

1
5
万

円
と

を
比

較
し

て
、

い
ず

れ
か

少
な

い
額

を
(
1
)
の

額
に

加
え

た

額
と

す
る

。

補
強

計
画

の
策

定
の

み
実

施
す

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
１

戸
ご

と
に

、
当

該

事
業

に
要

す
る

経
費

と
別

表
第

３
に

定
め

る
基

準
額

と
を

比
較

し
て

、
い

ず

れ
か

少
な

い
額

に
対

す
る

国
庫

補
助

額
と

同
額

の
範

囲
内

で
、

か
つ

市
町

が

補
助

す
る

の
に

要
す

る
経

費
か

ら
国

庫
補

助
額

を
差

し
引

い
た

額
の

２
分

の

１
以

内
と

す
る

。

6

木
造

住
宅

の

建
替

え
・

除
却

事
業

建
替

え

又
は

除
却

１
戸

ご
と

に
、

国
庫

補
助

額
の

２
分

の
１

の
範

囲
内

で
、

か
つ

市
町

が
補

助

す
る

の
に

要
す

る
経

費
か

ら
国

庫
補

助
額

を
差

し
引

い
た

額
の

２
分

の
１

以

内
と

す
る

。

7
木

造
住

宅
の

移
転

事
業

－
１

戸
ご

と
に

、
市

町
が

補
助

す
る

の
に

要
す

る
経

費
と

1
0
万

円
と

を
比

較
し

て
、

い
ず

れ
か

少
な

い
額

と
す

る
。

8
非

木
造

住
宅

の

耐
震

化
事

業
－

１
戸

ご
と

に
、

国
庫

補
助

額
の

２
分

の
１

の
範

囲
内

で
、

か
つ

市
町

が
補

助

す
る

の
に

要
す

る
経

費
か

ら
国

庫
補

助
額

を
差

し
引

い
た

額
の

２
分

の
１

以

内
と

す
る

。

9
建

築
物

の

耐
震

診
断

事
業

－

１
棟

ご
と

に
、

国
庫

補
助

額
の

２
分

の
１

の
範

囲
内

で
、

か
つ

市
町

が
補

助

す
る

の
に

要
す

る
経

費
か

ら
国

庫
補

助
額

を
差

し
引

い
た

額
の

２
分

の
１

以

内
と

す
る

。

1
0

建
築

物
の

補
強

計
画

策
定

事
業

－

１
棟

ご
と

に
、

当
該

事
業

に
要

す
る

経
費

と
別

表
第

３
に

定
め

る
基

準
額

と

を
比

較
し

て
、

い
ず

れ
か

少
な

い
額

に
対

す
る

国
庫

補
助

額
の

２
分

の
１

の

範
囲

内
で

、
か

つ
市

町
が

補
助

す
る

の
に

要
す

る
経

費
か

ら
国

庫
補

助
額

を

差
し

引
い

た
額

の
２

分
の

１
以

内
と

す
る

。

-1
0

-

1
1

建
築

物
の

耐
震

化
事

業
－

１
棟

ご
と
に

、
国
庫

補
助
額

の
２
分

の
１
の
範

囲
内
で
、

か
つ
市
町

が
補
助

す
る

の
に
要

す
る
経

費
か
ら

国
庫
補

助
額
を
差

し
引
い
た

額
の
２
分

の
１
以

内
と

す
る
。

1
2

避
難

所
等

の

耐
震

化
事

業
－

１
棟

ご
と
に

、
国
庫

補
助
額

の
２
分

の
１
の
範

囲
内
で
、

か
つ
市
町

が
補
助

す
る

の
に
要

す
る
経

費
か
ら

国
庫
補

助
額
を
差

し
引
い
た

額
の
２
分

の
１
以

内
と

す
る
。

1
3

特
定

天
井

の

耐
震

改
修

事
業

－

１
件

ご
と
に

、
国
庫

補
助
額

の
２
分

の
１
の
範

囲
内
で
、

か
つ
市
町

が
補
助

す
る

の
に
要

す
る
経

費
か
ら

国
庫
補

助
額
を
差

し
引
い
た

額
の
２
分

の
１
以

内
と

す
る
。

1
4

既
存

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

の
防

災

対
策

改
修

事
業

－

１
台

ご
と
に

、
国
庫

補
助
額

の
２
分

の
１
の
範

囲
内
で
、

か
つ
市
町

が
補
助

す
る

の
に
要

す
る
経

費
か
ら

国
庫
補

助
額
を
差

し
引
い
た

額
の
２
分

の
１
以

内
と

す
る
。

1
5

ブ
ロ

ッ
ク

塀
等

の
安

全
確

保

事
業

（
避

難
路

沿
道

等
）

耐
震
改
修

１
件

ご
と
に

当
該
事

業
に
要

す
る
経

費
の
６
分

の
１
以
内

か
つ
市
町

が
補
助

す
る

の
に
要

す
る
経

費
の
４

分
の
１

以
内
と
し

、
ブ
ロ
ッ

ク
塀
等
の

長
さ
１

メ
－

ト
ル
に

つ
き

6
,4
0
0
円

以
内
で

、
か
つ
１

敷
地
に
つ

き
8
万

3
,
3
3
0
円

を
限

度
と
す

る
。

建
替
え

１
件

ご
と
に

当
該
事

業
に
要

す
る
経

費
の
６
分

の
１
以
内

か
つ
市
町

が
補
助

す
る

の
に
要

す
る
経

費
の
４

分
の
１

以
内
と
し

、
ブ
ロ
ッ

ク
塀
等
の

長
さ
１

メ
－

ト
ル
に

つ
き

9
,7
3
0
円

以
内
で
、
か
つ

１
敷
地

に
つ
き

1
4
万

9
,
9
9
0
円

を
限

度
と
す

る
。

除
却

１
件

ご
と
に

当
該
事

業
に
要

す
る
経

費
の
６
分

の
１
以
内

か
つ
市
町

が
補
助

す
る

の
に
要

す
る
経

費
の
４

分
の
１

以
内
と
し

、
ブ
ロ
ッ

ク
塀
等
の

長
さ
１

メ
ー

ト
ル
に

つ
き

3
,3
3
0
円

以
内
で

、
か
つ
１

敷
地
に
つ

き
６
万

6
,
6
6
0
円

を
限

度
と
す

る
。

1
6

危
険

な

ブ
ロ

ッ
ク

塀
等

の
除

却
事

業

－

１
件

ご
と
に

、
当
該

事
業
に

要
す
る

経
費
の
４

分
の
１
以

内
か
つ
市

町
が
補

助
す

る
の
に

要
す
る

経
費
の

２
分
の

１
以
内
と

し
、
危
険

な
ブ
ロ
ッ

ク
塀
等

の
長

さ
１
メ

ー
ト
ル

に
つ
き

2
,
3
0
0
円
以
内
で

、
か

つ
１
敷

地
に
つ

き
1
0
万

円
を

限
度
と

す
る
。

1
7

が
け

地
近

接

危
険

住
宅

移
転

事
業

移
転

国
庫

補
助
額

の
２
分

の
１
の

範
囲
内

で
、
か
つ

、
市
町
が

補
助
す
る

の
に
要

す
る

経
費
か

ら
国
庫

補
助
額

を
差
し

引
い
た
額

の
２
分
の

１
以
内
と

す
る
。

事
業
推
進

国
庫

補
助
額

の
２
分

の
１
の

範
囲
内

で
、
か
つ

、
市
町
が

要
す
る
経

費
か
ら

国
庫

補
助
額

を
差
し

引
い
た

額
の
２

分
の
１
以

内
と
す
る

。

1
8

要
緊

急
安

全

確
認

大
規

模

建
築

物
の

耐
震

化
事

業

補
強
計
画

１
棟

ご
と
に

、
当
該

事
業
に

要
す
る

経
費
と
別

表
第
３
に

定
め
る
基

準
額
と

を
比

較
し
て

、
い
ず

れ
か
少

な
い
額

に
対
す
る

国
庫
補
助

額
の
２
分

の
１
の

範
囲

内
で
、

か
つ
市

町
が
補

助
す
る

の
に
要
す

る
経
費
か

ら
国
庫
補

助
額
を

差
し

引
い
た

額
の
２

分
の
１

以
内
と

す
る
。

耐
震
改
修

１
棟

ご
と
に

、
国
庫

補
助
額

の
２
分

の
１
の
範

囲
内
で
、

か
つ
市
町

が
補
助

す
る

の
に
要

す
る
経

費
か
ら

国
庫
補

助
額
を
差

し
引
い
た

額
の
２
分

の
１
以

内
と

す
る
。

た
だ

し
、
ホ

テ
ル
・

旅
館
の

用
途
に

つ
い
て
は

、
中
小
企

業
者
が
事

業
主
体

に
限

り
、
１

棟
ご
と

に
、
市

町
が
補

助
す
る
の

に
要
す
る

経
費
の
当

該
事
業

に
要

す
る
経

費
に
対

す
る
比

率
（

以
下
、「

市
町
補
助

率
」
と
い
う

。
）
が

5
6
.
3
％

以
下

の
場
合

は
、
当

該
事
業

に
要
す

る
経
費

に
1
1.
5
％
を
乗

じ
た
金

額
と
し
、

市
町

補
助
率

が
5
6
.
3％

を
超

え
る
場

合
は
、

当
該
事

業
に
要
す

る
経
費
に

対

す
る

国
庫
補

助
額
の

２
分
の

１
の
範

囲
内
で
、

か
つ
市
町

が
補
助
す

る
の
に

要
す

る
経
費

か
ら
当

該
事
業

に
要
す

る
経
費
に

対
す
る
国

庫
補
助
額

を
差
し

引
い

た
額
の

２
分
の

１
以
内

と
す
る

。

-653-
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-

1
9

要
安

全
確

認

計
画

記
載

建
築

物
の

耐
震

化
事

業

補
強

計
画

１
棟

ご
と

に
、

国
庫

補
助

額
の

２
分

の
１

の
範

囲
内

で
、

か
つ

市
町

が
補

助

す
る

の
に

要
す

る
経

費
か

ら
国

庫
補

助
額

を
差

し
引

い
た

額
の

２
分

の
１

以

内
と

す
る

。

た
だ

し
、

計
画

策
定

に
つ

い
て

は
、

当
該

事
業

に
要

す
る

経
費

と
別

表
第

３

に
定

め
る

基
準

額
と

を
比

較
し

て
、

い
ず

れ
か

少
な

い
額

に
対

す
る

国
庫

補

助
額

の
２

分
の

１
の

範
囲

内
で

、
か

つ
市

町
が

補
助

す
る

の
に

要
す

る
経

費

か
ら

当
該

事
業

に
要

す
る

経
費

に
対

す
る

国
庫

補
助

額
を

差
し

引
い

た
額

の

２
分

の
１

以
内

と
す

る
。

耐
震

改
修

2
0

建
築

物
等

の

耐
震

化
事

業

（
緊

急
輸

送
道

路
沿

道
）

耐
震

診
断

１
棟

ご
と

に
、

国
庫

補
助

額
の

２
分

の
１

の
範

囲
内

で
、

か
つ

市
町

が
補

助

す
る

の
に

要
す

る
経

費
か

ら
国

庫
補

助
額

を
差

し
引

い
た

額
の

２
分

の
１

以

内
と

す
る

。

た
だ

し
、

計
画

策
定

に
つ

い
て

は
、

当
該

事
業

に
要

す
る

経
費

と
別

表
第

３

に
定

め
る

基
準

額
と

を
比

較
し

て
、

い
ず

れ
か

少
な

い
額

に
対

す
る

国
庫

補

助
額

の
２

分
の

１
の

範
囲

内
で

、
か

つ
市

町
が

補
助

す
る

の
に

要
す

る
経

費

か
ら

当
該

事
業

に
要

す
る

経
費

に
対

す
る

国
庫

補
助

額
を

差
し

引
い

た
額

の

２
分

の
１

以
内

と
す

る
。

補
強

計
画

耐
震

改
修

2
1

建
築

物
等

の

耐
震

化
事

業

（
避

難
路

沿
道

等
）

耐
震

診
断

１
棟

ご
と

に
、

国
庫

補
助

額
の

２
分

の
１

の
範

囲
内

で
、

か
つ

市
町

が
補

助

す
る

の
に

要
す

る
経

費
か

ら
国

庫
補

助
額

を
差

し
引

い
た

額
の

２
分

の
１

以

内
と

す
る

。

た
だ

し
、

計
画

策
定

に
つ

い
て

は
、

当
該

事
業

に
要

す
る

経
費

と
別

表
第

３

に
定

め
る

基
準

額
と

を
比

較
し

て
、

い
ず

れ
か

少
な

い
額

に
対

す
る

国
庫

補

助
額

の
２

分
の

１
の

範
囲

内
で

、
か

つ
市

町
が

補
助

す
る

の
に

要
す

る
経

費

か
ら

当
該

事
業

に
要

す
る

経
費

に
対

す
る

国
庫

補
助

額
を

差
し

引
い

た
額

の

２
分

の
１

以
内

と
す

る
。

補
強

計
画

耐
震

改
修

2
2

避
難

所
等

の

耐
震

化
事

業

（
避

難
場

所
）

耐
震

診
断

１
棟

ご
と

に
、

国
庫

補
助

額
の

２
分

の
１

の
範

囲
内

で
、

か
つ

市
町

が
補

助

す
る

の
に

要
す

る
経

費
か

ら
国

庫
補

助
額

を
差

し
引

い
た

額
の

２
分

の
１

以

内
と

す
る

。

た
だ

し
、

計
画

策
定

に
つ

い
て

は
、

当
該

事
業

に
要

す
る

経
費

と
別

表
第

３

に
定

め
る

基
準

額
と

を
比

較
し

て
、

い
ず

れ
か

少
な

い
額

に
対

す
る

国
庫

補

助
額

の
２

分
の

１
の

範
囲

内
で

、
か

つ
市

町
が

補
助

す
る

の
に

要
す

る
経

費

か
ら

当
該

事
業

に
要

す
る

経
費

に
対

す
る

国
庫

補
助

額
を

差
し

引
い

た
額

の

２
分

の
１

以
内

と
す

る
。

補
強

計
画

耐
震

改
修

2
3

マ
ン

シ
ョ

ン
の

耐
震

化
事

業

（
避

難
場

所
）

耐
震

診
断

１
棟

ご
と

に
、

国
庫

補
助

額
の

２
分

の
１

の
範

囲
内

で
、

か
つ

市
町

が
補

助

す
る

の
に

要
す

る
経

費
か

ら
国

庫
補

助
額

を
差

し
引

い
た

額
の

２
分

の
１

以

内
と

す
る

。

た
だ

し
、

計
画

策
定

に
つ

い
て

は
、

当
該

事
業

に
要

す
る

経
費

と
別

表
第

３

に
定

め
る

基
準

額
と

を
比

較
し

て
、

い
ず

れ
か

少
な

い
額

に
対

す
る

国
庫

補

助
額

の
２

分
の

１
の

範
囲

内
で

、
か

つ
市

町
が

補
助

す
る

の
に

要
す

る
経

費

か
ら

当
該

事
業

に
要

す
る

経
費

に
対

す
る

国
庫

補
助

額
を

差
し

引
い

た
額

の

２
分

の
１

以
内

と
す

る
。

補
強

計
画

耐
震

改
修

2
4

建
築

物
の

耐
震

化
事

業

（
避

難
場

所
）

耐
震

診
断

１
棟

ご
と

に
、

国
庫

補
助

額
の

２
分

の
１

の
範

囲
内

で
、

か
つ

市
町

が
補

助

す
る

の
に

要
す

る
経

費
か

ら
国

庫
補

助
額

を
差

し
引

い
た

額
の

２
分

の
１

以

内
と

す
る

。

た
だ

し
、

計
画

策
定

に
つ

い
て

は
、

当
該

事
業

に
要

す
る

経
費

と
別

表
第

３

に
定

め
る

基
準

額
と

を
比

較
し

て
、

い
ず

れ
か

少
な

い
額

に
対

す
る

国
庫

補

助
額

の
２

分
の

１
の

範
囲

内
で

、
か

つ
市

町
が

補
助

す
る

の
に

要
す

る
経

費

か
ら

当
該

事
業

に
要

す
る

経
費

に
対

す
る

国
庫

補
助

額
を

差
し

引
い

た
額

の

２
分

の
１

以
内

と
す

る
。

補
強

計
画

耐
震

改
修

-1
2

-

備
考

※
共

同
住

宅
（
マ

ン
シ
ョ

ン
を
含

む
）
、
長
屋

等
は
１

棟
を
１

戸
と
み

な
す
。

別
表

第
３

（
別

表
第

２
関
係

）

別
表

第
４

（
別

表
第

２
関
係

）

2
5

特
定

天
井

の

耐
震

改
修

事
業

（
避

難
場

所
）

－

１
件

ご
と
に

、
国
庫

補
助
額

の
２
分

の
１
の
範

囲
内
で
、

か
つ
市
町

が
補
助

す
る

の
に
要

す
る
経

費
か
ら

国
庫
補

助
額
を
差

し
引
い
た

額
の
２
分

の
１
以

内
と

す
る
。

2
6

既
存

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

の
防

災

対
策

改
修

事
業

（
避

難
場

所
）

－

１
台

ご
と
に

、
国
庫

補
助
額

の
２
分

の
１
の
範

囲
内
で
、

か
つ
市
町

が
補
助

す
る

の
に
要

す
る
経

費
か
ら

国
庫
補

助
額
を
差

し
引
い
た

額
の
２
分

の
１
以

内
と

す
る
。

種
別

床
面
積

基
準
額

一
戸

建
住

宅
木

造
1
4
4
,
0
0
0
円
（

図
面
が

あ
る
場

合
）

2
5
9
,
0
0
0
円
（

図
面
が

な
い
場

合
）

木
造

以
外

1
,
8
00
,
0
0
0
円

一
戸

建
住
宅

以
外

～
1
,0
0
0
㎡

未
満

3
,
0
0
0
,
0
0
0
円

1
,
00
0
～
2
,0
0
0
㎡
未

満
4
,
8
00
,
0
0
0
円

2
,
00
0
～
3
,0
0
0
㎡
未

満
6
,
0
00
,
0
0
0
円

3
,
00
0
～
5
,0
0
0
㎡
未

満
7
,
2
00
,
0
0
0
円

5
,
0
00
～
1
0
,0
0
0
㎡

未
満

9
,
0
00
,
0
0
0
円

10
,
0
0
0
㎡
～

1
0,
8
0
0
,
0
0
0
円

在
宅

避
難

促
進

割
増
の

条
件

以
下

の
１

か
ら

４
ま
で

の
条
件

を
満
た

す
こ
と

１
耐

震
診

断
の

結
果
、

倒
壊
の
危

険
性
の
高

い
住
宅
で

あ
る
こ

と

２
耐

震
改

修
に

よ
り
、

地
震
後
も

自
宅
で
の

生
活
継
続

を
可
能

と
す
る

耐
震
性

を
確
保

す
る
住

宅
で
あ

る
こ

と

３
家

具
の

固
定

を
行
う

住
宅
で
あ

る
こ
と

４
耐

震
改

修
の

Ｐ
Ｒ
を

行
う
住
宅

で
あ
る
こ

と
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20
-2
-5

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
実
施
要
綱

（
県
危
機
情
報
課
）

第
１

趣
旨

一
般
財
団
法
人

自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
は
、
宝
く
じ
の
社
会
貢
献
広
報
事
業
と
し
て
、
こ
の
要
綱
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
に
必
要
な
備
品
や
集
会
施
設
の
整
備
、
安
全
な
地
域
づ
く
り
と
共
生
の
ま
ち
づ
く
り
、
地
域
文
化
へ
の
支
援
や
地

域
の
国
際
化
の
推
進
及
び
活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
等
に
対
し
て
助
成
を
行
い
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
充
実
・
強
化
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
社

会
の
健
全
な
発
展
と
住
民
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
も
の
と
す
る
。

第
２

助
成
事
業

１
．
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
は
、
次
の
各
事
業
と
す
る
。

（
１
）
一
般
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業

住
民
が
自
主
的
に
行
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
促
進
を
図
り
、
地
域
の
連
帯
感
に
基
づ
く
自
治
意
識
を
盛
り
上
げ
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
、
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
活
動
に
直
接
必
要
な
設
備
等
（
建
築
物
、
消
耗
品
は
除
く
）
の
整
備
に
関
す
る
事
業
。

（
２
）
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
助
成
事
業

住
民
の
行
う
自
主
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
を
積
極
的
に
推
進
し
、
そ
の
健
全
な
発
展
を
図
る
た
め
、
住
民
の
需
要
の
実
態
に
応
じ
た
機
能
を
有
す

る
集
会
施
設
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
・
自
治
会
集
会
所
等
）
の
建
設
又
は
大
規
模
修
繕
、
及
び
そ
の
施
設
に
必
要
な
備
品
の
整
備
に
関
す
る
事

業
。

（
３
）
地
域
防
災
組
織
育
成
助
成
事
業

ア
．
自
主
防
災
組
織
育
成
助
成
事
業

一
定
地
域
の
住
民
が
当
該
地
域
を
災
害
か
ら
守
る
た
め
に
自
主
的
に
結
成
し
た
組
織
又
は
そ
の
連
合
体
が
行
う
地
域
の
防
災
活
動
に
直
接
必

要
な
設
備
等
（
建
築
物
、
消
耗
品
は
除
く
）
の
整
備
に
関
す
る
事
業
。

イ
．
消
防
団
育
成
助
成
事
業

地
域
防
災
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
消
防
団
の
装
備
の
拡
充
を
図
る
と
と
も
に
、
消
防
団
の
活
動
に
対
し
地
域
住
民
か
ら
積
極
的
な
協
力
を
得
る

た
め
に
必
要
と
な
る
設
備
等
（
建
築
物
、
消
耗
品
は
除
く
）
の
整
備
に
関
す
る
事
業
。

ウ
．
女
性
防
火
ク
ラ
ブ
育
成
助
成
事
業

女
性
防
火
ク
ラ
ブ
な
ど
主
に
家
庭
に
お
け
る
初
期
消
火
活
動
、
救
出
救
護
活
動
及
び
防
火
思
想
の
高
揚
等
に
必
要
と
な
る
資
器
材
等
の
整
備
に

関
す
る
事
業
。

エ
．
幼
年
消
防
ク
ラ
ブ
育
成
助
成
事
業

幼
年
消
防
ク
ラ
ブ
の
育
成
及
び
防
火
思
想
の
普
及
啓
発
に
必
要
と
な
る
資
器
材
等
の
整
備
に
関
す
る
事
業
。

オ
．
女
性
消
防
隊
育
成
助
成
事
業

女
性
消
防
隊
が
初
期
消
火
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
と
な
る
D-
1級

軽
可
搬
消
防
ポ
ン
プ
等
及
び
予
防
活
動
、
応
急
救
護
普
及
活
動
に
必
要
な

資
機
材
の
整
備
に
関
す
る
事
業
。

カ
．
少
年
消
防
ク
ラ
ブ
育
成
助
成
事
業

将
来
の
地
域
防
災
を
担
う
人
材
の
育
成
に
資
す
る
た
め
、
少
年
消
防
ク
ラ
ブ
の
消
防
防
災
実
践
活
動
に
必
要
な
資
機
材
の
整
備
に
関
す
る
事
業
。

（
４
）
青
少
年
健
全
育
成
助
成
事
業

青
少
年
の
健
全
育
成
に
資
す
る
た
め
、
ス
ポ
ー
ツ
･レ

ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
や
文
化
･学

習
活
動
に
関
す
る
事
業
及
び
そ
の
他
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動

の
イ
ベ
ン
ト
に
関
す
る
事
業
等
、
主
と
し
て
親
子
で
参
加
す
る
ソ
フ
ト
事
業
。

（
５
）
共
生
の
地
域
づ
く
り
助
成
事
業

地
域
の
創
意
工
夫
に
よ
り
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
子
ど
も
、
女
性
、
高
齢
者
、
障
が
い
者
な
ど
全
て
の
住
民
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
進
め

る
た
め
の
先
導
的
な
、
設
備
等
（
建
築
物
、
消
耗
品
は
除
く
）
の
整
備
に
関
す
る
事
業
又
は
ソ
フ
ト
事
業
。

（
６
）
地
域
の
芸
術
環
境
づ
く
り
助
成
事
業

企
画
制
作
能
力
の
向
上
及
び
公
立
文
化
施
設
の
利
活
用
の
推
進
等
を
図
る
た
め
、
自
ら
企
画
・
制
作
す
る
音
楽
、
演
劇
、
ダ
ン
ス
、
古
典
芸
能
、
美

術
分
野
な
ど
の
文
化
・
芸
術
事
業
の
う
ち
、
「
地
域
交
流
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
伴
う
ソ
フ
ト
事
業
。

（
７
）
地
域
国
際
化
推
進
助
成
事
業

多
文
化
共
生
、
国
際
理
解
推
進
な
ど
地
域
レ
ベ
ル
で
の
国
際
化
の
推
進
に
資
す
る
先
導
的
か
つ
他
の
団
体
の
模
範
と
な
る
ソ
フ
ト
事
業
。

２
．
前
項
の
各
事
業
は
、
次
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

（
１
）
宝
く
じ
の
社
会
貢
献
広
報
の
効
果
が
発
揮
で
き
る
も
の
。

（
２
）
国
の
補
助
金
及
び
地
方
債
を
充
当
し
て
い
な
い
も
の
。
（
第
２
の
１
（
６
）
は
除
く
）

（
３
）
令
和
3年

4月
1日

以
降
に
実
施
し
、
翌
年
3月

31
日
ま
で
に
完
了
す
る
も
の
。

（
４
）
原
則
と
し
て
、
短
期
間
に
消
費
若
し
く
は
破
損
す
る
よ
う
な
施
設
又
は
設
備
等
の
整
備
で
な
い
も
の
。
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第
３

助
成
対
象
団
体

助
成
の
対
象
と
な
る
団
体
は
、
市
（
区
）
町
村
（
政
令
指
定
都
市
は
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
広
域
連
合
、
一
部
事
務
組
合
及
び
地
方
自
治
法
の
規
定
に

基
づ
き
設
置
さ
れ
た
協
議
会
と
す
る
。

第
４

助
成
事
業
の
実
施
主
体

１
．
事
業
実
施
主
体
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
１
）
一
般
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業

市
（
区
）
町
村
又
は
市
（
区
）
町
村
が
認
め
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織

（
２
）
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
助
成
事
業

市
（
区
）
町
村
又
は
市
（
区
）
町
村
が
認
め
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織

（
３
）
地
域
防
災
組
織
育
成
助
成
事
業

第
２
の
１
（
３
）
の
事
業
区
分
に
従
い
、
次
の
と
お
り
。

ア
．
市
（
区
）
町
村
又
は
市
（
区
）
町
村
が
認
め
る
自
主
防
災
組
織

イ
．
消
防
団
を
有
す
る
市
（
区
）
町
村
、
広
域
連
合
及
び
一
部
事
務
組
合

ウ
．
市
（
区
）
町
村
、
広
域
連
合
及
び
一
部
事
務
組
合

エ
．
市
（
区
）
町
村
、
広
域
連
合
及
び
一
部
事
務
組
合

オ
．
女
性
消
防
隊
を
有
す
る
市
（
区
）
町
村
、
広
域
連
合
及
び
一
部
事
務
組
合

カ
．
少
年
消
防
ク
ラ
ブ
を
有
す
る
市
（
区
）
町
村
、
広
域
連
合
及
び
一
部
事
務
組
合

（
４
）
青
少
年
健
全
育
成
助
成
事
業

市
（
区
）
町
村
又
は
市
（
区
）
町
村
が
認
め
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織

（
５
）
地
域
づ
く
り
助
成
事
業

第
２
の
１
（
５
）
の
事
業
区
分
に
従
い
、
次
の
と
お
り
。

ア
．

市
（
区
）
町
村

イ
．

市
（
区
）
町
村
、
広
域
連
合
、
一
部
事
務
組
合
、
地
方
自
治
法
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
協
議
会
、
実
行
委
員
会
等
。

（
６
）
地
域
の
芸
術
環
境
づ
く
り
助
成
事
業

市
（
区
）
町
村
、
広
域
連
合
、
一
部
事
務
組
合
、
指
定
管
理
者
、
特
定
公
益
法
人
及
び
実
行
委
員
会

（
７
）
地
域
国
際
化
推
進
助
成
事
業

市
（
区
）
町
村
が
認
め
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
国
際
交
流
組
織

２
．
事
業
実
施
主
体
1団

体
あ
た
り
、
申
請
は
1件

に
限
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
事
業
実
施
主
体
が
市
（
区
）
町
村
と
な
る
場
合
は
、
各
事
業
（
第
２
の

１
（
３
）
、
（
５
）
は
各
事
業
区
分
）
に
つ
き
1件

に
限
る
も
の
と
す
る
。

第
５

助
成
金

助
成
金
は
、
1件

に
つ
き
次
の
額
で
10
万
円
単
位
（
10
万
円
未
満
を
切
り
捨
て
）
と
す
る
。

１
．
一
般
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業

10
0万

円
か
ら
25
0万

円
ま
で

２
．
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
助
成
事
業

対
象
と
な
る
事
業
費
の
5分

の
3以

内
に
相
当
す
る
額
。
た
だ
し
、
1,
50
0万

円
ま
で
。

３
．
地
域
防
災
組
織
育
成
助
成
事
業

第
２
の
１
（
３
）
の
事
業
区
分
に
従
い
、
次
の
と
お
り
。

ア
．
30
万
円
か
ら
20
0万

円
ま
で

イ
．
50
万
円
か
ら
10
0万

円
ま
で

ウ
．
10
0万

円
ま
で
。
た
だ
し
、
防
火
防
災
訓
練
用
資
器
材
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
60
万
円
ま
で
。

エ
．
40
万
円
ま
で

オ
．
10
0万

円
ま
で

カ
．
10
0万

円
ま
で

４
．
青
少
年
健
全
育
成
助
成
事
業

30
万
円
か
ら
10
0万

円
ま
で

５
．
地
域
づ
く
り
助
成
事
業

第
２
の
１
（
５
）
の
事
業
区
分
に
従
い
、
次
の
と
お
り
。

ア
．
1,
00
0万

円
ま
で
。
た
だ
し
、
ソ
フ
ト
事
業
の
場
合
は
50
0万

円
ま
で
。

イ
．
20
0万

円
ま
で
。
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６
．
地
域
の
芸
術
環
境
づ
く
り
助
成
事
業

50
0万

円
ま
で

７
．
地
域
国
際
化
推
進
助
成
事
業

20
0万

円
ま
で

第
６

助
成
対
象
経
費

１
．
助
成
対
象
経
費
は
、
事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費
の
総
額
以
内
の
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
事
業
実
施
主
体
が
負
担
金
等
を
徴
す
る
場
合
に
は
、
総
額
か

ら
負
担
金
等
の
収
入
を
控
除
し
た
額
以
内
と
す
る
。

２
．
次
の
も
の
は
助
成
対
象
外
の
経
費
と
す
る
。

（
１
）
土
地
の
取
得
及
び
造
成
、
既
存
の
施
設
又
は
設
備
等
の
修
理
、
修
繕
、
撤
去
及
び
解
体
処
理
、
外
構
工
事
に
要
す
る
費
用
。

（
２
）
ソ
フ
ト
事
業
に
お
け
る
、
事
業
実
施
主
体
の
経
常
的
経
費
、
他
用
途
に
転
用
可
能
な
備
品
や
消
耗
品
の
購
入
経
費
、
工
事
を
伴
う
施
設
整
備
等
の
経

費
、
食
糧
費
。

第
７

宝
く
じ
の
社
会
貢
献
広
報

１
．
宝
く
じ
の
受
託
事
業
収
入
を
財
源
と
し
て
助
成
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
事
業
で
整
備
す
る
施
設
又
は
設
備
等
、
若
し
く
は
実
施
す
る
イ
ベ
ン
ト
等
ソ
フ
ト

事
業
の
ポ
ス
タ
ー
や
チ
ラ
シ
及
び
看
板
等
に
、
宝
く
じ
の
広
報
表
示
を
行
う
も
の
と
す
る
。
な
お
、
表
示
に
か
か
る
経
費
は
助
成
対
象
と
す
る
。

２
．
広
報
誌
等
を
通
じ
、
「
宝
く
じ
の
助
成
金
で
整
備
し
た
」
若
し
く
は
「
宝
く
じ
の
助
成
金
で
実
施
す
る
」
旨
の
広
報
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
８

助
成
の
申
請
手
続

助
成
対
象
団
体
の
長
は
助
成
申
請
書
（
別
記
様
式
第
１
号
）
を
、
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
、
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
理
事
長
（
以
下
「
理
事
長
」
と
い

う
。
）
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
都
道
府
県
知
事
は
、
助
成
申
請
書
と
併
せ
て
副
申
書
（
別
記
様
式
第
２
号
）
を
、
理
事
長
に
提
出
す
る
も
の
と

す
る
。

第
９

助
成
の
決
定

１
．
理
事
長
は
、
助
成
申
請
書
を
受
理
し
た
後
、
内
容
を
確
認
し
、
助
成
の
対
象
及
び
助
成
額
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２
．
理
事
長
は
、
第
２
の
助
成
事
業
の
う
ち
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
に
知
見
を
有
す
る
者
の
協
力
を
得
て
、
助
成
申
請
書
の
内
容
を
審

査
し
、
助
成
額
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
．
１
に
よ
り
助
成
を
決
定
し
た
場
合
は
、
理
事
長
は
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
、
都
道
府
県
知
事
は
こ
れ
を
助
成
対
象
団
体
の
長
に
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。

４
．
１
に
よ
り
決
定
し
た
助
成
金
は
、
必
ず
助
成
対
象
団
体
の
予
算
に
計
上
し
て
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

第
10

事
業
内
容
の
変
更

１
．
助
成
対
象
団
体
の
長
は
、
助
成
の
決
定
を
受
け
た
事
業
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
に
変
更
が
生
じ
る
場
合
は
、
速
や
か
に
そ
の
理
由
を
付
し
、
都
道
府
県

知
事
を
経
由
し
て
、
理
事
長
に
変
更
申
請
書
（
別
記
様
式
第
４
号
）
を
提
出
し
、
事
業
実
施
前
に
そ
の
承
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

２
．
１
に
よ
り
変
更
を
承
認
し
た
場
合
は
、
理
事
長
は
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
通
知
し
、
都
道
府
県
知
事
は
こ
れ
を
助
成
対
象
団
体
の
長
に
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。

第
11

助
成
金
の
交
付

１
．
助
成
対
象
団
体
の
長
は
助
成
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
事
業
完
了
後
の
所
定
の
期
間
内
に
実
績
報
告
書
（
別
記
様
式
第
３
号
）
を
作
成

し
、
必
要
書
類
を
完
備
の
う
え
、
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
理
事
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２
．
理
事
長
は
、
実
績
報
告
書
を
受
理
し
た
後
、
交
付
す
べ
き
助
成
金
の
額
を
確
定
し
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
助
成
金
を
助

成
対
象
団
体
の
長
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
12
そ
の
他

こ
の
要
綱
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
理
事
長
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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学
校

防
災

推
進

協
力
校

事
業

実
施

要
項

１
目

的

南
海

ト
ラ
フ
巨
大
地

震
等
や

風
水

害
、

火
山
災

害
等

の
大
規

模
災

害
に

よ
る

被
害

を
軽
減

す

る
た

め
、
学
校
及
び
地

域
の
防

災
課

題
を

踏
ま
え

な
が

ら
、
地

域
の

安
全

を
支

え
る

人
づ
く

り

と
安

全
な
学
校
づ
く
り

の
推
進

策
等

に
つ

い
て
実

践
研

究
す
る

「
学

校
防

災
推

進
協

力
校
」

を

指
定

す
る
。

２
指

定
す
る
校
種
・
校

数

小
学

校
（
１
校
）
、
中

学
校

（
１

校
）、

高
等
学

校
（

１
校

）
、
特

別
支

援
学
校

（
１

校
）

３
指

定
期
間

２
年

間

４
研

究
主
題
の
設
定

指
定

を
受
け
た
学
校

は
、
次

の
諸

点
を

踏
ま
え

な
が

ら
学
校

及
び

地
域

の
実

態
に

即
し
た

研

究
主

題
を
設
定
し
、
目

的
達
成

に
向

け
た

実
践
的

な
研

究
を
行

う
。

（
１
）

児
童
生
徒
の
発
達

段
階
に

応
じ

た
防

災
教
育

指
導

計
画
の

充
実

（
２
）

学
校
及
び
地
域
の

防
災
課

題
を

踏
ま

え
た
防

災
管

理
の
充

実

（
３
）

学
校
と
家
庭
、
地

域
社
会

、
行

政
機

関
と
の

連
携

強
化

（
４
）

児
童
生
徒
自
ら
が

主
体
的

に
地

域
の

防
災
活

動
等

に
参
加

で
き

る
環

境
整

備

（
５
）

そ
の
他
、
事
業
目

的
の
達

成
に

結
び

つ
く
学

校
独

自
の
取

組
の

推
進

５
研

究
推
進
に
当
た
っ

て
の
留

意
事

項

（
１
）

児
童
生
徒
及
び
教

職
員
等

の
防

災
対

応
能
力

の
向

上
を
図

る
た

め
、

学
校

の
教

育
活
動

全

体
を

通
し
て
計
画
的

に
実
践

す
る

。

（
２
）

学
校
及
び
地
域
の

防
災
課

題
を

踏
ま

え
た
実

践
研

究
と
な

る
よ

う
、

地
域

局
危

機
管
理

課

等
と

十
分
に
連
携
を

図
る
。

（
３
）「

防
災
の
日

」、
「

地
域
防

災
の

日
」
等

に
お
け

る
地

域
の

防
災
訓

練
へ

の
児

童
生

徒
及
び

教

職
員

等
の
参
加
を
積

極
的
に

促
進

す
る

。

（
４
）

津
波
か
ら
の
避
難

訓
練
に

重
点

を
置

い
た
各

学
校

の
防
災

計
画

書
の

充
実

を
図

る
な
ど

地

域
や

学
校
の
実
情
に

応
じ
た

特
色

あ
る

防
災
教

育
の

推
進
を

図
る

。

（
５
）

各
校
に
お
け
る
研

究
成
果

の
普

及
に

努
め
る

。

６
提

出
書
類
等

指
定

を
受
け
た
学
校

は
、
研

究
計

画
表

（
様
式

１
）
、

研
究

中
間

報
告

書
（
様

式
２

）
、
研

究

最
終

報
告
書
（
様
式
３

）
を
、

そ
れ

ぞ
れ

定
め
ら

れ
た

期
日
ま

で
に

下
記

提
出

先
へ

メ
ー
ル

に

て
提

出
す
る
。

提
出
先
：
k
y
o
u
i_
k
e
n
ko
u
@
pr
e
f
.
sh
i
z
u
ok
a
.
lg
.
j
p
（
静

岡
県

教
育

委
員
会

健
康

体
育

課
）

７
必

要
経
費
の
措
置

県
教

育
委
員
会
は
、

本
事
業

に
必

要
と

認
め
ら

れ
る

経
費
に

つ
い

て
は

、
県

教
育

委
員
会

が

負
担

す
る
。
（
詳
細
は
別

添
「

学
校

防
災
推

進
協

力
校

に
係
る

経
費

に
つ

い
て
」

の
と

お
り

。
）

20
-
3-
2

(
県
教

育
委

員
会

健
康
体

育
課

)
８

提
出

書
類
等

研
究
初
年
度
５
月
末
日
ま
で
に
提
出

研
究
初
年
度
２
月
末
日
ま
で
に
提
出

提
出
期
日
は
別
途
指
示
す
る
。

様
式

１

令
和
２
，
３
年
度
学
校
防
災
推
進
協
力
校

研
究
計
画
表

校
名

校
長
氏
名

１
研

究
主
題

２
計

画
表

月
実
施
事
項

実
施
内
容

備
考

様
式
２

令
和
２
，
３
年
度
学
校
防
災
推
進
協
力
校

研
究
中
間
報
告
書

校
名

校
長
氏
名

１
研

究
主
題

２
学

校
の
実
態
（
教
員
数
、
学
級
数
、
児
童
生
徒
数
、
学
校
・
地
域
の
特
色
等
）

３
研

究
経
過

(1
)

研
究
の
全
体
計
画

(2
)

研
究
組
織

(3
)

１
年
次
の
研
究
の
内
容
・
成
果
等

(4
)

２
年
次
の
研
究
の
概
要
・
課
題
・
計
画
表
の
変
更
等

様
式
３

令
和
２
，
３
年
度
学
校
防
災
推
進
協
力
校

研
究
最
終
報
告
書

校
名

校
長
氏
名

１
研

究
主
題

２
学

校
の
実
態
（
教
員
数
、
学
級
数
、
児
童
生
徒
数
、
学
校
・
地
域
の
特
色
等
）

３
研

究
経
過

(1
)

研
究
の
全
体
計
画

(2
)

研
究
組
織

(3
)

１
年
次
の
研
究
の
内
容
等

(4
)

２
年
次
の
研
究
の
内
容
等

(5
)

研
究
成
果
、
次
年
度
以
降
の
課
題
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静岡県教育委員会危機管理担当連絡調整会議設置要綱

（目的）

第１条 静岡県教育委員会健康体育課危機管理・安全班と各課危機管理担当（健康体育課兼

務）及び経営管理部各地域局防災教育担当（健康体育課併任）との円滑な連携を推進する

ため、危機管理担当連絡調整会議（以下「調整会議」という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条 調整会議は、次の事項について連絡調整を行う。

(1) 防災対策（災害対策全般）に係る事項

(2) 防災教育推進に係る事項

(3) 防災関係調査に係る事項

(4) 災害対策本部の設置に係る事項

(5) 放射線対策に係る事項

(6) その他危機管理に係る事項

（組織）

第３条 調整会議は、会長及び担当をもって組織する。

２ 会長は、静岡県教育委員会健康体育課長をもって充てる。

３ 担当は、次に掲げる者をもって充てる。なお、議題等により会長が出席者を決定する。

(1) 静岡県教育委員会

ア 教育総務課（危機管理・安全班）

イ 教育政策課（危機管理・安全班）

ウ 教育施設課（危機管理・安全班）

エ 義務教育課（危機管理・安全班）

オ 高校教育課（危機管理・安全班）

カ 特別支援教育課（危機管理・安全班）

キ 健康体育課（危機管理・安全班）

ク 社会教育課（危機管理・安全班）

(2) 危機管理部及び経営管理部

ア 危機情報課（防災教育担当）

イ 賀茂地域局（防災教育担当）

ウ 東部地域局（防災教育担当）

エ 中部地域局（防災教育担当）

オ 西部地域局（防災教育担当）

(3) その他静岡県教育委員会が必要と認める者

第４条 会長は、会務を総理する。

２ 会長は、あらかじめ会長が指名する者に職務を代理させることができる。

（会議）

第５条 調整会議の会議は、会長が招集する。

（庶務）

第６条 調整会議の庶務は、静岡県教育委員会健康体育課において処理する。

（委任）

第７条 この要綱に定めるもののほか、調整会議に関し必要な事項は会長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成24年４月14日から施行する。

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。

この要綱は、平成26年５月９日から施行する。

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。
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2
0
-
4
-
1

静
岡

県
地

震
対

策
推

進
会

議
運

営
要

綱
（県

危
機

政
策

課
）

（
設
置
）

第
１
条

静
岡
県
地
震
対
策
推
進
条
例
（
平
成
８
年
静
岡
県
条
例
第
１
号
）
（
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
２
条
の
規
定
等
に
基
づ
き
県

の
組
織
及
び
機
能
の
す
べ
て
を
挙
げ
て
地
震
防
災
に
関
し
万
全
の
措
置
を
講
じ
、
も
っ
て
県
民
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
震
災
害
に
強
い
県

づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、
静
岡
県
地
震
対
策
推
進
会
議
（
以
下
「
推
進
会
議
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

（
構
成
）

第
２
条

推
進
会
議
は
、
副
知
事
を
会
長
と
し
、
次
の
者
（
以
下
「
構
成
員
」
と
い
う
。
）
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

(1
)
危
機
管
理
監

(2
)
教
育
長

(3
)
各
部
長

(4
)
出
納
局
長

(5
)
企
業
局
長

(6
)
警
察
本
部
警
備
部
長

(7
)
広
報
局
長

２
会
長
は
、
推
進
会
議
を
代
表
し
、
会
務
を
総
理
す
る
。

３
会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
事
案
に
関
係
あ
る
部
局
等
の
職
員
を
出
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
付
議
事
案
）

第
３
条

推
進
会
議
は
、
第
１
条
の
設
置
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
案
を
協
議
し
、
そ
の
総
合
調
整
を
図
る
。

(1
)
地
震
対
策
の
基
本
的
な
方
針
に
関
す
る
こ
と
。

(2
)
条
例
の
施
行
の
推
進
そ
の
他
地
震
対
策
に
係
る
重
要
施
策
に
関
す
る
こ
と
。

(3
)
地
震
対
策
に
関
す
る
特
に
重
要
な
事
項
で
、
２
以
上
の
部
局
の
調
整
を
要
す
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

(4
)
地
震
対
策
の
う
ち
特
に
報
告
を
要
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

(5
)
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
る
重
要
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

２
付
議
事
案
は
、
協
議
事
項
、
報
告
事
項
、
連
絡
調
整
事
項
及
び
説
明
事
項
と
す
る
。

３
付
議
事
案
の
ほ
か
、
特
に
地
震
対
策
に
関
し
重
要
な
資
料
が
あ
る
と
き
は
、
構
成
員
は
、
こ
れ
を
推
進
会
議
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
地
震
対
策
推
進
幹
事
会
、
部
局
地
震
対
策
推
進
委
員
会
及
び
地
震
対
策
推
進
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
）

第
４
条

推
進
会
議
に
、
地
震
対
策
推
進
幹
事
会
及
び
部
局
地
震
対
策
推
進
委
員
会
を
置
く
。

２
推
進
会
議
に
、
地
震
対
策
推
進
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

３
地
震
対
策
推
進
幹
事
会
、
部
局
地
震
対
策
推
進
委
員
会
及
び
地
震
対
策
推
進
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

（
開
催
）

第
５
条

推
進
会
議
は
、
必
要
の
都
度
会
長
が
招
集
す
る
。

（
調
査
報
告
等
）

第
６
条

危
機
管
理
監
は
、
必
要
に
応
じ
、
推
進
会
議
に
お
い
て
知
事
か
ら
指
示
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
、
関
係
部
局
長
に
そ
の
処
理
経
過

等
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

[資
料

編
Ⅱ

]

（
庶
務
）

第
７
条

推
進
会
議
の
庶
務
は
、
危
機
管
理
部
危
機
政
策
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

附
則

１
こ
の
要
綱
は
、
平
成
８
年
１
１
月
５
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
平
成
７
年
３
月
１
４
日
付
「
地
震
対
策

30
0
日
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
に
つ
い
て
」
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
静
岡
県

3
00

日
ア
ク

シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
（
推
進
）
会
議
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
事
項
は
、
こ
の
要
綱
に
よ
る
対
策
推
進
会
議
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
も
の
と
み

な
す
。

３
こ
の
要
綱
は
、
平
成
１
３
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

４
こ
の
要
綱
は
、
平
成
１
７
年
５
月
９
日
か
ら
施
行
す
る
。

５
こ
の
要
綱
は
、
平
成
１
９
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

６
こ
の
要
綱
は
、
平
成
２
１
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

７
こ
の
要
綱
は
、
平
成
２
２
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

８
こ
の
要
綱
は
、
平
成
２
２
年
６
月
１
４
日
か
ら
施
行
す
る
。

９
こ
の
要
綱
は
、
平
成
２
２
年
６
月
２
９
日
か
ら
施
行
す
る
。

参
考

静
岡
県
地
震
対
策
推
進
会
議
等
組
織
体
系
図

静
岡

県
地

震
対

策
推

進
会

議
知

事
、

副
知

事
、

教
育

長
、

警
察

本
部

長
、

危
機

管
理

監
、

各
部

長
、

出
納

局
長

、
企

業
局

長
、

広
報

局
長

危
機

管
理

連
絡

調
整

会
議

危
機
管
理
監
、
経
営
管
理
部
職
員
局
長
、
企
画
広
報
部
企
画
調
整
局
長
、
く
ら
し
･環

境

部
管
理
局
長
、
建
築
住
宅
局
長
、
環
境
局
次
長
、
文
化
・
観
光
部
観
光
局
長
、
国
際
交

流
局
長
、
健
康
福
祉
部
管
理
局
長
、
医
療
健
康
局
長
、
生
活
衛
生
局
長
、
経
済
産
業
部

管
理
局
長
、
農
林
業
局
長
、
交
通
基
盤
部
部
管
理
局
長
、
道
路
局
長
、
河
川
砂
防
局
長
、

港
湾
局
長
、
空
港
局
長
、
出
納
局
次
長
、
企
業
局
理
事
、
教
育
委
員
会
教
育
次
長
、
警

察
本
部
警
備
部
長
又
は
生
活
安
全
部
長

危
機
管
理
監
代
理
（
部
長
代
理
）
、
危
機
管
理
監
代
理
（
部
理
事
）
、

危
機
報
道
監
、
地
域
危
機
管
理
局
長
、
広
報
課
長
、

部
局

地
震

対
策

推
進

委
員

会
地

震
対

策
推

進
幹

事
会

幹
事

（河
川

砂
防

局
長

を
除

く
）、

局
長

、
課

(室
)長

、
部

会

地
震

対
策

推
進

ワ
ー

キ
ン

グ
グ

ル
ー

プ

複
数

部
局

に
係

る
対

策
に

関
係

す
る

課
(室

)長
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※
静

岡
県

危
機

管
理

連
絡

調
整

会
議

設
置

要
綱

（設
置

）

第
１

条
平

時
に

お
い

て
、

危
機

管
理

意
識

の
醸

成
や

部
局

間
の

連
携

を
推

進
し

、
危

機
発

生
時

に
円

滑
・的

確
な

対
応

が
実

行
で

き
る

よ
う

、

危
機

管
理

連
絡

調
整

会
議

（以
下

「
調

整
会

議
」と

い
う

。
）
を

設
置

す
る

。

(所
掌

事
務

)

第
２

条
調

整
会

議
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

務
を

所
掌

す
る

。

(1
)

全
庁

的
な

危
機

管
理

及
び

対
策

の
推

進
･啓

発
に

関
す

る
こ

と
。

(2
)

危
機

事
案

の
情

報
収

集
、

分
析

及
び

情
報

共
有

に
関

す
る

こ
と

。

(3
)

予
防

･啓
発

情
報

等
(危

機
管

理
情

報
)の

発
信

（広
報

）に
関

す
る

こ
と

。

(4
)

危
機

発
生

時
に

お
け

る
関

係
部

局
の

連
携

や
情

報
共

有
に

関
す

る
こ

と
。

(5
)

各
種

訓
練

計
画

の
承

認
に

関
す

る
こ

と
。

(6
)

静
岡

県
防

災
会

議
の

協
議

、
報

告
事

項
に

関
す

る
こ

と
。

(7
)

静
岡

県
国

民
保

護
協

議
会

の
協

議
、

報
告

事
項

に
関

す
る

こ
と

。

(8
)

そ
の

他
危

機
管

理
の

推
進

の
た

め
必

要
な

こ
と

。

(組
織

)

第
３

条
調

整
会

議
は

、
危

機
管

理
監

兼
危

機
管

理
部

長
を

会
長

、
危

機
管

理
監

代
理

兼
危

機
管

理
部

部
長

代
理

及
び

危
機

管
理

監
代

理
兼

危
機

管
理

部
理

事
(防

災
対

策
担

当
)を

副
会

長
と

し
、

地
域

の
危

機
管

理
局

長
、

各
部

局
の

危
機

担
当

監
、

そ
の

他
の

職
員

を
も

っ
て

充
て

る
。

(会
議

)

第
４

条
調

整
会

議
は

、
会

長
が

招
集

す
る

。

２
会

長
は

、
第

３
条

に
規

定
す

る
者

の
ほ

か
、

必
要

と
認

め
る

者
の

出
席

を
求

め
る

こ
と

が
で

き
る

。

３
会

長
以

外
の

も
の

は
、

会
長

に
対

し
て

調
整

会
議

の
開

催
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

(事
務

局
)

第
５

条
調

整
会

議
の

事
務

局
は

、
危

機
管

理
部

危
機

政
策

課
に

置
く
。

(委
任

)

第
６

条
こ

の
要

綱
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
調

整
会

議
の

運
営

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

会
長

が
別

に
定

め
る

。

附
則

こ
の
要
綱
は
、
平
成

22
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

[資
料

編
Ⅱ

]

※
部
局
地
震
対
策
推
進
委
員
会
運
営
要
領

（趣
旨

）

第
１

条
静

岡
県

地
震

対
策

推
進

会
議

運
営

要
綱

（
以

下
「
要

綱
」と

い
う

。
）第

４
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く
部

局
地

震
対

策
推

進
委

員
会

（
以

下

「部
局

委
員

会
」と

い
う

。
）の

運
営

に
関

し
て

は
、

こ
の

要
領

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

（所
掌

事
務

）

第
２

条
部

局
委

員
会

は
、

次
に

掲
げ

る
事

務
を

処
理

す
る

。

(1
)

当
該

部
局

の
事

務
に

係
る

地
震

対
策

の
計

画
及

び
推

進

(2
)

要
綱

第
３

条
に

掲
げ

る
事

案
に

関
す

る
推

進
及

び
調

整

(3
)

そ
の

他
静

岡
県

地
震

対
策

推
進

会
議

又
は

地
震

対
策

推
進

幹
事

会
が

委
任

し
た

事
項

（組
織

）

第
３

条
部

局
委

員
会

は
、

地
震

対
策

幹
事

会
幹

事
（
河
川
砂
防
局
長
を
除
く
）

を
委

員
長

と
し

、
部

局
内

の
局

長
及

び
課

（室
）長

を
委

員
と

し

て
構

成
す

る
。

２
部

局
委

員
会

は
、

前
条

に
掲

げ
る

事
務

の
う

ち
、

部
局

内
の

特
定

部
課

（
室

）に
関

係
す

る
事

項
に

つ
い

て
、

部
会

を
置

く
こ

と
が

で
き

る
。

（報
告

）

第
４

条
委

員
長

は
、

必
要

に
応

じ
、

第
２

条
の

事
務

に
つ

い
て

の
処

理
状

況
等

を
、

所
管

部
局

長
を

通
じ

、
又

は
直

接
に

静
岡

県
地

震
対

策
推

進

会
議

又
は

地
震

対
策

推
進

幹
事

会
に

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（庶
務

）

第
５

条
部

局
委

員
会

の
庶

務
は

、
部

局
を

総
括

す
る

課
（室

）に
お

い
て

処
理

す
る

。

附
則

１
こ

の
要

領
は

、
平

成
８

年
１

１
月

５
日

か
ら

施
行

す
る

。

２
こ

の
要

領
は

、
平

成
1
1

年
４

月
1

日
か

ら
施

行
す

る
。

３
こ

の
要

領
は

、
平

成
2
1

年
４

月
1

日
か

ら
施

行
す

る
。

※
地

震
対

策
推

進
ワ

ー
キ

ン
グ

グ
ル

ー
プ

運
営

要
領

（趣
旨

）

第
１

条
静

岡
県

地
震

対
策

推
進

会
議

運
営

要
綱

（以
下

「要
綱

」と
い

う
。

）第
４

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

く
地

震
対

策
推

進
ワ

ー
キ

ン
グ

グ
ル

ー

プ
（以

下
「
ワ

ー
キ

ン
グ

グ
ル

ー
プ

」と
い

う
。

）
の

運
営

に
関

し
て

は
、

こ
の

要
領

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

（所
掌

事
務

）

第
２

条
ワ

ー
キ

ン
グ

グ
ル

ー
プ

は
、

２
以

上
の

部
局

に
係

る
地

震
対

策
の

推
進

及
び

調
整

を
行

う
。

（組
織

）

第
３

条
ワ

ー
キ

ン
グ

グ
ル

ー
プ

は
、

推
進

及
び

調
整

す
べ

き
課

題
ご

と
に

関
係

課
（
室

）
長

で
構

成
し

、
最

も
関

係
の

深
い

課
の

課
長

を
座

長
と

す

る
。

２
ワ

ー
キ

ン
グ

グ
ル

ー
プ

の
検

討
及

び
推

進
の

課
題

並
び

に
構

成
課

（
室

）は
、

毎
年

度
開

始
前

及
び

必
要

が
生

じ
た

都
度

見
直

し
す

る
も

の
と

す
る

。

（報
告

）

第
４

条
座

長
は

、
必

要
に

応
じ

、
第

２
条

の
事

務
に

つ
い

て
の

処
理

状
況

等
を

静
岡

県
地

震
対

策
推

進
会

議
又

は
地

震
対

策
推

進
幹

事
会

に
報

告
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（庶
務

）

第
５

条
ワ

ー
キ

ン
グ

グ
ル

ー
プ

の
庶

務
は

、
座

長
を

置
く
課

（
室

）に
お

い
て

処
理

す
る

。

附
則

１
こ

の
要

領
は

、
平

成
８

年
１

１
月

５
日

か
ら

施
行

す
る

。

２
平

成
７

年
３

月
１

４
日

付
「地

震
対

策
30

0
日

ア
ク

シ
ョ

ン
プ

ロ
グ

ラ
ム

策
定

に
つ

い
て

」
に

よ
り

設
置

さ
れ

た
ワ

ー
キ

ン
グ

グ
ル

ー
プ

は
、

こ
の

運

営
要

領
に

よ
り

設
置

さ
れ

た
も

の
と

み
な

す
。

３
こ

の
要

領
は

、
平

成
1
1

年
4

月
1

日
か

ら
施

行
す

る
。
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20
-
6-

1
全

国
被

災
建

築
物

応
急

危
険

度
判

定
協

議
会

規
約

（県
建

築
安

全
推

進
課

）

平
成

８
年

４
月

５
日

設
立

制
定

平
成

２
１

年
５

月
２

０
日

改
訂

(い
)

平
成

２
４

年
５

月
１

１
日

改
訂

(ろ
)

第
１

章
総

則

（名
称

）

第
１

条
本

会
は

、
全

国
被

災
建

築
物

応
急

危
険

度
判

定
協

議
会

（以
下

「協
議

会
」と

い
う

。
）
と

称
す

る
。

（目
的

）

第
２

条
協

議
会

は
、

地
震

に
よ

る
被

災
建

築
物

の
応

急
危

険
度

判
定

を
よ

り
迅

速
か

つ
的

確
に

実
施

す
る

た
め

、
応

急
危

険
度

判
定

の
方

法
、

都
道

府
県

相
亙

の
支

援
等

に
関

し
て

事
前

に
会

員
間

の
調

整
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

応
急

危
険

度
判

定
の

実
施

体
制

の
整

備
を

行
い

、
も

っ

て
地

震
後

の
二

次
災

害
か

ら
の

国
民

の
安

全
確

保
に

寄
与

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
(い

)

（事
業

）

第
３

条
協

議
会

は
、

前
条

の
目

的
を

達
成

す
る

た
め

、
次

に
掲

げ
る

事
業

を
行

う
。

一
応

急
危

険
度

判
定

の
方

法
等

の
標

準
化

二
応

急
危

険
度

判
定

に
係

る
都

道
府

県
間

の
相

互
支

援
の

体
制

の
整

備

三
応

急
危

険
度

判
定

従
事

者
に

対
す

る
補

償
制

度
の

整
備

四
応

急
危

険
度

判
定

の
普

及
及

び
啓

発

五
被

災
建

築
物

の
被

災
度

調
査

の
方

法
の

整
備

六
そ

の
他

協
議

会
の

目
的

を
達

成
す

る
た

め
に

必
要

な
事

業

第
２

章
会

員

（会
員

の
資

格
）

第
４

条
協

議
会

の
会

員
は

、
協

議
会

の
目

的
に

賛
同

し
て

入
会

し
た

国
、

都
道

府
県

、
特

殊
法

人
、

公
益

法
人

又
は

こ
れ

に
類

す
る

団
体

そ

の
他

応
急

危
険

度
判

定
体

制
の

整
備

の
た

め
に

参
画

が
必

要
と

考
え

ら
れ

る
法

人
と

す
る

。

（入
会

）

第
５

条
協

議
会

の
会

員
に

な
ろ

う
と

す
る

者
は

、
所

定
の

入
会

申
込

書
を

会
長

に
提

出
し

、
幹

事
会

の
承

認
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（負
担

金
）

第
６

条
会

員
は

、
協

議
会

に
必

要
な

通
信

連
絡

費
、

会
議

費
等

の
費

用
と

し
て

、
別

に
定

め
る

負
担

金
を

協
議

会
に

納
入

す
る

こ
と

と
す

る
。

２
前

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
第

４
条

に
お

け
る

国
及

び
応

急
危

険
度

判
定

体
制

の
整

備
の

た
め

に
本

協
議

会
へ

の
参

画
が

必
要

と
考

え
ら

れ
る

団
体

等
は

、
幹

事
会

の
承

認
を

得
て

負
担

金
を

免
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

(ろ
)

（会
員

資
格

の
喪

失
）

第
７

条
会

員
は

、
次

の
各

号
に

該
当

す
る

場
合

に
は

、
そ

の
資

格
を

喪
失

す
る

。

一
退

会
し

た
と

き

二
会

員
で

あ
る

法
人

が
消

滅
し

た
と

き

（退
会

）

第
８

条
会

員
は

、
幹

事
会

の
議

決
を

経
て

会
長

が
別

に
定

め
る

退
会

届
を

会
長

に
提

出
し

て
、

任
意

に
退

会
す

る
こ

と
が

で
き

る
。
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（届
出

）

第
９

条
会

員
は

、
第

５
条

の
入

会
申

込
書

の
記

載
内

容
に

変
更

が
生

じ
た

と
き

は
、

速
や

か
に

そ
の

旨
を

協
議

会
に

届
け

出
な

け
れ

ば
な

ら

な
い

。

第
３

章
役

員

（種
別

及
び

定
数

）

第
１

０
条

協
議

会
に

、
次

の
役

員
を

置
く
。

会
長

１
名

副
会

長
３

名

幹
事

１
０

名
以

上
２

０
名

以
内

（会
長

及
び

副
会

長
を

含
む

。
）

監
事

２
名

（選
任

等
）

第
１

１
条

幹
事

及
び

監
事

は
、

総
会

に
お

い
て

会
員

の
代

表
者

又
は

代
表

者
か

ら
委

任
を

受
け

た
者

の
う

ち
か

ら
選

任
す

る
。

２
幹

事
は

、
互

選
に

よ
り

、
会

長
及

び
副

会
長

を
選

任
す

る
。

３
幹

事
及

び
監

事
は

、
相

互
に

兼
ね

る
こ

と
が

で
き

な
い

。

（職
務

）

第
１

２
条

会
長

は
、

協
議

会
を

代
表

し
、

会
務

を
総

理
す

る
。

２
副

会
長

は
、

会
長

を
補

佐
し

、
会

長
に

事
故

が
あ

る
と

き
又

は
会

長
が

欠
け

た
と

き
は

、
そ

の
職

務
を

代
行

す
る

。

３
幹

事
は

、
幹

事
会

を
組

織
し

、
規

約
及

び
総

会
の

議
決

に
基

づ
き

会
務

を
執

行
す

る
。

４
監

事
は

、
協

議
会

の
会

計
を

監
査

す
る

。

（任
期

）

第
１

３
条

役
員

の
任

期
は

、
２

年
と

す
る

。
た

だ
し

、
再

任
を

妨
げ

な
い

。

２
補

欠
又

は
増

員
に

よ
り

選
任

さ
れ

た
役

員
の

任
期

は
、

前
任

者
又

は
現

任
者

の
残

任
期

間
と

す
る

。

３
役

員
は

、
任

期
満

了
後

で
あ

っ
て

も
、

後
任

者
が

就
任

す
る

ま
で

は
、

引
き

続
き

そ
の

職
務

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（報
酬

等
）

第
１

４
条

役
員

は
無

給
と

す
る

。

（補
欠

選
任

）

第
１

５
条

役
員

に
欠

員
が

生
じ

た
と

き
は

、
第

１
１

条
の

規
定

に
基

づ
き

選
任

す
る

も
の

と
す

る
。

（解
任

）

第
１

６
条

役
員

と
し

て
ふ

さ
わ

し
く
な

い
行

為
が

あ
っ

た
と

き
は

、
総

会
の

議
決

を
経

て
、

役
員

を
解

任
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

（顧
問

）

第
１

７
条

協
議

会
に

、
顧

間
を

置
く
。

２
顧

間
は

、
会

長
の

諮
問

に
応

じ
、

又
は

会
長

に
対

し
て

意
見

を
述

べ
る

こ
と

が
で

き
る

。

３
顧

問
は

、
会

員
以

外
の

者
で

建
築

に
関

す
る

学
識

経
験

を
有

す
る

も
の

の
う

ち
か

ら
会

長
が

委
嘱

す
る

。

第
４

章
会

議

（会
議

）

第
１

８
条

会
議

は
、

総
会

及
び

幹
事

会
と

す
る

。
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（総
会

）

第
１

９
条

総
会

は
、

通
常

総
会

及
び

臨
時

総
会

と
す

る
。

２
通

常
総

会
は

、
毎

事
業

年
度

終
了

後
、

２
ヶ

月
以

内
に

こ
れ

を
開

催
す

る
。

３
臨

時
総

会
は

、
会

長
若

し
く
は

幹
事

会
が

必
要

と
認

め
た

と
き

、
又

は
会

員
の

５
分

の
１

以
上

か
ら

会
議

の
目

的
で

あ
る

事
項

を
示

し
て

請
求

が

あ
っ

た
と

き
、

こ
れ

を
開

催
す

る
。

（総
会

の
招

集
及

び
議

長
）

第
２

０
条

総
会

は
、

会
長

が
こ

れ
を

召
集

す
る

。

２
総

会
の

召
集

は
、

開
催

の
日

の
１

０
日

前
ま

で
に

、
日

時
、

場
所

及
び

そ
の

目
的

で
あ

る
事

項
を

記
載

し
た

書
面

に
よ

り
、

会
員

に
通

知
し

て
行

う
。

３
総

会
は

、
会

員
数

の
３

分
の

１
以

上
の

出
席

を
も

っ
て

成
立

す
る

。

４
総

会
の

議
長

は
、

そ
の

総
会

に
お

い
て

、
出

席
会

員
の

代
表

者
又

は
そ

の
代

理
人

の
う

ち
か

ら
選

出
す

る
。

（総
会

の
議

決
事

項
）

第
２

１
条

総
会

は
、

こ
の

規
約

に
お

い
て

別
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
次

の
事

項
を

議
決

す
る

。

一
事

業
計

画
及

び
収

支
予

算
の

決
定

二
事

業
報

告
及

び
収

支
決

算
の

承
認

三
規

約
の

変
更

四
そ

の
他

協
議

会
の

運
営

に
関

す
る

重
要

な
事

項

（議
決

権
）

第
２

２
条

総
会

に
お

け
る

会
員

の
議

決
権

は
、

１
会

員
に

つ
き

１
個

と
す

る
。

２
議

決
権

は
、

会
員

の
代

表
者

又
は

そ
の

代
理

人
が

総
会

に
出

席
し

て
、

こ
れ

を
行

使
す

る
も

の
と

す
る

。

３
欠

席
会

員
は

、
他

の
出

席
会

員
を

代
理

人
と

し
て

議
決

権
の

行
使

を
委

任
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

に
は

当
該

会
員

は
、

出
席

し
た

も
の

と
み

な
す

。

（議
決

の
方

法
）

第
２

３
条

総
会

の
議

事
は

、
出

席
会

員
の

過
半

数
の

同
意

を
も

っ
て

決
す

る
。

た
だ

し
、

可
否

同
数

の
と

き
は

、
議

長
が

こ
れ

を
決

す
る

。

（特
別

議
決

）

第
２

４
条

次
の

事
項

は
、

総
会

に
お

い
て

、
出

席
者

の
議

決
権

の
３

分
の

２
以

上
の

多
数

に
よ

る
議

決
を

必
要

と
す

る
。

一
規

約
の

改
正

二
協

議
会

の
解

散

（議
事

録
）

第
２

５
条

議
長

は
、

総
会

の
議

事
に

つ
い

て
、

議
事

録
を

作
成

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
議

事
録

に
は

、
議

長
及

び
出

席
会

員
の

う
ち

か
ら

そ
の

総
会

に
お

い
て

選
出

さ
れ

た
議

事
録

署
名

人
２

名
以

上
が

、
内

容
を

確
認

の
上

、
押

印

す
る

も
の

と
す

る
。

（幹
事

会
）

第
２

６
条

幹
事

会
は

、
幹

事
を

も
っ

て
組

織
し

、
会

長
が

召
集

す
る

。

２
幹

事
会

は
、

こ
の

規
約

に
別

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

総
会

に
付

議
す

べ
き

事
項

、
総

会
の

議
決

し
た

事
項

の
執

行
に

関
す

る
事

項
そ

の
他

協

議
会

の
運

営
上

必
要

な
事

項
を

審
議

す
る

。

３
監

事
は

、
幹

事
会

に
出

席
し

て
意

見
を

述
べ

る
こ

と
が

で
き

る
。

た
だ

し
、

議
決

に
加

わ
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

４
幹

事
会

の
議

長
は

、
そ

の
幹

事
会

に
お

い
て

、
出

席
会

員
の

代
表

者
又

は
そ

の
代

理
人

の
中

か
ら

選
出

す
る

。

５
幹

事
会

の
議

長
は

、
幹

事
会

の
議

事
に

つ
い

て
、

議
事

録
を

作
成

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

６
第

２
２

条
及

び
第

２
３

条
の

規
定

は
、

幹
事

会
の

議
決

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

こ
れ

ら
の

規
定

中
、

「
総

会
」
と

あ
る

の
は

「幹
事

会
」
と

、
「会

員
」と

あ
る

の
は

「幹
事

」
と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。
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第
５

章
部

会

（部
会

）

第
２

７
条

協
議

会
は

、
協

議
会

の
運

営
及

び
事

業
の

遂
行

の
た

め
、

部
会

を
置

く
こ

と
が

で
き

る
。

２
部

会
の

設
置

及
び

委
員

等
の

選
任

は
、

幹
事

会
が

こ
れ

を
行

う
。

３
部

会
の

運
営

に
関

し
て

必
要

な
事

項
は

、
幹

事
会

の
議

決
を

経
て

、
会

長
が

こ
れ

を
定

め
る

。

第
６

章
会

計

（事
業

年
度

）

第
２

８
条

協
議

会
の

事
業

年
度

は
、

毎
年

４
月

１
日

に
始

ま
り

翌
年

３
月

３
１

日
に

終
わ

る
。

（財
産

）

第
２

９
条

協
議

会
の

財
産

は
、

負
担

金
及

び
雑

収
入

を
も

っ
て

構
成

す
る

。
な

お
、

負
担

金
の

額
は

、
総

会
に

お
い

て
別

に
定

め
る

。

２
協

議
会

の
財

産
は

、
幹

事
会

の
定

め
る

方
法

に
よ

り
、

会
長

が
管

理
す

る
。

３
協

議
会

が
解

散
す

る
場

合
の

財
産

の
処

分
に

つ
い

て
は

、
総

会
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

（経
費

の
支

弁
）

第
３

０
条

協
議

会
の

経
費

は
、

財
産

を
も

っ
て

支
弁

す
る

。

（事
業

報
告

及
び

収
支

決
算

）

第
３

１
条

会
長

は
、

毎
事

業
年

度
終

了
後

、
速

や
か

に
事

業
報

告
書

及
び

収
支

決
算

書
を

作
成

し
、

監
事

の
監

査
を

経
て

総
会

の
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
７

章
事

務
局

（事
務

局
）

第
３

２
条

協
議

会
に

、
協

議
会

の
事

務
を

処
理

す
る

た
め

、
事

務
局

を
置

く
。

２
事

務
局

は
、

財
団

法
人

日
本

建
築

防
災

協
会

に
置

く
も

の
と

し
、

協
議

会
は

こ
の

た
め

の
事

務
局

経
費

を
支

弁
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。

(い
)

第
８

章
雑

則

（細
則

）

第
３

３
条

こ
の

規
約

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

協
議

会
の

運
営

に
関

す
る

必
要

な
事

項
は

、
会

長
が

幹
事

会
の

議
決

を
経

て
、

別
に

定
め

る
。

（附
則

）

１
こ

の
会

則
は

、
設

立
総

会
の

あ
っ

た
日

（平
成

８
年

４
月

５
日

）
か

ら
施

行
す

る
。

２
協

議
会

の
設

立
当

初
に

お
い

て
幹

事
会

が
発

足
す

る
ま

で
は

、
入

会
申

込
書

を
会

長
に

提
出

す
る

こ
と

を
も

っ
て

入
会

し
た

も
の

と
み

な
す

。

３
協

議
会

の
設

立
当

初
の

役
員

は
、

第
１

１
条

第
１

項
及

び
第

２
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

設
立

総
会

に
お

い
て

選
任

す
る

も
の

と
し

、
そ

の
任

期
は

、
第

１
３

条
第

１
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

平
成

１
０

年
３

月
３

１
日

ま
で

と
す

る
。

４
協

議
会

の
設

立
初

年
度

の
事

業
年

度
は

、
第

２
８

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
設

立
総

会
の

日
か

ら
平

成
９

年
３

月
３

１
日

ま
で

と
す

る
。

（附
則

）

１
こ

の
規

約
は

、
平

成
２

１
年

５
月

２
０

日
か

ら
施

行
す

る
。

（附
則

）

１
こ

の
規

約
は

、
平

成
２

４
年

５
月

１
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

-716-



[資
料

編
Ⅱ

]

2
0
-
6
-
2

1
0
都

県
被

災
建

築
物

応
急

危
険

度
判

定
協

議
会

規
約

（県
建

築
安

全
推

進
課

）

（名
称

）

第
１

条
本

会
は

，
「
10

都
県

被
災

建
築

物
応

急
危

険
度

判
定

協
議

会
」
（以

下
「
協

議
会

」と
い

う
。

）と
称

す
る

。

（目
的

）

第
２

条
協

議
会

は
，

地
震

に
よ

る
被

災
建

築
物

の
応

急
危

険
度

判
定

を
迅

速
か

つ
的

確
に

実
施

す
る

た
め

，
「
全

国
被

災
建

築
物

応
急

危
険

度

判
定

協
議

会
」
と

連
携

を
図

り
つ

つ
，

「
震

災
時

等
の

相
互

応
援

に
関

す
る

協
定

（
平

成
１

６
年

２
月

２
４

日
締

結
）
」
第

１
条

の
規

定
に

よ
る

1
0都

県

相
互

の
支

援
等

に
関

し
て

事
前

に
会

員
間

の
調

整
を

行
う

こ
と

に
よ

り
，

応
急

危
険

度
判

定
の

実
施

体
制

の
整

備
を

行
う

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

（事
業

）

第
３

条
協

議
会

は
，

前
条

の
目

的
を

達
成

す
る

た
め

，
次

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

協
議

，
そ

の
他

必
要

な
措

置
を

行
う

。

一
，

応
急

危
険

度
判

定
に

係
る

都
県

間
の

相
互

支
援

の
体

制
整

備

二
，

そ
の

他
協

議
会

の
目

的
を

達
成

す
る

た
め

に
必

要
な

事
項

（会
員

等
）

第
４

条
協

議
会

の
会

員
は

，
別

表
第

１
に

掲
げ

る
都

県
と

す
る

。

２
協

議
会

は
，

会
長

が
必

要
と

認
め

る
場

合
，

会
員

が
管

轄
す

る
区

域
に

あ
る

市
町

村
等

を
オ

ブ
ザ

ー
バ

ー
と

し
て

会
議

に
参

加
さ

せ
る

こ
と

が

で
き

る
。

（役
員

）

第
５

条
協

議
会

は
次

の
役

員
を

置
く
。

一
，

会
長

一
名

二
，

副
会

長
一

名

三
，

幹
事

三
名

（選
任

）

第
６

条
役

員
は

，
会

員
か

ら
互

選
し

，
総

会
に

お
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

を
あ

て
る

。

（職
務

）

第
７

条
会

長
は

，
協

議
会

を
代

表
し

，
会

務
を

総
理

す
る

と
と

も
に

，
協

議
会

の
事

務
，

会
員

へ
の

連
絡

調
整

等
庶

務
を

担
当

す
る

。

２
会

長
は

，
総

会
を

開
催

す
る

時
間

が
な

く
早

急
に

会
務

を
決

定
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

は
，

総
会

に
代

わ
っ

て
会

務
を

定
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

３
副

会
長

は
，

会
長

を
補

佐
し

，
会

長
に

事
故

が
あ

る
と

き
，

又
は

会
長

が
欠

け
た

と
き

は
，

そ
の

職
を

代
行

す
る

。

４
幹

事
は

，
幹

事
会

を
組

絨
し

，
規

約
及

び
総

会
の

議
決

に
基

づ
き

会
務

を
執

行
す

る
。

（任
期

）

第
８

条
役

員
の

任
期

は
１

年
と

す
る

。
た

だ
し

，
再

任
を

妨
げ

な
い

。

（会
議

）

第
９

条
会

議
は

，
総

会
及

び
幹

事
会

と
す

る
。

（総
会

）

第
10

条
総

会
は

，
会

員
で

構
成

す
る

。

２
総

会
は

，
会

長
が

召
集

す
る

も
の

と
し

，
毎

年
度

1回
開

催
す

る
ほ

か
，

必
要

に
応

じ
開

催
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

。

３
総

会
の

議
長

は
，

会
長

が
務

め
る

も
の

と
す

る
。

４
議

決
権

は
，

会
員

の
代

表
者

若
し

く
は

代
理

人
が

総
会

に
出

席
し

て
，

こ
れ

を
行

使
す

る
も

の
と

す
る

。

５
前

項
の

規
定

に
よ

り
，

そ
の

議
決

権
を

行
使

で
き

な
い

会
員

は
，

他
の

会
員

若
し

く
は

そ
の

代
理

人
に

委
任

し
て

行
使

す
る

も
の

と
す

る
。

６
前

項
の

規
定

に
よ

り
そ

の
議

決
権

を
行

使
す

る
会

員
は

，
総

会
に

出
席

し
た

も
の

と
み

な
す

。

７
総

会
は

会
員

の
総

数
の

２
分

の
１

以
上

の
出

席
を

も
っ

て
成

立
す

る
こ

と
と

す
る

。

８
総

会
の

議
事

は
，

出
席

の
会

員
の

総
数

の
過

半
数

を
も

っ
て

決
し

，
賛

否
同

数
の

場
合

は
議

長
の

決
す

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。
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（総
会

の
議

事
録

）

第
11

条
議

長
は

，
総

会
の

議
事

に
つ

い
て

，
議

事
録

を
作

成
す

る
。

（幹
事

会
）

第
12

条
幹

事
会

は
，

協
議

会
役

員
で

構
成

す
る

。

２
幹

事
会

は
会

長
が

召
集

す
る

も
の

と
し

，
必

要
に

応
じ

て
開

催
す

る
。

３
幹

事
会

は
，

会
務

の
執

行
に

関
す

る
事

項
を

審
議

し
，

決
定

す
る

も
の

と
す

る
。

４
幹

事
会

の
議

長
は

，
そ

の
幹

事
会

に
お

い
て

，
出

席
会

員
の

代
表

者
又

は
そ

の
代

理
人

の
中

か
ら

選
出

す
る

。

５
前

項
の

場
合

，
そ

の
直

後
の

総
会

に
お

い
て

，
そ

の
内

容
を

報
告

し
，

会
員

の
了

承
を

求
め

る
も

の
と

す
る

。

（作
業

部
会

）

第
13

条
協

議
会

は
，

協
議

会
の

運
営

及
び

事
業

の
遂

行
の

た
め

，
作

業
部

会
を

置
く
こ

と
が

で
き

る
。

２
作

業
部

会
の

設
置

及
び

委
員

の
選

任
は

，
幹

事
会

が
こ

れ
を

行
う

。

３
作

業
部

会
の

運
営

に
関

し
て

必
要

な
事

項
は

，
幹

事
会

の
議

決
を

経
て

，
会

長
が

こ
れ

を
定

め
る

。

（活
動

年
度

）

第
14

条
協

議
会

の
活

動
年

度
は

，
毎

年
４

月
１

日
に

始
ま

り
，

翌
年

３
月

3
1日

に
終

わ
る

。

（解
散

）

第
15

条
協

議
会

は
，

総
会

に
お

い
て

会
員

総
数

３
分

の
２

以
上

の
議

決
を

も
っ

て
解

散
で

き
る

も
の

と
す

る
。

（委
任

）

第
16

条
こ

の
規

約
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

，
本

会
の

運
営

に
関

す
る

必
要

な
事

項
は

総
会

の
議

決
を

経
て

，

会
長

が
定

め
る

。

（附
則

）

1
本

規
約

は
，

平
成

９
年

１
月

２
４

日
か

ら
施

行
す

る
。

（附
則

）

2
本

規
約

は
、

平
成

１
６

年
１

０
月

２
５

日
か

ら
施

行
す

る
。

（附
則

）

3
本

規
約

は
、

平
成

１
９

年
１

１
月

１
５

日
か

ら
施

行
す

る
。

（附
則

）

4
本

規
約

は
、

平
成

２
０

年
１

１
月

１
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

（附
則

）

5
本

規
約

は
、

平
成

２
２

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

（別
表

第
１

）

会
員

代
表

者

茨
城

県
土

木
部

長

神
奈

川
県

建
築

住
宅

部
長

群
馬

県
県

土
整

備
部

長

埼
玉

県
都

市
整

備
部

長

静
岡

県
く

ら
し

･
環

境
部

長

千
葉

県
県

土
整

備
部

長

東
京

都
都

市
整

備
局

市
街

地
建

築
部

長

栃
木

県
県

土
整

備
部

長

長
野

県
建

設
部

長

山
梨

県
県

土
整

備
部

長
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2
0-

6
-
3

中
部

圏
９

県
１

市
被

災
建

築
物

応
急

危
険

度
判

定
協

議
会

規
約

（県
建

築
安

全
推

進
課

）

（名
称

）

第
１

条
本

会
は

、
中

部
圏

９
県

１
市

被
災

建
築

物
応

急
危

険
度

判
定

協
議

会
（
以

下
、

「
協

議
会

」と
い

う
。

）
と

称
す

る
。

（目
的

）

第
２

条
協

議
会

は
、

災
害

時
等

の
応

援
に

関
す

る
協

定
書

（
平

成
１

９
年

７
月

２
６

日
締

結
）に

基
づ

く
応

援
の

一
環

と
し

て
、

地
震

に
よ

る
被

災

建
築

物
の

応
急

危
険

度
判

定
を

迅
速

か
つ

的
確

に
実

施
す

る
た

め
、

全
国

被
災

建
築

物
応

急
危

険
度

判
定

協
議

会
（
平

成
８

年
４

月
５

日
設

立
）と

連
携

を
図

り
つ

つ
、

会
員

間
の

相
互

支
援

、
協

力
体

制
の

整
備

を
行

う
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

（事
業

）

第
３

条
協

議
会

は
、

前
条

の
目

的
を

達
成

す
る

た
め

、
次

に
揚

げ
る

事
業

を
行

う
。

一
応

急
危

険
度

判
定

に
係

る
会

員
間

の
相

互
支

援
体

制
の

検
討

、
整

備

二
応

急
危

険
度

判
定

に
係

る
情

報
交

流

三
そ

の
他

協
議

会
の

目
的

を
達

成
す

る
た

め
に

必
要

な
事

項

（会
員

等
）

第
４

条
協

議
会

の
会

員
は

別
表

第
１

に
揚

げ
る

県
及

び
政

令
指

定
都

市
と

す
る

。

２
協

議
会

は
、

会
員

が
必

要
と

認
め

る
場

合
、

会
員

が
管

轄
す

る
区

域
に

あ
る

市
町

村
等

を
オ

ブ
ザ

ー
バ

ー
と

し
て

会
議

に
出

席
さ

せ
る

こ
と

が

で き
る

。

（役
員

）

第
５

条
協

議
会

は
次

の
役

員
を

置
く
。

一
会

長
１

名

二
副

会
長

１
名

（選
任

）

第
６

条
役

員
は

、
会

員
か

ら
互

選
し

、
総

会
に

お
い

て
承

認
さ

れ
た

も
の

を
あ

て
る

。

（職
務

）

第
７

条
会

長
は

、
協

議
会

を
代

表
し

、
会

務
を

総
理

す
る

と
と

も
に

、
協

議
会

の
事

務
、

会
員

へ
の

連
絡

調
整

等
庶

務
を

担
当

す
る

。

２
副

会
長

は
、

会
長

の
職

務
を

補
佐

す
る

。

（任
期

）

第
８

条
役

員
の

任
期

は
次

回
総

会
開

催
日

ま
で

と
し

、
再

任
を

妨
げ

な
い

。
た

だ
し

、
後

任
者

が
選

出
さ

れ
る

ま
で

の
間

は
、

前
任

者
が

そ
の

任

務
を

行
う

。

（総
会

）

第
９

条
総

会
は

会
長

又
は

会
員

の
５

分
の

１
以

上
か

ら
会

議
の

目
的

で
あ

る
事

項
を

示
し

て
請

求
が

あ
っ

た
と

き
は

、
こ

れ
を

開
催

す
る

。

２
議

長
は

そ
の

総
会

に
お

い
て

、
出

席
会

員
の

代
表

者
又

は
そ

の
代

理
人

の
中

か
ら

選
出

す
る

。

３
総

会
は

会
員

の
２

分
の

１
以

上
の

出
席

に
よ

り
成

立
し

、
議

事
は

出
席

し
た

会
員

の
過

半
数

の
賛

成
に

よ
り

決
す

る
。

[資
料

編
Ⅱ

]

４
次

の
事

項
は

、
出

席
会

員
の

３
分

の
２

以
上

の
多

数
に

よ
る

議
決

を
必

要
と

す
る

。

一
規

約
の

改
正

二
協

議
会

の
解

散

（部
会

）

第
1
0

条
第

3
条

の
事

業
を

行
う

た
め

、
協

議
会

は
部

会
を

置
く
こ

と
が

で
き

る
。

２
部

会
の

設
置

及
び

委
員

等
の

選
任

は
、

会
長

が
こ

れ
を

行
う

。

３
部

会
の

運
営

に
関

し
て

必
要

な
事

項
は

、
会

長
が

こ
れ

を
定

め
る

。

（細
則

）

第
1
1

条
こ

の
規

約
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
協

議
会

の
運

営
に

関
す

る
必

要
な

事
項

は
、

会
長

が
定

め
る

。

（附
則

）

１
本

規
約

は
、

平
成

10
年

２
月

10
日

か
ら

施
行

す
る

。

（附
則

）

１
本

規
約

は
、

平
成

18
年

４
月

1
日

か
ら

施
行

す
る

。

（附
則

）

１
本

規
約

は
、

平
成

27
年

１
月

23
日

か
ら

施
行

す
る

。

別
表

第
1

会
員

代
表

者

富
山

県
土

木
部

長

石
川

県
土

木
部

長

福
井

県
土

木
部

長

長
野

県
建

設
部

長

岐
阜

県
都

市
建

築
部

長

静
岡

県
く
ら

し
・環

境
部

長

愛
知

県
建

築
局

長

三
重

県
県

土
整

備
部

長

滋
賀

県
土

木
交

通
部

長

名
古

屋
市

住
宅

都
市

局
長
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2
0-

6
-
4

被
災

宅
地

危
険

度
判

定
連

絡
協

議
会

規
約

（県
建

築
安

全
推

進
課

）

平
成

9
年

5
月

2
3
日

施
行

平
成

1
1
年

6
月

3
日

改
正

平
成

1
5
年

5
月

1
9
日

改
正

平
成

2
1
年

8
月

2
1
日

改
正

平
成

2
4
年

7
月

1
9
日

改
正

平
成

2
6
年

1
1
月

1
2
日

改
正

第
1

章
総

則

（名
称

）

第
１
条

本
会
は
、
被
災
宅
地
危
険
度
判
定
連
絡
協
議
会
（
以
下
、
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
と
称
す
る
。

（目
的

）

第
２

条
協

議
会

は
、

大
地

震
又

は
豪

雨
等

に
よ

り
、

宅
地

が
大

規
模

か
つ

広
範

囲
に

被
災

し
た

場
合

、
被

災
宅

地
危

険
度

判
定

士
（以

下
「判

定
士

」と
い

う
。

）を
活

用
し

て
被

災
宅

地
の

危
険

度
判

定
を

迅
速

か
つ

的
確

に
実

施
す

る
た

め
、

危
険

度
判

定
の

方
法

の
改

善
、

会
員

相
互

の

支
援

等
に

関
す

る
事

前
の

調
整

な
ど

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
危

険
度

判
定

の
実

施
体

制
の

整
備

な
ど

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

（事
業

）

第
３

条
協

議
会

は
、

前
条

の
目

的
を

達
成

す
る

た
め

、
次

に
揚

げ
る

事
業

を
行

う
。

一
判

定
士

の
養

成
及

び
そ

の
知

識
の

向
上

の
た

め
の

講
習

会
の

実
施

に
関

す
る

こ
と

二
危

険
度

判
定

に
係

る
会

員
間

の
相

互
支

援
体

制
の

整
備

に
関

す
る

こ
と

三
危

険
度

判
定

手
法

の
研

究
に

関
す

る
こ

と

四
判

定
士

に
対

す
る

保
障

制
度

の
整

備
に

関
す

る
こ

と

五
他

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
制

度
と

の
調

整
に

関
す

る
こ

と

六
そ

の
他

協
議

会
の

目
的

を
達

成
す

る
た

め
に

必
要

な
事

業

第
２

章
会

員

（会
員

の
構

成
）

第
４

条
協

議
会

の
会

員
は

、
協

議
会

の
目

的
に

賛
同

す
る

都
道

府
県

、
指

定
都

市
等

の
地

方
自

治
体

並
び

に
第

２
条

の
目

的
の

達
成

の
た

め

入
会

が
相

当
で

あ
る

と
会

長
が

認
め

る
特

殊
法

人
、

独
立

行
政

法
人

、
公

益
法

人
及

び
こ

れ
ら

の
地

方
自

治
体

又
は

法
人

の
機

関
に

よ
っ

て
構

成
さ

れ
る

。

（入
会

）

第
５

条
協

議
会

の
会

員
に

な
ろ

う
と

す
る

者
は

、
所

定
の

入
会

申
込

書
を

会
長

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（負
担

金
）

第
６

条
会

員
は

、
通

信
連

絡
費

、
会

議
費

、
講

習
会

開
催

費
等

の
協

議
会

の
事

業
・
運

営
に

必
要

な
費

用
を

賄
う

た
め

、
別

表
に

定
め

る
額

を

協
議

会
に

納
入

す
る

も
の

と
す

る
。

（退
会

）

第
７

条
会

員
は

、
退

会
届

を
提

出
し

て
、

任
意

に
退

会
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

（届
出

）

第
８

条
会

員
は

、
第

５
条

の
入

会
申

込
書

の
記

載
内

容
に

変
更

が
生

じ
た

と
き

は
、

速
や

か
に

そ
の

旨
を

協
議

会
に

届
け

出
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

[資
料

編
Ⅱ

]

第
３

章
役

員

（種
類

及
び

定
数

）

第
９

条
協

議
会

に
、

次
の

役
員

を
置

く
。

一
会

長
1

名

二
副

会
長

2
名

以
内

三
幹

事
8

名
以

上
12

名
以

内

四
監

査
員

2
名

（選
任

）

第
1
0

条
役

員
は

、
総

会
に

お
い

て
会

員
の

中
か

ら
選

任
す

る
。

２
役

員
は

、
相

互
に

兼
ね

る
こ

と
が

で
き

な
い

。

（職
務

）

第
1
1

条
会

長
は

、
協

議
会

を
代

表
し

、
会

務
を

総
理

す
る

。

２
副

会
長

は
、

会
長

を
補

佐
し

、
会

長
に

事
故

が
あ

る
と

き
又

は
会

長
が

欠
け

た
と

き
は

、
そ

の
職

務
を

代
行

す
る

。

３
会

長
、

副
会

長
及

び
幹

事
は

、
幹

事
会

を
組

織
し

、
規

約
及

び
総

会
の

議
決

に
基

づ
き

会
務

を
執

行
す

る
。

４
監

査
員

は
、

協
議

会
の

会
計

を
監

査
す

る
。

(任
期

)

第
1
2

条
役

員
の

任
期

は
、

2
年

と
す

る
。

た
だ

し
、

再
任

を
妨

げ
な

い
。

（
顧

問
）

第
1
3

条
協

議
会

に
顧

問
を

置
く
こ

と
が

で
き

る
。

２
顧

問
は

、
会

長
の

諮
問

に
応

じ
、

又
は

会
長

に
対

し
て

意
見

を
述

べ
る

こ
と

が
で

き
る

。

３
顧

問
は

、
会

員
以

外
の

者
で

宅
地

防
災

に
関

す
る

学
識

経
験

を
有

す
る

も
の

の
中

か
ら

会
長

が
委

嘱
す

る
。

第
４

章
会

議

（種
別

）

第
1
4

条
会

議
は

、
総

会
及

び
幹

事
会

と
す

る
。

（構
成

）

第
1
5

条
総

会
は

会
員

を
も

っ
て

構
成

し
、

幹
事

会
は

会
長

、
副

会
長

及
び

幹
事

を
も

っ
て

構
成

す
る

。

（総
会

の
機

能
）

第
1
6

条
総

会
は

、
こ

の
規

約
に

お
い

て
別

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

次
の

事
項

を
議

決
す

る
。

一
事

業
計

画
及

び
収

支
予

算
の

決
定

二
事

業
報

告
及

び
収

支
決

算
の

承
認

三
規

約
の

変
更

四
そ

の
他

協
議

会
の

運
営

に
関

す
る

重
要

な
事

項

（総
会

の
招

集
等

）

第
1
7

条
総

会
は

、
会

長
が

招
集

す
る

。

２
総

会
は

、
必

要
に

応
じ

て
開

催
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

３
総

会
を

招
集

す
る

と
き

は
、

会
議

の
日

時
、

場
所

及
び

審
議

事
項

等
を

、
書

面
又

は
電

磁
的

方
法

に
よ

っ
て

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

４
総

会
は

、
必

要
に

応
じ

関
係

機
関

又
は

関
係

者
に

出
席

を
求

め
る

こ
と

が
で

き
る

。

（総
会

の
議

長
）

第
1
8

条
総

会
の

議
長

は
、

会
長

が
こ

れ
を

務
め

る
。
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（総
会

の
定

足
数

）

第
19

条
総

会
は

、
会

員
の

過
半

数
の

出
席

が
な

け
れ

ば
開

会
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

次
条

第
3

項
又

は
第

4
項

の
規

定
に

基
づ

き
総

会
に

出
席

せ
ず

、
代

理
人

に
よ

っ
て

又
は

書
面

若
し

く
は

電
磁

的
方

法
に

よ
っ

て
総

会
の

議
決

権
を

行
使

す
る

こ
と

と
し

た
会

員

が
い

る
と

き
は

、
当

該
会

員
の

数
は

出
席

し
た

会
員

に
算

入
す

る
。

（総
会

の
議

決
権

）

第
2
0

条
総

会
に

お
け

る
会

員
の

議
決

権
は

、
一

会
員

に
つ

き
一

個
と

す
る

。

２
議

決
権

は
、

会
員

の
代

表
者

又
は

そ
の

代
理

人
が

総
会

に
出

席
し

て
、

こ
れ

を
行

使
す

る
も

の
と

す
る

。

３
総

会
に

出
席

し
な

い
会

員
は

、
他

の
出

席
す

る
会

員
を

代
理

人
と

し
て

議
決

権
の

行
使

を
委

任
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

４
総

会
に

出
席

し
な

い
会

員
は

、
書

面
又

は
電

磁
的

方
法

に
よ

り
、

議
決

権
（第

1
0

条
第

1
項

の
選

任
の

場
合

の
選

挙
権

を
含

む
。

前
条

か
ら

次

条
ま

で
に

お
い

て
同

じ
。

）を
行

使
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

５
第

3
項

又
は

前
項

の
規

定
に

基
づ

き
行

使
さ

れ
た

議
決

権
の

数
は

、
出

席
し

た
会

員
の

議
決

権
の

数
に

算
入

す
る

。

（総
会

の
議

決
方

法
）

第
21

条
総

会
の

議
事

は
、

こ
の

規
約

で
別

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

出
席

し
た

会
員

の
過

半
数

を
も

っ
て

決
し

、
可

否
同

数
の

と
き

は
、

議
長

の

決
す

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

は
、

前
条

第
5

項
の

規
定

を
準

用
す

る
。

２
総

会
に

お
い

て
選

任
又

は
議

決
を

す
べ

き
も

の
と

さ
れ

た
事

項
に

つ
い

て
は

、
第

17
条

か
ら

前
条

ま
で

及
び

次
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

総

会
を

開
催

せ
ず

、
書

面
又

は
電

磁
的

方
法

に
よ

っ
て

、
選

任
又

は
議

決
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
は

、
前

項
及

び
次

条
の

規

定
を

準
用

し
、

こ
れ

ら
の

規
定

中
「出

席
し

た
会

員
」は

「
会

員
」と

読
み

替
え

る
も

の
と

す
る

。

３
前

項
の

規
定

に
よ

る
書

面
又

は
電

磁
的

方
法

に
よ

る
選

任
又

は
議

決
は

、
総

会
に

お
け

る
選

任
又

は
議

決
と

同
一

の
効

力
を

有
す

る
も

の
と

す
る

。

（特
別

決
議

）

第
2
2

条
次

の
事

項
は

、
総

会
に

お
い

て
、

出
席

し
た

会
員

の
議

決
権

の
３

分
の

２
以

上
に

よ
る

議
決

を
必

要
と

す
る

。

一
規

約
の

変
更

二
協

議
会

の
解

散

（幹
事

会
の

権
能

）

第
2
3

条
幹

事
会

は
、

次
の

事
項

を
議

決
す

る
。

一
総

会
に

付
議

す
べ

き
事

項

二
総

会
の

議
決

し
た

事
項

の
執

行
に

関
す

る
事

項

三
そ

の
他

総
会

の
議

決
を

要
し

な
い

協
議

会
の

運
営

に
関

す
る

事
項

（幹
事

会
の

招
集

等
）

第
2
4

条
幹

事
会

は
、

必
要

に
応

じ
て

会
長

が
招

集
す

る
。

２
幹

事
会

を
招

集
す

る
と

き
は

、
会

議
の

日
時

、
場

所
及

び
審

議
事

項
等

を
、

書
面

又
は

電
磁

的
方

法
に

よ
っ

て
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
緊

急
の

必
要

が
あ

る
と

き
は

、
あ

ら
か

じ
め

幹
事

会
で

定
め

た
方

法
に

よ
り

通
知

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

３
幹

事
会

は
、

必
要

に
応

じ
関

係
機

関
又

は
者

に
出

席
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

４
監

査
員

は
、

幹
事

会
に

出
席

し
て

意
見

を
述

べ
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
議

決
に

加
わ

る
こ

と
は

で
き

な
い

。

（幹
事

会
の

議
長

等
）

第
25

条
幹

事
会

に
は

、
第

18
条

か
ら

第
21

条
ま

で
の

規
定

（第
20

条
第

4
項

か
っ

こ
書

き
を

除
く
。

）を
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
こ

れ
ら

の
規

定
中

「総
会

」
と

あ
る

の
は

「幹
事

会
」と

、
「
会

員
」
と

あ
る

の
は

「会
長

、
副

会
長

及
び

幹
事

」
と

、
「選

任
又

は
議

決
」と

あ
る

の
は

「議

決
又

は
定

め
」と

、
「第

17
条

か
ら

前
条

ま
で

及
び

次
条

の
規

定
」
と

あ
る

の
は

「
第

2
3

条
、

第
24

条
、

第
26

条
及

び
第

31
条

の
規

定
」と

読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。
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第
５

章
会

計

（財
産

の
管

理
）

第
2
6

条
協

議
会

の
財

産
は

、
幹

事
会

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
事

務
局

が
管

理
す

る
。

（事
業

年
度

）

第
2
7

条
協

議
会

の
事

業
年

度
は

、
毎

年
4

月
1

日
に

始
ま

り
、

翌
年

3
月

31
日

に
終

わ
る

。

（事
業

報
告

及
び

収
支

決
算

）

第
2
8

条
協

議
会

の
事

業
報

告
及

び
収

支
決

算
は

、
毎

事
業

年
度

終
了

後
に

会
長

が
作

成
し

、
監

査
員

の
監

査
を

経
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
６

章
事

務
局

（事
務

局
）

第
2
9

条
協

議
会

の
事

務
を

処
理

す
る

た
め

、
公

益
社

団
法

人
全

国
宅

地
擁

壁
技

術
協

会
に

事
務

局
を

置
く
。

（
国

土
交

通
省

の
助

言
・協

力
）

第
3
0

条
協

議
会

は
、

国
土

交
通

省
都

市
局

都
市

安
全

課
都

市
防

災
対

策
企

画
室

に
必

要
な

助
言

・
協

力
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

第
７

章
雑

則

（細
則

）

第
3
1

条
こ

の
規

約
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
協

議
会

の
運

営
に

関
す

る
必

要
な

事
項

は
、

会
長

が
幹

事
会

の
議

決
を

経
て

、
別

に
定

め
る

。

附
則

１
こ

の
会

則
は

、
設

立
総

会
の

あ
っ

た
日

（
平

成
9

年
5

月
2
3

日
）か

ら
施

行
す

る
。

２
協

議
会

の
当

初
の

役
員

は
、

第
10

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
設

立
総

会
に

お
い

て
選

任
す

る
も

の
と

し
、

そ
の

任
期

は
、

第
12

条
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
平

成
1
1

年
3

月
31

日
ま

で
と

す
る

。

３
協

議
会

の
設

立
初

年
度

の
事

業
年

度
は

、
第

29
条

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

設
立

総
会

の
日

か
ら

平
成

1
1

年
3

月
31

日
ま

で
と

す

る
。

附
則

（平
成

1
1

年
6

月
3

日
改

正
）

１
改

正
後

の
規

約
は

、
改

正
の

議
決

の
日

（平
成

1
1

年
6

月
3

日
）か

ら
施

行
す

る
。

附
則

（平
成

1
5

年
5

月
19

日
改

正
）

１
改

正
後

の
規

約
は

、
改

正
の

議
決

の
日

（平
成

1
5

年
5

月
19

日
）か

ら
施

行
す

る
。

附
則

（平
成

2
1

年
8

月
21

日
改

正
）

１
改

正
後

の
規

約
は

、
改

正
の

議
決

の
日

（平
成

2
1

年
8

月
21

日
）か

ら
施

行
す

る
。

附
則

（平
成

2
4

年
7

月
19

日
改

正
）

１
改

正
後

の
規

約
は

、
改

正
の

議
決

の
日

（平
成

2
4

年
7

月
19

日
）か

ら
施

行
す

る
。

附
則

（平
成

2
6

年
11

月
12

日
改

正
）

１
改

正
後

の
規

約
は

、
改

正
の

議
決

の
日

（平
成

2
6

年
11

月
1
2

日
）
か

ら
施

行
す

る
。

別
表

（第
６

条
関

係
）

負
担

金
１

団
体

あ
た

り

２
７

，
０

０
０

円
/年

-720-
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2
0-

6
-
5

大
規

模
災

害
時

の
専

門
家

派
遣

制
度

県
河

川
砂

防
局

社
団

法
人

全
国

防
災

協
会

大
規

模
な

地
震

や
地

す
べ

り
等

の
災

害
発

生
時

に
は

二
次

災
害

の
危

険
性

の
有

無
に

つ
い

て
迅

速
か

つ
的

確
に

判
断

を
行

う
こ

と
が

、
被

害

の
拡

大
や

、
社

会
不

安
の

増
大

を
防

止
す

る
上

で
き

わ
め

て
重

要
で

あ
る

。
社

団
法

人
全

国
防

災
協

会
で

は
、

こ
の

主
旨

に
基

づ
き

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

制
度

を
昭

和
60

年
1
2

月
に

発
足

さ
せ

た
。

ま
た

、
異

常
天

然
現

象
に

よ
り

公
共

土
木

施
設

に
被

災
が

発
生

し
た

際
、

災
害

復
旧

技
術

専
門

家
を

現
地

に
派

遣
し

、
地

方
公

共
団

体
等

の
行

う
災

害
復

旧
活

動
の

支
援

・
助

言
を

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

と
し

て
行

い
、

円
滑

な
災

害
復

旧
事

業
の

促
進

に
寄

与
す

る
こ

と
を

目
的

に
「災

害
復

旧
技

術
専

門
家

派
遣

制
度

要
綱

」が
平

成
15

年
1
1

月
20

日
よ

り
公

布
さ

れ
た

。

１
．

ア
ド

バ
イ

ス
の

内
容

(1
)

大
規

模
災

害
時

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

が
速

や
か

に
現

地
に

赴
き

、
二

次
災

害
の

防
止

に
関

し
て

ア
ド

バ
イ

ス
を

行
う

。

ア
、

河
道

埋
塞

地
震

、
地

す
べ

り
、

土
石

流
あ

る
い

は
火

山
活

動
等

に
よ

り
、

河
道

が
埋

塞
し

た
場

合
、

埋
塞

土
砂

あ
る

い
は

湛
水

に
よ

る
下

流
へ

の
危

険

性
の

有
無

に
つ

い
て

ア
ド

バ
イ

ス
す

る
。

イ
、

地
す

べ
り

降
雨

、
地

震
等

に
よ

り
地

す
べ

り
が

発
生

し
た

場
合

、
降

雨
の

継
続

、
余

震
等

に
よ

り
地

す
べ

り
区

域
が

拡
大

す
る

危
険

性
の

有
無

に
つ

い

て
ア

ド
バ

イ
ス

す
る

。

ウ
、

余
震

地
震

後
の

応
急

対
策

等
に

関
連

し
て

、
余

震
活

動
の

見
通

し
に

つ
い

て
ア

ド
バ

イ
ス

す
る

。

(2
)

平
常

時

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

と
と

も
に

、
過

去
の

災
害

事
例

を
中

心
と

し
て

、
二

次
災

害
防

止
に

関
す

る
調

査
研

究
を

行
う

。

２
．

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

大
規

模
な

災
害

に
関

し
て

学
識

経
験

を
有

す
る

人
に

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

を
委

嘱
し

て
い

る
。

（平
成

11
年

4
月

1
日

現
在

）

学
識

経
験

者
（
大

学
教

授
な

ど
）…

…
…

…
40

名

建
設

省
、

土
木

研
究

所
…

…
…

…
…

…
…

…
2
3

名

３
．

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

の
派

遣
要

請

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

の
派

遣
に

関
す

る
手

続
は

、
別

に
定

め
る

様
式

に
よ

り
行

う
。

緊
急

を
要

す
る

場
合

に
は

、
こ

の
手

続
に

先
立

ち
、

電
話

連
絡

等
に

よ
り

行
う

こ
と

が
で

き
る

。

な
お

、
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
の

派
遣

に
あ

た
っ

て
は

、
以

下
の

点
に

留
意

す
る

。

○
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
に

対
し

て
ア

ド
バ

イ
ス

の
内

容
に

関
す

る
責

任
は

問
え

ま
せ

ん
。

○
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
の

派
遣

費
用

、
ア

ド
バ

イ
ス

を
行

う
た

め
に

必
要

と
す

る
調

査
等

の
費

用
は

、
派

遣
を

要
請

し
た

地
方

公
共

団
体

の
負

担
と

な
り

ま
す

。

○
本

制
度

は
建

設
省

の
指

導
の

も
と

に
運

営
さ

れ
る

の
で

、
地

方
公

共
団

体
に

お
い

て
も

建
設

省
関

係
部

局
と

の
緊

密
な

連
絡

を
お

願
い

し

ま
す

。
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ア
ド

バ
イ

ザ
ー

制
度

運
営

要
領

（目
的

）

１
．

こ
の

要
領

は
、

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

制
度

を
迅

速
か

つ
的

確
に

運
営

す
る

た
め

必
要

と
な

る
基

本
的

事
項

を
定

め
る

。

（ア
ド

バ
イ

ザ
ー

の
任

務
）

２
．

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

は
、

大
規

模
な

災
害

が
発

生
し

た
場

合
に

、
当

該
地

方
公

共
団

体
の

長
の

要
請

に
応

じ
て

災
害

現
地

に
赴

き
、

二
次

災
害

の

危
険

性
の

有
無

に
つ

い
て

専
門

的
、

技
術

的
立

場
か

ら
地

方
公

共
団

体
に

対
し

て
ア

ド
バ

イ
ス

を
行

う
。

（ア
ド

バ
イ

ザ
ー

の
委

嘱
）

３
．

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

は
、

大
規

模
な

災
害

に
関

し
学

識
経

験
を

有
す

る
者

の
う

ち
か

ら
、

会
長

が
委

嘱
す

る
。

２
）委

嘱
期

間
は

、
原

則
と

し
て

２
年

間
と

す
る

。

（組
織

）

４
．

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

制
度

を
運

営
す

る
た

め
「ア

ド
バ

イ
ザ

ー
制

度
運

営
委

員
会

」
（以

下
「委

員
会

」と
い

う
。

）を
設

置
す

る
。

２
）委

員
会

は
、

別
記

（
略

）に
掲

げ
る

者
に

よ
り

構
成

し
、

委
員

長
が

主
宰

す
る

。

（審
議

事
項

）

５
．

委
員

会
は

、
下

記
事

項
に

つ
い

て
審

議
す

る
。

一
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
の

選
定

に
関

す
る

事
項

二
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
等

に
よ

る
調

査
研

究
に

関
す

る
事

項

三
大

規
模

災
害

発
生

時
の

対
応

に
関

す
る

事
項

四
そ

の
他

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

制
度

の
運

営
に

必
要

な
事

項

（派
遣

要
請

）

６
．

地
方

公
共

団
体

の
長

は
、

大
規

模
な

災
害

が
発

生
し

た
場

合
に

ア
ド

バ
イ

ス
を

必
要

と
す

る
と

き
は

、
会

長
も

し
く
は

あ
ら

か
じ

め
会

長
が

指
名

し
た

者
（以

下
「会

長
等

」と
い

う
。

）
に

対
し

て
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
の

派
遣

を
要

請
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

２
）市

町
村

長
が

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

の
派

遣
を

要
請

す
る

場
合

に
は

、
都

道
府

県
知

事
を

経
由

し
て

行
う

。

３
）ア

ド
バ

イ
ザ

ー
の

派
遣

要
請

は
、

緊
急

を
要

す
る

場
合

に
は

、
電

話
連

絡
等

に
よ

り
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

（ア
ド

バ
イ

ザ
ー

の
派

遣
）

７
．

会
長

等
は

、
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
の

派
遣

要
請

を
受

け
た

場
合

は
、

す
み

や
か

に
派

遣
す

る
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
を

選
定

し
、

依
頼

す
る

。

２
）ア

ド
バ

イ
ザ

ー
は

、
そ

の
都

合
に

よ
り

止
む

を
得

な
い

場
合

に
限

り
、

依
頼

を
断

る
こ

と
が

で
き

る
。

（調
査

研
究

）

８
．

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

等
に

よ
っ

て
構

成
さ

れ
る

研
究

会
を

設
置

し
、

二
次

災
害

等
に

関
す

る
調

査
研

究
を

行
う

。

（費
用

負
担

）

９
．

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

の
派

遣
費

用
及

び
ア

ド
バ

イ
ス

を
行

う
た

め
に

必
要

と
し

た
費

用
は

、
派

遣
を

要
請

し
た

地
方

公
共

団
体

が
負

担
す

る
。

２
）調

査
研

究
は

、
必

要
と

す
る

地
方

公
共

団
体

か
ら

協
会

が
受

託
し

て
行

う
。

（そ
の

他
）

10
．

派
遣

を
要

請
し

た
地

方
公

共
団

体
は

、
派

遣
さ

れ
た

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

に
対

し
て

必
要

な
便

宜
供

与
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
）派

遣
を

要
請

し
た

地
方

公
共

は
団

体
は

、
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
に

対
し

て
そ

の
ア

ド
バ

イ
ス

に
関

し
て

責
任

を
問

う
こ

と
は

で
き

な
い

。

（附
則

）

こ
の
要
領
は
、
昭
和

60
年

12
月

2
0
日
よ
り
適
用
す
る
。
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(1
)

派
遣

要
請

先

(2
)

派
遣

要
請

書
様

式

全
国

防
災

協
会

03
－

35
08

－
14

91

03
－

35
08

－
14

93
（Ｆ

Ａ
Ｘ

）

建
設

省
河

川
局

防
災

・
海

岸
課

災
害

対
策

室

03
－

35
80

－
43

11
（代

表
）

03
－

52
51

－
18

84
（直

通
）

03
－

52
51

－
19

46
（Ｆ

Ａ
Ｘ

）

（
様

式
－

Ａ
）

番
号

年
月

日

社
団

法
人

全
国

防
災

協
会

長
殿

（
地

方
公

共
団

体
の

長
）

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

の
派

遣
に

つ
い

て
（
要

請
）

今
回

発
生

し
た

別
記

災
害

に
つ

い
て

、
二

次
災

害
防

止

に
関

す
る

ア
ド

バ
イ

ス
を

必
要

と
し

ま
す

の
で

、
下

記
の

と
お

り
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
を

派
遣

く
だ

さ
る

よ
う

要
請

し
ま

す
。

記

１
．

ア
ド

バ
イ

ス
項

目

２
．

派
遣

希
望

期
間

３
．

派
遣

地

[資
料

編
Ⅱ

]

（別
記

）

（注
）
様

式
－

Ｃ
に

よ
ら

な
い

場
合

は
本

様
式

に
よ

る
。

（
様

式
－

Ｂ
）

番
号

年
月

日

（
地

方
公

共
団

体
の

長
）
殿

社
団

法
人

全
国

防
災

協
会

長

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

の
派

遣
に

つ
い

て
（
回

答
）

昭
和

○
年

○
月

○
日

（
番

号
）
で

依
頼

の
あ

っ
た

標
記

に

つ
て

、
下

記
の

と
お

り
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
を

派
遣

し
ま

す
。

記

１
．

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

２
．

派
遣

期
間

３
．

派
遣

地

（
様

式
－

Ｃ
）

番
号

年
月

日

（
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
の

所
属

す
る

機
関

の
長

）
殿

（
地

方
公

共
団

体
の

長
）

職
員

の
派

遣
に

つ
い

て
（
依

頼
）

今
回

発
生

し
た

別
記

災
害

に
つ

い
て

、
二

次
災

害
防

止

に
関

す
る

ア
ド

バ
イ

ス
を

賜
り

た
く

、
下

記
の

と
お

り
貴

所
属

職
員

を
派

遣
く

だ
さ

る
よ

う
お

願
い

し
ま

す
。

記

１
．

派
遣

希
望

職
員

２
．

派
遣

希
望

期
間

３
．

派
遣

地

４
．

派
遣

費
用

当
方

負
担

（
様

式
－

Ｄ
）

番
号

年
月

日

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

○
○

○
○

殿

（
地

方
公

共
団

体
の

長
）

二
次

災
害

防
止

に
関

す
る

ア
ド

バ
イ

ス
に

つ
い

て

（
依

頼
）

今
回

発
生

し
た

別
記

災
害

に
つ

い
て

、
下

記
の

と
お

り
二

次
災

害
防

止
に

関
す

る
ア

ド
バ

イ
ス

を
お

願
い

し
ま

す
。

な

お
期

間
中

ア
ド

バ
イ

ス
に

際
し

て
万

一
事

故
に

よ
り

負
傷

等

を
受

け
た

場
合

に
は

、
当

方
で

必
要

な
費

用
を

負
担

し
ま

す
。

記

１
．

ア
ド

バ
イ

ス
項

目

２
．

期
間

３
．

場
所

４
．

費
用

当
方

負
担

災
害

名

発
生

時
刻

発
生

場
所

原
因

災
害

概
要

災
害

の
規

模

施
設

被
害

一
般

被
害

等

復
旧

状
況

こ
れ

ま
で

に
講

じ

た
措

置
、

今
後

講

ず
べ

き
措

置
等

必
要

と
す

る

ア
ド

バ
イ

ス
の

内
容

報
道

状
況

（
テ

レ
ビ

、
新

聞
等

）
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災
害

復
旧

技
術

専
門

家
派

遣
制

度
要

綱

（社
）
全

国
防

災
協

会

（目
的

）

第
１

条
本

制
度

は
、

異
常

天
然

現
象

に
よ

り
公

共
土

木
施

設
に

被
災

が
発

生
し

た
際

、
地

方
公

共
団

体
等

か
ら

の
要

請
に

基
づ

い
て

「
災

害

復
旧

技
術

専
門

家
（
以

下
「
技

術
専

門
家

」
と

い
う

。
）
」
を

災
害

現
地

に
派

遣
し

、
地

方
公

共
団

体
等

の
行

う
災

害
現

地
に

派
遣

し
、

地
方

公
共

団
体

等
の

行
う

災
害

復
旧

活
動

の
支

援
・助

言
を

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

と
し

て
行

い
、

も
っ

て
円

滑
な

災
害

復
旧

事
業

の
促

進
に

寄
与

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

（定
義

）

第
２

条
こ

の
要

綱
に

お
い

て
技

術
専

門
家

と
は

、
災

害
復

旧
制

度
を

熟
知

し
、

災
害

発
生

時
に

地
方

公
共

団
体

の
求

め
に

応
じ

て
速

や
か

に

現
地

に
参

集
し

、
技

術
的

助
言

等
が

可
能

な
者

と
し

て
、

（社
）全

国
防

災
協

会
が

認
定

し
、

登
録

さ
れ

た
者

を
い

う
。

（認
定

申
請

）

第
３
条

技
術
専

門
家
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
必
要
書
類
を
添
え
て
（
社
）
全
国
防
災
協
会
会
長
あ
て
申
請
す

る
。

（業
務

）

第
４

条
技

術
専

門
家

は
地

方
公

共
団

体
等

の
要

請
に

基
づ

い
て

、
次

に
掲

げ
る

業
務

を
行

う
。

一
災

害
調

査
に

関
す

る
支

援

二
復

旧
工

法
に

関
す

る
技

術
的

助
言

三
そ

の
他

地
方

公
共

団
体

等
の

災
害

復
旧

に
関

す
る

支
援

・助
言

（責
務

）

第
５
条

技
術
専
門
家
は
次
に
掲
げ
る
責
務
を
有
す
る
。

一
技

術
専

門
家

は
、

講
習

会
の

受
講

等
、

災
害

復
旧

に
係

る
技

術
の

研
鑽

等
に

努
め

る
。

二
災

害
現

地
に

派
遣

さ
れ

た
場

合
に

は
、

現
地

活
動

の
概

況
を

と
り

ま
と

め
、

（社
）全

国
防

災
協

会
会

長
に

報
告

す
る

。

（運
営

委
員

会
）

第
６

条
本

制
度

を
的

確
に

運
営

す
る

た
め

に
「
災

害
復

旧
技

術
専

門
家

派
遣

制
度

運
営

委
員

会
」（

以
下

「
運

営
委

員
会

」
と

い
う

。
）を

設
け

る
。

運
営

委
員

会
は

、
（
社

）全
国

防
災

協
会

会
長

が
委

嘱
し

た
者

を
も

っ
て

構
成

す
る

。

２
運

営
委

員
会

に
は

委
員

長
を

設
け

、
委

員
の

互
選

に
よ

り
選

出
す

る
。

３
運

営
委

員
会

は
、

本
制

度
の

運
用

に
関

す
る

技
術

的
助

言
を

受
け

る
等

必
要

に
応

じ
て

オ
ブ

ザ
ー

バ
ー

を
置

く
こ

と
が

で
き

る
。

４
運

営
委

員
会

は
、

次
に

掲
げ

る
事

務
を

行
う

も
の

と
す

る
。

一
技

術
専

門
家

の
認

定
登

録
審

査

二
そ

の
他

本
制

度
の

運
営

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

の
審

議

（事
務

局
）

第
７
条

本
制
度

を
円
滑
に
運
用
す
る
た
め
に
「
災
害
復

旧
専
門
家
派
遣

制
度
事
務
局
」（

以
下
「
事

務
局

」
と

い
う
。
）
を
設
け
る
。
事

務
局
は
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
も
の
と
し
、（

社
）
全
国
防
災
協
会
内
に
設
け
る
も
の
と
す
る
。

一
技

術
専

門
家

の
認

定
登

録
に

関
す

る
事

務

二
運

営
委

員
会

開
催

に
関

す
る

事
務

三
技

術
専

門
家

派
遣

に
関

す
る

事
務

四
技

術
専

門
家

の
研

修
等

の
実

施
に

関
す

る
事

務

五
技

術
専

門
家

の
活

動
の

た
め

の
費

用
の

支
弁

・会
計

・契
約

に
関

す
る

事
務

六
そ

の
他

本
制

度
を

円
滑

に
運

用
す

る
た

め
に

必
要

な
事

務

（派
遣

費
用

）

第
８

条
技

術
専

門
家

派
遣

に
要

す
る

費
用

（
交

通
費

、
宿

泊
費

等
）は

、
原

則
と

し
て

要
請

し
た

地
方

公
共

団
体

等
に

お
い

て
負

担
す

る
も

の

と
し

、
事

務
局

に
納

付
す

る
。

（そ
の

他
）

第
９

条
本

要
綱

に
定

め
る

も
の

の
他

、
本

制
度

の
運

営
に

関
し

必
要

な
事

項
は

（社
）全

国
防

災
協

会
長

が
定

め
る

。

（附
則

）

こ
の

要
綱

は
、

平
成

15
年

1
1

月
20

日
よ

り
適

用
す

る
。
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２
０

－
７

静
岡

県
地

震
防

災
セ

ン
タ

ー
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

（
県

危
機

情
報

課
）

平
成

元
年

静
岡

県
条

例
第

1
6

号

平
成

1
8

年
静

岡
県

条
例

第
2
8

号

（趣
旨

）

第
１

条
こ

の
条

例
は

、
静

岡
県

地
震

防
災

セ
ン

タ
ー

の
設

置
及

び
管

理
に

関
し

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。

（設
置

）

第
２

条
県

民
の

地
震

防
災

を
推

進
す

る
た

め
、

静
岡

県
地

震
防

災
セ

ン
タ

ー
（
以

下
「
セ

ン
タ

ー
」
と

い
う

。
）
を

静
岡

市
に

設

置
す

る

（開
館

時
間

）

第
３

条
セ

ン
タ

ー
の

開
館

時
間

は
、

午
前

９
時

か
ら

午
後

４
時

ま
で

と
す

る
。

た
だ

し
、

知
事

は
、

特
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

る

と
き

は
、

こ
れ

を
変

更
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

（休
館

日
）

第
４

条
セ

ン
タ

ー
の

休
館

日
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

た
だ

し
、

知
事

は
、

特
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
臨

時
に

開

館
し

、
又

は
休

館
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

(1
)

月
曜

日

(2
)
1
2

月
28

日
か

ら
翌

年
の

１
月

４
日

ま
で

の
日

（利
用

の
制

限
）

第
５

条
知

事
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

に
対

し
て

、
入

館
を

禁
じ

、
又

は
退

館
を

命
ず

る
こ

と
が

で
き

る
。

(1
)

セ
ン

タ
ー

の
風

紀
若

し
く
は

秩
序

を
乱

し
、

又
は

施
設

若
し

く
は

設
備

を
損

傷
す

る
お

そ
れ

の
あ

る
者

(2
)

セ
ン

タ
ー

の
管

理
上

支
障

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
者

(3
)

前
２

号
に

掲
げ

る
者

の
ほ

か
、

セ
ン

タ
ー

の
管

理
上

必
要

な
指

示
に

従
わ

な
い

者

（委
任

）

第
６

条
こ

の
条

例
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
セ

ン
タ

ー
の

管
理

に
関

し
必

要
な

事
項

は
、

規
則

で
定

め
る

。

附
則

こ
の

条
例

は
、

平
成

元
年

４
月

2
0

日
か

ら
施

行
す

る
。

附
則

こ
の

条
例

は
、

公
布
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9
0
0

防
災

情
報

室
県

、
市

町
、

自
主

防
災

A
4
  
4

家
庭

、
自

主
防

災
組

織
が

行
っ

て
お

く
べ

き
防

災
対

策
チ

ェ
ッ

ク
表

自
主

防
災

組
織

活
動

マ
ニ

ュ
ア

ル
2
1
.3

1
0
,0

0
0

防
災

情
報

室
県

、
市

町
、

自
主

防
災

A
4
  
8
4

自
主

防
災

組
織

の
役

割
、

活
動

内
容

等

静
岡

県
の

東
海

地
震

対
策

2
1
.3

8
,0

0
0

防
災

政
策

室
県

、
市

町
、

一
般

県
民

A
4
  
3
3

静
岡

県
に

よ
る

地
震

防
災

対
策

の
紹

介

地
震

防
災

ガ
イ

ド
ブ

ッ
ク

2
1
.9

5
0
,0

0
0

危
機

情
報

室
県

、
市

町
A

4
  
2
9

地
震

発
生

理
由

、
地

震
に

よ
る

被
害

、
警

戒
宣

言
等

県
民

意
識

調
査

結
果

（概
要

）
2
2
.1

3
,0

0
0

危
機

情
報

室
県

、
市

町
、

一
般

県
民

A
4
  
1
9

東
海

地
震

に
つ

い
て

の
県

民
意

識
調

査
結

果
の

主
要

項
目

を
ま

と
め

た
も

の

県
民

意
識

調
査

結
果

（報
告

書
）

2
2
.1

3
0
0

危
機

情
報

室
県

、
市

町
、

一
般

県
民

A
4
  
1
6
2

東
海

地
震

に
つ

い
て

の
県

民
意

識
調

査
の

回
答

結
果

の
詳

細

家
庭

内
Ｄ

ＩＧ
2
2
.1

7
5
,0

0
0

危
機

情
報

室
県

、
市

町
、

一
般

県
民

ﾀ
ﾌ
ﾞﾛ

ｲ
ﾄﾞ

 4
家

庭
に

お
け

る
地

震
防

災
対

策
ツ

ー
ル

H
2
2
.7

、
H

2
3
.2

、
H

2
3
.1

0
増

刷

そ
の

時
！

わ
が

子
を

助
け

ら
れ

ま
す

か
？

－
子

育
て

家
族

の
防

災
力

ア
ッ

プ
大

作
戦

－
2
2
.1

1,
0
0
0

危
機

情
報

室
県

、
市

町
、

一
般

県
民

A
4
　

8
子

育
て

家
族

に
対

す
る

地
震

防
災

の
啓

発
H

2
3
.6

増
刷

命
の

パ
ス

ポ
ー

ト
（多

言
語

版
）

2
2
.2

1
0
,0

0
0

危
機

情
報

室
県

、
市

町
、

外
国

人
ｶ
ｰ
ﾄﾞ

ｻ
ｲ
ｽ

ﾞ
地

震
か

ら
命

を
守

る
た

め
の

行
動

や
必

要
な

情
報

を
携

行
用

に
ま

と
め

た
も

の
ﾎ

ﾟﾙ
ﾄｶ

ﾞﾙ
語

、
中

国
語

、
英

語
、

ﾀ
ｶ
ﾞﾛ

ｸ
ﾞ語

、
韓

国
語

、
ｽ

ﾍ
ﾟｲ

ﾝ
語

静
岡

県
の

東
海

地
震

対
策

2
2
.3

7
,5

0
0

危
機

政
策

室
県

、
市

町
、

一
般

県
民

A
4
  
3
3

静
岡

県
に

よ
る

地
震

防
災

対
策

の
紹

介

-725-
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資
　

　
料

　
　

名
作

成
年

次
冊

　
数

担
　

当
　

課
対

　
　

　
象

規
　

格
内

　
　

　
　

　
容

備
　

　
　

考

避
難

所
運

営
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

2
2
.3

9
,5

0
0

危
機

情
報

室
県

、
市

町
、

自
主

防
災

A
4
　

8
混

乱
期

の
避

難
所

の
円

滑
な

運
営

項
目

の
リ

ス
ト

H
2
3
.3

、
H

2
3
.1

0
増

刷

自
主

防
災

組
織

実
態

調
査

（
概

要
）

2
2
.3

5
,5

0
0

危
機

情
報

室
県

、
市

町
、

自
主

防
災

A
4
  
1
9

自
主

防
災

組
織

実
態

調
査

結
果

の
主

要
項

目
を

ま
と

め
た

も
の

自
主

防
災

組
織

実
態

調
査

（
報

告
書

）
2
2
.3

5
0
0

危
機

情
報

室
県

、
市

町
、

自
主

防
災

A
4
  
7
0

自
主

防
災

組
織

実
態

調
査

の
回

答
結

果
の

詳
細

突
発

地
震

発
生

時
の

自
主

防
☆

初
動

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
2
2
.1

1
3
0
,0

0
0

危
機

情
報

課
県

、
市

町
、

自
主

防
災

A
4
　

8
自

主
防

災
組

織
の

初
動

対
応

リ
ス

ト
H

2
3
.3

、
H

2
3
.1

0
増

刷

地
震

防
災

ガ
イ

ド
ブ

ッ
ク

2
3
.2

5
0
,0

0
0

危
機

情
報

課
県

、
市

町
A

4
　

2
9

地
震

発
生

理
由

、
地

震
に

よ
る

被
害

、
警

戒
宣

言
等

企
業

防
災

実
態

調
査

（概
要

）
2
3
.3

3
,0

0
0

危
機

情
報

課
企

業
、

団
体

、
県

、
市

町
A

4
  
1
8

東
海

地
震

に
つ

い
て

の
企

業
防

災
実

態
調

査
結

果
の

主
要

項
目

を
ま

と
め

た
も

の

企
業

防
災

実
態

調
査

（報
告

書
）

2
3
.3

1
5
0

危
機

情
報

課
企

業
、

団
体

、
県

、
市

町
A

4
  
1
1
1

東
海

地
震

に
つ

い
て

の
企

業
防

災
実

態
調

査
の

回
答

結
果

の
詳

細

静
岡

県
の

東
海

地
震

対
策

2
3
.3

7
,0

0
0

危
機

政
策

課
県

、
市

町
、

一
般

県
民

A
4
  
3
3

静
岡

県
に

よ
る

地
震

防
災

対
策

の
紹

介

だ
っ

て
、

み
ん

な
で

助
か

り
た

い
も

ん
！

～
い

ざ
と

い
う

時
役

に
立

つ
、

防
災

訓
練

事
例

集
V

o
l.2

～
2
3
.1

8,
0
0
0

危
機

情
報

課
県

、
市

町
、

自
主

防
災

A
4
  
4
4

初
め

て
自

主
防

災
組

織
の

役
員

に
な

っ
た

方
に

も
、

実
効

性
の

高
い

訓
練

が
で

き
る

よ
う

、
タ

イ
ム

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

付
き

の
訓

練
事

例
を

紹
介

県
民

意
識

調
査

結
果

（概
要

）
2
3
.1

2
3
,0

0
0

危
機

情
報

課
県

、
市

町
、

一
般

県
民

A
4
  
 1

9
東

海
地

震
に

つ
い

て
の

県
民

意
識

調
査

結
果

の
主

要
項

目
を

ま
と

め
た

も
の

県
民

意
識

調
査

結
果

（報
告

書
）

2
4
.1

3
0
0

危
機

情
報

課
県

、
市

町
、

一
般

県
民

A
4
  
1
6
4

東
海

地
震

に
つ

い
て

の
県

民
意

識
調

査
の

回
答

結
果

の
詳

細

地
震

防
災

ガ
イ

ド
ブ

ッ
ク

2
4
.2

5
0
,0

0
0

危
機

情
報

課
県

、
市

町
A

4
　

2
9

地
震

発
生

理
由

、
地

震
に

よ
る

被
害

、
警

戒
宣

言
等

静
岡

県
の

東
海

地
震

対
策

2
4
.3

7
,0

0
0

危
機

政
策

課
県

、
市

町
、

一
般

県
民

A
4
  
3
3

静
岡

県
に

よ
る

地
震

防
災

対
策

の
紹

介

自
主

防
災

組
織

実
態

調
査

結
果

（
概

要
)

2
5
.1

5
,5

0
0

危
機

情
報

課
県

、
市

町
、

自
主

防
災

A
4
　

2
0

自
主

防
災

組
織

実
態

調
査

結
果

の
主

要
項

目
を

ま
と

め
た

も
の

自
主

防
災

組
織

実
態

調
査

結
果

（
報

告
書

）
2
5
.2

3
0
0

危
機

情
報

課
県

、
市

町
、

自
主

防
災

A
4
　

8
4

自
主

防
災

組
織

実
態

調
査

の
回

答
結

果
の

詳
細

県
民

意
識

調
査

結
果

（概
要

）
2
6
.3

3
,0

0
0

危
機

情
報

課
県

、
市

町
、

一
般

県
民

A
4
  
 1

9
東

海
地

震
に

つ
い

て
の

県
民

意
識

調
査

結
果

の
主

要
項

目
を

ま
と

め
た

も
の

県
民

意
識

調
査

結
果

（報
告

書
）

2
6
.3

3
0
0

危
機

情
報

課
県

、
市

町
、

一
般

県
民

A
4
  
1
9
8

東
海

地
震

に
つ

い
て

の
県

民
意

識
調

査
の

回
答

結
果

の
詳

細

企
業

防
災

実
態

調
査

（概
要

）
2
7
.3

3
,0

0
0

危
機

情
報

課
企

業
、

団
体

、
県

、
市

町
A

4
  
1
8

東
海

地
震

に
つ

い
て

の
企

業
防

災
実

態
調

査
結

果
の

主
要

項
目

を
ま

と
め

た
も

の

企
業

防
災

実
態

調
査

（報
告

書
）

2
7
.3

1
5
0

危
機

情
報

課
企

業
、

団
体

、
県

、
市

町
A

4
  
1
1
3

東
海

地
震

に
つ

い
て

の
企

業
防

災
実

態
調

査
の

回
答

結
果

の
詳

細

地
震

防
災

ガ
イ

ド
ブ

ッ
ク

2
8
.2

3
0
,0

0
0

危
機

情
報

課
県

、
市

町
A

4
　

2
9

地
震

発
生

理
由

、
地

震
に

よ
る

被
害

、
警

戒
宣

言
等

県
民

意
識

調
査

結
果

（概
要

）
2
8
.3

2
,0

0
0

危
機

情
報

課
県

、
市

町
、

一
般

県
民

A
4
  
 1

9
東

海
地

震
に

つ
い

て
の

県
民

意
識

調
査

結
果

の
主

要
項

目
を

ま
と

め
た

も
の

県
民

意
識

調
査

結
果

（報
告

書
）

2
8
.3

8
2

危
機

情
報

課
県

、
市

町
、

一
般

県
民

A
4
  
1
4
0

東
海

地
震

に
つ

い
て

の
県

民
意

識
調

査
の

回
答

結
果

の
詳

細

地
震

防
災

ガ
イ

ド
ブ

ッ
ク

(中
国

語
（
繁

体
字

）
)

2
9
.3

2
,0

0
0

防
災

情
報

室
県

、
市

町
、

外
国

人
A

4
  
1
1

地
震

発
生

理
由

、
地

震
に

よ
る

被
害

、
警

戒
宣

言
等

地
震

防
災

ガ
イ

ド
ブ

ッ
ク

（ポ
ル

ト
ガ

ル
語

版
）

2
9
.3

2
,0

0
0

防
災

情
報

室
県

、
市

町
、

外
国

人
A

4
  
1
1

地
震

発
生

理
由

、
地

震
に

よ
る

被
害

、
警

戒
宣

言
等

自
主

防
災

組
織

実
態

調
査

結
果

（
概

要
)

2
9
.3

5
,6

0
0

危
機

情
報

課
県

、
市

町
、

自
主

防
災

A
4
　

2
0

自
主

防
災

組
織

実
態

調
査

結
果

の
主

要
項

目
を

ま
と

め
た

も
の

自
主

防
災

組
織

実
態

調
査

結
果

（
報

告
書

）
2
9
.3

3
0
0

危
機

情
報

課
県

、
市

町
、

自
主

防
災

A
4
　

8
4

自
主

防
災

組
織

実
態

調
査

の
回

答
結

果
の

詳
細

ロ
ー

リ
ン

グ
ス

ト
ッ

ク
2
9
.1

1
1
0
3
,5

0
0

危
機

情
報

課
県

、
市

町
、

一
般

県
民

A
4 

1
自

然
災

害
へ

の
食

料
の

備
蓄

に
つ

い
て

啓
発

す
る

も
の

避
難

所
運

営
マ

ニ
ュ

ア
ル

3
0
..3

7
,3

0
0

危
機

情
報

課
県

、
市

町
A

4
 1

58
大

規
模

災
害

発
生

後
に

避
難

所
利

用
者

が
、

円
滑

に
避

難
所

運
営

を
行

う
た

め
に

必
要

な
事

項
を

ま
と

め
た

も
の

避
難

生
活

の
手

引
き

3
0
.3

7
,3

0
0

危
機

情
報

課
県

、
市

町
A

4
 3

6
避

難
生

活
の

留
意

点
や

住
ま

い
の

再
建

ま
で

の
流

れ
等

に
つ

い
て

概
要

を
説

明
し

た
も

の

災
害

用
ト

イ
レ

3
0
.1

0
1
0
3
,5

0
0

危
機

情
報

課
県

、
市

町
、

一
般

県
民

A
4 

1
自

然
災

害
へ

の
備

え
と

し
て

、
携

帯
ト

イ
レ

の
備

蓄
を

啓
発

す
る

も
の

地
震

防
災

ガ
イ

ド
ブ

ッ
ク

「や
さ

し
い

日
本

語
」

版
R

2
.3

1
,0

0
0

危
機

情
報

課
（
多

文
化

共
生

課
）

県
内

在
住

外
国

人
A

4
　

8
災

害
に

関
す

る
言

葉
の

意
味

や
使

い
方

、
震

度
の

大
き

さ
等

基
本

的
な

知
識

に
つ

い
て

、
優

し
い

日
本

語
で

解
説

し
た

も
の

[資
料

編
Ⅱ

]

２
．

Ｄ
Ｖ

Ｄ

N
o.

タ
イ

ト
ル

作
成

年
次

時
間

内
容

貸
出

本
数

１
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
Ｔ
Ｏ

Ｕ
Ｋ

Ａ
Ｉ－

０

地
震

に
強

い
わ

が
家

耐
震

ナ
ビ

Ｈ
１

８
９

分
専

門
家

に
よ

る
耐

震
診

断
や

、
補

強
計

画
、

補
強

工
事

に
つ

い
て

解
説

と
木

造
住

宅
を

引

き
倒

し
た

時
の

耐
震

実
験

も
紹

介

１
本

２
木

造
住

宅
引

き
倒

し

耐
震

実
験

記
録

ビ
デ

オ

Ｈ
１

７
４

分
木

造
住

宅
の

引
き

倒
し

実
験

に
よ

り
、

補
強

し
た

住
宅

と
補

強
し

て
い

な
い

住
宅

を
比

較
１

本

３
Th
e

fi
re

of
In
am
ur
a

(R
ic
e

Sh
ea
ve
s)

Ｈ
１

７
４

６
分

“稲
む

ら
の

火
”の

、
紙

芝
居

、
人

形
劇

、
影

絵
版

が
収

録
１

本

４
阪

神
淡

路
大

震
災

創
造

的
復

興
10

年
の

歩
み

Ｈ
１

７
４

９
分

阪
神

淡
路

大
震

災
の

被
害

映
像

、
そ

の
後

の
復

興
活

動
の

様
子

を
紹

介

１
本

５
東

海
地

震
ア

ク
シ

ョ
ン

シ
ナ

リ
オ

Ｈ
１

５
６

１
分

地
震

発
生

時
、

情
報

は
ど

の
よ

う
に

流
れ

、
そ

れ
ら

に
伴

い
社

会
は

ど
の

よ
う

に
動

い
て

い
く

の
か

を
紹

介

１
本

６
地

震
だ

！
そ

の
時

ど
う

す
る

？

自
分

を
守

り
、

み
ん

な
で

助
け

合
お

う

Ｈ
２

１
１

８
分

地
震

の
起

こ
る

し
く

み
と

、
備

え
、

心
構

え
に

つ
い

て
紹

介
１

本

７
災

害
用

伝
言

ダ
イ

ヤ
ル

１
７

１
Ｈ

２
１

３
４

分
「
歌

っ
て

踊
っ

て
楽

し
く

防
災

」
を

テ
ー

マ
に

、
防

災
の

歌
の

振
り

付
け

や
１

７
１

の
使

用
法

な
ど

を
紹

介

２
本

８
Ｄ

Ｖ
Ｄ

ふ
せ

ご
う

～
家

具
等

の
転

倒
防

止
対

策
～

Ｈ
２

１
２

１
分

今
す

ぐ
出

来
る

、
一

般
家

庭
で

の
家

具
固

定
の

実
演

と
解

説
。

地
震

対
策

初
心

者
向

き
３

本

９
ズ

ッ
コ

ケ
三

人
組

の
ぼ

う
さ

い
教

室

地
震

か
ら

身
を

守
ろ

う
の

巻

Ｈ
２

８
１

４
分

ズ
ッ

コ
ケ

三
人

組
が

地
震

か
ら

身
を

守
る

方
法

を
紹

介
１

本

１
０

幼
い

命
を

守
れ

！
ど

う
教

え
る

「避
難

の
方

法
」

幼
稚

園
、

保
育

園
の

防
災

対
策

Ｈ
２

４
２

６
分

幼
稚

園
児

指
導

者
・
保

護
者

向
け

。
園

児
を

地
震

・
津

波
・
火

災
か

ら
守

る
「
避

難
の

方
法

」、
指

導
者

・保
護

者
の

心
得

を
紹

介

１
本

１
１

地
域

で
減

災
！

～
あ

な
た

が
力

み
ん

な
が

力
～

Ｈ
２

０
２

４
分

大
震

災
に

襲
わ

れ
る

家
族

を
ド

ラ
マ

で
再

現
。

減
災

の
基

盤
と

な
る

「自
助

」「
共

助
」
の

大
切

さ
を

具
体

的
に

紹
介

１
本

１
２

が
ん

ば
っ

て
い

ま
す

自
主

防
災

～
地

域
の

力
で

減
災

～

Ｈ
２

１
２

５
分

過
去

の
地

震
の

際
の

自
主

防
災

組
織

の
活

躍
を

紹
介

。
具

体
的

な
活

動
内

容
を

解
説

１
本

１
３

ス
マ

ト
ラ

島
沖

地
震

と
大

地
震

～
バ

ン
ダ

ア
チ

エ
の

被
害

に
学

ぶ
～

Ｈ
２

１
１

６
分

20
04

年
に

起
き

た
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
の

ス
マ

ト
ラ

島
沖

地
震

。
最

大
で

30
ｍ

を
超

え
る

大
津

波
に

襲
わ

れ
た

大
災

害
で

あ
っ

た
。

３
ヶ

月
後

の
被

災
地

の
様

子
や

体
験

者
の

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

等
津

波
の

恐
ろ

し
さ

を
リ

ア
ル

に
紹

介

１
本

１
４

津
波

襲
来

そ
の

一
瞬

が
生

死
を

分
け

る

Ｈ
２

１
２

３
分

東
日

本
大

震
災

前
に

製
作

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

が
、

東
北

地
方

の
津

波
対

策
や

津
波

避
難

の
心

得
を

分
か

り
や

す
く
紹

介
し

て
い

る

１
本

１
５

じ
し

ん
だ

！
！

ミ
ー

ち
ゃ

ん
の

ぼ
う

さ
い

く
ん

れ
ん

Ｈ
２

１
１

３
分

幼
稚

園
児

の
ダ

イ
キ

君
と

ペ
ッ

ト
の

猫
ミ

ー
ち

ゃ
ん

が
、

ク
イ

ズ
や

実
体

験
を

通
し

て
地

震
に

つ
い

て
学

ぶ

１
本

１
６

大
津

波
！

～
そ

の
時

あ
な

た
は

？
～

Ｈ
２

３
１

０
分

静
岡

県
が

作
成

し
た

津
波

の
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
映

像
。

津
波

の
発

生
メ

カ
ニ

ズ
ム

や
県

内
を

襲
う

津
波

の
様

子
を

見
る

こ
と

が
で

き
る

１
本

１
７

津
波

か
ら

に
げ

る
（ア

ニ
メ

）
Ｈ

２
４

１
７

分
つ

な
み

て
ん

で
ん

こ
の

釜
石

の
軌

跡
を

題
材

に
し

た
ア

ニ
メ

。
ク

イ
ズ

も
あ

り
１

本

１
８

あ
な

た
の

街
を

襲
う

大
地

震
Ｈ

２
２

２
２

分
（
サ

ブ
タ

イ
ト

ル
）守

れ
た
!
命

教
訓

が
活

か

さ
れ

た
駿

河
湾

の
地

震
１

本

１
９

大
地

震
発

生
！

東
日

本
大

震
災

・
阪

神

淡
路

大
震

災
か

ら
学

ぶ
Ｈ

２
３

１
８

分
｢せ

ま
り

く
る

大
地

震
」「

地
震

の
メ

カ
ニ

ズ
ム

」

「体
験

談
か

ら
の

教
訓

」
１

本

２
０

平
成

24
年

７
月

梅
雨

前
線

豪
雨

災
害

の
記

録
Ｈ

２
４

７
５

分
住

民
・
行

政
編

、
住

民
編

（
柳

川
市

・
み

や
ま

市
・八

女
市

・う
き

は
市

）
１

本

２
１

東
日

本
大

震
災

～
宮

城
県

の
記

録
～

Ｈ
２

４
３

１
分

津
波

襲
来

映
像

・被
害

状
況

の
記

録
映

像
１

本

-726-
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N
o.

タ
イ

ト
ル

作
成

年
次

時
間

内
容

貸
出

本
数

２
２

３
月

11
日

東
日

本
大

震
災

岩
手

県
の

記
録

Ｈ
２

４
１

２
０

分
岩

手
県

内
各

地
で

撮
影

し
た

地
震

と
津

波
の

実
態

。
語

り
部

の
方

の
紙

芝
居

も
収

録
１

本

２
３

３
.１

１
東

日
本

大
震

災
激

震
と

大
津

波
の

記
録

H２
３

８
０

分
激

震
と

大
津

波
の

記
録

、
後

５
０

日
間

の
記

録
、

気
仙

沼
の

大
津

波
１

本

２
４

被
災

地
か

ら
伝

え
た

い
テ

レ
ビ

カ
メ

ラ
が

見
た

東
日

本
大

震
災

Ｈ
２

４
１

０
５

分
宮

城
県

内
の

記
録

、
東

北
大

学
今

村
教

授
の

防
災

解
説

。
津

波
を

逃
れ

た
方

の
証

言
な

ど
１

本

２
５

未
来

へ
の

記
憶

名
取

市
東

日
本

大
震

災
映

像
記

録
Ｈ

２
６

計

16
0

分

２
枚

組
。

（Ⅰ
-約

73
分

、
Ⅱ
-約

87
分

）名
取

市
で

の
記

録
１

本

２
６

未
来

へ
伝

え
、

つ
な

ぐ

～
東

日
本

大
震

災
千

葉
県

の
記

録
～

Ｈ
２

５
４

４
分

Ｄ
Ｖ

Ｄ
の

視
聴

ガ
イ

ド
小

冊
子

つ
き

１
本

２
７

う
し

わ
か

ま
る

の
じ

し
ん

と
か

じ
か

ら
じ

ぶ
ん

を
ま

も
る

！
―

１
０

分
タ

イ
ム

ス
リ

ッ
プ

し
て

現
代

に
来

た
牛

若
丸

が
地

震
や

津
波

火
事

の
時

の
身

の
守

り
方

を
学

ん
で

い
く
。

子
供

た
ち

も
防

災
の

知
識

が
身

に
つ

く

１
本

２
８

問
わ

れ
る

住
民

の
防

災
力

自
助

・共
助

の
輪

を
広

げ
よ

う

Ｈ
２

３
２

２
分

相
模

原
市

・焼
津

市
を

は
じ

め
と

し
た

地
域

の
防

災
組

織
の

訓
練

風
景

等
紹

介
１

本

２
９

ま
ず

逃
げ

ろ
！

高
台

へ
！

巨
大

津
波

か
ら

命
を

守
る

Ｈ
２

３
２

２
分

東
日

本
大

震
災

や
ス

マ
ト

ラ
沖

地
震

等
か

ら
津

波
発

生
の

仕
組

み
や

メ
カ

ニ
ズ

ム
を

説
明

し
な

が
ら

、
津

波
か

ら
身

を
守

る
心

得
、

手
段

を
紹

介

１
本

３
０

助
か

る
、

助
け

る
検

証
西

日
本

豪
雨

Ｒ
１

２
２

分
平

成
30

年
7

月
の

西
日

本
豪

雨
の

被
害

映
像

と
教

訓
、

豪
雨

・
土

砂
災

害
か

ら
身

を
守

る
備

え
と

行
動

、
心

構
え

を
紹

介

２
本

３
１

大
雨

の
と

き
気

を
つ

け
る

こ
と

早
め

に
避

難
す

る
ヒ

ン
ト

Ｒ
１

１
８

分
大

雨
に

よ
る

川
の

氾
濫

・土
石

流
・が

け
崩

れ
等

の
被

害
か

ら
身

を
守

る
備

え
や

避
難

行
動

を
小

学
生

に
分

か
り

易
く
紹

介

２
本

３
２

豪
雨

の
危

険
を

考
え

る

検
証

西
日

本
豪

雨
Ｒ

１
２

０
分

広
島

・
愛

媛
県

の
西

日
本

豪
雨

被
害

映
像

を
紹

介
検

証
し

、
大

雨
・
豪

雨
等

発
生

の
仕

組
み

か
ら

避
難

の
心

得
・備

え
・方

法
を

紹
介

２
本

３
３

な
ぜ

、
地

震
対

策
が

必
要

な
の

か

生
活

の
継

続
・早

期
再

開
の

た
め

に

―
２

０
分

防
災

意
識

が
薄

れ
始

め
た

家
族

が
、

地
震

対
策

に
取

り
組

む
ま

で
の

様
子

を
ド

ラ
マ

形
式

で
説

明
。

「
い

か
に

早
く

普
段

の
生

活
を

取
り

戻
す

か
」
等

専
門

家
の

解
説

を
交

え
、

地
震

対
策

の
必

要
性

を
訴

え
る

１
本

３
４

大
地

震
発

生
！

命
と

事
業

を
守

れ

職
場

の
防

災
対

策

Ｈ
２

３
２

２
分

事
業

所
の

大
地

震
被

災
後

の
危

機
対

応
、

Ｂ
Ｃ

Ｐ
を

実
際

の
被

災
企

業
を

例
に

取
り

上
げ

な
が

ら
職

場
の

防
災

対
策

を
紹

介

１
本

３
５

熊
本

・大
阪

北
部

大
地

震
か

ら
学

ぶ

災
害

の
備

え
・点

検
を

Ｈ
３

０
２

３
分

地
震

被
災

映
像

を
交

え
な

が
ら

、
自

宅
の

耐
震

補
強

や
家

具
の

固
定

、
食

料
備

蓄
の

必
要

性
等

防
災

意
識

の
涵

養
と

「
点

検
・
備

え
」
を

紹
介

１
本

３
６

地
震

と
津

波
～

し
く
み

と
そ

の
驚

異
～

Ｈ
２

４
２

３
分

Ｎ
Ｈ

Ｋ
の

豊
富

な
資

料
映

像
か

ら
貴

重
な

実
験

映
像

や
Ｃ

Ｇ
を

選
び

出
し

、
地

震
や

津
波

の
メ

カ
ニ

ズ
ム

に
つ

い
て

わ
か

り
や

す
く
紹

介

１
本

３
７

豪
雨

災
害

か
ら

命
を

守
る

－
運

命
を

分
け

る
備

え
と

行
動

－

（警
戒

レ
ベ

ル
対

応
版

）

Ｒ
１

１
４

分
平

成
30

年
西

日
本

豪
雨

等
過

去
の

豪
雨

被
害

映
像

と
当

時
の

被
災

者
の

証
言

を
交

え
、

豪
雨

か
ら

身
を

守
る

心
得

と
備

え
を

紹
介

８
本

３
８

東
日

本
大

震
災

宮
城

・石
巻

地
方

沿
岸

部
の

記
録

Ｈ
２

３
３

１
分

地
震

発
生

か
ら
60

日
間

の
取

材
記

録
１

本

３
９

津
波

か
ら

生
き

延
び

る
た

め
に

知
る

・行
動

す
る

Ｈ
２

２
１

５
分

「
津

波
か

ら
生

き
延

び
る

た
め

に
」
を

テ
ー

マ
に

津
波

映
像

や
Ｃ

Ｇ
を

交
え

、
津

波
の

メ
カ

ニ
ズ

ム
を

知
り

、
適

切
な

避
難

に
は

ど
う

行
動

す
る

か
を

説
い

て
い

る

３
本
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３
．

出
張

展
示

用
模

型
等

No
.

名
称

購
入

台
数

対
象

規
格

内
容

１
グ

ラ
フ

ィ
ッ

ク
パ

ネ
ル

０
１

（地
震

と
津

波
を

知
る

）
Ｒ

１
１

一
般

Ｗ
＝
30
00

Ｈ
＝
23
00

Ｄ
＝
40
0

地
震

の
仕

組
み

や
津

波
の

発
生

原
理

等
を

詳
し

く
解

説

２
グ

ラ
フ

ィ
ッ

ク
パ

ネ
ル

０
２

（地
震

と
津

波
を

備
え

る
）

Ｒ
１

１
一

般
Ｗ

＝
30
00

Ｈ
＝
23
00

Ｄ
＝
40
0

地
震

や
津

波
に

対
す

る
備

え
に

つ
い

て
説

明

３
グ

ラ
フ

ィ
ッ

ク
パ

ネ
ル

０
１

（風
水

害
を

知
る

）
Ｒ

１
１

一
般

Ｗ
＝
30
00

Ｈ
＝
23
00

Ｄ
＝
40
0

洪
水

、
山

崩
れ

等
の

災
害

に
対

す
る

対
応

処
置

を
説

明

４
グ

ラ
フ

ィ
ッ

ク
パ

ネ
ル

０
１

（台
風

に
備

え
よ

う
）

Ｒ
１

１
一

般
Ｗ

＝
30
00

Ｈ
＝
23
00

Ｄ
＝
40
0

台
風

に
関

す
る

知
識

、
対

応
・対

策
に

つ
い

て
説

明

５
セ

ン
タ

ー
紹

介
映

像
Ｄ

Ｖ
Ｄ

（映
像

装
置

一
式

を
含

む
）

Ｒ
１

１
一

般
Ｄ

Ｖ
Ｄ

×
１

Ｄ
Ｖ

Ｄ
映

像
４

分
15

秒

Ｂ
Ｄ
/Ｄ

Ｖ
Ｄ

プ
レ

ー
ヤ

ー
、

Ｐ
Ｃ

、
40

イ
ン

チ
液

晶
テ

レ
ビ

、
テ

レ
ビ

ス
タ

ン
ド

各
１

６
浸

水
体

感
Ｖ

Ｒ
Ｒ

１
１

一
般

Ｖ
Ｒ

機
器

入

（
32
0

×
23
5

×
19
0）

４
個

浸
水

の
恐

ろ
し

さ
と

避
難

方
法

の
疑

似
体

験
が

で
き

る
機

器
４

台

７
水

の
循

環
実

験
器

Ｒ
１

１
一

般
Ｗ

＝
30
0

Ｈ
＝
12
0

Ｄ
＝
42
0

自
然

界
に

お
け

る
水

の
循

環
を

学
習

で
き

る
実

験
器

。
水

の
循

環
を

視
覚

的
に

理
解

で
き

る

８
地

震
発

生
説

明
器

Ｒ
１

１
一

般
Ｗ

＝
60
0

Ｈ
＝
40
0

Ｄ
＝
13
0

プ
レ

ー
ト

や
建

物
の

様
子

か
ら

地
震

発
生

の
仕

組
み

を
理

解
で

き
る

９
地

震
発

生
装

置
じ

し
ん

君
Ｒ

１
１

一
般

Ｗ
＝
45
0

Ｈ
＝
11
0-
62
0

Ｄ
＝
45
0

直
下

型
地

震
に

お
け

る
地

盤
の

液
状

化
現

象
や

共
振

に
よ

る
家

屋
の

倒
壊

過
程

を
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン

１
０

地
震

発
生

装
置

じ
し

ん
君

mi
ni

Ｒ
１

１
一

般
Ｗ

＝
30
0

Ｈ
＝
13
0-
39
0

Ｄ
＝
45
0

揺
れ

の
周

期
に

よ
る

建
物

の
揺

れ
方

の
違

い
を

実
験

１
１

防
災

学
習

日
本

大
地

図
Ｒ

１
１

一
般

チ
ャ

ー
ト

10
57 ×
15
10

表
：地

震
、

火
山

、
風

水
害

、
主

要
活

断
層

分
布

な
ど

裏
：
地

震
や

津
波

、
活

断
層

、
火

山
噴

火
の

仕
組

み

１
２

波
動

説
明

器
Ｒ

１
１

一
般

Ｗ
＝
10
00

Ｈ
＝
42
0

Ｄ
＝
13
0

縦
波

の
媒

質
の

動
き

を
横

波
と

し
て

示
せ

る
装

置

１
３

津
波

の
発

生
モ

デ
ル

実
験

器
Ｒ

１
１

一
般

Ｗ
＝
97
0

Ｈ
＝
20
0

Ｄ
＝
20
0

津
波

発
生

の
仕

組
み

を
説

明
で

き
る

モ
デ

ル
実

験
器

１
４

火
山

地
質

模
型

Ｒ
１

１
一

般
Ｗ

＝
48
0

Ｈ
＝
19
0

Ｄ
＝
16
5

火
山

の
構

造
や

火
山

活
動

に
よ

る
地

形
や

地
層

の
状

態
を

示
し

た
模

型

１
５

火
山

模
型

Ｒ
１

１
一

般
Ｗ

＝
57
0

Ｈ
＝
28
0

Ｄ
＝
39
0

火
山

の
形

状
は

溶
岩

の
粘

性
の

違
い

に
よ

り
分

類
さ

れ
る

こ
と

を
説

明

１
６

た
い

積
地

形
模

型
Ｒ

１
１

一
般

Ｗ
＝
30
0

Ｈ
＝
18
0,
70

Ｄ
＝
40
0

扇
状

地
、

三
角

洲
な

ど
を

示
す

た
い

積
地

形
の

模
型

（２
種

１
組

）

１
７

浸
食

地
形

模
型

Ｒ
１

１
一

般
Ｗ

＝
22
0

Ｈ
＝
95

Ｄ
＝
33
5

河
川

の
浸

食
作

用
に

お
け

る
地

形
の

特
徴

を
理

解
す

る
模

型
（３

種
類

）
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Ｗ
：幅

Ｄ
：奥

行
き

Ｈ
：高

さ

４
．

被
害

写
真

パ
ネ

ル
及

び
解

説
パ

ネ
ル

No
.

名
称

購
入

台
数

対
象

規
格

内
容

１
８

P
波

S
波

観
測

器
ぴ

ー
え

す
く
ん

Ｒ
１

１
一

般
Ｗ

＝
10
00

Ｈ
＝
10
0

Ｄ
＝
13
0

縦
波

と
横

波
の

ス
ピ

ー
ド

を
ド

ミ
ノ

で
視

覚
的

に
観

察
で

き
る

実
験

器

１
９

長
周

期
振

動
実

験
器

Ｒ
１

２
一

般
Ｗ

＝
30
0

Ｈ
＝
50
-3
10

Ｄ
＝
30
0

揺
れ

の
周

期
の

違
い

に
よ

り
、

長
さ

の
違

う
振

動
棒

の
揺

れ
る

様
子

を
観

察

２
０

プ
レ

ー
ト

テ
ク

ト
ニ

ク
ス

説
明

模
型

Ｒ
１

１
一

般
Ｗ

＝
63
0

Ｈ
＝
10
0

Ｄ
＝
30
0

日
本

と
ア

メ
リ

カ
の

間
の

海
底

と
断

層
を

モ
デ

ル
化

し
た

模
型

N
o.

被
害

写
真

パ
ネ

ル
及

び
解

説
パ

ネ
ル

の
種

類
枚

数
（セ

ッ
ト

）

１
被

害
写

真
パ

ネ
ル

３
６

枚

２
北

海
道

南
西

沖
地

震
パ

ネ
ル

（１
９

９
３

年
７

月
１

２
日

）
１

５
枚

３
阪

神
大

震
災

パ
ネ

ル
２

７
枚

（２
セ

ッ
ト

）

４
救

出
活

動
に

お
け

る
機

材
の

活
用

６
枚

５
ふ

だ
ん

か
ら

の
備

え
５

枚
（３

セ
ッ

ト
）

６
東

海
地

震
の

予
知

と
備

え
８

枚

７
新

潟
県

中
越

地
震

２
１

枚

８
ス

マ
ト

ラ
沖

大
津

波
の

惨
状

１
６

枚

９
各

地
の

風
水

害
Ⅰ

１
９

枚

１
０

各
地

の
風

水
害

Ⅱ
１

９
枚

１
１

関
東

大
震

災
６

枚

１
２

能
登

半
島

地
震

７
枚

１
３

新
潟

県
中

越
沖

地
震

７
枚

１
４

８
月

11
日

の
駿

河
湾

の
地

震
１

１
枚

（２
セ

ッ
ト

）

１
５

第
４

次
被

害
想

定
（地

震
ガ

イ
ド

ブ
ッ

ク
）

７
枚

（２
セ

ッ
ト

）

１
６

東
日

本
大

震
災

２
１

枚

１
７

19
44

年
東

南
海

地
震

６
枚

１
８

火
山

災
害

６
枚

１
９

静
岡

県
の

防
災

対
策

１
５

枚
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５
．

地
震

体
験

車

購
入

年
度

台
数

配
置

庁
舎

対
象

内
容

地
震

体
験

車
（宝

く
じ

号
）

Ｈ
17

２
東

部
市

町
等

に
貸

出
電

動
サ

ー
ボ

モ
ー

タ
ー

方
式

の
起

震
装

置
前

後
・上

下
・左

右
の

振
動

８
種

類
の

地
震

動
再

現
体

験

地
震

体
験

車
（宝

く
じ

号
）

Ｈ
19

１
下

田
電

動
サ

ー
ボ

モ
ー

タ
ー

方
式

の
起

震
装

置

前
後

・上
下

・左
右

の
振

動

８
種

類
の

地
震

動
再

現
体

験

地
震

体
験

車
（宝

く
じ

号
）

Ｈ
21

１
藤

枝
電

動
サ

ー
ボ

モ
ー

タ
ー

方
式

の
起

震
装

置

前
後

・上
下

・左
右

の
振

動

８
種

類
の

地
震

動
再

現
体

験

地
震

体
験

車
R2

１
中

遠
電

動
サ

ー
ボ

モ
ー

タ
ー

方
式

の
起

震
装

置

前
後

・上
下

・左
右

の
振

動

11
種

類
の

地
震

動
再

現
体

験
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2
1
-
3
　

地
震

防
災

応
急

計
画

届
出

状
況

（
県

危
機

情
報

課
）
 H

2
9
.4

.1

作
成

義
務

者
数

届
出

者
数

届
出

率

Ａ
Ｂ

（
Ｂ

／
Ａ

） C

1
劇

場
・
百

貨
店

等
消

　
防

　
計

　
画

1
6
,4

2
4

1
3
,9

2
2

8
4
.8

%

2
複

　
合

　
用

　
途

消
　

防
　

計
　

画
5
,8

7
6

4
,4

1
0

7
5
.1

%

3
危

険
物

製
造

所
予

　
防

　
規

　
程

1
,8

4
1

1
,7

9
2

9
7
.3

%

4
火

薬
類

の
製

造
所

危
害

予
防

規
程

1
4

1
4

1
0
0
.0

%

5
高

圧
ガ

ス
事

業
所

危
害

予
防

規
程

3
6
6

3
6
6

1
0
0
.0

%

6
毒

物
・
劇

物
製

造
施

設
貯

蔵
施

設
等

3
3

3
3

1
0
0
.0

%

7
核

燃
料

物
質

の
精

錬
施

設
等

0
0

0
.0

%

8
石

油
コ

ン
ビ

ナ
ー

ト
の

特
定

事
業

所
防

　
災

　
規

　
程

1
3

1
3

1
0
0
.0

%

9
鉄

道
事

業
・
索

道
事

業
運

転
取

扱
に

関
す

る
細

則
等

1
5

1
5

1
0
0
.0

%

1
0

軌
道

法
に

よ
る

事
業

運
転

取
扱

に
関

す
る

細
則

等
0

0
0
.0

%

1
1

航
　

路
　

事
　

業
安

全
管

理
規

程
3
0

3
0

1
0
0
.0

%

1
2

一
般

乗
合

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
運

行
管

理
規

程
2
8

1
4

5
0
.0

%

1
3

学
　

　
　

　
　

　
校

消
　

防
　

計
　

画
1
,7

0
3

1
,6

2
1

9
5
.2

%

1
4

福
　

祉
　

施
　

設
消

　
防

　
計

　
画

3
,6

5
9

2
,3

1
6

6
3
.3

%

1
5

鉱
　

　
　

　
　

　
山

6
6

1
0
0
.0

%

1
6

貯
　

　
木

　
　

場
0

0
0
.0

%

1
6
-
2

動
　

　
物

　
　

園
8

7
8
7
.5

%

1
7

道
　

　
　

　
　

　
路

4
4

1
0
0
.0

%

1
8

放
　

送
　

事
　

業
5
8

4
6

7
9
.3

%

1
9

ガ
　

ス
　

事
　

業
保

　
安

　
規

　
程

5
6

5
6

1
0
0
.0

%

2
0

水
　

道
　

事
　

業
4
6
1

4
3
0

9
3
.3

%

2
1

電
　

気
　

事
　

業
保

　
安

　
規

　
程

4
1

2
5
.0

%

2
2

石
油

パ
イ

プ
ラ

イ
ン

事
業

保
　

安
　

規
　

程
0

0
0
.0

%

2
3

1
,0

0
0
人

以
上

の
工

場
等

消
　

防
　

計
　

画
3
3

3
3

1
0
0
.0

%

3
0
,6

3
2

2
5
,1

2
9

8
2
.0

%

平
成

2
9
年

４
月

１
日

現
在

合
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

計

政 令 番 号

施
設

ま
た

は
事

業
例

地
震

防
災

応
急

計
画

と
み

な
さ

れ
る

地
震

防
災

規
程

※
記

載
上

の
留

意
事

項
等

①
　

「
政

令
番

号
」
と

は
、

大
規

模
地

震
対

策
特

別
措

置
法

施
行

令
（
昭

和
5
3
年

政
令

第
3
8
5
号

）
第

4
条

各
号

に
掲

げ
る

施
設

又
は

事
業

の
区

分
を

示
す

。
②

　
「
作

成
義

務
者

数
」
及

び
「
届

出
者

数
」
欄

に
は

、
大

規
模

地
震

対
策

特
別

措
置

法
（
昭

和
5
3
年

法
律

第
7
3
号

）
第

7
条

に
規

定
す

る
地

震
防

災
応

急
計

画
の

作
成

を
　

義
務

付
け

ら
れ

た
者

及
び

届
け

出
た

者
の

数
を

各
々

記
載

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
消

防
計

画
等

の
計

画
・
規

程
に

お
い

て
定

め
た

地
震

防
災

規
程

は
、

同
法

第
8
条

の
規

　
定

に
よ

り
　

地
震

防
災

応
急

計
画

と
み

な
さ

れ
る

。
　

　
ま

た
、

同
法

第
６

条
第

1
項

の
規

定
に

よ
り

、
防

災
業

務
計

画
に

お
い

て
、

地
震

防
災

強
化

計
画

を
定

め
る

指
定

公
共

機
関

等
は

、
作

成
義

務
者

か
ら

除
か

れ
る

の
で

　
注

意
す

る
こ

と
。
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2
1
-
4
　

南
海

ト
ラ

フ
地

震
防

災
対

策
計

画
届

出
状

況

（
県

危
機

情
報

課
）
 H

2
9
.4

.1

作
成

義
務

者
数

届
出

者
数

届
出

率

Ａ
Ｂ

（
Ｂ

／
Ａ

） C

1
劇

場
・
百

貨
店

等
消

　
防

　
計

　
画

1
,5

2
7

1
,1

4
4

7
4
.9

%

2
複

　
合

　
用

　
途

消
　

防
　

計
　

画
5
5
5

3
1
4

5
6
.6

%

3
危

険
物

製
造

所
予

　
防

　
規

　
程

4
3
8

4
1
7

9
5
.2

%

4
火

薬
類

の
製

造
所

危
害

予
防

規
程

0
0

0
.0

%

5
高

圧
ガ

ス
事

業
所

危
害

予
防

規
程

5
0

5
0

1
0
0
.0

%

6
毒

物
・
劇

物
製

造
施

設
貯

蔵
施

設
等

1
3

8
6
1
.5

%

7
核

燃
料

物
質

の
精

錬
施

設
等

0
0

0
.0

%

8
石

油
コ

ン
ビ

ナ
ー

ト
の

特
定

事
業

所
防

　
災

　
規

　
程

1
3

1
3

1
0
0
.0

%

9
鉄

道
事

業
・
索

道
事

業
運

転
取

扱
に

関
す

る
細

則
等

6
4

6
6
.7

%

1
0

軌
道

法
に

よ
る

事
業

運
転

取
扱

に
関

す
る

細
則

等
0

0
0
.0

%

1
1

航
　

路
　

事
　

業
安

全
管

理
規

程
2
8

2
8

1
0
0
.0

%

1
2

一
般

乗
合

旅
客

自
動

車
運

送
事

業
運

行
管

理
規

程
1
4

1
0

7
1
.4

%

1
3

学
　

　
　

　
　

　
校

消
　

防
　

計
　

画
9
4

8
1

8
6
.2

%

1
4

福
　

祉
　

施
　

設
消

　
防

　
計

　
画

2
5
5

1
3
9

5
4
.5

%

1
5

鉱
　

　
　

　
　

　
山

1
1

1
0
0
.0

%

1
6

貯
　

　
木

　
　

場
0

0
0
.0

%

1
7

動
　

　
物

　
　

園
0

0
0
.0

%

1
8

道
　

　
　

　
　

　
路

2
1

5
0
.0

%

1
9

放
　

送
　

事
　

業
5
4

4
9

9
0
.7

%

2
0

ガ
　

ス
　

事
　

業
保

　
安

　
規

　
程

2
2

2
2

1
0
0
.0

%

2
1

水
　

道
　

事
　

業
1
0

4
4
0
.0

%

2
2

電
　

気
　

事
　

業
保

　
安

　
規

　
程

4
1

2
5
.0

%

2
3

石
油

パ
イ

プ
ラ

イ
ン

事
業

保
　

安
　

規
　

程
0

0
0
.0

%

2
4

1
,0

0
0
人

以
上

の
工

場
等

消
　

防
　

計
　

画
2

2
1
0
0
.0

%

3
,0

8
8

2
,2

8
8

7
4
.1

%

平
成

2
9
年

４
月

１
日

現
在

合
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

計

政 令 番 号

施
設

ま
た

は
事

業
例

地
震

防
災

対
策

計
画

と
み

な
さ

れ
る

地
震

防
災

規
程

※
記

載
上

の
留

意
事

項
等

①
　

「
政

令
番

号
」
と

は
、

南
海

ト
ラ

フ
地

震
に

係
る

地
震

防
災

対
策

の
推

進
に

関
す

る
特

別
措

置
法

施
行

令
（
平

成
1
5
年

政
令

第
3
2
4
号

）
第

3
条

各
号

に
掲

げ
る

　
施

設
又

は
事

業
の

区
分

を
示

す
。

②
　

「
作

成
義

務
者

数
」
及

び
「
届

出
者

数
」
欄

に
は

、
南

海
ト

ラ
フ

地
震

に
係

る
地

震
防

災
対

策
の

推
進

に
関

す
る

特
別

措
置

法
（
平

成
1
4
年

法
律

第
9
2
号

）
第

7
条

に
　

基
づ

く
地

震
防

災
対

策
計

画
の

作
成

を
義

務
付

け
ら

れ
た

者
及

び
届

け
出

た
者

の
数

を
各

々
記

載
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

消
防

計
画

等
の

計
画

・
規

程
に

お
い

て
定

め
　

た
地

震
防

災
規

程
は

、
同

法
第

8
条

の
規

定
に

よ
り

南
海

ト
ラ

フ
地

震
防

災
対

策
計

画
と

み
な

さ
れ

る
。

　
　

ま
た

、
同

法
第

５
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
り

、
防

災
業

務
計

画
に

お
い

て
、

南
海

ト
ラ

フ
地

震
防

災
対

策
推

進
計

画
を

定
め

る
指

定
公

共
機

関
等

は
、

作
成

義
務

者
　

か
ら

除
か

れ
る

の
で

注
意

す
る

こ
と

。
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